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電話番号 ＦＡＸ番号

総務部危機管理課 371-8570 027-226-2244

前橋市大手町1-1-1 027-226-2241　

中部振興局 371-8501 027-231-2765 027-234-3345

前橋行政県税事務所 前橋市上細井町2142-1

北群馬渋川振興局 377-0027 0279-22-0777 0279-23-8221

渋川行政県税事務所 渋川市金井395

中部振興局 372-0031 0270-25-0782 0270-24-1628

伊勢崎行政県税事務所 伊勢崎市今泉町1-236

高崎安中振興局 370-0805 027-322-4681 027-326-7076

高崎行政県税事務所 高崎市台町4-3

多野藤岡振興局 375-0014 0274-22-5101 0274-23-0189

藤岡行政県税事務所 藤岡市下栗須124-5

甘楽富岡振興局 370-2454 0274-62-9525 0274-63-5141

富岡行政県税事務所 富岡市田島343-1

吾妻振興局 377-0424 0279-75-3301 0279-75-4602

吾妻行政県税事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町664

利根沼田振興局 378-0031 0278-22-4338 0278-24-3306

利根沼田行政県税事務所 沼田市薄根町4412

東部振興局 373-8508 0276-32-2215 0276-31-5316

太田行政県税事務所 太田市西本町60-27

桐生みどり振興局 376-0011 0277-54-4482 0277-52-4580

桐生行政県税事務所 桐生市相生町2-331

東部振興局 374-0029 0276-72-4415 0276-73-7858

館林行政県税事務所 館林市仲町11-10

総務振興係

総務部消防保安課

１－１－１　群馬県

連　　絡　　先

総務係

総務振興係

総務振興係

総務振興係

総務振興係

総務係

総務係

総務係

総務振興係

総務振興係

機　関　名 所　　　在　　　地 防災担当部署

027-221-0158

１－１　防災関係機関一覧
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電話番号 ＦＡＸ番号
371-8580 警備部警備第二課 027-243-0110
前橋市大手町一丁目1-1 危機管理対策室
371-0853 警備課 027-252-0110
前橋市総社町一丁目9-3
379-2154 〃 027-225-0110
前橋市天川大島町一丁目8-1
370-0805 〃 027-328-0110
高崎市台町4-3
370-3104 〃 027-371-0110
高崎市箕郷町上芝349-1
375-0024 〃 0274-22-0110
藤岡市藤岡1683-1
370-2316 〃 0274-62-0110
富岡市富岡1198
379-0133 〃 027-381-0110
安中市原市707-2
372-0015 〃 0270-26-0110
伊勢崎市鹿島町534-1
373-0063 〃 0276-33-0110
太田市鳥山下町400-5
370-0514 〃 0276-62-0110
邑楽郡大泉町朝日二丁目27-1
374-0013 〃 0276-75-0110
館林市赤生田町1828-2
376-0026 〃 0277-43-0110
桐生市清瀬町1-16
377-0006 〃 0279-23-0110
渋川市行幸田351-1
378-0051 〃 0278-22-0110
沼田市上原町1738-1
377-0801 〃 0279-68-0110
吾妻郡東吾妻町大字原町21-1
377-1304 〃 0279-82-0110
吾妻郡長野原町大字長野原1520-4

桐生警察署

伊勢崎警察署

１－１－２　群馬県警察

所　　　在　　　地 防災担当部署
連　　絡　　先

長野原警察署

渋川警察署

沼田警察署

吾妻警察署

機　関　名

太田警察署

大泉警察署

高崎警察署

藤岡警察署

富岡警察署

安中警察署

前橋東警察署

警察本部

前橋警察署

高崎北警察署

館林警察署
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課　名 係　名 電話番号 FAX番号 日直
前
橋

前 橋 市 防災危機管理課 防災計画係 027-898-5856 027-221-2813 委 託 員 委 託 員

高 崎 市
防災安全１課
防災安全２課

防災安全担当
１課：027-321-1352
２課：027-321-1171

027-321-1277 委 託 員 委 託 員

安 中 市 危機管理課 危機管理係 027-382-1111 027-329-6065 職 員 職 員

桐 生 市 防災・危機管理課 防災・危機管理担当 0277-46-1111 0277-43-1001
委 託 員
警 備 員

委 託 員
警 備 員

み ど り 市 危機管理課 危機管理係 0277-76-0960 0277-76-2452 職 員 警 備 員

伊 勢 崎 市 安心安全課 防災係 0270-27-2706 0270-26-6123
委 託 員
警 備 員

委 託 員
警 備 員

玉 村 町 環境安全課 消防防災係 0270-64-7708 0270-65-2592
警 備 員
機 械 警 備

機 械 警 備
機械
(平日20:00～8:30・土日休日
17:00～9:00)

太 田 市 危機管理室 危機管理係 0276-47-1916 0276-47-1888 警 備 員 警 備 員

大 泉 町 安全安心課 危機管理係 0276-55-0333 0276-63-3921 職 員
警 備 員
機 械 警 備

警備員(17:15～22:00)
機械(22:00～08:30)

館 林 市 安全安心課
危機管理・国
土強靭化係

0276-72-4111 0276-72-3297 職 員 警 備 員

板 倉 町 総務課 安全安心係 0276-82-6123 0276-82-1300 職 員 職 員 / 機 械
機械
(平日21:00～7:30・土日休日
21:00～8:30)

明 和 町 総務課 危機管理係 0276-84-3111 0276-84-3114 職 員 機 械 警 備
機械
(平日21:00～8:00・土日休日
17:15～8:30)

千 代 田 町 総務課 危機管理室 0276-86-2112 0276-86-4591
職 員
警 備 員

職 員 / 機 械 機械(21:00～8:30)

邑 楽 町 総務課 交通防災係 0276-47-5018 0276-89-0136 職 員 職 員

沼 田 市 地域安全課 防災安全係 0278-23-2111 0278-23-2205 警 備 員 警 備 員

片 品 村 総務課 庶務係 0278-58-2111 0278-58-2110 職 員 委 託 員

川 場 村 総務課 財政係 0278-52-2111 0278-52-2333 職 員 職 員

みなかみ町 総務課 危機管理室 0278-25-5002 0278-62-2291 職 員 委 託 員

昭 和 村 総務課 庶務係 0278-24-5111 0278-24-5254 職 員 職 員

渋 川 市 危機管理室
危機管理・緊
急対応係

0279-22-2130 0279-24-6541 職 員 警 備 員

榛 東 村 総務課 防災交通係 0279-54-2211 0279-54-8225 職 員 委 託 員

吉 岡 町 総務課 協働安全室 0279-54-3111 0279-54-8681 職 員 警 備 員

藤 岡 市 地域安全課 消防防災係 0274-22-7444 0274-24-4515 職 員 警 備 員
夜間、休日は
0274-22-1211（代表）

神 流 町 総務課 消防交通係 0274-57-2111 0274-57-2715 職 員 職 員

上 野 村 総務課 総務係 0274-59-2111 0274-59-2470 職 員 職 員

富 岡 市 危機管理課 危機管理係 0274-62-1511 0274-62-0357 職 員 警 備 員

下 仁 田 町 総務課 地域安全係 0274-82-2110 0274-82-5766 職 員 委 託 員

南 牧 村 総務課 総務係 0274-87-2011 0274-87-3628 職 員 職 員

甘 楽 町 総務課 庶務係 0274-74-3131 0274-74-5813 職 員 職 員

中 之 条 町 防災安全課 危機管理係 0279-26-7089 0279-75-6562 職 員 職 員

東 吾 妻 町 総務課 安全対策係 0279-68-2111 0279-68-4900 職 員 職 員

長 野 原 町 総務課 総務係 0279-82-2244 0279-82-3115 職 員 職 員

嬬 恋 村 総務課 地域安全係 0279-96-0511 0279-96-0516 職 員 職 員

草 津 町 総務課 防災係 0279-88-0001 0279-88-0002 職 員 職 員

高 山 村 総務課 庶務係 0279-26-7942 0279-63-2768 職 員 職 員

１－１－３（１）　市町村防災担当者一覧

令和6年4月1日現在

地
域

市町村名
担　当　部　署 連　　　絡　　　先 宿　日　直　体　制

宿　　　　直
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川

多
野
藤
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甘
楽
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高
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生

伊
勢
崎
佐
波

太
 
田
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林

利
　
根
　
沼
　
田
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１－１－３（２）　消防本部別消防署出張所等一覧

前橋市消防局 中央消防署 〒371-0014 前橋市朝日町4-22-2 千代田分署 〒371-0022 前橋市千代田町1-1-21

〒371-0014 前橋市朝日町4-22-2 027-220-4519 FAX 027-220-4526 027-237-0119 FAX 027-237-0449
　027-220-4503 FAX 027-220-4527 東消防署 〒371-0221 前橋市樋越町62-1 赤坂分署 〒371-0007 前橋市上泉町1425-2

総　務　課 027-220-4503 027-283-3399 FAX 027-283-5899 027-269-6780 FAX 027-269-6791
FAX 027-220-4527 西消防署 〒371-0854 前橋市大渡町2-3-5 宮城分署 〒371-0242 前橋市馬場町896

予　防　課 027-220-4507 027-255-0119 FAX 027-251-0243 027-280-2119
FAX 027-220-4527 南消防署 〒379-2131 前橋市西善町766-2 利根分署 〒371-0831 前橋市小相木町392-1

警　防　課 027-220-4511 027-266-4374 FAX 027-266-4437 027-252-5787 FAX 027-252-5736
FAX 027-220-4527 北消防署 〒371-0051 前橋市上細井町1794-1 城南分署 〒379-2117 前橋市二之宮町1150-3

救　急　課 027-220-4513 027-231-0119 FAX 027-233-7257 027-268-0166 FAX 027-268-0108
FAX 027-220-4527 白川分署 〒371-0115 前橋市富士見町小沢191-1

通信指令課 027-220-4515 027-288-2719 FAX 027-288-2854
FAX 027-220-4528

高崎市等広域消防局 高崎中央消防署 〒370-0861 高崎市八千代町1-13-10 西分署 〒370-0885 高崎市若田町32-8
〒370-0861 高崎市八千代町1-13-10 027-324-2219 FAX 027-323-1056 027-343-1195 FAX 027-360-4063
　027-322-2391 FAX 027-323-1993 高崎東消防署 〒370-0852 高崎市中居町2-21-63 群南分署 〒370-0011 高崎市京目町615-1

総　務　課 027-322-2393 027-352-2900 FAX 027-360-5112 027-352-1262 FAX 027-360-5125
FAX 027-330-1069 高崎北消防署 〒370-0073 高崎市緑町1-27-8 新町分署 〒370-1301 高崎市新町3152-3

予　防　課 027-324-2214 027-362-1808 FAX 027-362-1821 0274-42-3105 FAX 0274-42-3192
FAX 027-325-1228 安中消防署 〒379-0116 安中市安中1-10-30 南分署 〒370-1213 高崎市山名町273-3

警　防　課 027-324-2216 027-382-1818 FAX 027-380-1077 027-386-3135 027-386-3136
FAX 027-330-1069 榛名分署 〒370-3345 高崎市上里見町249-1

救　急　課 027-384-8498 027-374-1280 FAX 027-360-8017
FAX 027-330-1069 群馬分署 〒370-3511 高崎市金古町863-1

通信指令課 027-325-0119 027-373-2262 FAX 027-360-6092
FAX 027-327-0119 箕郷分署 〒370-3105 高崎市箕郷町西明屋450

027-371-3250 FAX 027-360-7018
倉渕分署 〒370-3402 高崎市倉渕町三ノ倉437-1

027-378-3119 FAX 027-360-9009
郷原分署 〒379-0135 安中市郷原135-1

027-385-3755 FAX 027-380-2063
松井田分署 〒379-0302 安中市松井田町五料392-4

027-393-1221 FAX 027-380-3028
桐生市消防本部 桐生消防署 〒376-0027 桐生市元宿町13-38 東分署 〒376-0052 桐生市天神町1-7-16
〒376-0027 桐生市元宿町13-38 0277-47-1705 FAX 0277-47-1705 0277-46-2399 FAX 0277-46-2399
　0277-47-1701 FAX　0277-46-4666 桐生みどり消防署〒379-2311 みどり市笠懸町阿佐美1912-6 南分署 〒376-0002 桐生市境野町7-1799-2

0277-77-1177 FAX 0277-77-1177 0277-46-1165 FAX 0277-46-1165
総　務　課 0277-47-1701 大間々新里分署 〒376-0102 みどり市大間々町桐原247
予　防　課 0277-47-1703 0277-73-1555 FAX 0277-73-1555
警　防　課 0277-47-1704 黒保根東分署 〒376-0306 みどり市東町荻原188
通信指令課 0277-47-1700 0277-97-2609 FAX 0277-97-2609

FAX 0277-43-2370

伊勢崎市消防本部 伊勢崎消防署 〒372-0031 伊勢崎市今泉町2-895 北分署 〒372-0015 伊勢崎市鹿島町429-5
〒372-0031 伊勢崎市今泉町2-895 0270-25-3918 FAX 0270-25-3650 0270-25-5247 FAX 0270-50-8198
　0270-25-3510 FAX　0270-26-9995 赤堀消防署 〒379-2204 伊勢崎市西久保町2丁目341-3 南分署 〒372-0834 伊勢崎市堀口町656-1

0270-62-0230 FAX 0270-62-0199 0270-32-0062 FAX 0270-32-9695
総　務　課 0270-25-3511 東消防署 〒379-2234 伊勢崎市東小保方町3238 西分署 〒372-0803 伊勢崎市宮古町89
予　防　課 0270-25-3311 0270-62-8980 FAX 0270-40-9167 0270-21-4545 FAX 0270-50-8126
警　防　課 0270-25-3916 境消防署 〒370-0104 伊勢崎市境木島907
救　急　課 0270-25-3933 0270-27-9119 FAX 0270-76-0019
通信指令課 0270-25-3510 玉村消防署 〒370-1105 佐波郡玉村町大字福島548-1

FAX 0270-25-3613 0270-65-2982 FAX 0270-65-3157

太田市消防本部 中央消防署 〒373-0063 太田市鳥山下町409-1 九合分署 〒373-0817 太田市飯塚町87-1

〒373-0063 太田市鳥山下町409-1 0276-32-6119 FAX 0276-33-0304 0276-46-9119 FAX 0276-46-9124

　0276-33-0119 FAX　0276-33-0301 東部消防署 〒373-0022 太田市東金井町262-1 沢野分署 〒373-0842 太田市細谷町211-2
0276-40-2119 FAX 0276-40-2149 0276-33-7119 FAX 0276-33-7120

消防総務課 0276-33-0200 西部消防署 〒370-0341 太田市新田金井町607 尾島分署 〒370-0421 太田市粕川町432-1
FAX 0276-33-0302 0276-56-8119 FAX 0276-56-8124 0276-52-3119 FAX 0276-52-3287

予　防　課 0276-33-0202 大泉消防署 〒370-0535 邑楽郡大泉町大字寄木戸614-1 薮塚分署 〒379-2302 太田市山之神243-2
FAX 0276-33-0303 0276-62-3119 FAX 0276-62-3124 0277-78-1119 FAX 0277-78-1129

警　防　課 0276-33-0203 城之内出張所 〒370-0518 邑楽郡大泉町城之内2-25-2
FAX 0276-33-0303 0276-63-2119 FAX 0276-63-4423

救　急　課 0276-33-0306
FAX 0276-33-0303

通信指令課 0276-33-0119
FAX 0276-33-0301

利根沼田広域消防本部 中央消防署 〒378-0056 沼田市高橋場町2049-1
〒378-0056 沼田市高橋場町2049-1 0278-24-1734 FAX 0278-22-5428
　0278-22-0119 FAX　0278-22-4922 東消防署 〒378-0301 沼田市利根町平川1269

0278-56-2300 FAX 0278-56-2340
総務課 0278-22-3133 西消防署 〒379-1412 利根郡みなかみ町羽場59-4
予防課 0278-22-3137 0278-64-0002 FAX 0278-64-0144
警防課 0278-22-3139 北消防署 〒379-1617 利根郡みなかみ町湯原1681-1

FAX 0278-22-4922 0278-72-4349 FAX 0278-72-4339

館林地区消防組合消防本部 館林消防署 〒374-0015 館林市上赤生田町4050-1 北分署 〒374-0008 館林市細内町687-3
〒374-0015 館林市上赤生田町4050-1 0276-72-8369 FAX 0276-72-8365 0276-72-6441 FAX 0276-72-0094
　0276-72-8360 FAX　0276-72-8386 板倉消防署 〒374-0132 邑楽郡板倉町大字板倉3427-5 西分署 〒374-0057 館林市北成島町1647-1

0276-82-1138 FAX 0276-82-2387 0276-75-6656 FAX 0276-75-6719
総　務　課 0276-72-7229 明和消防署 〒370-0701 邑楽郡明和町南大島265-1
予　防　課 0276-72-8364 0276-84-3131 FAX 0276-84-5378
警　防　課 0276-72-8361 千代田消防署 〒370-0722 邑楽郡千代田町大字萱野1218-1
通信指令課 0276-72-3170 0276-86-3202 FAX 0276-86-4810

FAX 0276-72-3318 邑楽消防署 〒370-0603 邑楽郡邑楽町大字中野2647-1
0276-88-5551 FAX 0276-88-8751

渋川広域消防本部 渋川広域消防署 〒377-0008 渋川市渋川1815-51 東分署 〒379-1125 渋川市赤城町上三原田468-2
〒377-0008 渋川市渋川1815-51 0279-25-0119 FAX 0279-24-0119 0279-56-2926 FAX 0279-56-2946
　0279-25-0119 FAX　0279-20-1203 西分署 〒377-0102 渋川市伊香保町伊香保558-4

総　務　課 0279-25-4191 0279-72-2199 FAX 0279-72-2831
警　防　課 0279-25-4192 南分署 〒370-3502 北群馬郡榛東村山子田47-2
予　防　課 0279-25-4193 0279-54-2064 FAX 0279-54-2092

北分署 〒377-0205 渋川市北牧158-1
0279-53-3513 FAX 0279-53-3514

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 藤岡消防署 〒375-0024 藤岡市藤岡982 鬼石消防分署 〒370-1401 藤岡市鬼石171-1
〒375-0024 藤岡市藤岡982 0274-25-8018 FAX 0274-23-2565 0274-52-3505 FAX 0274-52-3702
　0274-22-1306 FAX　0274-22-4899 吉井消防署 〒370-2132 高崎市吉井町541-1 奥多野消防分署 〒370-1506 多野郡神流町黒田101-4

総　務　課 0274-22-4838 027-387-5260 FAX 027-387-5298 0274-57-2119 FAX 0274-57-2120
予　防　課 0274-22-2467 上野消防出張所 〒376-1616 多野郡上野村乙父57-4
警　防　課 0274-22-2306 0274-59-2119 FAX 0274-59-2224
指　揮　課 0274-22-1306

FAX 0274-23-2565
富岡甘楽広域消防本部 富岡消防署 〒370-2316 富岡市富岡1922-7 甘楽分署 〒370-2211 甘楽郡甘楽町大字小川328-1
〒370-2316 富岡市富岡1922-7 0274-62-4325 FAX 0274-64-5665 0274-74-3139 FAX 0274-74-3139
　0274-62-4325 FAX　0274-64-5665 下仁田消防署 〒370-2623 甘楽郡下仁田町大字下小坂162-1 一ノ宮分署 〒370-2452 富岡市一ノ宮1607-2

0274-82-2229 FAX 0274-82-2472 0274-63-2441 FAX 0274-63-2441
総　務　課 0274-62-4326 妙義分署 〒379-0206 富岡市妙義町中里298-1
予　防　課 0274-62-4306 0274-73-3637 FAX 0274-73-3637
警　防　課 0274-62-4333 南牧分署 〒370-2806 甘楽郡南牧村大字大日向1039-1
指揮管理課 0274-62-4325 0274-87-2050 FAX 0274-87-2050

西牧分遣所 〒370-2626 甘楽郡下仁田町大字南野牧6079-5
0274-84-2239 FAX 0274-84-2239

吾妻広域消防本部 東部消防署 〒377-0805 吾妻郡東吾妻町大字植栗1174-1 中之条分署 〒377-0423 吾妻郡中之条町大字伊勢町564-1
〒377-0805 吾妻郡東吾妻町大字植栗1174-1 0279-68-0119 FAX 0279-68-2959 0279-75-4119 FAX 0279-75-5213
　0279-68-0119 FAX　0279-68-5080 西部消防署 〒377-1711 吾妻郡草津町大字草津2番地6 長野原分署 〒377-1305 吾妻郡長野原町大字与喜屋甲14

総　務　課 0279-68-0213 0279-88-0119 FAX 0279-88-3137 0279-82-3119 FAX 0279-82-3850
予　防　課 0279-68-0214 嬬恋分署 〒377-1612 吾妻郡嬬恋村大字大前125-1

警　防　課 0279-68-0217 0279-96-1190 FAX 0279-96-1781
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所  在  地 電　話 ＦＡＸ

消　防　庁 〒100-8927 国民保護・防災部防災課 03-5253-7525 03-5253-7535

千代田区霞が関2-1-2 * 宿直室 03-5253-7777 03-5253-7553

内　閣　府 〒100-8914 政策統括官（防災担当） 03-3501-5408 03-3503-5690

千代田区永田町1-6-1 付参事官

国家公安委員会 〒100-8974 警備局警備課 03-3581-0141 03-3597-8004

警　察　庁 千代田区霞が関2-1-2 内線5761～4

防　衛　省 〒162-8801 統合幕僚監部参事官付 03-5269-3246 03-5229-2136

新宿区市谷本村町5-1

金　融　庁 〒100-8967 総務企画局政策課 03-3506-6433 03-3506-6267

千代田区霞が関3-2-1

消 費 者 庁 〒100-6178 総務課 03-3507-9151 03-3507-9279

千代田区永田町2-11-1

総　務　省 〒100-8926 大臣官房総務課 03-5253-5090 03-5253-5093

千代田区霞が関2-1-2

法　務　省 〒100-8977 大臣官房秘書課 03-3592-5396 03-3592-7728

千代田区霞が関1-1-1 広報室

外　務　省 〒100-8919 大臣官房総務課 03-5501-8000 03-5501-8062

千代田区霞が関2-2-1 危機管理調整室 内線5799

財　務　省 〒100-8940 大臣官房総合政策課 03-3581-7934 03-5251-2163

千代田区霞が関3-1-1 政策推進室

文部科学省 〒100-8959 大臣官房文教施設企画部 03-6734-2290 03-6734-3689

千代田区霞が関3-2-2 施設企画課

文　化　庁 〒100-8959 長官官房政策課 03-6734-2806 03-6734-3811

千代田区霞が関3-2-2

厚生労働省 〒100-8916 社会・援護局総務課 03-3595-2612 03-3503-3099

千代田区霞が関1-2-2

農林水産省 〒100-8950 大臣官房地方課 03-6744-0578 03-6744-7158

千代田区霞が関1-2-1 災害総合対策室

経済産業省 〒100-8901 大臣官房総務課 03-3501-1327 03-3501-1704

千代田区霞が関1-3-1

資源エネルギー庁 〒100-8931 長官官房総務課 03-3501-2669 03-3580-8426

千代田区霞が関1-3-1

原子力規制委員会 〒106-8450 原子力防災政策課 03-5114-2121 03-5114-2183

原子力規制庁 港区六本木1-9-9

中小企業庁 〒100-8912 経営安定対策室 03-3501-2698 03-3501-6805

千代田区霞が関1-3-1

国土交通省 〒100-8918 水管理・国土保全局 03-5253-8461 03-5253-1608

千代田区霞が関2-1-3 防災課災害対策室

国土地理院 〒305-0811 企画部防災課 029-864-6275 029-864-1658

つくば市北郷１

気　象　庁 〒105-8431 企画課防災企画室 03-3434-9074 03-5408-9051

港区虎ノ門3-6-9 防災調整係

環　境　省 〒100-8975 大臣官房総務課 03-3580-1373 03-3509-6485

千代田区霞が関1-2-2

１-１-４　指定行政機関

機  関  名 防災担当部署
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

関東管区警察局 〒330-9726 広域調整部 048-600-6000 048-601-5022

さいたま市中央区新都心2-1 広域調整第二課 内線5541

* 当直室 048-600-6000

関東総合通信局 〒102-8795

千代田区九段南1-2-1

関東財務局 〒330-9716

さいたま市中央区新都心1-1

前橋財務事務所 〒371-0026 総務課 027-221-4491 027-224-4426

前橋市大手町2-3-１ * 総務課 027-896-2001

関東信越厚生局 〒330-9713

さいたま市中央区新都心1-1

群馬労働局 〒371-8567

前橋市大手町2-3-１

関東農政局 〒330-9722

さいたま市中央区新都心2-1

群馬県拠点 〒371-0025 地方参事官室

前橋市紅雲町1-2-2

関東森林管理局 〒371-8508

前橋市岩神町4-16-25

関東経済産業局 〒330-9715

さいたま市中央区新都心1-1

関東東北産業保安監督部 〒330-9715

さいたま市中央区新都心1-1

関東地方整備局 〒330-9724 048-600-1333 048-600-1376

さいたま市中央区新都心2-1 内線2165

高崎河川国道事務所 〒370-0841 防災課 027-345-6044 027-345-6094

高崎市栄町6-41 内線208

027-345-6043 027-345-6093

内線441

027-345-6041 027-345-6091

内線331･441

* 情報連絡員 027-345-6070 027-345-6099

利根川ダム統合管理事務所 〒371-0846 管理課 027-251-2022 027-251-7697

前橋市元総社町593-1 * 当直室 027-251-2021

利根川上流河川事務所 〒349-1198

埼玉県久喜市栗橋北2-19-1

渡良瀬川河川事務所 〒326-0822 (地震等)管理課 0284-73-5557 0284-73-5571

足利市田中町661-3 (出　水)流域治水課 0284-73-5558 0284-73-6215

（土砂災害）砂防調査課　 0284-73-5559 0284-73-5572

利根川水系砂防事務所 〒377-8566

渋川市渋川121-1

関東運輸局 〒231-8433

横浜市中区北仲通5-57

群馬運輸支局 〒371-0007

前橋市上泉町399-1

東京航空局 〒144-0041

（東京空港事務所） 東京都大田区羽田空港3-3-1

東京管区気象台 〒204-8501

東京都清瀬市中清戸3-235

前橋地方気象台 〒371-0026

前橋市大手町2-3-1

関東地方測量部 〒102-0074

東京都千代田区九段南1-1-15

北関東防衛局 〒330-9721 地方協力確保課 048-600-1844 048-600-1832

さいたま市中央区新都心2-1 * 当直室 048-600-1800 048-600-1846

防災室

河川管理課

道路管理第二課

048-601-1279

総務企画部
企画調整課

027-210-1150

管理課 048-600-0434

防災対策課 0480-52-3956 0480-52-9529

027-263-4440
※ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ「5」

045-681-3328

調査課

045-211-7269

0279-24-4184

企画輸送監査 027-261-0032

総務部　安全防
災・危機管理課

0279-22-4179

１-１-５　指定地方行政機関

機　関　名

総務企画部総務課危
機管理・災害対策室

048-600-0211 048-601-1310

防災担当部署

03-6238-1790 03-6238-1629

027-896-2080

048-740-0711

027-221-1181

防災対策推進室

総務課 027-896-4732

048-740-0464 048-600-0602

総務部総務課

－

048-600-1078 048-600-1247

総務課 048-601-1325

企画調整室

027-221-7015

空港安全部
空港危機管理課

03-5757-3040

総務部業務課 042-497-7208 042-495-3159

03-5757-3020

防災業務担当 027-896-1220 027-896-1164

防災課 03-5213-2054 03-5213-2077
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

第１２旅団

司令部 〒370-3503 第３部防衛班 0279-54-2011 0279-54-2011

北群馬郡榛東村大字新井 内線2286･2287 内線2239

　　　　　　　　　　1017-2 * 2208（当直長）

第１２後方支援隊 〒370-1300 第３科 0274-42-1121 0274-42-1121

高崎市新町1080 内線229 内線239

１-１-６　陸上自衛隊

機　関　名 防災担当部署
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

日本郵便（株） 〒330-9797 経営管理本部 048-600-2032 048-767-6074

(関東支社) さいたま市中央区新都心3-1 総務部　危機管理担当

前橋中央郵便局 〒371-8799 総務部 027-234-5503 027-232-8957

前橋市城東町1-6-5

東日本電信電話(株) 〒370-0829 災害対策室 027-321-5660 027-330-3008

　(群馬支店) 高崎市高松町3 * 災害対策室 027-325-7999

(株)ＮＴＴドコモ 〒370-0829 ㈱ドコモＣＳ　群馬支店 027-393-6414 027-393-6423

　(群馬支店) 高崎市高松町13 ネットワーク部エリア品質担当

日本銀行 〒371-8640 総務課 027-225-1111 027-220-1025

　(前橋支店) 前橋市大手町2-6-14

日本赤十字社 〒371-0833 事業推進課 027-254-3636 027-254-3637

　(群馬県支部) 前橋市光が丘町32-10

群馬県赤十字血液センター 〒379-2154 総務課 027-224-2118 027-221-4490

前橋市天川大島町2-31-13 * 学術情報・供給課 027-221-2555 027-224-9522

日本放送協会 〒371-8555 経営管理企画センター 027-251-1711 027-253-0368

　(前橋放送局) 前橋市元総社町189 * 経営管理企画センター 027-253-7631

東日本高速道路（株） 〒330-0854 管理事業統括課 048-631-0001 048-631-0002

　(関東支社) 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20

高崎管理事務所 〒370-0015 工務 027-353-0211 027-353-0924

高崎市島野町831

長野管理事務所 381-1225 工務 026-278-7728 026-278-7717

長野県長野市松代町東寺尾字村北1195-2

加須管理事務所 〒347-0013 工務 0480-61-4685 0480-62-1542

加須市北篠崎90

湯沢管理事務所 〒949-6102　　　　 工務 025-784-3921 025-785-6131

　(新潟支社) 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1159

独立行政法人水資源機構 〒330-6008 ダム事業部ダム管理課 048-600-6543

　(本社) さいたま市中央区新都心11-2 水路事業部利水課 048-600-6544

沼田総合管理所 〒378-0051 管理課 0278-24-5711 0278-22-7565

沼田市上原町1682

草木ダム管理所 〒376-0303 管理グループ 0277-97-2131 0277-97-3035

みどり市東町座間564-6

群馬用水管理所 〒371-0844 管理班 027-251-4266 027-254-2634

前橋市古市町386

下久保ダム管理所 〒367-0313 管理班 0274-52-2746 0274-52-5408

埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-3

〒263-8555
高度被爆医療センター
運営企画室

043-206-3115 043-206-4095

千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 * 080-1106-0994

高崎量子技術基盤研究所 〒370-1292 管理部保安管理課 027-346-9290 027-346-9692

高崎市綿貫町1233 * 正門警備詰所 027-346-6698 027-346-9668

東日本旅客鉄道(株) 〒370-8543 鉄道事業部 027-320-7126 027-320-7127

　(高崎支社) 高崎市栄町6-26 安全企画ユニット

東京ガスネットワーク（株） 〒370-0045 群馬導管・設備センター 027-322-0599 027-323-1913

　(群馬導管・設備センター) 高崎市東町134-6

日本通運(株) 〒370-0849 総務 027-395-7010 027-395-7201

　(群馬支店) 高崎市八島町58-1　5F

東京電力パワーグリッド(株) 〒371-0023 業務総括グループ 027-898-4121 027-225-1511

(群馬総支社) 前橋市本町1-8-16 * コンタクトセンター 0120-995-007

１-１-７　指定公共機関

機　関　名 防災担当部署

048-600-6540

国立研究開発法人量子科学技
術研究開発機構（本部）
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

(公社)群馬県医師会 〒371-0022 027-231-5311 027-231-7667

前橋市千代田町1-7-4

(公社)群馬県歯科医師会 〒371-0847 027-252-0391 027-253-6407

前橋市大友町1-5-17

(公社)群馬県看護協会 〒371-0007 027-269-5565 027-269-8601

前橋市上泉町1858-7

桐生瓦斯(株) 〒376-0035 導管管理センター 0277-44-8141 0277-22-0117

桐生市仲町3-6-32

館林ガス(株) 〒374-0026 総務課 0276-72-4434 0276-73-5712

館林市新宿1-2-1

伊勢崎ガス(株) 〒372-0022 総務部 0270-25-4520 0270-25-4678

伊勢崎市日乃出町108

太田都市ガス(株) 〒373-0853 総務部 0276-45-4161 0276-45-4169

太田市浜町17-4 * 待機監視室 0276-45-4019 0276-48-4199

渋川ガス(株) 〒377-0008 総務部 0279-23-5501 0279-23-7993

渋川市渋川1092-1 * 緊急受付 0279-23-6111 0279-23-7993

沼田ガス(株) 〒378-0045 総務課 0278-22-4451 0278-22-4452

沼田市材木町1291-1

(株)エネクル 〒340-0014 技術本部業務グループ 048-925-2101 048-922-3992

埼玉県草加市住吉1-13-10

富岡支社（エネクル富岡） 〒370-2316 エネクル富岡 0274-63-0330 0274-63-0332

群馬県富岡市富岡1341-1 * 供給所 0274-62-3128 0274-62-4282

東海ガス(株) 〒426-0037 供給保安部 054-647-7151 054-643-4143

静岡県藤枝市青木2丁目29番1号

下仁田支店 〒370-2601 0274-64-9400 0274-64-9401

下仁田町大字下仁田479番地3

(一社)群馬県ＬＰガス協会 〒371-0854 027-255-6121 027-280-6170

前橋市大渡町1-10-7

〒371-0854 027-251-1888 027-251-1771

前橋市鳥羽町35-5

東武鉄道(株） 〒131-8522 安全推進部 03-5962-2295 03-5962-2299

東京都墨田区押上2-18-12 * 運転指令 048-760-0313 048-760-0318

上毛電気鉄道(株) 〒371-0016 鉄道部 027-231-3597 027-231-3599

前橋市城東町4-1-1 * 運転指令 027-231-9916 027-231-9920

上信電鉄(株) 〒370-0848 鉄道部 027-323-8073 027-323-8650

高崎市鶴見町51

わたらせ渓谷鐵道(株) 〒376-0101 総務経理課 0277-73-2110 0277-73-3121

みどり市大間々町大間々1603-1 * 指令 0277-72-1373 0277-72-1373

(一社)群馬県バス協会 〒379-2166 027-261-2072 027-212-0885

前橋市野中町322-1

(一社)群馬県トラック協会 〒379-2194 総務部 027-261-0244 027-261-7576

前橋市野中町322-1

機　関　名 防災担当部署

１-１-８　指定地方公共機関

群馬県石油協同組合

- 9 -



（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ機　関　名 防災担当部署

群馬テレビ(株) 〒371-8548 報道部 027-219-0007 027-232-0197

前橋市上小出町3-38-2

(株)エフエム群馬 〒371-0022 報道部 027-230-1882 027-230-1903

前橋市千代田町2-3-1

(福)群馬県社会福祉協議会 〒371-8525 027-255-6033 027-255-6173

前橋市新前橋町13-12

板鼻堰土地改良区 〒379-0116 027-382-1118 027-382-1118

安中市安中1-23-13

（安中市役所　西庁舎）

大正用水土地改良区 〒371-0026 027-231-3153 027-231-3157

前橋市大手町3-12-13 * 事務長

群馬中部土地改良区 〒370-3115 027-371-3554 027-371-3554

高崎市箕郷町富岡480-2

岡登堰土地改良区 〒379-2301 0277-78-4729 0277-78-4753

太田市藪塚町1265

待矢場両堰土地改良区 〒373-0063 事務局長 0276-33-7181 0276-31-3291

太田市鳥山下町402-1

甘楽多野用水土地改良区 〒370-2343 0274-62-0226 0274-67-5519

富岡市七日市729-1

利根加用水土地改良区 〒370-0724 0276-86-3402 0276-86-3402

千代田町大字下中森463-3

邑楽土地改良区 〒374-0111 0276-82-0518 0276-82-0511

板倉町大字海老瀬6122

佐波新田用水土地改良区 〒370-0124 0270-74-4578 0270-61-9449

伊勢崎市境1072-2

中群馬土地改良区 〒371-0851 027-253-2948 027-253-2948

前橋市総社町植野498

赤城大沼用水土地改良区 〒371-0114 027-288-6114 027-288-6114

前橋市富士見町田島240

中村堰土地改良区 〒375-0004 0274-23-3732 0274-25-8233

藤岡市森537-1

天狗岩堰土地改良区 〒371-0843 027-251-4937 027-253-7754

前橋市新前橋町14-40

広瀬桃木両用水土地改良区 〒371-0034 027-231-2090 027-235-5422

前橋市昭和町1-2-7

美野原土地改良区 〒377-0432 0279-75-2025 0279-75-2025

中之条町大字五反田4576-2

追貝平土地改良区 〒378-0303 0278-56-2055 0278-56-3866

沼田市利根町追貝835

細野原土地改良区 〒379-0217 027-386-2103 027-393-1125

安中市松井田町土塩533-1

勢多郡東村土地改良区 〒376-0307 0277-47-7724 0277-47-7725

みどり市東町花輪237
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（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ機　関　名 防災担当部署

沼田平土地改良区 〒378-0005 0278-22-6335 0278-25-3065

沼田市久屋原町221

赤谷川沿岸土地改良区 〒379-1498 0278-64-0111 0278-64-0852

みなかみ町布施365

大間々用水土地改良区 〒376-0101 0277-73-5599 0277-72-2500

みどり市大間々町大間々1549

春日松原堰土地改良区 〒370-3344 027-374-3496 027-374-3483

高崎市中里見町450 * 事務局長

赤城北ろく土地改良区 〒379-1203 0278-24-7153 0278-24-7153

昭和村大字糸井6652

鏑川土地改良区 〒370-2316 0274-63-6393 0274-64-1394

富岡市富岡1726-1

早川土地改良区 〒376-0194 0277-74-2217 0277-74-1338

桐生市新里町武井693

群馬用水土地改良区 〒371-0844 027-251-0019 027-253-9491

前橋市古市町406

藤岡土地改良区 〒375-0024 0274-22-0519 0274-22-4700

藤岡市藤岡1848-23

赤城西麓土地改良区 〒379-1103 0279-56-7755 0279-56-7265

渋川市赤城町津久田4204-7

高崎西部土地改良区 〒370-0862 027-327-2562 027-327-2562

高崎市片岡町2-23-12

神流川用水土地改良区 〒375-0024 0274-22-2559 0274-22-2634

藤岡市藤岡1848-23

安中磯部土地改良区 〒379-0116 027-382-5443 027-382-5443

安中市安中1-23-13

藪塚台地土地改良区 〒379-2301 0277-78-5695 0277-78-5636

太田市藪塚町1867-7

近藤沼土地改良区 〒374-0044 0276-73-7794 0276-73-7794

館林市下三林町1516-1

坂東大堰土地改良区連合 〒371-0034 027-231-2090 027-235-5422

前橋市昭和町1-2-7

渡良瀬川上流土地改良区連合 〒379-2301 0277-78-4729 0277-78-4753

太田市藪塚町1265

渡良瀬川中央土地改良区連合 〒373-0063 0276-33-7181 0276-31-3291

太田市鳥山下町402-1

渡良瀬川下流土地改良区連合 〒374-0111 0276-82-0518 0276-82-0511

邑楽郡板倉町大字海老瀬6122

長野堰土地改良区 〒370-0067 027-322-2249 027-322-0463

高崎市請地町13番地
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１－２ 群馬県災害対策本部条例 

 

                                  昭和 37年 10 月 10 日  

                                  条例第 53 号      

 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23 条８項の規定に基づき、群馬 

県災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組 織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代 

理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（ 部 ） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害 

対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充て 

る。 

（委任） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   附 則（平成８年６月 14 日条例第 29号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   附 則（平成 24年 12 月 28 日条例第 81号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等 県　庁 地域等

Ａ 0
Ｂ 0
Ａ 1 1 11 138 151
Ｂ 5 1 9 15
Ａ 1 3 4
Ｂ 0
Ａ 3 35 1 2 31 72
Ｂ 4 25 2 26 57
Ａ 1 13 24 1 4 4 18 65
Ｂ 11 18 1 2 2 3 8 45
Ａ 2 12 1 22 37
Ｂ 1 18 13 32
Ａ 2 3 21 26
Ｂ 8 16 24
Ａ 1 2 8 24 1 36
Ｂ 4 2 4 10 45 4 69
Ａ 1 1 1 165 168
Ｂ 1 638 639
Ａ 0
Ｂ 0
Ａ 2 5 7 14
Ｂ 1 3 6 4 14
Ａ 4 1 2 2 1 2 1 2 94 172 15 49 345
Ｂ 1 1 10 21 56 112 11 29 241
Ａ 20 47 6 73
Ｂ 0
Ａ 29 69 5 4 107
Ｂ 1 30 47 2 1 81
Ａ 3 1 1 18 14 3 40
Ｂ 3 12 7 4 26
Ａ 2 7 6 4 8 14 37 2 1 1 82
Ｂ 2 2 1 1 5 16 1 28
Ａ 1 1
Ｂ 0

(注) Ａは当該職務を独立して遂行する能力を有する者(係長相当職以上) 

　　 Ｂは補助的業務に従事する者でＡ以外の職員。 2492

１－３　群馬県災害関係技術職員数一覧表
令和６年４月１日現在

職　　　種
知事戦略部 総務部 地域創生部 健康福祉部 環境森林部 農政部

計
教育委員会企業局 病院局県土整備部 会計局

保 健 師

産業経済部生活こども部

歯 科 医 師

獣 医 師

薬 剤 師

臨床検査技師

診療放射線技師

自 動 車 運 転 職

医
　
　
療
　
　
職

医 師

無 線 通 信 職

看 護 師

准 看 護 師

栄 養 士

土
木
職

一 般 土 木

農 林 土 木

林 業 土 木

建 築 職

電 気 技 術 職
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１－４ 群馬県防災会議条例 

                                        昭和 37 年 10 月 10 日  条例第 52 号  

（趣旨） 

第一条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第１５条

第８項の規定に基づき、群馬県防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（委員及び専門委員） 

第二条 法第十五条第五項の委員のうち、次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号に定める数とす

る。 

一 知事がその部内の職員のうちから指名する者 五人以内 

二 市町村長及び消防機関の長のうちから知事が任命する者 六人以内 

三 指定公共機関又は指定地方公共機関（法第二条第五号の機関又は同条第六号の機関をいう。）

の役員又は職員のうちから知事が任命する者 二十五人以内 

四 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから知事が任命する者 六人以内 

２ 前項第二号から第四号までに掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

３ 前項の委員は、再任されることができる。 

４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（幹事） 

第三条 防災会議に、幹事３５人以内を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が指名し、又は任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 

（部会） 

第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

 

（議事等） 

第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会

長が防災会議にはかつて定める。 

 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成 11 年 12 月 22 日条例第 53 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成 19 年 12 月 25 日条例第 77 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成 20 年 6 月 24 日条例第 29 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成 24 年 12 月 28 日条例第 80 号） 

この条例は、平成 25 年 1 月 16 日から施行する。 
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１－５ 群馬県防災会議運営要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、群馬県防災会議条例（昭和 37 年群馬県条例第 52 号）第５条の規定に

基づき、群馬県防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（会 議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

 

（代理出席） 

第３条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させる

ことができる。 

 

（委任による処理） 

第４条 防災会議が処理すべき事項のうちで、特に指定したものは、会長において処理する

ことができる。 

２ 会長は、前項の規定により処理したときは、次の防災会議にこれを報告するものとす

る。 

 

（部 会） 

第５条 部会は、部会長が招集し、議長となる。 

２ 部会長は、部会を招集するときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。 

３ 部会長は、部会の経過及び結果を、防災会議に報告するものとする。 

 

（幹事の招集） 

第６条 会長は、必要のつど幹事を招集して、事務を処理させることができる。 

 

（その他） 

第７条 その他必要な事項は、そのつど防災会議にはかって定める。 

 

      附 則 

  この要綱は、昭和３７年１０月１０日から施行する。 

- 15 -



１－６ 群馬県防災会議運営要綱第４条第１項 

の規定により会長が処理できる事項 

 

 群馬県防災会議運営要綱第４条第１項の規定により、次の事項は、会長において処理する

ことができる。 

記 

 

１ 群馬県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策に関

し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。（法第 14 条第２項第４号） 

 

２ 知事が市町村から市町村防災会議の不設置の報告を受けたときに、知事の諮問に答え

ること。（法第 16 条第５項） 

 

３ 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求め

ること。（法第 21 条） 

 

４ 群馬県地域防災計画の軽微な修正を行うこと（資料編や群馬県災害対策本部の組織改

正等に伴う修正）。（法第 40 条） 

 

５ 市町村防災会議が知事に報告する市町村地域防災計画の作成又は修正について、知事

の諮問に答えること。（法第 42 条第５項） 

 

６ 市町村防災会議の協議会が作成する指定地域市町村防災計画において定めるべき事項

を指定すること。（法第 44 条２項） 

 

７ 市町村防災会議の協議会が知事に報告する市町村相互間地域防災計画の作成又は修正

について、知事の諮問に答えること。（法第 44 条第３項） 

 

      附 則 

  この規程は、昭和３７年１０月１０日から施行する。 

 

      附 則 

  この規程は、平成１１年８月２７日から施行する。 

 

     附 則 

  この規程は、平成２３年８月３０日から施行する。 

 

      附 則 

  この規程は、平成２５年３月２１日から施行する。   
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委　　　　　員

関東管区警察局長

関東総合通信局長　　　

第５項第 １ 号 関東財務局前橋財務事務所長 第５項第 ７ 号 （株）ＮＴＴドコモ群馬支店長

関東信越厚生局長 日本郵便（株）前橋中央郵便局長

群馬労働局長　　　　　　　　　　 日本赤十字社群馬県支部事務局長

関東農政局地方参事官（群馬県担当） 日本放送協会前橋放送局長

関東森林管理局長 東日本高速道路（株）関東支社長

関東経済産業局総務企画部長 独立行政法人水資源機構危機管理監

関東東北産業保安監督部長

関東地方整備局長　　　　　　　　

関東運輸局長 東日本旅客鉄道（株）高崎支社長

東京空港事務所東京国際空港長 日本通運（株）群馬支店長

前橋地方気象台長
東京電力パワーグリッド（株）
群馬総支社長

関東地方測量部長 (公社)群馬県医師会会長　　　　　　

北関東防衛局長 (公社)群馬県看護協会会長

( 15 人) 群馬県ガス協会会長

　同　第 ２ 号 陸上自衛隊第12旅団長 (一社)群馬県ＬＰガス協会会長

　同　第 ３ 号 群馬県教育委員会教育長 群馬県石油協同組合理事長

　同　第 ４ 号 群馬県警察本部長 (一社)群馬県バス協会会長

　同　第 ５ 号 群馬県副知事 (一社)群馬県トラック協会会長

群馬県副知事 群馬テレビ（株）代表取締役社長

群馬県危機管理監 （株）エフエム群馬代表取締役社長

（福）群馬県社会福祉協議会会長

群馬県生活こども部長 ( 21 人)

( 5 人) 　同　第 ８ 号 日本防災士会群馬県支部支部長

　同　第 ６ 号 群馬県市長会長 群馬県女性団体連絡協議会会長

群馬県町村会長 群馬県民生委員児童委員協議会副会長

群馬県消防長会会長 (公社)群馬県栄養士会会長

（公財）群馬県消防協会副会長 福祉と防災わんだふる代表

( 5 人)

( 4 人) 合計 53 人

群馬県デジタルトランスフォーメーショ
ン推進監

東日本電信電話（株）群馬支店
ビジネスイノベーション部まちづくり
コーディネート担当課長

(国研)量子科学技術研究開発機構高崎
量子技術基盤研究所管理部長

１－７　群馬県防災会議　委員名簿

区　　　分

会　長

区　　　分

群馬県知事

委　　　　　員

災害対策基本法 災害対策基本法

第１５条 第１５条
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関東管区警察局広域調整部災害対策官 群馬県総務部危機管理課長

関東管区警察局群馬県情報通信部長 群馬県市長会事務局課長

関東農政局群馬県拠点総括農政推進官 群馬県町村会事務局長

関東森林管理局総務企画部企画調整課長 東日本電信電話㈱群馬支店災害対策室長

関東運輸局群馬運輸支局首席運輸企画専門官 日本赤十字社群馬県支部事業推進課長

前橋地方気象台防災管理官 日本放送協会前橋放送局コンテンツセンター長

関東地方整備局高崎河川国道事務所長
東日本旅客鉄道㈱高崎支社鉄道事業部安全企
画ユニットリーダー

陸上自衛隊第１２旅団司令部第三部長
東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社
業務総括グループマネージャー

群馬県教育委員会事務局総務課長 群馬テレビ㈱取締役報道局長

群馬県警察本部警備部危機管理統括官 ㈱エフエム群馬編成報道部長

（合計２０人）

１－８　群馬県防災会議　幹事名簿
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　　　　　２－１　県の改修計画河川一覧表

 河川改修 一級河川　利根川 渋川市、伊勢崎市、玉村町

一級河川　男井戸川 伊勢崎市

一級河川　碓氷川 高崎市、安中市

一級河川　烏川 高崎市

一級河川　井野川 高崎市

一級河川　蚊沼川 富岡市

一級河川　大川 太田市

一級河川　聖川 太田市

一級河川　八瀬川 太田市

一級河川　休泊川 太田市、大泉町

一級河川　多々良川 邑楽町

一級河川　新堀川導水路 明和町

（注記）上表は、令和６年４月現在で事業実施中の主な河川改修事業の一覧です。
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(供用中のもの)

洪水調節容量

(千m
3
)

霧積ダム 安中市松井田町坂本 霧積川 1,400 群馬県

桐生川ダム 桐生市梅田町四丁目 桐生川 7,400 同上

道平川ダム 下仁田町大字南野牧 道平川 3,400 同上

塩沢ダム 神流町大字塩沢 塩沢川 230 同上

四万川ダム 中之条町大字四万 四万川 7,400 同上

大仁田ダム 南牧村大字大仁田 大仁田川 239 同上

藤原ダム みなかみ町藤原 利根川 23,590 国土交通省

相俣ダム みなかみ町相俣 赤谷川 9,400 同上

薗原ダム 沼田市利根町穴原 片品川 14,140 同上

八ッ場ダム 長野原町川原畑 吾妻川 65,000 同上

渡良瀬貯水池 群馬県側：板倉町大字海老瀬 渡良瀬川 10,000 同上

矢木沢ダム みなかみ町藤原 利根川 22,100
独立行政法人

　水資源機構

下久保ダム 群馬県側：藤岡市保美濃山 神流川 35,000 同上

草木ダム みどり市東町座間 渡良瀬川 20,000 同上

奈良俣ダム みなかみ町藤原 楢俣川 10,610 同上

２－２　洪水調節ダム一覧表

ダ　ム　名 所  在  地 河 川 名 管 理 機 関
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３－１　重 要 水 防 箇 所 総 括 表

令和５年４月１日現在

50 10 69 69 10 7 32 5 16 21 8 27 324

(59) (314)

15 2 2 7 26

(5) (16)

6,810 450 3,100 550 10,910

(940) (940)

50 10 69 69 10 7 32 5 16 21 8 27 324

(59) (309)

31,050 4,530 42,930 31,680 5,575 3,750 10,280 1,000 5,860 15,260 2,300 22,230 176,445

(25,810) (169,575)

120 54 20 196 251 313 954

(113) (174) (169) (267) (723)

18 23 11 31 96 61 240

(11) (9) (34) (15) (69)

3,859.0 5,808.0 1,597.0 3,576.1 6,910.4 8,909.7 30,660

(3,285) (825) (3,138) (3,189) (10,437)

120 54 20 196 251 313 954

(113) (174) (169) (267) (723)

19,925.3 15,957.0 3,327.0 14,743.7 23,762.6 46,471.3 124,187

(19,351) (11,993) (19,990) (40,751) (92,085)

50 10 189 123 10 27 32 5 16 217 259 340 1,278

50 10 182 90 10 16 32 3 16 193 197 287 1,086

0 0 18 38 0 11 0 2 0 33 96 68 266

(0) (0) (11) (5) (0) (0) (0) (0) (0) (9) (34) (15) (74)

0.0 0.0 3,859.0 12,618.0 0.0 1,597.0 0.0 450.0 0.0 6,676.1 6,910.4 9,459.7 41,570.2

(00) (00) (3,285) (940) (00) (00) (00) (00) (00) (825) (3,138) (3,189) (11,377)

50 10 189 123 10 27 32 5 16 217 259 340 1,278

(50) (10) (182) (90) (10) (16) (32) (3) (16) (193) (197) (287) (1086)

31,050 4,530 62,855 47,637 5,575 7,077 10,280 1,000 5,860 30,004 26,062 68,701 300,632

(31,050) (4,530) (62,281) (35,959) (5,575) (5,480) (10,280) (550) (5,860) (24,153) (22,290) (62,431) (270,439)

※（ ）内数値は、重複する河川を除いた値

850

75,940.9

Ｂ

箇　所 35 4 151 66 6 15 23

2,280.0 0.0 4,000.0 55.0 2,680.0 13,195.9

23,273.0 16,472.0 183,121.023,959.0 1,375.0 5,280.0

4,200.0

10 67

箇　　所

Ａ

箇　所 15 6 20 19

3 5 7 2 3 5

11 68 162

延　長 17,380.0

4

200.0

4 1 9 0 8 1

46,045.78,000.0 550.0 1,860.0

2043 8 183 152

合
　
　
　
　
　
　
　
　
計

河　　川 5 1 11 11

延　長 13,670.0 1,400.0 41,236.3

計

箇　所

延　長

要
注
意

箇　所

延　長

3,130.0 17,760.0 11,060.0

20

164 145 195 638

Ａ

計

箇　所

延　長

34,235.7 83,956

要
注
意

箇　所

延　長

延　長 16,066.3 6,539.0 11,113.0 14,272.0

0 55.0 2,580.0 3,325.9 9,571

76箇　所 0 8 0 1 10

2,200 11,810

Ｂ

7 9

延　長

箇　所

箇　　所

3 3 2

57

5

一
級
河
川
指
定
区
間
外
（

国
管
理
河
川
）

河　　川 3 4

計

Ｂ

箇　所 102 23 9

1,730.0

延　長 0.0 3,610.0

212

延　長 13,670 1,400 25,170 17,420 1,375 3,550

6 6 23 3 8 19箇　所 35 4 49 43

99,1658,000 550 1,860 12,160

66,370

11 86

延　長 17,380 3,130 17,760 7,450 4,200 200 2,280

1 9 8 1

4,000 100 9,870

Ａ

箇　所 15 6 20 11 4

伊

勢

崎

高

崎

安

中

河　　川 5 1 8 7 3 47

箇　　所

7 2 3

館

林

計

富

岡

中

之

条

沼

田

太

田

桐

生

2 2 5

藤

岡

前

橋

渋

川

一
級
河
川
指
定
区
間
（

県
管
理
河
川
）

2

延　長

要
注
意

箇　所
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渓流数 箇所数 面積(ｈａ) 渓流数 箇所数 面積(ｈａ) 渓流数 箇所数 面積(ｈａ)

前橋 27 79 272.25 0 0 0.00 27 79 272.25

高崎 77 179 329.97 24 62 425.91 101 241 755.88

渋川 65 167 432.94 0 0 0.00 65 167 432.94

藤岡 80 151 231.01 24 60 195.26 104 211 426.27

富岡 186 352 622.09 0 0 0.00 186 352 622.09

安中 65 140 309.03 6 21 114.26 71 161 423.29

中之条 171 300 662.49 33 78 535.44 204 378 1,197.93

沼田 178 354 644.40 31 92 779.45 209 446 1,423.85

伊勢崎 3 12 46.21 0 0 0.00 3 12 46.21

太田 15 25 35.15 0 0 0.00 15 25 35.15

桐生 87 155 244.11 29 104 466.59 116 259 710.70

館林 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

計 954 1,914 3,829.65 147 417 2,516.91 1,101 2,331 6,346.56

３－２　砂防指定地一覧表
令和６年４月１日現在

土木
事務所

補助（県指定）分 直轄分 合計
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市町村名 区域数 市町村名 区域数 市町村名 区域数

高 崎 市 5 安 中 市 11 嬬 恋 村 2

太 田 市 1 神 流 町 4 高 山 村 1

渋 川 市 10 南 牧 村 4

藤 岡 市 7 甘 楽 町 3

富 岡 市 2 中 之 条 町 19

計 69

３－３　地すべり防止区域数一覧表（県土整備部関係）
令和６年４月１日現在
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番号
第一次幹川

名
第二次幹川

名
当該河川名

地すべり
防止区域名

所在地 市町村
指定面積
（ｈａ）

指定年月日

1 吾妻川 名久田川 蟻川 岩本 吾妻郡中之条町岩本 中之条町 40.99 S35.1.8
2 碓氷川 九十九川 増田川 板ヶ沢 安中市松井田町上増田 安中市 19.65 S35.1.8
3 碓氷川 九十九川 秋間川 中関 安中市西上秋間 安中市 14.79 S35.1.8
4 片品川 片品川 湯釜川 岩室 沼田市白沢町岩室 沼田市 42.97 S35.1.8
5 吾妻川 桃瀬川 所沢 高津 吾妻郡中之条町横尾 中之条町 6.98 S35.1.8
6 碓氷川 碓氷川 寺沢川他 少林山 高崎市鼻高町 高崎市 85.34 S35.2.16
7 鏑川 大沢川 大沢川 東谷 多野郡吉井町東谷 吉井町 6.12 S35.2.16
8 鏑川 雄川 雄川 那須 甘楽郡甘楽町秋畑 甘楽町 52.95 S36.4.8
9 吾妻川 名久田川 蟻川 小池 吾妻郡中之条町蟻川 中之条町 23.89 S36.7.6
10 吾妻川 胡桃沢川 早田沢川 馬滑 吾妻郡中之条町五反田 中之条町 26.19 S36.7.6
11 神流川 神流川 神流川 譲原 藤岡市譲原 藤岡市 99.58 S37.10.9
12 吾妻川 胡桃沢川 中村沢 名沢 吾妻郡中之条町五反田 中之条町 11.73 S38.2.16
13 吾妻川 名久田川 赤坂川 沼田 吾妻郡中之条町蟻川 中之条町 18.96 S38.2.16
14 碓氷川 九十九川 増田川 大和田 安中市松井田町上増田 安中市 10.18 S38.2.16
15 碓氷川 九十九川 雉子ヶ尾沢 雉子ヶ尾 安中市下秋間 安中市 9.00 S38.2.16
16 吾妻川 吾妻川 田野沢 田野 渋川市小野子 渋川市 14.10 S40.9.7
17 鏑川 高田川 星川 打越 富岡市上黒岩 富岡市 12.11 S41.7.26
18 吾妻川 名久田川 赤狩川 戸室 吾妻郡高山村尻高 高山村 37.01 S41.8.23
19 碓氷川 碓氷川 碓氷川 中木山 安中市松井田町五科 安中市 58.91 S41.10.18
20 赤谷川 須川川 須川川 奥平 利根郡みなかみ町須川 みなかみ町 33.71 S47.11.16
21 神流川 神流川 森下沢 八塩 藤岡市浄法寺 藤岡市 10.99 S48.2.14
22 碓氷川 九十九川 長足川 西久保 安中市中後閑 安中市 8.85 S49.4.12
23 吾妻川 名久田川 赤坂川 宇原野 吾妻郡中之条町蟻川 中之条町 20.71 S49.4.12
24 碓氷川 入山川 入山川 灘田 安中市松井田町灘田 安中市 6.19 S51.4.13
25 烏川 烏川 烏川 石原 高崎市石原町 高崎市 9.63 S51.10.13
26 吾妻川 白砂川 白砂川 世立 吾妻郡六合村入山 六合村 45.02 S54.3.16
27 鏑川 雄川 雄川 荻の久保 甘楽郡甘楽町秋畑 甘楽町 15.40 S54.3.16
28 赤谷川 赤谷川 柳沼沢 堤 利根郡みなかみ町新巻 みなかみ町 30.95 S55.4.4
29 吾妻川 名久田川 蟻川 熊野沢 吾妻郡中之条町蟻川 中之条町 23.92 S55.4.4
30 碓氷川 九十九川 長岩川 長岩 安中市東上秋間 安中市 28.59 S57.3.27
31 吾妻川 名久田川 菖蒲沢 菖蒲 吾妻郡中之条町岩本 中之条町 14.16 S57.3.27
32 吾妻川 胡桃沢川 猪窪川 宮沢 吾妻郡中之条町西中之条 中之条町 6.75 S57.3.27
33 吾妻川 名久田川 囀石沢 囀石 吾妻郡中之条町大道 中之条町 29.48 S58.3.31
34 － － － 北金井 太田市北金井 太田市 6.50 S58.3.31
35 吾妻川 吾妻川 吾妻川 西窪 吾妻郡嬬恋村西窪 嬬恋村 30.87 S60.3.27
36 鏑川 南牧川 桧沢川 萱 甘楽郡南牧村桧沢 南牧村 16.13 S61.3.25
37 吾妻川 名久田川 蟻川 大亀 吾妻郡中之条町蟻川 中之条町 38.64 S61.3.25
38 吾妻川 吾妻川 吾妻川 崩間 吾妻郡嬬恋村三原 嬬恋村 49.53 S62.3.16
39 神流川 三波川 大沢川 大沢 藤岡市大沢 藤岡市 16.40 S63.7.18
40 吾妻川 名久田川 赤坂川 十二原 吾妻郡中之条町大道 中之条町 46.94 S63.7.18
41 吾妻川 名久田川 高樅沢 高樅 多野郡神流町岩本 神流町 13.72 H1.3.31
42 神流川 塩沢川 塩沢川 塩沢 多野郡神流町塩沢 神流町 26.73 H1.3.31
43 赤谷川 赤谷川 井戸沢 湯宿 利根郡みなかみ町新巻 みなかみ町 23.01 H2.3.31
44 鏑川 南牧川 桧沢川根草 川根草 甘楽郡南牧村桧沢 南牧村 40.11 H2.3.31
45 吾妻川 白砂川 － 生須 吾妻郡六合村生須 六合村 108.04 H3.3.30
46 吾妻川 － 四万川 四万 吾妻郡中之条町四万 中之条町 24.80 H3.9.19
47 碓氷川 九十九川 茨ヶ谷津川 川久保 安中市下秋間 安中市 25.52 H3.9.19
48 吾妻川 名久田川 蟻川 寺尾 吾妻郡中之条町岩本 中之条町 7.17 H4.4.9
49 神流川 塩沢川 塩沢川 塩沢（二） 多野郡神流町塩沢 神流町 12.61 H7.7.24
50 吾妻川 名久田川 赤坂川 大道 吾妻郡中之条町大道 中之条町 48.09 H7.7.24
51 神流川 入沢谷川 － 柏木 多野郡神流町柏木 神流町 11.41 H7.7.24
52 神流川 － － 保美濃山 藤岡市保美濃山 藤岡市 24.89 H7.7.24
53 赤谷川 赤谷川 柳沼川 柳沼 利根郡みなかみ町新巻 みなかみ町 32.79 H8.3.18
54 鏑川 鮎川 － 小柏 藤岡市上日野 藤岡市 19.84 H9.7.22
55 烏川 碓氷川 － 梅久保 安中市松井田町横川 安中市 14.80 H10.5.29
56 神流川 塩沢川 － 坂本 多野郡神流町塩沢 神流町 39.19 H11.8.16
57 烏川 碓氷川 大平川 大平 高崎市乗附町 高崎市 11.66 H13.3.21
58 赤谷川 － － 大島 利根郡みなかみ町新巻 みなかみ町 6.46 H14.3.25
59 鏑川 － － 馬庭 多野郡吉井町馬庭 吉井町 6.05 H14.5.24
60 烏川 鮎川 － 塩平 藤岡市下日野大字塩平 藤岡市 7.88 H14.8.20
61 烏川 烏川 － 遠入 安中市松井田町大字入山 安中市 35.00 H15.3.28
62 利根川 赤谷川 － 鍛冶窪 利根郡みなかみ町新巻 みなかみ町 5.62 H16.3.10
63 利根川 吾妻川 － 伊久保 渋川市小野子、村上 渋川市 20.05 H16.3.26
64 － － － 妙義 富岡市大字妙義町岳字大平 富岡市 12.74 H20.6.6
65 － － － 星尾寺ノ上 甘楽郡南牧村大字星尾字車地蔵ほか南牧村 7.60 H20.6.6
66 － － － 小塩沢 甘楽郡南牧村大字大塩沢 南牧村 12.69 H21.5.12
67 － － － 駒留 藤岡市下日野字駒留 藤岡市 12.47 H27.6.24
68 － － － 内匠 富岡市内匠 富岡市 5.03 R3.4.8
69 － － － 上中尾 渋川市村上 渋川市 10.32 R6.2.22

計 1,707.10

３－４　地すべり防止区域一覧表（県土整備部関係）
令和６年４月１日現在
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第 一 次 第 二 次 地 す べ り 指定面積
幹 川 名 幹 川 名 防止区域名 (ha)

1 神 流 川 船 子 川 船 子 川 持 倉 多野郡神流町大字平沢字鈴波 107.25 S37.8.17

2 〃 〃 〃 船 子 多野郡神流町大字船子字船子 86.69 S37.8.17

3 吾 妻 川 山 田 川 山 田 川 山 田 吾妻郡中之条町大字山田字手古沢 26.35 S37.8.17

4 赤 谷 川 中 後 沢 中 後 沢 羽 場 利根郡みなかみ町羽場字芝 50.70 S37.8.17

5 神 流 川 法 久 沢 法 久 沢 法 久 藤岡市坂原字新井 89.46 S38.1.21

6 〃 三 波 沢 三 波 沢 南 郷 藤岡市三波川字南郷 14.10 S38.1.21

7 〃 気 奈 川 気 奈 川 瀬 早 多野郡神流町大字万場字瀬早 32.40 S38.1.21

8 〃 神 流 川 神 流 川 大 寄 多野郡神流町大字柏木字大寄 27.70 S38.1.21

9 鏑 川 鮎 川 鮎 川 猪 田 藤岡市下日野字猪田日向 9.74 S38.1.21

10 〃 野 上 川 野 上 川 宮 城 富岡市野上字下ノ小原 15.84 S38.1.21

11 〃 雄 川 雄 川 梅 ノ 木 入 甘楽郡甘楽町大字秋畑字梅ノ木入 31.50 S38.1.21

12 〃 矢 川 川 矢 川 川 萱 倉 甘楽郡下仁田町大字西野牧字巣郷 32.80 S38.1.21

13 碓 氷 川 入 山 川 入 山 川 田 家 安中市松井田町西野牧字野原 21.30 S38.1.21

14 吾 妻 川 桃 瀬 川 桃 瀬 川 長 久 保 吾妻郡中之条町大字横尾字卯木沢 9.98 S38.1.21

15 〃 胡 桃 川 柴 木 沢 大 久 保 吾妻郡中之条町大字五反田字大久保 26.07 S38.1.21

16 〃 雁 ケ 沢 雁 ケ 沢 沼 ノ 原 吾妻郡東吾妻町大字松谷字沼ノ原 11.00 S38.1.21

17 神 流 川 三 波 沢 三 波 川 妹 ケ 谷 藤岡市三波川字上妹ヶ谷 24.10 S39.5.12

18 吾 妻 川 白 砂 川 白 砂 川 沼 尾 吾妻郡中之条町大字小雨字沼尾 13.74 S44.6.12

19 〃 温 川 今 川 大 柏 木 吾妻郡東吾妻町大字大柏木字若宮 24.50 S46.7.24

20 〃 白 砂 川 白 砂 川 和 光 原 吾妻郡中之条町大字入山字和光原 69.37 S46.7.24

21 神 流 川 三 波 川 細 尾 沢 日 向 藤岡市三波川字日向 63.52 S47.7.13

22 碓 氷 川 碓 氷 川 湯 の 入 長 尾 上 安中市安中字長尾上 16.55 S47.7.13

23 吾 妻 川 白 砂 川 白 砂 川 引 沼 吾妻郡中之条町大字入山字引沼 66.20 S49.1.17

24 鏑 川 三 波 川 大 沢 川 日 景 山 高崎市吉井町大沢字日景山 8.89 S49.8.31

25 〃 高 田 川 下 十 二 富岡市妙義町上高田字本村 7.63 S50.5.23

26 吾 妻 川 四 万 川 四 万 川 寺 社 平 吾妻郡中之条町大字四万字寺社平 29.60 S52.6.6

27 〃 〃 〃 貫 湯 平 吾妻郡中之条町大字四万字貫湯平 27.86 S54.4.25

28 利 根 川 後 沢 後 沢 小 和 知 利根郡みなかみ町石倉字高萩 22.60 S55.4.17

29 赤 谷 川 須 川 川 須 川 川 雨 見 山 利根郡みなかみ町西峰須川字宮ノ下 44.53 S55.4.17

30 神 流 川 三 波 川 三 波 川 桜 山 藤岡市三波川字塩沢 16.60 S56.3.13

31 赤 谷 川 須 川 川 須 川 川 小 池 利根郡みなかみ町入須川字小池 77.58 S57.8.9

32 神 流 川 神 流 川 神 流 川 坂 元 藤岡市保美濃山字坂元 31.02 S58.6.20

33 鏑 川 矢 川 川 荷 倉 沢 荷 倉 沢 甘楽郡下仁田町大字西野牧字高立 15.81 S59.4.5

34 〃 四 牧 川 市 ノ 萱 南 物 見 甘楽郡下仁田町大字南野牧字南物見 185.50 S60.4.25

35 〃 雄 川 赤 谷 川 粟 ノ 沢 甘楽町甘楽町大字秋畑字粟ノ沢 16.23 S61.3.17

36 神 流 川 橋 倉 川 橋 倉 川 山 室 多野郡神流町大字平原字向 8.87 S62.12.22

37 〃 神 流 川 神 流 川 下 小 越 多野郡神流町大字魚尾字下小越 128.03 H1.9.25

38 吾 妻 川 名 久 田 川 名 久 田 川 篭 林 吾妻郡中之条町大字平字篭林 49.64 H1.9.25

39 神 流 川 境 沢 川 境 沢 川 利 根 坂 多野郡神流町大字神ヶ原字ミツヨバ 61.07 H2.10.2

40 鏑 川 和 美 沢 和 美 沢 和 美 沢 甘楽郡下仁田町大字西野牧字和美沢 20.10 H2.10.2

41 吾 妻 川 歯 朶 沢 川 歯 朶 沢 川 別 当 渋川市村上字別当 7.68 H3.9.10

42 赤 谷 川 花ノ木沢川 花ノ木沢川 弁 財 天 利根郡みなかみ町羽場字弁財天 11.92 H3.9.10

43 利 根 川 － － 大 沼 利根郡みなかみ町大沼字梨ノ木 42.60 H6.11.4

44 鏑 川 南 牧 川 星 尾 川 赤 坂 甘楽郡南牧村大字星尾字向山 5.82 H6.11.4

45 神 流 川 神 流 川 神 流 川 桜 井 多野郡神流町大字魚尾字桜井 9.15 H11.7.21

46 鏑 川 鮎 川 みかぼ入沢 立 ヶ 谷 藤岡市上日野字立谷 7.22 H14.8.22

47 鏑 川 雄 川 赤 谷 川 二 ッ 石 甘楽郡甘楽町大字秋畑字二ッ石 5.99 H15.2.25

48 鏑 川 雄 川 犬 ノ 沢 内 久 保 甘楽郡甘楽町大字秋畑字犬ノ沢 20.57 H20.11.19

49 神 流 川 三 沢 川 － 一 本 木 多野郡神流町大字森戸字風穴 19.65 H22.3.15

50 鏑 川 矢 川 川 － 上 向 山 甘楽郡下仁田町大字西野牧字上向山 22.05 H25.4.11

３－５　地すべり防止区域一覧表（環境森林部関係）
　令和6年4月1日現在

番
号

当該幹川名 所　　在　　地 指定年月日
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第一次 第二次 地 す べ り 地 す べ り 指定面積

幹川名 幹川名 防止区域名
防止区域面

積 (ha)

1 利 根 川 神 流 川 神 流 川 白 井 11.6 多野郡上野村大字樽原 11.6 S35.9.13
2 利 根 川 碓 氷 川 後 閑 川 栃 久 保 6.56 安中市上後閑 6.56 S35.9.13
3 利 根 川 鏑 川 黒 川 川 中 野 45.09 甘楽郡下仁田町大字西野牧 45.09 S37.4.30
4 利 根 川 鏑 川 矢 川 川 高 立 7.84 甘楽郡下仁田町大字西野牧 7.84 S43.2.28
5 利 根 川 鏑 川 雄 川 河 振 30.2 甘楽郡甘楽町大字秋畑 30.2 S47.3.24
6 利 根 川 神 流 川 山 沢 川 中 郷 15.27 多野郡神流町魚尾 15.27 S47.3.24
7 利 根 川 神 流 川 荒 沢 川 八 木 沢 11.93 藤岡市浄法寺 11.93 S49.3.12
8 利 根 川 神 流 川 神 流 川 戸 野 16.57 多野郡神流町生利 16.57 H3.5.10

9 利 根 川 吾 妻 川 四 万 川 わ ら び 峠 14.1 吾妻郡中之条町大字上沢渡 14.1 H13.3.21

計 159.16 159.16

３－６　地すべり防止区域一覧表（耕地関係）

番
号

当該幹川名 所　　　在　　　地 指定年月日

- 26 -



市町村名 危険区域数 市町村名 危険区域数 市町村名 危険区域数

前橋市 11 みどり市 23 草津町 3

高崎市 76 上野村 11 東吾妻町 24

桐生市 69 神流町 29 片品村 23

太田市 6 下仁田町 27 川場村 3

沼田市 27 南牧村 30 昭和村 11

渋川市 32 甘楽町 38 みなかみ町 27

藤岡市 34 中之条町 38 板倉町 1

富岡市 43 長野原町 4

安中市 73 嬬恋村 18

計 681

３－７　急傾斜地崩壊危険区域数一覧表
令和６年４月１日現在
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区域名 ふりがな 郡・市 町・村 大字 字 指定年月日 告示番号

1 - 塚越団地 つかごしだんち 安中 松井田 松井田 塚越、一本松 S45.10.2 481

2 - 布施 ふせ 利根 新治 布施、新巻 湯川原、湯宿、花水 S45.10.2 481

3 - 草津 くさつ 吾妻 草津 草津 西町、囲山、滝下、湯の沢 S46.7.9 461

4 - 笹平 ささだいら 吾妻 嬬恋 鎌原 笹平、欠の鼻、東坂 S46.9.10 586

5 - 石津 いしづ 高崎 倉渕 三ノ倉、権田 石津 S46.11.19 706

6 - 高沢 たかざわ 利根 利根 日向南郷 高沢、上棚、平後 S46.11.19 707

7 - 丸山 まるやま 桐生 西堤 丸山 S46.12.14 754

8 - 根岸 ねぎし 前橋 富士見 原之郷 山下、根岸、善養寺、西原 S46.12.28 783

9 - 野馬塚 のばづか 前橋 総社町総社 野馬塚 S46.12.28 783

10 - 村西 むらにし 前橋 大渡 村西 S46.12.28 783

11 - 戸面 とづら 神流 中里 神ケ原 戸面 S47.2.25 90

12 - 花見町 はなみちょう 高崎 榛名 下室田 下村 S47.6.30 380

13 - 宮谷戸 みやがいど 高崎 榛名 下室田 宮谷戸 S47.9.26 529

14 - 大島 おおしま 富岡 大島 S47.10.20 582

15 - 裏根 うらね 甘楽 甘楽 秋畑 森下、大日 S47.10.20 582

16 - 一ツ穴 ひとつあな 渋川 伊香保 伊香保 一ツ穴、赤土、一文字 S47.11.17 639

17 - 大平 おおびら 高崎 乗附 清水下 S47.12.8 678

18 - 根古屋 ねごや 前橋 大胡 河原浜 根古屋 S48.3.27 195

19 - 湯 ゆ 吾妻 中之条 上沢渡 湯 S48.3.31 256

20 - 東梅の木平
ひがしうめのき
だいら

甘楽 甘楽 秋畑 東梅の木平 S48.8.10 470

21 - 岩上 いわうえ 渋川 北橘 下箱田 岩上 S48.11.13 707

22 - 日向 ひなた 甘楽 南牧 熊倉 日向 S48.11.13 708

23 - 瀬成 せなり 甘楽 下仁田 西野牧 瀬成 S48.11.13 709

24 - 川面（川面Ｂ） かわも みどり 大間々 高津戸 川面 S48.11.13 710

25 - 狸原 たぬきばら みどり 大間々 小平 狸原 S48.11.13 711

26 - 中谷戸 なかがいど 桐生 黒保根 水沼 中谷戸 S48.11.16 726

27 - 糀屋 こうじや 高崎 倉渕 三ノ倉 柿木窪、椿山、細入、糀屋 S49.3.15 138

28 - 城岸 しろぎし 前橋 嶺 城岸 S49.3.15 139

29 - 神戸・手長 ごうど･てなが 高崎 榛名 下室田、神戸 手長、宮山、屋敷、岩下 S49.3.15 140

30 - 日向見 ひなたみ 吾妻 中之条 四万 日向見 S49.3.15 141

31 - 滝坂 たきさか 沼田 西倉内 宮下、滝棚 S50.12.9 802

32 - 舟戸 ふなど 利根 月夜野 後閑 舟戸、北入河原 S50.12.9 802

33 - 日影南郷 ひかげなんごう 利根 利根 日影南郷 下河原、屋敷添、前平、下河原 S50.12.9 802

34 - 甲里 かぶり 渋川 小野上 小野子 宮坂、金善寺、竜王、甲里 S50.12.9 802

35 - 赤谷 あかや 甘楽 甘楽 秋畑 赤谷 S50.12.9 802

36 - 山下 やました 甘楽 妙義 上高田 諏訪前、稲荷前 S50.12.9 802

37 - 下和田 しもわだ 高崎 下和田、竜見 二丁目 S51.4.16 286

38 - 権田谷戸 ごんだがいど 高崎 倉渕 権田 八幡峰、花輪、元村、上宿 S51.4.16 286

39 - 長井小川田 ながいおがわだ 渋川 赤城 長井小川田 上南雲、辻久保 S51.4.16 286

40 - 東谷 ひがしや 高崎 吉井 東谷
北の妻、中屋敷、上屋敷、宮ノ
入、上の山、梅之山

S51.4.16 286

41 - 上折田 かみおりた 吾妻 中之条 折田 赤岩、中曽根 S51.4.16 286

42 - 渡良瀬 わたらせ 桐生 堤 二丁目、三丁目 S51.4.16 286

43 - 幸橋上
さいわいばしか
み

桐生 菱 黒川 六句 S51.4.16 286

44 - 岩染 いわぞめ 富岡 岩染 S51.4.16 286

45 - 川原町 かわはらまち 安中 谷津 S51.4.16 286

46 - 塔の上 とうのうえ 安中 松井田 松井田 塔の上 S51.7.30 513

47 - 細谷 ほそや 吾妻 吾妻 三島 細谷 S51.7.30 513

48 - 三原 みはら 吾妻 嬬恋 三原
稲荷、下屋、反リ、赤羽根平、馬
場

S51.7.30 513

20 - 2
東梅の木平(追
加)

ひがしうめのき
だいら

甘楽 甘楽 秋畑 東梅の木平 S52.2.22 158

35 - 2 赤谷(追加) あかや 甘楽 甘楽 秋畑 赤谷 S52.2.22 158

49 - 木の間 このま 渋川 小野上 小野子
油谷戸、滝岡、滝岡堂下、木の
間

S52.2.22 158

50 - 北山 きたやま 甘楽 妙義 古立、菅原 上北山、北山 S52.2.22 158

51 - 新田 しんでん 富岡 上黒岩 新田甲、カケ谷津 S52.2.22 158

52 - 長野原Ａ ながのはら 吾妻 長野原 長野原 遠西 S52.2.22 158

38 - 2 権田谷戸(追加) ごんだがいど 高崎 倉渕 権田 八幡峰、元村、上宿、上久保 S52.4.19 337

53 - 十二山 じゅうにやま 前橋 富士見 横室 初室 S52.4.19 337

54 - 上宿 かみじゅく 高崎 倉渕 権田 関谷、権田谷戸 S52.4.19 337

55 - 羽衣 はごろも 高崎 石原 毛無、清水下、金沢山 S52.4.19 337

56 - 小河原 (Ａ) おがわら 渋川 子持 上白井 横久根、中曽根、小川原 S52.4.19 337

57 - 久保 くぼ 甘楽 南牧
熊倉、星尾、羽
沢

久保、木堂、東沢、細久保 S52.4.19 337

58 - 天沢 あまざわ 甘楽 妙義 古立 向山、天沢 S52.4.19 337

59 - 妙義 みょうぎ 甘楽 妙義 妙義 堅町、横町西裏 S52.4.19 337

60 - 十二河原 じゅうにかわら 利根 新治 新巻、須川 花水、十二河原 S52.4.19 337

61 - 上電西桐生
じょうでんにしき
りゅう

桐生 堤、小曽根 一丁目、三丁目 S52.4.19 337

1 - 2 塚越団地(追加) つかごしだんち 安中 松井田 松井田 塚越、一本松、越戸 S52.12.27 952

3 - 2 草津(追加) くさつ 吾妻 草津 草津 湯の沢 S52.12.27 952

62 - 名山 なやま 安中 郷原 名山 S52.12.27 952

63 - 涌丸 わくまる 桐生 黒保根 上田沢 西中田、八王子、東中田、堀場 S52.12.27 952

64 - 日照 ひしゅう 渋川 小野上 小野子 日照 S52.12.27 952

65 - 生利 しょうり 神流 万場 生利 元地 S52.12.27 952

66 - 高塩 たかしお 神流 万場 船子 高塩、峠前 S52.12.27 952

67 - 魚尾 よのお 神流 中里 魚尾 宮越 S52.12.27 952

68 - 橋倉 はしくら 神流 中里 平原 橋倉 S52.12.27 952

69 - 七久保 ななくぼ 甘楽 下仁田 青倉 扇平 S52.12.27 952

３－８  急傾斜地崩壊危険区域一覧表
令和6年4月1日

整理番号
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区域名 ふりがな 郡・市 町・村 大字 字 指定年月日 告示番号

３－８  急傾斜地崩壊危険区域一覧表
令和6年4月1日

整理番号

70 - 中庭 なかにわ 甘楽 南牧 星尾 西畑、塩水、上の棚、川八ケ S52.12.27 952

71 - 下平 しもだいら 安中 松井田 西野牧 栗ノ木下 S52.12.27 952

72 - 上横川 かみよこかわ 安中 松井田 横川 関上、宮ノ前 S52.12.27 952

73 - 西城 にしじょう 安中 松井田 新堀 西城 S52.12.27 952

74 - 岩瀬 いわせ 利根 月夜野 後閑 岩瀬平、赤改戸、東後田、岩瀬 S52.12.27 952

75 - 中里 なかざと 甘楽 妙義 中里 蟹沢、中村、菅根 S52.12.27 952

76 - 大牛 おおうし 甘楽 妙義 大牛 社宮司、日向、八重切 S52.12.27 952

77 - 東倉内 ひがしくらうち 沼田 東倉内 滝棚、南棚 S52.12.27 952

44 - 2 岩染(追加) いわぞめ 富岡 岩染 S53.12.26 897

78 - 明神前 みょうじんまえ 高崎 鼻高 明神前 S53.12.26 897

79 - 上善地 かみぜんち 高崎 箕郷 善地 上善地、稲荷沢 S53.12.26 897

80 - 上手長 (Ａ) かみてなが 高崎 榛名 下室田 手長 S53.12.26 897

81 - 上手長 (Ｂ) かみてなが 高崎 榛名 下室田 手長 S53.12.26 897

82 - 相吉 あいよし 高崎 倉渕 水沼 相吉、細尾 S53.12.26 897

83 - 西ケ淵 にしがふち 高崎 倉渕 川浦 西林、西ケ渕 S53.12.26 897

84 - 川西 かわにし 高崎 倉渕 権田 長井、乙上ノ原 S53.12.26 897

85 - 東道合 ひがしみちあい 神流 万場 塩沢 曽利、森脇、東道合 S53.12.26 897

86 - 椹森 さわらもり 神流 万場 船子 大平、椹森 S53.12.26 897

87 - 平原東 へばらひがし 神流 中里 平原 東、滝ノ上 S53.12.26 897

88 - 別保 べつぽ 富岡 別保
道添､鳥居木､小谷津､堀端､東谷
津､山附､前棚､キツ子

S53.12.26 897

89 - 菅原 すがわら 甘楽 妙義 菅原 打越、五反田、イゴ田 S53.12.26 897

90 - 中横川 なかよこかわ 安中 松井田 横川 大林、中道上 S53.12.26 897

91 - 湯原 ゆばら 吾妻 中之条 四万 湯原 S53.12.26 897

92 - 湯向 ゆむかい 吾妻 中之条 上沢渡 湯 S53.12.26 897

93 - 門貝 かどがい 吾妻 嬬恋 門貝 西平、東平 S53.12.26 897

94 - 芦生田 あしょうだ 吾妻 嬬恋 芦生田 宮原、上芦生田、下芦生田 S53.12.26 897

95 - 越本中里 こしもとなかざと 利根 片品 越本 諏訪脇、大円、十二之木、中里 S53.12.26 897

96 - 外語学院 がいごがくいん 桐生 天神 三丁目 町谷 S53.12.26 897

97 - 栃久保 とちくぼ 桐生 川内 五丁目 栃久保、小ヶ谷戸 S53.12.26 897

98 - 下小中 しもこなか 勢多 東 小中 野岸、砂原、桜木坂 S53.12.26 897

99 - 上桐原 かみきりはら みどり 大間々 桐原 瀬戸ヶ原、沢ノ入、中井、矢畑 S53.12.26 897

20 - 3
東梅の木平(追
加)

ひがしうめのき
だいら

甘楽 甘楽 秋畑 東梅の木平 S54.12.11 910

23 - 2 瀬成(追加) せなり 甘楽 下仁田 西野牧 瀬成 S54.12.11 910

89 - 2 菅原(追加) すがわら 甘楽 妙義 菅原 打越、五反田 S54.12.11 910

100 - 駒寄 こまよせ 高崎 榛名 下室田 下村 S54.12.11 910

101 - 神戸 ごうど 高崎 榛名 三ツ子沢、神戸 山神、深田 S54.12.11 910

102 - 下乗附 しものつけ 高崎 乗附 宮尾根、日向 S54.12.11 910

103 - 祖母島 うばしま 渋川 祖母島 向村、北、北山、後谷戸 S54.12.11 910

104 - 唐沢 (Ａ) からさわ 渋川 小野上 小野子 唐沢、染歯 S54.12.11 910

105 - 小見山 おみやま 渋川 小野上 小野子 小見山 S54.12.11 910

106 - 岩根 いわね 渋川 赤城 深山 岩上、岩根 S54.12.11 910

107 - 白井 しろい 多野 上野 樽原 白井、堂所 S54.12.11 910

108 - 穴岡 あなおか 高崎 吉井 小棚
蕪谷、西表山、中表山、東表山、
板東、山下、窪中

S54.12.11 910

109 - 別保(Ｂ) べつぽ 富岡 黒川、別保 手代坂、下手代坂、道添、キツネ S54.12.11 910

110 - 新堀 しんぼり 富岡 神成 西石坪、東石坪、石坪 S54.12.11 910

111 - 岡本鍛冶屋 おかもとかじや 富岡 岡本 鍛冶屋 S54.12.11 910

112 - 尾崎 おざき 甘楽 妙義 菅原 尾崎 S54.12.11 910

113 - 三ツ屋 みつや 甘楽 妙義 下高田 山下、三ツ屋、薬師、山下 S54.12.11 910

114 - 赤岩 (Ａ) あかいわ 甘楽 南牧 六車 赤岩、片地 S54.12.11 910

115 - 赤岩 (Ｂ) あかいわ 甘楽 南牧 六車 赤岩 S54.12.11 910

116 - 上屋敷 かみやしき 甘楽 南牧 羽沢 大鳥屋 S54.12.11 910

117 - 大日向 おおひなた 甘楽 南牧 大日向 滝ノ沢、屋敷添、片瀬 S54.12.11 910

118 - 砥沢 とざわ 甘楽 南牧 砥沢 日向、柿之窪 S54.12.11 910

119 - 塩ノ窪 しおのくぼ 安中 磯部一丁目 塩ノ窪 S54.12.11 910

120 - 城山 しろやま 安中 梁瀬 上久保、東原 S54.12.11 910

121 - 長坂 ながさか 安中 大谷 栗山 S54.12.11 910

122 - 下横川 しもよこかわ 安中 松井田 横川 二階、東 S54.12.11 910

123 - 小川 (Ａ) おがわ 吾妻 中之条 中之条 小川林、小川 S54.12.11 910

124 - 小川 (Ｂ) おがわ 吾妻 中之条 中之条 小川林、永田原、長田原、小川 S54.12.11 910

125 - 長野原 (Ｂ) ながのはら 吾妻 長野原 長野原 町、嶋木 S54.12.11 910

126 - 塩ノ平 しおのたいら 吾妻 吾妻 大戸 塩ノ平、堀ノ内 S54.12.11 910

127 - 草津光泉寺 くさつこうせんじ 吾妻 草津 草津 薬師耕地 S54.12.11 910

128 - 越後屋下 えちごやした 沼田 下之 滝棚、滝平、根岸 S54.12.11 910

129 - 今宿 いまじゅく 利根 新治 新巻 今宿、中平 S54.12.11 910

130 - 青木 あおき 利根 利根 青木 居平 S54.12.11 910

131 - 新井 あらい 利根 片品 土出 ハケタ、栃坂、新井 S54.12.11 910

132 - 須賀川 すかがわ 利根 片品 須賀川 アゾウケ、棚、下田保、前田 S54.12.11 910

133 - 坂下 さかした 利根 水上 湯原、阿能川 上の原、坂下 S54.12.11 910

134 - 塩原神社
しおばらじん
じゃ

みどり 大間々 塩原 高松、下ノ谷戸、中村 S54.12.11 910

5 - 2 石津(追加) いしづ 高崎 倉渕 権田 石津 S55.9.16 621

63 - 2 涌丸(追加) わくまる 桐生 黒保根 上田沢 西中田、東中田、箕沢 S55.9.16 621

69 - 2 七久保(追加) ななくぼ 甘楽 下仁田 青倉 扇平 S55.9.16 621

135 - 三ツ子沢 みつござわ 高崎 榛名 三ツ子沢、神戸 山神、深田 S55.9.16 621

136 - 細入 ほそいり 高崎 倉渕 三ノ倉 柿木窪、大遠見、細入、椿山 S55.9.16 621

137 - 中郷 なかごう 高崎 倉渕 水沼 上ノ山、中郷 S55.9.16 621

138 - 関沢 せきざわ 高崎 倉渕 権田 関沢、沢入 S55.9.16 621
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139 - 寄島 よりしま 渋川 子持 横堀、北牧 寄島、ヅウヅウ、八幡、滝ノ口 S55.9.16 621

140 - 振興 しんこう 渋川 小野上 小野子 宮原、宮ノ下 S55.9.16 621

141 - 田野入 たのいり 渋川 小野上 小野子 田野入、中田 S55.9.16 621

142 - 伝田郷 でんだごう 神流 中里 魚尾 伝田郷 S55.9.16 621

143 - 野栗沢 のぐりざわ 多野 上野 野栗沢 瀬戸 S55.9.16 621

144 - 神成 かんなり 富岡
神成、神農原、
宮崎

東石坪、糸手、宇ケ、吉田、赤
城、梅木田、鳥井戸外

S55.9.16 621

145 - 君川 (Ａ) きみかわ 富岡 君川 仙入谷、後、屋敷 S55.9.16 621

146 - 君川 (Ｂ) きみかわ 富岡 君川 三嶋谷、屋敷、仙入谷 S55.9.16 621

147 - 君川 (Ｃ) きみかわ 富岡 君川 三嶋谷、屋敷 S55.9.16 621

148 - 深町 ふかまち 富岡 上黒岩 深町 S55.9.16 621

149 - 久原 (Ａ) ひさはら 甘楽 妙義 下高田 北谷、久原 S55.9.16 621

150 - 久原 (Ｂ) ひさはら 甘楽 妙義 下高田 舞台、久原 S55.9.16 621

151 - 本村 ほんそん 甘楽 妙義 下高田 本村、城ノ腰、西平 S55.9.16 621

152 - 新光寺 しんこうじ 甘楽 妙義 下高田 新光寺 S55.9.16 621

153 - 平原 へばら 甘楽 下仁田 平原 土屋、遠見、井出 S55.9.16 621

154 - 安導寺 あんどうじ 甘楽 下仁田 中小坂、下小坂 安導寺、柿岩、鶯沢 S55.9.16 621

155 - 桑本 くわもと 甘楽 下仁田 青倉 中郷 S55.9.16 621

156 - 六車 むぐるま 甘楽 南牧 六車 万地 S55.9.16 621

157 - 川端 かわばた 甘楽 南牧 熊倉 向山、日向 S55.9.16 621

158 - 野毛良日向 のげらひなた 安中 下間仁田 橋場、日向、野毛良 S55.9.16 621

159 - 中島 なかじま 安中 下間仁田
中島、西前小峰、天神森、山峰、
前小峰、西前小峰

S55.9.16 621

160 - 金蔵 こんぞう 安中 下後閑 金蔵、十二、小屋敷 S55.9.16 621

161 - 川久保 かわくぼ 安中 下秋間
熊野谷津、覚院坊、川久保、三
反田

S55.9.16 621

162 - 中瀬 なかぜ 安中 松井田 八城 渡戸、中瀬 S55.9.16 621

163 - 駒岩 こまいわ 吾妻 中之条 四万 駒岩 S55.9.16 621

164 - 山田川 やまだがわ 吾妻 吾妻 原町 館、山田川 S55.9.16 621

165 - 上田代 かみたしろ 吾妻 嬬恋 田代 船窪 S55.9.16 621

166 - 古仲 (Ａ) こなか 利根 片品 土出 大平、古仲、十二山 S55.9.16 621

167 - 古仲 (Ｂ) こなか 利根 片品 土出 下原、折根 S55.9.16 621

168 - 古仲 (Ｃ) こなか 利根 片品 土出 栃坂、栃坂原、下原、折根、坂下 S55.9.16 621

169 - 太田橋上 おおたばしかみ 利根 片品 越本 太田、細工屋 S55.9.16 621

170 - 下小川 しもおがわ 利根 片品 東小川 中段、下小川 S55.9.16 621

171 - 津久瀬 つくぜ 桐生 黒保根 下田沢 津久瀬 S55.9.16 621

172 - 阿入 あにゅう 勢多 東 小中 阿入、阿入沢 S55.9.16 621

85 - 2 東道合(追加) ひがしみちあい 神流 万場 塩沢 曽利 S56.4.3 236

93 - 2 門貝(追加) かどがい 吾妻 嬬恋 門貝 東平 S56.4.3 236

173 - 塩川 しおかわ 渋川 小野上 村上 北塩川、塩の上、塩川 S56.4.3 236

174 - 高山中組
たかやまなかぐ
み

藤岡 高山 悪矢場、真久 S56.4.3 236

175 - 犬塚 いぬづか 藤岡 鬼石 三波川 犬塚、大内平 S56.4.3 236

176 - 大井戸 おおいど 神流 万場 小平 大井戸、荻久保 S56.4.3 236

177 - 白井 (Ｂ) しろい 多野 上野 楢原 白井 S56.4.3 236

178 - 星田 ほしだ 富岡 星田 崩山、コマ谷、貝戸田 S56.4.3 236

179 - 丁 ちょう 甘楽 妙義 菅原 丁 S56.4.3 236

180 - 町 まち 甘楽 妙義 菅原 町 S56.4.3 236

181 - 上十二 かみじゅうに 甘楽 妙義 上高田 西浦 S56.4.3 236

182 - 堂所 どうどころ 甘楽 南牧 桧沢 堂所、大畑 S56.4.3 236

183 - 谷の口 やのくち 甘楽 甘楽 秋畑 谷の口 S56.4.3 236

184 - 道城 どうじょう 安中 中秋間 岩下、道城、二城、礼応寺 S56.4.3 236

185 - 松久保 まつくぼ 安中 下後閑 石神、松久保 S56.4.3 236

186 - 折田 おりた 吾妻 中之条 折田 赤岩、定光寺 S56.4.3 236

187 - 五町田 ごちょうだ 吾妻 東 五町田 上ノ山、十二ノ前、沢口 S56.4.3 236

188 - 丑ケ淵 うしがぶち 吾妻 吾妻 本宿 松原、上の山 S56.4.3 236

189 - 吾妻糀屋
あがつまこうじ
や

吾妻 吾妻 泉沢 八幡、糀屋、羽越平 S56.4.3 236

190 - 追貝原 おっかいばら 利根 利根 追貝 熊野平 S56.4.3 236

191 - 細久屋 さいくや 利根 片品 越本 細久屋、阿村 S56.4.3 236

192 - 幸知 こうち 利根 水上 幸知 登道 S56.4.3 236

193 - 本庄 ほんじゃ 高崎 榛名 上室田 本庄、山岸 S56.11.27 917

194 - 蟹沢 (Ａ) かにさわ 高崎 箕郷 富岡 長久保、蟹沢、新田 S56.11.27 917

195 - 蟹沢 (Ｂ) かにさわ 高崎 箕郷 富岡 新田 S56.11.27 917

196 - 清水 しみず 渋川 赤城 長井小川田 清水 S56.11.27 917

197 - 鹿島 かしま 藤岡 上日野 馬渡戸、鹿島 S56.11.27 917

198 - 岡本 おかもと 藤岡 上日野 岡本 S56.11.27 917

199 - 平滑 ひらなめ 藤岡 鬼石 三波川 平滑 S56.11.27 917

200 - 西塩沢 (Ａ) にししおざわ 神流 万場 塩沢 関端 S56.11.27 917

201 - 西塩沢 (Ｂ) にししおざわ 神流 万場 塩沢 百座、宮ノ上 S56.11.27 917

202 - 東 (Ｂ) ひがし 神流 中里 平面 傍示平 S56.11.27 917

203 - 下黒岩 しもくろいわ 富岡 下黒岩 坂下 S56.11.27 917

204 - 機足 はたあし 富岡 上黒岩 機足 S56.11.27 917

205 - 小倉 おぐら 甘楽 南牧 星尾 小倉、南平 S56.11.27 917

206 - 大上 おおがみ 安中 中後閑 大上 坂詰、長足、谷津 S56.11.27 917

207 - 関口 せきぐち 安中 松井田 新井 関口 S56.11.27 917

208 - 東村 ひがしむら 安中 松井田 土塩 東村 S56.11.27 917

209 - 自性寺 じしょうじ 安中 下秋間 薬師入、東平、薬師 S56.11.27 917

210 - 中折田 なかおりた 吾妻 中之条 折田 定光寺、天神原 S56.11.27 917

211 - 稗田 ひえだ 利根 月夜野 後閑 城山、上稗田 S56.11.27 917

212 - 小日向 おびなた 利根 水上 小日向 大平、天神腰、堂本、天神前 S56.11.27 917

213 - 羽場 はば 利根 新治 羽場 中嶋、押出シ S56.11.27 917
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214 - 中神梅 なかかんばい みどり 大間々 上神梅 西山、馬場、道西 S56.11.27 917

215 - 細谷戸 ほそがいど みどり 大間々 小平 細谷戸、宮前 S56.11.27 917

14 - 2 大島(追加) おおしま 富岡 大島 S57.4.1 291

216 - 根岸 ねぎし 高崎 榛名 中里見 原、根岸 S57.4.1 291

217 - 蟹沢 (Ｃ) かにさわ 高崎 箕郷 富岡 新田、蟹沢 S57.4.1 291

218 - 鬼石神戸 おにしごうど 藤岡 鬼石 坂原 神戸沼 S57.4.1 291

219 - 高橋 たかはし 富岡 上高尾 高橋 S57.4.1 291

220 - 引土 ひきど 富岡 一ノ宮 御山、引土 S57.4.1 291

221 - 行沢 (Ａ) なめざわ 甘楽 妙義 行沢 上村、桜沢 S57.4.1 291

222 - 妙義日向 みょうぎひなた 甘楽 妙義 諸戸 尾根崎、スサキ S57.4.1 291

223 - 大栗下 おおぐりした 甘楽 下仁田 西野牧 大多良 S57.4.1 291

224 - 上底瀬 かみそこせ 甘楽 南牧 六車 ウスウ平、岩下 S57.4.1 291

225 - 小塩沢 こしおざわ 甘楽 南牧 大塩沢 桐久保 S57.4.1 291

226 - 来波 らいは 甘楽 甘楽 秋畑 来波 S57.4.1 291

227 - 中関 なかぜき 安中 西上秋間 中関 S57.4.1 291

228 - 西中之条 にしなかのじょう 吾妻 中之条 西中之条 枯木、山崎 S57.4.1 291

229 - 姉山 あねやま 吾妻 吾妻 岩下 天神、姉山 S57.4.1 291

230 - 鎌原下 かんばらした 吾妻 嬬恋 鎌原 丸、笹平 S57.4.1 291

231 - 出立 いでたつ 吾妻 六合 赤岩 出立、矢野下 S57.4.1 291

232 - 高泉 たかいずみ 桐生 新里 高泉 高畑、平間、前畑 S57.4.1 291

18 - 2 根古屋(追加) ねごや 前橋 大胡 河原浜 根古屋 S58.3.8 167

61 - 2
上電西桐生(追
加)

じょうでんにしき
りゅう

桐生 小曽根 三丁目 S58.3.8 167

66 - 2 高塩(追加) たかしお 神流 万場 船子 高塩 S58.3.8 167

164 - 2 山田川(追加) やまだがわ 吾妻 吾妻 原町 山田川､館 S58.3.8 167

182 - 2 堂所(追加) どうどころ 甘楽 南牧 桧沢 堂所、日影畑 S58.3.8 167

233 - 乗附町(蛇場見) のつけまち 高崎 乗附 寺 S58.3.8 167

234 - 鼻高町(明神前) はなだかまち 高崎 鼻高 拾弐、明神前、中川原 S58.3.8 167

235 - 天神前 てんじんまえ 高崎 鼻高 天神前 S58.3.8 167

236 - 根岸 (Ｂ) ねぎし 高崎 榛名 中里見 原、根岸 S58.3.8 167

237 - 石上 いしがみ 高崎 倉渕 三ノ倉
滝ノ沢、上野山、田畑平、石上、
小谷戸

S58.3.8 167

238 - 下久保 しもくぼ 藤岡 鬼石 譲原 下久保 S58.3.8 167

239 - 坂本 さかもと 藤岡 鬼石 三波川 平滑 S58.3.8 167

240 - 魚尾 (Ｂ) よのお 神流 中里 魚尾 田之頭、二ツ井戸 S58.3.8 167

241 - 沢口 さわぐち 藤岡 高山 沢口 S58.3.8 167

242 - 七日市 なのかいち 富岡 七日市 下久保、稲荷森 S58.3.8 167

243 - 一の坂 いちのさか 富岡 一の坂 蕨 S58.3.8 167

244 - 宮崎 みやざき 富岡 宮崎、神農原 稲荷山、於馬場 S58.3.8 167

245 - 川井 かわい 甘楽 下仁田 川井
勝谷萱、白石尾根、上ノ平、天狗
平、網掛

S58.3.8 167

246 - 雨沢 あめざわ 甘楽 南牧 大日向 道ノ上、田之平 S58.3.8 167

247 - 萱 かや 甘楽 南牧 桧沢 森下、反 S58.3.8 167

248 - 勧能 かんのう 甘楽 南牧 羽沢
西畑、岩下、勧能、岩谷、宮前、
片瀬

S58.3.8 167

249 - 藤井 ふじい 安中 野殿、岩井 藤井、西ノ平、西 S58.3.8 167

250 - 川久保 (Ｂ) かわくぼ 安中 下秋間 川久保 S58.3.8 167

251 - 赤浜 あかはま 安中 松井田 北野牧 赤浜、松葉道 S58.3.8 167

252 - 明賀 みょうが 安中 松井田 北野牧 明賀 S58.3.8 167

253 - 琵琶ノ久保 びわのくぼ 安中 松井田 松井田 琵琶ノ久保 S58.3.8 167

254 - 西見寺 さいけんじ 安中 松井田 新井 西見 S58.3.8 167

255 - 四万・犬麦平
しまいぬむぎだ
いら

吾妻 中之条 四万 犬麦平 S58.3.8 167

256 - 生原 (Ａ) おいはら 吾妻 吾妻 三島 釜立、生原 S58.3.8 167

257 - 生原 (Ｂ) おいはら 吾妻 吾妻 三島 釜立 S58.3.8 167

258 - 上西窪 かみさいくぼ 吾妻 嬬恋 西窪 上ノ山、東平、上河原 S58.3.8 167

259 - 三原下 みはらした 吾妻 嬬恋 三原 赤羽根平 S58.3.8 167

260 - 西之河原 さいのかわら 吾妻 草津 草津 泉水、西之河原 S58.3.8 167

261 - 入沢 にゅうざわ 利根 昭和 森下 入沢 S58.3.8 167

262 - 永井 (Ａ) ながい 利根 昭和 川額 高平、峯平、権現堂 S58.3.8 167

263 - 永井 (Ｂ) ながい 利根 昭和 川額 上永井平、上永井 S58.3.8 167

264 - 本宿 もとじゅく 桐生 黒保根 宿廻 本宿、宮之上 S58.3.8 167

265 - 上桐原 (Ａ) かみきりはら みどり 大間々 桐原 手振山、北原、中井 S58.3.8 167

26 - 2 中谷戸(追加) なかがいど 桐生 黒保根 水沼 地切、遠上 S59.12.7 950

72 - 2 上横川(追加) かみよこかわ 安中 松井田 横川 関上、宮ノ前 S59.12.7 940

159 - 2 中島(追加) なかじま 安中 下間仁田 中島 S59.12.7 939

266 - 高見 たかみ 前橋 大胡 茂木、大胡 町屋敷、上ノ町 S59.12.7 925

267 - 八幡前 はちまんまえ 高崎 山名
日影山、八幡上、上北、八幡前、
日向山

S59.12.7 926

268 - 鶴辺 つるべ 高崎 石原、寺尾 鶴辺、片羽 S59.12.7 927

269 - 浅香入 あさかいり 富岡 南後箇 涸沢 S59.12.7 928

270 - 富岡日向 (Ａ) とみおかひなた 富岡 上高尾 東日向、上ノ山 S59.12.7 929

271 - 富岡日向 (Ｂ) とみおかひなた 富岡 上高尾 西日向 S59.12.7 930

272 - 機足 (Ｂ) はたあし 富岡 上黒岩 機足 S59.12.7 931

273 - 破風前場 はふうまえば 富岡 中沢 日向林、破風前場 S59.12.7 932

274 - 千足、日向 せんぞくひなた 富岡 上丹生 千足、日向 S59.12.7 933

275 - 山際 やまぎわ 富岡 下黒岩 山際谷、桜木、山際 S59.12.7 934

276 - 大仁田 (Ａ) おおにた 甘楽 南牧 大仁田 堂平、奥ノ山 S59.12.7 935

277 - 大仁田 (Ｂ) おおにた 甘楽 南牧 大仁田 堂平、丸山、原山、土橋、高峰 S59.12.7 936

278 - 裏 うら 安中 大谷 裏、坊貝戸 S59.12.7 937
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279 - 黒後 くろご 安中 中秋間 黒後、笹原、金谷津、上黒後 S59.12.7 938

280 - 北横町 きたよこまち 安中 松井田 松井田 愛宕山、一本松、堀之内 S59.12.7 941

281 - 堀の内 ほりのうち 安中 松井田 松井田
千手山、愛宕山、紺屋町、立ケ
堀

S59.12.7 942

282 - 毒水 どくみず 吾妻 嬬恋 田代 プス水、田代尻 S59.12.7 943

283 - 上神前 かみかんまえ 吾妻 嬬恋 大前 岩井口、上神南 S59.12.7 944

285 - 御座入 みざいり 利根 片品 御座入 中田、中野、白屋 S59.12.7 947

286 - 清水 しみず 利根 白沢 平出 天神、清水 S59.12.7 948

287 - 鍛冶屋 かじや 桐生 黒保根 水沼 早房、中野 S59.12.7 949

1 - 3 塚越団地(追加) つかごしだんち 安中 松井田 松井田 塚越、越戸 S61.2.7 68

39 - 2
長井小川田(追
加)

ながいおがわだ 渋川 赤城 長井小川田 上南雲、三島谷戸、藤木 S61.2.7 68

222 - 2 妙義日向(追加) みょうぎひなた 甘楽 妙義 諸戸 尾根崎、坊山、宮谷戸 S61.2.7 68

225 - 2 小塩沢(追加) こしおざわ 甘楽 南牧 大塩沢 十二 S61.2.7 68

288 - 上南雲 かみなぐも 渋川 赤城 長井小川田 三島谷戸、上南雲 S61.2.7 68

289 - 堀の内 ほりのうち 渋川 小野上 村上 御甲山、堀の内 S61.2.7 68

290 - 奥ノ萱 おくのかや 甘楽 南牧 大仁田 大平、奥の山 S61.2.7 68

291 - 黒滝 くろたき 甘楽 南牧 大塩沢 上ノ山、中井 S61.2.7 68

292 - 小俣 おまた 安中 小俣 城山、日向 S61.2.7 68

293 - 滑沢 なめざわ 安中 小俣 滑沢、入ノ峯、梅ノ木 S61.2.7 68

294 - 四万山口 (Ａ) しまやまぐち 吾妻 中之条 四万 山口 S61.2.7 68

295 - 万木沢 まんぎざわ 吾妻 吾妻 三島 万木沢 S61.2.7 68

296 - 塩原 しおばら 利根 新治 新巻、羽場 村草 S61.2.7 68

297 - 広河原 ひろがわら 利根 新治 相俣 後小根、富士新田 S61.2.7 68

298 - 宮貝戸 みやがいと 利根 昭和 川額 宮貝戸、半前場、根岸、下り S61.2.7 68

299 - 瀧谷 たきや 利根 昭和 糸井 大貫原、宮ノ前、瀧谷 S61.2.7 68

300 - 高楢 たかなら 桐生 黒保根 下田沢 仁田之本、柴平、細戸、西之畑 S61.2.7 68

301 - 城 じょう 桐生 黒保根 宿廻 大松 S61.2.7 68

302 - 花輪 はなわ 勢多 セ東 花輪 中居、愛宕、上野、三嶋 S61.2.7 68

303 - 浅原 あさはら みどり 大間々 浅原 岡貝戸、落内 S61.2.7 68

118 - 2 砥沢(追加) とざわ 甘楽 南牧 砥沢 長白、日向 S61.8.19 590

183 - 2 谷の口(追加) やのくち 甘楽 甘楽 秋畑 二ツ石 S61.8.19 590

221 - 2 行沢 (Ａ)(追加) なめさわ 甘楽 妙義 行沢 上村、桜沢 S61.8.19 590

242 - 2 七日市(追加) なのかいち 富岡 七日市 稲荷森、下久保、舟久保 S61.8.19 590

304 - 正治 しょうじ 前橋 大胡 堀越 甲柊山 S61.8.19 590

305 - 松山 まつやま 高崎 榛名 下室田 松山 S61.8.19 590

306 - 八崎 はっさき 渋川 北橘 八崎 新宿、寄居、田尻 S61.8.19 590

307 - 妹ケ谷 いもがや 藤岡 鬼石 三波川 竹谷戸 S61.8.19 590

308 - 下三波川 しもさんばがわ 藤岡 鬼石 三波川 下三波川 S61.8.19 590

309 - 中郷 なかごう 甘楽 下仁田 青倉 中郷 S61.8.19 590

310 - 下栗山 しもくりやま 甘楽 下仁田 栗山 下栗山、松割 S61.8.19 590

311 - 滝の沢 たきのさわ 甘楽 甘楽 秋畑 滝ノ沢 S61.8.19 590

313 - 下平 しもだいら 安中 鷲宮 西下平 S61.8.19 590

315 - 貫湯平 ぬくゆたいら 吾妻 中之条 四万 貫湯平 S61.8.19 590

316 - 下袋倉 しもふくろぐら 吾妻 嬬恋 袋倉 柿之木平、三本木、竹之下 S61.8.19 590

19 - 2 湯(追加) ゆ 吾妻 中之条 上沢渡 湯 S62.6.9 417

82 - 2 相吉(追加) あいよし 高崎 倉渕 水沼 相吉 S62.6.9 417

192 - 2 幸知(追加) こうち 利根 水上 幸知 登道 S62.6.9 417

229 - 2 姉山(追加) あねやま 吾妻 吾妻 岩下 天神、赤祇 S62.6.9 417

254 - 2 西見寺(追加) さいけんじ 安中 松井田 新井 西見 S62.6.9 417

278 - 2 裏(追加) うら 安中 大谷 坊貝戸 S62.6.9 417

317 - 宮谷戸Ｂ みやがいど 高崎 榛名 下室田 宮谷戸 S62.6.9 417

318 - 小池原 こいけばら 渋川 赤城 津久田 枇杷久保、前小池原 S62.6.9 417

319 - 上来波 かみらいは 甘楽 甘楽 秋畑 柳平、来波 S62.6.9 417

320 - 道坂 みちさか 安中 大谷 道坂 S62.6.9 417

321 - 山崎 やまざき 安中 中秋間 山崎 S62.6.9 417

322 - 四万山口Ｂ しまやまぐち 吾妻 中之条 四万 山口 S62.6.9 417

323 - 反下 たんげ 吾妻 中之条 上沢渡 河瀬戸 S62.6.9 417

324 - 三島 みしま 吾妻 東 五町田 金原、関口 S62.6.9 417

325 - 在下 ざいしも 吾妻 吾妻 原町 池之外、寺久保 S62.6.9 417

326 - 下芦生田 しもあしゅうだ 吾妻 嬬恋 芦生田 下芦生田 S62.6.9 417

327 - 神前 かみまえ 吾妻 嬬恋 大前 神前、西栗平、上神前 S62.6.9 417

328 - 舟窪 ふなくぼ 吾妻 嬬恋 田代 助右工門、上ノ原 S62.6.9 417

329 - 北畑 きたばたけ 吾妻 嬬恋 芦生田 北畑 S62.6.9 417

330 - 花園 かぞの 吾妻 六合 太子 花園 S62.6.9 417

331 - 室石 むろいし 利根 片品 鎌田 井戸尻、廣田、磯下 S62.6.9 417

332 - 反丸 そりまる 太田 吉沢 反丸､岩神 S62.6.9 417

333 - 古氷 ふるごおり 太田 太田､丸山 強戸口、北ノ入 S62.6.9 417

334 - 峠 とうげ 桐生 川内 一丁目 丸山前 S62.6.9 417

335 - 公園下 こうえんした 桐生 宮本町四丁目 S62.6.9 417

336 - 細田 ほそだ 桐生 菱 黒川 細田 S62.6.9 417

337 - 上の平 うえのだいら 桐生 黒保根 上田沢 東ノ上、上中谷戸、中谷戸 S62.6.9 417

338 - 坂口 さかぐち 高崎 吉井 坂口 塩口 S62.10.16 780

339 - 谷 やつ 甘楽 甘楽 轟 日向、厳島、谷ノ上 S62.10.16 780

340 - 内久保 ないくぼ 甘楽 甘楽 秋畑 北平、内久保 S62.10.16 780

341 - 頼母子 たのもし 邑楽 板倉 海老瀬 東谷 S62.10.16 780

99 - 2 上桐原(追加) かみきりはら みどり 大間々 桐原 久保、宮岡 S63.4.22 333

102 - 2 下乗附(追加) しものつけ 高崎 乗附 日向 S63.4.22 333

126 - 2 塩ノ平(追加) しおのたいら 吾妻 吾妻 大戸 塩ノ平 S63.4.22 333

285 - 2 御座入(追加) みざいり 利根 片品 御座入 中田、下地 S63.4.22 333
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287 - 2 鍛冶屋(追加) かじや 桐生 黒保根 水沼 水頭、植村、地切 S63.4.22 333

319 - 2 上来波(追加) かみらいは 甘楽 甘楽 秋畑 来波 S63.4.22 333

321 - 2 山崎(追加) やまざき 安中 中秋間、下秋間 山崎、山崎原 S63.4.22 333

342 - 館台 たてだい 高崎 寺尾 館台 S63.4.22 333

343 - 谷津 やつ 高崎 榛名 中室田、下室田 大久保、谷津 S63.4.22 333

344 - 坂井 さかい 神流 万場 小平 坂井 S63.4.22 333

345 - 大沢 おおさわ 藤岡 鬼石 三波川 大沢 S63.4.22 333

346 - 高 たか 高崎 吉井
神保、高、下長
根

北高原、南原、北原、上川原、北
山下

S63.4.22 333

347 - 中沢 なかざわ 富岡 蚊沼、中沢 越澤、堂山、日向 S63.4.22 333

348 - 一丁八丁西
いっちょうはっ
ちょうにし

富岡 下黒岩 関口、寺ノ入、向平 S63.4.22 333

349 - 粟の沢 あわのさわ 甘楽 甘楽 秋畑 上の谷戸、粟の沢 S63.4.22 333

350 - 妙義(Ｂ) みょうぎ 甘楽 妙義 大牛 辛澤 S63.4.22 333

351 - 大北野 おおきたの 甘楽 下仁田 風口 湯之入、坂下 S63.4.22 333

352 - 中原 なかはら 安中 下間仁田、安中 山崎、中原、鳶宮 S63.4.22 333

353 - 下高別当 しもこうべっとう 安中 安中 虚空蔵、下高別当 S63.4.22 333

354 - 宮地 みやじ 安中 松井田 新井 宮地、養地 S63.4.22 333

355 - 殿界戸 とのがいと 吾妻 中之条 四万 殿界戸、清水畑 S63.4.22 333

356 - 長野原(Ｃ) ながのはら 吾妻 長野原 長野原 嶋木 S63.4.22 333

357 - 立沢 たつざわ 利根 利根 平川 牧野地 S63.4.22 333

358 - 下地 しもじ 利根 片品 御座入 中田、下地 S63.4.22 333

359 - 寺尾 てらお 利根 川場 門前 寺入、寺尾 S63.4.22 333

360 - 四ツ谷 よつや 利根 水上 阿能川
蔦木平、二ノ向平、沢ノ平、目ノ
久保、一ノ向平

S63.4.22 333

361 - 永明下 ようめいした 桐生 川内 三丁目 永明下、永明山、関堀 S63.4.22 333

362 - 勇進会館
ゆうしんかいか
ん

桐生 川内 五丁目 小ケ谷戸、棒ケ谷戸 S63.4.22 333

363 - 団地裏 だんちうら 桐生 広沢 六丁目 大谷戸、鍛冶ケ入 S63.4.22 333

364 - 龍戸 りゅうど 桐生 広沢 六丁目 龍戸入、大坊ケ入、龍戸 S63.4.22 333

365 - 宿 しゅく 勢多 東 沢入 西、宿、後山、上橋場 S63.4.22 333

366 - 高津戸 たかつど みどり 大間々 高津戸 要害、山際、岩崎 S63.4.22 333

2 - 2 布施(追加) ふせ 利根 新治 新巻 湯宿 H1.8.22 747

152 - 2 新光寺(追加) しんこうじ 甘楽 妙義 下高田 新光寺 H1.8.22 747

228 - 2 西中之条(追加) にしなかのじょう 吾妻 中之条 西中之条 枯木、山崎 H1.8.22 747

243 - 2 一の坂(追加) いちのさか 富岡 一の坂 蕨 H1.8.22 747

262 - 2 永井Ａ(追加) ながい 利根 昭和 川額 高平、権現堂 H1.8.22 747

294 - 2
四万山口Ａ(追
加)

しまやまぐち 吾妻 中之条 四万 山口 H1.8.22 747

305 - 2 松山(追加) まつやま 高崎 榛名 下室田 松山 H1.8.22 747

329 - 2 北畑(追加) きたばたけ 吾妻 嬬恋 芦生田 北畑 H1.8.22 747

338 - 2 坂口(追加) さかぐち 高崎 吉井 坂口 日向 H1.8.22 747

339 - 2 谷(追加) やつ 甘楽 甘楽 轟 谷、中ノ山 H1.8.22 747

367 - 社家町Ｂ しゃけまち 高崎 榛名 榛名山 社家町 H1.8.22 747

368 - 社家町Ｃ しゃけまち 高崎 榛名 榛名山 社家町、芦田小谷、樽ノ沢 H1.8.22 747

369 - 高野谷戸 こうやがいど 高崎 倉渕 三ノ倉
愛宕平、赤子平、綱取、北高野
谷

H1.8.22 747

370 - 黒井峯 くろいみね 渋川 子持 北牧 黒井峯、不動堂、宮地 H1.8.22 747

371 - 塩平 しおだいら 藤岡 下日野 塩平 H1.8.22 747

372 - 諏訪Ⅱ すわ 藤岡 鬼石 鬼石 奥納 H1.8.22 747

373 - 万場 まんば 神流 万場 万場 奴郷、町並、井戸向、気奈沢 H1.8.22 747

374 - 中之沢 なかのさわ 多野 上野 楢原 中之沢 H1.8.22 747

375 - 矢掛 やがけ 藤岡 上日野 矢掛 H1.8.22 747

376 - 平滑 ひらなめ 甘楽 下仁田 中小坂 法事土、殿入、馬落上ノ山、馬落 H1.8.22 747

377 - 虻田 あぶた 甘楽 下仁田 中小坂 虻田、峰 H1.8.22 747

378 - 久保 くぼ 甘楽 甘楽 天引 久保 H1.8.22 747

379 - 久保 くぼ 安中 東上秋間 上久保、下久保 H1.8.22 747

380 - 郷原 ごうばら 安中 郷原 西下山、塩ノ窪、稲山 H1.8.22 747

381 - 中木 なかぎ 安中 松井田 五料 乙中木、甲中木 H1.8.22 747

382 - 日向 ひなた 安中 松井田 高梨子 日向 H1.8.22 747

383 - 久保 くぼ 安中 松井田 入山 久保、暮井 H1.8.22 747

384 - 中組 なかぐみ 吾妻 中之条 下沢渡 賀々森、中組 H1.8.22 747

385 - 古谷 こや 吾妻 吾妻 郷原 上松、上古谷、七石 H1.8.22 747

386 - 田谷 たや 吾妻 吾妻 萩生 田谷 H1.8.22 747

387 - 小雨Ｂ こさめ 吾妻 六合 小雨 小雨 H1.8.22 747

388 - 堀廻 ほりめぐり 沼田 堀廻町 道坂、小坂原、岩之上 H1.8.22 747

389 - 上幡谷 かみはたや 利根 片品 摺淵､幡谷 上幡谷、塗川 H1.8.22 747

390 - 四ツ谷Ｂ よつや 利根 水上 阿能川
笹比良、霧ヶ久保、蔦木比良、二
ノ向平、三ノ向平

H1.8.22 747

391 - 中内出 なかうちで 利根 昭和 糸井 盆貝戸、中内出 H1.8.22 747

392 - 梅田中上 うめだちゅううえ 桐生 梅田町一丁目 石ゾリ、新井 H1.8.22 747

393 - 一色 いっしき 桐生 菱 黒川 雷電山、熊ノ沢、中谷戸 H1.8.22 747

394 - 下久保 しもくぼ 桐生 川内町四丁目 恵比寿谷戸、下久保 H1.8.22 747

395 - 本宿Ｂ もとじゅく 桐生 黒保根 宿廻 悪戸、諏訪前 H1.8.22 747

396 - 高橋 たかはし 勢多 東 萩原 笠作、高橋、宮原、上ノ原 H1.8.22 747

397 - 露久保 つゆくぼ 藤岡 鬼石 坂原 露久保 H2.3.6 193

398 - 根岸 ねぎし 高崎 吉井 岩崎 東池ﾉ入、根岸 H2.3.6 193

399 - 柏木 かしわぎ 神流 万場 柏木 柏木 H2.3.6 193

400 - 内匠谷津 たくみやつ 富岡 内匠 H2.3.6 193

401 - 跡倉 あとくら 甘楽 下仁田 青倉 番匠免 H2.3.6 193

402 - 遠入 とおいり 安中 松井田 入山 上ノ山、前畑、遠入 H2.3.6 193
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区域名 ふりがな 郡・市 町・村 大字 字 指定年月日 告示番号

３－８  急傾斜地崩壊危険区域一覧表
令和6年4月1日

整理番号

403 - 下小川 (Ｂ) しもおがわ 利根 片品 東小川 下小川、十二平 H2.3.6 193

404 - 八幡 (Ａ) はちまん 太田 大島 八幡山、下 H2.3.6 193

191 - 2 細久屋(追加) さいくや 利根 片品 越本 阿村、上而、韮久保 H2.10.5 790

195 - 2 蟹沢 (Ｂ)(追加) かにさわ 高崎 箕郷 富岡 新田 H2.10.5 790

405 - 剣崎 けんざき 高崎 剣崎 長瀞東 H2.10.5 790

406 - 駒寄 こまよせ 高崎 箕郷 善地 葦之沢、駒寄、中尾根 H2.10.5 790

407 - 上反下 かみたんげ 吾妻 中之条 上沢渡 反下、駒寄 H2.10.5 790

408 - 平川本村
ひらかわもとむ
ら

利根 利根 平川 宮平、大切 H2.10.5 790

409 - 清水 しみず 利根 水上 小日向 堂本、山口、清水 H2.10.5 790

410 - 清水 しみず 利根 昭和 生越 清水、薬師堂 H2.10.5 790

411 - 宮本橋 みやもとばし 桐生 宮本 四丁目 H2.10.5 790

412 - 村松沢 むらまつざわ 桐生 宮本 四丁目 H2.10.5 790

413 - 熊野 くまの 桐生 菱 黒川 熊野､上小友 H2.10.5 790

95 - 2 越本中里(追加) こしもとなかざと 利根 片品 越本 中里、十二ノ木 H3.7.16 593

317 - 2
宮谷戸(Ｂ)(追
加)

みやがいど 高崎 榛名 下室田 宮谷戸 H3.7.16 593

414 - 根古屋 (Ｂ) ねごや 前橋 大胡 河原浜 根古屋 H3.7.16 593

415 - 館Ｂ たて 高崎 寺尾 上ノ台 H3.7.16 593

416 - 打越 うちこし 高崎 榛名 中室田 打越 H3.7.16 593

417 - 関口 せきぐち 渋川 小野上 小野子 上ノ山、関口、釜久保 H3.7.16 593

418 - 年丸 としまる 渋川 赤城 長井小川田 年丸、高釜 H3.7.16 593

419 - 若宮 わかみや 高崎 吉井 小暮 客間、佛崎裏 H3.7.16 593

420 - 桑原 くわばら 富岡 桑原 田ノ入、坪付 H3.7.16 593

421 - 関平 せきだいら 甘楽 下仁田 青倉 関平 H3.7.16 593

422 - 木馬瀬 きませ 安中 松井田 上増田 木馬瀬 H3.7.16 593

45 - 2 川原町(追加) かわはらまち 安中 安中 二丁目 川原町、長龍、谷津 H3.9.27 725

423 - 大竹 おおたけ 吾妻 吾妻 三島 大竹、大竹入 H3.9.27 725

424 - 高日向 たかひなた 吾妻 吾妻 松谷 高日向、中尾原、鬼川原 H3.9.27 725

425 - 宇津野 うつの 利根 利根 根利 ウツノ、菅野芽 H3.9.27 725

426 - 菅沼 すがぬま 利根 片品 菅沼 井戸入、西原 H3.9.27 725

427 - 上菱団地 かんびしだんち 桐生 菱 上菱 引田 H3.9.27 725

428 - 高源寺 こうげんじ 桐生 川内 五丁目 山崎、高谷戸 H3.9.27 725

429 - 生利(Ｂ) しょうり 神流 万場 生利 元地、栗宇 H4.3.3 162

430 - 一本榎 いっぽんえのき 富岡 南蛇井 三ﾂ谷、普門寺、稲荷沢、大門 H4.3.3 162

431 - 入山 いりやま 甘楽 甘楽 秋畑 入山 H4.3.3 162

432 - 老神元村
おいがみもとむ
ら

利根 利根 老神 ヲロ地 H4.3.3 162

433 - 上の台 うえのだい みどり 大間々 桐原 宮原、瀬戸ケ原 H4.3.3 162

434 - 間々下 まました 桐生 黒保根 上田沢 屋敷通り、寄居 H4.3.3 162

154 - 2 安導寺(追加) あんどうじ 甘楽 下仁田 中小坂、下小坂
安導寺、西沢、日向林、日影林、
反賛戸、坂詰

H4.7.24 586

435 - 駒留 まかぶ 藤岡 下日野、上日野 堀込、駒留、小川 H4.7.24 586

436 - 妙義日向(Ｂ) みょうぎひなた 甘楽 妙義 諸戸 坊山、宮谷戸、西谷戸 H4.7.24 586

437 - 板ケ沢 いたがさわ 安中 松井田 上増田 板ケ澤 H4.7.24 586

438 - 湯 ゆ 利根 川場 川場湯原 湯平、水上、湯 H4.7.24 586

439 - 今泉口 いまいずみぐち 太田 太田、東今泉 今泉口、川西 H4.7.24 586

440 - 祖父ケ入 じがいり 桐生 菱 五丁目 H4.7.24 586

441 - 穴切 あなきり 桐生 梅田 四丁目 H4.7.24 586

442 - 下沼田 しもぬまた 沼田 下沼田 久根下、馬場 H4.10.2 728

443 - 宮原 みやはら 利根 昭和 森下 大森、宮原、腰巻、鎌沢 H4.10.2 728

444 - 稗田 (Ｂ) ひえだ 利根 月夜野 後閑、師 下稗田、上ノ原、大沢田 H4.10.2 728

445 - 明川 あけがわ 利根 水上 藤原 明川、須田川 H4.10.2 728

39 - 3
長井小川田(追
加)

ながいおがわだ 渋川 赤城 長井小川田 辻久保、寺後、田中 H5.1.26 61

446 - 中尾 なかお 高崎 倉渕 水沼 寺沢 H5.1.26 61

447 - 上平 かみだいら 藤岡 上日野 小柏、小柏大半寺 H5.1.26 61

448 - 赤谷平 あかやびら 甘楽 甘楽 秋畑 赤谷平 H5.1.26 61

449 -
小河原(小河原
(B))

あがわら 甘楽 下仁田 青倉 小河原、関平 H5.1.26 61

450 - 菅田 すがだ 吾妻 中之条 下沢渡 菅田、栃久保、古界戸 H5.1.26 61

451 - 柳谷戸 やながやど 桐生 川内 二丁目 柳谷戸 H5.1.26 61

452 - 三ヶ郷 さんがごう 勢多 東 花輪 城、前原、駒戸 H5.1.26 61

267 - 2 八幡前(追加) はちまんまえ 高崎 山名 日影山、八幡前、日向 H5.6.4 474

453 - 雨沢(Ｂ) あめさわ 甘楽 南牧 大日向 老沢、宮ノ平、笠張 H5.6.4 474

454 - 六車日向(Ｂ) むぐるまひなた 甘楽 南牧 六車 瀬戸山、布山 H5.6.4 474

455 - 馬場 ばんば 吾妻 長野原 大津、長野原 馬場、番場、御堂入、坪井 H5.6.4 474

456 - 八幡(Ａ) はちまん 吾妻 六合 日影 田端、八升蒔、壱貫地 H5.6.4 474

457 - 神地 かみち 利根 片品 御座入 宮平、北地 H5.6.4 474

458 - 鳥ノ海 とりのうみ 桐生 川内 五丁目 鳥の海、和田 H5.6.4 474

459 - 塩原神社北
しおばらじん
じゃきた

みどり 大間々 塩原 高松、中村 H5.6.4 474

67 - 2 魚尾(追加) よのお 神流 中里 魚尾 宮、桜井 H6.3.15 167

460 - 生原(Ｃ) おいはら 吾妻 吾妻 三島 生原 H6.3.15 167

461 - 小岩 こいわ 利根 昭和 橡久保 三室、小岩、千賀戸 H6.3.15 167

462 - 宮地(Ｂ) みやじ 安中 松井田 新井 宮地 H6.3.15 167

463 - 馬渡戸 まつば 藤岡 上日野 馬渡戸、鹿島 H6.3.15 167

304 - 2 正治(追加) しょうじ 前橋 大胡 堀越 甲柊山 H6.8.30 520

417 - 2 関口(追加) せきぐち 渋川 小野上 小野子 釜久保 H6.8.30 520

464 - 利南東小裏
となみひがし
しょううら

沼田 下久屋、上久屋 立石、観音、中平 H6.8.30 520

465 - 栃瀬 とちせ 吾妻 中之条 横尾 栃瀬 H6.8.30 520
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整理番号

466 - 石倉 いしくら 利根 月夜野 石倉 沢田、鼬沢 H6.8.30 520

467 - 橋倉向 はしくらむかい 神流 中里 平原 橋倉向 H6.8.30 520

468 - 池田 いけだ 安中 大竹 大阪東山、下池田 H6.8.30 520

469 - 貫湯平(Ｂ) ぬくゆだいら 吾妻 中之条 四万 貫湯平 H6.8.30 520

165 - 2 上田代(追加) かみたしろ 吾妻 嬬恋 田代 河原、村内 H6.11.22 646

341 - 2 頼母子(追加) たのもし 邑楽 板倉 海老瀬 東谷 H6.11.22 646

470 - 若宮(Ｂ) わかみや 高崎 吉井 小暮 冨士、若宮、三島 H6.11.22 646

471 - 大奈良 おおなら 藤岡 鬼石 三波川 大奈良 H6.11.22 646

472 - 板穴 いたあな 甘楽 甘楽 秋畑 御宮澤 H6.11.22 646

473 - 宮室 みやむろ 甘楽 下仁田 宮室 森下、乳母ヶ坂外 H6.11.22 646

474 - 関守 せきもり 勢多 東 荻原 ゴンズイ、忍野 H6.11.22 646

475 - 小夜戸 さやど 勢多 東 小夜戸
猪ノ原、上ノ原、桃ノ沢、大谷戸、
小貝戸

H6.11.22 646

476 - 甲柊山 こうひいらぎやま 前橋 大胡 堀越 甲柊山 H6.11.22 646

4 - 2 笹平(追加) ささだいら 吾妻 嬬恋 鎌原 笹平、欠の鼻、東坂 H7.8.18 524

87 - 2 平原東(追加) へばらひがし 神流 中里 平原 東、西 H7.8.18 524

122 - 2 下横川(追加) しもよこかわ 安中 松井田 横川 二階、東 H7.8.18 524

385 - 2 古谷(追加) こや 吾妻 吾妻 郷原 七石 H7.8.18 524

444 - 2 稗田 (Ｂ)(追加) ひえだ 利根 月夜野 後閑 下稗田、外城山 H7.8.18 524

477 - 上ノ谷戸 うえのがいと 高崎 倉渕 三ノ倉 近江平、原ノ谷戸 H7.8.18 524

478 - 舟戸(Ｂ) ふなと 利根 月夜野 後閑 南入河原、上入 H7.8.18 524

479 - 西向 にしむかい 甘楽 南牧 羽沢 宮ノ入、井戸沢、西向 H7.8.18 524

480 - 橋上 はしうえ 桐生 川内 五丁目 橋上 H7.8.18 524

481 - 宮原(Ｂ) みやはら 利根 昭和 森下 宮原、王御堂、腰巻 H7.8.18 524

482 - 君ノ尾 きみのお 吾妻 中之条 四万 君ノ尾 H7.8.18 524

420 - 2 桑原(追加) くわばら 富岡 桑原 田ノ入、丸山 H8.12.17 774

483 - 荒久(Ｂ) あらく 高崎 乗附 兵右衛門坂、日向 H8.12.17 774

484 - 下長根 しもながね 高崎 吉井 高、下長根 北原、ハケタ、町附 H8.12.17 774

485 - 高山下 たかやましも 藤岡 高山 竹之本、越沢 H8.12.17 774

486 - 栃本 とちもと 神流 万場 万場 八幡 H8.12.17 774

487 - 宮本 みやもと 富岡 上黒岩 落合、徳前谷、大日、赤城 H8.12.17 774

488 - 川久保(Ｃ) かわくぼ 安中 下秋間 日向 H8.12.17 774

489 - 吉ヶ谷津 よしがやつ 安中 下秋間 吉ヶ谷津 H8.12.17 774

490 - 四戸 しど 吾妻 吾妻 三島 四戸 H8.12.17 774

491 - 善導寺(Ａ) ぜんどうじ 吾妻 吾妻 原町 紺屋町 H8.12.17 774

492 - 上の平 うえのたいら 利根 水上 湯原 上の平 H8.12.17 774

493 - 根岸 ねぎし 沼田 西倉内、榛名 根岸、滝棚 H8.12.17 774

494 - 上小友 かみおとも 桐生 菱 一丁目 堰場、上小友 H8.12.17 774

495 - 西方寺 さいほうじ 桐生 梅田 一丁目 岡平、大門 H8.12.17 774

496 - 山腰 やまこし 桐生 菱 一丁目、三丁目 山ノ腰、寄り山、山腰 H8.12.17 774

67 - 3 魚尾(追加) よのお 神流 中里 魚尾 桜井、宮 H9.4.22 312

95 - 3 越本中里(追加) こしもとなかざと 利根 片品 越本 桐ヶ久保、大円、諏訪脇 H9.4.22 312

497 - 狩野々 かのの 渋川 赤城 津久田 カノ H9.4.22 312

498 - 中付 ちゅうづけ 藤岡 鬼石 三波川 大内平 H9.4.22 312

499 - 西梅ノ木平
にしうめのきだ
いら

甘楽 甘楽 秋畑 西梅ノ木平、伏鹿 H9.4.22 312

500 - 新屋 あらや 甘楽 下仁田 西野牧 西新屋 H9.4.22 312

501 - 寺の前 てらのまえ 利根 利根 根利 ミノラチ H9.8.12 523

502 - 室石(Ｂ) むろいし 利根 片品 鎌田 磯下 H9.8.12 523

503 - 枯木 かれき 吾妻 中之条 西中之条 枯木 H9.8.12 523

504 - 向戸 むかいど 富岡 下黒岩 大平、山際谷、山際、向平 H9.11.18 702

505 - 永明下(Ｂ) ようめいした 桐生 川内 三丁目、四丁目 勝山、永明山 H9.11.18 702

506 - 月並 つきなみ 高崎 倉渕 川浦 月並、大峰 H10.1.23 25

507 - 岡の原 おかのはら 藤岡 金井 牛秣、岡ノ原 H10.1.23 25

477 - 2 上ノ谷戸(追加) うえのがいと 高崎 倉渕 三ノ倉 近江平 H10.4.10 247

508 - 中島 なかじま 神流 万場 生利、柏木 伊勢森、中開戸 H10.4.10 247

509 - 天神 てんじん 安中 松井田 下増田 天神、天神原 H10.4.10 247

510 - 中組(Ｃ) なかぐみ 吾妻 中之条 下沢渡 古界戸、賀々森 H10.4.10 247

42 - 2 渡良瀬(追加) わたらせ 桐生 堤 二丁目、三丁目 H10.5.22 334

222 - 3 妙義日向(追加) みょうぎひなた 甘楽 妙義 諸戸 宮谷戸、坊山 H10.5.22 334

380 - 2 郷原(追加) ごうばら 安中 郷原 塩ノ窪 H10.5.22 334

511 - 下底瀬上 しもそこせかみ 甘楽 南牧 六車 前畑、堂向 H10.5.22 334

512 - 滑沢西 なめざわにし 安中 下後閑 幕岩、滑澤 H10.5.22 334

513 - 市城(Ａ) いちしろ 吾妻 中之条 市城 御座石、瀧ノ澤、曽利 H10.5.22 334

514 - 長手 ながて 太田 長手 H10.5.22 334

515 - 馬瀬谷戸 ませがいと 桐生 川内 五丁目 馬瀬ヶ谷戸 H10.5.22 334

4 - 3 笹平(追加) ささだいら 吾妻 嬬恋 鎌原 笹平、欠ノ鼻 H10.10.27 614

64 - 2 日照(追加) ひしゅう 渋川 小野上 小野子 上ノ山、日照 H10.10.27 614

516 - 大渕 おおぶち 渋川 子持 上白井 膳棚、福田、渕ノ上 H10.10.27 614

517 - 石淵 いしぶち 甘楽 下仁田 馬山 山王下、石淵、洞ヶ谷 H10.10.27 614

518 - 登戸 のぼっと 利根 片品 花咲 登戸 H10.10.27 614

2 - 3 布施(追加) ふせ 利根 新治 新巻 花水 H11.4.2 247

184 - 2 道城(追加) どうじょう 安中 中秋間 岩下 H11.4.2 247

519 - 根小屋 ねごや 甘楽 下仁田 西野牧、本宿 城山、根小屋、二斗入 H11.4.2 247

20 - 4
東梅の木平(追
加)

ひがしうめのき
だいら

甘楽 甘楽 秋畑 東梅の木平 H11.7.6 427

192 - 3 幸知(追加) こうち 利根 水上 幸知 登道 H11.7.6 427

520 - 天宿 てんじゅく 安中 松井田 上増田 廣瀬、天宿 H11.7.6 427

220 - 2 引土(追加) ひきど 富岡 一ノ宮 御山、引土、本町 H11.8.17 476
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456 - 2 八幡(Ａ)(追加) はちまん 吾妻 六合 日影 一貫地、合ノ畑 H11.8.17 476

521 - 小桑原 こくわばら 富岡 小桑原 前谷ツ H11.8.17 476

522 - 瀬林 せばやし 神流 中里 神ヶ原 瀬林、上ノ山 H11.8.17 476

523 - 金丸(Ｂ) かなまる 藤岡 鬼石 三波川 金丸 H11.8.17 476

4 - 4 笹平(追加) ささだいら 吾妻 嬬恋 鎌原 欠ノ鼻、東坂 H11.10.22 621

524 - 大久保 おおくぼ 甘楽 妙義 八木連 大久保 H11.10.22 621

525 - 深沢 ふかさわ 高崎 吉井 多比良 山本 H11.12.14 685

526 - 観音寺 かんのんじ 桐生 川内 五丁目 堂院ヶ谷戸 H11.12.14 685

527 - 公園下 こうえんした 沼田
薄根、西倉内、
榛名

宮下、滝棚、根岸 H12.1.28 50

528 - 上乗附 かみのつけ 高崎 乗附 諏訪平 H12.2.22 85

529 - 金敷平 かなしきだいら 高崎 箕郷 金敷平 鎮守廻り H12.3.14 162

530 - 久保 くぼ 甘楽 妙義 諸戸 新屋 H12.3.14 162

531 - 坂下 さかした 利根 月夜野 下牧 坂下、牧原 H12.3.14 162

377 - 2 虻田(追加) あぶた 甘楽 下仁田 中小坂 大林、小畑、峰、虻田 H12.3.24 193

532 - 城山 しろやま 高崎 榛名 下里見 向井、古城 H12.3.24 193

533 - 尾附東 おづくひがし 神流 中里 尾附 日向相切、ナギ道下、牛房沢 H12.8.8 448

534 - 三本木 さんぼんぎ 藤岡 三本木 下原 H12.8.8 448

535 - 永井Ｄ ながい 利根 昭和 川額 日向、日向平 H12.8.8 448

92 - 2 湯向(追加) ゆむかい 吾妻 中之条 上沢渡 湯 H12.10.10 566

536 - 下水沼 しもみずぬま 高崎 倉渕 水沼 稲荷平、新井 H12.10.10 566

537 - 金井 かない 藤岡 金井、下日野 ハクレ、金井平 H12.10.10 566

538 - 相水前 そうすいまえ 安中 下秋間
相水谷津、善応寺谷津、相水
前、辻

H12.10.10 566

539 - 市城Ｂ いちしろ 吾妻 中之条 市城 御座石、亀石 H12.10.10 566

523 - 2 金丸(B)(追加) かなまる 藤岡 鬼石 三波川 金丸 H13.1.12 38

540 - 南蛇井西 なんじゃいにし 富岡 南蛇井 中村 H13.1.12 38

541 - 大竹 おおたけ 吾妻 中之条 山田 大竹 H13.1.12 38

542 - 小久保 こくぼ 桐生 菱町四丁目 小久保、大久保、山際 H13.1.12 38

543 - 八沢 はちざわ 勢多 東 草木 漆久保、押奈幸、八沢 H13.1.12 38

544 - 蕨 わらび 富岡 蕨 日向 H13.2.16 97

545 - 上叶屋 かみかのうや 甘楽 南牧 小沢 上叶屋 H13.2.16 97

546 - すみれ保育園
すみれほいくえ
ん

桐生 相生 三丁目、四丁目 堀上、陣平、横山 H13.2.16 97

547 - 富士山下 ふじやました 桐生 相生 二丁目 不二山前、中河原、山廻り H13.2.16 97

548 - 東沢 ひがしさわ 神流 万場 船子 東沢 H13.4.20 256

549 - 神ヶ原 かがはら 神流 中里 神ヶ原 芳ヶ久保、不動堂、原 H13.4.20 256

550 - 苅稲（苅稲２） かりいね 安中 東上秋間 苅稲 H13.4.20 256

551 - 蟹沢 かにさわ 安中 松井田 土塩、新井
蟹沢、鍛冶屋村、鍛冶屋村原
畑中

H13.4.20 256

508 - 2 中島（追加） なかじま 神流 万場 生利、柏木 伊勢森、中開戸 H13.9.14 509

552 - 月吉 つきよし 藤岡 鬼石 三波川 月吉 H13.9.14 509

377 - 3 虻田(追加) あぶた 甘楽 下仁田 中小坂 小畑 H13.12.7 620

553 - 八坂神社 やさかじんじゃ 桐生 菱町四丁目 愛宕山、沢入口、中里、山際 H13.12.7 620

554 - 八幡山（Ｂ） はちまんやま 桐生
菱町三丁目、
菱町四丁目

八幡山、八幡山下、岩下、普門
寺

H13.12.7 620

369 - 2
高野谷戸（追
加）

こうやがいど 高崎 倉渕 三ノ倉 藤ノ平、愛宕平、北高野谷戸 H14.2.15 88

555 東平 ひがしたいら 安中 岩井 東山、砂子 H14.2.15 88

556 - 鶴巻 つるまき 太田 強戸 H14.2.15 88

557 - 滑岩 なめいわ 甘楽 下仁田 西野牧 滑岩 H14.3.15 152

558 - 二ノ谷 にのたに 安中 大谷 二ノ谷 H14.3.15 152

125 - 2
長野原（Ｂ)（追
加）

ながのはら 吾妻 長野原 長野原 町 H14.3.22 195

559 - 天水 てんすい 高崎 山名
五三山、下山ノ上、丸山、上山ノ
根、堤下

H14.3.22 195

560 - 尾附 おづく 神流 中里 尾附
世度、東ノ平、西ノ平、大屋敷、
牛房沢、諏訪前、子切

H14.6.11 355

561 - 萱倉・小平 かやくらこだいら 甘楽 下仁田 西野牧 萱倉、峯、井戸入、小平 H14.6.11 355

562 - 善応寺谷津 ぜんおうじやつ 安中 下秋間 善応寺谷津、辻 H14.6.11 355

563 - 長井 ながい 高崎 倉渕 権田 長井 H14.8.16 451

564 - 新井 あらい 吾妻 吾妻 厚田 長久保、小林、桑原、新井 H14.8.16 451

565 - 唐沢 からさわ 利根 川場 川場湯原 唐沢、太郎 H14.8.16 451

566 - 伊熊 いくま 渋川 子持 上白井 伊熊、立和田 H14.10.1 508

567 - 東畑 ひがしはた 神流 万場 黒田 山根、東畑 H14.10.1 508

568 - 蚊沼 かぬま 富岡 蚊沼 相生山、舟久保 H14.10.1 508

569 - 漆貝戸 うるしかいと 吾妻 吾妻 岩下 滝上、漆貝戸 H14.10.1 508

278 - 2

裏(追加)[278-
3]で坊具戸
(785)を指定し
た。

うら（ぼうぐと） 安中 大谷 坊貝戸、北谷津 H14.11.5 567

570 - 井土上 いどのうえ 沼田 井土上 熊野 H14.11.5 567

571 - 梅の木平 うめのきだいら 利根 利根 砂川 松葉、古語久保、梅の木平 H14.11.5 567

283 - 2 上神前（追加） かみかみまえ 吾妻 嬬恋 大前 上神前、岩井口 H14.12.3 605

367 - 2
社家町Ｂ（追
加）

しゃけまち 高崎 榛名 榛名山 社家町 H14.12.3 605

431 - 2 入山（追加） いりやま 甘楽 甘楽 秋畑 入山 H14.12.3 605

572 - 磯下（Ａ） いそした 利根 片品 鎌田 磯下 H14.12.3 605

573 - 荻窪 おぎくぼ 桐生 黒保根 上田沢 高平、荻窪 H14.12.3 605

574 - 下山ノ根 しもやまのね 高崎 山名 日向、下山ノ根 H15.1.10 29

575 - 黒川（Ｂ） くろかわ 富岡 黒川 上機足 H15.1.10 29

576 - 市城（Ｃ） いちしろ 吾妻 中之条 市城 井戸ヶ町、明神、塔本 H15.1.10 29

577 - 伊香原（Ｂ） いかはら 利根 利根 平川 折越、中之前 H15.1.10 29

96 - 2
外語学院（追
加）

がいごがくいん 桐生 天神 二丁目、三丁目 H15.1.17 46
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578 - 御宮沢 おみやざわ 甘楽 甘楽 秋畑 御宮沢 H15.1.17 46

129 - 2 今宿（追加） いまじゅく 利根 新治 新巻 今宿、船窪 H15.3.7 202

579 - 浜井場（Ｂ） はまいば 吾妻 吾妻 泉沢 浜井場、大久保 H15.3.7 202

580 - 播磨谷戸 はりまがいと 桐生 川内 一丁目 播磨谷戸 H15.5.9 418

581 -
村松沢（Ｂ）(宮
本町4丁目1)

むらまつざわ 桐生 宮本 四丁目 H15.5.9 418

582 - 森前 もりまえ 高崎 吉井 東谷 H15.7.25 548

583 - 虻田東 あぶたひがし 甘楽 下仁田 中小坂 H15.7.25 548

584 - 万座川 まんざがわ 吾妻 嬬恋 三原、西窪 万座川原、くぐり木 H15.10.17 664

585 - 釜須谷戸 かますがいと 桐生 川内 五丁目 釜須谷戸、堂場 H15.10.17 664

586 - 寺後 てらご 渋川 赤城 長井小川田 寺後、笠張、下大割 H16.3.16 123

587 - 小河原東 おがわらひがし 甘楽 下仁田 青倉 夏内、ハマイ場 H16.3.16 123

588 - 小日向 おびなた 安中 松井田 小日向 下ノ坊、東原 H16.3.16 123

589 - 中道上 なかみちうえ 安中 松井田 松井田 越戸、下原道上、下原道下 H16.3.16 123

590 - 老人ホーム脇
ろうじんほーむ
わき

桐生 宮本 三丁目、四丁目 H16.3.16 123

591 - 風口 かぜぐち 甘楽 下仁田 風口 西畑、上ノ山、東畑 H16.3.30 186

592 - 金原 かなばら 吾妻 中之条 下沢渡 金原 H16.3.30 186

593 中倉 なかくら 藤岡 下日野 中倉 H16.7.23 400

594 橋前場 はしまえば 桐生 川内 二丁目 西山、芝 H17.7.8 427

595 坂の下 さかのした 桐生 川内 三丁目
腰巻上、二ﾂ堂、坂の上、坂の上
道下、天神、坂の下道東、腰巻

H17.7.8 428

596 渕の上 ふちのうえ 渋川 上白井 上野谷戸、中谷戸 H18.3.31 270

597 前田 まえだ 安中 野殿 日向、東方子、前田 H18.3.31 270

539 - 2 市城Ｂ（追加） いちしろＢ 吾妻 中之条 市城 亀石、御座石 H18.3.31 270

598 干俣 ほしまた 吾妻 嬬恋 干俣 長尾根、本村 H18.3.31 270

599 関谷 せきや 高崎 倉渕町権田 関谷 丁上ノ久保、八幡峰、関谷 H18.7.14 449

600 六車日向Ａ
むぐるまひなた
Ａ

甘楽 南牧 H18.7.14 449

579 - 2
浜井場（Ｂ）（追
加）

はまいばＢ 吾妻 吾妻 泉沢 H18.7.14 449

601 鳥ノ海橋上
とりのうみはしう
え

桐生 川内 五丁目 塚越 H18.10.13 606

101 - 2 神戸（追加） ごうど 高崎 三ツ子沢、神戸 山神、深田 H18.12.26 739

95 - 4
越本中里（追
加）

こしもとなかざと 利根 片品 越本 十二之木、塩沢 H19.2.13 51

602 下善地 しもぜんじ 高崎 箕郷 善地 島田、地神 H19.7.20 251

603 道木 どうぎ 利根 みなかみ 上牧 上道木、道木原、道木 H19.11.9 380

604 一ノ宮 いちのみや 富岡 一ノ宮 本宿、宮之上 H20.2.22 74

36 - 2 山下（追加） やました 富岡 妙義町上高田 稲葉前、山下 H20.2.22 74

523 - 3 金丸(B)(追加) かなまる 藤岡 鬼石 三波川 金丸 H20.3.14 114

605 小串 おぐし 高崎 吉井 小串 西山上 H20.5.23 235

606 新町２ しんまちに 安中 松井田町新堀 西北谷戸 H21.5.15 189

13 - 2 宮谷戸（追加） みやがいと 高崎 下室田町 宮谷戸 H21.6.12 235

317 - 2
宮谷戸Ｂ（追
加）

みやがいとＢ 高崎 下室田町 宮谷戸 H21.6.12 236

607 御蔭ＡＢ みかげＡＢ 渋川 渋川、金井 折原、軽浜 H21.9.4 345

608 湯島 ゆしま 利根 みなかみ 湯桧曽 湯島 H21.10.27 395

609 籾山 もみやま 桐生 広沢 四丁目 屋敷前、籾山 H22.4.2 117

610 栃久保 とちくぼ 利根 片品 花咲 栃久保 H22.4.2 117

611 金丸Ａ かなまるＡ 藤岡 三波川 金丸 H22.4.2 117

612 根広 ねびろ 吾妻 中之条 入山 根広 H22.4.9 128

67 - 4 魚尾（追加） よのお 神流 神流 魚尾 宮 H22.6.11 187

613 竹ノ内 たけのうち 安中 松井田 土塩 西道添 H22.7.20 236

614 小春 おばる 多野 上野 乙父 小春 H22.12.14 342

615 沢渡 さわたり 吾妻 中之条 上沢渡 湯 H24.1.13 11

616 中高瀬 なかたかせ 富岡 中高瀬 H24.1.20 20

617 アツ沢－１ あつさわ１ 安中 鷲宮 新地 H24.3.2 77

617 - 2 アツ沢－２ あつさわ２ 安中 鷲宮 新地 H24.3.2 77

617 - 3 アツ沢－３ あつさわ３ 安中 鷲宮 新地 H24.3.2 77

618 鎧橋 よろいばし 沼田 利根 平川 中之前 H24.10.12 318

619 中組４地区 なかぐみ４ちく 吾妻 中之条 下沢渡 北原、中組 H26.1.24 14

620 荒久 あらく 高崎 乗附町 荒久 H26.3.4 68

621 はるな郷B はるなごうB 高崎 箕郷町 松之沢 H26.3.4 71

622 山崎 やまざき 利根 片品 花咲 上山崎、下山崎 H26.3.4 72

74 － 2 岩瀬（追加） いわせ 利根 みなかみ町 後閑 赤改戸、東後田、中峯 H26.5.13 165

623 経ヶ峯 つねがみね 桐生
天神町二丁目、
平井町

H26.6.3 181

624 八幡山（A） はちまんやま 桐生 菱町四丁目 岩下、普門寺 H26.6.3 182

3 - 3 草津(追加) くさつ 吾妻 草津町 草津 湯ノ沢 H26.7.4 208

625 上神前（Ｂ） かみかみまえ 吾妻 嬬恋 大前 岩井口 H26.11.11 333

626 戸倉 とくら 利根 片品 戸倉 桜井 H26.11.25 361

627 鬼石小裏－４ おにししょううら 藤岡 鬼石 南宮本、上ノ山 H26.12.16 386

628 下ノ台 しものだい みどり 塩原 H26.12.26 398

629 剣崎西 けんざきにし 高崎 剣崎町 長瀞 H27.2.27 50

146 - 2
君川（Ｂ）（追
加）

きみかわ 富岡 君川 仙入谷、屋敷 H27.3.31 91

630 乙父７ おっち 多野郡 上野村 乙父 直道、山久保、遠西諏訪前 H27.4.14 108

631 大鳥 おおとり 富岡 下高尾 大鳥 H27.7.3 214

71 - 2 下平（追加） しもだいら 安中
松井田町西野
牧

栗木下 H27.8.21 269

632 町営住宅－Ｂ
ちょうえいじゅう
たく

みどり
大間々町高津
戸

H27.12.8 376

633 井田1－1 いだ 多野 神流町 魚尾 田ノ頭 H28.2.12 35
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634 津久田２ つくだ 渋川 赤城町津久田 山本山、八幡 H28.8.9 227

635 原貝戸 はらかいど 安中 下秋間 吉ヶ谷津、原貝戸 H28.9.9 254

636 浅地 あさじ 利根郡 みなかみ町 相俣 浅地 H28.10.18 279

637 高戸谷（老神１） たかとや 沼田 利根町高戸谷 下ノ貝戸、諏訪廻り H28.10.25 287

638 東宮 とうみや みどり 東町沢入 H28.12.26 342

639 小松１ こまつ 沼田 利根町小松 柿木平 H29.1.10 6

640 小松２ こまつ 沼田 利根町小松 柿木平、ツツト入 H29.1.10 7

641 北中裏（Ａ） きたちゅううら 桐生
西久方町一丁
目

H29.1.20 19

641 － 2
北中裏（Ａ）（追
加）

きたちゅううら 桐生
西久方町一丁
目

H29.1.20 20

642
西久方町一丁
目

にしひさかたま
ち

桐生
西久方町一丁
目

H29.1.27 25

643 楽山荘－２ らくざんそう 桐生 堤町一丁目 H29.2.10 45

574 － 2 下山ノ根（追加） しもやまのね 高崎 山名町 日向 H29.3.17 87

644 魚尾（B）－２ よのお 多野 神流町 魚尾 H29.3.24 99

645 小千原 こちはら 甘楽 南牧村 千原 小千原、上ノ原 H29.6.30 208

646 塩井－２ しおい 沼田 白沢町平出 高岩 H29.7.28 234

647 芹田 せりた 富岡 下黒岩 西ノ谷 H29.9.29 289

647 － 2 芹田（追加） せりた 富岡 下黒岩 芹田 H29.9.29 290

648 西浦 にしうら 渋川 石原 大中子、西浦 H29.10.6 295

649 関口 せきぐち 甘楽 下仁田 中小坂 柿岩 H30.1.9 2

650 中棚 なかだな 甘楽 南牧 六車 中棚 H30.1.12 8

651 奥田－２ おくだ 吾妻 東吾妻 奥田 道下、鎌原 H30.1.26 22

652 高園寺１ こうえんじ 桐生 梅田町三丁目 寺裏、寺前、宿東 H30.2.9 30

653 高園寺２ こうえんじ 桐生 梅田町三丁目 寺裏、鍛冶谷戸 H30.2.9 31

654 川久保 かわくぼ 安中 松井田町原 川久保 H30.3.9 63

655 中井 なかい 甘楽 下仁田町 中小坂 春日田、春日田上ノ山 H30.7.27 217

656 泉竜院 せんりゅういん 桐生 菱町二丁目 藤四郎ヶ入、神谷 H30.7.27 218

657
宮本町三丁目
1-2

宮本町三丁目
1-2

桐生 宮本町三丁目 H30.10.23 293

658 利根商 利根商 利根 みなかみ町 月夜野 大額、東原 H30.11.16 317

659 明保野１地区 明保野１地区 渋川 渋川 折原 H30.11.27 322

660 宅地 たくち 高崎 箕郷町 松之沢 R1.7.16 76

661 楽山荘ー１ らくざんそう 桐生 堤町一丁目 R1.10.15 164

662 御座 みざ 沼田 利根町追貝 原開戸 R1.11.5 185

663 北中裏（B） きたちゅううら 桐生 平井町 R1.12.13 228

664 阿能川 あのうがわ 利根 みなかみ町 阿能川 向ヒラ､上ノ平 R2.2.18 40

165 － 3 上田代（追加） かみたしろ 吾妻 嬬恋村 田代 河原 R2.6.19 173

665 前橋市東田
まえばしし
ひがしだ

前橋
日輪寺町、富士
見町原之郷

東田、山海道、向林 R2.6.30 183

455 - 2 馬場5（追加） ばばご 吾妻 長野原 大津 坪井 R2.8.7 213

666 出合原１ であいはらいち 桐生
黒保根町下田
沢

R2.12.4 317

667 山崎町１
やまざきまちい
ち

藤岡 藤岡 南山 R3.1.8 353

662 － 2 御座(追加） みざ 沼田 利根町追貝 原開戸 R3.2.16 36

668 細工屋２ さいくや２ 利根 片品村 越本 細工屋 R3.2.16 37

621 - 2
はるな郷A（追
加）

はるなごうA 高崎 箕郷町松之沢 遠十二、十二平 R3.6.22 199

669 本宿３ もとじゅく３ 甘楽 下仁田 本宿、西野牧 常磐木、本宿、柏崎 R3.6.25 201

212 - 2 小日向（追加） おびなた 利根 みなかみ町 小日向 吹出、大平 R3.7.2 208

670 小高 こたか 高崎 倉渕町権田 甲小高、乙小高 R3.7.20 215

671 一台堂2 いちだいどう2 安中 下秋間 一台堂、広田 R3.9.17 252

672 千原 ちはら 甘楽 南牧村 千原 寺沢、千原、上ノ山、近江堂 R3.10.22 277

673 大栃1-1 おおとち1-1 藤岡 坂原 南 R3.11.19 298

674 大栃1-2 おおとち1-2 藤岡 坂原 南 R3.11.19 299

675 赤谷３ あかや３ 利根 みなかみ町 相俣 赤谷 R3.12.7 317
676 勝山１ かつやま1 多野 上野村 勝山 上ノ山、西平道上 R5.8.18 226

677 塩之沢９ しおのさわ９ 多野 上野村 楢原 下夏内 R5.10.6 271

678 新羽（向屋２） にっぱ（こうや２） 多野 上野村 新羽 坂ノ上、地神ノ前、今井平 R5.10.6 272

679 三岐（C） みつまた（C） 多野 上野村 楢原 浜平、中ノ沢 R5.10.6 273

680 乙母 おとも 多野 上野村 乙母 峯、居平 R5.10.6 274

681 三本木 さんぼぎ 藤岡市 三本木 下山 R6.3.15 69
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市町村名 危険箇所数 市町村名 危険箇所数 市町村名 危険箇所数

渋 川 市 29 長 野 原 町 16 川 場 村 19

沼 田 市 47 嬬 恋 村 59 みなかみ町 134

高 崎 市 78 草 津 町 15

中 之 条 町 77 高 山 村 3

東 吾 妻 町 27 片 品 村 66

計 570

３－９　雪崩危険箇所数一覧表（県土整備部関係）
令和6年4月1日
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平成13年調査

土　木
事務所 番号 箇　所　名 郡　・　市 町　・　村 大　　字

危険斜面面積

(m２)

1 沼ノ原 1 高 崎 市 榛 名 湖 町 － 103,688
2 沼ノ原 2 高 崎 市 榛 名 湖 町 － 108,116
3 湖畔 高 崎 市 榛 名 湖 町 － 40,210
4 中戸 高 崎 市 上 室 田 町 － 4,770
5 本庄 高 崎 市 上 室 田 町 － 64,880
6 和久沢 高 崎 市 上 室 田 町 － 6,826
7 雨堤 高 崎 市 上 室 田 町 － 14,450
8 神子田 高 崎 市 中 室 田 町 － 45,774
9 西打越 高 崎 市 中 室 田 町 － 19,871

10 松山 高 崎 市 下 室 田 町 － 30,993
11 宮谷戸 高 崎 市 下 室 田 町 － 21,295
12 駒寄 高 崎 市 下 室 田 町 － 23,498
13 花見町 高 崎 市 下 室 田 町 － 18,679
14 後料 高 崎 市 下 室 田 町 － 65,246
15 上手長 高 崎 市 下 室 田 町 － 136,855
16 下手長 高 崎 市 下 室 田 町 － 27,227
17 一五沢 高 崎 市 下 室 田 町 － 63,188
18 上一五沢 1 高 崎 市 下 室 田 町 － 70,491
19 谷ヶ沢 高 崎 市 上 里 見 町 － 43,202
20 鎧橋 高 崎 市 上 里 見 町 － 76,429
21 根岸 高 崎 市 中 室 田 町 － 49,139
22 城山 高 崎 市 下 室 田 町 － 9,825
23 上宮沢 高 崎 市 宮 沢 町 － 43,557
24 神戸 高 崎 市 神 戸 町 － 14,201
25 欠ノ上 高 崎 市 高 浜 町 － 3,982
26 田畑 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 46,073
27 石上 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 20,265
28 相吉 高 崎 市 倉 渕 町 水沼 12,681
29 土城谷戸 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 11,146
30 上ノ谷戸 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 16,862
31 綱取 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 30,569
32 高野谷戸 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 20,837
33 中郷 高 崎 市 倉 渕 町 水沼 10,484
34 糀屋 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 63,318
35 関沢 高 崎 市 倉 渕 町 権田 24,835
36 石津 高 崎 市 倉 渕 町 三ノ倉 33,941
37 大谷戸 高 崎 市 倉 渕 町 水沼 8,749
38 相間 高 崎 市 倉 渕 町 水沼 8,820
39 上村 高 崎 市 倉 渕 町 岩氷 131,700
40 下平 高 崎 市 倉 渕 町 権田 12,577
41 元村 高 崎 市 倉 渕 町 権田 24,180
42 関谷 高 崎 市 倉 渕 町 権田 8,240
43 権田谷戸 高 崎 市 倉 渕 町 権田 6,259
44 鳴石 高 崎 市 倉 渕 町 権田 142,354
45 長井 高 崎 市 倉 渕 町 権田 13,153
46 本田 高 崎 市 倉 渕 町 権田 10,738
47 川西 高 崎 市 倉 渕 町 権田 6,642
48 西ヶ渕 高 崎 市 倉 渕 町 川浦 139,408
49 赤竹 高 崎 市 倉 渕 町 川浦 26,815
50 矢陸 高 崎 市 倉 渕 町 川浦 101,828
51 月並 高 崎 市 倉 渕 町 川浦 115,381
52 駒寄 高 崎 市 箕 郷 町 善地 166,574
53 はるな豪 高 崎 市 箕 郷 町 松之沢 20,590
54 松之沢 1 高 崎 市 箕 郷 町 松之沢 11,088
55 松之沢 2 高 崎 市 箕 郷 町 松之沢 31,617
56 上善地 高 崎 市 箕 郷 町 善地 30,582
57 蟹沢 1 高 崎 市 箕 郷 町 富岡 6,997

小　計 2,421,695

３－１０　雪崩危険箇所一覧表（県土整備部関係）

高 崎
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58 上郷 渋 川 市 － 上郷 10,841
59 御陰 1 渋 川 市 － 折原 10,779
60 御陰 2 渋 川 市 － 折原 55,542
61 南牧 渋 川 市 － 釜ヶ渕 12,621
62 祖母島 渋 川 市 － 殿谷戸 29,678
63 寄嶋 渋 川 市 － 寄嶋 15,819
64 稲荷 渋 川 市 － 鍛冶谷戸 12,022
65 大渕 渋 川 市 － 渕ノ上 130,275
66 岩井堂 渋 川 市 － 村上 33,533
67 塩ノ上 渋 川 市 － 村上 44,882
68 塩川 渋 川 市 － 村上 12,768
69 堀ノ内 渋 川 市 － 村上 67,652
70 程久保 渋 川 市 － 小野子 76,658
71 伊久保 渋 川 市 － 村上 38,998
72 甲里 渋 川 市 － 村上 64,082
73 祖母塚 渋 川 市 － 小野子 407,097
74 田ノ入 渋 川 市 － 小野子 204,942
75 小見山 渋 川 市 － 小野子 48,912
76 唐沢 渋 川 市 － 小野子 78,935
77 日照 渋 川 市 － 小野子 27,019
78 関口 渋 川 市 － 小野子 21,061
79 木ノ間 渋 川 市 － 小野子 26,176
80 乙境沢 渋 川 市 伊 香 保 町 伊香保 166,084
81 上ノ山 渋 川 市 伊 香 保 町 伊香保 142,719
82 湯元 1 渋 川 市 伊 香 保 町 伊香保 11,195

小　計 1,750,290
83 清明 吾 妻 郡 中 之 条 町 市城 665,439
84 明神 吾 妻 郡 中 之 条 町 市城 542,558
85 市城 吾 妻 郡 中 之 条 町 市城 976,123
86 青山 吾 妻 郡 中 之 条 町 青山 409,501
87 下青山 吾 妻 郡 中 之 条 町 青山 287,773
88 下尻高 吾 妻 郡 中 之 条 町 平 28,714
89 大道 吾 妻 郡 中 之 条 町 大道 100,943
90 白久保 吾 妻 郡 中 之 条 町 五反田 17,788
91 親都 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 五反田 45,710
92 親都 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 五反田 76,453
93 小川 吾 妻 郡 中 之 条 町 中之条 70,848
94 西中之条 吾 妻 郡 中 之 条 町 西中之条 31,289
95 下折田 吾 妻 郡 中 之 条 町 下折田 98,651
96 中折田 吾 妻 郡 中 之 条 町 折田 79,793
97 上折田 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 折田 24,320
98 上折田 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 上折田 10,785
99 金原 吾 妻 郡 中 之 条 町 下沢渡 78,948

100 湯原 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 377,661
101 貫湯平 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 10,771
102 駒岩 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 344,249
103 秋鹿 吾 妻 郡 中 之 条 町 秋鹿 413,044
104 渡戸 吾 妻 郡 中 之 条 町 渡戸 471,844
105 犬麦平 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 90,405
106 犬麦平 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 12,299
107 山口 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 563,797
108 桐木平 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 202,064
109 新湯 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 37,163
110 譲葉 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 95,429
111 日向見 吾 妻 郡 中 之 条 町 四万 167,735
112 菅田 吾 妻 郡 中 之 条 町 下沢渡 90,566
113 奥反下 吾 妻 郡 中 之 条 町 上沢渡 301,227
114 沢渡 吾 妻 郡 中 之 条 町 上沢渡 44,766
115 大岩 吾 妻 郡 中 之 条 町 上沢渡 111,383
116 高沼 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 山田 34,609
117 高沼 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 高沼 78,432
118 月夜野 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 新巻 11,960
119 広場 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 岡崎 3,135
120 新井 1 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 原町 19,016

渋 川

中 之 条
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121 新井 2 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 新井 9,586
122 中村 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 郷原 31,724
123 姉山 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 郷原 69,449
124 行沢 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 行沢 44,965
125 大村 1 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 大村 218,447
126 大村 2 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 大村 22,817
127 姉山 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 岩下 19,253
128 漆貝戸 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 岩下 5,004
129 下組 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 下組 25,933
130 松中 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 215,789
131 太平 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 175,837
132 中尾 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 85,744
133 高日向 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 122,270
134 伏窪 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 29,067
135 松上 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 松谷 121,558
136 万木沢 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 三島 29,712
137 大竹 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 三島 44,723
138 兵庫 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 兵庫 56,061
139 大谷沢 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 大戸 69,630
140 鳴瀬 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 鳴瀬 150,198
141 塩の平 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 大戸 13,611
142 岩鼻 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 岩鼻 71,305
143 飯米場 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 須賀尾 77,017
144 鳩の湯 吾 妻 郡 東 吾 妻 町 本宿 15,946
145 西宮 吾 妻 郡 長 野 原 町 川原畑 42,513
146 上ノ平 吾 妻 郡 長 野 原 町 川原畑 76,929
147 西宮 吾 妻 郡 長 野 原 町 川原畑 71,700
148 川原湯 1 吾 妻 郡 長 野 原 町 川原湯 115,160
149 川原湯 2 吾 妻 郡 長 野 原 町 川原湯 58,427
150 久森 吾 妻 郡 長 野 原 町 久森 11,525
151 長野原 1 吾 妻 郡 長 野 原 町 長野原 95,879
152 長野原 2 吾 妻 郡 長 野 原 町 長野原 58,288
153 馬場 吾 妻 郡 長 野 原 町 大津 20,949
154 萩原 吾 妻 郡 長 野 原 町 与喜屋 16,723
155 下袋倉 吾 妻 郡 嬬 恋 村 袋倉 20,545
156 平間坂 吾 妻 郡 嬬 恋 村 袋倉 66,423
157 瀬戸 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 袋倉 11,301
158 芦生田 吾 妻 郡 嬬 恋 村 袋倉 51,070
159 石津 吾 妻 郡 嬬 恋 村 石津 37,458
160 崩間 吾 妻 郡 嬬 恋 村 三原 101,323
161 天神前 吾 妻 郡 嬬 恋 村 三原 51,943
162 笹平 吾 妻 郡 嬬 恋 村 三原 37,916
163 丸 吾 妻 郡 嬬 恋 村 三原 7,589
164 門貝 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 門貝 90,389
165 西窪 吾 妻 郡 嬬 恋 村 西窪 33,466
166 大前 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 36,759
167 上大前 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 14,518
168 福ノ島 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大笹 7,216
169 鹿沢温泉 吾 妻 郡 嬬 恋 村 旧鹿沢 17,140
170 旧鹿沢 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 旧鹿沢 51,555
171 万座 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 11,982
172 万座 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 32,748
173 万座 3 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 36,456
174 万座 4 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 199,552
175 石古根 吾 妻 郡 草 津 町 石古根 40,709
176 下沢 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 16,095
177 中沢 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 70,477
178 平沢 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 114,287
179 八幡 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 109,529
180 八幡 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 234,729
181 花園 吾 妻 郡 中 之 条 町 太子 93,354
182 下太子 吾 妻 郡 中 之 条 町 太子 32,227
183 太子 吾 妻 郡 中 之 条 町 太子 44,822
184 小雨 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 南 109,182
185 小雨 2　 吾 妻 郡 中 之 条 町 小雨 140,112
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186 京塚 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 104,442
187 花敷 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 20,589
188 尻焼 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 20,784
189 尻焼 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 31,622
190 根広 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 102,197
191 和光原 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 89,819
192 長平 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 53,944
193 今宮権現跡 吾 妻 郡 嬬 恋 村 今井 10,235
194 半出来湯温泉 吾 妻 郡 嬬 恋 村 今井 12,735
195 今井発電所 吾 妻 郡 嬬 恋 村 今井 17,660
196 今井 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 今井 11,365
197 瀬戸 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 芦生田 51,015
198 三原変電所 吾 妻 郡 嬬 恋 村 鎌原 7,790
199 西窪発電所 吾 妻 郡 嬬 恋 村 西窪 5,725
200 門貝 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 門貝 102,165
201 門貝 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 門貝 18,435
202 千俣 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 5,905
203 千俣 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 干俣 35,435
204 鎌原 吾 妻 郡 嬬 恋 村 鎌原 28,620
205 唐沢橋 吾 妻 郡 嬬 恋 村 西窪 11,545
206 大前 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 6,240
207 西小学校 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 19,335
208 西小学校 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 30,370
209 西小学校 3 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大前 11,465
210 大笹 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大笹 29,590
211 鹿沢発電所 吾 妻 郡 嬬 恋 村 大笹 45,230
212 新田代橋 吾 妻 郡 嬬 恋 村 田代 23,715
213 古永井 吾 妻 郡 嬬 恋 村 田代 21,335
214 新鹿沢 吾 妻 郡 嬬 恋 村 田代 15,775
215 旧鹿沢 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 旧鹿沢 26,890
216 湯の丸牧場 1 吾 妻 郡 嬬 恋 村 田代 7,465
217 湯の丸牧場 2 吾 妻 郡 嬬 恋 村 田代 55,255
218 西ノ河原 吾 妻 郡 草 津 町 草津 7,195
219 文京 1 吾 妻 郡 草 津 町 草津 80,560
220 文京 2 吾 妻 郡 草 津 町 草津 70,130
221 谷所 1 吾 妻 郡 草 津 町 前口 26,655
222 谷所 2 吾 妻 郡 草 津 町 前口 17,475
223 谷所 3 吾 妻 郡 草 津 町 前口 47,555
224 中原 1 吾 妻 郡 草 津 町 前口 19,680
225 中原 2 吾 妻 郡 草 津 町 前口 38,070
226 中原 3 吾 妻 郡 草 津 町 前口 121,365
227 二軒屋 吾 妻 郡 草 津 町 前口 171,195
228 大倉 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 59,560
229 引沼 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 45,220
230 梨木 吾 妻 郡 中 之 条 町 入山 9,985
231 沼尾 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 小雨 88,290
232 沼尾 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 小雨 32,330
233 沼尾 3 吾 妻 郡 中 之 条 町 小雨 5,095
234 吾妻発電所 吾 妻 郡 中 之 条 町 小雨 43,560
235 生須 吾 妻 郡 中 之 条 町 生須 64,580
236 八幡 3 吾 妻 郡 中 之 条 町 日影 218,090
237 赤岩 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 55,590
238 赤岩 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 176,930
239 赤岩 3 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 44,690
240 出立 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 61,135
241 広池 1 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 114,740
242 広池 2 吾 妻 郡 中 之 条 町 赤岩 51,410

小　計 13,949,579
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243 迦葉山 沼 田 市 － 迦葉山 24,921
244 石墨 沼 田 市 － 寺入 547,856
245 戸神山西 沼 田 市 － 瀬久保 376,783
246 戸神山南 沼 田 市 － 金山 280,835
247 戸神山東 沼 田 市 － 湯の上 269,675
248 孝養寺 沼 田 市 － 清水坂 39,183
249 山王坂 沼 田 市 － 根岸 42,977
250 利南東小 沼 田 市 － 観音 70,862
251 土橋 沼 田 市 － 後平 101,650
252 沼須 沼 田 市 － 砥石 76,185
253 滝坂 沼 田 市 － 根岸 18,188
254 沼田公園 沼 田 市 － 宮下 23,719
255 横子 沼 田 市 － 横子 45,009
256 岩本駅 沼 田 市 － 山岸 300,235
257 上野 沼 田 市 － 細が谷 68,314
258 立沢 沼 田 市 利 根 町 平川 10,033
259 伊香原 1 沼 田 市 利 根 町 平川 69,484
260 伊香原 2 沼 田 市 利 根 町 平川 26,577
261 平川本村 沼 田 市 利 根 町 平川 88,926
262 鎧橋 沼 田 市 利 根 町 平川 165,670
263 上 沼 田 市 利 根 町 追貝 37,859
264 高戸谷 沼 田 市 利 根 町 高戸谷 248,736
265 大揚 1 沼 田 市 利 根 町 大揚 609,527
266 内楽 沼 田 市 利 根 町 老神 415,468
267 島古井 沼 田 市 利 根 町 島古井 56,090
268 其古泉 沼 田 市 利 根 町 園原 25,031
269 鍛冶屋 沼 田 市 利 根 町 園原 22,552
270 大久保 沼 田 市 利 根 町 利根 21,466
271 茂沢 沼 田 市 利 根 町 根利 19,620
272 西沢 沼 田 市 利 根 町 根利 41,902
273 小松 沼 田 市 利 根 町 小松 110,731
274 柿平 沼 田 市 利 根 町 柿平 436,209
275 諏訪平 沼 田 市 利 根 町 日向南郷 81,194
276 高沢 沼 田 市 利 根 町 日向南郷 26,473
277 日影南郷 沼 田 市 利 根 町 日影南郷 502,599
278 青木 沼 田 市 利 根 町 日影南郷 59,485
279 梅木平 沼 田 市 利 根 町 日影南郷 175,296
280 輪組 沼 田 市 利 根 町 日影南郷 130,039
281 室石 利 根 郡 片 品 村 鎌田 12,595
282 磯下 利 根 郡 片 品 村 鎌田 6,021
283 半瀬 利 根 郡 片 品 村 鎌田 7,117
284 須賀川 1 利 根 郡 片 品 村 須賀川 63,447
285 神地 利 根 郡 片 品 村 御座入 76,241
286 御座入 1 利 根 郡 片 品 村 御座入 304,625
287 河原 利 根 郡 片 品 村 下平 27,882
288 神幡谷 利 根 郡 片 品 村 摺渕 33,753
289 栃久保 利 根 郡 片 品 村 花咲 11,990
290 山崎 利 根 郡 片 品 村 花咲 64,368
291 登戸 1 利 根 郡 片 品 村 花咲 7,371
292 細工屋 1 利 根 郡 片 品 村 越本 55,513
293 中里 1 利 根 郡 片 品 村 越本 9,461
294 新井 1 利 根 郡 片 品 村 土出 8,605
295 伊閑町 利 根 郡 片 品 村 土出 44,494
296 古仲 1 利 根 郡 片 品 村 土出 11,007
297 古仲 2 利 根 郡 片 品 村 土出 32,320
298 下小川 利 根 郡 片 品 村 東小川 65,636
299 穴沢 利 根 郡 片 品 村 東小川 140,988
300 加羅倉 利 根 郡 片 品 村 東小川 85,979
301 木賊 1 利 根 郡 川 場 村 木賊 24,187
302 太郎 利 根 郡 川 場 村 太郎 240,710
303 湯 利 根 郡 川 場 村 湯 58,939
304 富士平 利 根 郡 川 場 村 富士平 54,848
305 寺尾 利 根 郡 川 場 村 寺尾 17,059

沼 田
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306 外坊 利 根 郡 み な か み 町 上牧 16,142
307 勝浜 利 根 郡 み な か み 町 上牧 39,202
308 渕尻 利 根 郡 み な か み 町 小川 12,160
309 岩瀬 利 根 郡 み な か み 町 後閑 80,309
310 稗田 利 根 郡 み な か み 町 後閑 86,111
311 小川島 利 根 郡 み な か み 町 下津 21,405
312 大平 利 根 郡 み な か み 町 下津 29,175
313 石畑 利 根 郡 み な か み 町 時間 28,956
314 柳田 1 利 根 郡 み な か み 町 高日向 305,491
315 柳田 2 利 根 郡 み な か み 町 高日向 45,341
316 水口 1 利 根 郡 み な か み 町 小日向 44,310
317 水口 2 利 根 郡 み な か み 町 小日向 5,259
318 天狗下 1 利 根 郡 み な か み 町 小日向 11,063
319 清水 1 利 根 郡 み な か み 町 小日向 59,885
320 清水 2 利 根 郡 み な か み 町 小日向 45,674
321 天神前 利 根 郡 み な か み 町 小日向 34,137
322 大平 利 根 郡 み な か み 町 小日向 354,190
323 坂下 1 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 15,078
324 坂下 2 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 20,892
325 四ッ谷 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 164,777
326 三の向平 1 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 179,581
327 山地入山 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 311,790
328 上の原 A 利 根 郡 み な か み 町 谷川 68,468
329 芦間 1 利 根 郡 み な か み 町 湯原 86,546
330 芦間 2 利 根 郡 み な か み 町 湯原 132,002
331 芦間 3 利 根 郡 み な か み 町 湯原 185,549
332 下川原 利 根 郡 み な か み 町 大穴 131,279
333 上の原 1 利 根 郡 み な か み 町 鹿野沢 54,541
334 鹿野橋 利 根 郡 み な か み 町 鹿野沢 96,178
335 アクト 利 根 郡 み な か み 町 鹿野沢 140,156
336 高平 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 56,860
337 芳沢 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 73,040
338 湯島 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 120,714
339 芳沢 2 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 28,190
340 湯島 2 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 209,405
341 高沢 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 82,600
342 湯吹山 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 305,268
343 土合 1 利 根 郡 み な か み 町 湯桧曽 162,160
344 幸知 利 根 郡 み な か み 町 幸知 103,382
345 径陵 利 根 郡 み な か み 町 綱子 61,392
346 西河原 1 利 根 郡 み な か み 町 綱子 333,777
347 西河原 2 利 根 郡 み な か み 町 綱子 45,064
348 小向平 利 根 郡 み な か み 町 粟沢 80,078
349 栗沢 利 根 郡 み な か み 町 道上 468,208
350 向山 利 根 郡 み な か み 町 宮前A 327,051
351 向山 利 根 郡 み な か み 町 宮前B 143,534
352 夜後 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 18,130
353 大滝沢 利 根 郡 み な か み 町 藤原 21,430
354 藤原 利 根 郡 み な か み 町 宝台樹 117,214
355 平出 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 301,037
356 宝川 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 30,166
357 関ヶ原 利 根 郡 み な か み 町 藤原 64,961
358 雨呼 利 根 郡 み な か み 町 藤原 18,545
359 明川 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 13,442
360 明川 2 利 根 郡 み な か み 町 藤原 16,840
361 大沢 利 根 郡 み な か み 町 藤原 42,356
362 大芦 利 根 郡 み な か み 町 藤原 20,120
363 湯ノ小屋 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 45,236
364 湯ノ小屋 2 利 根 郡 み な か み 町 藤原 37,992
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365 湯ノ小屋 3 利 根 郡 み な か み 町 藤原 22,804
366 湯ノ小屋 4 利 根 郡 み な か み 町 藤原 10,774
367 法師 利 根 郡 み な か み 町 永井 73,735
368 官行 利 根 郡 み な か み 町 永井 74,035
369 永井宿 利 根 郡 み な か み 町 永井 118,545
370 川古 利 根 郡 み な か み 町 相俣 15,822
371 広川原 利 根 郡 み な か み 町 相俣 23,623
372 赤谷 利 根 郡 み な か み 町 相俣 107,242
373 浅地 利 根 郡 み な か み 町 相俣 21,715
374 十二河原 利 根 郡 み な か み 町 須川 74,051
375 湯宿 利 根 郡 み な か み 町 新巻 5,314
376 坂下 利 根 郡 み な か み 町 須川 26,419
377 湯平 利 根 郡 み な か み 町 入須川 51,941
378 大島 利 根 郡 み な か み 町 新巻 23,707
379 新巻小学校 利 根 郡 み な か み 町 新巻 25,117
380 今宿 利 根 郡 み な か み 町 新巻 11,963
381 塩原 利 根 郡 み な か み 町 新巻 9,716
382 押出下 利 根 郡 み な か み 町 新巻 61,134
383 中山 利 根 郡 み な か み 町 相俣 13,837
384 本谷 1 利 根 郡 み な か み 町 相俣宿 11,024
385 妙養寺 利 根 郡 み な か み 町 下津 7,888
386 大揚 2 沼 田 市 利 根 町 大揚 219,240
387 戸倉 1 利 根 郡 片 品 村 戸倉 9,815
388 戸倉 2 利 根 郡 片 品 村 戸倉 12,090
389 新井 2 利 根 郡 片 品 村 土出 11,965
390 中里 2 利 根 郡 片 品 村 越本 52,115
391 細工屋 2 利 根 郡 片 品 村 越本 17,805
392 細工屋 3 利 根 郡 片 品 村 越本 9,915
393 太田 1 利 根 郡 片 品 村 越本 56,030
394 太田 2 利 根 郡 片 品 村 越本 27,810
395 太田 3 利 根 郡 片 品 村 越本 17,905
396 中井 1 利 根 郡 片 品 村 東小川 38,780
397 中井 2 利 根 郡 片 品 村 東小川 35,565
398 上小川 1 利 根 郡 片 品 村 東小川 75,955
399 上小川 2 利 根 郡 片 品 村 東小川 34,755
400 上小川 3 利 根 郡 片 品 村 東小川 28,990
401 上小川 4 利 根 郡 片 品 村 東小川 24,385
402 上小川 5 利 根 郡 片 品 村 東小川 62,175
403 東小川 利 根 郡 片 品 村 東小川 95,270
404 滝見橋 利 根 郡 片 品 村 東小川 103,405
405 丸沼発電所 利 根 郡 片 品 村 東小川 50,200
406 丸沼温泉 利 根 郡 片 品 村 東小川 45,560
407 鎌田 1 利 根 郡 片 品 村 鎌田 22,570
408 鎌田 2 利 根 郡 片 品 村 鎌田 32,760
409 御座入 2 利 根 郡 片 品 村 御座入 99,418
410 須賀川 2 利 根 郡 片 品 村 須賀川 9,995
411 須賀川 3 利 根 郡 片 品 村 須賀川 18,125
412 菅沼 1 利 根 郡 片 品 村 菅沼 30,415
413 菅沼 2 利 根 郡 片 品 村 菅沼 39,010
414 須賀川 4 利 根 郡 片 品 村 須賀川 80,315
415 下摺渕 1 利 根 郡 片 品 村 摺渕 47,475
416 上摺渕 1 利 根 郡 片 品 村 摺渕 8,715
417 片地橋 利 根 郡 片 品 村 摺渕 43,055
418 花咲 1 利 根 郡 片 品 村 花咲 25,750
419 花咲 2 利 根 郡 片 品 村 花咲 8,210
420 登戸 2 利 根 郡 片 品 村 花咲 36,535
421 登戸 3 利 根 郡 片 品 村 花咲 37,725
422 幡谷 1 利 根 郡 片 品 村 幡谷 256,175
423 木賊 2 利 根 郡 川 場 村 川場湯原 104,020
424 木賊 3 利 根 郡 川 場 村 川場湯原 52,045
425 木賊 4 利 根 郡 川 場 村 川場湯原 124,310
426 中野 利 根 郡 川 場 村 小田川 18,235
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427 谷地 1 利 根 郡 川 場 村 谷地 3,010
428 滝ノ沢 1 利 根 郡 川 場 村 天神 56,445
429 湯ノ小屋 5 利 根 郡 み な か み 町 藤原 17,935
430 湯ノ小屋 6 利 根 郡 み な か み 町 藤原 35,365
431 須田貝発電所 利 根 郡 み な か み 町 藤原 38,610
432 大芦 利 根 郡 み な か み 町 藤原 52,075
433 宝川 2 利 根 郡 み な か み 町 藤原 51,150
434 畝田 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 27,740
435 原 1 利 根 郡 み な か み 町 藤原 14,545
436 原 2 利 根 郡 み な か み 町 藤原 18,585
437 原 3 利 根 郡 み な か み 町 藤原 20,645
438 平出 2 利 根 郡 み な か み 町 藤原 21,960
439 新立岩ﾄﾝﾈﾙ 利 根 郡 み な か み 町 藤原 167,900
440 湯吹山 2 利 根 郡 み な か み 町 湯檜曽 53,580
441 大穴ｽｷｰ場 利 根 郡 み な か み 町 大穴 152,270
442 高平 2 利 根 郡 み な か み 町 大穴 127,975
443 上の原 2 利 根 郡 み な か み 町 鹿野沢 45,727
444 谷川 1 利 根 郡 み な か み 町 谷川 59,430
445 谷川 2 利 根 郡 み な か み 町 谷川 222,615
446 谷川 3 利 根 郡 み な か み 町 谷川 84,235
447 坂下 3 利 根 郡 み な か み 町 阿能川 81,620
448 天狗下 2 利 根 郡 み な か み 町 小日向 22,500
449 赤谷高原 利 根 郡 み な か み 町 相俣 91,848
450 相俣宿 利 根 郡 み な か み 町 相俣宿 33,302

小　計 17,702,415
合　　　計 35,823,979
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令和6年4月1日現在

山腹崩壊危険地区 地すべり危険地区 崩壊土砂流出危険地区 計
箇所数 箇所数 箇所数 箇所数

前橋市 26 57 83
伊勢崎市 1 1
渋川市 115 3 130 248
榛東村 3 4 7
吉岡町 2 7 9
玉村町

計 147 3 198 348
高崎市 199 8 265 472
安中市 127 8 224 359

計 326 16 489 831
藤岡市 63 35 120 218
上野村 69 6 98 173
神流町 91 16 150 257

計 223 57 368 648
富岡市 28 5 46 79

下仁田町 84 13 171 268
南牧村 71 5 161 237
甘楽町 22 9 25 56

計 205 32 403 640
中之条町 64 23 146 233
東吾妻町 95 4 138 237
長野原町 38 102 140
嬬恋村 46 2 51 99
草津町 7 5 12
高山村 12 29 41

計 262 29 471 762
沼田市 147 1 91 239
片品村 108 1 71 180
川場村 24 1 19 44

みなかみ町 103 14 143 260
昭和村 41 28 69

計 423 17 352 792
桐生市 127 2 175 304
太田市 6 3 9
館林市
みどり市 70 5 157 232
板倉町
明和町

千代田町
大泉町
邑楽町

計 203 7 335 545
1,789 161 2,616 4,566

令和6年4月1日現在

沼田市 4
片品村 4
川場村

みなかみ町 6
昭和村

計 14
14

合　        計

３－１１－１　山地災害危険地区数一覧表（民有林）

所管
事務所

市町村
山　　　地　　　災　　　害　　　危　　　険　　　地　　　区

渋　川

西　部

藤　岡

富　岡

吾　妻

利根沼田

桐　生

合　        計

なだれ危険箇所数一覧表（民有林）

所管
事務所

市町村 箇所数

利根沼田
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令和6年４月１日現在
（１）山腹崩壊危険地区
地区番号 市町村名 大字 字 危険度 地区番号 市町村名 大字 字 危険度

201-001 前橋市 小坂子町 白鳥 B 203-005 桐生市 川内町五丁目 釜須ケ谷戸 C

201-002 前橋市 田口町 橘西 C 203-006 桐生市 川内町五丁目 滝ノ沢 B

201-003 前橋市 田口町 橘南 A 203-007 桐生市 川内町五丁目 奈良木 C

201-004 前橋市 田口町 冠木 C 203-008 桐生市 川内町五丁目 奈良木 A

201-005 前橋市 小坂子町 曲田 C 203-009 桐生市 川内町五丁目 湯船 B

201-006 前橋市 柏倉町 赤城山 B 203-010 桐生市 宮本町四丁目 村松沢 B

202-001 高崎市 鼻高町 前山 A 203-011 桐生市 西久方町一丁目 ロクタンガイ A

202-002 高崎市 鼻高町 天神前 A 203-012 桐生市 梅田町一丁目 城前 A

202-003 高崎市 鼻高町 海道端 C 203-013 桐生市 梅田町一丁目 伊勢窪 A

202-004 高崎市 鼻高町 前山 B 203-014 桐生市 梅田町一丁目 小久保 C

202-005 高崎市 鼻高町 明神前 A 203-015 桐生市 梅田町一丁目 稲荷塚 C

202-006 高崎市 鼻高町 天神前 A 203-016 桐生市 梅田町一丁目 栗生 A

202-007 高崎市 鼻高町 下鼻高 B 203-017 桐生市 梅田町三丁目 蔵ノ沢 A

202-008 高崎市 石原町 鶴辺 C 203-018 桐生市 梅田町三丁目 戸倉場 B

202-009 高崎市 石原町 金沢山 C 203-019 桐生市 梅田町三丁目 胡戸小路 C

202-010 高崎市 寺尾町 館台 B 203-020 桐生市 梅田町三丁目 鼻撮 C

202-011 高崎市 寺尾町 館台 B 203-021 桐生市 梅田町三丁目 芝原 B

202-012 高崎市 寺尾町 館 B 203-022 桐生市 梅田町三丁目 大品 A

202-013 高崎市 寺尾町 小塚 C 203-023 桐生市 梅田町三丁目 大品 C

202-014 高崎市 根小屋町 柳沢 C 203-024 桐生市 梅田町三丁目 鍋足 C

202-015 高崎市 根小屋町 上石堂 A 203-025 桐生市 梅田町三丁目 鍋足 B

202-016 高崎市 根小屋町 金井沢 C 203-026 桐生市 梅田町三丁目 鍋足 C

202-017 高崎市 乗附町 離山 C 203-027 桐生市 梅田町三丁目 大持丸 C

202-018 高崎市 乗附町 上乗附 C 203-028 桐生市 梅田町三丁目 樽ノ久保 C

202-019 高崎市 山名町 五三山 B 203-029 桐生市 梅田町三丁目 宿東 A

202-020 高崎市 剣崎町 長瀞東 B 203-030 桐生市 梅田町二丁目 石ゾリ A

202-021 高崎市 寺尾町 長坂下 C 203-031 桐生市 梅田町四丁目 上ノ原 A

202-022 高崎市 寺尾町 上石堂 C 203-032 桐生市 梅田町五丁目 津久原 B

202-023 高崎市 乗附町 天神山 B 203-033 桐生市 梅田町五丁目 津久平 B

202-024 高崎市 山名町 下城山 C 203-034 桐生市 梅田町五丁目 清水 B

202-025 高崎市 乗附町 小塚 B 203-035 桐生市 宮本町四丁目 松立 B

202-026 高崎市 寺尾町 十貫山 C 203-036 桐生市 菱町一丁目 愛宕山 A

202-027 高崎市 若田町 ガケ山 B 203-037 桐生市 菱町五丁目 小松 A

202-028 高崎市 吉井町多比良 花柄 A 203-038 桐生市 菱町五丁目 引田 A

202-029 高崎市 乗附町 兵衛門坂 A 203-039 桐生市 菱町五丁目 籾谷 A

202-030 高崎市 乗附町 諏訪平 B 203-040 桐生市 菱町五丁目 唐沢 B

202-031 高崎市 倉渕町川浦 焼篤 B 203-041 桐生市 菱町五丁目 塩の瀬 C

202-032 高崎市 中室田町 大久保 A 203-042 桐生市 菱町二丁目 森山 A

202-033 高崎市 下室田町 手長 A 203-043 桐生市 菱町一丁目 柳吉 B

202-034 高崎市 寺尾町 長坂 C 203-044 桐生市 広沢六丁目 鍛冶入 B

202-035 高崎市 中室田町 又倉 B 203-045 桐生市 広沢六丁目 鍛冶入 C

202-036 高崎市 石原町 鶴辺 C 203-046 桐生市 梅田町五丁目 穴切 C

202-037 高崎市 中室田町 又倉 B 203-047 桐生市 川内町一丁目 釈迦堂 C

202-038 高崎市 下室田町 下手長 A 203-048 桐生市 梅田町五丁目 大滝 B

202-039 高崎市 上室田町 原谷 C 203-049 桐生市 川内町五丁目 拾貳 B

202-041 高崎市 箕郷町中野 B 203-050 桐生市 川内町五丁目 田中 C

202-042 高崎市 上室田町 上中込 C 203-051 桐生市 川内町五丁目 中道 C

202-043 高崎市 高浜町 広開戸 C 203-052 桐生市 梅田町四丁目 忍山 B

202-044 高崎市 中室田町 又倉 C 203-053 桐生市 梅田町五丁目 上藤生 C

202-045 高崎市 宮沢町 向山 B 203-054 桐生市 川内町五丁目 赤柴 C

202-046 高崎市 吉井町多胡 多胡 A 203-055 桐生市 菱町一丁目 藤四郎ヶ入 B

202-047 高崎市 箕郷町中野 中野 B 203-056 桐生市 川内町四丁目 高谷戸 C

202-048 高崎市 倉渕町三ノ倉 三ノ倉 C 203-057 桐生市 菱町二丁目 東ノ入 C

202-049 高崎市 宮沢町 中西 C 203-200 桐生市 黒保根町上田沢 沼ノ原 C

202-050 高崎市 中室田町 岩城 C 203-201 桐生市 黒保根町宿廻 下阿武儀 C

202-051 高崎市 箕郷町上芝 上川原 B 203-202 桐生市 黒保根町上田沢 沼原 B

202-052 高崎市 吉井町神保 吹付 A 203-203 桐生市 黒保根町上田沢 芋穴両平上下 B

202-053 高崎市 上室田町 和久 C 203-204 桐生市 黒保根町八木原 梅木沢 C

202-054 高崎市 吉井町多胡 龍源寺 A 203-205 桐生市 黒保根町宿廻 内野 C

202-055 高崎市 吉井町大沢 榎久保 C 203-206 桐生市 黒保根町上田沢 東原 C

202-056 高崎市 吉井町長根 天神森２ C 203-207 桐生市 黒保根町宿巡 西久保 C

202-057 高崎市 高浜町 内山 B 203-208 桐生市 黒保根町八木原 向山 B

203-001 桐生市 菱町一丁目 寄山 C 203-209 桐生市 黒保根町宿廻 城下り A

203-002 桐生市 川内町五丁目 頓ノ入 A 203-210 桐生市 梅田町四丁目 湯ノ前 B

203-003 桐生市 川内町五丁目 梅ノ木久保 A 203-211 桐生市 黒保根町八木原 荒神山 B

203-004 桐生市 川内町五丁目 中島 A 203-212 桐生市 梅田町四丁目 大州沢 C

３－１１－２　山地災害危険地区一覧表（民有林）
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地区番号 市町村名 大字 字 危険度 地区番号 市町村名 大字 字 危険度

203-213 桐生市 黒保根町下田沢 仁田ノ本 C 206-053 沼田市 下久屋町 立石 A

203-214 桐生市 黒保根町宿廻 十二ヶ久保 C 206-054 沼田市 利根町小松 ツツト入 C

203-215 桐生市 菱町二丁目 木落シ B 206-055 沼田市 利根町根利 赤城沢 C

203-216 桐生市 菱町五丁目 塩ノ瀬 B 206-056 沼田市 利根町輪組 南越生瀬 A

203-217 桐生市 黒保根町上田沢 平口山 C 206-057 沼田市 利根町輪組 北平 C

203-218 桐生市 黒保根町上田沢 荻ノ目 C 206-058 沼田市 石墨町 三枚畑 B

203-219 桐生市 黒保根町上田沢 欠ノ下 C 208-001 渋川市 祖母島 天ノ田 C

203-220 桐生市 梅田町五丁目 石鴨 A 208-002 渋川市 祖母島 後谷戸 B

203-221 桐生市 菱町五丁目 カラマキ B 208-003 渋川市 川島 上並木 C

203-222 桐生市 梅田町五丁目 後沢 B 208-004 渋川市 川島 南牧 B

204-001 伊勢崎市 豊城町 権現山 B 208-005 渋川市 金井 大野 C

205-001 太田市 長手 中入 B 208-006 渋川市 金井 吾妻山 C

205-002 太田市 長手 中入 A 208-007 渋川市 金井 御袋山 B

205-003 太田市 金山 天水 B 208-008 渋川市 金井 軽浜 B

205-004 太田市 金山 金山 C 208-009 渋川市 金井 戸上 C

205-005 太田市 金山 金山 A 208-010 渋川市 渋川 上ノ原 C

205-006 太田市 長手 長手 C 208-011 渋川市 渋川 上ノ原 C

206-001 沼田市 上発知町 上殿 B 208-012 渋川市 渋川 上ノ原 C

206-002 沼田市 上発知町 湯舟 A 208-013 渋川市 渋川 上ノ原 C

206-003 沼田市 中発知町 ネダチ A 208-014 渋川市 渋川 上ノ原 C

206-004 沼田市 下発知町 湯ノ上 B 208-015 渋川市 渋川 上郷 A

206-005 沼田市 佐山町 上ノ原 C 208-016 渋川市 石原 南原 C

206-006 沼田市 石墨町 藤木 B 208-017 渋川市 石原 大中子 B

206-007 沼田市 石墨町 追母 B 208-018 渋川市 行幸田 城山 B

206-008 沼田市 奈良町 蘭 B 208-019 渋川市 行幸田 十二山 B

206-009 沼田市 奈良町 居平 B 208-021 渋川市 行幸田 石坂 C

206-010 沼田市 岡谷町 諏訪 A 208-022 渋川市 行幸田 南原 C

206-011 沼田市 秋塚町 前平 C 208-023 渋川市 有馬 城山 C

206-012 沼田市 上川田町 日影 A 208-024 渋川市 川島 南山崎 C

206-013 沼田市 上川田町 滝合 C 208-025 渋川市 折原 C

206-014 沼田市 上川田町 北林 B 208-026 渋川市 有馬 熊沢 C

206-015 沼田市 下川田町 横子 B 208-027 渋川市 祖母島 神田原 C

206-016 沼田市 下川田町 横子 C 208-028 渋川市 行幸田 南原 C

206-017 沼田市 岩本町 巻 B 208-029 渋川市 金井 登沢 C

206-018 沼田市 岩本町 大石 C 208-030 渋川市 渋川 上郷 A

206-019 沼田市 岩本町 綾戸 B 208-031 渋川市 伊香保町伊香保乙湯元 C

206-020 沼田市 下沼田町 馬場 C 208-032 渋川市 赤城町北赤城山後入 B

206-021 沼田市 戸鹿野町 八幡平 B 208-033 渋川市 金井 堀貝戸 B

206-022 沼田市 鍛冶町 南原 C 208-034 渋川市 村上 寺沢 B

206-023 沼田市 沼須町 茂木 B 209-001 藤岡市 上日野 御荷鉾山 A

206-024 沼田市 沼須町 稲荷平 C 209-003 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B

206-025 沼田市 下久屋町 滝平 A 209-004 藤岡市 上日野 奈良山 B

206-026 沼田市 下久屋町 観音 A 209-005 藤岡市 上日野 大半寺 B

206-027 沼田市 上久屋町 薬師 B 209-006 藤岡市 上日野 大半寺 B

206-028 沼田市 上久屋町 セキバ B 209-007 藤岡市 上日野 小柏 A

206-029 沼田市 上久屋町 根岸 B 209-008 藤岡市 上日野 矢掛 C

206-030 沼田市 上久屋町 前平 B 209-009 藤岡市 上日野 矢掛 B

206-031 沼田市 柳町 寺久保 A 209-011 藤岡市 上日野 下田本 C

206-032 沼田市 薄根町 宮下 A 209-012 藤岡市 上日野 下田本 B

206-033 沼田市 町田町 冷田 B 209-015 藤岡市 下日野 峰平 B

206-034 川場村 横塚町 丹後 B 209-018 藤岡市 上日野 印地 A

206-035 沼田市 下川田町 横子 B 209-020 藤岡市 金井 中倉 A

206-036 沼田市 下久屋町 立石 C 209-021 藤岡市 金井 中倉 B

206-037 沼田市 岩本町 田幸 C 209-022 藤岡市 下日野 鈩沢 C

206-038 沼田市 戸鹿野町 稲荷前 C 209-023 藤岡市 金井 金井平 C

206-039 沼田市 沼須町 砥石 B 209-024 藤岡市 金井 片馬草 B

206-040 沼田市 上発知町 中久保 B 209-025 藤岡市 高山 大沢 B

206-041 沼田市 高橋場町 上木田 B 209-028 藤岡市 高山 仲組 A

206-042 沼田市 石墨町 和田 B 209-029 藤岡市 高山 沢口 C

206-043 沼田市 下川田町 横子 B 209-030 藤岡市 高山 塩水 B

206-044 沼田市 宇楚井 三峰山 B 209-032 藤岡市 下日野 黒石 B

206-045 沼田市 西倉内町 天狗滝 C 209-033 藤岡市 上日野 鹿島 A

206-046 沼田市 町田町 中城 B 209-034 藤岡市 三波川 金井 B

206-047 沼田市 奈良町 原 B 209-035 藤岡市 上日野 鹿島 C

206-048 沼田市 高橋場町 上木田 B 209-036 藤岡市 三波川 大沢 C

206-049 沼田市 町田町 冷田 A 209-037 藤岡市 下日野 金井平 A

206-050 沼田市 利根町大楊 赤谷 B 209-038 藤岡市 上日野 上平 B

206-051 沼田市 利根町平川 杉木平 B 209-039 藤岡市 浄法寺 諏訪 B

206-052 沼田市 利根町老神 湯ノ上 A 209-040 藤岡市 三波川 小平 A
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209-041 藤岡市 浄法寺 赤坂 A 211-042 安中市 中後閑 大沢 B

209-042 藤岡市 浄法寺 後沢 A 211-043 安中市 郷原 給人宿 B

209-043 藤岡市 上日野 岡本 A 211-044 安中市 大谷 二ノ谷 C

209-044 藤岡市 上日野 細谷戸 A 211-045 安中市 大谷 熊野山 A

209-045 藤岡市 上日野 大谷 A 211-046 安中市 大谷 天白 C

209-046 藤岡市 三波川 塩沢 B 211-047 安中市 上後閑 平六 C

210-002 富岡市 岡本 東 B 211-048 安中市 西上秋間 門能 C

210-003 富岡市 野上 中井日影 C 211-049 安中市 安中 虚空蔵 A

210-004 富岡市 神成 糸手 A 211-050 安中市 磯部 塩ノ久保 C

210-005 富岡市 中沢 日向 A 211-051 安中市 板鼻 栃谷戸 C

210-006 富岡市 南蛇井 東 A 211-052 安中市 大谷 栗山 A

210-007 富岡市 南蛇井 上談義所 A 211-053 安中市 鷺宮 新地 B

210-008 富岡市 上高尾 千福寺 B 211-054 安中市 西上秋間 関 C

210-009 富岡市 星田 河原田 A 211-055 安中市 小俣 岩下 B

210-010 富岡市 上黒岩 芹田 A 211-056 安中市 上後閑 稲子田 C

210-011 富岡市 相野田 相野田 A 211-057 安中市 松井田町土塩 中ノ峯 C

210-012 富岡市 一ノ宮 山下 A 211-058 安中市 安中 雷電 A

210-013 富岡市 岡本 西芳寺 A 211-059 安中市 松井田町高梨子日向 A

210-014 富岡市 南後箇 大塩 C 211-060 安中市 郷原 名山 B

210-015 富岡市 中沢 破風前場 B 211-061 安中市 板鼻 屏風岩 A

210-017 富岡市 上高尾 寺谷 C 211-062 安中市 板鼻 上町 C

210-018 富岡市 下丹生 ﾋﾖﾉ入 B 211-063 安中市 原 灘田 C

210-019 富岡市 妙義町中里 蟹沢 A 211-064 安中市 松井田町五料 野ヶ久保 B

210-020 富岡市 神成 赤城 B 211-065 安中市 上後閑 宮掛 B

210-021 富岡市 上丹生 日向 B 211-066 安中市 上後閑 宮掛 C

210-022 富岡市 妙義町菅原 町 B 211-067 安中市 上後閑 青木山 C

210-023 富岡市 星田 寺ノ谷 C 211-068 安中市 松井田町西野牧中河原 C

210-024 富岡市 神農原 於馬場 A 211-069 安中市 中秋間 樫山 B

211-001 安中市 下秋間 広田－Ａ C 211-070 安中市 東上秋間 北伊豆村 C

211-002 安中市 東上秋間 譲沢 C 211-071 安中市 松井田町高梨子呼坂 B

211-003 安中市 西上秋間 北ノ入 B 211-073 安中市 松井田町横川 東 B

211-004 安中市 西上秋間 森熊 B 212-001 みどり市 東町沢入 峠向 B

211-005 安中市 西上秋間 波の入 B 212-002 みどり市 東町沢入 峠 B

211-006 安中市 上後閑 岩の上 C 212-003 みどり市 東町沢入 名越沢 C

211-007 安中市 上後閑 矢原 C 212-004 みどり市 東町小中 倉本 C

211-008 安中市 下秋間 上平 C 212-005 みどり市 東町小中 平仁手向 C

211-009 安中市 西上秋間 臼沢 B 212-007 みどり市 東町小中 山中山 B

211-010 安中市 下後閑 大笠 B 212-008 みどり市 東町小中 峰久保 B

211-011 安中市 岩井 東山 A 212-009 みどり市 東町小中 犬目 C

211-012 安中市 中後閑 長足 B 212-010 みどり市 東町小中 小中山 B

211-013 安中市 中宿 西平 C 212-011 みどり市 東町沢入 小畑 C

211-014 安中市 西上秋間 南沢 C 212-012 みどり市 東町沢入 石坂 A

211-015 安中市 岩井 上の原 C 212-013 みどり市 東町沢入 山梨子 C

211-016 安中市 東上秋間 西上長岩 A 212-014 みどり市 東町沢入 山梨子 C

211-017 安中市 東上秋間 トビヤツ C 212-015 みどり市 東町沢入 尾沢 C

211-018 安中市 下秋間 薬師寺 C 212-016 みどり市 東町沢入 白井平 C

211-019 安中市 西上秋間 恵宝沢 B 212-017 みどり市 東町沢入 奥小屋 B

211-020 安中市 西上秋間 東滝ノ入 C 212-018 みどり市 東町沢入 畑ノ平 C

211-021 安中市 中秋間 蛇場見 C 212-019 みどり市 東町沢入 椀名条 B

211-022 安中市 下秋間 大谷津 C 212-020 みどり市 東町沢入 陣場平 B

211-023 安中市 下秋間 大谷津 B 212-021 みどり市 東町沢入 奥小屋 B

211-024 安中市 上後閑 板沢 C 212-022 みどり市 東町小中 コブキ B

211-025 安中市 中後閑 下塚原 C 212-023 みどり市 東町小中 久々戸 B

211-026 安中市 西上秋間 山口 C 212-024 みどり市 東町小中 桜木坂 C

211-027 安中市 野殿 カクレ B 212-025 みどり市 東町花輪 城 B

211-028 安中市 大矢 長坂 B 212-026 みどり市 東町小夜戸 梅ノ木平 B

211-029 安中市 岩井 西平 A 212-027 みどり市 東町神戸 釜戸 C

211-030 安中市 下後閑 松ケ久保 B 212-028 みどり市 東町草木 下草木 C

211-031 安中市 下後閑 滑沢 C 212-029 みどり市 東町沢入 向沢入 A

211-032 安中市 板鼻 湯沢 C 212-030 みどり市 東町草木 田黒山 B

211-033 安中市 小俣 城山 C 212-031 みどり市 東町小中 小中山 B

211-034 安中市 下秋間 寺前道上 C 212-032 みどり市 東町小夜戸 狩生 B

211-035 安中市 下秋間 広町 C 212-033 みどり市 東町花輪 橡坂 C

211-036 安中市 安中 雷電 C 212-034 みどり市 東町座間 樋ノ入 B

211-037 安中市 中後閑 山田 C 212-035 みどり市 東町沢入 菅仁田 B

211-038 安中市 中秋間 甲油谷津 C 212-036 みどり市 東町荻原 岩下 B

211-039 安中市 板鼻 称名寺 B 212-037 みどり市 東町座間 柱戸北山 C

211-040 安中市 上後閑 広田 C 212-038 みどり市 東町荻原 ワミ C

211-041 安中市 下後閑 仁反田 C 212-039 みどり市 東町座間 柱戸南 B
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212-040 みどり市 大間々町小平 小友 C 302-026 渋川市 赤城町長井小川田日陰 B

212-041 みどり市 大間々町小平 桧沢 B 302-027 渋川市 赤城町長井小川田小川田 A

212-042 みどり市 大間々町小平 越沢 B 302-028 渋川市 赤城町深山 岩上 A

212-043 みどり市 大間々町小平 茂木 C 302-029 渋川市 赤城町深山 五郎入 B

212-044 みどり市 大間々町小平 中道 A 303-001 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-045 みどり市 大間々町小平 瀬見 A 303-002 前橋市 富士見町赤城山赤城山 C

212-046 みどり市 大間々町浅原 瓜久保 A 303-003 前橋市 富士見町赤城山赤城山 A

212-047 みどり市 大間々町浅原 釜ノ渕 A 303-004 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-048 みどり市 大間々町塩原 高松 B 303-005 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-049 みどり市 大間々町塩原 上ノ台 B 303-006 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-050 みどり市 大間々町塩原 上ノ台 C 303-007 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-051 みどり市 大間々町塩原 上ノ台 C 303-008 前橋市 富士見町赤城山赤城山 C

212-052 みどり市 大間々町桐原 手振山 B 303-009 前橋市 富士見町山口 鷲石 B

212-053 みどり市 大間々町上神梅小垂 B 303-010 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B

212-054 みどり市 大間々町塩沢 笹久保 C 304-001 前橋市 河原浜町 ハッケ峯 B

212-055 みどり市 大間々町高津戸川久保 A 304-002 前橋市 堀越町 利根 B

212-056 みどり市 大間々町塩原 桜木 B 305-001 前橋市 柏倉町 赤芝 B

212-057 みどり市 大間々町小平 小友 C 305-002 前橋市 三夜沢町 東川 A

212-058 みどり市 大間々町下神梅中道 C 305-003 前橋市 三夜沢町 十二 C

212-059 みどり市 大間々町上神梅向山 B 305-004 前橋市 苗ケ島町 大堰 C

212-060 みどり市 大間々町小平 向平 B 305-005 前橋市 柏倉町 赤城山 B

212-200 みどり市 東町神戸 見沢 B 305-006 前橋市 柏倉町 赤城山 B

212-201 みどり市 東町沢入 吉ノ沢 B 306-001 前橋市 粕川町中之沢 御殿 C

212-202 みどり市 東町神戸 桑平木 C 306-002 前橋市 粕川町中之沢 中ノ沢 C

212-203 みどり市 東町沢入 大龍 B 307-001 桐生市 新里町奥沢 天神峰 B

212-204 みどり市 大間々町小平 茂木 B 307-002 桐生市 新里町奥沢 柴山 C

212-205 みどり市 東町座間 滝ノ上 C 307-003 桐生市 新里町板橋 上葉板 B

212-206 みどり市 東町沢入 入奥小屋 B 308-001 桐生市 黒保根町上田沢亀谷戸 B

212-207 みどり市 東町草木 井戸向 C 308-002 桐生市 黒保根町上田沢古谷 A

212-208 みどり市 東町座間 B 308-003 桐生市 黒保根町上田沢東原 B

212-209 みどり市 大間々町浅原 高名木 C 308-004 桐生市 黒保根町上田沢東原 B

212-210 みどり市 大間々町塩原 上ノ台 A 308-005 桐生市 黒保根町上田沢梨木泊 C

301-001 渋川市 北橘町八崎 奥十二平 C 308-006 桐生市 黒保根町上田沢清水屋形 B

301-002 渋川市 北橘町下南室 十二山 C 308-007 桐生市 黒保根町上田沢苗笹越 C

301-003 渋川市 北橘町下南室 高根 B 308-008 桐生市 黒保根町上田沢小手扇 C

301-004 渋川市 北橘町真壁 上塚田 C 308-009 桐生市 黒保根町上田沢西釜柿 B

301-005 渋川市 北橘町下箱田 橘山 A 308-010 桐生市 黒保根町上田沢宮雨平 C

301-006 渋川市 北橘町真壁 上遠原 C 308-011 桐生市 黒保根町下田沢柴平 B

301-007 渋川市 北橘町分郷八崎東山 B 308-012 桐生市 黒保根町下田沢柴平 B

301-008 渋川市 北橘町分郷八崎本町 C 308-013 桐生市 黒保根町宿廻 橋上沢 C

301-009 渋川市 北橘町下箱田 岩上 B 308-014 桐生市 黒保根町宿廻 遠背戸 C

301-010 渋川市 北橘町真壁 寄居 B 308-015 桐生市 黒保根町宿廻 横引 B

301-011 渋川市 北橘町分郷八崎下田ノ保 B 308-016 桐生市 黒保根町宿廻 山の上 C

301-012 渋川市 北橘町下箱田 滝 C 308-017 桐生市 黒保根町宿廻 横引 B

302-001 渋川市 赤城町北赤城山吉原 C 308-018 桐生市 黒保根町宿廻 樽下 C

302-002 渋川市 赤城町棚下 綾戸 B 308-019 桐生市 黒保根町宿廻 田代 B

302-003 渋川市 赤城町棚下 綾戸 A 308-020 桐生市 黒保根町宿廻 蛇尾 C

302-004 渋川市 赤城町棚下 大岩 B 308-021 桐生市 黒保根町宿廻 牛生棚 C

302-005 渋川市 赤城町長井小川田鳥山 B 308-022 桐生市 黒保根町宿廻 油畑 C

302-006 渋川市 赤城町長井小川田鳥山 B 308-023 桐生市 黒保根町宿廻 諏訪前 C

302-007 渋川市 赤城町長井小川田寺後 A 308-024 桐生市 黒保根町水沼 関守 C

302-008 渋川市 赤城町深山 五料坂 B 308-025 桐生市 黒保根町水沼 野尻 C

302-009 渋川市 赤城町深山 五料坂 B 308-026 桐生市 黒保根町水沼 水頭 B

302-010 渋川市 赤城町長井小川田小川田 C 308-027 桐生市 黒保根町水沼 早房 A

302-011 渋川市 赤城町長井小川田年丸 A 308-028 桐生市 黒保根町水沼 早房 B

302-012 渋川市 赤城町津久田 大林 B 308-029 桐生市 黒保根町水沼 早房 A

302-013 渋川市 赤城町津久田 前仟石 C 308-030 桐生市 黒保根町下田沢向津久瀬 C

302-014 渋川市 赤城町津久田 真壁 B 308-031 桐生市 黒保根町八木原入内 C

302-015 渋川市 赤城町津久田 山本山 B 308-032 桐生市 黒保根町宿廻 向山 B

302-016 渋川市 赤城町津久田 見開入 C 308-033 桐生市 黒保根町上田沢涌丸 A

302-017 渋川市 赤城町津久田 北坂 C 308-034 桐生市 黒保根町上田沢加藤木 C

302-018 渋川市 赤城町津久田 批把久保 C 308-035 桐生市 黒保根町宿廻 西久保 B

302-019 渋川市 赤城町敷島 持久保 C 308-036 桐生市 黒保根町下田沢赤面 C

302-020 渋川市 赤城町宮田 北 C 308-037 桐生市 黒保根町宿廻 川原田 B

302-021 渋川市 赤城町宮田 久保地 C 308-038 桐生市 黒保根町八木原平 C

302-022 渋川市 赤城町宮田 不動 A 308-039 桐生市 黒保根町下田沢西ノ久保 C

302-023 渋川市 赤城町樽 ハツ沢 B 308-040 桐生市 黒保根町上田沢中原 C

302-024 渋川市 赤城町樽 板立 C 308-041 桐生市 黒保根町宿廻 樽下 C

302-025 渋川市 赤城町樽 山田 B 308-042 桐生市 黒保根町八木原荒神山Ｂ B
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308-044 桐生市 黒保根町水沼 小苗木 C 322-028 高崎市 倉渕町権田 亀沢 B

308-045 桐生市 黒保根町下田沢瀧ノ沢 C 323-001 高崎市 箕郷町松之沢 黒岩 B

321-001 高崎市 榛名山町 ヤノクボ-1 A 323-002 高崎市 箕郷町善地 中野 B

321-002 高崎市 榛名山町 ヤノクボ-２ A 323-003 高崎市 箕郷町松之沢 黒岩 B

321-003 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-1 A 323-004 高崎市 箕郷町松之沢 黒岩 B

321-004 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-2 B 323-005 高崎市 箕郷町中野 唐松 B

321-005 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-3 B 323-006 高崎市 箕郷町中野 唐松 B

321-006 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-4 B 323-007 高崎市 箕郷町松之沢 黒岩 B

321-007 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-5 B 323-008 高崎市 箕郷町松之沢 イシゴネ B

321-008 高崎市 榛名湖町 滝ノ平-6 C 323-009 高崎市 箕郷町松之沢 石小根 B

321-009 高崎市 中室田町 荒神前 B 323-010 高崎市 箕郷町松之沢 エゾノミ C

321-010 高崎市 上室田町 和久沢 C 323-011 高崎市 箕郷町松之沢 絵図見 C

321-011 高崎市 下室田町 サヌキヤマ C 323-012 高崎市 箕郷町善地 愛宕 C

321-012 高崎市 上里見町 保古里-1 B 323-013 高崎市 箕郷町善地 荻ノ窪 C

321-013 高崎市 上里見町 保古里-2 B 323-014 高崎市 箕郷町善地 上善地 C

321-014 高崎市 上里見町 テンスイ A 323-015 高崎市 箕郷町西明屋 城山 B

321-015 高崎市 上里見町 間野山 B 323-016 高崎市 箕郷町松之沢 扇間 A

321-016 高崎市 上室田町 新屋ダイ C 323-017 高崎市 箕郷町富岡 二子塚 B

321-017 高崎市 下室田町 ヤツ C 323-018 高崎市 箕郷町金敷平 鎮守廻 B

321-018 高崎市 下室田町 ネゴヤ C 323-019 高崎市 箕郷町白川 滝沢 C

321-019 高崎市 下里見町 古城 B 323-020 高崎市 箕郷町東明屋 石上寺西 B

321-020 高崎市 上里見町 本庄 C 323-021 高崎市 箕郷町富岡 新田 C

321-021 高崎市 下室田町 手長 C 323-022 高崎市 箕郷町中野 唐松 A

321-022 高崎市 上室田町 上中込 C 341-001 渋川市 上白井 石切坂 C

321-023 高崎市 上里見町 間野山 C 341-002 渋川市 上白井 長久保 B

321-024 高崎市 榛名山町 巌山 A 341-003 渋川市 上白井 櫃山 B

321-025 高崎市 上室田町 新屋谷 C 341-004 渋川市 上白井 赤谷 A

321-026 高崎市 上室田町 大石谷 C 341-005 渋川市 上白井 橋詰 C

321-027 高崎市 上里見町 間野山-2 B 341-006 渋川市 上白井 戸室山 B

321-028 高崎市 中里見町 根岸 A 341-007 渋川市 上白井 善棚 A

321-029 高崎市 上里見町 下ノ原 B 341-008 渋川市 上白井 上伊熊 A

321-030 高崎市 本郷町 七曲 C 341-009 渋川市 上白井 諏訪平 A

321-031 高崎市 中室田町 上ノ原 C 341-010 渋川市 上白井 水上 A

321-032 高崎市 上室田町 本庄 B 341-011 渋川市 中郷 久保 C

321-033 高崎市 白岩町 新田 C 341-012 渋川市 中郷 子持 C

321-034 高崎市 下室田町 手長 A 341-013 渋川市 横堀 渕の上 C

321-035 高崎市 榛名山町 一本木平 A 341-014 渋川市 中郷 加生 C

321-036 高崎市 中室田町 中井 C 342-001 渋川市 小野子 日照 A

321-037 高崎市 宮沢町 向山 C 342-002 渋川市 小野子 北の谷戸 C

321-038 高崎市 上室田町 中ノ馬場 B 342-003 渋川市 小野子 小見山 A

321-039 高崎市 上室田町 山岸 C 342-005 渋川市 小野子 竜王 C

321-040 高崎市 十文字町 群馬 B 342-006 渋川市 小野子 宮の坂 C

322-001 高崎市 倉渕町水沼 島山 B 342-007 渋川市 村上 甲里山 A

322-002 高崎市 倉渕町岩水 大峯 B 342-008 渋川市 小野子 大平 B

322-003 高崎市 倉渕町川浦 高芝 B 342-009 渋川市 村上 寺沢 B

322-004 高崎市 倉渕町川浦 三ツ丸 A 342-010 渋川市 小野子 程久保 B

322-005 高崎市 倉渕町三の倉 細入 C 342-012 渋川市 村上 塩川 C

322-006 高崎市 倉渕町水沼 細尾 C 342-013 渋川市 村上 古城名 B

322-007 高崎市 倉渕町権田 長井 B 342-014 渋川市 村上 塩川 B

322-008 高崎市 倉渕町川浦 高東 A 342-015 渋川市 村上 北塩川 B

322-009 高崎市 倉渕町権田 ニイミチ C 342-016 渋川市 村上 岩井洞 A

322-010 高崎市 倉渕町長井 堂の下 C 342-017 渋川市 小野子 宮原 A

322-011 高崎市 倉渕町権田 小倉西 A 342-018 渋川市 小野子 雨乞 C

322-012 高崎市 倉渕町川浦 藤山 C 342-019 渋川市 村上 砥石山 C

322-013 高崎市 倉渕町川浦 ウシロザワ A 342-020 渋川市 村上 如意庵 C

322-014 高崎市 倉渕町岩水 湯舟 A 343-001 渋川市 伊香保町伊香保十二平 A

322-015 高崎市 倉渕町水沼 相間１ A 343-002 渋川市 伊香保町伊香保湯平 B

322-016 高崎市 倉渕町水沼 相間２ B 343-003 渋川市 伊香保町伊香保上ノ山 A

322-017 高崎市 倉渕町水沼 イナリダイ A 343-004 渋川市 伊香保町伊香保上ノ山 A

322-018 高崎市 倉渕町水沼 上ノ山 B 343-005 渋川市 伊香保町伊香保物聞山 A

322-019 高崎市 倉渕町権田 花輪 C 343-006 渋川市 伊香保町伊香保上野原 C

322-020 高崎市 倉渕町川浦 赤竹 C 343-007 渋川市 伊香保町伊香保上野原 C

322-021 高崎市 倉渕町権田 観音山 C 343-008 渋川市 伊香保町伊香保上野原 B

322-022 高崎市 倉渕町権田 下小池 C 343-009 渋川市 伊香保町湯中子大野 A

322-023 高崎市 倉渕町川浦 堀ノ沢 C 344-001 榛東村 上野原 吾妻山 B

322-024 高崎市 倉渕町権田 甲大反 B 344-002 榛東村 上野原 吾妻山 B

322-025 高崎市 倉渕町水沼 大谷戸 C 344-003 榛東村 広馬場 栗の木 C

322-026 高崎市 倉渕町三ノ倉 愛宕平 B 345-001 吉岡町 漆原 川原田 C

322-027 高崎市 倉渕町川浦 梨子林 B 345-002 吉岡町 上野田 上野原 C
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362-001 藤岡市 坂原 布施 B 363-045 高崎市 吉井町上奥平 西ノ入 C

362-002 藤岡市 坂原 クツカケ B 363-046 高崎市 吉井町長根 折茂谷 C

362-003 藤岡市 坂原 露久保 B 363-047 高崎市 吉井町上奥平 西平 C

362-004 藤岡市 坂原 ヤナセ C 363-048 高崎市 吉井町岩崎 足沢深山 C

362-005 藤岡市 坂原 ヤナセ B 363-049 高崎市 吉井町小暮 仏崎裏 C

362-007 藤岡市 坂原 坂原 C 363-050 高崎市 吉井町長根 東谷 A

362-008 藤岡市 坂原 神戸沼 B 363-051 高崎市 吉井町多比良 山ノ神 B

362-009 藤岡市 保美濃山 野久保 B 363-052 高崎市 吉井町神保 八束 A

362-010 藤岡市 保美濃山 森上 C 363-053 高崎市 吉井町馬庭 猪之篭 C

362-012 藤岡市 譲原 栢ヶ舞 A 363-054 高崎市 吉井町上奥平 東之入 B

362-013 藤岡市 譲原 今里 B 363-055 高崎市 吉井町上奥平 長坂 C

362-014 藤岡市 譲原 今里 B 366-001 上野村 楢原 中ノ沢 A

362-015 藤岡市 譲原 トウシモ C 366-002 上野村 楢原 中ノ沢 A

362-018 藤岡市 三波川 犬塚 B 366-003 上野村 楢原 中ノ沢 B

362-019 藤岡市 三波川 犬塚 A 366-004 上野村 楢原 浜平 B

362-021 藤岡市 三波川 琴辻 B 366-005 上野村 楢原 浜平 C

362-022 藤岡市 三波川 平滑 A 366-006 上野村 楢原 浜平 B

362-024 藤岡市 三波川 大奈良 A 366-007 上野村 楢原 浜平 B

362-025 藤岡市 三波川 月吉 A 366-008 上野村 楢原 三岐 A

362-026 藤岡市 保美濃山 大縄場 A 366-009 上野村 楢原 神行 A

362-027 藤岡市 三波川 金丸 A 366-010 上野村 楢原 神行 A

362-029 藤岡市 三波川 雲尾 A 366-011 上野村 楢原 黒川 B

362-030 藤岡市 三波川 下三波川 A 366-012 上野村 楢原 黒川 B

362-031 藤岡市 浄法寺 峯ノ山 A 366-016 上野村 楢原 塩の沢 B

362-034 藤岡市 三波川 大沢 A 366-017 上野村 楢原 塩ノ沢 A

362-035 藤岡市 三波川 大奈良 B 366-018 上野村 楢原 塩の沢 C

362-036 藤岡市 三波川 大奈良 A 366-019 上野村 楢原 南 C

363-001 高崎市 吉井町上奥平 大平 C 366-020 上野村 楢原 南 B

363-002 高崎市 吉井町上奥平 樋ノ沢 C 366-021 上野村 楢原 明ケ沢 B

363-003 高崎市 吉井町上奥平 勝尾 C 366-022 上野村 楢原 明ケ沢 B

363-005 高崎市 吉井町上奥平 勝尾 B 366-023 上野村 楢原 堂所 B

363-006 高崎市 吉井町上奥平 長坂 C 366-024 上野村 楢原 楢原 C

363-007 高崎市 吉井町上奥平 西ノ入 B 366-026 上野村 楢原 須郷 C

363-008 高崎市 吉井町上奥平 坂詰 C 366-028 上野村 楢原 崩 A

363-009 高崎市 吉井町上奥平 申田 C 366-029 上野村 楢原 崩 B

363-010 高崎市 吉井町上奥平 申田 C 366-030 上野村 乙父 小春 A

363-011 高崎市 吉井町上奥平 　場 C 366-032 上野村 乙父 上ノ平 B

363-012 高崎市 吉井町上奥平 新井 C 366-033 上野村 乙父 登地 B

363-013 高崎市 吉井町上奥平 細田 C 366-034 上野村 乙母 白岡 C

363-014 高崎市 吉井町上奥平 平 C 366-035 上野村 乙母 エセゾーリ B

363-015 高崎市 吉井町下奥平 九台 A 366-036 上野村 勝山 峠 B

363-016 高崎市 吉井町坂口 大谷津 C 366-037 上野村 勝山 山室 C

363-017 高崎市 吉井町坂口 塩ノ口 B 366-038 上野村 勝山 山室 B

363-018 高崎市 吉井町坂口 内田 C 366-039 上野村 勝山 山ノ上 C

363-019 高崎市 吉井町岩崎 足沢深山 C 366-040 上野村 勝山 新羽向 B

363-020 高崎市 吉井町岩崎 富士山 A 366-041 上野村 勝山 新羽向 A

363-021 高崎市 吉井町岩崎 岩崎岩本 C 366-042 上野村 勝山 新羽 B

363-022 高崎市 吉井町岩崎 岩崎根本 B 366-043 上野村 新羽 桐ノ久保 A

363-023 高崎市 吉井町岩崎 根岸 B 366-044 上野村 野栗沢 カゴクラ A

363-025 高崎市 吉井町馬庭 中光寺谷津 A 366-045 上野村 野栗沢 フリヤド A

363-026 高崎市 吉井町小暮 富士 A 366-046 上野村 野栗沢 フリヤド B

363-027 高崎市 吉井町小暮 仏崎浦 A 366-047 上野村 野栗沢 フリヤド C

363-028 高崎市 吉井町高 南原 B 366-048 上野村 野栗沢 新井 C

363-029 高崎市 吉井町東谷 上屋敷 A 366-054 上野村 乙父 上ノ平 C

363-030 高崎市 吉井町東谷 船石 C 366-056 上野村 楢原 三俣 B

363-031 高崎市 吉井町大沢 奥ノ宮 B 366-058 上野村 楢原 黒川 B

363-032 高崎市 吉井町大沢 神明山 B 366-059 上野村 乙父 不動堂 A

363-033 高崎市 吉井町大沢 向山 B 366-063 上野村 乙父 高畑 B

363-034 高崎市 吉井町塩 八束川 B 366-064 上野村 乙母 居平 C

363-035 高崎市 吉井町塩 浅間山 C 366-065 上野村 川和 久エ久保 C

363-036 高崎市 吉井町塩 浅間山 B 366-066 上野村 乙父 小狩沢 B

363-037 高崎市 吉井町多比良 橋場 C 366-069 上野村 野栗沢 リュウカイオネ B

363-038 高崎市 吉井町原 深沢 A 366-071 上野村 楢原 室処 B

363-039 高崎市 吉井町上奥平 坂詰 C 366-072 上野村 楢原 中越 B

363-040 高崎市 吉井町神保 八束 B 366-073 上野村 楢原 向山 B

363-041 高崎市 吉井町矢田 一ツ橋 A 366-074 上野村 川和 干処田 C

363-042 高崎市 吉井町多比良 入生田 C 366-075 上野村 乙父 峯 B

363-043 高崎市 吉井町多比良 上ノ原 C 366-076 上野村 楢原 八重小屋 B

363-044 高崎市 吉井町矢田 前畑 C 366-078 上野村 川和 不二洞 B
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366-079 上野村 乙父 直道 B 367-079 神流町 平原 滝ノ上 B

366-080 上野村 新羽 イトナ A 367-080 神流町 平原 滝ノ上 A

366-081 上野村 楢原 タルノ沢 C 367-081 神流町 平原 東 A

366-082 上野村 乙父 小具崎平 B 367-082 神流町 神ヶ原 由賀久保 A

366-083 上野村 乙父 乙父沢 B 367-083 神流町 神ケ原 小樽 B

366-084 上野村 新羽 久保 B 367-084 神流町 神ケ原 水沢 A

366-085 上野村 新羽 宮ノ沢 B 367-085 神流町 神ケ原 古鉄橋 B

366-086 上野村 楢原 神行 B 367-086 神流町 神ケ原 蛇石 B

366-087 上野村 乙父 小具崎 C 367-089 神流町 神ケ原 清水沢 A

366-088 上野村 勝山 堤久保 B 367-090 神流町 魚尾 川中 C

366-089 上野村 勝山 細久保 B 367-092 神流町 魚尾 宮地 A

367-001 神流町 船子 大福 B 367-095 神流町 神ケ原 魚屋向 A

367-002 神流町 船子 西 A 367-096 神流町 魚尾 田ノ頭 B

367-003 神流町 船子 大平 C 367-097 神流町 魚尾 伝田郷 B

367-004 神流町 船子 小大福 B 367-098 神流町 神ケ原 石神 B

367-005 神流町 船子 紙千場 B 367-099 神流町 神ケ原 沢ノ入 C

367-006 神流町 船子 菜畑 B 367-101 神流町 神ケ原 瀬林 B

367-007 神流町 船子 白井 A 367-102 神流町 神ケ原 下瀬林 C

367-008 神流町 船子 大芝 C 367-103 神流町 神ケ原 宇津蓋 B

367-009 神流町 船子 高塩 A 367-104 神流町 神ケ原 茗荷久保 B

367-010 神流町 船子 白岩 B 367-105 神流町 神ケ原 坂畑 B

367-011 神流町 船子 白岩 B 367-107 神流町 神ケ原 布ノオネ B

367-012 神流町 船子 白岩 B 367-108 神流町 神ケ原 岩根 B

367-013 神流町 相原 西ノ向 B 367-109 神流町 神ケ原 峯 A

367-014 神流町 相原 西ノ向 B 367-110 神流町 神ケ原 瀬林 B

367-017 神流町 小平 古田 B 367-111 神流町 神ケ原 石神 B

367-018 神流町 小平 古田 A 367-113 神流町 魚尾 二ツ石 C

367-019 神流町 黒田 坂井上 A 367-114 神流町 神ケ原 原 A

367-020 神流町 黒田 坂井片瀬 B 367-115 神流町 船子 小大福 B

367-021 神流町 黒田 坂井片瀬 B 367-116 神流町 魚尾 上小越 C

367-022 神流町 黒田 中峯 A 367-117 神流町 魚尾 伝田鄕 B

367-023 神流町 小平 元郷 A 367-118 神流町 相原 大井戸 A

367-027 神流町 万場 飯森 A 367-119 神流町 神ヶ原 石津 B

367-028 神流町 万場 町並 B 381-001 富岡市 妙義町菅原 南川後石 A

367-029 神流町 生利 小塩沢 B 381-002 富岡市 妙義町下高田 北谷 B

367-030 神流町 万場 瀬早 B 381-003 富岡市 妙義町八木連 上谷戸 B

367-031 神流町 万場 瀬早 B 381-004 富岡市 妙義町下高田 蛇田 B

367-032 神流町 万場 気奈沢 B 381-005 富岡市 妙義町下高田 新光寺 C

367-033 神流町 生利 御鉾 B 381-006 富岡市 妙義町下高田 本村 B

367-034 神流町 生利 御鉾 B 382-001 下仁田町 西野牧 山梨子畑 B

367-035 神流町 生利 元地 A 382-002 下仁田町 西野牧 中野 A

367-036 神流町 生利 竹ノ萱 B 382-004 下仁田町 西野牧 田ノ畑 B

367-038 神流町 生利 戸野 A 382-006 下仁田町 西野牧 瀬成 A

367-039 神流町 生利 桑木平 A 382-007 下仁田町 西野牧 西新屋 A

367-040 神流町 麻生 スガハト B 382-008 下仁田町 西野牧 大多良 B

367-042 神流町 柏木 入沢 B 382-009 下仁田町 西野牧 清水沢 B

367-043 神流町 柏木 柏木 C 382-010 下仁田町 西野牧 赤岩 A

367-044 神流町 柏木 柏木 B 382-011 下仁田町 西野牧 猫分 A

367-045 神流町 船子 大福 B 382-012 下仁田町 西野牧 ネコヤ A

367-046 神流町 青梨 高熊 B 382-013 下仁田町 本宿 狐石 A

367-047 神流町 塩沢 伏原 A 382-014 下仁田町 上小坂 諏訪西 A

367-049 神流町 船子 西 A 382-015 下仁田町 上小坂 新井 A

367-053 神流町 平原 柏木 C 382-016 下仁田町 南野牧 白井平 B

367-054 神流町 平原 今泉 B 382-017 下仁田町 南野牧 井倉 B

367-056 神流町 平原 笹平 B 382-018 下仁田町 南野牧 向山 B

367-057 神流町 平原 平仁田 C 382-019 下仁田町 南野牧 内ノ花 B

367-059 神流町 平原 下り山 C 382-020 下仁田町 南野牧 大平 A

367-060 神流町 平原 橋倉 A 382-021 下仁田町 南野牧 深山 A

367-062 神流町 平原 橋倉向 A 382-022 下仁田町 東野牧 天王 A

367-063 神流町 平原 橋倉向 B 382-023 下仁田町 東野牧 後山 A

367-064 神流町 平原 白岩 C 382-024 下仁田町 下小坂 カキイワ A

367-066 神流町 平原 井出 B 382-025 下仁田町 下小坂 田中 A

367-067 神流町 尾附 コマトウグチ B 382-026 下仁田町 白山 前山 A

367-068 神流町 平原 井出 B 382-027 下仁田町 馬山 沢入 A

367-069 神流町 尾附 釜脇 B 382-028 下仁田町 宮室 上野山 A

367-070 神流町 尾附 後山 B 382-029 下仁田町 下郷 漆原 A

367-072 神流町 尾附 大久保 B 382-030 下仁田町 下仁田 箕輪 A

367-074 神流町 平原 国土 B 382-031 下仁田町 白山 扇平 C

367-076 神流町 平原 ミヨッパ C 382-032 下仁田町 吉崎 藤山 A
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382-033 下仁田町 栗山 下栗山 A 383-016 南牧村 熊倉 森脇 B

382-034 下仁田町 栗山 西向 A 383-017 南牧村 熊倉 向山 C

382-035 下仁田町 栗山 中井 A 383-018 南牧村 羽沢 間坂 B

382-036 下仁田町 馬山 大久保 A 383-019 南牧村 羽沢 細窪 A

382-037 下仁田町 青倉 柚ノ木 A 383-020 南牧村 羽沢 石落場 B

382-038 下仁田町 青倉 三本木 A 383-021 南牧村 羽沢 勧能 A

382-039 下仁田町 青倉 三本木2 B 383-022 南牧村 羽沢 片瀬 A

382-040 下仁田町 平原 土屋 A 383-023 南牧村 羽沢 内山川 A

382-041 下仁田町 青倉 桃ノ木平 A 383-024 南牧村 星尾 峯坂 A

382-042 下仁田町 平原 ホソクラ B 383-026 南牧村 砥沢 白石渡 B

382-043 下仁田町 平原 平 B 383-027 南牧村 砥沢 長白 A

382-044 下仁田町 平原 大平 B 383-028 南牧村 六車 赤岩 A

382-045 下仁田町 馬山 下ノ宮 B 383-029 南牧村 六車 新井平 A

382-046 下仁田町 馬山 堀ノ内 B 383-030 南牧村 六車 狭岩 A

382-047 下仁田町 西野牧 戸屋 A 383-031 南牧村 六車 北ノ久保 B

382-048 下仁田町 平原 トヤノ後 B 383-032 南牧村 大日向 片瀬 A

382-049 下仁田町 馬山 川添 B 383-033 南牧村 大日向 大田 A

382-050 下仁田町 東野牧 榜示戸 A 383-034 南牧村 大日向 笹ノ平 A

382-051 下仁田町 白山 宝来 A 383-035 南牧村 桧沢 高岩 A

382-052 下仁田町 栗山 道合 B 383-036 南牧村 磐戸 大坂 C

382-053 下仁田町 西野牧 毛地 A 383-037 南牧村 磐戸 赤岩 B

382-054 下仁田町 西野牧 滑岩 B 383-038 南牧村 桧沢 幕岩 A

382-056 下仁田町 東野牧 畝田 A 383-039 南牧村 桧沢 根草 A

382-057 下仁田町 東野牧 小河原 A 383-040 南牧村 桧沢 大森 B

382-058 下仁田町 東野牧 大平 A 383-041 南牧村 熊倉 貝掛 C

382-059 下仁田町 南野牧 中野在家 A 383-042 南牧村 桧沢 大畑 B

382-060 下仁田町 馬山 山王下 B 383-043 南牧村 磐戸 滑尻 B

382-061 下仁田町 馬山 石渕 A 383-044 南牧村 大塩沢 大久保 B

382-062 下仁田町 西野牧 発知井戸 B 383-045 南牧村 大塩沢 上野 B

382-063 下仁田町 南野牧 前畑 B 383-046 南牧村 大塩沢 大林 B

382-064 下仁田町 吉崎 森下 B 383-047 南牧村 大塩沢 アヅマ B

382-065 下仁田町 東野牧 切目沢口 B 383-048 南牧村 大塩沢 立間 A

382-066 下仁田町 南野牧 宮ノ下 A 383-049 南牧村 大日向 雨沢 A

382-067 下仁田町 南野牧 川畑 B 383-050 南牧村 星尾 笹尾根 B

382-068 下仁田町 西野牧 西畑 A 383-051 南牧村 六車 山仲 B

382-069 下仁田町 西野牧 萱倉 B 383-052 南牧村 大仁田 日影雨沢 A

382-070 下仁田町 青倉 関平 A 383-053 南牧村 小沢 丁萱 A

382-071 下仁田町 青倉 渡戸 C 383-054 南牧村 星尾 西畑 B

382-072 下仁田町 西野牧 場良原 B 383-055 南牧村 磐戸 上悪原 B

382-073 下仁田町 上小坂 鮒久保 B 383-056 南牧村 星尾 桧木宮 B

382-074 下仁田町 青倉 日向 C 383-057 南牧村 磐戸 椚木 B

382-076 下仁田町 馬山 西城山 A 383-058 南牧村 小沢 住吉 A

382-077 下仁田町 西野牧 高立 C 383-059 南牧村 小沢 青木 B

382-078 下仁田町 下仁田 伊勢山 B 383-060 南牧村 桧沢 根草 A

382-079 下仁田町 西野牧 清水沢 B 383-061 南牧村 大仁田 土橋 A

382-080 下仁田町 東野牧 上阿久津 B 383-062 南牧村 桧沢 大森 B

382-081 下仁田町 西野牧 戸屋 B 383-063 南牧村 星尾 棒ヲ子 C

382-082 下仁田町 上小坂 天狗山 C 383-064 南牧村 小沢 屋敷際 C

382-083 下仁田町 南野牧 入ノ平 B 383-065 南牧村 六車 宮ヲ根 C

382-084 下仁田町 西野牧 西井戸沢 A 383-066 南牧村 星尾 棒ヲ子 C

382-086 下仁田町 栗山 橋上 A 383-067 南牧村 大塩沢 関川原 B

382-087 下仁田町 馬山 鎌田 A 383-068 南牧村 大仁田 滑岩 B

382-088 下仁田町 東野牧 大平 A 383-069 南牧村 小沢 日向 A

382-089 下仁田町 南野牧 竹入 B 383-070 南牧村 桧沢 上悪原 C

383-001 南牧村 星尾 坂ノ下 B 383-072 南牧村 大仁田 腰越 B

383-002 南牧村 星尾 大上 A 383-071 南牧村 大日向 川窪 A

383-003 南牧村 星尾 久保ノ上 C 384-001 甘楽町 秋畑 小平 C

383-004 南牧村 星尾 千沢 A 384-002 甘楽町 秋畑 北下沢 B

383-005 南牧村 星尾 小倉 C 384-003 甘楽町 秋畑 西梅木平 A

383-006 南牧村 六車 岩下 A 384-004 甘楽町 秋畑 入山 A

383-007 南牧村 六車 尾崎 B 384-005 甘楽町 秋畑 滝の沢 B

383-008 南牧村 六車 ドウヤマ B 384-006 甘楽町 秋畑 沼 A

383-009 南牧村 大塩沢 川畑 B 384-007 甘楽町 秋田 枇杷ノ沢 A

383-010 南牧村 大塩沢 寺ノ入 A 384-008 甘楽町 善慶寺 萩ノ宮 B

383-011 南牧村 大塩沢 桐久保 A 384-009 甘楽町 天引 入木屋 B

383-012 南牧村 大塩沢 渡戸 B 384-010 甘楽町 秋畑 桑ノ木沢 B

383-013 南牧村 大塩沢 田ノ平(１) B 384-011 甘楽町 秋畑 裏根 A

383-014 南牧村 大塩沢 田ノ平(２) A 384-012 甘楽町 秋畑 西萩 A

383-015 南牧村 千原 横引 C 384-013 甘楽町 秋畑 戦場 A
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384-014 甘楽町 秋畑 来波 A 421-006 中之条町 四万 イヌムギタイラ A

384-015 甘楽町 秋畑 出仁田 B 421-007 中之条町 上沢渡 諏訪原 B

384-016 甘楽町 国峰 永洲 C 421-008 中之条町 四万 湯原 B

384-017 甘楽町 秋畑 西大久保 A 421-009 中之条町 五反田 マノメリ C

384-018 甘楽町 小幡 欠下 A 421-010 中之条町 岩本 上の原 A

384-019 甘楽町 秋畑 向山 A 421-011 中之条町 五反田 シロクボ C

384-020 甘楽町 小幡 長厳寺 B 421-012 中之条町 蟻川 クマノサワ C

384-021 甘楽町 小幡 光善入 B 421-013 中之条町 山田 細尾 A

384-022 甘楽町 天引 入木屋 B 421-014 中之条町 下沢渡 カガモリ C

401-001 安中市 松井田町国衛 名山 B 421-015 中之条町 下沢渡 カガモリ B

401-002 安中市 松井田町新堀 ニシキタガイド B 421-016 中之条町 下沢渡 金原 A

401-003 安中市 松井田町五料 オツナカギ C 421-017 中之条町 山田 高沼 A

401-004 安中市 松井田町横川 東 B 421-018 中之条町 山田 清水 C

401-005 安中市 松井田町北野牧クヌギダイラ B 421-019 中之条町 山田 タキダイラ A

401-006 安中市 松井田町北野牧ハップウタイラ B 421-020 中之条町 折田 赤岩 B

401-007 安中市 松井田町北野牧イナムラゴエ B 421-021 中之条町 平 下尻高 B

401-008 安中市 松井田町北野牧ツイジ B 421-022 中之条町 市城 清明 B

401-009 安中市 松井田町坂本 アタゴヤマ B 421-023 中之条町 蟻川 久保田 C

401-010 安中市 松井田町原 中河原 B 421-024 中之条町 大塚 宿割 B

401-011 安中市 松井田町原 スダチ B 421-025 中之条町 大塚 土橋 C

401-012 安中市 松井田町入山 カヤオネ B 421-026 中之条町 下沢渡 舞台 C

401-013 安中市 松井田町入山 上原 C 421-027 中之条町 四万 的場 B

401-014 安中市 松井田町上増田長久保 C 421-028 中之条町 折田 滝沢 C

401-015 安中市 松井田町上増田ヌマノワダ B 421-029 中之条町 中之条 小川 B

401-016 安中市 松井田町上増田下細野 C 421-030 中之条町 上沢渡 梨木平 B

401-017 安中市 松井田町松井田アタゴヤマ B 421-031 中之条町 四万 (的場Ⅱ)的場 C

401-018 安中市 松井田町五料 コウニシオ B 421-032 中之条町 折田 (赤岩)定光寺 B

401-019 安中市 松井田町五料 小中木 B 421-033 中之条町 五反田 馬滑 B

401-020 安中市 松井田町西野牧栗木下 A 421-034 中之条町 折田 戦道 B

401-021 安中市 松井田町新井 大久保 C 421-035 中之条町 蟻川 行沢 B

401-022 安中市 松井田町入山 ジユウタ B 421-036 中之条町 上沢渡 久森 B

401-023 安中市 松井田町上増田引の内 C 421-037 中之条町 下沢渡 八尺 B

401-024 安中市 松井田町坂本 アタゴサワ B 421-038 中之条町 四万 日向 A

401-025 安中市 松井田町坂本 ニラサキ B 421-039 中之条町 山田 桑田 A

401-026 安中市 松井田町土塩 東村-1 C 421-040 中之条町 四万 寺社平 B

401-027 安中市 松井田町土塩 東村-2 B 421-041 中之条町 青山 山根 A

401-028 安中市 松井田町土塩 北村 C 421-043 中之条町 平 宇妻 A

401-029 安中市 松井田町下増田赤坂 C 421-044 中之条町 上沢渡 久森 A

401-030 安中市 松井田町下増田天神 B 421-045 中之条町 大塚 清河 C

401-031 安中市 松井田町上増田大和田 C 421-046 中之条町 四万 桐の木沢 A

401-032 安中市 松井田町上増田芦ノ和田-1 B 424-001 長野原町 川原湯 下湯原 C

401-033 安中市 松井田町高梨子下原 C 424-002 長野原町 川原湯 金花山 A

401-034 安中市 松井田町五料 御所平 C 424-003 長野原町 横壁 上野 B

401-035 安中市 松井田町土塩 栃久保 B 424-004 長野原町 横壁 山根 B

401-036 安中市 松井田町土塩 山口 B 424-005 長野原町 与喜屋 蛇篭 B

401-037 安中市 松井田町上増田芦ノ和田-2 C 424-006 長野原町 与喜屋 所舟 C

401-038 安中市 松井田町高梨子養地 B 424-007 長野原町 応桑 御所平 C

401-039 安中市 松井田町入山 片地 C 424-008 長野原町 応桑 道祖神 C

401-040 安中市 松井田町高梨子日向 B 424-009 長野原町 古森 曽利 C

401-041 安中市 松井田町西野牧下平B C 424-010 長野原町 羽根尾 小滝 C

401-042 安中市 松井田町坂本 南山 B 424-011 長野原町 羽根尾 宮ノ上 C

401-043 安中市 松井田町新井 宮地A C 424-012 長野原町 羽根尾 羽根尾 C

401-044 安中市 松井田町土塩 蟹沢 A 424-013 長野原町 羽根尾 宮原 B

401-045 安中市 松井田町原 川久保 B 424-014 長野原町 大津 寺沢 C

401-046 安中市 松井田町土塩 中河原 B 424-015 長野原町 大津 馬場 A

401-047 安中市 松井田町坂本 小柴 B 424-016 長野原町 大津 御堂入 B

401-048 安中市 松井田町土塩 鍛冶屋村 B 424-017 長野原町 長野原 遠西 A

401-049 安中市 松井田町新井 関口 C 424-018 長野原町 長野原 町 A

401-050 安中市 松井田町西野牧西平山 B 424-019 長野原町 長野原 町 B

401-051 安中市 松井田町五料 弁天河原 C 424-020 長野原町 長野原 貝瀬 A

401-052 安中市 松井田町新井 関口 C 424-021 長野原町 林 中棚 C

401-053 安中市 松井田町新堀 鳥居 B 424-022 長野原町 林 宮原 A

401-054 安中市 松井田町上増田浅谷 C 424-023 長野原町 林 久森 B

401-055 安中市 松井田町北野牧桜沢 B 424-024 長野原町 林 楡木 C

421-001 中之条町 四万 新湯 A 424-025 長野原町 応桑 新田 C

421-002 中之条町 四万 ナカイ B 424-026 長野原町 応桑 狩宿 B

421-003 中之条町 四万 山口 A 424-027 長野原町 北軽井沢 片藍川 C

421-004 中之条町 四万 新湯 B 424-028 長野原町 与喜屋 本村 B

421-005 中之条町 四万 ワタド A 424-029 長野原町 応桑 小菅 B
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424-030 長野原町 川原畑 上の平 C 427-008 中之条町 入山 木川付 A

424-031 長野原町 与喜屋 外輪原 A 427-009 中之条町 入山 長平 B

424-032 長野原町 林 中原 C 427-010 中之条町 入山 矢倉 B

424-033 長野原町 大津 坂下 C 427-011 中之条町 赤岩 矢の下 B

424-034 長野原町 与喜屋 萩の平 A 427-012 中之条町 入山 京塚 C

424-035 長野原町 大津 草木原 C 427-013 中之条町 生須 降跡 B

424-036 長野原町 長野原 坪井 B 427-014 中之条町 入山 川端 C

424-037 長野原町 長野原 遠西 A 427-015 中之条町 小雨 南 C

424-038 長野原町 与喜屋 大峰 B 427-016 中之条町 入山 花輪 B

425-001 嬬恋村 袋倉 東 B 427-017 中之条町 赤岩 舟窪 A

425-002 嬬恋村 袋倉 外平 B 427-018 中之条町 入山 矢倉 B

425-003 嬬恋村 芦生田 北畑 C 427-019 中之条町 赤岩 矢ノ下 B

425-004 嬬恋村 芦生田 下芦生田 A 428-001 高山村 尻高 尻高 A

425-005 嬬恋村 芦生田 下芦生田 B 428-002 高山村 尻高 貝沢 C

425-006 嬬恋村 鎌原 笹平 B 428-003 高山村 中山 溝口 A

425-007 嬬恋村 大前 高岩 C 428-004 高山村 中山 五領 A

425-008 嬬恋村 大前 高岩 C 428-005 高山村 中山 五領 A

425-009 嬬恋村 大前 鹿の子 C 428-006 高山村 中山 前原 C

425-010 嬬恋村 大笹 池の頭 C 428-007 高山村 中山 関口 C

425-011 嬬恋村 大笹 池の頭 C 428-008 高山村 中山 権現 C

425-012 嬬恋村 大笹 池の頭 C 428-009 高山村 尻高 南山 C

425-013 嬬恋村 大笹 池の頭 B 428-010 高山村 中山 松ケ茶屋 B

425-014 嬬恋村 大笹 池の頭 C 428-011 高山村 中山 溝口 B

425-015 嬬恋村 大笹 上の原 B 428-012 高山村 尻高 北之谷 C

425-016 嬬恋村 大笹 上の原 B 429-001 東吾妻町 新巻 丸橋 B

425-017 嬬恋村 田代 大沢西平 B 429-002 東吾妻町 新巻 尾牧 B

425-018 嬬恋村 田代 田代尻 C 429-003 東吾妻町 岡崎 金子 B

425-019 嬬恋村 田代 夕日向 B 429-004 東吾妻町 岡崎 柏原 B

425-022 嬬恋村 大前 岩井口 A 429-005 東吾妻町 岡崎 根古屋 B

425-023 嬬恋村 大前 神前 C 429-006 東吾妻町 岡崎 中組 C

425-024 嬬恋村 大前 神前 C 429-007 東吾妻町 岡崎 砂押 C

425-025 嬬恋村 西窪 東平 A 429-008 東吾妻町 岡崎 広場 C

425-026 嬬恋村 門貝 石古根 B 429-009 東吾妻町 奥田 宮貝戸 C

425-027 嬬恋村 門貝 石古根 B 429-010 東吾妻町 岡崎 柏木立 C

425-028 嬬恋村 門貝 石古根 B 429-011 東吾妻町 五町田 平五良 B

425-029 嬬恋村 門貝 西平 A 429-012 東吾妻町 松谷 檗窪 B

425-030 嬬恋村 門貝 鳴尾 A 429-013 東吾妻町 松谷 伏窪 A

425-031 嬬恋村 三原 桜堂 B 429-014 東吾妻町 松谷 湯ノ上 B

425-032 嬬恋村 三原 崩間 C 429-015 東吾妻町 原町 在上 C

425-033 嬬恋村 今井 上前原 B 429-016 東吾妻町 原町 在下 B

425-034 嬬恋村 今井 上前原 A 429-017 東吾妻町 原町 在下 C

425-035 嬬恋村 芦生田 宮原 A 429-018 東吾妻町 原町 在下 C

425-036 嬬恋村 大笹 長井 B 429-019 東吾妻町 植栗 殿前 B

425-037 嬬恋村 大前 北村 A 429-020 東吾妻町 植栗 殿前 C

425-038 嬬恋村 三原 岩下 B 429-021 東吾妻町 植栗 新田 A

425-039 嬬恋村 鎌倉 上ノ原 C 429-022 東吾妻町 松谷 上組 A

425-040 嬬恋村 大前 岩井口 B 429-023 東吾妻町 松谷 上組 B

425-041 嬬恋村 大前 神前 B 429-024 東吾妻町 三島 上郷 B

425-042 嬬恋村 大笹 神明 B 429-025 東吾妻町 三島 大沢 B

425-043 嬬恋村 田代 鹿沢 C 429-026 東吾妻町 三島 細谷 B

425-044 嬬恋村 鎌原 宅地東 C 429-027 東吾妻町 松谷 中組 A

425-045 嬬恋村 袋倉 東 A 429-028 東吾妻町 松谷 下組 A

425-046 嬬恋村 芦生田 川原 A 429-029 東吾妻町 松谷 下組 A

425-047 嬬恋村 田代 鹿沢 B 429-030 東吾妻町 岩下 漆貝戸 A

425-048 嬬恋村 大笹 塩ノ島 B 429-031 東吾妻町 岩下 机 A

426-001 草津町 前口 谷所 A 429-032 東吾妻町 三島 根古屋 B

426-002 草津町 草津 西ノ河原 C 429-033 東吾妻町 岩下 大村 A

426-003 草津町 草津 栗生楽泉園 B 429-034 東吾妻町 三島 唐堀 A

426-004 草津町 前口 谷所 A 429-035 東吾妻町 矢倉 行沢 A

426-005 草津町 草津 白根 B 429-036 東吾妻町 松谷 中組 A

426-006 草津町 前口 ウルイノ C 429-037 東吾妻町 矢倉 本村 C

426-007 草津町 草津 湯ノ沢 B 429-038 東吾妻町 郷原 古谷 B

427-001 中之条町 太子 太子 B 429-039 東吾妻町 三島 万木沢 C

427-002 中之条町 太子 久々戸 A 429-040 東吾妻町 三島 根古屋 C

427-003 中之条町 太子 上太子 A 429-041 東吾妻町 原町 紺屋町 A

427-004 中之条町 小雨 小雨 A 429-042 東吾妻町 原町 新井 A

427-005 中之条町 入山 梨木 B 429-043 東吾妻町 川戸 内出 C

427-006 中之条町 入山 木川付 A 429-044 東吾妻町 川戸 深沢 B

427-007 中之条町 入山 木川付 A 429-045 東吾妻町 川戸 深沢 B
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429-046 東吾妻町 川戸 田中 B 442-008 沼田市 利根町追貝 伊香原 B

429-047 東吾妻町 川戸 下郷 B 442-009 沼田市 利根町平川 池ノ上 C

429-048 東吾妻町 岩井 山根 B 442-010 沼田市 利根町平川 池ノ上２ A

429-049 東吾妻町 川戸 大泉 C 442-011 沼田市 利根町追貝 広内 C

429-050 東吾妻町 小泉 桜貝戸 B 442-013 沼田市 利根町追貝 モリヤマ B

429-051 東吾妻町 小泉 小泉 C 442-014 沼田市 利根町追貝 ミザ B

429-052 東吾妻町 小泉 糀屋 B 442-015 沼田市 利根町高戸谷 大林 B

429-053 東吾妻町 泉沢 泉沢 B 442-016 沼田市 利根町高戸谷 大林 B

429-054 東吾妻町 大柏木 殿原 B 442-017 沼田市 利根町高戸谷 下ノ峠 B

429-055 東吾妻町 柏木 殿原 C 442-018 沼田市 利根町高戸谷 シダロウ B

429-058 東吾妻町 大柏木 中井 B 442-019 沼田市 利根町大場 大久保 B

429-061 東吾妻町 三島 沢尻 C 442-020 沼田市 利根町大場 所久保 A

429-062 東吾妻町 三島 万木沢 B 442-021 沼田市 利根町大楊 日光平 A

429-063 東吾妻町 大戸 稲田 A 442-022 沼田市 利根町大場 小平 A

429-064 東吾妻町 川戸 深沢 B 442-023 沼田市 利根町大場 高平 B

429-065 東吾妻町 川戸 深沢 C 442-024 沼田市 利根町老神 上平 C

429-067 東吾妻町 泉沢 太田 B 442-025 沼田市 利根町老神 ヲロ地 A

429-068 東吾妻町 小泉 新井 C 442-026 沼田市 利根町大原 東平 A

429-069 東吾妻町 須賀尾 飯米場 A 442-027 沼田市 利根町大原 山口１ B

429-070 東吾妻町 須賀尾 清水 B 442-028 沼田市 利根町大原 山口2 C

429-071 東吾妻町 本宿 水神原 B 442-029 沼田市 利根町大原 松山 B

429-072 東吾妻町 須賀尾 竹 A 442-030 沼田市 利根町大原 上ノ原 C

429-073 東吾妻町 本宿 蜂谷戸 A 442-031 沼田市 利根町薗原 前山 B

429-074 東吾妻町 本宿 田城 C 442-032 沼田市 利根町薗原 赤沢 C

429-075 東吾妻町 本宿 蜂谷戸 A 442-033 沼田市 利根町薗原 添生 B

429-076 東吾妻町 本宿 道泉谷戸 A 442-034 沼田市 利根町薗原 宮ノ前 B

429-077 東吾妻町 大戸 大戸 C 442-035 沼田市 利根町薗原 船久保 A

429-078 東吾妻町 大柏木 岩鼻 A 442-036 沼田市 利根町薗原 奥欠１ B

429-079 東吾妻町 大戸 大戸 A 442-037 沼田市 利根町薗原 奥欠２ B

429-080 東吾妻町 大戸 大戸 B 442-038 沼田市 利根町薗原 奥欠３ B

429-081 東吾妻町 大戸 上大戸 A 442-039 沼田市 利根町穴原 井戸沢1 B

429-082 東吾妻町 萩生 田谷 B 442-040 沼田市 利根町穴原 島古井 A

429-083 東吾妻町 大戸 柳島 C 442-041 沼田市 利根町穴原 井戸沢2 A

429-084 東吾妻町 萩生 田谷 C 442-042 沼田市 利根町根利 カミ C

429-085 東吾妻町 大柏木 松ノ木 B 442-043 沼田市 利根町根利 ヒヨギ C

429-086 東吾妻町 岩井 田中 A 442-044 沼田市 利根町根利 西原２ B

429-087 東吾妻町 本宿 道泉谷戸 C 442-045 沼田市 利根町根利 西原１ B

429-088 東吾妻町 泉沢 糀屋 C 442-046 沼田市 利根町根利 金久保 C

429-089 東吾妻町 郷原 室窪 B 442-047 沼田市 利根町根利 西沢2 C

429-090 東吾妻町 松谷 鍋割 B 442-048 沼田市 利根町根利 西沢１ C

429-091 東吾妻町 本宿 丑ケ渕 B 442-049 沼田市 利根町柿平 十二ノ上 A

429-092 東吾妻町 松谷 中尾 C 442-050 沼田市 利根町日向南郷暖重 B

429-093 東吾妻町 郷原 辻 A 442-051 沼田市 利根町日向南郷塚原 B

429-094 東吾妻町 大戸 菅の沢 C 442-052 沼田市 利根町日向南郷西平 B

429-095 東吾妻町 岩下 久々戸 C 442-053 沼田市 利根町日影南郷曲淵 C

429-096 東吾妻町 岩井 原 B 442-054 沼田市 利根町日影南郷赤谷 B

429-097 東吾妻町 三島 唐堀 A 442-055 沼田市 利根町砂川 牛久保 C

429-098 東吾妻町 大戸 鳴瀬 A 442-056 沼田市 利根町砂川 宮森 C

429-099 東吾妻町 新巻 御園 A 442-057 沼田市 利根町砂川 奈津久保 C

429-100 東吾妻町  松 谷  前 畑 A 442-058 沼田市 利根町砂川 向 C

441-001 沼田市 白沢町平出 天神 B 442-059 沼田市 利根町青木 坂上 C

441-002 沼田市 白沢町平出 清水 A 442-060 沼田市 利根町青木 道上 C

441-003 沼田市 白沢町尾合 下原 C 442-061 沼田市 利根町青木 青木向 C

441-004 沼田市 白沢町尾合 安場１ B 442-062 沼田市 利根町青木 土倉 B

441-005 沼田市 白沢町尾合 安場２ B 442-063 沼田市 利根町輪組 伴郷 B

441-006 沼田市 白沢町尾合 滝ノ平 B 442-064 沼田市 利根町輪組 藤ノ平 A

441-007 沼田市 白沢町岩室 湯釜 C 442-065 沼田市 利根町輪組 前林 B

441-008 沼田市 白沢町岩室 戸谷 B 442-066 沼田市 利根町輪組 上ノ原１ C

441-009 沼田市 白沢町岩室 大崎大平 C 442-067 沼田市 利根町輪組 上ノ原2 C

441-010 沼田市 白沢町岩室 奥崎 B 442-068 沼田市 利根町輪組 午房原 C

441-011 沼田市 白沢町高平 土橋 B 442-071 沼田市 利根町平川 十二ノ上 B

441-012 沼田市 白沢町高平 松ケ久保 B 442-072 沼田市 利根町青木 青木向 C

441-013 沼田市 白沢町生枝 椎坂 B 442-073 沼田市 利根町平川 折越(伊香原) C

442-001 沼田市 利根町平川 牧野地 A 442-074 沼田市 利根町日影南郷前平 C

442-003 沼田市 利根町平川 十二ノ上 B 442-076 沼田市 利根町高戸谷 諏訪廻 C

442-004 沼田市 利根町平川 土合平 A 442-078 沼田市 利根町追貝 御座 B

442-005 沼田市 利根町平川 大切 A 442-080 沼田市 利根町平川 真菜板倉 B

442-006 沼田市 利根町平川 中ノ前 A 442-081 沼田市 利根町追貝 赤屋 C

442-007 沼田市 利根町平川 中ノ前 B 442-082 沼田市 利根町多那 障子岩 B
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442-083 沼田市 利根町平川 内山水行寺 B 443-072 片品村 菅沼 西原１ B

442-084 沼田市 利根町大原 駒場 C 443-073 片品村 菅沼 西原２ C

443-001 片品村 戸倉 中原山 B 443-074 片品村 菅沼 西原３ C

443-002 片品村 戸倉 金井沢９ C 443-075 片品村 菅沼 井戸入１ B

443-003 片品村 戸倉 金井沢１ B 443-076 片品村 菅沼 井戸入２ A

443-004 片品村 戸倉 金井沢２ B 443-077 片品村 須賀川 阿増受１ B

443-005 片品村 戸倉 金井沢３ B 443-078 片品村 須賀川 阿増受２ B

443-006 片品村 戸倉 金井沢4 B 443-079 片品村 須賀川 阿増受３ C

443-007 片品村 戸倉 金井沢5 C 443-080 片品村 須賀川 阿増受４ A

443-008 片品村 戸倉 金井沢６ B 443-081 片品村 須賀川 前田 A

443-009 片品村 戸倉 金井沢７ B 443-082 片品村 下平 西平 A

443-010 片品村 戸倉 金井沢８ B 443-083 片品村 御座入 山口 B

443-011 片品村 戸倉 根羽沢2 B 443-084 片品村 御座入 北地 B

443-012 片品村 戸倉 根羽沢1 B 443-085 片品村 御座入 宮平 A

443-013 片品村 戸倉 中ノ岐２ B 443-086 片品村 摺渕 中段 B

443-014 片品村 戸倉 中ノ岐１ B 443-087 片品村 摺渕 添生原 C

443-016 片品村 戸倉 船ケ原３ B 443-090 片品村 摺渕 野中 C

443-017 片品村 戸倉 船ケ原２ B 443-091 片品村 花咲 後山 B

443-018 片品村 戸倉 船ケ原１ C 443-092 片品村 花咲 愛宕山１ B

443-019 片品村 戸倉 船ケ原10 B 443-093 片品村 花咲 栃久保 B

443-020 片品村 戸倉 船ケ原9 B 443-094 片品村 花咲 愛宕山２ A

443-021 片品村 戸倉 船ケ原８ B 443-096 片品村 花咲 登戸2 A

443-022 片品村 戸倉 船ケ原７ B 443-097 片品村 花咲 道下 B

443-023 片品村 戸倉 船ケ原６ C 443-098 片品村 花咲 桂沢 C

443-024 片品村 戸倉 船ケ原5 B 443-099 片品村 花咲 加生１ C

443-025 片品村 戸倉 副一 B 443-100 片品村 花咲 加生２ B

443-026 片品村 戸倉 小梅 A 443-101 片品村 花咲 屋細工 C

443-027 片品村 戸倉 桜 B 443-102 片品村 花咲 越沢１ B

443-028 片品村 土出 扇平 B 443-103 片品村 花咲 越沢２ B

443-029 片品村 土出 戸谷 C 443-104 片品村 花咲 上山崎 B

443-030 片品村 土出 泉坂１ C 443-105 片品村 花咲 下山崎 A

443-031 片品村 土出 泉坂２ B 443-106 片品村 花咲 熊野下 C

443-032 片品村 土出 桐ノ木平 B 443-107 片品村 戸倉 小松 C

443-033 片品村 土出 谷戸 B 443-108 片品村 摺渕 深沢入 C

443-034 片品村 土出 伊閑町 A 443-110 片品村 幡谷 上幡谷 B

443-035 片品村 土出 東風原 B 443-111 片品村 花咲 井口入 B

443-036 片品村 土出 新道 B 443-112 片品村 戸倉 小松 C

443-037 片品村 土出 松木平 C 443-114 片品村 摺渕 深沢 C

443-038 片品村 土出 塩沢 B 443-115 片品村 下平 置沢 C

443-039 片品村 越本 諏訪脇 B 443-116 片品村 須賀川 棚(下田保) A

443-040 片品村 越本 上而 C 443-117 片品村 戸倉 牛首 B

443-041 片品村 越本 細工屋 C 444-001 川場村 川場高原 木下 C

443-042 片品村 越本 切所 C 444-002 川場村 川場高原 湯平 A

443-043 片品村 越本 小田部 C 444-003 川場村 川場高原 唐沢 B

443-044 片品村 越本 海老根 B 444-004 川場村 谷地 滝ノ入 B

443-045 片品村 越本 桂松葉 C 444-005 川場村 門前 滝沢 B

443-046 片品村 越本 大田向 A 444-006 川場村 門前 雨乞山 C

443-048 片品村 東小川 菅沼2 B 444-007 川場村 天神 竹ノ鼻 B

443-049 片品村 東小川 菅沼３ B 444-008 川場村 生品 立野 B

443-050 片品村 東小川 菅沼4 B 444-009 川場村 生品 西浦 C

443-051 片品村 東小川 菅沼5 B 444-010 川場村 生品 上田沢 C

443-052 片品村 東小川 加羅倉１ B 444-011 川場村 生品 下田沢 C

443-053 片品村 東小川 加羅倉２ B 444-012 川場村 門前 寺入 C

443-054 片品村 東小川 根子1 B 444-013 川場村 生品 上田沢 C

443-057 片品村 東小川 根子４ B 444-014 川場村 門前 寺尾 A

443-058 片品村 東小川 加羅倉３ B 444-015 川場村 川場湯原 下 C

443-059 片品村 東小川 加羅倉４ B 444-016 川場村 谷地 岩田渡 C

443-060 片品村 東小川 加羅倉５ B 444-017 川場村 中野 関下 C

443-061 片品村 東小川 赤沢 B 444-018 川場村 谷地 富士山 B

443-062 片品村 東小川 赤沢２ B 444-019 川場村 生品 上田沢 C

443-063 片品村 東小川 赤沢3 B 444-020 川場村 谷地 川久保 B

443-064 片品村 東小川 大沢 C 444-022 川場村 生品 丹後 C

443-065 片品村 東小川 上小川１ A 444-023 川場村 川場湯原 下２ C

443-066 片品村 東小川 上小川２ B 444-024 川場村 谷地 姥堂 C

443-067 片品村 東小川 高平 B 448-001 昭和村 生越 東改戸・赤谷 B

443-068 片品村 東小川 大坂１ B 448-002 昭和村 生越 清水 C

443-069 片品村 東小川 大坂２ A 448-003 昭和村 生越 薬師堂 A

443-070 片品村 東小川 萩久保 A 448-004 昭和村 生越 野々上中棚 B

443-071 片品村 鎌田 鎌田 B 448-005 昭和村 貝野瀬 中泉坂ノ上 C

- 60 -



地区番号 市町村名 大字 字 危険度 地区番号 市町村名 大字 字 危険度

448-006 昭和村 貝野瀬 池貝戸 B 449-035 みなかみ町 藤原 アマヨビ B

448-007 昭和村 貝野瀬 堀ノ内 C 449-036 みなかみ町 藤原 一畝田１ B

448-008 昭和村 糸井 寺改戸 C 449-037 みなかみ町 藤原 青木沢 B

448-009 昭和村 糸井 滝谷 C 449-038 みなかみ町 大穴 高平 B

448-010 昭和村 糸井 棚貝 C 449-039 みなかみ町 谷川 上ノ原 A

448-011 昭和村 橡久保 上阿曽 B 449-040 みなかみ町 谷川 ユムカイ B

448-012 昭和村 橡久保 上井戸 A 449-041 みなかみ町 谷川 上ノ平 B

448-013 昭和村 森下 平間 B 449-042 みなかみ町 栗沢 シラケグラ B

448-014 昭和村 森下 平間 B 449-043 みなかみ町 栗沢 小森 B

448-015 昭和村 川額 根岸 B 449-044 みなかみ町 栗沢 小森 B

448-016 昭和村 森下 前関屋 B 449-045 みなかみ町 網子 林腰 A

448-017 昭和村 森下 入沢 A 449-046 みなかみ町 藤原 ミヤハラ A

448-018 昭和村 川額 桂坂 A 449-048 みなかみ町 幸知 ノボリ道 A

448-019 昭和村 川額 前坂 A 449-049 みなかみ町 湯桧曽 東ゾリ B

448-020 昭和村 川額 鏡石 C 449-050 みなかみ町 鹿ノ沢 上ノ原 B

448-021 昭和村 川額 高平 A 449-051 みなかみ町 湯原 芦間 A

448-022 昭和村 川額 日向平 A 449-052 みなかみ町 湯原 芦間 A

448-023 昭和村 川額 中島 B 449-053 みなかみ町 湯原 上ノ平 B

448-024 昭和村 川額 中島 A 449-054 みなかみ町 小日向 フキデ B

448-025 昭和村 川額 長井坂 B 449-055 みなかみ町 小日向 大平 A

448-026 昭和村 生越 佛根(馬香) B 449-056 みなかみ町 小日向 テンジンゴシ B

448-027 昭和村 川額 桂坂 A 449-057 みなかみ町 小日向 ドウモト A

448-028 昭和村 川額 高平外 A 449-058 みなかみ町 高日向 タカトウ A

448-029 昭和村 糸井 吹張 C 449-059 みなかみ町 藤原 大芦 B

448-030 昭和村 糸井 寺貝戸 C 449-060 みなかみ町 藤原 明川 C

448-031 昭和村 川額 滝ノ入平 A 449-061 みなかみ町 藤原 須田貝 C

448-032 昭和村 川額 岩下 B 449-063 みなかみ町 川上 栗生ノ萱 B

448-033 昭和村 橡久保 神名 C 449-064 みなかみ町 小仁田 乾田 C

448-034 昭和村 川額 伏田 B 449-065 みなかみ町 湯原 腰巻(ｺｼﾏｷ) B

448-035 昭和村 糸井 中内出 B 449-066 みなかみ町 谷川 上原 B

448-036 昭和村 貝野瀬 池替戸 B 449-067 みなかみ町 藤原 一畝田 C

448-038 昭和村 川額 下原道上 B 449-068 みなかみ町 永井 法師峠 A

448-039 昭和村 橡久保 三室 B 449-070 みなかみ町 永井 下利 C

448-040 昭和村 生越 薬師堂 A 449-071 みなかみ町 吹路 下ノ原 A

448-041 昭和村 森下 弁財天 B 449-072 みなかみ町 猿ヶ京 上河原 B

448-042 昭和村 森下 弁財天 A 449-073 みなかみ町 猿ヶ京 町裏 C

449-001 みなかみ町 上牧 道木原 C 449-074 みなかみ町 猿ヶ京 町裏２ C

449-002 みなかみ町 上牧 外房日影 C 449-075 みなかみ町 相俣 富士新田 B

449-003 みなかみ町 上牧 外房 A 449-076 みなかみ町 相俣 下ノ段 B

449-004 みなかみ町 小川 渕尻 C 449-077 みなかみ町 相俣 B

449-005 みなかみ町 小川 富士前 B 449-078 みなかみ町 新巻 花水 A

449-006 みなかみ町 下牧 大日影 C 449-079 みなかみ町 新巻 大島 C

449-007 みなかみ町 下牧 東山 B 449-080 みなかみ町 新巻 扇平 C

449-008 みなかみ町 月夜野 藪田 C 449-081 みなかみ町 新巻 今宿 B

449-009 みなかみ町 月夜野 原 B 449-082 みなかみ町 羽場 押出 B

449-010 みなかみ町 後閑 下穴切 B 449-083 みなかみ町 西蜂須川 青木 C

449-011 みなかみ町 後閑 岩瀬平 A 449-084 みなかみ町 入須川 奥平 C

449-012 みなかみ町 下津 関口 C 449-085 みなかみ町 須川 砂原 C

449-013 みなかみ町 下津 大平 B 449-086 みなかみ町 須川 湯川原 B

449-014 みなかみ町 下津 前畑 B 449-087 みなかみ町 須川 下原 B

449-015 みなかみ町 上牧 勝浜 B 449-088 みなかみ町 師田 品野原 C

449-016 みなかみ町 月夜野 大額 C 449-089 みなかみ町 師田 東原 C

449-017 みなかみ町 月夜野 下矢瀬 B 449-091 みなかみ町 相俣 茂倉 B

449-018 みなかみ町 石倉 鼬沢 C 449-093 みなかみ町 猿ヶ京 湯島 B

449-019 みなかみ町 小川 橋壁 A 449-094 みなかみ町 東峰須川 清水 C

449-020 みなかみ町 月夜野 藪田 C 449-095 みなかみ町 師田 香才 C

449-021 みなかみ町 石倉 坂ノ平 C 449-096 みなかみ町 羽場 押出 A

449-022 みなかみ町 上牧 勝浜 B 449-097 みなかみ町 新巻 湯原 C

449-023 みなかみ町 下津 関口 B 449-098 みなかみ町 藤原 下木沢 B

449-024 みなかみ町 師 向原 B 449-099 みなかみ町 藤原 宝台樹 A

449-025 みなかみ町 藤原 湯小屋 B 449-100 みなかみ町 藤原 幽平 B

449-026 みなかみ町 藤原 湯小屋 A 449-101 みなかみ町 粟沢 小向平 A

449-027 みなかみ町 藤原 大芦 B 449-102 みなかみ町 小川 大平間 C

449-028 みなかみ町 藤原 須田貝 B 449-103 みなかみ町 羽場 竹改戸 C
449-029 みなかみ町 藤原 奈良平 B 449-104 みなかみ町 相俣 浅地 B
449-030 みなかみ町 藤原 蛇喰 B 449-105 みなかみ町 小仁田 筒中 B
449-031 みなかみ町 藤原 一畝田 B 449-106 みなかみ町 藤原 奈良平 B
449-032 みなかみ町 藤原 ヤグラ B 449-107 みなかみ町 相俣 赤谷 A
449-033 みなかみ町 藤原 大沢 C 449-108 みなかみ町 藤原 B

449-034 みなかみ町 藤原 明川 B
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202-1 高崎市 乗附町 太平 A 364-8 神流町 船子 船子 A

202-2 高崎市 乗附町 地獄谷 A 364-9 神流町 船子 元船子 A

206-1 沼田市  上発知  上北 A 365-1 神流町 平原 鈴波 A

209-1 藤岡市 高山 椚山 A 365-2 神流町 魚尾 桜井 C

209-2 藤岡市 高山 椚山 A 365-3 神流町 魚尾 下小越 A

209-3 藤岡市 下日野 鈩沢 A 365-4 神流町 平原 宣ノ平 C

209-4 藤岡市 下日野 猪之田日向 A 365-5 神流町 平原 利根坂 A

209-5 藤岡市 下日野 猪之田日向 C 365-6 神流町 平原 山室 B

209-6 藤岡市 下日野 箕輪 A 366-1 上野村 乙母 鏡沢 C

209-7 藤岡市 下日野 高井戸 A 366-2 上野村 野栗沢 野栗 C

209-8 藤岡市 下日野 鹿島 B 366-3 上野村 野栗沢 野栗 C

209-9 藤岡市 上日野 小柏 B 366-4 上野村 野栗沢 野栗 C

209-10 藤岡市 上日野 奥ノ反 A 366-5 上野村 新羽 新羽 C

209-11 藤岡市 上日野 奈良山 A 366-6 上野村 勝山 川和 B

209-12 藤岡市 上日野 名無村 A 367-1 神流町 森戸 風穴 A

209-13 藤岡市 上日野 会場 A 381-1 富岡市 妙義町上高田 本村 A

209-14 藤岡市 上日野 会場(会場南) B 381-2 富岡市 妙義町妙義 御殿 B

209-15 藤岡市 上日野 立ヶ谷 A 381-3 富岡市 妙義町菅原 丁 B

210-1 富岡市 野上 下ノ小原 A 381-4 富岡市 妙義町八木連 奥ノ宮 A

211-1 安中市 安中 長尾上 A 382-1 下仁田町 青倉 桑本 C

211-2 安中市 中秋間 蛇喰 A 382-2 下仁田町 青倉 平原 C

211-3 安中市 西秋間 下り貝 B 382-3 下仁田町 南野牧 相沢 C

211-4 安中市 西秋間 大戸貝 A 382-4 下仁田町 南野牧 屋敷 A

308-1 桐生市 黒保根町上田沢 下組 C 382-5 下仁田町 南野牧 南物見 A

308-2 桐生市 黒保根町上田沢 栗門 A 382-6 下仁田町 西野牧 塩沢 C

309-1 みどり市 東町荻原 関守 B 382-7 下仁田町 西野牧 荷倉沢 A

309-2 みどり市 東町荻原 荻原 B 382-8 下仁田町 西野牧 巣郷 A

309-3 みどり市 東町沢入 石坂 C 382-9 下仁田町 西野牧 和美峠東 A

309-4 みどり市 東町沢入 黒坂石上流 C 382-10 下仁田町 小坂 広川原 C

309-5 みどり市 東町沢入 楡沢 C 382-11 下仁田町 西野牧 和美沢 A

321-1 高崎市 上里見町 谷ヶ沢 A 382-12 下仁田町 馬山 下蒔田 C

321-2 高崎市 上里見町 風戸 A 382-13 下仁田町 西野牧 上向山 A

322-1 高崎市 倉渕町岩水 大平 A 383-1 南牧村 大塩沢 大久保 B

322-2 高崎市 倉渕町川浦 赤沢 C 383-2 南牧村 小沢 野々上 A

322-3 高崎市 倉渕町川浦 高芝 C 383-3 南牧村 磐戸 磐戸 A

341-1 渋川市 中郷 西組 A 383-4 南牧村 大日向 大日向 C

342-1 渋川市 小野子 雨乞 A 383-5 南牧村 星尾 赤坂 A

342-2 渋川市 村上 別当 A 384-1 甘楽町 国峰 城 B

362-1 藤岡市 三波川 塩沢 A 384-2 甘楽町 秋畑 粟の沢 A

362-2 藤岡市 三波川 大奈良 B 384-3 甘楽町 秋畑 赤谷 A

362-3 藤岡市 三波川 雲尾 B 384-4 甘楽町 秋畑 伏鹿 C

362-4 藤岡市 三波川 日向 A 384-5 甘楽町 秋畑 内久保 C

362-5 藤岡市 三波川 平滑 A 384-6 甘楽町 秋畑 来波 C

362-6 藤岡市 三波川 南郷 A 384-7 甘楽町 秋畑 赤谷戸 A

362-7 藤岡市 三波川 南郷 B 384-8 甘楽町 秋畑 梅ノ木入 A

362-8 藤岡市 三波川 諸松 A 384-9 甘楽町 秋畑 犬ノ沢 B

362-9 藤岡市 美保濃山 前野 A 401-1 安中市 松井田町西野牧 野原 A

362-10 藤岡市 美保濃山 坂元 A 401-2 安中市 松井田町土塩 三ツ室 A

362-11 藤岡市 美保濃山 夜沢 C 401-3 安中市 松井田町新井 養地 A

362-12 藤岡市 美保濃山 犬目 A 401-4 安中市 松井田町土塩 道添 A

362-13 藤岡市 坂原 高瀬 C 421-1 中之条町 山田 手古沢 A

362-14 藤岡市 坂原 新井（法久） A 421-2 中之条町 横尾 卯木沢 A

362-15 藤岡市 坂原 千ノ沢 C 421-3 中之条町 五反田 大久保 B

362-16 藤岡市 三波川 下妹ヶ谷 C 421-4 中之条町 四万 寺社平 A

362-17 藤岡市 三波川 下妹ヶ谷 C 421-5 中之条町 四万 貫湯平 A

362-18 藤岡市 三波川 下妹ヶ谷 B 421-6 中之条町 上沢渡 寺社原 A

362-19 藤岡市 三波川 下妹ヶ谷 B 421-7 中之条町 山田 高沼 A

362-20 藤岡市 三波川 妹ヶ谷 A 421-8 中之条町 五反田 日影 A

363-1 高崎市 吉井町大沢 日影山 A 421-9 中之条町 大道 長坂 C

364-1 神流町 柏木 大寄 A 421-10 中之条町 栃窪 前新田 B

364-2 神流町 麻生 竹ノ萱 C 421-11 中之条町 四万 寺社平 C

364-3 神流町 森戸 森戸 A 421-12 中之条町 四万 寺社平 C

364-4 神流町 万場 瀬早 A 421-13 中之条町 四万 二夕井 A

364-5 神流町 塩沢 登戸 A 421-14 中之条町 平 篭林 A

364-6 神流町 塩沢 水合戸 C 423-1 東吾妻町 松谷 沼ノ原 A

364-7 神流町 船子 大井戸 A 423-2 東吾妻町 大柏木 上の沢 A
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423-3 東吾妻町 大戸 大谷沢 B 445-1 みなかみ町 小川 白根沢 A

423-4 東吾妻町 松谷 大平 B 445-2 みなかみ町 月夜野 味城山 C

425-1 嬬恋村 三原 戸花 C 445-3 みなかみ町 上牧 大沼 A

425-2 嬬恋村 三原 戸花 C 446-1 みなかみ町 藤原 明川 B

427-1 中之条町 小雨 泥尾 A 446-2 みなかみ町 藤原 宝川 B

427-2 中之条町 入山 和光原 A 447-1 みなかみ町 羽場 芝 A

427-3 中之条町 入山 引沼 A 447-2 みなかみ町 西峯須川 雨見山 A

427-4 中之条町 入山 長平 B 447-3 みなかみ町 入須川 小池 A

427-5 中之条町 入山 根広 A 447-4 みなかみ町 羽場 須磨野 A

427-6 中之条町 入山 根広 C 447-5 みなかみ町 猿ヶ京 湯の街 A

427-7 中之条町 入山 和光原 A 447-6 みなかみ町 猿ヶ京 姉山 B

427-8 中之条町 入山 京塚 A 447-7 みなかみ町 入須川 大影 A

427-9 中之条町 小雨 見寄 C 447-8 みなかみ町 入須川 奥平 C

443-1 片品村 戸倉 ニゴリ沢 B 447-9 みなかみ町 入須川 大影 C

444-1 川場村 湯原 木賊 C
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地区番号 市町村名 大字 字 危険度 地区番号 市町村名 大字 字 危険度
201-1 前橋市 嶺町 嶺 C 203-7 桐生市 川内町五丁目 皿久保 A
201-2 前橋市 荻窪町 大入 B 203-8 桐生市 川内町二丁目 芝 B
201-3 前橋市 上細井町 西堀 B 203-9 桐生市 川内町二丁目 西ノ入 A
201-4 前橋市 田口町 中子 C 203-10 桐生市 川内町五丁目 菖蒲 A
201-5 前橋市 上細井町 天王 B 203-11 桐生市 川内町五丁目 入打 B
201-6 前橋市 上細井町 宿 C 203-12 桐生市 川内町五丁目 原ノ入 A
201-7 前橋市 小坂子町 笹原 C 203-13 桐生市 川内町五丁目 大崩 B
201-8 前橋市 小坂子町 白鳥 B 203-14 桐生市 川内町五丁目 大崩 A
201-9 前橋市 粕川町室沢 安通 B 203-15 桐生市 川内町五丁目 平石 A
201-10 前橋市 市之関町 下替戸 B 203-16 桐生市 川内町五丁目 馬瀬谷 A
202-1 高崎市 山名町 山神谷 C 203-17 桐生市 川内町五丁目 棒谷戸 A
202-2 高崎市 山名町 下城山 B 203-18 桐生市 川内町五丁目 赤柴 A
202-3 高崎市 山名町 柳沢 B 203-19 桐生市 川内町五丁目 赤柴 C
202-4 高崎市 根小屋町 地獄沢 B 203-20 桐生市 川内町五丁目 赤柴 A
202-5 高崎市 根小屋町 柳沢 B 203-21 桐生市 川内町五丁目 赤柴 B
202-6 高崎市 根小屋町 井戸沢 B 203-22 桐生市 川内町五丁目 赤柴 A
202-7 高崎市 根小屋町 太夫沢 C 203-23 桐生市 川内町五丁目 赤柴 A
202-8 高崎市 根小屋町 金井沢川 B 203-24 桐生市 梅田町一丁目 舟木 B
202-9 高崎市 寺尾町 茶白 B 203-25 桐生市 梅田町一丁目 金沢 A
202-10 高崎市 寺尾町 茶白 C 203-26 桐生市 梅田町一丁目 金沢 A
202-11 高崎市 寺尾町 館台 B 203-27 桐生市 梅田町一丁目 金沢 A
202-12 高崎市 寺尾町 館台 C 203-28 桐生市 梅田町三丁目 宿廻り B
202-13 高崎市 寺尾町 笹畦 C 203-29 桐生市 梅田町三丁目 丸山 A
202-15 高崎市 寺尾町 小塚 C 203-30 桐生市 梅田町三丁目 蔵ノ沢 B
202-16 高崎市 寺尾町 小塚 C 203-31 桐生市 梅田町三丁目 嫁ケ久保 C
202-17 高崎市 寺尾町 小塚 C 203-32 桐生市 梅田町三丁目 花台 A
202-18 高崎市 石原町 金沢山 B 203-33 桐生市 梅田町三丁目 大和田 B
202-19 高崎市 石原町 金沢山 B 203-34 桐生市 梅田町三丁目 ｦｲﾉｶﾞ沢 A
202-20 高崎市 石原町 金沢山 B 203-35 桐生市 梅田町三丁目 湯山 B
202-21 高崎市 石原町 金沢山 B 203-36 桐生市 梅田町三丁目 小滝 B
202-22 高崎市 乗附町 蛇場見 B 203-37 桐生市 梅田町三丁目 大滝 A
202-23 高崎市 乗附町 蛇場見 B 203-38 桐生市 梅田町三丁目 小繋 B
202-24 高崎市 乗附町 三本松 B 203-39 桐生市 梅田町四丁目 橋詰 B
202-25 高崎市 乗附町 三本松 B 203-40 桐生市 梅田町四丁目 橋詰 A
202-26 高崎市 乗附町 大平 C 203-41 桐生市 梅田町四丁目 上原 B
202-27 高崎市 乗附町 笹松 C 203-42 桐生市 梅田町四丁目 碁場小路 C
202-28 高崎市 乗附町 二枚平 B 203-43 桐生市 梅田町四丁目 碁場小路 A
202-29 高崎市 鼻高町 下鼻高 C 203-44 桐生市 梅田町四丁目 荷場 B
202-30 高崎市 乗附町 荒久 B 203-45 桐生市 梅田町三丁目 ｼｳｼﾞ久保 B
202-31 高崎市 乗附町 上ノ平 C 203-46 桐生市 梅田町四丁目 初ノ沢 C
202-32 高崎市 鼻高町 倉品 B 203-47 桐生市 梅田町三丁目 嶽山 B
202-33 高崎市 箕郷町松之沢 長久保 C 203-48 桐生市 梅田町四丁目 大茂 B
202-34 高崎市 吉井町多比良 一郷 B 203-49 桐生市 梅田町四丁目 中居 A
202-35 高崎市 中室田町 上ノ原 C 203-50 桐生市 梅田町四丁目 燧沢 B
202-36 高崎市 十文字町 八背沢 C 203-51 桐生市 梅田町四丁目 唐松 A
202-37 高崎市 石原町 金沢山 C 203-52 桐生市 梅田町五丁目 中居 A
202-38 高崎市 吉井町 陣見ヶ入 A 203-53 桐生市 梅田町四丁目 細久保 B
202-39 高崎市 上里見町 間野山 C 203-54 桐生市 梅田町五丁目 寄日 B
202-40 高崎市 倉渕町岩氷 尾根山 B 203-55 桐生市 梅田町五丁目 赤松 A
202-41 高崎市 倉渕町岩氷 尾根山 C 203-56 桐生市 梅田町五丁目 上谷戸 B
202-42 高崎市 倉渕町権田 亀沢向 C 203-57 桐生市 梅田町五丁目 萩平 B
202-43 高崎市 箕郷町中野 唐松 A 203-58 桐生市 梅田町五丁目 芹畑 B
202-44 高崎市 上里見町 谷ヶ沢 B 203-59 桐生市 梅田町五丁目 米沢 A
202-46 高崎市 中室田町 槙ノ内 C 203-60 桐生市 梅田町五丁目 高竹 B
202-47 高崎市 乗附町 二枚平 B 203-61 桐生市 梅田町五丁目 木根坂 B
202-48 高崎市 中室田町 室田 A 203-62 桐生市 川内町一丁目 新井山 B
202-50 高崎市 中室田町 市和田 B 203-63 桐生市 川内町一丁目 麦久保 A
202-51 高崎市 鼻高町 明神 A 203-64 桐生市 平井町 宮ノ沢 B
202-53 高崎市 吉井町神保 八束 B 203-65 桐生市 菱町五丁目 小松 A
202-54 高崎市 中室田町 背場谷津 A 203-66 桐生市 菱町五丁目 小松 A
203-1 桐生市 川内町三丁目 岩久保 B 203-67 桐生市 菱町五丁目 引田 A
203-2 桐生市 川内町五丁目 ﾄﾘﾉｳﾐ B 203-68 桐生市 菱町五丁目 カラマキ A
203-3 桐生市 川内町五丁目 麦生小路 B 203-69 桐生市 菱町五丁目 籾谷 B
203-4 桐生市 川内町五丁目 麦生小路 A 203-70 桐生市 菱町五丁目 茂倉 A
203-5 桐生市 川内町五丁目 梅木久保 A 203-71 桐生市 菱町五丁目 茂倉 A
203-6 桐生市 川内町五丁目 一ノ沢 B 203-72 桐生市 菱町五丁目 穴切 B
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203-73 桐生市 菱町二丁目 西ノ入 B 206-19 沼田市 屋形原町 広瀬 B
203-74 桐生市 菱町一丁目 上小友 A 206-20 沼田市 屋形原町 広瀬 B
203-75 桐生市 菱町二丁目 高萩 C 206-21 沼田市 岩本町 田幸 B
203-76 桐生市 菱町一丁目 間ノ山 B 206-22 沼田市 石墨町 瀬久保 B
203-77 桐生市 菱町一丁目 金場 B 206-23 沼田市 岩本町 岩本 B
203-78 桐生市 広沢町六丁目 大谷ケ戸 B 206-24 沼田市 石墨町 迦葉田 A
203-79 桐生市 梅田町一丁目 湯沢嶺 A 206-25 沼田市 屋形原町 額田 B
203-80 桐生市 菱町二丁目 寺谷 B 206-29 沼田市 上川田町 滝合 B
203-81 桐生市 梅田町五丁目 後沢 A 206-30 沼田市 岩本町 山岸 B
203-82 桐生市 梅田町五丁目 上藤生 C 206-31 沼田市 上発知町 桑久保 A
203-83 桐生市 梅田町五丁目 B 206-32 沼田市 上発知町 猪倉沢 A
203-84 桐生市 梅田町五丁目 東原沢 C 206-33 沼田市 上川田町 下原 C
203-85 桐生市 梅田町五丁目 馬見山沢 B 206-34 沼田市 上川田町 宮塚 C
203-86 桐生市 梅田町五丁目 閉籠里 C 206-35 沼田市 白沢町下古語父寺谷 B
203-87 桐生市 梅田町五丁目 津久原 A 206-36 沼田市 利根町高戸谷 臼貝戸 A
203-88 桐生市 川内町五丁目 田中Ａ A 206-37 沼田市 利根町大原 日向小沢 C
203-89 桐生市 広沢町六丁目 鍛冶ヶ入 B 206-40 沼田市 利根町輪組 南越生瀬 C
203-90 桐生市 梅田町一丁目 金竜台 A 206-41 沼田市 秋塚町 堂平 C
203-91 桐生市 川内町一丁目 蜂ヶ沢 B 208-1 渋川市 祖母島 後谷戸 B
203-92 桐生市 菱町四丁目 金葛 B 208-2 渋川市 祖母島 北山 B
203-93 桐生市 菱町二丁目 藤四郎ヶ入 B 208-4 渋川市 祖母島 向村 B
203-94 桐生市 菱町一丁目 姥穴 B 208-5 渋川市 祖母島 井戸沢 B
203-95 桐生市 川内町五丁目 馬瀬谷戸 B 208-6 渋川市 祖母島 中野 B
203-96 桐生市 菱町四丁目 沢入沢 B 208-7 渋川市 祖母島 中野 A
203-97 前橋市 粕川町室沢 境沢 B 208-8 渋川市 川島 大輪原 B
203-200 桐生市 新里町赤城山 大平 C 208-9 渋川市 川島 西大塚 B
203-201 桐生市 黒保根町下田沢赤面 C 208-10 渋川市 川島 西大塚 B
203-203 桐生市 菱町二丁目 東ノ入 B 208-11 渋川市 川島 上登 C
203-204 桐生市 新里町板橋 上赤坂 C 208-14 渋川市 金井 吾妻山 B
203-205 桐生市 新里町大久保 松ノ皆戸 B 208-15 渋川市 金井 御袋山 B
203-206 桐生市 黒保根町上田沢苗笹越 C 208-17 渋川市 渋川 上ノ台 B
203-207 桐生市 黒保根町宿廻 内野 B 208-18 渋川市 渋川 入沢 B
203-208 桐生市 菱町二丁目 北原 B 208-20 渋川市 石原 羽生平 A
203-209 桐生市 梅田町四丁目 居鳥岩 C 208-21 渋川市 石原 北原 B
203-210 桐生市 黒保根町下田沢仁田ノ本 B 208-22 渋川市 石原 南原 B
203-211 桐生市 新里町大久保 北 B 208-23 渋川市 石原 唐沢 A
203-212 桐生市 梅田町一丁目 天神山 B 208-24 渋川市 行幸田 城山 B
203-213 桐生市 梅田町二丁目 石ゾリ A 208-25 渋川市 行幸田 尻谷 B
203-214 桐生市 菱町五丁目 塩ノ瀬 C 208-26 渋川市 行幸田 寿々川 B
203-215 桐生市 菱町一丁目 姥穴 A 208-27 渋川市 有馬 五輪平 C
203-216 桐生市 菱町五丁目 塩ノ瀬 B 208-28 渋川市 行幸田 南原 C
203-218 桐生市 菱町五丁目 田ノ入 B 208-29 渋川市 渋川 中子 B
203-219 桐生市 黒保根町下田沢船久保 C 208-30 渋川市 石原 中原 B
203-220 桐生市 梅田町三丁目 胡麻小路 C 208-31 渋川市 金井 登沢 C
203-221 桐生市 菱町二丁目 鳶ノ沢 C 208-32 渋川市 赤城町宮田 中ノ山 C
203-222 桐生市 黒保根町上田沢沼ノ原 C 208-33 渋川市 有馬 城ノ上 B
203-223 桐生市 宮元町四丁目 イワキド B 208-36 渋川市 赤城町津久田 美坂 B
203-224 桐生市 黒保根町上田沢沼ノ原 C 208-37 渋川市 赤城町北赤城山後入 C
203-225 桐生市 川内町五丁目 堂院ヶ谷戸 B 209-1 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B
205-2 太田市 太田町 大平 B 209-2 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B
205-3 太田市 吉沢町 唐沢山 C 209-3 藤岡市 上日野 御荷鉾山 C
205-4 太田市 東金井町 1794-2ほか A 209-4 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B
206-1 沼田市 上発知町 迦葉山 A 209-5 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B
206-2 沼田市 上発知町 長久保 A 209-6 藤岡市 上日野 奈良山 B
206-3 沼田市 上発知町 下沢平 A 209-7 藤岡市 上日野 大半寺 B
206-4 沼田市 上発知町 門前 A 209-8 藤岡市 上日野 大半寺 A
206-5 沼田市 上発知町 湯ﾉ上入 A 209-9 藤岡市 上日野 大半寺 A
206-6 沼田市 佐山町 長萱 A 209-10 藤岡市 上日野 上平 C
206-7 沼田市 佐山町 熊久保 B 209-11 藤岡市 上日野 上平 C
206-8 沼田市 石墨町 藤木 A 209-12 藤岡市 上日野 奥ノ反 A
206-9 沼田市 石墨町 寺入 A 209-13 藤岡市 上日野 大平 B
206-10 沼田市 石墨町 追母 A 209-14 藤岡市 上日野 立ケ谷 B
206-11 沼田市 原町 三峰山 A 209-15 藤岡市 上日野 下田本 B
206-13 沼田市 奈良町 大平 C 209-16 藤岡市 上日野 森の沢 A
206-14 沼田市 上川田町 日向 A 209-17 藤岡市 上日野 下田本 A
206-15 沼田市 上川田町 岩根 A 209-18 藤岡市 上日野 釜の沢 A
206-16 沼田市 上川田町 テンジョウ A 209-19 藤岡市 上日野 石神沢 A
206-17 沼田市 下川田町 滝 A 209-20 藤岡市 上日野 イドノリ沢 B
206-18 沼田市 屋形原町 北原 C 209-21 藤岡市 上日野 馬渡戸 A
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209-22 藤岡市 上日野 馬渡戸 A 210-24 富岡市 上丹生 和田 C
209-23 藤岡市 上日野 鹿島 A 210-25 富岡市 一ノ宮 御山 C
209-24 藤岡市 上日野 坂野 A 210-26 富岡市 中沢 破風前場 B
209-25 藤岡市 上日野 坂野 B 210-27 富岡市 富岡 城山 C
209-26 藤岡市 上日野 坂野 A 210-28 富岡市 大島 大島 C
209-27 藤岡市 上日野 岡本 A 210-29 富岡市 下丹生 打越 B
209-28 藤岡市 下日野 芝平 B 210-30 富岡市 南蛇井 滝ノ沢Ⅱ B
209-29 藤岡市 上日野 箕輪 B 210-31 富岡市 蚊沼 菖蒲沢 B
209-30 藤岡市 下日野 芝平 A 210-34 富岡市 下丹生 下ノ谷 B
209-31 藤岡市 下日野 堀込 A 211-1 安中市 上後閑 板沢 C
209-32 藤岡市 下日野 尾根 C 211-2 安中市 上後閑 大貝戸 B
209-33 藤岡市 下日野 黒石 A 211-3 安中市 上後閑 龍貝Ａ B
209-34 藤岡市 下日野 高井戸 B 211-4 安中市 上後閑 龍貝Ｂ C
209-35 藤岡市 下日野 踊坂 C 211-5 安中市 上後閑 龍貝Ｃ B
209-36 藤岡市 下日野 江木 B 211-6 安中市 上後閑 宮の上 A
209-37 藤岡市 下日野 江木 B 211-7 安中市 上後閑 栃久保 B
209-38 藤岡市 金井 中倉 B 211-8 安中市 上後閑 宮掛 C
209-39 藤岡市 金井 大平 A 211-9 安中市 上後閑 赤根沢 C
209-40 藤岡市 下日野 猪ノ田日影 B 211-11 安中市 上後閑 長源寺Ｂ B
209-41 藤岡市 高山 ノンダ A 211-12 安中市 上後閑 長源寺Ｃ B
209-42 藤岡市 高山 鎌取 A 211-13 安中市 上後閑 長源寺Ｄ A
209-43 藤岡市 高山 横手沢 A 211-14 安中市 上後閑 青木山 A
209-44 藤岡市 高山 柳沢 A 211-15 安中市 上後閑 小名沢A C
209-45 藤岡市 高山 竹ノ元 B 211-16 安中市 上後閑 小名沢Ｂ C
209-46 藤岡市 下日野 駒留 B 211-17 安中市 上後閑 小名沢Ｃ C
209-47 藤岡市 下日野 芝平 A 211-18 安中市 上後閑 尾奈沢 C
209-48 藤岡市 上日野 田本 A 211-19 安中市 上後閑 満行Ａ C
209-49 藤岡市 上日野 坂野 B 211-20 安中市 上後閑 満行Ｂ C
209-50 藤岡市 下日野 印地 A 211-21 安中市 上後閑 岩の上 C
209-51 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B 211-22 安中市 上後閑 矢萩 B
209-52 藤岡市 上日野 細谷戸 A 211-23 安中市 上後閑 掘ノ内 C
209-53 藤岡市 上日野 箕輪 B 211-24 安中市 下後閑 近蔵屋 B
209-54 藤岡市 上日野 鹿島 A 211-25 安中市 下後閑 飛石 B
209-55 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B 211-26 安中市 東上秋間 伊豆村屋 C
209-56 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B 211-27 安中市 西上秋間 西大平 C
209-57 藤岡市 上日野 御荷鉾山 B 211-28 安中市 西上秋間 関 B
209-59 藤岡市 坂原 柳瀬 C 211-29 安中市 西上秋間 中関 C
209-60 藤岡市 坂原 坂原 B 211-30 安中市 西上秋間 南沢 C
209-62 藤岡市 上日野 大奈良 B 211-31 安中市 西上秋間 モンノウ C
209-63 藤岡市 上日野 鹿島 A 211-32 安中市 西上秋間 白沢 C
209-64 藤岡市 三波川 月吉 B 211-33 安中市 西上秋間 うす沢 C
209-65 藤岡市 坂原 下久保 B 211-34 安中市 西上秋間 うす沢Ｂ C
209-66 藤岡市 上日野 御荷鉾山 C 211-35 安中市 西上秋間 うす沢Ｃ B
209-67 藤岡市 下日野 江木 B 211-36 安中市 西上秋間 うす沢Ｄ B
209-68 藤岡市 譲原 芝沢 C 211-37 安中市 西上秋間 茶うす C
209-69 藤岡市 浄法寺 根際 A 211-38 安中市 西上秋間 茶臼Ｂ A
209-70 藤岡市 下日野 鍛冶屋沢 B 211-39 安中市 西上秋間 奈良平 C
209-71 藤岡市 下日野 中倉 B 211-40 安中市 西上秋間 奈良平Ｂ C
209-72 藤岡市 三波川 雲尾 B 211-41 安中市 西上秋間 入相沢 C
209-73 藤岡市 三波川 犬塚 B 211-42 安中市 西上秋間 中関 C
210-1 富岡市 下高尾 壱丁目 C 211-43 安中市 西上秋間 芹沢 A
210-2 富岡市 上丹生 小屋敷 C 211-44 安中市 西上秋間 幕岩 A
210-3 富岡市 原 諏訪平 A 211-45 安中市 西上秋間 くるみ沢 A
210-4 富岡市 南蛇井 滝ノ平Ⅰ A 211-46 安中市 東上秋間 大峯 A
210-6 富岡市 南蛇井 稲荷沢 B 211-47 安中市 東上秋間 田代 A
210-7 富岡市 中沢 下北ノ入 A 211-50 安中市 東上秋間 四本木原 A
210-8 富岡市 南蛇井 不門寺 B 211-51 安中市 中秋間 木ノ巣谷津 A
210-9 富岡市 野上 乙母 A 211-52 安中市 下秋間 茨谷津 B
210-10 富岡市 岩染 岩染 B 211-53 安中市 下秋間 都沢 A
210-11 富岡市 岩染 滝沢 A 211-54 安中市 下秋間 戸谷 B
210-12 富岡市 岩染 中尾 A 211-55 安中市 下秋間 雉子尾 A
210-13 富岡市 岩染 大井香 A 211-56 安中市 下秋間 道の入Ａ B
210-17 富岡市 南後箇 浅香入 A 211-57 安中市 下秋間 道の入Ｂ B
210-18 富岡市 南後箇 野々平 A 211-58 安中市 下秋間 善応寺谷津 B
210-19 富岡市 南後箇 野々平 A 211-59 安中市 下秋間 広田 B
210-20 富岡市 野上 タテザワ B 211-60 安中市 下秋間 広田 C
210-21 富岡市 野上 タテザワ C 211-61 安中市 下秋間 大谷津 B
210-22 富岡市 野上 ヒナタコバナ A 211-62 安中市 安中 上平 C
210-23 富岡市 原 荒井平 B 211-63 安中市 安中 むじな谷津 C
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211-64 安中市 安中 ｷｮｸｳｿﾞ B 211-142 安中市 松井田町 土塩 B
211-65 安中市 安中 蛇沢 B 211-143 安中市 松井田町国衙 名山 C
211-66 安中市 安中 湯ノ入 C 211-144 安中市 西上秋間 森熊 C
211-67 安中市 安中 大名 C 212-1 みどり市 東町沢入 楡沢 A
211-68 安中市 岩井 根岸 B 212-2 みどり市 東町沢入 ナカノハタ B
211-70 安中市 大谷 長谷津 B 212-3 みどり市 東町沢入 大名 C
211-71 安中市 東上秋間 鍛屋 C 212-4 みどり市 東町沢入 大名 B
211-72 安中市 野殿 長坂 B 212-5 みどり市 東町沢入 峠 C
211-73 安中市 野殿 長坂 C 212-6 みどり市 東町沢入 峠向 B
211-74 安中市 野殿 向谷津 C 212-7 みどり市 東町沢入 吉沢 B
211-75 安中市 下秋間 寺山 B 212-8 みどり市 東町沢入 ホウズキ久保 B
211-76 安中市 中後閑 B 212-9 みどり市 東町沢入 名越沢 B
211-77 安中市 西上秋間 中関向 B 212-10 みどり市 東町沢入 尾沢入 C
211-78 安中市 中秋間 大平 A 212-11 みどり市 東町沢入 入奥小屋 B
211-79 安中市 上後閑 矢原 C 212-12 みどり市 東町花輪 倉本 C
211-80 安中市 上後閑 笹原 C 212-13 みどり市 東町花輪 平仁手 C
211-81 安中市 下後閑 北野 C 212-14 みどり市 東町小中 追付橋 C
211-82 安中市 西上秋間 大石 C 212-15 みどり市 東町小中 柏ケ谷 B
211-83 安中市 西上秋間 平間 C 212-16 みどり市 東町小中 釜坂 C
211-85 安中市 西上秋間 関 B 212-17 みどり市 東町小中 西矢塚 B
211-86 安中市 板鼻 本町 B 212-18 みどり市 東町小中 西矢塚 A
211-87 安中市 西上秋間 般若沢 A 212-19 みどり市 東町草木 八沢 B
211-88 安中市 東上秋間 伊豆村 B 212-20 みどり市 東町草木 柿木沢 B
211-89 安中市 中後閑 坂詰 B 212-21 みどり市 東町草木 井戸向 B
211-90 安中市 西上秋間 関 C 212-22 みどり市 東町沢入 深井戸 A
211-91 安中市 上後閑 掘ノ内 B 212-23 みどり市 東町沢入 竹ノ久保 A
211-92 安中市 上後閑 笹原 B 212-24 みどり市 東町沢入 竹ノ久保 A
211-93 安中市 大谷 向谷津 C 212-25 みどり市 東町沢入 後山 A
211-94 安中市 東上秋間 明石貝戸 C 212-26 みどり市 東町沢入 大竜 B
211-95 安中市 板鼻 天神山 C 212-27 みどり市 東町沢入 向沢入 B
211-96 安中市 大谷 坊貝戸 B 212-28 みどり市 東町沢入 小畑 B
211-97 安中市 下秋間 七曲り B 212-29 みどり市 東町沢入 穴ノ久保 A
211-98 安中市 下秋間 茨ケ谷津 A 212-30 みどり市 東町沢入 ナラトチ B
211-99 安中市 中秋間 乙樫山 B 212-31 みどり市 東町沢入 見沢向 C
211-101 安中市 西上秋間 門能 C 212-32 みどり市 東町沢入 笹平 A
211-102 安中市 中秋間 小金谷津 B 212-33 みどり市 東町沢入 藤川畑 A
211-103 安中市 上後閑 木戸 B 212-34 みどり市 東町沢入 川ヲス渕 A
211-104 安中市 上後閑 藤木 B 212-35 みどり市 東町沢入 足渡戸 B
211-105 安中市 松井田町土塩 小根山 C 212-36 みどり市 東町沢入 加藤畑 B
211-107 安中市 松井田町土塩 中ノ峯 B 212-37 みどり市 東町沢入 加藤畑 C
211-108 安中市 板鼻 市平谷津 C 212-38 みどり市 東町沢入 ｲﾝｶｶﾞ沢 B
211-109 安中市 松井田町新堀 西城 A 212-39 みどり市 東町花輪 矢詰 A
211-110 安中市 松井田町土塩 芳沢 C 212-40 みどり市 東町花輪 高平 A
211-111 安中市 下秋間 寺山 C 212-41 みどり市 東町花輪 神原 A
211-112 安中市 松井田町土塩 栗屋 C 212-42 みどり市 東町花輪 阿久沢 B
211-113 安中市 松井田町五料 小竹 C 212-43 みどり市 東町花輪 阿久沢 B
211-114 安中市 松井田町新井 西見 B 212-44 みどり市 東町花輪 畑平 C
211-115 安中市 松井田町新井 日蔭山 B 212-45 みどり市 東町花輪 津谷 C
211-116 安中市 松井田町上増田熊ノ谷 C 212-46 みどり市 東町花輪 栃原 B
211-117 安中市 松井田町北野牧上ノ岩 B 212-47 みどり市 東町小中 腰越 A
211-118 安中市 松井田町北野牧上ノ岩 C 212-48 みどり市 東町小中 篭場 A
211-119 安中市 中秋間 乙木ノ巣谷津 A 212-49 みどり市 東町小中 バッタリ沢 B
211-120 安中市 上後閑 宮掛 B 212-50 みどり市 東町神戸 下牛沢山 A
211-121 安中市 上後閑 宮掛 A 212-51 みどり市 東町神戸 上小池 B
211-123 安中市 松井田町五料 中木山ノ内 B 212-52 みどり市 東町座間 柱戸北山 A
211-124 安中市 板鼻 湯沢 B 212-53 みどり市 東町荻原 セキバ A
211-125 安中市 松井田町西野牧中河原 C 212-54 みどり市 東町荻原 高橋 B
211-126 安中市 上増田 室ノ木4 B 212-55 みどり市 東町荻原 宮原 B
211-127 安中市 上増田 室ノ木5 B 212-56 みどり市 東町荻原 宮原 A
211-128 安中市 上後閑 青木山 B 212-57 みどり市 東町花輪 湯舟平 A
211-129 安中市 松井田町上増田木馬瀬 A 212-58 みどり市 東町花輪 月見沢 B
211-131 安中市 松井田町北野牧狐萱 A 212-59 みどり市 東町花輪 城 B
211-133 安中市 松井田町新堀 西城 B 212-60 みどり市 東町花輪 前原 B
211-134 安中市 松井田町横川 乙高墓 C 212-61 みどり市 東町小夜戸 清水 A
211-135 安中市 五料 中松原 A 212-62 みどり市 東町小夜戸 宮添 B
211-137 安中市 松井田町北野牧クツヤシキ C 212-63 みどり市 東町小夜戸 ヒル沢 A
211-138 安中市 松井田町入山 三ツ頭 A 212-64 みどり市 東町小夜戸 七久保 A
211-139 安中市 松井田町上増田宮ノ上 B 212-65 みどり市 東町小夜戸 坂上 A
211-141 安中市 松井田町五料 乙西尾 C 212-66 みどり市 東町座間 樋ノ入 A
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212-67 みどり市 東町草木 八沢 B 212-208 みどり市 東町花輪 矢木沢 C
212-68 みどり市 東町草木 八沢 B 212-209 みどり市 東町沢入 尾沢向 B
212-69 みどり市 東町花輪 上野 B 212-210 みどり市 東町沢入 見上坂 C
212-70 みどり市 東町座間 栃沢 B 212-211 みどり市 東町荻原 戸屋沢 C
212-71 みどり市 東町花輪 愛宕 B 212-212 みどり市 東町小中 小中山 B
212-72 みどり市 東町座間 赤仁田沢 B 212-213 みどり市 東町小中 小中山 C
212-73 みどり市 東町荻原 菅ノ沢 A 212-214 みどり市 大間々町浅原 月下沢 C
212-74 みどり市 東町座間 柱戸南 B 212-215 みどり市 東町神戸 上小池 C
212-75 みどり市 東町座間 柱戸山 B 212-216 みどり市 大間々町桐原 沢ノ入 B
212-76 みどり市 東町座間 柱戸南 B 212-217 みどり市 東町花輪 臼木 C
212-77 みどり市 東町沢入 イボ沢 A 212-218 みどり市 東町座間 柱戸山 B
212-78 みどり市 東町座間 掛巣沢 A 212-219 みどり市 東町沢入 山梨子 B
212-79 みどり市 東町小中 腰越 C 212-220 みどり市 東町沢入 山梨子 C
212-80 みどり市 東町小中 小中 B 212-221 みどり市 東町座間 柱戸道上 C
212-81 みどり市 東町座間 小野沢 A 212-222 みどり市 東町小夜戸 桃ノ沢 A
212-82 みどり市 東町小中 下替戸 B 212-223 みどり市 東町座間 柱戸山 C
212-83 みどり市 東町沢入 向沢入Ａ B 212-224 みどり市 大間々町塩原 塩原 B
212-84 みどり市 東町小中 足越 C 212-225 みどり市 東町沢入 椀名条 C
212-85 みどり市 東町沢入 小嶽 B 212-226 みどり市 大間々町塩沢 笹久保 C
212-86 みどり市 東町草木 千ノ平 B 212-227 みどり市 東町座間 柱戸山 B
212-87 みどり市 東町花輪 三嶋 B 212-228 みどり市 東町沢入 金山 B
212-88 みどり市 東町花輪 中居 B 212-229 みどり市 東町座間 柱戸南 B
212-89 みどり市 東町沢入 神戸谷戸 C 301-1 渋川市 北橘町八崎 元宿 B
212-90 みどり市 大間々町小平 大荷場 A 301-2 渋川市 北橘町八崎 榎田 C
212-91 みどり市 大間々町小平 大荷場 A 301-3 渋川市 北橘町小室 西坂脇 B
212-92 みどり市 大間々町小平 出入 C 301-4 渋川市 北橘町上南室 久保 B
212-93 みどり市 大間々町小平 下出 B 301-5 渋川市 北橘町上箱田 赤羽根 B
212-94 みどり市 大間々町小平 間ノ沢 A 301-6 渋川市 北橘町箱田 掲示前 C
212-95 みどり市 大間々町小平 越沢 B 301-7 渋川市 北橘町上箱田 榎田 B
212-96 みどり市 大間々町小平 桧沢 C 301-9 渋川市 北橘町真壁 下中井 B
212-97 みどり市 大間々町小平 孫 B 302-1 渋川市 赤城町棚下 綾戸 C
212-98 みどり市 大間々町小平 下出 B 302-2 渋川市 赤城町棚下 小坂 B
212-99 みどり市 大間々町小平 狸原 C 302-3 渋川市 赤城町棚下 長久保原 C
212-100 みどり市 大間々町小平 青梅ケ窪 C 302-4 渋川市 赤城町棚下 大岩 C
212-101 みどり市 大間々町小平 台ノ入 C 302-5 渋川市 赤城町長井小川田鳥山 B
212-102 みどり市 大間々町小平 掛ノ入 A 302-6 渋川市 赤城町深山 山鳥 B
212-103 みどり市 大間々町小平 掛ノ入 C 302-7 渋川市 赤城町北赤城山北赤城山 A
212-104 みどり市 大間々町小平 新井橋 B 302-8 渋川市 赤城町北赤城山中山 A
212-105 みどり市 大間々町小平 瀬見 A 302-9 渋川市 赤城町北赤城山前入 B
212-106 みどり市 大間々町浅原 田ノ入 B 302-10 渋川市 赤城町深山 五料坂 A
212-107 みどり市 大間々町浅原 田ノ入 B 302-11 渋川市 赤城町長井小川田小川田 B
212-108 みどり市 大間々町浅原 落内 B 302-12 渋川市 赤城町長井小川田小川田 B
212-109 みどり市 大間々町長尾根下山 B 302-13 渋川市 赤城町長井小川田打越 B
212-110 みどり市 大間々町塩沢 入ノ山 B 302-14 渋川市 赤城町津久田 仟石山 B
212-111 みどり市 大間々町塩沢 松山 C 302-15 渋川市 赤城町津久田 中棚 B
212-112 みどり市 大間々町塩沢 下ノ台 C 302-16 渋川市 赤城町北赤城山北平 B
212-113 みどり市 大間々町塩沢 上ノ台 B 302-17 渋川市 赤城町津久田 東山 B
212-114 みどり市 大間々町上神梅芦ノ沢 B 302-18 渋川市 赤城町津久田 今上 B
212-115 みどり市 大間々町上神梅野中 A 302-19 渋川市 赤城町津久田 中ノ久保 B
212-116 みどり市 大間々町上神梅野中 B 302-20 渋川市 赤城町津久田 大笹 B
212-117 みどり市 大間々町下神梅七曲り B 302-21 渋川市 赤城町敷島 山岸山 B
212-118 みどり市 大間々町下神梅南山 B 302-22 渋川市 赤城町敷島 城山 B
212-119 みどり市 大間々町下神梅前山 B 302-23 渋川市 赤城町南赤城山中野窪 B
212-120 みどり市 大間々町下神梅日光 B 302-24 渋川市 赤城町宮田 笠ヶ入 B
212-121 みどり市 大間々町下神梅道東 C 302-25 渋川市 赤城町宮田 久保地 B
212-122 みどり市 大間々町高津戸殿ノ入 B 302-26 渋川市 赤城町宮田 愛宕 B
212-123 みどり市 大間々町浅原 高谷戸 B 302-27 渋川市 赤城町樽 元屋敷 B
212-124 みどり市 大間々町浅原 馬場 A 302-28 渋川市 赤城町樽 見立 C
212-125 みどり市 大間々町小平 向平 B 302-29 渋川市 赤城町樽 前黒沢 C
212-126 みどり市 大間々町上神梅向山 C 302-30 渋川市 赤城町溝呂木 駒沢 B
212-128 みどり市 大間々町小平 孫 B 302-31 渋川市 赤城町栄 沖門北 B
212-200 みどり市 東町小夜戸 石沢入 B 302-32 渋川市 赤城町津久田 間の田 B
212-201 みどり市 大間々町浅原 宇当坂 B 302-33 渋川市 赤城町津久田 下網代 B
212-202 みどり市 東町座間 樋ノ入 B 302-35 渋川市 赤城町津久田 見間入 B
212-203 みどり市 大間々町小平 小友 B 303-1 前橋市 富士見町赤城山赤城山 C
212-204 みどり市 東町座間 三境 B 303-2 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B
212-205 みどり市 東町沢入 入奥小屋 B 303-3 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B
212-206 みどり市 東町小中 栗生 C 303-4 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B
212-207 みどり市 大間々町小平 孫 B 303-5 前橋市 富士見町赤城山赤城山 A
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303-6 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B 308-23 桐生市 黒保根町下田沢中棚 C
303-10 前橋市 富士見町赤城山赤城山 A 308-24 桐生市 黒保根町宿廻 馬橋 C
303-12 前橋市 富士見町赤城山箕輪前 A 308-25 桐生市 黒保根町宿廻 笹後沢 C
303-13 前橋市 富士見町赤城山赤城山 B 308-26 桐生市 黒保根町宿廻 次郎替戸 C
303-14 前橋市 富士見町赤城山大箕山 A 308-27 桐生市 黒保根町宿廻 樽ノ下 C
303-15 前橋市 富士見町石井 石井窪 B 308-28 桐生市 黒保根町宿廻 樽ノ下 C
303-16 前橋市 富士見町石井 金井窪 C 308-29 桐生市 黒保根町宿廻 樽ノ下 C
303-17 前橋市 富士見町赤城山 B 308-30 桐生市 黒保根町宿廻 田代 C
303-18 前橋市 富士見町赤城山赤城山 A 308-31 桐生市 黒保根町宿廻 井掘 A
303-19 前橋市 富士見町皆沢 小萩沢 A 308-32 桐生市 黒保根町上田沢大坂 C
303-21 前橋市 富士見町原之郷金山 C 308-33 桐生市 黒保根町水沼 早房 B
303-22 前橋市 富士見町赤城山赤城山 A 308-34 桐生市 黒保根町水沼 小田ノ沢 B
303-23 前橋市 富士見町山口 山崎 B 308-35 桐生市 黒保根町水沼 ｸﾈﾉｳﾁ B
303-27 前橋市 富士見町市之木場石橋 C 308-36 桐生市 黒保根町八木原荒神山 A
303-28 前橋市 富士見町時沢 明神 B 308-37 桐生市 黒保根町上田沢鷲ノ手 A
303-29 前橋市 富士見町赤城山下横道 C 308-38 桐生市 黒保根町下田沢前田原 B
304-1 前橋市 金丸町 金丸 B 308-39 桐生市 黒保根町水沼 向山 B
304-2 前橋市 金丸町 金丸 B 308-40 桐生市 黒保根町上田沢古谷 C
304-3 前橋市 滝窪町 黒沢 C 308-41 桐生市 黒保根町上田沢後越 A
305-1 前橋市 柏倉町 落合 A 308-42 桐生市 黒保根町上田沢沢入 C
305-2 前橋市 柏倉町 赤城山 A 308-43 桐生市 黒保根町上田沢荻野目 C
305-3 前橋市 柏倉町 東田 B 308-44 桐生市 黒保根町上田沢舞台 C
305-4 前橋市 柏倉町 小麦沢 B 308-46 桐生市 黒保根町宿廻 駒見反 B
305-5 前橋市 三夜沢町 南空地 B 308-47 桐生市 黒保根町上田沢沢入Ｂ C
305-6 前橋市 苗ケ島町 原 B 308-48 桐生市 黒保根町下田沢梁木 C
305-7 前橋市 柏倉町 梅ノ木 A 308-49 桐生市 黒保根町下田沢高楢 B
305-8 前橋市 苗ケ島町 白山 B 308-50 桐生市 黒保根町下田沢赤面 B
305-9 前橋市 鼻毛石町 中山 B 321-1 高崎市 上里見町 ウエガミ B
305-10 前橋市 柏倉町 房田 B 321-2 高崎市 十文字町 C
305-11 前橋市 苗ケ島町 大堰 B 321-3 高崎市 上里見町 上神 B
305-12 前橋市 柏倉町 乙横山 B 321-4 高崎市 上里見町 ほこり C
306-1 前橋市 粕川町中之沢 御殿 B 321-5 高崎市 上里見町 上神 B
306-2 前橋市 粕川町中之沢 湯ノ口 A 321-6 高崎市 上里見町 ほこり A
306-3 前橋市 粕川町中之沢 湯ノ口 B 321-7 高崎市 上里見町 ホンジョ C
306-4 前橋市 粕川町稲里 赤城 B 321-8 高崎市 上里見町 ワラビダ A
306-5 前橋市 粕川町室沢 拾弐木 B 321-9 高崎市 上里見町 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞｲﾗ A
306-6 前橋市 粕川町上東田面伊勢ノ森 B 321-10 高崎市 上里見町 本庄 C
306-7 前橋市 粕川町西田面 前田 B 321-11 高崎市 上里見町 間野山 C
306-8 前橋市 粕川町新屋 八幡 B 321-12 高崎市 上里見町 間野山 C
306-9 前橋市 粕川町稲里 稲矢次 B 321-13 高崎市 上室田町 上中後 C
306-10 前橋市 粕川町月田 近戸 B 321-14 高崎市 上室田町 ｺﾓﾓｶﾞﾀ B
307-2 桐生市 新里町関 大梨子 B 321-15 高崎市 上室田町 ナカト B
307-3 桐生市 新里町板橋 板橋 C 321-16 高崎市 榛名山町 ﾀｷﾉｸﾞﾁ C
307-4 桐生市 新里町関 大梨子 B 321-17 高崎市 榛名山町 八本松 A
307-5 桐生市 新里町板橋 明美沢 B 321-18 高崎市 榛名山町 ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ C
307-6 桐生市 新里町奥沢 西沢 C 321-19 高崎市 榛名山町 ﾀﾙﾉｻﾜ B
307-7 桐生市 新里町山上 童子沢 B 321-20 高崎市 榛名山町 ﾀﾙﾉｻﾜ C
308-1 桐生市 黒保根町上田沢亀谷戸 C 321-21 高崎市 榛名山町 ｱｼﾀﾞｺﾞ C
308-2 桐生市 黒保根町上田沢大小渕 B 321-22 高崎市 榛名山町 ｱｼﾀﾞｺﾞヤ A
308-3 桐生市 黒保根町上田沢大小渕 B 321-23 高崎市 榛名山町 ｱｼﾀﾞｺﾞヤ A
308-4 桐生市 黒保根町上田沢亀谷戸 C 321-24 高崎市 榛名山町 ﾀｷﾉﾀﾞｲ B
308-5 桐生市 黒保根町上田沢亀谷戸 C 321-25 高崎市 榛名山町 タキノダイ C
308-6 桐生市 黒保根町上田沢控鳥屋 A 321-26 高崎市 榛名山町 ｽﾓﾓｶﾞﾀ B
308-7 桐生市 黒保根町上田沢栗生 B 321-27 高崎市 榛名山町 ｽﾓﾓｶﾞﾀ B
308-8 桐生市 黒保根町上田沢小手扇 B 321-28 高崎市 榛名山町 ｽﾓﾓｶﾞﾀ A
308-9 桐生市 黒保根町上田沢西釜柿 B 321-29 高崎市 榛名山町 ｽﾓﾓｶﾞﾀ B
308-10 桐生市 黒保根町上田沢東原 B 321-30 高崎市 榛名山町 社家町 C
308-11 桐生市 黒保根町上田沢竹ノ久保 A 321-31 高崎市 榛名山町 ﾀｷﾉﾀﾞｲ A
308-12 桐生市 黒保根町上田沢南平久保 C 321-32 高崎市 中室田町 糖塚 A
308-13 桐生市 黒保根町上田沢栗生 A 321-33 高崎市 中室田町 タノイリ A
308-14 桐生市 黒保根町上田沢 B 321-34 高崎市 中室田町 ミコダ B
308-15 桐生市 黒保根町上田沢上石神 C 321-35 高崎市 中室田町 オオサワ A
308-16 桐生市 黒保根町下田沢鳥尾坂 C 321-38 高崎市 宮沢町 ﾋｶｹﾞｻﾞｶ A
308-17 桐生市 黒保根町下田沢西久保 C 321-40 高崎市 宮沢町 ﾆｼｵﾓﾃ B
308-18 桐生市 黒保根町下田沢カブトチ A 321-41 高崎市 宮沢町 オダワラ B
308-19 桐生市 黒保根町下田沢下ノ端 C 321-42 高崎市 下室田町 コマヨセ B
308-20 桐生市 黒保根町下田沢芝平 B 321-43 高崎市 下室田町 テナガ C
308-21 桐生市 黒保根町下田沢奈ノ道上 B 321-44 高崎市 下室田町 大日影 A
308-22 桐生市 黒保根町下田沢下南雲 C 321-45 高崎市 十文字町 アイノタ C
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321-46 高崎市 三ツ子沢町 中西 C 322-32 高崎市 倉渕町川浦 ﾆｼﾊﾞﾔｼ C
321-47 高崎市 上室田町 和久谷 B 322-33 高崎市 倉渕町川浦 北上野ﾔﾏ C
321-48 高崎市 宮沢町 大平 B 322-34 高崎市 倉渕町川浦 北上野ﾔﾏ C
321-49 高崎市 榛名山町 八本松 C 322-35 高崎市 倉渕町川浦 高尾 A
321-51 高崎市 上里見町 梁場 B 322-36 高崎市 倉渕町川浦 月並 C
321-52 高崎市 宮沢町 行人塚 C 322-37 高崎市 倉渕町川浦 ﾌﾙｼﾞｮｳ B
321-53 高崎市 中里見町 井ノ下 A 322-38 高崎市 倉渕町権田 ニシウラ B
321-54 高崎市 上里見町 間野山 B 322-39 高崎市 倉渕町権田 ｵｸﾞﾗﾆｼ B
321-55 高崎市 中里見町 井ノ下 A 322-40 高崎市 倉渕町権田 オグラ B
321-56 高崎市 榛名山町 樽ノ沢 C 322-41 高崎市 倉渕町権田 イワ A
321-57 高崎市 中里見町 井ノ下 A 322-42 高崎市 倉渕町権田 萩の峯 B
321-58 高崎市 中里見町 原 B 322-43 高崎市 倉渕町権田 ハナワ B
321-59 高崎市 上室田町 川曲 C 322-44 高崎市 倉渕町権田 ｵｵﾊﾞﾝﾄ B
321-60 高崎市 白岩町 菜種 C 322-45 高崎市 倉渕町権田 ｲﾅﾘｻﾞﾜ A
321-61 高崎市 上里見町 新道 B 322-46 高崎市 倉渕町権田 長井 A
321-62 高崎市 中里見町 井ノ下 A 322-47 高崎市 倉渕町権田 山田入 B
321-63 高崎市 白岩町 民部 C 322-48 高崎市 倉渕町権田 モノミズカ C
321-64 高崎市 中里見町 上井ノ下 C 322-49 高崎市 倉渕町三ノ倉 ｱﾀｺﾞﾀﾞ B
321-65 高崎市 下室田町 駒寄 B 322-50 高崎市 倉渕町三ノ倉 ｵｵﾐﾀﾞｲ B
321-66 高崎市 榛名山町 社家町 A 322-51 高崎市 倉渕町三ノ倉 観音ｻﾞﾜ B
321-67 高崎市 中室田町 見谷戸 B 322-52 高崎市 倉渕町三ノ倉 ｳｴﾉﾔﾏ B
321-68 高崎市 宮沢町 日影坂 A 322-53 高崎市 倉渕町三ノ倉 ｳｴﾉﾔﾏ B
321-69 高崎市 上里見町 雉子ケ尾 B 322-54 高崎市 倉渕町三ノ倉 石津 B
321-70 高崎市 上里見町 和泉ケ谷津 B 322-55 高崎市 倉渕町三ノ倉 栗崎 B
321-71 高崎市 上里見町 和泉ケ谷津 B 322-56 高崎市 倉渕町川浦 細尾 B
321-72 高崎市 下室田町 五料 B 322-57 高崎市 倉渕町岩氷 上野 B
321-73 高崎市 上里見町 雉子ケ尾 B 322-58 高崎市 倉渕町川浦 坊峯 C
321-74 高崎市 上里見町 雉子ケ尾 B 322-59 高崎市 倉渕町三ノ倉 浅久保 B
321-75 高崎市 上里見町 保古里 A 322-60 高崎市 倉渕町川浦 悪原 B
321-76 高崎市 上里見町 間野山１ C 322-61 高崎市 倉渕町水沼 甘草 C
321-77 高崎市 上里見町 間野山２ C 322-62 高崎市 倉渕町三ノ倉 吉原 B
321-78 高崎市 十文字町 苧干場 C 322-63 高崎市 倉渕町三ノ倉 細入 B
321-79 高崎市 中室田町 西筒井沢 A 322-64 高崎市 倉渕町川浦 東高尾 A
321-80 高崎市 下室田町 大日陰 A 322-65 高崎市 倉渕町権田 立石原 B
321-81 高崎市 宮沢町 中野２ A 322-66 高崎市 倉渕町三ノ倉 柏木山 A
321-82 高崎市 榛名湖町 榛名川上流 B 322-67 高崎市 倉渕町権田 三ツ玉 A
321-83 高崎市 中室田町 東筒井沢 A 322-68 高崎市 倉渕町水沼 三角 C
321-84 高崎市 中室田町 堀の沢川 B 322-69 高崎市 倉渕町川浦 三ツ丸 B
322-1 高崎市 倉渕町水沼 中尾根 A 322-70 高崎市 倉渕町川浦 剣ノ岑 B
322-2 高崎市 倉渕町水沼 細尾 B 322-71 高崎市 倉渕町川浦 白沢 B
322-3 高崎市 倉渕町水沼 三ツ塚 B 322-72 高崎市 倉渕町川浦 赤沢 B
322-4 高崎市 倉渕町水沼 甘草 A 322-73 高崎市 倉渕町川浦 烏口 B
322-5 高崎市 倉渕町水沼 シンヤマ C 322-74 高崎市 倉渕町川浦 氷妻 B
322-6 高崎市 倉渕町水沼 ｳｴﾉﾔﾏ B 322-75 高崎市 倉渕町川浦 押出沢 B
322-7 高崎市 倉渕町岩氷 ナギノ B 322-76 高崎市 倉渕町川浦 滑川 B
322-8 高崎市 倉渕町岩氷 ナギノ A 322-77 高崎市 倉渕町権田 堂の下 B
322-9 高崎市 倉渕町岩氷 尾根山 A 322-78 高崎市 倉渕町岩氷 湯舟 C
322-10 高崎市 倉渕町岩氷 若林 B 322-79 高崎市 倉渕町三ノ倉 上久保 B
322-11 高崎市 倉渕町岩氷 若林 B 322-80 高崎市 倉渕町川浦 悪原 C
322-12 高崎市 倉渕町川浦 三ツ丸 C 322-81 高崎市 倉渕町川浦 梨子林 A
322-13 高崎市 倉渕町川浦 明神平 A 322-82 高崎市 倉渕町権田 下平 C
322-14 高崎市 倉渕町川浦 タカオ B 322-83 高崎市 倉渕町川浦 桑峙 A
322-15 高崎市 倉渕町川浦 ﾅｶｶﾞｷ C 322-84 高崎市 倉渕町川浦 矢陸 C
322-16 高崎市 倉渕町川浦 ﾅｶｶﾞｷ C 322-85 高崎市 倉渕町川浦 木戸沢 B
322-17 高崎市 倉渕町川浦 ﾅｶｶﾞｷ C 322-86 高崎市 倉渕町川浦 高芝 B
322-18 高崎市 倉渕町川浦 ﾅｶｶﾞｷ C 322-87 高崎市 倉渕町川浦 滝上沢 B
322-19 高崎市 倉渕町川浦 ﾅｶｶﾞｷ B 322-88 高崎市 倉渕町権田 下大沢 C
322-20 高崎市 倉渕町川浦 ｹｻﾏﾙ B 322-89 高崎市 倉渕町川浦 北上ノ山 C
322-21 高崎市 倉渕町川浦 ｹｻﾏﾙ C 322-90 高崎市 倉渕町権田 内ノ沢 A
322-22 高崎市 倉渕町川浦 ｹｻﾏﾙ C 323-6 高崎市 箕郷町松之沢 中峰 A
322-23 高崎市 倉渕町川浦 高芝 B 323-7 高崎市 箕郷町松之沢 十二平 B
322-24 高崎市 倉渕町川浦 高芝 C 323-9 高崎市 箕郷町中野 唐松 A
322-25 高崎市 倉渕町川浦 高芝 B 323-10 高崎市 箕郷町中野 金築 A
322-26 高崎市 倉渕町川浦 高芝 C 323-11 高崎市 箕郷町中野 芦ノ沢 A
322-27 高崎市 倉渕町川浦 ヤハズ B 323-12 高崎市 箕郷町善地 上善地 B
322-28 高崎市 倉渕町川浦 オオミネ A 323-13 高崎市 箕郷町善地 上善地 B
322-29 高崎市 倉渕町川浦 キタオオミネ B 323-14 高崎市 箕郷町善地 稲荷沢 B
322-30 高崎市 倉渕町川浦 ｷﾀｵｵﾐﾈ C 323-15 高崎市 箕郷町富岡 梨木平 C
322-31 高崎市 倉渕町川浦 アカシコ C 323-16 高崎市 箕郷町中野 駒寄 B
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323-17 高崎市 箕郷町中野 前の沢 A 345-8 吉岡町 上野田 上野原 B
341-2 渋川市 上白井 奥伏 B 362-1 藤岡市 坂原 クツカケ C
341-3 渋川市 上白井 中棚 C 362-2 藤岡市 坂原 入穴 B
341-4 渋川市 上白井 北沢 A 362-3 藤岡市 坂原 フセ B
341-5 渋川市 上白井 赤谷 A 362-4 藤岡市 坂原 露久保 B
341-6 渋川市 上白井 赤谷 A 362-5 藤岡市 坂原 露久保 C
341-7 渋川市 上白井 東大平 A 362-6 藤岡市 坂原 大トヤ A
341-8 渋川市 上白井 鍛屋沢 A 362-7 藤岡市 坂原 坂原 A
341-11 渋川市 上白井 鈩沢 B 362-8 藤岡市 坂原 大トヤ A
341-12 渋川市 中郷 久保 B 362-9 藤岡市 保美濃山 大縄場 B
341-13 渋川市 上白井 天神 A 362-10 藤岡市 譲原 根際 A
341-14 渋川市 横堀 加生 A 362-11 藤岡市 三波川 上妹ケ谷 B
341-15 渋川市 中郷 西組 B 362-12 藤岡市 三波川 上妹ケ谷 A
341-16 渋川市 中郷 西組 B 362-13 藤岡市 三波川 上妹ケ谷 A
341-17 渋川市 中郷 西組 B 362-14 藤岡市 三波川 竹谷戸 B
341-18 渋川市 北牧 押手 C 362-15 藤岡市 三波川 御荷鉾山 B
341-19 渋川市 北牧 細尾 C 362-16 藤岡市 三波川 大内平 A
341-20 渋川市 横堀 寺平 A 362-17 藤岡市 三波川 大内平 B
341-22 渋川市 横堀 上宿 A 362-18 藤岡市 三波川 大内平 A
341-23 渋川市 横堀 中宿 B 362-19 藤岡市 三波川 琴辻 A
341-24 渋川市 横堀 中子 C 362-20 藤岡市 三波川 琴辻 A
341-25 渋川市 上白井 堺沢 B 362-21 藤岡市 三波川 琴辻 A
341-26 渋川市 上白井 ヒツ山 B 362-22 藤岡市 三波川 南郷 A
341-27 渋川市 中郷 池田沢 B 362-23 藤岡市 三波川 大奈良 B
341-28 渋川市 上白井 悪戸 A 362-24 藤岡市 三波川 日向 B
342-2 渋川市 小野子 八木沢清水 A 362-25 藤岡市 三波川 日向 B
342-3 渋川市 小野子 一本木 B 362-26 藤岡市 保美濃山 天神ワキ B
342-5 渋川市 小野子 大薮 A 362-27 藤岡市 譲原 後山 B
342-6 渋川市 小野子 岡の平 A 362-28 藤岡市 三波川 久々沢 A
342-7 渋川市 小野子 大薮 C 362-29 藤岡市 三波川 雲尾 A
342-8 渋川市 小野子 宮 B 362-30 藤岡市 三波川 下三波川 A
342-9 渋川市 小野子 前原 B 362-31 藤岡市 三波川 下三波川 B
342-10 渋川市 小野子 祖母塚 A 362-32 藤岡市 三波川 下三波川 A
342-11 渋川市 村上 寺沢 B 362-33 藤岡市 鬼石 八津 A
342-12 渋川市 小野子 伊久保 A 362-34 藤岡市 三波川 大沢 A
342-14 渋川市 小野子 下中尾 A 362-35 藤岡市 浄法寺 北峠 A
342-15 渋川市 村上 岩原 A 362-36 藤岡市 浄法寺 竹尾根 A
342-16 渋川市 村上 東原 B 362-37 藤岡市 浄法寺 平原 A
342-17 渋川市 村上 谷後 A 362-38 藤岡市 浄法寺 三山 A
342-18 渋川市 村上 城古趾 B 362-39 藤岡市 保美濃山 赤岩 B
342-19 渋川市 小野子 南谷戸 C 362-40 藤岡市 浄法寺 スワノイリ A
342-20 渋川市 小野子 落釜 C 362-41 藤岡市 三波川 塩沢 B
342-21 渋川市 小野子 糀屋 B 362-42 藤岡市 譲原 根際 B
343-2 渋川市 伊香保町湯中子長峰 B 362-43 藤岡市 三波川 桜山 B
343-3 渋川市 伊香保町湯中子長峰 C 362-44 藤岡市 保美濃山 滝ノ山 C
343-4 渋川市 伊香保町湯中子西組 B 362-45 藤岡市 三波川 犬塚 B
343-5 渋川市 伊香保町湯中子西組 B 362-46 藤岡市 三波川 犬塚 C
343-6 渋川市 伊香保町伊香保乙湯元 A 362-47 藤岡市 坂原 梁瀬 C
343-7 渋川市 伊香保町伊香保甲湯元 A 362-48 藤岡市 三波川 雲尾 B
343-10 渋川市 伊香保町伊香保上ノ山 C 362-49 藤岡市 譲原 地中 A
343-12 渋川市 伊香保町伊香保甲境沢 A 363-1 高崎市 吉井町上奥平 砕ケ C
343-13 渋川市 伊香保町伊香保大野 A 363-2 高崎市 吉井町上奥平 一本木 C
343-14 渋川市 伊香保町伊香保大野 A 363-5 高崎市 吉井町上奥平 樋ケ沢 C
343-15 渋川市 伊香保町伊香保大野 A 363-6 高崎市 吉井町上奥平 樋ケ沢 C
343-17 渋川市 伊香保町水沢 ナカクボ A 363-7 高崎市 吉井町上奥平 樋ケ沢 C
343-18 渋川市 伊香保町伊香保上ノ原 C 363-8 高崎市 吉井町上奥平 新井 C
343-19 渋川市 伊香保町湯中子蛇ヶ岳 C 363-9 高崎市 吉井町上奥平 屋室 C
343-20 渋川市 伊香保町湯中子石ゴネ B 363-10 高崎市 吉井町下奥平 柿ノ木 C
343-21 渋川市 伊香保町伊香保甲硯石 B 363-12 高崎市 吉井町岩崎 岩崎関 C
344-1 榛東村 新井 桃泉 A 363-13 高崎市 吉井町馬庭 ヌカリ沢 C
344-2 榛東村 新井 桃泉 B 363-14 高崎市 吉井町馬庭 笹峰 C
344-3 榛東村 新井 桃泉 C 363-15 高崎市 吉井町東谷 井戸入 B
345-1 榛東村 上野田 上野原 A 363-16 高崎市 吉井町東谷 幕岩 A
345-2 吉岡町 上野田 上野原 B 363-17 高崎市 吉井町東谷 ウチイデ C
345-3 吉岡町 上野田 上野原 B 363-18 高崎市 吉井町東谷 前沢 B
345-4 吉岡町 上野田 上野原 A 363-19 高崎市 吉井町東谷 小梨 B
345-5 吉岡町 小倉 上蟹沢 B 363-20 高崎市 吉井町大沢 小谷 C
345-6 吉岡町 上野田 粟籠 B 363-21 高崎市 吉井町大沢 小谷 C
345-7 吉岡町 漆原 瀬来 B 363-22 高崎市 吉井町大沢 半根石 B
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363-23 高崎市 吉井町大沢 大貝 A 366-58 上野村 野栗沢 東ノ久保 C
363-24 高崎市 吉井町大沢 梅ノ木平 A 366-59 上野村 野栗沢 一の小屋 B
363-25 高崎市 吉井町大沢 竹ノ下 C 366-60 上野村 野栗沢 大山 A
363-26 高崎市 吉井町大沢 小沢 C 366-61 上野村 野栗沢 大山 A
363-27 高崎市 吉井町塩 八束沢 C 366-62 上野村 楢原 中越沢 B
363-28 高崎市 吉井町多比良 馬入須 C 366-63 上野村 楢原 南 C
363-29 高崎市 吉井町多比良 赤谷 A 366-64 上野村 新羽 新羽沢 A
363-30 高崎市 吉井町多比良 ﾁｮｳﾔﾐ C 366-65 上野村 野栗沢 桐久保 C
363-31 高崎市 吉井町多比良 田ノ入 B 366-66 上野村 新羽 小八沢 A
363-32 高崎市 吉井町多比良 杉井戸 C 366-67 上野村 楢原 向山 B
363-33 高崎市 吉井町東谷 前沢 A 366-68 上野村 勝山 西ノ平 C
363-35 高崎市 吉井町矢田 千保 B 366-69 上野村 乙母 四日ヤ C
363-36 高崎市 吉井町長根 折茂谷 B 366-70 上野村 野栗沢 小丸沢 B
363-37 高崎市 吉井町上奥平 城 C 366-71 上野村 野栗沢 秀平 B
363-39 高崎市 吉井町上奥平 橳尾 B 366-72 上野村 野栗沢 秀平 B
366-1 上野村 楢原 矢弓沢 B 366-73 上野村 楢原 神行 B
366-2 上野村 楢原 矢弓沢 B 366-74 上野村 川和 桜沢 A
366-3 上野村 楢原 室處 C 366-75 上野村 乙父 久沢 B
366-5 上野村 楢原 八重小屋 C 366-76 上野村 乙母 平渡 B
366-6 上野村 楢原 八重小屋 C 366-77 上野村 楢原 白水沢 B
366-7 上野村 楢原 黒川 C 366-80 上野村 楢原 北沢 B
366-8 上野村 楢原 日影平 A 366-81 上野村 楢原 崩 B
366-9 上野村 楢原 日影平 A 366-82 上野村 楢原 黒川 C
366-10 上野村 楢原 タルノ沢 B 366-83 上野村 乙母 平沢 C
366-11 上野村 楢原 タルノ沢 B 366-84 上野村 楢原 小倉 B
366-12 上野村 楢原 タルノ沢 B 366-85 上野村 勝山 馬放場 B
366-13 上野村 楢原 下夏内 B 366-87 上野村 新羽 峰 A
366-14 上野村 楢原 下夏内 C 366-88 上野村 新羽 宮の沢 A
366-15 上野村 楢原 下夏内 A 366-89 上野村 乙父 山久保 B
366-16 上野村 楢原 下夏内 B 366-90 上野村 楢原 中之沢 C
366-17 上野村 楢原 南 B 366-91 上野村 楢原 中之沢 C
366-18 上野村 楢原 後山 B 366-92 上野村 楢原 中之沢 C
366-19 上野村 楢原 明ケ沢 C 366-93 上野村 楢原 蔦ノ岩 B
366-20 上野村 楢原 明ケ沢 C 366-94 上野村 野栗沢 太尾 A
366-21 上野村 楢原 堂所 A 366-95 上野村 勝山 西ノ平 C
366-22 上野村 楢原 楢沢 A 366-96 上野村 楢原 中之沢 C
366-23 上野村 楢原 楢沢 B 366-97 上野村 栗野沢 フリヤド C
366-24 上野村 楢原 楢沢 C 366-98 上野村 勝山 長渕 A
366-25 上野村 楢原 大地萱 B 366-100 上野村 勝山 ゴダイ A
366-26 上野村 楢原 須郷 A 366-101 上野村 乙父 足沢 B
366-28 上野村 楢原 橋の沢 B 366-102 上野村 乙母 崩久保 C
366-29 上野村 乙父 小春 A 366-103 上野村 楢原 中之沢 A
366-30 上野村 乙父 小幡沢 B 366-104 上野村 楢原 小倉 B
366-31 上野村 乙父 山久保 B 366-105 上野村 乙父 大天莫 C
366-32 上野村 乙父 神寄 A 367-1 神流町 船子 大福 B
366-33 上野村 乙父 乙父沢 B 367-2 神流町 船子 大福 B
366-34 上野村 乙父 コグサキ平 C 367-3 神流町 船子 大福 B
366-35 上野村 乙父 片路 B 367-4 神流町 船子 小大福 A
366-36 上野村 乙父 高畑 C 367-5 神流町 船子 大芝 B
366-37 上野村 乙父 井戸沢 A 367-6 神流町 船子 大芝 C
366-38 上野村 乙父 笠丸 B 367-7 神流町 船子 大芝 B
366-39 上野村 乙母 鏡ノ沢 B 367-8 神流町 船子 大芝 B
366-40 上野村 乙母 古崩 C 367-9 神流町 船子 大芝 B
366-41 上野村 乙母 藤沢 C 367-10 神流町 船子 大芝 A
366-42 上野村 川和 大福寺 B 367-11 神流町 船子 大芝 C
366-43 上野村 勝山 槽現堂 A 367-12 神流町 船子 大芝 C
366-44 上野村 勝山 登りト A 367-13 神流町 船子 高塩向 B
366-45 上野村 勝山 赤屋 A 367-14 神流町 船子 椹森 A
366-46 上野村 新羽 早房 A 367-15 神流町 船子 大平 A
366-47 上野村 新羽 糸那沢 A 367-16 神流町 船子 紙千場 A
366-48 上野村 新羽 滝ノ沢 A 367-17 神流町 船子 菜畑 B
366-49 上野村 新羽 滝ノ沢 A 367-18 神流町 船子 小倉 B
366-50 上野村 新羽 モズキ A 367-19 神流町 船子 高塩 A
366-51 上野村 新羽 カリヤ沢 A 367-20 神流町 船子 白井 A
366-52 上野村 新羽 前山 B 367-21 神流町 黒田 馬坂 B
366-53 上野村 野栗沢 瀬戸 B 367-22 神流町 黒田 聖沢 A
366-54 上野村 野栗沢 小畑 C 367-23 神流町 青梨 高熊 C
366-55 上野村 野栗沢 新井 C 367-24 神流町 相原 滝ノ沢 A
366-57 上野村 野栗沢 孫子畑 B 367-25 神流町 青梨 岩坪 B
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367-26 神流町 青梨 西ノ平 A 367-102 神流町 神ケ原 戸面 A
367-27 神流町 青梨 初縄 B 367-103 神流町 神ケ原 戸面 A
367-28 神流町 小平 宿ノ向 A 367-105 神流町 神ケ原 志賀坂 A
367-29 神流町 小平 古田 C 367-106 神流町 神ケ原 ホソガヤ A
367-30 神流町 小平 古田 A 367-107 神流町 神ケ原 久恵の沢 C
367-31 神流町 小平 元郷 B 367-108 神流町 神ケ原 久恵の沢 B
367-32 神流町 小平 元郷 B 367-109 神流町 神ケ原 キワタカヤ B
367-33 神流町 生利 小塩沢 A 367-110 神流町 神ケ原 前沢 A
367-34 神流町 生利 赤土 A 367-111 神流町 神ケ原 沢の入 A
367-35 神流町 生利 桑木平 A 367-112 神流町 神ケ原 ワタド A
367-36 神流町 塩沢 平仁田 C 367-113 神流町 神ケ原 野栗道 A
367-37 神流町 塩沢 平仁田 C 367-114 神流町 神ケ原 清吾ゾヲリ B
367-38 神流町 塩沢 大柏木 B 367-115 神流町 神ケ原 日影 B
367-39 神流町 塩沢 大柏木 B 367-116 神流町 神ケ原 瀬林 B
367-40 神流町 塩沢 大柏木 B 367-117 神流町 神ケ原 下瀬林 B
367-41 神流町 塩沢 大松 B 367-118 神流町 神ケ原 袴形 B
367-42 神流町 塩沢 大曽利 C 367-119 神流町 神ケ原 奥の反り C
367-43 神流町 塩沢 大曽利 C 367-120 神流町 神ケ原 ビルガザワ C
367-44 神流町 塩沢 大曽利 C 367-121 神流町 魚尾 長尺 A
367-45 神流町 塩沢 西向 A 367-123 神流町 魚尾 中郷下 A
367-46 神流町 塩沢 関端 A 367-124 神流町 魚尾 井田 A
367-47 神流町 塩沢 伏原 A 367-125 神流町 魚尾 田ノ頭 B
367-48 神流町 万場 八幡 A 367-127 神流町 魚尾 桜井 A
367-49 神流町 万場 八幡 A 367-128 神流町 魚尾 宮越 A
367-50 神流町 万場 奴郷 A 367-129 神流町 魚尾 下小越 B
367-51 神流町 万場 井戸向 A 367-130 神流町 平原 持倉 C
367-52 神流町 万場 瀬早 B 367-131 神流町 平原 持倉 C
367-53 神流町 生利 御鉾 C 367-132 神流町 神ケ原 下瀬林 B
367-54 神流町 生利 御鉾 A 367-133 神流町 神ケ原 夏内 A
367-55 神流町 生利 御鉾 B 367-134 神流町 平原 栃久保 A
367-56 神流町 万場 気奈沢 A 367-135 神流町 神ケ原 二夕俣 B
367-57 神流町 生利 栗生 A 367-136 神流町 神ケ原 長久保 B
367-58 神流町 生利 土坂 B 367-137 神流町 神ケ原 梅ノ木畠 B
367-59 神流町 生利 土坂 B 367-138 神流町 神ケ原 皿小屋 A
367-60 神流町 生利 土坂 B 367-139 神流町 神ケ原 石津 C
367-61 神流町 生利 オダモ B 367-140 神流町 神ケ原 石神 C
367-62 神流町 生利 馬込 A 367-141 神流町 平原 傍示平 C
367-63 神流町 麻生 唐沢後山 B 367-142 神流町 神ケ原 石津 B
367-64 神流町 麻生 西ノ向 B 367-143 神流町 神ケ原 鳥頭沢 B
367-65 神流町 柏木 入沢 B 367-144 神流町 神ケ原 奥の反り C
367-70 神流町 柏木 入沢 A 367-145 神流町 神ケ原 タツクシド C
367-71 神流町 柏木 入沢 A 367-147 神流町 平原 西ノ平 C
367-72 神流町 柏木 入沢 A 367-148 神流町 平原 西向 A
367-73 神流町 柏木 柏木 A 367-149 神流町 平原 赤崩 A
367-74 神流町 柏木 平野 B 367-150 神流町 魚尾 宮地 B
367-75 神流町 柏木 室沢 B 367-151 神流町 神ケ原 二タ俣 B
367-76 神流町 柏木 熊ノ沢 B 367-152 神流町 生利 滝ノ沢 C
367-77 神流町 塩沢 長久保 B 367-154 神流町 塩沢 赤久縄 B
367-78 神流町 小平 元郷 A 367-155 神流町 神ケ原 下瀬林 C
367-79 神流町 船子 西 C 367-156 神流町 魚尾 川中 B
367-80 神流町 塩沢 西向 C 367-157 神流町 魚尾 川中 C
367-81 神流町 生利 御鉾 B 367-158 神流町 船子 西 C
367-82 神流町 小平 森戸 A 367-159 神流町 生利 御鉾 C
367-83 神流町 塩沢 下大仁田 A 367-161 神流町 船子 白岩 C
367-84 神流町 生利 御鉾 A 367-162 神流町 船子 奥反 B
367-86 神流町 平原 八倉 A 367-163 神流町 神ヶ原 細萱 C
367-87 神流町 平原 橋倉 A 381-3 富岡市 妙義町諸戸 木戸 A
367-88 神流町 平原 山室 B 381-4 富岡市 妙義町八木連 山神 C
367-89 神流町 平原 出 C 381-5 富岡市 妙義町下高田 スミヤミ C
367-90 神流町 平原 出 C 381-6 富岡市 妙義町菅原 イゴ田 A
367-91 神流町 尾附 金脇 B 381-7 富岡市 妙義町菅原 宿 A
367-92 神流町 尾附 尾附 A 381-8 富岡市 妙義町菅原 川後石 A
367-93 神流町 尾附 ナギミチウエ C 381-9 富岡市 妙義町菅原 町-Ⅱ B
367-95 神流町 神ヶ原 ミヨッパ B 381-10 富岡市 妙義町菅原 町-Ⅰ B
367-96 神流町 平原 障子白 A 381-11 富岡市 妙義町菅原 川後石 B
367-97 神流町 平原 傍示平 B 381-15 富岡市 妙義町菅原 南川後石 B
367-98 神流町 平原 滝ノ上 A 381-16 富岡市 妙義町菅原 南川後石 B
367-99 神流町 神ケ原 ククガシラ A 381-17 富岡市 妙義町下高田 千福寺 B
367-100 神流町 神ケ原 小樽 A 381-18 富岡市 妙義町古立 妙義神社 A
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381-19 富岡市 妙義町古立 天沢 B 382-69 下仁田町 南野牧 栃梨口 B
381-20 富岡市 妙義町菅原 悪津 C 382-70 下仁田町 南野牧 上野平 B
381-21 富岡市 妙義町菅原 向菅原 C 382-71 下仁田町 南野牧 向峰 C
381-22 富岡市 妙義町八木連 堂谷 B 382-72 下仁田町 南野牧 榊原 B
381-23 富岡市 妙義町下高田 三屋 B 382-73 下仁田町 南野牧 城野山 A
382-1 下仁田町 西野牧 和美沢 C 382-74 下仁田町 南野牧 前原 A
382-2 下仁田町 西野牧 ﾆｸﾗｻﾞﾜ B 382-75 下仁田町 東野牧 六畝田 A
382-3 下仁田町 西野牧 ﾄﾞｳﾉｲﾘ A 382-76 下仁田町 東野牧 沢口 A
382-4 下仁田町 西野牧 二ツ鳥谷 B 382-77 下仁田町 東野牧 山神 A
382-5 下仁田町 西野牧 川畑 B 382-78 下仁田町 東野牧 高島 B
382-6 下仁田町 西野牧 半己 C 382-79 下仁田町 東野牧 登戸 A
382-7 下仁田町 西野牧 石馬草 B 382-80 下仁田町 東野牧 西松王沢 A
382-8 下仁田町 上小坂 番田川 B 382-81 下仁田町 東野牧 榜示戸 A
382-9 下仁田町 上小坂 国土 C 382-82 下仁田町 中小坂 殿入 A
382-10 下仁田町 上小坂 番田川 B 382-83 下仁田町 東野牧 日影榜示戸 B
382-11 下仁田町 西野牧 上ﾉ入日向 B 382-84 下仁田町 東野牧 ｵﾁｻﾞﾜｸﾞﾁ B
382-13 下仁田町 上小坂 大崩 B 382-85 下仁田町 東野牧 オチザワグチ B
382-14 下仁田町 上小坂 田納津 B 382-86 下仁田町 東野牧 ｷﾘﾒｻﾞﾜｸﾞﾁ A
382-15 下仁田町 上小坂 中山 B 382-87 下仁田町 東野牧 笹ノ平 B
382-16 下仁田町 西野牧 下南室 B 382-88 下仁田町 東野牧 粒羅萱 B
382-17 下仁田町 西野牧 下南室 C 382-89 下仁田町 東野牧 茶原口 A
382-18 下仁田町 西野牧 下南室 B 382-90 下仁田町 東野牧 奥山 A
382-20 下仁田町 西野牧 瀬成 C 382-91 下仁田町 東野牧 猪伏 A
382-21 下仁田町 西野牧 小塩沢日影 B 382-92 下仁田町 中小坂 ｶﾜﾊﾞﾀｹ A
382-22 下仁田町 西野牧 上野出口 B 382-93 下仁田町 東野牧 ｷﾘﾒｻﾞﾜｸﾞﾁ B
382-23 下仁田町 西野牧 宮平 B 382-94 下仁田町 中小坂 春日田上ﾉ山 A
382-24 下仁田町 西野牧 宮平 B 382-95 下仁田町 中小坂 春日田上ﾉ山 A
382-25 下仁田町 西野牧 北向 A 382-96 下仁田町 中小坂 井出入 A
382-26 下仁田町 西野牧 中野山 B 382-97 下仁田町 中小坂 反替戸 A
382-27 下仁田町 西野牧 榎平 A 382-98 下仁田町 下小坂 日影林 A
382-28 下仁田町 西野牧 木戸野沢 C 382-99 下仁田町 下小坂 辻畑 B
382-29 下仁田町 西野牧 西井戸沢 A 382-100 下仁田町 下仁田 森沢 A
382-30 下仁田町 西野牧 西井戸沢 A 382-101 下仁田町 下仁田 折ノ沢 C
382-31 下仁田町 西野牧 西新屋 B 382-102 下仁田町 白山 蕨平 A
382-32 下仁田町 西野牧 駒形沢 C 382-103 下仁田町 馬山 三本杉 C
382-33 下仁田町 西野牧 大多良 B 382-104 下仁田町 馬山 鶴巻 A
382-34 下仁田町 西野牧 大多良 B 382-105 下仁田町 馬山 栃縄代 A
382-35 下仁田町 西野牧 田代 C 382-106 下仁田町 下小坂 ヨコイワ A
382-36 下仁田町 西野牧 清水沢 A 382-107 下仁田町 下郷 オオガヤ A
382-37 下仁田町 西野牧 清水沢 B 382-108 下仁田町 風口 山ノ神 A
382-38 下仁田町 西野牧 清水畑 B 382-109 下仁田町 風口 蚊沼 C
382-39 下仁田町 西野牧 枇杷沢 B 382-110 下仁田町 風口 マエハラ B
382-40 下仁田町 西野牧 西桑原 C 382-111 下仁田町 大桑原 地蔵久保 B
382-41 下仁田町 西野牧 城山 A 382-112 下仁田町 川井 湯前 B
382-42 下仁田町 本宿 川原畑 A 382-113 下仁田町 大桑原 モリシタ A
382-43 下仁田町 西野牧 和田 A 382-114 下仁田町 青倉 小河原 B
382-44 下仁田町 上小坂 足倉 A 382-115 下仁田町 下小坂 小藤畑 A
382-45 下仁田町 上小坂 下足倉 A 382-116 下仁田町 青倉 峰 B
382-46 下仁田町 上小坂 長畑 B 382-117 下仁田町 青倉 夏内 A
382-47 下仁田町 上小坂 内出 C 382-118 下仁田町 青倉 夏内 A
382-48 下仁田町 上小坂 中山 B 382-119 下仁田町 栗山 橋上 C
382-50 下仁田町 上小坂 後山 A 382-120 下仁田町 栗山 尻高谷 B
382-51 下仁田町 東野牧 峰 A 382-121 下仁田町 吉崎 センザワ A
382-52 下仁田町 中小坂 猿畑 A 382-122 下仁田町 栗山 西ノ入 A
382-53 下仁田町 中小坂 横倉 A 382-123 下仁田町 馬山 ヘイクボ B
382-54 下仁田町 東野牧 白井平 B 382-124 下仁田町 青倉 塩ノ宮 A
382-55 下仁田町 南野牧 白井平 B 382-125 下仁田町 青倉 ウロノ平 A
382-56 下仁田町 南野牧 白井平 C 382-126 下仁田町 青倉 七久保坂 A
382-57 下仁田町 東野牧 白井平 B 382-127 下仁田町 青倉 柚ノ木 A
382-58 下仁田町 南野牧 向平 B 382-128 下仁田町 青倉 上野平 A
382-59 下仁田町 南野牧 向嶽 B 382-129 下仁田町 青倉 上野平 C
382-60 下仁田町 南野牧 西畑 A 382-130 下仁田町 青倉 ｽｷﾞﾅ久保 B
382-61 下仁田町 南野牧 栃久保 B 382-131 下仁田町 青倉 谷之尾上 B
382-62 下仁田町 南野牧 中丸道下 A 382-132 下仁田町 平原 平 B
382-63 下仁田町 南野牧 矢沢 B 382-136 下仁田町 栗山 竹上 A
382-64 下仁田町 南野牧 水ノ入 A 382-137 下仁田町 平原 高岩 B
382-65 下仁田町 南野牧 岩鼻 A 382-138 下仁田町 蒔田 細萱 A
382-66 下仁田町 南野牧 西花 A 382-139 下仁田町 青倉 長尾沢 B
382-67 下仁田町 南野牧 西花 A 382-140 下仁田町 青倉 扇平 B
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382-142 下仁田町 西野牧 黒竹 A 383-36 南牧村 大塩沢 川久保 B
382-143 下仁田町 西野牧 下南室 C 383-37 南牧村 大塩沢 川ノ入 A
382-144 下仁田町 西野牧 土合 C 383-38 南牧村 大塩沢 狐草沢 B
382-145 下仁田町 西野牧 柳原 C 383-39 南牧村 小沢 下叶屋 A
382-146 下仁田町 青倉 白倉 A 383-40 南牧村 小沢 屋敷際 A
382-150 下仁田町 青倉 赤谷 B 383-41 南牧村 小沢 丁萱 B
382-151 下仁田町 西野牧 高立 C 383-42 南牧村 小沢 一本木 B
382-152 下仁田町 馬山 山際 B 383-43 南牧村 小沢 上叶屋 A
382-154 下仁田町 馬山 立足 B 383-44 南牧村 小沢 下叶屋 A
382-155 下仁田町 南野牧 相沢 B 383-45 南牧村 小沢 下叶屋 A
382-156 下仁田町 大桑原 川久保 B 383-46 南牧村 小沢 下叶屋 C
382-157 下仁田町 上小坂 蕪井戸 B 383-47 南牧村 小沢 富士山 A
382-203 下仁田町 西野牧 荷倉沢 B 383-48 南牧村 小沢 富士山 A
382-204 下仁田町 西野牧 東船久保 C 383-49 南牧村 小沢 日影小沢 A
382-205 下仁田町 西野牧 赤岩 C 383-50 南牧村 羽沢 狭岩 C
382-206 下仁田町 青倉 大畑 A 383-51 南牧村 熊倉 足田沢 B
382-207 下仁田町 川井 湯沢 B 383-52 南牧村 熊倉 長久保 C
382-208 下仁田町 大桑原 小入沢 B 383-53 南牧村 熊倉 長久保 B
382-209 下仁田町 下小坂 山際 B 383-55 南牧村 熊倉 栃久保 C
382-210 下仁田町 西野牧 小平 C 383-56 南牧村 熊倉 貝掛平 C
382-211 下仁田町 東野牧 落沢口 C 383-57 南牧村 熊倉 大上 C
382-212 下仁田町 馬山 丸岳 A 383-58 南牧村 熊倉 大向 C
382-213 下仁田町 西野牧 丸谷沢 A 383-59 南牧村 熊倉 城山 B
382-214 下仁田町 川井 湯前 B 383-60 南牧村 熊倉 駒寄 C
382-215 下仁田町 西野牧 大向 B 383-61 南牧村 羽沢 狭岩 C
382-216 下仁田町 吉崎 一ノ沢 A 383-62 南牧村 羽沢 大仁田 B
382-217 下仁田町 南野牧 横間 A 383-63 南牧村 熊倉 峰 A
382-218 下仁田町 西野牧 上長原 B 383-64 南牧村 羽沢 小豆沢 B
382-219 下仁田町 南野牧 土合 A 383-65 南牧村 羽沢 平畑 C
382-223 下仁田町 川井 白石尾根 B 383-66 南牧村 羽沢 茂木 B
382-224 下仁田町 西野牧 大向 C 383-67 南牧村 羽沢 狐久保 B
382-225 下仁田町 中小坂 赤根沢 B 383-68 南牧村 羽沢 唐沢 C
382-226 下仁田町 南野牧 桑ノ木原 B 383-69 南牧村 星尾 長久保 B
382-227 下仁田町 東野牧 上野山 B 383-70 南牧村 羽沢 井戸沢 A
382-229 下仁田町 上小坂 鮒久保 B 383-71 南牧村 砥沢 日影 B
382-230 下仁田町 中小坂 反替戸 A 383-72 南牧村 羽沢 申口 B
382-231 下仁田町 南野牧 目赤石 B 383-73 南牧村 星尾 竹ノ沢入 C
382-232 下仁田町 栗山 竹上 A 383-74 南牧村 星尾 狭岩 B
383-1 南牧村 大塩沢 赤坂 A 383-75 南牧村 星尾 中ヲ子 B
383-2 南牧村 大塩沢 遠入 B 383-76 南牧村 星尾 傍示沢入 B
383-3 南牧村 大塩沢 宮ノソリ A 383-78 南牧村 砥沢 後窪 B
383-4 南牧村 大塩沢 千沢 C 383-79 南牧村 六車 峰山 A
383-6 南牧村 星尾 坂の下 B 383-80 南牧村 六車 向平 A
383-7 南牧村 羽沢 井出入 C 383-81 南牧村 砥沢 滝ノ上 C
383-8 南牧村 羽沢 狐久保 C 383-82 南牧村 砥沢 東畝 C
383-9 南牧村 星尾 打越 B 383-83 南牧村 砥沢 甲斐無 B
383-10 南牧村 星尾 小倉平 A 383-84 南牧村 砥沢 古宿 B
383-11 南牧村 星尾 道場 B 383-85 南牧村 砥沢 笹原 B
383-12 南牧村 星尾 阿久津 B 383-86 南牧村 六車 赤岩沢 B
383-13 南牧村 星尾 向平 C 383-87 南牧村 六車 赤岩 B
383-14 南牧村 星尾 塩水 C 383-88 南牧村 六車 片地 A
383-15 南牧村 六車 前畑 A 383-89 南牧村 六車 向平 B
383-17 南牧村 六車 カナイ反 A 383-90 南牧村 六車 中山 B
383-18 南牧村 六車 ゴウダ A 383-91 南牧村 六車 万地 B
383-19 南牧村 六車 ゴウダ C 383-92 南牧村 六車 中棚 A
383-20 南牧村 六車 尾崎 B 383-93 南牧村 大仁田 丸山 A
383-21 南牧村 六車 岩久保 B 383-94 南牧村 六車 東畑 A
383-22 南牧村 六車 ゴウダ C 383-95 南牧村 大日向 道ノ上 B
383-23 南牧村 六車 ゴウダ B 383-96 南牧村 大日向 境沢 B
383-24 南牧村 六車 前畑 A 383-97 南牧村 大日向 日影雨沢 A
383-25 南牧村 大塩沢 大向 C 383-98 南牧村 大日向 雨沢 A
383-26 南牧村 大塩沢 茶木上 A 383-99 南牧村 六車 キギ岩 C
383-27 南牧村 大塩沢 腰巻 B 383-100 南牧村 六車 キギ岩 B
383-28 南牧村 大塩沢 栃久保 A 383-101 南牧村 大日向 西ノ入 A
383-29 南牧村 大塩沢 立間 A 383-102 南牧村 大日向 麦窪 B
383-31 南牧村 大塩沢 峰 A 383-103 南牧村 磐戸 桧ノ沢 A
383-33 南牧村 千原 沢口 A 383-104 南牧村 大日向 宮ノ平 A
383-34 南牧村 大塩沢 後山 B 383-105 南牧村 大日向 高岩 A
383-35 南牧村 大塩沢 関川原 A 383-106 南牧村 大日向 千畑 A
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383-107 南牧村 桧沢 十二所 B 384-10 甘楽町 秋畑 谷ノ口 A
383-108 南牧村 桧沢 沢 C 384-11 甘楽町 秋畑 赤谷戸 A
383-109 南牧村 大日向 上門札 A 384-12 甘楽町 秋畑 芳ノ沢 A
383-110 南牧村 磐戸 楮原 A 384-13 甘楽町 秋畑 クロモト B
383-111 南牧村 桧沢 大倉 A 384-14 甘楽町 秋畑 梅ノ木入 A
383-112 南牧村 磐戸 下悪原 B 384-15 甘楽町 秋畑 オクヤマ B
383-113 南牧村 磐戸 上悪原 B 384-17 甘楽町 秋畑 沼 A
383-114 南牧村 千原 二ツ岩 A 384-18 甘楽町 国峰 日向 B
383-115 南牧村 千原 立石 B 384-19 甘楽町 秋畑 梅ノ木入 B
383-116 南牧村 磐戸 椚 A 384-20 甘楽町 小幡 仙堂院 C
383-117 南牧村 千原 関口 A 384-21 甘楽町 小幡 丸 山 C
383-118 南牧村 磐戸 椚 C 384-22 甘楽町 秋畑 稲含２ B
383-119 南牧村 椚 六本松 A 384-23 甘楽町 秋畑 八丁河原 B
383-120 南牧村 磐戸 八重久保 B 384-24 甘楽町 秋畑 伏鹿 A
383-121 南牧村 小沢 佐与 A 384-25 甘楽町 秋畑 赤谷 C
383-122 南牧村 砥沢 宇曽ノ入 B 384-26 甘楽町 秋畑 討出し B
383-123 南牧村 大仁田 細久保 B 384-42 甘楽町 小幡 光善入 C
383-124 南牧村 大仁田 二瀬川 C 401-1 安中市 松井田町西野牧千駄木１ B
383-125 南牧村 大仁田 ｷﾜﾀﾞ久保 A 401-2 安中市 松井田町西野牧千駄木2 B
383-126 南牧村 大仁田 堂平 C 401-3 安中市 松井田町西野牧新林１ C
383-127 南牧村 大仁田 日向山 A 401-5 安中市 松井田町西野牧中河原 B
383-128 南牧村 大仁田 小山沢 B 401-6 安中市 松井田町西野牧矢島沢 A
383-131 南牧村 桧沢 大内神楽 A 401-7 安中市 松井田町北野牧桜沢１ C
383-133 南牧村 桧沢 根草 B 401-8 安中市 松井田町北野牧桜沢２ C
383-134 南牧村 桧沢 根草 C 401-9 安中市 松井田町北野牧ｲﾄﾞﾔﾏ１ B
383-135 南牧村 羽沢 居合沢 B 401-10 安中市 松井田町北野牧ｲﾄﾞﾔﾏ２ C
383-136 南牧村 大塩沢 渡戸 C 401-11 安中市 松井田町北野牧ｸﾂﾔｼｷ C
383-137 南牧村 大塩沢 啓以坂 C 401-12 安中市 松井田町北野牧西 B
383-138 南牧村 大塩沢 川端 A 401-13 安中市 松井田町北野牧千ケ渕1 B
383-139 南牧村 大塩沢 カタフタヤ B 401-15 安中市 松井田町入山 上ノ原１ B
383-140 南牧村 大塩沢 西河原 C 401-16 安中市 松井田町入山 上ノ原２ C
383-141 南牧村 大塩沢 目明石 C 401-17 安中市 松井田町入山 大平 B
383-142 南牧村 千原 寺沢 B 401-18 安中市 松井田町入山 イボイシ B
383-143 南牧村 大塩沢 田ノ尻 C 401-19 安中市 松井田町入山 クレイ A
383-145 南牧村 桧沢 湯ノ沢 A 401-20 安中市 松井田町入山 葭倉 A
383-146 南牧村 羽沢 申口 B 401-22 安中市 松井田町入山 三ツ頭 A
383-147 南牧村 桧沢 沢 C 401-23 安中市 松井田町入山 大門 B
383-148 南牧村 星尾 扇畑 B 401-24 安中市 松井田町入山 萱尾根 C
383-149 南牧村 六車 北ノ久保 C 401-25 安中市 松井田町坂本 大平 C
383-150 南牧村 星尾 日影水浴戸 A 401-26 安中市 松井田町坂本 道全１ C
383-151 南牧村 桧沢 高岩 B 401-27 安中市 松井田町坂本 道全２ C
383-152 南牧村 大仁田 滑岩 A 401-28 安中市 松井田町坂本 道全３ B
383-153 南牧村 熊倉 野々沢 C 401-29 安中市 松井田町坂本 道全４ B
383-154 南牧村 熊倉 大上 B 401-30 安中市 松井田町土塩 入村 B
383-156 南牧村 大塩沢 日向 C 401-31 安中市 松井田町土塩 ﾋﾖﾄﾞﾘｺｴ B
383-157 南牧村 磐戸 久保道上 B 401-32 安中市 松井田町土塩 クラボメ C
383-158 南牧村 大仁田 小山沢 A 401-33 安中市 松井田町土塩 タツミガサ C
383-159 南牧村 大仁田 新井 C 401-34 安中市 松井田町土塩 西道添１ C
383-160 南牧村 大仁田 新井 C 401-35 安中市 松井田町土塩 西道添２ B
383-161 南牧村 羽沢 風早 C 401-36 安中市 松井田町土塩 西雨請 C
383-162 南牧村 六車 新井平 B 401-37 安中市 松井田町土塩 小柏 C
383-163 南牧村 大日向 境沢 A 401-38 安中市 松井田町土塩 栗屋 C
383-164 南牧村 熊倉 舟久保 B 401-39 安中市 松井田町上増田板ケ沢 A
383-165 南牧村 熊倉 象ヶ滝 B 401-40 安中市 松井田町上増田木馬瀬１ B
383-166 南牧村 星尾 十二 C 401-41 安中市 松井田町上増田木馬瀬２ B
383-167 南牧村 羽沢 佛岩 C 401-42 安中市 松井田町上増田熊ノ谷１ A
383-168 南牧村 大塩沢 熊穴 B 401-43 安中市 松井田町上増田熊ノ谷２ C
383-169 南牧村 羽沢 宮ノ入 B 401-44 安中市 松井田町上増田室ノ木１ A
383-171 南牧村 羽沢 仏岩 C 401-45 安中市 松井田町上増田室ノ木２ C
383-172 南牧村 大仁田 丸山 B 401-46 安中市 松井田町上増田室ノ木３ C
383-174 南牧村 熊倉 石附 B 401-47 安中市 松井田町上増田筒中 C
384-1 甘楽町 国峯 竹ノ内 A 401-48 安中市 松井田町上増田金敷 C
384-2 甘楽町 国峯 大光寺 A 401-49 安中市 松井田町上増田浅谷 C
384-4 甘楽町 国峯 大光寺 A 401-50 安中市 松井田町上増田松ノ木沢 C
384-5 甘楽町 天引 久保 B 401-51 安中市 松井田町松井田日影薬師 C
384-6 甘楽町 秋畑 大平 A 401-52 安中市 松井田町新掘 湯沢 B
384-7 甘楽町 秋畑 大平２ A 401-53 安中市 松井田町新掘 ゼンヤツ B
384-8 甘楽町 トドロク ムカイ A 401-54 安中市 松井田町新掘 西源ケ原 A
384-9 甘楽町 秋畑 小巻平 B 401-56 安中市 松井田町高梨子ｻﾝｼﾞﾛｳ B
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401-57 安中市 松井田町高梨子飛沢 B 421-32 中之条町 山田 ハタケ沢 B
401-58 安中市 松井田町新井 ﾋｶﾞｼﾃﾝｼﾞﾝ C 421-33 中之条町 山田 ｶｽﾞﾏﾔﾏ A
401-59 安中市 松井田町新井 ニシテンジン C 421-34 中之条町 山田 上前 B
401-60 安中市 松井田町新井 クボ B 421-35 中之条町 山田 ウエノヤマ B
401-61 安中市 松井田町五料 山岸 A 421-36 中之条町 下沢渡 トチクボ B
401-62 安中市 松井田町五料 ﾅｶﾉﾀｷ B 421-37 中之条町 下沢渡 中組 B
401-63 安中市 松井田町五料 クモウチ C 421-38 中之条町 下沢渡 ｶﾅﾀﾞｲﾗ B
401-64 安中市 松井田町五料 ﾋﾅｶﾞｲﾄ B 421-39 中之条町 下沢渡 カナバラ C
401-65 安中市 松井田町五料 山口 A 421-40 中之条町 折田 十二平 B
401-66 安中市 松井田町土塩 三室 C 421-41 中之条町 折田 ウチヤマ A
401-67 安中市 松井田町上増田宮の上 B 421-42 中之条町 五反田 成田 C
401-68 安中市 松井田町八城 八城沢 C 421-43 中之条町 五反田 タケヤマ A
401-69 安中市 松井田町入山 井戸沢 A 421-44 中之条町 五反田 イワツボ A
401-70 安中市 松井田町横川 小山沢 C 421-45 中之条町 中之条 小原崎 B
401-71 安中市 松井田町入山 上ノ原 B 421-46 中之条町 横尾 堅岡 C
401-72 安中市 松井田町原 赤松沢 B 421-47 中之条町 平 ナルサワ A
401-73 安中市 松井田町高梨子長松寺沢 C 421-48 中之条町 平 籠林 C
401-74 安中市 松井田町入山 小柏 B 421-49 中之条町 平 籠林 C
401-75 安中市 松井田町入山 矢崎 A 421-50 中之条町 平 ナチラク A
401-76 安中市 松井田町五料 中木山 B 421-51 中之条町 平 スゲタ B
401-77 安中市 松井田町上増田宮ノ上 C 421-52 中之条町 平 柳田 B
401-78 安中市 松井田町土塩 蟹沢 B 421-53 中之条町 横尾 八幡 B
401-79 安中市 松井田町行田 黒間前 C 421-54 中之条町 大塚 壁谷 B
401-80 安中市 松井田町新掘 中島 C 421-56 中之条町 大塚 壁谷 C
401-81 安中市 松井田町入山 小柏 B 421-57 中之条町 青山 山根 A
401-82 安中市 松井田町土塩 小根山 C 421-58 中之条町 青山 山根 B
401-83 安中市 松井田町原 中平 B 421-59 中之条町 青山 十二平 B
401-84 安中市 松井田町坂本 道全 B 421-60 中之条町 平 十二平 A
401-85 安中市 松井田町横川 乙高墓 C 421-61 中之条町 市城 ヨコフケ A
401-87 安中市 松井田町土塩 滝下 C 421-62 中之条町 市城 ｲﾄﾞｶﾞﾏﾁ A
401-90 安中市 松井田町土塩 小根山2 B 421-64 中之条町 五反田 和利 C
401-91 安中市 松井田町西野牧和見沢 A 421-65 中之条町 市城 塔本 B
401-92 安中市 松井田町土塩 ﾋﾖﾄﾞﾘｺｴ2 C 421-66 中之条町 四万 寺社平 B
401-93 安中市 松井田町土塩 小僧貝戸 C 421-67 中之条町 市城 岩井堂 B
401-94 安中市 松井田町坂本 道全5 C 421-68 中之条町 市城 岩井堂 C
401-95 安中市 松井田町北野牧谷急沢 A 421-69 中之条町 西中之条 柴本 A
401-96 安中市 松井田町五料 山岸東 B 421-70 中之条町 大塚 塩原 B
401-97 安中市 松井田町上増田坂ヶ沢2 C 421-71 中之条町 山田 大倉見 A
401-111 安中市 松井田町北野牧八風平 B 421-72 中之条町 平 日影 B
401-120 安中市 松井田町西野牧日萱 C 421-73 中之条町 下沢渡 八尺 B
421-1 中之条町 四万 渡戸 A 421-74 中之条町 大道 西沢 B
421-2 中之条町 上沢渡 反下 B 421-75 中之条町 上沢渡 和多須 A
421-3 中之条町 上沢渡 カラクリバラ A 421-76 中之条町 上沢渡 唐松沢 A
421-5 中之条町 四万 駒岩 A 421-77 中之条町 上沢渡 牧場沢 B
421-6 中之条町 四万 駒岩 C 421-78 中之条町 五反田 和利 C
421-7 中之条町 四万 秋鹿 A 421-80 中之条町 山田 高沼 A
421-8 中之条町 四万 秋鹿 A 421-81 中之条町 蟻川 百々 B
421-9 中之条町 上沢渡 ミナビラ A 421-82 中之条町 蟻川 百々 B
421-10 中之条町 上沢渡 久森 A 421-84 中之条町 上沢渡 網取 A
421-11 中之条町 上沢渡 久森 A 421-86 中之条町 五反田 産石 C
421-12 中之条町 上沢渡 ﾅｶｵｼ A 421-87 中之条町 岩本 池田 C
421-13 中之条町 上沢渡 ワダス A 421-88 中之条町 下沢渡 伊賀野 B
421-14 中之条町 上沢渡 ミョウコダイラA 421-89 中之条町 上沢渡 白石沢 B
421-15 中之条町 上沢渡 ﾓﾄﾔｼｷ B 421-90 中之条町 五反田 後界戸 C
421-16 中之条町 下沢渡 イガノ A 421-91 中之条町 大道 十二原 B
421-17 中之条町 四万 君尾 B 421-92 中之条町 山田 清水 A
421-18 中之条町 四万 湯原 A 421-93 中之条町 大塚 越尾 A
421-19 中之条町 四万 湯原 B 421-94 中之条町 蟻川 大倉嶽 A
421-20 中之条町 蟻川 倉沢 B 421-95 中之条町 上沢渡 井戸入 C
421-21 中之条町 岩本 ショウブ C 421-96 中之条町 上沢渡 権現沢 C
421-22 中之条町 岩本 滝上 A 421-97 中之条町 上沢渡 前尻 C
421-23 中之条町 横尾 八幡 A 421-98 中之条町 上沢渡 居住内 B
421-24 中之条町 赤坂 ナメサワ A 421-99 中之条町 青山 青山 B
421-25 中之条町 赤坂 行沢 A 421-206 中之条町 岩本 三階坂 C
421-26 中之条町 赤坂 行沢 B 421-207 中之条町 大道 喋石 B
421-28 中之条町 大塚 竹貝戸 A 421-208 中之条町 四万 途中 C
421-29 中之条町 上沢渡 大岩 A 421-209 中之条町 五反田 白久保 C
421-30 中之条町 上沢渡 大岩 C 421-210 中之条町 平 宇妻 B
421-31 中之条町 上沢渡 ヤノシタ A 421-211 中之条町 山田 加性 C

- 77 -



地区番号 市町村名 大字 字 危険度 地区番号 市町村名 大字 字 危険度
421-212 中之条町 五反田 後界戸 C 424-66 長野原町 応桑 空堀 C
421-213 中之条町 上沢渡 城ノ越 B 424-67 長野原町 古森 下道 C
421-214 中之条町 上沢渡 笹平 B 424-68 長野原町 古森 田ノ平 A
421-215 中之条町 山田 中居 B 424-69 長野原町 羽根尾 羽根尾 B
421-216 中之条町 横尾 栃瀬 B 424-70 長野原町 大津 二軒屋 A
421-217 中之条町 四万 君ノ尾 A 424-71 長野原町 大津 赤羽根 B
424-1 長野原町 川原湯 東久保 C 424-72 長野原町 大津 寺沢 B
424-2 長野原町 川原湯 下湯原 C 424-73 長野原町 大津 御堂入 B
424-3 長野原町 川原湯 下打越 A 424-74 長野原町 大津 御堂入 B
424-4 長野原町 川原湯 金花山 C 424-75 長野原町 大津 御堂入 B
424-5 長野原町 川原湯 金花山 C 424-76 長野原町 長野原 遠西 C
424-6 長野原町 川原湯 中原 A 424-77 長野原町 長野原 遠西 C
424-7 長野原町 川原湯 上湯原 A 424-78 長野原町 長野原 打越 B
424-8 長野原町 横壁 東 A 424-79 長野原町 長野原 蛇篭 C
424-9 長野原町 横壁 中村 A 424-82 長野原町 長野原 貝瀬 B
424-10 長野原町 横壁 山根 B 424-83 長野原町 長野原 東貝瀬 B
424-11 長野原町 横壁 西久保 A 424-84 長野原町 長野原 東貝瀬 A
424-12 長野原町 与喜屋 萩原 B 424-85 長野原町 長野原 東貝瀬 A
424-13 長野原町 与喜屋 蛇篭 B 424-86 長野原町 長野原 尾坂 A
424-14 長野原町 与喜屋 大峰 B 424-87 長野原町 長野原 幸神 B
424-16 長野原町 与喜屋 北沢 B 424-88 長野原町 林 中棚 A
424-17 長野原町 与喜屋 所舟 C 424-89 長野原町 林 中棚 A
424-18 長野原町 与喜屋 大峰 B 424-90 長野原町 林 下原 C
424-19 長野原町 与喜屋 大峰 B 424-91 長野原町 林 中原 C
424-20 長野原町 与喜屋 大峰 B 424-92 長野原町 林 立馬 B
424-21 長野原町 応桑 笹沢 B 424-93 長野原町 林 立馬 C
424-22 長野原町 応桑 笹沢 B 424-94 長野原町 川原畑 西宮 A
424-23 長野原町 応桑 狩宿 A 424-95 長野原町 川原畑 西宮 A
424-24 長野原町 応桑 狩宿原 B 424-96 長野原町 川原畑 上ノ平 B
424-26 長野原町 応桑 狩宿原 B 424-97 長野原町 川原畑 三平 C
424-27 長野原町 北軽井沢 南木山 B 424-98 長野原町 応桑 小代沢 C
424-28 長野原町 北軽井沢 南木山 C 424-99 長野原町 北軽井沢 鷹繋 B
424-29 長野原町 北軽井沢 南木山 B 424-100 長野原町 応桑 小宿 C
424-30 長野原町 北軽井沢 南木山 B 424-101 長野原町 与喜屋 外輪原 B
424-31 長野原町 北軽井沢 南木山 B 424-102 長野原町 長野原 油郎 C
424-32 長野原町 北軽井沢 熊の内 A 424-103 長野原町 長野原 東貝瀬 C
424-33 長野原町 北軽井沢 横根塚 B 424-104 長野原町 北軽井沢 ホオロク平 B
424-34 長野原町 北軽井沢 横根塚 A 424-105 長野原町 長野原 遠西 B
424-35 長野原町 北軽井沢 熊の内 C 424-106 長野原町 羽根尾 宮原 B
424-36 長野原町 北軽井沢 熊の内 A 425-1 嬬恋村 鎌原 小滝 C
424-37 長野原町 北軽井沢 鷹繋 A 425-2 嬬恋村 鎌原 板橋原 B
424-38 長野原町 北軽井沢 鷹繋 A 425-3 嬬恋村 鎌原 大久保 B
424-39 長野原町 北軽井沢 真浅間 B 425-4 嬬恋村 鎌原 笹平 A
424-40 長野原町 北軽井沢 桧塚 B 425-5 嬬恋村 鎌原 笹原 C
424-41 長野原町 北軽井沢 桧塚 B 425-6 嬬恋村 鎌原 下松原 C
424-42 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 C 425-7 嬬恋村 鎌原 市後原 C
424-43 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 B 425-8 嬬恋村 鎌原 多小路 C
424-44 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 C 425-9 嬬恋村 大前 馬踏道 C
424-45 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 C 425-10 嬬恋村 大前 鹿ノ子 C
424-46 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 A 425-11 嬬恋村 大前 細原 C
424-47 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 B 425-12 嬬恋村 大笹 塩ノ島 B
424-48 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 A 425-13 嬬恋村 大笹 池の頭 C
424-49 長野原町 北軽井沢 ホヲロク平 B 425-15 嬬恋村 大笹 大平 C
424-50 長野原町 北軽井沢 大楢 C 425-16 嬬恋村 田代 鹿沢 C
424-51 長野原町 北軽井沢 砂塚 C 425-17 嬬恋村 大笹 神明 C
424-52 長野原町 北軽井沢 地蔵堂 B 425-18 嬬恋村 大笹 砂井 B
424-53 長野原町 北軽井沢 大屋原 C 425-19 嬬恋村 干俣 上の貝 A
424-54 長野原町 北軽井沢 大屋原 C 425-20 嬬恋村 大前 神前 A
424-55 長野原町 北軽井沢 大屋原 C 425-21 嬬恋村 大前 唐沢 A
424-56 長野原町 北軽井沢 大屋原 C 425-22 嬬恋村 大前 唐沢 B
424-57 長野原町 応桑 渋沢 C 425-23 嬬恋村 門貝 東平 A
424-58 長野原町 応桑 大屋原 C 425-24 嬬恋村 門貝 東平 C
424-59 長野原町 応桑 甘楽 C 425-25 嬬恋村 三原 白土 A
424-60 長野原町 応桑 甘楽 B 425-26 嬬恋村 三原 下屋 B
424-61 長野原町 応桑 御所平 B 425-27 嬬恋村 三原 下芝 A
424-62 長野原町 応桑 御所平 C 425-28 嬬恋村 三原 湯窪 B
424-63 長野原町 応桑 御所平 C 425-29 嬬恋村 今井 滝名古 A
424-64 長野原町 応桑 小菅沢 C 425-30 嬬恋村 今井 石津 A
424-65 長野原町 応桑 朝日沢 B 425-31 嬬恋村 今井 仙之入 B
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425-32 嬬恋村 干俣 大平 C 428-3 高山村 尻高 熊野 A
425-33 嬬恋村 門貝 西平 B 428-5 高山村 尻高 北之谷 A
425-34 嬬恋村 干俣 上の貝 A 428-6 高山村 尻高 役原 A
425-35 嬬恋村 大前 上神前 A 428-7 高山村 尻高 関田 A
425-36 嬬恋村 西窪 セリ沢 B 428-8 高山村 尻高 役原 A
425-37 嬬恋村 袋倉 打越 B 428-10 高山村 中山 溝口 B
425-38 嬬恋村 干俣 立坪 C 428-11 高山村 中山 五領 A
425-39 嬬恋村 田代 西平 C 428-12 高山村 中山 十日平 A
425-40 嬬恋村 鎌原 小熊沢 C 428-13 高山村 中山 新田 A
425-41 嬬恋村 鎌原 上の原 C 428-14 高山村 中山 本宿 A
425-42 嬬恋村 門貝 鳴尾 C 428-16 高山村 中山 十二平 A
425-43 嬬恋村 今井 滝の上 C 428-17 高山村 中山 大菅 C
425-44 嬬恋村 今井 滝の上 C 428-18 高山村 中山 権現 A
425-45 嬬恋村 大笹 権現沢 C 428-19 高山村 中山 堂山 A
425-46 嬬恋村 干俣 大平 B 428-20 高山村 尻高 火の口 C
425-47 嬬恋村 大笹 宅地 B 428-21 高山村 尻高 火の口 B
425-48 嬬恋村 干俣 横通 C 428-22 高山村 尻高 火の口 B
425-49 嬬恋村 鎌原 藤原 A 428-23 高山村 尻高 火の口 B
425-50 嬬恋村 大笹 ウルイノ B 428-24 高山村 尻高 南山 C
425-51 嬬恋村 大笹 ウルイノ B 428-25 高山村 中山 向判形 A
425-52 嬬恋村 鎌原 上ノ原 C 428-26 高山村 中山 関口 C
426-1 草津町 前口 中村 A 428-27 高山村 中山 和田 A
426-2 草津町 前口 中原 A 428-28 高山村 中山 和田 A
426-3 草津町 前口 井堀 B 428-29 高山村 中山 原 A
426-5 草津町 前口 上沢 B 428-30 高山村 尻高 北山 B
426-6 草津町 前口 堂の前 C 428-31 高山村 中山 大判形 C
427-1 中之条町 日影 吹久保 C 428-32 高山村 中山 馬不入 A
427-2 中之条町 日影 下沢 A 428-33 高山村 中山 大判形 B
427-3 中之条町 日影 一本木 C 429-1 東吾妻町 新巻 丸橋 B
427-4 中之条町 日影 中沢 C 429-2 東吾妻町 奥田 道上 B
427-5 中之条町 日影 中沢 C 429-3 東吾妻町 奥田 宮ノ裏 C
427-6 中之条町 日影 平沢 B 429-4 東吾妻町 奥田 マミアナ C
427-7 中之条町 日影 一貫地 B 429-5 東吾妻町 奥田 マミアナ C
427-8 中之条町 日影 八幡 B 429-9 東吾妻町 五町田 小屋沢 B
427-9 中之条町 太子 楡木 B 429-12 東吾妻町 五町田 榛原 B
427-10 中之条町 太子 太子 C 429-13 東吾妻町 五町田 上神田 B
427-11 中之条町 太子 花園 B 429-14 東吾妻町 五町田 中ノ沢 B
427-12 中之条町 太子 下平 C 429-15 東吾妻町 五町田 中ノ沢 B
427-13 中之条町 小雨 南 C 429-16 東吾妻町 五町田 牛ヶ窪 C
427-14 中之条町 小雨 南 B 429-17 東吾妻町 箱島 中尾 C
427-15 中之条町 小雨 小雨 B 429-18 東吾妻町 箱島 林裏 B
427-16 中之条町 小雨 金蔵沢 B 429-19 東吾妻町 箱島 タリボ A
427-17 中之条町 小雨 ナカタナ B 429-20 東吾妻町 箱島 赤沢 B
427-18 中之条町 小雨 遠北 A 429-25 東吾妻町 岡崎 広場 B
427-19 中之条町 入山 大木平 C 429-26 東吾妻町 岡崎 広場 C
427-20 中之条町 入山 荷付場 B 429-27 東吾妻町 岡崎 広場 C
427-21 中之条町 入山 品木 C 429-29 東吾妻町 箱島 橋倉 B
427-22 中之条町 入山 長平 A 429-30 東吾妻町 新巻 吾嬬山 B
427-23 中之条町 入山 長平 C 429-31 東吾妻町 箱島 金沢 C
427-24 中之条町 生須 大梨 A 429-32 東吾妻町 五町田 湯殿 B
427-25 中之条町 赤岩 水の窪 C 429-33 東吾妻町 松谷 伏窪 B
427-26 中之条町 赤岩 中野 A 429-34 東吾妻町 松谷 高日向 A
427-27 中之条町 赤岩 出立 C 429-35 東吾妻町 松谷 中尾 A
427-28 中之条町 赤岩 出立 C 429-36 東吾妻町 松谷 中尾 C
427-29 中之条町 赤岩 中室 C 429-38 東吾妻町 松谷 沼 A
427-30 中之条町 赤岩 大平 C 429-39 東吾妻町 松谷 歌笑 B
427-31 中之条町 赤岩 広池 C 429-40 東吾妻町 松谷 中組 A
427-32 中之条町 入山 小森口 A 429-41 東吾妻町 松谷 下組 A
427-33 中之条町 入山 小沢 C 429-42 東吾妻町 岩下 漆貝戸 A
427-34 中之条町 入山 見寄 A 429-43 東吾妻町 原町 在上 C
427-35 中之条町 入山 京塚 B 429-44 東吾妻町 松谷 中組 C
427-36 中之条町 小雨 （沼尾I）足倉A 429-45 東吾妻町 松谷 下組 A
427-37 中之条町 小雨 (沼尾II)   中棚  C 429-46 東吾妻町 三島 上郷 A
427-38 中之条町 赤岩 大平 B 429-47 東吾妻町 三島 大沢 B
427-39 中之条町 赤岩 中室 C 429-48 東吾妻町 三島 細谷 C
427-40 中之条町 入山 木川附 C 429-49 東吾妻町 岩下 漆貝戸 A
427-41 中之条町 小雨 下平 C 429-50 東吾妻町 岩下 机 A
427-42 中之条町 入山 小森口 B 429-51 東吾妻町 岩下 机 A
428-1 高山村 中山 法付久保 A 429-52 東吾妻町 岩下 大村 B
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429-53 東吾妻町 岩下 大村 A 429-123 東吾妻町 萩生 堀井戸 A
429-54 東吾妻町 矢倉 行沢 A 429-124 東吾妻町 萩生 貫井 C
429-55 東吾妻町 矢倉 矢倉 A 429-125 東吾妻町 大戸 後所谷戸 C
429-56 東吾妻町 三島 根古屋 A 429-126 東吾妻町 厚田 新井 B
429-57 東吾妻町 三島 根古屋 A 429-127 東吾妻町 岩井 原 C
429-58 東吾妻町 三島 唐掘 B 429-128 東吾妻町 泉沢 新浜 C
429-59 東吾妻町 川戸 田中 B 429-129 東吾妻町 大戸 石畦 B
429-60 東吾妻町 金井 金井 C 429-130 東吾妻町 大戸 石畦 B
429-61 東吾妻町 植栗 上泉 B 429-131 東吾妻町 原町 込塚 B
429-62 東吾妻町 小泉 新田 B 429-132 東吾妻町 本宿 湯の上 A
429-63 東吾妻町 小泉 桜貝戸 B 429-133 東吾妻町 川戸 七沢 B
429-64 東吾妻町 小泉 椛屋 B 429-134 東吾妻町 三島 大竹 A
429-65 東吾妻町 大柏木 的場 A 429-136 東吾妻町 原町 下萩之沢 A
429-66 東吾妻町 大柏木 的場 A 429-137 東吾妻町 厚田 田中 B
429-67 東吾妻町 大柏木 天神 A 429-138 東吾妻町 須賀尾 三本木 A
429-68 東吾妻町 大柏木 殿原 A 429-139 東吾妻町 大戸 大谷戸 B
429-69 東吾妻町 大柏木 殿原 A 429-140 東吾妻町 川戸 天竜 B
429-70 東吾妻町 大柏木 殿原 B 429-141 東吾妻町 原町 樽之沢 A
429-71 東吾妻町 大柏木 羽田 A 429-142 東吾妻町 萩生 田谷 B
429-72 東吾妻町 大柏木 羽田 A 429-143 東吾妻町 本宿 関谷沢 A
429-73 東吾妻町 大柏木 羽田 A 429-144 東吾妻町 本宿 中室 C
429-74 東吾妻町 大柏木 下新井 A 429-145 東吾妻町 大戸 稲田 C
429-75 東吾妻町 三島 唐掘 A 429-146 東吾妻町 泉沢 中井 A
429-76 東吾妻町 三島 大竹 A 429-147 東吾妻町 泉沢 泉沢 C
429-78 東吾妻町 三島 沢尻 A 429-148 東吾妻町 泉沢 堀切沢 B
429-79 東吾妻町 三島 沢尻 A 429-149 東吾妻町 植栗 三俣 C
429-80 東吾妻町 大柏木 宮谷戸 A 429-150 東吾妻町 大柏木 岩鼻 A
429-81 東吾妻町 厚田 兵庫 C 429-151 東吾妻町 三島 十二沢 C
429-82 東吾妻町 厚田 新井 B 441-2 沼田市 白沢町下古語父関口 B
429-83 東吾妻町 厚田 田中 A 441-3 沼田市 白沢町下古語父大久保 B
429-84 東吾妻町 厚田 田中 C 441-4 沼田市 白沢町上古語父フタアラ B
429-85 東吾妻町 厚田 田中 C 441-8 沼田市 白沢町高平 川久保 B
429-86 東吾妻町 川戸 深沢 A 441-9 沼田市 白沢町岩室 坂ﾉ上 A
429-87 東吾妻町 川戸 深沢 C 441-10 沼田市 白沢町高平 土橋 B
429-88 東吾妻町 泉沢 泉沢 A 441-11 沼田市 白沢町上古語父道祖神 B
429-89 東吾妻町 泉沢 浜井場 B 441-16 沼田市 白沢町高平 ドウショウ B
429-90 東吾妻町 泉沢 新井 B 442-1 沼田市 利根町平川 牧野地 B
429-91 東吾妻町 須賀尾 矢竹 C 442-2 沼田市 利根町平川 十二ﾉ上 A
429-92 東吾妻町 須賀尾 清水 A 442-3 沼田市 利根町平川 真菜板倉 B
429-93 東吾妻町 須賀尾 宮下 A 442-4 沼田市 利根町平川 真菜板倉 B
429-94 東吾妻町 須賀尾 須賀尾 A 442-5 沼田市 利根町平川 真菜板倉 C
429-95 東吾妻町 須賀尾 竹 B 442-6 沼田市 利根町追貝 北砥山 B
429-96 東吾妻町 本宿 上本丸 A 442-7 沼田市 利根町高戸谷 中棚 C
429-97 東吾妻町 本宿 本丸 A 442-8 沼田市 利根町大楊 十二平 A
429-98 東吾妻町 本宿 本丸 A 442-9 沼田市 利根町大楊 所久保 A
429-99 東吾妻町 本宿 蜂谷戸 A 442-10 沼田市 利根町大楊 日光平 A
429-100 東吾妻町 本宿 道泉谷戸 B 442-11 沼田市 利根町大楊 日光平 A
429-101 東吾妻町 本宿 関谷 B 442-12 沼田市 利根町大楊 日光平 C
429-102 東吾妻町 本宿 田代 A 442-13 沼田市 利根町老神 中ﾉ原 A
429-103 東吾妻町 本宿 上ノ屋敷 B 442-15 沼田市 利根町大原 井戸上 A
429-104 東吾妻町 本宿 沢入 B 442-16 沼田市 利根町大原 山口 A
429-105 東吾妻町 本宿 本宿 C 442-17 沼田市 利根町園原 栗生 C
429-106 東吾妻町 大戸 鳴瀬 A 442-18 沼田市 利根町園原 添生 B
429-107 東吾妻町 大戸 稲田 A 442-19 沼田市 利根町園原 栗生 B
429-108 東吾妻町 大戸 大戸 C 442-20 沼田市 利根町園原 寺間 C
429-109 東吾妻町 大戸 手古丸 C 442-21 沼田市 利根町園原 船久保 A
429-110 東吾妻町 大戸 中村 B 442-22 沼田市 利根町穴原 島古井 C
429-111 東吾妻町 本宿 甘酒原 B 442-23 沼田市 利根町穴原 井戸沢 B
429-112 東吾妻町 本宿 鳩ノ湯 B 442-24 沼田市 利根町根利 トリノクボ B
429-113 東吾妻町 本宿 鳩ノ湯 B 442-25 沼田市 利根町根利 ウツノ B
429-114 東吾妻町 本宿 鳩ノ湯 B 442-26 沼田市 利根町根利 石切場 C
429-115 東吾妻町 本宿 一号沢 B 442-28 沼田市 利根町小松 ﾐﾓﾉｷｳﾁ B
429-116 東吾妻町 本宿 甘酒原 B 442-29 沼田市 利根町小松 ﾎﾄｹｲﾜ B
429-117 東吾妻町 本宿 水神原 B 442-30 沼田市 利根町柿平 水越度 A
429-118 東吾妻町 本宿 関谷 B 442-31 沼田市 利根町柿平 水木 B
429-119 東吾妻町 本宿 丑ケ淵 B 442-32 沼田市 利根町日向南郷横手沢 B
429-120 東吾妻町 本宿 太子平 C 442-33 沼田市 利根町日向南郷タカ沢 B
429-121 東吾妻町 本宿 太子平 C 442-34 沼田市 利根町日向南郷沢入 A
429-122 東吾妻町 本宿 田城 A 442-35 沼田市 利根町日向南郷カツウキ A
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442-36 沼田市 利根町日向南郷諏訪平 B 443-58 片品村 花咲 柏棚 C
442-37 沼田市 利根町日影南郷マツテザワ B 443-59 片品村 摺渕 野中 B
442-39 沼田市 利根町日影南郷中ノ沢2 C 443-60 片品村 摺渕 横坂内午平 B
442-40 沼田市 利根町砂川 ｻﾝｼﾝﾊﾞ B 443-61 片品村 花咲 登戸 B
442-41 沼田市 利根町青木 アト沢 B 443-62 片品村 花咲 栗生 A
442-42 沼田市 利根町青木 イリ A 443-63 片品村 摺渕 中段 B
442-43 沼田市 利根町根利 アイイシ C 443-64 片品村 花咲 前鍛冶屋 B
442-44 沼田市 利根町輪組 上ノ原 C 443-65 片品村 幡谷 坊ノ上 B
442-46 沼田市 利根町多那 横平 C 443-66 片品村 御座入 下地 C
442-47 沼田市 利根町日向南郷峯ﾉソリ C 443-67 片品村 東小川 香沢 B
442-48 沼田市 利根町日影南郷戸谷沢 B 443-68 片品村 戸倉 根羽沢 B
442-50 沼田市 利根町多那 十二沢 C 443-70 片品村 摺渕 安上 B
442-51 沼田市 利根町多那 栃又森下 B 443-71 片品村 東小川 香沢 B
442-52 沼田市 利根町大原 （沢尻）上原 C 443-72 片品村 東小川 根子 B
442-54 沼田市 利根町日向南郷唐沢 C 443-73 片品村 鎌田 村山(村山沢) B
443-1 片品村 戸倉 中原山 B 443-74 片品村 越本 切所 B
443-2 片品村 戸倉 中原山 B 443-75 片品村 越本 塩沢 A
443-3 片品村 戸倉 中原山 B 444-1 川場村 川場湯原 赤倉 B
443-4 片品村 戸倉 金井沢 B 444-2 川場村 川場湯原 唐沢 B
443-5 片品村 戸倉 金井沢 B 444-4 川場村 川場湯原 高辰巳 A
443-6 片品村 戸倉 金井沢 B 444-5 川場村 中野 クノギ A
443-7 片品村 戸倉 金井沢 B 444-6 川場村 中野 クノギ A
443-8 片品村 戸倉 金井沢 B 444-7 川場村 萩室 鍛冶沢 C
443-9 片品村 戸倉 中原山 B 444-8 川場村 萩室 芦沢 B
443-10 片品村 戸倉 根羽沢 C 444-9 川場村 谷地 深沢 A
443-11 片品村 戸倉 根羽沢 B 444-10 川場村 天神 砕矢 B
443-12 片品村 戸倉 原沢 B 444-11 川場村 谷地 平並沢 C
443-13 片品村 戸倉 根羽沢 B 444-12 川場村 谷地 平並沢 C
443-14 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-13 川場村 谷地 西沢 C
443-15 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-14 川場村 谷地 笹平 C
443-16 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-15 川場村 門前 溝又入 C
443-17 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-16 川場村 川場湯原 峠沢 A
443-18 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-17 川場村 谷地 鈴ノ手 C
443-19 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-18 川場村 木賊 木賊 A
443-20 片品村 戸倉 船ヶ原 B 444-19 川場村 川場湯原 大穴 B
443-21 片品村 戸倉 丸山 B 444-20 川場村 川場湯原 高辰巳 A
443-22 片品村 戸倉 小梅 B 448-1 昭和村 川額 上永井平 B
443-23 片品村 土出 高岩 A 448-2 昭和村 川額 上永井平 B
443-24 片品村 土出 棚 B 448-3 昭和村 川額 上永井平 B
443-25 片品村 土出 金井沢 B 448-4 昭和村 川額 日向平 B
443-26 片品村 土出 大新田 A 448-5 昭和村 川額 沢平 C
443-27 片品村 土出 塩沢 B 448-6 昭和村 川額 切道 B
443-28 片品村 越本 中ﾉ棚 B 448-8 昭和村 川額 中ノ坂2 B
443-29 片品村 越本 小田部 C 448-9 昭和村 森下 板戸 B
443-30 片品村 越本 海老根 B 448-10 昭和村 赤城原 松ノ木平 C
443-31 片品村 越本 高無 A 448-11 昭和村 森下 関屋 B
443-32 片品村 越本 扇平 A 448-12 昭和村 森下 関屋 B
443-33 片品村 越本 扇平 C 448-13 昭和村 森下 御室 B
443-34 片品村 東小川 菅沼 B 448-15 昭和村 糸井 新南原 C
443-35 片品村 東小川 菅沼 A 448-16 昭和村 糸井 大日向 A
443-36 片品村 東小川 加羅倉 B 448-17 昭和村 栃久保 井戸林 B
443-37 片品村 東小川 加羅倉 C 448-18 昭和村 栃久保 北林 B
443-40 片品村 東小川 滝沢 B 448-20 昭和村 糸井 蛇久保 B
443-41 片品村 東小川 大沢 A 448-21 昭和村 糸井 大久保 B
443-42 片品村 東小川 大沢 A 448-22 昭和村 糸井 大久保 B
443-43 片品村 東小川 上小川 C 448-23 昭和村 糸井 九折坂 B
443-44 片品村 東小川 向林 B 448-24 昭和村 糸井 中棚 B
443-45 片品村 菅沼 阿増受 A 448-25 昭和村 糸井 天狗平 C
443-47 片品村 須賀川 前山 C 448-26 昭和村 糸井 長者久保 C
443-48 片品村 御座入 中野 A 448-27 昭和村 糸井 中道 C
443-49 片品村 御座入 中野 A 448-28 昭和村 糸井 沢ノ添 C
443-50 片品村 御座入 山口 A 448-29 昭和村 生越 若宮 B
443-51 片品村 摺渕 深沢 A 448-32 昭和村 生越 梨木平 B
443-52 片品村 花咲 武尊山 A 448-33 昭和村 川額 中島 B
443-53 片品村 花咲 加生分 A 449-1 みなかみ町 石倉 吉野入 C
443-54 片品村 幡谷 十二平 A 449-2 みなかみ町 上牧 戸倉 B
443-55 片品村 幡谷 十二沢 A 449-3 みなかみ町 上牧 大沼 B
443-56 片品村 東小川 根子 B 449-4 みなかみ町 下牧 諏訪原 B
443-57 片品村 東小川 穴沢 A 449-5 みなかみ町 下牧 山田 A
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449-6 みなかみ町 下牧 勝浜 B 449-76 みなかみ町 粟沢 小向平 C
449-7 みなかみ町 月夜野 沢入 A 449-77 みなかみ町 幸知 登道 C
449-8 みなかみ町 月夜野 真沢 C 449-78 みなかみ町 小仁田 日影 B
449-9 みなかみ町 月夜野 真沢Ⅱ C 449-79 みなかみ町 阿能川 目の久保 A
449-10 みなかみ町 月夜野 橋下 B 449-80 みなかみ町 永井 横手 B
449-11 みなかみ町 月夜野 境沢 C 449-81 みなかみ町 永井 十二前 B
449-12 みなかみ町 後閑 下穴切 A 449-82 みなかみ町 吹路 フキ原 B
449-13 みなかみ町 下津 寺屋敷 A 449-83 みなかみ町 猿ヶ京 障子岩 B
449-14 みなかみ町 下津 城平 B 449-84 みなかみ町 猿ヶ京 石林 A
449-15 みなかみ町 下津 後沢 B 449-85 みなかみ町 猿ヶ京 高梨 A
449-16 みなかみ町 下津 峯波沢 A 449-86 みなかみ町 相俣 赤谷 C
449-17 みなかみ町 下津 十二原 A 449-87 みなかみ町 相俣 手道 B
449-18 みなかみ町 師 大沢田 A 449-88 みなかみ町 相俣 手道 C
449-19 みなかみ町 小川 深沢 B 449-89 みなかみ町 相俣 芦ノ沢 A
449-20 みなかみ町 月夜野 下矢瀬 B 449-90 みなかみ町 相俣 芦ノ沢 B
449-21 みなかみ町 上牧 道木 A 449-91 みなかみ町 相俣 竹ノ上 B
449-22 みなかみ町 下牧 小竹 B 449-92 みなかみ町 相俣 大洞 B
449-23 みなかみ町 下牧 十二前 A 449-93 みなかみ町 相俣 高橋沢 C
449-24 みなかみ町 下津 下師戸 A 449-94 みなかみ町 相俣 浅地 A
449-25 みなかみ町 下津 上川原 A 449-95 みなかみ町 須川 茅原 A
449-26 みなかみ町 下津 田島 A 449-96 みなかみ町 須川 茅原 A
449-27 みなかみ町 上津 境沢 A 449-97 みなかみ町 須川 打野 A
449-28 みなかみ町 石倉 小和知 B 449-99 みなかみ町 相俣 伽立 A
449-29 みなかみ町 石倉 小和知 B 449-100 みなかみ町 新巻 熊窪 C
449-30 みなかみ町 下津 中野 A 449-101 みなかみ町 新巻 湯宿 A
449-31 みなかみ町 下津 大改戸 A 449-102 みなかみ町 新巻 湯宿 B
449-32 みなかみ町 上牧 木ﾉ根(前沢) A 449-103 みなかみ町 新巻 鍛冶窪 A
449-33 みなかみ町 月夜野 立石 B 449-104 みなかみ町 西峰須川 押野 A
449-34 みなかみ町 上津 念住 B 449-105 みなかみ町 西峰須川 恋越 A
449-35 みなかみ町 藤原 芦沢 B 449-106 みなかみ町 入須川 原 A
449-36 みなかみ町 藤原 芦沢 B 449-107 みなかみ町 入須川 遠永 A
449-37 みなかみ町 藤原 芦沢 B 449-108 みなかみ町 西峰須川 瀧ノ前 A
449-38 みなかみ町 藤原 芦沢 B 449-109 みなかみ町 布施 大塩 A
449-39 みなかみ町 藤原 芦沢 B 449-110 みなかみ町 布施 野田原 A
449-40 みなかみ町 藤原 上ノ原 C 449-111 みなかみ町 西峰須川 向原 B
449-41 みなかみ町 藤原 上ノ原 C 449-112 みなかみ町 羽場 中島 A
449-42 みなかみ町 藤原 湯ﾉ小屋 B 449-113 みなかみ町 羽場 西平 A
449-43 みなかみ町 藤原 湯ﾉ小屋 B 449-114 みなかみ町 羽場 西平 A
449-44 みなかみ町 藤原 奈良平 C 449-116 みなかみ町 新巻 下新田 B
449-45 みなかみ町 藤原 須田貝 C 449-118 みなかみ町 師田 東原 C
449-46 みなかみ町 藤原 須田貝 C 449-119 みなかみ町 相俣 白石 C
449-47 みなかみ町 藤原 山口 A 449-120 みなかみ町 布施 須川原 B
449-48 みなかみ町 藤原 宝台樹 B 449-122 みなかみ町 布施 上原 A
449-49 みなかみ町 藤原 宝台樹 B 449-123 みなかみ町 布施 大塩 C
449-50 みなかみ町 藤原 宝台樹 C 449-124 みなかみ町 師田 師田沢 C
449-51 みなかみ町 湯桧曽 湯桧曽吉沢 B 449-125 みなかみ町 猿ヶ京 姉山 A
449-52 みなかみ町 大穴 坂上 A 449-126 みなかみ町 永井 法師 A
449-53 みなかみ町 大穴 坂上 A 449-127 みなかみ町 羽場 東小田野 C
449-54 みなかみ町 藤原 藤原 C 449-128 みなかみ町 西峰須川 塩原 B
449-56 みなかみ町 栗沢 ｼﾗｹｸﾞﾗ B 449-129 みなかみ町 羽場 中後 B
449-57 みなかみ町 藤原 向山 A 449-130 みなかみ町 入須川 一ツ岩 B
449-58 みなかみ町 湯桧曽 湯桧曽吉沢 B 449-131 みなかみ町 石倉 坂の平 C
449-59 みなかみ町 湯原 芦間 B 449-132 みなかみ町 小川 森原 A
449-60 みなかみ町 阿能川 ｻｻﾉｷ平 A 449-133 みなかみ町 下津 前畑 C
449-61 みなかみ町 阿能川 ｸﾛｶﾜﾊﾀ B 449-134 みなかみ町 藤原 大滝沢 C
449-62 みなかみ町 阿能川 六郎沢 B 449-135 みなかみ町 上牧 上道木 B
449-63 みなかみ町 小日向 山口 A 449-136 みなかみ町 上牧 湯澤入 C
449-64 みなかみ町 小日向 ビリクボ C 449-137 みなかみ町 藤原 杉名 A
449-65 みなかみ町 川上 元立 A 449-138 みなかみ町 新巻 十二河原 A
449-66 みなかみ町 小日向 阿寺沢 B 449-139 みなかみ町 新巻 溝場 B
449-67 みなかみ町 高日向 ｲﾁﾉｻﾜｸﾞﾁ B 449-140 みなかみ町 粟沢 沢添 B
449-68 みなかみ町 藤原 原 A 449-141 みなかみ町 藤原 中沢 C
449-69 みなかみ町 藤原 大滝沢 C 449-142 みなかみ町 藤原 奈倉 B
449-70 みなかみ町 綱子 宮前 B 449-144 みなかみ町 東峰 奥田 B
449-71 みなかみ町 湯桧曽 芳沢 B 449-148 みなかみ町 東峰 上坂 B
449-72 みなかみ町 藤原 手小屋 B 449-149 みなかみ町 東峰 上坂 C
449-73 みなかみ町 綱子 林腰 A 449-150 みなかみ町 東峰 奥田 B
449-74 みなかみ町 粟沢 道上 A 449-151 みなかみ町 東峰 奥田 C
449-75 みなかみ町 粟沢 白毛倉 C 449-152 みなかみ町 東峰 奥田 A
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令和5年４月１日現在

山腹崩壊危険地区 地すべり危険地区 崩壊土砂流出危険地区 計
箇所数 箇所数 箇所数 箇所数

前　　橋　　市 3 6 9 利根下流
桐　　生　　市 1 10 11 利根下流
渋　　川　　市 2 2 利根下流
み　ど　り　市 1 1 利根下流
高　  崎　  市 2 2 10 14 西毛
藤　　岡　　市 1 1 西毛
富　　岡　　市 3 1 4 西毛
安　　中　　市 31 1 12 44 西毛
上　　野　　村 6 4 10 西毛
神　　流　　町 3 3 西毛
下  仁  田 町 6 11 17 西毛
南　　牧　　村 2 2 4 西毛
甘　　楽　　町 - 西毛
小　　　　 　計 57 4 59 120
沼　　田　　市 5 2 7 利根上流
片　　品　　村 1 1 2 利根上流
川　　場　　村 - 利根上流
昭　　和　　村 - 利根上流
み な か み 町 9 2 32 43 利根上流
小　　　　　計 15 2 35 52
中　之　条 町 13 9 22 吾妻
長　野　原 町 1 9 10 吾妻
嬬　　恋　　村 1 2 5 8 吾妻
草　　津　　町 2 1 3 吾妻
高　　山　　村 - 吾妻
東　吾　妻 町 3 7 10 吾妻
小           計 20 2 31 53

92 8 125 225
※市町村は「国有林野地域別の森林計画書」に記載された市町村に限る。

なだれ危険箇所数一覧表 （国有林）　

森林管理署 市 町 村 なだれ危険箇所数 森 林 計 画 区
利 根 沼 田 みなかみ町 20 利 根 上 流
吾 妻 草 津 町 3 吾 妻

23
※国有林における「山地災害危険地区」および「なだれ危険箇所」の位置図については、
   関東森林管理局ホームページから閲覧いただけます。

３－１２　山地災害危険地区数一覧表（国有林）

森林管理署 市町村
山　　　地　　　災　　　害　　　危　　　険　　　地　　　区

森林計画区

群　　　馬

合　        　　　計

合　　　　　　　　計

利根沼田

吾　　　妻
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３－１４ 災害危険区域に関する類似用語の説明 

 
区 
分 

用  語 所管省庁 説  明 

 
土 

石 

流 
 
 
 
 

砂防指定地 国土交通省  砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第２条の規定に基づき、砂防設

備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止若しく

は制限すべき土地として、国土交通大臣が指定する土地。 
崩壊土砂流出危険地区 
 
 

林野庁 
 

  山腹の崩壊等により発生した土砂、火山噴出物が土石流となって

流出するおそれがある地区のうち、人家、公共施設等に被害が生ず

るおそれがあるとして、地形等が林野庁の定めた基準に該当する地

区。 

 
地 
す 
べ 
り 
 
 
 
 

地すべり防止区域 
 
 
 

国土交通省 
農林水産省 
 
 

  地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第３条の規定に基づ

き、地すべりしている区域又は地すべりするおそれの極めて大きい

区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものとして、国土

交通大臣又は農林水産大臣が指定する区域。 
地すべり危険地区 
 
 

林野庁 
 
 

 地すべりが発生したか、又は発生するおそれがある地区のうち、

人家、公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が林

野庁の定めた基準に該当する地区。 

 
急 

傾 
斜 

地 

崩 

壊 
 
 
 

急傾斜地崩壊危険区域 
 
 
 
 
 

国土交通省 
 
 
 
 
 

  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律

第 57 号）第３条の規定に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地

で、その崩壊により、相当数の居住者その他の者に危害が生ずるお

それのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩

壊を防止するために一定の行為を制限すべき土地として、都道府県

知事が指定する区域。 
山腹崩壊危険地区 
 
 

林野庁 
 
 

 山腹の崩壊が発生したか、又は発生するおそれがある地区のう

ち、人家、公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等

が林野庁の定めた基準に該当する地区。 

 
雪 
崩 
 
 

雪崩危険箇所 
 
 

国土交通省 
 
 

 雪崩が発生する危険性があり、人家、公共施設等に被害が生ずる

おそれがあるとして、地形等が国土交通省の定めた基準に該当する

箇所。 
なだれ危険箇所 
 

林野庁 
 

 雪崩が発生したか、又は発生するおそれがある地区のうち、人家、

公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が林野庁の

定めた基準に該当する箇所。 
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区 

分 
用  語 所管省庁 説  明 

 
土

砂

災

害

防

止

法 
 
 
 
 

土砂災害警戒区域 
 
 
 
 
 

国土交通省 
 
 
 
 
 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成 12 年法律第 57 号）第６条の規定に基づき、急傾斜地の

崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災

害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域と

して、都道府県知事が指定する区域。  
土砂災害特別警戒区域 
 
 
 
 

国土交通省 
 
 
 
 
 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成 12 年法律第 57 号）第８条の規定に基づき、警戒区域の

うち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住

民等の生命又は身体に著しい危害生ずるおそれがあると認められ

る土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の

構造規制をすべき土地の区域として、都道府県知事が指定する区

域。 
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３－１５　土砂災害警戒区域等の指定状況　

急傾斜地
の崩壊

土石流 地すべり 計
急傾斜地
の崩壊

土石流 地すべり 計

1 平成18年1月31日 第７４号 桐生市 9 6 15 9 6 15

2 平成18年3月24日 第２２１号 富岡市 25 12 37 21 6 27

3 平成18年11月28日 第６９０号 六合村 20 27 47 20 26 46

4 平成18年12月26日 第７４０号 嬬恋村 12 6 18 12 6 18

5 平成19年3月20日 第９７号 神流町 27 11 38 27 9 36

6 平成19年3月27日 第１１８号 みなかみ町 8 3 11 8 3 11

7 平成19年8月28日 第２８９号 みなかみ町 42 18 60 42 13 55

8 平成19年10月30日 第３５８号 六合村(中之条と合併) 17 26 43 17 21 38

9 平成20年1月25日 第２１号 中之条町 56 31 87 56 29 85

10 平成20年1月25日 第２２号 みなかみ町 72 31 103 72 28 100

11 平成20年2月29日 第９２号 神流町 134 76 210 133 57 190

12 平成20年3月7日 第１０５号 嬬恋村 36 17 53 36 16 52

13 平成20年5月13日 第２２６号 富岡市 187 49 236 186 30 216

14 平成20年5月13日 第２２７号 嬬恋村 4 3 7 4 3 7

15 平成20年6月27日 第２８８号 みなかみ町 100 29 129 99 24 123

16 平成20年12月19日 第５００号 上野村 114 51 165 114 41 155

17 平成21年3月10日 第７２号 藤岡市 327 173 500 324 138 462

18 平成21年3月13日 第７７号 富岡市 100 33 133 93 25 118

19 平成22年3月2日 第５５号 みなかみ町 194 110 304 193 87 280

20 平成22年3月30日 第１０６号 下仁田町 359 182 541 347 149 496

21 平成22年12月21日 第３６４号 高崎市 148 67 215 147 58 205

22 平成23年3月18日 第７０号 吉岡町 4 4 1 1

23 平成23年3月18日 第７１号 渋川市 237 106 343 236 72 308

24 平成23年3月22日 第７５号 南牧村 302 73 375 302 56 358

25 平成23年3月25日 第８６号 榛東村 4 4 1 1

26 平成23年3月25日 第８７号 太田市 67 29 2 98 67 27 94

27 平成23年7月8日 第２２８号 嬬恋村 -1 -1

28 平成23年10月11日 第３１４号 沼田市 344 98 442 342 80 422

29 平成23年12月16日 第３８７号 嬬恋村 17 10 27 17 9 26

30 平成24年1月13日 第１２号 渋川市 3 5 8 3 3

31 平成24年1月24日 第２１号 川場村 27 24 51 27 20 47

32 平成24年2月17日 第４７号 前橋市 52 19 71 50 17 67

33 平成24年3月16日 第１０４号 昭和村 54 18 72 52 7 59

34 平成24年3月30日 第１３８号 高崎市 175 58 9 242 162 47 209

35 平成24年9月4日 第288号 川場村 1 1

36 平成24年10月12日 第319号 安中市・高崎市 343 162 41 546 337 135 472

37 平成24年11月16日 第347号 沼田市 7 7

38 平成24年12月7日 第369号 南牧村 4 18 22 4 4

39 平成25年1月18日 第8号 みなかみ町 29 29

40 平成25年1月18日 第9号 甘楽町 123 51 20 194 123 46 169

41 平成25年2月22日 第66号 高山村 25 54 1 80 25 44 69

42 平成25年2月26日 第71号 富岡市 7 7

43 平成25年2月26日
第72号
第73号

富岡市 ※-21 ※-21

44 平成25年3月19日 第117号 下仁田町 27 27

45 平成25年3月19日 第118号 高崎市 238 173 11 422 234 120 354

46 平成25年3月19日 第119号 片品村 127 53 2 182 127 51 178

47 平成25年3月26日 第146号 中之条町 323 141 47 511 319 119 438

令和５年４月２８日現在

Ｎｏ 告示年月日 告示番号 市町村
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
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48 平成25年11月19日 第440号 みどり市 374 165 3 542 372 150 522

49 平成26年1月7日 第2号 上野村 2 2

50 平成26年1月14日 第8号 藤岡市 62 62

51 平成26年2月21日 第53号 東吾妻町 312 248 8 568 308 195 503

52 平成26年2月28日 第60号 神流町 15 15

53 平成26年3月14日 第89号 嬬恋村 97 50 4 151 94 45 139

54 平成26年3月14日 第90号 長野原町 31 80 111 31 71 102

55 平成26年3月14日 第91号 草津町 28 10 38 23 10 33

56 平成26年10月7日
第289号
第290号

中之条町 15 15

57 平成26年10月14日 第301号 桐生市 511 236 6 753 508 211 719

58 平成27年3月31日
第92号
第93号

中之条町 -1 -2 -3

59 平成28年3月22日 第9384号 高崎市 -1 -1

60 平成28年3月22日 第9384号 渋川市 -6 -6

61 平成28年3月22日 第9384号 中之条町 -3 -3

62 平成28年3月29日 第113号 下仁田町 3 3

63 平成28年6月10日
第185号
第186号

中之条町 -2 -2 -1 1

64 平成31年4月16日
第96号
第99号

藤岡市 -1 -1 -2 -3 -1 -4

65 平成31年4月16日
第97号
第100号

上野村 -5 -1 -6 -5 -1 -6

66 平成31年4月16日
第98号
第101号

神流町 -2 -2 -2 1 -1

67 令和元年5月31日
第33号
第36号

富岡市 -1 -1 4 -1 3

68 令和元年5月31日
第34号
第37号

下仁田町 -1 -1 -1 -2 -3

69 令和元年5月31日
第35号
第38号

南牧村

70 令和元年5月31日 第39号 長野原町 29 5 34 28 5 33

71 令和元年12月20日 第231号 みなかみ町 3 -2 1 2 -4 -2

72 令和2年2月18日
第41号
第42号

前橋市

73 令和2年3月6日
第64号
第65号

渋川市 -1 3 2

74 令和3年3月29日
第79号
第80号

高崎市 1 -2 -1 1 -2 -1

75 令和3年3月29日
第81号
第82号

太田市 -2 1 -1 -2 -2

76 令和3年3月29日 第83号 富岡市 1 1

77 令和3年3月29日
第84号
第85号

安中市 1 1 1 -1

78 令和3年3月31日
第120号
第121号

みどり市 -1 -1

79 令和3年3月29日
第86号
第87号

甘楽町

80 令和3年3月29日
第88号
第89号

中之条町

81 令和3年3月29日
第90号
第91号

長野原町 34 31 1 66 32 4 36

82 令和3年3月29日
第92号
第93号

嬬恋村 1 1 2 1 1 2

83 令和3年3月29日
第94号
第95号

草津町

84 令和3年3月29日
第96号
第97号

高山村

85 令和3年3月29日
第98号
第99号

東吾妻町

86 令和3年3月29日
第100号
第101号

片品村 5 5 4 4

87 令和4年3月1日
第38号
第39号

桐生市 7 7 6 -4 2

87 令和5年4月28日 第142号 安中市 3 3 2 2

合　　　計 指定済み 5872 2862 344 9078 5777 2308 8085
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（1/118）

高崎 202-Ⅰ-003 薬師谷 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-004 薬師沢 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-007 井戸沢 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-012 蟹沢 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-014 茶臼山沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-015 茶臼沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-022 品庄沢 高崎市 石原町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅰ-023 えびす沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-024 えびす東沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-025 平館沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-030 挺沢 高崎市 片岡町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-031 天神沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-032 蛇場見沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-033 城山沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-034 乗附谷 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-035 大平川 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅰ-036 北大平沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-037 向荒久沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-038 上乗附川 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-039 上乗附沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-040 寺沢川 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-041 鼻高沢 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅰ-042 中鼻高沢 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅰ-043 上鼻高沢 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅱ-001 山名沢 高崎市 山名町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-002 西山名谷 高崎市 山名町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-003 柳谷 高崎市 山名町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-005 柳沢 高崎市 山名町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅱ-006 中山谷 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-009 上小塚沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-010 小塚沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-011 小塚谷 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-012 花表沢 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-Ⅱ-014 下観音沢 高崎市 石原町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-016 上羽衣沢 高崎市 石原町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-017 新川沢 高崎市 石原町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-018 蛇場見谷 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-021 乗附沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-Ⅱ-022 城山沢 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 202-J-004 碓氷川右支川4 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-J-005 碓氷川右支川5 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-701 雁行川右支川1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-704 中山川右支川1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-705 荒久沢川右支川2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-706 荒久沢川右支川1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-707 大平川右支川1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-709 碓氷川右支川6 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 202-新-710 碓氷川右支川7 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-002 山ノ上沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-003 前ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-004 後ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-005 鍛冶ヶ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-006 杉ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-007 御熊入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-008 夏保沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-009-1 榎入沢-1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-009-2 榎入沢-2 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-010 姥沢川 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-011 姥沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-012 三堂ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-013 東古庭ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-014 西古庭ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-015 東寺ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-016 西寺ノ入沢 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-016 西寺ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-017 天津沢 桐生市 堤町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-018 岩ノ入沢 桐生市 堤町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-019 西ノ入沢(西堤沢) 桐生市 堤町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-020 東沢(東堤沢) 桐生市 堤町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-021 堂ノ入沢 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-022 豊ヶ沢 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-023 村松沢 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-024 物見沢 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-026-1 躑躅窪沢-1 桐生市 平井町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-026-2 躑躅窪沢-2 桐生市 平井町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-027 宮沢 桐生市 平井町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-028 赤城沢 桐生市 平井町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　
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郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
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桐生 203-Ⅰ-029 平井沢 桐生市 平井町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-030 牛窪沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-031 鳳仙寺沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-032 水無沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-033 森沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-034-1 西方寺沢-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-034-2 西方寺沢-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-035 姥沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-036 菱小屋沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-037-1 高松沢-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-037-2 高松沢-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-038 仙ヶ沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-039 平仁田沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-040 十八曲沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-041 樋合沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-042 筬沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-043 田ノ入沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-044 深山沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-045 後山沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-046 脇沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-047 大滝沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-048 入道久保沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-049 上ノ山沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-050 女沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-051 滝ノ沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-052 大石窪沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-053 作綱沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-054 寺ノ入沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-055 大窪沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-056 藤沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-057 諸沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-058 出沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-059 寄日沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-060 米沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-062 東原沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-063 桐生川左支川1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-064 後沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-065 前ノ沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-067-1 朝日沢-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-067-2 朝日沢-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-068 後沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-069 唐沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-070-1 田ノ入沢-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-070-2 田ノ入沢-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-071-1 引田沢-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-071-2 引田沢-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-072 茅沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-073-1 祖父ヶ入沢1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-073-2 祖父ヶ入沢-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-074 沢入沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-075 谷山沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-076 寺谷沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-077 藤四郎ヶ入沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-079 熊ノ沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-080-1 柳谷沢-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-080-2 柳谷沢-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-082 間ノ山沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-083 田ノ入沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-084 膳棚沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-085 桂山沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-086 女沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-087 金場沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-501 落々久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-502 西久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-503 南岩久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-504-1 岩久保西ノ入沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-504-2 岩久保西ノ入沢2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-504-3 岩久保西ノ入沢3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-505 岩久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-506 新井沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-508 岩ノ下沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-509 皿久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-510 下谷沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-511 谷沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-512 一ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-513 梨ノ木入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-514 梅ノ木久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
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桐生 203-Ⅰ-515 北ノ入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-516 栃久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-518 駒見沢川 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-519 赤地沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-520 東赤地沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-523 うつら久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-524 平久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-525 広間沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-526 下広間沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-527-1 山田川-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-527-2 山田川-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-527-3 山田川-3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-531 平石沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-532-2 大久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-534 表石沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-536 原ノ入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-537 小沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-538 入打沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-540 菖蒲沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-542 むじな久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-543 前ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-544 岩ノ下沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-545 前ノ入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-546-1 笹久保沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-546-2 笹久保沢2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-546-3 笹久保沢3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-547 下室ノ手三ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-548 下室ノ手四ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-549 和田沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-550 小入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-551 小芝沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-552 大芝沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-553 姥ヶ入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-554 下姥ヶ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-555 曲手沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-556 東小倉川(小倉川) 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-557 上麦久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-558-1 麦久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-559 下麦久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-560 上吾妻沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-561 吾妻沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅰ-562 青木沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-563 蜂ヶ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-564 師々田沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅰ-565 観音沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-001 金兵衛沢 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅱ-002 花台沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-003 鍋足沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-004 碁場小路沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-005 根礼ノ沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-006 名下知窪沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-007 忍山川右支川2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-008 忍山川左支川1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-009 柏久保沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-010 北沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-011 向ノ沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-012-1 内松奥沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-012-2 内松奥沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-012-3 内松奥沢2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-013 大下沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-014 茂倉沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-015 カラマキ沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-016 小松沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-017 金葛沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-018 下出沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-019 小沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-020 鳶ノ沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-021 西ノ入沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-022 森山沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-023-2 小友東ノ入沢(小友川)-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-Ⅱ-023-3 小友東ノ入沢(小友川)-3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-023-4 小友東ノ入沢(小友川)-4 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-023-5 小友東ノ入沢(小友川)-5 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-024 高沢 桐生市 菱町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-501-1 麦生小路沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-501-2 麦生小路沢2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-502 東皿久保沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
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桐生 203-Ⅱ-503 沢入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-504 沢ノ入沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-505 室ノ手沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-506-1 下室ノ手一ノ沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-506-2 下室ノ手一ノ沢2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-507 下室ノ手ニノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-508-1 東ノ入沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-Ⅱ-509 鹿田沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 203-J-001 西加茂入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-002 忍山川右支川1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-003 大茂沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-004 皆沢川　登り沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-503 室ノ手上ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-504 西ノ入一ノ沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-J-505-2 西ノ入ニノ沢2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-新-001 加茂入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-新-002 西ノ入沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-新-003 西姥沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 203-新-004 西万ヶ入沢 桐生市 堤町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-001 房ヶ入沢 太田市 北金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-003 諏訪ノ入沢 太田市 強戸町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-004 堤沢 太田市 長手町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-005 十八曲沢 太田市 長手町 R3.3.29 82 土石流 ○
太田 205-Ⅰ-006 井戸沢 太田市 長手町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-007 長手 太田市 長手町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-008 枸橘沢 太田市 金山町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-009 小沢 太田市 金山町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-010 東川沢 太田市 金山町 R3.3.29 82 土石流 ○
太田 205-Ⅰ-011 大谷津沢 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-012 聖天沢 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-013 大日沢 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-014 東大沢 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-015 東金井 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-016 菅ノ沢 太田市 東今泉町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-017 谷ヶ入沢 太田市 東今泉町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-018 落内沢 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-019 吉沢B 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅰ-020 新堀沢 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅱ-001 鷹ノ巣沢 太田市 菅塩町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-Ⅱ-002 慈眼寺沢 太田市 北金井町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 205-新-001 大日沢2 太田市 東金井町 R3.3.29 82 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-002-1 大木平沢-1 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-002-2 大木平沢-2 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-003-1 猿井沢-1 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-003-2 猿井沢-2 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-004 戸島沢 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-005 滝沢 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-006 恐怖沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-007 大日沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-008 日影沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-009-1 上沢-1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-009-2 上沢-2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-010 笹沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-011 中篠沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-012 大篠沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-014 旭南沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-015 旭中沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-016 旭沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-017 旭北沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-019 入沢川 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-020 横子沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-021 関口沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-022 清水沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-023 桜久保沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-024 前平沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-025 林ノ久保沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-026 南沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-027 大日影沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-028 入畑沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-029-1 後入沢-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-029-2 後入沢-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-029-3 後入沢-3 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-030 平井沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-031 不動尊沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-033 田根入沢 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-034 穴沢 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-035 馬沢 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
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沼田 206-Ⅰ-036 東沢 沼田市 宇楚井町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-037 庚申沢 沼田市 原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-038 大釜沢 沼田市 大釜町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-039 大桑沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-040 安養沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-041 西石沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-044 佐山下沢 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-046-2 佐山沢-2 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-047-1 上佐山沢-1 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-047-2 上佐山沢-2 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-047-3 上佐山沢-3 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-048 藤木沢 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-050 楚利沢 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-051 池田沢 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-052 馬場沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-054 西上北沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-055 上北沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-056 舟木沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-057-1 上中沢-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-057-2 上中沢-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-058 寺沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-059 富士見沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-060 下沢 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-061 上石黒沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-062-1 石黒沢-1 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-063 東石黒沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-Ⅰ-064 観音沢 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅰ-068 下発知沢 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅱ-001 南大桑沢 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-Ⅱ-002 杭門沢 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 206-新-001 上野沢 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-新-002 岩本沢 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 206-新-003 屋形原沢 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-001 谷地沢 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-002 にゅうどうけ沢 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅰ-004 尻谷沢 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-005 城山沢 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-008 不動沢1 渋川市 石原 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-012-1 平沢川1-1 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-012-2 平沢川1-2 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅰ-013-2 袋沢-2 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-014 戸上山東沢 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-015 戸上山西沢 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅰ-017 御袋沢 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-018 金井の沢 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-019-1 和尚沢 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-020 下町の沢 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-022 水元沢 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-023 中久保沢 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅰ-024 大久保沢1 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-025 不動沢2 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-026 大久保沢2 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅰ-027 不動沢3 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-028 大久保西沢 渋川市 川島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-029 井戸沢 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-030 地理沢 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-031 蟹沢 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-Ⅰ-032 堀込沢 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-Ⅱ-001 入沢 渋川市 入沢 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 208-J-002-1 登沢川2 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 208-J-002-3 登沢川4 渋川市 金井 R2.3.6 65 土石流 ○
藤岡 209-Ⅰ-001 横手沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-002-1 下ノ沢-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-002-2 下ノ沢-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-002-3 下ノ沢-3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-003-1 悪矢場西沢-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-003-2 悪矢場西沢-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-004 悪矢場中沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-005 悪矢場東沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-006 真久中沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-007 真久東沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-008 天谷沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅰ-009 南山沢 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-010 駒形北南北山沢 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-011 三名湖沢 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-012 増殿沢 藤岡市 金井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-013-1 鍛冶屋沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
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藤岡 209-Ⅰ-013-2 鍛冶屋沢(ｽｸﾞｲ沢) 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-014 千手院沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅰ-015 唐沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-016 示春院沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-017 前の沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-018 平八沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-019 井戸則沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-020 東の沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-022 千ヶ滝沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-023 奥之反大谷沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-024 名無村大谷沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-025 上平西沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-026 桃林寺沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-027 滝の沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-028-1 松葉沢-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-028-2 松葉沢-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-029 上日野境沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-030 うしろ沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-031 沢頭沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅰ-032 豊口沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅰ-033 宮後沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-034 塩平沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-035 三ノ沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-036 鈩沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅰ-037 瀬早沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-001 東境川 藤岡市 保美 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-002 平塚山沢 藤岡市 保美 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅱ-003 御霊神社沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-004 大沢川 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅱ-005 三名川 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-006 沢口沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-007 仙源寺沢 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-009 山崎北沢 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-010 駒形北北山沢 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-011 大平沢 藤岡市 金井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-012 三社大観現沢 藤岡市 金井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-013 江木沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-014 岡本沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-015 土と火の里沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-016 日鍋沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-017 森沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-018 釜の口沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-019 ゴゼゴ沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-020 西の窪沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-021 大滝沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅱ-022 釜ノ沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-Ⅱ-023 大ノ沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-024 上名無沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-025-1 矢の口沢-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-025-2 矢の口沢-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-026 森沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-027 上平東沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-028 養命寺沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-029-1 小柏沢-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-029-2 小柏沢-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-030 矢掛沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-031 尾日野沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-032 桐の木沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-033 杉ノ沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-034 弁天沢 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-035 ドヤノ沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-036 日向沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-037 堀込沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-Ⅱ-039 百々女鬼境沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-001 境川入沢 藤岡市 保美 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-002 東境川西 藤岡市 保美 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-003 平塚山東沢 藤岡市 保美 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-J-005 三名湖北沢西 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-006 三名湖北沢 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-J-007 三名湖北沢東 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-008 竹沼貯水池南 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-J-009 竹沼貯水池南西 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-新-701 仙源寺沢南 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 209-新-702 天谷沢南 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 209-新-703 天谷沢北 藤岡市 高山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-001 浅香入涸沢沢 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-002 岩染高見沢 富岡市 岩染 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
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警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

富岡 210-Ⅰ-003 額部根石沢東 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-004 野上宮城沢 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-005 南蛇井小倉川 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-006 小倉橋上沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-007 南蛇井最興寺沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-008 南蛇井稲荷沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-009 南蛇井普文寺沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-010a 南蛇井勧学寺沢a 富岡市 中沢 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-010b 南蛇井勧学寺沢b 富岡市 中沢 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-011 神成糸出鐘ケ谷沢 富岡市 神成 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-012(-1,-2) 一ノ宮坂井沢 富岡市 一ノ宮 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-013 黒川御霊沢 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-014 黒川上機足沢 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-015a 星田寺ノ入沢 富岡市 星田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-015b 星田寺ノ入沢 富岡市 星田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-015c 星田寺ノ入沢 富岡市 星田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-016(-1,-2) 下黒岩田中沢 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-017 上黒岩機足東沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-018 上黒岩機足西沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-019 上黒岩深町北沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-020 上黒岩深町西沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-021 鍛冶谷沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-022 関口沢 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-023 上高尾高橋沢 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-024 上高尾千福寺沢 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-025 下高尾壱丁目沢 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-026 上高尾東日向沢 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-027 下高尾大鳥沢 富岡市 藤木 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅰ-028 桑原金屎沢 富岡市 藤木 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅰ-029 蕨一ノ沢東沢 富岡市 蕨 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-001 浅香入不動沢 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-002a 南後箇大口沢 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-002b 南後箇大口沢 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-003 岩染岡簿沢 富岡市 岩染 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-004 岩染藤田沢 富岡市 岩染 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-005 額部根石沢北 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-006 野上一ノ沢 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-007 野上乙日向沢 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-008 根上日向沢 富岡市 野上 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-009a 南蛇井梅沢沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-009b 南蛇井梅沢沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-009c 南蛇井梅沢沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-010 南蛇井赤谷沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-011 南蛇井満福寺沢 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-012 神成糸出中組沢 富岡市 神成 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-013 坂井金桐沢 富岡市 一ノ宮 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-014 後賀笹谷沢 富岡市 後賀 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-015 上黒岩深町西沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-016 上黒岩赤城沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-017 赤城東沢 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-018 堂谷沢 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-019 小浜北沢 富岡市 藤木 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-Ⅱ-020-1 小浜南沢-1 富岡市 藤木 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-Ⅱ-020-2 小浜南沢-2 富岡市 藤木 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-J-001 黒川A 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-J-002 黒川B 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 210-J-003 黒川C 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 210-J-004 黒川D 富岡市 黒川 R1.5.31 36 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-002 北谷津沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-003 上組沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-004 長谷津沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-005 長坂沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-006 長坂東沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-007 岩井川 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-010 観音沢Ａ 安中市 中宿 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-011 竜貝戸沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-012 柿平沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-013 長源寺上沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-014 長源寺下沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-015 西満行寺沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-016 満行寺沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-017 大桁川 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-018 小名沢川 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-019 小名沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-020 満世ノ入沢 安中市 中後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-021 坂詰沢 安中市 中後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-022 谷津沢 安中市 中後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　
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特別
警戒
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郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

安中 211-Ⅰ-023 金蔵谷津沢 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-024 山王沢 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-025-1 牛ノ入沢-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-025-2 牛ノ入沢-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-025-3 牛ノ入沢-3 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-026 打越沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-027 平沢Ａ 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅰ-028 南般若沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-029 西般若沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-030 般若沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-033 西笹原沢 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-036 茨ヶ谷津沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-037 明後沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-038 天台沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-040 善応寺谷津沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-041 寺前沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-042 湯沢 安中市 安中 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅰ-043 下高別当沢 安中市 安中 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-001 根岸沢Ａ 安中市 岩井 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-002 防具戸沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-003 四反田沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-004 桑原沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-005 栗山沢 安中市 大谷 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-007 向谷津沢 安中市 野殿 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-008 岩戸沢 安中市 中宿 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-009 藤木沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-010 藤木西沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-011 東竜貝戸沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-012 小名沢西沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-013-1 木戸沢-1 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-013-2 木戸沢-2 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-014 厳ノ上沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-015 木戸沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-016 笹原沢Ａ 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-017 笹原隣沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-018 東笹原沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-019 堀之内沢Ａ 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-020 東堀之内沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-021 堀之内沢B 安中市 上後閑 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-023 山口沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-024 大戸貝沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-025 西平間沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-026 久保川 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-027 胡桃沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-028 滝ノ入沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-029 東滝ノ入沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-030-1 上刈稲沢-1 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-030-2 上刈稲沢-2 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-031 笹原沢B 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-032 観音谷津沢 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-033 根岸沢B 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-034 西根岸沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-035 西樫山沢 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-036-2 日向沢-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-037-2 東樫山沢-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-038 南樫山沢 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-039 樫山沢 安中市 中秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-040 上熊野谷津沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-041 南茨ヶ谷津沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-042-1 雉子ヶ尾沢-1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-042-2 雉子ヶ尾沢-2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-044 観音沢B 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-045 吉ヶ谷津沢A 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-046 長坂谷津沢 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-047 北茨谷津沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-048 中茨谷津沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-049 南茨谷津沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-050 市平谷津沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-Ⅱ-051 前天神沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-Ⅱ-052 天神山沢 安中市 板鼻 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 211-J-001 宮ノ入沢 安中市 下後閑 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 211-J-002 吉ヶ谷津沢B 安中市 下秋間 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-002 犬の沢 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-003 浅久保沢 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-004 中山沢 渋川市 旧赤城村 北赤城山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-005 中入沢 渋川市 旧赤城村 北赤城山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-007 真藤の沢 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

渋川 302-Ⅰ-008 前入沢 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-009 前林沢 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-010 小川田沢 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-011 芳ヶ沢 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-012 千石沢2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-013 千石沢3 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-014 八幡の沢 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-015 栗の木沢 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-016 東山沢 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-017 今上沢 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-018-1 中ノ久保沢1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-018-2 中ノ久保沢2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-019-1 諸田沢-1 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-019-2 諸田沢-2 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-020 山岸沢 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-021 持久保沢 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-022 諏訪沢 渋川市 旧赤城村 勝保沢 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-024 北の沢 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-025 中堀沢 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-026 奥沢 渋川市 旧赤城村 溝呂木 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-027 仲上沢 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-028 観音沢 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅰ-029 向崎川 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 302-Ⅰ-030 天竜川 渋川市 旧赤城村 溝呂木 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅱ-001 藤木の沢 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅱ-002 堀切沢 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 302-Ⅱ-003 千石沢1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-002 見晴沢 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-003 宮川 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-004 覚満沢 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-005 赤城白川1(旧：赤城白川) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-006 姥子沢 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-014 赤城白川2(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-015 桜沢 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-016-1 沼尾川1-1(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-016-2 沼尾川1-2(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○
前橋 303-Ⅰ-017 沼尾川2(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-018 沼尾川3(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅰ-019 沼尾川4(旧：名前無し) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 303-Ⅱ-001 陣笠沢 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○
前橋 303-新-001 黒檜沢 前橋市 旧富士見村 赤城山 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 305-Ⅰ-001 忠治之沢 前橋市 旧宮城村 大字鼻毛石 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 305-Ⅰ-002 湯ノ沢 前橋市 旧宮城村 大字鼻毛石 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 305-Ⅰ-005 北空池川 前橋市 旧宮城村 大字河原浜 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 305-Ⅰ-008 大穴川 前橋市 旧宮城村 大字柏倉 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
前橋 305-Ⅰ-010 赤芝川 前橋市 旧宮城村 大字市之関 R2.2.18 42 土石流 ○ ○
桐生 307-Ⅱ-006 東・高泉沢 桐生市 旧新里村 奥沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-501 上湯川三ノ沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 308-Ⅰ-502-1 深沢川-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-502-2 深沢川-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-503 宿廻沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-504 梨木沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-505 西久保沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 308-Ⅰ-506 城沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 308-Ⅰ-507 上柏山沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-508 南上柏山沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-509 鳥居川 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○
桐生 308-Ⅰ-510 鳥居川（本川） 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-511 江戸川 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-512 小田ノ沢(鳥居沢) 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-513 堂尻沢 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-515 滝ノ沢 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-516 平沢 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-517 鷲ノ手沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-518-1 栗生沢-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-518-2 栗生沢-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-519 下栗生沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-520 西ノ沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅰ-521 新沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-501 下良見二ノ沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-504 湯川沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-508 北久良見沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-509 西宿廻沢 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-510 小動沢 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-511 ナブリ沢 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-512 麦久保沢 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-514 松山沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○
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桐生 308-Ⅱ-515 金比羅沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-516 古谷沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-517 下古谷沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-518 西沢入沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-519 上西沢入沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-520 東沢入沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-521 上新沢 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 308-Ⅱ-522 八木原沢 桐生市 旧黒保根村 大字八木原 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-501 高橋沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-502 松ノ木沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-503 房川 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-504 中井沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅰ-505 堤沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-506 不動沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-507 童神沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-508 寺ノ沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-509 唐沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-510 中野不動沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-511 中ノ沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-512 駒戸沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-513 前原沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-514 平沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-515 栃原沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-516 阿久沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-517 大豆久保沢 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-518 谷頭沢 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-519 小池沢 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-520 草木沢 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-521 深井戸沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-522 竹の久保沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-523 宮の沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-524 後山沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-525 神戸谷戸沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-526 向沢入沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-527 見沢向沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-528 ナラトチ沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-529 座間沢 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-530 樋之入沢 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅰ-531 小夜戸川 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-532 下の沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-533 鹿生沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-534 ヒル沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅰ-535 樽沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-501 関場沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-502 東関場沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-503 下高橋沢 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-504 湯船沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-505 長久保沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅱ-506 矢木沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-507 下阿久沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-508 鍋割沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-509 中ノ沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-510 臼木沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-511 上臼木沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-512 柏ヶ谷沢 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-513 下之沢 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-514-1 袖丸沢-1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-514-2 袖丸沢-2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-515 阿入沢 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-516 北大平沢 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅱ-517 牛沢 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-518 桑平木沢 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-519 寒沢川 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-520 八沢 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-521 境沢 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-522 上境沢 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-523 名越沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-524 楡沢川 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-525 西石坂沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-526 石坂沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-527 足渡戸沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅱ-528 鳥渕沢 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-529 横川 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-530-1 東の沢-1 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-530-2 東の沢-2 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 309-Ⅱ-531 小野沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-532 下小夜戸沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

桐生 309-Ⅱ-533 大畑沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-534 茂木沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-535 分の久保沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-Ⅱ-536 上の久保沢 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 309-新-001 名越沢2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-001-1 中里見-1 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-001-2 中里見-2 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-002 井ノ下1 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-003 井ノ下2 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-004-1 井ノ下3-1 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-004-2 井ノ下3-2 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-005 井ノ下4 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-007 上里見1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-008 御嶽沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-009 八幡沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-010-1 経塚川-1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-011 房坂川1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-012 房坂川2 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-013 蕨平沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-014-1 清水沢川-1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-015 蕨平川 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-016 梁場1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-017 保古里沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-018 谷ヶ沢1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-019 谷ヶ沢川 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-020 谷ヶ沢2 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-021 下間野沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-022 新梨川 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-023 間野沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-024 根古屋 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-025 中島川 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-026 花見町1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-027 花見町2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-028 駒寄 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-030 十五沢2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-031-1 駒寄川-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-031-2 駒寄川-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-032 十五沢3 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-033 上手長1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-036 沼ノ原1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-037 沼ノ原2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-038 沼ノ原3 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-039 沼ノ原4 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-040 沼ノ原5 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-041 湖畔沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-042 滝ノ沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-043 下中込 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-501 畳石沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-502 中峯沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-503 丸子沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-505 鳥ノ沢川 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-507 原田沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-508 東岩城川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-509 上岩城川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-510 岩城1号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-511 岩城2号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-512 岩城3号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-513 岩城4号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-514 岩城5号沢 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-515 中室田沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-516 谷津沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅰ-517-1 沢田川-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-517-2 沢田川-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅰ-518 室田沢 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-001 下里見1 高崎市 旧榛名町 大字下里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-002-1 下里見2-1 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-002-2 下里見2-2 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-003-1 井ノ下6-1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-003-2 井ノ下6-2 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-004 梁場2 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-005 一ツ谷 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-006 東間野 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-007 上手長2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-008 上手長3 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-009 下手長 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-011 十文字1 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-012 十文字2 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　
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指定
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高崎 321-Ⅱ-016 右寄沢 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-017 車川 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-501 日蔭本庄1号沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-502 日蔭本庄2号沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-503 大久保沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-504 車沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-505 社家町6号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-506 榛名山7号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-507 八本松2号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-508 大和田沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-509-1 市和田沢-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-509-2 市和田沢-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-Ⅱ-510 西岩城川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-Ⅱ-512 中井川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-001 下里見3 高崎市 旧榛名町 大字下里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-002 下里見4 高崎市 旧榛名町 大字下里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-006 十文字4 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-007 梅ノ木 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-008 榛名山 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-009 沼ノ原6 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-010 沼ノ原7 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-501 日蔭本庄沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-504 榛名山3号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-505 榛名山4号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-509 社家町2号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-512 榛名川 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-J-513 社家町5号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-514 社家町7号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-515 榛名山8号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-516 八本松1号沢 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-J-517 滑川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-J-518 糖塚沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-J-519 大和田1号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-520 大和田2号沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 321-J-521 堀ノ沢川 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 321-J-522 立足沢 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-504 下村沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-505 ナギノ沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-506 上村沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-507-1 湯ケ沢1号沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-507-2 湯ケ沢1号沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-508-1 湯ケ沢2号沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-508-2 湯ケ沢2号沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-509 湯ケ沢3号沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-510 湯ケ沢川 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-511 湯ケ沢4号沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-512 下道沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-513-1 神堀沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-514 内手川 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-515 後沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-516 堀ノ沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-517 マンドコ沢川 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-518 江戸沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-519 西ケ渕沢（1） 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-520 矢陸沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-521 井戸入沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-522 西ケ渕沢（2） 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-523-1 境沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-523-2 境沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-524-1 熊久保沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-524-2 熊久保沢2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-525 陣田沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-527 浄土川（2） 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-528 花輪沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-529 上ノ平沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-532 西糀屋沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-533 東糀屋沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-534-4 細入沢-4 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-534-5 細入沢-5 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-534-6 細入沢-6 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-535 暖井沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-536-1 寺沢川-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-537 上宿 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-538 下宿 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-539 高野谷戸沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-540-2 兎沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-541 近江沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
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高崎 322-Ⅰ-542 土城谷戸1号沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-543 滝ノ沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅰ-544 田畑沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅰ-545 十二沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-501 天狗沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-502 湯ケ沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-503 井出入沢 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-504 元三沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-505 新開沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-506 細尾沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-507 亀沢1号沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-508 亀沢2号沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-509-1 亀沢3号沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-509-2 亀沢3号沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-510 小倉沢（1） 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-511 小倉沢（2） 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-512 大平沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-514-1 水有沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-517 狐久保沢 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-518 関沢川 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 322-Ⅱ-519 突抜沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-520 柏木沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 322-Ⅱ-521 土城谷戸2号沢 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-004 仙沢 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-005 芦の沢川 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 323-Ⅰ-006 善地 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-007-1 浦川-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-007-2 浦川-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-009 上善地2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅰ-011 下善地 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 323-Ⅰ-013 大沢川 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 323-Ⅱ-002 前の沢川 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 323-Ⅱ-003 中善地2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 土石流 ○
渋川 341-Ⅰ-002 西沢 渋川市 横堀 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 341-Ⅰ-003 芦ノ沢 渋川市 横堀 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-006 細尾沢 渋川市 北牧 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-007 大門沢1 渋川市 北牧 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-008 大門川2 渋川市 中郷 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 341-Ⅰ-009 大門川3 渋川市 中郷 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-010 大門川4 渋川市 中郷 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 341-Ⅰ-011 大門川5 渋川市 中郷 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-016 十二沢 渋川市 中郷 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-017 鈩沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 341-Ⅰ-019 唐沢川 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-022 えんま沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-024 鍛冶屋川 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-025 尻平沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-026 渕の上沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-027 小沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-028 滝沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-030 ささ平沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅰ-031 北沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 341-Ⅱ-002 仙ノ沢 渋川市 上白井 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-001 塩川の沢 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-003 作間沢川 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-004 鑷沢 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-006 田島沢川 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-007 寺沢川 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-008 濁沢 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-010 宮沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-011 宮沢下沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-014 中ノ沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-017 関口沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-025 清水沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-028 又五郎沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-029 井戸上沢 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-030-1 八木沢-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅰ-030-2 八木沢-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅱ-001 しだ沢 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅱ-002 不動沢川 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 342-Ⅱ-003 村上沢 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-Ⅰ-001 登沢 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-Ⅰ-002 物聞沢 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-Ⅰ-003 貫沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-Ⅰ-004 猿沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-Ⅰ-005 湯沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○ ○
渋川 343-Ⅰ-006 鷲ノ巣沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○
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渋川 343-Ⅰ-007 遠藤沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 343-J-001 西沢 渋川市 旧伊香保町 湯中子 R2.3.6 65 土石流 ○
渋川 344-Ⅰ-001 八幡川 北群馬郡 榛東村 大字新井 H23.3.25 86 土石流 ○
渋川 344-Ⅰ-002 水揚沢 北群馬郡 榛東村 大字山子田 H23.3.25 86 土石流 ○
渋川 344-Ⅰ-003 大田沢西 北群馬郡 榛東村 大字山子田 H23.3.25 86 土石流 ○ ○
渋川 344-Ⅰ-005 吉岡川 北群馬郡 榛東村 大字上野原 H23.3.25 86 土石流 ○
渋川 345-Ⅰ-001 自害沢 北群馬郡 吉岡町 大字上野田 H23.3.18 70 土石流 ○
渋川 345-Ⅰ-002 自害沢川 北群馬郡 吉岡町 大字上野田 H23.3.18 70 土石流 ○
渋川 345-Ⅰ-003 自害沢 北群馬郡 吉岡町 大字上野田 H23.3.18 70 土石流 ○
渋川 345-Ⅰ-004 滝ノ沢川 北群馬郡 吉岡町 大字上野田 H23.3.18 70 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-001 笠渕沢 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-002 清水沢 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-003 根際南沢川 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-004 根際北沢川 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-005 南郷沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-006 琴平沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-007 大内沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-008 ブナン沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-009 滝沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-010-1 不動東沢-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-010-2 不動東沢-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-011 不動沢川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-012 野々宮沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-013 ツマノ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-014 オニヤ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-015 いんの沢川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-016 滝の沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-017 中付沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-018 細尾沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-019 馬場の堀沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-020 金丸沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-021 シオナシ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-022 久久沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-023 大沢西入南沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-024 大沢西入北沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-025 大沢川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-026-1 大沢川-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-026-2 大沢川-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-027 不動沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-028 小野窪沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-029 姥沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-030 下姥沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-031 下三波川沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-032 思川 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-033 宮本谷津沢 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-034 桜沢 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-035 南沢川 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-036 荒沢川 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-037 荒沢支川 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-038 ぼら南沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-039 ぼら北沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-040 根古屋沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-041 浄法寺境沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-501 法久北東沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-502 法久南東沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-503 露久保沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-504 高瀬南沢川 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-505 大栃沢支沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-506 大栃沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅰ-507 東沢川 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-508 夜沢川 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅰ-509 隅の沢 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-001 柴原沢 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-002 堂ノ沢 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-003 橋下沢 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅱ-004 下妹ヶ谷沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-005 長久保沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-006 細久保沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-007 犬塚寺原沢川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-008-1 前沢川-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-008-2 前沢川-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-008-3 前沢川-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-009 シブ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-010 メコウ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-011 ミョウガ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-012 用地沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-013 ヤナサ沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

藤岡 362-Ⅱ-014 大沢東入沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅱ-015 時雨南沢 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅱ-016 時雨北沢 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅱ-017 森下沢川 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-Ⅱ-501 法久南沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-502 法久南西沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-503-1 法久北西沢-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-503-2 法久北西沢-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-Ⅱ-504 西琴平沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 土石流 ○
藤岡 362-J-001 八塩沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-J-002 八塩沢北 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-J-003 弥勒橋沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-新-701 根古屋沢北 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○ ○
藤岡 362-新-702 平塚山沢北 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 土石流 ○
高崎 363-Ⅰ-001-1 赤谷沢-1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-001-2 赤谷沢-2 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅰ-002 八束川 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-003 本松沢 高崎市 旧吉井町 大字神保 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-004 八束橋ノ谷沢 高崎市 旧吉井町 大字神保 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-005 神保沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-006 塩沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-007 上屋敷沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅰ-008 中表山沢 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-009 長坂谷沢 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅰ-010 疋田谷沢 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-011 寺前富士沢 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-012 若宮藤沢 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅰ-013 かくまんやつ沢 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅰ-015 仏埼裏沢 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-001 小谷戸沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅱ-002 上谷戸沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-003 八幡前沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-004 山ノ神東沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-005 大谷沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-007 八束沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅱ-008 浅間山沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-009 陣見ヶ入沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-010 小沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-011 城毛入沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-012 城毛入東沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-013 杓子具沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-014 梅木平沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-015 真梨子沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-016 森下沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-017 金堀谷沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-018 小谷沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-019 滝ノ入沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-020 御堂沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-022 八子石沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-023 前沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-Ⅱ-024 屏風岩沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-025 井戸入沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-027 疋田沢 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-Ⅱ-028 樋ノ沢 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-001 深沢入沢 高崎市 旧吉井町 大字深沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-002 深沢入南沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-004 下五反田南沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-J-005 入生田沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-006 田ノ入沢東 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-007 田ノ入中沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-008 田ノ入沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-010 日久保沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-011 土合入向沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○
高崎 363-J-016 長闇 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-017 瀧ノ前沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-020 一郷 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-021 柳谷 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-022 赤谷 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-023 赤谷入沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-024 西松田沢 高崎市 旧吉井町 大字多胡 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-025 八束川入沢 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-026 陣見ヶ入沢 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-027 八反平 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-028 瀧ノ入沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-029 松場沢 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-030-1 日影沢1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-J-030-2 日影沢2 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

高崎 363-J-031 東表沢 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-新-001 申田入沢2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 土石流 ○ ○
高崎 363-新-003 足ノ平沢北 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-501 中つり沢川 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-502 千ノ沢川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-503 千の沢川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-504 戸野川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-505 小塩沢川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-506 森戸川 多野郡 神流町 大字森戸 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-507 元郷川 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-508 八幡川 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-509 元船子川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-510 大崩川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-511 小沢川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-512 坂井道下沢 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-513 西畑沢 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-514 天狗沢 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-515 八木沢川 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-516 平松沢川 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-517 寺沢川 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-518 エーツー沢 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-519 気奈沢川 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅰ-520 元地川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-521 涸沢 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-522 元地沢 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅰ-523 入沢谷川 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-501 東川 多野郡 神流町 大字麻生 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-502 久保沢川 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-503 道上川 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-504 山下川 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-505 青梨川 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-506 板屋川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅱ-507 大芝川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅱ-508 大芝西川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-509-1 小蛇川-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-509-2 小蛇川-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-509-3 小蛇川-3 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-510 小蛇東川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-511 椹森川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-512 後沢 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-Ⅱ-513 小沢東川 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-514 塩沢川 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-Ⅱ-515 麻生川 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-J-502 千の東沢 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-J-503 平六沢 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-J-504 相原沢 多野郡 神流町 大字相原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 364-J-505 元船子北沢 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 364-J-506 林屋沢 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-501 宮地沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-502 沢ノ入沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-503 間物沢川 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 365-Ⅰ-504 桃の久保沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-505 宮ノ沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-506 八倉沢 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-507 橋倉川 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-508 牛傍沢 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-509 琴平橋東沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-510 東福寺南沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-511-1 東福寺沢-1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 365-Ⅰ-511-2 東福寺沢-2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-512 片瀬川 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-513 片地沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-514 横高沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-515 宮地沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 365-Ⅰ-516-1 山沢川-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-516-2 山沢川-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-517 中郷沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-518 二ッ井戸沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅰ-519-1 田之頭沢-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 365-Ⅰ-519-2 田之頭沢-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-501 下小越沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-502 沢の入 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-503 入の南沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-504 夏内沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-505-1 久恵の沢-1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-505-2 久恵の沢-2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-506 境沢川 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
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藤岡 365-Ⅱ-507 古鉄橋西沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○
藤岡 365-Ⅱ-508 古鉄橋東沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-509 桜井沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-Ⅱ-510 持倉沢 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-501 下小越西沢 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-502 叶山東沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-503 叶山中沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-504 叶山西沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-505 宮ノ下沢 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-506 山室沢 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-507 今泉沢 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-508 牛蒡東沢 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 365-J-509 古鉄橋東沢1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-501 横畑沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-502 カリヤ沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-503 宮沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-504 胡桃平川 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-505 野栗沢川 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-506 野栗沢東沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-507 所ノ沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-508 勝山小路沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-509 東久保沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-510 湯ノ沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-511 前沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-512 引矢倉沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-514 矢弓沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-515 下夏内沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-516 滑沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-517 大仁田沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-518-1 須郷沢-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-518-2 須郷沢-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-519 下須郷沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-520 ほうり沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-521 きゃうと沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-522 山久保沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-523 森戸沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-524 井戸沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅰ-525 村上橋沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅰ-526 カマネブ沢 多野郡 上野村 大字勝山 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅱ-501 向屋橋沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-502 新羽沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅱ-503 オッコ沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-504 乙父津橋沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅱ-505 乙父一の沢 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-506 日影平沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-507 橋の沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○
藤岡 366-Ⅱ-508 黒川橋沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-509 崖所沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-510 崖所東沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-511 大平沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-512 楢沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-513 小春橋北沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-Ⅱ-514 新開橋東沢東 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-501 寺沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-502 奥名郷沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-503 峯沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-504 滝の沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-505 糸那沢 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-506 橋沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-507 小倉沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-509 神行沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-511 鳥沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
藤岡 366-J-512 乙母西沢 多野郡 上野村 大字乙母 H31.4.16 100 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-001 踊沢 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-002 くね下沢 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-003 南谷沢 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-004-1 北谷沢-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-004-2 北谷沢-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-005 天沢川 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-006 古立川 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-007 川後石沢 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-008 小滝川 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-009 大桁川 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-010 大沢 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-011 塩筒沢 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-012-1 矢沢川-1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-012-2 矢沢川-2 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
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富岡 381-Ⅰ-013 寺山川 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-014 野津沢 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-015 大牛川 富岡市 旧妙義町 大字妙義 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-016 小泉川 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-017 タカバナ沢 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅰ-018 寺谷沢 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅰ-019 新光寺川 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-001-1 藤谷沢-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-001-2 藤谷沢-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○
富岡 381-Ⅱ-002 上村沢 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-003 上宿沢 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-004 日向沢 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-005 岳沢 富岡市 旧妙義町 大字岳 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-006 高谷戸沢 富岡市 旧妙義町 大字岳 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-007 中村沢 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-008 筑前沢 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-009 三屋沢 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-010-1 萩野谷沢-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 381-Ⅱ-010-2 萩野谷沢-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-001-2 諸沢2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-003 田城沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-004 桐ノ木沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-005-1 木戸入沢1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-005-2 木戸入沢2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-006 橋ノ入沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-007 御座ノ久保沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-008 蒔田川 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-009 入ノ替戸沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-010 細萱沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-011 白石沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-012 上横瀬沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-013-1 藤田川-1 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-013-2 藤田川-2 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-013-3 藤田川-3 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-014 千沢川 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-015 千沢林川 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-016 東ノ入沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-017 柴木沢東沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-018 柴木沢西沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-019-1 高倉川-1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-019-2 高倉川-2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-020 竹ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-021 栗山川 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-022 下栗山沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-023 夏内沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-024 オオガヤ沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-025 平井戸沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-026 青倉清水沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-027 塩ノ宮沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-028-1 桑本沢-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-028-2 桑本沢-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-028-3 桑本沢-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-029 上野平沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-030 七久保南沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-031 小沢坂沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-032 白倉沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-033 滝ノ下沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-034 大石清水沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-035 大畠沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-036 なかもう沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-037 小川原沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-038 香匠免沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-039 大桑原東沢 甘楽郡 下仁田町 大字大桑原 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-040 大桑原西沢 甘楽郡 下仁田町 大字大桑原 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-041 大久保沢 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-042 大平沢 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-043 横岩沢 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-044 金沢沢 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-045-1 大宣沢-1 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-045-2 大宣沢-2 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-046 梅ノ久保沢 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-047 栄町沢 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-048 カケザワ沢 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-049 掛沢沢 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-050 大久保山際沢 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-051-1 落沢川-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-051-2 落沢川-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
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富岡 382-Ⅰ-052 馬居沢川 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-053 茶原沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-054 滑沢 甘楽郡 下仁田町 本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-055 トザワ沢 甘楽郡 下仁田町 本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-056 中野在家沢 甘楽郡 下仁田町 本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-057 野沢 甘楽郡 下仁田町 本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-058 横間沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-059 市ノ宣沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-060 屋敷沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-061 神津川 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-062 森ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-063 水入沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-064 岩鼻沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-065 本ノ入沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-066 江戸沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-067 芝ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-068 葛倉沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-069-1 後原沢-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-069-2 後原沢-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-070 カイノクボ沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-071 滑岩沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-072 馬瀬口沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-073 西竹ノ平沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-074-1 棚久保沢-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-074-2 棚久保沢-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-075 鏑川小出屋沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-076 高石沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-077 藤井沢 甘楽郡 下仁田町 大字本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-078 萩ノ内沢 甘楽郡 下仁田町 大字本宿 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-080 西沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-081 坂詰川 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-082 尺地沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-083 清水平沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-084 清水平沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-086 奴居出沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-087 奴居出沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-088 奴居出沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-089 中村四ツ家沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-090 漆萱沢3 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-091 諏訪西沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-093 大渕沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-094 春日田入沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-095 中井沢川 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-096 梅沢川 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-097 日沢 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-098 うそ沢 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-099 関口沢 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-100 田ノ入沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-102 境沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-103 安導寺沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-104 折ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-105 折ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-106 折ノ沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-107 下町北沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-108 山霊沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-109 下町南沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-110 滝の入沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-111 清泉寺沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅰ-112 東町西沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅰ-113 東町東沢 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-003 丸山沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-004 下蒔田西沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-005 下蒔田東沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-006 上蒔田沢 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-008 岩山沢 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-009 千沢沢 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-010 下吉崎沢 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-011 上栗山沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-012 鷹ノ巣沢 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-013 七久保北沢 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-015 下小坂山際沢 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-016 山際沢1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-017 山際沢2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-018 山際沢3 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-019 山際沢4 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-020 大倉沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-021 馬居沢北沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　
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区域
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警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
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年月日

富岡 382-Ⅱ-022 馬居沢南沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-023 西裏沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-024 馬居沢北川 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-025 馬居沢南川 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-026 天神沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-027 竹ノ入北沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-028 竹ノ入南沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-029 相沢南入沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-030 西原沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-031 相沢西入沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-032 白井平沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-033 屋敷川 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-034 白影畠沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-035 高草履沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-036 大平沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-037 イヌイクボ沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-038 深出沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-039 横間北沢 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-040 清水沢沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-041 新屋南沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-042 高立沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-043 小平沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-044 新屋沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-045 西野牧清水沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-046 赤岩沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-047 根小屋沢 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-048 後山沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-049 山口沢 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-050 滑西沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-051 滑東沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-052 二岩南沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-053 虻田沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-054 奴居出沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-055 中村沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-056 漆萱沢1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-057 漆萱東沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○
富岡 382-Ⅱ-058 漆萱沢4 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-059 漆萱沢2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-060 広川原沢 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-061 赤根沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-062 二岩西沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-063 二岩沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-064 二岩東沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-065 中島沢 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-Ⅱ-066 峠沢 甘楽郡 下仁田町 大字白山 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-J-002 小北野東沢 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 382-J-003 北小野沢 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-001 木戸賀沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-002 城山沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-003-1 弁天沢-1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-003-2 弁天沢-2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-004 日影 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-005 姥貝戸沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-006 仲ノ畑沢 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-007 西沢川 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-008 産泰沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-009 日向山沢 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-010 大仁田 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-011 ていのり沢 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-012 堂ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-013 六車 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-014 勧能井戸沢 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-015 沢口沢 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-016 勧能滝ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-017 塩水沢 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-018-1 道場井戸沢-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-018-2 道場井戸沢-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-019-1 道場川-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-021 畦ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-022 吉野沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-023 石津沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-024 上底瀬 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-025 田ノ久保沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-026 西ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-029 滝ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-030 岩本沢 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-031 小千原沢 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 土石流 ○
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警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

富岡 383-Ⅰ-032 黒滝井戸沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-033 焼山沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-034 千沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-035 寺ノ入沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-036 沢口川 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅰ-037 塩沢1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅰ-039 島屋沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-001 入口沢 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-002 高岩沢 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-003 堂の入沢 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-004 根草沢 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-005 大入道川 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-006 大日向2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-007 丸岩沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-008 沢のり沢 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-009 芳ノ沢 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-010 雨沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-011 六車2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-012 小道沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-013 高相沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-014 宇曽ノ入沢 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-015 熊倉井戸沢 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-016 檜木宮沢 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-017 桜木上沢 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-018 井戸頭沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-019 山仲井戸沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-020 北沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-021 石次沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-022 不動ノ滝沢2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○
富岡 383-Ⅱ-023 上底瀬北入沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-025 下底瀬沢2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-026 塩沢2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-027 塩沢3 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-028 川久保沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-029 薬師堂沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-030 山ノ神沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-031 後山沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-032 上野山沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-033 下高原 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-034 大久保 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-035 井戸沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-036 上叶屋沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-Ⅱ-037 下叶屋沢 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-新-001 クズ岩沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-新-002 入山沢 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-新-003 大塩沢本川 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 383-新-004 大塩沢右支川 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-003 西萩沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-004-1 森戸川-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-004-2 森戸川-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-005 ごろた沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-006 雄川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-007 足ノ萱沢川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-008 地神平沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-009 谷津ケ堀沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-010 浦山沢川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-011 伏鹿沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-012 入山川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-013 谷ノ口川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-014 谷ノ口川東沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-015 粟ノ沢川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○
富岡 384-Ⅰ-016 峯ノ沢川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○
富岡 384-Ⅰ-017 荻ノ久保沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-018 裏根川 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○
富岡 384-Ⅰ-019 城中沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-020 大光寺東川 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-021 日向沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅰ-022 興厳寺1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○
富岡 384-Ⅰ-023 興厳寺2 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-001 下鳥屋沢 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-002 上鳥屋南下沢 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-003 上鳥屋南上沢 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-004 天引川 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-005 八丁河原沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-006 大石平沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-007 御宮沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-008 河振沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
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富岡 384-Ⅱ-009 入山南沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-010 谷ノ口東沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-011 谷ノ口西沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-012 丸山沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-013 小平小沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-014 小平沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 土石流 ○
富岡 384-Ⅱ-015 城川 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-016 大光寺川 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-017 竹ノ内沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-018 竹ノ内中沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-Ⅱ-019 永州西沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-002 入木屋北沢 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-003 仙洞院沢 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-004 入道谷沢 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-005 光善入沢 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-006 富士ノ越沢 甘楽郡 甘楽町 大字轟、小幡 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-007 茂木沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-008-1 日向西沢-1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-008-2 日向西沢-2 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-009-1 永洲東沢-1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
富岡 384-J-009-2 長善寺中沢 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-001 小竹沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-002 妙ヶ沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-003 西尾沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-004-1 千駄木沢-1 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-004-2 千駄木沢-2 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-006 手引沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-007 久保沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-009 西沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-010 若宮沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-011 稲荷沢 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-012-1 矢ノ沢-1 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-012-2 矢ノ沢-2 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-012-3 矢ノ沢-3 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-013 井戸入沢 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-014 山岸川 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-015 平沢B 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-016 中ノ滝沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-017 西城沢 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-018 湯ノ沢 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-019 西碓見戸谷沢 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-020 萩の沢 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-021 陣場沢 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-022 三ツ堂沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-023 西雨請沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-024 道添沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-025 松原沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-026 清水沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-027 西村沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-501 霧積川 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-502-1 遺書の沢-1 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅰ-502-2 遺書の沢-2 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-503 南室木沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-504-1 広瀬沢-1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-504-2 広瀬沢-2 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅰ-505 西堀沢 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-001 新堀川 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-002 並木沢 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-003 北明賀沢 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-004 中狐萱沢 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-005 狐萱沢 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-006 遠入沢 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅱ-007 矢ヶ崎沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-008 小柏沢A 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-009 新井沢 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅱ-010 平小沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅱ-011 東平沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-012 坂ノ上沢 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-013 碓見戸谷沢 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-014 狩塚沢 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-015 小僧貝戸沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-016-1 栗屋沢-1 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-016-2 栗屋沢-2 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-017 雨請沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-018 小柏沢B 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-019 入村沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-020 桐久保沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

安中 401-Ⅱ-501-1 水谷川-1 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-501-2 水谷川-2 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-501-3 水谷川-3 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-502 板ヶ沢北沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○
安中 401-Ⅱ-503 坂ヶ沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-504 地蔵沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-505 南地蔵沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-506 北箕輪久保沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-507 北上根沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-508 東沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-509 淵上沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-510 雲門寺沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-511 上室ノ木沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-512-1 兎沢-1 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 土石流 ○ ○
安中 401-Ⅱ-512-2 兎沢-2 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-001 吉野沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-002 神沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-003 花曽根沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-004 下山田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-005 蛇塚沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-006 大竹中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-007 不動沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-008 大竹上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-009 大倉見沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-010 中島沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-011 上ノ山沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-012 衛門岳沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-013 門野沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-014 行ノ入沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-015 堀田ノ沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-016 加性沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-017 滝平沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-018 清水沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-019 清水沢下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-020 桑原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-021 高沼沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-022 寺社原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-023 権見沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-024 庚申沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-025 大岩下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-026 不動沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-027 岩前沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-028 湯前沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-029 湯尻沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-030 南平沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-031 和田須入沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-032 笹平沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-033 下反下北上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-034 栃久保沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-035 沢入沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-036 上湯原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-037 駒岩沢下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-038 駒岩沢中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-039 寺裏沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-040 秋鹿沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-041 犬麦平下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-042 山口西沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-043 新湯東沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-044 新湯西沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-045 新湯北沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-047 日向見下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-048 山口北沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-049 山口沢東沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-050 山口沢南沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-051 権現沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-052 犬麦平上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-053 仲ノ沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-054 殿界戸沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-055-1 沢口沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-055-2 沢口沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-056 舞台沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-057 十二平沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-058-1 上折田東沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-058-2 上折田東沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-059 中折田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-060 下日影沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-061 中村沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
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中之条 421-Ⅰ-062 宮沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-063 西古垣内沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-064 古垣内沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-065 五良沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-066 子安沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-067 十澳沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-068 親都沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-070-1 大峰沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-071 蟻川沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-072 大亀上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-075 十二原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-076 久保貝戸沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-077 貫坂沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-078 赤坂沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-080 温湯 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-081 大塚沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-082 渕則沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-083 西塩原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-084 東塩原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅰ-085 塩原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-086 境沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-087 大原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-089 柳田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-090 鍛治貝戸沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-091 下尻高沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-092-1 十二ノ平沢 大堰沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-092-2 大堰沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-093 上市城沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-094 不動沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-095 下市城上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-096 沢入沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅰ-097 清明沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-001 大竹沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-002 清水沢上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-003 前尻沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-004-1 諏訪の沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-004-2 諏訪の沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-005 大岩上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-006 大岩中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-007 中居川 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-008 下野原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-009 上沢渡沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-010 牧場沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-011 下反下東下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-012 中尾根沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-013 城越沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-014 下反下南沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-015 下反下西下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-016 下反下西中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-017 上反下下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-018 滑沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-019 上反下上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-020 下反下北中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-021 諏訪原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-022 伊賀野沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-023 竹井沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-024 駒岩上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-025 下秋鹿沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-026 新湯南沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-027 譲葉沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-028 渡戸沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-029-1 貫湯平上沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-029-2 貫湯平上沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-030 貫湯平下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-031 上折田西沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-032 中日影沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-033-1 十二平沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-033-2 十二平沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-034 石沖沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-035 大久保沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-036-1 宮沢-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-036-2 宮沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-036-3 宮沢-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-037 比丘尼田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-038 所沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-039 千沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-040 竹井沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 土石流 ○
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中之条 421-Ⅱ-041 栃瀬沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-044 倉沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-045 高樅沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-046 原沢上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-047 原沢下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-048-2 下の沢-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-049 大亀下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-050 上ノ貝戸岩沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-051 大倉嶽沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-052 囀石沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-053 大道沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-054 後沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-055 前の沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-056 中村下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-057 行沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-058 新田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-059 上野貝戸沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-060 宮沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-061 谷津沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-062 釜渕沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-Ⅱ-063 長見山沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-064 小枝沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-065-1 加賀沢川-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-065-2 加賀沢川-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-066 宇妻上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-067 宇妻中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-068 宇妻下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-Ⅱ-069 下市城下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-J-001 上柴本沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-新-001 下尻高西沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-新-002 宇妻南上沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 421-新-003 宇妻南中沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 421-新-004 宇妻南下沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-001 榛名沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-002 壱つ岩沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-003 烏帽子沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-004 勝負沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-005 大久保東上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-006 沖沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-007 赤沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅰ-008 鳴沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-009 橋横倉 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅰ-010 足利保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-011 竹の沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-012 諏訪ノ久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅰ-014 中ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-015 湯殿沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-016 袋内沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-017 平五良上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅰ-018 滝ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-001 長泉寺久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅱ-002-2 大久保西下沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-003 千上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅱ-004 千下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-006 平五良下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 422-Ⅱ-007 村武沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-008 鍋橋沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-009 奥田沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 422-Ⅱ-011 恋渡沢 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-001 川戸南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-002 硯沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-003 川戸北沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-004 程岩中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-005 井戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-006 井戸上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-007 きのこ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-008 泉沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-009 堀切沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-010 程岩西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-011 太郎谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-012 重田上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-013 重田下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-014 日之出東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-015 天神沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-016 中郷沢(中沢) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-017-1 中郷沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-017-2 中郷沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○
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中之条 423-Ⅰ-018 池ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-019 西沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-021 小淵沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-022 泉沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-024 上組南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-025 岩井沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-026 山根沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-027 梶久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-028 山根上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-029 金井上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-030 寺沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字金井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-031 金井下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字金井 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-032 金井沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字金井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-033 七沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-034 天竜沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-035 下郷中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-036 諏訪沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-037 水上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-038 水上中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-039 水上下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-040 深北上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-041 深沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-042 深西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-043 深沢下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-044 上之宮西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-045 本田中沢(中せぎ沢) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-046 田中西下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-047 田中沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-048 田中西上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-049 新井下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-050 長久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-051 新井上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-052 上之平沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-053 稲田沢下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-054 古賀良下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-058 沢入川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-059 宿下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-060 本宿川下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-061 宿中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-062 本宿川中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-063 本宿川上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-065 外出沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-066 障子畝沢A 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-067 関口沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-068 障子畝沢B 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-070 中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-071 出入沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-072 出入中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-073 夫婦沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-074 清水沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-075 石形沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-076 宮沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-077 くるみ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-078 蜂谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-079 道泉谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-080 今川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-081 大場沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-082 馬久田入沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-083 上ノ上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-084 上ノ下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-085 上ノ中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-086 尾沼沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-087 下の沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-088 八幡沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-089 天神沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-090 寺沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-091 秋葉沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-092 五郎鬼沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-093 羽田沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-094 羽田北中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-095 羽田北下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-096 猿谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-097 下中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-099 宮谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-100 岩鼻上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-101 寺沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-102 鳴瀬沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
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中之条 423-Ⅰ-103 沢尻下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-104 十二久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-105 沢尻中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-106 南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-107 大竹川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-108 熊ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-109 大日沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-110 神仏沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-111 鳶ヶ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-112 唐沢西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-113 滝の入沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-114 根古屋沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-115 細谷上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-116 三島沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-117 柿平沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-118 松ヶ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-119 高日向沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-120 中尾沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-121 下ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-122 鷹の巣沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-123 大平沢A 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-124 大平沢B 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-125 松谷上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-126 唐沢久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-127 鎌田川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-128 下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-129 松谷下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-130 漆貝戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-131-1 石上沢(滝下沢)-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-131-2 石上沢(滝下沢)-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-132 天神上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-133 姉山沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-134 天神沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-135 寺沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-136 清水沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-137 大沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-138 大村沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-139 大久保沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-140 行沢下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-141 行沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-142 西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-143 宮沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-144 小塚川(唐沢) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-145 唐沢(唐木沢) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-146 唐沢南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-147 平沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-148 山根沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-149 須郷沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅰ-150 細田沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-151 坊丸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅰ-152 観音沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-001 重田下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-002 重田中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-003 程岩下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-004 程岩上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-005 程岩東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-006 浜井場下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-007 十二沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-008 浜井湯上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-009 渡戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-010-1 切堀下沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-011 新井南上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-012-1 新井南下沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-013-1 新井北上沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-013-2 新井北上沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-014 新井北中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-015 新井北下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-016 岩程沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-017 広野沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-018 十二ヶ原上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-019 金井南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字金井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-020 金井西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字金井 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-021 深北下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-022 深北中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-023 深北沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-024 深東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-025 深南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
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中之条 423-Ⅱ-026 橋詰下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-027 橋詰上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-028 田中東下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-029 田中東中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-030 田中東上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-031 新井中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-032 兵庫下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-034 稲田下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-035 稲田中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-036 稲田上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-037 馬場下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-038 馬場中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-039 中村沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-040 大沢川 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-042 大戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-043 上宿上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-044-1 貫井沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-044-2 貫井沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-045 太子平沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-046 丑ヶ渕下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-047 中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-048 矢城下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-049 滝ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-050 飯米場沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-051 清水沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-052 西ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-053 本丸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-054 上の南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-055 広石南沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-056 羽田北上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-057 滝ノ沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-058 岩鼻下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-060 小倉上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-061 沢尻沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-062 小倉下沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-063 小倉東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-064 御女郎沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-065 根古屋沢→根古屋東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-066 根古屋西沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-067 細谷東沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-068 細谷沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-069 細谷中沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-070 上郷沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-071 上組沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-072 沼沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-073 石上沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-074 下の沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 土石流 ○
中之条 423-Ⅱ-075 平沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-Ⅱ-076 内野沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 423-新-001 南谷戸沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-005 打越上沢 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-006 打越下沢 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-009-1 桜沢1 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-009-2 桜沢2 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-010-1 東沢上沢1 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-010-2 東沢上沢2 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-011 東沢下沢 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-012 海老沢 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-013 小井戸沢 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-014-1 西久保沢1 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-014-2 西久保沢2 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-015-1 小倉沢1 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-015-2 小倉沢2 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-015-3 小倉沢3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-017 押手沢 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-501 荻之平沢2 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-502 堂沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-503 荻之平沢1 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-504 萩原沢1 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-505 萩原沢2 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-506-1 ガッコ沢-1 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-506-2 ガッコ沢-2 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-507 狩宿沢 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-508 熊ノ内沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-509-1 照月湖沢1-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-509-2 照月湖沢1-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-510-1 照月湖沢2-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
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中之条 424-Ⅰ-510-2 照月湖沢2-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-511-1 照月湖沢3-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-511-2 照月湖沢3-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-512 熊ノ内沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-513 上熊川沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-514 上熊川沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-515 鷹繋沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-516 栗平沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-517 小矢沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-518 小矢沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-520 片蓋川 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-521 北沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-522 唐堀沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-523 下田沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-524 鬼石沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-525 古森沢2 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-526 遠西沢 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-527 羽根尾沢 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-528 宮原沢 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-529 運途沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-530 清水沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-531 長井沢2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-532 遅沢川 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-533 赤羽沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-534 長井沢3 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-535 篠沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-536 篠沢2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅰ-537 寺沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-538 所久保沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-539 御堂入沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅰ-540 堂西沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-501 狩宿沢3 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-502 上熊川3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-503 栗平沢 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-504 鷹繋沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-505 小矢沢3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-1 熊川-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-2 熊川-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-3 熊川-3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-4 熊川-4 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-5 熊川-5 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-506-6 熊川-6 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-507 ほうろく沢 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-508 つがや沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-509 保羅沢 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-510 古森沢1 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-511 清水沢2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅱ-512 長井沢1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-Ⅱ-513-1 堂沢1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-Ⅱ-513-2 堂沢2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-501 洞沢川東沢 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-502 与喜屋沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-503 押手沢 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-504 狩宿沢4 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-506 木戸ヶ沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-507 木戸ヶ沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-510 ようが沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-513 南木山沢1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-514 南木山沢2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-515 南木山沢3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-J-519 裏沢3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-519 裏沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 424-J-520 浜岩沢1 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-521 浜岩沢2 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-522 立石沢1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-523 立石沢2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-524-1 立石沢3-1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-524-2 立石沢3-2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-525 洞口沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-J-526 湯窪沢1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-527 湯窪沢2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-J-528 大津沢 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-新-001 東貝瀬沢 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-新-002 堂沢3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-新-005 八ッ場沢1 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-006 八ッ場沢2 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
中之条 424-新-007 八ッ場沢3 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○ ○
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中之条 424-新-008 穴山沢1 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-009 穴山沢2 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-010 穴山沢3 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-011 鈴沢 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-012 松葉沢 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-013 大栃沢1 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-014 大栃沢2 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-015 立馬沢1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-016 立馬沢2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-003 常木沢1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-004 常木沢2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-017 折の沢1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-018 折の沢2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 424-新-019 西久保沢東沢 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 土石流 ○
中之条 425-Ⅰ-501 ウサギ沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-502 向之原沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-503 袋倉沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-504 小宿沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-505 地蔵川 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-506 鎌原沢 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-507 芦生田沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-508 鎌原沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-509 笹平沢 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-510 大前沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-515 小屋ヶ沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-518 小屋ヶ沢・高羽根沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-519 藤原沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-520-1 大堀沢-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-520-2 大堀沢-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-520-3 大堀沢-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-Ⅰ-521 姥ヶ原沢 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-522 糠塚沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-523 湯ノ丸沢 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-524-1 湯尻川-1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-524-2 湯尻川-2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-525-1 鎌原沢3-1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-525-2 鎌原沢3-2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-528 女塩淵沢 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-529 鳥居川 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-530 カブッチョ沢 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-533-2 吉永井沢3-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-533-3 吉永井沢3-3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-Ⅰ-534 田代沢6 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-536-1 治郎兵衛川1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-536-2 治郎兵衛川2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-538 大笹川 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-539 上の貝沢 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-540 千俣川1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-541 千俣川2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-542 猿畑沢 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-543 上神前沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-544 狐久保沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-Ⅰ-545 神大前沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-546 神前沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-547 大前沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-548-1 万座川-1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-548-2 万座川-2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-549 門貝沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-550 天神沢川 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-551 下屋沢(旧三原沢) 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-Ⅰ-552 空沢 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-553-1 湯窪沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-553-2 湯窪沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-554 仙ノ入沢 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅰ-555 今井沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-Ⅱ-501 芦生田沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-502 鎌原沢 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-503 西窪沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-504 西窪沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-505 田代沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-506 田代沢4 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-507 田代沢5 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-508 鳴尾沢 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-509 門貝沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-510 門貝沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-Ⅱ-511 湯窪沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-501 上袋倉沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
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中之条 425-J-502 若草沢 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-503 西窪沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-504 細原沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-505 青山沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-506 藤原沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-507 藤原沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-508 藤原沢4 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-512 大笹沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-513 大笹沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-514 大笹沢4 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-515-1 北山沢1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-515-2 北山沢1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-516 北山沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-517 権言沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-518 馬洗井戸沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-520 馬洗井戸沢4 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-521 馬洗井戸沢5 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-J-522 船ヶ沢 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-523 今井沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○
中之条 425-J-524 今井沢3 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-526 今井沢5 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 425-J-527 オツムギ川 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-501 二軒屋沢 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-502 堂沢 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-503 中原沢 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-504 巌洞沢1 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-505 巌洞沢2 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-506 遅沢 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-507 泉水沢 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-Ⅰ-508 谷沢川 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-J-501 厳洞沢3 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 426-J-502 白根沢 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-501 漆沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-502 中沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-503 中沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-504 平沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-505 田端沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-506 八幡沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-507 八幡沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-508 長井沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-509 南沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-510 光泉寺沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-511 姥ケ沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-512 沼尾沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-513 沼尾沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-514 熊倉沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-515 村木沢川 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-516 根広沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-517-1 矢倉沢-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-517-2 矢倉沢-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-518-1 和光原沢-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-518-2 和光原沢-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-519 引沼沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-520-1 沼沢2-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-520-2 沼沢2-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-521-1 生須沢-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-521-2 生須沢-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-521-3 生須沢-3 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-522 暮坂沢3 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-523 暮坂沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-524 暮坂沢4 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-525-1 駒沢川1-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-525-2 駒沢川1-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-525-3 駒沢川1-3 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-526 暮坂沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-527 暮坂沢5 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-528 赤岩沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-529 清水井戸沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-530 中瀬木の沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○
中之条 427-Ⅰ-531 下沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅰ-532 釜抜川 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-501 八幡沢3 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字太子 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-502 沼沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-503-1 見寄沢-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-503-2 見寄沢-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-504 出立沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-Ⅱ-505 出立沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
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中之条 427-J-501-1 生須沢2-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-501-2 生須沢2-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-502-1 駒沢川2-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-502-2 駒沢川2-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-503 駒沢川3 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-504 駒沢川4 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-505-1 鍛冶屋敷沢-1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 427-J-505-2 鍛冶屋敷沢-2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-001 イノオチ沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-002 入沢川 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-003 泉竜寺沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-004 北之谷沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-005 十二沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-006 後山沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-007 役原下沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-009 十日平沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-010 野手林沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-011 五領下沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-012 陣陽川 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-013 本宿下沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-014 本宿上沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-015 清水谷川 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-016 古寺沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-017 権現沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-019 東山2号沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-020-1 築抜沢-1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-020-2 築抜沢-2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-021 大久保沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-022 程久保沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-023 千駄平下沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-024 追回し沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-025 唐沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-026 茶屋ヶ松沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-027 子持沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-028 二枚原沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-029 赤芝沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-030-1 梅沢-1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-030-2 梅沢-2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-031-1 大原沢-1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅰ-031-2 大原沢-2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-031-3 大原沢-3 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-033 判形沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-034 火之口川 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅰ-035 野裂沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-001 金沢川 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-002 タキ沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-003 城金沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-004 城金1号沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅱ-005 役原上沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-007 五領上沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-008 久保入沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-009 大菅沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-011 細久保沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-012 カジヤ久保沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-014 安ノ平沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-015 松ヶ茶屋沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅱ-016 土手ノ久保沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-017 与三平塚沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-019 鈴ヶ沢 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 土石流 ○
中之条 428-Ⅱ-020 大谷川 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-021 野竹沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
中之条 428-Ⅱ-022 依火沢 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-001 蓬田川 沼田市 旧白沢村 大字下古語父 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-004 今宮川 沼田市 旧白沢村 大字上古語父 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-005-2 今宮川-2 沼田市 旧白沢村 大字上古語父 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-008 夏保沢 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-009 小田川 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 441-Ⅰ-010 数坂川 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-506 水沢北の沢 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-510 ウツギ沢北の沢 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-511 ウツギ沢 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-512 日影南郷沢 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-513 内落沢 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-514 山梨沢西前の沢 沼田市 旧利根村 大字日向南郷 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-515 山梨沢東前の沢 沼田市 旧利根村 大字日向南郷 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 442-Ⅰ-517 柿平沢 沼田市 旧利根村 大字柿平 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-518 ヲスノ沢 沼田市 旧利根村 大字小松 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
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沼田 442-Ⅰ-519 上ノ沢 沼田市 旧利根村 大字小松 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅰ-521 山梨沢 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-501 園原沢 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-503 井戸沢二の沢 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-504 老神沢 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-505 大楊沢 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-506 根利沢 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-507 桜沢 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-Ⅱ-514 大洞沢 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-J-501 黒沢 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-J-503 沼田市 旧利根村 大字穴原 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-J-506 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 土石流 ○
沼田 442-J-510 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 442-J-511 松手沢 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-501 釜抜沢 利根郡 片品村 大字幡谷 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-502 唐戸沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-503 天狗岩沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-504 観音沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-505 前地沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-506 僧之沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○
沼田 443-Ⅰ-509 登戸沢北の沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-510 花咲沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○
沼田 443-Ⅰ-511 大沢 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-514 中野沢 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-515 北中野沢 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-516 ダゴジ沢南の沢 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-517 ダゴジ沢 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-518 寺沢 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-519 白井沢 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-525 塩沢北三の沢 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-527 金井沢 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-531 突き抜け沢 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-532 サク沢 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-533 沢入沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-534 大岩沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-535 大沢川 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-536 唐沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-539 湯沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-541-1 村山ノ沢-1 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-541-2 村山ノ沢-2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-542 村山ノ沢南の沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-543 井戸沢北の沢 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-545 小立沢 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅰ-546 不動沢 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅱ-501 十二沢 利根郡 片品村 大字幡谷 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅱ-502 アツ沢 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅱ-503 大沢前の沢 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-Ⅱ-504 下沢 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-501 下花咲沢(仮) 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-502-1 中花咲沢(仮) 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-502-2 上花咲沢(仮) 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-504 南観音沢(仮) 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-505 南アツ沢(仮) 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-506 南荒砥沢(仮) 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-507 深沢 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-509 南下沢(仮) 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-510 越本沢1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-511 越本沢2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-513 土出沢1 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-514 土出沢2 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-515 東小川1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-516 東小川2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-518 滝沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-519 水沢 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-520 東小沢4 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-J-521 南小立沢(仮) 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 443-新-001 南下沢南の沢(仮) 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-001 鳥取沢 利根郡 川場村 大字生品 R2.5.26 151 土石流 ○
沼田 444-Ⅰ-002 御堂沢 利根郡 川場村 大字生品 R2.5.26 151 土石流 ○
沼田 444-Ⅰ-003 大谷地沢 利根郡 川場村 大字天神 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-004 門前大倉沢 利根郡 川場村 大字門前 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-005-1 庄ヶ久保沢-1 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-005-2 庄ヶ久保沢-2 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-007 谷地沢 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-008 桜川 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-009 大門沢 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 土石流 ○
沼田 444-Ⅰ-010 大場沢川 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

沼田 444-Ⅰ-011 菅ノ沢 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-012 菅ノ沢右 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-013 唐沢 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-015 薄根川 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-016 ふなくぼ沢 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-017 峠沢 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-018 田代川 利根郡 川場村 大字中野 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-019 岩倉沢 利根郡 川場村 大字中野 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-020 平石川 利根郡 川場村 大字小田川 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-021 くくり林沢 利根郡 川場村 大字中野 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-022 田沢川 利根郡 川場村 大字萩室 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅰ-023 内手沢 利根郡 川場村 大字萩室 R2.5.26 151 土石流 ○
沼田 444-Ⅰ-024 芦ノ沢 利根郡 川場村 大字萩室 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 444-Ⅱ-001 川場湯原沢 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-001 湯舟沢左 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-002 東湯舟沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-003 湯舟沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-004 西湯舟沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-005 後沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-006 境沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上津 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-007 八幡沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-008 南古城沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-009-1 真沢-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-009-2 真沢-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-009-3 真沢-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-010 西沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-012 北小川沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-013 塩沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-014 塩沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-015 火之口沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-016 吉之入沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-017 西奈女沢川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-018 奈女沢川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-019 南奈女沢川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-020 写保之沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-021 西吉平川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-022 吉平川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-023 四割ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字大沼 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-024 南吉平沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-025 むけいりの沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-026 小野久保沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-027 戸谷沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-028 戸倉沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-029 新田之沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-030 戸倉沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-031 新田沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-032 諏訪沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-033 松葉沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-034 十二沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-035 下牧沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-036 穴切沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-037 寺沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-038 観音沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-039 大沢田川左 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字師 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-040 大沢田川 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字師 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-041 南上野原沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字師 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅰ-042 立ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字師 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅰ-043 東立ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字師 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅱ-001 神楽沢右 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅱ-002 奈女沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅱ-003 西奈女沢川左 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅱ-004 木ノ根沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-Ⅱ-005 薬研堀沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 445-Ⅱ-006 勝浜沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 445-J-003 小川沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-001 井戸上堰 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-002 ハイ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-004 北貝戸沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-006 阿能川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-007 阿能川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-008 上谷川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-009 下谷川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-010 保登野沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-011 恋沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-012 ガニ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-013 ガニ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-014 小中沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○
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沼田 446-Ⅰ-015 大穴左沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-016 大穴右沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-017 大久保沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-018 南湯ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-019 中ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-020 高沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-021 高沢右 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-022 下西ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-023 笹沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-024 権言沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-025 粟沢左 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-026 湯ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-027-1 湯ノ沢東北-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-027-2 湯ノ沢東北-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-028 湯ノ沢東南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-029 十二沢西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-030-1 十二沢-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-030-2 十二沢-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-031 大芦沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-032-1 明川-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-032-2 明川-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-033-1 名倉川-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-033-2 名倉川-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-033-3 名倉川-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-033-4 名倉川-4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅰ-033-5 名倉川-5 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-033-6 名倉川-6 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-033-7 名倉川-7 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-034 山口沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-035 ボナリ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-036-1 原堰-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-036-2 原堰-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-037 南原堰 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-038 平出沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-039 平出沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-040 鹿野沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-041 小日向沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-042 一の沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅰ-043 小日向沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-001 西保登野沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-002 十二沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅱ-003 下小中沢南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-004 下小中沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-Ⅱ-005 湯ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-006 下後沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-007 粟沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-008 藤原沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-Ⅱ-009 小日向沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-J-001 南谷川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-J-002 谷川沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-J-003 奥セツ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-J-004 後沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-701 金山沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-702 大沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-704 青木沢東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-705 青木沢中 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-706 青木沢西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-707 平井沢北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原下 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-708 仙ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-新-709 四ッ谷沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-新-710 清水沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-711 上川原沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 446-新-712 寺間沢(支) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字寺間 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-713 阿能川沢西奥 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-714 阿能川沢西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-715 ホリット沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 446-新-717 天神腰沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-001-2 沢口沢-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字師田 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-002 宮沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-003 大洞沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-004 高萩沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-005 詰坂沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-006 遊神沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-007 堰手沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-008 下の沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字東峰 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-009 漆原沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-010-1 白孤沢-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 土石流 ○
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沼田 447-Ⅰ-010-2 白孤沢-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-011 上白孤沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-012 前の沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-013 薄倉沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-014 江戸沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-015 所久保沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字吹路 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-016 蕗原沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字吹路 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-017 十二沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-018 西空堀沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-019 空堀沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-020 水上沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-021 富士新田沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-022 赤谷北沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-023 葦ノ沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-024 北大洞沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-025 寺沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-026 西沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-027-1 前ノ沢1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-027-2 前ノ沢2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-028 大峰沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-029 西大峰沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-030 十二河原沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-031 七ツ釜沢1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-032 七ツ釜沢2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-033 芹沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-034-1 柳沼沢1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-034-2 柳沼沢2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-035 唐沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-036 砂原沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅰ-037 東沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-038 花木沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-039 神楽沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-040 東神楽沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-041 中島沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-043 西沢口沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字師田 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-044 師田西沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字師田 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-045 大谷沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅰ-046 上の沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅱ-001 遠永沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-002 盆ノ入沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-003 ナケイリ川 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-004 大倉沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-005 岩花沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字東峰 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-006 南漆原沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字東峰 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅱ-007 西所久保沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-008 東下の沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-009 境野沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 447-Ⅱ-010 西の沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 土石流 ○
沼田 447-Ⅱ-011 東中島沢 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-002 後沢 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-003 赤谷久保沢 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-004 日向沢 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-006 倉掛沢左 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-007 倉掛沢南 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-008 倉掛沢 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-010 関屋沢 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-011 松ノ木沢 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-012 神名沢 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-013 阿岨沢 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-014 阿層沢 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-015 天神沢 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-016 二本木沢 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅰ-017 室渕沢 利根郡 昭和村 大字貝野瀬 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅰ-018 後沢 利根郡 昭和村 大字貝野瀬 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-Ⅱ-002 川額沢Ｂ 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○ ○
沼田 448-Ⅱ-004 川額沢Ｄ 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 土石流 ○
沼田 448-新-001 永田沢 利根郡 昭和村 森下 R2.6.16 170 土石流 ○
太田 483-Ⅰ-001 稲ヶ沢 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-003 台 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-004 滝ノ入A 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-005 滝ノ入沢 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-006 滝ノ入B 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-007 地坂沢 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-008 湯ﾉ入北沢 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
太田 483-Ⅰ-009 湯ノ入沢 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 土石流 ○ ○
桐生 484-Ⅰ-001 荒神沢 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 484-Ⅰ-001 荒神沢 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 土石流 ○
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桐生 501-Ⅰ-501 桐原沢 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-502 沢之入沢 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-503 根岸川 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅰ-504 北下神梅沢 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-505 下西川沢 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-506 西川沢 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅰ-507 湯沢川 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅰ-508-1 滝ノ沢-1 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-508-2 滝ノ沢-2 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-509 北上ノ台二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-510 八王子沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-511 下八王子沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-512 岩久保沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-513 中山沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-514 吉之入沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅰ-515 上吉之入沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-516 狸原沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-517 三本木沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-518 東鍾乳洞沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-519 鍾乳洞沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅰ-520 狸穴沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-521 高貝戸沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-522 細貝戸沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-523 中曽根沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-524 金屑沢 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-525 東高津戸沢 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅰ-525 東高津戸沢 桐生市 川内町 R4.3.1 39 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-501 北上ノ台一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-502 上ノ台沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-503 塩原沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-504 スガキ沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-505 入の山沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-506 北入の山沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-507 上塩沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-508 北上塩沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-509 上東塩原沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-510 東塩原沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-511 下東塩原沢 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-512 中浅原沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-513 上浅原沢-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-514 入山沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-515 入山沢川 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-516 月下沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-517 瀬見沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-518 北瀬見沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-Ⅱ-519 次石沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-520 上次石沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-521-1 奥猿沢-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-521-2 奥猿沢-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-522 茂木沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-523 前茂木沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-524 小友沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-525-1 南檜沢-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-525-2 南檜沢-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-526 落合沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-527 上巣沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-528 南狸原沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-529 東次石沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-530 東小平右沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-531 折ノ内沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-532 下折ノ内一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-533 下折ノ内二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-534 南三本木沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-Ⅱ-535 長尾根南沢 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-J-501 北下神梅沢上ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-505 塩沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-506 塩沢川 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-507 上東塩原沢一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-508 上東塩原沢二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-509 浅原一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-510 浅原二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-511 浅原三ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-512 木の宮沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-513 西狸原沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-514 小平川-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-519 東次石沢上ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-520 次石沢東一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
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桐生 501-J-521 次石沢東二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-522 北瀬見沢東ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-524 東小平右沢下ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-525 細入沢川 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-526 折ノ内沢上ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-527 長尾根一ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-528 長尾根二ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-J-529 長尾根三ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○
桐生 501-J-530 長尾根四ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-531-1 長尾根五ノ沢-1 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-531-2 長尾根五ノ沢-2 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-533 北高津戸沢 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
桐生 501-J-534 北高津戸沢下ノ沢 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 土石流 ○ ○
高崎 1 中鼻高　 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 2 少林山 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 3 大平1　 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 4 下乗附 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 5 石原北 高崎市 石原町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 6 石原 高崎市 石原町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 7 広鈴沢南 高崎市 旧倉渕村 川浦 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 9 高野谷戸東 高崎市 旧倉渕村 三ノ倉 R3.3.29 80 地滑り ○
渋川 10 上中尾 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 地滑り ○
渋川 11 伊久保 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 地滑り ○
渋川 12 田野 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 地滑り ○
藤岡 13 萩 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 14 上平 藤岡市 上平 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 15 大谷 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 16 小柏 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 17 温石峠 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 18 田本 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 19 馬渡戸 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 20 鹿島 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 21 箕輪 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 22 駒留 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 23 尾根 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 24 塩平 藤岡市 塩平 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 25 中倉 藤岡市 中倉 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 26 悪矢場 藤岡市 高山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 29 大内平 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 30 琴辻 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 31 大奈良西 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 32 久久保 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 33 金丸 藤岡市 旧鬼石町 金丸 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 34 大沢　 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 35 下三波川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 36 布施 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 37 露久保 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 38 扇屋 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 39 高瀬　 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 40 南 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 42 元坂原 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 43 神戸 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 44 犬目南 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 46 夜沢 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 47 坂元頭 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 地滑り ○
高崎 50 大沢 高崎市 旧吉井町 大沢 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 52 東谷下 高崎市 旧吉井町 新屋敷 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 53 馬庭 高崎市 旧吉井町 馬庭 R3.3.29 80 地滑り ○
藤岡 54 白石南 多野郡 神流町 船子 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 56 坂本　 多野郡 神流町 塩沢 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 57 塩沢 多野郡 神流町 塩沢 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 58 塩沢(2) 多野郡 神流町 塩沢 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 60 柏木 多野郡 神流町 柏木 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 61 平原 多野郡 神流町 平原 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 63 平原(2) 多野郡 神流町 平原 H31.4.16 101 地滑り ○
富岡 65 打越 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 66 上岩染 富岡市 岩染 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 68 宿東 富岡市 旧妙義町 妙義町菅原 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 70 高立東 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 71 大栗 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 74 南野牧 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 75 小坂 甘楽郡 下仁田町 上小阪 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 76 大北野 甘楽郡 下仁田町 風口 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 78 七久保 甘楽郡 下仁田町 青倉 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 79 平原 甘楽郡 下仁田町 平原 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 81 桑本 甘楽郡 下仁田町 青倉 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 82 青倉　 甘楽郡 下仁田町 青倉 R1.5.31 37 地滑り ○
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富岡 83 高倉 甘楽郡 下仁田町 栗山 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 84 上栗山 甘楽郡 下仁田町 上栗山 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 85 鷹ノ巣 甘楽郡 下仁田町 栗山 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 86 上蒔田 甘楽郡 下仁田町 馬山 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 88 馬坂 甘楽郡 南牧村 羽沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 89 上屋敷 甘楽郡 南牧村 上屋敷 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 90 下星尾東 甘楽郡 南牧村 星尾 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 91 砥沢 甘楽郡 南牧村 砥沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 92 六車 甘楽郡 南牧村 六車 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 93 久保 甘楽郡 南牧村 大仁田 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 94 大日向 甘楽郡 南牧村 大日向 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 95 根草 甘楽郡 南牧村 桧沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 96 根草西 甘楽郡 南牧村 桧沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 97 萱 甘楽郡 南牧村 桧沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 98 椚 甘楽郡 南牧村 磐戸 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 99 那須平 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 100 八丁河原 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 101 河振向 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 102 滝の沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 103 入山 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 104 荻の久保 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 105 台持 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 106 日向 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 地滑り ○
安中 107 竜貝戸 安中市 上後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 108 西久保 安中市 中後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 109 芝原 安中市 中後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 110 宮ノ入 安中市 下後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 111 岩下 安中市 下後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 112 中関 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 113 般若沢 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 114 三軒茶屋 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 115 上長岩 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 116 長岩 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 117 熊谷 安中市 中秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 118 川久保 安中市 下秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 119 雉子ヶ尾 安中市 下秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 120 八重巻 安中市 下秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 121 前小峰 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 122 赤坂南 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 123 恩賀 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 126 横川 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 127 梅久保 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 128 遠入 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 129 高野谷戸 安中市 旧松井田町 人見 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 130 木馬瀬 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 131 板ヶ沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 132 熊ノ谷 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 133 浅谷 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 134 大和田 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
中之条 135 四万 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 136 反下 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 137 大岩 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 138 大道 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 139 十二原 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 140 囀石北 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 141 囀石 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 142 胡桃田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 143 菖蒲 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 144 岩本 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 145 高樅 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 147 後界戸 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 148 馬滑 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 149 名沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 150 岩本南 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 151 寺尾 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 152 大亀 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 153 熊野沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 154 宇原野 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 155 小池 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 156 沼田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川・赤坂 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 157 塩平 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 158 貫坂 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 159 大倉岳 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 160 行沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 161 高津 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 162 古垣内 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 163 宮沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 地滑り ○
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中之条 164 上市城 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 165 宇妻 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 166 中村 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 167 雨池 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 168 立石 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 169 郷原 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 170 根古谷 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 177 崩間 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 地滑り ○
中之条 178 三原 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 地滑り ○
中之条 182 西窪 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 地滑り ○
中之条 183 矢倉 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 184 世立 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 185 生須 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字生須 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 186 戸室 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 地滑り ○
沼田 188 戸鹿野 沼田市 清水町 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 189 上南 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 190 立岩 利根郡 川場村 立岩 R2.5.26 151 地滑り ○
沼田 191 平出　 沼田市 旧白沢村 平出 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 192 岩室　 沼田市 旧白沢村 岩室 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 193 一ノ瀬 利根郡 片品村 一ノ瀬 R3.3.29 101 地滑り ○
沼田 194 下摺渕 利根郡 片品村 摺渕 R3.3.29 101 地滑り ○
沼田 195 松葉沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 198 宮前 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 199 粟沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 200 奥平Ａ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 201 下宿 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 202 湯宿 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 203 堤 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 204 柳沼 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 205 押出 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 地滑り ○
桐生 207 鹿角 桐生市 旧黒保根村 下田沢 R4.3.1 39 地滑り ○
桐生 208 湧丸 桐生市 旧黒保根村 上田沢 R4.3.1 39 地滑り ○
桐生 209 鷲ノ手 桐生市 旧黒保根村 上田沢 R4.3.1 39 地滑り ○
桐生 210 阿久沢 みどり市 旧東村 花輪 R3.3.31 121 地滑り ○
桐生 213 馬瀬谷戸 桐生市 川内町 R4.3.1 39 地滑り ○
富岡 441 河振 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
沼田 500 大島 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 501 鍛冶窪 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 地滑り ○
安中 502 屋敷 安中市 安中 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 503 栃久保 安中市 上後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
富岡 505 東梅ノ木平 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 506 御宮沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 507 板穴 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 508 高立 甘楽郡 下仁田町 西野中 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 509 中野 甘楽郡 下仁田町 西野町 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 510 星尾寺ノ上 甘楽郡 南牧村 星尾 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 511 小塩沢 甘楽郡 南牧村 大塩沢 R1.5.31 38 地滑り ○
藤岡 512 八木沢 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 地滑り ○
富岡 513 内匠 富岡市 内匠 R3.3.29 83 地滑り ○
沼田 1002 下川田町 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 地滑り ○
安中 1004 明石 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 1005 裏 安中市 大谷 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 1006 上後閑 安中市 上後閑 R3.3.29 85 地滑り ○
富岡 1015 西野牧 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
安中 1022 上増田 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 1025 西野牧 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 1026 梨子ノ木 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 地滑り ○
中之条 1029 越尾 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1031 山口 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1033 清水 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1034 下山田沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1035 新田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1036 唐操原 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 1037 殿原 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 地滑り ○
沼田 1043 穴原 沼田市 旧利根村 穴原 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 1044 柿平 沼田市 旧利根村 柿平 R2.5.26 150 地滑り ○
沼田 1045 大峰山 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1046 月夜野 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1048 新巻 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1049 新巻羽場 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1051 猿ヶ京 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1052 下ノ段 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 1053 下羽場 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 地滑り ○
高崎 10001 鼻高町 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 地滑り ○
富岡 1020・381-001 上高田・下十二 富岡市 旧妙義町 上高田 R1.5.31 36 地滑り ○
安中 1027・401-002 土塩B・三ツ室 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 地滑り ○
沼田 1050･447-009 大影Ｂ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 地滑り ○
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安中 124・1024 灘田・坂本 安中市 旧松井田町 原 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 125・1023 中木山・五料 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 地滑り ○
中之条 146(1028) 大岩本 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 地滑り ○
高崎 202-001 大平2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 202-002 地獄谷 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 地滑り ○
太田 206-1 北金井1 太田市 北金井町 R3.3.29 82 地滑り ○
太田 206-2 北金井2 太田市 北金井町 R3.3.29 82 地滑り ○
藤岡 209-1 椚山 藤岡市 高山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-10 奥ノ反 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-11 奈良山 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-12 名無村 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-13 会場 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-14 会場2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-2 椚山2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-3 鈩沢 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-4 猪之田日向 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-5 猪之田日向2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-6 箕輪 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-7 高井戸 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 209-8 鹿島 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 地滑り ○
安中 211-002 蛇喰 安中市 中秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 211-003 下り貝 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
安中 211-004 大戸貝 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 地滑り ○
藤岡 27・010012 八塩 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 地滑り ○
桐生 308-001 下組 桐生市 旧黒保根村 上田沢 R4.3.1 39 地滑り ○
桐生 308-002 栗門 桐生市 旧黒保根村 上田沢 R4.3.1 39 地滑り ○
桐生 309-001 関守 みどり市 旧東村 関守 R3.3.31 121 地滑り ○
桐生 309-002 荻原 みどり市 旧東村 荻原 R3.3.31 121 地滑り ○
高崎 321-001 谷ヶ沢 高崎市 旧榛名町 上里見 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 321-002 風戸 高崎市 旧榛名町 上里見 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 322-001 大平 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 地滑り ○
高崎 322-003 浅間隠山東 高崎市 旧倉渕村 川浦 R3.3.29 80 地滑り ○
渋川 342-001 雨乞 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 地滑り ○
渋川 342-002 別当 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 地滑り ○
藤岡 362-001 桜山 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-002 大奈良 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-003 雲尾 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-004 日向　 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-005 平滑 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-006 南郷 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-008 諸松 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-014 法久 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-015 千ノ沢 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-017 下妹ヶ谷2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-019 下妹ヶ谷4 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 362-020 妹ヶ谷 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 地滑り ○
高崎 363-001(15) 日景山(大沢) 高崎市 旧吉井町 大沢 R3.3.29 80 地滑り ○
藤岡 364-003 森戸 多野郡 神流町 森戸 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 364-008 元船子 多野郡 神流町 船子 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 365-001 持倉 多野郡 神流町 平原 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 365-002 桜井　 多野郡 神流町 魚尾 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 365-003 下小越 多野郡 神流町 魚尾 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 366-003-1 白井 多野郡 上野村 楢原 H31.4.16 100 地滑り ○
藤岡 366-006 川和南 多野郡 上野村 川和 H31.4.16 100 地滑り ○
藤岡 367-015 船子 多野郡 神流町 船子 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 367-025 戸野 多野郡 神流町 生利 H31.4.16 101 地滑り ○
藤岡 367-150 中郷 多野郡 神流町 魚尾 H31.4.16 101 地滑り ○
富岡 381-003 丁 富岡市 旧妙義町 菅原 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 381-004 奥ノ宮 富岡市 旧妙義町 八木連 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 382-001 桑本 甘楽郡 下仁田町 青倉 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-002 平原 甘楽郡 下仁田町 平原 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-004 屋敷 甘楽郡 下仁田町 南野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-005 南物見 甘楽郡 下仁田町 南野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-006 塩沢 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-007 荷倉沢 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-009 和美峠東 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-010 広川原 甘楽郡 下仁田町 小坂 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 382-011 和美沢 甘楽郡 下仁田町 西野牧 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 383-1 大久保 甘楽郡 南牧村 大塩沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 383-2 野々上 甘楽郡 南牧村 小沢 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 383-3 磐戸 甘楽郡 南牧村 磐戸 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 383-4 大日向B 甘楽郡 南牧村 大日向 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 383-5 赤坂 甘楽郡 南牧村 星尾 R1.5.31 38 地滑り ○
富岡 384-1 城 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-2 粟の沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-3 赤谷 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-4 伏鹿 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
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富岡 384-5 芳の元 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-6 沼 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-7 赤谷戸 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
富岡 384-8 梅の木入 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 地滑り ○
安中 401-001 田家 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 地滑り ○
中之条 421-1 手古沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-10 前新田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-11 寺社平2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-12(1030) 寺社平3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-13(1032) 二タ井 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-14 篭林 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-2 卯木沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-3 大久保 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-4 寺社平1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-5 貫湯平 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-6 寺社原沢 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-7 高沼 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-8 日影 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 421-9 長坂 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 423-1 沼ノ原 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 423-2 大柏木 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 423-3 大谷沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 423-4 大平 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 地滑り ○
中之条 425-1 戸花 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 地滑り ○
中之条 427-1 沼尾 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 427-2 和光原 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 427-3 引沼 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 427-5 根広 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 427-6 根広Ⅱ 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
中之条 427-7 和光原Ⅱ 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 地滑り ○
沼田 445-001 白根沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 445-003 大沼 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字大沼 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 446-001 明川 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 446-002 宝川 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-001 芝 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-002 雨見山 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-004 須磨野 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-006 姉山 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-007 大影Ａ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 地滑り ○
沼田 447-008 奥平Ｂ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 地滑り ○
藤岡 45・362-009・362-012 保美濃山　 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 48・362-010 峯 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 49-1 譲原-1 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 地滑り ○
藤岡 49-2 譲原-2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 地滑り ○
高崎 51(14) 東谷 高崎市 旧吉井町 東谷 R3.3.29 80 地滑り ○
富岡 69・1003 大久保、八木連 富岡市 旧妙義町 妙義町八木連 R1.5.31 36 地滑り ○
富岡 77・1016 大桑原、大桑原 甘楽郡 下仁田町 大桑原 R1.5.31 37 地滑り ○
富岡 87・382-012 蒔田 甘楽郡 下仁田町 馬山 R1.5.31 37 地滑り ○
前橋 K0001-1 巣烏-1 前橋市 総社町総社 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0001-2 巣烏-2 前橋市 総社町総社 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0002 野馬塚 前橋市 総社町総社 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0003 村西 前橋市 大渡町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0004-1 八幡-1 前橋市 田口町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0004-2 八幡-2 前橋市 田口町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0005-1 根岸-1 前橋市 川端町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0005-2 根岸-2 前橋市 川端町根岸 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0006 城岸 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0006-2 城岸-2 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0006-3 城岸-3 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0008 十二山 前橋市 旧富士見村 大字横室 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0009 大洞2 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0010 大洞3 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0011 大洞5 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0012-1 赤城山1 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0012-2 赤城山2 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0012-3 赤城山3 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0012-4 赤城山4 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0013 赤城山5(旧：赤城山2) 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0015 乙柊山 前橋市 旧大胡町 大字堀越 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0016-1 甲柊山-1 前橋市 旧大胡町 大字堀越 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0016-2 甲柊山-2 前橋市 旧大胡町 大字堀越 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0017 西久保 前橋市 旧大胡町 大字樋越 R2.2.18 42 急傾斜 ○
前橋 K0019 正治 前橋市 旧大胡町 大字堀越 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0022 湯之沢 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0023 滝沢(B) 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0024 忠治 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K0025 滝沢(A) 前橋市 旧粕川村 大字中之沢 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
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前橋 K0026 西田面 前橋市 旧粕川村 大字西田面 R2.2.18 42 急傾斜 ○
前橋 K0026-2 西田面-2 前橋市 旧粕川村 大字西田面 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
高崎 K0029-1 八幡上-1 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0030-1 下石堂-1 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0031 五輪田 高崎市 根小屋町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0032-1 鶴辺(B)-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0032-2 鶴辺(B)-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0032-3 鶴辺(B)-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0034-1 下和田(A)-1 高崎市 竜見町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0034-2 下和田(A)-2 高崎市 竜見町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0035 下和田(B) 高崎市 下和田町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0036-1 橋東-1 高崎市 倉賀野町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0037-1 八幡前-1 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0037-2 八幡前-2 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0037-3 八幡前-3 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0038 下山ノ根 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0039-1 天水-1 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0039-2 天水-2 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0039-3 天水-3 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0039-4 天水-4 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0039-5 天水-5 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-1 山之上-1 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-2 山之上-2 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-3 山之上-3 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-4 山之上-4 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-5 山之上-5 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0040-6 山之上-6 高崎市 山名町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0042 入古屋(A) 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0043-1 鶴辺-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0043-2 鶴辺-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0043-3 鶴辺-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0045 館台 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0046-1 姥山(A)-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0046-2 姥山(A)-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0046-3 姥山(A)-3 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0046-4 姥山(A)-4 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0047-1 姥山(B)-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0047-2 姥山(B)-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0048 上之台(B) 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0049-1 館(B)-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0049-2 館(B)-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0049-3 館(B)-3 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0050-1 梁山-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0050-2 梁山-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0050-3 梁山-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0051-1 羽衣-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0051-2 羽衣-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0051-3 羽衣-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0052 上之山 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0053-1 金沢山(B)-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0053-2 金沢山(B)-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0053-3 金沢山(B)-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0053-4 金沢山(B)-4 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0054-1 金沢山(A)-1 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0054-2 金沢山(A)-2 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0054-3 金沢山(A)-3 高崎市 石原町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0055-1 丸山-1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0055-2 丸山-2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0055-3 丸山-3 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0056-1 乗附町(A)-1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0056-2 乗附町(A)-2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0056-3 乗附町(A)-3 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0056-4 乗附町(A)-4 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0057 三本松 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0058 下乗附 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0059 荒久(B) 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0060-1 荒久(A)-1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0060-2 荒久(A)-2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0060-3 荒久(A)-3 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0062-1 十二(A)-1 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0062-2 十二(A)-2 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0063 十二(B) 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0064-1 明神前-1 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0064-2 明神前-2 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0065-1 天神前(A)-1 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0065-2 天神前(A)-2 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0066 天神前(B) 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○

- 132 -



（44/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　
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高崎 K0067-1 鼻高町(A)-1 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0067-2 鼻高町(A)-2 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0069 剣崎 高崎市 剣崎町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0070 下乗附(A) 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0072 寺尾町13 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0075 城山町一丁目6 高崎市 城山町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0076 城山 高崎市 旧榛名町 大字下里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0077 根岸 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0078 根岸(B) 高崎市 旧榛名町 大字中里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0079 簗 場 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0080 中戸 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0081-1 本庄-1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0081-2 本庄-2 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0082-1 宮谷戸(B)-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0082-2 宮谷戸(B)-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0082-3 宮谷戸(B)-3 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0083-1 宮谷戸(A)-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0083-2 宮谷戸(A)-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0083-3 宮谷戸(A)-3 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0083-4 宮谷戸(A)-4 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0084 上ノ原 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0085 社家町(C) 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0086-1 社家町(B)-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0086-2 社家町(B)-2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0086-3 社家町(B)-3 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0086-4 社家町(B)-4 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0087-1 社家町(A)-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0087-3 社家町(A)-3 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0088-1 滝ノ平-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0088-2 滝ノ平-2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0089-1 沼ノ原-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0089-2 沼ノ原-2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0089-3 沼ノ原-3 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0089-4 沼ノ原-4 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0089-5 沼ノ原-5 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0090-1 打越-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0090-2 打越-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0091 大久保 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0092-1 谷津-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0092-2 谷津-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0093-1 松山-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0093-2 松山-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0093-3 松山-3 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0093-4 松山-4 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0094 花見町 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0095-1 駒寄-1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0095-2 駒寄-2 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0096 一後沢 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0097-1 一五沢-1 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0097-2 一五沢-2 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0098-1 上宮沢-1 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0098-2 上宮沢-2 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0099 上手長(B) 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0100 後料 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0101 上手長(A) 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0102-1 神戸手長-1 高崎市 旧榛名町 大字神戸 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0102-2 神戸手長-2 高崎市 旧榛名町 大字神戸 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0103 神戸 高崎市 旧榛名町 大字三ツ子沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0104-1 三ツ子沢-1 高崎市 旧榛名町 大字神戸 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0104-2 三ツ子沢-2 高崎市 旧榛名町 大字神戸 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0106-1 道角-1 高崎市 旧榛名町 大字高浜 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0106-2 道角-2 高崎市 旧榛名町 大字高浜 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0106-3 道角-3 高崎市 旧榛名町 大字高浜 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0107-1 本庄(B)-1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0107-2 本庄(B)-2 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0107-3 本庄(B)-3 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0107-4 本庄(B)-4 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0108 三ツ子沢(B) 高崎市 旧榛名町 大字高浜 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0109 沼ノ原1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0110-1 沼ノ原3-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0110-2 沼ノ原3-2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0111-1 神子田1-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0111-2 神子田1-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0112-1 上ノ原1-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0112-2 上ノ原1-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0113-1 下中込1-1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0113-2 下中込1-2 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○

- 133 -



（45/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

高崎 K0114-1 間野1-1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0114-2 間野1-2 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0115 相吉 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0116-1 島山-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0116-2 島山-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0116-3 島山-3 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0116-4 島山-4 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0117-1 下水沼-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0117-2 下水沼-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0118 中郷 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0119 中尾 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0120-1 大谷戸-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0120-2 大谷戸-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0121-1 相間-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0121-2 相間-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0122-1 上野-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0122-2 上野-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0123-1 上村-1 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0123-2 上村-2 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0124 堀ノ沢 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0125-1 西ヶ渕-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0125-2 西ヶ渕-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0126 赤竹 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0127-1 矢陸-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0127-2 矢陸-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0128-1 月並-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0128-2 月並-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0129 上ノ山 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0130-1 小倉-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0130-2 小倉-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0131 上宿 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0132-1 長井-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0132-2 長井-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0133-1 川西-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0133-2 川西-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0133-3 川西-3 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0133-4 川西-4 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0134-1 鳴石-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0134-2 鳴石-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0134-3 鳴石-3 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0134-4 鳴石-4 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0134-5 鳴石-5 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0135 権田谷戸 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0136 関谷 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0137-1 上ノ久保-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0138-1 高座-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0138-2 高座-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0138-3 高座-3 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0138-4 高座-4 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0139 下平 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0140-1 山田-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0140-2 山田-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0141-1 石津-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0141-2 石津-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0141-3 石津-3 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0141-4 石津-4 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0142 小高 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0143-1 関沢-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0143-2 関沢-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0143-3 関沢-3 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0144-1 鍛冶屋-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0144-2 鍛冶屋-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0144-3 鍛冶屋-3 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0145-1 糀屋-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0145-2 糀屋-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0146 細入 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0147-1 高野谷戸-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0147-2 高野谷戸-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0148 綱取 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0149-1 上ノ谷戸-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0149-2 上ノ谷戸-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0150 土城谷戸 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0151 石上 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0152-1 田畑-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0152-2 田畑-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0152-3 田畑-3 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0153-1 上ノ山1-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
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高崎 K0153-2 上ノ山1-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0154 長井2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0155 上下道1 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0156-1 原山1-1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0156-3 原山1-3 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0157-1 蟹沢(B)-1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0158-1 蟹沢(A)-1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0158-2 蟹沢(A)-2 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0159-1 原山2-1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0159-2 原山2-2 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0159-3 原山2-3 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0159-4 原山2-4 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0160 本村(A) 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0161 はるな郷B 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0162 はるな郷(A) 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0163-1 宅地-1 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0163-2 宅地-2 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0164-1 駒寄1-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0164-2 駒寄1-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0164-3 駒寄1-3 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0165-2 上善地-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0165-3 上善地-3 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0165-4 上善地-4 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0166-1 上善地(B)-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0166-2 上善地(B)-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0167 下善地 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0168-2 金敷平-2 高崎市 旧箕郷町 大字金敷平 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0168-3 金敷平-3 高崎市 旧箕郷町 大字金敷平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0169-1 内宿-1 高崎市 旧箕郷町 大字西明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0169-2 内宿-2 高崎市 旧箕郷町 大字西明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0169-3 内宿-3 高崎市 旧箕郷町 大字西明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0169-4 内宿-4 高崎市 旧箕郷町 大字西明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0170-2 蟹沢(C)-2 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0170-3 蟹沢(C)-3 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0170-4 蟹沢(C)-4 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0171-1 本村(B)-1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K0171-2 本村(B)-2 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0172-1 駒寄3-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0172-2 駒寄3-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
渋川 K0173-1 行幸田1-1 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0173-2 行幸田1-2 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0174 行幸田2 渋川市 南牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0175 上郷(A) 渋川市 上郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0176-1 上郷(B)-1 渋川市 上郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0176-2 上郷(B)-2 渋川市 上郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0177 御蔭(A) 渋川市 御蔭 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0178 御蔭(B) 渋川市 御蔭 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0179 金井南牧1 渋川市 南牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0180-1 祖母島1-1 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0180-2 祖母島1-2 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0181 西浦3 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0182-1 御蔭(Ｄ)-1 渋川市 御蔭 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0182-2 御蔭(Ｄ)-2 渋川市 御蔭 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0183-2 軽浜1-2 渋川市 軽浜 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0184 入沢1 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0185-1 入沢2-1 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0185-2 入沢2-2 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0186 西浦2 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0187 行幸田3 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0188 八崎3 渋川市 旧北橘村 八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0189-2 押場-2 渋川市 旧北橘村 八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0190-1 真壁4 渋川市 旧北橘村 真壁 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0190-2 真壁5 渋川市 旧北橘村 真壁 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0191 下箱田1 渋川市 旧北橘村 下箱田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0192 下箱田2 渋川市 旧北橘村 下箱田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0193 北町-1 渋川市 旧北橘村 分郷八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0194-1 上南雲-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0194-2 上南雲-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0194-3 上南雲-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0195-1 長井小川田-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0195-2 長井小川田-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0195-3 長井小川田-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0195-4 長井小川田-4 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0195-5 長井小川田-5 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0196-1 清水-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0196-2 清水-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0197-1 年丸-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
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渋川 K0197-2 年丸-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0197-3 年丸-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0197-4 年丸-4 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0198 十二下1 渋川市 旧赤城村 棚下 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0199 岩根 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0200-1 深山(A)-1 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0200-2 深山(A)-2 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0200-3 深山(A)-3 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0201-1 深山(B)-1 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0201-2 深山(B)-2 渋川市 旧赤城村 深山 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0202-1 寺後-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0202-2 寺後-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0202-3 寺後-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0203-1 小川-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0203-2 小川-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0203-3 小川-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0203-4 小川-4 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0204 津久田 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0205-1 山下-1 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0205-2 山下-2 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0205-3 山下-3 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0206-1 狩野々1-1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0206-2 狩野々1-2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0206-3 狩野々1-3 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0206-4 狩野々1-4 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0207-1 小池原-1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0207-2 小池原-2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0208-1 田中-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0208-2 田中-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0208-3 田中-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0209 卒立3 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0210 五箇1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0211-1 北2-1 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0211-2 北2-2 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0212 北3 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0213-1 小河原-1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0213-2 小河原-2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0213-3 小河原-3 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0214-1 寄島-1 渋川市 横堀 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0214-2 寄島-2 渋川市 横堀 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0215 伊熊2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0216 宮地 渋川市 北牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0217 大淵1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0218-1 大淵2-1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0218-2 大淵2-2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0218-3 大淵2-3 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0219 伊熊4 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0220-1 黒井峰-1 渋川市 北牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0220-2 黒井峰-2 渋川市 北牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0221 中組 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0222-1 稲荷-1 渋川市 北牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0222-2 稲荷-2 渋川市 北牧 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0223 加生1 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0224-1 伊熊1-1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0224-2 伊熊1-2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0225-1 子麓2-1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0225-2 子麓2-2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0226 浅田1 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0227 塩川2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0228 堀ノ内2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0229-1 甲里4-1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0229-2 甲里4-2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0230-1 田野入-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0230-2 田野入-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0230-3 田野入-3 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0231 小見山 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0232 唐沢(A) 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0233-1 日照-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0233-2 日照-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K0234 木ノ間A 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0235-1 振興-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0235-2 振興-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0236 関口B 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0237-1 又五郎-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0237-2 又五郎-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0239-1 塩川1-1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0239-2 塩川1-2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
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渋川 K0241 上小野子A 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0242 田野入A 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0243 八木沢A 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0245-1 物聞山-1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0245-2 物聞山-2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0246-1 上ノ山(A)-1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0246-2 上ノ山(A)-2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0247 西沢 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0248 一つ穴1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0249-1 一文字-1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0249-2 一文字-2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0250 甲湯元1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0251-1 甲湯元2-1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0251-2 甲湯元2-2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K0252 ヤセオネ峠 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0253 切通 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0254 会場 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0255 上平(B) 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0256 矢掛 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0257-1 田本-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0257-2 田本-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0257-3 田本-3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-1 馬渡戸-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-2 馬渡戸-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-3 馬渡戸-3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-4 馬渡戸-4 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-5 馬渡戸-5 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-6 馬渡戸-6 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0258-7 馬渡戸-7 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0259-1 鹿島-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0259-2 鹿島-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0259-3 鹿島-3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0260 鹿島(B) 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0261-1 坂野-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0261-2 坂野-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0262-1 岡本-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○
藤岡 K0262-2 岡本-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○
藤岡 K0262-3 岡本-3 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0263 芝平 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0264 駒留 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0265 駒留東 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0266 尾根 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0267 黒石 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0268-1 塩平-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0268-2 塩平-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0269 中倉 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0270 猪ノ田 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0271 金井 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0272-1 岡ノ原(岡の原)-1 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0272-2 岡ノ原(岡の原)-2 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0273-1 高山中組-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0273-2 高山中組-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0273-3 高山中組-3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0273-4 高山中組-4 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0274-1 沢口-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0274-2 沢口-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○
藤岡 K0274-3 沢口-3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0275 高山下 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0276-1 上平-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0276-2 上平-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0277-1 名無村1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0277-2 名無村2-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0277-3 名無村2-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0278 駒留1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0279-1 露久保-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0279-2 露久保-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0280-1 南-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0280-2 南-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0281 鬼石神戸 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0282-1 下久保-1 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0282-2 下久保-2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0282-3 下久保-3 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0283-1 栢ヶ舞-1 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0283-2 栢ヶ舞-2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0284-1 上妹ヶ谷-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0284-2 上妹ヶ谷-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0284-3 上妹ヶ谷-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
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藤岡 K0285 妹ヶ谷 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0286 下妹ヶ谷 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0287 犬塚 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0288-1 中付-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0288-2 中付-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0289-1 琴辻-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0289-2 琴辻-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0290-1 平滑-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0290-2 平滑-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0291 坂本 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0292-1 大奈良(B)-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0292-2 大奈良(B)-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0293-1 大奈良-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0293-2 大奈良-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0294 諸松 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0295 月吉 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0296 金丸(A) 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0297-1 金丸(B)-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0297-2 金丸(B)-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0298 久久沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0299 大沢 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0300-1 下三波川-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0300-2 下三波川-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0301-1 三杉町-1 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0301-2 三杉町-2 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0301-3 三杉町-3 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0302-1 鬼石小裏-1 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0302-2 鬼石小裏-2 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0302-3 鬼石小裏-3 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0302-4 鬼石小裏-4 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0303-1 諏訪Ⅱ-1 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0303-2 諏訪Ⅱ-2 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0305-1 峯-1 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0305-2 峯-2 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0306-1 元坂原-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0306-2 元坂原-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0306-3 元坂原-3 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0307 美原小裏 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0308-1 大内平1-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0308-2 大内平1-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0309 大内平3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0310 琴辻2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0311-1 南郷1-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0311-2 南郷1-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0311-3 南郷1-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0312 塩沢26 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0313 塩沢27 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0314-1 上妹ヶ谷2-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0314-2 上妹ヶ谷2-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0315 平滑2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0316 平滑3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0317 平滑4 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0319-1 大栃1-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0319-2 大栃1-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0320-1 露久保2-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0320-2 露久保2-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0321 下久保4 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0322 夜沢1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
高崎 K0323-1 坂口-1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0323-2 坂口-2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0324 穴岡(B) 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0325-1 穴岡-1 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0325-2 穴岡-2 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0326-1 岩木-1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0326-2 岩木-2 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0326-3 岩木-3 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0327 根岸 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0328 中光寺 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0329 下中林 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0330 若宮(B) 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0331 若宮 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0332-1 下長根-1 高崎市 旧吉井町 大字下長根 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0332-2 下長根-2 高崎市 旧吉井町 大字下長根 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0333-1 高-1 高崎市 旧吉井町 大字神保 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0333-2 高-2 高崎市 旧吉井町 高 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0333-3 高-3 高崎市 旧吉井町 高 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0333-4 高-4 高崎市 旧吉井町 高 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○

- 138 -



（50/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
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指定
年月日

高崎 K0333-5 高-5 高崎市 旧吉井町 高 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0334-1 森前-1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0334-2 森前-2 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0334-3 森前-3 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0335-1 東谷(B)-1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0335-2 東谷(B)-2 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0335-3 東谷(B)-3 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0336-1 東谷-1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0336-2 東谷-2 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0336-3 東谷-3 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0336-4 東谷-4 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0337 久保 高崎市 旧吉井町 大字深沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0338 深沢 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0340 久保3 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0341 坂口1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0342 中光寺1 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0343 神戸1 高崎市 旧吉井町 東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0344 上塩2 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0345 上塩3 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0346 神戸4 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0347 赤谷8 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0348 奥ノ宮1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0349-1 下越沢1-1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0349-2 下越沢1-2 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K0349-3 下越沢1-3 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0350 椹森向 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0351-1 椹森-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0351-2 椹森-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0352-1 大芝-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0352-2 大芝-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0353-1 高塩-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0353-2 高塩-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0354 東沢 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0355 大井戸 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0356 坂井 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0357 元郷 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0358 東畑 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0359 西塩沢(B) 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0360 西塩沢(A) 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0361-1 東道合-1 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0361-2 東道合-2 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0362-1 生利(B)-1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0362-2 生利(B)-2 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0363-1 万場-1 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0363-2 万場-2 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0364 生利 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0365-1 中島-1 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0365-2 中島-2 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0366 柏木 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0367 大寄 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0368-1 栃本-1 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0368-2 栃本-2 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0369 白石1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0370 万場5 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0371 坂井道下1 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0372 西畑2 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0373 西ノ平1 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0374 西原1 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0375 橋倉 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0376-1 橋倉向-1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0376-2 橋倉向-2 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0377 神ヶ原 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0378 山室(B) 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0379-1 魚尾(B)-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0379-2 魚尾(B)-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0380 尾附東 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0381 平原東 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0382 東(B) 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0383 戸面 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0384-1 瀬林-1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0384-2 瀬林-2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0385-1 魚尾-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0385-2 魚尾-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0386 下小越 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0387 伝田郷 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0388-1 持倉-1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0388-2 持倉-2 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

藤岡 K0389-1 八倉-1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0389-2 八倉-2 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0390-1 橋倉2-1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0390-2 橋倉2-2 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0391 尾附 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0392 神ヶ原1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0393 中郷3 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0394-1 神ヶ原2-1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0394-2 神ヶ原2-2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0395 間物1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0396-1 間物5-1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0396-2 間物5-2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0396-3 間物5-3 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0397 間物6 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0398 三津川2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0399 三津川4 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0400 神ヶ原5 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0401 神ヶ原6 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0402 平原1 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0403-1 宮地3-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0403-2 宮地3-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0403-3 宮地3-3 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0403-4 宮地3-4 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0404 神ヶ原8 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0405 中之沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0406 三岐(A) 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0407 三岐(B) 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0408 三岐(C) 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0409-1 白井南-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0409-2 白井南-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0410-1 白井(B)-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0410-2 白井(B)-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0411-1 白井-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0411-2 白井-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0412 白井北 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0413 塩ノ沢 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0414-1 明ヶ沢-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0414-2 明ヶ沢-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0415-1 堂所-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0415-2 堂所-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0415-3 堂所-3 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0416-1 須郷-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0416-2 須郷-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0417 小春1 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0418 神寄 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0419 乙母 多野郡 上野村 大字勝山 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0420-1 野栗-1 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0420-2 野栗-2 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0421 野栗沢 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0422 奥名郷 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0423 塩之沢1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0424 塩之沢9 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0425-1 堂所2-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0425-2 堂所2-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0426 矢弓沢1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0427 矢弓沢2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0428 乙父7 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0429 野栗1 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0430 向屋2 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0431 勝山1 多野郡 上野村 大字勝山 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K0432 胡桃平2 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
富岡 K0433 富士見台 富岡市 相野田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0434 芝宮 富岡市 内匠 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0435-1 南蛇井西-1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0435-2 南蛇井西-2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0435-3 南蛇井西-3 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0436-1 一本榎-1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0436-2 一本榎-2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0436-3 一本榎-3 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0437-1 破風前場-1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0437-2 破風前場-2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0438 中沢 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0439 蚊沼 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0440-1 新堀-1 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0440-2 新堀-2 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-1 神成(Ⅰ)-1 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-2 神成(Ⅰ)-2 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0441-3 神成(Ⅰ)-3 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-4 神成(Ⅰ)-4 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-5 神成(Ⅰ)-5 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-6 神成(Ⅰ)-6 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-7 神成(Ⅰ)-7 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-8 神成(Ⅰ)-8 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0441-9 神成(Ⅰ)-9 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0442 君川(C) 富岡市 君川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0443 宮崎 富岡市 宮崎 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0444-1 大島-1 富岡市 大島 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0444-2 大島-2 富岡市 大島 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0445 長福寺 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0446 長福寺南 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0447-1 甲日向-1 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0447-2 甲日向-2 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0448-1 野上-1 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0448-2 野上-2 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0449-1 宮城-1 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0449-2 宮城-2 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0449-3 宮城-3 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0450-1 岩染(Ⅰ)-1 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0450-2 岩染(Ⅰ)-2 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0450-3 岩染(Ⅰ)-3 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0450-4 岩染(Ⅰ)-4 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0451 浅香入 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0452(-1,-2) 引土 富岡市 一ノ宮 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0453 七日市 富岡市 七日市 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0454 内匠谷津 富岡市 内匠 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0455(-1,-2) 内匠東 富岡市 内匠 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0456 岡本鍛冶屋 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0457 千足日向 富岡市 上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0458 丹生公民館 富岡市 上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0459 新田 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0460 蕨 富岡市 黒川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0461 黒川(B) 富岡市 黒川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0462(-1,-2,-3) 別保(B) 富岡市 黒川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0463(-1,-2,-3,-4) 芹田 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0464(-1,-2,-3) 新和団地 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0465 別保 富岡市 別保 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0466 城山下 富岡市 別保 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0467(-1,-2) 山下橋北 富岡市 富岡 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0468 君川(B) 富岡市 君川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0469 君川(A) 富岡市 君川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0470 虚空蔵前 富岡市 星田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0471 星田 富岡市 星田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0472-1 打越-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0472-2 打越-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0473-1 深町-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0473-2 深町-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0473-3 深町-3 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0473-4 深町-4 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0474 上黒岩 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0475-1 機足(B)-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0475-2 機足(B)-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0475-3 機足(B)-3 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0476-1 機足-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0476-2 機足-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0476-3 機足-3 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0476-4 機足-4 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0476-5 機足-5 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0477-1 大日-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0477-2 大日-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0477-3 大日-3 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0477-4 大日-4 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0478(-1,-2,-3) 一丁八丁西 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0479(-1,-2) 向戸 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0480(-1,-2) 山際 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0481(-1,-2) 下黒岩 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0483-1 富岡日向(A)-1 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0483-2 富岡日向(A)-2 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0483-3 富岡日向(A)-3 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0484 大鳥 富岡市 下高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0485 藤木 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0486-1 桑原-1 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0486-2 桑原-2 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0486-3 桑原-3 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0487-1 平和橋北-1 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0487-2 平和橋北-2 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0487-3 平和橋北-3 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-1 小桑原-1 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-2 小桑原-2 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-3 小桑原-3 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-4 小桑原-4 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-5 小桑原-5 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0488-6 小桑原-6 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0489 高橋 富岡市 上高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0490-1 一の坂-1 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0490-2 一の坂-2 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0490-3 一の坂-3 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0491 宮本 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0492(-1,-2) 向戸(B) 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0493 黒川1 富岡市 黒川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0494 蕨2 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0495 小桑原3 富岡市 小野 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0496 桑原2 富岡市 小野 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0497 藤木2 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0498 藤木大島1 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0499 下高尾2 富岡市 下高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0500(-1,-2) 小田谷1 富岡市 富岡 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0501 君川1 富岡市 君川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0502 上星田1 富岡市 星田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0503 梅沢3 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0504 千平1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0505-1 宮崎-1 富岡市 宮崎 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0505-2 宮崎-2 富岡市 宮崎 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0506 岩染3 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0507-1 岡本-1 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0507-2 岡本-2 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0508 中高瀬 富岡市 中高瀬 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0542-1 菅原-1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0542-2 菅原-2 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0543-1 尾崎-1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0543-2 尾崎-2 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0544 丁 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-1 妙義日向-1 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-2 妙義日向-2 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-3 妙義日向-3 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-4 妙義日向-4 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-5 妙義日向-5 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0545-6 妙義日向-6 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0546 行沢(A) 富岡市 旧妙義町 大字行沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0547-1 妙義-1 富岡市 旧妙義町 大字妙義 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0547-2 妙義-2 富岡市 旧妙義町 大字妙義 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0547-3 妙義-3 富岡市 旧妙義町 大字妙義 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0548-1 妙義(B)-1 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0548-2 妙義(B)-2 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0548-3 妙義(B)-3 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0549-1 大牛-1 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0549-2 大牛-2 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0549-3 大牛-3 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0549-4 大牛-4 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0550-1 北山-1 富岡市 旧妙義町 大字北山 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0550-2 北山-2 富岡市 旧妙義町 大字北山 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0550-3 北山-3 富岡市 旧妙義町 大字北山 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0550-4 北山-4 富岡市 旧妙義町 大字北山 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0551-1 中里-1 富岡市 旧妙義町 大字中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0551-2 中里-2 富岡市 旧妙義町 大字中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0551-3 中里-3 富岡市 旧妙義町 大字中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0551-4 中里-4 富岡市 旧妙義町 大字中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0552-1 天沢-1 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0552-2 天沢-2 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0553-1 妙義日向(B)-1 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0553-2 妙義日向(B)-2 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0553-3 妙義日向(B)-3 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0553-4 妙義日向(B)-4 富岡市 旧妙義町 大字諸戸 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0554 上十二 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0555-1 下十二-1 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0555-2 下十二-2 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0555-3 下十二-3 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0556-1 山下-1 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0556-2 山下-2 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0556-3 山下-3 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0556-4 山下-4 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0556-5 山下-5 富岡市 旧妙義町 大字上高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0557 久原(C) 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0558 久原(A) 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0559 久原(B) 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0560-1 三ツ屋(B)-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0560-2 三ツ屋(B)-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0560-3 三ツ屋(B)-3 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0561-1 三ツ屋-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0561-2 三ツ屋-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0561-3 三ツ屋-3 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0561-4 三ツ屋-4 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0562-1 新光寺-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0562-2 新光寺-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0563-1 本村-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0563-2 本村-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0564 町 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○
富岡 K0565-1 大久保-1 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0565-2 大久保-2 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0565-3 大久保-3 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-1 中村2-1 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-2 中村2-2 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-3 中村2-3 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-4 中村2-4 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-5 中村2-5 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0566-6 中村2-6 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0567 打越4 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K0568 高立 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0569-1 萱倉-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0569-2 萱倉-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0570-1 小平-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0570-2 小平-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0571-1 瀬成-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0571-2 瀬成-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0571-3 瀬成-3 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0572 大栗下 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0573 小出屋 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0574 根小屋 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0575-1 西牧-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0575-2 西牧-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0576-1 桑本-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0576-2 桑本-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0577-1 宮室-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K0577-2 宮室-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K0577-3 宮室(左岸) 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0578-1 小河原(B)-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0578-2 小河原(B)-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0579 大平 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0580-1 中村-1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0580-2 中村-2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0581-1 虻田-1 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0581-2 虻田-2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0581-3 虻田-3 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0582 虻田東 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0583 虻田西 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0584 平滑A 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0585 中井 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0586-1 安導寺-1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0586-2 安導寺-2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0586-3 安導寺-3 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0586-4 安導寺-4 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0586-5 安導寺-5 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0587 関口 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0588-1 風口-1 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0588-2 風口-2 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0589 大北野 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0590-1 跡倉-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0590-2 跡倉-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0591 関平 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0592-1 小河原-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0592-2 小河原-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0593-1 小河原東-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0593-2 小河原東-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0593-3 小河原東-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0594 清水 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0595 赤谷 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0596-1 七久保-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0596-2 七久保-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0596-3 七久保-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0596-4 七久保-4 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0596-5 七久保-5 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0597-1 平原-1 甘楽郡 下仁田町 大字平原 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0597-2 平原-2 甘楽郡 下仁田町 大字平原 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0598-1 中郷-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0598-2 中郷-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0599 下栗山 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0600-1 川井-1 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0600-2 川井-2 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0601-1 下町-1 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0601-2 下町-2 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0601-3 下町-3 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0601-4 下町-4 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0602-1 森前-1 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0602-2 森前-2 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0602-3 森前-3 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0602-4 森前-4 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0603-1 東町北-1 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K0603-2 東町北-2 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0603-3 東町北-3 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0604 石淵 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0605-1 緑ヶ丘-1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0605-2 緑ヶ丘-2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0606-1 下蒔田-1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0606-2 下蒔田-2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0607-1 上蒔田-1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0607-2 上蒔田-2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0608 宮室 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0609-1 新屋-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0609-2 新屋-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0610 滑岩2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0611 根小屋1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0612 横間1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0613-1 中萱1-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0613-2 中萱1-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0614-1 相沢5-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0614-2 相沢5-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0615 本宿3 甘楽郡 下仁田町 大字本宿 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0616 馬居沢8 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0617 中井2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0618 中井3 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0619 大久保12 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0620 大久保13 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0621-1 大鏡1-1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0621-2 大鏡1-2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0622 中村9 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0623 湯前2 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0624 関平1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0625 下郷3 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0626 宮室4 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0627 大畑2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0628 土谷沢3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0629 峯大石3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0630 鷹ノ巣3 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0631-1 上栗山1-1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0631-2 上栗山1-2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0632 上栗山2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0633 高倉5 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0634 上蒔田1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0635 下鎌田1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0636 上鎌田3 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0637 細萓1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0638 東町1 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K0639-1 日向1-1 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0639-2 日向1-2 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0639-3 日向1-3 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0639-4 日向1-4 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0640 川端 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0641-1 久保1-1 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0641-2 久保1-2 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0641-3 久保1-3 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0641-4 久保1-4 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0641-5 久保1-5 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0642-1 前日向-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0642-2 前日向-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0643-1 勧能1-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0643-2 勧能1-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0643-3 勧能1-3 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0643-4 勧能1-4 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0644 上屋敷 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0645-1 大上上-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0645-2 大上上-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0646-1 中庭-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0646-2 中庭-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0646-3 中庭-3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0647-1 小倉1-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0647-2 小倉1-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0648 星尾寺ノ上 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0649-1 羽根沢4-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0649-2 羽根沢4-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0650 砥沢(B) 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0651-1 砥沢日影-1 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0651-2 砥沢日影-2 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0652-1 砥沢-1 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0652-2 砥沢-2 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0653-1 赤岩(B)-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0653-2 赤岩(B)-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0654-1 赤岩(A)-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0654-2 赤岩(A)-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0655-1 六車-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0655-2 六車-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0656 上底瀬 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0657-1 ゴウダ-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0657-2 ゴウダ-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0657-3 ゴウダ-3 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0658-1 下底瀬上-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0658-2 下底瀬上-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0659-1 下底瀬下-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0659-2 下底瀬下-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0660 下底瀬下3 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0661 六車日向(A) 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0662 六車日向(B) 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0663 中棚 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0664-1 日向雨沢-1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0664-2 日向雨沢-2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0665 雨沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0666-1 峯-1 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0666-2 峯-2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0666-3 峯-3 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0666-4 久保 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0667-1 奧ノ萱2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0667-2 落合 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0668-1 奧ノ萱-1 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0668-2 奧ノ萱-2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0668-3 奧ノ萱-3 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0669-1 雨沢(B)-1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0669-2 雨沢(B)-2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0670 滝の沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0671-1 大日向-1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0671-2 大日向-2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0672-1 笹ノ平-1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0672-2 笹ノ平-2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0673 桧平 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0674 桧平2 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0675 椚 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0676 堂所 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0677-1 萱-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0677-2 萱-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0678-1 沢(A)-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0678-2 沢(A)-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0679-1 沢(B)-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0679-2 沢(B)-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0680 沢(C) 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0681 大倉 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0682 幕岩 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0683-1 根草-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0683-2 根草-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0684-1 千原-1 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0684-2 千原-2 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0684-3 千原-3 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0685 上高原 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0686 下高原3 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0687-1 黒滝-1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0687-2 黒滝-2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
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富岡 K0688 小塩沢 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0689 日向 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0690 野々上 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0691 小沢峯 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0692 上叶屋 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0693 下叶屋 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0694-1 西向-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0694-2 西向-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0695 小塩沢4 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0696-1 小塩沢7-1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0696-2 小塩沢7-2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0697-1 日向5 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0697-2 野々上3-2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0698 大久保2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0699 大久保5 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0700-1 下底瀬上1-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0700-2 下底瀬上1-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0701 下底瀬下2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0704 日影14 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0705 勧能4 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0706 日向雨沢2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0707 門札2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0708 堂所6 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0709 大倉9 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K0710-1 梅の木入-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0710-2 梅の木入-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0710-3 梅の木入-3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0711-1 足の萱-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0711-2 足の萱-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0711-3 足の萱-3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0712-1 大入-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0712-2 大入-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0713-1 渡井戸1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0713-2 渡井戸2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0713-3 渡井戸3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0714-1 板穴-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0714-2 板穴-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0715 来波1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0716 来波2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0717-1 内久保-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0717-2 内久保-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0718 滝の沢(B) 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0719 滝の沢 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0720-1 入山-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0721 谷の口 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0722-1 赤谷-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0722-2 赤谷-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0724 粟上 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0725-1 粟の沢-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0725-2 粟の沢-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0726 西梅ノ木平 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0727-1 東梅ノ木平-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0727-2 東梅ノ木平-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0727-3 東梅ノ木平-3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0728-1 戦場-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0728-3 戦場-3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0728-4 戦場-4 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0729-1 裏根-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0729-2 裏根-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0730 谷 甘楽郡 甘楽町 大字轟 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0731 久保 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0732 来波3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0733 永州1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0734-1 福厳寺1 甘楽郡 甘楽町 大字善慶寺 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0734-2 福厳寺2 甘楽郡 甘楽町 大字善慶寺 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0735 峯1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0736 角崎1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0737 西天神 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0738-1 岡平1 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0738-2 岡平2 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K0739 長嚴寺 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
安中 K0740-1 郷原-1 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0740-2 郷原-2 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0740-3 郷原-3 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0740-4 郷原-4 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K0741-1 磯部塩ノ久-1 安中市 磯部 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0741-2 磯部塩ノ久-2 安中市 磯部 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
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安中 K0743 入宇 安中市 磯部 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0744 城山 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0745-1 下久保-1 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0745-2 下久保-2 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0745-3 下久保-3 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0746 悪途久保東 安中市 原市 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0747-1 川原町-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0747-2 川原町-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0748-1 名山-1 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0748-2 名山-2 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0748-3 名山-3 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0748-4 名山-4 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0749 小名沢 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0750-1 堀之内向(刈稲)-1 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0750-2 堀之内向(刈稲)-2 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0751-1 塚原-1 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0751-2 塚原-2 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0752 大沢 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0753-1 原貝戸-1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0753-2 原貝戸-2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0754 大上 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0755 板詰 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0756 金蔵 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0757-1 松久保-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0757-2 松久保-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0757-3 松久保-3 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0758 岩下 安中市 小俣 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0759-1 滑沢西-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0759-2 滑沢西-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0760-1 滑沢-1 安中市 小俣 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0760-2 滑沢-2 安中市 小俣 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0761-1 小俣-1 安中市 小俣 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0761-2 小俣-2 安中市 小俣 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0762-1 城下-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0762-2 城下-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0763-1 中関-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0763-2 中関-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0764-1 三軒茶屋-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0764-2 三軒茶屋-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0765 久保 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0766-1 黒後-1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0766-2 黒後-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0766-3 黒後-3 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0766-4 黒後-4 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0766-5 黒後-5 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0767-1 道城-1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0767-2 道城-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0767-3 道城-3 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0768-1 山崎-1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0768-2 山崎-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0768-3 山崎-3 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0769-1 川久保(B)-1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0769-2 川久保(B)-2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0769-3 川久保(B)-3 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0770-1 川久保-1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0770-2 川久保-2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0770-3 川久保-3 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0771-1 自性寺-1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0771-2 自性寺-2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0772 寺山 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0773-1 下高別当-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0773-2 下高別当-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0774-1 下平-1 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0774-2 下平-2 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0774-3 下平-3 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0775 池田 安中市 大竹 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0776-1 下原-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0776-2 下原-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0777-1 野毛良日向-1 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0777-2 野毛良日向-2 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0777-3 野毛良日向-3 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0778-1 中島-1 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0778-2 中島-2 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0778-3 中島-3 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0778-4 中島-4 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0779-1 中原-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0779-2 中原-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
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安中 K0779-3 中原-3 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0780 岩戸 安中市 中宿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0781-1 東平-1 安中市 岩井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0781-2 東平-2 安中市 岩井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0782-1 藤井-1 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0782-2 藤井-2 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0783 道坂 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0784-1 裏-1 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0784-2 裏-2 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K0784-3 裏-3 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K0785 坊貝戸 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0786-1 長坂-1 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0786-2 長坂-2 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0786-3 長坂-3 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0787-1 二之谷-1 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0787-2 二之谷-2 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0788-1 本町-1 安中市 板鼻 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0788-2 本町-2 安中市 板鼻 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0789 屏風岩 安中市 板鼻 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0790 館石 安中市 板鼻・高崎市八幡町R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
高崎 K0790 館石 高崎市 八幡町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
安中 K0791 吉ヶ谷津 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0792 川久保(C) 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0793-1 平間1-1 安中市 上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0793-2 平間1-2 安中市 上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0793-3 平間1-3 安中市 上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0794 苅稲2 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0795 相水2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0796-1 屋敷1-1 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0796-2 屋敷1-2 安中市 安中 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0797-1 大上サ1-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0797-2 大上サ1-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0798 向平1 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0799-1 アツ沢-1 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0799-2 アツ沢-2 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0799-3 アツ沢-3 安中市 鷺宮 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0801-1 遠入-1 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0801-2 遠入-2 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0801-3 遠入-3 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0803-1 赤浜(B)-1 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0803-2 赤浜(B)-2 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0803-3 赤浜(B)-3 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K0804 赤浜 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0805 明賀 安中市 旧松井田町 北野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0806 下平 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0807 川久保 安中市 旧松井田町 原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0808-1 上横川-1 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0808-2 上横川-2 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0809-1 中横川-1 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0809-2 中横川-2 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0810 下横川 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0811-1 中木-1 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0811-2 中木-2 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0811-3 中木-3 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0812 梨子ノ木 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0813-1 榎ノ木-1 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0813-2 榎ノ木-2 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0813-3 榎ノ木-3 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0814 西城 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0815 中島 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0816 塔ノ上 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0817 中瀬 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0818 板ヶ沢 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0819 堀の内(B) 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0820 堀の内 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0821 北横町 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0822 塚越団地 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0823 中道上 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0824 琵琶ノ久保 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0825 塚原 安中市 旧松井田町 人見 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0826-1 東村-1 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0826-2 東村-2 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0827 萩貝戸1 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0829 関口 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0830 西見寺 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0831-1 三次郎-1 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0831-2 三次郎-2 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
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安中 K0831-3 三次郎-3 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0832-1 日向-1 安中市 旧松井田町 大字高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0832-2 日向-2 安中市 旧松井田町 大字高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0833 木馬瀬 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0834-1 沼の和田-1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0834-2 沼の和田-2 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0834-3 沼の和田-3 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0835 芦の和田 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0836 天宿 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0837-1 大原-1 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0837-2 大原-2 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0838-1 天神-1 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0838-2 天神-2 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K0839 宮地(B) 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0840 三日市(C) 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0841 金敷 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0842 霧積温泉1 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0843 霧積温泉2 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0844 新町2 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0845-1 宮地1-1 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K0845-2 的場 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K0846 市城 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0847 市城(B) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0848 青山(市城C) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0849-1 宇妻-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0849-2 宇妻-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0849-3 宇妻-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0849-4 宇妻-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0850-1 栃瀬-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0850-2 栃瀬-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0851-1 小川(B)-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0851-2 小川(B)-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0852 小川(A) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-1 寺尾-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-2 寺尾-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-3 寺尾-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-4 寺尾-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-5 寺尾-5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0853-6 寺尾-6 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0854 西中之条 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0855 下折田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0856 中折田 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0857-1 折田-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0857-2 折田-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0858-1 上折田-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0858-2 上折田-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0859 金原 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0860-1 殿界戸-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0860-2 殿界戸-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0860-3 殿界戸-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0861-1 湯原-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0861-2 湯原-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0862 貫湯平 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0863-1 駒岩-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0863-2 駒岩-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0864 四万犬麦平 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0865-1 四万山口A-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0865-2 四万山口A-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0866 四万山口B 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0867-1 新湯-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0867-2 新湯-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0868-1 新湯B-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0868-2 新湯B-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0869 日向見(C) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0870-1 日向見(B)-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0870-2 日向見(B)-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0871 日向見 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0872-1 中組-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0872-2 中組-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0872-3 中組-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0872-4 中組-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0872-5 中組-5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0873 中組(B) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0874-1 中組(C)-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0874-2 中組(C)-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0874-3 中組(C)-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0875-1 菅田-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K0875-2 菅田-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0876 反下 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0877-1 上反下-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0877-2 上反下-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0877-3 上反下-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0878-1 沢渡-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0878-2 沢渡-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0879-1 湯-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0879-2 湯-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○
中之条 K0880-1 湯向-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0880-2 湯向-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0881 久森 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0882 枯木 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0883 君ノ尾 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0884-1 矢場-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0884-2 矢場-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0885-1 貫湯平(B)-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0885-2 貫湯平(B)-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0885-3 貫湯平(B)-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0886 大岩1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0887 中尾1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0888 蛇野1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0889 蛇野3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0890 秋鹿3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0891 四万湯原2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0893 日向見2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0894 日向見3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0896-1 下反下1(Ⅰ)-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0896-2 下反下1(Ⅰ)-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0897 沢渡3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0898 中組3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0899 下山田11 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0901 上折田2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0902-1 中折田1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0902-2 中折田1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0902-3 中折田1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0903 塩平1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0904-1 小池1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0904-2 小池1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0904-3 小池1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0905-1 西中之条2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0905-2 西中之条2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0906 中之条2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0907 中之条3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0908 中之条4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0909-1 伊勢町1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0909-2 伊勢町1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0910-1 伊勢町2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0910-2 伊勢町2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 急傾斜 ○
中之条 K0911 越尾2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0912 下市城1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0913-1 譲葉1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0913-2 譲葉1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0913-3 譲葉1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0914-1 山口1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0914-2 山口1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0915 山口3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0916 犬麦平1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0917-1 犬麦平2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0917-2 犬麦平2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K0919 月夜野 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0920 三島 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0921-1 金原-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0921-2 金原-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○
中之条 K0921-3 金原-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0922-1 五町田-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0922-2 五町田-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0923-1 広場-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0923-2 広場-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0924-1 奥田-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0924-2 奥田-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0924-3 奥田-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0925 箱島2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0926-1 浜井場-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0926-2 浜井場-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0927 太郎谷戸 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0928-1 吾妻糀屋-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
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中之条 K0928-2 吾妻糀屋-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0928-3 吾妻糀屋-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0929 日之出 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0930-1 山田川-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0930-2 山田川-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0931 在下 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0932-1 在下(B)-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0932-2 在下(B)-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0933 諏訪前 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0934 下之町 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0935 新井 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0936-1 中村-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0936-2 中村-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0937-1 古谷-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0937-2 古谷-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0937-3 古谷-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○
中之条 K0937-4 古谷-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0938-1 本村-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0938-2 本村-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0939 行沢 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0940 大村 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0941-1 姉山-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0941-2 姉山-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0941-3 姉山-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○
中之条 K0941-4 姉山-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0941-5 姉山-6 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0942-1 漆貝戸-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0942-2 漆貝戸-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0943-1 細谷-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0943-2 細谷-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0944-1 下組-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0944-2 下組-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0944-3 下組-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0945 松谷(A) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0946-1 大平-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0946-2 大平-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0946-3 大平-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0947-1 高日向-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0947-2 高日向-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0947-3 高日向-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0947-4 高日向-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0948-1 伏窪-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0948-2 伏窪-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0949-1 松上-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0949-2 松上-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0949-3 松上-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0950-1 万木沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0950-2 万木沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0951-1 大竹-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0951-2 大竹-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0951-3 大竹-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0951-4 大竹-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0952 新井 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0953-1 生原(A)-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0953-2 生原(A)-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0953-3 生原(A)-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0954-1 生原(B)-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0954-2 生原(B)-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0954-3 生原(B)-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0954-4 生原(B)-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0955 平 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0956 塩の平 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0957 田谷 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0958 岩鼻 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0959-1 田城-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0959-2 田城-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0959-3 田城-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0960-1 丑ヶ渕-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0960-2 丑ヶ渕-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0961-1 飯米場-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0961-2 飯米場-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0962-1 鳩の湯-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0962-2 鳩の湯-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0962-3 鳩の湯-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0962-4 鳩の湯-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0962-5 鳩の湯-5 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0963-1 生原(C)-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○
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中之条 K0963-2 生原(C)-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-1 四戸-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-2 四戸-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-3 四戸-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-4 四戸-4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-5 四戸-5 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0964-6 四戸-6 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0965 善導寺(A) 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0966 飯米場1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0967 上組3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0968-1 松ノ湯1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0968-2 松ノ湯1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0969 川中1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0971 山根2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0972 漆貝戸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0973 根古屋1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0974 塩の平1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K0979-1 川原湯(A)-1 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0979-2 川原湯(A)-2 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0982 楡木1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0983 長野原Ｃ-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0984 長野原Ｂ-3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0985 長野原Ａ-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-1 馬場-1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-2 馬場-2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-3 馬場-3 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-4 馬場-4 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-5 馬場-5 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0986-6 馬場-6 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0987 宮原 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0988 荻原 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0989 宮原(B) 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0990 嶋木2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0991 尾坂1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○
中之条 K0992-1 大學村1-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0992-2 大學村1-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0992-3 大學村1-3 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K0993 下袋倉 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0994 北畑 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0995-1 下芦生田-1 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0995-2 下芦生田-2 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0996 芦生田 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0997 三原下 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0998-1 三原-1 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0998-2 三原-2 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0998-3 三原-3 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K0999 三原(B) 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1000 笹平 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1001-1 鎌原下-1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1001-2 鎌原下-2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1002-1 門貝-1 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1002-2 門貝-2 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1003-1 上西窪-1 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1003-2 上西窪-2 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1004-1 北村A-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1004-2 北村A-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1004-3 北村A-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1004-4 北村A-4 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1004-5 北村A-5 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1005-1 神前-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1005-2 神前-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1005-3 神前-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1006 上神前 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1007-1 本村上-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1007-2 本村上-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1007-3 本村上-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1008 長井川原 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1009-1 毒水-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1009-2 毒水-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○
中之条 K1010-1 上田代-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1010-2 上田代-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1010-3 上田代-3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1011 田代東 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1013-1 古永井-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1013-2 古永井-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1013-3 古永井-3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1015-1 鹿沢温泉-1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
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中之条 K1015-2 鹿沢温泉-2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1015-3 鹿沢温泉-3 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1016-1 万座-1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1016-2 万座-2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1016-3 万座-3 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1016-4 万座-4 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1017 三原(C) 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1018-1 北村(C)-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1018-2 北村(C)-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1018-3 北村(C)-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1019 北村(B) 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1020 上神前(B) 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1021 今井1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1022-1 半出来2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1022-2 半出来2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1023-1 半出来3-1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1023-2 半出来3-2 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1023-3 半出来3-3 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1023-4 半出来3-4 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1024-1 滝上2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1024-2 滝上2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1025-1 三原1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1025-2 三原2 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1025-3 三原1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1026 三原下1 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1027 芦生田1 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1028 鎌原1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1029-1 西窪1 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1029-2 西窪2 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1030 西窪3 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1031 サンランド2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1032 サンランド4 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1033 サンランド5 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1034 サンランド6 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1035 干俣1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1036 干俣2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1037-1 大前2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1037-2 大前2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1038 大平1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1039 大平3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1040 大平4 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1041-1 草喜沢1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1041-2 草喜沢1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1041-3 草喜沢1-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1042-2 新鹿沢1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1043-1 滝ノ上段1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1043-2 滝ノ上段1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1044 鹿沢1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1045-1 湯尻1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1045-2 湯尻1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1047 浅間開拓1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1048 細原2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1049 浅間園1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K1050 池尻(A) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○
中之条 K1051 泉水(D) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○
中之条 K1052 池尻(B) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1053 西山 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○
中之条 K1054 南本町(B) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1055 水ノ窪(A) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1056-1 水ノ窪(B) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1057 水ノ窪(C) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1058 谷地向 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1059 地蔵 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1060 滝尻原 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1062 南本町(A) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1063 泉水(A) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1064 文京 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1065 谷所 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1066-1 草津-1 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1066-2 草津-2 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○
中之条 K1066-3 草津-3 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1067-1 西之河原-1 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1067-2 西之河原-2 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1068 草津光泉寺 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○
中之条 K1069 池尻(C) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1071-2 南本町1-2 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K1072 荷付場　 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K1073 出立 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1074 下沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1075 赤岩 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字赤岩 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1076 平沢 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1077 八幡(A) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1078 八幡(B) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1079 花園 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字太子 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1080 小雨(A) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1081 小雨(B) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1082 京塚 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1083 花敷 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1084 尻焼(A) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1085 尻焼(B) 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1086 根広 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1087 和光原 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1088 沼尾2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1089 矢倉2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1090 和光原2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1091 京塚1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1092 品木2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K1093 溝口 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K1094-1 戸室-1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K1094-2 戸室-2 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
沼田 K1096-1 滝坂-1 沼田市 西倉内町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1096-2 滝坂-2 沼田市 西倉内町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1097 公園下 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1098-1 越後屋下-1 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1098-2 越後屋下-2 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1098-3 越後屋下-3 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1098-4 越後屋下-4 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1099 公園北 沼田市 薄根町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1100 南明 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1101 ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1102 利南東小裏 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1103 発電所東 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1104 土橋西 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1105 東下原団地 沼田市 栄町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1106 戸鹿野西 沼田市 戸鹿野町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1107-1 清水-1 沼田市 清水町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1107-2 清水-2 沼田市 清水町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1108-1 戸神山東-1 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1108-2 戸神山東-2 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1108-3 戸神山東-3 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1108-4 戸神山東-4 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1108-5 戸神山東-5 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1109 大倉 沼田市 奈良町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1110-1 秋塚-1 沼田市 秋塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1110-2 秋塚-2 沼田市 秋塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1111-1 下沼田-1 沼田市 下沼田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1111-2 下沼田-2 沼田市 下沼田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1111-3 下沼田-3 沼田市 下沼田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1112-1 堀廻-1 沼田市 堀廻町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1112-2 堀廻-2 沼田市 堀廻町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1113 下沼田(A) 沼田市 善桂寺町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1114 滝 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1115-1 岩本駅-1 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1115-2 岩本駅-2 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1116-1 根岸-1 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1116-2 根岸-2 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1116-3 根岸-3 沼田市 榛名町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1117 前入沢 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1118 田中 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1119 石墨 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1120 下井戸 沼田市 井土上町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1121 浄水場南 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1123 東原新町1 沼田市 上沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1124 平出2 沼田市 久屋原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1125 久屋原町2 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1126-1 下久屋町4-1 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1126-2 下久屋町4-2 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1127 下久屋町5 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1128 上原町1 沼田市 上沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1129 上原町2 沼田市 上沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1130-1 上原町3-1 沼田市 上原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1130-2 上原町3-2 沼田市 上原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1131-1 高橋場町1-1 沼田市 高橋場町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1131-2 高橋場町1-2 沼田市 高橋場町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1132 高橋場町3 沼田市 高橋場町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1133 柳町1 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1134-1 柳町2-1 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1134-2 柳町2-2 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1134-3 柳町2-3 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1135 開墾2 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1136 北馬込1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1137 新田2 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1138 新田3 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1139 馬込1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1140 北馬込1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1141-1 平井1-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1141-2 平井1-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1142 滝1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1143 平井2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1144-1 内宿1-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1144-2 内宿1-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1145-1 戸鹿野町2-1 沼田市 戸鹿野町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1145-2 戸鹿野町2-2 沼田市 戸鹿野町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1146 戸鹿野町3 沼田市 戸鹿野町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1147-1 沼須町2-1 沼田市 沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1147-2 沼須町2-2 沼田市 沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1149 北原2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1150 広瀬3 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1151 下新道2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1152 上町2 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1153-1 弥勅寺1-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1153-2 弥勅寺1-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1153-3 弥勅寺1-3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1153-4 弥勅寺1-4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1153-5 弥勅寺1-5 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1154 上北3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1155 上北4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1156 上南1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1157 開拓2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1158-1 舟木2-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1158-2 舟木2-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1159 舟木4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1160-1 中発知町1-1 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1160-2 中発知町1-2 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1160-3 舟木3 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1161 宇楚井町1 沼田市 宇楚井町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1162 宮ノ下 沼田市 旧白沢村 大字尾合 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1163 清水 沼田市 旧白沢村 大字平出 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1164 塩井1 沼田市 旧白沢村 大字平出 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1165 塩井2 沼田市 旧白沢村 大字平出 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1166 清水9 沼田市 旧白沢村 大字平出 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1167 上平2 沼田市 旧白沢村 大字尾合 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1168 上平5 沼田市 旧白沢村 大字尾合 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1169 蓬田1 沼田市 旧白沢村 大字上古語父 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1170 堂改戸1 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1171 生枝1 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1172 生枝4 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1173-1 立沢-1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1173-2 立沢-2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1174 伊香原(A) 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1175 伊香原(B) 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1176 平川本村 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1177-1 鎧橋-1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1177-2 鎧橋-2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1179 追貝原 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1180 千歳 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1181 御座 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1182 高戸谷 沼田市 旧利根村 大字高戸谷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1183-1 大楊-1 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1183-2 大楊-2 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1183-3 大楊-3 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1184-1 内楽-1 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1184-2 内楽-2 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1185-1 アツ沢-1 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1185-2 アツ沢-2 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1186 老神元村 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1187 島古井 沼田市 旧利根村 大字穴原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1188 其古泉 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1189 天狗前 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1190-1 久保-1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1190-2 久保-2 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1192-1 大久保-1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1192-2 大久保-2 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1192-3 大久保-3 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1193-1 宇津野-1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1193-2 宇津野-2 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1194 茂沢 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○
沼田 K1195 西沢 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1196-1 小松-1 沼田市 旧利根村 大字小松 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1196-2 小松-2 沼田市 旧利根村 大字小松 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1197 柿平 沼田市 旧利根村 大字柿平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1198 諏訪平 沼田市 旧利根村 大字日向南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1199 高沢 沼田市 旧利根村 大字日向南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1200-1 日影南郷-1 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1200-2 日影南郷-2 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1200-3 日影南郷-3 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1200-4 日影南郷-4 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1200-5 日影南郷-5 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1201 青木 沼田市 旧利根村 大字青木 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1202-1 梅ノ木平-1 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1202-2 梅ノ木平-2 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1202-3 梅ノ木平-3 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1202-4 梅ノ木平-4 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1202-5 梅ノ木平-5 沼田市 旧利根村 大字砂川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1203-1 大原-1 沼田市 旧利根村 大字大原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1203-2 大原-2 沼田市 旧利根村 大字大原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1204 老神1 沼田市 旧利根村 大字高戸谷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1205 立沢2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1206-1 伊香原1-1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1206-2 伊香原1-2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1207 伊香原2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1208 平川1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1209-1 平川4-1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1209-2 平川4-2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1210-1 日向15-1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1212 日影南郷2 沼田市 旧利根村 大字日影南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1213 日影南郷1 沼田市 旧利根村 大字日向南郷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1214 松山1 沼田市 旧利根村 大字大原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1215-1 湯ノ上1-1 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1215-2 湯ノ上1-2 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1215-3 湯ノ上1-3 沼田市 旧利根村 大字老神 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K1216-1 室石-1 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1216-2 室石-2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1216-3 室石-3 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1217-2 磯下(A)-2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1218-1 半瀬-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1218-2 半瀬-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1219-1 須賀川-1 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1219-2 須賀川-2 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1219-3 須賀川-3 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1220 神地 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1221-1 下地-1 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1221-2 下地-2 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1222-1 御座入-1 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1222-2 御座入-2 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1223-1 河原-1 利根郡 片品村 大字下平 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1223-2 河原-2 利根郡 片品村 大字下平 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1224-1 上幡谷-1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1224-2 上幡谷-2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1224-3 上幡谷-3 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1225-1 栃久保-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1225-2 栃久保-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1226-1 山崎-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1226-2 山崎-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1227-1 登戸-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1227-2 登戸-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1227-3 登戸-3 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1227-4 登戸-4 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○
沼田 K1227-5 登戸-5 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1228-1 大田橋上-1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1228-2 大田橋上-2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1228-3 大田橋上-3 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1228-4 大田橋上-4 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1229-1 細久屋-1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1229-2 細久屋-2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1229-3 細久屋-3 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1229-4 細久屋-4 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1229-5 細久屋-5 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1230-1 越本中里-1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-2 越本中里-2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-3 越本中里-3 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-4 越本中里-4 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-5 越本中里-5 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-6 越本中里-6 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1230-7 越本中里-7 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1231 新井 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1232 閑町 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1233 伊閑町 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1234 古仲(A) 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1235 古仲(B) 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1236 古仲(C) 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1237 戸倉 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1238 下小川 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1239 下小川(B) 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1240-1 加羅倉-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1240-2 加羅倉-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1241 丸沼 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1242-1 室石(B)-1 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1242-2 室石(B)-2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1242-3 室石(B)-3 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1243-1 鎌田-1 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1243-2 鎌田-2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1243-3 鎌田-3 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1244-1 菅沼-1 利根郡 片品村 大字菅沼 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1244-2 菅沼-2 利根郡 片品村 大字菅沼 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1245-1 上小川-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1245-2 上小川-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1246 鎌田1 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1247-1 須賀川2-1 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1247-2 須賀川2-2 利根郡 片品村 大字須賀川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1248 御座入2 利根郡 片品村 大字鎌田 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1249 下平1 利根郡 片品村 大字下平 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1250-1 戸倉2-1 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1250-2 戸倉2-2 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1251 伊閑町1 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1252 細工屋2 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1253-1 太田2-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1253-2 太田2-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1254 上面1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1255 花咲2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1256-1 下小川1-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1256-2 下小川1-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1257 大尻沼1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K1258-1 木賊-1-1 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1258-2 木賊-1-2 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1259-1 唐沢-1 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1259-2 唐沢-2 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1259-3 唐沢-3 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1260 湯1 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1261-1 寺尾-1 利根郡 川場村 大字門前 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1261-2 寺尾-2 利根郡 川場村 大字門前 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1262-1 富士平-1 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1262-2 富士平-2 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1262-3 富士平-3 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1262-4 富士平-4 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1263 川場中学校 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1264 木賊1 利根郡 川場村 大字川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K1265-1 鼬沢-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1265-2 鼬沢-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1266-2 川角A-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1268-1 利根商-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1268-2 利根商-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1268-3 利根商-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1269 茂左エ門 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1270-1 岩瀬-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1270-2 岩瀬-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1270-3 岩瀬-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1270-4 岩瀬-4 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1271 稗田 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1272 舟戸 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○
沼田 K1273 内野 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1274 大平 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1275-1 舟戸(B)-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1275-2 舟戸(B)-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1276 坂下 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1277-1 稗田(B)-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1277-2 稗田(B)-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1278 町並 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1279 後沢 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1280 石倉 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1281 川角 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1282 渕尻 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1283 勝浜 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1284 森原 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1285 大平19 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1286-1 町組1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1286-3 町組1-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1286-4 町組1-4 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1286-5 町組1-5 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1287-1 沢入9-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1287-2 沢入9-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1287-3 沢入9-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1288-1 門前1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1288-2 門前1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1289 穴切3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1290 浦和 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1291-1 清水-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1291-2 清水-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1292-1 小日向-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1292-2 小日向-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1293-1 坂下-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1293-2 坂下-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1294 坂下(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1295 四ッ谷 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1296 上の平 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1297-1 諏訪原-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1297-2 諏訪原-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1298-1 芦間(A)-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1298-2 芦間(A)-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1299 芦間(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1300-1 横吹-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1300-2 横吹-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1301-1 高平-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1301-2 高平-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1301-3 高平-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1302 幸知 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字幸知 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1303 芳沢 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1304-1 湯島-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1304-2 湯島-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1304-3 湯島-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1304-4 湯島-4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1305-1 高沢-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1305-2 高沢-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1306-1 湯吹山-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1306-2 湯吹山-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1307-1 土合-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1307-2 土合-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1307-3 土合-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1308 綱子 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1309 夜子(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1310-1 明川-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1310-2 明川-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1310-3 明川-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1311-1 宝川-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1311-2 宝川-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1312 湯ノ小屋(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1313 湯ノ小屋(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1314-1 湯ノ小屋(C)-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1314-2 湯ノ小屋(C)-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1314-3 湯ノ小屋(C)-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1315 関ヶ原 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1316 アクト 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1317-1 鹿の沢-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1317-2 鹿の沢-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1318 四ﾂ谷(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1319 湯原 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1320 小日向(C) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1321 原 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1322-1 大滝沢-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1322-2 大滝沢-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1322-3 大滝沢-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1323-1 沢添-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1323-2 沢添-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1324-1 小向平-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1324-2 小向平-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1324-3 小向平-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-1 向山-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-2 向山-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-3 向山-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-4 向山-4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-5 向山-5 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-6 向山-6 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-7 向山-7 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1325-8 向山-8 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1326 浦和(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1327 阿能川 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1328-1 谷川-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1328-2 谷川-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1329 湯ノ小屋1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1330 大芦1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1331 大沢7 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1332 上区1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1333 谷川1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1334 谷川岳PA1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字羽場 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1335 谷川岳PA2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1336 青木沢2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1337 小日向1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1338 湯原3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1339-1 永井宿-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1339-2 永井宿-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1340 広河原 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1341 川古 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1342 浅治 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1343 十二河原 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1344-1 布施-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 急傾斜 ○
沼田 K1344-2 布施-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1345 坂下 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1346 大島 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1347 今宿 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1348-2 白狐沢-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1348-3 白狐沢-3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1348-4 白狐沢-4 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1349 塩原 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1350-1 羽場-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1350-2 羽場-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1351 湯平 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1352 白石 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1353 笠原 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1354-1 岩淵-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1354-2 岩淵-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1355 箕輪 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1356 湯宿 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1357 法師1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1358 法師2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1359 法師3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1360 法師4 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1361 法師5 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1362 無多子1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1363 無多子2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1364 赤谷2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1365 富士新田1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1366 西畑4 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1367-1 布施宿1-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1367-2 布施宿1-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1368-1 新治1-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1369-2 三国峠1-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1370 宮前1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1371 相俣3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1372 相俣4 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1373 新田浦1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1374 猿ヶ京1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1375-1 永井(A)-1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1375-2 永井(A)-2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1376-1 永井(B)-1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1376-2 永井(B)-2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1376-3 永井(B)-3 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1376-4 永井(B)-4 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1377 永井(C) 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1378-1 宮貝戸-1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
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沼田 K1378-2 宮貝戸-2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○
沼田 K1379-1 入沢-1 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1379-2 入沢-2 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1379-3 入沢-3 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1380 峰改土 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1381 久保 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1382-1 北-1 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1382-2 北-2 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1382-3 北-3 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1383-1 糸井南-1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1383-2 糸井南-2 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1383-3 糸井南-3 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1384 上内出 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1385 瀧谷 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1386-1 清水-1 利根郡 昭和村 大字生越 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1386-2 清水-2 利根郡 昭和村 大字生越 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1387-1 中内出-1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1387-2 中内出-2 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1388 宮原 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1389 根岸 利根郡 昭和村 大字貝野瀬 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1390 永井(D) 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1391 小岩 利根郡 昭和村 大字橡久保 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1392-1 宮原(B)-1 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1392-2 宮原(B)-2 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1394 生越4 利根郡 昭和村 大字生越 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1395 永井4 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1396-1 永井上組4-1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K1396-2 永井上組4-2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
太田 K1397 反丸 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1399-1 唐沢-1 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1399-2 唐沢-2 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
桐生 K1399-2 唐沢-2 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
太田 K1401 長手 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1403-1 八幡(A) 太田市 大島町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1403-2 八幡(B) 太田市 大島町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1403-3 八幡(C) 太田市 八幡町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1405 入町 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-1 富士山 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-2 富士山2 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-3 富士山3 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-4 富士山4 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-5 富士山5 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-6 富士山6 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1406-7 富士山7 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1407-2 桃ヶ丘2 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1408 高山神社 太田市 本町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1410 東金井 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1411 東今泉 太田市 東今泉町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1413-1 強戸町1 太田市 強戸町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1413-2 強戸町4 太田市 強戸町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1415 丸山町1 太田市 丸山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1416 鶴生田町1 太田市 鶴生田町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1418 長手町4 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1419 金山町1 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1420 東金井町4 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1421-1 長手町5 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1421-2 長手町6 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K1421-3 長手町9 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
桐生 K1422 龍戸 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1423 団地裏 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1424 曲松 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1425 熊野 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1426 上小友 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1427 宿島 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1428 山腰 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1429 広見 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1430 泉竜院 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1431 一色 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1432-1 幸橋上-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1432-2 幸橋上-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1433-1 八幡山(A)-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1433-2 八幡山(A)-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1433-3 八幡山(A)-3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1434 八坂神社 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1435-1 祖父ケ入-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1435-2 祖父ヶ入-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1436 籾谷 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
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桐生 K1437 丸山南 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1438 丸山 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○
桐生 K1439-1 西堤-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1439-2 西堤-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1440 渡良瀬 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1441 上電西桐生 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1442 雷電山 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1443-1 老人ホーム脇-1 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1443-2 老人ホーム脇2 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1444 公園下 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1445-1 村松沢1 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1445-2 村松沢2 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1446-1 北中裏(A)-1 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1446-2 北中裏(A)-2 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1447 北中裏(B) 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1448 平井 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1449-1 経ヶ峯-1 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1449-2 経ヶ峯-2 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1450 外語学院 桐生市 天神町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1451 荒神山 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1452-1 上湯沢-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1452-2 上湯沢-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1453-1 梅田中上-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1453-2 梅田中上-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1453-3 梅田中上-3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1454-1 梅田橋-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1454-2 梅田橋-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1455-1 高園寺-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1455-2 高園寺-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1456-1 馬立集会所-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1456-2 馬立集会所-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1457 石鴨 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1458 峠 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1459-1 姥ヶ入1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1459-2 姥ヶ入-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1459-3 姥ヶ入3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1460 柳谷戸 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1461 派出所裏 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1462 永明下 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1463 鳥の海 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1464 堂院谷戸 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1465 一丁田団地 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1466 川内北小裏 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1467-1 馬瀬谷戸-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1468 栃久保 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1469-1 勇進会館-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1469-2 勇進会館-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1470 籾山 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1471 宮本橋 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1472 細田 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1473 橋場橋 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1474 橋上 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1475 高源寺 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1476 上菱団地 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1477 祖父ヶ入(B) 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1478 穴切 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1479 橋前場 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1480 西釈迦堂 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1481 観音寺 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1482-1 二渡谷戸-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1482-2 二渡谷戸-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1483 鍛冶谷戸 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1484-1 楽山荘-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1484-2 楽山荘-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1484-3 楽山荘-3 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1484-4 楽山荘-4 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1484-5 楽山荘-5 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1485-1 下久保-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1485-2 下久保-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1485-3 下久保-3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1486 岡ノ上団地 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1487 日枝神社 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1488 皆沢 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1489 永明下(B) 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1490 坂ノ下 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1491 播摩谷戸 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1492-1 万が入-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
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桐生 K1492-2 万が入-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1493 西方寺 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1494-1 すみれ保育園-1 桐生市 相生町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1494-2 すみれ保育園-2 桐生市 相生町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1495 小久保 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1496 八幡山(B) 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1497 富士山下 桐生市 相生町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1498-1 兎山-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1498-2 兎山-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1499 東原2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1500 津久原1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1501-1 馬立2-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1501-2 馬立2-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1502-1 馬立4-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1502-2 馬立4-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1503 馬立6 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1504-1 大門1-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1504-2 大門1-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○
桐生 K1505 小谷戸1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1506-1 小谷戸2-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1506-2 小谷戸2-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1507 引田2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1508 籾谷1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1509 茂倉3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1510 菱町五丁目1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1511 上原3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1512-1 菱町四丁目3-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1512-2 菱町四丁目3-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1513 菱町四丁目4 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1514 菱町四丁目5 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1515 菱町四丁目6 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1516 湯沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1517 梅田南小前1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1518 上原1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1519 上原2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1520 猿石3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1521 備前谷戸2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1522 中野平5 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1523 木品1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1524 木品2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1525 木品3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1526 皆沢3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1527 皆沢4 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1528 田端1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1529 滝沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1531 一色2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1532 曲松1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1533-1 曲松2-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○
桐生 K1533-2 曲松2-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1534 曲松5 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1535 宿島1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1536 菱町一丁目1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1537-1 深山1-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1537-2 深山1-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1538 雉ノ尾1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1539 城ノ岡団地1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1541 広沢町3丁目1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1542-1 広沢町4丁目2-1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1542-2 広沢町4丁目2-2 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1543 広沢町4丁目3 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1544 広沢町6丁目1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1545 広沢町6丁目2 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1546 小谷2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1547 堂場5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1548 棒谷戸2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1549 山崎1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1550 中島1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1551 漆原1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1552 腰巻2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1553 久保田1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1554 前沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1555 川内町五丁目2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1556 川内町五丁目6 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1557 鳥の海1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1558 川内町三丁目1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1559 川内町三丁目2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1560 川内町二丁目1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
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桐生 K1561 東釋迦堂1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1562-1 東釋迦堂2-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1562-2 東釋迦堂2-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1562-3 東釋迦堂2-3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1563-1 川内町一丁目2-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1563-2 川内町一丁目2-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1564-1 丸山前1-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1564-2 丸山前1-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1565 峠2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1566 梅原1 桐生市 天神町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1567-1 宮本町四丁目1-1 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1567-2 宮本町四丁目1-2 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1568 宮本町四丁目2 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1569 宮本町四丁目3 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1570 宮本町四丁目4 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1571 宮本町四丁目5 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1572-1 宮本町三丁目1-1 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1572-2 宮本町三丁目1-2 桐生市 宮本町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1573 堤町一丁目1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1574 堤町一丁目3 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1575 堤町一丁目4 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1577 堤町三丁目3 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1578-1 平井町1-1 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1578-2 平井町1-2 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1579 平井町7 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1580 西久方町1丁目1 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1582 日光 桐生市 旧新里村 奥沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1583-1 高泉-1 桐生市 旧新里村 高泉 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1583-2 高泉-2 桐生市 旧新里村 高泉 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1584-1 早房-1 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1584-2 早房-2 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1584-3 早房-3 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1585 中谷戸 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1586-1 鍛冶屋-1 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1586-2 鍛冶屋-2 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1586-3 鍛冶屋-3 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1587-1 涌丸-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1587-2 涌丸-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1587-3 涌丸-3 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1587-4 涌丸-4 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-1 栗門-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-2 栗門-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-3 栗門-3 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-4 栗門-4 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-5 栗門-5 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1588-6 栗門-6 桐生市 旧黒保根村 上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1589-1 高楢-1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1589-2 高楢-2 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1590 津久瀬 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1591 本宿 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1592-1 梨木-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1592-2 梨木-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1593-1 上の平-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1593-2 上の平-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1595 本宿(C) 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1596-1 間々下-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1596-2 間々下-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1598 古谷6 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1600 沢入1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1601 沢入6 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1602 田沢上1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1603 田沢下2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1604 出合原1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1605 下田沢1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1606 柏山上1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1607 津久瀬1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1608-1 川口4-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1608-2 川口4-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1609 水沼3 桐生市 旧黒保根村 大字水沼 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1611 小夜戸 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1612-1 花輪-1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1612-2 花輪-2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1612-3 花輪-3 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1613 三ヶ郷 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1614-1 栃原-1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1614-2 栃原-2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1615 阿久沢 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K1616-1 下小中-1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1616-2 下小中-2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1617-1 小中-1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1617-2 小中-2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1618 腰越 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1619 下小池 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1620-1 上小池-1 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1620-2 上小池-2 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1621 柱戸 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1622 八沢 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1623 東宮 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1624-1 宿-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1624-2 宿-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1625-1 向沢入-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1625-2 向沢入-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1626-1 見沢向-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1626-2 見沢向-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○
桐生 K1627 石坂 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1628-1 高橋-1 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1628-2 高橋-2 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1629-1 関守-1 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1629-2 関守-2 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1630 柏ヶ谷1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1631 平2 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1632-1 黒坂石9-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1632-2 黒坂石9-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1633 石坂1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1634-1 名越2-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1634-2 名越2-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1635 押手3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1636 見沢向1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1637 横川4 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1638 柱戸1 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1639-1 原7-1 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1639-2 原7-2 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1640 原9 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1641-1 三ヶ郷3-1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1641-2 三ヶ郷3-2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1642 大平17 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1643 栃原1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1644 三ヶ郷2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1645 荒神山 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1646 沢田 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1647 稲荷山 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1648 山際 みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1650 琴平山 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1651 堀上 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1652-1 馬見岡-1 みどり市 旧笠懸町 大字西鹿田 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1652-2 馬見岡-2 みどり市 旧笠懸町 大字西鹿田 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1653 吹上1 みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1654 清水5 みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1655 堀上1 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1656 山際イ みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1658 高津戸 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1659-1 町営住宅-A みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1659-2 町営住宅-B みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1660 戸沢 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1661-1 上桐原(A)-1 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1662-1 上桐原-1 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1662-2 上桐原-2 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○
桐生 K1663 瓜久保(A) みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1664-1 瓜久保(B)-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1664-2 瓜久保(B)-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1664-3 谷田 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1665-1 細谷戸-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1665-2 細谷戸-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1666-1 狸原-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1666-2 狸原-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1666-3 狸原-3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1667 三本木 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1668 塩原神社 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1669 塩原神社北 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1670 下の台 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1671-1 中神梅-1 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1671-2 中神梅-2 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1671-3 中神梅-3 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1671-4 中神梅-4 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K1671-5 中神梅-5 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1672 穴原 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1673-1 浅原-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1673-2 浅原-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1673-3 浅原-3 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1674 上神梅 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1675 塩沢 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1676-1 貴船神社前-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1676-2 貴船神社前-2 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1676-3 貴船神社前-3 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1677 瀬見 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1678 北原口 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1679-1 町営住宅-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1679-2 町営住宅-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1679-3 町営住宅-3 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1680-1 川面(B)-1 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1680-2 川面(B)-2 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1680-3 川面(B)-3 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1681 上の台 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1682-2 遠ノ久保-2 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1683-1 折ノ内3-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1683-2 折ノ内3-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1683-3 折ノ内3-3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1683-4 折ノ内3-4 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1683-5 折ノ内3-5 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1684 舟原2 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1685-1 寺前6-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1685-2 寺前6-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1686 浅原2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1687 塩沢12 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1688 上ノ台1 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1689-1 上ノ台2-1 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K1691-1 堤町1-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1691-2 堤町1-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1692-1 西久方町一丁目4-1 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1692-2 西久方町一丁目4-2 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1692-3 西久方町一丁目4-3 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
沼田 K1693 綱子区1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1694 綱子区2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K1695 幸知区2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
桐生 K1696 赤地1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1697-1 中島3-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1697-2 中島3-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1698 麦生小路2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1699 割田1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K1700 横山1 桐生市 相生町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
前橋 K2001 嶺町1 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2002 小坂子町1 前橋市 小坂子町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2003-1 大河原1 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2003-2 大河原2 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2003-3 大河原3 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2004-1 天神平1 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2004-2 天神平2 前橋市 旧富士見村 大字赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2005 石倉2 前橋市 旧大胡町 大字滝窪 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K2006 東沢1 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
高崎 K2007 入古屋(B) 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2008 行人塚 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2009 鼻高町(B) 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2010 鼻高町(C) 高崎市 鼻高町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2011 乗附町(B) 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2012 乗附町(C) 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2013 乗附町(D) 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2014-1 小塚1-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2014-2 小塚1-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2014-3 小塚1-3 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2015-1-1 寺尾町1-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2015-1-2 寺尾町1-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2015-2-1 寺尾町2-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2015-2-2 寺尾町2-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2017 寺尾町5 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2018-1 寺尾町6-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2019 寺尾町7 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2020 寺尾町8 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2021-1 寺尾町9-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2021-2 寺尾町9-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2022 寺尾町10 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2023-1 寺尾町11-1 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
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高崎 K2023-2 寺尾町11-2 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2024 寺尾町12 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2025 矢ヶ沢 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2026-1 十文字-1 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2026-2 十文字-2 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2026-3 十文字-3 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2027 社家町1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2028 社家町2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2029 社家町3 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2030-1 八本松1-1 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2030-2 八本松1-2 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2031 大林1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2032 上ノ原2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2033 大和田1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2034 雨堤1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2035-1 本庄1-1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2036 斉度南原1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2037 日影本庄1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2038 上神1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2039 鎧橋 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2040 菖蒲沢1 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2042-1 大林2-1 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2042-2 大林2-2 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2043 後沢1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2044 宮谷上1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2045 一五沢1 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2046 下手長1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2047 駒寄1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2048 上手長1 高崎市 旧榛名町 大字下室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2049 苧干場3 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2050 神戸2 高崎市 旧榛名町 大字神戸 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2051 岩下 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2053 元沢1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2054 元沢2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2055 権田1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2056-1 元三沢1-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2056-2 元三沢1-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2057-1 三沢1-1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2057-2 三沢1-2 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2058 唐堀1 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2059-1 長井1-1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2059-2 長井1-2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2060 高座1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2062 亀沢1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2063 亀沢2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2064 熊久保1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2065 熊久保2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2066 大島1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2067 大島2 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2068 岩下1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2070 花輪1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2072 大反1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2074 関沢1 高崎市 旧倉渕村 大字権田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2075 下道1 高崎市 旧倉渕村 大字岩氷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2076 蘭津1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2077 細入1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2078 築地1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2079-1 暖井1-1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2079-2 暖井1-2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2080 綱取1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2081 石上1 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2082 石上2→明神 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2083 猿谷2 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2084 大平13 高崎市 旧倉渕村 大字川浦 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2085 栗崎 高崎市 旧倉渕村 大字三ノ倉 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2086 上野1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2087 相間2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2088 相間3 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2089 中尾3 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2090-1 中尾4-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2090-2 中尾4-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2091-1 中郷1-1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2091-2 中郷1-2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2092 中郷2 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2093 中郷3 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2094 島山1 高崎市 旧倉渕村 大字水沼 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2095 法峰寺前 高崎市 旧箕郷町 大字西明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
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高崎 K2096-1 駒寄2-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K2096-2 駒寄2-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K2096-3 駒寄2-3 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2097 駒寄4 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2098-1 駒寄5-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2098-2 駒寄5-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K2098-3 駒寄5-3 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2099 上善地1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2100 上善地2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2101-1 上善地3-1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2101-2 上善地3-2 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2102 上善地4 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2103 荻之窪1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2104 善地1 高崎市 旧箕郷町 大字善地 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2106 中野3 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2107-1 中野4-1 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2107-2 中野4-2 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2107-3 中野4-3 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2107-4 中野4-4 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2108 中野5 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2110-1 松之沢1-1 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2110-2 松之沢1-2 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2111 滝ノ沢9 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2112 蟹沢1 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2113 蟹沢2 高崎市 旧箕郷町 大字富岡 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2114 11区南1 高崎市 旧箕郷町 大字東明屋 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2115 白川和田山1 高崎市 旧箕郷町 大字白川 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2116-1 滝ノ沢8-1 高崎市 旧箕郷町 大字白川 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2116-2 滝ノ沢8-2 高崎市 旧箕郷町 大字白川 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
渋川 K2117 祖母島3 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2118 祖母島4 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2119 上村2 渋川市 川島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2120 御蔭(C) 渋川市 御蔭 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2121 明保野1 渋川市 明保野 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2122 西浦1 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2123 行幸田4 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2124-1 行幸田5-1 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2124-2 行幸田5-2 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2125-1 東山1-1 渋川市 旧北橘村 分郷八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K2125-2 東山1-2 渋川市 旧北橘村 分郷八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2126 八崎1 渋川市 旧北橘村 八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2127 真壁1 渋川市 旧北橘村 真壁 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2128-1 藤木1-1 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2128-2 藤木1-2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2128-3 藤木1-3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2129 狩野々2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2130 津久田1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2131 津久田2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2132 卒立1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2133 卒立2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2134 敷島1 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2135 敷島2 渋川市 旧赤城村 敷島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2136 北1 渋川市 旧赤城村 宮田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2137 舟戸1 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2138 棚下1 渋川市 旧赤城村 棚下 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2139-1 棚下2-1 渋川市 旧赤城村 棚下 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2139-2 棚下2-2 渋川市 旧赤城村 棚下 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2140 舟戸2 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2141-1 舟戸3-1 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2141-2 舟戸3-2 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2142-1 夏保1-1 渋川市 横堀 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2142-2 夏保1-2 渋川市 横堀 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2143 加生2 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2144 加生3 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2145 加生4 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2146 桜ノ木1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2147 暮沢1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2148 桜ノ木2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2149 上組西1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2152 暮沢2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2153 暮沢3 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2154-1 暮沢4-1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2154-2 暮沢4-2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2155 大淵3 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2156 大淵4 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2157 子麓1 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2158-1 原-1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
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渋川 K2158-2 原-2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2159 谷ノ口2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2160 谷ノ口3 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2161-1 谷ノ口4-1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2161-2 谷ノ口4-2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2162 榎平1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2163 榎平2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2164 堀の内1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2165-1 伊久保A-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2165-2 伊久保A-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2165-3 伊久保A-3 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2166 甲里1 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2167 甲里2 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2168 甲里3 渋川市 旧小野上村 村上 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2169-1 上小野子B-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2169-2 上小野子B-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2170 北の谷戸A 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2171-1 北の谷戸B-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2171-2 北の谷戸B-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2172-1 小野子A-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2172-2 小野子A-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2173-1 小野子B-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2173-2 小野子B-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2174 平沢1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2175-1 関口A-1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2175-2 関口A-2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2176 中小野子1 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2177 中小野子2 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2178 木の間B 渋川市 旧小野上村 小野子 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K2180 一つ穴2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2181-1 荻-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2181-2 荻-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2182 坂野1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2183 坂野2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2184 鹿島1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2185 鹿島3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2186 鹿島4 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2187 鹿島5 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2188 鹿島6 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2189 鹿島7 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2190 馬渡戸1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2191-1 尾根1-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2191-2 尾根1-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2192 尾根2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2193 細谷戸1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2194 細谷戸2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2195 田本1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2196 田本2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2197 小柏3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2198 小柏4 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2199 小柏5 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2200 小柏6 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2202 小柏8 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2204-1 大谷1-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2204-2 大谷1-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2205-1 大谷2-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2205-2 大谷2-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2205-3 大谷2-3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2207-1 奥ノ反2-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2207-2 奥ノ反2-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2208 奥ノ反3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2209 上平6 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2210 上平7 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2212-1 上平9-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2212-2 上平9-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2212-3 上平9-3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2213 上平10 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2214 上平11 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2215 上平13 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2216-1 奈良山1-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2216-2 奈良山1-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2217 奈良山3 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2218-1 名無村3-1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2218-2 名無村3-2 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2219 名無村4 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2220 名無村6 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2221 名無村7 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
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藤岡 K2222 名無村10 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2223 会場1 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2224-1 駒留2-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2224-2 駒留2-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2225-1 芝平1-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2225-2 芝平1-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2225-3 芝平1-3 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2226 芝平2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2227 岡本5 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2228 岡本6 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2229 猪之山1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2230 塩平3 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2231 中倉1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2232-1 中倉2-1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2232-2 中倉2-2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2233 鈩沢1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2234 猪之田1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2236 大平1 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2237 大平2 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2238 金井1 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2239 金井2 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2240 江木1 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2241 江木2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2243 馬渡戸2 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2244-1 三本木1-1 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2244-2 三本木1-2 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2245 三本木2 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2246-1 三本木3-1 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2246-2 三本木3-2 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2247 三本木4 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2248 三本木5 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2249 三本木6 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2250 三本木7 藤岡市 三本木 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2252 寺山3 藤岡市 神田 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2253 寺山4 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2254 東平井1 藤岡市 東平井 H31.4.16 99 急傾斜 ○
藤岡 K2256 東平井3 藤岡市 東平井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2257 南町1 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2258 山崎町1 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2259 山崎町2 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2260 山崎町3 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2261 山崎町4 藤岡市 藤岡 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2262 牛田1 藤岡市 神田 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2263 緑埜1 藤岡市 緑埜 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2264 西平井1 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2265 西平井2 藤岡市 西平井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2266 高山1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2267 高山中1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2268-1 高山中2-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2268-2 高山中2-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2269 高山中3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2270 高山中4 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2271 高山中5 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2272 高山下組1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2273 高山下組2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2274 高山下組3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2275 椚山1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2276-1 椚山2-1 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2276-2 椚山2-2 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2276-3 椚山2-3 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2277 椚山4 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2278 鬼石町1 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2279-1 保美1-1 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2279-2 保美1-2 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2279-3 保美1-3 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2280 保美2 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2281 保美3 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2282 保美4 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2283 保美5 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2284-1 日向8-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2284-2 日向8-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2285-1 日向9-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2285-2 日向9-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2285-3 日向9-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2286 日向10 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2287 細尾1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2288 日向11 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
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藤岡 K2289 大内平2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2290 大内平6 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2291 雲尾1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2292 琴辻1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2293 平滑1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2294 南郷2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2295 塩沢25 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2296 大沢4 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2297 大沢5 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2298 大沢6 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2299 下三波川3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2300 月吉1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2301 月吉2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2302 金井3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2303-1 上妹ヶ谷1-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2303-2 上妹ヶ谷1-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2304 下妹ヶ谷1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2305 下妹ヶ谷2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2306 竹ノ谷戸1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2307 竹ノ谷戸2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2308-1 千ノ沢1-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2308-2 千ノ沢1-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2308-3 千ノ沢1-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2309-1 千ノ沢2-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2309-2 千ノ沢2-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2309-3 千ノ沢2-3 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2310-1 千ノ沢3-1 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2310-2 千ノ沢3-2 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2311-1 八木沢2-1 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2311-2 八木沢2-2 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2312 平7 藤岡市 旧鬼石町 浄法寺 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2313 法久1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2314 法久3 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2315 法久4 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2316 法久5 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2317 法久6 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2318-1 扇屋1-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2318-2 扇屋1-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2319-1 扇屋2-1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2319-2 扇屋2-2 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2320 扇屋3 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2321 扇屋4 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2322 元坂原1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2323 露久保1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2324 南1 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2325 諏訪1 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2326 諏訪2 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2327 諏訪4 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2328 諏訪5 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2329-1 宮本1-1 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2329-2 宮本1-2 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2329-3 宮本1-3 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2330-1 根際1-1 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2330-2 根際1-2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2331 根際2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2332-1 下久保2-1 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2332-2 下久保2-2 藤岡市 旧鬼石町 譲原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2333-1 下久保3-1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2333-2 下久保3-2 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2333-3 下久保3-3 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2334-1 下久保1-1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2334-2 下久保1-2 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2335 坂本1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2336-1 犬目1-1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2336-2 犬目1-2 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○
藤岡 K2337 犬目2 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2338 前野1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2339 保美濃山1 藤岡市 旧鬼石町 保美濃山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
高崎 K2340 石神 高崎市 旧吉井町 大字石神 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2341 樋ノ沢1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2342 樋ノ沢3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2343 大平9 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2344 屋室1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2345 屋室2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2346-1 長坂2-1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2346-2 長坂2-2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2347 長坂3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
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高崎 K2348-1 西ノ入1-1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2348-2 西ノ入1-2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2348-3 西ノ入1-3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2349 西ノ入2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2350-1 足沢深山1-1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2350-2 足沢深山1-2 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2351 足沢深山2 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2352 足沢深山3 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2353 足沢中谷1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2354 久保4 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2355 森上 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2356 根岸1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2357-1 九台1-1 高崎市 旧吉井町 大字下奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2357-2 九台1-2 高崎市 旧吉井町 大字下奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2358 宝姓寺1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2359 宝姓寺2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2360 細田1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2361 細田2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2362 西平1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2363 西平2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2364 馬場1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2365 坂口2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2366-1 坂口3-1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2366-2 坂口3-2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2367-1 坂口5-1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2367-2 坂口5-2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2368 大谷1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2369-1 大谷2-1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2369-2 大谷2-2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2370 中林1 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2371 中林2 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2372 中林4 高崎市 旧吉井町 大字馬庭 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2373 釜石1 高崎市 旧吉井町 東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2374 寺平1 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2375 宿6 高崎市 旧吉井町 大字長根 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2376 中塩1 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2377 上塩1 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2378 神戸3 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2379 落合1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2380 釜久保1 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2381 新屋敷1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2382 大沢2 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2383 大沢3 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2384 向山1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2385 河原1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2386 船場1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2387 新屋敷2 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2388 西組1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2389 山下1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2390 塩坂1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2391 赤谷9 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2392 八幡前1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2393 八幡前2 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2397-1 天久保2-1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2397-2 天久保2-2 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2398 奥ノ宮2 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2399 森ノ前2 高崎市 旧吉井町 大字東谷 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2400 中越沢1 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2401 日向1 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K2402 細田3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2403-1 椹森1-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2403-2 椹森1-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2404-1 椹森2-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2404-2 椹森2-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2404-3 椹森2-3 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2405 椹森3 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2406 椹森4 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2407 白石2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2408 白石3 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2409 白石4 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2410 西6 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2411-1 西7-1 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2411-2 西7-2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2412 高塩2 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2413 高塩3 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2414 高八木1 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2415 大平登1 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
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藤岡 K2416 柏木1 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2417 柏木2 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2418 坂井1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2419 飯島1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2420 飯島2 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2421 戸野1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2422 生利1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2423-1 生利2-1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2423-2 生利2-2 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2424 万場1 多野郡 神流町 大字森戸 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2425 万場2 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2426 万場3 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○
藤岡 K2427 万場4 多野郡 神流町 大字万場 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2428 西塩沢1 多野郡 神流町 大字塩沢 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2429 黒田1 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2430 西畑1 多野郡 神流町 大字黒田 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2431 坂井2 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2432 坂井3 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2433 古田1 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2434 古田2 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2435 大井戸1 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2436 大井戸2 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2437 大井戸3 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2438 高塩5 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2439-1 古田1-1 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2439-2 古田1-2 多野郡 神流町 大字小平 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2440 相原1 多野郡 神流町 大字相原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2441 相原2 多野郡 神流町 大字相原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2442 築子下1 多野郡 神流町 大字相原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2443 青梨1 多野郡 神流町 大字青梨 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2444 大寄2 多野郡 神流町 大字柏木 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2445 元地1 多野郡 神流町 大字生利 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2446 白石6 多野郡 神流町 大字船子 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2447 橋倉1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2448 橋倉3 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2449 橋倉4 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2450 尾附1 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2451 横古1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2452 横古2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2453 横古3 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2454-1 中郷2-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2454-2 中郷2-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2455-1 宮地2-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2455-2 宮地2-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2456-1 井田1-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2456-2 井田1-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2457-1 坊桜井1-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2457-2 坊桜井1-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2458 宮越1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2459-1 下小越1-1 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2459-2 下小越1-2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2460 下小越2 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2461 下小越3 多野郡 神流町 大字魚尾 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2462 持倉1 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2463 間物2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2464 間物4 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2465 間物7 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2466 間物8 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2467 間物9 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2469 明家2 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2471 三津川3 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2472 神ヶ原4 多野郡 神流町 大字神ケ原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2474 平原3 多野郡 神流町 大字平原 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2475 尾附3 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2476-1 尾附4-1 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2476-2 尾附4-2 多野郡 神流町 大字尾附 H31.4.16 101 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2477 塩之沢2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2478-1 塩之沢3-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2478-2 塩之沢3-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2479 塩之沢4 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2480 塩之沢5 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2481-1 塩之沢6-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2481-2 塩之沢6-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2482 塩之沢7 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2484 塩之沢10 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2485-1 黒川4-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2485-2 黒川4-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
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藤岡 K2486-1 黒川5-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2486-2 黒川5-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2487-1 黒川7-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2487-2 黒川7-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2487-3 黒川7-3 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2488-1 黒川8-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2488-2 黒川8-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2489 黒川9 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2490 黒川10 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2491-1 堂所1-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2491-2 堂所1-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2492-1 堂所3-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2492-2 堂所3-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2493 堂所4 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2494 楢沢1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2495 楢沢2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2496 楢沢3 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2497 向山 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2498-1 住居附1-1 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2498-2 住居附1-2 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2499 住居附3 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2501 住居附5 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2503 乙父2 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2504 乙父3 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2505 乙父6 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2506 乙父8 多野郡 上野村 大字乙父 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2507 小春2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2508 三岐1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2509 浜平1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2510 浜平2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2511 浜平3 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2512 浜平4 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2514-1 中之沢3-1 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2514-2 中之沢3-2 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2515 中之沢4 多野郡 上野村 大字楢原 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2516 乙母1 多野郡 上野村 大字乙母 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2517-1 野栗2-1 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2517-2 野栗2-2 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2518 野栗3 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2519 野栗4 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2520 野栗5 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2521 野栗6 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2522 野栗7 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2523 野栗8 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2524 野栗9 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2525 向屋1 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2526 乙母2 多野郡 上野村 大字乙母 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2527 野栗10 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2528 野栗11 多野郡 上野村 大字新羽 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2529 胡桃平1 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2530 胡桃平3 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2531 胡桃平4 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2532-1 胡桃平5-1 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2532-2 胡桃平5-2 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2532-3 胡桃平5-3 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2533-1 胡桃平6-1 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2533-2 胡桃平6-2 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2536 胡桃平9 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2537 胡桃平10 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2539 胡桃平12 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
藤岡 K2541 胡桃平15 多野郡 上野村 大字野栗沢 H31.4.16 100 急傾斜 ○ ○
富岡 K2542-1 打越1-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2542-2 打越1-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2543 上黒岩1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2544-1 上黒岩2-1 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2544-2 上黒岩2-2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2545 上黒岩3 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2546 上黒岩4 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2547 上黒岩6 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2548 宇田1 富岡市 宇田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2549 黒川2 富岡市 黒川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2550 ミスノ上1 富岡市 下丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2551 下丹生1 富岡市 下丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2552 小屋敷1 富岡市 上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2553 上丹生1 富岡市 上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2554 上丹生2 富岡市 上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2555 上丹生3 富岡市 大字上丹生 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2556-1 原14-1 富岡市 原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2556-2 原14-2 富岡市 原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2557 原15 富岡市 原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2558 原17 富岡市 原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2559-1 坂1-1 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2559-2 坂1-2 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2560-1 坂2-1 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2560-2 坂2-2 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2561 蕨1 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2562 蕨3 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2563 根古屋3 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2564 根古屋4 富岡市 蕨 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2565 下黒岩1 富岡市 下黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2566 小桑原1 富岡市 小野 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2567 小桑原4 富岡市 小野 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2568 桑原1 富岡市 小野 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2569 桑原3 富岡市 桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2570 相野田1 富岡市 相野田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2571 相野田2 富岡市 相野田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2572 相野田3 富岡市 相野田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2573 藤木1 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2574 藤木3 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2575 藤木4 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2576-1 藤木5-1 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2576-2 藤木5-2 富岡市 藤木 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2577 下高尾1 富岡市 下高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2578 下高尾4 富岡市 下高尾 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2579 宮本2 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2580 君川2 富岡市 君川 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2581 星田1 富岡市 星田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2582 後賀1 富岡市 後賀 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2583 後賀2 富岡市 後賀 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2584 梅沢2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2585 千平2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2586 東1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2587-1 南蛇井1-1 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2587-2 南蛇井1-2 富岡市 南蛇井 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2588 井出1 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2589 日向13 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2590 中沢5 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2591 中沢6 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2592 中沢7 富岡市 中沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2593 蚊沼1 富岡市 蚊沼 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2594 蚊沼2 富岡市 蚊沼 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2595 明戸1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2596 明戸2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2597-1 明戸3-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2597-2 明戸3-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2598 本村1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2599 虻田1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2600-1 三ツ屋1-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2600-2 三ツ屋1-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2600-3 三ツ屋1-3 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2601 下福寺1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2602 上八木連1 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2603 上八木連2 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2604 大久保14 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2605 上村1 富岡市 旧妙義町 大字古立 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2606-1 日向1-1 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2606-2 日向1-2 富岡市 旧妙義町 大字大牛 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2607-1 行沢5-1 富岡市 旧妙義町 大字行沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2607-2 行沢5-2 富岡市 旧妙義町 大字行沢 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2608 尾崎1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2609 尾崎2 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2610 打越2 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2611 打越3 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2612 宿3 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2613 町1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2614 川後石1 富岡市 旧妙義町 大字菅原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K2616 瀬成1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2617-1 瀬成2-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2617-2 瀬成2-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2617-3 瀬成2-3 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2618 黒川11 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2619 黒川12 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2620 黒川13 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2621 小出屋1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2622 小出屋2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2623 中野7 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2624 中野8 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2625-1 中野9-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2625-2 中野9-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2625-3 中野9-3 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2626-1 半弓1-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2626-2 半弓1-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2627 半弓2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2628 赤岩1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2629 滑岩1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2630 滑岩3 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2631-1 滑岩4-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2631-2 滑岩4-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2632 滑岩5 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2633 四ツ本3 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2634 松倉1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2635 松倉2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2636 入1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2637 漆萱1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2638 漆萱2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2639 漆萱3 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2640 漆萱4 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2641 漆萱5 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2642-1 萱倉1-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2642-2 萱倉1-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2643-1 小平3-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2643-2 小平3-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2644 初島屋1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2645 瀬成3 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2646 瀬成4 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2647 瀬成5 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2648 芝沢1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2649-1 芝沢3-1 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2649-2 芝沢3-2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2650 芝沢4 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2651-1 中丸1-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2651-2 中丸1-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2652 中丸2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2653-1 中丸3-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2653-2 中丸3-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2653-3 中丸3-3 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2654 深山1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2655-1 深山2-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2655-2 深山2-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2656 清水沢2 甘楽郡 下仁田町 大字西野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2657-1 中平1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2657-2 中平2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2658 中平3 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2659 芦ノ平1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2660 東平1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2661 東平2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2662 相沢1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2663 相沢2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2664-1 相沢3-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2664-2 相沢3-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2665 相沢4 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2666-1 相沢6 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2666-2 相沢7 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2667 相沢8 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2668-1 白井平1-1 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2668-2 白井平1-2 甘楽郡 下仁田町 大字南野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2669 本宿4 甘楽郡 下仁田町 大字本宿 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2670-1 坂詰1-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2670-2 坂詰1-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2671 坂詰2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2672-1 馬居沢1-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2672-2 馬居沢1-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2672-3 馬居沢1-3 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2674-1 馬居沢6-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2674-2 馬居沢6-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2674-3 馬居沢6-3 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2675-1 馬居沢7-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2675-2 馬居沢7-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2676-1 馬居沢9-1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2676-2 馬居沢9-2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2677 馬居沢10 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2678 馬居沢11 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2679 山口7 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2680 山口8 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2681 大平23 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2682 大平24 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2683 大平25 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2684 大平27 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2685 大平28 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2686 藤井1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2687 小河原1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2688 小河原2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2689 落沢1 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2690 落沢2 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2691 落沢3 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2692 落沢4 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2693 落沢5 甘楽郡 下仁田町 大字東野牧 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2694 虻田2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2695-1 虻田3-1 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2695-2 虻田3-2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2696 虻田4 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2698 ニ岩1 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2699 ニ岩2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2700 ニ岩3 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2701 二岩4 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2702 ニ岩5 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2703 ニ岩6 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2704 滑1 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2705 滑2 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2706 滑3 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2707 柿岩1 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2708-1 山際1-1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2708-2 山際1-2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2709-1 田中6-1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2709-2 田中6-2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2710 田中7 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2711 田中8 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2712 森沢2 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2713 森沢3 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2715 中村5 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2716 中村6 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2717 中村7 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2718 中村8 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2719 中村10 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2720 中村11 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2721 中村12 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2722 松倉3 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2723-1 上小坂2-1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2723-2 上小坂2-2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2724 四ツ本4 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2725 四ツ本5 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2726 四ツ本6 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2727-1 四ツ本7-1 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2727-2 四ツ本7-2 甘楽郡 下仁田町 大字上小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2728 湯前1 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2729 湯前3 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2730-1 小北野1-1 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2730-2 小北野1-2 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2730-3 小北野1-3 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2731 小北野1B 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2732 小北野2 甘楽郡 下仁田町 大字川井 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2733 小北野3 甘楽郡 下仁田町 大字大桑原 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-1 漆原2-1 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-2 漆原3 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-3 漆原2-2 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-4 漆原2-3 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-5 漆原2-4 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2734-6 漆原2-5 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2735-1 漆原4-1 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2735-2 漆原4-2 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2736 漆原5 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2737 漆原6 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2738 漆原7 甘楽郡 下仁田町 大字下郷 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2739 宮室1 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2740 宮室3 甘楽郡 下仁田町 大字宮室 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2741 風口1 甘楽郡 下仁田町 大字大桑原 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2742-1 大北野1-1 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2742-2 大北野1-2 甘楽郡 下仁田町 大字風口 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2743 大畑1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2744-1 清水1-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2744-2 清水1-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2745-1 土谷沢1-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2747 土谷沢5 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2748 土谷沢6 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2749 土谷沢7 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2750 土谷沢8 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2751 土谷沢9 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2752 土谷沢10 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2753-1 桑本1-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2753-2 桑本1-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2753-3 桑本1-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2754 桑本2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2755 桑本3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2756 桑本4 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2757 小河原1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2758 峯大石1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2759 峯大石2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2760 峯大石4 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2761 赤谷4 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2762 赤谷5 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2763 赤谷6 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2764 赤谷7 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2765-1 七久保1-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2765-2 七久保1-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2766 七久保2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2767 七久保3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2768-1 青倉1-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○
富岡 K2768-2 青倉1-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2768-3 青倉1-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2768-4 青倉1-4 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2769 青倉2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2770-1 鷹ノ巣1-1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2770-2 鷹ノ巣1-2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2771-1 鷹ノ巣2-1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2771-2 鷹ノ巣2-2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2772 下栗山1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2773 上栗山3 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2774 上栗山4 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2775 上栗山5 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2776 高倉1 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2777 高倉2 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2778 高倉3 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2779 高倉4 甘楽郡 下仁田町 大字栗山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2780 千沢1 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2781-1 岩山1-1 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2781-2 岩山1-2 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2782 下吉崎1 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2783 下吉崎2 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2784 安楽地1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2785 安楽地2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2786 横瀬1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2787 上横瀬1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2788 下蒔田1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2789 下蒔田2 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2790 上鎌田1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2791-1 上鎌田2-1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2791-2 上鎌田2-1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2792 上鎌田4 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2793 諸沢3 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2794 諸沢4 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2795 石淵1 甘楽郡 下仁田町 大字馬山 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2796 桑本5 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2797 桑本6 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2798 七久保7 甘楽郡 下仁田町 大字平原 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2799-1 七久保4-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2799-2 七久保4-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2799-3 七久保4-3 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2800 七久保5 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2801-1 七久保6-1 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2801-2 七久保6-2 甘楽郡 下仁田町 大字青倉 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2802 大境1 甘楽郡 下仁田町 大字下小坂 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2803-1 大境2-1 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2803-2 大境2-2 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2804 大境3 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K2805 東町2 甘楽郡 下仁田町 大字下仁田 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2806-1 線ヶ滝-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2806-2 線ヶ滝-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2806-3 線ヶ滝-3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2807-1 星尾川端-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2807-2 星尾川端-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2807-3 星尾川端-3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2808-1 下星尾下-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2808-2 下星尾下-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2809 山仲 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2810 下高原1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2811 下高原2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2812 下高原4 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2813 黒滝1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2814 黒滝2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2815 小塩沢10 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2816-1 黒滝4-1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2816-2 黒滝4-2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2817-1 黒滝5-1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2817-2 黒滝5-2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2817-3 黒滝5-3 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2818 小塩沢1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2819 小塩沢2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2820 小塩沢5 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2821 小塩沢6 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2822 小塩沢8 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2823 小塩沢9 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2825 大久保7 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2826 大久保8 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2828 塩沢14 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2829 塩沢15 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2830 塩沢16 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2831 塩沢17 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2832-1 塩沢18-1 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2832-2 塩沢18-2 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2833 塩沢19 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2834 塩沢20 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2835 塩沢21 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2836 塩沢22 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2837 塩沢23 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2838 塩沢24 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2839-1 野々上2-1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2839-2 野々上2-2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2839-3 野々上2-3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2839-4 野々上2-4 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2840 大久保3 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2841 大久保4 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2842 大久保6 甘楽郡 南牧村 大字大塩沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2843 千原1 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2844-1 千原2-1 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2844-2 千原2-2 甘楽郡 南牧村 大字千原 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2845 上底瀬1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2846-1 上底瀬2-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2846-2 上底瀬2-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2850 六車1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2852 下底瀬下4 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2854 下底瀬下5 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2855 下底瀬下6 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2856 六車9 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2857 六車10 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2859-1 山仲1-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2859-2 山仲1-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2862 山仲5 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2866 蓼沼2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2867 中棚2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2868 中棚3 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2869-1 下星尾1-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2869-2 下星尾1-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2871-1 下星尾2-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2871-2 下星尾2-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2872-1 道場1-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2872-2 道場1-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2873 道場2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2875 道場3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2876 道場4 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2877-1 小倉2-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2878 小倉3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2879 小倉4 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
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富岡 K2880 小倉5 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2881-1 仲庭1-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2881-2 仲庭1-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2882 仲庭2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2884-1 大上1-1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2884-2 大上1-2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2885 大上3 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2886 大上2 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2887 大上下 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2889 下星尾4 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2890 星尾1 甘楽郡 南牧村 大字星尾 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2892 日影15 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2893-1 日影16-1 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2893-2 日影16-2 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2894-1 日影-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2894-2 日影-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2895-1 羽根沢2-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2896 羽根沢3 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2897 勧能 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2898-1 馬坂1-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2898-2 馬坂1-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2899-1 馬坂2-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2899-2 馬坂2-2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2900-1 馬坂3-1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2901 勧能2 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2902 久保2 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2904 久保3 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2905 日向2 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2906 日向3 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2907 日向4 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2908 日向5 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2909 熊倉1 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2910 熊倉2 甘楽郡 南牧村 大字熊倉 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2911 中ノ萱1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2912 中ノ萱2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2913-1 中ノ萱3-1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2913-2 中ノ萱3-2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2913-3 中ノ萱3-3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2914 下叶屋2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2915 下叶屋3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2916-1 上叶屋2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2916-2 上叶屋3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2917 上叶屋4 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2918-1 小沢峯2-1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2918-2 小沢峯2-2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2918-3 小沢峯2-3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2919 小沢峯3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2920-1 日影2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2920-2 日影1 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2921 日影3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2922 日影4 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2923 日向2 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2924 日向3 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2925 日向4 甘楽郡 南牧村 大字小沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2926 勧能3 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2927 羽沢 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2928 羽根沢1 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2929 砥沢1 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2930 砥沢4 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2932 雨沢2 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2933 日向雨沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2934 日影雨沢 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2935 門札1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2936 大日向1 甘楽郡 南牧村 大字大日向 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2937 雨沢1 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2938-1 久保-1 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2938-2 久保-2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2939 落合 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2940-1 奧ノ萱2-1 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2940-2 奧ノ萱2-2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2941 落合 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2942 久保2 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2943 萱1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2944 萱2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2945 沢3 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2946-1 堂所5-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2946-2 堂所5-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

富岡 K2947 堂所7 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2948 堂所9 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2949 堂所10 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2950 沢1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2951 沢2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2952 大倉1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2953 大倉2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2954 大倉3 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2955 大倉4 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2956 大倉5 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2957 大倉6 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2958 沢 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2959 大倉8 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2960 根草1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2961 根草2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2962 根草3 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2963 根草4 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2964-1 大入道1-1 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2964-2 大入道1-2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2965 大入道2 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2966 大入道3 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2967 大入道4 甘楽郡 南牧村 大字檜沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2968 片瀬 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2969 千原3 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2970 千原4 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2971-1 東磐戸-1 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2971-2 東磐戸-2 甘楽郡 南牧村 大字磐戸 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2972-1 西大久保1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2972-2 西大久保2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2973 二ツ石 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2974 沼久保 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2975 河振 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2976 馬坂4 甘楽郡 南牧村 大字羽沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2977 谷ノ口1 甘楽郡 南牧村 大字砥沢 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2978-1 沼久保1-1 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2978-2 沼久保1-2 甘楽郡 南牧村 大字六車 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K2979 御宮沢A 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2980 来波4 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2981 日向 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2982 竹ノ内 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2983 恩田1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2984 中沢1 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2985 中沢2 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2986 中沢3 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2987 永州4 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2988-1 永州2 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2988-2 永州3 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2989-1 萩宮1 甘楽郡 甘楽町 大字善慶寺 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2989-2 萩宮2 甘楽郡 甘楽町 大字善慶寺 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2990-1 枇杷の沢1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2990-2 枇杷の沢2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2990-3 枇杷の沢3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2991-1 荻の久保1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2991-2 荻の久保2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2991-3 荻の久保3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2991-4 荻の久保4 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2992-1 峯2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2992-2 峯3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2993 角崎2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2994-1 西梅の木平1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2994-2 西梅の木平2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2995-2 裏根-3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2996 裏根-4 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2997-1 北下沢1-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2997-2 北下沢1-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2998 北下沢2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K2999 片角 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3000-1 西梅の木平3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3000-2 森戸 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3001 赤谷戸1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3002-1 中郷1-1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3002-2 中郷1-2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3002-3 御宮沢B 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3003 稲荷前 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3004 下引田1 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3005 下引田2 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3006-1 平石1 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○

- 180 -



（92/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

富岡 K3006-2 平石2 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3007 堂ノ入1 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3008 黒渕 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3009 下鳥屋 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3010 上ノ場 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3011 前河原1 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3012 前河原2 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3013 中入 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3014-1 浜井場1 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3014-2 浜井場2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3015 上鳥屋1 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3016-1 堀沢1-1 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3016-2 堀沢1-2 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3016-3 堀沢1-3 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K3017 中沢イ 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
安中 K3018 磯部久保 安中市 磯部 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3019-1 恵宝沢-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3019-2 恵宝沢-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3020 長源寺1 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3021 長源寺2 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3022 広田1 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3023-1 甲堀之内1-1 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3023-2 甲堀之内1-2 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3023-3 甲堀之内1-3 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3024 久保11 安中市 中後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3025 大吹1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3026-1 平間2-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3026-2 平間2-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3028-1 般若沢1-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3028-2 般若沢1-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3029 般若沢2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3030-1 下り貝1-1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3030-2 下り貝1-2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3031 大石1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3032-1 滝ノ入1 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3032-2 滝ノ入2 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3033 滝ノ入3 安中市 西上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3034 久保13 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3035 苅稲1 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3036 苅稲3 安中市 東上秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3037-1 熊谷1-1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3037-2 熊谷1-2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3038 樫山1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3039 樫山2 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3040 三角1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3041 蛇喰1 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3042-1 宮ノ入1-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3042-2 宮ノ入1-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3043-1 宮ノ入2-1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3043-2 宮ノ入2-2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3044 山王1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3045 八重巻1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3046 相水1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3048 吉ヶ谷津2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3049 吉ヶ谷津3 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3050 立石2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3051 八重巻2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3052 一台堂1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3053 一台堂2 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3054 一台堂3 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3056 広田3 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3057 広田4 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3059 広町1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3060 東平1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3061 寺山1 安中市 下秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3062-1 池田2-1 安中市 大竹 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3062-2 池田2-2 安中市 大竹 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3063 栗山1 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3064 栗山2 安中市 大谷 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3065 仲居1 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3066 大上サ2 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3067-1 下名山1-1 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3067-2 下名山1-2 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3068 城山2 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3069 城山3 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3070-1 久保14-1 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3070-2 久保14-2 安中市 簗瀬 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○

- 181 -



（93/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

安中 K3071 仲原1 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3072 磯部二丁目1 安中市 東上磯部 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3073 上間仁田1 安中市 上間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3074-1 下間仁田1-1 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3074-2 下間仁田1-2 安中市 下間仁田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3076-1 柏木3-1 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3076-2 柏木3-2 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3077 道々巻1 安中市 中宿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3078 西1 安中市 岩井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3079 水谷1 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3080 姉妹畑1 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3081 大平18 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3082 蟹澤1 安中市 旧松井田町 原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3083 箕輪久保1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3084 木馬瀬1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3085 板ヶ沢1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3086 熊ノ谷1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3087 熊ノ谷2 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3088 熊ノ谷3 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3089 長久保1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3090 浅谷1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3091 淵ノ上1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3092 筒中 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3093 室木1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3094 下細ノ原1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3095 立道1 安中市 旧松井田町 上増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3096 笠張1 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3097 赤坂1 安中市 旧松井田町 下増田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3098 滝下 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3099 宮沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3101-1 蟹沢 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3101-2 萩貝戸2 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3103 鍛冶屋村 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3104 栗屋沢1 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3105-1 灘田1-1 安中市 旧松井田町 原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3105-2 灘田1-2 安中市 旧松井田町 原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3106 新井2 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3107 新井3 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3108 新井5 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3109 新井6 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3110 小柏1 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3111 小柏2 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3112 恩賀1 安中市 旧松井田町 西野牧 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3113-1 山岸1-1 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3113-2 山岸1-2 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3114-1 中ノ滝1-1 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3114-2 中ノ滝1-2 安中市 旧松井田町 五料 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3115 上本町2 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3116-1 城山1-1 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3116-2 城山1-2 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3117 立ヶ堀1 安中市 旧松井田町 新堀 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3118 名山1 安中市 旧松井田町 国衙 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3119 西見寺1 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3120 養地 安中市 旧松井田町 新井 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3122 日向12 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3123 呼坂1 安中市 旧松井田町 高梨子 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3124 小日向 安中市 旧松井田町 小日向 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3125 中瀬1 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3126 稲荷1 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3127 稲荷2 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K3128 鳥留1 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K3129-1 細尾-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3129-2 細尾-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3130 大岩2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3131 大岩3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3132 上反下1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3133 上反下2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3134 上反下3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3135 下反下1(Ⅱ) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3136 下反下2A 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3137 牧場1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3140 秋鹿1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3141 秋鹿2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3142 秋鹿4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3143 四万湯原1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3144 渡戸3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3145 二夕井1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3146 殿界戸1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3147 下反下2B 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3148 下反下3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3149-1 下反下4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3149-2 下反下4-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3150-1 下反下5-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3150-2 下反下5-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3151-1 下反下6-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3151-2 下反下6-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3151-3 下反下6-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3151-4 下反下6-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3152 久森1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3153-1 久森2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3153-2 久森2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3154 久森3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3155 寺社原1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3156 菅田1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3157 菅田3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3158-1 沢渡1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3158-2 沢渡1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3159 沢渡2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3160 古座部1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3161-1 古座部2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3161-2 古座部2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3162-1 古座部3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3162-2 古座部3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3162-3 古座部3-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3163 湯原1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3164 伊賀野1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3165 伊賀野2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3166-1 新田4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3166-2 新田4-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3166-3 新田4-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3166-4 新田4-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3167 金原1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3168-1 金原2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3168-2 金原2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3169 金原3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3170 金原4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3171 金原5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3172 中組2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3173 高沼1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3174 高沼2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3175 湯原2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3176 門野1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3177-1 門野2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3177-2 門野2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3178 加性1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3179 加性2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3180-1 加性3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3180-2 加性3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3180-3 加性3-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3181-1 加性4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3181-2 加性4-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3182-1 大竹1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3182-2 大竹1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3183-1 大竹2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3184 清水11 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3185 清水12 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3186 清水13 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3187 清水14 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3188 下山田3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3189 下山田4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3190 下山田5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3191 下山田6 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3192 下山田7 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3193 下山田8 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3194 上折田3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3195 上折田4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3196 日影10 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3197 中折田2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3199 下折田1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3200 十二原1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3201-1 十二原3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3201-2 十二原3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3201-3 十二原3-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3202 十二原4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3203 十二原5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3204-1 喋石1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3204-2 喋石1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3204-3 喋石1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3205-1 喋石2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3205-2 喋石2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3206 喋石3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3207 竹の越1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3208-1 原1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3208-2 原1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3209 原2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3210 原3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3211 原4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3212 馬滑1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3213-1 新田1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3213-2 新田1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3214-1 油沢1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3214-2 油沢1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3215-1 油沢2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3215-2 油沢2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○
中之条 K3216-1 油沢3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3216-2 油沢3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3217 行沢1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3218 行沢2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3219 行沢3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3220-2 久保貝戸1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3220-3 久保貝戸1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3221-1 久保貝戸2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3221-2 久保貝戸2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3222-1 久保貝戸3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3222-2 久保貝戸3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3223 久保貝戸4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3224 久保貝戸5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3225 久保貝戸6 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3226 貫坂1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3227 貫坂2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3228 貫坂3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3229 矢場1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3230-1 長坂1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3230-2 長坂1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大道 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3233 小池3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3234-1 蟻川1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3234-2 蟻川1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3236 蟻川3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3237-1 蟻川4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3237-2 蟻川4-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3238-1 蟻川5-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3238-2 蟻川5-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3239 蟻川6 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3240 大亀1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3241 大亀2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3242 綿戸1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字蟻川 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3247-1 久保9-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3247-2 久保9-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3248 久保10 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3249-1 柴本1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3249-2 柴本1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3250-1 柴本2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3250-2 柴本2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○
中之条 K3251-1 成田1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3251-2 成田1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3252 日影11 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3253-1 中村13-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3253-2 中村13-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3254 産石1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3255 親都1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3256-1 衰原1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3257 衰原2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3258-1 名沢1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3258-2 名沢1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3258-3 名沢1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3258-4 名沢1-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3258-5 名沢1-5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3259-1 名沢2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3259-2 名沢2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3260 馬込1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3261-1 大久保10-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3261-2 大久保10-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3261-3 大久保10-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3261-4 大久保10-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3262 大久保11 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3263 嵩山1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3264 西中之条1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3265-1 古垣内1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3265-2 古垣内1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3268 白久保1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3269 西中之条3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3270 古垣内2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字西中之条 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3271 小川1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3274-1 長久保4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3275 長久保5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3276 古垣内3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字伊勢町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3281 宇妻2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3282-1 宇妻3-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3282-2 宇妻3-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3283 宇妻4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3285 青山4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3286 只則1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3288 篭林2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3289 前新田1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3290 前新田2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3291-1 新前田1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3291-2 新前田1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3291-3 新前田1-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3292-1 中村18-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3292-2 中村18-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3292-3 中村18-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3293-1 中村19-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3293-2 中村19-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3293-3 中村19-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3294 長坂4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字栃窪 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3296 貫坂1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3297 貫坂2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3300-1 塩原4-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3300-2 塩原4-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3301 越尾1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3302 越尾3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3303 沢尻1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3304 沢尻2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3305 小枝沢1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3307 小枝沢3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3308 大原3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3309-1 宇妻1-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3309-2 宇妻1-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3310 柳田3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3312 柳田2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3313 青山2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字青山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3314 上市城1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3315 上市城2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3316 上市城3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3317-1 明神2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3317-2 明神2-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3317-3 明神2-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3318 明神3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3319 清明1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3320 清明2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字市城 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3321 新湯1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3322 山口2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3323 山口5 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3324 渡戸4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3325-1 渡戸5-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3325-2 渡戸5-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3326 山根1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3327-1 丸橋1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3327-2 丸橋1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3328-1 丸橋2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3328-2 丸橋2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3328-3 丸橋2-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3329-1 道上1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3329-2 道上1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3330 滝ノ沢3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3331 奥田1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3332-1 奥田2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3333-1 奥田3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
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３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

中之条 K3333-2 奥田3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3333-3 奥田3-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3334 金原1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3335-1 平五良1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3335-2 平五良1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3336-1 原11-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3336-2 原11-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3336-3 原11-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3336-4 原11-4 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3337-1 原13-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3337-2 原13-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3338 箱島1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3339 上宿1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3340-1 大久保8-1(旧:滝ノ沢1) 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3340-2 大久保8-2(旧:滝ノ沢1) 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3341 大久保9 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3342-1 滝ノ沢1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3342-2 滝ノ沢1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3343-1 滝ノ沢2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3343-2 滝ノ沢2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字奥田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3344 砂押1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3345 砂押2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3346 広場1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3347 広場2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3348 千沢1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3349 在上 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3350-1 中尾-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3350-2 中尾-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3350-3 中尾-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3351-1 大谷沢-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3351-2 大谷沢-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3351-3 大谷沢-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3352 程岩1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3353 鳩ノ湯1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3354 飯米場2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3355 中村3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3356 大谷1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3357 大谷2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3358 分去1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3359 田谷1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3361 堀井戸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3362 貫井1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3363 貨知山1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字萩生 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3364 中尾2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3365 沼1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3366 沼2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3367 沼3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3368 高日向1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3369 鷹山1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3370 鷹山2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3371 三本木12 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3372 長坂5 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3373 中居2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3374 殿原1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3375 殿原2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3376 殿原3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3377 岩の下1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3378 岩鼻1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3379 岩鼻2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3380 岩鼻3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3381 家形入1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3382 清水6 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3383 清水7 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3384 竹1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3385-1 甘酒原1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3385-2 甘酒原1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3386 道泉谷戸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3387 道泉谷戸2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3388-1 道泉谷戸2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3388-2 道泉谷戸2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3389-1 日向18-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3389-2 日向18-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3390 本丸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3391-1 田城1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3391-2 田城1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3392 新興3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3393-1 日之出1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3393-2 日之出1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3394 広野1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3395 泉1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3396 殿ノ山1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3397 殿ノ山2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3398 殿ノ山3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3399 泉2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3400 下郷1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字川戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3401 寺久保1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3402 新井9 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3403 新井10 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3404 在上1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3405 在下1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3406 唐沢1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3407 辻1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3408 辻2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3409 古谷1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字郷原 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3410 行沢4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3411 大村1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3412 机1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩下 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3413 行沢6 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字矢倉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3414-1 根古屋2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3414-2 根古屋2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3415-1 唐堀2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3415-2 唐堀2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3416-1 唐堀3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3416-2 唐堀3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3417-1 小倉1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3417-2 小倉1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3418 小倉3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3419-1 沢尻3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3419-2 沢尻3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3420 沢尻4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3421-1 沢尻5-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3421-2 沢尻5-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3422-1 沢尻6-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3422-2 沢尻6-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3423 万木沢2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3424-1 万木沢3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3424-2 万木沢3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3424-3 万木沢3-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字三島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3425 塩の平2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3426 塩の平3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3427 塩の平4 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3428-1 塩の平5-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3428-2 塩の平5-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3429 大谷沢1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3430 大谷沢2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3431-1 大谷沢3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3431-2 大谷沢3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3432 稲田1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3433 平1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3434 鳴瀬1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3435 鳴瀬2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3436 鳴瀬3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3437 万木沢1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3438 田中1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3439 田中2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3440 烏帽子1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3441 長藤1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字厚田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3443 日之出2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3444 太郎谷戸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3445 渡戸1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3446 渡戸2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K3448 立石1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3449 二軒屋1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3450-1 二軒屋2-1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3450-2 二軒屋2-2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3451 大津1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3452 洞口1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3453 洞口2 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3454 羽根尾1 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3455 羽根尾2 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3456 羽根尾3 吾妻郡 長野原町 大字羽根尾 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3457 坪井1 吾妻郡 長野原町 大字大津 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3460 蛇篭1 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3461 狩宿1 吾妻郡 長野原町 大字応桑 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3462-1 貝瀬4-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3462-2 貝瀬4-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3463 嶋木1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3465 長野原Ｂ-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○
中之条 K3466 長野原Ａ-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3467 火打花1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3468 火打花2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3472 中村20 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3473 東2 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3474 東3 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3479 応桑1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3480 甘楽第二1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3481-1 熊ノ内1-1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3481-2 熊ノ内1-2 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3482 栗平1 吾妻郡 長野原町 大字北軽井沢 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K3483 芦生田(B) 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3484 鳴尾 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3485 石津1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3486 石津2 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3487 石津3 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3488 半出来1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3489 滝上1 吾妻郡 嬬恋村 大字今井 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3490 三原4 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3491 三原5 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3492 湯窪1 吾妻郡 嬬恋村 大字三原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3493-1 芦生田2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3493-2 芦生田2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3493-3 芦生田2-3 吾妻郡 嬬恋村 大字芦生田 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3494 鎌原2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3495 鎌原4 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3496 サンランド1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3497 鳴尾1 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3498 鳴尾2 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3499 干俣3 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3500 干俣4 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3501-1 上の貝1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3501-2 上の貝1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3501-3 上の貝1-3 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3502 上の貝2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3503 門貝1 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3504 西門貝1 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3505 西門貝2 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3506 大前1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3507-1 西窪4-1 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3507-2 西窪4-2 吾妻郡 嬬恋村 大字西窪 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3508-1 大平2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3508-2 大平2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3508-3 大平2-3 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3509 屋敷2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3510-1 田代田1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3510-2 田代田1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3510-3 田代田1-3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3511-1 赤沢1-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3511-2 赤沢1-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3512 赤沢2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3513 古永井1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3514 糖塚1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3515-1 浅間開拓2-1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3515-2 浅間開拓2-2 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3516 細原1 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3517 万座1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K3518 白根(A) 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K3519 旭ヶ丘1 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K3520 旭ヶ丘2 吾妻郡 草津町 大字前口 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K3521 下太子 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3522 太子2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字太子 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3523 下太子1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字太子 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3524 湯久保1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3525 中沢8 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3526 沼尾1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字小雨 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3527 大沢1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3528 矢倉1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3529 暮坂1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3530 和光原1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3531 小倉1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3532 根広1(名前がおかしいと地元から意見あり)吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3533 引沼1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
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中之条 K3534 引沼2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3536 品木1 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字入山 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3537 平沢2 吾妻郡 中之条町(旧六合村) 大字日影 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K3538 新田3区1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3539-1 五領4区1-1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3539-2 五領4区1-2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3540 五領4区2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3541 五領4区3 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3542 関口2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3543 関口3 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3544 判形5区1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3547 本宿2区1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3548 関田7区1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3549 見沢1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3550 見沢2 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3551 小屋1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3552 戸室8区1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3553 戸室8区2 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3554-1 役原1-1 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K3554-2 役原1-2 吾妻郡 高山村 大字尻高 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-1 番場-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-2 番場-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-3 番場-3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-4 番場-4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-5 番場-5 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-6 番場-6 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-7 番場-7 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-8 番場-8 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3555-9 番場-9 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3556 峯谷戸 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3557 綾戸 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3558 上久屋町3 沼田市 久屋原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3559 久屋原町1 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3560 久屋原町3 沼田市 久屋原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3561 下久屋町3 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3562 下久屋町6 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3563 横塚町1 沼田市 横塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3564-1 高橋場町2-1 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3564-2 高橋場町2-2 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○
沼田 K3564-3 高橋場町2-3 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3565 開墾1 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3567-1 北馬込2-1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3567-2 北馬込2-2 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3569 前入沢1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3570-1 田中9-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3570-2 田中9-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3571 田中10 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3572 田中12 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3573 田中13 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3574 入沢3 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3575 入沢4 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3576 横子1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3577 旭2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3578 旭3 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3579 戸鹿野町1 沼田市 戸鹿野町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3580 沼須町1 沼田市 沼須町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3581 北原1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3582 鍋沢1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3583 鍋沢2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3584 鍋沢3 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3585 北原3 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3586-1 鍋沢4-1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3586-2 鍋沢4-2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3587-1 広瀬1-1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3587-2 広瀬1-2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3588 広瀬2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3589-1 下新道1-1 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3589-2 下新道1-2 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3590 岩本町1 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3591 岩本町2 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3592 上町1 沼田市 岩本町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3593-1 上中1-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3593-2 上中1-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3594-1 上南2-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3594-2 上南2-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3595-1 上南3-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3595-2 上南3-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
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沼田 K3596-1 開拓1-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3596-2 開拓1-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3597 開拓3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3598 舟木3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3599 下発知町1 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3600-1 池田1-1 沼田市 発知新田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3601 上南4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3602 上南5 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3603-1 上南6-1 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3603-2 上南6-2 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3603-3 上南6-3 沼田市 中発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3604 発知新田町イ 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3605 池田1-1 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3606 池田1-2 沼田市 岡谷町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3607 下佐山1-1 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3608 下佐山2 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3609 下佐山3 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3611 下佐山5 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3612 下佐山6 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3613 東石墨1 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3614 東石墨2 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3615 西石墨1 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3616 西石墨2 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3617 西石墨3 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3618 西石墨4 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3619 西石墨6 沼田市 石墨町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3620 戸神町1 沼田市 戸神町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3621 下発知1 沼田市 奈良町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3622 下発知2 沼田市 奈良町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3623 上平1 沼田市 旧白沢村 大字尾合 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3625 上平4 沼田市 旧白沢村 大字尾合 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3626 高平1 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3627 高平2 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3628 高平3 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3629-1 高平4-1 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3629-2 高平4-2 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3629-3 高平4-3 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3630 高平5 沼田市 旧白沢村 大字高平 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3632 生枝3 沼田市 旧白沢村 大字生枝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3633 岩室1 沼田市 旧白沢村 大字岩室 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3634 鍛冶屋 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3635 輪組 沼田市 旧利根村 大字輪組 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3636 穴原 沼田市 旧利根村 大字穴原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3637 東橋1 沼田市 旧利根村 大字高戸谷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3638 下街道1 沼田市 旧利根村 大字高戸谷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3639 高谷戸1 沼田市 旧利根村 大字高戸谷 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3640 立沢1 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3641 立沢3 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3642 伊香原3 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3643 平川2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3644 平川3 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3645 水沢2 沼田市 旧利根村 大字平川 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3646 平川橋1 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3647 吹割橋1 沼田市 旧利根村 大字追貝 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3648 輪組1 沼田市 旧利根村 大字輪組 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3649 青木1 沼田市 旧利根村 大字青木 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3650 松坂稲荷1 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3652 園原下1 沼田市 旧利根村 大字園原 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3654 大楊1 沼田市 旧利根村 大字大楊 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3655 根利1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3657 宇津野1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3658 久保12 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3659 向平1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3660 向平2 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3661 上橋1 沼田市 旧利根村 大字根利 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K3663-1 築地-1 利根郡 片品村 大字築地 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3663-2 築地-2 利根郡 片品村 大字築地 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3664-1 下摺淵-1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3664-2 下摺淵-2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3664-3 下摺淵-3 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3664-4 下摺淵-4 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3664-5 下摺淵-5 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3665-1 栗生-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3665-2 栗生-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3667-1 菅沼1-1 利根郡 片品村 大字菅沼 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3667-2 菅沼1-2 利根郡 片品村 大字菅沼 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3667-3 菅沼1-3 利根郡 片品村 大字菅沼 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
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沼田 K3668 上摺淵1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3669-1 上摺淵2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3669-2 上摺淵2-2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3669-3 上摺淵2-3 利根郡 片品村 大字摺渕 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3669-4 上摺淵2-4 利根郡 片品村 大字摺渕 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3670-1 下摺淵1-1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3670-2 下摺淵1-2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3671-1 下摺淵2-1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3671-2 下摺淵2-2 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3671-3 下摺淵2-3 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3672 戸倉1 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3673-1 戸倉6-1 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3673-2 戸倉6-2 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3673-3 戸倉6-3 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3673-4 戸倉6-4 利根郡 片品村 大字戸倉 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3674-1 土出1-1 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3674-2 土出1-2 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3675 新井7 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3676 中里1 利根郡 片品村 大字土出 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3677 太田1 利根郡 片品村 大字越本 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3678 穴沢1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3680-1 上小川1-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3680-2 上小川1-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3682-1 上小川3-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3682-2 上小川3-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3682-3 上小川3-3 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3683-1 山崎7-1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3683-2 山崎7-2 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3684-1 鍛冶屋1-1 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3684-2 鍛冶屋1-2 利根郡 片品村 大字御座入 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3685-1 鍛冶屋2-1 利根郡 片品村 大字摺淵 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3685-2 鍛冶屋2-2 利根郡 片品村 大字摺渕 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3686 花咲1 利根郡 片品村 大字花咲 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3687 針山1 利根郡 片品村 大字針山 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3688 穴沢2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3689-1 白根温泉1-1 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3689-2 白根温泉1-2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3690 白根温泉2 利根郡 片品村 大字東小川 R3.3.29 101 急傾斜 ○ ○
沼田 K3691-1 西門前１-1 利根郡 川場村 大字門前 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3691-2 西門前１-2 利根郡 川場村 大字門前 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3692 滝ノ沢７ 利根郡 川場村 大字天神 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3693 滝沢２ 利根郡 川場村 大字天神 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3694 生品１ 利根郡 川場村 大字生品 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3695 谷１ 利根郡 川場村 大字生品 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3696 吉芦１ 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3697 吉芦２ 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3698 吉芦３ 利根郡 川場村 大字谷地 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3700 萩室１ 利根郡 川場村 大字萩室 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K3701 関口 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3702 滝合1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3703 四ツ本2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3704 中村17 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3705 道木1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3706-1 吉平1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3706-2 吉平1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3707 吉平2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3708-1 淵尻1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3708-2 淵尻1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3709-1 水沼1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3709-2 水沼1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3710 水沼2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3711 奈女沢1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3712 奈女沢2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3713 奈女沢3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3714 大峯1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3715-1 橋下1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3715-2 橋下1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3716 沢入7 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3717-1 沢入8-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3717-2 沢入8-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3717-3 沢入8-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3717-4 沢入8-4 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3717-5 沢入8-5 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3718 沢入10 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3719 上組1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3720-1 上組2-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3720-2 上組2-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K3721 月夜野1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3722 田中3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3723-1 竹改戸1-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3723-2 竹改戸1-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3724 小川津1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3725 四ツ本1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3726 下河原1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3727 穴切1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3728 穴切2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字後閑 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3729 長沢1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3730-1 鹿野沢1-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3730-2 鹿野沢1-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3730-3 鹿野沢1-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3731 谷川2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3732 谷川区1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3733 湯原4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3736 幸知区1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字幸知 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3739 西3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3740 原18 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3741 青木沢3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3742 平出2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3743 土合1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3744-1 法師6-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3744-2 法師6-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3745 永井宿1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3746 鷹御領1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字入須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3747 赤谷3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3748 伽立1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3749 伽立2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3750 茂倉1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3751 堤1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3752 新巻1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字湯宿温泉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3753 茅原1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3754 岩淵1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3755 伽立3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3756 相俣1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3757 相俣5 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3758 新田浦2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3759 新田浦3 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K3761 生越2 利根郡 昭和村 大字生越 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3762 生越3 利根郡 昭和村 大字生越 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3763 滝寺2 利根郡 昭和村 大字貝野瀬 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3764 田口1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3765 田岸2 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3768 長者久保1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3769 滝寺1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3770 大河原2 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3771-1 吹張1-1 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3771-2 吹張1-2 利根郡 昭和村 大字糸井 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3772 永井1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3773-1 永井3-1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○
沼田 K3773-2 永井3-2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3774 永井5 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3775 森下1 利根郡 昭和村 大字森下 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3776 永井上組1 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3777 永井上組2 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
沼田 K3778 永井上組3 利根郡 昭和村 大字川額 R2.6.16 170 急傾斜 ○ ○
太田 K3779 唐沢3 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3781 吉沢町1 太田市 吉沢町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3782 緑町1 太田市 緑町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3783 緑町2 太田市 緑町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3784 東今泉町1 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3785 北金井町1 太田市 北金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3788 入の堤1 太田市 西長岡町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3789 長手町1 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3790-1 東金井町1 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3790-2 東金井町9 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3791 東金井町2 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3792 東金井町3 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3793 東金井町5 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3794-1 東金井町6 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3794-2 東金井町10 太田市 東金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3795-1 東金井町7 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3795-2 東金井町8 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K3795-3 東金井町11 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
桐生 K3797 駒形1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3798-1 駒形2-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
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桐生 K3798-2 駒形2-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3799 駒形3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3800 駒形4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3801 駒形5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3802-1 滝ノ沢4-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3802-2 滝ノ沢4-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3803 滝ノ沢5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3804 滝ノ沢6 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3806 堂場2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3807 堂場3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3808 堂場4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3809 堂場6 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3810 堂場7 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3811 赤池1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3812 大崩1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3813 棒谷戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3814 棒谷戸3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3815 橋上1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3816 橋上2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3817 橋上3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3818 橋上4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3819 山崎2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3820 山崎3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3821 山崎4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3822 柳原1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3823 柳原2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3824 柳原5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3825 柳原6 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3826 田中4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3827 山田1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3828 大石岩戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3829 大石岩戸2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3830 大石岩戸3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3831 原ノ入1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3832 中岩戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3833 中岩戸2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3834 中岩戸3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3835 腰巻1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3836 久保田2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3837 赤萩1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3838 赤萩2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3839 笹久保1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3840 笹久保2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3841 東谷戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3842 東谷戸2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3843 三ツ渕1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3844 赤柴1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3845 赤柴2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3846 赤柴3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3847 赤柴4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3848 赤柴5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3849 梅ノ木久保1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3850 栃久保1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3852 中島2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3854 山崎5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3855 山崎6 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3857 麦生小路3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3858 川内町五丁目1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3859 川内町五丁目3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3860-1 川内町五丁目4-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3860-2 川内町五丁目4-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3861-1 川内町五丁目5-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3861-2 川内町五丁目5-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3862 川内町五丁目7 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3863 川内町五丁目8 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3864 堂院谷戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3866 割田2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3867 川内町三丁目3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3868 牛谷戸1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3869 塞神1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3871 川内町四丁目1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3872 川内町四丁目2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3873 西ノ入3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3874 西ノ入4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3875 西ノ入5 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3876 川内町二丁目2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3877 小入1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○

- 193 -



（105/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

桐生 K3878 佃1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3879 釋迦堂1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3880 川内町一丁目1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3881 川内町一丁目3 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3882 蜂ヶ沢1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3883 師々田1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3885 丸山前2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3886 峠1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3887 堤町一丁目2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3889 堤町一丁目7 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3890-1 堤町三丁目2-1 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3890-2 堤町三丁目2-2 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3891 平井町2 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3892 平井町5 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3893 平井町6 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3894 西久方町一丁目3 桐生市 西久方町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3896 東原1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3897 津久平2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3898 津久平3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3899 津久原2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3900 津久原4 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3901-1 津久原5-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3901-2 津久原5-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3902 蛇留淵1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3903 蛇留淵2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3904 馬立1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3905-1 北沢1-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3905-2 北沢1-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3906-1 閉篭里1-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3906-2 閉篭里1-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3907 大門2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3908 大門5 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3909 大門6 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3911 小久保2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3912 仙ヶ沢2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3913 越後城1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3914 経玉木1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3915 経玉木2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3916 高間々1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3917 前沢2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3918 引田1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3919 引田3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3920 茂倉1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3921 茂倉2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3922 大下1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3923-1 大日前1-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3923-2 大日前1-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3924 上ノ田2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3925 栗生1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3926 菱町五丁目2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3927 菱町五丁目3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3928 菱町五丁目4 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3929 金葛1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3930 菱町四丁目2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3931 橋詰1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3932 中居1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3933 猿石2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3934 鍛冶谷戸1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3935 鍛冶谷戸2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3936 鍛冶谷戸3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3937 野中沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3938 諸沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3939 後沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3940 後沢3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3941 後沢4 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3942 五所平1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3943 宿廻1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3944-1 渕上1-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3944-2 渕上1-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3945 中野平1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3946 中野平3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3947 木品6 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3948 木品7 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3949 木品8 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3950 梅田町三丁目1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3951 梅田町三丁目2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3952(-1,-2) 皆沢1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○

- 194 -



（106/118）

３－１６　土砂災害警戒区域等の指定状況一覧表　

警戒
区域

特別
警戒
区域

郡・市 町・村 大字 種類整理番号 区域名土木 告示
番号

指定
年月日

桐生 K3953 皆沢5 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3954 宮谷戸1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3955 碁場小路1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3956 碁場小路3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3957 荷場1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3958 荷場2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3959 皆沢川西1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3960 一色1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3961 藤四郎1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3962 橋詰3 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3963 庚申塚1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3964 小沢5 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3965-1 下出1-1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3965-2 下出1-2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3968 宿島2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3970 雉ノ尾2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3971 膳棚1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3973 小谷1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3974 平井町4 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3975 宮谷1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3976 山越1 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3977 広沢町4丁目1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3978 田中14 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3979 田中15 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3980 加茂ノ入1 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3981 平井町3 桐生市 平井町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3983 舟原1 桐生市 旧新里村 赤城山 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3985-1 関1-1 桐生市 旧新里村 関 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3985-2 関1-2 桐生市 旧新里村 関 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3986 本宿(B) 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3987 栗門1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3988-1 古谷1-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3988-2 古谷1-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3989 古谷2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3990 古谷3 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3991 古谷4 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3992 古谷5 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3993 東原5 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3994 東原7 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3995 沢入2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3996 沢入4 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3997-1 沢入5-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3997-2 沢入5-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3998 田沢上2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K3999 川久保1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4000 下組1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4001 下組3 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4002-1 下組4-1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4002-2 下組4-2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4003 上田沢2 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4004 田沢下1 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4005 田沢下3 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4011 田沢中3A 桐生市 旧黒保根村 大字上田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4012-1 出合原2-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4012-2 出合原2-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4013 下田沢2 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4014 高楢1 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4016 下田沢3 桐生市 旧黒保根村 大字下田沢 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4018 宿廻1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4019 宿廻1A 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4020-1 川口2-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4020-2 川口2-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4020-3 川口2-3 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4022 川口5 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4023 川口6 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4024 城1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4025-1 城下1-1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4025-2 城下1-2 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4026 本宿1 桐生市 旧黒保根村 大字宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4028 上八木原1 桐生市 旧黒保根村 大字八木原 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4029-1 八木原1-1 桐生市 旧黒保根村 大字八木原 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4029-2 八木原1-2 桐生市 旧黒保根村 大字八木原 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K4030-1 阿入-1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4030-2 阿入-2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4030-3 阿入-3 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4030-4 阿入-4 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4031 楡沢4 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K4032-1 楡沢6-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4032-2 楡沢6-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4033 萩平1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4034 萩平2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4035 萩平3 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4036 平仁手2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4037 平仁手3 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4038 平仁手4 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4039 平仁手7 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4040 臼木1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4041 阿久沢1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4042 足越1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4043 足越2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4044 柏ヶ谷2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4045 暮坪1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4046 暮坪2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4047 釜抜1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4048 袖丸1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4049 袖丸2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4050 袖丸3 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4051 袖丸4 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4052 袖丸7 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4053 腰越1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4054 平3 みどり市 旧東村 大字座間 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4055 黒坂石3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4056 足渡1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4057 足渡4 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4058 石坂2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4059 石坂3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4060-1 名越1-1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4060-2 名越1-2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4060-3 名越1-3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4060-4 名越1-4 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4061 宿4 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4062 宿5 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4063 押手1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4064 押手2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4065 押手4 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4066 春場見1 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4067 春場見2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4068 春場見3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4069 西2 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4070 沢向1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4071 寒沢平1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4072 曲久保1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4073 原5 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4074 原10 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4075 横川1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4076 横川2 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○
桐生 K4077 横川3 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4078 寒沢1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4079 上草木 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4080-1 横川5-1 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4080-2 横川5-2 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4081 蕨平 みどり市 旧東村 大字草木 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4082 西3 みどり市 旧東村 大字沢入 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4083 諸沢2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4084 小池5 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4085 原8 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4086-1 宿1-1 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4086-2 宿1-2 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4087 宿2 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4088 柳平2 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4089 柳平3 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4090 柳平4 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4091 柳平5 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4092 三ヶ郷4 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4093 中野11 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4094 中野12 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4095 中野13 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4096 中野14 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4097 松島1 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4098 下小夜戸1 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4099 大畑3 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4100 大畑4 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4101 大畑6 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4102 大畑7 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K4104 大畑9 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4105 石見1 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4106 石見2 みどり市 旧東村 大字小夜戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4107 牛沢1 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4108-1 大平14-1 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4108-2 大平14-2 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4109 大平15 みどり市 旧東村 大字小中 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4110 三ヶ郷1 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4111 中野10 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4112 宿7 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4113 中井4 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4114 中井5 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4115 中井6 みどり市 旧東村 大字花輪 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4116 中井1 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4117-1 関守1-1 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4117-2 関守1-2 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4118 関守2 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4120 関守4 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4121 関守5 みどり市 旧東村 大字荻原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4122 向山 みどり市 旧笠懸町 大字西鹿田 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4123 清水4 みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4124 馬見岡1 みどり市 旧笠懸町 大字西鹿田 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4125 岩宿1 みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4126-1 川面-1 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4126-2 川面-2 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4127-1 小友1-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4127-2 小友1-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4128-1 小友2-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4128-2 小友2-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4129 小友3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4130 小友4 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4131-1 小友5-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4131-2 小友5-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4132-1 小友6-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4132-2 小友6-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4133 小友8 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4134-1 小友9-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4134-2 小友9-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4135 猿橋1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4136 猿橋2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4137 茂木1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4138 茂木2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4139 茂木3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4140-1 茂木4-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4140-2 茂木4-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4140-3 茂木4-3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4141 茂木7 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4142-1 茂木8-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4142-2 茂木8-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4143 茂木9 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4144 茂木10 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4145-1 茂木13-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4145-2 茂木13-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4146 茂木14 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4147 茂木15 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4148-1 茂木16-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4148-2 茂木16-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4149 茂木17 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4150 小友11 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4151 狸原2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4152 狸原3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4153 狸原6 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4154 狸原7 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4155 瀬見1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4156 瀬見2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4157 瀬見3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4158-1 瀬見4-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4158-2 瀬見4-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4159-1 瀬見5-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4159-2 瀬見5-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4160 瀬見6 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4161 瀬見7 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4162-1 瀬見8-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4162-2 瀬見8-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4163 瀬見9 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4164 折ノ内1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4165-1 折ノ内2-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K4165-2 折ノ内2-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4166 舟原3 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4167 舟原4 みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4168 寺前1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4169 寺前2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4170 寺前3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4171 寺前4 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4172 寺前5 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4173 寺前7 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4174 三本木8 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4175 三本木9 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4176-1 三本木11-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4176-2 三本木11-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4177 長尾根2 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4178 長尾根3 みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4179-1 宮前2A-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4179-2 宮前2A-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4179-3 宮前2A-3 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4180-1 宮前3-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4180-2 宮前3-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4181 入山1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4182 胡桃貝戸1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4183-1 胡桃貝戸2-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4183-2 胡桃貝戸2-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4183-3 胡桃貝戸2-3 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4184-1 胡桃貝戸3-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4184-2 胡桃貝戸3-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4185-1 胡桃貝戸4-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4185-2 胡桃貝戸4-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4186 浅原1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-1 浅原3-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-2 浅原3-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-3 浅原3-3 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-5 浅原3-5 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-6 浅原3-6 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4187-7 浅原3-7 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4188 浅原4 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4189 浅原5 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4190-1 浅原6-1 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4190-2 浅原6-2 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4191 浅原7 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4192 浅原8 みどり市 旧大間々町 大字浅原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4193 塩沢1 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4194 塩沢2 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4195-1 塩沢3-1 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4195-2 塩沢3-2 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4195-3 塩沢3-3 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4196-1 塩沢4-1 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4196-2 塩沢4-2 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4197 塩沢5 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4198 塩沢6 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4199 塩沢7 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4200 塩沢8 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4201 塩沢9 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4202 塩沢10 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4203-1 塩沢11-1 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4203-2 塩沢11-2 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4203-3 塩沢11-3 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4204 上ノ台3 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4205 高松1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4206-1 中村14-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4206-2 中村14-2 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4207-1 中村15-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4207-2 中村15-2 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4208 中村16 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4209-1 上ノ台4-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4209-2 上ノ台4-2 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4209-3 上ノ台4-3 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4210-1 塩原1-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4210-2 塩原1-2 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4211 塩原2 みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4212-1 下の台1-1 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4212-3 下の台1-3 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4212-4 下の台1-4 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4212-6 下の台1-6 みどり市 旧大間々町 大字塩原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4213 下神梅1 みどり市 旧大間々町 大字下神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4214 川面1 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
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桐生 K4215-1 川面2-1 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4215-2 川面2-2 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4216 権現山1 みどり市 旧大間々町 大字高津戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4218-1 下桐原1-1 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K4218-2 下桐原1-2 みどり市 旧大間々町 大字桐原 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
富岡 K4219-1 神成(Ⅱ)-1 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4219-2 神成(Ⅱ)-2 富岡市 神成 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4220 一宮 富岡市 一ノ宮 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4221 南後箇 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4222 南後箇1 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4223 南後箇2 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4224 南後箇3 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4225 岡本 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4226 南後箇4 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4227 南後箇5 富岡市 南後箇 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4228 野上2 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4229 野上3 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4230 野上5 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4231 野上6 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4232 野上8 富岡市 野上 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4233-1 岩染(Ⅱ)-1 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4233-2 岩染(Ⅱ)-2 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4233-3 岩染(Ⅱ)-3 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4234 岩染4A 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4235 岩染4B 富岡市 岩染 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4236 岡本2 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4237 岡本4 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4238 岡本5 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K4239 岡本7 富岡市 岡本 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
渋川 K4240 八崎2 渋川市 旧北橘村 八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
前橋 K5002 小坂子町イ 前橋市 小坂子町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K5003-1 東沢イ-1 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K5003-2 東沢イ-2 前橋市 旧宮城村 大字苗ケ島 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
高崎 K5006 沼ノ原4 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5007 蕨平イ 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5008 中戸イ 高崎市 旧榛名町 大字上室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5009 お干場イ 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5010 不動イ 高崎市 旧榛名町 大字中室田 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5011 榛名山イ 高崎市 旧榛名町 大字榛名山 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5012 一五沢イ 高崎市 旧榛名町 大字宮沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5013 中野イ 高崎市 旧箕郷町 大字中野 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5014 中野ロ 高崎市 旧箕郷町 大字松之沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
渋川 K5015 下川島 渋川市 川島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5016 西浦4 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5018 上村1 渋川市 祖母島 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5020-1 箱田イ-1 渋川市 旧北橘村 箱田 R2.3.6 65 急傾斜 ○
渋川 K5020-2 箱田イ-2 渋川市 旧北橘村 箱田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5020-3 箱田イ-3 渋川市 旧北橘村 箱田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5023 分郷八崎3 渋川市 旧北橘村 分郷八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5025 十二下2 渋川市 旧赤城村 棚下 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5026 狩野々3 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5027-1 津久田-1 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5027-2 津久田-2 渋川市 旧赤城村 津久田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5028 相好 渋川市 旧赤城村 樽 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K5029 加生5 渋川市 中郷 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5032 大平ホ 藤岡市 金井 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5033 上平イ 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5035 芝平イ 藤岡市 下日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5037 高山イ 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5038 高山ロ 藤岡市 高山 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5039 田本イ 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5040 大谷イ 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5041 保美イ 藤岡市 保美 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5042 矢掛イ 藤岡市 上日野 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5043 諏訪イ 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5044 諏訪ロ 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K5045 諏訪3 藤岡市 旧鬼石町 鬼石 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
高崎 K5046-1 坂詰1-1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5046-2 坂詰1-2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5047 長坂1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5049 下五反田イ 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5050 天神1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5051 天神2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5052 下川原1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5053 船場イ 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5054-1 船場ロ-1 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5054-2 船場ロ-2 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
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高崎 K5055 塩水イ 高崎市 旧吉井町 大字大沢 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5057 樋ノ沢2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5058 大平7 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5059-1 大平8-1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5060-1 坂口4-1 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5060-2 坂口4-2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K5061 森ノ前1 高崎市 旧吉井町 大字多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
富岡 K5062 上黒岩5 富岡市 上黒岩 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5063 原16 富岡市 原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5064 小桑原2 富岡市 小桑原 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5065-1 本村イ-1 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5065-2 本村イ-2 富岡市 旧妙義町 大字下高田 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5066-1 中里イ-1 富岡市 旧妙義町 中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5066-2 中里イ-2 富岡市 旧妙義町 中里 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5067 上八木連イ 富岡市 旧妙義町 大字八木連 R1.5.31 36 急傾斜 ○ ○
富岡 K5069 岩山イ 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
富岡 K5070 河振向 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5071 浜井場3 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5072 赤谷戸2 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5074-1 入木屋1 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5074-2 入木屋2 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5075 草喰 甘楽郡 甘楽町 大字天引 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5076 堂ノ入2 甘楽郡 甘楽町 大字白倉 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5078-1 紅葉山西1 甘楽郡 甘楽町 大字善慶寺、国峰R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5078-2 紅葉山西2 甘楽郡 甘楽町 大字国峰 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5079 仙洞院1 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5080 仙洞院2 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5081 仙洞院3 甘楽郡 甘楽町 大字小幡 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5082 来波5 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5083 中郷イ 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
富岡 K5084 芳の元 甘楽郡 甘楽町 大字秋畑 R3.3.29 87 急傾斜 ○ ○
安中 K5085 長源寺イ 安中市 上後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5086 三角イ 安中市 中秋間 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5087 山王イ 安中市 下後閑 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5089 大平ハ 安中市 旧松井田町 坂本 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5092 南大久保イ 安中市 旧松井田町 土塩 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5093 梅久保イ 安中市 旧松井田町 横川 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5094-1 若宮イ-1 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5094-2 若宮イ-2 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5095 名山前イ 安中市 旧松井田町 国衙 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5096 下原道上イ 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5097-1 赤羽根下イ-1 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5097-2 赤羽根下イ-2 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5097-3 赤羽根下イ-3 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K5097-4 赤羽根下イ-4 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K5099 山口ロ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5100 上反下イ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5101 上反下ロ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5102-1 貫湯平イ-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5102-2 貫湯平イ-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字四万 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5104-1 前尻イ-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5104-2 前尻イ-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字上沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5105 生田イ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字五反田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5106 下平イ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字赤坂 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5107-1 下平ロ-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5107-2 下平ロ-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字大塚 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5109 只則イ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5110 只則ロ 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K5111 平五良イ 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字五町田 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5112-1 金原イ-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5112-2 金原イ-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5113 山根ロ 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5114 切沓イ 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字松谷 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5115 新井イ 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5116 原イ 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K5119 下田イ 吾妻郡 長野原町 大字与喜屋 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5120 長野原Ｂ-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5121 油郎1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5122 貝瀬6 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5123 古森イ 吾妻郡 長野原町 大字古森 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5124 東イ 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K5127 上神前イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5128-1 上の貝イ-1 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5128-2 上の貝イ-2 吾妻郡 嬬恋村 大字干俣 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5129 唐松イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5130-1 入窪ロ-1 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5130-2 入窪ロ-2 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
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中之条 K5131 小池イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5134-1 上袋倉イ-1 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5134-2 上袋倉イ-2 吾妻郡 嬬恋村 大字袋倉 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5135 西門貝イ 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5136 西門貝ロ 吾妻郡 嬬恋村 大字門貝 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5138 古永井イ 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5141 大笹イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5143 湯尻ロ 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5144 糖塚イ 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5145 大平イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5146-1 大平ロ-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5146-2 大平ロ-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5147-3 古永井イ-3 吾妻郡 嬬恋村 大字田代 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5148 みょうばん沢イ 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5149 ウル井野イ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5150-1 ウル井野ロ-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5150-2 ウル井野ロ-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5151 ウル井野ハ 吾妻郡 嬬恋村 大字大笹 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5152 みょうばん沢ロ 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5153 旧鹿沢イ 吾妻郡 嬬恋村 大字鎌原 R3.3.29 93 急傾斜 ○ ○
中之条 K5155 南本町イ 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K5156 南本町ロ 吾妻郡 草津町 大字草津 R3.3.29 95 急傾斜 ○ ○
中之条 K5157 本宿2区2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K5158 溝口ロ 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
沼田 K5160-1 秋塚町ロ-1 沼田市 秋塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5160-2 秋塚町ロ-2 沼田市 秋塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5161 下久屋町イ 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5162 久屋原町イ 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5163-1 河内神社1-1 沼田市 宇楚井町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5163-2 河内神社1-2 沼田市 宇楚井町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5164 横塚町4 沼田市 横塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5165 横塚町5 沼田市 横塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5166 下村1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5170 北原4 沼田市 屋形原町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5171 上北1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5172-1 上北2-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5172-2 上北2-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5172-3 上北2-3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5172-4 上北2-4 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5173 舟木1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5175-1 佐山開拓1-1 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5175-2 佐山開拓1-2 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5176 上北部1 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5178 開拓5 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5179 秋塚町1 沼田市 秋塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5182-1 上北イ-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5182-2 上北イ-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5182-3 上北イ-3 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5183 上北ロ 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5184-1 開拓イ-1 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5184-2 開拓イ-2 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5185 開拓ロ 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5186 上南イ 沼田市 上発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5187 発知新田町イ 沼田市 発知新田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5188 秋塚町イ 沼田市 奈良町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5189 横塚町イ 沼田市 横塚町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5190-1 馬込イ-1 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5190-2 馬込イ-2 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5191-1 横子イ-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5191-2 横子イ-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5192 横子ロ 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K5193 奈女沢イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字奈女沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5194 道木イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5195 月夜野イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5196 小川イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字小川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5197 奥ノ院イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5198 大原イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5199 大原ロ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5200 大平ニ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5201 竹改戸イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5202 三後沢イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5203 十二沢イ 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5207 谷川区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5209 幸知区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字幸知 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5210 綱子区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5211 鹿野沢区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5212-1 鹿野沢区ロ-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K5212-2 鹿野沢区ロ-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5214 中区1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5215 赤谷ハ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
太田 K5217 長手町ロ 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
桐生 K5219 鴨押イ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5220 鴨押ロ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5221 橋上イ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5222 漆原イ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5223 横道イ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5224 牛ヶ久保イ 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5225 東原3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5226 東原4 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5227 清水2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5228 清水3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5229 久津平1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5230 葛平1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5231-1 柳原3-1-1 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5231-2 柳原3-1-2 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5232 柳原4 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5233 大門3 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5234 大門4 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5235 猿石1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5236 中野平6 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5237-1 鍋足1-1 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5237-2 鍋足1-2 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5238 上小友4 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5240 上小友2 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5241 広沢町6丁目3 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5243 皆沢平イ 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5244 東実平イ 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5245 打野イ 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5247 塩ノ瀬イ 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5249 栗生イ 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5251 小弥五郎イ 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5252 上小友イ 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5253-1 舟原イ-1 桐生市 旧新里村 赤城山 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5253-2 舟原イ-2 桐生市 旧新里村 赤城山 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K5254 清水イ みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5255 清水ロ みどり市 旧笠懸町 大字鹿 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5256 鹿の川イ みどり市 旧笠懸町 大字阿左美 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5257 上神梅イ みどり市 旧大間々町 大字上神梅 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5258 塩沢イ みどり市 旧大間々町 大字塩沢 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5259 浅原イ みどり市 旧大間々町 大字長尾根 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5260 小友7 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5261-1 茂木11-1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5261-2 茂木11-2 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5262 狸原4 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5263 狸原5 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5264 狸原1 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5265 瀬見 みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K5266 瀬見ロ みどり市 旧大間々町 大字小平 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
沼田 K5270 上区ホ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5271 中区ロ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5272 下区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5273 中区ハ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5274 小日中区イ 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5275 法師イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5276 無田子イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字永井 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5280 赤谷イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5281 川古イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5282 赤谷ロ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5283 大石イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5284 相俣イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5285-1 須川平イ-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5285-2 須川平イ-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5286 大石ロ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字西峰須川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5287 羽場イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字羽場 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5289 荒巻イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5290 荒巻ロ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5292 東峰須川イ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字東峰 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K5293 東峰須川ロ 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字東峰 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
高崎 K6023 苧干場1 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K6024-1 上金井原1-1 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K6024-2 上金井原1-2 高崎市 旧榛名町 大字十文字 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K6025 鎧橋-1 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K6026 間野 高崎市 旧榛名町 大字上里見 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
富岡 K6058-1 諸-1 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎字諸 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
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富岡 K6058-2 諸-2 甘楽郡 下仁田町 大字吉崎字諸 R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
桐生 K7001 皆沢6 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7002 皆沢7 桐生市 梅田町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
高崎 K7003 寺尾町寺尾 高崎市 寺尾町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7004 乗附町寺､諏訪平 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7005-1 乗附町乗附-1 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7005-2 乗附町乗附-2 高崎市 乗附町 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
沼田 K7010 新湯ノ小屋橋北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7011 新湯ノ小屋橋東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7012-1 湯ノ小屋西-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7012-2 湯ノ小屋西-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7013-1 大芦東-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7013-2 大芦東-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7014 大沢北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7015 湯ノ沢向 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7016 久保北(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7017-1 久保北(B)-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7017-2 久保北(B)-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7018-1 久保東-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7018-2 久保東-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7019-1 一畝田-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7019-2 一畝田-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7020 関ヶ原東(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7021 関ヶ原東(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7022 応永寺裏 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7023 山口西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7024 山口北(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7025 山口北(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7026 原北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7027 原中(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7028 原中(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7029 原南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7030 平出北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原下 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7031 藤原ダム 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原下 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7032-1 土合3-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7032-2 土合3-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7033 土合2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7034-1 土合橋西-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7034-2 土合橋西-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7036-1 高沢北-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7036-2 高沢北-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7036-3 高沢北-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7036-4 高沢北-4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7037-1 湯島南-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7037-2 湯島南-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7037-3 湯島南-3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7038-1 粟沢橋東-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7038-2 粟沢橋東-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7039 粟沢橋西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字粟沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7040 綱子南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7041 綱子西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7042-1 綱子区南-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7042-2 綱子区南-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字綱子 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7043-1 向山下-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字向山 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7043-2 向山下-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字向山 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7044 高平東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7045 高平南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7046 下坪野北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7047 下坪野南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字大穴 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7048 アクト西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7049 鹿の沢北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7050 谷川橋左岸上 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7051 谷川橋左岸下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○
沼田 K7052 鹿の沢南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字鹿野沢 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7053 谷川3 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7054 谷川4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7055 谷川5 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7056 谷川6 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7057 谷川7 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7058-1 谷川8-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7058-2 谷川8-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7059 谷川9 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7060-1 谷川10-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7060-2 谷川10-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7061-1 谷川11-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7061-2 谷川11-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7062-1 谷川12-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K7062-2 谷川12-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7063-1 二ノ原地東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7063-2 二ノ原地西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7064 芦間下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7065 上の平北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7066 上の平北東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7067 上の平北西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7068 湯原西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7069-1 湯原南(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7069-2 湯原南(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯原 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7071 水上大橋下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7072 清水南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7074 山口 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7075 天狗下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7076 原 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7077 諏訪峡大橋下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7078 小日向南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7079 諏訪橋遊歩道上 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7081 浦和北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7082 浦和南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7083 川上南 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字川上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7084 小仁田 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小仁田 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7085 高日向 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字高日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7086 四ッ谷西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7087 四ッ谷東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字阿能川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7088 西田 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7089 天神前北 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字小日向 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7090-1 須田貝西-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7090-2 須田貝西-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7091 須田貝東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7092 一畝田西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7093 山口中 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7094 上ノ原西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7095-1 上ノ原-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7095-2 上ノ原-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7096 上ノ原東 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7097 立岩 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原下 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7098 宝川奥(A) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7099 宝川奥(B) 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7100 青木沢西 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原中 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7101 湯ノ小屋(C)下 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字藤原上 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7102 土合4 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字湯桧曽 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7103-1 谷川13-1 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7103-2 谷川13-2 利根郡 みなかみ町(旧水上町) 大字谷川 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
中之条 K7104 清水15 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字山田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7105 中組4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字下沢渡 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7106-1 上折田5-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7106-2 上折田5-2 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7106-3 上折田5-3 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7106-4 上折田5-4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7107 小川(C) 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字中之条町 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7108 原2-1 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字岩本 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
富岡 K7109 平滑B 甘楽郡 下仁田町 大字中小坂字馬落R1.5.31 37 急傾斜 ○ ○
中之条 K7111 上折田6 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字折田 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
桐生 K7112 堤町1-3 桐生市 堤町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
藤岡 K7113 三波川 藤岡市 旧鬼石町 三波川 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
藤岡 K7114 元坂原 藤岡市 旧鬼石町 坂原 H31.4.16 99 急傾斜 ○ ○
高崎 K7115-1 八幡前3-1 高崎市 旧吉井町 多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7115-2 八幡前3-2 高崎市 旧吉井町 多比良 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
沼田 K7116-1 下牧-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7116-2 下牧-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7116-3 下牧-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7117 下津 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7118 月夜野2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字月夜野 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7119 川角C 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7120 川角D 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字石倉 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7121-1 吉平B-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7121-2 吉平B-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7122 吉平2B 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字上牧 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7123 大平(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7124 後沢(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7125 滝合1(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7126 四ツ本2(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7127 中村17(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7128 奥ノ院イ(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7129-1 大平二(2)-1 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7129-2 大平二(2)-2 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
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沼田 K7129-3 大平二(2)-3 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7130 竹改戸イ(2) 利根郡 みなかみ町(旧月夜野町) 大字下津 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7131 今宿(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7132 浅地(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7133 赤谷イ(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7134 赤谷ロ(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7135 相俣イ(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7136 赤谷ハ(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7137 横子 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7138 田中-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7139-1 滝1-1 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7139-2 滝1-2 沼田市 下川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
中之条 K7140 二日市 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7141 下尻高 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字平 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7142 小塚 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
中之条 K7143 竹井4 吾妻郡 中之条町(旧中之条町) 大字横尾 R3.3.29 89 急傾斜 ○ ○
渋川 K7144 行幸田6 渋川市 行幸田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
沼田 K7145 赤谷ヘ(新規) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字相俣 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7146 今宿(新規2) 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字新巻 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
渋川 K7148 藤木2 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7149 藤木3 渋川市 旧赤城村 長井小川田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
高崎 K7150 若宮2 高崎市 旧吉井町 大字小暮 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7151 石神2 高崎市 旧吉井町 大字石神 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7152 足沢深山4 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7153 足沢深山5 高崎市 旧吉井町 大字岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7154 長坂3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7155 長坂4 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7156 森上2 高崎市 旧吉井町 岩崎 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7157 下川原2 高崎市 旧吉井町 大字坂口 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7158-1 小棚2-1 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7158-2 小棚2-2 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○
高崎 K7159-1 長坂5-1 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7159-2 長坂5-2 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7159-3 長坂5-3 高崎市 旧吉井町 大字上奥平 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
沼田 K7160-1 箕輪1-1 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
沼田 K7160-2 箕輪1-2 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字布施 R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
中之条 K7161 下之町 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字原町 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
太田 K7162-1 強戸町2 太田市 強戸町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7162-2 強戸町3 太田市 強戸町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7163 桃ヶ丘1 太田市 熊野町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7164 長手町8 太田市 長手町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7165 東今泉町2 太田市 東今泉町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7166 金山1 太田市 金山町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7168 東今泉町3 太田市 東今泉町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7169 強戸町5 太田市 強戸町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
中之条 K7170-1 程岩2-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7170-2 程岩2-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7170-3 程岩2-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7171 中井 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字泉沢 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
沼田 K7172 北馬込3 沼田市 上川田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
中之条 K7173 山根ハ 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字新巻 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7174 広場3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7175-1 大久保10-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7175-2 大久保10-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字岡崎 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7176 坂上1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7177 芝原1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7178-1 新宿1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7178-2 新宿1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7179-1 鳴沢1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7179-2 鳴沢1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7179-3 鳴沢1-3 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7180 竹の沢1 吾妻郡 東吾妻町(旧東村) 大字箱島 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
渋川 K7181 上ノ山(B) 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7182-1 香湯-1 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7182-2 香湯-2 渋川市 旧伊香保町 伊香保 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
桐生 K7183 牛沢2 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
桐生 K7184 牛沢3 みどり市 旧東村 大字神戸 R3.3.31 121 急傾斜 ○ ○
沼田 K7185 井土上 沼田市 井土上町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7186 南明1 沼田市 柳町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7187 戸神山東 沼田市 下発知町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7188 清水1 沼田市 清水町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7189 池田3 沼田市 発知新田町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
高崎 K7190 下長根1 高崎市 旧吉井町 大字下長根 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
高崎 K7191 中塩2 高崎市 旧吉井町 大字塩 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
沼田 K7192 下佐山1-2 沼田市 佐山町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7193 久屋原町4 沼田市 上久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
沼田 K7194-1 下久屋町7-1 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
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沼田 K7194-2 下久屋町7-2 沼田市 下久屋町 R2.5.26 150 急傾斜 ○ ○
富岡 K7196 久保3 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
富岡 K7197 雨沢 甘楽郡 南牧村 大字大仁田 R1.5.31 38 急傾斜 ○ ○
中之条 K7198-1 新興4-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7198-2 新興4-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7198-3 新興4-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字小泉 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7199-1 上北1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7199-2 上北1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7199-3 上北1-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7200 上北2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字植栗 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7201-1 田中-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7201-2 田中-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7202 西組 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字岩井 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
太田 K7203 藪塚1 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7204-1 藪塚2-1 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7204-2 藪塚2-2 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7204-3 藪塚2-3 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7205 藪塚3 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7206 藪塚4 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7207 藪塚5 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7208 藪塚6 太田市 旧藪塚本町 藪塚町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
太田 K7209 北金井町2 太田市 北金井町 R3.3.29 82 急傾斜 ○ ○
安中 K7210-1 芦田谷-1 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7210-2 芦田谷-2 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7210-3 芦田谷-3 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7210-4 芦田谷-4 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○
安中 K7210-5 芦田谷-5 安中市 旧松井田町 入山 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K7211 丑ヶ渕1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7212 丑ヶ渕2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7213 丑ヶ渕3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字本宿 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7214-1 飯米場3-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7214-2 飯米場3-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7214-3 飯米場3-3 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7215 清水8 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字須賀尾 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7216 岩殿 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大柏木 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
安中 K7217-1 北久保-1 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7217-2 北久保-2 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7217-3 北久保-3 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7217-4 北久保-4 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7218-1 東寺久保-1 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7218-2 東寺久保-2 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7219-1 上座馬-1 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7219-2 上座馬-2 安中市 旧松井田町 二軒在家 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7220-1 中河原-1 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7220-2 中河原-2 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7220-3 中河原-3 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7220-4 中河原-4 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7221 大見山 安中市 旧松井田町 八城 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7222 下名山2 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7223 仲原2 安中市 郷原 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7224-1 悪途久保東2-1 安中市 原市 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7224-2 悪途久保東2-2 安中市 原市 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7225-1 上町南-1 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7225-2 上町南-2 安中市 旧松井田町 松井田 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K7226 塩の平6 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7227 塩の平7 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7228 塩の平8 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7229 塩の平9 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7230-1 下宿1-1 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
中之条 K7230-2 下宿1-2 吾妻郡 東吾妻町(旧吾妻町) 大字大戸 R3.3.29 99 急傾斜 ○ ○
高崎 K7231 小棚 高崎市 旧吉井町 大字小棚 R3.3.29 80 急傾斜 ○ ○
渋川 K7232 金井南牧3 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7233 金井南牧2 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7234 金井南牧4 渋川市 金井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7235 真壁2 渋川市 旧北橘村 真壁 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7236 真壁3 渋川市 旧北橘村 真壁 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7237 分郷八崎4 渋川市 旧北橘村 分郷八崎 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7238 舟戸4 渋川市 旧赤城村 三原田 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7239 上組西2 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7240 上組西3 渋川市 上白井 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
沼田 K7241 木賊-2 利根郡 川場村 川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K7242 湯2 利根郡 川場村 川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
沼田 K7243 木賊2 利根郡 川場村 川場湯原 R2.5.26 151 急傾斜 ○ ○
桐生 K7244 鳥ノ海橋上 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
渋川 K7245-1 石原-1 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7245-2 石原-2 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
渋川 K7245-3 石原-3 渋川市 石原 R2.3.6 65 急傾斜 ○ ○
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中之条 K7246-1 本宿2区3-1 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K7246-2 本宿2区3-2 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
中之条 K7246-3 本宿2区3-3 吾妻郡 高山村 大字中山 R3.3.29 97 急傾斜 ○ ○
桐生 K7247-1 下阿武儀-1 桐生市 旧黒保根村 宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7247-2 下阿武儀-2 桐生市 旧黒保根村 宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
前橋 K7248 橘 前橋市 田口町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7249-1 原之郷-1 前橋市 旧富士見村 原之郷 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7249-2 原之郷-2 前橋市 旧富士見村 原之郷 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7250 東田 前橋市 日輪寺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7251-1 天神峰-1 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7251-2 天神峰-2 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7251-3 天神峰-3 前橋市 嶺町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7252 下原 前橋市 小坂子町 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
前橋 K7253 赤城山6 前橋市 旧富士見村 赤城山 R2.2.18 42 急傾斜 ○ ○
安中 K7254-1 前田-1 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
安中 K7254-2 前田-2 安中市 野殿 R3.3.29 85 急傾斜 ○ ○
中之条 K7255-1 馬踏道-1 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○
中之条 K7255-2 馬踏道-2 吾妻郡 嬬恋村 大字大前 R3.3.29 93 急傾斜 ○
安中 K7256-1 鍛冶屋村3-1 安中市 旧松井田町 土塩 R5.4.28 142 急傾斜 ○
安中 K7256-2 鍛冶屋村3-2 安中市 旧松井田町 土塩 R5.4.28 142 急傾斜 ○ ○
安中 K7256-3 鍛冶屋村3-3 安中市 旧松井田町 土塩 R5.4.28 142 急傾斜 ○ ○
沼田 K7257 栃平 利根郡 みなかみ町(旧新治村) 大字猿ケ京温泉R1.12.20 232 急傾斜 ○ ○
中之条 K7258 向原1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7259 向原2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7260 長野原Ｃ-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7261 嶋木3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7262 東貝瀬 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7263 貝瀬1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7264 貝瀬2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7265-1 貝瀬3-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7265-2 貝瀬3-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7265-3 貝瀬3-3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7266 貝瀬5 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7267-1 油郎2-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7267-2 油郎2-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7268 長野原中 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7269 長野原下 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7270 尾坂2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7271 尾坂3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7272-1 尾坂4-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7272-2 尾坂4-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7273 久々戸1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7274-1 小倉-1 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7274-2 小倉-2 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7274-3 小倉-3 吾妻郡 長野原町 大字長野原 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7275-1 八ッ場-1 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7275-2 八ッ場-2 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7275-3 八ッ場-3 吾妻郡 長野原町 大字川原畑 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7276 川原湯(B) 吾妻郡 長野原町 大字川原湯 R3.3.29 91 急傾斜 ○
中之条 K7277 中棚1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7278-1 中棚2-1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7278-2 中棚2-2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7279 中棚3 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7280 楡木2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7281 中棚4 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7282-1 林1-1 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7282-2 林1-2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7283 林2 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7284 林3 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7285 林4 吾妻郡 長野原町 大字林 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7286-1 東4-1 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
中之条 K7286-2 東4-2 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 急傾斜 ○ ○
桐生 K7287 引田4 桐生市 菱町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7288 堂場8 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7289 堂場9 桐生市 川内町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7290 ひまわり団地1 桐生市 旧黒保根村 宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○
桐生 K7291 ひまわり団地2 桐生市 旧黒保根村 宿廻 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
桐生 K7292 広沢町3丁目2 桐生市 広沢町 R4.3.1 39 急傾斜 ○ ○
中之条 175 東 吾妻郡 長野原町 大字横壁 R3.3.29 91 地滑り ○
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　　　　　　　　　　　　　　令和７年１月６日現在

事業者名 担当部局 所在地 連絡先(内線)

前橋市 水道局水道整備課 前橋市岩神町3-13-15 027-898-3022

高崎市 水道局 高崎市高松町35番地1 027-321-1282

安中市 上下水道部 安中市安中2-11-24 027-345-3002

渋川市 上下水道局総務経営課 渋川市石原80 0279-22-2504

榛東村 上下水道課 北群馬郡榛東村新井790-1 0279-26-2642

吉岡町 上下水道課 北群馬郡吉岡町下野田560 0279-54-1118

藤岡市 上下水道部 藤岡市中栗須327 0274-40-2814

神流町 産業建設課 多野郡神流町万場90-6 0274-57-2111(215)

上野村 振興課 多野郡上野村大字川和11 0274-59-2111

富岡市 建設水道部上下水道経営課 富岡市富岡1477-1 0274-64-1151

下仁田町 建設水道課 甘楽郡下仁田町下仁田682 0274-64-8808

南牧村 振興整備課 甘楽郡南牧村大日向1098 0274-87-2011

甘楽町 水道課 甘楽郡甘楽町小幡161-1 0274-64-8317

中之条町 企業課 吾妻郡中之条町中之条町1091 0279-75-8831

東吾妻町 上下水道課 吾妻郡東吾妻町原町1046 0279-76-4010

長野原町 上下水道課 吾妻郡長野原町長野原1340-1 0279-82-3025

嬬恋村 上下水道課 吾妻郡嬬恋村大前110 0279-96-1255

草津町 愛町部上下水道課 吾妻郡草津町草津28 0279-88-7183

高山村 建設課 吾妻郡高山村中山2856-1 0279-26-7950

沼田市 都市建設部上下水道経営課 沼田市下之町888 0278-23-2111

片品村 農林建設課 利根郡片品村大字鎌田3967-3 0278-58-2113

川場村 田園整備課 利根郡川場村大字谷地3200 0278-25-5072(145)

みなかみ町 上下水道課 利根郡みなかみ町後閑318 0278-25-5003

昭和村 建設課 利根郡昭和村大字糸井388 0278-25-3421(211)

伊勢崎市 上下水道局 伊勢崎市連取元町170-3 0270-30-1230

玉村町 上下水道課 佐波郡玉村町上新田1116-3 0270-65-6691

桐生市 水道局総務課 桐生市美原町2-5 0277-32-4352

みどり市 大間々庁舎簡水下水道課 みどり市大間々町大間々1511 0277-46-7918

群馬東部水道企業団 総務課 太田市浜町11-28 0276-45-2734

４－１　市町村等別水道担当連絡先一覧表
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規模

　(kl/日)

前橋市 前橋市し尿処理施設（し尿） 前橋市六供町516-1 027-221-7524 027-221-5012 33     

前橋市 前橋市し尿処理施設（浄化槽汚泥） 前橋市六供町516-1 027-221-7524 027-221-5012 87     

伊勢崎市                 伊勢崎市茂呂クリーンセンター 伊勢崎市茂呂南町5097-2 0270-32-2558 0270-27-5451 112    

伊勢崎市          伊勢崎市境クリーンセンター 伊勢崎市境上矢島675 0270-76-2493 0270-76-2493 50     

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川地区広域圏環境クリーンセンター 渋川市川島110 0279-23-3007 0279-23-3020 94     

高崎市  城南クリーンセンター 高崎市和田多中町610 027-322-7611 027-322-7620 174    

安中市 碓氷川クリーンセンター　し尿処理施設 安中市原市65 027-381-0747 027-381-2783 90     

45     

90     

上野村 上野村未利用資源活用施設 上野村大字乙父1299-1 0274-59-2309 0274-59-2320 7.5    

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 衛生管理センター 富岡市田篠1297-1 0274-64-1241 0274-64-1242 75     

甘楽西部環境衛生施設組合          下仁田南牧クリーンセンター 下仁田町白山204-1 0274-82-2276 0274-82-5766 29     

吾妻東部衛生施設組合              吾妻東部衛生センター　し尿処理施設 中之条町大字中之条町316-1 0279-75-2099 0279-75-6755 62     

西吾妻衛生施設組合                西吾妻衛生センター 嬬恋村今井285 0279-97-2171 0279-97-2176 40     

沼田市外二箇村清掃施設組合        沼田市外二箇村衛生センター 沼田市恩田町309-1 0278-22-2294 0278-22-9236 78     

みなかみ町 奥利根アメニティパーク　し尿処理施設 みなかみ町布施2806-1 0278-64-1167 0278-64-1097 35     

太田市              太田市第一クリーンセンター 太田市古戸町1139 0276-47-1949 0276-47-1954 100    

太田市              太田市第二クリーンセンター 太田市古戸町1139 0276-47-1949 0276-47-1954 120    

太田市 太田市新田クリーンセンター 太田市新田下田中町1342-1 0276-47-1949 0276-47-1954 46     

館林衛生施設組合              館林環境センター 館林市赤生田町65-1 0276-72-1624 0276-72-6655 100    

大泉町                  大泉町衛生センター 大泉町仙石2-28-1 0276-63-3111 0276-63-3921 80     

桐生市                  桐生市境野水処理センター 桐生市境野町3-1511-1 0277-44-6184 0277-44-6186 195    

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 岡之郷クリーンセンター 藤岡市岡之郷1423-1 0274-22-1001 0274-22-2800

４－２　市町村等別 し尿処理施設担当連絡先一覧表　
令和４年４月１日現在

事　業　主　体　名 施　　設　　名 　施設所在地  電話番号  ＦＡＸ
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番号 コード 市町村名 電話番号

1 201 前 橋 市 水道局 下水道整備課 027-234-5511

2 202 高 崎 市 下水道局 総務課 027-321-1263

3 203 桐 生 市 水道局 下水道課 0277-46-1111

4 204 伊 勢 崎 市 上下水道局 下水道施設課 0270-27-2775

5 205 太 田 市 都市政策部 下水道課 0276-47-1921

6 206 沼 田 市 都市建設部 上下水道整備課 0278-23-2111

7 207 館 林 市 都市建設部 下水道課 0276-47-5160

8 208 渋 川 市 上下水道局 業務課 0279-22-2120

9 209 藤 岡 市 上下水道部 下水道課 0274-40-2327

10 210 富 岡 市 建設水道部 下水道課 0274-64-1151

11 211 安 中 市 上下水道部 下水道課 027-345-3003

12 212 み ど り 市 都市建設部 簡水下水道課 0277-76-1904

13 344 榛 東 村 上下水道課 0279-26-2733

14 345 吉 岡 町 上下水道課 0279-26-2284

15 384 甘 楽 町 水道課 0274-64-8317

16 421 中 之 条 町 企業課 0279-75-8832

17 424 長 野 原 町 上下水道課 0279-82-3026

18 425 嬬 恋 村 上下水道課 0279-96-1255

19 426 草 津 町 愛町部 上下水道課 0279-88-7183

20 429 東 吾 妻 町 上下水道課 0279-76-4010

21 443 片 品 村 農林建設課 0278-58-2114

22 444 川 場 村 田園整備課 0278-25-5072

23 449 みなかみ町 上下水道課 0278-25-5014

24 464 玉 村 町 上下水道課 0270-65-6691

25 521 板 倉 町 住民環境課 0276-82-6132

26 522 明 和 町 都市建設課 0276-84-3111

27 523 千 代 田 町 建設下水道課 0276-86-7004

28 524 大 泉 町 都市建設部 公園下水道課 0276-63-3111

29 525 邑 楽 町 都市計画課 0276-46-5037

４－３　市町村下水道担当連絡先一覧表
令和６年４月１日現在

担当部課名

- 210 -



ガス会社名 担当窓口 所在地 電話番号

東京ガス（株）群馬支社 総務広報部 高崎市東町１３４－６ 027-323-3840

桐生瓦斯（株） 導管管理センター 桐生市仲町３－６－３２ 0277-44-8141

館林ガス（株） 総務部 館林市新宿１－２－１ 0276-72-4434

沼田ガス（株） 総務課 沼田市材木町１２９１－１ 0278-22-4451

伊勢崎ガス（株） 総務部 伊勢崎市日乃出町１０８ 0270-25-4520

太田都市ガス（株） 総務部 太田市浜町１７－４ 0276-45-4161

渋川ガス（株） 総務部 渋川市渋川１０９２－１ 0279-23-5501

（株）エネクル富岡支社 エネクル富岡 富岡市富岡１３４１－１ 0274-63-0330

東海ガス（株） 下仁田支店 甘楽郡下仁田町大字下仁田４７９－３ 0274-64-9400

４－４　県内都市ガス会社等連絡先一覧表
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所在地 電話番号

前橋市大渡町１－１０－７ 027-255-6121（一社）群馬県ＬＰガス協会

４－５　県内ＬＰガス団体連絡先

団　　体　　名
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５－１ 気象台の観測所 

1 気象官署 

名称 水系 所在地 観測開始 備考 

前橋地方気象台 利根川 前橋市昭和町 
前橋市元総社町 
前橋市大手町 

M29.12.1 気候観測、 
地域気象、積雪 

 

2 地域気象観測所 

観測所名 水系 所在地 観測開始 観測種別 

藤原 利根川 利根郡みなかみ町藤原 S52.11.11 地域気象、積雪 

みなかみ 利根川 利根郡みなかみ町湯原 S52.12.23 〃 

草津 吾妻川 吾妻郡草津町草津 S49.11.19 〃 

沼田 利根川 沼田市井土上町 S49.11.19 地域気象 

中之条 吾妻川 吾妻郡中之条町伊勢町 S52.12.21 〃 

田代 吾妻川 吾妻郡嬬恋村田代 S49.11.19 〃 

桐生 渡良瀬川 桐生市元宿町 S49.11.19 〃 

上里見 烏川 高崎市上里見町 S49.11.19 〃 

伊勢崎 粕川 伊勢崎市宮子町 H10.7.27 〃 

西野牧 鏑川 甘楽郡下仁田町西野牧 S49.11.19 〃 

館林 渡良瀬川 館林市富士原町 S49.11.19 〃 

神流 神流川 多野郡神流町大字黒田 S52.11.17 〃 

片品 片品川 利根郡片品村鎌田 S52.7.19 地域雨量 

榛名山 沼尾川 高崎市榛名湖町沼ノ原 S49.11.1 〃 

黒保根 渡良瀬川 桐生市黒保根町水沼 S53.6.16 〃 

藤岡 神流川 藤岡市藤岡 S49.11.1 〃 

  (注) 地域気象観測：有線ロボット気象計による降水量・気温・風の自動観測 

    積雪観測   ：有線ロボット積雪深計による積雪の深さの自動観測 

地域雨量観測：有線ロボット雨量計による降水量の自動観測 
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記号            種 別           観測所数 

                  気象官署（前橋地方気象台）     １ヶ所 

                  地域気象観測所 

（気温・風向風速・降水量）      ９ヶ所 

                  地域気象観測所              

                        （気温・風向風速・降水量・積雪）   ３ヶ所 

 地域雨量観測所               ４ヶ所 

 

前 橋

伊 勢崎 

藤 岡

神 流 

西 野 牧

上里 見

榛 名 山 

草 津 

田 代 

中之条

沼 田

みな か み 

藤 原 

片 品

黒保 根

桐生 

館林 
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５－２ 気象等に関する特別警報の発表基準 

 

現象の種類 基  準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や

同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ

れる場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）過去の災害事例に照らして、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の中心

気圧、最大風速などに関する客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて発表を判断します。 
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（東京管区気象台管内） 令和6年5月23日現在

前橋・桐生地域 伊勢崎・太田地域 高崎・藤岡地域 利根・沼田地域 吾妻地域

山地  12時間降雪の深さ30cm
平地  12時間降雪の深さ20cm

12時間降雪の深さ10cm
山地  12時間降雪の深さ30cm
平地  12時間降雪の深さ20cm

山地  12時間降雪の深さ50cm
平地  12時間降雪の深さ25cm

山地  12時間降雪の深さ40cm
平地  12時間降雪の深さ25cm

山地  12時間降雪の深さ10cm
平地  12時間降雪の深さ5cm

12時間降雪の深さ5cm
山地  12時間降雪の深さ10cm
平地  12時間降雪の深さ5cm

山地  12時間降雪の深さ30cm
平地  12時間降雪の深さ10cm

山地  12時間降雪の深さ25cm
平地  12時間降雪の深さ10cm

＊ 1 湿度は前橋地方気象台の値。
＊ 2 冬期の気温は前橋地方気象台の値。

記録的短時間大雨情報（１時間雨量） 100mm

なだれ
①積雪があって，24時間降雪の深さが30cm以上

②積雪の深さ50cm以上で，日平均気温が5℃以上，又は日降水量が15mm以上

低温
夏期：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合

冬期：最低気温-6℃以下＊2

霜 早霜・晩霜期に最低気温3℃以下

注

 

 

意

 

 

報

大雨 区域内の市町村で別表3の基準に到達することが予想される場合

洪水 区域内の市町村で別表4の基準に到達することが予想される場合

強風（平均風速）

濃霧（視程） 100m

乾燥 最小湿度25%で，実効湿度50%＊1

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合

融雪

高潮

雷 落雷等により被害が予想される場合

波浪（有義波高）

高潮

13m/s

風雪（平均風速） 13m/s  雪を伴う

大雪

一次細分区域 南部 北部

市町村等をまとめた地域

警

 

 

 

 

報

大雨 区域内の市町村で別表1の基準に到達することが予想される場合

洪水 区域内の市町村で別表2の基準に到達することが予想される場合

暴風（平均風速） 18m/s

暴風雪（平均風速） 18m/s  雪を伴う

大雪

波浪（有義波高）

５－３－１　警報・注意報発表基準一覧表

発表官署 前橋地方気象台

府県予報区 群馬県
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５－３－２ 府県版警報・注意報発表基準一覧表の解説 
 
（1）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が起こるおそれのある旨を注意

して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

（2）暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報、記録的短時間大雨情報の（）内は基準として用いる気象要素

を示す。なお、府県予報区、一次細分区域及び市町村等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記している。 

（3）大雨、洪水、大雪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準に

おける「...以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「...以下」の「以下」を省略した。な

お、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

（4）表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で基準値を記述する場合がある。 

（5）表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜線で、また現象によ

る災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）について

はその欄を空白でそれぞれ示している。 

（6）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用することが適切でない状態と

なることがある。このような場合は、非常措置として基準のみにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、この

ような状態がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定

して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

 

【大雨、洪水警報・注意報基準表（別表１～4）の解説】 

（1）別表及び別添資料の市町村等をまとめた地域の欄中、（）内は府県予報区または一次細分区域を示す。 

（2）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち基準を設定していないもの、

洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市町村等

については、その欄を“－”で示している。 

（3）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に達すると予

想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（4）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

（5）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は 1km 四方毎に設定しているが、別表１及び３の土壌雨量指数基準には市町村等の域

内における基準の最低値を示している。1km 四方毎の基準値については、別添資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を参照のこと。 

（6）洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 10.5 以上｣を意味する。 

（7）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には主

要な河川における代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表し

ている。主要な河川以外の河川も含めた流域全体の基準値は別添資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

（8）洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値

を示している。その他の地点の基準値は別添資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。 

（9）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発表さ

れた洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」

ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」

ことを意味する。 
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（別表1）大雨警報基準 令和5年6月8日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

前橋市 120

桐生市 120

渋川市 132

みどり市 120

榛東村 145

吉岡町 135

伊勢崎市 －

太田市 120

館林市 －

玉村町 －

板倉町 －

明和町 －

千代田町 －

大泉町 －

邑楽町 －

高崎市 164

藤岡市 138

富岡市 139

安中市 139

上野村 138

神流町 172

下仁田町 148

南牧村 146

甘楽町 164

高崎・藤岡地域

15

13

20

23

25

23

20

16

16

12

19

18

15

５－４　大雨警報基準

20

表面雨量指数基準

20

25

24

20

20

23

21

21

23

21

前橋・桐生地域

伊勢崎・太田地域
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（別表1）大雨警報基準 令和5年6月8日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準表面雨量指数基準

沼田市 106

片品村 108

川場村 106

昭和村 112

みなかみ町 97

中之条町 112

長野原町 124

嬬恋村 107

草津町 127

高山村 118

東吾妻町 124

利根・沼田地域

吾妻地域 14

15

13

14

17

15

16

15

15

14

15
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（別表2）洪水警報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

前橋市 － －

桐生市 － 渡良瀬川上流部［高津戸・広見橋］

渋川市 － －

みどり市 － 渡良瀬川上流部［高津戸］

榛東村 － －

吉岡町 － －

伊勢崎市 早川流域=（14，17.2），
広瀬川流域=（12，21.7），
韮川流域=（8，6.4）

烏川流域［岩鼻］，
利根川上流部［八斗島］

太田市 石田川流域=（8，11.8），
大川流域=（12，3.1）

渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川水系石田川［下田島・牛沢］，
利根川上流部［八斗島］

館林市 － 秋山川［大橋］，
渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川上流部［八斗島・栗橋］，
渡良瀬川下流部［足利］

玉村町 － 烏川流域［岩鼻］，
利根川上流部［八斗島］

板倉町 － 渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川上流部［八斗島・栗橋］，
渡良瀬川下流部［足利・古河］

明和町 － 利根川上流部［八斗島・栗橋］，
渡良瀬川下流部［古河］

千代田町 － 利根川上流部［八斗島］

大泉町 － 渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川上流部［八斗島］

邑楽町 － 渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川上流部［八斗島］

高崎市 烏川流域=（9，44.8），
染谷川流域=（9，12.2），
鏑川流域=（9，45.1）

烏川流域［高松・岩鼻・山名］，
神流川［若泉］

藤岡市 － 烏川流域［高松・岩鼻・山名］，
神流川［若泉］

富岡市 鏑川流域=（9，32.8） －

安中市 － －

上野村 － －

神流町 － －

下仁田町 鏑川流域=（8，26.3） －

南牧村 南牧川流域=（11，11.7），
大塩沢川流域=（7，5.9），
大仁田川流域=（7，7.6），
底瀬川流域=（7，4.1），
星尾川流域=（7，6.3）

－

甘楽町 － －

前橋・桐生地域

伊勢崎・太田地域

高崎・藤岡地域

鏑川流域=34.2，高田川流域=12.2，
丹生川流域=7.2，雄川流域=13.5，
蚊沼川流域=4.9

新谷田川流域=8.2

休泊川流域=10.6

新堀川流域=9.6，矢場川流域=9.6，
多々良川流域=9.8，藤川流域=3.7

利根川流域=99.3，井野川流域=15.5，
染谷川流域=13.6，鏑川流域=50.2，
土合川流域=6.1，碓氷川流域=36.5，
榛名白川流域=13.8温井川流域=9.6，中川流域=5.9，
笹川流域=6.9，鮎川流域=17.8

利根川流域=98.5，吉岡川流域=8.9，
滝川流域=6.2，滝の沢川流域=7

鏑川流域=48.4，天引川流域=6.5，
白倉川流域=7.4，雄川流域=13.5

碓氷川流域=27.6，柳瀬川流域=10.8，
九十九川流域=21.8，秋間川流域=9.4，
後閑川流域=9.6，増田川流域=13.9

神流川流域=26.3，野栗沢川流域=11.6

神流川流域=38.3，塩沢川流域=8.5，
船子川流域=8.6

鏑川流域=33.5，横瀬川流域=5.9，
西牧川流域=24.1，青倉川流域=10.4，
南牧川流域=21.6

南牧川流域=13，大塩沢川流域=6.6，
大仁田川流域=8.3，底瀬川流域=4.6，
星尾川流域=7.1

谷田川流域=15

利根川流域=99.7，早川流域=18.9，
広瀬川流域=24.2，藤川流域=6.8，
韮川流域=7.7，粕川流域=17.8，
大川流域=5.7，荒砥川流域=18.1

早川流域=18.9，蛇川流域=15.6，
聖川流域=5.9，高寺川流域=7.5，
大川流域=4.3

谷田川流域=15.8，矢場川流域=16.6，
多々良川流域=10.6

利根川流域=99.6，藤川流域=6.8，
滝川流域=8.8

谷田川流域=18.5，板倉川流域=5.9，
鶴生田川流域=9.5

午王頭川流域=6.1，滝川流域=5.8，
染谷川流域=3.9，唐沢川流域=4.4

５－５　洪水警報基準

流域雨量指数基準

利根川流域=99.3，広瀬川流域=15.5，
荒砥川流域=13.1，桃ノ木川流域=12，
寺沢川流域=7.9，竜の口川流域=6.8，
赤城白川流域=10.6，滝川流域=10.3，
牛池川流域=7.4

山田川流域=11.7，鏑木川流域=7.7，
蕨沢川流域=6.6

利根川流域=97.6，茂沢川流域=10.2，
平沢川流域=10，吾妻川流域=72.7，
沼尾川流域=11.4，滝の沢川流域=7，
午王川流域=5.9

早川流域=8.3，小平川流域=9.3，
小中川流域=15.6
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（別表2）洪水警報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準流域雨量指数基準

沼田市 四釜川流域=（6，9.9） －

片品村 － －

川場村 － －

昭和村 － －

みなかみ町 須川川流域=（11，10） －

中之条町 － －

長野原町 － －

嬬恋村 － －

草津町 － －

高山村 － －

東吾妻町 温川流域=（13，18） －

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

利根・沼田地域

吾妻地域

桜川流域=6.6，溝又川流域=4.9，
薄根川流域=9.5

永井川流域=5.4，入沢川流域=4.9，
片品川流域=44.4

利根川流域=36.3，赤谷川流域=22.2，
湯桧曽川流域=13，須川川流域=14

吾妻川流域=68，名久田川流域=16.3，
四万川流域=26.6，白砂川流域=28.1

吾妻川流域=39.9，白砂川流域=28.6，
熊川流域=19.4

吾妻川流域=26.4，万座川流域=14.7

湯川流域=5.4，遅沢川流域=3.7

名久田川流域=18.6，役原川流域=6.8，
五領川流域=8

吾妻川流域=56.1，四万川流域=26.6，
温川流域=20.4

利根川流域=45.2，片品川流域=44.9，
田沢川流域=18.4，四釜川流域=11.1，
発知川流域=10.6

片品川流域=21.2，小川流域=18.2
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（別表3）大雨注意報基準 令和5年6月8日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

前橋市 70

桐生市 70

渋川市 77

みどり市 70

榛東村 85

吉岡町 79

伊勢崎市 100

太田市 70

館林市 76

玉村町 100

板倉町 76

明和町 76

千代田町 76

大泉町 76

邑楽町 76

高崎市 82

藤岡市 69

富岡市 69

安中市 69

上野村 69

神流町 86

下仁田町 74

南牧村 73

甘楽町 82

高崎・藤岡地域

10

9

10

13

13

10

12

10

13

8

10

13

12

５－６　大雨注意報基準

13

表面雨量指数基準

11

13

11

13

10

13

11

11

12

11

前橋・桐生地域

伊勢崎・太田地域
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（別表3）大雨注意報基準 令和5年6月8日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準表面雨量指数基準

沼田市 76

片品村 77

川場村 76

昭和村 80

みなかみ町 69

中之条町 67

長野原町 74

嬬恋村 64

草津町 76

高山村 70

東吾妻町 74

利根・沼田地域

吾妻地域 11

9

6

11

13

12

8

9

5

11

6
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（別表4）洪水注意報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

前橋市 荒砥川流域=（9，8.3），
竜の口川流域=（5，5.4），
滝川流域=（5，8.2）

－

桐生市 － 渡良瀬川上流部［高津戸・広見橋］

渋川市 茂沢川流域=（5，8.1），
午王川流域=（7，3.1）

－

みどり市 － 渡良瀬川上流部［高津戸］

榛東村 － －

吉岡町 － －

伊勢崎市 利根川流域=（5，79.7），
早川流域=（5，15.1），
広瀬川流域=（7，19.3），
韮川流域=（5，5.8），
大川流域=（5，4.5）

利根川上流部［八斗島］

太田市 利根川流域=（9，72.3），
石田川流域=（5，10.5），
蛇川流域=（5，12.4），
高寺川流域=（5，6），
大川流域=（9，2.5）

渡良瀬川上流部［高津戸］，
利根川水系石田川［下田島・牛沢］，
利根川上流部［八斗島］

館林市 矢場川流域=（10，13.2） 渡良瀬川下流部［足利］

玉村町 利根川流域=（5，79.6），
烏川流域=（9，68.3）

烏川流域［岩鼻］，
利根川上流部［八斗島］

板倉町 － 利根川上流部［八斗島・栗橋］，
渡良瀬川下流部［足利］

明和町 － 利根川上流部［八斗島］

千代田町 － 利根川上流部［八斗島］

大泉町 － 利根川上流部［八斗島］

邑楽町 矢場川流域=（5，7.6） －

高崎市 烏川流域=（9，37.8），
井野川流域=（6，12.4），
染谷川流域=（6，10.8），
鏑川流域=（6，40.1），
土合川流域=（6，4.7）

烏川流域［高松・岩鼻・山名］，
神流川［若泉］

藤岡市 － 烏川流域［岩鼻・山名］，
神流川［若泉］

富岡市 鏑川流域=（9，21.8） －

安中市 － －

上野村 神流川流域=（9，21） －

神流町 － －

下仁田町 鏑川流域=（5，23.7），
青倉川流域=（10，6.6），
南牧川流域=（10，13.8）

－

南牧村 南牧川流域=（7，8.3），
大塩沢川流域=（7，4.2），
大仁田川流域=（5，6.6），
底瀬川流域=（7，3.6），
星尾川流域=（7，5.6）

－

甘楽町 － －

前橋・桐生地域

伊勢崎・太田地域

高崎・藤岡地域

鏑川流域=27.3，高田川流域=9.7，
丹生川流域=5.7，雄川流域=10.8，
蚊沼川流域=3.9

新谷田川流域=6.5

休泊川流域=8.4

新堀川流域=7.6，矢場川流域=7.6，
多々良川流域=7.8，藤川流域=3

利根川流域=79.4，井野川流域=12.4，
染谷川流域=10.8，鏑川流域=40.1，
土合川流域=4.9，碓氷川流域=29.2，
榛名白川流域=11

温井川流域=7.6，中川流域=4.7，
笹川流域=5.5，鮎川流域=14.2

利根川流域=78.8，吉岡川流域=7.1，
滝川流域=4.9，滝の沢川流域=5.6

鏑川流域=38.7，天引川流域=5.2，
白倉川流域=5.9，雄川流域=10.8

碓氷川流域=22，柳瀬川流域=8.6，
九十九川流域=17.4，秋間川流域=7.5，
後閑川流域=7.6，増田川流域=11.1

神流川流域=21，野栗沢川流域=9.2

神流川流域=30.6，塩沢川流域=6.8，
船子川流域=6.8

鏑川流域=26.8，横瀬川流域=4.7，
西牧川流域=19.2，青倉川流域=8.3，
南牧川流域=17.2

南牧川流域=10.4，大塩沢川流域=5.2，
大仁田川流域=6.6，底瀬川流域=3.7，
星尾川流域=5.6

谷田川流域=12

利根川流域=79.7，早川流域=15.1，
広瀬川流域=19.3，藤川流域=5.4，
韮川流域=6.1，粕川流域=14.2，
大川流域=4.6，荒砥川流域=14.4

早川流域=15.1，蛇川流域=12.4，
聖川流域=4.7，高寺川流域=6，
大川流域=3.1

谷田川流域=12.6，矢場川流域=13.2，
多々良川流域=8.4

利根川流域=79.6，藤川流域=5.4，
滝川流域=7

谷田川流域=14.8，板倉川流域=4.7，
鶴生田川流域=7.6

午王頭川流域=4.8，滝川流域=4.6，
染谷川流域=3.1，唐沢川流域=3.5

５－７　洪水注意報基準

流域雨量指数基準

利根川流域=79.4，広瀬川流域=12.4，
荒砥川流域=10.4，桃ノ木川流域=9.6，
寺沢川流域=6.3，竜の口川流域=5.4，
赤城白川流域=8.4，滝川流域=8.2，
牛池川流域=5.9

山田川流域=9.3，鏑木川流域=6.1，
蕨沢川流域=5.2

利根川流域=78，茂沢川流域=8.1，
平沢川流域=8，吾妻川流域=58.1，
沼尾川流域=9.1，滝の沢川流域=5.6，
午王川流域=4.7

早川流域=6.6，小平川流域=7.4，
小中川流域=12.4
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（別表4）洪水注意報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準流域雨量指数基準

沼田市 利根川流域=（5，36.1），
四釜川流域=（6，7），
発知川流域=（6，6.7）

－

片品村 － －

川場村 － －

昭和村 － －

みなかみ町 須川川流域=（5，9） －

中之条町 － －

長野原町 － －

嬬恋村 － －

草津町 － －

高山村 － －

東吾妻町 吾妻川流域=（10，32.6），
温川流域=（10，12.5）

－

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

利根・沼田地域

吾妻地域

桜川流域=5.2，溝又川流域=3.9，
薄根川流域=7.6

永井川流域=4.3，入沢川流域=3.9，
片品川流域=35.5

利根川流域=29，赤谷川流域=17.7，
湯桧曽川流域=10.4，須川川流域=11.2

吾妻川流域=54.4，名久田川流域=13，
四万川流域=21.2，白砂川流域=22.4

吾妻川流域=31.9，白砂川流域=22.8，
熊川流域=15.5

吾妻川流域=21.1，万座川流域=11.7

湯川流域=4.3，遅沢川流域=3

名久田川流域=14.8，役原川流域=5.4，
五領川流域=6.4

吾妻川流域=44.8，四万川流域=21.2，
温川流域=16.3

利根川流域=36.1，片品川流域=35.9，
田沢川流域=14.7，四釜川流域=8.8，
発知川流域=8.4

片品川流域=16.9，小川流域=14.5
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６－１ 災害の被害状況等に係る情報提供等に関する協定

６－１－１ 災害時等における隊友会の協力に関する協定

（ 「 」 。） （ 「 」群馬県 以下 甲 という と公益社団法人隊友会群馬県隊友会 以下 乙

という ）とは、次のとおり災害時等における協力に関する協定を締結する。。

（協定の趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内において、第１号に掲げる災害が発生し、もし

くは発生する恐れのある場合並びに第２号及び第３号に掲げる事態 以下 災（ 「

」 。） 、 （ 「 」 。）害時等 という において 災害時等における協力 以下 協力 という

に関し、必要な事項を定めるものとする。

( ) 災害対策基本法（昭和 年法律第 号。以下「災害対策基本法」と1 36 223
いう ）第２条第１項に定める災害。

( ) 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の2
確保に関する法律（平成 年法律第 号。以下「武力攻撃事態対処法」15 79
という ）第１条に定める武力攻撃事態等。

( ) 武力攻撃事態対処法第 条第１項に定める緊急対処事態3 25

（自主的な災害情報等収集協力）

第２条 乙は、自主的な協力として、次の情報を甲に提供するものとする。

( ) 災害に結びつく異常兆候情報1
( ) 災害時等における被災情報、避難情報、救援情報2
( ) その他必要と認められる情報3
２ 前項に定める乙の情報は、乙の会員周辺において視認、聴取により収集可

能な情報とする。

３ 乙は、甲に対して情報提供を行う場合は、原則として文書により行うもの

とする。

（協力の依頼）

第３条 甲は、災害時等において、必要があると認めるときは、次に定める協

力を乙に依頼することができるものとする。

( ) 災害対策基本法の規定に基づく防災に関する業務の実施に必要な援助1
2 16( ) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 平成（

年法律第 号。以下「国民保護法」という ）の規定に基づく国民の保112 。

護のための措置の実施に必要な援助
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( ) その他、必要と認められる業務の援助3

２ 協力依頼は文書により行うものとし、事態が緊迫して、文書によることが

、 。 、 、できない場合には 口頭又は電話等によることができる この場合 その後

速やかに文書を送付するものとする。

３ 甲は、協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知する

ものとする。

（依頼による協力）

第４条 乙は、第３条の規定により、甲から協力の依頼を受けた場合は、可能

な範囲において協力に応ずるものとする。

（報告）

第５条 乙は、第４条の依頼に基づく協力を行うときは、甲に対してその支援

要領等を文書により報告するものとする。

（経費の負担）

第６条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。

（訓練等）

第７条 乙は、この協定に基づく協力を円滑に実施するため、甲が参加を依頼

する訓練等に可能な範囲において参加するものとする。

２ 乙の会員が訓練等に参加するための旅費は、乙の負担とする。

３ 甲は、必要に応じて、訓練等に関する情報を乙に提供するものとする。

（事故等発生時の責任）

第８条 乙は、この協定に基づく協力を実施するに当たり、必要に応じて「ボ

ランティア活動保険」に加入するものとし、乙の会員の事故及びトラブルが

発生した場合は、原則として乙の責任において対処するものとする。

２ 甲は、依頼により協力した乙の会員が、そのため死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、または障害の状態となった場合であって、国民保護法、災

、 （ 「 」害対策基本法 その他関係する法律または甲の定める条例 以下 関係法令

という ）で定める損害賠償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に。

基づき、その損害を補償するものとする。

（担当部署及び連絡責任者）

第９条 甲、乙は、本協定に基づく協力依頼及び協力に係わる担当部署を定
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めるとともに、連絡責任者を選任するものとする。

２ 甲、乙は、前項の規定により担当部署を定め、連絡責任者を選任した場合

は、相互に通知するものとする。

（協議）

第 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項に10
ついては、その都度、甲乙協議して定めるものとする。

（有効期限）

第 条 この協定は、協定締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙11
が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとす

る。

（補則）

、 、第 条 この協定に定めるもののほか この協定の施行に関し必要な事項は12
別に定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。

平成２５年 ３月 ６日

甲 群馬県

知 事 大澤 正明

乙 公益社団法人隊友会群馬県隊友会

会 長 市川 淳
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６－１－２ 災害の被害状況等に係る情報提供に関する協定書 
 
 群馬県（以下「甲」という。）と赤十字飛行隊群馬支隊（以下「乙」という。）は、群馬県
内で発生した災害の被害状況等に係る情報（以下「災害被害情報」という。）の提供に関して、
次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、乙が群馬県内において災害による被害を発見した際に、甲に災害被害情

報を提供することにより、甲が県民の生命、身体及び財産を災害から守るための迅速かつ円
滑な対応を図ることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この協定における「災害」とは、地震、風水害、火山噴火等の自然災害及び大規模 な

火災、危険物の爆発、大規模交通事故等の人為災害をいう。 
 
（内容） 
第３条 乙は、出動中に、災害による被害と思われる事象を発見した場合、甲に災害被害情 

報を提供するものとする。 
 
（提供方法等） 
第４条 前条に定める災害被害情報の提供は、別に定める様式（別紙様式第１号）により、電

子メール又はファックスで甲に送信することにより行うものとする。ただし、緊急を要する
場合など特別な事情がある場合は、この限りでない。 

 
（秘密の保持） 
第５条 甲は、乙に関して知ることができた個人情報の保護に十分配慮するものとする。 
 
（災害被害情報の取扱責任者） 
第６条 この協定による災害被害情報の取扱責任者は、次のとおりとする。 
 一 甲においては、危機管理監 
 二 乙においては、赤十字飛行隊群馬支隊長 
 
（災害被害情報の取扱い等） 
第７条 甲は、災害被害情報を受理した場合には、この協定の主旨に基づき誠実に対応するも

のとする。なお、乙は、この協定に基づく災害被害情報の未提供、過誤等について、その責
任を負うものではない。 

 
（事故等） 
第８条 この協定の遂行に当たり、甲が乙に出動を依頼することはしない。 
２ 乙は、出動中に事故等が発生した場合は、自らの責任において対処するものとし、甲に賠

償等を求めることはしない。 
 
（連絡責任者の報告） 
第９条 甲と乙は、この協定に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様式第２号）

により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 
 
（協議） 
第１０条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上決定する 

ものとする。 
 
（有効期間） 
第１１条 この協定は、協定締結日から効力を発するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
２ 前項の通知は、終了日１月前までに行うものとする。 
 
 この協定の証として、正本２通を作成し、甲・乙両者記名押印の上、それぞれ１通を保有す
る。 
 
 平成２５年１２月１１日 
                   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
               甲   群馬県知事    大澤正明 
                            
 

群馬県前橋市  
                 乙   赤十字飛行隊群馬支隊長  塙 光一 
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群 馬 県 庁

高崎
行政県税

高崎土木

渋川
行政県税

渋川土木
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富岡土木

吾妻
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伊勢崎
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桐生
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太田
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館林
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利根沼田
行政県税

沼田土木

前橋市

自衛隊

気象台

日赤群馬

藤岡
行政県税

藤岡土木

凡例

光ファイバ

防災航空ｾﾝﾀｰ
群馬ﾍﾘﾎﾟｰﾄ高崎市

桐生市

伊勢崎市

太田市

沼田市

館林市

渋川市

藤岡市

富岡市

安中市
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榛東村

吉岡町

上野村

神流町

下仁田町

南牧村

甘楽町

中之条町

長野原町

嬬恋村

草津町

高山村

東吾妻町

片品村

川場村

昭和村

みなかみ町

玉村町

板倉町

明和町

千代田町

大泉町

邑楽町

前橋消防

高崎消防

桐生消防

伊勢崎消防

太田消防

沼田消防

館林消防

渋川消防

藤岡消防

富岡消防

吾妻消防

伊勢崎土木

安中土木

中之条土木

館林土木

NTT東日本
JR東日本
東京ガス

トラック協会

NTTドコモ
血液センター

東京電力

NHK
群馬TV

FMぐんま

消防学校

榛名事業所

万場事業所

下仁田事業所

三原事業所

長野原事業所

鎌田事業所

水上事業所

県央水質浄化

管理総合

霧積ダム

塩沢ダム

道平川ダム

大仁田ダム

四万川ダム

桐生川ダム 衛星局 （84局）

可搬局 (6局)

合庁11局

県庁局 （１局）

群馬県防災情報通信ネットワーク システム系統図
通信衛星
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｰﾄﾞ

※前橋消防の衛星は独自整備

群馬県総務部危機管理課

事業者回線 （光ファイバ）

NTT の 光 フ ァ イ バ 回 線 を 利 用

７－１ 群馬県防災情報通信ネットワーク図
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番号 市町村名 通信ルート 受付機関 中継・伝達機関 受信機関
1 前橋市

①消防 高崎市等広域消防局
②警察 高崎警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 桐生市消防本部
②警察 桐生警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 伊勢崎市消防本部
②警察 伊勢崎警察署 群馬県警察本部

太田市消防本部
東部消防署九合分署 太田市消防本部

②警察 太田警察署 群馬県警察本部
①消防 利根沼田広域消防本部
②警察 沼田警察署 群馬県警察本部
①消防 館林地区消防組合消防本部
②警察 館林警察署 群馬県警察本部
①消防 渋川広域消防本部
②警察 渋川警察署 群馬県警察本部
①消防 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部
②警察 藤岡警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 富岡甘楽広域消防本部
②警察 富岡警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 安中消防署 高崎市等広域消防局
②警察 安中警察署 群馬県警察本部

桐生市消防本部
桐生みどり分署 桐生市消防本部

②警察 桐生警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 南分署 渋川広域消防本部
②警察 渋川警察署 群馬県警察本部
①消防 南分署 渋川広域消防本部
②警察 渋川警察署 群馬県警察本部
①消防 上野消防出張所 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部
②警察 藤岡警察署 群馬県警察本部
①消防 奥多野消防分署 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部
②警察 藤岡警察署 群馬県警察本部
①消防 下仁田消防署 富岡甘楽広域消防本部
②警察 富岡警察署 群馬県警察本部
①消防 南牧分署 富岡甘楽広域消防本部
②警察 富岡警察署 群馬県警察本部
①消防 甘楽分署 富岡甘楽広域消防本部
②警察 富岡警察署 群馬県警察本部
①消防 東部消防署中之条分署 吾妻広域消防本部
②警察 吾妻警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 西部消防署長野原分署 吾妻広域消防本部
②警察 長野原警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 西部消防署嬬恋分署 吾妻広域消防本部
②警察 長野原警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 西部消防署 吾妻広域消防本部
②警察 長野原警察署 群馬県警察本部
①消防 東部消防署中之条分署 吾妻広域消防本部
②警察 吾妻警察署 群馬県警察本部
①消防 吾妻広域消防本部
②警察 吾妻警察署 群馬県警察本部
①消防 東消防署 利根沼田広域消防本部
②警察 沼田警察署 群馬県警察本部
①消防 利根沼田広域消防本部
②警察 沼田警察署 群馬県警察本部
①消防 利根沼田広域消防本部
②警察 沼田警察署 群馬県警察本部
①消防 西消防署 利根沼田広域消防本部
②警察 沼田警察署 群馬県警察本部
③衛星携帯
①消防 玉村消防署 伊勢崎市消防本部
②警察 伊勢崎警察署 群馬県警察本部
①消防 板倉消防署 館林地区消防組合消防本部
②警察 館林警察署 群馬県警察本部
①消防 明和消防署 館林地区消防組合消防本部
②警察 館林警察署 群馬県警察本部
①消防 千代田消防署 館林地区消防組合消防本部
②警察 大泉警察署 群馬県警察本部
①消防 大泉消防署 太田市消防本部
②警察 大泉警察署 群馬県警察本部
①消防 邑楽消防署 館林地区消防組合消防本部
②警察 大泉警察署 群馬県警察本部

6 沼田市

7 館林市

７－２　群馬県地方通信ルート

県危機管理課へ使送

2 高崎市

4 伊勢崎市

5 太田市
①消防

3 桐生市

10 富岡市

11 安中市

8 渋川市

9 藤岡市

23

12 みどり市
①消防

13 榛東村

上野村

16 神流町

20 中之条町

17 下仁田町

18 南牧村

群
馬
県
　
総
務
部
　
危
機
管
理
課

草津町

24 高山村

25 東吾妻町

21 長野原町

22 嬬恋村

19 甘楽町

14 吉岡町

15

26 片品村

27 川場村

28 昭和村

29 みなかみ町

30 玉村町

31 板倉町

35 邑楽町

32 明和町

33 千代田町

34 大泉町
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災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等７－３

に関する協定

災害対策基本法第５７条に規定する通信設備の優先利用等に関して群馬県知事と群馬県警察本部長

は、同法施行令第２２条の規定に基づく協議の結果を次のとおりに協定する。

なお、同法第７９条の規定に基づく警察通信設備の優先使用に関する事務の取扱いについても本協定

を準用する。

昭和３８年８月１日 群 馬 県 知 事 神 田 坤 六

群馬県警察本部長 秋 山 進

災害対策基本法施行令第22条に基づく協定

第１ 群馬県知事が災害対策基本法(以下「法」という。)第５７条の規定に基づき警察が専用する公衆

電気通信設備を優先的に利用し、又は警察の優先電気通信設備若しくは無線設備を使用（以下「警察

通信設備の使用等」という ）する場合は、本協定の定めるところによるものとする。。

第２ 群馬県知事が法第５７条の規定に基づき使用することのできる警察通信設備は、警察有線電話、

警察無線電話及び警察無線通信とする。

第３ 群馬県知事が法第５７条の規定に基づき警察通信設備の使用等をする場合は、群馬県警察本部長

が指定した通信統制官（別添「通信統制官一覧表」参照）に対して次の事項を申し出て承認を受ける

ものとする。

１ 使用等しようとする警察通信設備

２ 使用等しようとする理由

３ 発信者及び受信者

第４ 通信統制官は、当該申込みの内容が法第５７条の規定に適合し、警察通信で到達可能と認めたと

きは、その使用を承認するものとする。この場合において、受け付けた通信の取扱順位の決定は、通

信統制官が当該通信の緊急性、通話の内容、受付け順位等を斟酌して決定するものとする。

第５ 群馬県知事は、法第５５条の規定に基づく通知又は要請を行う場合の対象者及び当該対象者に対

する平常時における連絡方法等、警察通信設備の使用等に関する参考事項を、あらかじめ通信統制官

として指定された群馬県警察本部警察部警務課長に連絡しておくものとする。

第６ 本協議に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として警察通信設備の新設若しくは増設

又は通信機器の貸与は行わないものとする。

附 則

本協定は、昭和38年8月1日から施行する。

通信統制官一覧表別 添

通信統制官
通信設備

警察本部 警察署

警察有線電話 防犯部地域課長 各警察署長

警察無線電話 防犯部地域課長 各警察署長

警察無線電話 防犯部地域課長 各警察署長
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1 

策定  平成１６年 ２月 ６日  

変更  平成１８年 ２月 ６日  

変更  平成１８年 ６月２２日  

変更  平成２０年 ３月２８日  

変更  平成２０年 ８月２７日  

変更  平成２１年 ３月１２日  

変更  平成２６年 ３月 ５日  

変更  平成３１年 ３月 ８日  
 

 

 

緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 
 

 

 

 

 

目  次 

 第１章 総則 

  第１節 本計画の目的 

  第２節 緊急消防援助隊の任務 

 第２章 緊急消防援助隊の編成 

  第１節 緊急消防援助隊の構成単位 

  第２節 都道府県大隊の編成 

  第３節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務 

  第４節 小隊の装備等の基準 

  第５節 部隊の任務 

  第６節 部隊の隊の装備等の基準 

 第３章 緊急消防援助隊の登録 

 第４章 緊急消防援助隊の出動計画等 

 第５章 緊急消防援助隊の施設の整備等 

 第６章 緊急消防援助隊の教育訓練 

  第１節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等 

  第２節 消防大学校における教育訓練等 

 第７章 その他 
 

              ８－１－１　緊急消防援助隊（基本計画）
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2 

 

第１章 総則 

 

 第１節 本計画の目的 

 

  この計画は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 45条第２項の規定に基づき、

緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編

成及び施設の整備等に係る基本的な事項について定めることを目的とする。 

 

 第２節 緊急消防援助隊の任務 

 

  緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害（当該災害が発生した市

町村（以下「被災地」という。）の属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに

対処できないものをいう。以下同じ。）の発生に際し、消防庁長官（以下「長官」と

いう。）の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務

とする。 
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3 

 

第２章 緊急消防援助隊の編成 

 

 第１節 緊急消防援助隊の構成単位 

 

１ 基本的な構成単位 

緊急消防援助隊の基本的な構成単位は、都道府県大隊、中隊、小隊とし、各隊の長

は、それぞれ都道府県大隊長、中隊長、小隊長とする。 

 

２ 部隊 

被災地における緊急消防援助隊の活動を迅速かつ円滑に行うため、緊急消防援助隊

に特別の任務を行う部隊として、指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基

盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）、ＮＢＣ災害即応部隊、土

砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊を編成するものとし、各部隊の長は、それぞれ

指揮支援部隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災

害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長とする。ただし、航空部隊にあっては、

部隊の長を設けないものとする。 

 

 第２節 都道府県大隊の編成 

 

１ 都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村（東京都特別区並びに

市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）に設置された都道府

県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上

中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要

な中隊をもって編成する。 

 

２ 長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき、当該都道府県大隊の出動に関

する連絡調整を行う代表消防機関を定めるものとする。 

 

３ 都道府県大隊長 

（１）都道府県大隊長は、都道府県大隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援隊

長の管理を受け、被災地における当該都道府県大隊の活動を指揮することを任務と

する。 

（２）都道府県大隊長は、２の代表消防機関の職員である都道府県大隊指揮隊長をもっ

てこれに充て、任務を遂行するため、都道府県大隊指揮隊を編成するものとする。

ただし、当該代表消防機関が被災等により出動できない場合は、長官が別に定める

ところによるものとする。 

 

 第３節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務 

 

  都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中

隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊の任務は、次のとおりとする。 

 

１ 都道府県大隊指揮隊 主として被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行う

こと。 

 

２ 消火中隊 主として被災地における消火活動を行うこと。 
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３ 救助中隊 主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。 

 

４ 救急中隊 主として被災地における救急活動を行うこと。 

 

５ 後方支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸

送・補給活動等を行うこと。 

 

６ 通信支援中隊 主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して通信の確

保等に関する支援活動を行うこと。 

 

７ 水上中隊 主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと。 

 

８ 特殊災害中隊 主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を

行うこと。 

 

９ 特殊装備中隊 主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。 

 

 第４節 小隊の装備等の基準 

 

  都道府県大隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊、水上小隊、特殊災害小隊及び特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとお

りとする。 

 

１ 都道府県大隊指揮隊 

（１）都道府県大隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以

上で編成されるものであること。 

（２）都道府県大隊指揮隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設

備等及び車両を備えること。 

 

２ 消火小隊 

（１）消火中隊を構成する消火小隊は、隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）消火小隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自

動車を備えること。 

（３）消火小隊は、口径 65ミリメートルのホースを積載すること。 

 

３ 救助小隊 

（１）救助中隊を構成する救助小隊は、救助活動に関する基準（昭和 62 年消防庁告示

第３号）第６条に規定する救助隊員の資格を有する隊員（以下「救助隊員」という。）

５人以上で編成されるものであること。ただし、（２）イの車両を備える救助小隊

の隊員は、救助隊員であることを要しない。 

（２）救助小隊は、次のいずれかの車両を備えること。 

  ア ウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車 

  イ 四輪駆動の津波・大規模風水害対策車両 

（３）救助小隊は、（２）の車両の区分に応じ、それぞれ次の資機材を備えること。 

  ア （２）アの救助工作車 

    救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（昭和 61年自治省令第 22号）

別表第１及び別表第２に掲げる救助器具並びに要救助者を検索するための高度
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救助用資機材 

  イ （２）イの津波・大規模風水害対策車両 

    浸水域での高度な救助活動を行うための資機材 

 

４ 救急小隊 

（１）救急中隊を構成する救急小隊は、救急救命士法（平成３年法律第 36 号）第２条

第２項に規定する救急救命士の資格を有する隊員又は救急隊員及び准救急隊員の

行う応急処置等の基準（昭和 53 年消防庁告示第２号）第２条第１項に規定する隊

員３人以上で編成されるものであること。 

（２）救急小隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。 

（３）救急小隊は、高度救命処置用資機材を備えること。 

 

５ 後方支援小隊 

（１）後方支援中隊を構成する後方支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものである

こと。 

（２）後方支援小隊は、被災地において、消火中隊、救助中隊及び救急中隊等が発災直

後から長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うため

の設備等及び車両を備えること。 

 

６ 通信支援小隊 

（１）通信支援中隊を構成する通信支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものである

こと。 

（２）通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、緊急消防援助隊の通信

確保を可能とするために必要な設備、資機材及び車両を備えること。 

 

７ 水上小隊 

（１）水上中隊を構成する水上小隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長

及び２人以上の隊員で編成されるものであること。 

（２）水上小隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。 

 

８ 特殊災害小隊 

（１）特殊災害中隊を構成する毒劇物等対応小隊（毒性物質の発散等による特殊災害へ

の対応隊を含む。以下同じ。）、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等

対応小隊は、それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものである

こと。 

（２）毒劇物等対応小隊、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、

それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。 

 

９ 特殊装備小隊 

（１）特殊装備中隊を構成する遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊

車両小隊、水難救助小隊及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、

それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものであること。 

（２）遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊

及びその他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、それぞれその目的に応じ

長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。 

 

 第５節 部隊の任務 
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  指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢＣ災害即

応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊の任務等は、それぞれ１から６まで

のとおりとする。 

 

１ 指揮支援部隊 

（１）指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急

に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県の知事

等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われ

るように支援活動を行うことを任務とする。 

（２）指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊をもって編成

するものとし、各隊の長は、それぞれ統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び航空指

揮支援隊長とする。 

（３）指揮支援部隊長 

  ア 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部

隊を統括し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は消防応援活動調整本

部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理する

ことを任務とする。 

  イ 指揮支援部隊長は、統括指揮支援隊長をもってこれに充て、任務を遂行するた

め、長官が別に定めるところにより統括指揮支援隊を編成するものとする。 

ウ 指揮支援部隊長は、陸上（水上を含む。以下同じ。）の活動に関して、その指

定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を指揮支援隊長に委任することがで

きる。 

  エ 指揮支援部隊長は、航空の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊

の活動の管理を航空指揮支援隊長に委任することができる。 

（４）指揮支援隊長 

  ア 指揮支援隊長は、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長

（以下「指揮者」という。）を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における

陸上に係る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。 

  イ 指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより指揮支

援隊を編成するものとする。 

（５）航空指揮支援隊長 

  ア 航空指揮支援隊長は、航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行

っている者（以下「ヘリベース指揮者」という。）を補佐し、及びヘリベース指

揮者の指揮を受け被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管理する

ことを任務とする。 

  イ 航空指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより航

空指揮支援隊を編成するものとする。 

 

２ 統合機動部隊 

（１）統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において

消防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊

の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする。 

（２）統合機動部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）統合機動部隊長は、原則として第２節２の代表消防機関の職員である統合機動部

隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、統合機動部隊指揮隊を編成

するものとする。 
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３ エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット） 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート、化学プラント等エネ

ルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防

活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成する

ものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指

揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、エネルギー・産業基盤災害即応

部隊指揮隊を編成するものとする。 

 

４ ＮＢＣ災害即応部隊 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成 15 年

８月 29 日政令第 379 号）第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。

以下同じ。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務

とする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊長は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊長をもってこれに充て、任

務を遂行するため、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊を編成するものとする。 

 

５ 土砂・風水害機動支援部隊 

（１）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等

と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとす

る。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊長は、原則として第２節２の代表消防機関の職員であ

る土砂・風水害機動支援部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、

土砂・風水害機動支援部隊指揮隊を編成するものとする。 

 

６ 航空部隊 

（１）航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。 

（２）航空部隊は、航空小隊をもって編成し、必要に応じて、航空後方支援小隊を加え

るものとする。 

（３）航空小隊は、主として被災地における航空機を用いた情報収集活動及び消防活動

を行うことを任務とする。 

（４）航空後方支援小隊は、主として航空機の活動拠点における緊急消防援助隊の活動

に関して必要な輸送・補給活動等を行うことを任務とする。 

 

 第６節 部隊の隊の装備等の基準 

 

  統括指揮支援隊、指揮支援隊、航空指揮支援隊、統合機動部隊指揮隊、エネルギー・

産業基盤災害即応部隊指揮隊、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、土砂・風水害機動支援部

隊指揮隊、航空小隊及び航空後方支援小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりと

する。 

 

１ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊 

（１）指揮支援部隊を構成する統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、指揮及び情報の収集

伝達・通信等を担当する隊員４人以上で編成されるものであること。 
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（２）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確

保可能な設備等及び車両を備えること。 

 

２ 航空指揮支援隊 

（１）指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を

担当する隊員３人以上で編成されるものであること。 

（２）航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等

及び車両を備えること。 

 

３ 統合機動部隊指揮隊 

（１）統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以

上で編成されるものであること。 

（２）統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、情報の収集伝達・通信等を確保可

能な設備等及び車両を備えること。 

 

４ エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、特殊災害に関する知見を有し、指

揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以上で編成されるものであるこ

と。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可

能な設備等及び車両を備えること。 

 

５ ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害に関する知見を有し、指揮及び情報の

収集伝達・通信等を担当する隊員３人以上で編成されるものであること。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び

車両を備えること。 

 

６ 土砂・風水害機動支援部隊指揮隊 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当す

る隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備

等及び車両を備えること。 

 

７ 航空小隊 

（１）航空小隊は、任務等に応じて必要とされる操縦士、整備士、救助隊員等で編成さ

れるものであること。 

（２）航空小隊は、航空機を備えること。 

（３）航空小隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、ヘリコプターテレビ

電送システム等のうちその任務に応じて必要なものを備えること。 

 

８ 航空後方支援小隊 

（１）航空後方支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものであること。 

（２）航空後方支援小隊は、航空機の活動拠点において、航空指揮支援隊及び航空小隊

が長期間活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設

備等及び車両を備えること。 

 

- 240 -



9 

 

第３章 緊急消防援助隊の登録 

 

１ 長官は、都道府県知事又は市町村長からの緊急消防援助隊の登録の申請に基づき、

本計画に適合するかどうか審査し、必要と認める緊急消防援助隊の登録を行うものと

する。 

 

２ 登録する緊急消防援助隊の規模については、全国の消防機関の現有消防隊数等を考

慮し、また、緊急消防援助隊の施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、

2023 年度（平成 35年度）末までに、都道府県及び市町村の協力を得て、別表第１の

とおり、おおむね 6,600隊規模とすることを目標とする。 
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第４章 緊急消防援助隊の出動計画等 

 

１ 出動決定のための措置等 

（１）長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体の長等と密接

な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第 44 条

の規定に基づき適切な措置をとるものとする。また、東海地震、南海トラフ地震、

首都直下地震又はＮＢＣ災害に対し、速やかに同条第５項の規定に基づき適切な措

置をとるものとし、その他の大規模な災害に対しても、災害の状況、災害対策基本

法第 24条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第 28条の２第１項に規定す

る緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、同様の措置をとるもの

とする。 

（２）緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消

防組織法第 47条又は第 48条の規定に基づき、指揮者の指揮の下又は応援等を受け

た市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に活動するものとする。また、被災

地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。 

（３）大規模な地震等が発生した場合においては、長官が別に定めるところにより、都

道府県及び消防機関は、緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。 

 

２ 基本的な出動計画 

（１）第一次出動都道府県大隊 

   大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する

都道府県大隊を第一次出動都道府県大隊とし、災害が発生した都道府県（以下「災

害発生都道府県」という。）ごとの第一次出動都道府県大隊を別表第２のとおりと

する。 

（２）出動準備都道府県大隊 

   （１）の第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したと

の情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊を出動準備都道

府県大隊とし、災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県大隊を別表第３のとおり

とする。 

   

３ 出動及び活動における重要関係機関との連携 

  緊急消防援助隊の出動及び活動に関しては、次に掲げる関係機関と密接な連携を図

るものとする。 

（１）自衛隊、警察、海上保安庁、日本ＤＭＡＴ（厚生労働省の認めた専門的な研修・

訓練を受けた災害派遣医療チームをいう。以下「ＤＭＡＴ」という。）等 

（２）緊急消防援助隊の活動に必要な交通、輸送、通信、燃料及び物資の確保等に関す

る関係機関 

 

４ 南海トラフ地震等についての出動の考え方 

  南海トラフ地震、首都直下地震その他の大規模地震については、著しい地震災害が

想定され、上記２（１）及び（２）の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県

大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に当該地震ごとに

アクションプランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模での緊急

消防援助隊が出動するものとする。この場合において、関係機関等との連携による迅

速な移動手段の確保を図るものとする。 
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５ ＮＢＣ災害についての出動の考え方 

ＮＢＣ災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防

機関及び被災地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えら

れることに加え、高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることか

ら、長官が別に運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にＮＢＣ災害即応部隊

等が出動するものとする。 
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第５章 緊急消防援助隊の施設の整備等 

 

１ 緊急消防援助隊の施設の整備 

  第２章で示した緊急消防援助隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な隊の登録並

びに的確かつ迅速な出動及び活動を確保するため、消防組織法第 49 条第２項の規定

に基づき、都道府県及び市町村が行う緊急消防援助隊の施設の整備を推進するものと

する。2019年度（平成 31年度）から 2023年度（平成 35年度）末までに整備を推進

する車両及び航空機等の整備規模の目標は、別表第４のとおりとし、その他別表第５

に掲げる施設の整備を推進するものとする。各年度における整備を推進する施設の整

備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。 

  この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応

じて見直しを行うものとする。 

 

２ 消防用の国有財産・物品の無償貸与 

  緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、消防組織法第 50 条の規定に基づき、

消防用の国有財産・物品を都道府県又は市町村に無償で使用させるものとする。 
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第６章 緊急消防援助隊の教育訓練 

 

 第１節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等 

 

１ 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練 

  緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、都道府県及び市

町村の協力を得て、全国合同訓練及び複数の都道府県を単位とした合同訓練（以下「地

域ブロック合同訓練」という。）を定期的に実施するものとする。全国規模の訓練に

ついては、当面、2021年度（平成 33年度）に図上訓練及び全国合同訓練を実施する

ものとする。 

 

２ 地域ブロック合同訓練に関する重点推進事項 

  長官は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等との連携、大規模災害時における

通信確保、後方支援活動の充実その他の緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能

力の向上のため、特に訓練が必要な事項について毎年度定めることとする。 

 

 第２節 消防大学校における教育訓練等 

 

１ 消防大学校における教育訓練 

  緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上、航空隊の連携活動能力の向上及び毒性物質

の発散等による特殊災害に対する対応能力の向上等のため、消防大学校において必要

な教育訓練を実施するものとする。 

 

２ その他の教育訓練 

  緊急消防援助隊として登録された隊を設置している都道府県及び市町村は、大規模

災害又は特殊災害が発生した場合に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、

平常時から必要な教育訓練に努めるものとする。 
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第７章 その他 

 

１ 緊急消防援助隊の編成については、大規模災害又は特殊災害の状況に応じ、この基

本計画に定める事項を基本としつつ、弾力的かつ適切に行うものとする。 

 

２ この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な事項は、長官が別に定

める。 

 

 

   附 則 

 この計画は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表第１（登録する隊の規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 登録規模 

統括指揮支援隊及び指揮支援隊 

航空指揮支援隊 

統合機動部隊指揮隊 

エネルギー・産業基盤災害即応部

隊指揮隊 

ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊 

土砂・風水害機動支援部隊指揮隊 

    50 隊程度 

60 隊程度 

     50 隊程度 

 

10 隊程度 

50 隊程度 

50 隊程度 

 

都 

道 

府 

県 

大 

隊 

都道府県大隊指揮隊 

消火小隊 

救助小隊 

救急小隊 

後方支援小隊 

通信支援小隊 

水上小隊 

特殊災害小隊 

特殊装備小隊 

    160 隊程度 

2,500 隊程度 

    540 隊程度 

1,500 隊程度 

890 隊程度 

50 隊程度 

20  隊程度 

350 隊程度 

    500 隊程度     

航
空
部
隊 

 

航空小隊 

航空後方支援小隊 

 

80 隊程度 

    60 隊程度 

 

計 

 

    

 6,600 隊程度 

（重複を除く） 
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別表第２（第一次出動都道府県大隊）

災 害 発 生 都 道 府 県

北海道 青森　　 岩手　　 宮城　　 秋田

青森 岩手　　 宮城　　 秋田　　 山形

岩手 青森　　 宮城　　 秋田　　 山形

宮城 岩手　　 秋田　　 山形　　 福島

秋田 青森　　 岩手　　 宮城　　 山形

山形 宮城　　 秋田　　 福島　　 新潟

福島 宮城　　 山形　　 栃木　　 新潟

茨城 福島　　 栃木　　 埼玉　　 千葉

栃木 福島　　 茨城　　 群馬　　 埼玉

群馬 栃木　　 埼玉　　 新潟　　 長野

埼玉 茨城　　 群馬　　 千葉　　 東京

千葉 茨城　　 埼玉　　 東京　　 神奈川

東京 埼玉　　 千葉　　 神奈川　　 山梨

神奈川 千葉　　 東京　　 山梨　　 静岡

新潟 山形　　 福島　　 群馬　　 長野

富山 新潟　　 石川　　 長野　　 岐阜

石川 富山　　 福井　　 岐阜　　 滋賀

福井 石川　　 岐阜　　 滋賀　　 京都

山梨 東京　　 神奈川　　 長野　　 静岡

長野 群馬　　 新潟　　 山梨　　 岐阜

岐阜 富山　　 福井　　 長野　　 愛知

静岡 神奈川　　 山梨　　 長野　　 愛知

愛知 岐阜　　 静岡　　 三重　　 滋賀

三重 愛知　　 滋賀　　 奈良　　 和歌山

滋賀 福井　　 岐阜　　 三重　　 京都

京都 福井　　 滋賀　　 大阪　　 兵庫

大阪 京都　　 兵庫　　 奈良　　 和歌山

兵庫 京都　　 大阪　　 鳥取　　 岡山

奈良 三重　　 京都　　 大阪　　 和歌山

和歌山 三重　　 京都　　 大阪　　 奈良

鳥取 兵庫　　 島根　　 岡山　　 広島

島根 鳥取　　 岡山　　 広島　　 山口

岡山 兵庫　　 鳥取　　 広島　　 香川

広島 島根　　 岡山　　 山口　　 愛媛

山口 島根　　 岡山　　 広島　　 福岡

徳島 兵庫　　 香川　　 愛媛　　 高知

香川 岡山　　 徳島　　 愛媛　　 高知

愛媛 広島　　 徳島　　 香川　　 高知

高知 広島　　 徳島　　 香川　　 愛媛

福岡 山口　　 佐賀　　 熊本　　 大分

佐賀 福岡　　 長崎　　 熊本　　 大分

長崎 福岡　　 佐賀　　 熊本　　 大分

熊本 福岡　　 大分　　 宮崎　　 鹿児島

大分 福岡　　 佐賀　　 熊本　　 宮崎

宮崎 福岡　　 熊本　　 大分　　 鹿児島

鹿児島 福岡　　 熊本　　 大分　　 宮崎

沖縄 福岡　　 熊本　　 宮崎　　 鹿児島

第一次出動都道府県大隊
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別表第３（出動準備都道府県大隊）
災害発生都道府県

北海道 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川

青森 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川

岩手 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨

宮城 北海道 青森 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 山梨

秋田 北海道 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川

山形 北海道 青森 岩手 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川

福島 北海道 青森 岩手 秋田 茨城 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 長野

茨城 青森 岩手 宮城 秋田 山形 群馬 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡

栃木 青森 岩手 宮城 秋田 山形 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 静岡

群馬 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 千葉 東京 神奈川 富山 山梨 静岡

埼玉 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 神奈川 新潟 富山 山梨 長野 静岡

千葉 岩手 宮城 秋田 山形 福島 栃木 群馬 新潟 山梨 長野 静岡 愛知

東京 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 長野 岐阜 静岡 愛知

神奈川 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 新潟 長野 岐阜 愛知 滋賀

新潟 宮城 秋田 茨城 栃木 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨

富山 群馬 埼玉 東京 神奈川 福井 山梨 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良

石川 新潟 群馬 山梨 長野 静岡 愛知 三重 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取

福井 新潟 富山 山梨 長野 静岡 愛知 三重 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取

山梨 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 新潟 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重

長野 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重

岐阜 東京 神奈川 石川 山梨 静岡 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

静岡 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 石川 福井 岐阜 三重 滋賀 京都 大阪

愛知 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨 長野 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

三重 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 京都 大阪 兵庫 徳島 香川

滋賀 富山 石川 山梨 長野 静岡 愛知 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 徳島

京都 富山 石川 岐阜 静岡 愛知 三重 奈良 和歌山 鳥取 岡山 徳島 香川

大阪 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 鳥取 岡山 広島 徳島 香川

兵庫 石川 福井 岐阜 愛知 三重 滋賀 奈良 和歌山 島根 広島 徳島 香川

奈良 富山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 滋賀 兵庫 鳥取 岡山 徳島 香川

和歌山 石川 福井 岐阜 静岡 愛知 滋賀 兵庫 鳥取 島根 岡山 徳島 香川

鳥取 福井 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 山口 徳島 香川 愛媛

島根 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀

岡山 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 島根 山口 徳島 愛媛 福岡

広島 大阪 兵庫 奈良 鳥取 徳島 香川 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分

山口 兵庫 鳥取 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

徳島 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 福岡 佐賀

香川 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 広島 山口 福岡 佐賀

愛媛 滋賀 京都 大阪 兵庫 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分

高知 滋賀 京都 大阪 兵庫 鳥取 島根 岡山 山口 福岡 佐賀 長崎 大分

福岡 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 徳島 香川 愛媛 高知 長崎 宮崎 鹿児島

佐賀 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 宮崎 鹿児島

長崎 兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 宮崎 鹿児島

熊本 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄

大分 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 長崎 鹿児島 沖縄

宮崎 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄

鹿児島 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 沖縄

沖縄 兵庫 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 佐賀 長崎 大分

出動準備都道府県大隊
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別表第４（車両及び航空機等の整備規模） 

区分 整備規模 

 

車 両 

 

消防ポンプ自動車 630 台    

救助工作車 109 台    

救急自動車 567 台    

その他の消防用自動車 217 台    

小  計 1,523 台    

 

航空機等 

 

ヘリコプター 4機    

消防艇 2艇    

小  計   6機（艇） 

備考 

１ この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動

車、特殊水槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。 

 

２ この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。 

 

３ この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付消

防ポンプ自動車、特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、特殊高発泡車、大型高所放水

車、泡原液搬送車及び毒性物質の発散等の特殊災害対応自動車、支援車、海水利用型

消防水利システム並びに災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車及び消防活動二輪車

をいう。 

 

別表第５（その他の整備を推進する施設） 

区分 施設 

資機材 

救助用資機材、高度救助用資機材、高度探査装置、

高度救命処置用資機材、支援資機材、テロ対策用

特殊救助資機材、検知型遠隔探査装置、ヘリコプ

ター高度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、

ヘリコプター用衛星電話 

無線その他の情報通信を

行うための施設 

消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ

電送システム 
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緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 

平成 27年３月 31日 消 防 広 第 7 4 号 

改正 平成 28年３月 30日 消 防 広 第 8 0 号 

改正 平成 29年３月 28日 消 防 広 第 9 3 号 

       改正 平成 31年３月 ８日 消 防 広 第 3 5 号 

改正 令和 ２年７月 17日  消防広第 190 号 

改正 令和 ３年３月 22日  消 防 広 第 8 9 号 

改正 令和 ４年６月 24日  消防広第 211 号 

 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 応援等の要請 

 第３章 出動の求め又は指示等 

 第４章 受援体制 

 第５章 部隊移動及び増隊要請 

 第６章 応援等の引揚げの決定 

 第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

 第８章 防災関係機関との連携 

 第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 第 10 章 応援に要した経費の負担区分 

 第 11 章 その他 

 

第１章 総則 

  

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号。以下「援助隊政令」という。）及び緊急消防援助隊

の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16年消防震第９号。以下「基

本計画」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等の要請、出動の求め又は指示

その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）政令市等とは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第１項に規定する指定

都市及び東京都の特別区をいう。 

8-1-2
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（２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第 44条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第 50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用し

ているヘリコプター（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）迅速出動とは、法第 44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）

と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要

求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行

い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄す

る消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第 44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事

務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県

をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当該都道府

県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 
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 （都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び

当該都道府県内の消防力を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断し

た場合は、法第 44条第１項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を

行うものとする。 

２ 被災地の属する都道府県の知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把

握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等

が必要な非常事態であると判断したときは、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、

緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 前二項の要請は電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府

県防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）に

より直ちに行うものとし、以下に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとす

る。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これ

らを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同

じ。）により速やかに行うものとする（別記様式１－１）。 

 （１）災害の概況 

 （２）出動を希望する区域及び活動内容 

 （３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83条の規定に基

づく自衛隊の災害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性につい

て検討するものとする。 

５ 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナー

トその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、

当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、

第１項及び第２項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。この場合において、当該報

告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものとする。 

 

 （応援等の要請のための市町村長の連絡） 

第４条 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の

市町村の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県

知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、前条第３項

各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び

応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行うものとする（別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認める

ときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができる

ものとする。 

３ 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長

官に直ちに電話により連絡することができるものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らか
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になり次第電話により連絡することができるものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要

な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリによ

り速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 

第３章 出動の求め又は指示等 

  

 （出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県

及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報

告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別

記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消

防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行

うものとする（別記様式２－２）。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動

可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告する

ものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定め

る災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合に

おいて、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県

を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及

び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該

報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速

やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮

して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告す

るものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道

府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第２項及び第

３項の規定に基づき出動準備を行っている都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消

防本部に対して、書面等により出動準備の解除を連絡（消防本部にあっては、都道府県を経由

して行う。）するものとする（別記様式２－３）。 

 

 （長官による出動の求め、指示等） 

第６条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の

消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が
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必要と判断した場合は、法第 44条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指

示を行うものとする（別記様式３－１）。 

２ 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するも

のとする。ただし、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を

指定することが困難な場合は、応援先都道府県を指定するものとし、その後、第 14条に規定す

る消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整の上、応援先市町村を指定するも

のとする。 

３ 長官は、前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊（指揮支援部隊及び航

空部隊を除く。）を単位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、

当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航

空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、応援先市町村を指定するもの

とする。 

４ 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急

消防援助隊の出動が必要と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全て

の指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出動準備都道府県大隊、第 11条に規定する第一次出

動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を

指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用された場合

は、当該アクションプランに定めるところによるものとする。 

５ 長官は、第１項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災

害の情勢が明らかになり、基本計画第４章１（１）の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従

前の求めによる出動を指示によるものに変更する。この場合において、長官は、受援都道府県

の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長並びに応援都道府県の知事及び当該応援

都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知（市町村長に

あっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする。 

 

（応援等決定通知） 

第７条 長官は、法第 44条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受 

援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長に対してその旨を通知（市町

村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする（別記様式３－２）。 

 

 （都道府県知事による出動の求め又は指示） 

第８条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市

町村の長に対して、直ちに緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊の出動） 

第９条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市

町村の長は、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。 

２ 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊

急消防援助隊の出動隊数を報告するものとし（別記様式２－２）、当該報告を受けた都道府県は、
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当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊

数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本

部に対して通知（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式

３－３）。 

 

  （指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第 10条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第

１位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない

場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動

する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、

原則として耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリ

ベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

 

  （航空小隊の基本的な出動計画） 

第 11条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定してお

くものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める

災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準

備航空小隊とし、別表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこ

ととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支

援隊の輸送を任務とする。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又は

ヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動

又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第 15条に規定する現地派遣職員の輸送 

 

  （航空小隊の出動に関する留意事項） 

第 12条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害
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の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものと

する。 

２ 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当

該航空小隊の装備品等を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。 

３ 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務

するものとする。 

４ 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定さ

れている航空小隊は、指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。 

５ 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。 

６ 各地域ブロックに、原則として、残留する運航可能な航空隊を１隊以上確保するものとする。 

７ 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。 

８ 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。 

 

  （航空後方支援小隊の基本的な出動計画） 

第 13条 航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合

に、原則として、耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動するこ

ととする。 
 
第４章 受援体制 

 

  （消防応援活動調整本部の設置） 

第 14条 受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資する

ため、被災地が２以上ある場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第 44条の

２の規定に基づく調整本部を設置するものとする。 

  なお、被災地が１の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部

と同様の組織を設置することができるものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、都道府県災害対策本部と緊密な連

携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部（災

害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 25条第６項若しくは第 28条の３第８項の規定に基

づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、これらが設置された場合に限る。）

に近接した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と緊密な連携を図ることがで

きる場所に設置するものとする。 

４ 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第 40条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画

（以下「受援計画」という。）に定めておくものとする。 

（１）法第 44条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課

等の職員及び航空消防隊員 

（２）法第 44条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又

は代表消防機関代行 
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（３）法第 44条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地

消防本部の職員 

（４）法第 44条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する

者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲

げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関

すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第 16条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第 44条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議

に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡する

ものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡

先について、長官に対して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 15条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

- 258 -



  
 

 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

  （航空運用調整班の設置） 

第 16条 受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府

県災害対策本部に、航空運用調整班を設置するものとする。 

 

  （進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 17条 進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、都道府県大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調

整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道

府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（２）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

 

  （情報共有等） 

第 18 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式７）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

 

第５章 部隊移動及び増隊要請 

  

  （部隊移動の基本） 

第 19条 部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則と

して、新たな緊急消防援助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。 

（１）地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのい

とまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生

している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、都道府県大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、被害状況、
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部隊の規模、車両、資機材の特殊性等を踏まえ、中隊又は小隊単位で部隊移動を行うことが効

率的かつ効果的な場合は、この限りではない。 

 

  （長官による部隊移動の求め又は指示） 

第 20条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府

県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求

めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式

６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被

害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援

助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものと

する（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都

道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事

を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式

６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び

緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、そ

の旨を通知するものとする（別記様式６－４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該

都道府県知事を経由して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする

（別記様式６－５）。 

 

  （受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第 21条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握する

よう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援

隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するもの

とする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊

及び部隊の長に対して、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長

及び移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－７）。 
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（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を

通知するものとする（別記様式６－８）。 

（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属す

る場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

の属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するも

のとする（別記様式６－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路

等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

（受援都道府県の知事による増隊要請） 

第 22条 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点

から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うもの

とする（別記様式１－１）。 
 

 （受援市町村の長による増隊要請のための連絡） 

第 23条 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊

急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、都道府県の知事に増隊が必要である

旨を連絡するものとする（別記様式１－２）。 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

 

  （活動終了に関する市町村長の連絡） 

第 24条 受援市町村の長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果

等を総合的に勘案し、当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するもの

とし、当該市町村が属する都道府県の知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定） 

第 25条 前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道

府県内からの緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、受援市町村の長

及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するもの

とし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする（別記様式４－１）。 

 

   （指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡） 

第 26条 前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対し

て、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

２ 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊

長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援

部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 
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３ 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊

長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了す

るとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て

引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、

指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防

庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げに

ついて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対

して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空

指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げる

ものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対して

その旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支

援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空

指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 

８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及

び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるも

のとする。 

 

  （長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第 27 条 第 25 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属

する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリ

により速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

  

  （帰署（所）報告） 

第 28条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）
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後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）

後、消防庁に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （活動結果報告） 

第 29 条 応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署

（所）後、速やかに都道府県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の

代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報告書（別記様式５）を作成し、消防庁及び受

援都道府県に対して、報告するものとする。 

 

第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

  

  （迅速出動の適用条件） 

第 30条 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）以上の地震が

発生した場合に適用するものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。 

（１）基本計画第４章４に基づき定められたアクションプランを適用する場合 

（２）発生した地震の震央が海域の場合 

 

  （迅速出動に係る措置要求等の内容） 

第 31条 迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２のとおりとし、登録都

道府県の知事及び登録市町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指

示に基づき、第 34 条に規定する出動先へ、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。

この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出動することができない場

合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統

合機動部隊が出動する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

３ 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に基づき、登録都

道府県及び登録市町村に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとと

もに、その後、様式（別記様式３－１又は３－４）を送付するものとする。 

４ 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置

を講ずるものとする。 

 

  （迅速出動に係る応援等決定通知） 

第 32条 長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やか

に迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行

った旨を通知するものとする（別記様式３－２）。 

 

  （迅速出動の中止） 

第 33条 長官は、災害の状況等により、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速
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やかに迅速出動の中止を連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動先） 

第 34 条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次

に掲げるとおりとする。 

（１）指揮支援部隊 

  ア 統括指揮支援隊 

    震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

  イ 指揮支援隊 

    消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっ

ては、町村役場。以下同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

   震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

   震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

 

   （迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第 35条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害

状況等を確認し、長官に報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、

出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本

部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都

道府県に対して連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第 36条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う

場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別

記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、

消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 37条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 38条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本
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部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 

  （応援等実施計画） 

第 39条 都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防

援助隊が参集し、被災地に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。 

２ 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（２）統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（４）ＮＢＣ災害即応部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（５）土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（６）航空部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（７）情報連絡体制に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を

行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告

するとともに、当該都道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する

都道府県の知事に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （受援計画） 

第 40条 都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける

場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着
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陸場、燃料補給等の航空機の受援に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府

県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長

に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事の事務の委任等） 

第 41条 地方自治法第 153条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属す

る事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものと

する。 

 

第 10 章 応援に要した経費の負担 

 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第 42 条 法第 44 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動

した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各

号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）受援市町村において負担する経費 法第 49条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条

各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費 緊

急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第 43 条 法第 44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費 法第 49条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条各号

に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費 緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償

に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議
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により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

第 11 章 その他 

 

  （都道府県の訓練） 

第 44条 都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関

係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図

るものとする。 

 

  （都道府県の即応体制等の強化） 

第 45条 都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとと

もに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定

を適切にできる体制を確保するものとする。 

２ 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急

参集できる体制を整備するものとする。 

  

  （その他） 

第 46条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28年３月 30日消防広第 80号） 

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 29年３月 28日消防広第 93号） 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 31年３月８日消防広第 35号） 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

      附 則（令和２年７月 17日消防広第 190号） 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 22日消防広第 89号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年６月 24日消防広第 211号） 

 この要綱は、令和４年６月 24日から施行する。 
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（第５条及び第31条関係）

統合機動部隊 都道府県大隊 統合機動部隊 都道府県大隊

別表Ｂにより対応する
指定順位第１位の隊

別表Ｂにより対応する
全隊

別表Ｃにより対応する
全隊

別表Ｄにより対応する
全隊

Ⅰ 震央が海域

最大震度７の地震の震央管轄

都道府県※１に対する措置
震央が陸域

Ⅱ 震央が海域

最大震度６強（東京都特別区
は６弱）の地震の震央管轄都

道府県※１に対する措置
震央が陸域 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備

Ⅲ-ア 震央が海域 出動準備 出動準備 出動準備

最大震度６弱(東京都特別区
は５強、政令市は５強又は６
弱)の地震の震央管轄都道府

県※１に対する措置

震央が陸域

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

Ⅲ-イ
大津波警報が発
表された都道府
県に対する措置

出動準備 出動準備 出動準備

Ⅳ

噴火警報（居住
区域）が発表さ
れた都道府県に
対する措置

出動準備
出動準備

（統括指揮支援隊輸送
航空小隊及び情報収集
航空小隊に限る。）

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備
出動準備及び長官の要請に基づき

必要な隊が迅速出動※２

区　分

指揮支援部隊 都道府県大隊及び統合機動部隊 航空小隊

基本計画別表第２により対応する都道府県 基本計画別表第３により対応する都道府県

統括指揮支援隊 指揮支援隊

第１次出動
都道府県大隊

出動準備
都道府県大隊

出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

※１　地震の震央が海域の場合は、「震央管轄都道府県」を「最大震度都道府県」に読み替える。
※２　災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。

　下表の区分に応じ、災害発生都道府県に対応する隊が、出動準備（第５条関係）及び迅速出動（第31条関係）の措置を講ずるものとする。なお、基本計画第４章４に基づき定められたアクションプラ
ンを適用する場合は、本別表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずるものとする。

出動準備出動準備

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

出動準備 出動準備 出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

別表Ａ－１（震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発生した場合の出動準備及び迅速出動）
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（第５条及び第31条関係）

統合機動部隊 都道府県大隊 統合機動部隊 都道府県大隊

別表Ｂにより対応する
指定順位第１位の隊

別表Ｂにより対応する
全隊

別表Ｃにより対応する
全隊

別表Ｄにより対応する
全隊

Ⅰ 震央が海域

最大震度７の地震の震央管轄

都道府県※１に対する措置
震央が陸域

Ⅱ 震央が海域

最大震度６強（東京都特別区
は６弱）の地震の震央管轄都

道府県※１に対する措置
震央が陸域 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備 迅速出動

(出動準備を含む。)
出動準備

Ⅲ-ア 震央が海域 出動準備 出動準備

最大震度６弱(東京都特別区
は５強、政令市は５強又は６
弱)の地震の震央管轄都道府

県※１に対する措置

震央が陸域

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

出動準備及び
長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

※２

Ⅲ-イ
大津波警報が発
表された都道府
県に対する措置

出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備 出動準備 出動準備 出動準備

基本計画別表第２により対応する都道府県 基本計画別表第３により対応する都道府県

　下表の区分に応じ、災害発生都道府県に対応する隊が、出動準備（第５条関係）及び迅速出動（第31条関係）の措置を講ずるものとする。なお、基本計画第４章４に基づき定められたアクションプラ
ンを適用する場合は、本別表を適用せず、当該アクションプランに基づき措置を講ずるものとする。

区　分

指揮支援部隊 都道府県大隊及び統合機動部隊 航空小隊

統括指揮支援隊 指揮支援隊

第１次出動
都道府県大隊

出動準備
都道府県大隊 第１次出動

航空小隊
出動準備
航空小隊

迅速出動
(出動準備を含む。)

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備 出動準備 出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

※１　地震の震央が海域の場合は、「震央管轄都道府県」を「最大震度都道府県」に読み替える。
※２　災害の状況を踏まえ、出動準備をしている隊の中から必要な隊を出動させる。

出動準備

出動準備 出動準備

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備及び長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動※２

出動準備 出動準備

迅速出動
(出動準備を含む。)

別表Ａ－２（複数の都道府県において震度６弱（政令市等については震度５強）以上の地震等が発生した場合の出動準備及び迅速出動）
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別表Ｂ　（統括指揮支援隊及び指揮支援隊） (第10条関係)

統括指揮支援隊
指定順位第１位

統括指揮支援隊
指定順位第２位

北海道 札幌市消防局 仙台市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

青森県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

岩手県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

宮城県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

秋田県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

山形県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

福島県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

茨城県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

栃木県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

群馬県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

埼玉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

千葉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

東京都 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

神奈川県 横浜市消防局 東京消防庁 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

新潟県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

富山県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

石川県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

福井県 京都市消防局 名古屋市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

山梨県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局

長野県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 新潟市消防局 静岡市消防局

岐阜県 名古屋市消防局 京都市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局

静岡県 横浜市消防局 名古屋市消防局 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局

愛知県 名古屋市消防局 京都市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

三重県 名古屋市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

滋賀県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

京都府 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

大阪府 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

兵庫県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

奈良県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

和歌山県 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

鳥取県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

島根県 広島市消防局 大阪市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 北九州市消防局

岡山県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

広島県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

山口県 広島市消防局 福岡市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

徳島県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

香川県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

愛媛県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

高知県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

福岡県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

佐賀県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

長崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

熊本県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

大分県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

宮崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

鹿児島県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

沖縄県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

※統括指揮支援隊指定順位第１位及び第２位の消防本部について、統括指揮支援隊として出動しない場合は、指揮支援隊として出動する。

災害発生
都道府県

統括指揮支援隊の属する消防本部

指揮支援隊の属する消防本部
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別表C（第一次出動航空小隊）　 （第11条関係）

統括指揮支援隊
輸送航空小隊

北海道 青森県 宮城県 岩手県 仙台市 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 新潟県

青森県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

岩手県 仙台市 青森県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

宮城県 岩手県 山形県 青森県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県

秋田県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 青森県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

山形県 仙台市 岩手県 宮城県 青森県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県

福島県 仙台市 宮城県 栃木県 岩手県 山形県 茨城県 群馬県 埼玉県 東京 新潟県

茨城県 東京 栃木県 埼玉県 宮城県 福島県 群馬県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県

栃木県 東京 茨城県 埼玉県 宮城県 福島県 群馬県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県

群馬県 東京 栃木県 埼玉県 茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 新潟県 山梨県 長野県

埼玉県 東京 茨城県 栃木県 福島県 群馬県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 静岡市

千葉県 東京 茨城県 埼玉県 栃木県 群馬県 横浜市 川崎市 山梨県 長野県 静岡県

東京都 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県 静岡市

神奈川県 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉市 東京 長野県 静岡県 静岡市

新潟県 仙台市 埼玉県 富山県 宮城県 山形県 福島県 栃木県 群馬県 東京 長野県

富山県 名古屋市 埼玉県 新潟県 東京 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 京都市

石川県 名古屋市 埼玉県 富山県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 浜松市 滋賀県 京都市

福井県 京都市 富山県 滋賀県 石川県 岐阜県 静岡県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市

山梨県 東京 埼玉県 静岡県 栃木県 群馬県 横浜市 川崎市 長野県 静岡市 浜松市

長野県 東京 埼玉県 山梨県 群馬県 新潟県 富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市

岐阜県 名古屋市 福井県 京都市 富山県 石川県 長野県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県

静岡県 横浜市 埼玉県 山梨県 群馬県 千葉市 東京 川崎市 長野県 岐阜県 名古屋市

愛知県 滋賀県 京都市 富山県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 三重県

三重県 名古屋市 浜松市 京都市 滋賀県 福井県 岐阜県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県

滋賀県 京都市 福井県 兵庫県 石川県 岐阜県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県

京都府 滋賀県 兵庫県 福井県 岐阜県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 鳥取県

大阪府 京都市 兵庫県 福井県 名古屋市 三重県 滋賀県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県

兵庫県 大阪市 京都市 岡山市 三重県 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県

奈良県 京都市 滋賀県 和歌山県 岐阜県 名古屋市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 徳島県

和歌山県 大阪市 徳島県 高知県 三重県 滋賀県 京都市 兵庫県 神戸市 奈良県 岡山市

鳥取県 大阪市 京都市 島根県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市 香川県

島根県 広島市 京都市 鳥取県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 愛媛県

岡山県 広島市 京都市 広島県 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 愛媛県

広島県 岡山県 高知県 鳥取県 島根県 岡山市 山口県 香川県 愛媛県 福岡市 北九州市

山口県 広島市 愛媛県 高知県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 福岡市 北九州市 大分県

徳島県 大阪市 愛媛県 高知県 兵庫県 神戸市 和歌山県 岡山県 岡山市 広島市 香川県

香川県 広島市 徳島県 高知県 大阪市 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 愛媛県

愛媛県 広島市 広島県 高知県 岡山県 岡山市 山口県 徳島県 香川県 北九州市 大分県

高知県 広島市 徳島県 愛媛県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 香川県

福岡県 高知県 大分県 岡山市 広島市 山口県 愛媛県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

佐賀県 福岡市 高知県 長崎県 広島市 山口県 愛媛県 北九州市 熊本県 大分県 宮崎県

長崎県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

熊本県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県

大分県 福岡市 愛媛県 高知県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

宮崎県 福岡市 高知県 鹿児島県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

鹿児島県 福岡市 高知県 宮崎県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

沖縄県 福岡市 高知県 鹿児島県 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

災害発生都
道府県

　 第一次出動航空小隊

情報収集航空小隊 救助・救急・輸送航空小隊等
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別表D（出動準備航空小隊）　 （第11条関係）

災害発生

都道府県

北海道 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

青森県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡市

岩手県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

宮城県 北海道 札幌市 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

秋田県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡市

山形県 北海道 札幌市 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡市

福島県 札幌市 青森県 秋田県 千葉市 横浜市 川崎市 富山県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

茨城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

栃木県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

群馬県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 富山県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

埼玉県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 浜松市 名古屋市 大阪市

千葉県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市

東京都 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 富山県 岐阜県 静岡県 浜松市 名古屋市 三重県 大阪市

神奈川県 宮城県 仙台市 福島県 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 浜松市 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市

新潟県 札幌市 秋田県 茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 石川県　 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 静岡市

富山県 群馬県 千葉市 横浜市 川崎市 静岡県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

石川県 群馬県 東京 新潟県 山梨県 静岡市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県

福井県 埼玉県 東京 横浜市 新潟県 山梨県 長野県 静岡市 浜松市 兵庫県 奈良県 鳥取県 岡山市

山梨県 福島県 茨城県 千葉市 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 名古屋市 三重県 京都市 大阪市

長野県 茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 石川県 福井県 静岡県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市

岐阜県 群馬県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静岡県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 神戸市 奈良県

愛知県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県 福井県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

三重県 埼玉県 東京 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 兵庫県 岡山市 徳島県

滋賀県 埼玉県 東京 富山県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県

京都府 東京 富山県 石川県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 高知県

大阪府 東京 石川県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 広島県 香川県 高知県

兵庫県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 浜松市 名古屋市 島根県 広島県 広島市 香川県 高知県

奈良県 東京 富山県 石川県 福井県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

和歌山県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 鳥取県 岡山県 広島市 香川県

鳥取県 東京 福井県 名古屋市 滋賀県 奈良県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県

島根県 東京 三重県 大阪市 奈良県 徳島県 香川県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県 熊本県 大分県

岡山県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 高知県 福岡市 北九州市 熊本県

広島県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県 長崎県 熊本県 大分県

山口県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 徳島県 香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

徳島県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 鳥取県 島根県 広島県 福岡市 北九州市 佐賀県

香川県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 佐賀県

愛媛県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 熊本県 宮崎県

高知県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 大分県 熊本県 宮崎県

福岡県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 徳島県 香川県 鹿児島県

佐賀県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 香川県 鹿児島県

長崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

熊本県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

大分県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 鹿児島県

宮崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

鹿児島県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

沖縄県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

出動準備航空小隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊※１

航空小隊※１

航空後方支援小隊※１

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

（第５条関係）

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること

別記様式２－１

出動可能隊数報告及び出動準備依頼

市区
町村

送付先：

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

消防庁広域応援室長

殿
都道府県消防防災主管部長

消 防 長

○○送信時間

　 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行う可能性がありますので、貴都道府県内の

出動可能隊数を至急調査し、別記様式２－２にて30分以内に報告願います。
　 また、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行った場合、迅速に出動できるように出

動準備をお願いします。

災 害 発 生 場 所
都道
府県

災 害 名

原子力施設等

災　害　の　状　況
原子力施設・石油コンビナートの有無 石油コンビナート等

依頼日時
(出動可能隊数報告、出動準備)

○○ 分

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

対　象　※いずれかに●

・都道府県大隊　

出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

【隊の指定情報】

・部隊　※出動準備を依頼する隊（●の付いた隊）

編成に係る連絡事項

部隊名 連絡事項

指揮支援部隊

土砂・風水害機動支援部隊

航空部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

統合機動部隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

時

時 分

時

隊 人 隊 人

救助小隊

高機能救命ボート：　　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　　艇　、　水上オートバイ　　　台

特
殊
装
備
小
隊

震災対応特殊車両小隊 重機：　台

通信支援小隊

後方支援小隊

【出動体制、その他特殊な装備品の情報】

※　（　）内には、統合機動部隊の出動可能隊数又は出動隊数を内数で記載すること

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

中型水陸両用車：　台その他の特殊装備小隊

救急小隊

水陸両用バギー：　　台

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

＜連絡責任者＞

担当課室 　 氏　名

合　　計

(参考)都道府県大隊-統合機動部隊

隊の種別 可能隊数 人数 出動隊数 人数 特殊車両内訳

消火小隊

指揮隊

最も早く出動できる時間※１

※１　都道府県大隊長（又は統合機動部隊長）が属する消防本部から最も早く出動できる時間（出動した時間）を記入

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（　　　　　　　用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

災害名

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊以外は、別記様式２－２（部隊用）で報告すること

可能隊数報告時に記入

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

（第５条、第９条、第36条関係）

（都道府県大隊） 分

分頃

出動時間※１
出動隊数報告時に記入

（統合機動部隊）

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長

都道府県大隊

統合機動部隊
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年 月 日 時 分

都 道 府 県 知 事

市　町　村　長

年 月 日 時

項）

（ ）

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

応援先
市区

町村 進出拠点

応援先 進出拠点

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項、応援先等

指揮支援部隊

求 め 又 は 指 示 日 時 ○○

出 動 区 分

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

航空部隊

土砂・風水害機動支援部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

応援先 進出拠点

ＮＢＣ災害即応部隊

統合機動部隊

災 害 発 生 場 所

災 害 名

原子力施設等 石油コンビナート等

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無

都道

府県

市区

町村

・都道府県大隊

編成に係る
連絡事項

【隊の指定情報】

対　象　※いずれかに● 出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

別記様式３－１

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示
○○

消 防 庁 長 官

送信時間

（第６条、第31条関係）

殿

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

　 次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示します。

送付先：
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年 月 日 時 分

受援都道府県の知事

受援市町村の長

項）

（ A - ）

（ ）

年 月 日 時  分

［受援体制チェックシート］ チェック欄

①

②

③

④

別記様式３－２

緊急消防援助隊の応援等決定通知

○○

殿

送信時間

（第７条、第32条関係）

消 防 庁 長 官

　次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示しましたので、連絡します。

災 害 名

出 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

迅 速 出 動 適用 区分 非適用

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

緊急消防援助隊の隊数や活動場所等を踏まえ、宿営場所（候補地）を確認し、消防庁
と調整したか。また、当該拠点へ職員の派遣等について対応したか。

求め又は 指示 日時 ○○

求め又は指示した隊 別添（別記様式３－１又は３－４）のとおり

連 絡 事 項

　貴都道府県内における被災地消防本部に対してこの旨連絡し、連携して受援体制を

整えてください。

消防応援活動調整本部の設置時間、設置場所、本部長の職・氏名、本部員の構成、
担当者の職・氏名、連絡先（直通）を確認し、消防庁に報告したか。

統括指揮支援隊及び指揮支援隊を受け入れるヘリコプター離着陸場、当該離着陸場
から消防応援活動調整本部、指揮支援本部までの移動手段等について、消防庁と調
整したか。

緊急消防援助隊の隊数や進出方向等を踏まえ、進出拠点（候補地）を確認し、消防庁
と調整したか。また、当該拠点へ職員派遣等について対応したか。

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２
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年 月 日 時 分

受援都道府県の消防防災主管部長

被災地消防本部の長

項）

（ A - ）

（ ）

年 月 日 時  分

［受援体制チェックシート］ チェック欄

①

②

③

④

殿

別記様式３－３

緊急消防援助隊の出動隊数通知

○○送信時間

（第９条関係）

消防庁広域応援室長

　次のとおり緊急消防援助隊が出動しましたので、連絡します。

災 害 名

出 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

迅 速 出 動 適用 区分 非適用

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

緊急消防援助隊の隊数や活動場所等を踏まえ、宿営場所（候補地）を確認し、消防庁
と調整したか。また、当該拠点へ職員の派遣等について対応したか。

求め又は 指示 日時 ○○

出 動 し た 隊 別添（別記様式２－２）のとおり

連 絡 事 項

　貴都道府県内における被災地消防本部に対してこの旨連絡し、連携して受援体制を

整えてください。

消防応援活動調整本部の設置時間、設置場所、本部長の職・氏名、本部員の構成、
担当者の職・氏名、連絡先（直通）を確認し、消防庁に報告したか。

統括指揮支援隊及び指揮支援隊を受け入れるヘリコプター離着陸場、当該離着陸場
から消防応援活動調整本部、指揮支援本部までの移動手段等について、消防庁と調
整したか。

緊急消防援助隊の隊数や進出方向等を踏まえ、進出拠点（候補地）を確認し、消防庁
と調整したか。また、当該拠点へ職員派遣等について対応したか。

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 1 区分

　　

Ⅲ-ア

長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出
動

長官の要請に基づ
き必要な隊が迅速
出動（統合機動部
隊のみが対象）

長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出
動

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

最大震度７

Ⅱ

迅速出動

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

【出動する隊】
迅速出動

【出動する隊】【出動する隊】

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ 　 ０３－５２５３－７５５２

Ⅰ

最大震度６弱(東
京都特別区は５
強、政令市は５

強又は６弱)

【出動する隊】

迅速出動
（統合機動部隊
のみが対象）

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間 ○○

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

迅速出動

区分

※対象区分に●

指揮支援部隊

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する

出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援

助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

（別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第
２により対応する都
道府県）

統括
指揮支援隊

指揮支援隊
第１次出動

都道府県大隊

求め

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（第31条関係）

（基本計画別表第
３により対応する都
道府県）

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

航空小隊

出動準備
都道府県大隊

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

都道府県大隊

指示
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 2 区分

　　

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

最大震度６弱(東
京都特別区は５
強、政令市は５

強又は６弱)

迅速出動 迅速出動

迅速出動
迅速出動

（統合機動部隊のみが対象）

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

【出動する隊】

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（統合機動部隊のみが対象）

Ⅰ

最大震度７

Ⅱ

Ⅲ-ア

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ 　 ０３－５２５３－７５５２

指揮支援部隊 都道府県大隊 航空小隊

第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

出動準備
都道府県大隊

第１次出動
都道府県大隊

統括
指揮支援隊

指揮支援隊

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

【出動する隊】

【出動する隊】

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援

助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

求め 指示

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間

（第31条関係）

○○

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する

区分

※対象区分に● （別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第
２により対応する都
道府県）

（基本計画別表第
３により対応する都
道府県）
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年 月 日 時 分

消防庁長官

受援市町村の長

指揮支援部隊長

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

　次のとおり緊急消防援助隊の引揚げを決定しましたので通知します。

引 揚 げ 決 定 日 時 ○○

（受援都道府県の知事）

別記様式４－１

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知

○○送信時間

（第25条関係）

担当課室

ＮＴＴ回線電話

地域衛星電話

殿

引 揚 げ 決 定 し た 隊

連 絡 事 項

被災地引 揚げ 日時 ○○

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

殿

別記様式４－２

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知

○○送信時間

（第27条関係）

消 防 庁 長 官

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり引揚げを決定しましたので通知します。

引 揚 げ 決 定 日 時 ○○

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

被災地引 揚げ 日時 ○○

引 揚 げ 決 定 し た 隊 別添（別記様式４－１）のとおり

連 絡 事 項

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：
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１　出動状況（航空部隊を除く）

時　分

２　航空部隊出動状況

時　分

活動終了日時

活動終了日時

被災地引揚げ日時

別記様式５

宿営場所

活動開始日時

月　日 月　日 時　分 月　日
出動日時

時　分

航空隊名
（隊区分、機体愛称）

被災地引揚げ日時

宿営場所

進出拠点到着日時

月　日 月　日 時　分 月　日 時　分

活動開始日時

（第29条関係）

緊急消防援助隊活動報告書

報告日

災害名

都道府県

部隊名
都道府県大隊

（下段は統合機動部隊）

出動日時※１

進出拠点

　※１　出動日時：都道府県大隊又は部隊の指揮隊長が属する消防本部を出動した日時

集結場所
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３　救助活動状況【陸上】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

４　救助活動状況【航空】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

５　救急出動状況

陸上 　件 件 件

航空 　件 件 件

６　救急搬送状況

陸上 　　　人 人 人 人 人 人

航空 　　人 人 人 人 人 人

７　隊員の傷病状況

1 参照

2 参照

８　車両・資機材の損傷状況

1 参照

2 参照

3 参照

4 参照

5 参照

消防本部名 概要 日報

消防本部名 概要 日報

死亡 重傷 中等症 軽傷 その他（不明含む） 計

搬送件数 不搬送件数 計

　※４　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

救出日時
救出場所※４ 救助人数 備  考

　　月　　日 時　　分

　※２　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

　※３　備考：県内応援隊、○○県大隊と合同で救出等記入

時　　分

救出日時

　　月　　日
救出場所※２ 救助人数

備　考※３

（合同で救助した消防機関等）

別記様式５ （第29条関係）
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年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動都道府県知事

緊急消防援助隊行動市町村の長

部 隊 移 動 先

所属する都道府県（市町村）

消 防 庁 長 官

　 貴都道府県内で活動している緊急消防援助隊の部隊移動について、消防組織法

第44条第８項の規定に基づき、意見を求めます。

現 在 の 出 動 先

部隊移動の
対　象

都道
府県

市区
町村

隊種別

都道
府県

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

市区
町村

特記事項

別記様式６－１

部隊移動に関する意見（照会）

○○

殿

送信時間

（第20条関係）
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年 月 日 時 分

殿

□ 了承します。

□ その他

＜連絡責任者＞

別記様式６－２ （第20条関係）

部隊移動に関する意見（回答）
送信時間 ○○

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

消 防 庁 長 官

部隊移動に関する意見

部隊移動の
対　象

　 消防組織法第44条第８項の規定に基づき求められた部隊移動に関する意見について、

次のとおり回答します。

所属する都道府県（市町村）

隊種別

特記事項

（緊急消防援助隊行動都道府県知事 又は 緊急消防援助隊行動市町村の長）

担当課室 氏　　名

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を求め又は指示します。

項）

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

殿

別記様式６－３ （第20条関係）

緊急消防援助隊の部隊移動の求め又は指示

送信時間 ○○

消 防 庁 長 官

部 隊 移 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

送付先：

 ・都道府県大隊

対　　象

※いずれかに●

　全　隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

【隊の指定情報】

求 め 又 は 指 示 日 時 ○○

指揮支援部隊

連絡事項

 ・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項

航空部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

土砂・風水害機動支援部隊

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

統合機動部隊

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村
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年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動都道府県知事

緊急消防援助隊行動市町村の長

項）

年 月 日 時 分

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

求め又は指示した隊 別添（別記様式６－３）のとおり

連 絡 事 項

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

隊移動を求め又は指示しましたので通知します。

部 隊 移 動 区 分

求め又は 指示 日時 ○○

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

　貴都道府県内又は貴市町村内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部

別記様式６－４

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

消 防 庁 長 官

送信時間

（第20条関係）

殿
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年 月 日 時 分

部隊移動先の都道府県の知事

部隊移動先の市町村の長

　○○都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を求め

又は指示しましたので通知します。

項）

年 月 日 時 分

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

○○

部 隊 移 動 区 分 求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

求め又は指示した隊 別添（別記様式６－３）のとおり

連絡事項

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

求 め 又 は 指 示 日 時

別記様式６－５

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

殿

消 防 庁 長 官

送信時間

（第20条関係）

- 291 -



 

 

  

年 月 日 時 分

　（指揮支援本部長　経由）

　次のとおり部隊移動を指示します。

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

＜連絡責任者＞

ＮＢＣ災害即応部隊

統合機動部隊

地域衛星ＦＡＸ

・都道府県大隊

対　　象

※いずれかに●

【隊の指定情報】

連絡事項

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

指揮支援部隊

航空部隊

土砂・風水害機動支援部隊

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

地域衛星電話

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－６

緊急消防援助隊の部隊移動の指示

○○

　都道府県大隊長又は各部隊長

（第21条関係）

（受援都道府県の知事）

送信時間

指 示 日 時 ○○

　全　隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊
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年 月 日 時 分

緊急消防援助隊行動市町村の長

部隊移動先の市町村の長

　本都道府県○○市で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり××市へ

部隊移動を指示しましたので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

指 示 日 時 ○○

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－７

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

（受援都道府県の知事）

送信時間

（第21条関係）

殿
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年 月 日 時 分

殿

　本都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を指示しま

したので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

指 示 日 時 ○○

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－８

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○

消 防 庁 長 官

（受援都道府県の知事）

送信時間

（第21条関係）
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年 月 日 時 分

応援都道府県の知事

応援市町村の長

年 月 日 時 分

殿

別記様式６－９

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○○送信時間

（第21条関係）

消 防 庁 長 官

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり受援都道府県知事により部隊移動の

指示が行われましたので通知します。

部 隊 移 動 区 分 指示　（指示の根拠：消防組織法第44条の３第１項）

０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

指 示 日 時 ○○

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話
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災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

所属 TEL

氏名
航空後方支

援隊長

氏名

所属 TEL

氏名

航空指揮支援本部長

(航空指揮支援隊長)

ＦＢ指揮者
所属 TEL

TEL

(指揮支援隊長） 氏名

FAX

TEL TEL統合機動
部隊長

所属

後方支援本部

所属

TEL FAX TEL FAX
メールアドレス メールアドレス

職・氏名

氏名 氏名

所属 TEL

統合機動
部隊長

所属 設置場所 ：

大隊長
所属 TEL

大隊長
所属 TEL

氏名 氏名

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス

TEL FAX TEL FAX 職・氏名

FAX

統合機動
部隊長

所属 統合機動
部隊長

所属 地域衛星回線 TEL FAX

氏名 氏名 メールアドレス

TEL TEL

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX

氏名 氏名 消防防災無線 TEL
大隊長

所属 TEL ＮＴＴ回線

氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長 TEL

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

FAX
地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

TEL FAX 氏名

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属

氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線

消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TELＮＴＴ回線 TEL FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

FAXFAX ＮＴＴ回線 TEL

FAX 消防防災無線 TEL

90-49013 FAX 90-49036

ＮＴＴ回線

FAX

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL

別記様式７

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL

（第18条関係）
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緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

       平成 16年 ３月 26日 消防震第 19 号 

改正 平成 17年 ３月 30日 消防震第 14 号 

改正 平成 18年 ２月 14日 消防応第 15 号 

改正 平成 18年 ６月 22日 消防応第 94 号 

改正 平成 20年 ７月 ２日 消防応第 109号 

改正 平成 20年 ８月 27日 消防応第 152号 

改正 平成 24年 11月 28日 消防広第 95 号 

改正 平成 26年 ３月 26日 消防広第 75 号 

改正 平成 27年 ３月 31日 消防広第 74 号 

改正 平成 28年 ３月 30日 消防広第 80 号 

改正 平成 29年 ３月 28日 消防広第 93 号 

改正 平成 31年 ３月 ８日 消防広第 35 号 

改正 令和 ２年 ７月 17日 消防広第 190号 

改正 令和 ３年 ３月 22日 消防広第 89 号 

改正 令和 ４年 ６月 24日 消防広第 211号 

 

 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 編成及び装備等の基準 

 第３章 出動 

 第４章 指揮活動 

 第５章 防災関係機関との連携 

 第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 第７章 その他 

  

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15年政令第 379号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるも

ののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

8-1-3
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 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 
（５）応援等とは、法第 44条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがあ

る事故により生ずる災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故に

より生ずる災害をいう。 

（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（16）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求

め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特

別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号

において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の

３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援

助隊が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 

 

 （都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消
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防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27年消防広第 74号。以下「要請要綱」という。）

第 39条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）

に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと

する。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するもの

とする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支

援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

（統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、統合機動部隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊及び 

通信支援小隊を中心として編成するものとし、対応する災害の種別や、迅速な出動や情報収

集等の目的に応じ、柔軟な編成、運用により対応するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と
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呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 

 

 （エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとお

りとし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属

する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊

災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水

車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心

として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって

編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成

するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、

応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指

揮隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 
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 （特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中

性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

  （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）水難救助小隊 

  ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものである

こと。 

  イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶
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を備えること。 

  ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備え

ること。 

（２）遠距離大量送水小隊 

  ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要

な隊員で構成されるものであること。 

  イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場

所に毎分 3,000リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

  ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成される

ものであること。 

  イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材の

いずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

   震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資

機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

   その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機

材及び必要な隊員で構成されるものであること。 

  ア はしご車 

  イ 照明車 

  ウ 空気ボンベ充填車 

  エ 無人消火ロボット 

  オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 
第３章 出動 

 

（指揮本部の設置） 

第 11条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助

隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の活動方針（活動スケジュールを含む。）に関すること。 

（３）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（５）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と
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の活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 

策本部に職員を派遣するものとする。 

 

（航空指揮本部の設置） 

第 12条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

 （後方支援本部の設置） 

第 13条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

  （都道府県大隊の出動） 

第 14条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

（指揮支援部隊の出動） 

第 15条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、長官の出動の求め又は指示後、お

おむね１時間以内に迅速に出動するものとする。なお、原則として、航空小隊による輸送によ
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り出動するものとする。 

 

  （統合機動部隊の出動等） 

第 16 条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県

大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するも

のとする。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第 17条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生

した場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 
 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第 18条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生し

た場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動す

るものとする。 
 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第 19条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単

独で出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大

隊と連携して活動するものとする。 
 

（航空部隊の出動） 

第 20条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動

するものとする。 
２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 
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  （集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 21条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおり

とする。 

（１）集結場所 

   代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特

性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動

部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集

結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ル

ートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

  （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やか

に当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無に

かかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害

機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長

又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊

又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとす
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る。 

 

  （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25条に規定する

緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに

当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項

について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して

報告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

（指揮体制） 

第 24条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括

し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、

被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。また、指揮支援隊が出動して

いない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、次項の指揮支援隊長の役割も担

うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地に

おける陸上（水上を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航

空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の
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管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下

の指揮を行うものとする。 

 

（緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第 25 条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」

という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。ただし、

次に掲げる者を指名できない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、指揮支援

本部長の役割を担うものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調

整（活動方針の調整を含む。）に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整（活動方針の調整を含む。）

に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部

と緊密な連携を図ることができる場所に設置するものとする。この場合において、指揮支援本

部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部

へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称
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する。 

 

  （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（５）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空

運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援

本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場

合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等

に派遣するよう要請するものとする。 
 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 27条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 
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（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

  （都道府県大隊本部の設置） 

第 28条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するも

のとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 

（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

  （現地合同調整所の設置） 

第 29条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、

代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議

に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

（情報共有等） 

第 30 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大 

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊（次項において「消防庁等」という。）は、被害状況

や活動状況等について、動画及び静止画により、積極的に情報収集を行うものとする。 
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３ 消防庁等は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管

理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極的に活用し、被害状況や活動状

況について動画及び静止画により積極的に情報共有を行うものとする。 

４ 指揮本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部等は、前２項により収集された情報や、前項に

より共有された情報を指揮に活用するものとする。 

 

  （活動報告等） 

第 31条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並び

に緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜

報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸

上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して

適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊

の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告する

ものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指

揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項

を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。

ただし、第 16条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大

隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の

報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りま

とめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本

部長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取

りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動

日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 

 

  （通信連絡体制等） 

第 32条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通

信ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 
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（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を

使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、

統制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使

用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制

波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、

別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基

盤災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風

水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに

指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を

使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活

動用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等
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との連絡調整を行うものとする。 

 

  （実動関係機関との連携） 

第 34条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

  （医師等との連携） 

第 35条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 36条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

  （消防機関との連携） 

第 37条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受け

るなど、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

  （指揮支援実施計画） 

第 38条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援

隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 
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（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更

した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該

統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものと

する。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援

隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

  （消防本部の受援計画） 

第 39条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

  （消防本部等の訓練） 

- 313 -



 

  
 

第 40条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

  （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第 42条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28年３月 30日消防広第 80号） 

 この要綱は、平成 28年４月 1日から施行する。 

 ただし、第 22条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28 年６月１日から施行する。 

   附 則（平成 29年３月 28日消防広第 93号） 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31年３月８日消防広第 35号） 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月 17日消防広第 190号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月 22日消防広第 89号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年６月 24日消防広第 211号） 

この要綱は、令和４年６月 24日から施行する。 
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別表（主運用波の割当て）                  （第 32 条関係） 
周波数名 割当都道府県 

主運用波１ 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 

主運用波２ 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 

主運用波３ 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 

主運用波４ 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 

主運用波５ 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 

主運用波６ 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 

主運用波７ 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 
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(第30条関係)

災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属 職・氏名

メールアドレス メールアドレス 氏名

FAX 所属 TELTEL FAX TEL

設置場所 ：

氏名 氏名
ＦＢ指揮者

所属 TEL
統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL

所属 TEL 氏名
大隊長

所属 TEL
大隊長

氏名 氏名

TEL
(航空指揮支援隊長) 氏名

航空後方支
援隊長

所属 TEL

TEL

TEL FAX TEL FAX 職・氏名後方支援本部

所属

後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス 航空指揮支援本部長 所属

ＮＴＴ回線

FAX

統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL 地域衛星回線 TEL FAX

氏名 氏名 メールアドレス

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX

氏名 氏名 消防防災無線 TEL
大隊長

所属 TEL

(指揮支援隊長） 氏名

氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長

FAX
メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

TEL

FAX
地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

TEL FAX 氏名

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属

氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

ＮＴＴ回線 TELＮＴＴ回線 TEL FAX
消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TEL

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

ＮＴＴ回線

FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

FAX 消防防災無線 TEL

FAXFAX

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL

別記様式１

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL
90-49013 FAX 90-49036
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（第31条関係）

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

救助 救急

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

人

氏　名

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消 防 庁 長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長等）

報告日時 ○○　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数

救助小隊

その他の小隊

救急小隊

航空指揮支援隊

合計

隊員数

指揮支援隊 特殊災害小隊

指揮隊

航空後方支援小隊

消火小隊

特殊装備小隊

通信支援小隊

隊員数

活動内容

人
救助・搬送人数

救
助
・
搬
送
人
員

災害種別 火災 合計

件　数

総計（指揮支援
隊が入力）

人

報告者
消防本部

ＴＥＬ

宿営場所

翌
日
の
活
動
予
定

活動時間

活動場所

活動規模 隊数 隊
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別記様式２（航空小隊） （第31条関係）

消防庁長官　   殿

災害名
応援

都道府県
残時間

隊員 隊員以外

合計

備考

出動場所
（空域）

着陸時間 着陸場所
出動搭乗
人員数

出動種別件数 搬送人員数

                                          活動概要
                         （火災：散水回数・散水量を記載）
                         （救助：救助方法を記載）
                         （物資輸送：物資名、数量を記載）火災 救助 救急 情報収集 輸送等 救助 救急

輸送日付 出動番号 機体名称 離陸時間 離陸場所

　　　　隊員　　　 　　　名

 TEL            年　 　　　 月　 　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　　　分現在     その他　　 　　　 　名 　　　　計　　　　　　　　名

　　整備士　　　   　　名

報告者等

 所属  氏名

活動人員

　　パイロット　　　　  名

緊急消防援助隊活動報告（日報）

　　　　　（航空小隊長）　　　　　

ヘリベース 　  　　時間　　  　　 　分
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群馬県緊急消防援助隊受援計画 

 

制  定：平成１６年１０月２８日  消第１５０１－４号 

 全部改正：令和 ３年 ３月２３日  消保第１１－３０号 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１ この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年消防広第74号。以下「要

請要綱」という。）第40条の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制につい

て必要な事項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２ 代表消防機関は、前橋市消防局とする。 

２ 代表消防機関代行は、高崎市等広域消防局、太田市消防本部及び渋川広域消防本部とする。 

３ 前項までに定めるもののほか、用語については別表第１のとおりとする。 

（連絡体制） 

第３ 緊急消防援助隊の受援に係る関係機関の連絡先は、別表第２－１～２－７のとおりとする。 

２  連絡方法は、原則として有線電話又はファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能と

する。）によるものとする。ただし、有線断絶時には消防救急無線、地域衛星通信ネットワーク等

を活用するものとする。 

 

第２章 応援等の要請 

（応援等要請の手続き） 

第４ 緊急消防援助隊の応援等要請及び当該要請に係る手続は、別図第１のとおり行うものとする。 

（知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第５ 群馬県知事（以下「知事」という。）は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び

群馬県内（以下「県内」という。）の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事

態であると判断した場合は、消防庁長官（以下「長官」という。）に対して緊急消防援助隊の応援

等の要請を電話により直ちに行うものとし、次に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告す

るものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、

これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする（要請要綱別記様式１－１）。 

（１）災害の概況 

（２）出動が必要な区域や活動内容 

（３）その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

２ 知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に判断できない場合であっても、甚

大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した

ときは、長官に対して緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 知事は、被災地の市町村長から応援等要請の連絡がなくとも、県内で広域な被害が発生している
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状況下など、緊急消防援助隊の出動が必要と判断した場合は、長官に対して応援等の要請を行うも

のとする。なお、この判断に当たって、必要に応じて、代表消防機関の意見を聴くものとする。 

４ 知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基づく自衛隊の災害派遣要請を行

う場合又は緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であるか否かの判断に迷う場合は、長官に対

して、被害状況や消防活動の状況等を連絡し、対応について協議するものとする。 

５ 知事は、被災地の市町村長から、定期に災害の状況やその他緊急消防援助隊の活動のために必要

な事項について情報収集を行い、長官に対して報告するものとする。特に、被災地及びその周辺地

域に緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設に

おける災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、長官に対して

報告するものとする。 

６ 知事は、緊急消防援助隊の応援等要請を行った場合は、その旨を代表消防機関の長（代表消防機

関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）及び被災地の市町村長に対して通知するものと

する。 

（応援等要請のための市町村長等の連絡） 

第６ 被災地の市町村長は、県内応援隊の活動状況を踏まえ、被災地消防本部の消防長による助言に

基づき緊急消防援助隊の応援等要請の判断を行うものとする。 

２ 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況並びに当該被災地の市町村

及び県内の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要であると判断した場合は、知事に対

して、当該応援が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、第５第１項各号に掲げる事

項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の

種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行

うものとする（要請要綱別記様式１－２）。 

３ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるとき

は、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡するものとする。 

４ 被災地の市町村長は、知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電

話により連絡するものとし、第５第１項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡する

ものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、

これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする（要請要綱別記様式１－２）。 

５ 被災地の市町村長は、緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在する

ときは、２項の連絡と併せて報告するものとする。 

（緊急消防援助隊の応援決定通知等） 

第７ 知事は、長官から要請要綱別記様式３－２により応援等決定通知を受けた場合は、その旨を代

表消防機関の長（代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）及び被災地の市町

村長に対して通知するものとする。なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階に

おいて、応援先の市町村が指定されていない場合、知事はその後判明した被害状況を踏まえ、長官

と応援先市町村を調整するものとする。 

２ 群馬県（以下「県」という。）は、消防庁から要請要綱別記様式３－３により出動隊数通知を受

けた場合は、その旨を代表消防機関（代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行）及

び被災地消防本部に対して通知するものとする。 
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（迅速出動等適用時の対応） 

第８ 被災地の市町村長は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第29

条に規定する緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる次に掲げる事象が県内で発生した場合は、直

ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告する

ものとする。 

（１）最大震度６弱以上の地震が発生した場合 

（２）噴火警報（居住区域）が発表された場合 

２ 知事は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第29条に規定する緊

急消防援助隊の迅速出動が適用となる前項各号に掲げる事象が県内で発生した場合は、早期に県内

の被害状況、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等について取りまとめ、長官に対して報告するも

のとする。 

３ 知事は、被害状況等により、緊急消防援助隊の応援が必要ではないと判断した場合は、速やかに

長官に対して報告するものとする。 

（被害情報等の報告） 

第９ 被災地の市町村長は、緊急消防援助隊の応援要請後、本受援計画別記様式第１により知事に対

して随時報告するものとする。 

２ 知事は、前項の規定に基づく報告を受けた場合は、その旨速やかに長官に対して報告するものと

する。 

 
第３章 受援体制 

（消防応援活動調整本部の設置） 

第10 知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、法第44条の規定

に基づき緊急消防援助隊が出動し、かつ、被災地が複数の場合は、調整本部を設置するものとする。

なお、被災地が一の場合であっても､警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等の関係機関との調整等

の必要性を踏まえ、知事が必要と認める場合は、調整本部と同様の組織を設置するものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、原則として、群馬県災害対策本部（以

下「県災害対策本部」という。）に近接した場所に設置するものとする。ただし、必要に応じて被

災地において連絡調整に適する場所に設置することができるものとする。 

３ 調整本部の本部長（以下「調整本部長」という。）は、知事（又は知事の委任を受けた者）をも

って充てるものとする。 

４ 調整本部の副本部長は、群馬県総務部消防保安課長及び群馬県に出動した指揮支援部隊長をもっ

て充てるものとする。 

５ 調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。 

なお、被害状況により調整本部に参集することができない場合は、電話等により調整本部と連絡を

とり合うなど、適宜対応するものとする。 

（１）総務部消防保安課の職員 

（２）代表消防機関又は代表消防機関代行の職員 

（３）被災地を管轄する消防本部の職員 

（４）防災航空隊の職員 
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６ 調整本部は、「群馬県消防応援活動調整本部」と呼称し、その標識を掲示するものとする。 

７ 知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員、連絡先等について長官、関

係市町村、群馬県内消防本部（以下「県内消防本部」という。）に対してファクシミリの一斉送信

等により速やかに連絡するものとする。 

８ 調整本部は、県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲げる事務を

行うものとする。 

（１）被災状況、群馬県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、群馬県内消防応援隊（以下「県内消防応援隊」という。）及び緊急

消防援助隊の活動調整に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

（４）警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）県災害対策本部に設置された航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）県災害対策本部に設置された医療・防疫班等との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

９ 県は、別表第３に定める資機材等を整備しておくものとする。 

10 調整本部は、様式１、様式２、様式３及び様式４を活用し、運用するものとする。 

11 調整本部長は、法第44条の2第8項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議へ出席

させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対して連絡するものとする。 

12 調整本部は、被害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁に対して連絡するも

のとする。 

13 調整本部は、消防庁と調整の上、指揮支援部隊長を受入れるヘリコプター離着陸場や当該離着陸

場から調整本部までの移動手段の確保等を行うものとする。 

14 調整本部は、指揮支援部隊長が調整本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び消防

団の活動状況、県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。 

15 調整本部は、被災地消防本部が設置した指揮本部から、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わない

との連絡があった場合は、代表消防機関とその任務に係る調整を行うものとする。 

（指揮本部の設置） 

第11 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅

速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。 

（１）被害状況（ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。）の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援部隊

長に指揮支援本部を設置する場所、受入れ担当者等を報告するとともに、調整本部と調整の上、指

揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動手段の確

保等を行うものとする。 
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なお、悪天候等により、陸路での進出の報告を受けた場合は、道路状況等を調整本部に報告する

ものとする。 

４ 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び

消防団の活動状況、県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。 

５ 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、調整本部に遅滞なくそ

の任務に係る調整を求めるものとする。 

６ 指揮本部は、被害が発生している構成市町村の災害対策本部に職員を派遣し、連絡体制の構築を

図るものとする。 

（進出拠点） 

第12 調整本部は、緊急消防援助隊の進出拠点について消防庁及び被災地消防本部と協議するものと

する。なお、進出拠点及び担当消防本部は、別表第４のとおりとする。                

２ 調整本部は、消防庁において決定された進出拠点について、被災地消防本部及び進出拠点担当消

防本部に対して連絡するものとする。 

３ 被災地消防本部又は進出拠点担当消防本部は、進出拠点に連絡員等を派遣するものとする。 

４ 連絡員等は、到着した都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢ

Ｃ災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊（以下、「応援都道府県大隊等」という。）の隊名及

び規模について確認し、応援都道府県大隊等の長に対して応援先市町村、任務、道路の通行障害等

について情報提供を行うとともに、活動場所及び宿営場所までの経路を示すものとする。 

（活動拠点ヘリベース） 

第13 航空隊の活動拠点ヘリベースは別表第５のとおりとする。 

（宿営場所） 

第14 調整本部は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、別表第６のうちから宿営場所を

選定し、消防庁及び被災地消防本部と協議するものとする。協議に当たっては、状況に応じ、被災

地の近隣市町村に設置することも考慮するものとする。 

２ 調整本部は、消防庁において決定された宿営場所について、被災地消防本部及び宿営場所担当消

防本部に対して連絡するものとする。 

３ 被災地消防本部又は宿営場所担当消防本部は、宿営場所の施設管理者と調整するとともに、緊急

消防援助隊の受入れのための人員を必要に応じて派遣するものとする。 

 

第４章 指揮体制及び通信運用体制 

（指揮体制等） 

第15 調整本部長は、調整本部の事務を総括するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、県内で活動する指揮支援部隊を統括し、県災害対策本部長又は調整本部長を

補佐し、及びその指揮の下で、緊急消防援助隊の活動を管理するものとする。 

３ 指揮者は、指揮支援本部長の補佐を受け、被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動を指

揮するものとする。 

４ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地におけ

る陸上に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

５ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航空に
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係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

６ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、

当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支

援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理

の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長

の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

10 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、

当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

11 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式７のとおりとする。 

（通信運用体制） 

第16 県内の無線通信運用体制は、別表第７のとおりとする。 

２ 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は、別表第８のとおりとする。 

 

第５章 消防応援活動の調整等 

（任務付与） 

第17 指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊等の長に対して、次に掲げる事

項について情報提供を行うとともに、任務付与するものとする。 

(1) 被害状況 

(2) 活動方針 

(3) 活動地域及び任務 

(4) 安全管理に関する体制 

(5) 使用無線系統 

(6) 地理及び水利の状況 

（7） 燃料補給場所 

(8) その他活動上必要な事項 

（関係機関との活動調整） 

第18 知事は、災害対策本部等において、警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間におけ

る情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催するものとする。 

（資機材の貸出し及び地図の配布） 

第19 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対してスピンドルドライバー及びその他活動上必要な資機

材を可能な範囲で貸し出すものとする。 

２ 各市町村のスピンドルドライバーの口径、形状は、別表第９のとおりとする。 

３ 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、広域地図及び住宅地図等を配布するものとする。 

（ヘリコプター離着陸場所） 

第20 ヘリコプター離着陸場所は、別表第１０のとおりとする。 

（燃料補給場所） 
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第21 調整本部は、燃料の補給場所について、統括指揮支援隊又は指揮支援隊を通じて、応援都道府

県大隊等へ連絡するものとする。 

２ 陸上隊の燃料補給場所は、別表第１１のとおりとする。 

３ 航空小隊の燃料補給場所は、別表第１２のとおりとする。 

（燃料調達要請） 

第22 調整本部長は、燃料の調達が必要と判断した場合は県災害対策本部と協議し、災害時における

応援協定に基づき要請するものとする。 

２ 前項の協定を締結している団体は、別表第１３－１のとおりとする。 

（重機派遣要請） 

第23 調整本部長は、重機保有団体の協力が必要と判断した場合は県災害対策本部と協議し、災害時

における応援協定に基づき要請するものとする。 

２ 前項の協定を締結している団体は、別表第１３－２のとおりとする。 

３ 調整本部長は、必要に応じ、重機等を保有する土砂・風水害機動支援部隊の応援要請又は増隊要

請を行うものとする。 

（物資等調達要請） 

第24 調整本部長は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は県災害対策本部と協議し、

災害時における応援協定等に基づき要請するものとする。 

２ 前項の協定等を締結している団体は、別表第１３－２及び別表第１３－３のとおりとする。 

（増隊要請） 

第25 知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増

隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うものとする。 

（部隊移動） 

第26 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第２又は別図第３のとおり行うものとする。 

（長官の求め又は指示による部隊移動） 

第27 知事は、長官から要請要綱別記様式６－１により意見を求められた場合は、被災地の市町村長

に対して意見を求めるものとする。 

２ 被災地の市町村長は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、知事に対して要請要綱別記

様式６－２により回答するものとする。 

３ 知事は、被災地の市町村長の意見を付して、長官に対して要請要綱別記様式６－２により回答す

るものとする。 

４ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－４により部隊移動の連絡を受けた場合は、被災地の市町

村長に対して通知するものとする。 

５ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－５により群馬県への部隊移動の求め又は指示を行った旨

の連絡を受けた場合は、部隊移動先の市町村長に対して連絡するものとする。 

（知事による部隊移動） 

第28 知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動に関する意見

を求めるものとする。 

２ 調整本部は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、被災地の市町村長の意見を把握する

よう努めるとともに、県内の消防の応援等の状況を総合的に勘案して、知事に対して部隊移動に関
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する意見を回答するものとする。 

３ 知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して都道府県大隊等の長に対し、要請

要綱別記様式６－６により指示を行うものとする。 

４ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、部隊移動先の市町村長に対して要請要綱別記様式６－

７により通知するものとする。 

５ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかに要請要綱別記様式６－８により

通知するものとする。 

６ 調整本部は、部隊移動の指示内容について、適切に記録しておくものとする。 

（部隊移動に係る連絡） 

第29 調整本部は、部隊移動を行う場合は、県災害対策本部に対して部隊規模、移動経路等を連絡し、

道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

（活動終了及び引揚げの決定） 

第30 被災地の市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を

統合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事へ直ちに電話によりその旨

を連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けた知事は、政府現地対策本部等と調整の上、県内からの緊急消防援助隊の引揚

げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長及び指揮支援部隊長に対して直ちに電

話により通知するものとし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする。（要

請要綱別記様式４－１） 

３ 知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官、関係市町村、県内

消防本部に対して速やかにその旨を連絡するものとする。 

 

第７章 その他 

（情報共有） 

第31 調整本部、指揮支援本部及び指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツ

ール、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用し、緊急消防援助隊等との情報共有に努め

るものとする。特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状

況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。 

２ 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を有効に活用し、

上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるのものとする。 

（災害時の体制整備） 

第32 知事、各市町村長及び各消防本部の消防長は、関係機関と連携し、災害時における重機派遣に

関する協力体制、燃料等の供給体制及び物資等の調達体制を構築し、災害時の体制整備に努めるも

のとする。 

（県の受援計画の策定） 

第33 知事は、県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定する

ものとする。 
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２ 知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該

代表消防機関の長は、各消防本部の消防長の意見を集約するものとする。 

３ 知事は、受援計画の策定又は変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、群馬

県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府県の知事並びに群馬県に

対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長に対して策定又は変更した旨を連絡

するものとする。 

（消防本部の受援計画の策定） 

第34 各消防本部の消防長は、緊急消防援助隊の受入れが円滑に行われるように、緊急消防援助隊受

援計画を策定するものとする。 

２ 各消防本部の消防長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、県が策定する受援計画及び地域

防災計画の内容と整合を図るものとする。 

３ 各消防本部の消防長は、当該計画を策定又は変更した場合は、知事に対して報告するものとする。 

（航空隊の受援計画） 

第35 航空隊の受援計画については、本計画に定める事項の他、群馬県緊急消防援助隊航空隊受援計

画に定めるものとする。 

（地理情報） 

第36 各消防本部は、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように、次に掲げる事項を記した地図

を作成しておくものとする。 

  ただし、地図の用意ができないものにあっては、所在地一覧等で対応するものとする。 

（１）広域地図 

（２）住宅地図 

（３）ヘリコプターの離着陸場所位置図 

（４）燃料補給場所位置図（別表第１１、別表第１２） 

（５）消防水利位置図 

（６）物資等の調達可能場所位置図 

（７）救急搬送医療機関位置図（別表第１４） 

（都道府県の訓練） 

第37 県は、原則年１回、県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関

と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の受援体制の強化を図るものとする。 

（その他） 

第 38 この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊の受援に関して必要な事項は別に定めるものと

する。 

附則  

この計画は、平成１７年２月２３日から施行する。 

附則  

この計画は、平成２１年２月 ９日から施行する。 

附則  

この計画は、平成２２年４月 １日から施行する。 

附則 
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この計画は、平成２３年４月 １日から施行する。 

附則 

この計画は、平成２６年３月１０日から施行する。 

  附則 

この計画は、平成２８年４月 １日から施行する。 

  附則 

この計画は、平成２８年１２月２６日から施行する。 

  附則 

この計画は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 

- 330 -



【別表第1】

№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項
に関する計画（平成16年２月６日消防震第９号）」をいう。

3 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年３月26日消防震
第19号）」をいう。

4 代表消防機関
消防庁長官が、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき定めた
当該都道府県大隊の出動に関する調整を行う消防機関をいう。

基本計画
第２章第２節２

5 代表消防機関代行
代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にそ
の任務を代行する消防機関をいう。

6 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

7 長官 消防庁長官をいう。

8 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長
の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要
求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たし
た場合に当該措置要求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条（17）

9 調整本部

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域
内の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、
被災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調整本部
をいう。

法第44条の２

10 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 運用要綱第２条(１)

11 活動拠点ヘリベース
被災地（被災地の周辺地域を含む）における航空機を用いた消防
活動の拠点をいう。

運用要綱第２条(４)

12 航空指揮本部 活動拠点ヘリベースの指揮本部をいう。 運用要綱第２条(４)

13 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 運用要綱第２条(２)

14 指揮者
被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をい
う。

基本計画
第２章第５節１(４)

15 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に
被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある
都道府県知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援
助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任
務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（１）

16 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長
又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急
消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

17 指揮支援本部

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊
急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に
対する報告等を行うため、指揮支援隊長等を本部長として被災地
に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

用語の定義
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18 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地にお
ける緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をい
う。

基本計画
第２章第５節１(４)

19 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊長の
管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理すること
を任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

20 ヘリベース指揮者
航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う者を
いう。

基本計画
第２章第５節１(５)

21 航空指揮支援本部

受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活
動調整、航空に係る緊急消防援助隊の安全管理、調整本部に対
する報告等を行うため、航空指揮支援隊長を本部長として航空指
揮本部と同一の場所に設置する本部をいう。

運用要綱第26条

22 航空指揮支援隊長
ヘリベース指揮者を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を受け
被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管理するこ
とを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(５)

23 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において
消防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に
当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を
行うことを任務とする。

基本計画
第２章第５節２

24
エネルギー・産業基盤災
害即応部隊（ドラゴンハイ
パー・コマンドユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地す
る地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅
速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

25 NBC災害即応部隊

ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成15年８月29日政
令第379号）第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をい
う。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うこ
とを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

26
土砂・風水害機動支援部

隊

土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機
等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊
をいう。

基本計画
第２章第５節５

27 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一
次的に集結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(15)

28 陸上隊 航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

29 航空隊
法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を
用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。

運用要綱第２条(11)

30 部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被
災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をま
たいで別の被災地へ出動すること、又は法第44条の３の規定に基
づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動してい
る緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動するこ
とをいう。

要請要綱第２条(21)
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№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項
に関する計画（平成16年２月６日消防震第９号）」をいう。

3 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年３月26日消防震
第19号）」をいう。

4 代表消防機関
消防庁長官が、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき定めた
当該都道府県大隊の出動に関する調整を行う消防機関をいう。

基本計画
第２章第２節２

5 代表消防機関代行
代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその
任務を代行する消防機関をいう。

6 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

7 長官 消防庁長官をいう。

8 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長
の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要
求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たし
た場合に当該措置要求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条（17）

9 調整本部

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内
の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被
災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調整本部を
いう。

法第44条の２

10 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 運用要綱第２条(１)

11 活動拠点ヘリベース
被災地（被災地の周辺地域を含む）における航空機を用いた消防
活動の拠点をいう。

運用要綱第２条(４)

12 航空指揮本部 活動拠点ヘリベースの指揮本部をいう。 運用要綱第２条(４)

13 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 運用要綱第２条(２)

14 指揮者
被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をい
う。

基本計画
第２章第５節１(４)

15 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に
被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある
都道府県知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援
助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任
務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（１）

16 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長
又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消
防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

17 指揮支援本部

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊
急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に
対する報告等を行うため、指揮支援隊長等を本部長として被災地
に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

18 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地におけ
る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

用語の定義
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19 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊長の
管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理すること
を任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

20 ヘリベース指揮者
航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う者を
いう。

基本計画
第２章第５節１(５)

21 航空指揮支援本部

受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動
調整、航空に係る緊急消防援助隊の安全管理、調整本部に対する
報告等を行うため、航空指揮支援隊長を本部長として航空指揮本
部と同一の場所に設置する本部をいう。

運用要綱第26条

22 航空指揮支援隊長
ヘリベース指揮者を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を受け
被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管理すること
を任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(５)

23 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消
防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当
該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行
うことを任務とする。

基本計画
第２章第５節２

24
エネルギー・産業基盤災
害即応部隊（ドラゴンハイ
パー・コマンドユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地す
る地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅
速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

25 NBC災害即応部隊

ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成15年８月29日政令
第379号）第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。）
に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを
任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

26
土砂・風水害機動支援部

隊

土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機
等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊
をいう。

基本計画
第２章第５節５

27 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次
的に集結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(15)

28 陸上隊 航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

29 航空隊
法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を
用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。

運用要綱第２条(11)

30 部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災
地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたい
で別の被災地へ出動すること、又は法第44条の３の規定に基づく
都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊
急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動することを
いう。

要請要綱第２条(21)
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時間帯別
連絡・要請
窓　　　口

消防防災
電　　話

消防防災
F  A  X

N  T  T
電　　話

N  T  T
F  A  X

地域衛星
電　　話

地域衛星
F  A  X

昼　間

夜　間

昼　間 防 災 航 空 隊 027-265-0200 027-265-6900 010-300-6301 010-360-6800

夜　間 消 防 保 安 課 10-351 10-310 027-897-2686 027-221-0158 010-300-1-2250 010-300-1-4453

昼　間

夜　間

昼　間 警 防 課 027-324-2216 027-330-1069 010-490-6303 010-490-6800

夜　間 警 防 課 指 揮 係 027-323-1994 027-323-1993 010-490-6306

昼　間

夜　間

昼　間

夜　間

昼　間

夜　間

昼　間

夜　間

昼　間 警 防 部 警 防 課 045-334-6713 045-334-6710

夜　間 警 防 部 司 令 課 045-332-1351 045-331-5221

昼　間 警 防 部 警 防 課 044-223-2605 044-223-2619 014-300-21-48442 014-300-21-48499

夜　間 警 防 部 指 令 課 044-223-2645 044-223-2654 014-300-21-48633 014-300-30-4

昼　間 警 防 部 警 防 課 048-833-7944 048-833-7201 011-704-5512

夜　間 警防部指令課指令センター 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5898

昼　間 警 防 課 042-751-9140 042-786-2472

夜　間 指 令 課 042-751-9111 042-751-9284

昼　間

夜　間

昼　間 消 防 防 災 航 空 隊 028-677-1119 028-677-0775 009-511-03 009-511-01

夜　間 隊 長 用 携 帯 090-1655-8475

昼　間

夜　間

昼　間 防 災 航 空 室 029-857-8511 029-857-8501 008-120-8400 008-120-8450

夜　間 防 災 ・ 危 機 管 理 課 08-2885 08-2898 029-301-2885 029-301-2898 008-100-2885 008-100-2898

昼　間 警 防 部 警 防 課 101-800-3111 101-800-3109 043-202-1647 043-202-1654

夜　間 ちば消防共同指令セン ター 101-800-3690 101-800-3669 043-223-1831 043-202-1678

90-49013 90-49036

014-700-10-740

013-601-9501-
3545

011-701-95049-297-7810

代表消防機関代行
(高崎市等広域消防局)

通 信 指 令 課
代表消防機関代行
(太田市消防本部)

茨 城 県
※ 以 下 は 救 助 ・ 救 急 ・ 輸 送

東 京 都
( 統 括 指 揮 支 援 隊 輸 送 )

011-704-952

014-557-9200014-557-9211

010-496-6306

014-700-10-721

012-101-800-3109

013-601-9501-
3545

010-701-1400 010-701-1490

0276-33-0301

03-5253-7552 048-500-90-49013

0279-24-0119

048-500-90-49036

010-493-6800

010-496-6800

027-220-4528

013-601-9501-
6704

03-3212-2258

0276-33-0119

0279-25-0119

010-493-6304

03-5253-7527

027-226-2250

本 署 （ 情 報 管 理 係 ）

さいたま市消防局

災 害 対 策 本 部

警 防 部 警 防 課

応援要請時主要連絡先

群
馬
県

総務部 消防保安課

群馬県 防災航空隊

代表消防機関
(前橋市消防局)

　関　係　機　関　名

027-220-4500

027-221-0158 010-300-1-4453010-300-1-2250

国 総 務 省 消 防 庁

東京消防庁
(統括指揮支援隊第1位）

横浜市消防局
（統括指揮支援隊第2位）

消 防 保 安 課

通 信 指 令 課

10-351 10-310

　
指
揮
支
援
部
隊

相模原市消防局

川崎市消防局

03-3212-2258 03-3213-1476

049-297-7906 011-701-300

013-601-9501-
6704

012-101-800-3111

代表消防機関代行
(渋川広域消防本部)

第
1
次
出
動
航
空
部
隊

栃 木 県
( 情 報 収 集 )

埼 玉 県
( 情 報 収 集 )

防 災 航 空 セ ン タ ー

千 葉 市

東 京 消 防 庁
警 防 部 警 防 課

11-4470-304
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昼　間 警 防 部 警 防 課 045-334-6713 045-334-6710

夜　間 警 防 部 司 令 課 045-332-1351 045-331-5221

昼　間 警 防 部 警 防 課 044-223-2606 044-223-2619 014-300-21-48421 014-300-21-48499

夜　間 警 防 部 指 令 課 044-223-2645 044-223-2654 014-300-21-48633 014-300-30-4

昼　間 025-270-0263

夜　間 〃（隊長携帯に転送）

昼　間 消 防 防 災 航 空 隊 0551-20-3601 0551-20-3603 019-416(417)

夜　間 防災局消防保安課（県庁宿直経由） 19-2538 19-2529 055-223-1430 055-223-1858 019-200-2538 019-200-2535

昼　間

夜　間

昼　間 防 災 ヘ リ コ プ タ ー 管 理 事 務 所 0223-24-0741 001-010-8816-234-12557

夜　間 航 空 隊 長 公 用 携 帯 090-6787-6588 001-010-8816-234-12558

昼　間

夜　間

昼　間 消 防 防 災 航 空 隊 0237-47-3275

夜　間 緊 急 連 絡 用 携 帯 090-1494-1816

昼　間 消 防 防 災 航 空 セ ン タ ー 0247-57-3000

夜　間 隊 長 用 携 帯 090-6258-0836

昼　間

夜　間

昼　間 防 災 航 空 セ ン タ ー 058-385-3774

夜　間 消 防 航 空 隊 長 公 用 携 帯 090-1091-1924

昼　間 消 防 防 災 航 空 隊 054-261-4483 054-261-4761 022-137-9000 022-137-8001

夜　間 防 災 当 直 22-21 22-26 054-221-2072 054-221-3252 022-100-2072 022-100-6250

昼　間 警 防 部 航 空 課 054-267-3019 054-267-3022

夜　間 警 防 部 指 令 課 054-280-0120 054-280-0128 022-176-6010 022-176-6080

昼　間 警 防 課 053-475-7531 053-475-7539

夜　間 情 報 指 令 課 053-475-7552 053-472-1198 022-179-6010 022-179-6080

昼　間

夜　間

昼　間 0568-28-0119 0568-28-0721

夜　間 052-972-3534 052-953-0119 023-700-6300 023-700-5555

昼　間 警 防 部 航 空 隊 072-992-4900 072-991-0119

夜　間 司 令 部 （ 指 令 情 報 セ ン タ ー ） 06-4393-4988 06-4393-4060 027-400-3 027-400-5

0568-29-3123

消 防 航 空 隊

防 災 航 空 隊

076-495-3066

0568-29-3121

静 岡 市

ヘ リ コ プ タ ー 管 理 事 務 所

0223-23-7848

015-524-40

007-333-01

014-700-10-740

023-200-11

006-800-8013

016-111-80-41-9-10

021-650-719

023-200-31

020-554-21 020-554-76

0223-24-0872

004-621-2379

007-333-10

021-650-701

076-495-3060

014-700-10-721

025-270-0265 015-524-10

004-621-2371

016-111-80-41-10

0247-57-3500

0223-23-7850

愛 知 県

名 古 屋 市

0237-47-3277

浜 松 市

058-385-3774

0263-85-5511 0263-85-5513

新 潟 県

岐 阜 県

防 災 航 空 セ ン タ ー

仙 台 市

山 形 県

横 浜 市

長 野 県

006-800-8011

富 山 県

静 岡 県

第
1
次
出
動
航
空
部
隊

消 防 航 空 隊

出
動
準
備
航
空
小
隊

大 阪 市

消 防 防 災 航 空 セ ン タ ー

宮 城 県

山 梨 県

福 島 県

川 崎 市
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昼　間 消 防 課 025-282-1664

夜　間 警 備 員 室 （ 宿 日 直 ） 025-285-5511

昼　間 消 防 課 11-6-8171 11-6-8159 048-830-8171 048-830-8159 011-200-6-8171 011-200-6-8159

夜　間 シ ス テ ム 管 理 課 11-6-8111 11-6-8119 048-830-8111 048-830-8119 011-200-6-8111 011-200-6-8119

昼　間 危 機 管 理 部 消 防 課

夜　間 危 機 管 理 部 当 直

昼　間

夜　間

昼　間 警 防 課 025-288-3250 025-288-3255 015-492-2053 015-492-2049

夜　間 指 令 課 025-288-3270 025-288-3275 015-492-2085 015-492-2079

昼　間 警 防 部 警 防 課 048-833-7944 048-833-7201 011-704-5512

夜　間 警防部指令課指令センター 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5898

昼　間 警 防 課 026-227-8002 026-226-8461 020-202-8-124

夜　間 通 信 指 令 課 026-226-0119 026-228-6398 020-202-8-168

昼　間 警 防 課 028-625-3007 028-625-5509

夜　間 通 信 指 令 課 028-625-5599 028-625-3001

昼　間

夜　間

昼　間 消 防 課 04-8-2374 04-8-2398 022-211-2374 004-220-8-2374

夜　間 防 災 セ ン タ ー 04-8-2140 04-8-2120 022-211-2140 004-220-8-2140

昼　間

夜　間

昼　間 消 防 救 急 課 023-630-2226

夜　間 宿 直 室 023-630-2754

昼　間 024-521-7190

夜　間 080-6028-8970

昼　間 消 防 安 全 課 08-2896 029-301-2896 029-301-2887 008-100-2896 008-100-2887

夜　間 防 災 危 機 管 理 課 （ 宿 直 室 ） 08-2885 029-301-2885 029-301-2898 008-100-2885 008-100-2898
08-2898

07-61

023-633-4711

福 島 県 消 防 保 安 課 07-60 024-521-9829 007-200-2631 007-200-5625

005-100-100569

003-111-22-5556

022-211-2398

05-52総 合 防 災 課

　 　

026-235-7182 026-233-4332 020-231-8739

総 合 防 災 室 03-17 019-629-5556 019-651-217503-40

15-11 025-282-1667 015-401-20-6442

006-800-1205 006-800-1502

009-500-2132

011-704-952

003-111-22-5174

020-202-76

009-651-01

015-401-20-6497

009-500-2146
009-500-7190

020-231-5205

009-651-02

005-100-100600

15-11

004-220-8-2398

新 潟 県 代 表 消 防 機 関
新 潟 市 消 防 局

第
1
次
出
動
県

埼 玉 県

長 野 県

第
1
次
出
動
県

代
表
消
防
機
関

宮 城 県

長 野 県 代 表 消 防 機 関
長 野 市 消 防 局

出
動
準
備
　
都
道
府
県

栃 木 県 代 表 消 防 機 関
宇 都 宮 市 消 防 局

茨 城 県

埼 玉 県 代 表 消 防 機 関
さ い た ま 市 消 防 局

20-212

06-511

消 防 防 災 課 09－7501栃 木 県

山 形 県

05-11

岩 手 県

秋 田 県

09-7506 028-623-2132
028-623-2146
028-623-7190

018-860-4565 018-824-1190

新 潟 県

20-241

06-500
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昼　間 危 機 管 理 課 災 害 対 策 室 500-7320 500-7298 043-223-2175 043-222-1127 012-500-7209 012-500-7298

夜　間 危機管理課情報通信管理室 500-7225 500-7110 043-223-2178 043-222-5219 012-500-7225 012-500-7110

昼　間 防 災 対 策 課 13-70671 13-70013 03-5388-2456 03-5388-1260 013-100-70671 013-100-70013

夜　間 夜 間 防 災 連 絡 室 13-70349 13-70023 03-5388-2459 03-5388-1958 013-100-70349 013-100-70023

昼　間 消 防 保 安 課 045-210-3436 045-210-8829 014-400-3436

夜　間 指 令 情 報 室 045-210-3456 045-201-6409 014-400-3456

昼　間 消 防 課 16-3364 076-444-3188 016-111-3364

夜　間 宿 直 室 16-3363 076-444-3187 016-111-3363

昼　間 消 防 保 安 課 055-223-1429 019-200-2519

夜　間 宿 直 室 055-223-1858 019-200-2535

昼　間 危 機 管 理 部 消 防 保 安 課 22-32 054-221-2073 054-221-3327 022-100-2073

夜　間 防 災 当 直 22-21 054-221-2072 054-221-3252 022-100-2072

昼　間 警 防 課 019-626-7402 019-651-9916 003-414-1

夜　間 通 信 指 令 課 019-622-0119 019-626-4016 003-414-2

昼　間 警 防 課 022-234-4280 004-621-2320 004-621-2319

夜　間 指 令 課 022-234-2364 004-621-2350 004-621-2339

昼　間 警 防 課 018-823-4243 018-823-9006 005-201-474

夜　間 指 令 課 018-823-4265 018-823-7214 005-201-399

昼間 警 防 課 023-634-1197 023-624-6687

夜間 通 信 指 令 課 023-634-1198 023-631-7320

昼　間 警 防 課 024-534-9102 007-270-02

夜　間 通 信 指 令 課 024-534-0119 007-270-01

昼　間

夜　間

昼　間 警 防 部 警 防 課 043-202-1647 043-202-1654 012-101-800-3111 012-101-800-3309

夜　間 ちば消防共同指令セン ター 043-223-1831 043-202-1678 012-101-800-3690 012-101-800-3669

昼　間

夜　間

昼　間 警 防 部 警 防 課 045-334-6713 045-334-6710

夜　間 警 防 部 司 令 課 045-332-1351 045-331-5221

昼　間 警 防 課 076-493-4872 076-493-4018

夜　間 通 信 指 令 課 076-493-4141 076-493-4011

昼　間 警 防 課 055-222-1269 055-222-7583

夜　間 指 令 課 055-222-1190 055-235-2119

昼　間 警 防 部 警 防 課 054-280-0162 054-280-0168

夜　間 警 防 部 指 令 課 054-280-0120 054-280-0128

出
動
準
備
都
道
府
県
代
表
消
防
機
関

005-201-340

006-744-901 006-744-950

024-534-0310

消 防 救 助 課

岩 手 県 代 表 消 防 機 関
盛 岡 地 区 広 域 消 組 合

消 防 本 部

022-234-1111

029-221-0111

014-400-9734

東 京 都

14-9734

山 梨 県

16-2827

022-100-6250

016-1119-2827

19-2538 19-2529 019-200-2538

神 奈 川 県 代 表 消 防 機 関
横 浜 市 消 防 局

福 島 県 代 表 消 防 機 関
福 島 市 消 防 本 部

022-176-6010

016-116-80-91-9-268

019-213 019-213

014-700-10-740

007-270-10

022-176-6080

013-601-9501-
3545

016-116-80-91-9-251

008-510-8451

003-414-9

008-510-8402

013-601-9501-
6704

9-220-2-036

富 山 県 代 表 消 防 機 関
富 山 市 消 防 局

03-3213-147603-3212-2258
東 京 都 代 表 消 防 機 関

東 京 消 防 庁

014-700-10-721

山 梨 県 代 表 消 防 機 関
甲 府 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合

消 防 本 部

警 防 部 警 防 課

秋 田 県 代 表 消 防 機 関
秋 田 市 消 防 本 部

出
動
準
備
　
都
道
府
県

14-9722

静 岡 県 代 表 消 防 機 関
静 岡 市 消 防 局

宮 城 県 代 表 消 防 機 関
仙 台 市 消 防 局

山 形 県 代 表 消 防 機 関
山 形 市 消 防 本 部

9-220-1-036

静 岡 県

茨 城 県 代 表 消 防 機 関
水 戸 市 消 防 本 部

千 葉 県 代 表 消 防 機 関
千 葉 市 消 防 局

029-221-0147

富 山 県

神 奈 川 県

千 葉 県

22-26

074-432-0657

055-223-1430

出
動
準
備
都
道
府
県
代
表
消
防
機
関
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所在地

shoubou@takasaki-119-center.jp12

高崎市等広域消防局
利根沼田広域消防本部

渋川広域消防本部
多野藤岡広域消防本部
富岡甘楽広域消防本部

吾妻広域消防本部

027(325)0119
FAX 027（327）0119

たかさき消防共同指令センター

11

警防課

keibou-s.head@fd-agatsuma.jp
吾妻郡東吾妻町

大字植栗1174番地1 東部消防署

061500@mx.city.ota.gunma.jp

fd-tonuma119@space.ocn.ne.jp

メールアドレス

takasaki-keibou@bz01.plala.or.jp

fd-shirei@city.kiryu.lg.jp

tushin@mfd.city.maebashi.gunma.jp

FAX 027(220)4528

0277(47)1704

keibou@fire-tatebayashi.jp

fd-tanofujioka@theia.ocn.ne.jp

fdtomika.ambu@lime.ocn.ne.jp

sfd.kanri@sknet.or.jp

FAX 0279(24)0119

0276-72-8361

0277(47)1700

keibou@city.isesaki.lg.jp

0279(68)0119

FAX 0279(68)2959

吾妻広域消防本部

（ 遠 制 吾 妻 消 防 ）

0279(68)0217

10

警防課 0274(62)4333

富岡市富岡1922-7 指揮管理課
情報管理係

0274(62)4325

FAX 0274(64)5665

富岡甘楽広域消防本部

（ 遠 制 富 岡 消 防 ）

9 藤岡市藤岡982

FAX 0274(23)2565

多野藤岡広域消防本部

（ 遠 制 藤 岡 消 防 ）

8 渋川市渋川1815-51

消防本部　指揮課
0274(22)1306

渋川広域消防本部
（代表消防機関代行）

（ 遠 制 渋 川 消 防 ）

7

警防課

館林市上赤生田町
4050-1

6

中央署　情報管理係

館林地区消防本部

（ 館 林 消 防 ）

太田市消防本部
（代表消防機関代行）

（ 太 田 消 防 ）

0278(22)3139

沼田市高橋場町2049-1
0278(22)0119

伊勢崎市消防本部

（  伊 勢 崎 消 防）

0276(33)0119

利根沼田広域消防本部

（遠 制 沼 田 消 防 ）

5 太田市鳥山下町409-1

FAX 0276(33)0301

4

警防課 0270(25)3916

伊勢崎市今泉町2-895 0270(25)3510

FAX 0270(25)3613

通信指令課

通信指令課

027(32４)2216

警防課　指揮係
027(323)1994

通信指令課

前橋市消防局
（代表消防機関）

（ 前 橋 消 防 ）

FAX 027(323)1993

FAX 0277(43)2370

警防課

3

警防課

桐生市元宿町13-38
通信指令課

桐生市消防本部

（  桐 生 消 防 ）

下段上記以外

消　防　本　部　(局）　

（無線呼出名称）
連絡電話番号

2

高崎市等広域消防局
（代表消防機関代行）

（ 遠 制 高 崎 消 防 ）

高崎市八千代町1-13-10

1 前橋市朝日町4-22-2

名称

（た か さ き 指 令）

高崎市八千代町1-13-10

構成消防本部

県内消防本部

027(220)4500

連絡先
上段平日昼間

所在地

FAX 027(330)1069

警防課
FAX 0278(22)5428

本署　情報管理係
0279(25)0119

FAX 0278(22)5428

0276(72)3170

FAX 0276(72)3318
通信指令課
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【別表２－３】

担当部署

課　　名 電話番号 FAX番号 日　直 宿　直

群馬県 消防保安課 027-226-2250 027-221-0158 300 6341 職員・委託員 職員・委託員

前橋市消防局 1 前橋市 防災危機管理課 027-898-5935 027-221-2813 400 6300 委託員 委託員

2 高崎市 防災安全課 027-321-1352 027-321-1277 401 6300 委託員 委託員

3 安中市 危機管理課 027-382-1111 027-329-6065 411 6300 職員 職員

4 桐生市 防災・危機管理課 0277-46-1111 0277-43-1001 402 6300 職員・警備員 委託員・警備員

5 みどり市 危機管理課 0277-76-0960 0277-76-2452 412 6300 職員 警備員

6 伊勢崎市 安心安全課 0270-27-2706 0270-26-6123 403 6300 委託員・警備員 委託員・警備員

7 玉村町 環境安全課 0270-64-7708 0270-65-2592 442 6300 職員・機械警備 警備員・機械警備

8 太田市 災害対策課 0276-47-1916 0276-47-1888 404 6300 警備員 警備員

9 大泉町 安全安心課 0276-55-0333 0276-63-3921 446 6300 職員 警備員・機械警備

10 沼田市 地域安全課 0278-23-2111 0278-２3-2205 405 6300 職員 警備員

11 片品村 総務課 0278-58-2111 0278-58-2110 437 6300 職員 委託員

12 川場村 総務課 0278-52-2111 0278-52-2333 438 6300 職員 職員

13 みなかみ町 総務課危機管理室 0278-25-5002 0278-62-2291 441 6300 職員 職員

14 昭和村 総務課 0278-24-5111 0278-24-5254 440 6300 職員 職員

15 館林市 安全安心課 0276-72-4111 0276-72-3297 406 6300 職員 職員

16 板倉町 総務課 0276-82-6123 0276-82-1300 443 6300 職員 職員・機械

17 明和町 総務課 0276-84-3111 0276-84-3114 444 6300 職員 機械警備

18 千代田町 総務課 0276-86-2112 0276-86-4591 445 6300 職員・機械警備 職員・機械

19 邑楽町 安全安心課 0276-47-5019 0276-88-3274 447 6302 職員 職員

20 渋川市 危機管理室 0279-22-2130 0279-24-6541 407 6300 職員 警備員

21 榛東村 総務課 0279-54-2211 0279-54-8225 421 6300 職員 職員

22 吉岡町 総務課安全安心室 0279-54-3111 0279-54-8681 422 6300 職員 職員

23 藤岡市 地域安全課 0274-22-7444 0274-24-4515 408 6300 職員・警備員 職員・警備員

24
高崎市

（吉井町管内）
庶務課

吉井支所地域振興課
027-387-3112

027-321-1190
027-387-3212

401
423

6300
6300

25 神流町 総務課 0274-57-2111 0274-57-2715 425 6300 職員 職員

26 上野村 総務課 0274-59-2111 0274-59-2470 424 6305 職員 職員

27 富岡市 危機管理課 0274-62-1511 0274-62-0357 410 6300 職員 警備員

28 下仁田町 総務課 0274-82-2110 0274-82-5766 426 6300 職員 業務委託員

29 南牧村 総務課 0274-87-2011 0274-87-3628 427 6300 職員 職員

30 甘楽町 総務課 0274-74-3131 0274-74-5813 428 6300 職員 職員

31 中之条町 総務課 0279-75-8807 0279-75-6562 430 6300 職員 職員

32 東吾妻町 総務課 0279-68-2111 0279-68-4900 436 6300 職員 職員

33 長野原町 総務課 0279-82-2244 0279-82-3115 431 6300 職員 職員

34 嬬恋村 総務課 0279-96-0511 0279-96-0516 432 6300 職員 職員

35 草津町 総務課 0279- 88-0001 0279-88-0002 433 6300 職員 職員

36 高山村 総務課 0279-26-7942 0279-63-2768 435 6300 職員 職員

宿日直体制

県・市町村 　災害対策本部　

多野藤岡広域消防本部

富岡甘楽広域消防本部

渋川広域消防本部

管　　　轄
消防本部(局）

高崎市等広域消防局

団体名番号
連　絡　先

吾妻広域消防本部

防災無線

館林地区消防本部

桐生市消防本部

伊勢崎市消防本部

太田市消防本部

利根沼田広域消防本部
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【別表第２－４】

（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

〒370-3503 第３部防衛班 0279-54-2011 0279-54-2011

北群馬郡榛東村大字新井 内線2286・2287 内線2239

　　　　　　　　　　1017-2 ※2208(当直長)

〒370-1300 第３科 0274-42-1121 0274-42-1121

高崎市新町1080 内線229 内線239

　陸上自衛隊

機　関　名 防災担当部署

第１２旅団

司令部

第１２後方支援隊
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【別表第２－５】

電話番号 ＦＡＸ番号

371-8580

前橋市大手町一丁目1-1

371-0853

前橋市総社町一丁目9-3

379-2154

前橋市天川大島町一丁目8-1

370-0805

高崎市台町4-3

375-0024

藤岡市藤岡1683-1

370-2316

富岡市富岡1198

379-0133

安中市原市707-2

372-00１５

伊勢崎市鹿島町543-1

373-0063

太田市鳥山下町400-5

370-0514

邑楽郡大泉町朝日二丁目27-1

374-0013

館林市赤生田町1828-2

376-0026

桐生市清瀬町1-16

377-0006

渋川市行幸田３５１－１

378-0051

沼田市上原町1738-1

377-0801

吾妻郡東吾妻町大字原町21-1

377-1304

吾妻郡長野原町大字長野原1520-4

14 吾妻警察署 〃 0279-68-0110

15 長野原警察署 〃 0279-82-0110

12 渋川警察署 〃 0279-23-0110

13 沼田警察署 〃 0278-22-0110

10 館林警察署 〃 0276-75-0110

11 桐生警察署 〃 0277-43-0110

8 太田警察署 〃 0276-33-0110

9 大泉警察署 〃 0276-62-0110

6 安中警察署 〃 027-381-0110

7 伊勢崎警察署 〃 0270-26-0110

4 藤岡警察署 〃 0274-22-0110

5 富岡警察署 〃 0274-62-0110

2 前橋東警察署 〃 027-225-0110

3 高崎警察署 〃 027-328-0110

警察本部
警備部

警備第二課
027-243-0110

1 前橋警察署 警備課 027-252-0110

　群馬県警察

機　関　名 所　　　在　　　地 担当部署
連　　絡　　先
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【別表第２－６】

（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

〒330-9797 経営管理本部 048-600-2032 048-601-1806

さいたま市中央区新都心3-1 総務・人事部総務担当

〒371-8799 総務部 027-234-5503 027-232-8957

前橋市城東町1-6-5

〒370-8666 災害対策室 027-321-5660 027-330-3008

（群馬支店） 高崎市高松町3 * 災害対策室 027-325-7999

〒370-0829 ㈱ドコモCS　群馬支店 027-393-6414 027-393-6423

前橋市高松町13 ﾈｯﾄﾜｰｸ部ｴﾘｱ品質担当

〒371-8640 総務課 027-225-1111 027-220-1025

前橋市大手町2-6-14 *

〒371-0833 事業推進課 027-254-3636 027-254-3637

前橋市光が丘町32-10 *

〒379-2181 総務課 027-224-2118 027-221-4490

前橋市天川大島町2-31-13 * 供給課 027-221-2555 027-220-1666

〒371-8555 企画編成部 027-251-1711 027-253-0368

前橋市元総社町189

〒330-0854 管理事業統括課 048-631-0001 048-631-0002

さいたま市大宮区桜木町1-11-20

〒370-0015 工務 027-353-0211 027-353-0924

高崎市島野町831

〒385-0022 工務 0267-68-8861 0267-68-8862

長野県佐久市大字岩村田116

〒347-0013 工務 0480-61-4685 0480-62-1542

加須市北篠崎90

湯沢管理事務所 〒949-6102　　　　 工務 025-784-3291 025-785-6131

　(新潟支社) 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1159

〒330-6008 ﾀﾞﾑ事業部ﾀﾞﾑ管理課 048-600-6543

さいたま市中央区新都心11-2 水路事業部利水課 048-600-6544

〒378-0051 管理課 0278-24-5711 0278-22-7565

沼田市上原町1682

〒376-0303 管理グループ 0277-97-2131 0277-97-3035

みどり市東町座間564-6

〒371-0844 管理班 027-251-4266 027-254-2634

前橋市古市町386

〒367-0313 管理班 0274-52-2746 0274-52-5408

児玉郡神川町大字矢納1356-3

〒263-8555
高度被爆医療セン
ター運営企画室

043-206-3115 043-206-4095

千葉市稲毛区穴川4-9-1 * 080-1106-0994

〒370-1292 管理部保安管理課 027-346-9290 027-346-9692

高崎市綿貫町1233 * 正門警備詰所 027-346-6698 027-346-9668

〒370-8543 027-320-7126 027-320-7127

高崎市栄町6-26

〒370-0045 総務部 027-323-3840 027-323-9662

高崎市東町134-6

〒370-0849 総務 027-395-7010 027-395-7201

高崎市八島町58-1　５F *

〒371-0023 業務総括グループ 027-898-4121 027-225-1511

前橋市本町1-8-16 * コンタクトセンター 0120-995-007
13

東京電力パワーグリッド(株)

(群馬総支社)

11
東京ガス(株)

　(群馬支社)

12
日本通運(株)

　(群馬支店)

９

国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構（本部）

高崎量子応用研究所

10
東日本旅客鉄道(株) 総務部安全企画室

企画・防災グループ
　(高崎支社)

８

独立行政法人水資源機構
048-600-6540

（本社）

沼田総合管理所

草木ダム管理所

群馬用水事務所

下久保ダム管理所

７

東日本高速道路（株）

　(関東支社)

高崎管理事務所

佐久管理事務所

加須管理事務所

５

日本赤十字社

　(群馬県支部)

群馬県赤十字血液センター

６
日本放送協会

　(前橋放送局)

２
東日本電信電話(株)

３
(株)NTTドコモ

　(群馬支店)

４
日本銀行

　(前橋支店)

指定公共機関

機　関　名 防災担当部署

１

日本郵便（株）
（関東支社）

前橋中央郵便局
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【別表第２－６】

（*印は勤務時間外の連絡先）
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【別表第２－７】

（*印は勤務時間外の連絡先）

所　在　地 電　話 ＦＡＸ

〒371-0022

前橋市千代田町1-7-4

〒371-0847

前橋市大友町1-5-17

〒371-0007

前橋市上泉町1858-7

〒376-0035

桐生市仲町3-6-32

〒374-0026

館林市新宿1-2-1

〒372-0022

伊勢崎市日乃出町108

〒373-0853 総務課 0276-45-4161 0276-45-4169

太田市浜町17-4 * 待機監視室 0276-45-4019 0276-48-4199

〒377-0008 総務部 0279-23-5501 0279-23-7993

渋川市渋川1092-1 * 緊急受付 0279-23-6111 0279-23-7993

〒378-0045

沼田市材木町1291-1

〒340-0014

埼玉県草加市住吉1-13-10

〒370-2316 エネクル富岡 0274-63-0330 0274-63-0332

富岡市富岡1341-1 * 供給所 0274-62-3128 0274-62-4282

〒426-0037

静岡県藤枝市青木2-29-1

〒370-2601

下仁田町大字下仁田479-3

〒371-0854

前橋市大渡町1-10-7

〒371-0854

前橋市鳥羽町35-5

〒131-8522 安全推進部 03-5962-2295 03-5962-2299

東京都墨田区押上2-18-12 * 運転指令 048-760-0313 048-760-0318

〒371-0016 鉄道部 027-231-3597 027-231-3599

前橋市城東町4-1-1 * 運転指令 027-231-9916 027-231-9920

〒370-0848

高崎市鶴見町51

〒376-0101 総務経理課 0277-73-2110 0277-73-3121

みどり市大間々町大間々1603-1 * 指令 0277-72-1373 0277-72-1373

〒379-2166

前橋市野中町588

〒379-2166

前橋市野中町595

〒371-8548

前橋市上小出町3-38-2

〒371-8533

前橋市若宮町1-4-8

21 群馬テレビ(株) 報道部 027-219-0007 027-232-0197

22 (株)エフエム群馬 報道部 027-230-1882 027-230-1903

19 (一社)群馬県バス協会 027-261-2072 027-261-5537

20 (一社)群馬県トラック協会 総務課 027-261-0244 027-261-7576

鉄道部 027-323-8073 027-323-8650

18 わたらせ渓谷鐵道(株)

15 東武鉄道(株）

16 上毛電気鉄道(株)

17 上信電鉄(株)

12 (一社)群馬県LPガス協会 027-255-6121 027-280-6170

14 群馬県石油協同組合 027-251-1888 027-251-1771

11

東海ガス（株） 供給保安部 054-647-7151 054-643-4143

下仁田支店 0274-64-9400 0274-64-9401

0278-22-4452

10

堀川産業（株） 技術本部業務グループ 048-925-2101 048-922-3992

富岡支社（エネクル富岡）

8 渋川ガス(株)

9 沼田ガス(株) 総務課 0278-22-4451

6 伊勢崎ガス(株) 総務部 0270-25-4520 0270-25-4678

7 太田都市ガス(株)

4 桐生瓦斯(株) 導管管理センター 0277-44-8141 0277-22-0117

5 館林ガス(株) 総務課 0276-72-4434 0276-73-5712

2 (公社)群馬県歯科医師会 027-252-0391 027-253-6407

3 (公社)群馬県看護協会 027-269-5565 027-269-8601

　指定地方公共機関

機　関　名 防災担当部署

1 (公社)群馬県医師会 027-231-5311 027-231-7667
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【別表第３】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

消防応援活動調整本部に係る資機材

プリンター

受援計画

連絡様式

備考

衛星携帯電話

庁内ネットワークに接続されたもの

資機材

固定電話機

パーソナルコンピューター

携帯電話機

ホワイトボード

テレビ

ラジオ

コピー機

FAX

県内全域・各市町村

数量

プロジェクター

スクリーン

事務用品

地図
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【別表第４】

車両駐

度 分 秒 度 分 秒 車台数 電話番号 ＦＡＸ番号

前橋市消防局

北消防署長

前橋市消防局

北消防署長

前橋市消防局

中央消防署長

前橋市消防局

西消防署長

前橋市消防局

南消防署長

前橋市消防局

南消防署長

前橋市消防局

南消防署長

前橋市消防局

中央消防署長

境総合文化センター(ふれあいパーク)

　（伊勢崎市境木島818）

伊勢崎スポーツ広場グラウンド

　（伊勢崎市連取町3008-1）

道の駅玉村宿

　（玉村町上新田604-1）
×2 1

50 ×

5 42

6 16

アスファルト 380

3

関越自動車道玉村スマートIC
国道３５４号

20

100 3 3 ○

長野県側

国道３５４号 19
玉村町総合運動公園
　（玉村町宇貫480）

36 55×80

100 3 3 ○

新潟県・長野県側 北関東自動車道 駒形ＩＣ 18 36 19 34

土

139 17 土

アスファルト

18 30 139

伊勢崎市
消防本部

埼玉県・栃木県側

国道４６２号
埼玉県側

15
いせさき市民のもり公園
　（伊勢崎市山王町2663）

36

120×180 アスファルト
横川ＳＡ（上り）
　（安中市松井田町横川字大林950-2）

36 20

120×8545

100×100

90×2525

×

北関東自動車道　伊勢崎ＩＣ
国道５０号

17
赤堀コミュニティひろば
　（伊勢崎市西久保町二丁目95）

1
安中消防署

副署長
昼夜027-382-1818 昼夜027-380-1077

138 ○53 12
55×100
60×100

アスファルト
安中市 総合体育館
　（安中市安中1531-1）

36 19 54

高崎市等
広域消防局

新潟県側

長野県側

上信越自動車道
松井田妙義ＩＣ

11 463

上信越自動車道
松井田妙義ＩＣ

12 18 138

○

○

桐生消防署長

○

昼夜0277‐47‐1705 昼夜0277‐47-1705

高崎市等
広域消防局
警防課長

昼夜027-322-2391

埼玉県側 10
もてなし広場
　（高崎市高松町１）

36 19 30 139 0 12

36

44 35

36

36

36

関越自動車道 高崎ＩＣ

9
高崎市等広域消防局
　（高崎市八千代町1-13-10）

36

36

桐生市運動公園
　（桐生市相生町3-300）

14

17 139 12

50×90

139

23

2

8

200×100

40×40

18

3 334 100×60 アスファルト

アスファルト

アスファルト

太田市消防本部東部消防署
　（太田市東金井町262-1）

23

栃木県側

22

国道５０号

53

24 36 139

北関東自動車道
太田桐生ＩＣ

24

19

139

芝・土

転圧土

150×60

115×95

3

100×100

25×85

200 1 1

4
石関公園
　（前橋市石関町75）

21

×

○

36

23

17

16 55

22

139

土地の状況

5 43

○

伊勢崎市
消防本部
消防長

5

2

連絡先（昼・夜間）

400

○

北関東自動車道 前橋南ＩＣ

関越自動車道 前橋ＩＣ

○

15

21
太田市消防本部
　（太田市鳥山下町409-1）

13936

138

大渡緑地
　（前橋市総社町一丁目）

埼玉県・栃木県側

北関東道・太田桐生ＩＣ

国道５０号

道の駅おおた
　（太田市粕川町701-1）

埼玉県側

国道４０７号
国道１２２号

桐生市
消防本部

新潟県側

栃木県側

昼夜0270-25-3510 昼夜0270-25-3613

国道１７号　上武国道 16 139 15

埼玉県側

太田市
消防本部

栃木県・新潟県側

受入方面
県隊規模
の野営の

可否

7

8

58

群馬県農協ビル
　（前橋市亀里町1310）

139

2020

23

2

900×300139

139

アスファルト･芝

200×100

アスファルト･芝3

139 採石・芝

責任者

群馬県 消防学校
 (前橋市田口町１４７３)

38
利根川 敷島緑地等
　(前橋市敷島町)

陸上隊 進出拠点・到達ルート及び担当消防本部 

関越自動車道 渋川ＩＣ

前橋市消防局

新潟県側

長野県側

24

36 26 14

27

36

536

36

13917

29

22 46

150

56×100

120×200

60×120

120×80

139

139

70×100

50×150

50

アスファルト 100

アスファルト

6

43

65

転圧土

転圧土

アスファルト

6

13

コンクリート

転圧土

昼夜027-323-1993

3

4

8

8

太田市
消防本部
消防長

2

4

昼夜0276-33-0119 昼夜0276-33-0301

4

2

8

7

3

100×500

5

10

100

100

○

10

昼夜027-220-4500

○

○昼夜027-220-45285

○

1

○10

1

30

大室公園
　（前橋市東大室町）

23

芝

3

前橋市総合運動場
　（前橋市荒口町437-2）

36

5 8

5

12

18

9

7

19

担当消防本部 ルート 名称・所在地
北緯

北関東道・太田藪塚ＩＣ

○

×

8

100

1

1

1

1

6

80

30

アスファルト 50

200

50

200

○

2

50

100

100

30

1

1

45

○

水道トイレ
広さ

（ｍ×ｍ）

100×100 芝

芝

50

1

アスファルト

1

東経

139 17

2

35

12

47

53

7

59

19

50×65

139

19

4

53

5

30

14 7

20

21

139

21

2

80×10017 47

43

23 54 139

番号

1

2

3

4

36

群馬県総合スポーツセンター
 （前橋市関根町８００）

13

5

6

36

太田市北部運動公園
　（太田市上強戸町2079-3）

国道１７号　上武国道 36

河川敷さくら遊園
　（桐生市桜木町1385　渡良瀬川）

36

上武国道～国道５０号
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【別表第４】

関越道（上り）　谷川岳ＰＡ内

　（みなかみ町阿能川1043）

関越道（上り）　下牧ＰＡ内

　（みなかみ町下牧2042-3）

ラーメンあやど駐車場

　（沼田市岩本町591）

ファミリーマート駐車場

　（沼田市屋形原町1426）

関越道（下り）赤城高原ＳＡ内

　（昭和村森下1644-1）

尾瀬市場（食堂）駐車場

　（沼田市利根町平川1109-1）

ロックハート城駐車場

　（高山村中山5583-1）

34
館林地区消防組合館林消防署
　（館林市上赤生田町4050-1）

36 13 41 139 33 12 130×50 アスファルト 100 5 5 ×

35
広域防災拠点西側広場（仮称）
　（館林市上赤生田町4050-8）

36 13 41 139 33 12 100×50 アスファルト 100 0 0 〇

千代田町東部運動公園

　（千代田町大字上五箇600-1）

おうら中央多目的広場

　（邑楽町中野2521-1）

40
赤城野球場駐車場
 （渋川市赤城町津久田4206他）

36 32 19 139 3 20 50×60 アスファルト 60 2 2 ○

アスファルト

アスファルト

50×60 アスファルト 60

埼玉県・栃木県
・茨城県側

53 138 59 17 20

アスファルト

80×80 アスファルト 120 1

20

20×60

1

30

36 8 139

長野県側 国道１４５号 33 36 37

栃木県側 5436 42

3 41

40

関越自動車道 31 36

139 12

30×50

24 25×403139

26 139 2 337

42 138 1 1

国道１７号
29 36 35 10

20 59 4 50×30

138

埼玉県・長野県
・栃木県側

56 36 70×80 アスファルト

30×70 アスファルト

関越自動車道

27 36 46 44

26
国交省高崎河川国道事務所
　月夜野道路情報ﾀｰﾐﾅﾙ
　（みなかみ町政所935-2）

36 39 50 139

1

利根沼田
広域消防本部

消防長
昼夜0278-22-0119

1

40×20 1

昼夜0278-22-5428 ×

40 10 44

アスファルト 15

1

1

36 43

利根沼田
広域消防本部

新潟県側

国道１７号

25
国交省高崎河川国道事務所
　 猿ヶ京スノーステーション
　（みなかみ町猿ヶ京温985-898）

28 36

国道１２０号 32

100

30 36

48 35138 52

昼夜0276-72-317036 170×232 芝 50 1
館林城　ゆめひろば
　（館林市城町1-1）

36 14

アスファルト 7036 12 8 27

東北自動車道・館林ICから
国道354号

38 139 32 〇昼夜0276-72-3318

東北自動車道　館林ＩＣ

36

〇139

49×99 1 1 〇

50
56×32
71×41
55×34

12

728

3

東北自動車道・館林ICから
国道354号

38 36 15 34 139

37

渋川広域
消防本部

子持ふれあい公園
　（渋川市吹屋384）

41

館林地区
消防組合
消防本部

多野藤岡
広域消防本部

埼玉県側

国道１４５号

国道１４４号

茨城県側 国道３５４号

埼玉県・栃木県
・茨城県側

東北自動車道・館林ICから
国道354号

関越自動車道 赤城ＩＣ

新潟県側

39

新潟県側

国道１７号

埼玉県側
国道１７号

関越自動車道 渋川伊香保ＩＣ

上信越自動車道 藤岡ＩＣ

アスファルト 50

赤城ＰＡ内（上り）
　（渋川市赤城町津久田3980）

139 3

4

2

139

3642

43

45

12

27

藤岡ｸﾛｽﾊﾟｰｸ商業施設
　 ららん藤岡
　（藤岡市中1131-8）

49 138

138 55

33

47

46

東総合運動場
　（東吾妻町大字新巻1961）

36 16

4

坂東橋 緑地公園 駐車場
　（渋川市半田2881-2）

36

吾妻広域
消防本部

国道３５３号

48
吾妻広域消防本部
　（東吾妻町大字植栗1174-1）

31
嬬恋村 総合グラウンド
　（嬬恋村大字芦生田557-1）

長野県側 36

国道３５３号

国道１４６号

○80

35

36 32 46

16 15

15

転圧土

×昼夜0274-22-1306 昼夜0274-23-25653

○

昼夜0279-25-0119 昼夜0279-24-0119

○

渋川広域
消防署長

×

昼夜0279-68-2959

109×68

藤岡消防署長3

2

1

館林地区
消防組合
消防本部
消防長

アスファルト 30

1

2

2

2

1

吾妻広域
消防本部
消防長

180×80

200
80×80
80×90
80×90

200

100

100×120 100

180×120

転圧土

1

120 2

アスファルト

3

2

100×60

アスファルト

29

50

5

30×60

土

土・芝

100×60

3

0139

139

36

32

31 2

富岡甘楽
広域消防本部

埼玉県側 上信越自動車道　富岡ＩＣ 44
もみじ平総合公園　駐車場
　（富岡市上黒岩1377-1）

36

長野県側 上信越自動車道　下仁田ＩＣ 45
旧馬山小グラウンド
　（下仁田町大字馬山2697-1）

138 52 2   150x70 アスファルト 100 3 富岡消防署長
昼間 0274-62-4333 昼間0274-64-5665

○
夜間 0274-62-4325 夜間0274-64-5665

昼間0274-64-5665
○

夜間 0274-62-4325 夜間0274-64-5665
36 13 42 138 48 29 下仁田消防署長

昼間 0274-62-4333

2

アスファルト 120 2

昼夜0279-68-0119

2

土

51 52

7

国道１４５号

埼玉県側

36 34 22 138
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【別表第５】

項　　　　目

航空隊

所在地

航空隊TEL

航空隊FAX

航空隊e-mail

運航基地

運用時間

ヘリベース周辺ローカルルール

緯度・経度

管理事務所TEL

管理事務所FAX

緊援隊駐機スポット数

スポット地盤状況

後方支援地上部隊車両駐車場所

宿泊施設

コンビニ

飲食施設

レンタカー会社

ヘリコプターテレビ電送システム

使用チャンネル

基地局

連絡無線

有・無 借用可否
地上電源車(GPU） 有 可
トーイング車 有 可
機体洗浄可否 有 可
荷物運搬カート 有 可
荷物保管場所 有 可
高所作業台 有 可
トーイングバー及び
グランドハンドリングホイル

有 可

MOBIL　Jet　OILⅡ 有 可

都道府県庁舎直近ヘリポート情報
ヘリベースから都道府県庁舎までの
距離（時間）

１０ｋｍ （車で２５分）

０２７－２６５－０２００

０２７－２６５－６９００

boukuuse@pref.gunma.lg.jp

群馬ヘリポート（ヘリベース）

自動車３分

自動車２０分

０２７－２６５－０１００

自動車３０分

自動車３分

航空隊活動拠点ヘリベース

情　報　欄
群馬県防災航空隊

群馬県前橋市下阿内町３７７－２　群馬へリポート内

北緯３６度１９分０４秒　東経１３９度０６分２５秒

７：００～日没

有

燃料関係
群馬自動車燃料販売（株）　TEL　０２７－３２２－４７５６　

給油形態　レフューラー　　　地下タンク　２０，０００ℓ

ヘリポート駐車場　有　（防災航空隊敷地内　　無）

０２７－２６５－３５５２

７機

７機アスファルトコンクリート

なし

保有タイプ
SPBH-8（牽引タイプ）

群馬県庁屋上ＨＰ（5.4t）　N36°23′26″E139°03′37″

トヨタ　2TG20
ﾊｲﾊﾟｰｳｫｯｼｬー　HW-10
手押し車

手摺付ステップ
AW139用、BELL412用
BELL412用ホイル
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【別表第６】

車両駐 屋内施設宿泊

度 分 秒 度 分 秒 車台数 可能人員 電話番号 ＦＡＸ番号

観音山ファミリーパーク 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜
高崎市寺尾町１０６４－３０ 中央消防署長 027-324-2219 027-323-1056

観音山ファミリーパーク　駐車場 160×85 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜
高崎市寺尾町１０６４－３０ 35×90、25×80 中央消防署長 027-324-2219 027-323-1056
群馬の森 駐車場 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜

高崎市綿貫町９９２－１ 芝 東消防署長 027-352-2900 027-360-5112

乗附緑地 1 1 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜

高崎市乗附町１２７８ 中央消防署長 027-324-2219 027-323-1056
倉賀野緑地 1 1 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜
高崎市倉賀野町２１６４－１ 東消防署長 027-352-2900 027-360-5112
三ツ寺公園 1 1 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜
高崎市三ツ寺町２２１ 北消防署長 027-362-1808 027-362-1821
浜川運動公園 駐車場 150×80 アスファルト 240 2 2 高崎市等広域消防局 昼夜 昼夜
高崎市浜川町 体育館 40×70 フローリング 864 1 1 北消防署長 027-362-1808 027-362-1821

50×30
25×35

新里総合運動公園
桐生市新里町新川３０６９
黒保根水沼運動公園
桐生市黒保根町水沼地内
いせさき市民のもり公園
伊勢崎市山王町２６６３
境総合文化センター(ふれあいパーク)
伊勢崎市境木島８１８

伊勢崎スポーツ広場グラウンド
伊勢崎市連取町３００８－１

太田市運動公園市民体育館

昼夜
0270-25-3510

無

昼夜
0270-25-3510

昼夜
0270-25-3613

19 34 139 17 53 グラウンド 120×200 土

無

昼夜
0270-25-3613

139 14 7 グラウンド 120×80 土 100

昼夜
0270-25-3510

150 1

3
昼夜
0270-25-3510

昼夜
0270-25-3613

昼夜
0277-77-1177

昼夜
0277-77-1177

伊勢崎市消防本部
消防長

3

1

100×50

190×140 転圧土

昼夜
0277-47-1705

転圧土 1

100×115 アスファルト

50×65

昼夜
0277-47-1705

無

230

950

500
桐生みどり消防署長

無

無

桐生消防署長

5

　100×100 転圧土 200

3

4

転圧土

100

有

無

無

無

無

無

無

有

17 53

4816

10

36 23

19

21

138

17

28

群馬県農協ビル
前橋市亀里町１３１０

139

17

59

36

3

41

36 20

58

43 会議室139

36

17

271736

駐車場

17

前橋市民プール
前橋市上細井町２１９２

36 25 0 139

前橋市大渡温水プール
前橋市大渡町二丁目３－１１

36 23

36

無

床板

20

無

カーペット 20100

前橋市消防局
西消防署長

昼夜
027-220-4500

560
前橋市消防局
南消防署長

昼夜
027-220-4500

4

昼夜
027-220-4528

2

昼夜
027-220-4528

昼夜
027-220-4500

4

100

運動室 100 160

会議室等

前橋市消防局
北消防署長

会議室等 コンクリート

無
昼夜
027-220-4528

昼夜
027-220-4500

コンクリート

畳

無
昼夜
027-220-4528

210

3

正田醤油スタジアム
前橋市敷島町６６

前橋市消防局
中央消防署長

24 41 139 21303 8

無

体育館

100 65 1

1,486㎡寮舎（北）

床板

50

1

80

977㎡

畳

1

無

体育館② 床板 480

宿泊棟 床板

170

400

宿営（野営を含む）可能場所

有

有

8

24

25 19

1500

139 グランド

1514

22

19

36

36

13913
桐生市運動公園
桐生市相生町３丁目３００

36

55

15 36 30

18

22

桐生市
消防本部

18

36 25

伊勢崎市
消防本部

16

139 15

36

17 36 16 8

3

3

3

29

55 アスファルト 100

フローリング
36

46

5

55

8

12

20138

32

50×90

59

20

グランド

無

34

230×135

36

0

1

3

有

2

20

38

36

36

139

139 21

139

44

4 54

5 139

14

土地の状況

床板 2210

21055

180

広さ
（ｍ×ｍ）

施設の種類
北緯

前橋市
消防局

群馬県総合スポーツセンター
前橋市関根町８００

東経

3

2

30

武道館

担当消防本部 番号 名称・所在地

群馬県消防学校
前橋市田口町１４７３

36 27

261

2

59

4

138

38

27 19

22139

39

41,544㎡

高崎市等
広域消防局

7

9

12

11

1

備考
避難場所
の指定

責任者
連絡先（昼・夜間）

1

トイレ

2

水道

前橋市消防局
北消防署長

43

4

グラウンド

昼夜
027-220-4528

80×260

公園 100×60

昼夜
027-220-4500

65×100

弓道場

50

4

36

5

35

体育館①

138

36

139

寮舎（南）

床板

アスファルト

46 体育館

375

5

グランド

芝

416

130

芝

芝

621

グランド

アスファルト

35

80×160

駐車場

体育館 フローリング

65

4150×90

グランド 転圧土

転圧土

転圧土

256

1

昼夜
027-220-4500

18

1 1

4

135

床板

4

270

昼夜
0270-25-3613

3

1

前橋市消防局
北消防署長

6

無

6

昼夜
027-220-4528

3

公共施設 200×100

フローリング

90×100

8

昼夜
0276-33-01194

8
56×100

10027×18

駐車場

屋内訓練場

アスファルト

芝

35

6

138

21

20

8

赤堀コミュニティひろば
伊勢崎市西久保町二丁目９５

139

太田市北部運動公園
太田市上強戸町２０７９－３

36

太田市消防本部
太田市鳥山下町４０９－１

5 139 2

59

139

太田市
消防本部

100

80

36 16

屋外訓練場

23 37×54

転圧土

21

4 4

太田市
消防本部
消防長

200 1000

昼夜
0276-33-0301

応援職
員のため
の執務
室あり
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【別表第６】

太田市飯塚町１０５９
有22 46 体育館 フローリング

昼夜
0276-33-0119

35 139

太田市
消防本部

36 16 23 37×54 4 4

太田市
消防本部
消防長

200 1000

昼夜
0276-33-0301
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【別表第６】

沼田市運動公園 駐車場 40×30 アスファルト 20
沼田市硯田町６２６ ｻﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 60×90 転圧土 100
昭和村総合運動公園 150×90､90×90 芝
利根郡昭和村糸井地内 100×70 転圧土

旧川古ダム建設管理事務所 旧事務所 20×16 プラスチック長尺床 100
利根郡みなかみ町羽場３０２１ 駐車場 70×30 アスファルト 40
月夜野総合体育館／月夜野総合公園（ソフトボール場・ふれあい広場） 体育館 27×54 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 450
利根郡みなかみ町月夜野１３５－３ 野球場・広場 100×70・50×70 芝・アスファルト 70
昭和村社会体育館／南側グランド 体育館 27×27 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 225
利根郡昭和村森下８９５ グランド 50×50 転圧土 50
館林城　ゆめひろば
館林市城町１－１
館林市城沼総合体育館
館林市つつじ町１４－１
広域防災拠点西側広場 芝
館林市上赤生田町４０５０－８ アスファルト
千代田東部運動公園
千代田町大字上五箇６００－１
おうら中央多目的広場
邑楽町中野２５２１－１
邑楽町民体育館／邑楽町武道館 体育館 30×35 フローリング 600 1 1
邑楽町篠塚１４２３－１ 武道館 20×13 フローリング・畳 230 1 1
赤城野球場駐車場
渋川市赤城町津久田４２０６
子持ふれあい公園
渋川市吹屋３８４
坂東橋 緑地公園 駐車場
渋川市半田２８８１－２
赤城総合運動自然公園 赤城スポーツセンター
渋川市赤城町北上野４４４
渋川市総合公園体育館
渋川市渋川４２７２
庚申山総合公園
藤岡市藤岡２６２３－１
庚申山第二体育館
藤岡市藤岡２５９７
藤岡総合運動公園
藤岡市三本木５３０
烏川緑地スポーツ広場
藤岡市立石１６６７
毛野国白石丘陵公園
藤岡市三ツ木２４１
藤岡消防署訓練場
藤岡市藤岡９８２
吉井町運動公園多目的広場 砂
高崎市吉井町大字池１６６０ アスファルト
藤岡市浄法寺スポーツ公園 芝地
藤岡市浄法寺１００６ 砂
もみじ平総合公園　富岡市立体育館
富岡市上黒岩１３７７－１
もみじ平総合公園　多目的競技場
富岡市上黒岩１３７７－１
もみじ平総合公園　多目的球技場
富岡市上黒岩１３７７－１
もみじ平総合公園　北ゾーン 芝
富岡市上黒岩１３７７－１
嬬恋村 総合グラウンド 1 1
吾妻郡嬬恋村芦生田地内
東総合運動場
吾妻郡東吾妻町大字新巻１９６１
吾妻広域消防本部
吾妻郡東吾妻町大字植栗１１７４－１

　

36×48 170

無

5 駐車場 100×60 120

フローリング

体育館 50×40 フローリング 10056

13945

37
昼夜
0279-25-0119

昼夜
0279-24-0119

617

34 7027

139 3

38 36 29 14 138

広場 102×176
アスファルト

芝
50

33 36 13 31 139

32 36 15 34 139 28

45×34

広場 100×50

フローリング 70

フローリング

1

29 36 14 20 139 32 38

体育館

14 38 139

139

6

1

体育館

30 36

12 831 36

41

139

昼夜
0279-25-0119

556 2

32

2 22

35 36 31 2 139 0 50 広場 100×60 無

昼夜
0279-24-0119

無

1
昼夜
0279-24-0119

2

渋川広域消防署長

4

アスファルト

広場 50

100

64×52

27 46

20

無

無

昼夜
0274-23-2565

1

3

5

無

515

有

有

無

有

有

有

無

無

30 30

100

50

400

300

19.5×32.5

200×100

150×100

46×38

200×100

50×50

36

3416

36

17

公園595113836

139

6

32 36

7

58

36 32 46 138 55 7
昼夜
0279-68-0119

180×80

180×120 2 2200

100

16 16

3

グラウンド 転圧土

1616

17

36 31 49 138 33 15 無

フローリング

芝地

芝地

芝地

芝

昼夜
0279-68-0119

無

190

50

グラウンド 転圧土

50×45

公園

180×120

110×80

270×80

80×100

グラウンド

競技場 無

吉井消防署長

藤岡消防署長

富岡消防署長

無

無

無

無

藤岡消防署長

昼夜
0274-22-1306

有

3

2

1

29

5

28

21

無

昼夜
0278-22-0119

有

36

無

無

昼夜
0278-22-5428

昼夜
0279-24-0119

50

有

昼夜
0278-22-0119

昼夜
0278-22-5428

昼夜
0276-72-3318

昼夜
0276-72-3170

昼夜
0278-22-5428

昼夜
0278-22-0119

無

利根沼田広域消防本
部消防長

昼夜
0278-22-5428

500

1

1

1

館林地区消防組合
消防本部
消防長

1

駐車場 60

12

28 36

23 42

27
渋川広域
消防本部

34 36 32

館林地区
消防組合
消防本部

27 40

24

公園･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ5 41

139

138

13924

40

37

36

36

37

昼夜
0279-68-2959

無

富岡甘楽
広域消防本部

13913 50

多野藤岡
広域消防本部

昼夜
0279-68-2959

体育館

36 14 体育館

昼夜
0279-25-0119

昼夜
0279-24-0119

土

36

昼夜
0279-25-0119

37 36 32 10 139 3

25

36 38

昼夜
0278-22-0119

1

1

昼夜
 0279-25-0119

6

1

2

3 12

1

9

50×60

1

500

フローリング 20

280

5

5

1

芝

2

900

45×40

1139 233

　

17

1

170×232

土・芝

13

36

33

19

公園

体育館

1

5

59

52

45

46

47

48

49

51

50

5836 11 27 139

36 51

16

44 グラウンド139

36 50

138 9

15 0 3

36

4

1

13

6 体育館

20 1 1

139

138

138

54 球技場

52

52

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0274-64-5665

36

昼夜
0274-64-5665

1

芝

フローリング

40

3

5

1

22

3

昼夜
0274-62-4325

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0274-62-4325

昼夜
0274-62-4325

昼夜
0274-62-4325

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-64-5665

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-64-5665

無2

昼夜
0278-22-0119

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0278-22-5428

昼夜
0274-23-2565

昼夜
0274-22-1306

昼夜
0274-23-2565

15 5

35
昼夜
0274-22-1306

1

砂

100

3043 公園36

139

15

139

グラウンド14

139 2

利根沼田
広域消防本部

36

40

41

42

48

44

12

26

39

4

38 138

36

1

36 40

9

36

吾妻広域
消防本部

吾妻広域消防本部
消防長

53 36 34 22 138 51 52 屋外訓練場
昼夜
0279-68-0119

昼夜
0279-68-2959

無109×68 アスファルト 120 2 2
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【別表第７】

1　使用無線一覧

※　通信は、必要最小限度にとどめるものとする。

緊急消防援助隊各隊間

主運用波

※各都道府県ごとに指定された
主運用波

【無線統制】都道府県大隊長、都
道府県各部隊の指揮隊長

※同一の主運用波を使用する緊
急消防援助隊各大隊・各部隊が
近接して活動し、無線が輻輳して
いる場合は、指揮支援本部長に
使用波の調整を依頼する。

各隊員相互 署活動用無線
緊急消防援助隊は、移動範囲を
全国としている場合のみ使用可。

調整本部
指揮本部（被災地消防本部）

指揮支援本部
緊急消防援助隊各大隊本部

緊急消防援助隊各部隊の指揮隊

統制波１

【無線統制】指揮支援部隊長

※指揮支援部隊長は、被災地が
複数に及び、指揮系統を複数に
分離する必要がある場合は、統
制波２又は統制波３のいずれか
から使用波を指定する。

群馬県内応援隊各隊間 主運用波７

【無線統制】県内応援隊の代表者

※同一の主運用波を使用する緊
急消防援助隊各大隊・各部隊が
近接して活動し、無線が輻輳して
いる場合は、指揮支援本部長に
使用波の調整を依頼する。

群馬県内の無線通信運用体制

対象範囲 使用無線チャンネル 備考

調整本部
市町村災害対策本部

指揮本部（被災地消防本部）
県防災行政無線
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【別表第７】

２　都道府県内消防本部　署活動用無線周波数一覧　（実際に使用している周波数のみ記載）

G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17

○ ○ ○

〇 〇 〇

○ ○ ○

多野藤岡広域消防本部

富岡甘楽広域消防本部

吾妻広域消防本部

※　指揮者又は災害現場の管轄消防署長は、必要に応じて緊急消防援助隊各大隊・各部隊の隊長と使
用する周波数の調整を行うこと。

桐生市消防本部

伊勢崎市消防本部

太田市消防本部

利根沼田広域消防本部

館林地区消防本部

渋川広域消防本部

消防本部名
周波数名称

前橋市消防局

高崎市等広域消防局
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【別表第７】

無線運用イメージ図

調整本部 統括指揮支援隊

県庁

指揮本部 指揮支援本部

消防本部・市町村

指揮隊

中隊

都道府県大隊・各部隊

中隊

指揮隊

中隊 中隊

都道府県大隊・各部隊

指揮隊

中隊

県内応援隊

中隊

統１

統１統１統１

統１統１

統２・３統２・３統２・３

主７

主７

主７主○主○

主○

主□主□

主□

防災行政無線

航空波

【凡例】

：統制波
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【別表第８】

指令センター名称
連絡先

まえばし基地局
前橋市朝日町4-22-2　消防
局内

Ｎ 36度23分02秒
Ｅ139度05分24秒

10W
受信：３波同時
送信：切替方式

しらかわ基地局
前橋市富士見町小沢191-1白
川分署内

Ｎ 36度27分09秒
Ｅ139度05分09秒

みやぎ基地局
前橋市馬場町896宮城分署内

Ｎ 36度26分21秒
Ｅ139度11分32秒

あかぎ基地局
前橋市富士見町赤城山33
前橋市消防団第20分団4部詰
所内

Ｎ 36度33分01秒
Ｅ139度11分14秒

0.1W
受信：切替方式
送信：切替方式

山間部等で一部不感地
帯あり

きりゅうしょうぼうひろさわ基地
局

桐生市広沢町三丁目4279番
地5
N 36度 23分 04秒
E139度 19分 05秒

10W

きりゅうしょうぼうくろほね基地
局

桐生市黒保根町水沼342番地
7
N 36度 30分 22秒
E139度 16分 54秒

10W

伊勢崎市消防本部

名称：いせさきしょうぼう
住所：伊勢崎市今泉町二丁目
         895
座標　N36度18分40秒
　　　　E139度12分10秒

5W
受信：3波同時
送信：3波同時

移動局からの通信指令台ま
たは無線統制台（遠隔制御
器）での応答操作後

伊勢崎市消防本部
通信指令課

0270-25-3510
× 〇

伊勢崎市消防本部
通信指令課

0270-25-3510

○
前橋消防指令センター

027-220-4500

桐生市消防本部
受信：３波同時
送信：切替方式

常時起動
桐生市消防本部

通信指令課
0277-47-1700

○○
桐生市消防本部

通信指令課
0277-47-1700

20W
常時起動

前橋消防指令センター
027-220-450

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況

消防本部名 基地局名称・住所・座標
送信
出力

統制波の
切替方式

備考
直接接続
の可否

山間部等で一部不感地
域あり

基地局折り返し機能
の起動方法

当該基地局を
直接遠隔操作できる

場所・連絡先

調整本部接続機能

前橋市消防局 ○

指令センター経由での接続
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【別表第８】

太田市消防本部基地局

太田市鳥山下町４０９番地１
N36度18分27秒
E139度21分2秒

３W
受信：３波同時
送信：切替方式

常時起動

太田市消防指令センター
0276-33-0119

東部消防署
0276-40-2119

× ×

太田市東部消防署

太田市東金井町２６２番地
N36度19分1秒
E139度23分21秒

１W
受信：３波同時
送信：切替方式

常時起動

太田市消防指令センター
0276-33-0119

東部消防署
0276-40-2119

× ×

館林地区消防組合消防本
部

館林地区消防組合

館林市上赤生田町4050-1
N　36度13分54秒
E　139度33分12秒

10W
受信：３波同時
送信：３波同時

常時起動 なし × 〇
消防本部通信指令課

0276-72-3170

防災赤城基地局

前橋市富士見町大字赤城山
字赤城1-14
Ｎ　139度10分35秒
Ｅ　  36度32分25秒

9W
(20W)

　

防災長野原基地局

吾妻郡長野原町大字与喜屋
字大峰国有林226は林小班
Ｎ　138度37分55秒
Ｅ　  36度32分16秒

9.2W
(20W)

たかさき消防共同指令セ
ンター

027-325-0119
高崎市等広域消防局

027-323-1994

防災大峰基地局

利根郡みなかみ町相俣字大
源田外2国有林249ト林小班
Ｎ　138度55分56秒
Ｅ　  36度43分54秒

11W
(20W)

受信：切替方式
送信：切替方式

・移動局からの通信に3秒以
内に応答後、3秒間起動
・回線制御装置の操作により
強制起動可能

利根沼田広域消防本部
0278-22-0119

渋川広域消防本部
0279-25-0119

多野藤岡広域消防本部
0274-22-1306

× ○
たかさき消防共同指令セン

ター
027-325-0119

山間部等で一部不感地
域あり

防災万場基地局

多野郡神流町大字柏木字浦
山1697-2
Ｎ　138度57分02秒
Ｅ　  36度06分08秒

1.9W
(5W)

富岡甘楽広域消防本部
0274-62-4325

吾妻広域消防本部
0279-68-0119

安中消防署基地局

安中市安中1-10-30
Ｎ　138度53分04秒
Ｅ　  36度19分23秒

11W
(20W)

高崎市等広域消防局

利根沼田広域消防本部

渋川広域消防本部

多野藤岡広域市町村圏振
興整備組合消防本部

富岡甘楽広域市町村圏振
興整備組合消防本部

吾妻広域消防本部

太田市消防本部

- 359 -



【別表第９】

消防本部名 市町村名 口径 形状 備考

前橋市消防局 前橋市 先端32mm×根元40mm 四角形

高崎市 上32mm下38mm

安中市 上32mm下38mm

桐生市 先端32mm×根元38mm

みどり市 先端32mm×根元38mm

伊勢崎市 先端32mm×根元38mm

玉村町 先端32mm×根元38mm

太田市 先端32mm×根元40mm

大泉町 先端32mm×根元40mm

沼田市 先端35mm×根元38mm

沼田市（利根町） 19mm 吸水用

片品村 先端35mm×根元38mm

片品村 20mm 吸水用

川場村 19mm 吸水用

みなかみ町 先端35mm×根元38mm

昭和村 先端35mm×根元38mm

館林市 上３２㎜下４０㎜

板倉町 上３２㎜下４０㎜

明和町 上３２㎜下４０㎜

千代田町 上３２㎜下４０㎜

邑楽町 上３２㎜下４０㎜

渋川市 上３３㎜下４０㎜

吉岡町 上３２㎜下３８㎜

榛東村 上３２㎜下３８㎜

藤岡市 上３２㎜下４０㎜

高崎市吉井町 上３２㎜下４０㎜

神流町 上３２㎜下４０㎜

上野村 上３２㎜下４０㎜

富岡市 上３２㎜下４０㎜

下仁田町 上３２㎜下４０㎜

南牧村 上３２㎜下４０㎜

甘楽町 上３２㎜下４０㎜

中之条町 上３２㎜下３８㎜

東吾妻町 上３３㎜下３７㎜

長野原町 上３３㎜下３６㎜

嬬恋村 ３５㎜

草津町 ２０㎜

中之条町（旧六合村） 上３３㎜下４７㎜

高山村 上３０㎜下３５㎜

高崎市等広域消防局

桐生市消防本部

伊勢崎市消防本部

太田市消防本部

市町村別消火栓 スピンドルドライバー 一覧表

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

四角形

利根沼田広域消防本部

館林地区消防本部

渋川広域消防本部

富岡甘楽広域消防本部

吾妻広域消防本部

多野藤岡広域消防本部

- 360 -



【別表第１０】

広さ 緊援隊

北緯 東経 ｍ×ｍ ＦＢ

前橋-1 群馬へリポート 36°19′04″ 139°06′25″ アスファルト 55*30 7 前橋市下阿内町３７７－２ 39 C5 74 54SUF30062085 活動拠点ﾍﾘﾍﾞｰｽ

前橋-2 利根川敷島緑地 36°24′36″ 139°03′05″ 芝地 200*200 17 前橋市敷島町６６先緑地 47 H2 110 54SUF25273118

前橋-3 桃ノ木川グラウンド 36°23′10″ 139°06′48″ 芝地・砂地 120*120 4 前橋市東片貝町４１７－４ 48 D5 必要 91 54SUF30792834

前橋-5 利根川大渡緑地 36°24′18″ 139°02′55″ 芝地 280*100 14 前橋市総社町総社地内 47 H3 107 54SUF25013063 ◯

前橋-7 グリーンドーム前橋駐車場 36°23′53″ 139°03′18″ 強化ゴム性 177*106 8 前橋市岩神町一丁目１１番 47 H4 102 54SUF25572985

前橋-8 前橋工科大学グラウンド 36°21′47″ 139°04′48″ 芝草 177*106 6 前橋市上佐鳥町４６０－１ 39 B1 93 54SUF27742592

前橋-9 大胡ぐりーんふらわー牧場 36°27′29″ 139°08′02″ 芝地 130*100 3 前橋市滝窪町１３６９－１ 52 E4 376 54SUF32783637

前橋-10 大胡総合運動場 36°26′01″ 139°08′39″ 芝草・砂地 110*70 6 前橋市堀越町４７３－４ 48 F1 必要 229 54SUF33643364

前橋-11 宮城総合運動場（陸上競技場） 36°26′45″ 139°10′33″ 芝地 60*77 6 前橋市鼻毛石町２２７０－１ 52 H5 289 54SUF36513494

前橋-12 群馬県エネルギー資料館 36°32′30″ 139°10′02″ アスファルト 85*43 3 前橋市赤城山１－１４先 58 G3 1,426 54SUF35944559

前橋-13 国立赤城青少年交流の家グラウンド 36°28′59″ 139°07′23″ 芝地 90*55 8 前橋市富士見町赤城山２７ 52 E2 520 54SUF31863916

前橋-14 富士見総合グラウンド 36°28′37″ 139°07′19″ 芝地 173*120 6 前橋市富士見町皆沢３１５－１ 52 D3 必要 456 54SUF31753849

前橋-15 前橋日赤地上場外離着陸場 36°21′33″ 139°05″41″ アスファルト 140*140 4 前橋市朝倉町389-1 39 C1 87 54SUF29052547 ドクヘリ基地病院

前橋-16 群馬大学医学部附属病院屋上ＨＰ 36°24′27″ 139°03′50″ コンクリート 20*20 1 前橋市昭和町三丁目39-22 48 A3 114 54SUF26393088 屋上HP（5.5t）

前橋-17 県立心臓血管センター屋上ＨＰ 36°24′26″ 139°07′45″ コンクリート 15*16 1 前橋市亀泉町甲3-12 48 E3 130 54SUF32243074 屋上HP（4t）

前橋-18 群馬県庁屋上ＨＰ 36°23′26″ 139°03″37″ コンクリート 17*17 前橋市大手町1-1-1 48 A4 108 54SUF26032901 屋上HP（5.4t）

高崎-1 高崎へリポート 36°19′29″ 138°59′37″ アスファルト 100*100 2 高崎市八千代町１丁目地内 38 D4 89 54SUF19822183 ◯ 公共用ヘリポート

高崎-2 下豊岡
シモトヨオカ

運動広場 36°19′44″ 138°59′13″ 芝地 151*73 8 高崎市下豊岡町523 38 D4 91 54SUF19312230

高崎-3 倉賀野緑地 36°17′33″ 139°03′26″ 芝地 70*40 7 高崎市倉賀野町地内 29 H1 72 54SUF25541814

高崎-4 中央グラウンド陸上競技場 36°22′56″ 138°53′22″ 土 190*100 6 高崎市上里見町５８２ 46 G6 必要 189 54SUF10682841

高崎-5 上室田
カ ミ ム ロ ダ

芝グラウンド 36°23′57″ 138°51′02″ 芝地 115*60 5 高崎市上室田町４７０７－１ 46 F5 388 54SUF07253039

高崎-6 箕郷中央公園（ふれあい公園） 36°23′50″ 138°57′02″ 芝地 130*117 6 高崎市箕郷町西明屋７４０ 47 A4 212 54SUF16202995

高崎-7 箕郷町総合運動公園 36°23′20″ 138°57′59″ 土 110*100 2 高崎市箕郷町生原９１ 47 B4 必要 172 54SUF17602900

高崎-8 高崎市群馬総合運動場 36°24′07″ 138°59′28″ 芝地・土 115*75 10 高崎市足門町１４３０ 47 D3 必要 182 54SUF19853040

高崎-9 高崎市倉渕グランド 36°26′16″ 138°46′31″ 土 100*96 2 高崎市倉渕町岩氷６０１ 46 C3 必要 464 54SUF00593480

高崎-10 第１区青少年広場 36°23′57″ 138°48′52″ 草・土 122*55 3 高崎市倉渕町三ノ倉小屋戸１７７０ 46 E5 必要 340 54SUF04003044

高崎-11 高崎市立新町第２小学校 36°15′51″ 139°06′09″ 土 140*70 2 高崎市新町２０１０ 30 C4 必要 69 54SUF29541491

高崎-12 烏川運動場 36°16′50″ 139°06′29″ 土 170*100 6 高崎市新町２８７１ 30 C2 必要 62 54SUF30081672

高崎-13 ひさよし緑地公園グランド 36°20′04″ 138°54′41″ 芝地 370*120 10 安中市中宿２４０－１ 37 G3 133 54SUF12542306 ◯

高崎-14 安中市五料運動場 36°19′56″ 138°44′42″ 芝地 90*46 4 安中市松井田町五料２４２６ 36 D4 347 54STF97602315

高崎-15 西毛運動公園陸上競技場 36°20′13″ 138°54′45″ 芝・土 200*100 8 安中市中宿２８３ 37 G3 必要 131 54SUF12642334

高崎-16 細野スポーツ広場 36°20′17″ 138°47′44″ 土 110*60 2 安中市松井田町上増田３３４４ 36 G3 必要 340 54SUF02152370

高崎-17 新町鉄南総合運動場 36°15′54″ 139°06′54″ 土 100*90 5 児玉郡上里町大字勅使河原2456 30 D4 必要 66 54SUF30671498

高崎-18 上信越自動車道横川ＳＡ 36°20′31″ 138°44′20″ 芝地 20*17 1 安中市松井田町横川 36 D3 473 54STF97072424 非公共用ヘリポート

高崎-19 高崎市役所屋上ヘリポート 36°19′19″ 139°00′11″ コンクリート 17*20 1 高崎市高松町35-1 38 F5 97 54UF20742150 屋上HP（5.3t）

桐生-1 花見ヶ原森林公園 36°33′57″ 139°13′24″ 転圧土 100*100 4 桐生市黒保根町下田沢 国有林内 61 B3 必要 1,189 54SUF41014817

桐生-2 梅田台緑地公園 36°28′58″ 139°24′51″ 芝地 60*60 2 桐生市梅田町５丁目４１ 54 G2 266 54SUF57943866

桐生-3 桐生市陸上競技場 36°24′34″ 139°19′28″ 芝地 188*118 8 桐生市元宿町１７－３３ 50 A3 114 54SUF49763066 ◯

管理番号 名　　　称
座標（世界測地系）

表面状況 最大
駐機 所　在　地

ヘリコプター　離着陸場所 

マップル 散水 標高(m) UTMﾎﾟｲﾝﾄ 備　　考

※HB,FB含む（群馬県防災航空隊管理データ）
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【別表第１０】桐生-4 桐生市河川敷運動場 36°21′55″ 139°22′08″ 転圧土 70*90 4 桐生市広沢町７丁目５０３１－１ 41 D1 67 54SUF53662569

桐生-5 渡良瀬川河川敷さくら遊園 36°23′54″ 139°19′45″ 芝地 120*85 6 桐生市桜木町１３８５ 50 B4 103 54SUF50162942

桐生-6 新里総合運動場 36°25′55″ 139°15′32″ 転圧土 190*140 10 桐生市新里町新川３０６９ 49 E1 208 54SUF43933326 ◯

桐生-7 黒保根運動公園 36°30′00″ 139°16′44″ コンクリートアクリル 100*50 5 桐生市黒保根町水沼地内 53 F1 254 54SUF45854078

桐生-8 東運動公園 36°32′11″ 139°22′15″ コンクリート 65*40 1 みどり市東町座間３７８－４ 61 F5 400 54SUF54164467

桐生-9 大間々総合グラウンド 36°25′19″ 139°17′25″ 芝地 190*105 6 みどり市大間々町大間々１９５８ 49 G2 163 54SUF46723210

桐生-10 ＪＡ東日本くみあい飼料（株）大間々肥料工場 36°25′53″ 139°16′48″ 芝地 80*40 3 みどり市大間々町大間々１６６１ 49 F1 181 54SUF45823317

桐生-11 笠懸総合グラウンド 36°23′36″ 139°17′28″ 転圧土 150*100 6 みどり市笠懸町阿左美１７１９－１ 49 G4 必要 131 54SUF46742893

桐生-12 西鹿田
サ イ シ カ ダ

グラウンド 36°24′09″ 139°15′54″ 転圧土 130*120 3 みどり市笠懸町西鹿田１３８３－１ 49 E3 必要 169 54SUF44412999

伊勢-1 赤堀中央運動場 36°22′50″ 139°13′48″ 芝地・土 105*105 3 伊勢崎市西久保町一丁目１０１ 49 C5 必要 118 54SUF41232761

伊勢-2 伊勢崎オートレース場駐車場 36°20′01″ 139°09′47″ コンクリート 70*250 6 伊勢崎市宮子町３０７４ 39 G3 66 54SUF35132251

伊勢-3 伊勢崎市ラグビー場 36°15′21″ 139°14′52″ 芝地 140*90 伊勢崎市境島村３４５４－２９７ 31 D4 38 54SUF42581374

伊勢-4 いせさき市民のもり公園 36°17′45″ 139°11′51″ 芝地 42*44 3 伊勢崎市山王町２６６３ 31 A1 51 54SUF38141826

伊勢-5 八斗島
ヤ ッ タ ジ マ

ちびっこ広場 36°16′22″ 139°10′54″ 芝地 300*120 20 伊勢崎市八斗島町１５１９先 30 H3 52 54SUF36741572 ◯

伊勢-6 利根川河川境運動場 36°15′11″ 139°16′03″ 草地 150*80 6 伊勢崎市境平塚１０７３ 31 F5 38 54SUF44341340

伊勢-7 あずまサブスタジアム 36°21′17″ 139°15′26″ 芝地・土 90*90 3 伊勢崎市田部井町三丁目１９１３－１ 40 E2 必要 89 54SUF43622470

伊勢-8 あずま総合運動公園 36°20′47″ 139°15′20″ 土 150*110 5 伊勢崎市田部井町三丁目２０９１ 40 E2 必要 81 54SUF43462378

伊勢-9 伊勢崎市陸上競技場 36°20′29″ 139°11′43″ 芝地 160*110 6 伊勢崎市堤西町１２１ 40 A3 74 54SUF38042332

伊勢-10 赤堀西部スポーツ公園 36°22′07″ 139°12′33″ 芝地・土 100*100 4 伊勢崎市下触町８７３－１ 49 B6 必要 97 54SUF39342632

伊勢-11 境総合文化センター 36°17′07″ 139°14′52″ 芝地 145*120 6 伊勢崎市境木島８１８ 31 D2 45 54SUF42631701

伊勢-12 玉村町東部スポーツ広場 36°17′48″ 139°09′18″ 芝地 300*50 8 玉村町小泉６４－２ 30 F1 60 54SUF34331843

伊勢-13 玉村町総合運動公園 36°17′49″ 139°06′07″ 芝地 180*80 10 玉村町宇貫４８０ 30 C1 72 54SUF29561855

伊勢-14 伊勢崎市民病院屋上HP 36°19′25″ 139°10′42″ コンクリート 20*20 1 伊勢崎市連取本町12-1 39 H4 61 54SUF36482138 屋上HP（6t）

太田-1 太田市消防本部屋外訓練場 36°18′27″ 139°21′00″ アスファルト 60*100 3 太田市鳥山下町４０９－１ 41 C6 50 54SUF51861931

太田-2 渡良瀬運動公園 36°21′16″ 139°23′16″ 芝地・土 500*80 10 太田市原宿町地内 渡良瀬川河川敷 41 E2 56 54SUF55292450 ◯

太田-3 韮川スポーツ広場 36°18′09″ 139°24′00″ 土 140*100 5 太田市東長岡町１８０８ 41 F6 必要 42 54SUF56341868

太田-4 強戸地区コミュニティセンター 36°20′29″ 139°20′24″ 土 125*95 2 太田市管塩町３４５ 41 B3 必要 68 54SUF51022309

太田-5 鳥之郷スポーツ広場 36°18′28″ 139°20′47″ 土 167*120 4 太田市新野町１３９０ 41 C6 必要 49 54SUF51531935

太田-6 東山球場 36°18′14″ 139°22′28″ 芝地・土 100*100 3 太田市金山町２６－１２ 41 D6 必要 54 54SUF54051888

太田-7 運動公園陸上競技場 36°16′31″ 139°23′49″ 芝地 161*107 6 太田市飯塚町１０５９－１ 32 F3 37 54SUF56011567

太田-8 宝泉スポーツ広場 36°16′54″ 139°19′51″ 芝地・土 120*120 4 太田市西野谷町４０－１ 32 B2 40 54SUF50091648

太田-9 沢野スポーツ広場 36°15′32″ 139°21′53″ 土 165*96 6 太田市高林北町８９４ 32 D4 必要 34 54SUF53091390

太田-10 尾島公園グランド 36°15′18″ 139°19′17″ 芝地・土 90*97 3 太田市亀岡町９９ 32 A4 必要 32 54SUF49191353

太田-11 世良田公園グランド 36°15′57″ 139°16′59″ 芝地・土 138*84 4 太田市世良田町１５５２－１ 31 G4 必要 38 54SUF45761480

太田-12 新田陸上競技場 36°18′00″ 139°17′51″ 芝地・土 170*97 4 太田市新田金井町３１ 31 G1 必要 50 54SUF47131856

太田-13 新田野球場 36°17′57″ 139°17′57″ 芝地・土 103*138 2 太田市新田上江田町７２１ 31 H1 必要 50 54SUF47281847

太田-14 新田サッカー場 36°17′57″ 139°17′43″ 芝地・土 84*111 4 太田市新田金井町６０７ 31 G1 必要 50 54SUF46931847

太田-15 太田市役所屋上ＨＰ 36°17′28″ 139°22′32″ コンクリート 20*20 1 太田市浜町２－３５ 32 E1 41 54SUF54421714 非公共用ヘリポート

太田-16 藪塚本町中央運動公園 36°21′11″ 139°17′55″ 土 100*100 4 太田市大原町３８３－７５ 40 G2 必要 89 54SUF47332445

太田-17 とね運動場 36°14′12″ 139°23′21″ 草地 280*70 12 大泉町仙石１５６５－３ 32 E6 27 54SUF55221143

太田-18 大泉町スバル運動公園野球場 36°15′55″ 139°24′27″ 土 120*200 10 大泉町いずみ１－３０８６ 32 G4 必要 34 54SUF56941454 ◯
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【別表第１０】太田-19 いずみ総合公園サッカー場 36°14′29″ 139°23′19″ 芝 113*80 4 大泉町丘山５０－１ 32 E6 必要 33 54SUF55201192

太田-20 御正作公園ソフトボール場 36°15′05″ 139°25′24″ 芝地・土 76*77 3 大泉町朝日４－７ 32 G5 必要 27 54SUF58341298

沼田-1 県立森林公園２１世紀の森駐車場 36°44′10″ 139°04′59″ アスファルト 65*60 2 沼田市上発知町２８６２－１７２ 64 E2 945 54SUF28846731

沼田-2 沼須下河原運動広場 36°37′29″ 139°03′06″ 土 100*50 2 沼田市沼須町９１０－１先 59 H1 必要 306 54SUF25785501

沼田-3 利根中央病院 36°37′32″ 139°03′11″ コンクリート 20*20 1 沼田市沼須町９１０－１ 59 H1 310 54SUF25915510

沼田-4 沼田市運動公園 36°38′53″ 139°01′26″ 芝地 120*100 6 沼田市硯田町６２６ 64 C6 326 54SUF23355764 ◯

沼田-5 沼田公園（野球場） 36°38′52″ 139°02′28″ 芝地・土 160*90 3 沼田市西倉内町５９４ 64 D6 必要 413 54SUF24895758

沼田-6 沼田市立沼田中学校 36°38′56″ 139°03′38″ 土 180*90 4 沼田市東原新町１８０１－１ 64 D6 必要 434 54SUF26635767

沼田-7 沼田市立沼田北小学校 36°39′21″ 139°03′49″ 土 140*110 5 沼田市高橋場町４８９８ 64 E5 必要 443 54SUF26925844

沼田-8 白沢町農民広場 36°39′53″ 139°08′04″ 転圧土 100*80 2 沼田市白沢町高平１０５ 64 G5 必要 550 54SUF33275930

沼田-9 沼田市立利根中学校 36°41′51″ 139°12′43″ 転圧土 100*60 4 沼田市利根町追貝３３４ 65 A4 必要 606 54SUF40276280

沼田-10 みなかみ町湯原町営駐車場 36°45′50″ 138°58′06″ 土 170*110 4 みなかみ町湯原甲１６８１ 64 B1 必要 467 54SUF18667060

沼田-11 月夜野総合公園ふれあい広場 36°40′42″ 138°59′25″ アスファルト 85*55 2 みなかみ町月夜野９８－２ 64 B4 367 54SUF20426107 非公共用ヘリポート

沼田-12 月夜野中学校野球グランド 36°40′43″ 138°59′21″ 芝地、砂地 115*70 2 みなかみ町月夜野８０ 64 B4 必要 368 54SUF20326110

沼田-13 みなかみ町ヘリポート 36°44′38″ 138°56′38″ アスファルト 50*50 1 みなかみ町寺間地内 64 A2 796 54SUF16436843 非公共用ヘリポート

沼田-14 奈良俣ダム 36°52′57″ 139°05′13″ アスファルト 50*45 1 みなかみ町藤原字洗ノ沢６３２２－２４ 66 E1 930 54SUF29518354

沼田-15 みなかみ町新治中央運動公園 36°42′40″ 138°53′55″ 転圧土 114*94 4 みなかみ町須川１３６２－１ 63 G3 必要 500 54SUF12306488

沼田-16 みなかみ町大穴多目的広場 36°47′51″ 138°59′10″ 土 110*85 3 みなかみ町大穴２７０－３ 66 B5 必要 557 54SUF20327430

沼田-17 宝台樹スキー場第３駐車場 36°50′16″ 139°04′33″ アスファルト 50*40 2 みなかみ町藤原字名倉３８３９－１ 66 E3 873 54SUF28427860

沼田-18 みなかみ町町営駐車場（土合駐車場） 36°50′03″ 138°57′50″ アスファルト 100*90 2 みなかみ町湯桧曽字湯吹山11 66 A3 715 54SUF18437841

沼田-19 みなかみ町立新治中学校 36°41′22″ 138°55′31″ 土 130*80 3 みなかみ町布施２３８ 63 H4 必要 450 54SUF14636242

沼田-20 みなかみ町立新治小学校 36°41′01″ 138°56′06″ 土 110*60 2 みなかみ町新巻２０８ 64 A4 必要 441 54SUF15496176

沼田-21 昭和村総合運動公園 36°37′28″ 139°05′32″ 芝地 200*200 5 昭和村糸井５９１８ 60 B1 576 54SUF29415490 ◯

沼田-22 昭和村立昭和東小学校 36°38′36″ 139°04′34″ 土 150*100 2 昭和村糸井１２７８ 64 E6 必要 367 54SUF28015703

沼田-23 昭和村立昭和南小学校 36°36′53″ 139°02′48″ 土 150*80 2 昭和村川額１１５ 59 G2 必要 314 54SUF25315391

沼田-24 関越自動車道赤城高原ＳＡ 36°36′09″ 139°03′35″ 芝地 20*20 1 昭和村森下１６４４－１ 59 H3 476 54SUF26455253 非公共用ヘリポート

沼田-25 川場村立川場小学校 36°41′42″ 139°06′23″ 土 130*55 2 川場村谷地２４０２ 64 F4 必要 536 54SUF30836270

沼田-26 鳩待 36°53′21″ 139°12′04″ 転圧砂 100*47 1 片品村戸倉地内 67 A1 必要 1,591 54SUF39708408

沼田-27 片品ヘリポート 36°46′46″ 139°13′45″ アスファルト 25*20 1 片品村越本字太田向１１ 67 B6 784 54SUF41977186 非公共用ヘリポート

沼田-28 戸倉運動場 36°49′44″ 139°14′35″ 転圧土 115*105 3 片品村戸倉字開１ 67 B4 必要 910 54SUF43317733

館林-1 館林城ゆめひろば 36°14′38″ 139°32′36″ 芝地 170*232 12 館林市城町１－１ 33 G5 20 54SUF69121198 ◯

館林-2 青少年広場 36°15′58″ 139°34′19″ 芝地・土 560*90 16 館林市大島町４６５９ 34 A4 21 54SUF71721441

館林-3 板倉中央公園 36°13′39″ 139°36′14″ 芝地 100*140 4 板倉町板倉２７４２－４４ 26 C1 14 54SUF74531008

館林-4 板倉町立板倉中学校 36°13′43″ 139°36′07″ 転圧土 114*121 3 板倉町板倉２７７０ 26 C1 必要 16 54SUF74351021

館林-5 東部運動公園 36°12′08″ 139°27′50″ 芝地 110*140 10 千代田町上五箇６００-1 25 B3 必要 21 54SUF61900747 ◯

館林-6 くらかけ公園 36°13′44″ 139°27′05″ 芝地 105*105 4 千代田町赤岩２７１４ 25 B1 24 54SUF60821044

館林-7 利根川総合運動場 36°11′48″ 139°30′18″ 芝地 110*80 3 明和町大輪２０７３番地先 25 E4 22 54SUF65590681

館林-8 明和町立明和中学校 36°12′32″ 139°32′16″ 転圧土 150*110 4 明和町新里２９８－１ 25 G3 必要 18 54SUF68550810

館林-9 鶉農村広場 36°15′57″ 139°29′16″ 芝地 200*100 6 邑楽町鶉１３１８－１ 33 D4 25 54SUF64161449

館林-10 邑楽町青少年広場 36°14′27″ 139°27′30″ 芝地 87*110 4 邑楽町篠塚１４11－２ 33 B6 24 54SUF61471176

渋川-1 赤城総合運動自然公園野球場 36°32′17″ 139°03′18″ 芝地・土 120*130 5 渋川市赤城町津久田４２０６ 57 H3 必要 455 54SUF25894540 ◯
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【別表第１０】渋川-2 伊香保温泉長峰ヘリポート 36°29′54″ 138°54′17″ アスファルト 20*25 1 渋川市伊香保町湯中子９９１－２０ 46 G1 870 54SUF12344129 非公共用ヘリポート

渋川-3 坂東橋緑地公園ソフトボール場 36°27′40″ 139°02′04″ 芝地・土 115*130 5 渋川市半田２８３６－１ 51 G4 必要 150 54SUF23873689

渋川-4 有馬野球場 36°28′27″ 139°00′14″ 芝地・土 100*100 3 渋川市有馬１６７ 51 E3 必要 178 54SUF21173839

渋川-5 吾妻川公園野球場 36°31′10″ 138°59′50″ 土 90*70 3 渋川市金井２２６ 57 D5 必要 194 54SUF20674344

渋川-6 総合公園陸上競技場 36°29′25″ 138°56′28″ 芝地 70*105 6 渋川市渋川４２３０ 51 A1 611 54SUF15584030 ◯

渋川-7 伊香保町屋外運動場 36°30′23″ 138°56′09″ 土 90*90 3 渋川市伊香保町伊香保５２８－５１ 57 A6 必要 578 54SUF15174215

渋川-8 小野上運動公園 36°32′55″ 138°56′53″ 土 200*45 7 渋川市小野子字外河原１８２２ 57 A2 必要 250 54SUF16344675

渋川-9 子持総合運動場 36°32′43″ 139°00′17″ 土 105*65 5 渋川市中郷２６７９－９～１６ 57 E2 必要 376 54SUF21404628

渋川-10 北橘総合運動場 36°28′36″ 139°01′46″ 土 85*95 4 渋川市北橘町大字真壁字筒場島６５９－１ 51 F3 必要 154 54SUF23463864

渋川-11 吉岡町緑地運動公園 36°26′53″ 139°02′09″ 芝地 70*130 5 吉岡町漆原地内２６４２－１ 51 G5 必要 136 54SUF23983546 ◯

渋川-12 渋川スカイランドパーク第4駐車場 36°30′19″ 138°57′51″ アスファルト 138*64 1 渋川市金井2843-39 57B6 457 54SUF17684192

藤岡-1 庚申山総合公園 36°14′00″ 139°04′08″ 芝地 140*100 5 藤岡市藤岡２６２３－１ 30 A6 101 54SUF26451155

藤岡-2 神流川運動場 36°15′01″ 139°06′11″ 転圧土 370*119 4 藤岡市上戸塚７８８ 30 C5 74 54SUF29561337

藤岡-3 藤岡市浄法寺スポーツ公園 36°11′41″ 139°03′44″ 芝地・砂地 110*80 3 藤岡市浄法寺１００６ 21 H4 必要 109 54SUF25770728

藤岡-4 藤岡総合運動公園 36°12′43″ 139°03′07″ 芝地 200*100 9 藤岡市三本木５３０ 21 H3 150 54SUF24880921

藤岡-5 烏川緑地スポーツ広場 36°17′12″ 139°05′21″ 芝地 150*100 5 藤岡市立石１６６７ 30 B2 66 54SUF28391743 ◯

藤岡-6 藤岡市立西中学校 36°14′18″ 139°03′04″ 土 135*85 4 藤岡市上大塚６３９ 29 H6 必要 107 54SUF24871214

藤岡-7 藤岡市立藤岡第一小学校 36°14′29″ 139°04′29″ 土 130*80 4 藤岡市藤岡１８４８－２ 30 A6 必要 92 54SUF26991244

藤岡-8 藤岡市鬼石総合グランド 36°08′59″ 139°02′45″ 土 150*100 3 藤岡市譲原３９ 18 D1 必要 143 54SUF24190232

藤岡-9 藤岡市立鬼石中学校 36°09′33″ 139°03′44″ 土 170*90 4 藤岡市鬼石２３５－１ 18 D1 必要 139 54SUF25690334

藤岡-10 高崎市吉井運動公園多目的広場 36°15′58″ 138°59′55″ 芝地 200*100 7 高崎市吉井町池１６６０ 29 D4 97 54SUF20211532 ◯

藤岡-11 高崎市立吉井中央中学校 36°14′54″ 138°59′19″ 土 150*85 2 高崎市吉井町吉井５８１ 29 D5 必要 150 54SUF19271336

藤岡-12 吉井分屯地ヘリポート 36°16′18″ 139°01′02″ 土 60*55 1 高崎市吉井町馬庭２５２９ 29 E3 必要 186 54SUF21901590 非公共用ヘリポート

藤岡-13 みかぼ高原荘グランド 36°08′37″ 138°54′45″ 土 100*80 4 神流町生利２２１２－５ 17 H2 必要 925 54SUF12180189

藤岡-14 神流町総合グランド 36°07′04″ 138°55′59″ 土 110*55 2 神流町麻生甲１２７ 17 H3 必要 316 54SUE13979899

藤岡-15 神流町立万場小学校 36°06′58″ 138°54′54″ 土 90*45 2 神流町万場甲８４ 17 H3 必要 344 54SUE12349884

藤岡-16 神流町立中里中学校 36°05′30″ 138°49′42″ 土 85*45 1 神流町神ヶ原４２２ 17 E4 必要 327 54SUE13379875

藤岡-17 神流町宮地グランド 36°05′17″ 138°51′03″ 土 70*56 1 神流町神ヶ原甲１５６９ 17 F4 必要 414 54SUE06509585

藤岡-18 平原ヘリポート 36°05′34″ 138°48′58″ アスファルト 45*28 1 神流町平原１１１番地 17 E4 467 54SUE03389644 非公共用ヘリポート

藤岡-19 上野村ヘリポート 36°04′45″ 138°47′42″ アスファルト 80*45 1 上野村勝山６６０ 17 D4 480 54SUE01459497 非公共用ヘリポート

藤岡-20 上野村山村広場 36°04′58″ 138°46′24″ 土 90*60 2 上野村川和地内 17 C4 必要 512 54STE99519542

藤岡-21 上野村立上野小学校 36°05′05″ 138°47′08″ 土 65*60 2 上野村新羽３２ 17 D4 必要 490 54SUE00619561

富岡-2 もみじ平総合公園北ゾーン 36°16′34″ 138°51′59″ 芝地 300*180 2 富岡市上黒岩1073-1 28 D3 203 54SUF08361668 ◯

富岡-3 妙義運動場 36°17′27″ 138°47′57″ 土 110*60 2 富岡市妙義町古立169 27 H1 必要 247 54SUF02361845

富岡-4 日本光電 富岡第二工場 36°15′40″ 138°54′14″ 芝地 160*40 2 富岡市富岡2027-1 28 F4 157 54SUF11691494

富岡-5 甘楽町陸上競技場 36°14′32″ 138°56′09″ 芝地 85*85 3 甘楽町白倉1355 28 H6 182 54SUF14511279

富岡-6 甘楽総合公園 36°13′26″ 138°55′06″ 芝地・土 78*70 3 甘楽町小幡1343 20 G1 必要 192 54SUF12901079

富岡-7 中之岳第三駐車場 36°16′50″ 138°44′18″ 転圧土 90*50 2 下仁田町上小坂１２４４－２１ 27 D2 696 54STF96841744

富岡-8 ほたる山公園駐車場 36°12′15″ 138°47′13″ 転圧土 80*23 2 下仁田町吉崎722 19 G3 316 54SUF01040886

富岡-9 サンスポーツランド（多目的広場） 36°14′18″ 138°41′08″ 転圧土 90*90 3 下仁田町南野牧7481 27 A6 必要 413 54STF92011286

富岡-10 なんもくヘリポート 36°09′34″ 138°43′25″ アスファルト・土 115*105 2 南牧村大日向1695 17 B1 828 54STF95230403
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【別表第１０】富岡-11 南牧村活性化センター駐車場 36°10′00″ 138°43′45″ ペトン 47*47 1 南牧村磐戸207 19 C1 353 54STF95750482

富岡-12 高原グランド 36°12′02″ 138°42′11″ 転圧土 90*90 3 南牧村大塩沢2361-1 19 B3 必要 609 54STF93490863

富岡-13 旧馬山
マ ヤ マ

小グラウンド 36°13′43″ 138°48′27″ 砂地 120*100 下仁田町馬山2697-1 19 H1 220 54SUF02951153

吾妻-1 中之条町民運動場（河川敷運動場） 36°34′50″ 138°51′06″ 砂地 180*50 4 中之条町伊勢町地内 56 F3 必要 318 54SUF07795049

吾妻-2 中之条町立中之条小学校 36°35′19″ 138°51′05″ 砂地 65*40 2 中之条町伊勢町１０３５ 56 F3 必要 355 54SUF07785138

吾妻-3 沢田グランド 36°36′53″ 138°47′44″ 土 120*95 4 中之条町下沢渡５７５ 56 D1 必要 430 54SUF02855439

吾妻-4 中之条町総合運動場 36°35′53″ 138°50′58″ 砂地 110*90 5 中之条町伊勢町１４００ 56 F2 必要 452 54SUF07635243

吾妻-5 シルクパーク 36°35′17″ 138°50′01″ 芝地 90*80 4 中之条町西中之条２５０－１ 56 E3 379 54SUF06195136

吾妻-7 草津町立草津中学校 36°37′12″ 138°35′25″ 土 120*110 4 草津町草津４６１ 55 E1 必要 1,212 54STF84515542

吾妻-8 草津町天狗山第５駐車場 36°37′43″ 138°35′18″ アスファルト 170*55 4 草津町草津字白根　国有林内５８林班チ８小班 55 E1 1,243 54STF84365638 ◯

吾妻-9 東吾妻スポーツ広場（総合グランド） 36°34′28″ 138°50′07″ 芝地・土 135*80 5 東吾妻町大字原町２８１ 56 E3 334 54SUF06304984 ◯

吾妻-10 東総合運動場 36°33′26″ 138°53′48″ グリーンダスト・砂地 125*80 5 東吾妻町大字新巻１９６１ 56 G4 必要 280 54SUF11764781

吾妻-11 東吾妻町立坂上小学校 36°30′34″ 138°45′09″ 土 100*60 4 東吾妻町本宿389 56 C6 必要 550 54STF98734280

吾妻-12 北軽井沢ふれあい広場 36°28′23″ 138°35′07″ アスファルト・土 100*110 5 長野原町北軽井沢1990 45 E2 必要 1,068 54STF83653913

吾妻-13 西吾妻福祉病院ヘリポート 36°33′22″ 138°36′21″ アスファルト 33*35 1 長野原町大津７４６－４ 55 F4 771 54STF85724829 非公共用ヘリポート

吾妻-14 長野原町立北軽井沢小学校 36°27′42″ 138°35′36″ 土 100*100 3 長野原町北軽井沢１９２４－４４ 45 E2 必要 1,099 54STF84343784

吾妻-15 長野原町立西中学校 36°30′10″ 138°35′19″ 土 110*90 3 長野原町応桑１５４３－３１０ 45 E1 必要 970 54STF84034242

吾妻-16 六合ヘリポート 36°35′08″ 138°37′22″ コンクリート・アスファルト 100*35 1 中之条町太子２４０－３ 55 F3 695 54STF87325152 非公共用ヘリポート

吾妻-17 六合総合運動場 36°36′13″ 138°38′14″ 砂地 125*65 4 中之条町生須５３５ 55 G2 必要 756 54STF88665350

吾妻-18 旧・入山小学校グランド 36°38′44″ 138°38′54″ 砂地 100*55 2 中之条町入山１５７３－３ 62 G6 必要 837 54STF89775812

吾妻-19 万座温泉駐車場 36°38′01″ 138°30′35″ 砂地 95*40 3 嬬恋村干俣字熊四郎山２４０１ 55 C1 1,691 54STF77345711

吾妻-20 嬬恋村総合グランド（芦生田） 36°32′20″ 138°33′31″ 土 165*90 2 嬬恋村芦生田地内 55 D5 必要 754 54STF81454649 ◯

吾妻-21
パルコール嬬恋スキー場バラギゲ
レンデ駐車場

36°32′60″ 138°28′02″ 砂地 82*130 6 嬬恋村干俣２４０１ 55 B4 必要 1,457 54STF73164859

吾妻-22 嬬恋村立東部こども園 36°30′28″ 138°33′07″ 土 75*65 3 嬬恋村鎌原１３３９ 55 D6 必要 965 54STF80764305

吾妻-23 嬬恋村立嬬恋中学校 36°30′26″ 138°30′50″ 土 95*80 2 嬬恋村大笹１６５４－１ 55 C6 必要 922 54STF77354308

吾妻-24 県立北毛青少年自然の家グランド 36°35′22″ 138°57′48″ 土 170*85 3 高山村中山６８５３－２３ 59 B4 必要 685 54SUF17805127

吾妻-25 高山村立高山小学校 36°37′17″ 138°56′49″ 砂地 100*70 2 高山村中山２７９２－１ 59 A2 必要 527 54SUF16415483

吾妻-26 高山村立高山中学校 36°37′37″ 138°56′43″ 砂地 120*100 3 高山村中山３７５０－１ 59 A1 必要 551 54SUF16275545

吾妻-27 吾妻広域消防本部 36°3４′２２″ 138°51′52″ コンクリート 109＊６８ 1 東吾妻町大字植栗１１７４－１ ５６ F3 359 54SUF08934962
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【別表第１１】

ガソリン 33,000

軽油 5,800

ガソリン 55,000

軽油 10,000

ガソリン 90,000

軽油 60,000

ガソリン 45,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 60,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 33,600

軽油 4,800

ガソリン 45,000

軽油 85,000

ガソリン 62,000

軽油 14,000

ガソリン 14,000

軽油 ######

ガソリン 30,000

軽油 20,000

ガソリン 24,700

軽油 9,500

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 49,000

軽油 19,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 14,250

軽油 4,750

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 28,800

軽油 9,600

ガソリン 60,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

22 前橋市消防局

23 前橋市消防局 ㈱三山石油桂萱エスエス 堀之下町４５３番地１ 可 027-269-9611

21 前橋市消防局 ハートステーション　ポパイ 亀泉町２６６番地３ 可

セルフ

027-210-1101

LOCOENE前橋店 堀之下町２３１番地１ 否 027-260-3180

セルフ

18 前橋市消防局

027-269-2297

20 前橋市消防局 ㈱ジェイ・クエスト前橋店 上泉町６８１番地６ 否

19 前橋市消防局 ㈲閑野商会 上泉町１００９番地２ 可 027-269-5511

17 前橋市消防局 両毛丸善㈱三俣ＳＳ 西片貝町４丁目６番地６ 可

027-230-1352

カナイ石油㈱前橋東部BP 西片貝町５丁目１９番地２ 可 027-224-1889

ｾﾙﾌ

14 前橋市消防局

027-221-6446

16 前橋市消防局 両毛丸善㈱ｾﾙﾌ西片貝 西片貝町１丁目３２６番地１ 可

15 前橋市消防局 JA全農　芳賀給油所 鳥取町７９０番地４ 否 027-269-3131

13 前橋市消防局 前橋トラック事業協同組合 力丸町４７０番地１ 可

027-290-3520

㈱三山石油芳賀ＳＳ 端気町４０２番地８ 可 027-269-1271

セルフ

24時間営業

10 前橋市消防局

027-265-2121 セルフ

12 前橋市消防局
㈱ジェイ・クエスト前橋みな
み店

新堀町４７番地１ 否

11 前橋市消防局
㈱ENEOSウイング高崎イン
ター東TS

亀里町３７３番地１ 可 027-265-6161

9 前橋市消防局
中央シェル石油販売㈱ｸﾞ
ﾘｰﾝﾒｲﾄ広瀬

広瀬町１丁目２９番地１ 可

027-266-2178

㈱第一石油 広瀬町２丁目２番地１ 可 027-263-1443

セルフ

6 前橋市消防局

027-261-8777

8 前橋市消防局 ㈲大原石油 山王町２丁目４０番地７ 可

7 前橋市消防局
群馬自動車燃料販売㈱前
橋西善

西善町７８２番地７ 可 027-266-9191

5 前橋市消防局
㈱ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ北関東カ
ンパニー　前橋南SS

南町４丁目５２番地７ 可

24時間営業

027-224-7639

㈱東日本宇佐美前橋南ｲﾝ
ﾀｰ

西善町６６０番地１ 可 027-266-8001

2 前橋市消防局

027-243-0707 セルフ

4 前橋市消防局
中央シェル石油販売㈱セ
ルフ文京

文京町２丁目３番３号 可

所在地 貯蔵場所以外
への調達可否 連絡電話番号

3 前橋市消防局 両毛丸善㈱六供ＳＳ 六供町１丁目１６番地１ 可 027-224-9025

大手町２丁目２番１０号 可 027-224-1171

027-231-1490

三山石油㈱大手町ＳＳ

赤城興産㈱赤城通り給油
所

住吉町２丁目４番７号 可

陸上隊　燃料補給場所

番号 管轄消防本部 事業所名
燃料
種類

備　考

1

貯蔵量
（㍑）

前橋市消防局
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【別表第１１】

ガソリン 66,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 25,000

ガソリン 19,200

軽油 9,600

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 20,000

ガソリン 38,000

軽油 9,500

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 20,000

ガソリン 45,000

軽油 30,000

ガソリン 49,200

軽油 9,800

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 30,000

軽油 40,000

ガソリン 47,500

軽油 18,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 64,000

軽油 12,000

ガソリン 29,100

軽油 9,700

ガソリン 64,000

軽油 14,000

ガソリン 48,000

軽油 20,000

ガソリン 60,000

軽油 10,000

ガソリン 28,500

軽油 19,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000
46 前橋市消防局

45 前橋市消防局
株式会社サンワパラーダ
野中給油所

野中町３２番地１ 可

セルフ
24時間営業

027-226-1930

㈱ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ北関東カ
ンパニー Dr.Driveｾﾙﾌ前橋
野中店

野中町１７番地１ 可 027-287-1250

セルフ
24時間営業

42 前橋市消防局

027-261-0132

44 前橋市消防局
㈱ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ北関東カ
ンパニーDr.Driveｾﾙﾌ前橋
天川大島

天川大島町１０１番地１ 可

43 前橋市消防局 ㈱三山石油天川エスエス 天川大島町１０７６番地１ 可 027-263-2010

41 前橋市消防局
㈱ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ北関東カ
ンパニー Dr.DriveｾﾙﾌR17
前橋荒牧店

荒牧町２丁目３４番地１ 可

セルフ

027-231-8390

群馬商事㈱オアシスフ前
橋北ＳＳ

青梨子町１７３２番地 可 027-252-6614

セルフ
24時間営業

24時間営業

38 前橋市消防局

027-2８９-９１１１
セルフ

24時間営業

40 前橋市消防局
㈱サンワパラーダ下小出
給油所

下小出町３丁目１３番地５ 可

39 前橋市消防局
カナイ石油㈱R17前橋下小
出

下小出町３丁目１４番地１５ 可 027-232-6749

37 前橋市消防局 ㈱三山石油問屋町ＳＳ 問屋町１丁目３番地４ 可

セルフ

027-226-5502

関東礦油㈱サービスショッ
プ問屋町店

問屋町２丁目１番地３ 可 027-253-2956

セルフ

セルフ

34 前橋市消防局

027-251-1911

36 前橋市消防局
株式会社ジェイ・クエスト前
橋元総社店

総社町総社３０９２番地３ 否

35 前橋市消防局
ペトロエナジー㈲セルフ新
前橋ＳＳ

下石倉町２７番地１ 可 027-251-3553

33 前橋市消防局
両毛丸善㈱前橋元総社Ｓ
Ｓ

元総社町１丁目２番地１ 可

027-251-8578

カナイ石油㈱中央大橋ＳＳ 石倉町５丁目１２番地２ 可 027-251-5299

30 前橋市消防局

027-253-3125

32 前橋市消防局
カナイ石油㈱前橋西給油
所

元総社町９３５番地１５ 可

31 前橋市消防局 群馬中央石油㈱ 元総社町６３３番地１ 可 027-251-5422

29 前橋市消防局
㈱ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱ北関東カ
ンパニー Dr.Driveｾﾙﾌ新前
橋店

元総社町５７５番地１ 可

24時間営業

027-251-2159

㈱サンワパラーダ前橋イン
ター給油所

元総社町５２１番地５ 可 027-252-2168

26 前橋市消防局

027-251-2500
セルフ

24時間営業

28 前橋市消防局 カナイ石油㈱新前橋ＳＳ 元総社町１１０番地３ 可

27 前橋市消防局 小野里石油㈱ 江田町６０５番地 可 027-251-0387

25 前橋市消防局
関東礦油㈱サービスショッ
プ大利根

下新田町２３３番地 可

027-225-7100

コスモ石油販売㈱北関東
カンパニー新前橋

古市町１丁目１２番地３ 可 027-253-5366

セルフ
24時間営業

027-251-5398 セルフ

24 前橋市消防局
株式会社サンワ　セルフ前
橋川曲店

川曲町５２２番地１ 可
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【別表第１１】

ガソリン 40,000

軽油 60,000

ガソリン 20,000

軽油 10,000

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 63,000

軽油 60,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 30,000

ガソリン 50,000

軽油 30,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 45,000

軽油 30,000

ガソリン 39,200

軽油 9,800

ガソリン 21,000

軽油 15,000

ガソリン 13,400

軽油 5,800

ガソリン 38,000

軽油 10,000

ガソリン 62,000

軽油 14,000

ガソリン 13,300

軽油 5,700

ガソリン 27,000

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 15,000

ガソリン 23,800

軽油 10,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 9,500

軽油 9,500
027-288-2890

セルフ

66 前橋市消防局

68 前橋市消防局 赤城商事㈲ 富士見町小暮２４２０番地１６０ 可

67 前橋市消防局 JA全農群馬　富士見支所 富士見町小沢３０１番地 否 027-288-6790

65 前橋市消防局 ㈱ジェイ・クエスト富士見店 富士見町原之郷６６９番地１ 否

027-285-4411

㈱三山石油富士見エスエ
ス

富士見町原之郷９４８番地１ 可 027-288-6561

62 前橋市消防局

027-230-5055 セルフ

64 前橋市消防局 ㈲吉田石油 粕川町女渕１１０２番地４ 可

63 前橋市消防局 JA全農群馬　粕川給油所 粕川町女渕１６２番地 否 027-285-5159

61 前橋市消防局 ㈲小野里商店 鼻毛石町６３８番地３ 可

027-283-0555

JA全農群馬　宮城給油所 鼻毛石町２０１番地３ 否 027-212-2123

セルフ
24時間営業

58 前橋市消防局

027-283-3584

60 前橋市消防局
株式会社サンワパラーダ
前橋大胡バイパスＳ

樋越町７１４番地５ 可

59 前橋市消防局 ㈲マルエ石油 樋越町４８４番地 可 027-283-2595

57 前橋市消防局 有限会社　町田石油店 堀越町１０８５番地 可

027-283-3463

ハートステーションポパイ
河原浜給油所

河原浜町２３番地１ 可 027-289-2385

セルフ
24時間営業

セルフ

54 前橋市消防局

027-283-2243

56 前橋市消防局
コスモ石油販売㈱北関東
カンパニー　大胡

茂木町１１５７番地１ 可

55 前橋市消防局 関東礦油㈱セルフ大胡店 茂木町１１４番地３ 可 027-283-0011

53 前橋市消防局
群馬県トラック事業協同組
合

下大島町２１番地１ 可

027-267-0980

㈱三山石油大胡エスエス 茂木町２９４番地３ 可 027-283-9933

セルフ

50 前橋市消防局

027-263-1６４３ セルフ

52 前橋市消防局 関東礦油㈱セルフ駒形店 小屋原町９７２番地１３ 可

51 前橋市消防局
サンケイ石油㈱Ｒ50前橋
東ＳＳ

笂井町２８番地１ 可 027-261-9300

49 前橋市消防局 JA全農群馬 荒砥給油所 荒子町３３８番地２ 否

027-268-2547

両毛丸善㈱前橋東大室SS 東大室町１１０番地１ 可 027-230-3040

24時間営業

027-268-6311

48 前橋市消防局 ㈲木村商店 下大屋町３３７番地２ 可

47 前橋市消防局
㈱東日本宇佐美　50号前
橋ＳＳ

小島田町１７７番地１ 可 027-263-7011
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【別表第１１】

ガソリン 21,850

軽油 16,150

ガソリン

軽油

ガソリン

軽油

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 56,000

軽油 12,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 83,000

軽油 22,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 39,200

軽油 9,800

ガソリン 49,500

軽油 19,800

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000
81 高崎市等広域消防局

群馬自動車燃料販売(株)
京ヶ島通り給油所

高崎市西島町７２ 否 ０２７－３５２－３１４８

80 高崎市等広域消防局 (株)ヨコタ
高崎市柴崎町１１７７－
２

可 ０２７－３５２－６７８４

79 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
倉賀野バイパス給油所

高崎市倉賀野町２９１２ 可 ０２７－３４６－１３６９

78 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
北高崎給油所

高崎市上並榎町３７０ 可 ０２７－３６１－８０６０

77 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
セルフ小八木給油所

高崎市小八木町１２０３ 否 ０２７－３６１－５５３３ セルフ

74 前橋市消防局

76 前橋市消防局
㈱清水石油東部バイパス
店

三俣町３丁目１２番１７号 否 027-233-0833

75 前橋市消防局
㈱清水石油前橋南イン
ターセルフステーション

西善町７２３番地１ 否 027-280-8338

高崎自動車販売㈱前橋南
インターＳＳ

宮地町２４７番地３ 否 027-265-1718

セルフ

セルフ

セルフ

73 前橋市消防局 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ前橋 亀里町１３１０番地 否 027-212-5535

セルフ

70 前橋市消防局

72 前橋市消防局
株式会社ジェイ・クエスト前
橋岩神店

岩神町２丁目５８９番２号 否 027-289-9064

71 前橋市消防局 群馬商事㈱セルフ富士見 富士見町時沢８０６番地１ 可 027-288-0720

69 前橋市消防局 ㈱オザワ 富士見町赤城山１２０３番地 可

㈱サンワパラーダ前橋朝
倉町

前橋市朝倉町８９１番地１ 可 027-289-8651

027-288-2010
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【別表第１１】

ガソリン 49,000

軽油 19,600

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 10,097

軽油 9,500

ガソリン 50,000

軽油 15,000

ガソリン 32,000

軽油 10,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 40,000

ガソリン 29,400

軽油 19,600

ガソリン 60,000

軽油 12,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 105,000

軽油

ガソリン 24,000

軽油 16,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 28,500

軽油 19,000

ガソリン 58,000

軽油 10,000

ガソリン 41,800

軽油 9,500

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 45,000

軽油 30,000

91

セルフ０２７－３７０－７５１１否高崎市貝沢町３５７－２
鈴木燃料(株)
高崎環状セルフ給油所

高崎市等広域消防局94

102 桐生市消防本部
両毛丸善（株）
桐生相生給油所

桐生市相生町2-908 可 0277-52-2281

101 桐生市消防本部
カナイ石油（株）
桐生相生給油所

桐生市相生町1-301 可 0277-54-8001

100 桐生市消防本部 コバトラ石油（株） 桐生市稲荷町3-44 可 0277-44-5822

セルフ99 高崎市等広域消防局
（株）サンワ
パラーダ安中中央給油所

安中市安中3511-1 否 ０２７－３８２－５６２２

98 高崎市等広域消防局 佐藤燃料株式会社 安中市安中３８６６ 可 ０２７－３８１－１１１１

97 高崎市等広域消防局
田村燃料(有)
磯部給油所

安中市下磯部３５２－１ 可 ０２７－３８５－８２０８

96 高崎市等広域消防局
碓氷安中農業協同組合
本所給油所

安中市原市６３４－１ 可 ０２７－３８２－０３５６

95 高崎市等広域消防局
有限会社石川石油
上芝給油所

高崎市箕郷町上芝１１４
２番地

可 ０２７－３７１－２３８０

93 高崎市等広域消防局
赤尾商事
高崎南給油所

高崎市上佐野町２８２－
１

可 ０２７－３２３－４４１３

92 高崎市等広域消防局
赤尾商事
観音山給油所

高崎市片岡町３－１－１ 否 ０２７－３２２－１８８５

高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
高前バイパス給油所

高崎市中尾町１５ 否 ０２７－２５１－０６８１

90 高崎市等広域消防局
ＥＮＥＯＳウイング
安中ＴＳ給油所

安中市郷原１３２９－５ 否 ０２７－３８５－０１６６

セルフ

89 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
安中給油所

安中市原市６１２－２ 否 ０２７－３８１－１１１２

88 高崎市等広域消防局
全農群馬
はぐくみ西部給油所

高崎市上里見町１－１ 可 ０２７－３７４－００３７

87 高崎市等広域消防局
(有)中村石油
群馬町給油所

高崎市三ツ寺町１１８４
－１

可 ０２７－３７３－０１５９ セルフ

86 高崎市等広域消防局
新日本興産(株)
箕郷給油所

高崎市箕郷町上芝２５８ 否 ０２７－３７１－４８９８

85 高崎市等広域消防局
全農ぐんま
はぐくみ倉渕給油所

高崎市倉渕町三ノ倉３７
３－１

可 ０２７－３４０－６０１０

84 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
高崎駅東口給油所

高崎市岩押町６－２ 否 ０２７－３２６－２３１２

83 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
大八木給油所

高崎市大八木町６５４－
１

否 ０２７－３６２－３１４３

82 高崎市等広域消防局
群馬自動車燃料販売(株)
中央通り給油所

高崎市飯塚町４８１ 可 ０２７－３６２－５５４１
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【別表第１１】

ガソリン 48,700

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 26,600

軽油 19,200

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 25,000

軽油 10,000

ガソリン 19,000

軽油 5,000

ガソリン 40,000

軽油 36,700

ガソリン 38,400

軽油 9,600

ガソリン 9,500

軽油 9,500

ガソリン 14,000

軽油 6,000

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 90,000

軽油 60,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 58,000

軽油 10,000

ガソリン 20,000

軽油 9,500

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 29,100

軽油 19,300

ガソリン 24,000

軽油 14,000

ガソリン 20,000

軽油 10,000

ガソリン 29,000

軽油 19,500

ガソリン 40,000

軽油 20,000
127 伊勢崎市消防本部

佐波郡玉村町上之手
1579

否 0270-65-1056

126 伊勢崎市消防本部 ㈲宮下石油
佐波郡玉村町福島
1240-4

否 0270-65-7777

125 0270-76-0713㈲長沼石油 伊勢崎市境上渕名1301 否伊勢崎市消防本部

サンケイ石油㈱

124 伊勢崎市消防本部 ㈲小保方石油 伊勢崎市八寸町4940 否 0270-62-1600

0270-62-0334

伊勢崎市消防本部 茂木石油 伊勢崎市野町36-1

123 伊勢崎市消防本部 ㈲大森商店
伊勢崎市赤堀今井町
一丁目187-1

122 0270-62-2212

120 伊勢崎市消防本部

121 伊勢崎市消防本部 中村石油店 伊勢崎市下触町659-19 否 0270-62-1321

㈱サンワ
パラーダ伊勢崎南

伊勢崎市連取町
2361-24

否 0270-25-8167

否

118 伊勢崎市消防本部

119 伊勢崎市消防本部
㈱サンワ　パラーダ
フレスポ伊勢崎

伊勢崎市南千木町
2386-2

否 0270-40-6028

伊勢崎市堀口町924-1 否 0270-31-1411

116 伊勢崎市消防本部

117 伊勢崎市消防本部
両毛丸善㈱
伊勢崎長沼SS

伊勢崎市長沼町666-3 否 0270-32-6121

115 伊勢崎市消防本部

伊勢崎市今泉町一丁目
6-1

否

協同石油㈲
伊勢崎市西上之宮町
138-1

0270-25-2927

両毛丸善㈱
伊勢崎下植木SS

0270-24-7814

両毛丸善㈱
伊勢崎堀口SS

新規114 桐生市消防本部
新井商事（有）
神戸給油所

みどり市東町神戸398-1 可 0277-97-2533

新規

113 桐生市消防本部 （株）シーワイエム 桐生市新里町新川4021 可 0277-74-6611 新規

112 桐生市消防本部
両毛丸善（株）
大間々給油所

みどり市大間々町
大間々941

可 0277-72-1715

新規

111 桐生市消防本部 （有）長沢石油 桐生市天神町3-15-16 可 0277-22-9160 新規

110 桐生市消防本部 （有）遠藤石油店 桐生市相生町3-431-1 可 0277-54-5606

新規

109 桐生市消防本部
丹羽石油（株）
琴平給油所

桐生市琴平町6-25 可 0277-44-1901 新規

108 桐生市消防本部
丹羽石油（株）
桐生広沢給油所

桐生市広沢町4-2451-3 可 0277-54-1541

107 桐生市消防本部 （有）十一屋商店
桐生市黒保根町
水沼91-1

可 0277-96-2221

106 桐生市消防本部
関東日石（株）
大間々給油所

みどり市大間々町
大間々611-6

可 0277-72-2723

105 桐生市消防本部 （株）村田石油
みどり市大間々町
大間々1748-1

可 0277-73-5131

104 桐生市消防本部
カナイ石油（株）
大間々桐生給油所

みどり市大間々町
大間々413-1

可 0277-72-1801

103 桐生市消防本部
カナイ石油（株）
桐生給油所

桐生市新宿3-11-4 可 0277-44-8965
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【別表第１１】

ガソリン 58,000

軽油 18,000

ガソリン 60,000

軽油 15,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 48,000

軽油 78,000

ガソリン 50,000

軽油 40,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 49,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 20,000

軽油 9,500

ガソリン 38,000

軽油 9,500

ガソリン 23,500

軽油 6,000

ガソリン 24,000

軽油 16,000

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 58,000

軽油 20,000

ガソリン 38,400

軽油 9,600

ガソリン 45,000

軽油 15,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 20,000

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 38,300

軽油 8,500

ガソリン 5,940

軽油

138 伊勢崎市消防本部

139 伊勢崎市消防本部 中村石油店 伊勢崎市下触町659-19 否 0270-62-1321

両毛丸善㈱
昭和町給油所

伊勢崎市昭和町1393-1 否 0270-26-7721

137 伊勢崎市消防本部 （株）ジェイ・クエスト佐波東店 伊勢崎市西小保方町231 否 0270-70-5100

135 伊勢崎市消防本部

136 伊勢崎市消防本部 （有）斎藤石油 伊勢崎市間野谷町1066 否 0270-62-2185

ワタナベ石油（有）
赤堀センター給油所

伊勢崎市市場町一丁目
18-6

否 0270-62-2244

133 伊勢崎市消防本部

134 伊勢崎市消防本部
㈱ＥＮＥＯＳフロンティア北関
東カンパニーＤｒ，Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ大
正寺店

伊勢崎市大正寺町109-1 否 0270-31-0124

伊勢崎市宮子町3450-3 否 0270-24-9585

131 伊勢崎市消防本部

132 伊勢崎市消防本部
株式会社宇佐美 上信越支店
上武国道伊勢崎給油所

伊勢崎市波志江町
3275-1 否 0270-21-4330

(有)カネタ
セルフ玉村東給油所

佐波郡玉村町川井
20-1

否 0270-64-5252

関東礦油株式会社
セルフ宮子店

129 伊勢崎市消防本部

130 伊勢崎市消防本部 丸直石油（株）
佐波郡玉村町角渕
5036-1

0270-65-2410

セルフ玉村
佐波郡玉村町下新田
289

否 0270-65-1481

128 伊勢崎市消防本部
両毛丸善（株）
セルフ境町

伊勢崎市境西今井
127-1

否 0270-76-3555

0276-63-1541

両毛丸善㈱
薮塚給油所

太田市大原町1108-2

140 太田市消防本部

(有)高山石油
熊野給油所

太田市熊野町１９－６ 0276-22-3061

両毛丸善㈱
飯田給油所

太田市飯田町１３４３ 0276-45-8975

太田市消防本部
㈱河田石油
只上給油所

太田市只上町１６９７ 0276-37-1517

141 太田市消防本部

0277-40-4130

143 太田市消防本部
㈱サンワパラーダ
大泉吉田給油所

大泉町吉田２９２８－１

セルフ（移転）

142

145 太田市消防本部
（株）オートセールス龍
小舞木ステーション令和

太田市小舞木町292 0276-45－3053 セルフ

144 太田市消防本部

0276-46－8782

146 太田市消防本部
両毛丸善(株)
内ヶ島給油所

太田市内ヶ島町780-1 0276-45－4713

両毛丸善(株)
飯塚給油所

太田市飯塚町691-6 0276-49－0128

セルフ

147 太田市消防本部
東和興産(株)
龍舞給油所

太田市龍舞町1105-3

149 太田市消防本部
群自燃(株)
太田飯田給油所

太田市飯田町704 0276-45－1679

148 太田市消防本部

0276-22－3161

150 太田市消防本部
(有)高山石油
太田中央給油所

太田市飯塚町1630-1 0276-45－3514

151 太田市消防本部 (有)富岡商店 太田市東本町27-3
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【別表第１１】

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 40,000

軽油 19,500

ガソリン 38,000

軽油 9,500

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 13,300

軽油 5,700

ガソリン 39,600

軽油 9,800

ガソリン ######

軽油 90,000

ガソリン 38,400

軽油 9,600

ガソリン 28,500

軽油 19,000

ガソリン 13,800

軽油 5,700

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 45,000

軽油 30,000

ガソリン 19,500

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 24,000

軽油 4,800

ガソリン 20,000

軽油 10,000

ガソリン 36,000 可（軽油のみ）

軽油 14,000

ガソリン 14,000

軽油 6,000

ガソリン 24,250

軽油 10,750

ガソリン 52,700

軽油 15,300

ガソリン 22,800

軽油 9,500

ガソリン 28,500

軽油 10,000

169 太田市消防本部
長沼商店
新田給油所

太田市新田高尾町1-1 0276-56－0344

0276-56－3077

168 太田市消防本部
(有)高山石油
新田給油所

太田市新田大町625 0276-57－5522

165 太田市消防本部

太田市消防本部
(有)山崎商店
小金井給油所

太田市新田小金井町
833

0276-57－0350

176 利根沼田広域消防本部

ＪＡ利根沼田　上津給油所
みなかみ町上津９５３－
１

可（軽油のみ） 0278-62-1125

長田石油（株）湯原給油所
みなかみ町湯原９３８－
２

可（軽油のみ） 0278-72-3016

セルフ

175 利根沼田広域消防本部 ＪＡ利根沼田　新治給油所 みなかみ町新巻３２－１ 可（軽油のみ） 0278-64-0353

174 利根沼田広域消防本部

173 利根沼田広域消防本部

164 太田市消防本部
両毛丸善(株)
高林給油所

太田市高林南町858

桑原燃料（有）
沼田市利根町平川１３８
５－４

可（軽油のみ） 0278-56-3356

太田市新田市野井町
793-1

0276-57－2764

0278-22-4640

171 利根沼田広域消防本部

0276-38－6252

王鉄開発(株)
市野井給油所

太田市新田上田中町
353

167 太田市消防本部
両毛丸善(株)
新田給油所

166

163 太田市消防本部
(有)宮本商店
東金井給油所

太田市東金井町790-3

172 利根沼田広域消防本部 吉澤石油（株）
沼田市東原新町１９５２
－１

161

162 太田市消防本部
関彰商事
太田ただかり給油所

太田市只上町564-1

太田市消防本部
(有)高山石油
太田122号BP給油所

太田市東金井町1078-1

170 利根沼田広域消防本部
利根日石（株）沼田イン
ター西店

沼田市桜町１６８６

0276-25－5917 セルフ

0276-22－8874

0278-24-2345

0276-22－2701

160 太田市消防本部
両毛丸善(株)
太田東部給油所

太田市植木野町691-1 0276-37－0343

利根日石（株）沼田インタ
－店

沼田市上原町１６６９－
１

可（軽油のみ）

可（軽油のみ） 0278-24-8111

(株)ﾊｰﾄﾌﾙｻﾄｳ
太田給油所

太田市藤阿久町917-2 0276-32－2865

153 太田市消防本部
(有)高山石油
宝泉給油所

太田市藤阿久町616-1 0276-32－2410

152 太田市消防本部

0276-32－1950

154 太田市消防本部
(有)高山石油
別所給油所

太田市別所町316 0276-32－0570

両毛丸善(株)
太田西部給油所

太田市下田島町312 0276-31－4161

太田市消防本部
両毛丸善(株)
新道町給油所

太田市新道町101 0276-31－3181

155 太田市消防本部
両毛丸善(株)
藤阿久給油所

太田市藤阿久町374-14

156 太田市消防本部

158 太田市消防本部
(有)上岡石油
太田給油所

太田市西本町40－37 0276-31－7105

157

159 太田市消防本部
カナイ石油(株)
浜町給油所

太田市浜町41-21 0276-45－8967
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【別表第１１】

ガソリン 28,700

軽油 9,500

ガソリン 20,000

軽油 9,500

ガソリン 49,500

軽油 20,000

ガソリン 29,500

軽油 20,000

ガソリン 29,800

軽油 14,500

ガソリン 25,000

軽油 9,500

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 23,750

軽油 14,250

ガソリン 29,600

軽油 30,000

ガソリン 35,000

軽油 10,000

ガソリン 24,800

軽油 13,200

ガソリン 30,200

軽油 30,000
188 利根沼田広域消防本部 水上石油（株） みなかみ町湯原１６８５ 可（軽油のみ） 0278-72-5300

187 利根沼田広域消防本部 有限会社三幸石油ガス みなかみ町湯原14 可（軽油のみ） 0278-72-2485

186 利根沼田広域消防本部
佐々木石油株式会社月夜
野給油所

みなかみ町後閑１２５３ 可（軽油のみ） 0278-62-2105

185 利根沼田広域消防本部 有限会社スミダ 片品村須賀川４５－１ 否 0278-58-2017

184 利根沼田広域消防本部 松井商店 昭和村糸井７４９７－２ 否 0278-24-7353

利根日石株式会社ドクター
ドライブ沼田店

佐々木石油株式会社沼田
インターＳＳ

178 利根沼田広域消防本部

180 利根沼田広域消防本部

0278-24-1011

沼田市下久屋町８９５－
１

可（軽油のみ） 0278-23-1001

否 0278-22-3366

沼田市戸鹿野町３２１－
１

可（軽油のみ）

183 利根沼田広域消防本部
ペトロエナジー有限会社プ
レジール沼田ＳＳ

沼田市下久屋町８２０－
１

可（軽油のみ） 0278-24-2239 セルフ

182 利根沼田広域消防本部

181 利根沼田広域消防本部
コスモ石油販売株式会社
北関東カンパニー沼田店

沼田市東原新町１８１０

179 利根沼田広域消防本部
佐々木石油株式会社沼田
給油所

沼田市西原新町１５１８ 可（軽油のみ） 0278-22-4345

有限会社金谷商事 沼田市恩田町甲３７３ 可（軽油のみ） 0278-24-1750

177 利根沼田広域消防本部
株式会社サンワパラーダ
沼田ＳＳ

沼田市西原新町甲６１ 可（軽油のみ） 0278-22-4311
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【別表第１１】

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 15,000

ガソリン 55,000

軽油 15,000

ガソリン 60,000

軽油 12,000

ガソリン 30,000

軽油 8,000

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 39,400

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 60,000

軽油 10,000

ガソリン 48,000

軽油 20,000

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 39,500

軽油 28,500

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 46,000

軽油 8,000

ガソリン 49,000

軽油 28,500

ガソリン 60,000

軽油 24,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 30,000

ガソリン 38,400

軽油 9,600

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 12,150

軽油 6,810

ガソリン 58,000

軽油 10,000

ガソリン 19,000

軽油 9,800

ガソリン 40,000

軽油 14,000

セルフ

192

193 利根沼田広域消防本部
ＪＡ利根沼田川場セルフ給
油所

川場村立岩６２５－１ 可（軽油のみ） 0278-50-1116

利根沼田広域消防本部
ＪＡ利根沼田沼田セルフ給
油所

沼田市高橋場町２１９１
－１

可（軽油のみ） 0278-30-2350

セルフ

セルフ

セルフ

191 利根沼田広域消防本部 ジェイ・クエスト月夜野店 みなかみ町下牧４８２ 否 0278-20-2400

190 利根沼田広域消防本部 ジェイ・クエスト沼田店 沼田市下久屋４６９－１ 否 0278-22-1718

189 利根沼田広域消防本部
利根日石株式会社沼田バ
イパスＳＳ

沼田市薄根町３３９２－
２

可（軽油のみ） 0278-60-1100 セルフ

208 渋川広域消防本部
群馬商事（株）

オアシス渋川インター給油
所

渋川市中村110-1 否

206

セルフ

群馬商事（株）
オアシス坂下給油所

渋川市渋川907-21 否 0279-22-0801

両毛丸善(株)
館林成島給油所

館林市大谷町1046-22 可（軽油のみ） 0276-72-2421

渋川広域消防本部

非常用発電機0279-22-4033

セルフ
24時間営業

セルフ

202

灯油は調達可
非常用発電機

210 渋川広域消防本部 （有）山一石油　　茂木商店 渋川市渋川519 否 0279-22-0298 灯油は調達可

209

灯油は調達可

211 渋川広域消防本部
(株)清水石油

セルフ行幸田給油所
渋川市行幸田250 否 0279-22-2101

可（軽油のみ）

212 渋川広域消防本部 （有）茂木商事 渋川市川島1544-6 否 0279-23-1544

213 渋川広域消防本部
カナイ石油（株）
渋川北給油所

渋川市阿久津77 否 0279-22-0282 灯油は調達可

セルフ

203 館林地区消防本部
ＪＡ邑楽館林
いたくらセルフ給油所

板倉町大字板倉3423-1

千代田町大字赤岩
3106-4

可（軽油のみ）

館林市北成島町2532-4 可（軽油のみ）

204 館林地区消防本部
両毛丸善(株)
鞍掛工業団地給油所

0276-86-5201

0276-73-0472

0276-82-0465

否 0276-88-7720邑楽町大字篠塚1482-1205 館林地区消防本部
(株)サンワ・パラーダ
おうら給油所

可（軽油のみ） 0276-88-5502館林地区消防本部
邑楽館林農業協同組合
中野給油所

邑楽町大字中野1971

207 館林地区消防本部
邑楽館林農業協同組合
長柄給油所

邑楽町大字狸塚377-5 可（軽油のみ） 0276-88-4143

館林地区消防本部 ＪＡたたら給油所

201 館林地区消防本部
両毛丸善(株)
館林青柳給油所

館林市青柳町1891 可（軽油のみ） 0276-72-2115

200 館林地区消防本部

セルフ

199 館林地区消防本部
両毛丸善(株)
館林松原給油所

館林市松原2-1-3 可（軽油のみ） 0276-73-2279

198 館林地区消防本部
両毛丸善(株)
セルフ瀬戸谷

館林市朝日町20-30 可（軽油のみ） 0276-74-8331

セルフ197 館林地区消防本部
セキショウカーライフ(株)
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ美園店

館林市東美園町30-1 否 0276-71-0300

196 館林地区消防本部
セキショウカーライフ㈱
ドクタードライブ成島店

館林市北成島町1838 否 0276-73-9618

195 館林地区消防本部
㈱ENEOSジェネレーション
ズ

館林市足次町1198-1 否

194 館林地区消防本部
㈱ENEOSフロンティア
館林楠ステーション

館林市楠町3874-1

セルフ

セルフ

050-3359-2470
セルフ

24時間営業

否 0276-75-1461
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【別表第１１】

ガソリン 24,000

軽油 4,800

ガソリン 50,000

軽油 30,000

ガソリン 26,000

軽油 12,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 20,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 80,000

ガソリン 29,000

軽油 9,500

ガソリン 89,400

軽油 20,000

ガソリン 19,200

軽油 4,750

ガソリン 56,000

軽油 14,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 58,000

軽油 10,000

ガソリン 55,000

軽油 15,000

ガソリン 34,000

軽油 6,000

ガソリン 12,700

軽油 6,600

ガソリン 15,200

軽油 3,800

ガソリン 29,600

軽油 9,500

ガソリン 20,000

軽油 10,000

ガソリン 14,000

軽油 16,000

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 2,800

軽油 2,800

ガソリン 30,000

軽油 6,000

214 渋川広域消防本部 （株）山田商店 渋川市渋川1709 可 0279-22-0067

215 渋川広域消防本部 （株）ジェイクエスト渋川店 渋川市有馬270 否 0279-60-6271

216 渋川広域消防本部 大豊商事（有） 渋川市行幸田360-1 否 0279-23-8411

217 渋川広域消防本部
カナイ石油（株）
バイパス給油所

渋川市渋川1159 否 0279-22-0282

灯油は調達可
災害時中核SS
非常用発電機

セルフ

灯油は調達可

灯油は調達可

218 渋川広域消防本部
群馬商事（株）

オアシス高源地給油所

渋川市半田2483 否 0279-22-2808 灯油は調達可

0279-23-2280

220 渋川広域消防本部
太陽鉱油（株）

17号線渋川インターサービ
スステーション

渋川市半田1884-11 否 0279-24-7361

219 渋川広域消防本部 （有）石井燃料

221 渋川広域消防本部
利根日石（株）

渋川矢の頭給油所
渋川市金井1229-5 否 0279-23-8122 灯油は調達可

222 渋川広域消防本部
カナイ石油（株）
伊香保給油所

渋川市渋川3675-232 可（軽油のみ） 0279-24-1721 非常用発電機

223 渋川広域消防本部 （株）重野商事 渋川市石原991-5 否 0279-23-7880

224 渋川広域消防本部
群馬商事（株）
渋川金井SS

渋川市金井780-1 否 0279-26-2657

225 渋川広域消防本部
コスモ石油プロパティサー
ビスセルフステーション渋

川SS
渋川市行幸田312-1 否 0279-30-5633

灯油は調達可

セルフ
非常用発電機

セルフ
24時間営業
アドブルー有

24時間営業
非常用発電機

226 渋川広域消防本部 伊香保商事（有）
渋川市伊香保町伊香保
174-4

否 0279-72-3255

渋川市小野子1917-1 可（軽油のみ） 0279-59-2138

228 渋川広域消防本部
北群渋川農業協同組合

鯉沢バイパス給油所
渋川市吹屋511-2 否 0279-60-5050

セルフ
灯油は調達可

227 渋川広域消防本部

229 渋川広域消防本部 (株)ジェイクエスト鯉沢店 渋川市白井2251 否 0279-60-7251

（有）福島石油販売

セルフ
非常用発電機

230 渋川広域消防本部
セルフ渋川

こもちベイシア前給油所
渋川市吹屋657-12 否 0279-26-2820 セルフ

231 渋川広域消防本部 荒木商店 渋川市中郷1519-1 否 0279-23-6052

232 渋川広域消防本部 田村石油 渋川市中郷530 否 0279-53-2850

233 渋川広域消防本部 (有)永井石油 渋川市赤城町滝沢44 否 0279-56-2957

非常用発電機

灯油は調達可
非常用発電機

灯油は調達可
非常用発電機

234 渋川広域消防本部 (有)高橋石油店 渋川市赤城町敷島404 可（軽油のみ） 0279-56-2602

235 渋川広域消防本部 (有)木暮商事
渋川市赤城町溝呂木
474

可（軽油のみ） 0279-56-3429

236 渋川広域消防本部 (有)荒井石油店
渋川市赤城町三原田
825-2

可（軽油のみ） 0279-56-2835

237 渋川広域消防本部
赤城橘農業協同組合
ふれあいの店　横野店

渋川市赤城町滝沢64-2 否 0279-56-4151

238 渋川広域消防本部 （有）岡田商店 渋川市赤城町樽695-3 否 0279-56-2967
セルフ

灯油は調達可

渋川市石原1795-2 否
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【別表第１１】

ガソリン 10,097

軽油 4,000

ガソリン 12,400

軽油 19,600

ガソリン 5,800

軽油 3,700

ガソリン 39,500

軽油 19,200

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 25,000

軽油 5,000

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 23,750

軽油 4,750

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 80,000

軽油 20,000

ガソリン 60,000

軽油 30,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 12,000

ガソリン 38,000

軽油 10,000

ガソリン 13,500

軽油 6,500

ガソリン 24,500

軽油 8,500

ガソリン 29,100

軽油 9,500

ガソリン 28,800

軽油 20,000

ガソリン 42,000

軽油 8,000

ガソリン 52,000

軽油 10,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 38,400

軽油 9,600

ガソリン 38,000

軽油 19,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

0279-54-2251 

239 渋川広域消防本部 つるや商店
渋川市赤城町津久田
196-12

否 0279-56-2638

赤城橘農業協同組合
ふれあいの店　しきしま店

渋川市赤城町津久田
1930-1

可（軽油のみ） 0279-56-2301

240 渋川広域消防本部 星野石油 渋川市赤城町樽303-1 可（軽油のみ） 0279-56-4151

灯油は調達可

242 渋川広域消防本部
（有）えび屋商店

八崎給油所
渋川市北橘町八崎1030 否 0279-22-2268

241 渋川広域消防本部

0279-52-3165 灯油は調達可

244 渋川広域消防本部 北栄商事
渋川市北橘町真壁
2333-3

可（軽油のみ） 0279-52-3126

243 渋川広域消防本部

245 渋川広域消防本部
（有）えび屋商店

赤城インター給油所
渋川市北橘町上南室
228-13

可（軽油のみ） 0279-52-2268

（有）清水石油 渋川市北橘町箱田230 否

246 渋川広域消防本部 株式会社　協豊 吉岡町陣場212-1 可

247 渋川広域消防本部 富沢石油（株） 吉岡町上野田1329-45 可（軽油のみ） 0279-54-2345

248 渋川広域消防本部 コスモ石油㈱　セルフ吉岡 吉岡町大久保812-1 否 0279-30-5633

249 渋川広域消防本部
群馬商事（株）

出光吉岡セルフ給油所
吉岡町大久保1372-1 否 0279-30-5515

セルフ
24時間

セルフ
24時間

セルフ
非常用発電機

250 渋川広域消防本部
新日本石油㈱

ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾙﾌｳｪｲ吉岡
店

吉岡町大久保929-1 否 0279-30-6331

吉岡町大久保2186 否 0279-30-5522
セルフ

灯油は調達可

252 渋川広域消防本部
コバステーション前橋吉岡

給油所
吉岡町大久保2200-1 否 0279-26-8003 セルフ

251 渋川広域消防本部

253 渋川広域消防本部 須田輪業 吉岡町大久保2344-4 否 0279-54-2876

北群渋川農業協同組合
吉岡バイパス給油所

灯油は調達可

254 渋川広域消防本部 （有）ハルナ油脂商会 榛東村新井194-1 可（軽油のみ） 0279-54-5723

255 渋川広域消防本部 （有）加藤モータース 榛東村広馬場1533-10 否 0279-54-3923

256 渋川広域消防本部 松栄産業（株） 榛東村新井2023-1 否 0279-54-2579

257 渋川広域消防本部
北群渋川農業協同組合

榛東セルフ給油所
榛東村新井2526-1 否 0279-25-8686

セルフ
24時間営業

灯油は調達可
非常用発電機

灯油は調達可

セルフ
非常用発電機

258 多野藤岡広域消防本部
コスモ石油販売（株）北関
東カンパニー

藤岡市藤岡２４４８番地1 否 ０２７４－４０－２１３０

藤岡市藤岡９１７番地 可 ０２７４－２２－０２２２

260 多野藤岡広域消防本部
カナイ石油（株）藤岡イン
ター給油所

藤岡市篠塚５４５番地１ 可 ０２７４－２４－１２５５

259 多野藤岡広域消防本部

261 多野藤岡広域消防本部 群興物産（株）
藤岡市中大塚３１４番地
１

可 ０２７４－２４－５５５１

カナイ石油（株）藤岡給油
所

262 多野藤岡広域消防本部 清水石油（株） 藤岡市上大塚２８０番地 可 ０２７４－２２－１３１９

263 多野藤岡広域消防本部
多野藤岡農業協同組合、
藤岡東部給油所

藤岡市下栗須１１番地 可 ０２７４－２４－３３１５
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【別表第１１】

ガソリン 38,800

軽油 19,600

ガソリン 38,000

軽油 40,000

ガソリン 80,000

軽油 15,000

ガソリン 24,700

軽油 9,500

ガソリン 19,200

軽油 9,600

ガソリン 48,000

軽油 16,000

ガソリン 50,000

軽油 50,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 24,500

軽油 9,500

ガソリン 14,000

軽油 6,000

ガソリン 15,000

軽油 33,000

ガソリン 9,500

軽油 9,500

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 47,500

軽油 9,500

ガソリン 37,000

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 30,000

ガソリン 50,000

軽油 10,000

ガソリン 28,000

軽油 10,000

ガソリン 10,000

軽油 9,500

ガソリン 13,400

軽油 15,300

ガソリン 14,000

軽油 10,000

ガソリン 20,000

軽油 10,000

藤岡市中栗須４７１番地
１

可

264 多野藤岡広域消防本部 ミドリ商事(有) 藤岡市上大塚２９７番地 可 ０２７４－２３－２１５３

265 多野藤岡広域消防本部 (有)山口石油

セルフ
24時間営業

０２７４－２２－０１８５

藤岡市白石２３２５番地 可 ０２７４－２２－２２１６

鈴木燃料(株)
藤岡市上大塚１７６３番
地１

否 ０２７４－４０－８０８８

（株）中村商会 藤岡市藤岡８９１番地５ 可 ０２７４－２２－０３４０

266 多野藤岡広域消防本部

267 多野藤岡広域消防本部 （有）茂木石油

269 多野藤岡広域消防本部
赤尾商事（株）
セルフ藤岡ＳＳ

藤岡市森４５１番地１ 否 ０２７４－４０－２９７７ セルフ

268 多野藤岡広域消防本部

（株）万寿屋
藤岡新町ＳＳ

藤岡市立石７３３番地３ 否 ０２７４－４２－９２１１

271 多野藤岡広域消防本部
多野藤岡農業協同組合
藤岡西部給油所

藤岡市白石２１２３番地
１

可 ０２７４－２２－０７０３ セルフ

270 多野藤岡広域消防本部

272 多野藤岡広域消防本部
（株）ヨコタ
藤岡インター店

藤岡市上栗須６９番地１ 否 ０２７４－４０－８０８８ セルフ

273 多野藤岡広域消防本部 Ｊ－ＱＵＥＳＴ藤岡店 藤岡市森350番地1 否 ０２７４－５０－８２７０ セルフ

274 多野藤岡広域消防本部 (有)金沢石油店 藤岡市鬼石２８２番地 可 ０２７４－５２－２２０６

275 多野藤岡広域消防本部 吉田屋石油店 藤岡市譲原３３７番地３ 可 ０２７４－５２－３７５９

276 多野藤岡広域消防本部
（株）同友企業
鬼石ＳＳ

藤岡市鬼石３４０番地 可 ０２７４－５２－２５７６

セルフ

277 多野藤岡広域消防本部
（有）宮沢商会
浄法寺ＳＳ

藤岡市浄法寺１１３９番
地１

可 ０２７４－５２－３８９３

278 多野藤岡広域消防本部 鈴木燃料(株)
高崎市吉井町吉井５４９
番地１

可 ０２７－３８７－３１７７

279 多野藤岡広域消防本部
関東礦油(株)高崎支店
セルフ吉井中央

高崎市吉井町下長根３
２１番地７

否 ０２７－３８７－３２６５

かまやステーション給油所
高崎市吉井町片山９４４
番地

可 ０２７－３８７－３１１６

280 多野藤岡広域消防本部
JA多野藤岡吉井東部給油
所

高崎市吉井町小串２００
番地１

可 ０２７－３８７－８０７７

282 多野藤岡広域消防本部 （有）富岡石油　吉井ＳＳ
高崎市吉井町岩崎２２９
６番地６

可 ０２７－３８８－４３３３

281 多野藤岡広域消防本部

283 多野藤岡広域消防本部 Ｊ－ＱＵＥＳＴ吉井店
高崎市吉井町池４３番
地１

286 多野藤岡広域消防本部

否 ０２７－３８６－０００７ セルフ

284 多野藤岡広域消防本部
神宮燃料（株）
吉井片山ＳＳ

高崎市吉井町片山８８５
番地

可 ０２７－３８７－３４５０

285 多野藤岡広域消防本部 (有)船橋屋商店
多野郡神流町小平２４１
番地

可 ０２７４－５７－２６５３

みかぼ石油
多野郡神流町生利２４
番地

可 ０２７４－５７－２３３４

287 多野藤岡広域消防本部

288 多野藤岡広域消防本部 ＪＡ上野村給油所
多野郡上野村勝山１１０
番地

可 ０２７４－５９－２５３５ セルフ

多野藤岡農業協同組合
奥多野給油所

多野郡神流町魚尾１５３
９番地

０２７４－５８－２１６８可
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【別表第１１】

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 30,000

軽油 10,000

ガソリン 60,000

軽油 15,000

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 23,750

軽油 14,250

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン

軽油 9,500

ガソリン 40,000

軽油 10,000

ガソリン 29,700

軽油 10,000

ガソリン 40,000

軽油 30,000

ガソリン 12,300

軽油 6,800

ガソリン 21,600

軽油 9,600

ガソリン 25,000

軽油 10,000

ガソリン 19,500

軽油 10,000

ガソリン 64,000

軽油 16,000

ガソリン 24,500

軽油 4,900

ガソリン 58,500

軽油 9,500

ガソリン 12,380

軽油 6,720

ガソリン 7,000

軽油 3,000

ガソリン 25,500

軽油 9,500

ガソリン 14,250

軽油 4,750

0274-63-1717

289 富岡甘楽広域消防本部 (株)今井石油 富岡市上小林6-3 可 0274-67-2113

全農ぐんま
富岡バイパスセルフ給油
所

富岡市富岡2261-3 否 0274-62-4403

290 富岡甘楽広域消防本部 カナイ石油(株) 富岡市曽木112-1 可

292 富岡甘楽広域消防本部
全農ぐんま
富岡南部給油所

富岡市中高瀬402-1 否 0274-64-3877

291 富岡甘楽広域消防本部

0274-62-3551

293 富岡甘楽広域消防本部 群自燃(株) 富岡市富岡1330 可 0274-62-3731

(株)ジェイ・クエスト富岡店 富岡市黒川642-1 否 0274-89-1080

294 富岡甘楽広域消防本部 (株)小出石油 富岡市七日市1313 可

セルフ

296 富岡甘楽広域消防本部 (株)清水石油 富岡市一ノ宮362 可 0274-64-1778

295 富岡甘楽広域消防本部

0274-62-2027

297 富岡甘楽広域消防本部 田島石油(株) 富岡市田島10-4 可 0274-62-2845

(有)玉屋商店 富岡市一ノ宮1527 可 〃

298 富岡甘楽広域消防本部 (有)玉屋商店 富岡市一ノ宮1500 可

300 富岡甘楽広域消防本部
ドクタードライブ
セルフ富岡インター店

富岡市内匠305-1 否 0274-64-5655
セルフ

24時間営業

299 富岡甘楽広域消防本部

セルフ

301 富岡甘楽広域消防本部 中島石油(株) 富岡市七日市853-2 可 0274-62-0211

富岡甘楽広域消防本部 清水石油
富岡市妙義町上高田
1212-3

否 0274-73-2667

(株)ヨコタ 富岡市上小林437 可 0274-67-2236302 富岡甘楽広域消防本部

304 富岡甘楽広域消防本部 (有)竹内商店
富岡市妙義町下高田
398

可 0274-73-3605

303

江原石油 甘楽町金井507-1 否 0274-74-3043

306 富岡甘楽広域消防本部 大久保石油 甘楽町金井857-4 可 0274-74-3018

305 富岡甘楽広域消防本部

0274-74-3065

307 富岡甘楽広域消防本部 (株)ジェイ・クエスト甘楽店 甘楽町福島816-1 否
0274-70-4110

(株)鈴木燃料 甘楽町白倉523-2 否 0274-74-6933

セルフ

308 富岡甘楽広域消防本部 篠原石油 甘楽町福島1067 可

セルフ

310 富岡甘楽広域消防本部 長谷川石油店 甘楽町小幡769 可 0274-74-2498

309 富岡甘楽広域消防本部

0274-74-2781

311 富岡甘楽広域消防本部 モテキ輪業 甘楽町秋畑3978 可 0274-74-9558

山田石油店 甘楽町白倉389-16 否 0274-74-3055

312 富岡甘楽広域消防本部 矢島商店 甘楽町福島1172 可

313 富岡甘楽広域消防本部

- 379 -



【別表第１１】

ガソリン 28,200

軽油 9,500

ガソリン 7,000

軽油 3,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 30,000

軽油 20,000

ガソリン 6,000

軽油 4,000

ガソリン 40,000

軽油 9,500

ガソリン 23,000

軽油 7,000

ガソリン 24,000

軽油 4,800

ガソリン 12,600

軽油 7,000

ガソリン 12,800

軽油 5,800

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 35,300

軽油 9,500

ガソリン 25,700

軽油 19,000

ガソリン 14,000

軽油 6,000

ガソリン 40,000

軽油 20,000

ガソリン 24,800

軽油 14,800

ガソリン 50,000

軽油 10,000
330 吾妻広域消防本部

コスモ石油販売（株）北関
東カンパニー　セルフ原町
バイパス

東吾妻町原町７０２－２ 否

０２７９－６８－２３０１

327 吾妻広域消防本部

０２７９－７０－２３００
セルフ

24時間営業

329 吾妻広域消防本部 小嶋商店 東吾妻町原町４４５ 可（軽油のみ）

328 吾妻広域消防本部
コスモ石油販売（株）北関
東カンパニー　原町サービ
スステーション

東吾妻町原町２９－４ 否 ０２７９－６８－２６５０

０２７９－７５－３５０３

金丘屋コスモ石油入山給
油所

中之条町入山１８９９ 可（軽油のみ） ０２７９－９５－５２５０

324 吾妻広域消防本部

326 吾妻広域消防本部
JAあがつま　名久田給油
所

中之条町横尾９１５－１ 可（軽油のみ）

325 吾妻広域消防本部 ＪＡあがつま　沢田給油所 中之条町下沢渡３－１ 否 ０２７９－７５－４０６９

323 吾妻広域消防本部 万才モータース 中之条町折田２８０－１ 可（軽油のみ）

０２７９－７５－３６９８

光山商事　中央給油所
中之条町西中之条
６８９－１

可（軽油のみ） ０２７９－７５－４８４７

セルフ
24時間営業

320 吾妻広域消防本部

０２７９－７５－２５９７

322 吾妻広域消防本部 ヤマダイ商事
中之条町中之条町
１４９０－８

可（軽油のみ）

321 吾妻広域消防本部
万才モータース　青山給油
所

中之条町青山１１８ 可（軽油のみ） ０２７９－７５－３５３７

319 吾妻広域消防本部 カナイ石油　中之条給油所 中之条町中之条町８６８ 可（軽油のみ） ０２７９－７５－３２１７

（株）群馬興産
中之条町伊勢町甲
６２９－３

可（軽油のみ） ０２７９－７５－２６２３

314 富岡甘楽広域消防本部 (有)山富商店 甘楽町小幡501 可（軽油のみ） 0274-74-2045

0274-82-6357

315 富岡甘楽広域消防本部 横尾商店 甘楽町秋畑1606-1 可 0274-74-9006

(株)大協エネルギー 下仁田町東野牧3287-1 可 0274-84-3456

316 富岡甘楽広域消防本部
全農ぐんま
下仁田インター給油所

下仁田町馬山2389-1 可（軽油のみ）

317 富岡甘楽広域消防本部

318 富岡甘楽広域消防本部 茂木石油 南牧村小沢1703 可 0274-87-2256
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【別表第１１】

ガソリン 50,000

軽油 30,000

ガソリン 17,000

軽油 5,000

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 38,500

軽油 15,300

ガソリン

軽油 9,500

ガソリン 28,500

軽油 9,500

ガソリン 22,000

軽油 14,000

ガソリン 30,000

軽油 15,000

ガソリン 38,400

軽油 19,200

ガソリン 50,000

軽油 20,000

ガソリン 32,000

軽油 16,000

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 19,000

軽油 9,500

ガソリン 12,480

軽油 6,720

ガソリン 9,500

軽油 19,000

ガソリン 6,597

軽油 10,000

ガソリン 10,000

軽油 20,000

ガソリン 29,600

軽油 14,400

ガソリン 29,550

軽油 3,700

ガソリン 16,000

軽油 22,000

ガソリン 14,250

軽油 14,250

ガソリン 30,000

軽油 15,000
352 吾妻広域消防本部 ＪＡつまごい　干俣給油所

嬬恋村干俣字東上ノ貝
１７２１－１

可（軽油のみ） ０２７９－８０－６４０４

350 吾妻広域消防本部

351 吾妻広域消防本部 橋詰商店 嬬恋村田代９８７－３ 可（軽油のみ） ０２７９－９８－０２２２

349 吾妻広域消防本部 浅間ハイランドパーク 嬬恋村鎌原７１０－６ 否

０２７９－９７－２２１７

347 吾妻広域消防本部

ＪＡつまごい 田代給油所 嬬恋村田代９９２－１ 否 ０２７９－８０－９００２

346 吾妻広域消防本部

０２７９－８４－３３３７

348 吾妻広域消防本部
プリンスホテル　群馬三原
給油所

嬬恋村鎌原１０５３ 可（軽油のみ）

ＪＡつまごい　仙の入給油
所

嬬恋村今井１０６２ 否 ０２７９－８０－２３００

345 吾妻広域消防本部 ＪＡつまごい　大笹給油所 嬬恋村大笹１７７２－１ 否

０２７９－９６－０７３１

三原タイヤ商会 嬬恋村三原９３５－３ 可（軽油のみ） ０２７９－９７－２７０７

０２７９－９６－１０５３

344 吾妻広域消防本部 小嶋商会 嬬恋村大笹５０９ 否

343 吾妻広域消防本部 金井屋石油 嬬恋村大笹１８０－３ 可（軽油のみ） ０２７９－９６－０１５０

342 吾妻広域消防本部 ＪＡつまごい　大前給油所 嬬恋村大前７５５－２ 可（軽油のみ） ０２７９－８０－６１１２

341 吾妻広域消防本部
ＪＡあがつま　北軽井沢給
油所

長野原町北軽井沢１９９
０－４２４４

可（軽油のみ） ０２７９－８４－３５１４

340 吾妻広域消防本部 安東商店
長野原町北軽井沢１９８
８－８４

可（ガソリンのみ） ０２７９－８４－４８６２

339 吾妻広域消防本部 田村石油 長野原町大津４０４－２ 否 ０２７９－８２－２４９１

338 吾妻広域消防本部 浅間酒造（株）
長野原町長野原
１３９２－１７

可 ０２７９－８２－３６１８

337 吾妻広域消防本部 群馬興産（株）　長野原ＳＳ 長野原町長野原１３０４ 可（軽油のみ） ０２７９－８２－２３６１

336 吾妻広域消防本部 ＪＡあがつま　高山給油所 高山村中山２９２３－１ 否 ０２７９－６３－２１３６

334 吾妻広域消防本部 ＪＡあがつま　郷原給油所 東吾妻町郷原５８５－１ 可（軽油のみ）

335 吾妻広域消防本部

０２７９－６７－２３３７

（有）山田商事 高山村尻高４３１－１ 否 ０２７９－６３－２７５４

331 吾妻広域消防本部

０２７９－６７－２１３８

333 吾妻広域消防本部
池原工業（株）　郷原給油
所

東吾妻町郷原７１５ 可（軽油のみ）

332 吾妻広域消防本部 ＪＡあがつま　東給油所 東吾妻町五町田３６８－１ 否 ０２７９－５９－３４４７

セルフ
24時間営業

コスモ石油販売（株）北関
東カンパニー　セルフ原町
ＳＳ

東吾妻町原町
８７５，８７６－１

否 ０２７９－７０－２３００
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【別表第１１】

ガソリン 23,700

軽油 6,000

ガソリン 37,300

軽油 9,000

ガソリン 3,000

軽油 3,000
355 吾妻広域消防本部 ミナミ燃料 草津町前口４１１－２ 可（軽油のみ） ０２７９－８８－５０６０

354 吾妻広域消防本部 田村石油　草津ＳＳ 草津町草津４５４ 可（軽油のみ） ０２７９－８８－５５６６

353 吾妻広域消防本部 安齋産商 草津町草津４５４ 可（軽油のみ） ０２７９－８８－２０８４
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【別表第１２】

№ 住所 業者名 連絡先（ＴＥＬ） ＦＡＸ 搬送方法 備考

昼　027-322-4756

夜　027-266-9191

航空小隊燃料取扱業者

1 群馬県高崎市 群馬自動車燃料販売（株） 危険物運搬車両 当日又は翌日に搬送可能
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【別表第１３】

協定等締結者名 所在地 連絡先 物資の範囲

協定締結者名 所在地 連絡先 物資の範囲

協定締結者名 所在地 連絡先 物資の範囲

イオン株式会社 東京都千代田区神田錦町1-1 043-212-6110 飲料水、食料品、日用品等 以下地域防災計画を確認の上、入力。地域防災計画に記載のない電話番号についてネットで調べ代表電話等を入力している。

株式会社伊藤園 東京都渋谷区本町３丁目４７番地１０号 03-5371-7111 応急生活物資

群馬県卸売市場連合会 前橋市東片貝町 398 番地 027-263-3935 応急生活物資

	株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８番地８ 03-6238-2111 飲料水、食料品、日用品等

群馬県製麺工業協同組合 前橋市朝倉町４丁目６番３号 027-261-5692 応急生活物資

株式会社カワチ薬品 栃木県小山市大字卒島１２９３番地 0285-37-1111 飲料水、食料品、日用品等

株式会社 ワークマン 伊勢崎市柴町１７３２ 0270-32-6111 作業服、作業用品、衣料品等

東日本段ボール工業組合 東京都中央区八丁堀四丁目１番４号 後関ビル８階 03-3551-6111 段ボール製簡ベッド・シート等

県医療機器販売業協会（委託契約） 太田市清原町４番６号 0276-37-8450 医療品等

株式会社ブルボン 新潟県柏崎市松波４丁目２番１４号 0257-23-2333 飲料水、菓子等

県医薬品卸協同組合（委託契約） 高崎市上並榎町３７８番地 027-362-2561 医療品等

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号 03-3989-7600 飲料水、食料品、日用品等

株式会社ローソン 東京都品川区大崎1丁目１１番２号 03-5435-2770 飲料水、食料品、日用品等

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 025-371-4185 飲料水、日用品、工具等

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 東京都千代田区2丁目8番8号 027-253-0024 飲料水、食料品、日用品等

株式会社セキチュー 高崎市飯塚町41 027-362-9800 日用品、工具等

株式会社カインズ 高崎市高関町３８０番 027-320-1100 日用品、工具等

株式会社フレッセイ 前橋市力丸町900－１ 027-265-3111 飲料水、食料品、日用品等

株式会社ベイシア 伊勢崎市下道寺町５１０番 027-210-0100 飲料水、食料品、日用品等

高崎卸商社街協同組合 高崎市問屋町2丁目2番地 027-361-8243
寝具、被服、炊事道具、食器、日

用品等

社団法人　群馬県エルピーガス協会 前橋市紅雲町一丁目7番12号 027-255-6121 簡易ガスコンロ供給等

グンイチパン株式会社 伊勢崎市除ケ町10番地 0270-32-1351 食料品等

協同組合前橋問屋センター 前橋市問屋町2丁目2番地 027-251-1175
寝具、被服、炊飯道具、食器、日

用品等

サンヨー食品株式会社 前橋市朝倉町555番地4 027-220-3451 食料品等

協同組合　群馬炊飯センター 前橋市西片貝町5丁目11番1号 027-268-4851 食料品等

【別表第１３－３】　応急生活物資等の供給に関する協定等

群馬県生活協同組合連合会 前橋市大手町3丁目9番9号 027-234-2376 飲料水、食料品、日用品等

協同組合群馬県消防防災センター 前橋市大友町1-16-8 027-210-7786 日用品等

【別表第１３－２】  レンタル機材の供給に関する協定

コーエィ株式会社 前橋市上小出町１丁目９番１２号 027-233-7200 重機、仮設トイレ、発電機等

株式会社アクティオ
東京都千代田区岩本町1丁目５番１３号
秀和第２岩本町ビル

03-6854-1412 重機、仮設トイレ、発電機等

災害時応援協定締結団体一覧表

【別表第１３－１】　ガソリン等燃料の供給に関する協定

群馬県石油協同組合 前橋市鳥羽町３５番５号 027-251-1888 燃料供給等
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【別表第１３】

以下地域防災計画を確認の上、入力。地域防災計画に記載のない電話番号についてネットで調べ代表電話等を入力している。
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【別表第１４】

管轄消防本部 経営主体 所 在 地 電話番号 総病床数

前橋市消防局 日本赤十字社 前橋市朝倉町389-1 027-265-3333 555

管轄消防本部
二次保健
医療圏名 病　　院　　名 経営主体 所 在 地 電話番号 総病床数

群馬県済生会前橋病院 済生会 前橋市上新田町564-1 027-252-6011 327

群馬中央病院 （独）地域医療機能推進機構 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 333

群馬大学医学部付属病院 群馬大学 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 731

（医社）日高会日高病院 医療法人 高崎市中尾町886 027-362-6201 287

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 独立行政法人 高崎市高松町36 027-322-5901 485

桐生市消防本部 桐生 桐生厚生総合病院 市町村組合 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171 433

伊勢崎市民病院 市 伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022 494

（社）伊勢崎佐波医師会病院 公益法人 伊勢崎市下植木町481 0270-24-0111 255

太田市消防本部 太田・館林 SUBARU健康保険組合太田記念病院 健康保険組合 太田市大島町455-1 0276-55-2200 404

館林地区消防本部 太田・館林 公立館林厚生病院 市町村組合 館林市成島町262-1 0276-72-3140 329

独立行政法人国立病院機構沼田病院 独立行政法人 沼田市上原町1551-4 0278-23-2181 179

利根中央病院 生活協同組合 沼田市沼須町910-1 0278-22-4321 253

渋川広域消防本部 渋川 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 独立行政法人 渋川市白井383 0279-23-1010 450

多野藤岡広域消防本部 藤岡 公立藤岡総合病院 市町村組合 藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311 399

富岡甘楽広域消防本部 富岡 公立富岡総合病院 市町村組合 富岡市富岡2073-1 0274-63-2111 338

吾妻広域消防本部 吾妻 原町赤十字病院 日本赤十字社 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68-2711 199

6,451

高崎市等広域消防局 高崎・安中

伊勢崎市消防本部 伊勢崎

利根沼田広域消防本部 沼田

災害拠点病院

① 基幹災害医療病院

病　　院　　名

前橋赤十字病院

② 地域災害拠点病院

前橋市消防局 前橋
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【別表第１４】

一般 精神 結核 感染 療養

586 0 0 6 0

一般 精神 結核 感染 療養

327 0 0 0 0

333

680 40 9 2

287 0 0 0 0

479 6

429 0 0 4 0

490 0 0 4 0

205 0 0 0 50

400 4

323 0 0 6 0

175 0 0 4 0

253

400 46 4

395 0 0 4

334 0 0 4 0

176 0 0 4 19

災害拠点病院
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【別図第１】

⇔ ⇔ ⇔

応援等決定通知
３－２

緊急消防援助隊　応援要請系統図

受援市町村・消防 受援都道府県 消　防　庁
応援都道府県・消防本部

都道
府県

代表
消防機関

ブロック幹事
消防本部

消防
本部

出動隊数通知
３－３

出動隊数通知
３－３

出動隊数報告
２－２

※図中「１－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

応援要請
のための連絡

１－２

応援等の要請
１－１ 出動準備依頼

出動可能隊数報告依頼

２－１

出動可能隊数報告
２－２

出動の求め・指示
３－１

応援等決定通知
３－２

緊急消防援助隊出動

時
間

①①

①'

②

③

⑤

④

⑥⑦⑦

⑤
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【別図第２】

⇔ ⇔ ⇔

※図中「６－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動意見照会
６－１

部隊移動意見照会
６－１

意見回答
６－２

意見回答
６－２

都道
府県

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（長官による部隊移動の求め又は指示）※都道府県を越える部隊移動

受援市町村・消防 受援都道府県 消　防　庁
応援都道府県・消防本部

移動先市町村・消防

消防
本部

部隊移動通知
６－５

部隊移動通知
６－５

部隊移動通知
６－４

代表
消防機関

ブロック幹事
消防本部

部隊移動通知
６－４

部隊移動の求め・指示
６－３

移動先都道府県

部 隊 移 動

①①

② ②

③

④④

⑤⑤

時
間
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【別図第３】

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（受援都道府県知事による部隊移動の指示）※都道府県内の部隊移動

受援
市町村・消防本部

調整本部 知事
(受援都道府県)

指揮支援本部長 都道府県大隊等の長

部隊移動意見照会 部隊移動意見照会

部隊移動意見回答 部隊移動意見回答

部隊移動の指示
６－６

※図中「６－６」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動の指示
６－６

移動先
市町村・消防本部 長　官 応援

都道府県・消防本部

部隊移動通知
６－７

部隊移動通知
６－８

部隊移動通知
６－９

部 隊 移 動

① ①

② ②

③ ③

④

⑤ ⑥

時
間
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 【様式１】

Ⅰ 緊急消防援助隊の応援要請の検討 チェック欄

1 各市町村（各消防本部管内）の被害状況を確認したか？連絡のとれない消防本部はないか？ □

2 自県の防災ヘリに対して、必要に応じて被害状況の収集のための出動を指示したか？ □

3 □

4 □

応援等を必要とする市町村（消防本部）の災害に対して、県内応援隊のみで対応を行うか、

緊急消防援助隊を要請するか判断したか？

判断に迷う場合は、代表消防機関又は消防庁に意見を聴いたか？

6 □

緊急消防援助隊の応援等を必要とする市町村（消防本部）に対して、詳細な災害の状況及び

必要な隊の種別・規模を確認したか？これらを消防庁に連絡したか？

Ⅱ 調整本部の設置 チェック欄

1 緊急消防援助隊の要請時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

2 調整本部の設置時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

3 群馬県災害対策本部及び消防庁に対し、調整本部設置の連絡をしたか？ □

代表消防機関及び被災地の市町村（消防本部）に対して、緊急消防援助隊の要請及び調整本

部の設置について連絡したか？

5 調整本部員の派遣について、調整本部員の派遣元機関に要請したか？ □

調整本部の本部員を確認したか？ □

自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴの連絡員の責任者を確認したか？ □

調整本部の運営に係るチェックリスト

消防の応援等（県内応援隊・緊急消防援助隊）を必要とする市町村（消防本部）を確認し
たか？

代表消防機関及び消防庁の担当者とのホットライン（直通の連絡先、連絡手段）を確保し
たか？

5 □

自衛隊の災害派遣要請の検討を行ったか？
要請時刻　令和　 年   月   日(　)　　　：

7 □

4 □

6

本部員 所　属 職 氏　名

本部長 群馬県 知事

副本部長 群馬県 消防保安課長

副本部長
緊急消防援助隊
（　　　消防局） 指揮支援部隊長

部内の職員 群馬県

代表消防機関 前橋市消防局

被災地消防本部

防災航空隊 群馬県防災航空隊

7

機関名 所　属 職 氏　名

自衛隊

警察

海上保安庁

DMAT
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 【様式１】

Ⅲ 緊急消防援助隊の受入れ チェック欄

統括指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

2 指揮支援部隊長へ被害状況、応援隊の要請状況等を報告したか？ □

指揮支援部隊長から各指揮本部へ、指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？また、指揮

支援本部長を指名したか？

指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？各指揮本部に連絡したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

5 ヘリベース指揮者と活動拠点ヘリベースの設置場所について調整したか？ □

指揮支援部隊長からヘリベース指揮者へ、航空指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？

また、航空指揮支援本部長を指名したか？

航空指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？航空指揮本部に連絡したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

緊急消防援助隊の受入れ体制の構築状況について、各指揮本部へ確認したか？受入れ体制が

整わないと報告があった場合、受入れ業務の支援について調整本部と調整したか？

緊急消防援助隊の都道府県大隊等の出動状況に関して、様式３、様式４により確認したか？ □

【確認用様式】様式３　都道府県大隊・各部隊　受入れ管理表

【確認用様式】様式４　都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表

・隊の種類、規模の確認　　　　※確認資料：消防庁からの出動隊数通知（別記様式３－３）

・進出拠点、進出拠点連絡員の調整　　　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等

・宿営場所、宿営場所連絡調整員の調整　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）について共有してい

るか？

主要幹線道路（特に高速道路・自動車専用道路）に通行不能区間はあるか？ □

12 緊急消防援助隊の先導等について必要に応じて地元警察に依頼したか？ □

県内応援隊の編成状況及び活動状況について確認したか？

（応援実施状況について取りまとめているか？）

14 燃料補給体制について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

15 重機派遣の必要性について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

1 □

3 □

4 □

6 □

7 □

8 □

9

10 □

11

道路名称 通行不能区間 通行不能理由
緊急車両の
通行可否

～ 可 ・ 不可

～ 可 ・ 不可

～ 可 ・ 不可

～ 可 ・ 不可

13 □

- 392 -



 【様式１】

Ⅳ 活動中 チェック欄

1 被災地の被害状況を定期的に収集し、整理しているか？ □

2 群馬県災害対策本部と被害状況等の情報を共有しているか？ □

3 災害対策本部において、必要に応じて関係機関との活動調整会議を開催したか？ □

活動中の安全管理（降雨・気温等の情報提供、活動の中止基準に関する助言等）に配慮して

いるか？

5 県内応援隊及び緊急消防援助隊の配置は適切か？ □

6 緊急消防援助隊の増隊要請（部隊規模や特殊車両の観点から）の要否について検討したか？ □

7 活動場所等において、食糧等の物資は足りているか？トイレは不足していないか？ □

緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを使用し、必要な情報提供をして

いるか？

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）を必要に応じて変更

し、共有しているか？

県内応援隊及び緊急消防援助隊の活動状況の取りまとめについて、指揮支援隊長（指揮支援

本部）に指示したか？

Ⅴ 引揚げの検討 チェック欄

緊急消防援助隊の引揚げについて、次の機関（職員）と調整したか。

・被災地の市町村長（指揮者） □

・知事 □

・政府現地対策本部 □

・消防庁 □

8 □

9 □

10 □

1

4 □
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【様式２ 】

指揮支援部隊　受入れ管理表

統括指揮支援隊

指揮支援部隊長
統括指揮

支援隊人数

移動方法
調整本部
到着時刻所属消防本部・氏名・連絡先 手段

受入れ
ヘリポート

ヘリポート
着陸予定時刻

送迎担当者
(ヘリポート→調整本部)

移動経路
調整本部

到着予定時刻

(消防本部)

(氏名)

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

県庁ＨＰ
・

(         )
：

※調整本部等の職員 ： ：

自動車

指揮支援隊

指揮支援隊長
指揮支援隊

人数
受援市町村
（消防本部）

移動方法
指揮本部
到着時刻

所属消防本部・氏名・連絡先 手段
受入れ

ヘリポート
ヘリポート

着陸予定時刻
送迎担当者

(ヘリポート→指揮本部)
移動経路

指揮本部
到着予定時刻

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

：

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－ ： ：

自動車

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

：

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－ ： ：

自動車

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

：

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－ ： ：

自動車

航空指揮支援隊

航空指揮支援隊長
航空指揮

支援隊人数

移動方法
活動拠点ヘリベース

到着時刻
所属航空隊・氏名・連絡先 手段

受入れ
ヘリポート

移動経路
活動拠点ヘリベース

到着予定時刻

：

自動車

(所属)

(氏名)

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　    ・市ヘリ）

　　　　ＨＢ
・

：
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【様式３ 】

都道府県大隊・各部隊　受入れ管理表（指揮支援部隊、航空部隊を除く）

応援
都道府県

隊の種類 隊の規模
隊の代表者

受援市町村
(消防本部)

進出拠点 宿営場所

所属消防本部・氏名・連絡先 名称
到着予定

時刻
到着時刻 出発時刻

連絡員の派遣元消防本部
担当者・連絡先

名称
到着予定

時刻
連絡調整員の派遣元消防本部

担当者・連絡先

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－
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【様式４ 】

指
揮
隊

中
型
水
陸
両
用
車

水
陸
両
用
バ
ギ
|

重
機

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

(隊数) 0

(人数) 0

都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表

月  　日　　：　　現在    

応
援
都
道
府
県

隊
の
種
類

消
火
小
隊

救
助
小
隊

救
急
小
隊

後
方
支
援
小
隊

通
信
支
援
小
隊

水
上
小
隊

特
殊
災
害

(

毒
劇
物
等
対
応
小
隊

)

特
殊
災
害

(

大
規
模
危
険
物
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
災
害

(

密
閉
空
間
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
装
備

(

遠
距
離
大
量
送
水
小
隊

)

特
殊
装
備

(

震
災
対
応
特
殊
車
両
小
隊

)

特
殊
装
備

(

水
難
救
助
小
隊

)

特
殊
装
備

(

消
防
活
動
二
輪
小
隊

)

特
殊
装
備

(

そ
の
他
の
特
殊
装
備
小
隊

)

合
計

備
考

（
特
殊
車
両
の
有
無

）

受
援
市
町
村

（
消
防
本
部

）

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害
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【別記様式第１】

群馬県知事　殿

人 棟

人 棟

人 棟

棟

棟

被
害
の
状
況
等

緊急消防援助隊応援活動に係る被害情報等報告【第　　報】

発生日時

災害種別

災害内容

活動中の部隊

合計 人
火災

合計

半壊

不明 一部損壊

その他応援活動に
必要な事項

死傷者

死者

住家

全壊

負傷者

道路状況

災害対策本部等設置状況
(連絡先　電話・FAX等）

使用無線系統

緊急消防援助隊の
応援を必要とする地域

緊急消防援助隊の
任務

　（令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分現在）

市町村名

消防本部（局）名

報告者氏名

連絡先
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【別記様式第１】

※情報が更新された場合は、　随時報告して下さい。
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８－２ 群馬県と日本防災士会群馬県支部との防災に係る相互協力に関する協定書 
 
群馬県（以下「甲」という。）と日本防災士会群馬県支部（以下「乙」という。）は、次のとおり協定

を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、平常時及び県内に災害が発生した場合（災害が発生するおそれがある場合を含む。

 以下「災害時等」という。）において、乙が防災士の有する専門的知識、技能、経験等を活用して、甲

 に対して行う協力について、必要な事項を定めるものとする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、平常時及び災害時等において、協力を要請する必要があると認めるときは、乙に対し協

力を要請することができる。 
２ 甲の乙に対する要請は、文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがない

 ときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。 
（協力の内容） 
第３条 乙は、平常時から地域住民、地域団体及び防災関係機関等との連携に努め、地域における防災

 体制の確立に貢献するものとし、平常時における協力については、次に掲げるとおりとする。 
（１）研修会等への講師の派遣 
（２）地域防災訓練などの地域防災活動の支援 
（３）甲が主催する「群馬県総合防災訓練」への協力 
（４）その他防災意識の啓発活動等 
２ 乙の災害時等における協力については、次に掲げるとおりとする。 
（１）救助活動への支援 
（２）避難所運営に係る支援 
（３）その他災害時において必要と認められる事項 
（協力の実施） 
第４条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、可能な範囲において協力を行うものとする。 
２ 乙は、前項の規定により協力を行った場合は、甲に対し、その状況を文書により報告するものと 

する。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭、電話その他の方法で報告し、事後 

速やかに文書を送付するものとする。 
（経費の負担） 
第５条 乙がこの協定に基づく甲の要請による協力を行うために要した経費の負担については、甲及び

 乙が協議して決定するものとする。 
（安全の確保） 
第６条 甲は、乙が実施する活動に当たっては、その内容に応じ、安全の確保に配慮するものとする。 
（連絡責任者の報告） 
第７条 甲と乙は、この協定の履行に関する連絡責任者を定め、協定締結後速やかに文書により相互に

 報告するものとし、変更があった場合も同様とする。また、年度当初に変更の有無を相互に確認する

 ものとし、以後同様とする。 

- 399 -



 

 
（情報提供等） 
第８条 甲及び乙は、この協定による活動が円滑に行われるよう、平常時より防災に関する情報交換 

 及び連携して防災活動の実施に努めるものとする。 
（秘密の保持） 
第９条 甲及び乙は、本協定に基づく協力の際に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 
（有効期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了

 前１か月までに甲乙協議の上、協定を解除した場合を除き、期間終了の日から１年間この協定は更新

 され、その効力を継続するものとし、以後同様とする。 
（協議） 
第１１条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ押印のうえ、各自１通を保有する。 

 
 
 

令和４年１月１７日 
 
 

甲  群馬県前橋市大手町１－１－１ 
                         群馬県 
                         群馬県知事  山 本 一 太 
 
 
 

乙  群馬県高崎市若松町５－１８ 
                         日本防災士会群馬県支部 
                         支 部 長  赤 羽 潤 子 
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８－３ 震災時等の相互応援に関する協定 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議により、東京都、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及び

長野県（以下「都県」という。）において、地震等による災害又は武力攻撃

事態等若しくは緊急対処事態（以下「災害」という。）において、被災した

都県（避難住民（都県以外からの避難住民を含む。）を受入れている都県を

含む。以下「被災都県」という。）独自では十分な災害応急対策が実施でき

ない場合において、災害対策基本法第５条の２、同法第８条第２項第１２号

及び同法第７４条第１項の規定又は武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律第３条第４項及び同法第１７２条第４項の規定並びに

同法第３２条第２項第６号及び同法第１８２条第１項の規定による地方公共

団体相互の広域的な連携協力に関する基本方針の内容並びに友愛精神に基づ

き、都県が相互に救援協力し、被災都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実

施するため、必要な応援その他の事項について定める。 

 

（連絡窓口） 

第２条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県にお

いて激甚な災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。 

２ 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に

努めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 物資等の提供及びあっせん 

   ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資 

   イ 避難、救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物

資 

   ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等 

 (2) 応急対策に必要な職員の派遣等 

   ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な職員 

   イ ヘリコプターによる情報収集等 

   ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん 

 (3) 施設又は業務の提供若しくはあっせん 

   ア 傷病者の受入れのための医療機関 
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   イ 被災者を一時収容するための施設 

   ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

   工 仮設住宅用地 

   オ 輸送路の確保及び物資拠点施設 

 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 都県は、前項の応援が円滑に実施できるよう、物資、資機材等の確保、備

蓄に努めるものとする。 

 

（カバー都県・協力都県の設置） 

第４条 都県は、協議により、被災都県に対し直接応援をする都県（以下「カ

バー都県」という。）をあらかじめ定めることができる。 

２ カバー都県は、被災都県を直接人的・物的に支援するほか、被災都県を応

援する都県の選定及び連絡調整並びに国や全国知事会等との連絡調整に関し、

被災都県を補完することを主な役割とする。 

３ カバー都県以外で被災しなかった都県（以下「協力都県」という。）は、被

災都県又はカバー都県からの要請に基づき、被災都県の応援に協力するもの

とする。 

 

（幹事都県の役割） 

第５条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国

協定」という。）第３条第１項に規定する関東地方知事会の幹事県（以下「幹

事都県」という。）は、全国協定第３条第５項の規定に掲げる役割を担うもの

とする。 

 

（幹事代理都県の設置） 

第６条 幹事都県が被災等によりその事務を遂行できなくなった場合、幹事都

県に代わって職務を代行する都県（以下「幹事代理都県」という。）を置く。 

２ 幹事代理都県は、別に定める順序に従い幹事都県が指名する。 

 

（連絡員の派遣） 

第７条 災害が発生し、被災都県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又は

カバー都県が必要があると認めたときは、カバー都県は、被災都県に対して

連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。 

２ カバー都県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又

は使用する物資を携行するなど自律的活動に努めるものとする。 
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（応援要請の方法） 

第８条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、カバー都県に対し

口頭又は文書で要請を行い、応援する都県が決定した後に、応援することと

なった都県に対し、文書を提出するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 第３条第１項各号に掲げる応援の要請内容 

 (3) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (4) 車両、航空機、船舶の派遣場所 

 (5) 応援の期間 

 (6) 要請担当責任者氏名及び連絡先 

 (7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

（応援の自主出動） 

第９条 カバー都県及び協力都県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出

動をすることが必要と認められるときは、第７条の規定による連絡員が収集

した情報等により自主的に応援活動に出動できるものとする。 

２ カバー都県及び協力都県は、前項による自主出動を実施した際には、被災

都県及び他の都県に対して、出動の連絡を行うものとする。 

３ カバー都県及び協力都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場

合においては、第７条第２項に準じて、自律的活動に努めるものとする。 

 

（応援受入れ体制） 

第 10 条 都県は、災害時における他の都県からの連絡員、応援要員及び応援物

資等を受け入れるための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくもの

とする。 

 

（応援経費の負担） 

第 11 条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を

受けた都県が負担するものとする。 

２ 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、

応援を受けた都県から要請があった場合には、応援した都県は、当該費用を

一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。）支弁するものとす

る。 

３ 第７条の規定による連絡員の派遣及び被災地における情報収集活動に要し

た経費は、カバー都県が負担するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援し
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た都県の間で協議して定めるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 12 条 この協定は、全国協定及び都県が個別に締結する災害時の相互応援協

定等を妨げるものではない。 

 

（訓練の実施） 

第 13 条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を

適時実施するものとする。 

 

（資料の交換） 

第 14条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、

国民の保護に関する計画その他参考資料を相互に交換するものとする。 

 

（連絡会議の設置） 

第 15 条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、

連絡会議を設置するものとする。 

 

（その他） 

第 16 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項に

ついては、都県が協議して別に定めるものとする。 

 

 

附則 この協定は、平成８年６月１３日から適用する。 

２ 昭和５２年６月１６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１４年３月３１日から適用する。 

２ 平成８年６月１３日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１６年２月２４日から適用する。 

２ 平成１４年３月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成２０年２月６日から適用する。 

２ 平成１６年２月２４日に締結された協定は、これを廃止する。 
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附則 この協定は、平成２５年７月３１日から適用する。 

２ 平成２０年２月６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成３１年３月３１日から適用する。 

２ 平成２５年７月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

  この協定の締結を証するため、本協定書１０通を作成し、各都県記名押印

のうえ、各１通を保有する。 

 

  平成３１年３月３１日 

 

 

          東京都知事          小 池  百 合 子 

          茨城県知事          大 井 川  和 彦 

          栃木県知事          福 田  富 一 

          群馬県知事          大 澤  正 明 

          埼玉県知事          上 田  清 司  

千葉県知事          森 田  健 作 

神奈川県知事    黒 岩  祐 治 

山梨県知事          長 崎  幸 太 郎 

静岡県知事          川 勝  平 太 

長野県知事          阿 部  守 一 
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８－４ 群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び 

防災協力に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、群馬県、埼玉県及び新潟県（以下「三県」という。）のいずれかの

県において災害が発生した場合における三県間の相互応援の実施、又は他の都道府県で

災害が発生した場合の支援における三県連携の推進により、迅速かつ円滑な災害応急対

策の実施を図るとともに、三県が平時から防災における協力及び連携の充実を図り、も

って三県の災害対応力を向上させることを目的とする。 

 

（連絡担当部局） 

第２条 三県は、あらかじめ災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡担当部局を定

めるものとする。 

 

（災害時の応援の種類） 

第３条 災害時の応援の種類は、三県のうち災害が発生した県（以下「被災県」とい

う。）において災害応急対策に必要な物資・資機材・職員等、被災県から要請のあった

事項とする。 

２ 応援の内容等は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。 

 

（応援要請の手続き） 

第４条 被災県が応援の要請をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援

を実施する県（以下「応援県」という。）に対し、まず口頭、電話又はファクシミリに

より要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）物資・資機材等の応援を要請する場合にあっては、その品名及び数量等 

（３）職員の応援を要請する場合にあっては、職種別人員 

（４）応援場所及び応援場所への経路、駐車場所又はヘリ着陸場所 

（５）応援を必要とする期間 

（６）前各号に定めるもののほか必要な事項 

 

（連絡員の派遣） 

第５条 三県のいずれかの県において災害が発生し、応援を行おうとする県が必要がある

と認めたときは、当該県は、被災県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行う

ものとする。 

 

（応援の自主出動） 
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第６条 応援県は、第３条及び第４条の規定にかかわらず、派遣した連絡員からの情報等

を基に、必要な応援を自主的に行うことができるものとする。この場合、応援に関する

情報を被災県に提供する等、円滑な応援実施に配慮するものとする。 

２ 三県は、それぞれ、連絡員の派遣を受けた場合の適切な受入れ体制を、あらかじめ整

備しておくものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として被災県の負担とする。ただし、被災県と応援県

との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。 

２ 被災県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ被災県から要請があった

場合は、応援県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 第５条に規定する連絡員の派遣及び被災地の情報収集活動に要した経費は、応援県の

負担とする。 

 

（他都道府県で発生した災害への対応） 

第８条 他都道府県で災害が発生し、当該被災都道府県に対して支援を行おうとする場

合、必要に応じて、三県で情報を共有し連携に努めるものとする。 

 

（広域応援に係る共同研究） 

第９条 三県は、大規模災害が発生した場合における広域応援等に関し、応援の円滑な実

施に必要な共同研究を実施するものとする。 

２ 前項の共同研究は、既存の広域応援計画等と整合を図るものとする。 

 

（平素の連携） 

第 10 条 三県は、防災体制及び相互連携の充実強化を図るため、平素から連携して訓練の

実施や地域防災計画その他参考資料の情報共有など、必要な取組を推進するものとす

る。 

 

（連絡会議の設置） 

第 11 条 三県は、前二条の取組を推進するため、連絡会議を設置する。 

２ 連絡会議の具体的な運営については別に定める。 

 

（他の協定との関係） 

第 12 条 この協定は、三県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及

び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。 

 

（その他） 

第 13 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度三県が協議し

て定めるものとする。 
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２ この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとす

る。 

 

   附 則 

 この協定は、平成２５年１月３１日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、各県記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

平成２５年１月３１日 

 

 

                   群馬県前橋市大手町一丁目１番地１ 

                   群馬県知事   大澤 正明 

 

 

                   埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番地１ 

                   埼玉県知事   上田 清司 

 

 

                   新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

                   新潟県知事   泉田 裕彦 
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８－５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第23号）第５条の２及び第８条

第２項第１２号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、
各地域のブロック知事会（以下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互応援
協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整
の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるもの
とする。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平
成16年法律第112号）が適用される事態に準用する。  

 
（都道府県の役割） 
第２条 都道府県は、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）に対して、

相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援に協
力するものとする。  

２ 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間
及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築するこ
とに努めるものとする。  

 
（ブロック幹事県の設置等） 
第３条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置

く。  
ブロック名 構成都道府県名 

北海道東北地方知事会  
 
関東地方知事会  
 
中部圏知事会  
 
近畿ブロック知事会  
 
中国地方知事会  
四国知事会  
九州地方知事会  

北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 
福島県 新潟県  
東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 
神奈川県 山梨県 静岡県 長野県  
富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 
静岡県 福井県 滋賀県  
福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 
和歌山県 兵庫県 鳥取県 徳島県  
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県  
徳島県 香川県 愛媛県 高知県  
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 
鹿児島県 沖縄県 山口県  
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２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるとこ
ろによるものとする。 

３ 幹事県は、原則として各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充て
る。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府
県を幹事県とした場合は、この限りでない。  

４ 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道府
県ごとに支援を担当する都道府県（カバー（支援）県）を定めるなど、ブロック内で
の支援体制の構築に努めるものとする。  

５ 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整
を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合
には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。 

６ 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック
内で速やかに協議のうえ、幹事県に代わって職務を行う都道府県（以下「幹事代理県」
という。）を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告する
ものとする。 

 
（災害対策本部等の設置） 
第４条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じて

災害対策本部等を設置することができる。 
２ 災害対策本部等の設置及び運営等は、全国知事会会長が別に定める。 
 
（広域応援の実施） 
第５条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第３条第５項に基づく

広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県に対
して応援の要請を行う。 

２ 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努
めなくてはならない。 

３ 通信の途絶等により、第３条第５項の要請がなされない場合にあっても、広域応援
の必要があると認められる場合には、全国知事会は第１項に規定する応援の要請を
行うことができる。 

 
（業務の代行） 
第６条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合

には、近畿ブロック知事会の幹事県が、前条の広域応援に関する業務を代行する。 

２ 前項の場合において、近畿ブロック知事会の幹事県による広域応援に関する業務
の代行が困難なときは、九州地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行す
る。 
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３ 前２項の規定による業務の代行が困難な場合は、災害等による被害の状況等を踏
まえ、全国知事会会長が、全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長及び副委員長
の意見を聴いた上で、広域応援に関する業務を代行する都道府県を決定するものと
する。 

 
（経費の負担）  
第７条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域

応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との
間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。  

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広
域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」と読
み替える。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。  

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁を
した都道府県に対し繰戻しをしなければならない。  

 
（他の協定との関係）  
第８条 この協定は、都道府県がブロック別及び個別に締結する災害時の相互応援協

定等を妨げるものではない。 
  
（訓練の実施）  
第９条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必

要な訓練を適時実施するものとする。  

（その他） 
第10条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、

全国知事会会長が別に定めるものとする。 
 
 
附則 この協定は、平成18年７月12日から適用する。 
２ 平成８年７月18日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、平成19年７月12日から適用する。 
２ 平成18年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、平成24年５月18日から適用する。 
２ 平成19年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 
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附則 この協定は、平成30年11月９日から適用する。 
２ 平成24年５月18日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、令和３年11月22日から適用する。 
２ 平成30年11月９日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、令和６年１月１日から適用する。 
２ 令和３年11月22日に締結された協定は、これを廃止する。 

 
 
この協定の締結を証するため、協定書の正本を全国知事会において保有するととも

に、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。 
 
 
令和６年１月31日 

全国知事会 会長 
宮城県知事   村 井  嘉 浩 

 
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長 

神奈川県知事  黒 岩  祐 治 
 
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長 

静岡県知事   川 勝  平 太 
 
北海道東北地方知事会 会長 

岩手県知事   達 増  拓 也 
 
関東地方知事会 会長 

長野県知事   阿 部  守 一 
 
中部圏知事会 会長 
       愛知県知事   大 村  秀 章 
 
近畿ブロック知事会 会長 
       福井県知事   杉 本  達 治 
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中国地方知事会 会長 
島根県知事   丸 山  達 也 

 
四国知事会 常任世話人 
       徳島県知事   後藤田  正 純 
 
九州地方知事会 会長 

熊本県知事   蒲 島  郁 夫 
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８－６ 航空消防防災相互応援協定 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、福島県（以下「甲」という。）、茨城県（以下「乙」という。）、栃木県（以

下「丙」という。）、群馬県（以下「丁」という。）及び埼玉県（以下「戊」という。）において、

回転翼航空機（以下「ヘリ」という。）を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

（連絡及び調整）              

第２条 甲、乙、丙、丁及び戊は、耐空検査等について相互に連絡し点検スケジュールを調整する。 

 

（応援要請） 

第３条 この協定に基づく応援要請は、甲、乙、丙、丁及び戊の保有するヘリが次の各号に定める場

合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」（昭和６１年５月３０日付消防救

第６１号消防庁次長通知）の対象となる場合を除くヘリの出動事案が発生したときに行うものとす

る。    

 (１) 保有するヘリが点検、整備のため出動できない場合 

 (２) 保有するヘリのみでは、出動事案に応えられない場合 

 (３) 保有するヘリが出動体制を整えるまでに相当の時間を要する場合 

 (４) その他ヘリによる応援活動が有効な場合 

 

（応 援） 

第４条 前条による応援要請を受けた応援側は、所掌業務、気象状況等により飛行に支障がある場合

を除き応援するものとする。 

 

（応援のため出動する範囲）      

第５条 応援のためへリが出動する範囲は、原則として甲、乙、丙、丁及び戊並びにこれらに隣接す

る都県とする。 

 

（応援活動の位置付け） 

第６条 ヘリの応援活動の内容が救急搬送等肖防の業務である場合は、当該ヘリの航空隊に隊員を派

遣した市町村等（常備消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）と応援を受けた市町村等の間

で、消防組織法第２１条第１項による応援活動があったものとする。 

 

（応援要請の手続き） 

第７条 第３条に規定する応援要請の手続きは、電話等により次の事項を明らかにして行い、後に別

に定める応援要請書を提出（FAX 可）するものとする。 

 (１) 応援活動の種別    

 (２) 応援活動の内容 
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 (３) 発生の日時、場所 

 (４) 現地の気象状況     

 (５) 現場の最高指揮者の職・氏名及び現場との連絡方法 

 (６) ヘリが離着陸する場所及び地上支援体制 

 (７) 応援に要する資機材の品目及び数量 

 (８) ヘリの給油場所 

 (９) その他必要な事項 

 

（応援要請先） 

第８条 応援要請の連絡先は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目に定める当該県

の「連絡・要請窓口の名称」とする。 

 

（応援の中断）         

第９条 応後側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側は要請側と協議の

上応援を中断することができる。 

 

（応援の始期及び終期） 

第１０条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けて自隊のヘリポートを出発したときから

始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

  ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令

があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。           

  さらに、ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき

命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。       

 

（応援のため出動したヘリの指揮） 

第１１条 応援出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。ま

た、応援活動の内容が第６条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める

現場の最高指揮者が行うものとする。 

 

（事故等の連絡）     

第１２条 要請側は、応援航空隊に次の事故が発生したことを覚知したときは、速やかに応擾側に対

し必要な事項を報告しなければならない。 

 (１) 人の死傷を伴う事故 

 (２) ヘリの重大な損傷を伴う事故 

 (３) 救難対策を必要とする事故 

 

（経費の負担） 

第１３条 応援に要する派遣職員の給与等、航空機の燃料費（応援先において給油する場合を除く。）

及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担とする。
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ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。           

 (１) 土地、建物、工作物等に対する補償費       

 (２) ヘリの損傷に対する諸経費 

 (３) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金

額とする。   

４ 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議し定めるものと

する。                

 

（情報交換） 

第１４条 この協定に基づき甲、乙、丙、丁及び戊は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換

を行い、出動時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。             

 

（その他） 

第１５条 この協定に関して定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙、丙、

丁及び戊が協議して定めるものとする。 

 

（実施時期）                    

第１６条 この協定は、平成１１年３月１７日から実施する。      

 

 この協定の締結を証するため、本協定書５通を作成し、甲、乙、丙、丁及び戊は記名押印の上、各

１通を保有する。   

 

   平成１１年３月１７日 

 

                                                甲 福島県知事 佐藤 栄佐久 

 

                                                乙 茨城県知事  橋本  昌 

 

                                                丙 栃木県知事  渡辺 文雄 

 

                                                丁 群馬県知事  小寺 弘之 

 

                                                戊  埼玉県知事 土屋 義彦 
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８－７ 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等 

      における相互応援協定 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、新潟県（以下「甲」という。）、山梨県（以下「乙」という。）、群馬県（以

下「丙」という。）及び長野県（以下「丁」という。）において、消防防災ヘリコプター（以下「へ

リ」という。）を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的

とする。      

 

（耐空検査等の調整）               

第２条 甲、乙、丙及び丁は、耐空検査等について相互に連絡し点検スケジュールを調整する。 

 

（応援要請） 

第３条 この協定に基づく応援要請は、甲、乙、丙及び丁が保有するヘリが耐空検査及び整備等によ

り運航不能又は他の用務のため出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応

援実施要綱」（昭和６１年５月３０日付消防救第６１号消防庁次長通知）の対象となる場合を除く

ヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。  

 

（応 援）                              

第４条 前条による応援要請を受けた自治体は、所掌業務、気象条件等により飛行に支障がある場合

を除き応援するものとする。 

 

（応援活動の位置付け）             

第５条 応援活動の内容が救急搬送等消防業務である場合には、甲、乙、丙及び丁の保有するヘリの

出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員の派遣をした市町村、一部事務組合及び広域連合（以下

「市町村等」という。）と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第２１条第１項による応援活動があったものとする。 

 

（応援要請の手続き） 

第６条 応援要請にかかる手続きは、次の各号に掲げるところによる。 

 (１) 要請側の県消防防災課長（以下「要請者」という。）から応援側の県消防防災課長（以下「応

援者」という。）に対し、応援要請を行うこととする。 

 (２) 応援要請は、電話にて速報後、応援側の定めている緊急運航要請書によりファクシミリを用

いて行うものとする。 

 (３) 応援者は、出動の可否を決定し、当該消防防災航空隊長等に指示するとともに要請者に回答

するものとする。 

 (４) 消防防災航空隊長等は、応援要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢を整

えるものとする。 
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（応扱の中断） 

第７条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援者はへリの応援を要

請者と協議のうえ中断することができる。 

 

（応援の始期及び終期） 

第８条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始まり、

ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

  但し、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動すべき命

令があったときは、そのときからこの協定に基づく応扱は始まるものとする。 

  さらに、ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき

命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

 

（応援のために出動したヘリの指揮） 

第９条 応援出勤したヘリの指揮は、要請者の定める現場の最高指揮者が行うものとする。また、応

援活動の内容が第５条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める現場の

最高指揮者が行うものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連

絡をとるものとする。 

 

（経費の負担）      

第１０条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費（応援先において給油する場合を除く。）及

び消耗品費等の通常経費並びに応扱職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担とする。

但し、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とすする。  

 (１) 土地、建物、工作物等に対する補償費 

 (２) ヘリの損傷に対する諸経費              

 (３) 一般人の死傷に伴う損害補償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応捜側の加入する航空保険により支払われる金額又はそれと同

等の金額を控除した金額とする。 

４ 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議し定めるものと

する。 

 

（情報交換） 

第１１条 この協定に基づき甲、乙、丙及び丁は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行

い、出動時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議して

定めるものとする。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この協定は、平成１２年５月１２日から施行する。 

（消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定の廃止） 

２ 平成１１年５月２８日に締結した新潟県、山梨県及び長野県による消防防災ヘリコプターの運航

不能期間等における相互応援協定は、廃止する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁は記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

   平成１２年５月１２日 

 

                                        甲 新潟県知事 平山 征夫 

 

                                        乙  山梨県知事 天野  健 

 

                                        丙 群馬県知事  小寺 弘之 

 

                                        丁 長野県知事 吉村 午良 
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８－８ 群馬県水道災害相互応援協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、群馬県及び県内各水道事業者（以

下「会員」という。）が協力して実施する群馬県内及び他の都道府県における相互応援活動につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織構成） 

第２条  災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

    この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内の会員を１１地区（以下「地区」という。）

に分け、地区を県央、西毛、東毛の３ブロック（以下「ブロック」という。）に分ける。 

２ 各地区及び各ブロックには、それぞれ代表都市及び副代表都市を置く。 

３ 前項の地区代表都市は、群馬県の各保健福祉事務所所在市町を充て、地区副代表都市は各地区で

選任する。 

  また、各ブロック代表都市及び各ブロック副代表都市は地区代表都市から選出し、県央ブロック

については、前橋市を代表都市とする。 

４ 群馬県（以下「県」という。）は、各ブロック代表都市と連携を密にし、必要ある場合は、他都

道府県及び関係機関への応援要請等の連絡調整を行うものとする。 

  また、県は、県内及び他の都道府県において水道災害が発生し、他都道府県及び関係機関からの

要請に基づき、この協定に基づく応援活動を実施する場合は、ブロック代表都市に応援協力の要請

を行うものとする。 

５ この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、群馬県保健福祉部衛生

食品課が担当し、群馬県企業局と連携のもとに行う。 

 

（応援内容） 

第３条 応援活動は原則として、被災会員の応急給水及び復旧計画に基づき、その指示（様式第１号）

に従って作業に従事するものとする。 

２ 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

 (１) 応急給水作業 

 (２) 応急復旧工事 

 (３) 応急復旧用資機材の供出 

３ 前項第１号及び第２号の作業期間は、原則として７日以内とし、継続する場合は被災会員、応援

会員及び県の協議による。 

４ 他の都道府県等への応援活動は、前各項に準ずるものとする。 

 

（応援要請等） 

第４条 応援要請は、原則として次の各号により行うものとする。 

 (１) 被災会員は、所属する地区の代表都市へ応援を依頼する。 

 (２) 地区代表都市は、地区内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、 
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   ブロック代表都市に応援を要請する。 

 (３) ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、他のブロック代表都市に応援を要請する。 

 (４) ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、県へ応援を要請する。 

２ 応援要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

 

（応援要請の手続） 

第５条 被災会員が応援要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、電話等迅速かつ

正確に伝達できる通信手段により要請し、後日速やかに文書（様式第２号及び第３号）を提出する

ものとする。 

 (１) 災害の状況 

 (２) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

 (３) 必要とする職種別人員 

 (４) 応援期間 

 (５) 応援場所及び応援場所への経路 

 (６) その他必要な事項 

 

（応援体制） 

第６条 応援会員が派遣する職員（以下、「応援職員」という。）は、災害の状況に応じ必要な食糧、

被服、資金等を携行するものとする。 

２ 応援職員は、応援会員等の名を表示する標識を着用するものとする。 

 

（被応援体制） 

第７条 被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋、その他必要な便宜を供与するも

のとする。 

２ 被応援会員は、資機材等の応援を受ける場合、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するも

のとする。 

 

（費用負担） 

第８条 応援に必要な経費は、法令等に別段定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

 (１) 応援給水、応援復旧、応援復旧用資機材に要する費用は、被応援会員が負担する。 

 (２) 応援職員の派遣に要する経費は、応援会員が負担する。 

 (３) 応援職員が応援業務により負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、

応援会員の負担とする。 

 (４) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、原則として、その損害が応援業務中

に生じたものについては被応援会員が、また、被応援会員への往復途中に生じたものについて

は応援会員がその賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、関係会員等が協議して定めるものとする。 
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（応援物資等の調査） 

第９条 会員は応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５月末日までに県に提出す

るものとする。 

 (１) 連絡担当部課等（様式第４号） 

 (２) 応急資機材の保有状況（様式第５号） 

 (３) 応援に従事できる職員数（様式第６号） 

 (４) 水道配管等の標準施工図又はこれに準ずるもの 

２ 県は前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ会員に送付するものとする。 

 

（協 議） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協 

議して定めるものとする。 

 

（訓 練） 

第１１条 会員は、この協定に基づき相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施する

ものとする。 

 

（実施期日） 

第１２条 この協定は、平成 13 年２月９日から実施する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書１通を作成し、協定者が記名押印のうえ原本を県が保有し、そ

の写しを各事業体が保有する。 

 

   平成 13 年２月９日 

 

群馬県知事 小寺 弘之          赤城村長    齋藤 光雄            妙義町長    伊丹 良純     
                                                                                          
前橋市長    萩原 弥惣治        子持村長    阿久津 貞司          下仁田町長  神戸 文夫     
                                                                                          
富士見村長  齋藤 啓治          小野上村長  村上 三衛            南牧村長    工藤 増猪一   
                                                                                          
大胡町長    横堀 文雄          伊香保町長  石坂 稔             甘楽町長    黒沢 常五郎   
                                                                                          
宮城村長    櫻井 敏道          榛東村長    一倉 登             中之条町長  小渕 光平     
                                                                                          
粕川村長    松村 慶作          吉岡町長    髙野 一男            東村長      唐沢 保八郎   
                                                                                          
高崎市長  松浦 幸雄          藤岡市長    塚本 昭次            吾妻町長   一場 貞      
                                                                                          
榛名町長    石井 清一          新町長      高橋 功             長野原町長  田村 守      
                                                                                          
倉渕村長    阿久津 正          鬼石町長    関口 茂樹            嬬恋村長    松本 先      
                                                                                         
箕郷町長    秋月 保教          吉井町長    武藤 恒正            草津町長    市川 紘一郎   
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群馬町長    清水 稔           万場町長    宮前 鍬十郎          六合村長    本多 秀里     
                                                                                          
碓氷上水道企業団企業長        中里村長    小林 一夫            高山村長    割田 良次     
      中島 博範                                                                     
                               上野村長    黒澤 丈夫            沼田市長    西田 洽司     
渋川市長    登坂 秀                                                                      
                               富岡市長    今井 清二郎          白沢村長    中村 玉樹     
北橘村長    小林 幸男                                                                     
                                                                                          
利根村長   小林 市郎            尾島町長    相澤 邦衛                                    
                                                                                          
片品村長   梅澤 羊太            新田町長   山﨑 昭                                     
                                                                                         
川場村長    横坂 太一            館林市長    中島 勝敬                                   
                                                                                          
月夜野町長  小林 雅男            板倉町長    針ヶ谷 照夫                                  
                                                                                         
水上町長    腰越 孝夫            明和町長   斎藤 憲                                    
                                                                                         
新治村長    鈴木 和雄            千代田町長 襟川 幸雄                                   
                                                                                         
昭和村長    加藤 秀光            大泉町長   髙野 和男                                   
                                                                                         
伊勢崎市長  髙橋 基樹            邑楽町長   神藤 茂                                    
                                                                                          
赤堀町長    金井  昇                                                                      
                                                                                          
東村長    松原 宣夫                                                                     
                                                                                          
境町長    長沼 和幸                                                                     
                                                                                          
玉村町長    井田 金七                                                                     
                                                                                          
桐生市長    大澤 善隆                                                                     
                                                                                          
新里村長    小池 仍壽                                                                     
                                                                                          
黒保根村長  高澤 敏夫                                                                     
                                                                                          
東村長    髙畑 彰                                                                      
                                                                                          
藪塚本町長  小川 喜一                                                                     
                                                                                           
大間々笠懸上水道企業団企業長                                                              
          近藤 昭次                                                               
                                                                                       
太田市長    清水 聖義                                                                     
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群馬県水道災害相互応援活動実施要綱 
 
第１ 通則 
  群馬県水道災害相互応援活動（以下「応援活動」という。）については、群馬県水道災

害相互応援協定（平成１３年２月９日締結。以下「協定」という。）のほか、この群馬県

水道災害相互応援活動実施要綱（以下「要綱」という。）に定めるところにより実施する

ものとする。 
 
第２ 目的 
  要綱については、協定の趣旨を堅持し、迅速で円滑な応援活動を実施するために必要

な事項を定めるものとする。 
 
第３ 組織構成 
１ 組織 

災害が発生した場合の相互応援活動における組織構成は、別添１の組織図（以下「組

織図」という。）のとおりとし、協定第２条により定められた組織構成は、当該組織図

に置き換えて運用するものとする。 
２ 区域区分 

   この要綱に定める事項を円滑に実施するため、県内の地方公共団体等を５ブロック

（以下「ブロック」という。）に区分し、各ブロックを構成する地方公共団体等を構成

員と称する。 
３ 応援活動体系 

   この要綱に定める事項を円滑に実施するため、災害規模に応じた応援活動を３体系

（以下「体系」という。）に区分する。 
   なお、この要綱において、ブロックを代表するものを選任した場合、この代表者を

調整役と称し、調整役は、所属ブロック内の情報収集、所管事務のとりまとめ、関係

機関との調整窓口としての事務を担うものとする。 
（１）ブロック内応援活動 

    ブロック内応援活動は、構成員の所管する水道施設等が被災した場合において、

被災構成員の属するブロック構成員間で相互連携し、必要な応援活動等を実施する

ものとする。 
（２）ブロック間応援活動 

    ブロック間応援活動は、構成員の所管する水道施設等が被災した場合において、

ブロック内応援活動では対応が困難であると判断した場合において、被災構成員、

調整役、被災構成員の属するブロック以外の構成員及び県で相互連携し、必要な応
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援活動等を実施するものとする。 
（３）ブロック外応援活動 

    ブロック外応援活動は、構成員の所管する水道施設等が被災した場合において、

ブロック間応援活動によっても対応が困難であると判断した場合又は県外の水道事

業者等が被災し、国及び関係機関等から応援要請を受けた場合において、被災構成

員、各ブロック調整役、県、国及び関係機関が相互連携し、必要な応援活動等を実

施するものとする。 
 
第４ 所管事務取扱要領 
１ この要綱に基づき実施される応援活動等における事務の所管については、別添２の

所管事務取扱要領（以下「要領」という。）によるものとする。 
２ 所管事務の実施に必要となる調書等は、要領に定める様式を用いるものとする。 

   なお、協定に定められた様式は、当該様式に置き換えて運用するものとする。 
 
第５ 応援内容 
１ 応援活動は、協定第３条の規定により行うものとし、協定第３条における「被災会

員」を「被災構成員」に、「応援会員」を「応援構成員」にそれぞれ読み替える。 
２ 協定第３条第１項における従事作業については指示のほか、要請を加えるものとす

る。 
３ 協定第３条第３項における協議者は体系別に以下のとおりとする。 

 （１）ブロック内応援活動 
被災構成員、調整役、応援構成員、県 

（２）ブロック間応援活動 
被災構成員、調整役、応援構成員、県 

（３）ブロック外応援活動 
被災構成員、調整役、県、関係機関（県内被災の場合） 

  県、応援構成員、関係機関（県外応援要請の場合） 
 
第６ 応援体制 
  応援体制は、協定第６条の規定により行うものとし、協定第６条における「応援会員」

を「応援構成員」に、「応援職員」を「応援活動職員」にそれぞれ読み替える。 
 
第７ 被応援体制 
１ 被応援体制は、協定第７条の規定により行うものとし、協定第７条における「被応

援会員」を「被災構成員」に、「応援職員」を「応援活動職員」にそれぞれ読み替える。 
２ 協定第７条第２項における倉庫、保管場所等の管理者について、被災構成員から選
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任された応援活動職員を加えるものとする。 
 
第８ 費用負担 
  費用負担は、協定第８条の規定により行うものとし、協定第８条における「被応援会

員」を「被災構成員」に、「応援職員」を「応援活動職員」に、「応援会員」を「応援構

成員」に、「応援業務」を「応援活動」に、「関係会員」を「関係構成員」にそれぞれ読

み替える。 
 
第９ 応援物資等の調査 
１ 応援物資等の調査は協定第９条の規定により行うものとし、協定第９条における「会

員」を「構成員」に、「水道配管等」を「水道施設等」にそれぞれ読み替える。 
２ 協定第９条第１項第２号における保有状況調査に応援物資を加えるものとする。 
３ 協定第９条第１項第３号における従事職員数調査に職種を加えるものとする。 

 
第１０ 協議 
  この要綱の実施に関し必要な事項又は協定、要綱、要領に定めのない事項については、

その都度、関係構成員等で協議して定めるものとする。 
 
第１１ 訓練 
  訓練は、協定第１１条の規定により行うものとし、協定第１１条における「会員」を

「構成員」に読み替える。 
 
附 則 

この要綱は平成２８年 ６月 １日から施行する。 
 
この要綱は令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
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別添２ 
 

群馬県水道災害相互応援活動実施要綱 所管事務取扱要領 

 
 

第１ 定義 
   群馬県水道災害相互応援活動実施要綱に基づき実施される応援活動等における事務を体系毎に 

以下の表のとおり定義する。 
   なお、各体系における応援活動において、被災構成員等が独自に締結等している個別協定等に 

よる応援を受ける場合、その事務所管は被災構成員が行うものとし、個別協定による応援者、応 
援内容等を県に報告するものとする。 

  

- 428 -



第２ 体系別応援活動 
 
（１）ブロック内応援活動 

№ 項 目 事務内容 所 管 様 式 
① 
※１ 

被害状況調査 水道災害が懸念される事案が発生し

た場合において、所管水道施設の被

害状況を調査する。 

全構成員  

② 被害状況報告及び

応援等要請 
調査した被害状況を県及びブロック

内構成員に報告する。応援を必要と

する場合にはその旨も記載する。 

被災構成員 第１号 
第２号（集計用） 

③ 調整役選任 ブロック内構成員から応援要請があ

った際には調整役を選任し、県及び

ブロック構成員に報告する。 

調整役 第６号 

④ 応援要請 被害状況報告の際に応援要請を必要

とした構成員は、応援内容の詳細を

ブロック構成員に報告する。 

被災構成員 様式３ 

⑥ 応援要請受諾報告 応援要請受諾状況と要請内容を県に

報告する。 
応援構成員 第４号 

第４号（集計用） 
⑦ 応援活動状況確認 応援活動の実施状況をブロック内構

成員間で相互に確認する。 
全構成員 第５号（※３） 

⑧ 
※１ 

応援活動状況報告 応援活動の実施状況を県に報告す

る。（着手時、中間、終了時等） 
応援構成員 第５号 

Ａ 
※２ 

調整役選任要請 必要に応じて相互状況確認時にブロ

ック内構成員に調整役の選任を依頼

する。 

被災構成員 第３号 

Ｂ 
※２ 

調整役受諾報告 被災構成員からの要請に基づきブロ

ック内構成員と協議調整役を選任し

県に報告する。 

調整役 第６号 

     
 
※１ ①被害状況調査及び②相互状況確認は被災後継続的に行い、新たな情報がある場合は、⑧応援

活動状況報告と併せて応援構成員が県に報告するものとする。 
※２ Ａ・Ｂにおける調整役選任以降、調整役は被災構成員及び応援構成員と県の間に入り、被災構

成員からの被害状況、応援構成員からの活動状況をとりまとめ、応援活動実施に関する手配等を

行うとともに各種状況を県に報告するものとする。また、県側からの依頼に基づく情報収集を行

うものとする。 
※３ 情報共有できる他の方法でも可とする。（指定様式を使用しなくてもよい。） 
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（２）ブロック間応援活動 
№ 項 目 事務内容 所 管 様 式 
① 
※１ 

被害状況調査 水道災害が懸念される事案が発生し

た場合において、所管水道施設の被

害状況を調査する。 

全構成員  

② 
※１ 

相互状況確認 調査した被害状況を所属するブロッ

ク内構成員と相互に状況確認する。 
全構成員 第１号（※２） 

③ 調整役選任 相互状況確認によりブロック内では

対応困難と判断した場合、ブロック

調整役を選任する。 

全構成員  

④ 調整役受諾報告 調整役を受諾した旨、県に報告す

る。 
調整役 第６号 

⑤ 被害状況報告 相互状況確認した被害状況をとりま

とめて県に報告する。 
調整役 第２号（集計用） 

⑥ 応援要請 被害状況から必要な応援を県に要請

する。 
調整役 第７号 

⑥ 応援要請（ブロッ

ク間） 
県内各ブロックの被害状況を確認

後、応援可能な構成員に対し応援を

要請する。 

県 第８号 

⑦ 応援要請受諾報告 応援要請受諾の旨と応援可能な物資

機材を県に報告する。 
応援構成員 第９号 

⑧ 応援要請（ブロッ

ク間）受諾報告 
応援可能な構成員と物資機材を調整

役に報告する。 
県 第９号 

⑨ 応援活動実施調整 ブロック内の被害状況と応援構成員

の状況をとりまとめ、被災構成員と

応援構成員の結付けを行う。 

調整役  

⑨ 応援活動状況確認 調整役が中心となり、応援活動の実

施状況等をブロック内構成員間及び

応援構成員と情報共有する。 

全構成員 第 10号（※２） 

⑩ 
※１ 

応援活動状況報告 応援活動の実施状況を調整役及び県

に報告する。（着手時、中間、終了

時等） 

応援構成員 第 10号 

 
※１ ①被害状況調査及び②相互状況確認は被災後継続的に行い、新たな情報がある場合は、⑤被害

状況報告として調整役が県と応援構成員に報告するものとする。 
※２ 情報共有できる他の方法でも可とする。（指定様式を使用しなくてもよい。） 
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（３）ブロック外応援活動 
 
＜被災者側＞ 

№ 項目 事務内容 所管 様式 
① 
※１ 

被害状況調査 水道災害が懸念される事案が発生し

た場合において、所管水道施設の被

害状況を調査する。※１ 

全構成員  

② 
※１ 

相互状況確認 調査した被害状況を所属するブロッ

ク内構成員と相互に状況確認する。 
全構成員 第１号（※２） 

③ 調整役選任 相互状況確認によりブロック内では

対応困難と判断した場合、ブロック

調整役を選任する。 

全構成員  

④ 調整役受諾報告 調整役を受諾した旨、県に報告す

る。 
調整役 第６号 

⑤ 被害状況報告 相互状況確認した被害状況をとりま

とめて県に報告する。 
調整役 第２号（集計用） 

⑥ 応援要請 被害状況から必要な応援を県に要請

する。 
調整役 第７号 

⑥ 応援要請（ブロッ

ク外） 
県内各ブロックの被害状況を確認

後、国等関係機関に対し応援を要請

する。 

県  

⑦ 応援状況報告 県は国等関係機関に応援を要請した

旨、報告するとともに、国等関係機

関から応援情報を調整役に報告す

る。 

県  

⑧ 応援活動状況確認 ブロック内の被害状況及び応援活動

状況等の情報収集を行い県に報告す

る。 

調整役 第 10号 

⑨ 応援活動状況報告 各ブロック内の状況を整理し、国等

関係機関へ報告・協議する。 
県 第 10号 

 
※１ ①被害状況調査、②相互状況確認、⑧応援活動状況確認、⑨応援活動状況報告は被災後継続的

に行い、新たな情報がある場合は、被害状況等報告として調整役が県に、県が国等関係機関に報

告するものとする。 
※２ 情報共有できる他の方法でも可とする。（指定様式を使用しなくてもよい。） 
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＜応援協力側＞ 
№ 項目 事務内容 所管 様式 
① 応援可否確認（ブ

ロック外依頼） 
国及び関係機関から応援協力の要請

を受けた場合、構成員に対して応援

の可否を確認する。 

県  

② 応援可否報告 応援の可否を県に報告する。 全構成員  
③ 応援協力要請 応援可能な構成員に対して、応援協

力を要請する。 
県 第８号 

④ 応援協力状況報告 応援協力を行う構成員は活動状況を

定期的に県に報告する。 
応援協力構

成員 
第 10号 

⑤ 国及び関係機関等

の協議・調整 
被害状況・応援協力状況等の情報収

集を行い、構成員ほか関係機関との

協議・連絡・調整を行う。 

県  
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８－９ 群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定 

 

 （趣旨等） 

第１条 この協定は、災害の発生時に、群馬県（以下「県」という。）並びに県内の市町

村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、災害廃棄物等の処理を円滑に実

施するための相互応援について、必要な事項を定めるものとする。 

２ この協定は、県及び別表に掲げる市町村等の相互間において締結するものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この協定において「災害廃棄物等」とは、地震、豪雨等による大規模な災害の発

生により生じた一般廃棄物その他の被災した市町村等による処理が困難と認められる

一般廃棄物をいう。 

２ この協定において「応援」とは、次に掲げる行為をいう。 

 (1) 災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及びあっせん 

 (2) 災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣 

 (3) 災害廃棄物等の焼却、破砕等の実施及び処理業者のあっせん 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物等の処理に関し必要な行為 

 

 （応援要請） 

第３条 被災した市町村等は、応援を要請しようとするときは、応援要請書（別記様式第

１号）により県に必要な調整を求めるものとする。ただし、応援要請書を提出するいと

まがないときは、口頭、電話等により県に必要な調整を求め、その後速やかに応援要請

書を県に提出するものとする。 

２ 県は、被災した市町村等における災害の発生状況及び応援要請の内容を踏まえ、被災

しなかった市町村等に応援を要請するものとする。 

３ 前２項の規定は、被災した市町村等が直接他の市町村等に応援を要請することを妨げ

るものではない。この場合において、応援を要請した市町村等は、その旨を県に報告す

るものとする。 

４ 応援を要請された市町村等は、可能な限りこれに応じ、応援を行うものとする。 

５ 県は、県内の市町村等の応援では対応が困難であると判断した場合は、他の都道府県

に、応援を要請するものとする。 

 

 （自主的な応援） 

第４条 緊急に応援を行う必要があると認めた市町村等は、自主的に応援を行うことがで

きるものとする。この場合において、応援を行う市町村等は、その旨を県に報告するも

のとする。 

 

 （経費負担） 

第５条 応援に要する経費は、原則として、応援を要請した市町村等が負担するものと
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し、その支払い方法等については、応援を要請した市町村等と応援を行った市町村等の

間で協議し、決定するものとする。 

 

 （情報交換及び体制の整備） 

第６条 市町村等は、災害時における応援が円滑に行われるよう、必要な情報を相互に交

換するとともに、平常時から応援及びその受入体制の整備に努めるものとする。 

 

 （補足） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県

及び市町村等がその都度協議して定めるものとする。 

 

 （成立等） 

第８条 この協定は、複数の市町村等が同意書（別記様式第２号）を県に提出した時に成

立するものとする。（平成２０年４月１日成立） 

２ この協定の成立の時に同意書を提出していない市町村等は、その後同意書を県に提出

して、この協定に参加することができる。  

３ 県は、この協定が成立したとき又は新たに市町村等がこの協定に参加することと 

なったときは、別表に市町村等の名称を記載した協定書を作成し、これを当該市町村

等に送付するものとする。 

 

別表 

 

 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、 

 富岡市、安中市、みどり市、富士見村、榛東村、吉岡町、吉井町、上野村、神流町、 

 下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、 

 六合村、高山村、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村、玉村町、板倉町、明和町、 
 千代田町、大泉町、邑楽町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、 

 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽衛生施設組合、 

 甘楽西部環境衛生施設組合、吾妻東部衛生施設組合、西吾妻衛生施設組合、 

 西吾妻環境衛生施設組合、沼田市外二箇村清掃施設組合、利根東部衛生施設組合、 

 太田市外三町広域清掃組合、館林衛生施設組合、大泉外二町環境衛生施設組合 
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別記様式第１号 

 

群馬県災害廃棄物等処理応援要請書 

 

                                                        年  月  日 

 

   群馬県環境森林部廃棄物政策課長 あて 

 

                                                   市町村等の長 

 

 群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書に基づき、下記のとおり応援

の調整を要請します。 

 

記 

１ 連絡先 

 ・担当部課： 

 ・連絡責任者： 

 ・電話： 

 ・ＦＡＸ： 

 ・電子メールアドレス： 

 

２ 災害廃棄物等に関する状況 

  （わかる範囲でその概要を記載すること） 

 

 

 

３ 応援要請内容（例示） 

 ①し尿 

  ・仮設トイレの必要な基数、期間、設置場所等 

  ・バキューム車の必要な台数、期間、応援場所等 

  ・他市町村等の処理施設により処理するし尿の量、応援期間等 

 

 ②ごみ 

  ・収集車の必要な種類、台数、期間、応援場所等 

  ・他市町村等の処理施設により処理するごみの種類、量、応援期間等 

 

 ③その他 

  ・必要とする人員、資機材等の種類、数量、応援期間、応援場所等 
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別記様式第２号 

 

 

同 意 書 

 

 

 

群馬県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定の

締結に同意する。 

 

 

 

 

 

       年  月  日 

 

 

     群馬県知事      あて 

 

 

 

                               市町村等長名         印 
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８－１０ 災害時の支援等に関する協定 

８－１０－１ 災害時の支援等に関する協定 

 

財務省関東財務局及び財務省関東財務局前橋財務事務所（以下、併せて「甲」という。）並び

に群馬県（以下「乙」という。）は、群馬県内で地震、風水害等の災害が発生した場合（以下、この

ような場合を「災害が発生した場合」という。）における甲から乙に対する災害支援の円滑な遂行

を図るため、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、災害が発生した場合において、甲・乙間の連携により初動時の情報収集及び

伝達を迅速に実施し、利用可能な公務員宿舎及び未利用国有地の提供、また、災害対応業務

に係る職員派遣を実施することにより、乙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行及び

県民生活の安定を図ることを目的とする。 

 

（被害情報の収集・伝達） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生した場合、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うも

のとする。 

２ 前項の目的を達するため、 甲及び乙は、災害時に速やかに連絡をとることができる体制を予

め整備しておくものとする。 

 

（利用可能な公務員宿舎の提供） 

第３条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法（昭和 23

年法律第 73 号）第 18 条及び第 19 条が準用する第 22 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、甲が

管理する利用可能な国家公務員宿舎を乙に無償で貸し付け又は使用させるものとし、そのた

めに必要な措置を講じるものとする。 

２ 甲は、前項に定める無償使用が可能な公務員宿舎に関する情報を四半期毎に乙に提供する

ものとする。 

 

（利用可能な未利用国有地の提供） 

第４条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第 22 条

第 1 項第 3 号の規定に基づき、甲所有の利用可能な未利用国有地を乙に無償で貸し付けるも

のとし、そのために必要な措置を講じるものとする。 

２ 甲は、前項に定める無償使用が可能な未利用国有地に関する情報を四半期毎に乙に提供す

るものとする。 
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（災害対応業務に係る職員派遣） 

第５条 甲は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される等相当規模の災害が発生した

場合、職員を派遣して、以下の事務又は作業に従事させ、乙及び乙管内の市町村における災

害復旧を支援するものとする。 

(1) 情報の収集・提供（リエゾン（情報連絡員）含む） 

(2) り災証明書申請受付及び発行に関する事務 

(3) 有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別等作業 

(4) 災害ボランティア及び支援物資の受入等に関する事務 

(5) 災害派遣等従事車両証明書の発行に関する事務 

(6) 避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等） 

(7) その他乙及び乙管内市町村に対する支援を円滑に行うための事務及び作業 

 

（支援の要請） 

第６条 乙は、災害が発生した場合において、甲に対して第３条から第５条までに掲げる支援を要

請することができる。 

２ 要請は、財務省関東財務局前橋財務事務所総務課に対して、文書（別記様式１）をもって行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するも

のとする。 

 

（支援の実施） 

第７条 甲は、乙から第６条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続可能な体制を考慮

した上で、可能な範囲での支援を行うものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 支援に係る費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、災害救助法の適用によ

り乙が負担すべき費用は乙が負担するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後、速やかに文書（別記様式２）

により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（訓練等） 

第 10 条 甲は、災害が発生した際の甲・乙間での第２条から第５条までに掲げる対応が迅速に図

られるよう、乙が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。 
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（協議） 

第11条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項に関しては、その都度、協議の上、決定するもの

とする。 

 

（協定の発効） 

第 12 条 本協定は、平成２９年３月２３日から効力を発するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２９年３月２３日 

 

甲 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番地１ 

財務省関東財務局 

関東財務局長 

 

群馬県前橋市大手町２－３－１ 

財務省関東財務局前橋財務事務所 

前橋財務事務所長 

 

乙 

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

群馬県 

群馬県知事 
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（別記様式１） 

                                                          平成  年  月  日 

 

 団体等名称 

  代表者氏名            様 

 

                                                   群馬県知事   

 

「災害時の支援等に関する協定」に基づく要請書 

 

  「災害時の支援等に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 支援を必要とする事由 

 

 

 

 

２ 要請する支援内容等 

 

 

 

 

３ その他参考となる事項 

 

 

 

 

 ※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第６条に規定する文書に代えることが出来る。 

 

 

 

 

連絡先 
 群馬県総務部危機管理室 
 担 当： 
 電 話： 
 ＦＡＸ：027-221-0158 
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（別記様式２）-1 

連 絡 責 任 者 届 
【群馬県】 

 １ 連絡責任者 

 役職・氏名  

 ２ 緊急連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 

 役職・氏名   

 Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１） 

 Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８  

 夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１（危機管理室または消防保安課の当直者） 
 

（別記様式２）-2 

連 絡 責 任 者 届 
【関東財務局前橋財務事務所】 

 １ 連絡責任者 

 役職・氏名  

 Ｔ Ｅ Ｌ  

 携帯電話  

 Ｆ Ａ Ｘ  

 ２ 緊急連絡先（平日） 

 第１連絡先 第２連絡先 

 役職・氏名   

 Ｔ Ｅ Ｌ   

 携帯電話   

 Ｆ Ａ Ｘ   

 ３ 緊急連絡先（時間外及び休日） 

 第１連絡先 第２連絡先 

 役職・氏名   

 Ｔ Ｅ Ｌ   

 携帯電話   

 Ｆ Ａ Ｘ   
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８－10－２災害時における宿泊施設の提供等に関する協定

（ 「 」 。） （ 「 」 。）群馬県 以下 甲 という と群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 以下 乙 という

は、大規模災害時における要配慮者等への支援に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、大規模災害時において、高齢者等特段の配慮が必要な方の避難を甲が

速やかに実施するため、乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この協定において 「大規模災害」とは、災害救助法の適用を受ける風水害、火山、

災害及び地震等の災害をいう。

２ この協定において 「要配慮者等」とは、次に掲げる者をいう。ただし、発熱、咳等の、

症状があるなど、感染症の疑いがある者を除く。

(1) 高齢者（65歳以上の者をいう ）のうち、介護保険法（平成9年法律第123号）第19条。

に規定する要介護認定又は要支援認定を受けており、避難生活で特に配慮が必要な者

(2) 障害者（原則として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている者に限る ）のうち、避難生活で特に配慮が必要な者。

(3) 前各号に掲げる者と同一世帯の者又は介護者

(4) 乳児、幼児、児童及びその保護者

(5) 妊産婦及びその介助者

(6) その他避難所での避難生活では健康を損なうおそれがある等、甲又は市町村が特に

必要と認める者

（実務の対応）

第３条 乙は、本協定に関する実務を別表１に定める支部及び支部非加盟の組合員にあって

はその組合員（以下「支部等」という ）に行わせるものとする。。

（協力の範囲）

第４条 甲が災害救助法第13条第1項の規定に基づき救助の実施に関する事務の一部を行う

こととした市町村（以下「事務委任市町村」という ）の要請に基づき支部等が協力する。

業務の範囲は、次に掲げるもののうち、支部等が対応可能なものとする。

(1) 支部等の組合員が所有する宿泊施設における要配慮者等の宿泊並びに宿泊に付随す

る入浴及び食事の提供

(2) その他必要な事項

(3) 前各号の業務に係る支部等の組合員等との調整

（避難者の輸送）

第５条 この協定に基づき宿泊施設を利用する避難者を輸送する必要がある場合は、事務委

任市町村が輸送を行う。ただし、事務委任市町村において輸送が著しく困難な揚合は、支

部等又は組合員は可能な範囲で輸送に協力するものとする。
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（協力の期間）

第６条 第４条各号及び第５条に規定する業務の期間は、支部等の組合員の宿泊施設で要配

慮者等の受入れが可能になった日から、当該要配慮者等が応急仮設住宅等へ入居する等に

より宿泊施設を利用する必要がなくなるまでの期間とする。ただし、これにより難い場合

は、甲、事務委任市町村及び支部等が協議の上、別途定めるものとする。

（協力の要請）

第７条 事務委任市町村は、要配慮者等への支援を行うに当たり、第４条各号に掲げる支部

等の協力が必要と認めるときは、支部等に対し協力を要請できるものとする。

２ 前項の規定による要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、電話、ＦＡＸ等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。

３ 事務委任市町村は、前２項による要請は、原則その区域内に所在する支部等に対して行

うものとし、他の市町村に所在する支部等に要請を行う場合は、事前に支部等が所在する

市町村に協議を行うものとする。

（要請への対応）

第８条 支部等は、前条による要請を受けたときは、応諾の可否を文書により事務委任市町

村に回答するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ＦＡＸ等により回答し、

事後速やかに文書を送付するものとする。

２ 支部等は、前条による要請に応じる場合は、速やかに支部等の組合員に調査を行い、要

配慮者等の受入れが可能な宿泊施設の名称、人数及び期間等をとりまとめ、前項の回答と

併せて事務委任市町村に報告するものとする。

（実績の報告）

第９条 支部等は、第４条各号及び第５条に規定する業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を事務委任市町村に報告するものとする。

（費用の負担）

第10条 支部等は、第４条各号及び第５条に規定する業務を実施するために要した費用につ

いて、事務委任市町村に対して請求するものとする。

、 。２ 事務委任市町村は 前項に基づき請求された費用について一時繰替支弁するものとする

３ 甲は、事務委任市町村が一時繰替支弁した費用について負担するものとする。

４ 第１項から第３項の規定により甲が負担する費用の額及び支払方法等は、甲、事務委任

市町村、乙及び支部等で協議の上決定するものとする。

（取消料等損害賠償）

第11条 乙、支部等及び支部等の組合員は、要配慮者等の宿泊施設への宿泊について取消し

があった場合は、甲、事務委任市町村及び要配慮者等に対し、取消料等の損害賠償は要求

しないものとする。

（秘密の保持）

、 、 。第12条 乙 支部等及び支部等の組合員は 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない
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（大規模災害以外の災害への準用）

第13条 市町村は、災害救助法が適用されない災害において、この協定に準じて支部等に協

力を要請することができるものとする。この場合において、費用は当該市町村が負担する

ものとし、費用の額及び支払方法等は当該市町村と支部等の協議により決定するものとす

る。

（実施細目）

第14条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項については、実施細目で定めるも

のとする。

（協議事項）

第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更の必要性が

が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。

（その他）

第16条 この協定は、市町村が支部等又は支部等の組合員と個別の協定等を締結し、避難者

の受入れ等を行うことを妨げるものではない。

（有効期間）

第17条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日

から１か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更

新されたものとし、その後においても同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を２部作成し、甲乙記名押印の上、各自その１部を保

有する。

令和２年７月３０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群 馬 県

群馬県知事 山 本 一 太

乙 群馬県前橋市上細井町２０３５

群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合

理 事 長 森 田 繁
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別表１（第３条関係）

番号 支 部 名 所在市町村 支部非加盟の組合員 所在市町村

1 赤    城 前橋市

2 前    橋 高崎市

3 榛    名 高崎市 桐生市

4 梨    木 桐生市 みどり市

5 老    神 嬬恋村

6 沼    田 川場村

7 館    林 館林市

8 伊 香 保 渋川市

9 八    塩 藤岡市

10 磯    部 安中市

11 大 間 々 みどり市

12 四    万

13 六    合

14 川 原 湯 長野原町

15 鹿    沢 嬬恋村

16 草    津 草津町

17 薬    師 東吾妻町

18 片    品 片品村

19 水    上

20 猿 ヶ 京

21 上    牧

個別施設
（実施細目に定める施設）

支 部 等 一 覧

中之条町

みなかみ町

前橋市

沼田市
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災害時における宿泊施設の提供等に関する協定実施細目

（趣旨等）

第１条 この実施細目は、災害時における宿泊施設の提供等に関する協定（以下「協定」と

いう ）第14条の規定により、協定の実施に関し必要な手続その他の事項を定めるものと。

する。

（連絡責任者）

第２条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては群馬県健康福祉部食品・生活衛生

課長、乙にあっては群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事とする。

２ 乙は、乙の支部等ごとの連絡責任者を定めるものとする。

３ 甲と乙は、連絡責任者等名簿（第１号様式）を作成するものとする。また、名簿の内容

は毎年度４月に更新を行うものとする。

（宿泊施設名簿）

第３条 乙は、協定に基づく協力を円滑に実施するため、毎年度４月１日現在における支部

等の宿泊施設名簿（第２号様式）を甲に提出するものとする。

２ 甲は、乙から前項に基づく宿泊施設名簿の提出があったときは、前条第３項に定める連

絡責任者等名簿と併せて市町村に情報提供するものとする。

（要請手続）

、 。第４条 協定第７条第２項の要請文書は 第３号様式及び第３号様式別紙によるものとする

２ 事務委任市町村は、前項の要請文書に記載した事項に変更が生じたときは、その都度、

支部等に通知するものとする。

３ 協定第８条第１項の規定による要請応諾の可否の文書による回答及び同条第２項の規定

による報告は、協力要請応諾等報告書（第４号様式）及び第３号様式別紙により行うもの

とする。

、 、 、４ 支部等は 前項に規定する回答及び報告の内容に変更が生じた場合は 時点修正を行い

事務委任市町村へ報告するものとする。

５ 事務委任市町村は、要配慮者等のうち、協定第２条第２項第１号及び第２号に掲げる者

にあっては、単身での避難は適当ではないことから、同項第３号に掲げる者が一緒に避難

することを確認するものとする。

（協力業務）

第５条 事務委任市町村は主として避難の場所の提供を目的として支部等協力を要請してい

ることから、支部等の組合員が所有する宿泊施設における要配慮者等の宿泊並びに宿泊に
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付随する入浴及び食事の提供については、通常提供されるサービスの全てを提供すること

が求められるものではない。

（費用の負担）

第６条 協定第10条第２項の規定により事務委任市町村が一時繰替支弁する額並びに同条第

、 、３項の規定により甲が負担する費用の種類及び額は 災害救助法で定めるものを基本とし

甲が災害救助法を所管する内閣府と協議の上、決定するものとする。この場合における甲

の責任者は、総務部危機管理課長とする。

（費用の支払）

第７条 支部等は、協定第10条第４項の規定により決定した費用の種類及び額に基づき事務

委任市町村に請求するものとする。

（実績報告）

第８条 協定第９条の規定による実施状況の報告は、実績報告書（第５号様式）及び第５号

様式別紙により行うものとする。

（実施細目の有効期間）

第９条 この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。
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第１号様式 

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

連絡責任者等名簿 
（  年  月  日現在） 

 
１ 群馬県 

（１）連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 
所属・職・氏名 

 

＜連絡担当者＞ 
所属・職・氏名 

 

電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

 
２ 群馬県ホテル旅館生活衛生同業組合 

（１）連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 
所属・職・氏名 

 

＜連絡担当者＞ 
所属・職・氏名 

 

電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

 
（２）支部等連絡責任者及び担当者 

支部等名 
＜連絡責任者＞ 
所属・職・氏名 

＜連絡担当者＞ 
所属・職・氏名 

電話番号 ＦＡＸ 
番号 

メールア

ドレス 
      
      
      
      
      

 
  ※支部等の数に応じて記載欄を追加すること。  

（注）電話番号及びメールアドレスは、緊急時連絡先として使用可能なものが複数ある場合は、全て記

載すること  
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第
２
号
様
式

(
和
暦
)
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
現
在

N
o

支
部
等
名

施
設
名
称

施
設
住
所

電
話
番
号

客
室
数

収
容
人
数

食
事
提
供
の

有
無

入
浴
提
供
の

有
無

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

・ ・

（
記
載
例
）

1
伊
香
保

○
○
○
○
ホ
テ
ル

○
○
市
○
○
町
１
－
１

0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
シ
ン
グ
ル
6
0
室

ツ
イ
ン
1
0
室

ダ
ブ
ル
1
0
室

1
4
0
人

有
り

（
３
食
提
供
可
）

有
り

（
客
室
内
浴
室
）

2
前
橋

□
□
□
旅
館

□
□
市
□
□
町
２
－
２

0
0
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
和
室
3
0
室

1
2
0
人

有
り

（
３
食
提
供
可
）

有
り

（
大
浴
場
、
客
室

内
浴
室
）

宿
泊
施
設
名
簿

災
害
時
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
の
提
供
に
関
す
る
協
定
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第３号様式 

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

要配慮者等への支援に関する協力要請書 

（事務委任市町村→支部等） 
 

文 書 番 号：              
要請（変更）年月日：（和暦）  年  月  日 

 
○○○支部長(組合員施設施設名)  様 

 
○○○市(町村)長   

 
 今般発生した災害により被災した要配慮者等への支援を行うため、災害時における宿泊

施設等の提供に関する協定第６条の規定により、次のとおり協力を要請（ 年 月 日付

けで要請した内容を変更）します。 
 

災害名称  

要請理由 
被災した要配慮者等のうち、避難生活で特に配慮が必要なため、宿泊

施設への避難が必要と認められる者がいるため。 

要請内容 

協定第４条各号及び第５条に掲げる次の業務について協力を要請す

る。 

□支部等の組合員が所有する宿泊施設における要配慮者等の宿泊並び

に宿泊に付随する入浴及び食事の提供 

□支部等の組合員が所有する宿泊施設への要配慮者等の移送 

□その他必要な事項（               ） 

□上記の業務に係る支部等の組合員等との調整 

受入れを要請す

る要配慮者等の

人数 
（   ）市･町･村 

 人 

（詳細は第３号様式別紙のとおり） 

要請期間 
（和暦）  年  月  日 から   年  月  日 まで 
（※終期は現時点での見込みである） 

備  考  

事務委任市町村 
連絡担当者 

所属  
職・氏名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

※本要請書は、速やかに支援を行うため、文書番号及び公印がない状態でＦＡＸ等により支部組合へ送

付するが、後日、文書番号を付し、公印を押印した文書を作成して郵送するものとする。 
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第
３
号
様
式
別
紙

（
注
）

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

ふ
り
が
な

生
年
月
日

住
所

避
難
先
の

施
設
名
称

電
話
番
号

避
難
開
始

(
予
定
)
日

氏
名

年
齢

携
帯
番
号

施
設
住
所

担
当
者
名

退
所
(
予
定
)

日

（
記
載
例
）

・
・
・
　
・
・
・

H
x
x
.
x
x
.
x
x

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
ホ
テ
ル

0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

○
月
○
日
か
ら
受
入
可
能

○
○
　
○
○

2
7

0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

△
△
△

○
○
　
○
○

原
則
○
月
○
日
ま
で

・
・
・
　
・
・
・

H
x
x
.
x
x
.
x
x

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
旅
館

0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

○
月
○
日
か
ら
受
入
可
能

○
○
　
○
○

2
―

△
△
△

○
○
　
○
○

原
則
○
月
○
日
ま
で

・
・
・
　
・
・
・

H
x
x
.
x
x
.
x
x

○
○
市
○
○
町
１
－
２
－
３

○
○
ホ
テ
ル

0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

○
月
○
日
か
ら
受
入
可
能

○
○
　
○
○

2
7

0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0

△
△
△

○
○
　
○
○

原
則
○
月
○
日
ま
で

移
送
は
事
務
委
任
市

町
で
対
応
願
い
た

い
。

3
男

○
○
○
○
の
夫
。
日
中
は
仕
事

で
不
在
。
介
助
の
た
め
一
緒
に

避
難
が
必
要
。

○
○
市
立
体
育

館
全
壊
（
焼
）

可
否

可
○
月
○
日
応
急
仮
設

住
宅
に
移
動

2
女

○
○
○
○
の
長
女
。
健
康
状
態

等
に
は
特
に
問
題
は
な
い
。

○
○
市
立
体
育

館
全
壊
（
焼
）

可
可

否

1
女

妊
娠
５
か
月
(
○
○
医
院
へ
通

院
)
。
医
療
面
で
の
対
応
は
不
要

だ
が
、
個
室
対
応
が
適
当
。

○
○
市
立
体
育

館
全
壊
（
焼
）

可
可

可

65432N
o

性
別

本
人
の
状
態

1

現
在
の
避
難

場
所

住
家
被
害

の
状
況

食
事
提
供

の
可
否

入
浴
提
供

の
可
否

移
送
提
供

の
可
否

備
考

災
害
時
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
の
提
供
に
関
す
る
協
定

要
配
慮
者
等
（
決
定
者
）
名
簿

事
務
委
任
市
町
村
名

作
成
時
点

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
現
在

・
事
務
委
任
市
町
が
支
援
要
請
を
行
う
際
は
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
5
)
(
6
)
を
必
ず
記
載
す
る
こ
と
。

　
（
(
4
)
(
7
)
は
後
日
確
認
が
と
れ
次
第
記
載
す
る
こ
と
で
構
わ
な
い
。
）

・
避
難
す
る
宿
泊
施
設
が
決
定
し
た
時
は
、
支
部
等
が
(
8
)
～
(
1
3
)
を
追
記
し
て
事
務
委
任
市
町
村
へ
送
付
す
る
。

・
事
務
委
任
市
町
村
は
、
要
配
慮
者
等
が
宿
泊
施
設
を
退
所
す
る
ま
で
適
宜
情
報
を
更
新
す
る
こ
と
。

事
務
委
任
市
町
村
が
記
載

支
部
等
が
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第４号様式 

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

要配慮者等への支援に係る協力要請応諾等報告書 

（支部等→事務委任市町村） 
 

文書番号：              
年 月 日：（和暦）  年  月  日 

 
○○○市(町村)長  様 

 
○○○支部長(組合員施設施設名)  

 
 貴殿から、   年  月  日付けで要請のあった要配慮者等への支援に関して、次

のとおり協力します（協力できません）。 
 

災害名称  

協力内容 
（協力できない

場合はその理由

を記載） 

協定第４条各号及び第５条に掲げる次の業務について協力する。 

□支部等の組合員が所有する宿泊施設における要配慮者等の宿泊並

びに宿泊に付随する入浴及び食事の提供 

□支部等の組合員が所有する宿泊施設への要配慮者等の移送 

□その他必要な事項（               ） 

□上記の業務に係る支部等の組合員等との調整 

要配慮者等の受

入れが可能な宿

泊施設の名称、

人数及び期間等 

第３号様式別紙のとおり 

備  考  

支部等 
連絡担当者 

所属  
職・氏名  
電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

※本要請書は、速やかに支援を行うため、文書番号及び公印がない状態でＦＡＸ等により市町へ送付し

て構わない。なお、後日、文書番号を付し、公印を押印した文書を作成して郵送すること。 
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第５号様式

品名 数量

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

計

※災害救助法による救助の実施に係る帳簿書式に準じて作成すること。

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定

実績報告書

避難所設置及び収容状況

物品使用
状況避難所の名称

（宿泊施設名）
種別 開設期間 実人員

延人員
（延日
数）

実支出額 備　　考
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第
５
号
様
式
別
紙

N
o

避
難
所
の
名
称

（
宿
泊
施
設
名
）

避
難
者
氏
名

避
難
者
の
住
所

避
難
開
始
日

退
所
日

延
避
難

日
数

延
宿
泊

数
宿
泊
単
価

宿
泊
費
用

計
移
送
回

数
移
送
単
価

移
送
費
用

計
費
用
合
計

備
考

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

（
記
載
例
）

1
○
○
○
○
ホ
テ
ル

□
□
　
□
□

□
□
市
□
□
町
５
－
１

R
x
x
.
8
.
1

R
x
x
.
8
.
6

6
5

5
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

2
6
,
0
0
0
避
難
所
（
○
○
体
育
館
）
か

ら
宿
泊
施
設
へ
所
有
マ
イ
ク

ロ
バ
ス
で
移
送

2
○
○
○
○
ホ
テ
ル

◇
◇
　
◇
◇

◇
◇
町
◇
◇
４
１

R
x
x
.
8
.
1

R
x
x
.
8
.
3
1

2
8

2
7

5
,
0
0
0

1
3
5
,
0
0
0

0
1
3
5
,
0
0
0
8
/
1
4
～
1
6
不
泊

災
害
時
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
の
提
供
に
関
す
る
協
定

実
績
報
告
書
別
紙
（
避
難
所
設
置
及
び
収
容
状
況
内
訳
）
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８－10－３ 災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と群馬県ゴルフ協会（以下「乙」という ） は、大規模災。 。

害時における避難者への支援に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、大規模災害時において、甲が行う避難者への支援に対する乙の協力に

ついて、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この協定において 「大規模災害」とは、災害救助法の適用を受ける風水害、火山、

災害及び地震等の災害をいう。

２ この協定において 「避難者」とは、県民の他、旅行等で県内を訪れて被災した者をい、

う。ただし、発熱、咳等の症状があるなど、感染症の疑いがある者を除く。

（実務の対応）

第３条 乙は 本協定に関する実務を別表１に定める乙の会員であるゴルフ場施設 以下 会、 （ 「

員施設」という ）に行わせるものとする。。

（協力の範囲）

第４条 甲が災害救助法第13条第1項の規定に基づき救助の実施に関する事務の一部を行う

こととした市町村（以下「事務委任市町村」という ）の要請に基づき会員施設が協力す。

る業務の範囲は、次に掲げるもののうち、会員施設が対応可能なものとする。

(1) クラブハウスへの避難者の収容及び付随施設の使用

(2) 飲料水、食事（軽食）の提供

(3) 浴場の提供

(4) 緊急車両等の駐車

(5) 臨時ヘリポートの設置

(6) その他必要な事項

（避難者の輸送）

第５条 この協定に基づき会員施設を利用する避難者を輸送する必要がある場合は、事務委

任市町村が輸送を行う。ただし、事務委任市町村において輸送が著しく困難な揚合は、会

員施設は可能な範囲で輸送に協力するものとする。

（協力の期間）

第６条 第４条各号及び第５条ただし書に規定する業務の期間は、会員施設において避難者
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の受入れが可能になった日から、指定避難所等への移動により、会員施設を利用する必要

がなくなるまでの期間とする。ただし、これにより難い場合は、甲、事務委任市町村及び

会員施設が協議の上、別途定めるものとする。

（協力の要請）

第７条 事務委任市町村は、避難者への支援を行うに当たり、第４条各号及び第５条ただし

書に規定する協力が必要と認めるときは、会員施設に対し協力を要請できるものとする。

２ 前項の規定による要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、電話、ＦＡＸ等により報告し、事後速やかに文書を送付するものとする。

３ 事務委任市町村は、前２項による要請は、原則その区域内に所在する会員施設に対して

行うものとし、他の市町村に所在する会員施設に要請を行う場合は、事前に会員施設が所

在する市町村に協議を行うものとする。

（要請への対応）

第８条 会員施設は、前条による要請を受けたときは、応諾の可否を文書により回答するも

のとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ＦＡＸ等により回答し、事後速やかに

文書を送付するものとする。

（実績の報告）

第９条 会員施設は、第４条各号及び第５条ただし書に規定する業務を実施したときは、

遅滞なく実施状況を事務委任市町村に報告するものとする。

（費用の負担）

第10条 会員施設は、第４条各号及び第５条ただし書に規定する業務を実施するために要し

た費用について、事務委任市町村に対して請求するものとする。

、 。２ 事務委任市町村は 前項に基づき請求された費用について一時繰替支弁するものとする

３ 甲は、事務委任市町村が一時繰替支弁した費用について負担するものとする。

４ 第１項から第３項の規定により甲が負担する費用の額及び支払方法等は、甲、事務委任

市町村、乙及び支部組合で協議の上決定するものとする。

（秘密の保持）

第11条 乙、会員施設は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（大規模災害以外の災害への準用）

第12条 市町村は、災害救助法が適用されない災害において、この協定に準じて会員施設に

協力を要請することができるものとする。この場合において、費用は当該市町村が負担す

るものとし、費用の額及び支払方法等は市町村と会員施設の協議により決定するものとす

る。
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（実施細目）

第13条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項については、実施細目で定めるも

のとする。

（協議事項）

第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更の必要性が

生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。

（その他）

第15条 この協定は、市町村が会員施設と個別の協定等を締結し、避難者の受入れ等を行う

ことを妨げるものではない。

（有効期間〉

第16条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日

から１か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更

新されたものとし、その後においても同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を２部作成し、甲乙記名押印の上、各自その１部を保

有する。

令和２年７月３０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群 馬 県

群馬県知事 山 本 一 太

乙 群馬県前橋市大渡町一丁目１０番７号

群馬県公社総合ビル８Ｆ

群馬県ゴルフ協会

会 長 萩 原 渉
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災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定実施細目

（趣旨等）

、 （ 「 」第１条 この実施細目は 災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定 以下 協定

という ）第13条の規定により、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるも。

のとする。

（連絡責任者）

第２条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては群馬県総務部危機管理課長、乙に

あっては群馬県ゴルフ協会事務局長とする。

２ 乙は、乙の会員施設ごとの連絡責任者を定めるものとする。

３ 甲と乙は、連絡責任者等名簿（第１号様式）を作成するものとする。また、名簿の内容

は毎年度４月に更新を行うものとする。

（会員施設名簿）

第３条 乙は、協定に基づく協力を円滑に実施するため、毎年度４月１日現在における会員

施設名簿（第２号様式）を甲に提出するものとする。

２ 甲は、乙から前項に基づく会員施設名簿の提出があった場合は、前条第３項に定める連

絡責任者等名簿と併せて市町村に情報提供するものとする。

（要請手続）

第４条 協定第７条第２項の要請文書は、第３号様式によるものとする。

２ 事務委任市町村は、前項の要請文書に記載した事項に変更が生じたときは、その都度、

会員施設に通知するものとする。

３ 協定第８条第１項の規定による要請応諾の可否の文書による回答及び同条第２項の規定

による報告は、協力要請応諾等回答書（第４号様式）により行うものとする。

４ 会員施設は、前項に規定する回答及び報告の内容に変更が生じた場合は、時点修正を行

い、事務委任市町村へ報告するものとする。

（協力業務）

第５条 事務委任市町村は主として避難場所の提供を目的として会員施設に協力を要請して

いることから、会員施設が所有するクラブハウスに付随する浴場等及び食事の提供につい

ては、通常提供されるサービスの全てを提供することが求められるものではない。

（費用の負担）

第６条 協定第10条第２項の規定により事務委任市町村が一時繰替支弁する額並びに同条第
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、 、３項の規定により甲が負担する費用の種類及び額は 災害救助法で定めるものを基本とし

甲が災害救助法を所管する内閣府と協議の上、決定するものとする。

（費用の支払）

第７条 会員施設は、協定第10条第４項の規定により決定した費用の種類及び額に基づき事

務委任市町村に請求するものとする。

（実績報告）

第８条 協定第９条の規定による実施状況の報告は、実績報告書（第５号様式）及び第５号

様式別紙により行うものとする。

（実施細目の有効期間）

第９条 この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。
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番号 施設名 所在地

1 赤城国際カントリークラブ 前橋市富士見町赤城山２０３６－２

2 前橋ゴルフ場 前橋市川原町１－４２－４

3 関越ハイランドゴルフクラブ 高崎市吉井町長根２７１８

4 サンコー７２カントリークラブ 高崎市吉井町岩崎２１７９

5 ＪＧＭベルエアゴルフクラブ 高崎市中室田町３８０１

6 榛名の森カントリークラブ 高崎市倉渕町権田５３４４

7 吉井カントリークラブ 高崎市吉井町下奥平５５４

8 桐生カントリークラブ 桐生市新里町赤城山１１１３

9 太田双葉カントリークラブ 太田市西長岡町１５２４

10 鳳凰ゴルフ倶楽部 太田市北金井町９０３

11 ゴルフクラブスカイリゾート 沼田市白沢町高平２５３７－１

12 初穂カントリークラブ 沼田市白沢町上古語父２４４０

13 赤城ゴルフ倶楽部 渋川市赤城町南赤城山４００

14 伊香保カントリークラブ 渋川市伊香保町伊香保６５４

15 伊香保国際カンツリークラブ 渋川市川島２４７０－８

16 白水ゴルフ倶楽部 渋川市横堀１６７６

17 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 渋川市赤城町北赤城山１５－６４

18 グリーンパークカントリークラブ 藤岡市下日野字恋の沢１５８１

19 上武カントリークラブ 藤岡市浄法寺２８２７

20 ツインレイクスカントリー倶楽部 藤岡市高山１６９－１

21 藤岡ゴルフクラブ 藤岡市白石２９２５

22 緑野カントリークラブ 藤岡市下日野乙２３９

23 メイレイクヒルズカントリークラブ 藤岡市三本木１０３９

24 倶楽部我山 富岡市野上１０６３

25 シルクカントリー倶楽部 富岡市上丹生３２０２

26 ＰＧＭ富岡カントリークラブ サウスコース 富岡市星田８１４－１

27 富岡倶楽部 富岡市藤木６２１－１

28 富岡ゴルフ倶楽部 富岡市下丹生９１４

29 妙義カントリークラブ 富岡市妙義町菅原２６７８

30 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 安中市松井田町坂本１４１７

31 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 安中市中秋間１９８－４

32 下秋間カントリークラブ 安中市下秋間４３８５

33 太平洋クラブ 高崎コース 安中市上後閑４７７

34 髙梨子倶楽部 安中市松井田町髙梨子６６０

35 レーサムゴルフ＆スパリゾート 安中市安中５８５３

36 霞山カントリー倶楽部 北群馬郡榛東村山子田２７０７

37 下仁田カントリークラブ 甘楽郡下仁田町大字馬山６２５

38 小幡郷ゴルフ倶楽部 甘楽郡甘楽町小幡１５３５

39 甘楽カントリークラブ 甘楽郡甘楽町天引１９５５

40 伊香保ゴルフ倶楽部 東吾妻町東吾妻町岡崎１３０１－１

41 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 吾妻郡長野原町北軽井沢２０３２

42 太平洋クラブ軽井沢リゾート 吾妻郡長野原町北軽井沢２０３２－２７９

43 プレジデントカントリー倶楽部　軽井沢 吾妻郡長野原町北軽井沢２０３２－１６

44 嬬恋高原ゴルフ場 吾妻郡嬬恋村嬬恋高原

45 プリンスランドゴルフクラブ 吾妻郡嬬恋村大前字細原２２７７

46 草津カントリークラブ 吾妻郡草津町大字前口字本白根３－４５

47 草津温泉ゴルフ場 吾妻郡草津町草津白根国有林１５４林班

48 関越ゴルフ倶楽部 中山コース 吾妻郡高山村大字尻高字北山４４６９－４

49 高山ゴルフ倶楽部 吾妻郡高山村中山６８５２－１

50 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 吾妻郡高山村中山６８６０－１

51 水上高原ゴルフコース 利根郡みなかみ町藤原６１５２－１

52 新玉村ゴルフ場 佐波郡玉村町川井１０６５－１

53 玉村ゴルフ場 佐波郡玉村町角淵５００６

54 板倉ゴルフ場 邑楽郡板倉町板倉７７７

別表１

会 員 施 設 一 覧
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第１号様式 

災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定 

連絡責任者等名簿 
（  年  月  日現在） 

 
１ 群馬県 

（１）連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 
所属・職・氏名 

 

＜連絡担当者＞ 
所属・職・氏名 

 

電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

 
２ 群馬県ゴルフ協会 

（１）連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 
所属・職・氏名 

 

＜連絡担当者＞ 
所属・職・氏名 

 

電話番号  
ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

 
（注）電話番号及びメールアドレスは、緊急時連絡先として使用可能なものが複数ある場合は、全て記

載すること  

 

- 461 -



第
２
号
様
式

(
和
暦
)
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
現
在

N
o

施
設
名
称

施
設
住
所

電
話
番
号

F
A
X
番
号

連
絡
責
任
者

受
入
可
能
人
員

駐
車
場
利
用

食
事
提
供

浴
場
利
用

臨
時
ヘ
リ
ポ
ー

ト
の
設
置

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

・ ・ ・ ・

（
記
載
例
）

1
○
○
○
○
ゴ
ル
フ
場

○
○
市
○
○
町
１
－
１

0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
○
○
部
長

□
□
　
□
□

概
ね
○
人

５
０
台
可
能

可
能

可
能

可
能

会
員
施
設
名
簿

災
害
時
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
施
設
の
提
供
等
に
関
す
る
協
定
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第３号様式 

 

災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定 
協力要請書（事務委任市町村→会員施設） 

 
文 書 番 号：              
要請（変更）年月日：（和暦）  年  月  日 

 
会員施設  様 
 

○○○市(町村)長   

 
 今般発生した災害により被災した避難者の支援を行うため、災害時におけるゴルフ場施

設の提供等に関する協定第４条の規定により、次のとおり協力を要請（ 年 月 日付け

で要請した内容を変更）します。 

災 害 名 称  

要 請 理 由 既存の避難所では避難者の収容が出来ないため 

要 請 内 容 

協定第４条第１項各号に掲げる次の業務について協力を要請する。 

(1) クラブハウスへの被災者の収容及び付随施設の使用 

(2) 飲料水、食事（食事）の提供 

(3) 浴場の提供 

(4) 緊急車両等の駐車 

(5) 臨時ヘリポートの設置 

(6) その他（                    ） 

受入れを要請す

る避難者の人数 
（   ）市･町･村 

 

 人 

 

要 請 期 間 
（和暦）  年  月  日 から   年  月  日 まで 
（※終期は現時点での見込みである） 

備   考  

事務委任市町村 
連 絡 担 当 者 

所 属  
職 ・ 氏 名  
電 話 番 号  
Ｆ Ａ Ｘ 番 号  
メ ー ル ア ド レ ス  

※本要請書は、速やかに支援を行うため、文書番号及び公印がない状態でＦＡＸ等により支部組合へ送

付するが、後日、文書番号を付し、公印を押印した文書を作成して郵送するものとする。 

- 463 -



第４号様式 

 

災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定 
協力要請回答書（会員施設→事務委任市町村） 

 
文書番号：              
年 月 日：（和暦）  年  月  日 

 
○○○市(町村)長  様 

 
会員施設  

 
 貴殿から、   年  月  日付けで要請のあった支援協力要請に関して、次のとお

り協力します（協力できません）。 
 

災 害 名 称  

協 力 内 容 
（協力できない

場合はその理由

を記載） 

協定第４条第１項各号に掲げる次の業務について協力を要請する。 

(1) クラブハウスへの被災者の収容及び付随施設の使用 

(2) 飲料水、食事（軽食）の提供 

(3) 浴場の提供 

(4) 緊急車両等の駐車 

(5) 臨時ヘリポートの設置 

(6) その他（                    ） 

受 入 れ が 可 能 
な 人 数 等 

第３号様式別紙のとおり 

備   考  

連 絡 担 当 者 

所 属 ・ 役 職  
氏 名  
電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  
メ ー ル ア ド レ ス  

※本要請書は、速やかに支援を行うため、文書番号及び公印がない状態でＦＡＸ等により市町へ送付し

て構わない。なお、後日、文書番号を付し、公印を押印した文書を作成して郵送すること。 
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第５号様式

品名 数量

既存建物
　年　月　日
～　年　月　日

※災害救助法による救助の実施に係る帳簿書式に準じて作成すること。

災害時におけるゴルフ場施設の提供等に関する協定

実績報告書

避難所設置及び収容状況

物品使用
状況避難所の名称

（施設名）
種別 開設期間 実人員

延人員
（延日
数）

実支出額 備　　考
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８－１０－４ 災害時における施設利用に関する協定書 

 

 群馬県（以下、「甲」という。）と特定医療法人慶友会（以下、「乙」という。）は、災害対

策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１項に定める災害（以下、「災害」という。）

が発生した場合において、甲が行う災害応急対策に関する乙の協力について、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、警察、消防、自衛隊等の防災関係機関（以下、「防災関係機関」とい

う。）が実施する災害応急対策に必要な活動体制を迅速に確保するため、甲が乙の管理す

る施設の一部を利用することについて、必要な事項を定める。 

 

（協力の範囲） 

第２条 乙の協力は、次の各号に掲げる内容とする。 

（１） 防災関係機関の活動拠点（以下、「活動拠点」という。）として特定医療法人慶友会 

慶友整形外科病院「未来の広場」（以下、「広場」という。）の使用を許可する。 

（２） 深井戸地下水の使用を許可する。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、広場を活動拠点として利用する必要が生じたときは、文書（別紙様式）をも

って行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により行い、その後速やかに文書

を提出するものとする。 

 

（活動拠点の運営） 

第４条 活動拠点の運営は甲の責任において行うものとする。 

 

（報告義務） 

第５条 甲は、防災関係機関の活動によって広場等が損傷した場合は、乙に速やかに報告す

るものとする。 

２ 甲は、広場の使用を終了したときは、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。 

 

（損害補償） 

第６条 防災関係機関の活動によって広場等に生じた損害への補償は、甲乙協議の上、決定

するものとする。 

 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行

い、緊急時に備えるものとする。 
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２ 乙は、第２条に掲げる施設を廃止、又はその他の事由により重要な変更を加えようとす

る場合は、甲に対し、事前に連絡するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、文書により相互に報告するものとし、

変更があった場合も同様とする。 

 

（協議事項） 

第９条 本協定に定めがない事項、又は本協定に疑義が生じたときは、甲及び乙は協議して

定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 本協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、有効期間は１年間とする。

ただし、甲又は乙のいずれかが、解約の予定日の１か月前までに文書により解約の申出を

しない限り、その効力を継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 

令和元年７月１８日 

 

 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号      

 

群 馬 県                 

 

群馬県知事   大 澤 正 明       

 

 

 

乙 群馬県館林市赤生田町２２６７番１      

 

特定医療法人慶友会             

 

理 事 長   宇 沢 充 圭       
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（様 式） 
令和  年  月  日  

 
 特定医療法人慶友会 
  理事長       様 
 
                                                   群馬県知事   
 
 

「災害時における施設利用に関する協定」に基づく要請書 
 
 
「災害時における施設利用に関する協定」第３条に基づき、下記のとおり要請しま

す。 
 
 

記 
 
 
１ 支援を必要とする事由 

   
 
 
 
２ 要請する支援内容等 

   
 
 
 
３ その他参考となる事項 

   

 

連絡先 

群馬県 

 電 話： 

 ＦＡＸ： 

 メール： 
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８－１０－５ 災害時における宿泊施設利用に係る協定書 

 
群馬県（以下「甲」という。）とルートインジャパン株式会社（以下「乙」という。）とは、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害（以下「災害」

という。）が群馬県内外で発生し、又はそのおそれがある場合（以下「災害時」という。）に

おける宿泊施設の利用について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本協定は、災害時における避難及び生活に配慮を必要とする者（以下「宿泊施設利

用対象者」という。）の避難場所として、乙が運営し、群馬県に所在するホテル（以下「本

件ホテル」という。）の客室を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（宿泊施設利用対象者の範囲） 
第２条 宿泊施設利用対象者の範囲は、次のとおりとする。ただし、専門的な介護等が必要

な者の単身での利用は除くものとする。 
（１）妊産婦 
（２）乳児 
（３）満６５歳以上の高齢者 
（４）その他甲又は災害の発生した若しくは発生のおそれがある市町村（以下「被災市町

村」という。）が本件ホテルでの宿泊を相当と認めた者 
（５）前各号に規定する者の付添人 

 
（宿泊施設の利用要請） 
第３条 甲又は被災市町村は、本件ホテルを宿泊施設利用対象者に利用させる必要が発生

した場合、乙に対して、本件ホテルの利用を要請（以下「利用要請」という。）すること

ができる。 
２ 甲又は被災市町村は、前項に基づき利用要請を行うときは、利用期間をファクシミリ又

は電子メールにより連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合には、甲又は被災市

町村は、電話その他適宜の方法をもって利用要請を行うことができるものとし、その後速

やかにファクシミリ又は電子メールにより連絡するものとする。 
３ 利用要請後に宿泊施設利用対象者の利用が不要となった場合、甲又は被災市町村は、直

ちに乙に対し、その旨を連絡する。 
 
（客室の確保） 
第４条 乙は、甲又は被災市町村から利用要請を受けたときは、速やかに、受入可能な宿泊

人数、客室数その他の必要事項を「宿泊施設災害情報等共有ツール（以下「情報等共有ツ

ール」という。）」に入力するものとする。ただし、情報等共有ツールが利用できない場合

には、乙は、電子メール、ファクシミリ又は電話その他適宜の方法をもって必要事項を連
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絡するものとする。 
２ 被災市町村は、乙が入力又は連絡した必要事項に基づき、宿泊施設利用対象者を定める

ものとする。 
３ 乙が確保すべき客室は喫煙室又は禁煙室の別を問わないものとし、客室のタイプにつ

いては、シングル、ダブル、ツインの順に確保するものとする。ただし、付添人と同宿す

ることが必要な者については、ツインの部屋を確保するよう努めるものとする。 
４ 甲及び被災市町村は、本協定に基づく対応が災害時に行われることに鑑み、被災状況に

よっては、本条に定める内容を完全には履行できない場合があることをあらかじめ承諾

する。 
 
（救護措置） 
第５条 本協定に基づき本件ホテルに宿泊する宿泊施設利用対象者（以下「宿泊者」という。）

の容態に異変が生じた場合、乙は、直ちになし得る必要な救護措置を行い、救急車の手配

とともに甲及び被災市町村にその旨を連絡する。 
２ 甲は、乙から前項に基づく連絡を受けたときは、被災市町村と協議の上、当該宿泊者の

宿泊を継続するか否か等の必要な判断をし、その結果を乙に連絡する。 
 
（宿泊者に対する甲及び被災市町村の援助措置） 
第６条 甲及び被災市町村は、宿泊者に対し、昼食、夕食その他の飲食物を提供（以下「飲

食物の提供」という。）することができる。 
２ 前項に基づき、甲又は被災市町村が飲食物の提供を行うときは、食器類の準備、配膳、

片付けは甲又は被災市町村が手配するものとする。 
３ 飲食物の提供に関する具体的な手順、方法は、甲、乙及び被災市町村が別途協議して定

める。 
 
（遵守事項） 
第７条 甲及び被災市町村は、宿泊者に対し、本件ホテルを利用することについて、乙の定

める宿泊約款を遵守させるよう努めるものとする。 
 
（確認事項） 
第８条 乙は、本協定の趣旨に基づき災害時に利用要請による客室の優先確保に努めるが、

国又は医療機関その他の公益的観点から緊急かつ高度に必要性が高いと認められる機関

等から宿泊施設の提供を求められた場合、乙においてこれらの要請を優先する場合があ

ることを、甲及び被災市町村は、あらかじめ了承するものとする。 
 
（損害賠償請求） 
第９条 宿泊者の責に帰すべき理由により本件ホテルの設備及び備品等を滅失し、又は毀

損した場合、乙は、その損害賠償請求については、当該宿泊者に対して行うものとする。 
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（実施細目） 

第 1０条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項については、実施細目で定める

ものとする。 

 
（有効期間） 
第１１条 本協定の有効期間は、本協定書締結の日から令和７年３月３１日までとする。た

だし、期間満了の３か月前までに甲乙いずれからも書面による特段の意思表示のないと

きは、本協定は１年間同一条件をもって自動的に更新されるものとし、以後同様とする。 
 
（反社会的勢力の排除） 
第１２条 乙は、自らにおいて暴力団、暴力団関係者その他反社会的勢力との間において取

引がないこと及び自らの役員、従業員又は関係会社の中に、これらの反社会的勢力に属す

る者が存在しないことを表明し、保証する。 
２ 甲は、乙が前項に基づく表明、保証に違反していることが判明したときは、乙に対する

何らの通知催告を要せず、本協定を解除することができる。 
 
（協議事項） 
第１３条 本協定書に定めのない事項又は本協定書に定める事項に関し疑義や変更の必要

性が生じた場合については、甲乙誠意をもって協議の上、決定するものとする。 
 
以上の協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

令和６年９月１３日 
 
 
 

（甲） 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
群 馬 県 知 事  山 本  一 太 

 
 
 

（乙） 東京都品川区大井一丁目３５番３号 
ルートインジャパン株式会社 
代 表 取 締 役  永 山  泰 樹 
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災害時における宿泊施設利用に係る協定 実施細目 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、「災害時における宿泊施設利用に係る協定」（以下「協定」と

いう。）第１０条の規定により、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定め

るものとする。 

 
（客室の利用期間） 
第２条 宿泊施設利用対象者が客室を利用することのできる期間は、協定第３条第２項

に基づき甲又は被災市町村が乙に連絡した期間とする。ただし、災害の規模、被害の

復旧状況等により、宿泊施設利用対象者が当該期間を超えて本件ホテルの利用を必要

とするときは、甲又は被災市町村は、乙に利用期間の延長を要請できるものとする。 
２ 前項ただし書に基づき、甲又は被災市町村が利用期間の延長を要請した場合、乙は、

客室の確保に努めるものとする。 
 
（宿泊手続き） 
第３条 甲及び被災市町村は、宿泊者に、本件ホテルにおいてチェックイン及びチェッ

クアウトの手続きを行わせるよう努めるものとする。 
 
（利用代金） 
第４条 協定に基づく宿泊者の一人当たりの利用代金（以下「利用代金」という。）は、

内閣府が「災害救助事務取扱要領」に定める額を基準に、甲乙別途協議して定める。た

だし、災害時に内閣府が特別基準を定めた場合は、当該特別基準の額を基準に、甲乙

別途協議して定める。 
２ 利用代金は、１５時から翌日１０時までの間の利用を１泊として計算するものとす

る。ただし、連続して宿泊（以下「連泊」という。）する場合は、１５時から翌日１５

時までを１泊として計算するものとする。 
３ 甲又は被災市町村からの利用要請に基づき、乙が必要な人数分の客室を確保したに

もかかわらず、甲又は被災市町村から宿泊当日の２４時になる前までに、宿泊しない

こととなった旨の連絡がないまま不泊となった場合、乙は、被災市町村に対し、前各

項及び乙所定の宿泊約款に基づき、「連絡なしの不泊」に該当するものとみなして違約

金を請求することができるものとする。 
 
（利用代金等の支払い） 
第５条 乙は、利用代金（前条第４項に基づく違約金を含む。）を毎月末日締めにて、翌

月１０日までに、群馬県内で発生した災害については被災市町村に、群馬県外で発生

した災害については甲に、それぞれ請求書を提出する。 
２ 被災市町村は、前項に基づき請求された費用について一時繰替支弁するものとし、
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請求書を受領したときは、その内容を精査の上、請求書を受領した日の属する月の翌

月末日限り、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。振込手数料の支払が

必要な場合は、被災市町村が一時繰替支弁するものとする。 
３ 甲は、第１項に基づき請求された費用及び前項に基づき被災市町村が一時繰替支弁

した費用について負担するものとする。 
 
（客室清掃及びリネン類の交換） 
第６条 甲及び被災市町村は、乙による客室清掃及びリネン類の交換が、本件ホテルの

被災状況によっては、次の要領で行われるものであることを承諾するとともに、利用

要請をした後、遅滞なく、宿泊者にこの取扱いを周知するよう努めるものとする。 
（１）協定の趣旨が災害時における宿泊施設の確保にあることに鑑み、確保済みの客

室を連泊にて宿泊者に使用させている期間中、乙は、原則として当該客室の清掃

及びリネン類の交換を行わないものとし、連泊中に客室にて発生したゴミは、各

宿泊者がフロントに持参して乙の従業員に手渡すことにより処分するものとする。

ただし、乙は、当該客室の使用状況を勘案し、清掃又はリネン類の交換が必要で

あると判断したときは、当該客室の清掃又はリネン類の交換を行うことができる

ものとする。この場合、乙は、あらかじめ、当該宿泊者に対し、清掃等の時間を

通知して行うものとする。 
（２）前号の規定にかかわらず、宿泊者が交代する場合には、乙は、交代後の宿泊者

に対し、交換用のリネン類を手渡すものとする。 
（３）交換用のリネン類については、災害時におけるリネン工場の稼働状況及び燃料

の流通状況等により提供することができない場合があること並びに通常時に提供

するリネン類の種類及び数とは異なる場合があることを承諾するものとする。 
 
（朝食の提供） 
第７条 乙は、宿泊者に対し、１日１名につき朝食１食を無料で提供する。ただし、災

害時の食糧、燃料等の流通状況及び電気、水道、ガス等のライフラインの復旧状況に

より、朝食を提供しないこと又はメニューの数及び１名当たりに提供することができ

る食事の量を制限することができるものとし、甲及び被災市町村は、利用要請をした

後、遅滞なく、宿泊者にこの取扱いを周知するよう努めるものとする。 
 
（入浴の制限） 
第８条 乙は、災害時の燃料の流通状況及びライフラインの復旧状況等により、宿泊者

の大浴場及び客室内のユニットバスの利用を制限することができるものとし、甲及び

被災市町村は、利用要請をした後、遅滞なく、宿泊者にこの取扱いを周知するよう努

めるものとする。 
 
（サービスの低下と宿泊代金） 
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第９条 甲及び被災市町村は、第７条、第８条ただし書及び前条に規定するサービスの

低下が生じたことを理由として、利用代金の減額を求めることはできないものとする。 
 
（連絡責任者） 

第１０条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては群馬県健康福祉部食品・生

活衛生課長、乙にあってはルートインジャパン株式会社運営管理課長とする。 

２ 甲と乙は、連絡責任者等名簿（第１号様式）を作成するものとする。また、名簿の内

容に変更が生じた場合は、その旨、甲又は乙へ遅滞なく連絡し、当該名簿を更新する

ものとする。 

 

（宿泊施設名簿） 

第１１条 乙は、協定に基づく協力を円滑に実施するため、本件ホテルについて必要な

事項を記載した宿泊施設名簿（第２号様式）を甲に提出するものとする。また、名簿の

内容に変更が生じた場合は、その旨、甲へ遅滞なく連絡し、当該名簿を更新するもの

とする。 

２ 甲は、乙から前項に基づく宿泊施設名簿の提出があったときは、前条第２項に定め

る連絡責任者等名簿と併せて群馬県内に所在する市町村に情報提供するものとする。 

 

（実施細目の有効期間） 

第１２条 この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。 

 

（協議事項） 
第１３条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目に定める事項に関し疑義や

変更の必要性が生じた場合については、甲乙誠意をもって協議の上、決定するものと

する。 
 

令和６年９月１３日 
 
 

（甲） 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
群 馬 県 知 事  山 本  一 太 

 
 

（乙） 東京都品川区大井一丁目３５番３号 
ルートインジャパン株式会社 
代 表 取 締 役  永 山  泰 樹 
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実施細目第１号様式 

 

 

災害時における宿泊施設利用に係る協定 

連絡責任者等名簿 

 

（令和 年 月 日現在） 

 

１ 群馬県 

 

◆連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 

所属・職・氏名 
 

＜連絡担当者＞ 

所属・職・氏名 
 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

 

２ ルートインジャパン株式会社 

 

◆連絡責任者及び担当者 

＜連絡責任者＞ 

所属・職・氏名 
 

＜連絡担当者＞ 

所属・職・氏名 
 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

 

（注）電話番号及びメールアドレスは、緊急時連絡先として使用可能なものが複数ある場合は、全て記

載すること 

 

取扱注意 
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（実施細目第２号様式）宿泊施設名簿

No 区分 名称 郵便番号 所在地 電話番号 室数 最大収容人数 メールアドレス 備考
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８－１１ 帰宅困難者支援に関する協定 

８－１１－１ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社壱番屋（以下「乙」という。）は、

地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶により帰宅が

困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援ステーショ

ン（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 
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２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、

毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  愛知県一宮市三ツ井六丁目１２番２３号 

株式会社壱番屋 

代表取締役 浜島 俊哉 
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８－１１－２ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

 群馬県（以下、「甲」という。）と株式会社オートバックスセブン（以下、「乙」

という。）は、台風・豪雨・地震等の自然災害発生時（以下、「災害時」という。）

において、交通の途絶により帰宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支

援する災害時帰宅支援ステーション（以下、「支援ステーション」という。）の設置

などについて、必要な事項を定め、協定書（以下「本協定書」という。）を取り交わ

すものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第１条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙に対し、群馬

県内に所在する甲の直営店又は甲の主宰するフランチャイズチェンに加盟する店

舗（以下、「乙の店舗」という。）における、支援ステーションの設置を依頼する

ことができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェン本部として、乙の店舗に、最大限の努力をもって本

協定書上の義務の履行を求めるものとするが、甲は、乙が乙の各店舗を運営するフ

ランチャイズ加盟法人と締結するフランチャイズチェン契約の制限から、乙の店舗

に義務の履行を強制することが困難な場合があることを承諾し、これを支援ステー

ション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、支援ステーションとして次の各号に掲げる協力を要請する

ことができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下、「支援可能店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、支援可能店舗に、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施させるもの

とする。ただし、通信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができない

ときは、乙は、甲の要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施

させることができるものとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第４条 乙は、支援可能店舗に、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの
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周知と防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカ

ー」を店舗前面の利用者の見やすい位置に掲出させるものとする。 

２ 甲は、支援可能店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑

みて、毎年２月１日までに、次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 第２条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第６条 甲及び乙は、本協定書が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定書の有効期間は、本協定書締結日から１年間とする。ただし、有効期

間満了日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の

満了日の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第８条 本協定書に定めのない事項及び本協定書に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

本協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                     群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 

株式会社オートバックスセブン 

代表取締役 小林 喜夫巳 
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８－１１－３ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

群馬県（以下「甲」という）と、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下「乙」という）は、

甲乙間で平成２１年３月１８日付締結した「群馬県と株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの地

域包括連携協定」及び同年９月１日付締結した「災害時における応急生活物資の供給等に関する協

定書」に基づき、帰宅困難者への支援について、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結

する。 

 

（目的） 
第１条 本協定は、災害時に、駅・事業所・学校等に滞留する帰宅困難者を支援する、災害時帰宅

支援ステーション（以下「支援ステーション」という）の設置等について、必要な事項を定める

ものである。 
 
（前提） 
第２条 甲は、本協定締結にあたり、乙が直営方式又はフランチャイズ方式による、コンビニエン

スストアセブン‐イレブン店（以下、「セブン‐イレブン店」という）を展開していること、乙

のビジネススキームがフランチャイズ方式であり、フランチャイズ方式によるセブン‐イレブ

ン店（以下「加盟店」という）は乙と別途独立した経営主体であることを、十分に理解する。 
２ 本協定は、群馬県内のセブン‐イレブン店のうち、支援ステーションの設置に賛同し第４条各

号の全部または一部について支援可能な店舗（以下「対象店舗」という）を対象とするものとす

る。 

 

（支援ステーションの設置） 

第３条 甲は、災害時に、乙に対し、支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、加盟店に最大限の努力をもって支援ステーション

の設置を求めるものとする。 

 

（支援の内容） 

第４条 甲は乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請することができ

るものとする。 

(１) 対象店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 対象店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行

可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる

ものとする。 

 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、対象

店舗において可能な範囲で、前条に定める支援を実施するものとする。ただし、通信の途絶等の

事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たずに、状況に応
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じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるものとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 対象店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災に対する意

識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」（以下「本ステッカー」という）

を店舗前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、対象店舗に掲出中の本ステッカーの劣化等を鑑みて、毎年２月１日までに、対象店舗の

次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものと

する。 

２ 本ステッカーの作成に要する費用は、甲が負担するものとする。 

 

（情報の交換等） 

第８条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行う

ものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日の１ヶ月

前までに甲乙いずれからも本協定終了の意思表示がない場合は、有効期間の満了日の翌日から

起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、２ヶ月前までに相手方に書面により申し入れること

により、本協定を終了することができる。 

 

（協議） 

第１０条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、これ

を定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

                 群馬県知事 大澤 正明 

 

         （乙）住 所  東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

代表取締役 古屋 一樹 
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８－１１－４ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社ハードオフコーポレーション（以

下「乙」という。）は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、

交通の途絶により帰宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災

害時帰宅支援ステーション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  新潟県新発田市新栄町三丁目１番１３号 

株式会社ハードオフコーポレーション 

代表取締役会長兼社長 山本 善政 
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８－１１－５ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社ファミリーマート（以下「乙」と

いう。）は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶

により帰宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支

援ステーション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。また、乙が安全性などの理由により支援の実施が困難と判断した場合は、

乙は支援を実施しないことを選択することもでき、支援を実施しないことの責任を

問われないものとする。 

 

（責任の所在） 

第５条 乙及び乙の店舗（乙及び乙の店舗の従業員を含む）は、この協定に定める 

 支援ステーションの設置、支援の実施等に関して一切の責任を負わないものとし、 

 甲又は帰宅困難者、その他の第三者に損害が生じたとしても、何らの損害賠償の    
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責任を負わないものとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、

毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第８条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙

協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

株式会社 ファミリーマート 

代表取締役 澤田 貴司 
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８－１１－６ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）とミニストップ株式会社（以下「乙」という。）

は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶により帰

宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援ステー

ション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

ミニストップ株式会社 

代表取締役社長 藤本 明裕 
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８－１１－７ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社モスフードサービス（以下「乙」

という。）は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途

絶により帰宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅

支援ステーション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                 群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都品川区大崎二丁目一番一号 

株式会社モスフードサービス 

代表取締役社長 中村 栄輔 
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８－１１－８ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と山崎製パン株式会社（以下「乙」という。）

は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶により帰

宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援ステー

ション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都千代田区岩本町三丁目 10 番 1 号 

山崎製パン株式会社 

デイリーヤマザキ事業統括本部 

専務取締役 飯島 幹雄 
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８－１１－９ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社吉野家（以下「乙」という。）は、

地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶により帰宅が

困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援ステーショ

ン（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都中央区日本橋箱崎町 36 番 2号 

Daiwa リバーゲート 18階 

株式会社吉野家 

代表取締役社長 河村 泰貴 
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８－１１－１０ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）

は、地震等の発生時（以下、「災害時」という。）において、交通の途絶により帰

宅が困難な者（以下、「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援ステー

ション（以下、「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る多数の通勤者、通学者、観光客等の帰宅困難者を支援するため、乙の店舗に対し、

支援ステーションの設置を依頼することができるものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、乙の店舗に最大限の努力をもって協

定の履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約の制限か

ら、乙の店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これ

を支援ステーション設置の前提とする。 

 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、支援ステーションとしての次の各号に掲げる協力を要請す

ることができるものとする。 

(１) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること 

(２) 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で

知り得た通行可能な道路に関する情報を提供すること 

２ 前項に規定する乙の店舗は、支援ステーションの設置に賛同し、前項各号の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲で帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、通

信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲の

要請を待たずに、状況に応じ自主的に可能な範囲で支援を実施することができるも

のとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙の店舗は、住民に対する支援ステーションとしての取り組みの周知と防災

に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を店舗

前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化等を鑑みて、
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毎年２月１日までに、乙の店舗の次年度の必要数を乙に提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 前条の「支援ステーション・ステッカー」の作成に要する費用は、甲が負担する

ものとする。 

 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了日の１月前までに甲乙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間の満了日

の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。 

 

平成３０年８月２９日 

 

（甲）住 所  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 

                      群馬県知事 大澤 正明 

 

 

         （乙）住 所  東京都品川区大崎一丁目 11番 2号 

株式会社ローソン 

代表取締役 竹増 貞信 
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８－１１－１１ 「みんな元気になるトイレ」派遣協力等に関する協定書 

 

群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人助けあいジャパン（以下「乙」という。）は、トイレトレ

ーラー「みんな元気になるトイレ」（以下「本件トイレ」という。）の派遣協力等に関し、次のとおり協定

（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害時における本件トイレの派遣要請及び派遣協力に関して必要な事         

項を定めるものとする。 

 

（登録） 

第２条 甲は、本件トイレの派遣要請及び設置協力を行うにあたり、別紙に掲げる事項を事前に届ける

ものとする。(別紙 災害派遣ガイドライン「トイレ派遣に関する事前設定事項」の登録） 

 

（要請） 

第３条 甲は、本件トイレの派遣要請をする必要が生じたときは、乙に本件トイレの派遣要請をするも

のとする。 

２ 乙は、前項による要請を受けたときには、本件トイレを所有する自治体に情報を共有するとともに、

派遣について調整を行うものとする。 

３ 甲は、前項による派遣の調整の結果に基づき、派遣協力側自治体に対し、ファクシミリ、電話又は電

信により派遣要請を行い、後日、遅滞なく文書により通知するものとする。 

 

（協力） 

第４条 甲は、本件トイレの派遣要請を受けたときは、速かに当該派遣要請に応じて、指定された場所に

本件トイレの派遣を行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、別に災害協定を締結する自治体へ本件トイレを派遣する必要があ

る等やむを得ない理由で乙の派遣要請に応じることができないときは、速かにその旨を乙に通知する。 

３ 第１項の派遣に係る経費の負担については、災害救助法等の災害応援に関する法令の規定するとこ

ろに従って取扱い、災害救助法等が適用にならない場合は、派遣要請自治体と都度協議するものとする。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定は、協定締結から効力を有するものとし、甲乙いずれかから協定解消の申出がない限

り、継続するものとする。 

２ 前項の解消の申出は、１か月前までに相手方に行うものとする。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものと

する。 
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 この協定を締結したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和６年１月４日 

 

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号        

 

群馬県知事 山本 一太             

 

 

 

                    乙 静岡県御殿場市東山 990 御殿場コート 4J 

 

                     一般社団法人助けあいジャパン 

代表 石川 淳哉 
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１ 　消防機関 令和6年10月１日現在
消防本部

資機材
かぎ付きはしご 7 6 4 5 3 2 5 3 2 2 39
三連梯子 6 6 5 5 3 2 5 2 2 3 2 41
金属製折りたたみ梯
子又はワイヤー梯子 1 1 1 1 1 1 6
空気式救助マット 1 2 1 1 5
救命索発射銃 1 1 1 1 1 1 1 7
サバイバースリング
又は救命用縛帯 5 12 8 17 11 3 5 3 2 66
平担架 1 1 1 3
ロープ（100ｍ） 5 4 5 5 6 1 5 3 1 35
カラビナ 146 194 55 118 72 70 50 25 26 30 25 811
滑車 17 40 20 31 16 10 10 4 5 153
油圧ジャッキ 8 1 5 1 1 1 4 21
油圧スプレッダー 2 1 1 5 1 2 12
可搬ウィンチ 4 3 1 3 2 2 2 1 1 1 20
ワイヤーロープ 19 18 9 16 6 6 10 3 1 3 4 95
マンホール救助器具 1 1 1 1 1 1 1 7
救助用簡易起重機 1 1
マット型空気ジャッ
キ 1 2 2 3 1 3 2 14
大型油圧スプレッ
ダー 1 1 3 1 1 2 2 1 12
救助用支柱器具 2 1 1 1 1 1 7
チェーンブロック 1 1 1 1 4
油圧切断機 1 2 2 3 3 1 2 14
エンジンカッター 7 8 5 5 4 1 5 3 3 2 43
ガス溶断器 1 1 1 1 1 5
チェーンソー 10 6 6 4 4 1 5 2 2 3 43
鉄線カッター 11 6 5 5 5 3 5 3 4 6 2 55
空気鋸 1 1 2 1 2 1 2 1 11
大型油圧切断機 1 1 2 2 1 1 2 10
空気切断機 1 1 1 1 1 5
コンクリート・鉄筋
切断用チェーンソー 1 1 1 1 1 5
万能斧 8 10 7 9 7 3 5 4 5 4 2 64
ハンマー 5 5 5 4 5 3 5 2 1 4 2 41
携帯用コンクリート
破壊器具 1 1 1 3 1 2 2 11
削岩機 1 3 1 2 1 8
ハンマドリル 2 1 1 1 1 1 1 8
生物剤検知器 1 2 1 1 5
化学剤検知器 3 2 1 2 8
可燃性ガス測定器 8 7 4 4 5 2 5 3 1 39
有毒ガス測定器 8 7 4 4 5 2 5 3 1 39
酸素濃度測定器 8 7 5 4 5 2 5 3 1 40
放射線測定器 2 2 1 7 1 1 1 15
線量率計(γ・Ｘ線) 6 11 3 7 7 4 5 4 2 49
表面汚染検査計 6 8 1 3 5 1 7 1 2 2 1 37
個人線量計 29 46 8 35 39 10 38 17 23 18 5 268
登山道具一式 1 15 1 17
バスケット型担架 5 4 3 3 3 2 3 1 2 26
背負い式ポンプ 10 7 17
空気呼吸器（ボンベ含 33 32 24 25 29 9 25 14 11 15 8 225
空気補充用ボンベ 22 9 8 39
酸素呼吸器 5 5 5 5 2 5 27
簡易呼吸器 2 2 2 1 3 10
防塵マスク 10 27 12 36 38 5 21 19 168
送排風機 1 1 1 2 2 2 3 1 1 14
エアラインマスク 1 1
耐電衣一式 5 2 8 2 6 3 2 2 30
安全帯 9 29 5 5 6 3 5 10 7 5 9 93
防塵メガネ 14 13 9 5 25 2 68
携帯警報器 25 5 16 7 13 10 10 13 9 9 117
防毒マスク 10 5 31 8 5 3 4 66
化学防護服（陽圧式
を除く） 35 61 36 6 5 25 4 14 186
陽圧式化学防護服 21 10 5 4 4 7 51
耐熱服 4 7 8 2 21
放射線防護服 8 4 7 2 5 2 28
除染シャワー 3 2 1 1 1 2 10
除染剤散布器 2 1 2 2 1 4 12
潜水器具一式 6 10 6 2 7 31
流水救助器具一式 27 10 13 7 1 58
救命胴衣 5 73 11 40 30 10 25 8 5 207
水中投光器 2 2
救命浮環 9 3 1 8 4 1 5 1 2 34
浮標 1 2 8 1 1 1 1 15
救命ボート 1 4 1 1 1 1 9
船外機 1 3 1 1 1 1 8
水中スクーター
水中無線機
水中時計 5 5
水中テレビカメラ
投光器一式 8 7 5 5 6 3 5 2 3 4 2 50
携帯投光器 25 14 11 23 19 5 5 3 6 15 126
携帯拡声器 15 10 6 8 9 3 5 8 3 5 2 74
携帯無線機 15 9 5 11 6 3 5 7 4 4 3 72
応急処置用セット 1 9 4 5 4 2 2 2 3 1 33
車両移動器具 1 2 1 4
その他の携帯救助工具 1 9 2 3 1 1 17
発動発電機 10 14 6 6 5 3 5 3 3 4 2 61
ロープ登降機 6 3 6 2 1 5 23
救助用緩降機 2 2 3 1 1 9
簡易画像探索機 1 1 1 1 1 1 6
画像探索機 1 2 1 2 1 7
地中音響探知機 1 1 1 1 4
熱画像直視装置 1 2 1 3 1 1 2 11
夜間用暗視装置 1 1 1 1 4
地震警報器 1 2 1 1 5
電磁波探査装置 1 1
二酸化炭素探査装置 1 1
水中探査装置 1 1

９－１　救助用資機材保有状況一覧表

前橋市
高崎市等
広域

桐生市 伊勢崎市 太田市
利根沼田
広域

館林地区 渋川広域
多野藤岡
広域

※緊急消防援助隊登録車両積載品

富岡甘楽
広域

吾妻広域 合計

※緊急消防援助隊群馬県隊応援等実施計画による
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２ 　陸上自衛隊第12旅団
(１)　相馬ケ原駐屯地 令和３年４月１日現在

区分 品　名 数量 品　名 数量 区分品　名                        数数量
需 品 レスキューベスト 30 サイレン付警報機 3 施 設 コンテナ 1

レスキューリック(なす環付) 30 救助用ロープ 4
スリングロープ 30 携帯式便所 3
多用途ナイフ 30 エンジンカッター 2
ピック付手おの 30 チェンソー 2
のこぎり 30 油圧式ジャッキ 1
特殊作業手袋 30 手動式ウインチ 1
ペンチ 30 油圧式カッター 1

施 設 防塵眼鏡 30 鉄線きょう 2
防災作業用マスク 30 救助作業用照明具 1
電池式ヘッドライト 30 エンジン式削岩機 1

エアジャッキ 1
背負式消火ポンプ 2
救助作業用誘導棒 2
マスク用リサイクラ 1
破壊構造物探索機 1
検電器 1
折畳式リヤカー 1
救助用油圧器具 1
万能運搬具 1
広域作業用照明具 1
夜間用特殊ロープ 2
担架ベッド 1
布担架 1
空気呼吸器 4
空気濃度測定器 1
可燃性ガス検知器 1
予備ボンベ 4

(２)　新町駐屯地

区分 品　名 数量 品　名 数量 区分品　名                        数数量
需 品 レスキューベスト 60 サイレン付警報機 6 施 設 コンテナ 2

レスキューリック（なす環付） 60 救助用ロープ 8
スリングロープ 60 携帯式便所 6
多用途ナイフ 60 エンジンカッター 4
ピック付手おの 60 チェンソー 4
のこぎり 60 油圧式ジャッキ 2
特殊作業手袋 60 手動式ウインチ 2
ペンチ 60 油圧式カッター 2

施 設 防塵眼鏡 60 鉄線きょう 4
防災作業用マスク 60 救助作業用照明具 2
電池式ヘッドライト 60 エンジン式削岩機 2

エアジャッキ 2
背負式消火ポンプ 4
救助作業用誘導棒 4
マスク用リサイクラ 2
破壊構造物探索機 2
検電器 2
折畳式リヤカー 2
救助用油圧器具 2
万能運搬具 2
広域作業用照明具 2
夜間用特殊ロープ 4
担架ベッド 2
布担架 2
空気呼吸器 4
空気濃度測定器 1
可燃性ガス検知器 1
予備ボンベ 4

需 品 レスキューベスト 230 施設 サイレン付警報機 16 施 設 コンテナ式可搬シェルタ 2
レスキューリック（なす環付） 230 捜索用投光器 16 コンテナ式けん引装置 2
スリングロープ 230 救助用ロープ 16 コンテナ用発電機 2
多用途ナイフ 230 携帯式便所 16 コンテナ格納器材 1
ピック付手おの 230 エンジンカッター 16 衛 生 患部固定具セット、陰圧式Ⅲ型 2
特殊作業手袋 230 チェンソー 16 担架ベット 4
ペンチ 230 油圧式ジャッキ 16 吸引器、足踏式 4

施 設 防塵眼鏡 200 手動式ウインチ（分隊用） 16 人口そ生器セット、手動式 4
防災作業用マスク 200 油圧式カッター 16 救急医療セット２型 2

ピストン式破壊工具 16 医療器具セット 2
ピック付バール 16 布担架 8
鉄線きょう 3 化 学 空気呼吸器 4

衛生 医療セット 16 空気濃度測定器 2
救助作業用照明具 8 可燃性ガス検知器 4
エンジン式削岩機 8 予備ボンベ 4
エアジャッキ 8
手動式ウインチ（小隊用） 8
背負式消火ポンプ 8
救助作業用誘導棒 8
マスク用リサイクラー 1
捜索用音響探知器 4
破壊構造物探索機 2
検電器 4
折畳式リヤカー 2
救助用油圧器具 4
救助用三脚 2
万能運搬具 2
三連伸縮はしご 2

衛 生

化 学

小
隊
用

施設

中
隊
用

分
隊
用

施 設

個人用装備 部隊用装備 その他
区分

施 設

衛 生

化 学

個人用装備 部隊用装備 その他
区分
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別表１ 業務分担表
関越自動車道

第１次担当消防機関 第２次担当消防機関
本庄児玉ＩＣ 下り線 児玉郡市（広） 多野藤岡（広）
上里ＳＩＣ 上り線 児玉郡市（広） 多野藤岡（広）
上里ＳＩＣ 下り線 児玉郡市（広） 多野藤岡（広）
藤岡ＪＣＴ 上り線 多野藤岡（広） 児玉郡市（広）

Ｂランプ 高崎玉村ＳＩＣ→藤岡ＩＣ 高崎市等（広） 伊勢崎市
Ｄランプ 本庄児玉ＩＣ→Ⅾランプ終点 児玉郡市（広） 多野藤岡（広）

藤岡ＪＣＴ 下り線 多野藤岡（広） 高崎市等（広）
高崎玉村ＳＩＣ 上り線 高崎市等（広） 伊勢崎市
高崎玉村ＳＩＣ 下り線 高崎市等（広） 伊勢崎市
高崎ＪＣＴ 上り線 高崎市等（広） 前橋市

Ｂランプ 高崎ＩＣ→前橋南ＩＣ 高崎市等（広） 前橋市
Ｄランプ 高崎玉村ＳＩＣ→前橋南ＩＣ 高崎市等（広） 伊勢崎市

高崎ＪＣＴ 下り線 高崎市等（広） 伊勢崎市
高崎ＩＣ 上り線 高崎市等（広） 前橋市
高崎ＩＣ 下り線 高崎市等（広） 前橋市
前橋ＩＣ 上り線 前橋市 高崎市等（広）
前橋ＩＣ 下り線 前橋市 渋川（広）
駒寄ＳＩＣ 上り線 渋川（広） 前橋市
駒寄ＳＩＣ 下り線 渋川（広） 前橋市
渋川伊香保ＩＣ 上り線 渋川（広） 前橋市
渋川伊香保ＩＣ 下り線 渋川（広） 利根沼田（広）
赤城ＩＣ 上り線 渋川（広） 利根沼田（広）
赤城ＩＣ 下り線 渋川（広） 利根沼田（広）
昭和ＩＣ 上り線 利根沼田（広） 渋川（広）
昭和ＩＣ 下り線 利根沼田（広） 渋川（広）
沼田ＩＣ 上り線 利根沼田（広） 渋川（広）
沼田ＩＣ 下り線 利根沼田（広） 渋川（広）
月夜野ＩＣ 上り線 利根沼田（広） 渋川（広）
月夜野ＩＣ 下り線 利根沼田（広） 渋川（広）
水上ＩＣ 上り線 利根沼田（広） 渋川（広）
水上ＩＣ 下り線 利根沼田（広） 渋川（広）
関越トンネル 上り線 利根沼田（広） 渋川（広）

※Ｂランプ：上り線の流出ランプ

※Ｄランプ：下り線の流出ランプ

高崎ＪＣＴ

の間

消防隊等を派遣する区間

の間

の間

の間

藤岡ＪＣＴ

の間

の間

の間

の間

の間

の間

の間

の間

の間

の間
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別表２ 業務分担表
上信越自動車道

第１次担当消防機関 第２次担当消防機関
Ａランプ 藤岡ＩＣ→上里ＳＩＣ 多野藤岡（広） 児玉郡市（広）
Ｃランプ 藤岡ＩＣ→高崎玉村ＳＩＣ 多野藤岡（広） 高崎市等（広）

藤岡ＪＣＴ 下り線 高崎市等（広） 多野藤岡（広）
藤岡ＩＣ 上り線 多野藤岡（広） 高崎市等（広）
藤岡ＩＣ 下り線 多野藤岡（広） 高崎市等（広）
吉井ＩＣ 上り線 多野藤岡（広） 富岡甘楽（広）
吉井ＩＣ 下り線 多野藤岡（広） 富岡甘楽（広）
甘楽SＩＣ 上り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広）
甘楽SＩＣ 下り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広）
富岡ＩＣ 上り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広）
富岡ＩＣ 下り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広）
下仁田ＩＣ 上り線 富岡甘楽（広） 高崎市等（広）
下仁田ＩＣ 下り線 富岡甘楽（広） 高崎市等（広）
松井田妙義ＩＣ 上り線 高崎市等（広） 富岡甘楽（広）
松井田妙義ＩＣ 下り線 高崎市等（広） 富岡甘楽（広）
碓氷軽井沢ＩＣ 上り線 高崎市等（広） 佐久広域（連）
碓氷軽井沢ＩＣ 下り線 高崎市等（広） 佐久広域（連）
佐久平ＳＩＣ 上り線 佐久広域（連） 高崎市等（広）
佐久平ＳＩＣ 下り線 佐久広域（連） 高崎市等（広）
佐久ＩＣ 上り線 佐久広域（連） 高崎市等（広）

※Ｃランプ：下り線の流入ランプ

の間

の間

の間

の間

の間

の間

消防隊等を派遣する区間

藤岡ＪＣＴ

の間

の間

の間

※Ａランプ：上り線の流入ランプ
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別表３ 業務分担表
北関東自動車道

第１次担当消防機関 第２次担当消防機関
Ａランプ 前橋南ＩＣ→Ａランプ終点 前橋市 高崎市等（広）
Ｃランプ 前橋南ＩＣ→Ｃランプ終点 前橋市 高崎市等（広）

高崎ＪＣＴ 東行き 高崎市等（広） 前橋市
前橋南ＩＣ 西行き 前橋市 高崎市等（広）
前橋南ＩＣ 東行き 前橋市 高崎市等（広）
駒形ＩＣ 西行き 前橋市 伊勢崎市
駒形ＩＣ 東行き 前橋市 伊勢崎市
波志江ＳＩＣ 西行き 伊勢崎市 前橋市
波志江ＳＩＣ 東行き 伊勢崎市 前橋市
伊勢崎ＩＣ 西行き 伊勢崎市 前橋市
伊勢崎ＩＣ 東行き 伊勢崎市 太田市
太田藪塚ＩＣ 西行き 太田市 伊勢崎市
太田藪塚ＩＣ 東行き 太田市 伊勢崎市
太田桐生ＩＣ 西行き 太田市 足利市
太田桐生ＩＣ 東行き 太田市 足利市
足利ＩＣ 西行き 足利市 太田市
※Ａランプ：上り線の流入ランプ
※Ｃランプ：下り線の流入ランプ

消防隊等を派遣する区間

高崎ＪＣＴ

の間

の間

の間

の間

の間

の間

の間
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９－３ 災害時における災害救助犬の出動に関する協定 
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特定非営利活動法人災害救助犬ネットワーク 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 
 

群馬県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人災害救助犬ネットワーク（以

下「乙」という。）は、群馬県内等において大規模災害等が発生した場合に、被災者

の捜索活動（以下「捜索活動」という。）を円滑に実施するため、災害救助犬の出動

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（出動要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において捜索活動のために必要があると認めるときは、

乙に対して、登録された災害救助犬及びその指導手の出動を要請することができる

ものとする。 

（１）県内で災害が発生したとき 

（２）県外において災害が発生し、被災者救助の必要があると認められるとき 

（３）その他甲が必要と認めるとき 

２ 要請は文書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがないと

きは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

 

（出動） 

第２条 乙は、甲から出動の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、速

やかに災害救助犬を出動させるものとする。 

２ 乙は、出動態勢が整ったときは、速やかに甲に通知するものとする。この場合に

おいて、出動人員・災害救助犬の出動頭数は、災害の種別及び規模等を考慮し、甲

乙協議の上、決定するものとする。 

 

（要請に基づく捜索活動の実施） 

第３条 乙に属する災害救助犬チームの構成員（以下「構成員」という。）は、出動

した災害現場においては、第１条第２項により連絡した現場指揮者の指示に従い捜

索活動を実施するものとする。 

２ この協定に基づく捜索活動の終了は、現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき

又は乙の都合により捜索活動の続行が不可能になったときとする。 

 

（実績報告） 

第４条 乙は、第３条第２項により捜索活動を終了するときは速やかに甲に報告する

ものとする。 

２ 報告は文書により行うものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない

ときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

 

（費用の負担） 

第５条 第２条第１項の規定による出動に関する費用は、甲が負担するものとする。 

 

（災害補償） 

第６条 この協定に基づく出動及び捜索活動に伴って構成員及び災害救助犬に生じ

た損害の補償（第三者に対する損害を含む。）は次のとおりとする。 

（１）甲が負担するもの 

甲は、乙の構成員が捜索活動中に死亡若しくは負傷をし、又は捜索活動に起因し

た疾病により死亡若しくは障害の状態となった場合は、「災害に際し応急措置の業
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務に従事した者に係る損害補償に係る条例」（昭和３８年群馬県条例第４５号）の

規定に準じてその損害を補償する。 

（２）乙が負担するもの 

乙は、乙の構成員が出動時の往復途上における交通事故等により、自ら損害を被

り、又は第三者に損害を与えた場合の損害を補償する。 

また、乙は、災害救助犬が出動時の往復途上又は捜索活動中に、自ら損害を被り、

又は第三者に損害を与えた場合の損害を補償する。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書によ

り相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（情報交換） 

第８条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び災害救助活動等について連絡責任

者による情報交換を行い、災害時等に備えるものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その

１通を保管するものとする。 

 

 

 平成２９年 １月１３日 

 

              甲  群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 

 

                 群馬県 

 

                   群馬県知事    大澤正明 

 

 

 

 

               乙    富山県富山市北代３９１５番地 

 

                 特定非営利活動法人災害救助犬ネットワーク 

 

理事長     津田 光 
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令和5年9月末現在

番号
二次保健
医療圏名

病院名 経営主体 郵便番号 所在地 電話番号
総病
床数

一般 療養 精神 結核 感染

1 前橋市 前橋赤十字病院 日赤 371－0811 前橋市朝倉町389-1 027-265-3333 555 527 0 22 0 6

番号
二次保健
医療圏名

病院名 経営主体 郵便番号 所在地 電話番号
総病
床数

一般 療養 精神 結核 感染

1 前橋 群馬県済生会前橋病院 済生会 371-0821 前橋市上新田町564-1 027-252-6011 323 323 0 0 0 0

2 前橋 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
独立行政法人地域医
療機能推進機構

371-0025 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 333 333 0 0 0 0

3 前橋 群馬大学医学部附属病院 国立大学法人 371-8511 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 731 680 0 40 9 2

4 高崎・安中 (医社)日高会日高病院 医療法人 370-0001 高崎市中尾町886 027-362-6201 287 287 0 0 0 0

5 高崎・安中 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 独立行政法人 370-0829 高崎市高松町36 027-322-5901 485 479 0 0 0 6

6 渋川 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
独立行政法人国立病
院機構

377-0204 渋川市白井383 0279-23-1010 450 400 0 0 46 4

7 藤岡 公立藤岡総合病院 市町村組合 375-0015 藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311 399 395 0 0 0 4

8 富岡 公立富岡総合病院 市町村組合 370-2393 富岡市富岡2073-1 0274-63-2111 328 324 0 0 0 4

9 吾妻 原町赤十字病院 日赤 377-0882 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68-2711 199 176 19 0 0 4

10 沼田 独立行政法人国立病院機構沼田病院 独立行政法人 378-0051 沼田市上原町1551-4 0278-23-2181 179 175 0 0 0 4

11 沼田 利根中央病院 生活協同組合 378-0012 沼田市沼須町910-1 0278-22-4321 253 253 0 0 0 0

12 伊勢崎 伊勢崎市民病院 市町村 372-0817 伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022 494 490 0 0 0 4

13 伊勢崎 (社)伊勢崎佐波医師会病院 公益法人 372-0024 伊勢崎市下植木町481 0270-24-0111 255 205 50 0 0 0

14 桐生 桐生厚生総合病院 市町村組合 376-0024 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171 424 420 0 0 0 4

15 太田・館林 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 健康保険組合 373-8585 太田市大島町455-1 0276-55-2200 404 400 0 0 0 4

16 太田・館林 公立館林厚生病院 市町村組合 374-8533 館林市成島町262-1 0276-72-3140 329 323 0 0 0 6

１０－１　医療機関名簿

①　基幹災害拠点病院

②　地域災害拠点病院
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1 前橋市 群馬県立心臓血管センター 群馬県 371-0004 前橋市亀泉町甲3-12 027-269-7455 195 195 0 0 0 0

2 前橋市 公益財団法人老年病研究所附属病院 公益財団法人 371-0847 前橋市大友町3-26-8 027-253-3311 253 139 114 0 0 0

3 前橋市 公益社団法人前橋積善会厩橋病院 公益社団法人 371-0002 前橋市江木町1241 027-269-2530 318 0 0 318 0 0

4 前橋市 赤城病院 医療法人 371-0002 前橋市江木町1072 027-269-5111 228 0 0 228 0 0

5 前橋市 (医)中沢会上毛病院 医療法人 379-2152 前橋市下大島町596-1 027-266-1482 334 20 0 314 0 0

6 前橋市 東前橋整形外科病院 医療法人 379-2104 前橋市西大室町1302-2 027-231-8871 60 60 0 0 0 0

7 前橋市 前橋協立病院 生活協同組合 371-0811 前橋市朝倉町828-1 027-265-3511 189 156 33 0 0 0

8 前橋市 善衆会病院 医療法人 379-2115 前橋市笂井町54番地1 027-261-5410 198 198 0 0 0 0

9 前橋市 (医社)敬寿会前橋城南病院 医療法人 379-2161 前橋市富田町1172-1 027-268-4111 171 70 101 0 0 0

10 前橋市 (医)積心会富沢病院 医療法人 371-0014 前橋市朝日町4-17-1 027-224-3955 80 48 32 0 0 0

11 前橋市 群馬ペインクリニック病院 医療法人 379-2147 前橋市亀里町359 027-265-0999 50 50 0 0 0 0

12 前橋市 上武呼吸器科内科病院 医療法人 371-0048 前橋市田口町586-1 027-232-5000 120 60 60 0 0 0

13 前橋市 医療法人前橋北病院 医療法人 371-0054 前橋市下細井町692 027-235-3333 40 40 0 0 0 0

14 前橋市 (医)相生会わかば病院 医療法人 371-0843 前橋市新前橋町3-3 027-255-5252 102 60 42 0 0 0

15 前橋市 横田マタニティーホスピタル 医療法人 371-0031 前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103 35 35 0 0 0 0

16 前橋市 山王リハビリテーション病院 医療法人 379-2123 前橋市山王町133 027-266-8611 50 50 0 0 0 0

17 高崎市 (医)山崎会サンピエール病院 医療法人 370-0857 高崎市上佐野町786-7 027-347-1177 522 105 0 417 0 0

18 高崎市 真木病院 医療法人 370-0075 高崎市筑縄町71-1 027-361-8411 150 150 0 0 0 0

19 高崎市 希望館病院 医療法人 370-0046 高崎市江木町1120 027-322-4067 130 51 79 0 0 0

20 高崎市 第一病院 医療法人 370-0074 高崎市下小鳥町1277 027-362-1811 193 146 47 0 0 0

21 高崎市 産科婦人科舘出張佐藤病院 個人 370-0836 高崎市若松町96 027-322-2243 77 77 0 0 0 0

22 高崎市 (医社)醫光会駒井病院 医療法人 370-0016 高崎市矢島町449-2 027-352-6212 100 0 100 0 0 0

23 高崎市 (医)井上病院 医療法人 370-0053 高崎市通町55 027-322-3660 85 85 0 0 0 0

24 高崎市 (医社)大原会大原病院 医療法人 370-0063 高崎市飯玉町46 027-362-5800 45 0 45 0 0 0

25 高崎市 野口病院 医療法人 370-0067 高崎市請地町38 027-322-2288 50 50 0 0 0 0

26 高崎市 綿貫病院 医療法人 370-0065 高崎市末広町４１－１ 027-322-2206 80 0 80 0 0 0

27 高崎市 榛名荘病院 一般財団法人 370-3347 高崎市中室田町5989 027-374-1135 199 80 119 0 0 0

28 高崎市 さわらび医療福祉センター 社会福祉法人 370-0072 高崎市大八木町168-1 027-374-9221 120 120 0 0 0 0

29 高崎市 群馬病院 医療法人 370-3516 高崎市稲荷台町136 027-373-2251 463 0 0 463 0 0

30 高崎市 二之沢病院 医療法人 370-3531 高崎市足門町142-1 027-373-2215 120 0 120 0 0 0

31 高崎市 群馬整肢療護園 社会福祉法人 370-3531 高崎市足門町146-1 027-373-2277 116 116 0 0 0 0

32 高崎市 高崎中央病院 生活協同組合 370-0043 高崎市高関町498-1 027-323-2665 119 60 59 0 0 0

33 高崎市 黒沢病院 医療法人 370-1203 高崎市矢中町村北187番地 027-352-1166 146 146 0 0 0 0

34 高崎市 たかまえ病院 医療法人 370-0001 高崎市中尾町1230 027-361-7200 99 49 50 0 0 0

35 高崎市 関越中央病院 医療法人 370-3513 高崎市北原町71 027-373-5115 93 93 0 0 0 0

36 高崎市 (医)中央群馬脳神経外科病院 医療法人 370-0001 高崎市中尾町鳥羽前64-1 027-363-6161 88 52 36 0 0 0

37 高崎市 (医)十薬会上大類病院 医療法人 370-0031 高崎市上大類町759番地 027-352-1019 25 25 0 0 0 0

③　その他
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38 高崎市 （医社）日高会日高リハビリテーション病院 医療法人 370-2104 高崎市吉井町馬庭2204 027-388-2005 104 104 0 0 0 0

39 高崎市 高瀬記念病院 医療法人 370-0036 高崎市南大類町８８５番地２ 027-353-1156 170 124 46 0 0 0

40 安中 公立碓氷病院 市町村 379-0133 安中市原市1-9-10 027-385-8221 149 99 50 0 0 0

41 安中 医療法人済恵会須藤病院 医療法人 379-0116 安中市安中3532-5 027-382-3131 120 89 31 0 0 0

42 安中 松井田病院 公益財団法人 379-0221 安中市松井田町新堀1300-1 027-393-1301 119 54 55 0 10 0

43 安中 正田病院 医療法人 379-0116 安中市安中1-16-32 027-382-1123 43 43 0 0 0 0

44 安中 (医)信愛会本多病院 医療法人 379-0124 安中市鷺宮字蔵畑205-1 027-382-1255 20 0 20 0 0 0

45 渋川 榛名病院 医療法人 377-0008 渋川市渋川3658番地20 0279-22-1970 300 0 0 300 0 0

46 渋川 (医)恒和会関口病院 医療法人 377-0008 渋川市渋川1693-12 0279-22-2378 85 85 0 0 0 0

47 渋川 北毛保健生活協同組合北毛病院 生活協同組合 377-0005 渋川市有馬237-1 0279-24-1234 150 100 50 0 0 0

48 渋川 渋川中央病院 医療法人 377-0007 渋川市石原字田中508-1 0279-25-1711 153 103 50 0 0 0

49 渋川 群馬県立小児医療センター 群馬県 377-8577 渋川市北橘町下箱田779 0279-52-3551 150 150 0 0 0 0

50 渋川 (医)橘会上之原病院 医療法人 377-0055 渋川市北橘町上南室162-1 0279-52-2221 170 0 0 170 0 0

51 渋川 群栄会田中病院 医療法人 370-3603 北群馬郡吉岡町陣場98 0279-54-2106 494 98 0 396 0 0

52 渋川 北関東循環器病院 医療法人 377-0061 渋川市北橘町下箱田740 027-232-7111 120 120 0 0 0 0

53 渋川 赤城高原ホスピタル 医療法人 379-1111 渋川市赤城町北赤城山1051 0279-56-8148 111 0 0 111 0 0

54 藤岡 藤岡市国民健康保険鬼石病院 市町村 370-1401 藤岡市鬼石139-1 0274-52-3121 99 52 47 0 0 0

55 藤岡 (医)育生会篠塚病院 医療法人 375-0017 藤岡市篠塚105-1 0274-23-9261 74 20 54 0 0 0

56 藤岡 光病院 医療法人 375-0023 藤岡市本郷1045 0274-24-1234 80 80 0 0 0 0

57 藤岡 (医社)三思会くすの木病院 医療法人 375-0024 藤岡市藤岡607-22 0274-24-3111 214 160 54 0 0 0

58 富岡 西毛病院 医療法人 370-2455 富岡市神農原559-1 0274-62-3156 410 0 50 360 0 0

59 富岡 下仁田厚生病院 市町村組合 370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田409 0274-82-3555 48 48 0 0 0 0

60 富岡 公立七日市病院 市町村組合 370-2343 富岡市七日市643 0274-62-5100 162 105 57 0 0 0

61 吾妻 （公社）群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 公益社団法人 377-0541 吾妻郡中之条町大字上沢渡2136 0279-66-2121 189 39 150 0 0 0

62 吾妻 田島病院 医療法人 377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町
1782

0279-75-3350 70 24 46 0 0 0

63 吾妻 吾妻さくら病院 医療法人 377-0423
吾妻郡中之条町大字伊勢町782-
1

0279-75-3011 67 7 60 0 0 0

64 吾妻 吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院 市町村組合 377-0432 吾妻郡中之条町大字五反田3891 0279-75-3332 223 0 0 223 0 0

65 吾妻 長生病院 医療法人 377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原71 0279-82-2188 39 39 0 0 0 0

66 吾妻 国立療養所栗生楽泉園 国（厚生労働省） 377-1711 吾妻郡草津町大字草津乙647 0279-88-3030 395 395 0 0 0 0

67 吾妻 草津こまくさ病院 医療法人 377-1711
吾妻郡草津町大字草津字白根
464-701

0279-88-4321 114 0 114 0 0 0

68 吾妻 西吾妻福祉病院 公益社団法人 377-1308
吾妻郡長野原町大字大津字南
746-4

0279-83-7111 74 74 0 0 0 0

69 利根沼田 (医社)ほたか会群馬パース病院 医療法人 378-0113 利根郡川場村生品1861 0278-52-2141 199 55 144 0 0 0

70 利根沼田 (医)パテラ会月夜野病院 医療法人 379-1308 利根郡みなかみ町真庭316 0278-62-2011 72 32 40 0 0 0

71 利根沼田 上牧温泉病院 医療法人 379-1311 利根郡みなかみ町石倉198-2 0278-72-5858 76 40 36 0 0 0

72 利根沼田 内田病院 医療法人 378-0005 沼田市久屋原町345-1 0278-23-1231 99 49 50 0 0 0

73 利根沼田 大島病院 一般財団法人 372-0006 伊勢崎市太田町508-1 0270-25-2428 188 0 40 148 0 0

74 伊勢崎 公益財団法人脳血管研究所美原記念病院 公益財団法人 372-0006 伊勢崎市太田町366 0270-24-3355 189 90 99 0 0 0

75 伊勢崎 伊勢崎福島病院 医療法人 372-0015 伊勢崎市鹿島町５５６番地２ 0270-24-3456 232 137 95 0 0 0

76 伊勢崎 群馬県立精神医療センター 群馬県 379-2221 伊勢崎市国定町2-2374 0270-62-3311 265 0 0 265 0 0
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77 伊勢崎 鶴谷病院 医療法人 370-0117 伊勢崎市境百々421 0270-74-0670 320 278 42 0 0 0

78 伊勢崎 (医)原病院 医療法人 370-0127 伊勢崎市境上武士898-1 0270-74-0633 344 0 0 344 0 0

79 伊勢崎 角田病院 医療法人 370-1133 佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171 125 77 48 0 0 0

80 伊勢崎 (医)石井会石井病院 医療法人 372-0001 伊勢崎市波志江町1152 0270-21-3111 188 188 0 0 0 0

81 伊勢崎 せせらぎ病院 医療法人 379-2211 伊勢崎市市場町1-1399 0270-63-6363 49 49 0 0 0 0

82 桐生 (医)岸会岸病院 医療法人 376-0011 桐生市相生町2-277 0277-54-8949 286 0 0 286 0 0

83 桐生 岩下病院 医療法人 376-0031 桐生市本町4-320 0277-22-0151 48 48 0 0 0 0

84 桐生 両毛整肢療護園 社会福祉法人 376-0013 群馬県桐生市広沢町1-2648-1 0277-54-1182 60 60 0 0 0 0

85 桐生 医療法人社団全仁会高木病院 医療法人 376-0011 桐生市相生町5-754 0277-53-7711 167 119 48 0 0 0

86 桐生 大和病院 医療法人 376-0022 桐生市稲荷町2-9 0277-45-1551 40 0 40 0 0 0

87 桐生 (医社)三思会東邦病院 医療法人 379-2311 みどり市笠懸町阿左美1155 0277-76-6311 443 221 222 0 0 0

88 桐生 療育センターきぼう 社会福祉法人 376-0101 みどり市大間々町大間々22-4 0277-73-2605 140 100 40 0 0 0

89 桐生 (医社)東郷会恵愛堂病院 医療法人 376-0101 みどり市大間々町大間々504-6 0277-73-2211 270 168 102 0 0 0

90 桐生 桐生整形外科病院 医療法人
376-0011
（旧：

桐生市相生町1丁目253番地の1
（旧：桐生市広沢町間ノ島284-

0277-40-2600 38 38 0 0 0 0

91 桐生 みどり病院 医療法人 379-2313 みどり市笠懸町鹿2646-2 0277-76-1110 50 0 50 0 0 0

92 桐生 日新病院 医療法人 376-0001 桐生市菱町3-2069-1 0277-40-3100 90 39 51 0 0 0

93 太田 群馬県立がんセンター 群馬県 373-0828 太田市高林西町617-1 0276-38-0771 314 314 0 0 0 0

94 太田 本島総合病院 医療法人 373-0033 太田市西本町3-8 0276-22-7131 199 148 51 0 0 0

95 太田 武蔵野病院 医療法人 373-0806 太田市龍舞町293 0276-45-9221 185 0 0 185 0 0

96 太田 三枚橋病院 医療法人 373-0054 太田市長手町1744 0276-26-7511 235 0 0 235 0 0

97 太田 堀江病院 医療法人 373-0825 太田市高林東町1800 0276-38-1215 178 133 45 0 0 0

98 太田 医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 医療法人 373-0021 太田市東今泉町875-1 0276-37-2378 350 212 138 0 0 0

99 太田 東毛敬愛病院 医療法人 373-0024 太田市上小林町230-1 0276-26-1793 48 4 44 0 0 0

100 太田 冨士ヶ丘病院 医療法人 373-0025 太田市熊野町38-81 0276-22-1281 90 51 39 0 0 0

101 太田 (医)慶仁会城山病院 医療法人 373-0817 太田市飯塚町1 0276-46-0311 182 86 96 0 0 0

102 太田 宏愛会第一病院 医療法人 379-2305 太田市六千石町99-63 0277-78-1555 123 83 40 0 0 0

103 館林 つつじメンタルホスピタル 医療法人 374-0037 館林市小桑原町1505 0276-72-4444 172 0 0 172 0 0

104 館林 館林記念病院 医療法人 374-0068 館林市台宿町7-18 0276-72-3155 104 34 70 0 0 0

105 館林 (医社)田口会新橋病院 医療法人 374-0044 館林市下三林町452 0276-75-3011 134 46 88 0 0 0

106 館林 医療法人社団醫光会おうら病院 医療法人 370-0615 邑楽郡邑楽町篠塚3233-1 0276-88-5678 80 39 41 0 0 0

107 館林 慶友整形外科病院 医療法人 374-0011 館林市赤生田町2267番1 0276-49-9000 137 137 0 0 0 0

108 館林 (医)徹裕会蜂谷病院 医療法人 370-0514 邑楽郡大泉町朝日4-11-1 0276-63-0888 74 26 48 0 0 0

109 館林 (医)海宝会明和セントラル病院 医療法人 370-0713 邑楽郡明和町中谷３３１番地１ 0276-84-1234 39 39 0 0 0 0
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番号
二次保健
医療圏名

組織名・病院名 経営主体 郵便番号 所在地 電話番号
総病
床数

一般 療養 精神 結核 感染

1 － 日本赤十字社群馬県支部 日赤 371-0833 前橋市光が丘町32-10 027-254-3636 － － － － － －

2 前橋 群馬県済生会前橋病院 済生会 371-0821 前橋市上新田町564-1 027-252-6011 323 323 0 0 0 0

3 前橋 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
独立行政法人地域医
療機能推進機構

371-0025 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 333 333 0 0 0 0

4 前橋 群馬大学医学部附属病院 国立大学法人 371-8511 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 731 680 0 40 9 2

5 高崎・安中 (医社)日高会日高病院 医療法人 370-0001 高崎市中尾町886 027-362-6201 287 287 0 0 0 0

6 高崎・安中 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 独立行政法人 370-0829 高崎市高松町36 027-322-5901 485 479 0 0 0 6

7 渋川 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
独立行政法人国立病
院機構

377-0204 渋川市白井383 0279-23-1010 450 400 0 0 46 4

8 藤岡 公立藤岡総合病院 市町村組合 375-0015 藤岡市中栗須813-1 0274-22-3311 399 395 0 0 0 4

9 富岡 公立富岡総合病院 市町村組合 370-2393 富岡市富岡2073-1 0274-63-2111 328 324 0 0 0 4

10 吾妻 原町赤十字病院 日赤 377-0882 吾妻郡東吾妻町原町698 0279-68-2711 199 176 19 0 0 4

11 沼田 独立行政法人国立病院機構沼田病院 独立行政法人 378-0051 沼田市上原町1551-4 0278-23-2181 179 175 0 0 0 4

12 沼田 利根中央病院 生活協同組合 378-0012 沼田市沼須町910-1 0278-22-4321 253 253 0 0 0 0

13 伊勢崎 伊勢崎市民病院 市町村 372-0817 伊勢崎市連取本町12-1 0270-25-5022 494 490 0 0 0 4

14 伊勢崎 (社)伊勢崎佐波医師会病院 公益法人 372-0024 伊勢崎市下植木町481 0270-24-0111 255 205 50 0 0 0

15 桐生 桐生厚生総合病院 市町村組合 376-0024 桐生市織姫町6-3 0277-44-7171 424 420 0 0 0 4

16 太田・館林 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院 健康保険組合 373-8585 太田市大島町455-1 0276-55-2200 404 400 0 0 0 4

17 太田・館林 公立館林厚生病院 市町村組合 374-8533 館林市成島町262-1 0276-72-3140 329 323 0 0 0 6

18 沼田 沼田脳神経外科循環器科病院 医療法人 378-0014 沼田市栄町8 0278-22-5052 84 84 0 0 0 0

④　群馬ＤＭＡＴ指定組織・指定医療機関（再掲）
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令和６年４月１日現在

地区別 製　造　所　名 所　　在　　地 電話番号 製造する医薬品名

㈱ 和 漢 薬 研 究 所
赤 城 工 場

前橋市富士見町
赤城山1193

027-288-2511
松寿仙、新ササカール
ササラック、ササイサン

㈱ 明 治
群馬医薬・栄養剤工場

伊勢崎市長沼町
1741-1

0270-32-6722 ボースデル内用液

群馬総合ガスセンター(株)伊勢崎市長沼町222-1 0270-32-2308 酸素、窒素、二酸化炭素

白 十 字 ㈱
群 馬 工 場

伊勢崎市境60 0270-74-0711 消毒綿

㈱ バ イ ロ ン 高 崎 工 場 高崎市大八木町888 027-361-2521 殺虫剤（日曹殺虫プレート）

日 本 化 薬 ㈱
高 崎 工 場

高崎市岩鼻町239 027-346-1011
ネオラミン・スリービー液
ミリスロール注、ランダ注

協 和 キ リ ン ㈱
高 崎 工 場

高崎市萩原町100-1 027-353-2011
グラン、エスポー、ネスプ
ロミプレート

シ オ ノ ケ ミ カ ル ㈱
高 崎 工 場

藤岡市上大塚字道下
1286-1

0274-24-2130 医療用後発医薬品

カ ン サ ン ㈱
高 崎 事 業 所

高崎市倉賀野町3156 027-346-1169 酸素、窒素

東 亜 薬 品 工 業 ㈱
館 林 工 場

館林市近藤町606 0276-72-4941 生菌整腸薬、マグセント注

アルフレッサファーマ㈱
群 馬 工 場

太田市世良田町3038-2 0276-52-3611
サクロン、ユベラ錠
チョコラＡ錠、ノイチーム錠

１０ー２　県内主要医薬品製造業者名簿

中　毛

西　毛

東　毛
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令和６年４月１日現在

０２７－３８１－６５５１

地区別 業　者　名 所　　在　　地
電　話　番　号

（Ｆ　　Ａ　　Ｘ）

ア ル フ レ ッ サ ㈱
高 崎 支 店

〒３７０－００７１
高崎市小八木町３０９

０２７－３６４－７１１２
(０２７－３６４－８０１１)

東 邦 薬 品 ㈱
群 馬 営 業 部

〒３７０－０８０１
高崎市上並榎町３７８

０２７－３６２－２１２２
（０２７－３６３－１６０２）

㈱ メ デ ィ セ オ
前 橋 支 店

〒３７０－００１１
高崎市京目町殿田１３５－１

０２７－３５３－５７１１
（０２７－３５３－５７３０）

㈱ マ ル タ ケ
群 馬 支 店

〒３７０－３５２２
高崎市菅谷町２０－２７２

０２７－３７３－２５１１
（０２７－３７３－３００５）

中　毛
鍋 林 ㈱
北 関 東 営 業 所

〒３７０－１１３５
佐波郡玉村町大字板井８７０

０２７０－６５－２８８１
（０２７０－６５－４７１２）

東 邦 薬 品 ㈱
桐生みどり営業所

〒３７９－２３１１
みどり市笠懸町阿左美２８３
３－１

０２７７－７６－６７１１
（０２７７－７６－６７４５）

㈱ ス ズ ケ ン
太 田 支 店

〒３７９－２３０１
太田市藪塚町２５５５－１

０２７７－７８－７７００
（０２７７－７８－７７０８）

１０ー３　災害用医薬品備蓄業者名簿

群馬県医薬品卸協同組合　事務局
（高崎市九蔵町５６－４　　１階）

西 毛

東 毛

- 514 -



　 令和６年４月１日現在

催眠鎮静剤

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ･ﾌﾙﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ
ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ･ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ ゾルピデム マイスリー錠5mg 5mg PTP 100T 250

ﾏｲｽﾘｰ錠5mg
ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg
ﾊﾙｼｵﾝ0.25mg錠　など

精神神経用剤
ベンゾジアゼピン系 エチゾラム デパス錠0.5mg 0.5mg  PTP  100T 250 ﾃﾞﾊﾟｽ、ｴﾁｿﾞﾗﾑ各種

抗不安剤 ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ･ｱﾙﾌﾟﾗゾﾗﾑ アルプラゾラム ソラナックス錠 0.4mg 0.4mg PTP 100T 250 ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ0.4mg錠、ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg　など
ジアゼパム注 ジアゼパム ホリゾン注 10mg 10mg×10Ａ 30 ｾﾙｼﾝ･ﾎﾘｿﾞﾝ注10mg　など
フェノバルビタール フェノバルビタール フェノバール注射液100㎎ 10%1ml×10A 10 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ注射液100㎎

抗てんかん剤 デパケン錠200mg 200mg 100T 230 ﾃﾞﾊﾟｹﾝ･ﾃﾞﾊﾟｹﾝR、ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Naなど
デパケンシロップ５％ 500ml 30 ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ､ﾊﾞﾚﾘﾝｼﾛｯﾌﾟなど
イーケプラ点滴静注500mg 500mg  5ml  6V 20
イーケプラ錠250ｍｇ 250mg  PTP  100T 50

解熱鎮痛消炎剤 ペンタゾシン注 ペンタゾシン ソセゴン注射液15mg 15mg 1mlX10A 25 ｿｾｺﾞﾝ･ﾄｽﾊﾟﾘｰﾙ注15mg
ロキソプロフェンNa ロキソプロフェン ロキソニン錠 60mg PTP100T 600 ﾛｷｿﾆﾝ錠　など

ジクロフェナクNa坐剤
ジクロフェナクナトリウ
ム ボルタレン サポ 25mg 25mg 50個 25 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ ｻﾎﾟ25mg　など
アセトアミノフェン カロナール錠200 200mg 100T 500 ｶﾛﾅｰﾙ錠200　など
アセトアミノフェン坐剤 アンヒバ坐剤100ｍｇ 100mg  50ｺ 100

感冒薬（成人） 配合剤 PL 顆粒配合顆粒 1g×100包 100
PL顆粒配合顆粒
ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒　など

感冒薬（小児） 配合剤 PL 顆粒配合顆粒[幼児用] 1g×100包 20
PL配合顆粒[幼児用]
ﾍﾟﾚｯｸｽ1/6顆粒　など

局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩 リドカイン塩酸塩 キシロカインポリアンプ1％ 1%10ml×10本 100 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1% 　など
リドカイン塩酸塩スプ
レー

リドカイン塩酸塩スプ
レー キシロカインスプレー8％ 80g 8% 80g 1本 10 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% 80g　

リドカイン塩酸塩ゼ
リー

リドカイン塩酸塩ゼ
リー キシロカインゼリー2％30ｍｌ 2%  30mlx5 50

鎮けい剤 アトロピン硫酸塩水和
物

アトロピン硫酸塩水和
物 アトロピン硫酸塩注0.5mg 0.5mg 1mlX10A 50 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5mg

ブチルスコポラミン臭
化物

ブチルスコポラミン臭
化物 ブスコパン注20ｍｇ 2%  1ml  10A 10

眼科用剤 ニューキノロン点眼 レボフロキサシン クラビット点眼液0.5% 0.5% 5mlX10瓶 140 ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液0.5%､ﾀﾘﾋﾞｯﾄ点眼液0.3%など
抗アレルギー剤（ケト
チフェン､トラニラスト､
クロモグリク酸Naな エピナスチン塩酸塩 アレジオン点眼液0.05% 0.5% 5mlX10瓶 30

ｻﾞｼﾞﾃﾝ点眼液 5ml､ﾊﾟﾀﾉｰﾙ点眼液5ml
ﾘｻﾞﾍﾝ点眼液 5ml　　など

強心剤

ジゴキシン ジゴキシン ジゴシン錠0.25mg 0.25mg PTP 100T 50
ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg
ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25  など

不整脈用剤
ジソピラミド、メキシレ
チン メキシレチン メキシチールカプセル100mg 100mgPTP100cap 120

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg など

ベラパミル塩酸塩 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠40ｍｇ 40mg  PTP  100T 100
利尿剤 ラシックス注20mg 20mg 2mlX10A 100 ﾗｼｯｸｽ注　など

ラシックス錠20mg 20mg PTP 100T 100 ﾗｼｯｸｽ錠20mg　など
血圧降下剤

ACE阻害剤
エナラプリルマレイン
酸塩 レニベース錠 5 5mg PTP 100T 200 ﾚﾆﾍﾞ-ｽ錠、ﾀﾅﾄﾘﾙ錠、ｺﾊﾞｼﾙ錠など 

ARB（オルメサルタン､
カンデサルタン、バル
サルタン） カルデサルタン ブロプレス錠 8mg 8mg PTP 100T 300

ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠、ｵﾙﾒﾃｯｸOD錠
ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠、ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠　など

βｰブロッカー、αβｰ
ブロッカー

アテノロール、カルベ
ジロール テノーミン錠 50 50mg PTP 100T 80 ﾃﾉ-ﾐﾝ錠50、ｱｰﾁｽﾄ錠　など

硝酸イソソルビド貼付
剤 硝酸イソソルビド フランドルテープ40mg 100枚 5 ﾌﾗﾝﾄﾞﾙﾃｰﾌﾟなど

持続性Ca拮抗剤 ジルチアゼム塩酸塩 ヘルベッサーRカプセル200ｍｇ 200mg  PTP  100P 100

カルシウム拮抗剤
アムロジピンベシル酸
塩 ノルバスク錠 5mg 5mg PTP  100T 300

ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠、ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠、ｺﾆｰﾙ錠　など
ｱﾃﾚｯｸ錠、ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠

ニトルグリセリン ニトログリセリン ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ 0.3mg  ﾋｰﾄ　100T 50
ニトルグリセリン貼付
剤

ニトログリセリン貼付
薬 ミリステープ貼付剤5ｍｇ 4.05cmx4.05cm  140ﾏｲ 10

血管拡張剤 ニコランジル シグマート錠5ｍｇ 5mg  PTP  100T 150
高脂血症用剤 ロスバスタチンCa ロスバスタチン クレストール錠5mg 5mg PTP 100T 250 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠･ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠･ｸﾚｽﾄｰﾙ錠 など
鎮咳剤

中枢性非麻薬性鎮咳
剤

エブラジノン塩酸塩、
デキストロメトルファン
など レスプレン20mg 20mg PTP 500T 10 ﾚｽﾌﾟﾚﾝ20､ﾒｼﾞｺﾝ15mgなど

去痰剤
去痰薬

アンブロキソール塩酸
塩 ムコソルバン錠 15mg PTP 100T 200 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠　など

気管支拡張剤 テオフィリン テオフィリン テオロング錠 200mg 200mg PTP 100T 120 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠、ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠　など
　 β2吸入剤 プロカテロール吸入 メプチンエアー10μｇ吸入100回 5mlX10本（ｷｯﾄ） 30 ﾒﾌﾟﾁﾝ ｴｱ-、ｻﾙﾀﾉｰﾙ､ｵﾝﾌﾞﾚｽ､ｾﾚﾍﾞﾝﾄなど

ホクナリンテープ0.5ｍｇ 70枚 10 ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ及びその後発品

ホクナリンテープ2ｍｇ 70枚 10 ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ及びその後発品
その他の呼吸器
官用剤

抗喘息薬
（ICS+LABA）

ブデソニド/ホルモテ
ロールフマル酸塩 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭｲﾍｲﾗｰ　30吸入 30吸入　1ﾎﾝ 150

抗COPD剤
（ICS+LAMA+LABA) テリルジー100エリプタ 100ｴﾘﾌﾟﾀ　14吸入用 100

止しゃ・整腸剤 乳酸菌製剤 ビフィズス菌 ラックビー微粒N 1ｇ×1008包 25 ﾗｯｸﾋﾞｰ微粒N　など
　 塩酸ロペラミド 塩酸ロペラミド ロペミン カプセル1mg 1mg PTP  100cap 100 ﾛﾍﾟﾐﾝ1mg､ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ　など
下剤・浣腸剤 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム錠250mg 250mg PTP 100T 50 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠

センナ センノシド プルゼニド錠 12mg PTP 100T 25 ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠など

ピコスルファートナトリ
ウム

ピコスルファートNa水
和物 ラキソベロン内用液0.75％ 0.75%  10mlx10 50

浣腸剤 グリセリン グリセリン浣腸剤60ｍｌ 50%  60mlx10 50
消化器用剤 ナウゼリン錠10 10mg PTP 100T 100 ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10など

ナウゼリンDS（1ｇ分包） 1％　120ｇ 15
メトクロプラミド メトクロプラミド プリンペラン錠5ｍｇ 5mg  PTP  100T 50トリメブチン・モサプリ
ド モサプリド ガスモチン錠5mg 5mg PTP 100T 250 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠、ｾﾚｷﾉﾝ錠
抗コリン剤 ブチルスコポラミン ブスコパン錠 10mg　PTP　100T 5 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠など

消化性潰瘍用剤 プロトンポンプ阻害剤 ランソプラゾール タケプロンOD錠30mg 30mg PTP 100T 50 ﾀｹﾌﾟﾛﾝ30､ﾊﾟﾘｴｯﾄ10､ﾈｷｼｳﾑ20など
H2受容体拮抗薬 ファモチジン ガスターD錠10ｍｇ 10ｍｇPTP100T 50
テプレノン、レバミピド レパミピド ムコスタ錠100mg 100mg PTP 100T 150 ﾑｺｽﾀ錠、ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ　など

副腎ホルモン剤 プレドニゾロン プレドニゾロン プレドニン錠5mg 5mg PTP 100T 50 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ・ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠など
コルチゾン製剤 ヒドロコルチゾン ソル・コーテフ 100mg 5V 35 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ、ｻｸｼｿﾞﾝ
デキサメタゾンリン酸
エステルNa

デキサメタゾンリン酸
エステルNa デカドロン注射液 3.3mg  1mlX10A 80 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液　など

エピネフリン注 エピネフリン注 ボスミン注1mg 0.1% 1ml×10A 40 ﾎﾞｽﾐﾝ注1mg
ノルエピネフリン注 ノルエピネフリン注 ノルアドレナリン注1mg 1mg  1mlX10A 20 ﾉﾙｱﾄﾞﾘﾅﾘﾝ注

バルプロ酸ナトリウム バルプロ酸ナトリウム

レベチラセタム レベチラセタム

アセトアミノフェン

フロセミド注・錠 フロセミド

β2貼付剤 ツロブテロール

ドンペリドン ドンペリドン

１０－４　災害用医薬品備蓄一覧表

薬効分類 　一　般　名 基準薬（一般名） 基準薬（商品名） 規格･包装 数量 商品名（代表例）
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ホルモン剤 ヒトインスリン（遺伝子
組換え） ヒューマリン3/7注ミリオペン 300単位/ml 3mlX2 150

ノボラピッド注フレックスペン 100単位/ml 3mlx2 150
ヒトインスリン（速攻
型） ヒューマリンR注射液 100ﾀﾝｲ　10mlx1V 25

消毒剤 ベンザルコニウム塩
化物

ベンザルコニウム塩
化物 0.025% ヂアミトール水 0.025%  500ml 120 逆性石ｹﾝ液､ｻﾞﾙｺﾆﾝ液　など

クロルヘキシジングル
コン酸塩

クロルヘキシジングル
コン酸塩 ５％ヒビテン液 5% 500ml 100 ﾋﾋﾞﾃﾝ液、ﾏｽｷﾝ液　など

消毒用エタノール エタノール 消毒用エタノール 70% 500ml 500
エタノール・ベンザル
コニウム塩化物 ウエルパス 噴霧ﾎﾟﾝﾌﾟ 500ml 250 ｳｴﾙﾊﾟｽ､ﾍﾞﾙｺﾑなど
エタノール・クロルヘ
キシジン ヒビスコール液A 1%500ｍｌ 250

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム ピューラックス 6% 6% 600ml 300 ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ、ﾐﾙﾄﾝ　など
皮膚及び粘膜の消毒 イソジン液10% 10%  250ml 120 ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝ液
含嗽薬 イソジンガーグル液7% 30ml×50本 25 ｲｿｼﾞﾝｶﾞｰｸﾞﾙなど

化膿性疾患用剤
硫酸フラジオマイシン

フラジオマイシン硫酸
塩 ソフラチュール貼付剤 10cmX10cm 10枚 45

硫酸ゲンタマイシン ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏 0.1% 10gX10入 25 ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏、ｹﾞﾙﾅｰﾄ軟膏 など
鎮静鎮痒収斂消
炎剤 ヒドロコルチゾン軟膏 ヒドロコルチゾン パンデル軟膏 5g×10本 125 ﾊﾟﾝﾃﾞﾙ軟膏、ﾛｺｲﾄﾞ軟膏 など

鎮痛消炎貼付剤
ロキソプロフェンナトリ
ウム ロキソニンテープ100ｍｇ 10X14cm 70ﾏｲ 50 経皮鎮痛消炎剤（ﾊﾟｯﾌﾟ剤・ﾃｰﾌﾟ剤）

ステロイド・抗菌薬軟
膏

ベタメタゾン・ゲンタマ
イシン リンデロンVG軟膏　5ｇ 0.12%  5Gx10 150

鎮痛消炎軟膏・クリー
ム・ゲル ジクロフェナクNa ボルタレンゲル 1% 25gX10本 150 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ、ﾅﾎﾞｰﾙｹﾞﾙ、ﾛｷｿﾆﾝｹﾞﾙなど

糖類剤 大塚糖液5% 100ml 5% 100mlX10PB 100 （局）5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖100ml、大塚糖液
大塚糖液5% 500ml 5% 500mlX20SB 100 （局）5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500ml、大塚糖液

ブドウ糖液 20％ブドウ糖液 20％ブドウ糖液20ｍｌ 20%  20mlx50A 25
血液代用剤 乳酸リンゲル液 乳酸リンゲル ラクテック注 500mlX20SB 20 ﾗｸﾃｯｸ注、ｿﾙﾗｸﾄ輸液 など

大塚生食注 20ml 20mlX50PA 60 （局）生理食塩液
生理食塩液 大塚生食注 100ml 100ml×10PB 200 （局）生理食塩液

大塚生食注 500ml 500ml×20SB 150 （局）生理食塩液
維持3号 維持液 ＥＬ－３号 500mlX20袋 150 ｿﾘﾀT3、KN3号、ｿﾙﾃﾞﾑ3A など

止血剤 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸 カルバゾクロム アドナ注(静脈用)25mg 0.5% 5mlX10A 15 ｱﾄﾞﾅ注(静脈用）25mg　他
抗凝固剤 ヘパリンナトリウム注 ヘパリンナトリウム ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注｢ﾓﾁﾀﾞ｣1000U/ml 1000U/ml 10mlX10V 20 ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注、ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注などワルファリンカリウム

錠 ワルファリンカリウム ワーファリン錠1mg 1mg PTP100T 100 ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠など
DOAC リバーロキサバン イグザレルト錠15mg 15mgPTP100T 25 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ15mg､ｴﾘｷｭｰｽ5mg　他

抗血小板剤 アスピリン腸溶錠 アスピリン バイアスピリン錠100mg 100mg PTP500T 20 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ･ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ・ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ・ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ プラビックス錠75mg 75mg PTP 100T 100 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠、ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠
シロスタゾール シロスタゾール プレタールOD錠100mg 100mg PTP100T 100 ﾌﾟﾚﾀｰﾙ及び後発品

痛風治療剤
痛風治療薬 アロプリノール ザイロリック錠100ｍｇ 100mg  PTP  100T 150

解毒剤 炭酸水素Na注 炭酸水素ナトリウム メイロン静注７％ 7% ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 20mlX50A 20 ﾒｲﾛﾝ静注、重ｿｰ注 など

ヨウ化プラリドキシム
プラリドキシムヨウ化
物 パム静注500mg 2.5% 20ml×5A 15

チオ硫酸ナトリウム チオ硫酸ナトリウム デトキソール静注用2g 10% 20ml×10V 5
金属解毒剤 ペニシラミン メタルカプターゼカプセル100ｍｇ 100mg  PTP  100P 10

糖尿病用剤 SU剤 グリメピリド アマリールOD1mg錠 1mg　PTP 100T 150 ｱﾏﾘｰﾙ錠、ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠 など
DPP-4阻害剤 シタグリプチン ジャヌビア錠50mg 50mg PTP 100T 30 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ､ｴｸｱ､ﾈｼｰﾅなど
SGLT2阻害薬 ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝL-ﾌﾟﾛﾘﾝ スーグラ錠50ｍｇ 50mg PTP 100T 25

メトグルコ錠250ｍｇ 250mg  PTP  100T 150

メトグルコ錠500ｍｇ 500mg  PTP  100T 150

チアゾリン誘導体 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトスOD錠15ｍｇ 15mg  PTP  100T 120
アレルギー剤

抗アレルギー剤
フェキソフェナジン塩
酸塩 アレグラ錠60mg 60mg PTP 100T 125 ｱﾚｸﾞﾗ錠、ｱﾚﾛｯｸ錠、ﾀﾘｵﾝ など

抗ヒスタミン薬
ｄ-クロルフェニラミン
マレイン酸塩 ポララミン錠2ｍｇ 2mg  ﾊﾞﾗ　 100T 50

高カリウム血症改
善剤

高カリウム血症改善
剤

ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ水和物 ロケルマ懸濁用散分包　5ｇ 5ｇｘ28 5

抗生物質製剤 ケフラール カプセル250mg 250mg  PTP 100cap 50
ケフラール細粒小児用100mg 100ｍｇ　1ｇｘ120包 20
フロモックス細粒小児用100mg 100mg 0.5gX120包 20
フロモックス錠100ｍｇ 100mgPTP100Ｔ 50

セフェム系（注射）　第
二世代

セフメタゾールナトリ
ウム セフメタゾン点滴静注1ｇキット 1g ×10V 140

ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1g、ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注用1g
ﾓﾀﾞｼﾝ静注用1g、ﾌﾙﾏﾘﾝ静注用1g  など

クラリスロマイシン クラリス錠200mg 200mg 100T 150 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ など
アジスロマイシン水和
物 ジスロマック細粒小児用10％ 100mg　100G 50合成ペニシリン（内

服） アモキシシリン サワシリン錠　250mg 250mg PTP 100T 125 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ、ﾕﾅｼﾝ など
ニューキノロン剤 レボフロキサシン クラビット錠 500mg PTP  50T 55 ｸﾗﾋﾞｯﾄ、ｸﾞﾚｰｽﾋﾟｯﾄ、ｼﾞｪﾆﾅｯｸなど

トキソイド 沈降破傷風トキソイド 沈降破傷風トキソイド 沈降破傷風トキソイド 0.5ml１V 20 ﾊﾞｲｱﾙ及びｷｯﾄ､ｼﾘﾝｼﾞ品
血液製剤 乾燥抗破傷風人免疫

グロブリン
乾燥抗破傷風人免疫
グロブリン テタノブリン筋注用 250国際単位 1V 10 ﾃﾀﾉﾌﾞﾘﾝなど

人血清アルブミン 人血清アルブミン 献血アルブミン 25%　50ml 1V 100

人免疫グロブリン
乾燥スルホ化人免疫
グロブリン 献血ベニロンーＩ 2.5g  1V 50

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5%静注2.5g/50ml
献血ﾍﾞﾆﾛﾝ-I静注用2500㎎

抗ウイルス剤 オセルタミビルリン酸
塩

オセルタミビルリン酸
塩 タミフル カプセル75 75mg PTP  100cap 15 ﾀﾐﾌﾙ

バラシクロビル バラシクロビル バルトレックス錠500 500mg PTP 42T 15 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ､ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽなど
アシクロビル アシクロビル ゾビラックス軟膏５％ 5g1本 25 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ､ｱﾗｾﾅAなど

溶解剤 大塚蒸留水 20ml 20ml×50PA 50 注射用水、大塚蒸留水、注射用蒸留水など
大塚蒸留水 細口開栓　500ml 500ml×20PB 100 注射用水、大塚蒸留水、注射用蒸留水など

口腔用剤 トローチ デカリニウム SPトローチ 0.25mg PTP 1200T 10
口内炎治療剤 デキサメタゾン アフタゾロン口腔用軟膏 5g×10本 5 ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏5ｇ

注射用水 注射用蒸留水

ポピドンヨード液

ブドウ糖注 ブドウ糖

生理食塩液

ビグアナイド系 メトホルミン

セフェム系（内服）細・
DS　第一世代 セファクロル

セフェム系（内服）細・
DS　第三世代

セフカペンピボキシル
塩酸塩

マクロライド（内服）

速乾性手指消毒液

インスリン製剤
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０２７６－３７－８４５０
（０２７６－３７－７１０５）

業　者　名 所　在　地
電　話　番　号
(Ｆ　 Ａ　 Ｘ)

㈱栗原医療器械店（太
田 物 流 セ ン タ ー ）

〒３７３－００１２
太田市清原町１０－３

０２７６－３７－８１７７
（０２７６－３７－８４８６）

㈱栗原医療器械店
前 橋 支 店

〒３７１－００４４
前橋市荒牧町下宿２－３９－７

０２７－２３２－９６９１
（０２７－２３３－３１６８）

㈱栗原医療器械店
高 崎 支 店

〒３７０－０００６
高崎市問屋町１－５－４

０２７－３６４－４１４１
（０２７－３６４－４３９１）

プロメディカル㈱
〒３７９－２３１１
みどり市笠懸町阿左美1822番地

０２７７－７０－７７７０
（０２７７－７０－８７７７）

関東メディカル㈱
〒３７３－０３０３
太田市新田小金井町３１２

０２７６－５５－６８８８
（０２７６－５５－６８８９）

㈲ オ グ ラ
メ デ ィ カ ル

〒３７３－０８３３
太田市牛沢町９４３－９

０２７６－３８－５１６６
（０２７６－３８－６１５６）

カ ン サ ン ㈱
メディカル事業部

〒３７１－０８５５
前橋市問屋町２－１６－１１

０２７－２５１－１５１５
（０２７－２５１－１５６６）

㈱ 星 医 療 酸 器
北 関 東 営 業 所

〒３７２－０８２７
伊勢崎市八斗島町１６２２－１

０２７０－３２－６１８１
（０２７０－３２－２６９２）

㈱タカサキ医療器
〒３７０－３５２３
高崎市福島町７０４－３

０２７－３７２－４８１１
（０２７－３７２－４６６１）

㈲土屋医療器械店
〒３７０－０８６５
高崎市寺尾町２６２１－１４

０２７－３２７－１７７５
（０２７－３２５－２６５７）

㈱ メ デ ィ コ
〒３７０－３１０４
高崎市箕郷町上芝１８－１

０２７－３７１－７５１７
（０２７－３７１－７５１８）

㈲ エ イ ド
〒３７９－０１３１
安中市古屋１７６－１

０２７－３８２－７７８２
（０２７－３８２－７７８３）

㈲ 川 崎 医 療 器
〒３７０－１２０７
高崎市綿貫町３３－１

０２７－３５０－１０３３
（０２７－３５０－１０３４）

㈲高林医療器械店
〒３７５－０００１
藤岡市中島５７６－２

０２７４－４２－５５３６
（０２７４－４２－５５３７）

第４グループ

第５グループ

１０－５　災害用医療機器備蓄業者名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年４月１日現在

群馬県医療機器販売業協会　事務局（（株）栗原医療器械店内）

第１グループ

第２グループ

第３グループ
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医療用酸素ガス 0.5立 90 本

〃 1.5立 40 本

〃 7.0立 75 本

酸素流量計 40台 40 本

酸素マスク 大人用 60 個

〃 小児用 60 個

ディスポ注射器(100入) 2.5ml針付 80 箱

〃 5ml針付 70 箱

〃 10ml針付 70 箱

〃 20ml針無 70 箱

〃　　　　　　　　（50入） 30ml針無 60 箱

〃　　　　　　　　 (20入) 50ml針無 150 箱

ディスポ注射針(100入) 21Ｇ 340 箱

ディスポ注射針(100入) 22Ｇ 340 箱

ディスポ注射針(100入) 23Ｇ 340 箱

輸血セット 50入 30 箱

輸液セット 50入 65 箱

微量用輸液セット（小児用） 10入 60 箱

静脈留置針 20Ｇ 50入 30 箱

    〃         22Ｇ 50入 30 箱

    〃         24Ｇ 50入 40 箱

翼状針 ２１G 50入 50 箱

〃       ２２G 50入 50 箱

〃       ２３G 50入 50 箱

カット綿 4×4cm 500g 60 箱

滅菌済手術手袋 #7 40双 40 箱

〃                  #7.5 40双 30 箱

ディスポ手袋 100枚入 300 箱

キャップ 未滅菌 100枚 20 箱

マスク 未滅菌 100枚 60 箱

救急カットバン 200枚 75 箱

滅菌ガーゼ　尺角 150枚 30 包

判創膏  1/2ｲﾝﾁ 9.1m×24巻入 30 箱

   〃     1ｲﾝﾁ 9.1m×12巻入 30 箱

   〃     2ｲﾝﾁ 9.1m×6巻入 30 箱

包帯 ３列 9m×10本入 4 包

包帯 ４列 9m×10本入 5 包

包帯 ５列 9m×10本入 4 包

伸縮包帯　２号 9m×５ｃｍ×10本入 5 箱

伸縮包帯　３号 9m×７．５ｃｍ×10本入 5 箱

網包帯　５号　頭用 20m 40 箱

網包帯　４号　大腿用 20m 50 箱

網包帯　２号　手・足用 20m 40 箱

綿球　Ｎｏ．２０ 50ｇ×10袋 40 箱

ガーゼ 10ｍ 200 包

ソフラットシーネ Ⅱ　Ｌ 10枚 20 箱

ソフラットシーネ Ⅱ　Ｍ 10枚 20 箱

ソフラットシーネ Ⅱ　Ｓ 10枚 20 箱

アルフェンス　１３号　指用 12枚 20 箱

ステリーストリップ　R1546 6㎜×100㎜×50袋 20 箱

ステリーストリップ　R1547 12㎜×100㎜×50袋 20 箱

三角巾　中 95cm×95cm×135cm×30枚 10 箱

ディスポ舌圧子 100本入 20 箱

油紙(26cm*38cm) 100枚入 10 箱

リント布　　大　 30㎝×３ｍ 20 包

１０－６　災害用医療機器備蓄一覧表
令和６年４月１日現在

 品     名 規格 数量 単位
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１０－７ 災害救助法による業務委託契約 
 
 
 災害救助法（以下「法」という。）第１６条の規定に基づき、救助又はその応援の実施並びに法第

１９条による委託費用の補償について、群馬県知事山本一太（以下「甲」という。）と日本赤十字社

群馬県支部副支部長武藤幸夫（以下「乙」という。）との間に次の契約を締結する。 
 
第１条 甲は乙に対し、法による救助又はその応援に関する業務について次のとおり委託する。なお、

各業務の程度、方法及び期間については、原則、群馬県災害救助法施行細則の定めるところによる

ものとする。 
 一 避難所の設置 
  甲が行う避難所の設置の支援として、次の事項を必要に応じて行う。 
  ア 生活環境の整備 
    救援物資の配布や衛生管理対策を含めた生活環境の整備を行う。 
  イ こころのケア 
    災害の発災直後における被災者の精神的なショック、避難生活による心労に対し、健康相談 

等のこころのケアを応急的に行う。 
 二 医療及び助産 

ア 医療 
    災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置する。 
  イ 助産 
    災害のため助産の途を失ったものに対して行う。 
 三 死体の処理 

災害の際死亡した者について、以下の処理を行う。 
  ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 
  イ 検案 
 四 その他必要な事項 
  法第４条に規定される救助の範囲において、必要な事項を委託することができる。なお、緊急に

委託の範囲を広げなければならない場合にあっては、甲乙協議のうえ、直ちに書面等により委託事

項を明確にしてそれを実施するものとする。 
 
第２条 甲は乙が第１条の委託事項を実施したときは、法第１９条の規定によりその費用を補償する

ものとする。 
 
第３条 前条の規定により、乙が支弁した費用に対する甲が行う補償にかかる請求及びその額は、次

のとおりとする。 
一 補償の額は、乙が委託の業務を実施するために支弁した費用の額とし、その費用に充当すべき

寄附金、その他の収入がある場合はそれを控除した額とする。 
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二 寄附金その他の収入とは、乙が当該災害の際特に救助又はその応援のために使用することを指

定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備に要する補助金、日本赤十字社募

金及び一般義援金品は含まないこと。 
三 補償の請求は「災害救助法第１９条の規定による補償請求書（別紙様式）」の提出により行う

ものとする。 
四 補償の請求に際し、提出する書類のうち、乙の支弁費用にかかる証拠書類等については、その

写しを添付すること。 
 
第４条 乙が第１条による委託事項を実施するために支弁できる費用は次の各号の定めるところによ

るものとする。 
 一 人件費 

委託事項の実施に従事した救護員の役務提供の対価に相当する費用（日本赤十字社の有給職員

を除く。）、時間外手当、深夜手当及び旅費とし、その額は日本赤十字社職員給与要綱、同旅費

規則、同救護規則第２８条の規定による費用弁償に関する規程により又は準じて算出した額の範

囲内とする。 
  ア 旅費 
  イ 役務費 
  ウ 時間外手当及び深夜手当 
 二 救助費 
  ア 避難所の設置 
  （ア）生活環境の整備 
     生活環境の整備のために使用した器物の購入費又は借上料等の実費とする。 
  （イ）こころのケア 
     こころのケアのために使用した消耗品及び消耗材料等の購入費又は借上料等の実費とする。 
  イ 医療及び助産 
    医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料及び医療器具の破損修理等の実費

とする。 
  ウ 死体の処理 
  （ア）死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 
     死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、群馬県災害救助法施行細則による。 
  （イ）検案 
     検案の処置のために使用した材料、器具破損処理等の実費とする。 
 エ その他必要な事項 
 （ア）救護所設置のために使用した救護器材費、消耗器材費、建物等の借上料及び破損修理を含

む損料の実費とする。 
 （イ）上記（ア）のほか、委託した事項の実施のために要した費用の実費とする。 
三 輸送費 

委託事項の実施のために必要な輸送費についての当該地域における通常の実費とする。 
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 四 賃金職員等雇上費 
   委託事項の実施のために必要な賃金職員等雇上費についての当該地域における通常の実費とする。 
五 扶助金 

委託事項の実施に従事した救護員（日本赤十字社の有給職員を除く。）が、業務上の理由によ

り負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合において、その者又はその者の遺族に対し日本赤十字

社法第３２条の規定によって支給した扶助金の額とする。 
ア 療養扶助金 
イ 休業扶助金 
ウ 障害扶助金 
エ 遺族扶助金 
オ 葬祭扶助金 
カ 打切扶助金 

六 事務費 
委託事項の実施のため使用した文房具等の消耗品費、通信運搬費等の実費とする。 

  ア 消耗品費 
  イ 通信運搬費 
  ウ その他 
 
第５条 前各条に定めるもののほか、委託事項の実施に関して必要な事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 
 
第６条 この委託契約書の有効期間は、令和元年１０月１日から１年間とする。ただし、有効期間満

了１ヶ月前までに甲乙いずれからも意思表示がされないときは更に１年間引き続き効力を有するも

のとする。また、その後の満了期においても同様とする。 
 
第７条 この委託契約の成立と同時に平成２０年３月２１日付けの委託契約については廃止する。こ

の契約の成立を証するため、契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を所有するものとす

る。 
 
令和元年１０月１日 
 
 

甲 群馬県知事   山 本 一 太 
 
 
 
乙 日本赤十字社群馬県支部 

副支部長 武 藤 幸 夫 
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別紙様式 
 

災害救助法第１９条の規定による補償請求書 
 

 災害救助法第１６条の規定による委託事項に基づき、災害に際して実施した救助（の応援）にかか

る当社が支弁した費用に対する補償を同法第１９条の規定により下記のとおり請求します。 
 

記 
 
   年  月  日 
 

日本赤十字社群馬県支部 副支部長  氏    名     ㊞ 
 
群 馬 県 知 事  殿 

 
 
 
１ 請 求 金 額  金             円也 
  支弁費用総額                 円 
  寄附金その他の収入額             円 
 
 
 
２ 救助の種類及び期間 

救助の種類 期    間 摘    要 
 
 
 

  

 
 
 
３ 支弁費用の明細 
 
 支弁費用明細書（別紙）のとおり 
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（別紙） 

支弁費用明細書 
区  分 金 額 備 考 

１ 人件費 
（１）旅費 
（２）役務費 
（３）時間外手当及び 
   深夜手当 
２ 救助費 
（１）避難所の設置 
  ア 生活環境の整備 
  イ こころのケア 
（２）医療及び助産 
  ア 医療 
  イ 助産 
（３）死体の処理 
  ア 死体の洗浄、縫合、消毒等 
  イ 検案 
（４）その他必要な事項 
３ 輸送費 
４ 賃金職員等雇上費 
５ 扶助金 
（１）療養扶助金 
（２）休業扶助金 
（３）障害扶助金 
（４）遺族扶助金 
（５）葬祭扶助金 
（６）打切扶助金 
６ 事務費 
（１）消耗品費 
（２）通信運搬費 
（３）その他 
 
  合   計 

 日本赤十字社救護規則

第２８条の規定による

費用弁償費を計上する

こと。 

（注意） 
  この費用明細書の各費目の明細は内訳として添付すること。 
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１０－８ 災害時の医療救護活動についての協定

災害時において、災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「救助法」という ）及び群馬県地域。

防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき群馬県が実施する医療救助の万全を期するため、群。

馬県（以下「甲」という ）と社団法人群馬県医師会（以下「乙」という ）は、次のとおり協定す。 。

る。

（総 則）

第１条 この協定は、救助法及び防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し必

要な事項を定める。

２ 甲は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき市町村が行う医療救護について、本協

定に準じて地区医師会の協力を受けて実施できるよう市町村に対し必要な調整を行うものとする。

、 、 、３ 乙は 地区医師会に対し 前項の定めによる市町村の医療救護体制の整備が円滑に行われるよう

必要な調整を行うものとする。

（医療救護班の派遣）

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班

の編成派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は直ちに医師・看護婦等からなる医療救護班を

編成し、甲の指定する場所に派遣するものとする。

３ 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けるいとまのない場合には、乙は医療救護班を派遣

した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。

（災害医療救護計画）

、 、 、第３条 乙は 前条の規定による医療救護活動の円滑な実施を図るため 災害医療救護計画を策定し

これを甲に提出するものとする。

（医療救護班の任務）

第４条 第２条第１項の規定に基づく医療救護班（以下「医療救護班」という ）の任務は、次のと。

おりとする。

(１) 傷病者に村する応急処置及び医療

(２) 医療機関への収容

(３) 死亡の確認及び検案

(４) その他

（医療救護班の通行）

第５条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の通行につき、緊急輸送車両の標

章交付等必要な措置を講ずるものとする。

（指揮命令等）

第６条 甲は、医療救護班に係る指揮命令及び救護活動の連結調整を乙の長を通じて行う。

（医療材料品等）

第７条 医療救護班の活動に要する医療材料品等については、原則として甲が調達するものとし、緊
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急の場合は、乙又はその会員の手持ちのものを使用するものとする。

（救護所の設置）

第８条 甲は、災害の態様により必要に応じて避難所及び被災地周辺の医療救護活動が可能な場所に

救護所を設置する。

（収容医療機関の選定）

第９条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を選定しようとするときは、これに協力するものとする。

（医療費等）

第１０条 第８条に規定する救護所における医療費は、無料とする。

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。

３ 前項につき特別の事情がある場合には、甲乙協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。

（費用弁償等）

第１１条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する

ものとする。

(１) 医療救護班の編成、派遣に要する経費

(２) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償

(３) 医療救護班の医師等が医療救護活動において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費

、 ）２ 前項の定めによる費用弁償等の額については 災害救助法施行令(昭和22年10月30日政令第225号

及び群馬県災害救助法施行細則(昭和35年5月6日規則第26号)の定めるところによるものとする。

（細 目）

第１２条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

（協 議）

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議

して定めるものとする。

（その他）

第１４条 この協定の有効期限は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期限終

了前１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、期間終了の日の翌日から１年

間この協定を更新するものとし、以後同様とする。

平成２年８月１日

甲 前橋市大手町1丁目1番1号

群馬県知事 清 水 一 郎

乙 前橋市千代田町一丁日7番4号

社団法人群馬県医師会

会 長 家 崎 智
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１０－９ 災害救助の協力に関する協定

群馬県知事（以下「甲」という。)と社団法人群馬県歯科医師会長(以下「乙」とい

。） 、 （ 。 「 」う とは 災害時における災害救助法 昭和 年法律第 号 以下 災害救助法22 118

という ）に基づく救助に万全を期すため、次により協定を締結するものとする。。

(救助の協力)

第１条 乙は、災害救助法に基づいて甲が行う救助のうち、医療に関する救助の実施

について、この協定に定めるところにより協力するものとする。

（救護班の編成）

第２条 乙は、災害に備え、乙の会員を班員とする救護班を相当数編成するものとす

る。

２ 乙は、甲から救護班の派遣要請があった場合は、要請に応じることができない場

合など、正当な理由がある場合を除き、直ちに救護班を被災地に派遣するものとす

る。

（医療施設の利用）

第３条 救助は救護班によることを原則とするが、急迫した事情のある場合、医療施

設に収容して救助を行う必要のある場合等において、乙は、乙の会員が所有する医

療施設の利用について協力が得られるよう調整するものとする。

（救助の範囲）

第４条 乙が行う救助の範囲は医療とし その内容は 群馬県災害救助法施行細則(昭、 、

和 年規則第 号。以下「救助法施行細則」という。)第 条に定めるところに35 26 4

よるものとする。

（医薬品及び衛生材料）

（ 「 」 ） 、第５条 救助に必要な医薬品及び衛生材料 以下 医薬品等 という は原則として

乙の会員の手持ちのものを使用するものとする。

なお、救助に必要な医薬品等に不足が生じたと認める場合、乙はその分の補給を

甲に求めるものとし、甲は、その求めに応じ補給の措置を講ずるものとする。

（救護班等の報告）

第６条 救護班の班長及び医療施設の長は、救助を行った場合においては必要な記録
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を行うとともに、甲及び乙に報告するものとする。

（費用弁償）

第７条 甲は、この協定に基づく救助に要した費用については、救助法施行細則に定める

ところにより、費用弁償を行うものとする。

（扶助金）

第８条 甲は、この協定に基づく救助活動に従事した者が、このために負傷し、疾病にか

かり又は死亡した場合においては、災害救助法施行令(昭和 年政令第 号)に定め22 225

るところにより扶助金を支給するものとする。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義の生じた事項については、

甲、乙協議のうえ決定するものとする。

（その他）

第 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の10

有効期限終了前１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がされないときは、

期間終了の翌日から１年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。

2 1この協定の締結を証するため、本協定書 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自

通を保有するものとする。

平成２０年 ２ 月１５日

甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1

群馬県知事 大 澤 正 明

5 17乙 前橋市大友町一丁目 番地

社団法人群馬県歯科医師会

会 長 川 越 文 雄
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様式1

救護班活動報告書（日計表）

活動日 年 月 日

班長氏名 記入者名

救護班構成員及び人数 （ 名）

歯科医師 歯科衛生士 補助者

歯科技工士

◎ 実施（活動）場所

◎ 処置患者数 人（うち死亡者確認 人）

◎ 特記事項
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（注1）救護班ごとに記入します。

（注2）救護班を交代する時又は1日の終了時に派遣の要請元に提出すること。
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1　通信機器

品　　目　　　　　　保管場所 群馬県支部
前橋赤十字病

院
原町赤十字病

院
血液

センター
地区・分区 計

150MHz帯業務用無線（基地局） 1 1 2
　　　　〃　　　　（車載型） 7 3 2 12
　　　　〃　　　　（携帯型） 10 10
400MHz帯業務用無線（基地局） 1 1
　　　　〃　　　　（車載型） 5 2 2 9
　　　　〃　　　　（携帯型） 8 8
可搬型無線アンテナ 2 2
簡易業務用無線（携帯型） 16 32 5 53
携帯電話 5 1 6
衛星携帯電話 4 4 1 1 10

２　車両

品　　目　　　　　　保管場所 群馬県支部
前橋赤十字病

院
原町赤十字病

院
血液

センター
地区・分区 計

救急車 2 1 3
災害救援車 6 8 13 2 76 105
災害救援車（トラック） 1 1
災害救援車（通信指令車） 0
現地災害対策本部車両（マイクロバス型） 1 1

３　資機材

品　　目　　　　　　保管場所 群馬県支部
前橋赤十字病

院
原町赤十字病

院
血液

センター
地区・分区 計

発電機 5 2 2 2 11
蓄電池 8 3 11
投光器 11 5 4 6 26
テント 7 1 1 1 36 46
リフト型テント 2 2
エアーテント 1 1
医療セット 5 4 9
携帯型医療セット  2 1 1 4
簡易ベッド 30 71 22 123
担架 5 4 10 19
救護所照明 4 4
移動炊飯器 3 1 2 1 132 139
ＡＥＤ 2 2 4 156 164
災害救護倉庫（小型） 172 172
ジェットヒーター 4 4
冷風機 2 2
階段避難車 17 17
災害用トイレ 2 20 7 29

令和6年3月31日現在

１０－１０　日本赤十字社群馬県支部救護用資材保有状況一覧表
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群馬ＤＭＡＴ運用計画 

 

 

第１ 目 的  

 この計画は、地震などの自然災害や大規模な交通事故等の災害現場で救命

処置等を行う災害派遣医療チーム「群馬ＤＭＡＴ(Disaster Medical 

Assistance Team)」（以下「群馬ＤＭＡＴ」という。）の設置及び運営に関

し、必要な事項を定める。 

 

第２ 指定病院及び指定組織 

（１）群馬県知事（以下「知事」という。）は、群馬ＤＭＡＴの設置及び運営

につき、依頼に基づき協力を申し出た群馬県の災害拠点病院等を群馬ＤＭ

ＡＴ指定病院（以下「指定病院」という。）に指定する。 

（２）知事は、同意を得て、日本赤十字社群馬県支部を群馬ＤＭＡＴ指定組織

（以下「指定組織」という。）に指定する。 

（３）知事は、県と指定病院及び指定組織との間で群馬ＤＭＡＴの派遣に関す

る協定を締結する。 

（４）知事は、第１項又は第２項による指定をしたときは、指定病院又は指定

組織に対して別記様式第１号による指定証を交付する。 

 

第３ 編 成 

（１）群馬ＤＭＡＴは、指定病院及び指定組織の各チームをもって編成する。 

（２）指定病院の各チームは、1 チームあたり医師１～２名、看護師１～３名

及び業務調整員１～２名等の職員で構成することを基準とし、必要に応じ

て、ＤＭＡＴ研修を受けた薬剤師、放射線技師、検査技師等の職員を加え

ることができる。 

（３）指定組織の各チームは、前項の編成を原則とするほか、赤十字救護諸規

則による。 

（４）各チームは隊員登録を行った職員により構成することを原則とするが、

やむを得ない事由により隊員登録を行った職員によるチーム構成が困難な

場合は、隊員登録を行っていない職員を加えてチーム構成を行えるものと

する。 

（５）前項の定めによるチーム構成を行う場合であっても、医師１名以上は隊

員登録を行った職員を含むものとする。 

 

第４ リーダー及び統括 

（１）群馬ＤＭＡＴの各チームにリーダーをおく。 

（２）各チームのリーダーは医師とする。 

１０－１１
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（３）リーダーは、チームの医療活動を統括する。 

（４）複数の群馬ＤＭＡＴが派遣要請されるような大規模災害等の現場には、

各チームのリーダーの中から統括・副統括をおく。 

（５）統括は、各リーダー及び現地救護指揮本部等との連携を図り、群馬ＤＭ

ＡＴの医療活動全体を統括する。 

（６）副統括は、統括を補佐し各リーダー及び現地救護指揮所本部等との連絡

調整を図る。 

 

第５ 隊員登録 

（１）知事は、指定病院の長から隊員候補として推薦を受けた者又は指定組織

の長から隊員候補推薦を受けた者に対して、別に定める知事が指定する研

修を受講させる。 

（２）知事は、前項に定める研修を修了した者を別記様式第２号により隊員と

して登録する。 

（３）知事は、隊員に対し、別記様式第３号に定める登録証を交付する。 

（４）隊員は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、指定病院の長又は指

定組織の長を経て別記様式第４号により、知事に対して変更申請を行う。 

（５）登録証の有効期間は、発行した日の属する年度を含めた５年度間とする。 

（６）登録証の有効期間満了に伴う更新要件は、有効期間において、知事が実

施する「災害医療研修（急性期）」の受講又は指導、「局地ＤＭＡＴ研

修」の指導を計２回以上行っていることとする。 

（７）登録証の有効期間満了に伴う更新手続きは、新規登録の手続きに準じる。 

 

第６ 出動要請基準 

  群馬ＤＭＡＴの出動基準は、次のとおりとする。 

（１）県内においては、災害又は事故により、死者・負傷者が１０名以上発生

し、又は発生する恐れがある場合 

（２）群馬ＤＭＡＴが出動し対応することが効果的であると認められる場合 

（３）他県からの出動要請に基づき、群馬ＤＭＡＴの出動の必要性が認められ

る場合 

（４）国からの出動要請に基づき、群馬ＤＭＡＴの出動の必要性が認められる

場合 

 

第７ 出 動 

（１）知事は、出動基準に照らし、群馬ＤＭＡＴの出動が必要と認められると

きは、指定病院の長及び指定組織の長に対してチームの派遣を要請する。 

（２）指定病院の長は、知事から派遣要請を受けたときは、チームを出動させ

る。 

（３）指定組織の長は、知事から派遣要請を受けたときは、赤十字救護班を出

動させる。 
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（４）県内各消防本部消防長は、出動基準に照らし、群馬ＤＭＡＴの出動が必

要と認められるときは、指定病院の長及び指定組織の長に対してチームの

派遣を要請することができる。この場合、派遣要請を行った消防本部は速

やかに知事に報告することとする。 

（５）指定病院の長又は指定組織の長は、緊急やむを得ない事情により、知事

の要請を受ける前にチームを派遣した場合は、速やかに知事に報告し、そ

の承認を得るものとする。 

（６）前二項の規定によるチームの派遣は、知事の要請に基づく群馬ＤＭＡＴ

の派遣とみなす。 

（７）現場での活動が終了した後、出動した職員は、指定病院の長又は指定組

織の長を通じて、別記様式第５号により活動記録を知事に報告する。 

 

第８ 活動内容 

  群馬ＤＭＡＴの活動内容は、次のとおりとする。 

（１）災害現場における医療情報の収集及び伝達 

（２）災害現場におけるトリアージ並びに応急治療及び搬送等 

（３）広域搬送基地医療施設等での医療支援 

（４）他の医療従事者に対する医療支援 

（５）その他災害現場における救命活動に必要な措置 

 

第９ 装備機材 

（１）指定病院が現場に携行する医療資器材、ユニフォーム等の装備品は、指

定病院が整備する。 

（２）指定組織が現場に携行する医療資機材は、指定組織が整備する。 

（３）指定組織が着用するユニフォームについては、赤十字救護規則による。 

（４）装備品の内容については、別に定める。 

 

第 10 補  償 

  群馬ＤＭＡＴの医療救護活動に伴う事故に対応するため、県は隊員を傷害

保険等に加入させる。 

 

第 11 協  議 

  この計画に定めのない事項、又はこの計画に関し疑義が生じた事項につい

ては、知事と指定病院の長及び指定組織の長が協議の上、決定する。 

 

 

 付則 

  この計画は平成２０年４月１日から施行し、平成２０年４月１日から適用

する。 
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 付則 

  この計画は平成２４年７月２０日から適用する。 

 付則 

  この計画は平成３１年４月１日から適用する。 
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様式第１号

第 号

指 定 証

名 称

所在地

上記医療機関(組織)を災害派遣

医療チーム群馬ＤＭＡＴ指定病院

(組織)として指定します

令和 年 月 日

群馬県知事 印
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様式第２号

群馬ＤＭＡＴ登録者名簿

NO

所 属 職種 （フリガナ） 生年月日 研修終了日 登録年月日 登録番号 備 考
氏 名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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様式第３号

（表）

群馬ＤＭＡＴ隊員登録証

所属

職種写 真

氏名

5.5cm（縦3.0×横2.5) 生年月日 年 月 日生

記の者は、群馬ＤＭＡＴ隊員であることを証明する

登録年月日 年 月 日 第 号

有効期限 年 月

印群馬県知事

8.5cm

（裏）

注意事項

1 この登録証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 登録証の記載事項に変更を生じたときは、変更の申請を

行うこと。

※備考

登録証の色は、次のとおりとする。

医師（赤 、看護師（緑 、業務調整員（黄）） ）
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様式第４号

群馬ＤＭＡＴ隊員登録者（更新・変更・抹消）届出書

NO

届出内容 所 属 職種 （フリガナ） 生年月日 研修終了日 登録年月日 登録番号
氏 名

更 新
・

変 更1
・

抹 消

更 新
・

変 更2
・

抹 消

更 新
・

変 更3
・

抹 消

更 新
・

変 更4
・

抹 消

更 新
・

5 変 更
・

抹 消

※ 該当する「届出内容」に○を付けてください。
※ 登録を「更新」する隊員については、本表に写真２枚（縦３．５ ×横３．０ 、カラー写真、上半身のみで脱帽のもの）を２cm cm
枚添付してください。
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様式第５号

群馬ＤＭＡＴ活動記録報告書

報告日 年 月 日

報 告 者 職名 氏名

医療機関名

出動年月日 年 月 日 （ 曜日)

時間経過

時間経過 ■ 出動要請を受信した時刻 時 分
・出動時刻 時 分
・到着時刻 時 分
・退場時刻 時 分
・帰院時刻 時 分

出動場所

事故概要

要請内容

活動内容

出動隊員名 医 師

看護師

事務職

特記事項
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１０－１２ 医療ガス等の供給に関する協定 

 

 群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会関東地域本部（以

下「乙」という。）は災害発生に際し医療ガス等の供給の確保を図るため、次のとおり協

定する。 

 

（供給要請） 

第１条 甲は、災害時における医療ガス等の確保を図る必要があると認めたとき、    

または市町村から供給の要請があったときには、乙に対し乙の加盟協会員の保有す   

る医療ガス等の供給を要請する。 

 

（要請事項の処置） 

第２条 乙は、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、   

その措置状況を甲に連絡する。 

 

（医療ガス等の範囲） 

第３条 乙が供給する医療ガス等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及   

び数量を限度とする。 

（１）医療ガス 

（２）医療ガスの使用にあたり必要となる資機材等 

（３）その他、本協定の目的を達するために甲が指定する物 

 

（供給要請の方法） 

第４条 前条に掲げる医療ガス等の供給要請は文書によることとするが、緊急の場合には

電話等によることができる。 

 

（緊急措置） 

第５条 やむを得ない事情のため、前条による手続きがとれないときは、甲は直接乙の加 
盟協会員に対し医療ガス等の供給を要請することができる。この場合、甲はそれに伴う

措置状況を、事後速やかに乙に連絡する。 

 

（医療ガス等の引取り） 

第６条 医療ガス等の引取りの場所及び配送方法については、甲が指定するものとし、当   

該場所において甲が品目及び数量を確認のうえ、これを引き取る。 

 

（医療ガス等を使用する施設の安全性等の確認） 

第７条 甲は、医療ガス等を使用する施設の安全性等を確認する必要があると認める場合   

には、乙に対し当該施設の安全性等の確認について協力を要請することができる。 
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（費用負担） 

第８条 甲は、この協定に基づき供給された医療ガス等について、その供給に要した実費   

を負担する。 

 

（医療ガス等の価格） 

第９条 医療ガス等の引取り価格は、災害発生直前における適正な価格とする。 

 

（安全確保） 

第１０条 甲の供給要請に基づき乙または乙の加盟協会員が供給作業等を実施する場合、   

甲は、その作業者の安全確保に必要な措置を講ずるよう努める。 

 

（細目） 

第１１条 この協定を実施するための必要な事項は、別途細目として定める。 

 

（協定事項） 

第１２条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもっ   

て協議し決定する。 

 

（有効期限） 

第１３条 この協定は、協定書締結の日から効力を発するものとし、甲乙いずれかが文書

をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

 この協定の締結を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上各１通を保

有する。なお、乙は乙の群馬県支部加盟協会員に周知する。 

 

平成２５年３月２１日 

 

 

                 甲  群馬県大手町一丁目１番１号 

                         

                                        群馬県知事  大 澤 正 明 

 

 

                                  乙  東京都港区芝五丁目３０番９号 藤ビル７階                                        
一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 

                                                        関東地域本部 

                                        本 部 長  小 池  和 夫 
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１０－１３ 災害時の医療救護に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と公益社団法人群馬県看護協会（以下「乙」という ）。 。

とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

、 （ 。 「 」 。）第１条 この協定は 災害対策基本法 昭和３６年法律第２２３号 以下 法 という

及び群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護

活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。

２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療救護

活動について、乙の地区支部の協力を得て実施できるよう必要な調整を行うものとす

る。

（医療救護計画の策定）

第２条 乙は、前条の規定による医療救護活動を円滑に実施するため、医療救護計画を

策定し、これを甲に提出するものとする。

（看護職員の派遣）

第３条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて乙に看護職員の派遣を要請するものと

する。

２ 乙は、前項の要請を受けた時は、医療救護計画に基づき、看護職員を派遣するもの

とする。

３ 乙は、災害時における応援協定等により、甲から他の都道府県等に対し派遣要請が

あった場合には、できる限りこれに協力するものとする。

（看護職員に対する指揮）

第４条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する看護職員の指揮は、乙の長

を通じて行う。ただし、看護職員の現場における活動に関しては、現場の長の指揮に

よるものとする。

（看護職員の活動）

第５条 乙が派遣する看護職員は、甲又は市町村が避難場所又は災害現場等に設置する

、 、 。救護所 その他甲が指定する場所において 次の各号に掲げる事項を行うものとする

（１）傷病者に対する応急看護及び看護活動

（２）被災者への保健活動及び助産活動

（３）その他必要な事項

（看護職員の移動手段）

第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、看護職員の移動手段について必

要な措置をとるものとする。

（医薬品の供給）

第７条 乙が派遣する看護職員が使用する医薬品等は、当該看護職員が携行するものの
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他、甲が供給するものとする。

（訓練）

第８条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。

（費用弁償等）

第９条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。

（１）看護職員の派遣に要する経費

（２）看護職員が携行した医薬品等を使用した場合の実費

（３）看護職員が医療救護活動において、負傷し、疾病にかかり又は障害の状態とな

り、あるいは死亡した場合の扶助金

（４）前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認

める費用

（協議）

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第11条 この協定の有効期間は、協定締結から起算して１年とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意

思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長

されるものとし、以後同様の扱いとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各１

通を保有する。

平成２６年３月２０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県前橋市上泉町１８５８番７号

公益社団法人 群馬県看護協会

会 長 小 川 惠 子
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１０－１４ 災害時の医療救護に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と一般社団法人群馬県薬剤師会（以下「乙」という ）と。 。

は、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という ）。

及び群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき、甲が行う医療救護活動。

に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。

２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療救護活

動について、それぞれの市町村が、本協定に準じ地域薬剤師会の協力を得て実施できる

よう必要な調整を行うものとする。

（薬剤師班の派遣）

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた

場合は、乙に対して協力を要請するものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を編成し、甲又は市町村が避難

場所、避難所、災害現場等に設置する救護所、医薬品等の集積場所その他甲が指定する

場所（以下「救護所等」という ）に派遣するものとする。。

（医療救護計画の策定）

第３条 乙は、前条の規定による医療救護活動を円滑に実施するため、医療救護計画を策

定し、これを甲に提出するものとする。

２ 前項の計画は、次に掲げる事項について定めるのもとする。

（１）薬剤師班の組織の編成

（２）薬剤師班の活動計画

（３）関係機関との通信連絡計画

（４）指揮命令系統

（５）その他必要な事項

（薬剤師班の業務）

第４条 乙が派遣する薬剤師班は、救護所等において医療救護活動を行うことを原則とす

る。ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派遣要請

があった場合には、できる限りこれに協力するものとする。

２ 薬剤師班の業務は次のとおりとする。

（１）救護所において、医薬品等の在庫管理、医薬品使用に関する医師や看護師等への情
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報提供、使用薬等の聞き取り、医薬品の鑑別・特定、お薬手帳の活用、調剤及び服薬

指導などを行う。

（２）避難所において、一般用医薬品の保管・管理及び被災者への供給、医薬品や健康に

関する相談、衛生管理及び防疫対策など公衆衛生活動を行う。

（３）医薬品等の集積場所において、医薬品等の仕分け、保管、管理、発注及び救護所、

避難所への医薬品等の供給を行う。

（４）その他医療救護活動において必要な業務を行う。

（協力連携）

、 、第５条 救護所等においては 救護班その他救護活動に従事する者との情報交換を密にし

協力連携に努めるものとする。

（指揮命令）

第６条 乙により派遣された薬剤師班に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、

甲が指定する者が行うものとする。

（医薬品等の供給）

第７条 薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するものの他、甲が供給す

るものとする。

（調剤費）

第８条 救護所等における調剤費は、原則として無料とする。

（費用弁償等）

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の

負担とする。

（１）薬剤師班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の費用

（２）薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費

（３）薬剤師班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、

あるいは死亡した場合の扶助金

（４）前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認め

る費用

（細目）

第１０条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
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（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１２条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、

この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新につい

て意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延

長されるものとし、以後同様の扱いとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。

平成２５年１１月 ７日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６

一般社団法人 群馬県薬剤師会

会 長 鈴 木 實
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１０－１５ 災害時の医薬品等の供給に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と一般社団法人群馬県薬剤師会（以下「乙」という ）と。 。

は、災害救助に必要な一般用医薬品等（以下「医薬品等」という ）の供給に関し、次のと。

おり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき、甲が乙。

と協力して医薬品等を迅速かつ円滑に被災地内の避難所等へ供給するために必要な事項

を定める。

（協力要請の範囲）

第２条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する医薬品等の供給につ

いて、協力を要請することができる。

（医薬品等の範囲）

第３条 医薬品等は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）。

の時点で乙及び乙に加盟する会員（以下「乙等」という ）が調達可能なものとする。。

（１）医薬品

（２）衛生材料

（３）その他甲が必要と認めたものであって、乙において措置可能なもの

（要請の方法）

第４条 要請は、文書（様式第１号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）

第５条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、医薬品等の供給可能な体制の保持に努めるものと

する。

（医薬品等の運搬、引渡し）

第６条 甲が医薬品等の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定す。

る。

、 。 、２ 引渡場所までの医薬品等の運搬は 乙又は乙の指定する者が行うものとする ただし

乙による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
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３ 甲は、乙又は乙の指定する者が医薬品等の運搬を行う場合は、乙が使用する車両を緊

急又は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、医薬品等を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）

、 、 、 （ ）第７条 乙は 本協定に基づき医薬品等を供給したときは 甲に対し 文書 様式第２号

により報告を行うものとする。

（費用）

第８条 前条までの規定により乙が供給した医薬品等の対価及び運搬等に係る費用は、甲

が負担するものとする。

２ 第１項に規定する医薬品等の対価は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、

甲と乙が協議の上速やかに決定する。

（費用の支払い）

第９条 前条第１項の費用は、医薬品等の納入を受けた後、災害発生による混乱が沈静化

した後、乙からの請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）

第１０条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死

亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係

法令に定めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）

第１１条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（様式

第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１２条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び医薬品等の供給についての情報交換

を行い、災害時に備えるのもとする。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。
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（有効期間）

第１４条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、

この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新につい

て意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延

長されるものとし、以後同様の扱いとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。

平成２５年１１月 ７日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県前橋市西片貝町五丁目１８番地の３６

一般社団法人 群馬県薬剤師会

会 長 鈴 木 實

- 549 -



１０－１６ 災害時の医薬品等の供給に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と群馬県医薬品卸協同組合（以下「乙」という ）と。 。

は、災害救助に必要な医療用医薬品等（以下「医薬品等」という ）の供給に関し、次。

のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき、甲。

が乙と協力して、医薬品等を迅速かつ円滑に被災地内の医療救護所等へ供給するた

めに必要な事項を定める。

（甲の要請）

第２条 甲は、災害時における医薬品等の安定供給を図るため、必要があると認める

ときは、乙に加盟する卸売販売業者（以下「供給業者」という ）の所有する医薬品。

等の供給について、乙に対して要請するものとする。

（医薬品等の範囲）

第３条 医薬品等は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」とい

う ）の時点で乙及び供給業者（以下「乙等」という ）が措置可能なものとする。。 。

（１）甲が乙に備蓄委託している医薬品

（２ （１）以外の医薬品であって、供給業者において措置可能な医薬品）

（３）その他甲が必要と認めたもの

（要請の方法）

第４条 第２条による要請は、文書（様式第１号）をもって行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は電話等により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（緊急措置）

第５条 甲は、やむを得ない事情のため、前条の規定による手続きがとれないときは、

供給業者に対し直接、供給要請することができるものとする。この場合において、

甲は、それに伴う措置事項を、事後すみやかに乙に連絡するものとする。

（要請に基づく乙等の措置）

第６条 乙が第２条の規定による要請を受けたとき、供給業者は、所有する医薬品等

を、甲に優先的に供給するよう努めるものとする。

２ 乙等は、要請に的確に対応するため、医薬品等の供給可能な体制の保持に努める

ものとする。

（医薬品等の運搬、引渡し）

- 550 -



第７条 甲が医薬品等の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指。

定する。

２ 引渡場所までの医薬品等の運搬は、乙等の指定する者が行うものとする。ただし、

乙等による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙等の指定する者が医薬品等の運搬を行う場合は、乙等が使用する車両を

緊急又は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所において、甲の職員又は甲の指定する者が品目及び数量を確認の

上、引き取るものとする。

（実績報告）

第８条 乙は、本協定に基づき医薬品等を供給したときは、甲に対し、文書（様式第

２号）により報告を行うものとする。

（費用負担）

第９条 前条までの規定により供給業者が供給した医薬品等の代価については、病院

等医療機関が支払うべき代価を除き、甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する医薬品等の代価は、災害発生直前における適正な価格とする。

（費用の支払い）

第１０条 前条第１項の費用は、災害発生による混乱が沈静化した後、供給業者から

の請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）

第１１条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因し

て死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関

わる関係法令に定めるところによるものとする。

（情報交換）

第１２条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び医薬品等の供給についての情報

交換を行い、災害時に備えるのもとする。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項について

は、甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１４条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更

新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間

この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。

平成２６年 ３月３１日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県高崎市上並榎町３７８番地

群馬県医薬品卸協同組合

理 事 長 木 暮 隆 直

- 552 -



１０－１７ 災害時の医療機器等の供給に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と群馬県医療機器販売業協会（以下「乙」という ）。 。

とは、災害救助に必要な医療機器、衛生材料等（以下「医療機器等」という ）の供給。

に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という ）に基づき、甲。

が乙と協力して、医療機器等を迅速かつ円滑に被災地内の医療救護所等へ供給する

ために必要な事項を定める。

（甲の要請）

第２条 甲は、災害時における医療機器等の安定供給を図るため、必要があると認め

るときは、乙に加盟する医療機器販売業者（以下「供給業者」という ）の所有する。

医療機器等の供給について、乙に対して要請するものとする。

（医療機器等の範囲）

第３条 医療機器等は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」と

いう ）の時点で乙及び供給業者（以下「乙等」という ）が措置可能なものとする。。 。

（１）甲が乙に備蓄委託している医療機器等

（２ （１）以外の医療機器等であって、供給業者において措置可能な医療機器等）

（３）その他甲が必要と認めたもの

（要請の方法）

第４条 第２条による要請は、文書（様式第１号）をもって行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は電話等により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（緊急措置）

第５条 甲は、やむを得ない事情のため、前条の規定による手続きがとれないときは、

供給業者に対し直接、供給要請することができるものとする。この場合において、

甲は、それに伴う措置事項を、事後すみやかに乙に連絡するものとする。

（要請に基づく乙等の措置）

第６条 乙が第２条の規定による要請を受けたとき、供給業者は、所有する医療機器

等を、甲に優先的に供給するよう努めるものとする。

２ 乙等は、要請に的確に対応するため、医療機器等の供給可能な体制の保持に努め

るものとする。

（医療機器等の運搬、引渡し）
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第７条 甲が医療機器等の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が。

指定する。

２ 引渡場所までの医療機器等の運搬は、乙等の指定する者が行うものとする。ただ

し、乙等による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙等の指定する者が医療機器等の運搬を行う場合は、乙等が使用する車両

を緊急又は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所において、甲の職員又は甲の指定する者が、品目及び数量を確認

の上、引き取るものとする。

（実績報告）

第８条 乙は、本協定に基づき医療機器等を供給したときは、甲に対し、文書（様式

第２号）により報告を行うものとする。

（費用負担）

第９条 前条までの規定により供給業者が供給した医療機器等の代価については、病

院等医療機関が支払うべき代価を除き、甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する医療機器等の代価は、災害発生直前における適正な価格とする。

（費用の支払い）

第１０条 前条第１項の費用は、災害発生による混乱が沈静化した後、供給業者から

の請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）

第１１条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因し

て死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関

わる関係法令に定めるところによるものとする。

（情報交換）

第１２条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び医療機器等の供給についての情

報交換を行い、災害時に備えるのもとする。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項について

は、甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１４条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更

新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間

この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。

平成２６年 ３月３１日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県太田市清原町４番地の６

群馬県医療機器販売業協会

理 事 長 梅 澤 悟
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１０－１８ 災害時の医療救護に関する協定 

  

群馬県（以下「甲」という。）と公益社団法人群馬県柔道整復師会（以下「乙」という。）と

は、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及

び群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対

する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場

合は、乙に対して協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに救護班を編成し、災害現場等の救護所等に

派遣するものとする。 

 

（救護班の業務） 

第３条 救護班の業務は、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定する業務の範囲

のうち、次の各号のとおりとする。 

 （１） 骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋挫傷の負傷者に対する応急手当（骨折・脱臼の継続手

当を行う場合は医師の同意がある場合に限る。） 
 （２） 負傷者に対する応急手当に必要な衛生材料等の提供 
 （３） 前２号に掲げるもののほか、負傷者に対する応急手当に必要な労務の提供 

 

（指揮命令） 

第４条 救護班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

 （衛生材料等） 

第５条 医療救護活動に必要な衛生材料等は原則、乙の調達している衛生材料等を使用し、

緊急出動で乙の住所地に来られない場合は会員個人の衛生材料等を使用するものとする。 
なお、医療救護活動に必要な衛生材料等に不足が生じたと認める場合、乙はその分の補給を

甲に求めるものとし、甲は、その求めに応じ補給の措置を講ずるものとする。 
 

（費用の弁償等） 

第６条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する

ものとする。 

（１） 救護班の派遣に要する経費 
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（２） 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費 

（３） 救護班員が医療救護活動において、負傷し、疫病にかかり又は障害の状態となり、

あるいは死亡した場合の扶助金 

（４） 前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認

める費用 

 

 （個人情報の保護） 

第７条 乙は、この協定書に基づく活動により知り得た個人情報を漏らしてはならない。 
 

 （訓練） 

第８条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結から起算して１年とする。ただし、この協定の有

効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がな

されないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、

以後同様の扱いとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各１通を

保有する。 

 

平成２７年４月 1 日 

甲 前橋市大手町一丁目１番１号 

                群 馬 県 

                 知 事   大 澤  正 明 

 

 

 

 

              乙 前橋市千代田町一丁目１番８号 

                公益社団法人群馬県柔道整復師会 

                 会 長   大 藤  忠 昭 
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１０－１９ 社会福祉施設の災害時における相互応援に関する基本協定書

群馬県（以下「甲」という 、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会（以下「乙」という ）。） 。

及び群馬県社会福祉法人経営者協議会、群馬県老人福祉施設協議会、群馬県身体障害者施設協

議会、公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会、特定非営利活動法人群馬県精神障害者社会復

帰協議会、一般社団法人群馬県社会就労センター協議会、群馬県救護施設協議会、群馬県保育

協議会、群馬県児童養護施設連絡協議会、群馬県乳児福祉協議会、群馬県母子生活支援施設協

議会（以下総称して「丙」という ）は、災害発生時において相互に協力し、施設利用者及び。

施設利用児童（以下 「施設利用者等」という ）の安全・安心な生活の確保及び施設の安定、 。

的な運営に備えるため、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、群馬県内において災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第223号）第

２条第１号に規定する災害が発生した場合（以下「災害時等」という ）において、甲、乙。

及び丙が相互に協力し、丙に加入する社会福祉施設等が相互応援活動を円滑に実施し、施

設利用者等の安全の確保及び施設の安定的な運営等を図ることを目的とする。

（応援内容）

第２条 相互応援の内容は、次のとおりとする。

（１）被災施設利用者等の一時的収容のための施設の提供

（２）被災施設等に係る必要な職員の派遣

（３）被災施設及び応援施設（以下「被災施設等」という ）に係る食料・飲料水などの生。

活必需物資の供給

（４）相互応援に必要な資機材（車両含む）の提供

（５）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援要請の手続き）

第３条 前条に規定する応援を必要とする被災施設等は、丙に対し、次の事項を明らかにして

文書をもって要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合等においては、口頭によ

り行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（１）被災施設等の概要及び被害状況

（２）応援の内容及び必要量

（３）応援を必要とする期間

（４）被災施設等への経路

（５）前各号に定めるもののほか必要な事項

２ 前項の要請を受けた丙は、乙に対して速やかに要請の内容を報告するものとする。

（応援の実施）

第４条 乙は、前条第２項の報告を受けたときは、速やかに甲及び丙と対応を協議し、前条各

号に掲げる事項を盛り込んだ応援計画（以下 「計画」という ）を作成するものとする。、 。
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２ 乙は、前項の計画に基づき社会福祉施設等に対して応援の要請をするときは、文書をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合等においては、口頭により行い、その後速

やかに文書を提出するものとする。

３ 乙は、前項の応援要請と同時に、被災施設等に対して応援計画を文書により通知するもの

とする。ただし、緊急を要する場合等においては、口頭により行い、その後速やかに文書

を提出するものとする。

（終了報告）

第５条 応援を受けた被災施設等は、この協定に基づく応援業務が終了したときは、次に掲げ

る事項の実績を文書で乙及び丙に報告するものとする。

（１）応援を受けた社会福祉施設等の名称

（２）提供を受けた応援の内容及び数量

（３）応援活動の実施期間（職員の派遣に限る ）。

２ 乙は、前項の報告を受けた時は、速やかに甲に文書の写しを提出するものとする。

（費用負担）

第６条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として丙又は応援を受けた被災施設

等が負担するものとする。

（情報の交換、協議及び訓練）

第７条 甲、乙及び丙は、災害時等における相互応援活動が円滑に実施できるよう、平時から

災害時における福祉の広域的な支援について協議するネットワーク（以下「群馬県災害福

祉支援ネットワーク」という ）を整備するものとする。。

２ 甲、乙及び丙は、年に一度の頻度で訓練を実施する。なお、訓練内容は、群馬県災害福祉

支援ネットワークで協議の上、決定する。

３ 群馬県災害福祉支援ネットワークの事務局は、乙に置くものとする。

（秘密保持及び個人情報の保護）

第８条 甲、乙及び丙は、この協定の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

また、この協定の実施にあたり知り得た個人情報を協定の目的以外に利用し、又は第３者

に提供してはならない。

（有効期間）

第９条 この協定の有効期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了の日の２か月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも申

し出がないときは、さらに１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。

（協議）

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙が協議し

て定めるものとする。
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社会福祉施設の災害時における

相互応援に関する基本協定書

この協定の締結を証するため、本書１３通を作成し、甲、乙及び丙それぞれが記名押印のうえ、各１

通を保有するとともに、丙は加入する社会福祉施設等に対し、協定書の写しを交付するものとする。

平成２８年３月２９日

甲 乙

群馬県前橋市大手町１－１－１ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県知事 大澤 正明 社会福祉法人

群馬県社会福祉協議会

会 長 片野 清明

丙

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県社会福祉法人経営者協議会 群馬県老人福祉施設協議会

会 長 中沢 丈一 会 長 津久井 敏夫

群馬県渋川市渋川２９０８－１ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県身体障害者施設協議会 公益社団法人

会 長 真下 宗司 群馬県知的障害者福祉協会

会 長 大渕 純男
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社会福祉施設の災害時における

相互応援に関する基本協定書
群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

特定非営利活動法人 一般社団法人

群馬県精神障害者社会復帰協議会 群馬県社会就労センター協議会

理事長 小暮 明彦 会 長 中塚 美子

群馬県太田市龍舞町４１０－１ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県救護施設協議会 群馬県保育協議会

会 長 大澤 久男 会 長 佐藤 憲秀

群馬県前橋市江木町１３０４ 群馬県太田市熊野町１３－３

群馬県児童養護施設連絡協議会 群馬県乳児福祉協議会

会 長 須田 昭司 会 長 本間 正彦

群馬県前橋市岩神町２－８－２４

群馬県母子生活支援施設協議会

会 長 内藤 浩一郎
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１０－２０ 災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定

１０－２０－１ 群馬県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書

群馬県（以下「甲」という 、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会（以下「乙」という ）及び群。） 。

馬県社会福祉法人経営者協議会、一般社団法人群馬県社会福祉士会、一般社団法人群馬県介護福祉

士会、群馬県精神保健福祉士会、一般社団法人群馬県介護支援専門員協会、群馬県ホームヘルパー

協議会、群馬県老人福祉施設協議会、群馬県身体障害者施設協議会、公益社団法人群馬県知的障害

者福祉協会、特定非営利活動法人群馬県精神障害者社会復帰協議会、一般社団法人群馬県社会就労

センター協議会、群馬県救護施設協議会、群馬県保育協議会、群馬県児童養護施設連絡協議会、群

馬県乳児福祉協議会、群馬県母子生活支援施設協議会、ぐんま子育て支援センター連絡会（以下総

称して「丙」という ）は、災害発生時の群馬県災害派遣福祉チーム（以下「福祉チーム」とい。

う ）の派遣に関し、次のとおり協定を締結する。。

（目的）

第１条 この協定は、大規模災害（災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用され又は適用される

可能性があると認められる規模の災害をいう ）発生時等において、甲、乙及び丙が相互に協力し、。

福祉チームを避難所、福祉避難所その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け

入れる施設（以下「避難所等」という ）に派遣し、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を。

要する者（以下「要配慮者」という ）等、福祉支援が必要な者の避難所等における福祉の向上及。

び災害二次被害の防止を図ることを目的とする。

（活動内容）

第２条 福祉チームの活動は、次のとおりとする。

（１）福祉ニーズの把握

（２）要配慮者の状態の評価及び関係機関への情報提供や支援のコーディネート等

（３）避難所等における福祉サービスの提供及び福祉環境の整備

（４）前各号に定めるもののほか必要な福祉支援

２ その他福祉チームの活動内容の詳細については別途定める。

（チーム員の登録）

第３条 丙は、自らの団体に加入する施設、事業所等の職員又は個人加入者（以下「協力団体等」

という ）のうち、福祉チームへの協力が可能な者について、乙に推薦する。。

２ 乙は丙から推薦された者をチーム員として登録する。

（派遣要請）

第４条 甲は、次の各号に掲げる派遣基準に基づき、乙に対し、福祉チームの派遣を要請する。

（１）県内で災害救助法の適用が検討される程度の災害が発生したと見込まれる場合

（２）避難所等を設置する被災地の市町村から甲に対して福祉チームの派遣要請があった場合

（３）国又は他都道府県から甲に対して福祉チームの派遣要請があった場合

（４）前各号に定める場合のほか、緊急性があり、福祉チームを派遣することが必要であると認め
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られる場合

２ 乙は、前項の要請を受け、丙に対し、福祉チームの構成員の派遣を要請する。

３ 丙は、前項の要請を受けた場合は、協力団体等と調整を行い、乙に対して速やかに派遣の可否

を報告し、派遣が可能なときは、福祉チームの構成員を派遣する。

４ 乙は、前項の報告に基づき、福祉チームを編成し、避難所等に派遣する。

５ 乙は、前項の派遣チーム編成と同時に、甲及び丙に派遣計画を通知する。

（待機要請）

第５条 乙は、前条第１項の派遣基準に該当することが見込まれるときは、丙に対し、福祉チーム

の構成員の派遣待機を要請する。

２ 乙は、派遣の可能性がないと判断したときは、前項の派遣待機をしている丙に対し、待機の解

除を通知する。

３ 県内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、丙は、要請の有無にかかわらず福祉チームの構

成員を待機させる。

（費用負担）

第６条 福祉チームの運営及び活動等に関する費用負担については、第１条の趣旨を踏まえ、甲、

乙及び丙の３者が協議の上、決定する。

２ 第４条に基づき甲から要請された福祉チームの派遣費用については、別途定める基準により、

甲に請求することができる。

（情報の交換、研修及び訓練）

第７条 甲、乙及び丙は、災害時等において福祉チームが円滑に活動できるよう、平時から情報の

交換を行うとともに、チーム員の養成研修及び３者の連携確認のための訓練を、それぞれ年に１

度以上実施する。

２ 研修及び訓練の内容については、群馬県災害ネットワークで協議の上、決定する。

（秘密保持及び専門性の尊重）

、第８条 甲、乙及び丙は、この協定の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また

この協定の実施にあたり知り得た個人情報を協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供しては

ならない。

２ 福祉チームに参加する各チーム員は、それぞれの持つ職域の専門性、職業倫理及び勤務形態等

を踏まえ、相互の活動を尊重しなければならない。

（有効期間）

第９条 この協定の有効期間は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までとする。ただし、こ

、の協定の有効期間満了の日の２か月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも申し出がないときは

さらに１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。

（協議）

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙が協議して定

めるものとする。
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この協定の締結を証するため、本書１９通を作成し、甲、乙及び丙それぞれが記名押印のうえ、

各１通を保有するとともに、丙は所属会員に対し、協定内容について周知するものとする。

平成２９年３月２９日

甲 乙

群馬県前橋市大手町１－１－１ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県知事 大澤 正明 社会福祉法人

群馬県社会福祉協議会

会 長 片野 清明

丙

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

群馬県社会福祉法人経営者協議会 一般社団法人

会 長 中沢 丈一 群馬県社会福祉士会

会 長 滝澤 俊幸

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県北群馬郡吉岡町陣場９８

一般社団法人 群馬県精神保健福祉士会

群馬県介護福祉士会 会 長 林 次郎

会 長 小池 昭雅

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

一般社団法人 群馬県ホームヘルパー協議会

群馬県介護支援専門員協会 会長職務代理者 富岡 美江子

会 長 大澤 誠

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県渋川市渋川２９０８－１

群馬県老人福祉施設協議会 群馬県身体障害者施設協議会

会 長 津久井 敏夫 会 長 真下 宗司

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市新前橋町１３－１２

公益社団法人 特定非営利活動法人

群馬県知的障害者福祉協会 群馬県精神障害者社会復帰協議会
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会 長 中島 穣 理事長 小暮 明彦

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県太田市龍舞町４１０－１

一般社団法人 群馬県救護施設協議会

群馬県社会就労センター協議会 会 長 大澤 久男

会 長 中塚 美子

群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県前橋市江木町１３０４

群馬県保育協議会 群馬県児童養護施設連絡協議会

会 長 佐藤 憲秀 会 長 須田 昭司

群馬県太田市熊野町１３－３ 群馬県前橋市岩神町２－８－２４

群馬県乳児福祉協議会 群馬県母子生活支援施設協議会

会 長 本間 正彦 会 長 内藤 浩一郎

群馬県前橋市新前橋町１３－１２

ぐんま子育て支援センター連絡会

運営委員長 丸茂 豊
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１０－２０－２ 

「群馬県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書」協定締結団体一覧表 
 

 

 団体名 協定締結年月日 

１ 群馬県社会福祉法人経営者協議会 平成29年 3月 29日 

２ 群馬県社会福祉士会 同上 

３ 群馬県介護福祉士会 同上 

４ 群馬県精神保健福祉士会 同上 

５ 群馬県介護支援専門員協会 同上 

６ 群馬県ホームヘルパー協議会 同上 

７ 群馬県老人福祉施設協議会 同上 

８ 群馬県身体障害者施設協議会 同上 

９ 群馬県知的障害者福祉協会 同上 

10 群馬県精神障害者社会復帰協議会 同上 

11 群馬県社会就労センター協議会 同上 

12 群馬県救護施設協議会 同上 

13 群馬県保育協議会 同上 

14 群馬県児童養護施設連絡協議会 同上 

15 群馬県乳児福祉協議会 同上 

16 群馬県母子生活支援施設協議会 同上 

17 ぐんま子育て支援センター連絡会 同上 

18 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 平成30年 4月 24日 
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災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書 
 
 
 群馬県（以下「甲」という。）と関東甲信越臨床検査薬卸連合会（以下「乙」という。）

とは、災害救助に必要な臨床検査薬等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲

が乙と協力して臨床検査薬等を迅速かつ円滑に被災地内の医療救護所等へ供給す

るために必要な事項を定める。 
 
（甲の要請） 
第２条 甲は、災害時における臨床検査薬等の確保を図る必要があると認めたときは、

乙に対し乙の会員の保有する臨床検査薬等の供給を要請することができる。 
 
（臨床検査薬等の範囲） 
第３条 甲が乙に供給を要請する臨床検査薬等は、前条の規定による甲の要請（以下

「要請」という。）の時点で、乙又は乙の会員（以下「乙等」という。）において措

置可能な品目及び数量で、次に掲げるものとする。 
（１）臨床検査薬  
（２）臨床検査機器 
（３）臨床検査に必要とされる衛生材料 
（４）その他甲が必要と認めたもの 
 
（要請の方法） 
第４条 第２条の要請は、文書（様式第１号）により行うものとする。ただし、緊急

を要する場合は、口頭により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。 
２ 甲は、やむを得ない事情により前項の規定に基づく要請ができない場合には、甲

は直接乙の会員に対し要請できるものとする。この場合、甲はそれに伴う措置状況

を事後に速やかに乙に連絡するものとする。 
 
（要請に基づく措置） 
第５条 乙等は、第２条の要請を受けたときは、その要請事項について速やかに適切

な措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 
 
（臨床検査薬等の引渡し） 
第６条 臨床検査薬等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、当該場所で甲の職員

が品目及び数量を確認のうえ、乙等から引渡しを受けるものとする。ただし、甲に

１０－２１
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よる確認が困難な場合は、甲の職員以外の者に委託して確認を行うことができるも

のとする。 
 

（臨床検査薬等の価格） 
第７条 甲が引渡しを受けた臨床検査薬等の価格は、災害発生時直前における適正な

価格を基準として、甲乙協議して定める。 
 
（実績報告） 
第８条 乙は、本協定に基づき臨床検査薬等を供給したときは、甲に対し、文書（様

式第２号）により報告を行うものとする。 
 
（費用の負担） 
第９条 この協定に基づき供給された臨床検査薬等について、その供給に要した費用

は、甲が負担するものとする。ただし、臨床検査薬等の搬送に要した費用について

は、乙が負担するものとする。 
 
（連絡責任者等の報告） 
第１０条 甲及び乙は、この協定の成立に係る連絡責任者、連絡手段等を協定成立後

速やかに相手方に報告するものとする。また、変更があった場合は、直ちに相手方

に報告するものとする。 
 
（搬送体制の確保） 
第１１条 臨床検査薬等の搬送は乙等が行うものとし、甲は、搬送の用に供する車両

を緊急又は優先車両として通行できるように支援する。 
 
（協議事項） 
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その

都度、甲乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第１３条 この協定は、成立の日から１年間その効力を発生するものとし、有効期間

満了日までに双方いずれからも意思表示がないときには、有効期間満了日の翌日か

ら１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 
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この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。 
 
令和２年１０月２３日 
 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県 

知事 山本 一太 

 

                 乙 東京都千代田区内神田二丁目７－１３ 

                   関東甲信越臨床検査薬卸連合会 

                    会長 今野 秀人           
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様式第１号 

臨 床 検 査 薬 等 供 給 要 請 書 

 
令和  年  月  日 

 
関東甲信越臨床検査薬卸連合会会長 様 
 

群馬県知事 
 

「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」第４条の規定により、下記事

項について協力を要請します。 
 なお、臨床検査薬等を供給したときは、同協定第８条の規定により、本要請に対する

措置の状況を報告願います。 
記 

次の臨床検査薬等の供給 
要請期日（期間） 品目・規格 数 量 指定供給先（引渡場所） 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意文書でも、第４条に規定する文書に代えることができる。 
 
 

連絡先 
群馬県 
担 当： 
電 話： 
ＦＡＸ： 
E-mail： 
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様式第２号 

臨 床 検 査 薬 等 供 給 要 請 措 置 書 

 
令和  年  月  日 

群馬県知事 様 
 

                    関東甲信越臨床検査薬卸連合会会長 
 

「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協定書」第８条に規定により、措置状

況を下記のとおり報告します。 
  

記 
 
臨床検査薬等の供給要請の措置状況 

期  間 品目・規格 数 量 搬入先（引渡場所） 備  考 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 

連絡先 
所 属： 
担 当： 
電 話： 
ＦＡＸ： 
E-mail： 
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災害時の保健衛生に関する協定書 

 

 群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人群馬県臨床検査技師会（以下「乙」とい

う。）とは、災害時における臨床検査技師の派遣に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

及び群馬県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う保健衛生活

動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく、保健衛生活動を実施する上で必要があると認め

た場合は、乙に対して協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに臨床検査技師を派遣するものとする。 

 

（臨床検査技師の業務） 

第３条 乙が派遣する臨床検査技師は、避難所において、医師の指示のもと検査等を行う

ものとする。 

２ 臨床検査技師の業務は、次のとおりとする。 

（１）ＤＶＴ関連検査 

（２）採血及びＰＯＣＴによる検査 

（３）インフルエンザ等感染症疾患の検体採取及びＰＯＣＴによる検査 

（４）弾性ストッキング着脱指導 

（５）その他乙が対応可能と判断した業務 

 

（指揮命令） 

第４条 乙が派遣する臨床検査技師の指揮は、乙の長を通じて行う。ただし、臨床検査技

師の現場における活動に関しては、現場の長の指揮による。 

 

（臨床検査技師の移動手段） 

第５条 甲は、保健衛生活動が円滑に実施できるよう、臨床検査技師の移動手段について

必要な措置を講じるものとする。 

 

（検査機器・検査試薬等） 

第６条 乙が派遣する臨床検査技師が使用する検査機器・検査試薬等は、当該臨床検査技

師が携行するものの他、甲が供給するものとする。 

 

（費用弁償等） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が保健衛生活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の

負担とする。 

１０－２２
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（１）臨床検査技師の派遣に要する経費 

（２）臨床検査技師が携行した検査試薬等を使用した場合の実費 
（３）臨床検査技師が保健衛生活動において、負傷し、疾病にかかり又は障害の状態とな 

り、あるいは死亡した場合の扶助金 
（４）前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認め 

る費用 
 

（細目） 

第８条 この協定を実施するための必要事項については、別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結から起算して１年とする。ただし、この協定 

の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表

示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長される

ものとし、以後同様の扱いとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

 令和２年１０月２３日 

 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県 

知事 山本 一太 

 

 

乙 群馬県前橋市千代田町一丁目７番４号 

                 一般社団法人 群馬県臨床検査技師会 

                  会長 井田 伸一 
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（様式第１号） 

 

年  月  日 

 

 

一般社団法人 群馬県臨床検査技師会長 様 

 

群馬県知事  印    

 

臨床検査技師の派遣について 

 

 災害時の保健衛生に関する協定第２条第１項の規定に基づき、次のとおり臨床検査技師

の派遣を要請します。 

 

    １ 派遣場所 

 

    ２ 派遣期間 

 

    ３ 臨床検査技師の数 

 

    ４ 活動内容 
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（様式第２号） 

保健衛生活動報告書 

 

臨床検査技師名               

 

月 日 活動場所 処置患者数 

（人） 

活動内容 備考 

     

合計     
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（様式第３号）

氏　名 勤務先 住　所 従事期間 備　考

例 ○○　○○ ○○病院 ○○市○○町○○○ ○月○日～○月○日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

代表名

臨　床　検　査　技　師　名　簿
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（様式第４号）

年　　月　　日

　群馬県知事　様

一般社団法人　群馬県臨床検査技師会長　　印　

氏名 性別 男・女 年齢 歳

住所

班名 職種 勤務先

活動場所

傷病名 程度

日　時

場　所

日　時

場　所

事　故　報　告　書

　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの保健衛生活動において、次のとおり事故傷病
（死亡）者が発生しましたので報告します。

重症 ・ 中等症 ・ 軽症

（事故発生時の状況）

外来・入院（　　月　　日） 医療機関名

受傷（発症）

死亡

年　　月　　日　　　時　　分

年　　月　　日　　　時　　分
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（様式第５号） 

年  月  日 

 

群馬県知事 様 

 

  一般社団法人 群馬県臨床検査技師会長  印   

 

費用弁償請求書 

 

 災害時の保健衛生に関する協定第７条の規定に基づき、次のとおり請求します。 

 

  １ 請求金額          円 

 

  ２ 請求内訳 

  （１）臨床検査技師の派遣に要する経費                   円 

  （２）臨床検査技師が携行した機器・試薬等の使用に要する経費        円 

     ※ 詳細は別紙参照 

  （３）その他                               円 

     ※ 金額の確認できる領収書の写し等を添付してください。 

 

  ３ 支払先 

 

   （金融機関名）               

 

（本支店名）                

 

（種  別）    普通 ・ 当座     

 

（口座番号）                

 

（フリガナ）                       

（口 座 名）                       
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（請求書別紙）

機器名
品名

規格 数量 単価（円） 金額（円）
備考

（使用日、
場所等）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

検　査　機　器 ・ 検　査　試　薬　等　使　用　報　告　書

臨床検査技師名
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１０－２３ 災害時における弾性ストッキング等の供給に関する協定書 

 

（趣旨）  

第１条 群馬県 （以下「甲」という。）と一般社団法人災害用弾性ストッキング協会（以

下「乙」という。）は、群馬県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」とい

う。）避難所生活に必要な弾性ストッキング等（以下「物資」という。）の供給に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（供給に関する事項の発動）  

第２条 この協定に定める災害時の供給に関する事項は、原則として甲が災害対策本部を

設置し、かつ、被災市町村に災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要

請を行ったときをもって発動する。 

２ 甲は、災害救助法が被災市町村に適用されない場合に、物資の供給について被災市町

村から甲に要請があったときは、乙を物資の供給元として市町村に斡旋することができ

るものとする。 

 

（協力の要請及び受諾等） 

第３条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、救援物資供給要請書（様式第１

号）により、乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は

電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、乙の協会員のうち、以下の条件を満たすものを選

定する。 

(1) 生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの 

(2) 甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

３ 乙は、前項の条件を満たす協会員を選定し、当該協会員の承諾を得たときは、甲に対

して次の事項を連絡するものとする。 

(1) 協会員の名称、所在地 

(2) 連絡窓口、連絡方法 

(3) 数量、提供可能時期 

(4) その他必要な事項 

４ 乙から前項の連絡を受けた後、甲は、前項の承諾をした乙の協会員（以下「協会員」

という。）と物資の供給に必要な基本的条件について協議するものとする。 
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（物資の種類）  

第４条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。  

(1) 災害用弾性ストッキング 

(2) その他災害対応に資する乙の協会員の取扱商品 

 

（物資の引渡し） 

第５条 協会員は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲

が指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。 

２ 協会員は、可能な限り物資の使用方法等を指導できる者を派遣し、避難所の運営等が

円滑に進むよう努めることとする。 

３ 協会員は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第２号）により甲に

報告するものとする。 

 

（経費等の負担及び請求等） 

第６条 甲の要請により協会員が供給した物資の代金及び運搬に要した経費（以下「経費

等」という）は、災害時直前の適正価格を基準とし、甲及び協会員が協議して決定する

ものとする。 

２ 業務に要した経費等については、相当額を甲が負担する。 

３ 協会員は、前項の経費等を集計し、積算根拠を示す資料を添付して、甲に請求するも

のとする。 

４ 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30

日以内に支払いを行うものとする。 

 

（連絡責任者及び連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、文書により相互に報告するも

のとし、変更があった場合も同様とする。 

２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、協会員に対する連絡体制の確立を図

るものとする。 

 

（情報の共有等） 

第８条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有すると

ともに、必要な連絡及び調整を行うものとする。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、協会員の生産能力及び災害時の連絡体

制等について報告を求めることができる。 

３ 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等についての協会員の理解を深めるよう努力

するものとする。 
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（他の協定との関係） 

第９条 この協定は、甲、乙又は市町村で既に締結されている協定及び個別に締結する災

害時の応援協定を妨げるものではない。 

 

（協議）  

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、

甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定書の有効期間は締結の日から令和３年１１月１５日までとする。ただし、

協定期間満了の日の１ヶ月前までに、甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないとき

は、この協定は更に１年間継続するものとし、以後この例による。 

２ この協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約希望日１ヶ月前までに 書面に

より相手方に通知するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を所持する。なお、乙の協会員はこの協定の写しを所持する。 

 

 

令和２年１１月１６日 

 

 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

      

群馬県 

     群馬県知事   山 本   一 太 

 

     乙  東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８号 

京セラ原宿ビル４階（福助(株)東京本社内） 

 

一般社団法人災害用弾性ストッキング協会 

代表理事 山 下  竜 一 
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様式第１号（第３条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

 社 名  

 代表者            様       

 

                           

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 

 

災害発生時における弾性ストッキング製品等の供給に関する協定第３条の規定

に基づき、次のとおり協力を要請します。 

物資の種類 数量 搬 送 日 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

     

           ※必要に応じて行を追加すること 

 

                  （群馬県 ご担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  
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様式第２号（第５条関係） 

 

                           年   月   日 

 

群馬県 様 

 

                          社 名 

                          代表者 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 

 

災害発生時における弾性ストッキング製品等の供給に関する協定第５条の規定

に基づき、次のとおり供給したことを報告します。 

物資の種類 数量 搬 送 日 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

     

           ※必要に応じて行を追加すること 

 

                  （連絡担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  
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別表第１（第３条関係） 令和５年１０月１日現在

予備規制 通行規制
（通行注意） （通行止）
気象条件 気象条件

前橋市富士見町赤城山 落土石

前橋市苗ヶ島町 路傍決壊

高崎市榛名湖町（天神峠） ○
高崎市榛名山町（西沢橋） ３次

高崎市箕郷町松之沢

高崎市榛名湖町（渋川松井田線交点）

高崎市榛名湖町（高崎東吾妻線交点）

高崎市箕郷町中野字唐松

渋川市赤城町棚下字綾戸

渋川市赤城町棚下字綾戸（高岩トンネル先）

渋川市赤城町棚下

渋川市赤城町棚下（鳥山トンネル先）

多野郡上野村大字楢原（上野小海線交点） ○ 落土石

多野郡神流町大字神ヶ原（古鉄橋） １次 崩落

多野郡神流町大字神ヶ原（古鉄橋） 落土石

多野郡神流町大字神ヶ原（埼玉県界） 崩落

多野郡上野村大字楢原字黒川（日影平橋） 落土石

多野郡上野村大字楢原（長野県境） 崩落

藤岡市譲原（吉田太田部譲原線交点） ○ 落土石

多野郡神流町大字生利（高崎神流秩父線交点） １次 崩落

多野郡神流町大字黒田（奥多野消防分署） ○ 落土石

多野郡神流町大字神ヶ原（国道２９９号交点） １次 崩落

藤岡市上日野字御荷鉾山（会場鬼石線交点） 落土石

多野郡神流町大字塩沢字平仁田（蛇神橋先） 崩落

多野郡神流町大字生利（県境） 落土石

多野郡神流町大字生利（生利大橋） 崩落

藤岡市上日野字鹿島（上鹿島橋） 落土石

藤岡市上日野字小柏（御荷鉾橋） 路傍決壊

多野郡神流町大字万場（国道462号交点） 落土石

多野郡神流町大字万場（スーパー林道交点） 路傍決壊

多野郡神流町大字小平（国道462号交点） 落土石

多野郡神流町大字平原字持倉 路傍決壊

藤岡市三波川字上妹ヶ谷 落土石

藤岡市三波川字金丸 崩落

藤岡市上日野字小柏（御荷鉾橋） 落土石

藤岡市上日野字会場（富岡神流線交点） 路傍決壊

多野郡上野村大字楢原（砥根平橋） 落土石

多野郡上野村大字堂所（県界） 路傍決壊

甘楽郡下仁田町大字南野牧字遠入 落土石

甘楽郡下仁田町大字南野牧字遠入（県境） 路傍決壊

甘楽郡下仁田町大字南野牧字中萱 ○ 落土石

甘楽郡下仁田町大字南野牧字中萱（県境） １次 路傍決壊

甘楽郡甘楽町大字秋畑字大石平（那須大橋先300m） 落土石

甘楽郡甘楽町大字秋畑字八丁河原（郡界） 路傍決壊

甘楽郡下仁田町大字西野牧字堂ノ入（初鳥屋橋先） 落土石

甘楽郡下仁田町大字西野牧字和美沢（松井田軽井沢線交点） 路傍決壊

甘楽郡南牧村大字羽沢字前日向（勧能大橋先） ○ 落土石

甘楽郡南牧村大字羽沢字狭岩（県界） ３次 路傍決壊

甘楽郡南牧村大字羽沢字西向（下仁田臼田線交点） 落土石

甘楽郡南牧村大字熊倉字象ヶ滝（5号橋） 路傍決壊

甘楽郡下仁田町大字青倉字下桑本（町道交点） 落土石

甘楽郡下仁田町大字青倉字七久保坂（腰越橋先） 路傍決壊

甘楽郡下仁田町大字上小坂字番田川（料金所跡） 落土石

富岡市妙義町岳字大平（町営駐車場前） 路傍決壊

安中市松井田町坂本字愛宕山下 ○ 落土石

安中市松井田町坂本（県界） ２次 崩落

安中市松井田町北野牧字赤浜 落土石

安中市松井田町西野牧字恩賀 崩落

安中市松井田町西野牧字恩賀 ○ 落土石

安中市松井田町西野牧字中河原 ２次 崩落

安中市松井田町坂本字霧積山

安中市松井田町坂本字愛宕山下

吾妻郡嬬恋村大字今井（山下） ○
吾妻郡嬬恋村大字三原（三角岩） １次

吾妻郡嬬恋村大字田代（鹿沢発電所） ○
吾妻郡嬬恋村大字田代（毒水橋） １次

吾妻郡中之条町大字大道 ○ 落土石

利根郡みなかみ町入須川字十二原 ２次 路傍決壊

吾妻郡長野原町大字二度上 落土石

高崎市倉渕町川浦字高芝 路面洗掘

吾妻郡中之条町大字上沢渡字大岩 ○ 崩落

吾妻郡中之条町大字生須 ３次 路傍決壊

吾妻郡長野原町大字長野原（国道145号交点） ○ 落土石

吾妻郡中之条町大字入山字荷付場 ２次 路傍決壊
37 (国)292号 中之条 10.2 1,704 80 120 22長野原

－

36 (主)中之条草津線 中之条 8.0 249 80 120 26暮坂峠

35 (主)長野原倉渕線
中之条
高崎

11.9 575 80 120
24三ノ倉
25応桑

落土石

34 (主)中之条湯河原線
中之条
沼田

7.1 2,133 100 150 23大道

33 (国)144号 中之条 1.2 6,041 140 180 21ヨッコ沢

－ 落土石

32 (国)144号 中之条 2.2 10,095 100 140 20三原 落土石

31 (主)北軽井沢松井田線 安中 9.3 327 80 120 19霧積ダム

80 120 12西野牧 －

30 (主)松井田軽井沢線 安中 3.7 3,138

29 (主)松井田軽井沢線 安中 7.0 243

100 150 12西野牧

－

28 (国)18号（旧道） 安中 12.5 598 80 120 15軽井沢東、
16坂本ダム

27 (一)上小坂四ツ家妙義線 富岡 11.2 832 70 100 14松井田

－

26 (一)小平下仁田線 富岡 2.2 1,169 80 120 13小沢 －

25 (一)下仁田佐久穂線 富岡 3.1 113 80 120 8星尾

24 (主)下仁田臼田線 富岡 3.2 81 80 120 8星尾

－

23 (主)下仁田軽井沢線 富岡 4.4 2,623 80 120 12西野牧 －

22 (主)富岡神流線 富岡 4.5 34 70 100 11甘楽

－

21 (国)254号 富岡 8.7 2,614 80 120
9白井平
10黒田

20 (国)254号（旧道） 富岡 8.7 203 80 120
9白井平
10黒田

－

19 (一)上野小海線 藤岡 16.5 68 80 100 4楢原 －

18 (一)会場鬼石線 藤岡 9.0 123 80 100 7上日野

－

17 (一)会場鬼石線 藤岡 8.4 63 80 100 7上日野 －

16 (一)小平下仁田線 藤岡 8.1 113 80 100 5神流

－

15 (主)高崎神流秩父線 藤岡 6.1 19 80 100 5神流 －

14 (主)高崎神流秩父線 藤岡 3.1 723 80 100 7上日野

100 6塩沢ダム －

13 (主)高崎神流秩父線 藤岡 4.9 339 80

12 (主)富岡神流線 藤岡 11.4 115 80

120 5神流 －

11 (国)462号 藤岡 9.7 1,830 80 120 5神流

10 (国)462号 藤岡 18.1 2,299 80 120 5神流

－

9 (国)299号 藤岡 13.1 980 80 100 4楢原 －

80 120 4楢原

8 (国)299号 藤岡 6.4 195 80

7 (国)299号 藤岡 13.3 1,620

120 5神流

1,252 70 100 3綾戸 － 崩落

70 100 3綾戸 － 崩落1,252

6 (一)下久屋渋川線 渋川 1.6

5 (一)下久屋渋川線 渋川 0.8

80 100 2榛名山 － 落土石

80 100 2榛名山 － 落土石(主)高崎東吾妻線 高崎 6.0 1,845

2 (主)渋川松井田線 高崎 2.3 607

4 (一)榛名山箕郷線 高崎 4.7 185

(km)

1 (主)大胡赤城線 前橋 9.1 ※ 259 80 120 1赤城山 －

80 120 2榛名山 落土石

3

１１－１　異常気象時通行規制区間及び規制基準

番号 路　線　名
担 当 土
木 事 務
所

指　定　区　間
延長

交通量

通行規制基準
（連続雨量（累計））

【単位mm】 雨量観測所
対象番号

緊急
輸送
道路

備考
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別表第１（第３条関係） 令和５年１０月１日現在

予備規制 通行規制
（通行注意） （通行止）
気象条件 気象条件

(km)

１１－１　異常気象時通行規制区間及び規制基準

番号 路　線　名
担 当 土
木 事 務
所

指　定　区　間
延長

交通量

通行規制基準
（連続雨量（累計））

【単位mm】 雨量観測所
対象番号

緊急
輸送
道路

備考

吾妻郡草津町大字草津（殺生） ○ 落土石

吾妻郡中之条町大字入山（県界） ３次 崩落

吾妻郡中之条町大字入山字荷付場（国道292号分岐点） 落土石

吾妻郡中之条町大字入山字花敷 路傍決壊

吾妻郡中之条町大字入山字花敷 落土石

吾妻郡中之条町大字入山字花敷（野反湖） 路傍決壊

吾妻郡長野原町大字横壁字西久保 ○
吾妻郡東吾妻町大字須賀尾字矢竹（新矢竹橋） ２次

吾妻郡嬬恋村大字干俣 崩落

吾妻郡嬬恋村大字干俣（国道292号交点） 路傍決壊

吾妻郡中之条町大字入山（尻明橋） 路傍決壊

吾妻郡草津町大字草津（町道草津入山線交点） 落土石　崩落

利根郡片品村大字東小川（丸沼入口） ○ 落土石

利根郡片品村大字東小川（白根発電所） １次 崩落

利根郡片品村大字鎌田 ○ 落土石

利根郡片品村大字須賀川（大崖） １次 崩落

利根郡みなかみ町湯桧曽（谷川岳ロープウェイ）

利根郡みなかみ町湯桧曽（一ノ倉沢）

利根郡片品村大字戸倉

利根郡片品村大字大清水

沼田市白沢町岩室 ○
沼田市利根町根利 ３次

利根郡みなかみ町粟沢（粟沢橋） ○
利根郡みなかみ町藤原（新湯の小屋橋） ３次

利根郡みなかみ町藤原（新湯の小屋橋） ○
利根郡片品村大字戸倉 ３次

利根郡片品村（鳩待峠） 落土石

利根郡片品村（津奈木橋） 路傍決壊

利根郡みなかみ町永井（法師） 落土石

利根郡みなかみ町永井（吹路） 路傍決壊

利根郡みなかみ町藤原（宝川温泉）

利根郡みなかみ町藤原（久保）

沼田市白沢町岩室（沼田大間々線交点）

沼田市利根町大原（国道120号交点）

利根郡片品村大字花咲字白井路（木橋） ○ 落土石

利根郡川場村大字川場湯原字川場谷（仙之橋） ２次 路傍決壊

利根郡みなかみ町相俣（富士新田） 落土石

利根郡みなかみ町阿能川（3号橋） 路傍決壊

みどり市大間々町下神梅 ○ 落土石

みどり市大間々町桐原 １次 崩落

みどり市東町沢入（県界） ○
みどり市東町神戸 １次

桐生市黒保根町八木原

みどり市大間々町塩原

桐生市梅田町5丁目（県界） 落土石

桐生市梅田町5丁目（馬立橋手前200m） 崩落

みどり市東町沢入（向沢入） 落土石

みどり市東町座間（滝の上橋） 崩落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 468.7 赤字の雨量観測所は、道路管理課の所管

連続雨量とは、降り始めからの降雨量の累計であるが、降雨の中断が２時間未満の場合は連続雨量として加算するものとする。
※ 通行規制区間と雨量観測地点が離れているもの。　　

（注）　「38　（国)292号」は　「42　（一）牧干俣線」が事前通行規制である場合は、夜間に限り（一）牧干俣線と同一の規制基準（150mm→120mm）とし、通行止めとする。

別表第２（第３条関係）

渋川市赤城町宮田
渋川市吹屋（宮田橋）

断面狭窄 －
（自動車） １ｍに達した場合

1 （一）宮田吹屋線 渋川 0.16
3,446 利根川宮田橋の水位が桁下

特殊通行規制区間および規制基準

番号 路　線　名
担 当
土 木
事 務 所

規　制　区　間 延長 交通量 規制基準
危険内容

緊急
輸送
道路

備考
区　　　　　　間 (km) （台／日）

通行規制
（通行止）

－

61 (一)沢入桐生線 桐生 8.9 57 80 120 43草木 －

60 (一)上藤生大州線 桐生 6.0 144 80 120 45津久原

落土石

59 (一)根利八木原大間々線 桐生 4.0 181 80 100
42大間々、
44黒保根

－ 落土石

58 (国)122号 桐生 10.0 1,719 100 150 43草木

－

57 (国)122号 桐生 1.6 12,148 100 150 42大間々

80 120 40武尊高原

56 (一)相俣湯原線 沼田 7.2 647 80

55 (主)平川横塚線 沼田 5.2 5,401

120 41湯原

80 120 32薗原 － 落土石

80 120 39宝川 － 落土石

100 150 38永井 －

53 (一)宝川久保線 沼田 1.7 58

52 (一)法師吹路線 沼田 5.1 200

54 (一)日向南郷大原線 沼田 6.0 1,047

落土石

51 (一)尾瀬ヶ原土出線 沼田 3.3 135 80 100 37鳩待峠 －

50 (主)水上片品線 沼田 27.3 384 80 100 36坤六峠

落土石

49 (主)水上片品線 沼田 18.4 2,918 80 120 35藤原 落土石

48 (主)沼田大間々線 沼田 10.0 1,026 80 120 32薗原

－ 落土石

47 (国)401号 沼田 12.9 2,148 80 120 34戸倉 － 落土石

46 (国)291号 沼田 3.3 728 80 100 33土合

45 (国)120号 沼田 2.0 7,134 80 120 31鎌田

－

44 (国)120号 沼田 10.7 1,247 80 120 30丸沼

43 (主)中之条草津線 中之条 10.8 302 70 100 28草津

落土石

42 (一)牧干俣線 中之条 3.0 359 80 120 27逢の峰 －

41 (国)406号 中之条 7.6 1,944 70 100 22長野原

80 120 28草津 －

40 (国)405号 中之条 12.3 876

39 (国)405号 中之条 6.8 876

80 120 29野反 －

38 (国)292号　　（注） 中之条 12.9 242 120 150 27逢の峰
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１１－２ 緊急輸送道路ネットワーク

１１－２－１ 群馬県緊急輸送道路ネットワーク図
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第１次 県全体の災害本部機能を有する施設 県庁舎 1

合同庁舎 11

警察本部 1

消防本部 11

自衛隊 2

県全体の救援、災害医療支援を行う支援施設 基幹災害拠点病院 1

地域災害拠点病院 16

広域防災拠点 1

小計 44

第２次 各地域の災害本部機能を有する施設 市町村役場 37

支所 34

警察署 16

消防署 20

各地域の救助、災害医療を行う支援施設 日本赤十字 2

医師会 1

看護協会 1

歯科医師会 1

保健福祉事務所 12

道路、河川などの復旧活動の施設管理者 河川国道事務所 1

ネクスコ東日本 1

土木事務所 12

水資源機構 3

ダム・砂防事務所 2

森林管理局 1

その他、復旧活動を支援する行政機関 地方気象台 1

陸運局 1

量子応用研究所 1

放送局 3

ライフライン復旧活動の施設管理者 水道事業者（浄水場） 15

電気 1

電話 2

石油・ガス 10

消防、自衛隊等の活動拠点 道の駅 32

ＳＡ・ＰＡ 10

運輸・運搬事業者 鉄道事業者 4

バス事業者 1

輸送事業者 2

交通結節点 ＩＣ・ＳＩＣ 25

ヘリポート 12

駅 1

小計 265

第３次 救援物資の備蓄拠点、集積拠点 地域拠点市場 4

主要医薬品等卸売業者 22

災害物資備蓄基地 8

貨物基地 1

小計 35

合計 344

（１）防災拠点総括表

区分 防災拠点の種類 施設数（H29）

１１－２－２　防災拠点一覧
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

県庁舎 A-1 群馬県庁

A-2 中部振興局前橋行政県税事務所

A-3 高崎安中振興局高崎行政県税事務所

A-4 桐生みどり振興局桐生行政県税事務所

A-5 中部振興局伊勢崎行政県税事務所

A-6 東部振興局太田行政県税事務所

A-7 利根沼田振興局利根沼田行政県税事務所

A-8 東部振興局館林行政県税事務所

A-9 北群馬渋川振興局渋川行政県税事務所

A-10 多野藤岡振興局藤岡行政県税事務所

A-11 甘楽富岡振興局富岡行政県税事務所

A-12 吾妻振興局吾妻行政県税事務所

警察本部 A-13 群馬県警察本部

A-14 前橋市消防局

A-15 高崎市等広域消防局

A-16 桐生市消防本部

A-17 伊勢崎市消防本部

A-18 太田市消防本部

A-19 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部

A-20 館林地区消防組合消防本部

A-21 渋川広域消防本部

A-22 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部

A-23 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部

A-24 吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部

A-25 陸上自衛隊第12旅団第12後方支援隊（新町）

A-26 陸上自衛隊第12旅団司令部（相馬原）

基幹災害拠点病院 B-1 前橋赤十字病院

B-2 群馬県済生会前橋病院

独立行政法人地域医療機能推進機構

群馬中央病院

B-4 群馬大学医学部附属病院

B-5 （医社）日高会日高病院

B-6 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター

B-7 国立病院機構渋川医療センター

B-8 公立藤岡総合病院

B-9 公立富岡総合病院

B-10 原町赤十字病院

B-11 独立行政法人国立病院機構沼田病院

B-12 利根中央病院

B-13 伊勢崎市民病院

B-14 （社）伊勢崎佐波医師会病院

B-15 桐生厚生総合病院

B-16 SUBARU健康保険組合太田記念病院

B-17 館林厚生病院

広域防災拠点 B-18 群馬県コンベンション施設

小計  ４４施設

B-3

第１次 県全体の災害本部機能を有

する施設 合同庁舎

消防本部

自衛隊

県全体の救援、災害医療支

援を行う支援施設 地域災害拠点病院

（２）防災拠点一覧表
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

C-1 前橋市役所

C-2 高崎市役所

C-3 桐生市役所

C-4 伊勢崎市役所

C-5 太田市役所

C-6 沼田市役所

C-7 館林市役所

C-8 渋川市役所

C-9 藤岡市役所

C-10 富岡市役所

C-11 安中市役所

C-12 みどり市役所(大間々庁舎)

C-13 みどり市役所(笠懸庁舎)

C-14 みどり市役所(教育庁舎)

C-15 榛東村役場

C-16 吉岡町役場

C-17 上野村役場

C-18 神流町役場

C-19 下仁田町役場

C-20 南牧村役場

C-21 甘楽町役場

C-22 中之条町役場

C-23 長野原町役場

C-24 嬬恋村役場

C-25 草津町役場

C-26 高山村役場

C-27 東吾妻町役場

C-28 片品村役場

C-29 川場村役場

C-30 昭和村役場

C-31 みなかみ町役場

C-32 玉村町役場

C-33 板倉町役場

C-34 明和町役場

C-35 千代田町役場

C-36 大泉町役場

C-37 邑楽町役場

C-38 大胡支所

C-39 粕川支所

C-40 富士見支所

C-41 宮城支所

C-42 倉渕支所

C-43 群馬支所

C-44 新町支所

C-45 榛名支所

C-46 箕郷支所

C-47 吉井支所

C-48 黒保根支所

C-49 新里支所

C-50 赤堀支所

C-51 あずま支所

C-52 境支所

C-53 尾島庁舎

支所

各地域の災害本部機能を有

する施設

市町村役場第２次
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

C-54 新田庁舎

C-55 藪塚本町庁舎

C-56 白沢支所

C-57 利根支所

C-58 赤城行政センター

C-59 伊香保行政センター

C-60 小野上行政センター

C-61 子持行政センター

C-62 北橘行政センター

C-63 鬼石総合支所

C-64 妙義庁舎

C-65 松井田支所

C-66 東支所

C-67 中里支所

C-68 六合支所

C-69 東吾妻町東支所

C-70 新治支所

C-71 水上支所

C-72 前橋警察署

C-73 前橋東警察署

C-74 高崎警察署

C-75 桐生警察署

C-76 伊勢崎警察署

C-77 太田警察署

C-78 沼田警察署

C-79 館林警察署

C-80 渋川警察署

C-81 藤岡警察署

C-82 富岡警察署

C-83 安中警察署

C-84 長野原警察署

C-85 吾妻警察署

C-86 大泉警察署

C-87 高崎北警察署

C-88 前橋東消防署

C-89 前橋西消防署

C-90 前橋南消防署

C-91 前橋北消防署

C-92 高崎東消防署

C-93 高崎北消防署

C-94 安中消防署

C-95 赤堀消防署

C-96 伊勢崎東消防署

C-97 境消防署

C-98 玉村消防署

C-99 太田東部消防署

C-100 太田西部消防署

C-101 大泉消防署

C-102 利根沼田東消防署

C-103 利根沼田西消防署

C-104 利根沼田北消防署

C-105 吉井消防署

C-106 下仁田消防署

C-107 吾妻西部消防署

消防署

第２次 各地域の災害本部機能を有

する施設

支所

警察署
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

D-1 日本赤十字社群馬県支部

D-2 日本赤十字社群馬県赤十字血液センター

医師会 D-3 （公社）群馬県医師会

看護協会 D-4 （公社）群馬県看護協会

歯科医師会 D-5 （公社）群馬県歯科医師会

D-6 渋川保健福祉事務所

D-7 伊勢崎保健福祉事務所

D-8 安中保健福祉事務所

D-9 藤岡保健福祉事務所

D-10 富岡保健福祉事務所

D-11 吾妻保健福祉事務所

D-12 利根沼田保健福祉事務所

D-13 太田保健福祉事務所

D-14 桐生保健福祉事務所

D-15 館林保健福祉事務所

D-16 前橋市保健所

D-17 高崎市保健所

河川国道事務所 E-1 関東地方整備局高崎河川国道事務所

ネクスコ東日本 E-2 東日本高速道路（株）高崎管理事務所

E-3 前橋土木事務所

E-4 高崎土木事務所

E-5 桐生土木事務所

E-6 伊勢崎土木事務所

E-7 太田土木事務所

E-8 沼田土木事務所

E-9 館林土木事務所

E-10 渋川土木事務所

E-11 藤岡土木事務所

E-12 富岡土木事務所

E-13 安中土木事務所

E-14 中之条土木事務所

E-15 独立行政法人水資源機構群馬用水管理所

E-16 独立行政法人水資源機構沼田総合管理所

E-17 独立行政法人水資源機構草木ダム管理所

E-18 関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所

E-19 関東地方整備局利根川水系砂防事務所

森林管理局 E-20 関東森林管理局

地方気象台 F-1 東京管区気象台前橋地方気象台

陸運局 F-2 関東運輸局群馬運輸支局

F-3 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

量子ビーム研究部門高崎量子応用研究所

F-4 日本放送協会前橋放送局

F-5 (株)エフエム群馬

F-6 群馬テレビ(株)

G-1 前橋市敷島浄水場

G-2 高崎市若田浄水場

G-3 渋川市阪の下浄水場

G-4 藤岡市中央浄水場

G-5 富岡市宮崎浄水場

G-6 沼田市浄水場

G-7 伊勢崎市広瀬浄水場

G-8 太田渡良瀬浄水場

G-9 館林第二浄水場

G-10 桐生市元宿浄水場

水資源機構

ダム・砂防事務所

量子応用研究所

放送局

水道事業者（浄水場）

土木事務所

道路、河川などの復旧活動

の施設管理者

各地域の救助、災害医療を

行う支援施設

ライフライン復旧活動の施

設管理者

その他、復旧活動を支援す

る行政機関

第２次 日本赤十字

保健福祉事務所

- 592 -



区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

G-11 安中市久保井戸浄水場

G-12 群馬県県央第一水道事務所

G-13 群馬県県央第二水道事務所

G-14 みどり浄水場

G-15 東部浄水場

電気 G-16 東京電力パワーグリッド(株)群馬総支社

G-17 （株）NTTドコモ群馬支店

G-18 東日本電信電話（株）群馬支店

G-19 東京ガス（株）群馬支社

G-20 （一社）群馬県ＬＰガス協会

G-21 群馬県石油協同組合

G-22 桐生瓦斯(株)

G-23 伊勢崎ガス(株）

G-24 太田都市ガス(株)

G-25 沼田ガス(株)

G-26 館林ガス(株)

G-27 渋川ガス(株)

G-28 日本オイルターミナル高崎営業所

H-1 道の駅赤城の恵

H-2 道の駅ぐりーんふらわー牧場・大胡

H-3 道の駅おおた

H-4 道の駅上野

H-5 道の駅しもにた

H-6 道の駅川場田園プラザ

H-7 道の駅あぐりーむ昭和

H-8 道の駅みなかみ水紀行館

H-9 道の駅中山盆地

H-10 道の駅玉村宿

H-11 道の駅六合

H-12 道の駅おのこ

H-13 道の駅ふじみ

H-14 道の駅くろほね・やまびこ

H-15 道の駅白沢

H-16 道の駅こもち

H-17 道の駅上州おにし

H-18 道の駅ふじおか

H-19 道の駅みょうぎ

H-20 道の駅富弘美術館

H-21 道の駅よしおか温泉

H-22 道の駅万葉の里

H-23 道の駅オアシスなんもく

H-24 道の駅甘楽

H-25 道の駅霊山たけやま

H-26 道の駅八ッ場ふるさと館

H-27 道の駅草津運動茶屋公園

H-28 道の駅たくみの里

H-29 道の駅月夜野矢瀬親水公園

H-30 道の駅くらぶち小栗の里

H-31 道の駅あがつま挟

H-32 道の駅尾瀬かたしな

H-33 横川サービスエリア

H-34 赤城高原サービスエリア

H-35 波志江パーキングエリア

H-36 太田パーキングエリア

水道事業者（浄水場）ライフライン復旧活動の施

設管理者

電話

石油・ガス

道の駅消防、自衛隊等の活動拠点

ＳＡ、ＰＡ

第２次
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

H-37 藤岡パーキングエリア

H-38 甘楽パーキングエリア

H-39 駒寄パーキングエリア

H-40 赤城パーキングエリア

H-41 下牧パーキングエリア

H-42 谷川岳パーキングエリア

I-1 東日本旅客鉄道（株）高崎支社

I-2 上毛電気鉄道(株)

I-3 上信電鉄(株)

I-4 わたらせ渓谷鐵道(株)

バス事業者 I-5 （一社）群馬県バス協会

I-6 日本通運(株)群馬支店

I-7 （一社）群馬県トラック協会

J-1 駒形Ｉ．Ｃ

J-2 前橋Ｉ．Ｃ

J-3 前橋南Ｉ．Ｃ

J-4 高崎Ｉ．Ｃ

J-5 吉井Ｉ．Ｃ

J-6 伊勢崎Ｉ．Ｃ

J-7 太田桐生Ｉ．Ｃ

J-8 太田藪塚Ｉ．Ｃ

J-9 沼田Ｉ．Ｃ

J-10 館林Ｉ．Ｃ

J-11 赤城Ｉ．Ｃ

J-12 渋川伊香保Ｉ．Ｃ

J-13 藤岡Ｉ．Ｃ

J-14 富岡Ｉ．Ｃ

J-15 碓氷軽井沢Ｉ．Ｃ

J-16 松井田妙義Ｉ．Ｃ

J-17 下仁田Ｉ．Ｃ

J-18 昭和Ｉ．Ｃ

J-19 月夜野Ｉ．Ｃ

J-20 水上Ｉ．Ｃ

J-21 高崎玉村スマートＩ．Ｃ

J-22 駒寄スマートＩ．Ｃ

J-23 波志江スマートＩ．Ｃ

J-24 太田スマートＩ．Ｃ

J-25 甘楽スマートＩ．Ｃ

J-26 群馬へリポート

J-27 高崎へリポート

J-28 吉井弾薬支処ヘリポート

J-29 伊香保温泉長峰ヘリポート

J-30 上野村ヘリポート

J-31 神流町塩沢へリポート

J-32 神流町平原へリポート

J-33 南牧ヘリポート

J-34 六合ヘリポート

J-35 草津音楽の森ヘリポート

J-36 片品ヘリポート

J-37 みなかみ町ヘリポート

駅 J-38 高崎駅

小計 ２６５施設

ヘリポート

交通結節点

運輸・運搬事業者

ＳＡ、ＰＡ

ＩＣ・ＳＩＣ

消防、自衛隊等の活動拠点

鉄道事業者

輸送事業者

第２次
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区分 防災拠点の種類 施設分類 施設番号 施設名

K-1 高崎市総合卸売市場

K-2 伊勢崎市公設地方卸売

K-3 前橋生鮮食料品総合地方卸売市場

K-4 桐生地方卸売市場

K-5 (株)栗原医療器械店前橋支店

K-6 カンサン(株)メディカル事業部

K-7 アルフレッサ(株)高崎支店

K-8 (株)川崎医療器

K-9 (株)栗原医療器械店高崎支店

K-10 (株)タカサキ医療器

K-11 (株)マルタケ群馬支店

K-12 (株)メディコ

K-13 (株)メディセオ前橋支店

K-14 東邦薬品(株)群馬営業部

K-15 (有)土屋医療器械店

K-16 プロメディカル(株)

K-17 (株)星医療酸器北関東営業所

K-18 (株)栗原医療器械店太田物流センター

K-19 (株)スズケン太田支店

K-20 関東メディカル(株)

K-21 (有)オグラメディカル

K-22 (有)高林医療器械店

K-23 (有)エイド

K-24 東邦薬品(株)桐生みどり営業所

K-25 鍋林(株)北関東営業所

K-26 カンサン（株）高崎事業所

K-27 トーショー丸貨（株） 赤城倉庫ＮＯ．１

K-28 弘立倉庫（株） 北関東第二倉庫

K-29 高崎倉庫（株） １号倉庫（普通）

K-30 寿倉庫（株） 伊勢崎第三流通センター倉庫

K-31 伏見運送（株） 関東倉庫１号

K-32 グリーンドーム前橋

K-33 関東西濃運輸前橋支店

K-34 ヤマト運輸群馬主管支店

貨物基地 K-35 JR貨物鉄道倉賀野駅貨物基地

小計  ３５施設

合計 ３４４施設

第３次 救援物資の備蓄拠点、集積

拠点

地域拠点市場

主要医薬品等卸売業

者

災害物資備蓄基地
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（１）緊急輸送道路総括表
区分 道路種別

高速自動車国道 212.2 km

一般国道（指定区間） 204.4 km

一般国道（指定区間外） 407.0 km

主要地方道 222.2 km

一般県道 18.6 km

市町村道 25.8 km

小計 1090.2 km

一般国道（指定区間外） 150.2 km

主要地方道 325.8 km

一般県道 108.9 km

市町村道 92.3 km

小計 677.2 km

一般国道（指定区間外） 32.9 km

主要地方道 245.8 km

一般県道 56.4 km

市町村道 11.4 km

その他 13.5 km

小計 360.0 km

合計 2127.4 km

第３次緊急輸送道路

１１－２－３　緊急輸送道路指定路線一覧

道路延長

第１次緊急輸送道路

第２次緊急輸送道路
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（２）緊急輸送道路指定一覧表

E4 東北自動車道 邑楽郡明和町千津井～邑楽郡板倉町大字西岡新田 8.3

E17 関越自動車道 藤岡市岡之郷～利根郡みなかみ町 76.3

E18 上信越自動車道 藤岡市岡之郷～甘楽郡下仁田町大字西野牧 59.5

E50 北関東自動車道 高崎市上滝町～太田市市場町 32.7

－ 接続道 - 35.4

17 一般国道17号 太田市二ツ小屋町～利根郡みなかみ町永井 126.5

18 一般国道18号 高崎市並榎町～安中市松井田町入山 42.1

50 一般国道50号 前橋市本町１丁目～太田市東新町 35.8

120 一般国道120号 利根郡片品村大字東小川～沼田市下川田町 53.0

122 一般国道122号 みどり市東町沢入～邑楽郡明和町川俣 75.5

144 一般国道144号 吾妻郡長野原町大字羽根尾～吾妻郡嬬恋村大字田代 23.8

145 一般国道145号 吾妻郡長野原町大字羽根尾～沼田市下川田町 48.9

254 一般国道254号 藤岡市小林～甘楽郡下仁田町大字南野牧 54.2

291 一般国道291号 渋川市吹屋～沼田市薄根町 2.7

299 一般国道299号 多野郡上野村大字楢原～多野郡神流町大字神ケ原 13.1

353 一般国道353号 渋川市大字白井～吾妻郡中之条町大字西中之条 18.8

354 一般国道354号 高崎市並榎町～邑楽郡板倉町大字下五箇 58.8

407 一般国道407号 太田市東新町～太田市古戸町 11.2

462 一般国道462号 多野郡神流町大字神ケ原～伊勢崎市三和町 47.0

2 前橋館林線 前橋市天川大島町～館林市緑町２丁目 36.9

4 前橋赤城線 前橋市上細井町～前橋市上細井町 0.7

5 足利太田線 太田市高瀬町～太田市高瀬町 0.6

6 前橋箕郷線 前橋市国領町２丁目～前橋市総社町総社 3.2

10 前橋安中富岡線 前橋市千代田町３丁目～富岡市富岡 16.5

11 前橋玉村線 前橋市表町１丁目～前橋市下阿内町 7.5

12 前橋高崎線 前橋市石倉町１丁目～高崎市和田多中町 7.7

13 前橋長瀞線 前橋市石倉町３丁目～藤岡市浄法寺 20.4

15 前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町～前橋市総社町高井 1.6

18 伊勢崎本庄線 伊勢崎市今泉町２丁目～伊勢崎市連取町 1.3

23 藤岡本庄線 藤岡市中～藤岡市小林 5.7

24 高崎伊勢崎線 伊勢崎市連取町～伊勢崎市連取町 0.9

25 高崎渋川線 高崎市大八木町～渋川市阿久津 15.9

26 高崎安中渋川線 高崎市沖町～北群馬郡吉岡町小倉 13.8

27 高崎駒形線 高崎市芝塚町～前橋市駒形町 11.0

28 高崎東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字原町上の町～吾妻郡東吾妻町大字原町下の町 0.2

29 あら町下室田線 高崎市高松町～高崎市高松町 0.2

33 渋川松井田線 渋川市中ノ町～渋川市新町 0.2

35 渋川東吾妻線 渋川市本石原～吾妻郡東吾妻町大字原町上の町 4.4

40 藤岡大胡線 藤岡市本郷～前橋市富田町 10.0

41 神田吉井停車場線 藤岡市神田～高崎市吉井町矢田 2.8

45 下仁田上野線 甘楽郡下仁田町大字下仁田～多野郡上野村大字楢原 18.9

46 富岡神流線 富岡市富岡～富岡市内匠 1.4

49 藤木高崎線 高崎市八千代町２丁目～高崎市高松町 1.2

57 館林藤岡線 館林市本町４丁目～館林市富士見町 1.0

58 中之条東吾妻線 吾妻郡中之条町大字西中之条～吾妻郡東吾妻町大字原町下の町 1.6

67 桐生岩舟線 桐生市錦町２丁目～桐生市境野町７丁目 4.4

68 桐生伊勢崎線 桐生市錦町２丁目～伊勢崎市昭和町 12.6

69 大間々世良田線 みどり市大間々町大間々～太田市大原町 6.7

71 高崎神流秩父線 高崎市新後閑町～高崎市吉井町池 7.9

73 伊勢崎大間々線 伊勢崎市三和町～伊勢崎市市場町１丁目 3.0

76 前橋西久保線 前橋市上細井町～前橋市上細井町 0.3

78 太田大間々線 太田市鳥山下町～太田市西本町 1.7

127 足門前橋線 高崎市棟高町～前橋市大友町２丁目 4.2

129 飯玉本町線 高崎市飯塚町～高崎市末広町 0.6

161 南新井前橋線 北群馬郡榛東村大字新井～前橋市川端町 6.3

192 秋畑富岡線 富岡市田島～富岡市一ノ宮 0.3

232 一般国道517号 吾妻郡東吾妻町植栗～吾妻郡中之条町伊勢町 0.5

269 一般国道572号 沼田市新町～沼田市下之町 3.3

315 大原境三ツ木線 太田市大原町～太田市大原町 2.0

323 鳥山竜舞線 太田市鳥山下町～太田市藤阿久町 1.4

－ 足利太田線 前橋市紅雲町１丁目～前橋市前橋市大手町２丁目 0.3

－ 前橋箕郷線 前橋市大手町２丁目～前橋市本町１丁目 0.5

－ 前橋安中富岡線 前橋市大友町２丁目～前橋市大友町３丁目 0.2

－ 前橋玉村線 前橋市天川大島町～前橋市天川大島町１丁目 0.7
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－ 前橋高崎線 前橋市総社町総社～前橋市総社町高井 0.9

－ 前橋長瀞線 前橋市石倉町～前橋市総社町総社 2.8

－ 前橋市道01-052号線 前橋市紅雲町１丁目～前橋市紅雲町１丁目 0.2

－ 前橋市道05-660号線 前橋市上細井町～前橋市上細井町 0.2

－ 前橋市道13-644号線 前橋市朝倉町～前橋市朝倉町 0.2

－ 前橋市道13-681号線 前橋市朝倉町～前橋市天川大島町 0.8

－ 前橋市道16-1042号線 前橋市上新田町～前橋市上新田町 0.1

－ 渋川市道1-5503号線 渋川市金井国町～渋川市金井国町 0.1

－ 渋川市道4-1076号線 渋川市大字白井～渋川市大字白井 0.1

－ 渋川市道4-1107号線 渋川市大字白井～渋川市大字白井 0.1

－ 渋川市道駅前通り線 渋川市入沢～渋川市辰巳町 2.0

－ 渋川市道坂下高源地線 渋川市石原～渋川市渋川 1.6

－ 伊勢崎市道（伊）102号線 伊勢崎市連取町～伊勢崎市連取町 1.2

－ 伊勢崎市道（伊）211号線 伊勢崎市今泉町１丁目～伊勢崎市今泉町１丁目 0.2

－ 伊勢崎市道（伊）4-650号線 伊勢崎市連取本町～伊勢崎市連取本町 0.1

－ 高崎市道A896号線 高崎市高松町～高崎市高松町 0.5

－ 高崎市道E249号線 高崎市中尾町～高崎市中尾町 0.1

－ 高崎市道H68号線 高崎市岩押町～高崎市岩押町 0.3

－ 高崎市道中央通り線 高崎市浜尻町～高崎市飯塚町 1.8

－ 高崎市道中尾団地北通り線 高崎市日高町～高崎市中尾町 0.5

－ 藤岡市道112号線 藤岡市藤岡～藤岡市下大塚 0.9

－ 藤岡市道113号線 藤岡市藤岡～藤岡市藤岡 0.3

－ 藤岡市道2481号線 藤岡市中栗須～藤岡市中栗須 0.1

－ 藤岡市道4263号線 藤岡市下栗須～藤岡市下栗須 0.2

－ 富岡市道6280号線 富岡市富岡～富岡市富岡 0.1

－ 富岡市道西富岡内匠線 富岡市内匠～富岡市中高瀬 0.4

－ 富岡市道富岡相野田線 富岡市富岡～富岡市富岡 0.1

－ 中之条町道中裏一号線 中之条町大字中之条町～中之条町大字中之条町 0.1

－ 中之条町道中之条裏町線 中之条町大字中之条町～中之条町大字中之条町 0.1

－ 沼田市道13号線 沼田市東原新町～沼田市上原町 1.2

－ 沼田市道1161号線 沼田市桜町～沼田市高橋場町 0.2

－ 沼田市道2035号線 沼田市沼須町～沼田市沼須町 0.2

－ 沼田市道2438号線 沼田市新町～沼田市沼須町 0.8

－ 沼田市道2449号線 沼田市沼須町～沼田市沼須町 0.1

－ みどり市道2級4号線 みどり市笠懸町阿左美～みどり市笠懸町阿左美 1.4

－ 桐生市道1級33号線 桐生市美原町～桐生市錦町１丁目 0.5

－ 桐生市道1級35号線 桐生市相生町１丁目～桐生市美原町 0.9

－ 桐生市道1級36号線 桐生市相生町１丁目～桐生市相生町１丁目 0.3

－ 桐生市道1級42号線 桐生市相生町１丁目～桐生市相生町１丁目 0.9

－ 桐生市道2級35号線 桐生市錦町３丁目～桐生市元宿町 1.1

－ 館林市道1111号線 館林市西本町～館林市西本町 0.3

－ 館林市道5143号線 館林市美園町～館林市美園町 0.1

小計 1,090.2

路線数 105

18 一般国道18号(旧道) 安中市松井田町横川～安中市松井田町坂本 13.9

145 一般国道145号 吾妻郡長野原町大字大津～吾妻郡東吾妻町松谷松下 3.8

146 一般国道146号 吾妻郡長野原町大字羽根尾～吾妻郡嬬恋村大字鎌原 18.9

254 一般国道254号 高崎市吉井町池～富岡市一ノ宮 11.8

291 一般国道291号 渋川市渋川～利根郡みなかみ町湯原 11.6

292 一般国道292号 吾妻郡長野原町大字長野原～吾妻郡草津町大字草津 29.7

353 一般国道353号 前橋市滝窪町～吾妻郡中之条町大字西中之条 5.6

401 一般国道401号 利根郡片品村大字越本～利根郡片品村大字鎌田 1.1

406 一般国道406号 吾妻郡長野原町大字横壁～高崎市下豊岡町 53.8

2 前橋館林線 伊勢崎市宮子町～伊勢崎市鹿島町 4.0

3 前橋大間々桐生線 前橋市千代田町３丁目～桐生市宮前町１丁目 20.5

4 前橋赤城線 前橋市本町２丁目～前橋市富士見町小暮 8.6

6 前橋箕郷線 前橋市総社町総社～高崎市箕郷町西明屋 7.1

7 佐野行田線 館林市下早川田町～館林市松原１丁目 4.5

9 佐野古河線 邑楽郡板倉町大字海老瀬～邑楽郡板倉町大字海老瀬 2.8

10 前橋安中富岡線 富岡市上高尾～富岡市富岡 2.9

11 前橋玉村線 前橋市新堀町～佐波郡玉村町大字上福島 3.5

13 前橋長瀞線 藤岡市本郷～藤岡市鬼石 4.2

14 伊勢崎深谷線 伊勢崎市本町～伊勢崎市境平塚 7.6

15 前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町大久保～北群馬郡吉岡町上野田 4.6
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16 大胡赤城線 前橋市大胡町～前橋市鼻毛石町 3.4

20 足利邑楽行田線 邑楽郡邑楽町中野～邑楽郡邑楽町大字狸塚 3.6

24 高崎伊勢崎線 高崎市田町～伊勢崎市今井町 11.9

25 高崎渋川線 高崎市あら町～渋川市行幸田（第二） 14.5

28 高崎東吾妻線 高崎市箕郷町上芝～吾妻郡東吾妻町原町 6.0

29 あら町下室田線 高崎市あら町～高崎市本町 1.0

31 高崎停車場線 高崎市八島町～高崎市あら町 0.3

33 渋川松井田線 渋川市下郷～渋川市大字湯中子 11.0

34 渋川大胡線 渋川市大字八崎～前橋市大胡町 18.6

35 渋川東吾妻線 渋川市藤ノ木～吾妻郡東吾妻町大字原町下の町 19.5

38 足利千代田線 邑楽郡大泉町中央１丁目～邑楽郡千代田町瀬戸井 7.4

39 足利伊勢崎線 太田市丸山町～伊勢崎市三室町 6.6

40 藤岡大胡線 高崎市新町～佐波郡玉村町大字福島 4.7

46 富岡神流線 富岡市内匠～多野郡神流町大字万場 3.8

47 一ノ宮妙義線 富岡市一ノ宮～富岡市妙義町北山 8.4

48 下仁田安中倉渕線 安中市高別当～安中市安中１丁目 0.6

49 藤木高崎線 高崎市八千代町２丁目～高崎市八千代町３丁目 0.5

51 松井田下仁田線 安中市松井田町五料～甘楽郡下仁田町大字中小坂 14.7

53 中之条湯河原線 吾妻郡中之条町大字中之条町～利根郡みなかみ町 23.7

55 中之条草津線 吾妻郡草津町大字草津～吾妻郡草津町大字草津 0.8

57 館林藤岡線 邑楽郡板倉町大字西岡～館林市城町 8.0

58 中之条東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字厚田田中～吾妻郡東吾妻町大字大戸稲田 5.0

61 沼田水上線 沼田市井土上町～利根郡みなかみ町小仁田 12.6

62 沼田大間々線 沼田市上之町～沼田市上沼須町 1.7

64 平川横塚線 沼田市利根町平～沼田市横塚町 25.9

65 昭和インター線 利根郡昭和村大字森下～沼田市岩本町 4.8

68 桐生伊勢崎線 桐生市広沢町１丁目～伊勢崎市本町 3.2

69 大間々世良田線 太田市小角田町～太田市世良田町 1.8

70 大間々上白井線 渋川市大字津久田～渋川市大字上白井 3.3

73 伊勢崎大間々線 伊勢崎市八幡町～みどり市大間々町大間々 2.7

74 伊勢崎大胡線 伊勢崎市連取元町～前橋市二之宮町 6.1

76 前橋西久保線 前橋市上細井町～前橋市上泉町 4.3

78 太田大間々線 太田市鳥山下町～みどり市笠懸町阿左美 9.4

92 松井田軽井沢線 安中市松井田町西野牧～安中市松井田町西野牧 3.9

93 下仁田臼田線 甘楽郡南牧村大字磐戸～甘楽郡南牧村大字大日向 1.8

101 四ツ塚原之郷前橋線 前橋市鼻毛石町～前橋市鼻毛石町 1.2

105 総社石倉線 前橋市総社町総社～前橋市石倉町５丁目 1.5

114 苗ヶ島飯土井線 前橋市鼻毛石町～前橋市樋越町 3.1

125 一本木平小井戸安中線 安中市安中４丁目～安中市安中１丁目 2.3

129 飯玉本町線 高崎市末広町～高崎市本町 0.3

134 新田町新後閑線 高崎市新田町～高崎市新後閑町 1.0

136 綿貫倉賀野停車場線 高崎市綿貫町～高崎市倉賀野町 0.8

137 箕郷板鼻線 高崎市箕郷町西明屋～高崎市箕郷町上芝 0.1

142 綿貫篠塚線 伊勢崎市境木島～邑楽郡邑楽町大字篠塚 18.5

152 赤岩足利線 邑楽郡千代田町大字赤岩～邑楽郡邑楽町大字篠塚 5.0

161 南新井前橋線 北群馬郡榛東村大字新井～前橋市高井町 3.8

173 金井倉賀野停車場線 藤岡市三ツ木～高崎市山名町 3.2

176 下日野神田線 藤岡市三本木～藤岡市神田 0.7

191 妙義山線 富岡市妙義町大牛～富岡市妙義町妙義 2.4

196 上小坂四ツ家妙義線 富岡市妙義町岳～富岡市妙義町妙義 0.2

197 下高尾小幡線 甘楽郡甘楽町大字福島～甘楽郡甘楽町大字小幡 3.2

198 南後箇七日市線 富岡市中高瀬～富岡市七日市 0.9

199 菅原一ノ宮線 富岡市宮崎～富岡市一ノ宮 1.2

200 後賀山名停車場線 高崎市吉井町岩崎～高崎市山名町 5.4

204 金井小幡線 甘楽郡甘楽町大字金井～甘楽郡甘楽町大字天引 1.3

212 安中富岡線 安中市安中３丁目～安中市安中 0.6

217 松井田中宿線 安中市松井田町新堀～安中市松井田町松井田 3.3

218 中野谷富岡線 富岡市七日市～富岡市七日市 0.8

221 西松井田停車場線 安中市松井田町新堀～安中市松井田町新堀 0.3

251 沼田赤城線 沼田市上沼須町～利根郡昭和村大字糸井 0.6

255 下久屋渋川線 利根郡昭和村大字糸井～渋川市大字樽 8.6

271 月夜野下牧線 利根郡みなかみ町月夜野～利根郡みなかみ町月夜野 0.6

274 沼田停車場線 沼田市西倉内町～沼田市下之町 0.2

291 境木島大間々線 伊勢崎市東小保方町～伊勢崎市東小保方町 0.4

第２次 県

主要地方道

一般県道

- 599 -



293 香林羽黒線 伊勢崎市北千木町～伊勢崎市日乃出町 1.7

294 国定薮塚線 太田市大原町～太田市藪塚町 2.8

314 古戸館林線 太田市古戸町～邑楽郡大泉町仙石１丁目 2.0

315 大原境三ツ木線 太田市大原町～伊勢崎市境三ツ木 7.6

316 太田桐生線 太田市東金井町～太田市東金井町 1.0

333 上神梅大胡線 前橋市鼻毛石町～前橋市鼻毛石町 0.2

361 矢島大泉線 邑楽郡明和町大佐貫～邑楽郡明和町大佐貫 0.3

362 山王赤生田線 館林市赤生田町～館林市赤生田町 0.5

364 除川板倉線 邑楽郡板倉町大字除川～邑楽郡板倉町大字板倉 5.9

366 江口館林線 邑楽郡明和町田島～館林市緑町２丁目 3.2

369 上中森川俣停車場線 邑楽郡明和町大佐貫～邑楽郡明和町田島 2.6

376 林長野原線 吾妻郡長野原町大字川原湯～吾妻郡長野原町大字長野原 4.5

377 川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯～吾妻郡東吾妻町大字大戸塩の平 4.7

378 長野原草津口停車場線 吾妻郡長野原町大字長野原～吾妻郡長野原町大字長野原 0.4

－ 前橋市道00-004号線 前橋市上小出２丁目～前橋市上小出２丁目 0.2

－ 前橋市道00-011号線 前橋市上小出２丁目～前橋市上小出２丁目 0.5

－ 前橋市道00-021号線 前橋市下小出町１丁目～前橋市若宮町４丁目 0.6

－ 前橋市道00-022号線 前橋市若宮町４丁目～前橋市天川大島町１丁目 3.9

－ 前橋市道00-043号線 前橋市上泉町～前橋市上泉町 0.1

－ 前橋市道00-062号線 前橋市東片貝町～前橋市野中町 1.0

－ 前橋市道00-064号線 前橋市上泉町～前橋市上泉町 0.5

－ 前橋市道00-067号線 前橋市東片貝町～前橋市東片貝町 0.2

－ 前橋市道00-070号線 前橋市西片貝町４丁目～前橋市朝日町３丁目 0.2

－ 前橋市道00-125号線 前橋市元総社町～前橋市南町４丁目 3.2

－ 前橋市道00-195号線 前橋市富士見町田島～前橋市富士見町田島 0.3

－ 前橋市道00-254号線 前橋市上泉町～前橋市上泉町 0.3

－ 前橋市道00-255号線 前橋市上泉町～前橋市東片貝町 0.6

－ 前橋市道01-035号線 前橋市大手町２丁目～前橋市大手町２丁目 0.3

－ 前橋市道03-317号線 前橋市岩神町３丁目～前橋市敷島町 0.9

－ 前橋市道03-320号線 前橋市敷島町～前橋市上小出２丁目 0.1

－ 前橋市道08-182号線 前橋市野中町～前橋市野中町 0.2

－ 前橋市道12-023号線 前橋市天川大島町３丁目～前橋市天川大島町２丁目 0.2

－ 前橋市道12-082号線 前橋市天川大島町３丁目～前橋市天川大島町３丁目 0.4

－ 前橋市道14-605号線 前橋市新堀町～前橋市下阿内町 0.3

－ 前橋市道16-341号線 前橋市光が丘町～前橋市上新田町 0.1

－ 前橋市道17-122号線 前橋市大渡町１丁目～前橋市大渡町１丁目 0.3

－ 前橋市道18-284号線 前橋市青梨子町～前橋市青梨子町 0.1

－ 前橋市道2226号線 前橋市大胡町～前橋市大胡町 0.1

－ 前橋市道3187号線 前橋市富士見町田島～前橋市富士見町田島 0.1

－ 渋川市道1-2531号線 渋川市行幸田～渋川市行幸田 0.1

－ 渋川市道1-3543号線 渋川市長塚町～渋川市石原（熊野） 0.2

－ 渋川市道6-4024号線 渋川市大字真壁～渋川市大字真壁 0.1

－ 渋川市道吹屋横堀線 渋川市大字吹屋～渋川市大字吹屋 0.2

－ 渋川市道南部幹線 渋川市行幸田～渋川市行幸田 0.2

－ 渋川市道味噌野相之沢橋線 渋川市大字真壁～渋川市大字真壁 0.3

－ 渋川市道箱田上箱田線 渋川市北橘町～渋川市北橘町 0.3

－ 吉岡町道小倉陣場線 吉岡町陣場町～吉岡町小倉 4.1

－ 吉岡町道下野田・八木原線（105号） 吉岡町下野田～吉岡町下野田 0.2

－ 吉岡町道漆原・総社線（210号） 吉岡町漆原～吉岡町漆原 0.3

－ 吉岡町道温泉通り線（321号） 吉岡町漆原～吉岡町漆原 0.2

－ 榛東村道蛇ヶ見・井戸尻線（0108) 榛東村大字新井～榛東村大字新井 0.5

－ 榛東村道八幡・ふれあい広場線(0207) 榛東村大字新井～榛東村大字新井 0.5

－ 伊勢崎市道（伊）103号線 伊勢崎市宮古町～伊勢崎市八幡町 3.5

－ 伊勢崎市道（伊）218号線 伊勢崎市波志江町～伊勢崎市波志江町 0.5

－ 伊勢崎市道（伊）1-504号線 伊勢崎市波志江町～伊勢崎市波志江町 0.1

－ 伊勢崎市道（伊）4-15号線 伊勢崎市安堀町～伊勢崎市安堀町 0.4

－ 伊勢崎市道（伊）4-540号線 伊勢崎市上泉町～伊勢崎市上泉町 0.3

－ 伊勢崎市道（伊）4-549号線 伊勢崎市上泉町～伊勢崎市上泉町 0.2

－ 伊勢崎市道（赤）112号線 伊勢崎市西久保町３丁目～伊勢崎市西久保町２丁目 0.5

－ 伊勢崎市道（赤）4-127号線 伊勢崎市西久保町２丁目～伊勢崎市西久保町２丁目 0.1

－ 伊勢崎市道（境）109号線 伊勢崎市境～伊勢崎市境 0.1

－ 伊勢崎市道（東）2-154号線 伊勢崎市東小保方町～伊勢崎市東小保方町 0.3

－ 玉村町道2532号線 伊勢崎市大字下新田７丁目～伊勢崎市大字下新田７丁目 0.1

－ 高崎市道群馬-2-203号線 高崎市足門町～高崎市足門町 0.2
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－ 高崎市道箕郷-4-1号線 高崎市箕郷町西明屋～高崎市箕郷町西明屋 0.4

－ 高崎市道H22号線 高崎市東町～高崎市栄町 0.6

－ 高崎市道H563号線 高崎市上中居町～高崎市下之城町 1.2

－ 高崎市道H845号線 高崎市倉賀野町～高崎市栗崎町 0.3

－ 高崎市道H926号線 高崎市倉賀野町～高崎市倉賀野町 0.3

－ 高崎市道環状線 高崎市上豊岡町～高崎市上中居町 10.0

－ 高崎市道昭和通り線 高崎市新町～高崎市新町 0.2

－ 高崎市道東部縦貫道線 高崎市柴崎町～高崎市宮原町 1.8

－ 高崎市道八千代橋通り線 高崎市八千代町４丁目～高崎市八千代町４丁目 0.3

－ 高崎市道東二条線 高崎市八島町～高崎市鶴見町 0.3

－ 藤岡市道117号線 藤岡市下栗須～藤岡市藤岡 0.6

－ 藤岡市道4030号線 藤岡市中栗須～藤岡市中栗須 0.1

－ 藤岡市道6074号線 藤岡市藤岡～藤岡市藤岡 0.1

－ 藤岡市道6567号線 藤岡市三本木～藤岡市三本木 0.1

－ 神流町林道鳥頭沢線 神流町平原～神流町平原 0.2

－ 神流町道関端ソリ線 神流町塩沢～神流町塩沢 0.2

－ 上野村道上野2-8号線 上野村大字乙母～上野村大字川和 0.6

－ 上野村道上野1004号線 多野郡上野村勝山～多野郡上野村勝山 0.1

－ 上野村道上野1005号線 多野郡上野村勝山～多野郡上野村勝山 0.2

－ 富岡市道5252号線 富岡市宮崎～富岡市宮崎 0.4

－ 富岡市道6126号線 富岡市富岡～富岡市富岡 0.2

－ 富岡市道6280号線 富岡市富岡～富岡市富岡 0.1

－ 富岡市道12622号線 富岡市妙義町諸戸～富岡市妙義町諸戸 0.3

－ 富岡市道曽木瀬下線 富岡市富岡～富岡市富岡 0.1

－ 富岡市道西富岡内匠線 富岡市下高瀬～富岡市中高瀬 1.2

－ 南牧村道門札線 南牧村大字大日向～南牧村大字大日向 1.3

－ 南牧村道総合運動場線 南牧村大字大日向～南牧村大字大日向 0.5

－ 安中市道幹104号線 安中市郷原～安中市郷原 0.6

－ 安中市道幹111号線 安中市安中～安中市安中 0.5

－ 安中市道9221号線 安中市松井田町新堀～安中市松井田町新堀 0.5

－ 中之条町道折田小川線 吾妻郡中之条町大字中之条町～吾妻郡中之条町大字中之条町 0.1

－ 中之条町道永田原一号線 吾妻郡中之条町西中之条～吾妻郡中之条町西中之条 0.1

－ 中之条町道親都中村線 吾妻郡中之条町五反田～吾妻郡中之条町五反田 0.1

－ 東吾妻町道5284号線 吾妻郡東吾妻町大字松谷松中～吾妻郡東吾妻町大字松谷松中 0.2

－ 長野原町道（名称未定） 吾妻郡長野原町長野原～吾妻郡長野原町長野原 0.1

－ 高山村道判形線 吾妻郡高山村大字中山～吾妻郡高山村大字中山 0.8

－ 高山村道（名称未定） 吾妻郡高山村大字中山～吾妻郡高山村大字中山 0.1

－ 沼田市道13号線 沼田市上原町～沼田市下之町 3.1

－ 沼田市道63号線 沼田市西倉内町～沼田市西倉内町 0.2

－ 沼田市道1252号線 沼田市材木町～沼田市材木町 0.2

－ 沼田市道1253号線 沼田市材木町～沼田市材木町 0.3

－ 沼田市道S101号線 沼田市白沢町平出～沼田市白沢町高平 0.3

－ 沼田市道S5006号線 沼田市白沢町上古語父～沼田市白沢町上古語父 0.2

－ 沼田市道T3257号線 沼田市利根町追貝～沼田市利根町追貝 1.0

－ みなかみ町道寺間線 みなかみ町寺間 ～みなかみ町寺間 2.7

－ みなかみ町道側道小仁田1号線 みなかみ町寺間 ～みなかみ町寺間 0.2

－ みなかみ町道石倉寺間線 みなかみ町寺間 ～みなかみ町石倉 0.6

－ みなかみ町道布施役場線 利根郡みなかみ町布施～利根郡みなかみ町布施 0.2

－ みなかみ町道布施塩原線 利根郡みなかみ町布施～利根郡みなかみ町布施 0.4

－ みなかみ町道布施箕輪線 利根郡みなかみ町布施～利根郡みなかみ町布施 0.1

－ みなかみ町道悪戸矢瀬線 利根郡みなかみ町月夜野～利根郡みなかみ町月夜野 0.1

－ みなかみ町道須川42号線 利根郡みなかみ町東峰～利根郡みなかみ町須川 0.2

－ 川場村道谷地生品線 川場村大字谷地～川場村大字谷地 0.2

－ 昭和村道森下赤城原線 利根郡昭和村大字森下～利根郡昭和村大字森下 0.2

－ 昭和村道君河原線 沼田市新町～利根郡昭和村大字森下 0.3

－ 太田市道1級20号線 太田市西本町～太田市石原町 4.6

－ 太田市道1級42号線 太田市新田市野井町～太田市新田上江田町 0.9

－ 太田市道1級75号線 太田市藪塚町～太田市藪塚町 0.6

－ 太田市道2級13号線 太田市東金井町～太田市東金井町 0.4

－ 太田市道2級32号線 太田市浜町～太田市浜町 0.1

－ 太田市道太田伊佐須美新井128号線 太田市浜町～太田市浜町 0.1

－ 太田市道太田浜町新井259号線 太田市浜町～太田市浜町 0.1

－ 桐生市道10251号線 桐生市織姫町～桐生市織姫町 0.1

－ 桐生市道10265号線 桐生市織姫町～桐生市清瀬町 0.3
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－ 桐生市道10320号線 桐生市新宿１丁目～桐生市仲町３丁目 0.6

－ 桐生市道1級23号線 桐生市広沢町３丁目～桐生市新宿１丁目 2.2

－ 桐生市道2級34号線 桐生市織姫町～桐生市稲荷町 0.4

－ 桐生市道2級35号線 桐生市元宿町～桐生市宮前町１丁目 0.6

－ みどり市道2級15号線 みどり市笠懸町鹿～みどり市笠懸町鹿 0.1

－ みどり市道2級32号線 みどり市東町荻原～みどり市東町花輪 1.1

－ みどり市道大間々3447号線 みどり市大間々町大間々～みどり市大間々町大間々 0.1

－ みどり市道大間々4082号線 みどり市大間々町大間々～みどり市大間々町大間々 0.1

－ みどり市道大間々4399号線 みどり市大間々町～みどり市大間々町 0.4

－ みどり市道大間々4462号線 みどり市大間々町大間々～みどり市大間々町大間々 0.2

－ みどり市道（名称未定） みどり市東町神戸～みどり市東町座間 0.5

－ 館林都市計画道路3・4・70号赤岩新福寺線 邑楽郡千代田町舞木～千代田町昭和 4.4

－ 館林市道1級8号線 館林市本町３丁目～館林市城町 0.2

－ 館林市道1122号線 館林市大街道１丁目～館林市大街道１丁目 0.1

－ 館林市道1123号線 館林市大街道１丁目～館林市大街道１丁目 0.2

－ 館林市道1124号線 館林市大街道１丁目～館林市大街道１丁目 0.1

－ 大泉町道一級路線町道8号線 邑楽郡大泉町丘山～邑楽郡大泉町大字坂田 1.6

－ 大泉町道二級路線町道33号線 邑楽郡大泉町大字吉田～邑楽郡大泉町西小泉４丁目 1.8

－ 邑楽町道幹線5号線 邑楽郡邑楽町大字中野～邑楽郡邑楽町大字光善寺 0.9

－ 邑楽町道幹線6号線 邑楽郡邑楽町大字篠塚～邑楽郡邑楽町大字中野 1.0

－ 邑楽町道9-117号線 邑楽郡邑楽町中野～邑楽郡邑楽町中野 0.3

－ 千代田町道2-213号線 邑楽郡千代田町大字赤岩～邑楽郡千代田町大字赤岩 0.1

－ 千代田町道3-217号線 邑楽郡千代田町大字赤岩～邑楽郡千代田町大字赤岩 0.1

－ 千代田町道7号線 邑楽郡千代田町大字赤岩～邑楽郡千代田町大字赤岩 0.2

－ 千代田町道10号線 邑楽郡千代田町大字赤岩～邑楽郡千代田町大字赤岩 0.2

－ 千代田町道20号線 邑楽郡千代田町瀬戸井～邑楽郡千代田町大字赤岩 0.5

－ 明和町道3-391号線 邑楽郡明和町大佐貫～邑楽郡明和町大佐貫 0.1

－ 明和町道9号線 邑楽郡明和町新里～邑楽郡明和町南大島 0.4

－ 明和町道63号線 邑楽郡明和町大輪～邑楽郡明和町矢島 0.5

－ 明和町道66号線 邑楽郡明和町大輪～邑楽郡明和町大輪 1.7

－ 板倉町道1-12号線 邑楽郡板倉町岩田～邑楽郡板倉町板倉 0.9

小計 677.2

路線数 243

291 一般国道291号 利根郡みなかみ町湯原～利根郡みなかみ町大穴 3.0

292 一般国道292号 吾妻郡草津町大字草津～吾妻郡中之条町大字入山 18.3

353 一般国道353号 吾妻郡中之条町大字西中之条～吾妻郡中之条町大字折田 4.2

401 一般国道401号 利根郡片品村大字戸倉～利根郡片品村大字越本 7.4

4 前橋赤城線 前橋市富士見町小暮～前橋市富士見町赤城山 17.9

10 前橋安中富岡線 高崎市菅谷町～高崎市菅谷町 0.5

15 前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町上野田～渋川市大字伊香保 8.5

28 高崎東吾妻線 高崎市榛名湖町～吾妻郡東吾妻町大字厚田田中 14.2

33 渋川松井田線 渋川市大字湯中子～安中市松井田町新堀 34.0

36 渋川下新田線 渋川市横堀～利根郡みなかみ町上津 21.8

38 足利千代田線 太田市沖之郷町～太田市龍舞町 2.5

48 下仁田安中倉渕線 安中市高別当～高崎市上里見町 11.0

55 中之条草津線 吾妻郡中之条町大字折田～吾妻郡中之条町大字小雨 22.0

59 草津嬬恋線 吾妻郡草津町大字前口～吾妻郡嬬恋村大字三原 10.6

62 沼田大間々線 沼田市上沼須町～桐生市黒保根町 38.8

63 水上片品線 利根郡みなかみ町大穴～利根郡片品村大字戸倉 52.5

78 太田大間々線 太田市藪塚町～太田市藪塚町 1.1

93 下仁田臼田線 甘楽郡南牧村大字大日向～甘楽郡南牧村大字羽沢 10.4

102 三夜沢国定停車場線 伊勢崎市赤堀今井町２丁目～伊勢崎市西久保町１丁目 2.5

121 和田田中倉賀野線 高崎市倉賀野町～高崎市倉賀野町 0.7

130 落合上里見線 高崎市上里見町～高崎市上里見町 1.8

155 伊香保村上線 渋川市大字伊香保～吾妻郡東吾妻町大字岡崎 6.6

178 中島新町線 藤岡市中島～藤岡市中島 0.2

211 安中榛名湖線 高崎市下室田町～高崎市榛名山町 9.0

216 長久保郷原線 安中市松井田町～安中市松井田町 0.6

251 沼田赤城線 利根郡大字貝野瀬～前橋市富士見町赤城山 26.6

255 下久屋渋川線 利根郡昭和村大字貝野瀬～沼田市下久屋町 0.3

332 桐生新田木崎線 桐生市広沢町間ノ島～桐生市広沢町４丁目 0.4

375 林岩下線 吾妻郡長野原町大字川原湯～吾妻郡東吾妻町大字岩下天神 7.7

－ 前橋市道00-015号線 前橋市大手町３丁目～前橋市岩神町１丁目 0.7

－ 前橋市道03-392号線 前橋市荒牧町２丁目～前橋市荒牧町２丁目 0.3

第３次

県

一般国道
（指定区間外）

主要地方道

一般県道

市町村 市町村道

第２次

市町村 市町村道
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－ 伊勢崎市道（伊）8-181号線 伊勢崎市八斗島町～伊勢崎市八斗島町 0.3

－ 伊勢崎市道（伊）8-194号線 伊勢崎市八斗島町～伊勢崎市八斗島町 0.2

－ 伊勢崎市道（境）101号線 伊勢崎市境東新井～伊勢崎市境東新井 0.8

－ 伊勢崎市道（境）104号線 伊勢崎市日乃出町～伊勢崎市三室町 0.1

－ 伊勢崎市道（東）3-110号線 伊勢崎市日乃出町～伊勢崎市三室町 0.3

－ 伊勢崎市道（東）3-151号線 伊勢崎市日乃出町～伊勢崎市三室町 0.2

－ 高崎市道群馬-3-419号線 高崎市福島町～高崎市福島町 0.1

－ 高崎市道E249号線 高崎市中尾町～高崎市中尾町 0.1

－ 高崎市道I908号線 高崎市倉賀野町～高崎市倉賀野町 0.3

－ 高崎市道菅谷線 高崎市菅谷町～高崎市菅谷町 0.5

－ 高崎市道菅谷中央線 高崎市菅谷町～高崎市菅谷町 0.3

－ 高崎市道中尾団地北通り線 高崎市日高町～高崎市中尾町 0.5

－ 高崎市道群馬-井出・菅谷・引間線 高崎市福島町～高崎市菅谷町 0.9

－ 安中市道9113号線 安中市松井田町～安中市松井田町 1.5

－ 安中市道9115号線 安中市松井田町～安中市松井田町 1.5

－ 太田市道1級81号線 太田市藪塚町～太田市藪塚町 0.3

－ 太田市道2級50号線 太田市牛沢町～太田市牛沢町 0.3

－ 太田市道太田流通団地882号線 太田市清原町～太田市清原町 0.3

－ 太田市道太田流通団地888号線 太田市清原町～太田市清原町 0.2

－ 太田市道高林西町牛沢980号線 太田市牛沢町～太田市牛沢町 0.3

－ 嬬恋村道三原鎌原線 吾妻郡嬬恋村大字鎌原～吾妻郡嬬恋村大字鎌原 1.4

プリンスホテル 一般自動車道 － 鬼押ハイウェー（群馬県内） 吾妻郡嬬恋村大字鎌原～吾妻郡嬬恋村大字鎌原 13.5

小計 360.0

路線数 53

合計 2,127.4

路線数 401

第３次

市町村 市町村道
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令和6年4月1日現在

機 関 名 輸送拠点の名称 所　在　地
群馬県 群馬県消防学校 前橋市田口町１４７３

群馬県地域防災センター 前橋市上細井町２１４２－１

前橋市 グリーンドーム前橋 前橋市岩神町一丁目２－１

市民体育館 前橋市上佐鳥町４６０－１

大渡体育館 前橋市大渡町二丁目３－１１

前橋総合運動公園 前橋市荒口町４３７－２

道の駅「赤城の恵」 前橋市荻窪町４３７－１１

市立前橋高校 前橋市上細井町２２１１－３

大室公園 前橋市西大室町２５４５

宮城体育館 前橋市鼻毛石町１５６１

道の駅「ぐりーんふらわー牧場・大胡」 前橋市滝窪町１３６９－１

道の駅「ふじみ」 前橋市富士見町石井１５６９－１

道の駅「まえばし赤城」 前橋市田口町３６

高崎市 高崎市総合卸売市場 高崎市下大類町１２５８

高崎女子高等学校 高崎市稲荷町２０

浜川体育館 高崎市浜川町１４８７

倉渕支所 高崎市倉渕町三ノ倉３０３

箕郷文化会館 高崎市箕郷町生原９２２－１

市民活動センター ソシアス 高崎市足門町１６６９－２

新町住民体育館 高崎市新町３１６１

榛名体育館 高崎市上里見町４５３

吉井運動公園体育館 高崎市吉井町池１６１８

桐生市 桐生地方卸売市場 みどり市笠懸町阿左美２７６１－１

伊勢崎市 第一中学校 伊勢崎市茂呂町一丁目２４－１

第四中学校 伊勢崎市下道寺町２６

名和小学校 伊勢崎市堀口町５０２－１

殖蓮第二小学校 伊勢崎市下植木町１２０３

宮郷中学校 伊勢崎市田中島町１０６５

第三中学校 伊勢崎市波志江町１９０３－１

八斗島ちびっこ広場 伊勢崎市八斗島町１５００

伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町１２－１

いせさき市民のもり公園 伊勢崎市山王町２６６３

伊勢崎オートレース場専用駐車場 伊勢崎市宮子町３１２１

赤堀中央運動場 伊勢崎市西久保町一丁目１０１

赤堀香林運動公園 伊勢崎市香林町二丁目１２９１－６

赤堀中学校 伊勢崎市西久保町二丁目３２９－１

あずま中学校 伊勢崎市東町２７０７－２

あずま南小学校 伊勢崎市三室町４２９０

あずま北小学校 伊勢崎市国定町二丁目１６２７

あずま小学校 伊勢崎市東町２７７０

あずま総合運動場 伊勢崎市田部井町三丁目２０９０

あずまサッカースタジアム 伊勢崎市東小保方町３２３６－１

あずまサブスタジアム 伊勢崎市田部井町三丁目１９１３－１

境総合運動場 伊勢崎市境上武士８４６

境北中学校 伊勢崎市境下渕名２０１１－１

境ふれあいパーク 伊勢崎市境木島８２３

利根川河川境運動場 伊勢崎市境平塚１０７３

境広瀬川緑地グラウンドゴルフ場 伊勢崎市境中島４４２－１

太田市 太田市防災センター 太田市台之郷町１２７４－１

藪塚本町文化ホール 太田市大原町５０５－２

太田市民会館 太田市飯塚町２００－１

道の駅おおた 太田市粕川町７０１－１

新田総合体育館 太田市新田金井町６０７

沼田市 沼田市運動公園 沼田市硯田町６２６

沼田市保健福祉センター 沼田市東原新町１８０１－７２

白沢支所 沼田市白沢町平出１３５－１

利根支所 沼田市利根町追貝３７

１１－３　輸送拠点一覧表
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機 関 名 輸送拠点の名称 所　在　地
館林市 市民体育館 館林市当郷町１９０４

アサヒ飲料(株)群馬配送センター 館林市下早川田町５１５－３

アサヒ飲料(株)群馬工場物流倉庫 館林市大新田町１６６

渋川市 渋川市民体育館 渋川市渋川２５６７－４
木暮組スポーツパーク赤城（赤城総合運動自然公
園）

渋川市赤城町北上野４４４

子持社会体育館 渋川市吹屋６５８－１０

子持中学校 渋川市中郷６０５－４３

小野上小学校 渋川市村上字甲里３０４７

小野上温泉センター 渋川市村上３０５－２

伊香保行政センター 渋川市伊香保町伊香保１６２－１

小野上行政センター 渋川市村上３７５６－３

子持行政センター 渋川市吹屋３８４

赤城行政センター 渋川市赤城町敷島５６８－１

北橘行政センター 渋川市北橘町真壁２３７２－１

藤岡市 藤岡市防災公園 藤岡市神田１５４７

みかぼみらい館 藤岡市藤岡２７２８

道の駅ららん藤岡 藤岡市中１１３１－８

多野藤岡農業協同組合 藤岡市矢場２０３

富岡市 もみじ平総合公園 富岡市上黒岩１３７７－１

妙義総合体育館 富岡市妙義町中里８０１

みどり市 笠懸野文化ホール みどり市笠懸町阿左美１５７９－１

みどり市役所大間々庁舎 みどり市大間々町大間々１５１１

甘楽町 甘楽中学校 甘楽町大字白倉１４１１

甘楽町陸上競技場 甘楽町大字白倉１３２６

中之条町 中之条町役場 中之条町大字中之条町１０９１

六合体育館 中之条町大字生須字大梨５４３-1

玉村町 文化センター 玉村町大字福島３２５

道の駅玉村宿 玉村町大字上新田６０４－１

板倉町 板倉海洋センター 板倉町大字岩田１０６２

板倉中央公園グランド 板倉町大字板倉２７４２－４３
明和町 明和町役場車庫 明和町新里２５０－１
邑楽町 邑楽町中央公民館 邑楽町大字中野２５６９－１
千代田町 CSK千代田スポーツホール 千代田町大字赤岩１８９５－３
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所　　属　

　種　　別

普 通 乗 用 自 動 車 2 34 7 1 7 1 20 5 28 24 9 7 23 6 10 1 2 2 3 53 150 125 212 308

小 型 乗 用 自 動 車 31 20 2 4 14 2 13 1 24 20 2 2 8 31 7 15 1 7 1 1 12 183 166 239 328

普 通 貨 物 自 動 車 2 2 1 1 13 2 1 2 9 20 16 21 48

小 型 貨 物 自 動 車 19 8 5 2 2 7 21 3 97 11 1 50 1 21 2 33 12 28 38 285

軽 自 動 車 27 92 2 23 52 2 6 91 4 4 81 1 8 5 102 22 58 56 524

バ ス 1 2 2 2 95 7 10 99

特 殊 自 動 車 1 4 1 6

特 殊 用 途 自 動 車 1 4 1 29 1 4 90 385 92 423

ジ ー プ

大 型 ダ ン プ カ ー

小 型 ダ ン プ カ ー 2 2

そ の 他
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１１－４　県有自動車数一覧表
令和６年４月１日現在
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(一社)群馬県トラック協会

責  任  者

氏      名 普　通 小　型 合  計

前橋市下大島町573

大島倉庫運輸㈲ 027-266-0244

みどり市大間々町大間々611-1

上電通運㈱ 0277-73-1721

伊勢崎市間野谷町93-112

長谷川運送㈱ 0270-62-8771

ﾔﾀｶﾞﾜ物流ｻｰﾋﾞｽ㈱ 0276-72-2196

木村商運㈱ 0276-37-8123

㈱三蔵 0276-62-2851

㈱伊勢崎運輸 0270-62-7252

㈲美松運送 0274-23-3788

青木運輸倉庫㈱ 0274-73-3321

新町運送㈲ 027-352-2081

昭和運輸㈱ 027-380-5510

今成運送㈱ 0279-23-0840

安原運輸㈲ 0279-66-2312

㈲佐藤運輸 0278-24-3538
沼田 佐藤　哲也

沼田市栄町230
23 390 41 431

吾　妻 安原　賢一
吾妻郡中之条町山田3068

29

318 0
安中市鷺宮921-1

8

572 21 593

318

渋　川 今成　克之
渋川市八木原1428

33 617 21 638

安　中 梶山　勝日孫

高　崎 山田　雅夫
高崎市上滝町2-3

133 3,251 196 3,447

甘楽富岡 青木　靖次
富岡市妙義町北山551

20

4,696 116
伊勢崎市三室町5229-1

200

432 13 445

大　泉 川島　和幸
邑楽郡大泉町古海2133

56 1,159 28 1,187

4,812

多野藤岡 松原　二三男
藤岡市三本木430-7

31 693 14 707

佐波伊勢崎 橋本　力

木村　仁一
太田市清原町3-1

149

1,432

館　林 谷田川　敏幸
館林市下早川田町341-2

73 1,368

3,651 71 3,722

１１－５　トラック保有状況一覧表

支　　部 所在地・電話番号 会社数
車  両  数

令和７年１月２４日現在

1894,738 4,927

24,069 799 24,868合　計 １４支部 971

前　橋 関口　宣男 134

27

大間々 山口　和男 31 779 31 810

31 1,399

桐　生 長谷川　義雄 51 1,405

太　田
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（一社）群馬県バス協会

大型 中型 小型

群馬中央バス㈱ 岩　崎　賢　一 379-2121 前橋市小屋原町384～1 027-280-8600 24 23 5 2

ジェイアールバス関東㈱
長野原支店

小　塙　隆　一 377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原44～1 0279-82-2028 24 3 1 1

関越交通㈱ 佐　藤　俊　也 377-0002 渋川市中村字中島608～1 0279-22-2020 136 9 3 15

日本中央バス㈱ 戸　塚　博　惠 371-0815 前橋市下佐鳥町455 027-287-4422 52 10 3 1

㈱群馬バス 羽　鳥　喜代志 370-0073 高崎市緑町3～2～3 027-364-1111 76 22 5 6

㈱矢島タクシー 矢　島　正　弘 373-0026 太田市東本町30～18 0276-60-1212 26 7 2 1

美山観光バス㈱ 清　水　正　郎 370-0803 高崎市大橋町178 027-384-4050 － 6 1 －

赤城観光自動車㈱ 木　村　茂　光 376-0101 みどり市大間々町大間々616 0277-72-2717 9 8 1 1

館林観光バス㈱ 関　井　宏　一 374-0023 館林市大手町7～10 0276-72-3388 2 3 6 2

つゝじ観光バス㈱ 小　暮　達　也 374-0024 館林市本町3～4～20 0276-74-6555 12 － 2 2

永井運輸㈱ 永　井　　　豊 371-0805 前橋市南町3～21～8 027-221-4435 27 8 4 1

㈱上信観光バス 飯　出　瑞　生 370-0064 高崎市芝塚町2033～1 027-325-5921 22 15 5 10

多野観光㈱ 竹　内　喜久男 370-1301 高崎市新町1265～6 0274-42-1416 － 22 3

群馬コープ観光㈱ 小　林　勝　市 370-3522 高崎市菅谷町20～170 027-373-7890 － 8 3 －

日本中央交通㈱ 諸　井　昌　代 370-0042 高崎市貝沢町1268～5 027-353-8800 15 3 － 7

ローランド観光バス㈱ 蜂　巣　和　美 377-0005 渋川市有馬1680～1 0279-24-7171 － 7 3 3

東観光バス㈱ 中　島　俊　幸 370-0102 伊勢崎市境上渕名1186 0270-76-5100 － 9 1 1

㈱ボルテックスアーク 福　岡　　　泉 379-0129 安中市下磯部987～1 027-381-1919 6 7 5 4

片品観光タクシー㈲ 林　　　功　司 378-0415 利根郡片品村大字鎌田3952～9 0278-58-2041 － － － 4

グリーン観光㈱ 青　木　重　男 370-2412 富岡市妙義町下高田315～1 0274-73-3333 － 3 2 2

㈱老神観光バス 高　橋　良　彰 378-0322 沼田市利根町老神578 0278-56-3221 1 － － 5

群馬福祉交通㈱ 内　田　親　孝 370-0303 太田市新田小金井町1921～1 0276-57-5718 － 7 1 2

㈱ビーエムバス 馬　場　佐知子 372-0814 伊勢崎市田中町1016～2 0270-20-7272 － 11 3 5

なかい観光バス㈱ 中　井　啓　之 370-2334 富岡市上高瀬1280～4 0274-82-5725 － － 1 2

㈲北関東観光 森　戸　利　一 370-0615 邑楽郡邑楽町大字篠塚1297～1 0276-88-2036 － 9 3 3

利根西部運送㈱ 塩　浦　敬　之 378-0031 沼田市薄根町3161～5 0278-23-5941 － 3 2 3

ローズクィーン交通㈱ 小　池　靖　之 377-0802 吾妻郡東吾妻町大字川戸196～1 0279-26-3171 6 7 6 14

尾瀬観光タクシー㈲ 北　島　光　晴 378-0414 利根郡片品村大字東小川2910～1 0278-58-3152 － － 1 5

尾瀬紀行㈱ 星　野　信　一 378-0415 利根郡片品村大字鎌田4177～1 0278-25-8022 － 3 2 7

㈲湯本自動車サービス 湯　本　正　一 377-0421 吾妻郡中之条町大字市城107～3 0279-75-1010 － 1 1 3

髙山運輸倉庫㈱ 都　筑　雅　彦 377-0702 吾妻郡髙山村大字中山5602 0279-63-2336 2 2 1 2

群馬グリーン交通㈱ 佐　藤　朝　耶 377-1614 吾妻郡嬬恋村大字田代1018～66 0279-98-0165 － 1 8 9

㈲ティーケーバス 豊　岡　　　透 370-0105 伊勢崎市境伊与久3245～1 0270-75-3985 － 6 － －

㈲赤城タクシー 清　水　憲　明 371-0232 前橋市茂木町38 027-283-2305 6 － － －

１１－６　バス保有状況一覧表

令和6年9月30日現在

会　社　名 　　代　表　者 〒 所　　在　　地 電　　話

車　　両　　数

乗合

貸　切
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大型 中型 小型

会　社　名 　　代　表　者 〒 所　　在　　地 電　　話

車　　両　　数

乗合

貸　切

桐生朝日自動車㈱ 佐　川　智　明 376-0011 桐生市相生町2～712 0277-54-2420 27 － － －

㈲雨沢ハイヤー 市　川　　　治 370-2806 甘楽郡南牧村大字大日向1085～4 0274-87-2323 2 － － －

㈱ホシノ 星　野　正　義 370-0341 太田市新田金井町128～1 0276-57-0556 － 7 － 2

浅白観光自動車㈱ 櫻　井　　　武 377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原30～8 0279-82-2289 2 － 1 11

平井交通㈲ 冨　川　千恵美 379-2233 伊勢崎市平井町1085 0270-20-2227 － 5 2 3

日輸企画㈱ 入内島　幸　男 377-0204 渋川市白井166～1 0279-26-7596 － 6 2 6

㈲エースフロント 岡　田　政　行 379-1203 利根郡昭和村糸井6652～4 0278-21-2575 － 2 1 7

㈱スター交通 碓　氷　浩　敬 370-0532 邑楽郡大泉町坂田256～2 0276-20-1075 － 8 － 1

上信ハイヤー㈱ 堀　口　直　行 370-0046 高崎市江木町118～2 027-322-7854 12 － － －

㈱ 神澤 神　澤　政　志 370-2104 高崎市吉井町馬庭2248～1 027-388-2641 － 2 1 5

㈱群馬赤城高原交通 大　島　一　美 377-0008 渋川市渋川3575～2 027-388-8650 － 6 － 1

㈱あおば交通 髙　嶺　寧　規 371-0842 前橋市下石倉町27～2 027-256-8470 － 1 1 9

朝日自動車㈱太田営業所 神　﨑　　　満 373-0821 太田市下浜田町474～24 0276-48-3626 20 － － －

㈲城武観光 関　口　宏　之 371-0105 前橋市富士見町石井387 027-288-3486 － 3 1 2

草津観光自動車㈱ 田　村　俊　樹 377-1711 吾妻郡草津町大字草津895～3 0279-88-2450 － 1 － 5

㈲安心代行 富　井　　　勝 378-0015 沼田市戸鹿野町543～6 0278-24-2288 － － － 5

富士観光バス㈱群馬営業所 神　山　理恵子 374-0036 館林市諏訪町1378～1 0276-57-8818 － 6 1 4

あさみ観光バス㈱
群馬営業所

新　井　　　豊 373-0072 太田市高瀬町61～3　マート106号 0276-64-9444 － 1 2 2

足利中央観光バス㈱
群馬営業所

福　島　邦　敏 373-0013 太田市市場町663～2 0284-22-0088 － － － 3

水上高原リゾート㈱ 毛　利　　　寛 379-1721 利根郡みなかみ町藤原6152～1 0278-75-2314 － － 1 2

㈲昭和観光バス 熊井戸　直　之 370-2202 甘楽郡甘楽町小幡115～5 0274-74-2903 － － － 3

㈱大堰観光バス群馬営業所 長　島　　　豊 370-0725 邑楽郡千代田町上中森834～1 0276-86-8980 － 1 － 4

十王自動車㈱ 石　倉　実希雄 372-0057 伊勢崎市末広町173～2 0270-23-5244 22 1 3 1

531 273 100 199合　計　　　　　　　　　　59社
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１１－７ 災害時の物資等の緊急運送に関する協定

（趣 旨）

第１粂 この協定は、地震等による災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、群馬県

知事（以下「甲」という ）が群馬県地域防災計画に基づく応急対策としての物資等の緊急輸送業。

務の実施に関し、社団法人群馬県トラック協会（以下「乙」という ）に対して協力を要請する場。

合の必要な事項を定めることを目的とする。

（協力要請）

第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、乙に対し、物資等の緊急輸送を

要請することができるものとする。

(１) 県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき

(２) 県外において災害が発生し、災害救助の必要があると認められるとき

(３) その他甲が必要と認めるとき

（業務の内容）

第３条 甲が乙に協力を要請する輸送業務の内容は、次のとおりとする。

(１) 物資等の緊急輸送に関すること

(２) その他物資等の緊急輸送に付随する業務として甲が必要と認めるもの

（要請の方法）

第４条 第２条の要請は、次に掲げる事項を明示した文書（別記様式１）により行うものとする。た

だし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文

書を交付するものとする。

(１) 災害状況及び輸送業務の要請を必要とする事由

(２) 輸送を必要とする車両、人員、期間、輸送先等

(３) 輸送物資等の種類（数量）

(４) 物質積み込み・取り下ろし場所及び活動内容

(５) その他参考となる事項

（協力の実施）

第５条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先し

て最大限の協力を行うものとする。

２ 甲は、乙が実施する緊急輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行う

ものとする。

（報 告）

第６条 乙は、前条の規定により輸送業務に従事した場合は、速やかに甲に付し、次に掲げる事項を

文書（別記様式２）により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等に
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より報告し、事後、文書を提出するものとする。

(１) 輸送期日、輸送先、輸送距離、車両数、人員、輸送物資等

(２) 事業者名

(３) その他必要な事項

（経費の負担）

第７条 第５条の規定により実施した輸送業務に要した費用は、甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金を基準として、

甲乙協議の上決定するものとする。

３ 甲は、前項の費用について、輸送業務終了後、運送業者から請求書を受理したときは、速やかに

支払うものとする。

（事故等）

第８条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により運航を中断したときは、乙は速やかに

当該事業用自動車を交換してその供給を継続するものとする。

２ 乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかに

その状況を報告するものとする。

（災害補償の負担等）

第９条 輸送業務の従事員が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法等の関係法令に基づき補償

を受けるものとする。

２ 前項の他、輸送業務の従事員が災害救助法等を適用すべき災害を受けた場合は、甲が関係法令に

基づき補償するものとする。

なお、輸送先において市町村長等からの要請により応急業務に従事中、災害対策基本法等を適用

すべき災害を受けた場合は、甲は関係市町村長等に対し、関係法令に基づき適切な災害補償が受け

られるよう助言するものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定の実施に関係する事務を円滑に進めるため連絡責任者を置くものとする。

２ 前項の連絡責任者は、甲については群馬県総務部消防防災課長とし、乙については専務理事とす

る。

（協 議）

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するも

のとする。

（適 用）

第１２条 この協定は、締結の日から適用する。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通を保
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有する。

平成９年８月 日20
甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市野中町 番地595
社団法人群馬県トラック協会

会 長 大 野 孫 一
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１１－８ 災害時における交通の確保等の業務に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と社団法人群馬県警備業協会（以下「乙」という ）は、災害時に。 。
おける緊急に必要とする交通誘導その他の警備業務を遂行して、県民生活の安全に寄与するため、交
通の確保等の業務について、次のとおり協定する。

（目 的）
第１条 この協定は、災害時における、被災地の被害拡大防止及び救援、救護活動等を円滑に実施す
るための事項を定めることを目的とする。

（業務内容）
第２条 この協定により、甲が乙に実施を要請する業務（以下「要請業務」という ）は、災害時に。
おける被災地の被害拡大防止及び救援、救護活動等を円滑にするための交通誘導、避難場所等の警
戒活動その他甲が必要と認める警備業務とする。

（出動要請）
第３条 甲は、災害が発生した場合において、必要があると認めるときは、群馬県警察本部長を通じ
て、乙に出動を要請するものとする。

（出動警備員の指定）
第４条 要請業務に従事する警備員は、別途群馬県警察と乙とが協議して定める者を充てるものとす
る。

（費 用）
第５条 費用は、当該業務に係る通常の実費用を基準として、甲乙協議の上、定めるものとする。

（出動警備員の災害補償の負担）
第６条 要請業務に従事した警備員が災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者たる警備業者
が負担する。

（損害賠償）
第７条 要請業務に従事した警備員が、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員の使
用者たる警備業者が負担する。

（訓 練）
第８条 乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、必要な訓練に努めるものとする。

（疑義等の決定）
第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して
決定するものとする。

（適 用）
第１０条 この協定は、平成９年４月１日から適用する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ１通を保有する。

平成９年４月１日
甲 群馬県知事 小寺 弘之

乙 社団法人群馬県警備業協会長 名児屋 正則
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災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定

群馬県警察（以下「甲」という ）と社団法人群馬県警備業協会（以下「乙」という ）は、群馬。 。
県（以下「県」という ）と乙との間で締結された災害時における交通の確保等の業務に関する協定。
（以下「基本協定」という ）の実施の細目に関して、次のとおり協定する。。

（要請の方法）
第1条 基本協定第３条の規定に基づき、甲が乙に出動要請を行うときは、業務の内容、期間及び場
所並びに必要な警備員数について、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭
又は電話等により要請し、事後、速やかに文書を交付するものとする。

（業務の実施）
第２条 乙は、前条の規定による甲からの連絡に従い、乙に属する会員（以下「会員」という ）を。
出動させ、業務を実施させるものとする。

（業務の解除）
第３条 甲は、要請業務の実施する必要がなくなったときは、乙に対し速やかに文書等により業務の
終了を連絡するものとする。

（出動警備員の資格）
第４条 基本協定に基づく要請業務に従事する警備員は、専門的知識及び技能を有し、かつ警備業務
の経験が１年以上ある者でなければならない。

２ 会員は、この協定に基づき警備員を出動させる場合は、原則として、当該出動者のうちに警備員
の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号）で定める検定の合格者を含めなければ
ならない。

（出動可能人員の把握）
第５条 乙は、要請業務に応じるため、常に出動可能人員を把握しておくものとする。

（疑義等の決定）
第６条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して
決定するものとする。

（適 用）
第７条 この協定は、平成９年４月１日から適用する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ１通を保有する。

平成９年４月１日
甲 群馬県警察本部長 小林 幸二

乙 社団法人群馬県警備業協会長 名児屋 正則
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１１－９災害時における被災車両等の撤去等に関する協定

（協定の趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内で災害が発生した場合において、群馬県（以下「甲」という ）が、。

社団法人日本自動車連盟群馬県支部（以下「乙」という ）に対し、被災地における被災車両等の。

撤去等の要請を行う場合の手続等について定めるものとする。

（業務内容）

第２条 この協定により甲が乙に要請する業務は、災害時における被災車両等の撤去、移動、その他

甲が必要と認める業務とする。

（支援要請）

第３条 甲は、被災車両の撤去等の必要を認めた場合に、乙に撤去等の要請を行うものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請を行うとき次の事項を乙に連絡するものとする。

（１）被災の態様と要請を必要とする概要（場所、支援活動概要）

（２）招集場所

（３）担当者連絡方法、その他必要な事項

３ 乙は甲からの要請があった場合は、撤去等の作業を行うものとする。

（業務費用の負担）

第４条 この協定に基づく乙の費用は、乙の会員の有無を問わず乙の負担とする。

（被災補償）

第５条 この協定に基づく業務の実施により、出動した職員が災害を受けた場合の補償は、当該職員

の使用者たる乙の責において行うものとする。

（損害賠償）

第６条 本協定に基づく業務の実施により、第三者に損害を与えた場合の補償は、当該職員の使用者

たる乙に責において行うものとする。

（疑義の協議）

第７条 この協定に定める事項について疑義が生じたときには、その都度甲と乙が協議して決定する

ものとする。

（適用）

第８条 この協定は、平成１７年４月１日から適用する。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。

平成１７年３月３０日

甲 群 馬 県 知 事

小寺 弘之

乙 社団法人日本自動車連盟群馬支部支部長

森田 悌

- 615 -



（ 別紙 ）

災害時における被災車両等の撤去に関する協定の運用について

第３条関係（支援要請）について

（１）第１項について

甲が乙に要請するのは基本パターンであるが、これに依りがたい場合には、被災地を管轄する

市町村長から直接乙へ要請する事もできるものとする。この場合、市町村長は、事後に甲へその

旨を報告するものとする。

( )第２項について2
甲が乙へ各事項を連絡するのは要請時の基本パターンであるが、現場の実態を把握している被災

地を管轄する市町村長からの具体的連絡が有効な場合があることから、当該市町村長にあっても乙

に対して各事項を連絡することができるものとする。

また、被災地を管轄する市町村長が直接乙へ要請する場合であっても、当該市町村長が各事項を

連絡するものとする。
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１１－１０ 災害時等の物資の保管等に関する協定書

群馬県(以下｢甲」という。)と群馬県倉庫協会（以下｢乙｣という ）は、地震、風水害。

等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という ）の緊。

急・救援輸送に係る物資（以下「物資」という ）の保管等に関する協定を、次のとお。

り締結する。

(趣旨)

、 、 、 、 、第１条 この協定は 災害時等において 甲が乙に対して行う 物資の受入れ 仕分け

保管及び出庫（以下「物資の保管等」という ） に係る協力要請に関し、必要な事項。

を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、乙に対し、物資の

保管等に係る協力を要請することができる。

（１）県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき

（２）県外において災害が発生し、救援の必要があると認められるとき

（３）その他甲が必要と認めるとき

２ 甲が乙に協力を要請する業務の内容は次のとおりとする。

（１）物資の保管等

（２）物資の保管等に関する助言を求めることができる物流専門家の県災害対策本部

等への派遣

（３）荷役資機材による作業支援

（４）その他甲が必要と認める業務

（要請の方法）

第３条 前条の要請は、文書（別記様式第１号）をもって行うものとする。但し、文書

をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話により行い、その後、速やかに

文書を提出するものとする。

２ 前条第２項第１号の要請は、次に掲げる事項を明示するものとする。

（１）災害の状況及び協力を要請する事由

（２）必要とする保管倉庫の地域

（３）協力を必要とする期間

（４）主な保管品目及び数量

（５）その他参考となる事項

３ 前条第２項第２号及び第３号の要請は、次に掲げる事項を明示するものとする。

（１）災害の状況及び協力を要請する事由

（２）必要とする派遣または支援の内容

（３）派遣または支援を必要とする場所

（４）派遣または支援を必要とする期間

（５）第３号の支援を必要とする資機材の内容

（６）その他参考となる事項

（協力の実施）

第４条 乙は前条の規定による甲の要請があったときは、可能な限り協力するものとす

る。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、協力体制の保持に努めるものとする。
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(報告)

、 、 （ ） 、第５条 乙は 第２条第２項第１号の要請に対し 速やかに 保管倉庫 施設 を選定し

甲に対して次に掲げる事項を文書（別記様式第２号）により報告するものとする。但

し、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭又は電話等で報告し、その後、

速やかに文書を提出するものとする。

１ 物資の保管等を行う事業者名(必要とする保管場所に事業者がないときはその旨)（ ）

（２）保管倉庫（施設）の所在地、名称、面積

（３）保管期間

（４）保管品目及び数量

（５）その他

２ 乙は、第２条第２項第２号または第３号の要請に対し、甲に対して、次に掲げる事

項を文書（別記様式第２号）により報告するものとする。但し、文書をもって報告す

るいとまがないときは、口頭又は電話等で報告し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。

（１）派遣する者の所属及び氏名

（２）派遣期間及び派遣場所

（３）作業支援に使用する資機材の種類、数量

（４）派遣する者が使用する交通手段（車両の場合はその種類）

（５）その他

（経費の負担）

第６条 物資の保管に要した費用（保管料、荷役料及び実費負担額（パレット使用料等

の費用をいう ）は甲が負担するものとする。。）

２ 前項の費用のうち倉庫に係る保管料及び荷役料は、当該業務を行った会員事業者が

倉庫業法施行規則第 条の規定に基づき国土交通大臣又は地方運輸局長に提出した倉24
庫料金届出書の料金を参考として 甲乙協議の上、決定するものとする。、

３ 第２条第２項第２号または第３号の規定による派遣及び支援に要した費用に関する

乙の負担については、甲乙協議の上、決定するものとする。

（保管料等の支払い）

第７条 乙は、前条の規定により甲が負担する費用（以下｢保管料等｣という ）を甲に。

請求するものとする。

２ 請求は、原則として１ヶ月毎に行うものとする。

３ 甲は、前項の請求があった場合には、速やかに保管料等を支払う。但し、予算措置

を必要とする場合は、予算措置後１５日以内に支払うものとする。

（事故等）

第８条 事故の発生等により乙会員事業者による物資の保管の継続が困難な事由が発生

した場合は、乙は、速やかに他の倉庫の提供その他の措置を講じ物資の継続保管に努

めるものとする。

２ 乙は、物資の保管の実施に際し事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況

を報告するものとする。

（損害の負担）

第９条 物資の保管等により生じた損害の負担は、甲乙が協議して定める。但し、乙の

責めに帰する理由により生じた損害は、乙が負担するものとする。
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（災害補償）

第１０条 物資の保管等にあたり従事者の責めに帰することができない理由により、当

該従事者が死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または心身に障害がある状態に

なったときの災害補償は、労働災害補償保険法等の関係法令に基づき、乙の責任にお

いて行うものとする。但し 「応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する、

条例 （昭和 年 月 日群馬県条例第 号）が適用される場合は、甲が、条例に」 38 10 25 45
基づき補償する。

（関係市町村との連絡）

第１１条 本協定に基づく業務の実施に当たり関係市町村との連絡調整は、原則として

甲が実施するものとする。

（情報提供）

第１２条 甲、乙は、それぞれが知り得た災害に関する諸情報をお互いに提供するよう

努めるものとする。

（担当部署及び連絡責任者）

、 、 、第１３条 甲 乙は 本協定に基づく物資の保管等に関する担当部署を定めるとともに

連絡責任者を選任するものとする。

２ 甲、乙は、前項の規定により担当部署を定め、連絡責任者を選任した場合は、相互

に通知するものとする。

(協議)

第１４条 この協定に定めがない事項について疑義が生じた時は、その都度、甲乙が協

議して定めるものとする。

（有効期間）

第１５条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

（協定の改訂）

第１６条 この協定は、甲、乙のいずれかの申し出があったときは、協議して解除又は

改訂することができる。

この協定を証するため、本書を２通作成し、各者記名捺印の上、それぞれ１通を保有

する。

平成２６年１月１５日

甲 群馬県前橋市大手町１－１－１

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 群馬県前橋市南町３－２４－５

群馬県倉庫協会

会 長 加部 登
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１１－１１ 災害時における輸送用車両の提供に関する協定 

 
群馬県（以下「甲」という。）と群馬県レンタカー協会（以下「乙」という。）

は、地震等による災害時における輸送用車両の提供に関して次のとおり協定を

締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、地震等による災害時における輸送用車両の提供に関する乙

の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。  
 
（協力の内容） 
第２条 群馬県内に地震等の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合におい

て、甲から要請があったとき、乙は保有する輸送用車両（以下「保有車両」とい

う。）の優先的な提供による協力を行うものとする。 
２ 乙は、前項の協力に的確に対応するため、保有車両の供給可能な体制を保持

するものとする。 
３ 乙は、協力を行う際、道路不通等により提供に支障が生じた場合は、その対 
策について甲と協議するものとする。 

 
（要請の手続き） 
第３条 甲は、前条の要請を行うときは、文書（様式第１号）をもって行うものと

する。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができる

ものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。 
 
（引き渡し） 
第４条 保有車両の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、甲は、当該

場所に職員を派遣し、当該保有車両を確認の上、引渡しを受けるものとする。 
 
（実績報告） 
第５条 乙は、本協定に基づき保有車両を提供したときは、甲に対し、文書（様式

第２号）により報告を行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話

等により報告することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものと

する。 
 
（費用の負担及び支払い） 
第６条 甲は、保有車両の提供に係る費用を負担するものとする。 
２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正価格を基準として、甲と

乙が協議の上、速やかに決定するものとする。 
３ 甲は、前項で決定した費用について、保有車両の提供業務終了後、乙から請

求書を受理したときは、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算

措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。 
 
（災害補償） 

第７条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死

亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関

係法令に定めるところによるものとする。 
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（連絡責任者の報告） 

第８条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（様式

第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（情報交換） 

第９条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び保有車両の提供等についての情報交

換を行い、災害時に備えるものとする。 

 

（協議） 
第10条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関し必要な事項、その他

この協定に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、甲、乙

いずれからも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するもの

とし、以後この例によるものとする。 
２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自

１通を保有する。 
 
 
  平成２６年 ６月２６日 
 
 
                  
 
                         甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 

  
群馬県 

                             
                               群馬県知事 大澤 正明 
 
                                                        
                         乙 群馬県大渡町１丁目１０番７号  

県公社総合ビル５Ｆ 
 

               群馬県レンタカー協会 
 
                             会 長 中野 徳二 
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（様式第１号） 

 

災害時における輸送用車両の提供に係る要請書 

 

平成  年  月  日 

 

群馬県レンタカー協会 

 会長          様 

 

                      群馬県知事          

 

 

「災害時における輸送用車両の提供に関する協定」第３条の規定に基づき、下記

事項について協力を要請します。 

なお、保有車両を提供したときは、同協定第５条の規定に基づき、本要請に対する貴

協会の措置状況を報告願います。 

 

記 

１．災害及び協力を必要とする状況 

 

 

２．協力を必要とする車両の内容等 
 

 
要請期日（期

間） 

 
必要とする車両の種類  

 
数 量 

 
指定提供先 

（車両引渡場所） 

 
備 考 

     

 
※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した  

任意の様式でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。  
 
 
 

連絡先  
 群馬県  総務部  危機管理室  
 担 当：  
 電 話：  
 ＦＡＸ：027-221-0158 
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（様式第２号） 

 

輸送用車両の提供に係る措置状況報告書 

 

平成  年  月  日 

 

群馬県知事        様 

 

群馬県レンタカー協会 

                           会長          

 

         

 

「災害時における輸送用車両の提供に関する協定」第５条の規定に基づき、当協

会の輸送用車両の提供に係る措置状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

輸送用車両の提供状況 
 

期 間 
 
提供した車両の種類 

 
数 量 

 
搬入先 

（車両引渡場所） 

 
備 考 

     

 
 
 
 

 
 
 

連絡先  
 所 属：  
 担当者：  
 電 話：  
 ＦＡＸ：  
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（様式第３号）-1 
連 絡 責 任 者 届 

（県→事業者） 

【群馬県】 
 
 １ 連絡責任者 

 役職・氏名 
 

 

 ２ 緊急連絡先 
 
 

 
第１連絡先 

 
第２連絡先 

 
 役職・氏名 

  
 

 
 Ｔ Ｅ Ｌ 

 
 ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１） 

 
 Ｆ Ａ Ｘ 

 
 ０２７－２２１－０１５８ 

 
 夜間・休日 

 
０２７－２２６－２２５１（危機管理室または消防保安課の当直者） 

  

（様式第３号）-2 
連 絡 責 任 者 届 

（事業者→県） 

【             】 

 

 １ 連絡責任者 
 
 役職・氏名 

 
 

 
 Ｔ Ｅ Ｌ 

 
 

 
 携帯電話 

 
 

 
 Ｆ Ａ Ｘ 

 

 ２ 緊急連絡先（平日） 
 
 

 
第１連絡先 

 
第２連絡先 

 
 役職・氏名 

 
 

 
 

 
 Ｔ Ｅ Ｌ 

 
 

 
 

 
 携帯電話 

 
 

 
 

 
 Ｆ Ａ Ｘ 

 
 

 
 

３ 緊急連絡先（時間外及び休日） 
 
 

 
第１連絡先 

 
第２連絡先 

 
 役職・氏名 

 
 

 
 

 
 Ｔ Ｅ Ｌ 

 
 

 
 

 
 携帯電話 

 
 

 
 

 
 Ｆ Ａ Ｘ 

 
 

 
 

 

- 624 -



１１－１２ 災害時の物資等の緊急輸送に関する協定書

（趣 旨）
、 、 、第１条 この協定は 地震等による災害が発生し 又は発生しようとしている場合において

群馬県知事（以下「甲」という ）が群馬県地域防災計画に基づく応急対策としての物資。
等の緊急輸送業務の実施に関し、赤帽群馬県軽自動車運送協同組合（以下「乙という ）。」
に対して協力を要請する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

（協力要請）
第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認められるときは、乙に対し、物資等
の緊急輸送を要請することができるものとする。
(1) 県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(2) 県外において災害が発生し、災害救助の必要があると認められるとき

(3) その他、甲が必要と認めるとき

（業務の内容）
第３条 甲が乙に協力を要請する輸送業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 物資等の緊急輸送に関すること
(2) その他、物資等の緊急輸送に付随する業務として甲が必要と認めるもの

（要請の方法）
第４条 第２条の要請は、次に掲げる事項を明示した文書（別紙様式第１号）により行うも
のとする。ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請

し、事後、速やかに文書を交付するものとする。
(1) 災害の状況及び輸送業務の要請を必要とする事由
(2) 輸送に必要な車両、人員、輸送期間、輸送先等
(3) 輸送物資等の種類（数量）
(4) 物資の積み込み・取り下ろし場所及び活動内容
(5) その他、参考となる事項

（協力の実施）
第５条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務
に優先して最大限の協力を行うものとする。

２ 甲は、乙が実施する緊急輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協

力を行うものとする。

（報 告）
第６条 乙は、前条の規定により輸送業務に従事した場合は、速やかに甲に対し、次に掲げ
る事項を文書（別紙様式第２号）により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合
は、口頭又は電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。
(1) 輸送期日、輸送先、輸送距離、車両数、人員、輸送物資等
(2) 事業者名
(3) その他、必要な事項

（経費の負担）
第７条 第５条の規定により実施した輸送業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金を基準
として、甲乙協議のうえ決定するものとする。

３ 甲は、前項の費用について、輸送業務終了後、運送業者から請求書を受理したときは、
速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置
後速やかに支払うものとする。
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（事故等）
第８条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は
速やかに当該事業用自動車を交換してその供給を継続するものとする。

２ 乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し
速やかにその状況を報告するものとする。

（災害補償）
、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し

負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働者災害補償保険法等の関係
法令に定めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）
第10条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様式
第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）
、 、第11条 甲と乙は 平常時から相互の連絡体制及び物資の輸送等についての情報交換を行い

災害時に備えるものとする。

（協 議）
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定
するものとする。

（有効期間）
第13条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定
の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ
１通を保管するものとする。

平成２６年１０月１４日

甲 前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県
群馬県知事 大澤正明

乙 前橋市箱田町６０８番地２号
赤帽群馬県軽自動車運送協同組合
理事長 赤間美代子
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

緊急物資等輸送要請書

「災害時の物資等の緊急輸送に関する協定書」に基づき、下記のとおり輸送業務を要請し

ます。

記

１ 災害の状況及び輸送業務の要請を必要とする事由

２ 輸送に必要な車両・輸送内容等

車種（形状） 最大積載量（ｔ） 必要な台数 台 乗務員数（人）（ ）

輸送期間（日時） 輸 送 先 輸送物資等の種類（数量）

３ 物資の積み込み・取り下ろし場所及び活動内容

(1) 積み込み

○ 場 所：

○ 活動内容：

(2) 取り下ろし

○ 場 所：

○ 活動内容：

４ その他参考となる事項

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した任意の文書

でも、第４条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県総務部危機管理室
担 当：
電 話：
ＦＡＸ：027 221 0158- -
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

緊急物資等輸送実施報告書

「災害時の物資等の緊急輸送に関する協定書」に基づき、下記のとおり緊急物資等を輸送

しましたので報告します。

記

１ 輸送結果

輸送月日 輸 送 先 事 業 者 名 車種（ ・ 乗務員数 輸送物資等のt）
（期間） （区間及び距離） 台数（台） （人） 種類（数量）

２ その他必要な事項

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：

- 628 -



（様式第３号） 1-
連 絡 責 任 者 届
（県→事業者）

【群馬県】

１ 連絡責任者

役職・氏名

２ 緊急連絡先

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１）

Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８

（ ）夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１ 危機管理室または消防保安課の当直者

（様式第３号） 2-
連 絡 責 任 者 届
（事業者→県）

【 】

１ 連絡責任者

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

２ 緊急連絡先（平日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 緊急連絡先（時間外及び休日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ
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１１－１３ 災害時における交通の確保等の活動に関する協定書 
 
（趣 旨） 
第１条  この協定は、地震等による災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、 

群馬県知事（以下「甲」という。）が群馬県地域防災計画に基づく応急対策としての緊急 輸
送のための交通の確保等に関する活動（以下「交通の確保等の活動」という。）に関し、 一
般社団法人群馬県中古自動車販売協会（以下「乙」という。）に対して協力を要請する場合
の必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（協力要請） 
第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、乙に対し、交通の確保 

等の活動について協力の要請を行なうものとする。 
  (1) 県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 
  (2) 県外において災害が発生し、災害救助の必要があると認められるとき 
  (3) その他甲が必要と認めるとき 
 
（活動の内容） 
第３条  甲が乙に協力を要請することのできる事項は、次のとおりとする。 
  (1) 車両等保管場所の提供 
  (2) 故障車両の応急処置及び搬出 
 (3) 乙の所有する施設等の利用 
  (4) その他交通の確保等の活動に付随する事項として甲が必要と認めるも
の                               
（要請の方法） 
第４条  第２条の要請は、次に掲げる事項を明示した文書（別紙様式第１号）により行うも 

のとする。ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請 
し、事後、速やかに文書を交付するものとする。 

  (1) 災害の状況及び交通の確保等の活動の要請を必要とする事由 
  (2) 交通の確保等の活動が必要な場所、状況、期間等 
  (3) その他参考となる事項 
 
（協力の実施） 
第５条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、対応出来得る可能な範囲の中で最大限の協

力を行うものとする。 
２ 甲は、乙が実施する交通の確保が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力 
を行うものとする。 
３ 災害の規模が大きく活動の実施が長期間に渡る場合については甲乙協議の上、期間を決

定するものとする。 
 
（報 告） 
第６条 乙は、前条の規定により交通の確保等の活動に従事した場合は、速やかに甲に対し、 

次に掲げる事項を文書（別紙様式第２号）により報告するものとする。ただし、緊急を要 す
る場合は、口頭又は電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。 

  (1) 交通の確保等の活動の実施日、実施場所  
  (2) 実施事業者名 
  (3) その他必要な事項 
 
（経費の負担） 
第７条  第５条の規定により実施した交通の確保等の活動に要した費用は、甲が負担するも 

のとする。 
２  前項に規定する費用は、災害発生時直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の 

上、決定するものとする。 
３ 甲は、前項の費用について、交通の確保等の活動の終了後、乙から請求書を受理した 
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ときは、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、 予
算措置後速やかに支払うものとする。 

 
（事故等） 
第８条  乙は、交通の確保等の活動に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその

状況を報告するものとする。 
 
（災害補償） 
第９条 交通の確保等の活動の従事員が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法等の関 

係法令に基づき補償を受けるものとする。 
 
（連絡責任者の報告） 
第 10 条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様式 

第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 
 
（情報交換） 
第 11 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び交通の確保等のための活動についての情 

報交換を行い、災害時に備えるものとする。 
 
（協 議） 
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決

定するものとする。 
 
（有効期間）  
第 13 条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定 

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。 
 
  この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１
通を保管するものとする。 
 
 
  平成２７年 ６月 ３日 
 
 
                  甲  前橋市大手町１丁目１番１号 
                                       群馬県 
                    群馬県知事 大澤正明 
 
 
 
                  乙  高崎市中大類町１１８番地１ 
                      一般社団法人群馬県中古自動車販売協会                      
会長 兵藤達雄 
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１１－１４ 災害時における交通の確保等の活動に関する協定書 
 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、地震等による災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、群

馬県知事（以下「甲」という。）が群馬県地域防災計画に基づく応急対策としての緊急輸送の

ための交通の確保等に関する活動（以下「交通の確保等の活動」という。）に関し、群馬県オ

ートバイ事業協同組合（以下「乙」という。）に対して協力を要請する場合の必要な事項を定

めることを目的とする。 
 
（協力要請） 
第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、乙に対し、交通の確保等の

活動について協力の要請を行うものとする。 
 （１）県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 
 （２）その他甲が必要と認めるとき 
 
（活動の内容） 
第３条 甲が乙に協力を要請することのできる事項は、次のとおりとする。 
 （１）車輌等保管場所の提供 
 （２）故障車両の応急処置及び搬出 
 （３）道路の被害情報等交通の確保等の活動に付随する事項として甲が必要と認めるもの 
 
（要請の方法） 
第４条 第２条の要請は、次に掲げる事項を明示した文書（別記様式第１号）により行うものと

する。ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、事後、

速やかに文書を交付するものとする。 
 （１）災害の状況及び交通の確保等の活動の要請を必要とする事由 
 （２）交通の確保等の活動内容等 
 （３）その他参考となる事項 
 
（協力の実施） 
第５条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、対応できる可能な範囲の中で最大限の協力を

行うものとする。 
２ 甲は、乙が実施する交通の確保が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行

うものとする。 
 
（報告） 
第６条 乙は、前条の規定により交通の確保等の活動に従事した場合は、速やかに甲に対し、次

に掲げる事項を文書（別記様式第２号）により報告するものとする。ただし、緊急を要する場

合は、口頭又は電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。 
 （１）交通の確保等の活動の実施日、実施場所 
 （２）実施事業者名 
 （３）その他必要な事項 
 
（経費の負担） 
第７条 第５条の規定により実施した交通の確保等の活動に要した費用は、甲が負担するものと

する。 
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２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、

決定するものとする。 
３ 甲は、前項の費用について、交通の確保等の活動の終了後、乙から請求書を受理したときは、

速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速

やかに支払うものとする。 
 
（事故等発生時の対処） 
第８条 乙は、交通の確保等の活動に際し、事故等が発生したときは、甲に対し速やかにその状

況を報告するものとする。 
２ 交通の確保等の活動の従事員が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法等の関係法令に

基づき補償を受けるものとする。 
 
（連絡責任者の報告） 
第９条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様式第３

号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 
 
（情報交換） 
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び交通の確保等の活動についての情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。 
 
（協議） 
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 
 
（有効期間） 
第 12 条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終

了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
２ 前項の通知は、終了日１か月前までに行うものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通 
を保有する。 
 
 
   平成２７年１２月 ７日 
 
 
                    甲 前橋市大手町一丁目１番１号 
                      群馬県 

群馬県知事  大 澤 正 明 
 
 
 
                    乙 高崎市中尾町４５６番４号 
                      群馬県オートバイ事業協同組合 
                      理 事 長  城 田 新 二 
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１１－１５ 災害時における支援に関する協定書 

 

 群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本自動車販売協会連合会群馬県支部（以下「乙」

という。）は、災害時における支援に関して、次のとおり協定を定める。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、群馬県内で災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１項に定める災

害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがあるときにおいて、県民等への支援

及び甲が実施する災害応急対策に関する乙の協力について、迅速かつ適切に対応するために必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

（支援の内容） 

第２条 乙の支援は、別紙に掲げるものとし、甲の要請の時点で乙が対応可能なものとする。 

２ 別紙に定める事項について、変更及び追加、削除を可能とし、速やかに甲に通知するものとする。 

 

（支援の要請） 

第３条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、前条に規定する支援が必要

であると認めた場合は、乙に対して支援を要請することができるものとする。 

２ 甲は、乙に対して協力を要請する場合は、協力要請書（様式第１号）をもって行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって行い、その後速やかに文書を提出するも

のとする。 

 

(支援の協力) 

第４条 乙は、前条に定める要請があった場合、乙の会員の中で本趣旨に賛同し、支援可能な場合に

おいて、可能な範囲で最大限協力に努めるものとする。ただし、通信の途絶等の事由により、甲が

乙に支援を要請することができない場合は、乙は、甲の要請を待たずに、自主的に支援を実施する

ことができるものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は、前条により支援を行った場合、報告書（様式第２号）により報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 別紙に規定する車両の提供に係る費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前時における適正な価格を基準とし、甲乙が協議の上、速や

かに決定するものとする。 

 

（情報管理） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た相互又は第三者の情報の管理を徹底するものとし、書

面による事前の承諾なしに本協定の目的以外で使用してはならない。また、第三者に公表し、若し

くは漏洩してはならない。 
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（災害補償） 

第８条 乙の従事員が本協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災

害補償については、労働者災害補償保険法等の関係法令に定めるところによるものとする。 

２ 支援活動中における支援に供した乙会員の所有する車両等が、甲もしくは甲の指名した者の管理

下において災害による被害を受けた場合の補償については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日の１か月前ま

でに甲又は乙が文書をもって協定終了の意思表示を通知しない限り、この協定の有効期間を１年延

長するものとする。 

 

（協議） 

第１０条 本協定について疑義が生じた事項、又は本協定に定めのない事項については、必要に応じ

て甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（附則） 

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通を 

保管するものとする。 

 

 令和２年１月１７日 

 

               甲  前橋市大手町一丁目１番１号 

                   群馬県 

                   群馬県知事  山本 一太 

 

 

 

               乙  前橋市野中町５６４番地 

                   一般社団法人日本自動車販売協会連合会群馬県支部 

                   支 部 長  大山 駿作 
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別紙（第２条に規定する支援の内容） 
 
区分 支援の内容 
１ ・ＡＥＤ、水道水、トイレ等の提供 

・地図、ラジオ等による通行可能な道路に関する情報の提供 
２ ・給水車による応急給水場所の提供 

・立ち往生車両の一時退避場所の提供 
３ ・甲が実施する災害応急対策のための車両の提供 
４ ・自動車の走行に関し支障が生じた場合の応急処置 

 ※ディーラー店舗にて対処が可能な作業を対象 
 ※部品の交換等による実費相当は受益者負担 

５ ・電気自動車等による電源供給 
 ※応急電源としての電気自動車（ＥＶ・ＰＨＶ）等の活用 
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１１－１６ 災害時における緊急輸送等に関する協定書 
 
（趣旨） 
第１条  この協定は、地震、風雪水害、火山噴火、その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合（以下「災害時」という。) に、群馬県 (以下「甲」という。) が一般社団法人群馬県タクシ

ー協会 (以下「乙」という。) に対し行う緊急輸送等の要請に関し、必要な事項を定める。 
 
（緊急輸送等の対象） 
第２条  この協定における緊急輸送等の対象は、次に掲げるものとする。 

（１） 災害に伴う傷病者の輸送 
（２） 応急対策に必要な人員及び機材等の輸送 
（３） 災害の状況、被害情報の収集 
（４） その他甲が必要と認めるもの 

 
（要請） 
第３条  甲は、乙に対して災害時の緊急輸送等の要請をしようとするときは、次に掲げる事項を明示し

た文書により行うものとする。ただし、文書によるいとまがないときは、電話等により要請し、

事後、速やかに文書を提出するものとする。 
（１） 緊急輸送を要する理由 
（２） 輸送する人員数等 
（３） 乗車場所及び降車場所 
（４） 災害の状況、被害情報を収集する地域 
（５） その他参考となる事項 

 
（実施） 
第４条  乙は、甲から緊急輸送の要請を受けたとき、又は乙が緊急輸送等の必要性を認知したときは、

公供交通機関としての責務を十分に自覚し、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して

実施するものとする。 
 ２   甲は、乙が実施する緊急時の輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力

を行うものとする。 
 
（報告） 
第５条  乙は、緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対し文書により報告するものとする。ただし、

緊急を要する場合は電話等により報告し、事後、速やかに文書を提出するものとする。 
 
（費用） 
第６条  甲の要請により第４条の規定による緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。ただ

し、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６８条又は第７４条第１項の規定等により、

他の地方公共団体等の要請に応じて、緊急輸送を行った場合の費用負担は、同法第９２条に定め

るところによる。 
 ２   前項の費用の算出方法については、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条の３の規

定により、乙に属するタクシー会社が国土交通大臣に認可された運賃・料金を基準として、甲乙

協議して定めるものとする。 
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（支払方法） 
第７条  費用の支払方法については、利用者が利用区間、運賃を確認したサインのある領収書等を請求

書に添付し、請求するものとする。 
 
（事故等） 
第８条  乙が供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに

当該事業用自動車を交換してその運行を継続するものとする。 
 ２   乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故等が発生したときは、甲に対し速や

かにその状況を報告するものとする。 
 
（補償） 
第９条  第３条の規定による緊急輸送を行ない負傷等により損害を受けた従事者は、次に掲げる場合

を除き、「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年１

０月２５日条例第４５号）」に規定する従事者として、同条例に規定する損害補償の適用を受け

る。 
（１） 従事者の故意又は重大な過失による場合 
（２） 当該損害が第三者の行為による場合 
（３） 当該損害につき損害保険契約により、給付を受けることができる場合 

 
（連絡責任者） 
第１０条  この協定に関する連絡責任者は、甲においては交通政策課長、乙においては専務理事が従事

する。 
 
（協議） 
第１１条  この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて甲

乙協議の上、別途定めるものとする。 
 
（適用） 
第１２条  この協定は、締結の日から適用する。 
 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
   令和 ２年 ３月３０日 
 
                     甲 群馬県前橋市大手町１－１－１ 
                       群馬県知事 山 本  一 太 
 
 
 
                     乙 群馬県前橋市野中町 588 番地 
                       一般社団法人群馬県タクシー協会 
                          会長 清 水  憲 明 
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１１－１７ 災害時における緊急輸送等に関する協定書 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、地震、風雪水害、火山噴火、その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。) に、群馬県 (以下「甲」という。)が一般社団法人群馬県バス協会 (以下「乙」

という。)に対し行う緊急輸送等の要請に関し、必要な事項を定める。 
 
（緊急輸送等の対象） 
第２条 この協定における緊急輸送等の対象は、次に揚げるものとする。 
（１）災害に伴う傷病者の輸送 
（２）応急対策に必要な人員及び機材等の輸送 
（３）災害の状況、被害情報の収集 
（４）その他甲が必要と認めるもの 
 
（要請） 
第３条 甲乙は、災害時の緊急輸送等の要請をしようとするときは、次に揚げる事項を明示した文書によ

り行うものとする。ただし、文書によるいとまがないときは、電話等により要請し、事後、速やかに文

書を提出するものとする。 
 ［甲から乙への要請事項］ 
（１）緊急輸送を要する理由 
（２）輸送する人員数等 
（３）乗車場所及び降車場所 
（４）災害の状況、被害情報を収集する地域 
（５）その他参考となる事項 
 
（実施） 
第４条 乙は、甲から緊急輸送の要請を受けたとき、又は乙が緊急輸送等の必要性を認知したときは、公

共交通機関としての責務を十分に自覚し、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して実施する

ものとする。 
２ 甲は、緊急時の輸送業務が円滑に実施できるよう、乙に対し情報の提供その他必要な協力を行うもの

とする。 
 
（報告） 
第５条 乙は、緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対し文書により報告するものとする。ただし、

緊急を要する場合は電話等により報告し、事後、速やかに文書を提出するものとする。 
 
（費用） 
第６条 この協定による緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。ただし、災害対策基本法

（昭和３６年法律第２２３号）第６８条第１項又は第７４条第１項の規定等により、他の地方公共団体

等の要請に応じて、緊急輸送を行った場合の費用負担は、同法第９２条に定めるところによる。 
２ 前項の費用の算出方法については、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条の２の規定によ

り、乙に属するバス会社が国土交通大臣に届出をした運賃・料金の上限額を基準とする。 
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（費用の請求及び支払） 
第７条 乙は、緊急輸送業務終了後、当該業務に要した前条の費用を甲に請求するものとする。 
２ 甲は、前項の請求があった場合は、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 
 
（事故等） 
第８条 乙は、供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、速やかに当該事

業用自動車を交換してその運行を継続するものとする。 
２ 前項の場合、乙は、甲に対し速やかにその状況を報告するものとする。 
 
（補償） 
第９条 この協定に基づく緊急輸送により負傷等の損害を受けた従事者は、次に揚げる場合を除き、「災

害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３８年１０月２５日条例第

４５号）」に規定する従事者として、同条例に規定する損害補償の適用を受けるものとする。 
（１）従事者の故意又は重大な過失による場合 
（２）当該損害が第三者の行為による場合 
（３）当該損害につき損害保険契約により、給付を受けることができる場合 
 
（連絡責任者） 
第１０条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては交通政策課長、乙においては常務理事とする。 
 
（協議） 
第１１条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて甲乙

協議の上、別途定めるものとする。 
 
（適用） 
第１２条 この協定は、締結の日から適用する。 
 

この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
   令和２年 ６月 ３日 
 
                     甲 群馬県前橋市大手町１－１－１ 
                       群馬県知事  山 本 一 太 
 
 
 
                     乙 群馬県前橋市野中町 588 番地 
                       一般社団法人群馬県バス協会 
                        会 長  佐 藤 俊 也 
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令和5年4月1日現在
保有機関 機　種 機数 主な装備 駐機場 備　考

群馬県 レオナルド式 1 16.6 m 16 人 救助用ホイスト装置 前橋市下阿内町 愛称「はるな」
(防災航空センター) AW139型 ストレッチャー 377-2

カーゴフック 群馬ヘリポート内
投光器
拡声器
消火用ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾝｸ(1.8t)
消火用バケット

群馬県警察 1 13.0 m 8 人 救助用ホイスト装置 前橋市下阿内町 愛称「あかぎ」
(警備第二課) 担架装置 377-2

物資機外空輸装置 群馬ヘリポート内
投光器
拡声器
テレビカメラ装置

陸上自衛隊 ＣＨ－47 8 30.2 m 58 人 消火用バケット(７t)の 榛東村大字新井 輸送用大型ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ
(第12ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ隊) 装着が可能 相馬原駐屯地内

1 13.03 m 7 人 ベッドサイドモニター 前橋市朝倉町 ドクターヘリ
除細動器 389−1
気道管理セット
人工呼吸器
超音波診断装置
各種緊急薬剤　　等

前橋赤十字病院
ヘリポート内

BK117 C-2日本赤十字社
群馬県支部
（前橋赤十字
病院）

１２-１ヘリコプター保有状況一覧表

全長 定員

アグスタ式
Ａ109Ｅ型
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- 1 - 
 

群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」(令和元年９月２４日消防庁告示 

第四号)に基づき、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３０条に規定する本県における航 

空消防隊（以下「群馬県防災航空隊」という。）がその航空消防活動を遂行するに使用する回転翼 

航空機（以下「防災ヘリ」という。）の運航に関する基本的事項を定めることにより、航空消防活 

動の安全かつ円滑な遂行に資することを目的とする。 

 

（他の法令との関係） 

第２条 防災ヘリの運航管理については、航空法（昭和２７年法律第２３１号、以下「法」とい

う。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ 

る。 

（１）航空消防活動 

   防災ヘリを用いて行う消火、救急業務、人命の救助、情報収集、輸送、その他の消防活動（こ

れらの活動に係る訓練を含む。）をいう。 

（２）防災ヘリ等 

   防災ヘリ、防災ヘリ用装備品、航空消防活動用装備品、その他防災ヘリに必要な資機材をいう。 

（３）航空消防活動従事者 

   防災ヘリに乗り組んでその運航又は航空消防活動に従事する者をいう。 

（４）専任機長 

   本要綱に定める乗務要件を満たし、航空消防活動すべての任務において操縦を担当するパイロ  

ット（Pilot Flying：ＰＦ）（以下「ＰＦ」という。）として乗務することができ、運航に関す

る権限と責任をもつことができる操縦士をいう。 

（５）限定機長 

   「専任機長」ではない操縦士であって、航空消防活動種別ごとに別に定める能力認定基準を満  

たし、活動を限定したＰＦとして乗務することができる操縦士をいう。 

（６）運航計画 

   防災ヘリを効率的に運航するため、航空消防活動について定める飛行計画をいう。 

（７）自隊訓練 

   航空消防活動従事者の基本技術及び応用技術の習得を図るため行う防災航空隊独自の訓練を

いう。 

 

第２章 運航体制 

 

（常駐基地） 

第４条 防災ヘリの常駐基地は、群馬県防災航空センター（以下「航空センター」という。）とする。 

 

（総括管理者） 

第５条 防災ヘリの運航に関する総括管理は、危機管理監（以下「総括管理者」という。）が行う。 
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（副総括管理者） 

第６条 消防保安課長は、副総括管理者として総括管理者を補佐する。 

 

（運航管理責任者） 

第７条 防災ヘリの運航管理に関する事務は、防災航空センター所長（以下「運航管理責任者」とい 

う。）が掌理する。 

２ 運航管理責任者は、防災ヘリの運航管理に関する事務を整理し運航管理を補佐させるため、航空 

センターに必要な職員を常駐させることができる。 

 

（安全運航管理者） 

第８条 防災ヘリの安全運航管理体制の確保及び隊員の安全に関する教育訓練は、運航管理責任者の 

指示のもとで、安全運航管理主監（以下「安全運航管理者」という。）が行う。 

 

（防災航空隊の設置） 

第９条 航空センターに、群馬県防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）を編成する。 

２ 防災航空隊は、防災ヘリに乗り組み直接航空消防活動に従事する。 

３ 防災航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置き、運航管理責任者が指名する。 

 

（隊長の任務） 

第１０条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督して航空消防活動に万全を期さなければならない。 

 

（副隊長の任務） 

第１１条 副隊長は、隊長を補佐し隊員を指揮監督して航空消防活動に万全を期さなければならない。 

２ 隊長が不在のときは、その職務を代行する。 

 

（隊員の任務） 

第１２条 隊員は、隊長の指揮に従い防災ヘリの性能と災害等の状況に即応した航空消防活動に努め 

なければならない。 

２ 隊員は、活動の遂行に当たっては十分安全確認するとともに関係法令等を遵守し、所期の目的を 

達成するように努めなければならない。 

 

（航空消防活動指揮者） 

第１３条 航空消防活動指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が防災ヘリに乗り組まないと 

きは、副隊長がその職務を代行する。 

２ 航空消防活動指揮者は、防災ヘリに搭乗中は法第７３条その他の関係法令の規定により機長が行 

うものとされている権限を除き、他の航空消防活動従事者を指揮監督して運航の目的を適切に遂行 

するよう努めなければならない。 

 

（二人操縦士体制） 

第１４条 航空消防活動を行う防災ヘリには、操縦士（法第２８条の規定により当該防災ヘリを操縦

することができる航空従事者（定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格についての技能証明を有 

する者に限る。））二名を乗り組ませるものとする。 

２ 運航管理責任者は、前項の操縦士のうち一名を機長に、他の一名を副操縦士にそれぞれ指定する 

ものとし、機長は専任機長の乗務要件を満たす操縦士をもって充てる。 

３ 副操縦士は、機長が行う操縦の補助及び周囲の監視を行うとともに、機長に事故があるときは、 

機長に代わってその職務を行う。 
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（専任機長及び副操縦士の乗務要件） 

第１５条 専任機長の乗務要件は、「消防防災ヘリコプター操縦士の乗務要件・訓練審査プログラム 

について（通知）(令和２年６月１５日消防広第１４２号)」に定められた専任機長の乗務要件を満

たし、かつ、技能確認を実施し運航管理責任者が所望の練度に達していると認められることとし、

本要件を満たす操縦士を専任機長に指定する。 

２ 副操縦士の乗務要件は、前項通知に定められた副操縦士の乗務要件を最小限満たすものとする。 

 

（限定機長の指定等） 

第１６条 運航管理責任者は、別に定める能力認定基準を満たす操縦士を限定機長として指定するも 

のとする。 

２ 限定機長に指定された操縦士が認定された活動に従事する場合は、ＰＦとして乗務することがで 

きるものとする。 

  

（防災ヘリに乗り組む者の指定） 

第１７条 隊長は防災ヘリの運航に際しては、あらかじめ乗り組む者を指定するとともに、運航目的、 

任務等を明示して当該運航の任務体制を明確にしなければならない。 

 

（防災ヘリに備える装備等に不具合が生じた場合の処置） 

第１８条 総括管理者は、法その他の関係法令により必要とされるもののほか、別表に掲げる装備、 

装置及び資機材に不具合が生じた場合は、速やかに改善する処置を講じ、運航の安全確保に万全を 

期すものとする。 

 

（活動要領の整備） 

第１９条 運航管理責任者は、山岳救助、水難救助その他の特に安全の確保に配慮する必要があると

認める航空消防活動の類型ごとに、地域特性等を考慮して、防災ヘリに乗り組ませる航空消防活動

従事者の数、積載する資機材、要救助者の救出方法その他の航空消防活動の実施に必要な事項につ

いて記載した活動要領を別に定めるものとする。 

 

（関係機関との連絡体制） 

第２０条 総括管理者は、航空消防活動の実施に関し、航空機を用いた捜索及び救助を行う他の行政 

機関と相互に緊密に連絡する体制を整備するよう努めるものとする。 

 

第３章 運航管理 

 

（運航基準） 

第２１条 防災ヘリは、次の各号に掲げる活動で、その特性を十分活用することができ、かつ、その 

必要性が認められる場合に運航するものとする。 

（１）消防組織法第１条に規定する任務に関し、群馬県内の市町村長及び消防（局）長の要請があっ  

た場合の支援のための活動 

（２）消防組織法第４４条に規定する緊急消防援助隊及び広域航空消防応援の要請があった場合の応  

援のための活動 

（３）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第２号に規定する防災のための活動 

（４）臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）第６条の規定により摘出された臓器の搬  

送で公益社団法人日本臓器移植ネットワーク等より要請があった場合の活動 

（５）前４号の活動を達成するための訓練の活動 
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（６）その他運航管理責任者が必要と認めた活動 

２ 防災ヘリの運航は、原則として８時３０分から１７時１５分までとする。ただし、次条第１項の 

緊急運航及び緊急運航を前提とした訓練のための運航は、この限りではない。 

３ 第１項第１号に掲げる活動は、群馬県防災航空隊支援協定に定めるところによる。 

 

（緊急運航） 

第２２条 緊急運航とは、前条第１項第１号から第４号及び第６号の一部に規定する活動のための運 

航をいう。 

２ 緊急運航は、次条に規定する運航計画に基づく運航（以下「通常運航」という。）に優先する。 

３ 運航管理責任者は、防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに緊 

急運航に移行する旨を航空消防活動指揮者に指示しなければならない。 

４ 緊急運航に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（運航計画） 

第２３条 防災ヘリの運航は、あらかじめ運航計画を定めて行うものとする。 

２ 運航計画は、防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び防災ヘリコプター月間運航計画 

（様式第２号）とし、それぞれ隊長が定め、運航管理責任者の承諾を得るものとする。 

 

（行政使用） 

第２４条 防災ヘリは、緊急運航及び合同訓練等に支障がない範囲で、一般行政にも使用できるもの 

とする。 

  

（防災ヘリの使用申請） 

第２５条 防災ヘリを行政使用しようとする者は、防災ヘリコプター使用申請書（様式第３号）によ 

り使用する予定日の３０日前までに、運航管理責任者に申請しなければならない。 

２ 市町村、消防本部（局）等が行う合同訓練等の使用に関しての必要な事項は別に定める。 

３ 行政使用、訓練等により搭乗する者は、搭乗までに搭乗者遵守事項確認書（様式第４号）により 

搭乗する際の遵守事項を確認の上、必要事項を記載し運航管理責任者に提出するものとする。 

 

（防災ヘリの使用承認） 

第２６条 運航管理責任者は、前条第１項の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査 

のうえ、適当と認めるときは承認するものとする。 

２ 運航管理責任者は、前項の規定により承認した場合は防災ヘリコプター使用承認書（様式第５号） 

を交付するものとする。 

 

（防災ヘリの出発の承認等） 

第２７条 隊長は、防災ヘリを出発させるに当たっては、運航管理責任者の承認を得なければならな 

い。 

２ 運航管理責任者は、気象の状況、航空消防活動の内容及びその実施場所の状況等を可能な限り詳 

細に把握し、前項の承認の可否を判断するものとする。 

３ 航空消防活動を行うため防災ヘリを運航しようとするときは、機長は、法第７３条の２に規定す 

る確認のほか、航空消防活動指揮者による他の航空消防活動従事者に対する当該航空消防活動の目 

的、内容、現場の状況等に係る説明が終了した後に、防災ヘリを出発させなければならない。 

４  機長は、出発前に、前項の確認状況、飛行計画の提出状況、法定上航空機に備え付ける書類の搭 

載状況及び航空従事者の技能証明書等の携行状況を運航管理責任者へ報告しなければならない。 

５ 運航管理責任者は、航空消防活動従事者がアルコール又は薬物の摂取、感冒、睡眠不足等の体調 
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不良による業務への影響のないことを確認しなければならない。 

６ 航空消防活動を行うため防災ヘリを運航しようとするときは、運航管理責任者は、他の消防隊等 

との連携に十分配慮するものとする。 

 

（飛行終了後の報告等）                        

第２８条 機長が行う法第９８条の国土交通省への到着の通知は、航空機が現に目的地に到着し、運 

航管理責任者（航空センター）に目的地への到着の報告をした後に行うものとする。 

２ 航空消防活動指揮者は、防災ヘリの乗り組み中に得た重要な情報等について、運航管理責任者に 

報告しなければならない。 

３ 航空消防活動指揮者は、防災ヘリに乗り組み航空消防活動(自隊のみの訓練を除く。)を終了し

たときは、運航状況等について、緊急運航にあっては別に定める様式により、他の活動にあって

は「飛行報告書（様式第６号）」を作成し運航管理責任者に報告しなければならない。 

 

（飛行場外離着陸場等） 

第２９条 運航管理責任者は、市町村、消防機関及びその他関係機関と協議し、航空消防活動を円滑 

に遂行するため、法第７９条但し書きの規定に基づく飛行場外離着陸場及び法第８１条の２に基づ 

く緊急時における離着陸場を確保しなければならない。 

 

（相互応援） 

第３０条 総括管理者は、防災ヘリの整備点検中又は大規模災害時の航空消防活動に対処するため、 

ヘリコプターを保有する近隣県、消防機関等との航空消防活動に関する相互応援体制の確立に努め 

るものとする。 

 

（調査） 

第３１条 運航管理責任者は、航空消防活動の安全かつ円滑な実施を図るため、本県内の区域、本県 

と航空消防活動の実施に関し相互に応援する協定を締結してる近隣県、その他本県の防災ヘリを運 

航することが見込まれる区域における次に掲げる事項について、調査を行うものとする。 

（１）地勢の状況 

（２）航空消防活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所並びにその地形及び気象の状況 

（３）飛行場外離着陸場等、山林火災の消火に係る給水場所、防災ヘリの燃料の補給施設その他の航  

空消防活動の実施に必要な施設設備の状況、位置、構造及び管理状況 

（４）前３号に掲げるもののほか、運航管理責任者が必要と認める事項 

 

第４章 安全管理 

 

（運航上の安全管理） 

第３２条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定書を

踏まえ、航空消防活動の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さ

なければならない。 

 

（防災ヘリ等の安全管理） 

第３３条 運航管理責任者は、法第２３条及び第２５条に規定する技能証明書を有する者の確認を受 

けなければ、防災ヘリを航空の用に供してはならない。 

２ 安全運航管理者は、運航管理責任者の指示のもとで、航空機の安全運航管理体制の確保及び隊員 

の安全に関する教育訓練を行う。 

３ 運航管理責任者は、防災ヘリ等及び格納施設を適正に管理し、常に防災ヘリ等の性能を最大限発 
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揮できる状態にしておかなければならない。 

 

（機長及び航空消防活動指揮者の運航中の安全対策） 

第３４条 機長は、運航中において、経路上または活動予定空域周辺の天候の急変、航空機の不具合 

の発生等により、引き続き航空機の運航を安全に行うことが困難であると認めた場合は、時機を失 

することなく運航を中止する判断を行い、その旨を航空消防活動指揮者に報告しなければならな

い。 

２ 航空消防活動指揮者は、前項の他、運航体制、活動現場周辺の気象と地形の状況、活動の難易度 

と救助隊員の練度、安全管理態勢の確保状況等により、航空消防活動を安全に行うことが困難であ 

ると認めた場合は、航空消防活動を中止する判断を行うものとする。 

３ 航空消防活動指揮者は、航空消防活動を中止する判断を行った場合は、速やかにその旨を運航管 

理責任者に報告しなければならない。  

 

（運航管理責任者の運航中の安全対策） 

第３５条 運航管理責任者は、防災ヘリの運航中、衛星通信を活用した防災ヘリの動態を管理するシ 

ステム等による飛行状況の監視及び航空消防活動の現場の状況、気象の状況その他の航空消防活動  

に関する情報の収集を行い、必要に応じて機長及び航空消防活動指揮者に当該情報を提供するとと 

もに、航空消防活動を安全に実施することが困難であると認める場合には、機長及び航空消防活動 

指揮者に対し、運航又は航空消防活動を中止するよう指示しなければならない。 

２ 運航管理責任者は、緊急運航にあたり、安全確保上緊急用務空域の設定が必要と認められる場合は、

所定の手続きにより、国土交通省航空局に同空域の設定を依頼するものとする。 

  なお、他のヘリコプター運航機関との調整が必要な場合は、消防保安課で設定を依頼する。 

 

第５章 教育訓練 

 

（隊員等の教育訓練） 

第３６条 運航管理責任者は、航空消防活動従事者の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並

びに施設､設備及び教材の整備を図り、その練度の向上及び資質の涵（かん）養に努めなければな

らない。 

２ 運航管理責任者は、航空消防活動を効率的に遂行するため、市町村、消防機関及びその他関係機 

関と連携の上、必要な訓練を実施しなければならない。 

３ 運航管理責任者は、操縦士の操縦技能の習得維持に必要な飛行訓練を計画的に実施しなければな 

らない。この際、緊急操作訓練の実施に当たっては、シミュレーター装置を積極的に活用するもの 

とする。 

４ 運航管理責任者は、防災ヘリの安全かつ効率的な運航のために全ての利用可能な人員、資機材及 

び情報を効果的に活用する措置（クルーリソースマネージメント：ＣＲＭ）及び航空消防活動従事 

者による周囲の監視及び機長の注意を喚起するための措置(ボイスプロシージャー)について隊員

のスキル向上のために必要な訓練のほか、航空消防活動従事者の安全の確保に資する訓練を実施し

なければならない。 

５ 運航管理責任者は、前項ＣＲＭ及びボイスプロシージャーに係る実施要領を別に定めるものとす 

る。 

 

（自隊訓練） 

第３７条 運航管理責任者は、前条第２項のほか計画的に自隊訓練を実施しなければならない。 

 

（専任機長養成のための訓練） 
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第３８条 運航管理責任者は、副操縦士が着実に操縦技能を向上させ、各種航空消防活動の限定機長 

を経て、将来専任機長として乗務できるよう、委託業者と連携し計画を定めて必要な養成訓練を行 

うものとする。 

 

（操縦士の操縦技能の確認） 

第３９条 運航管理責任者は、操縦士の効率的な養成及び安全かつ確実な航空消防活動に資するた

め、毎年、操縦士の操縦技能の確認を行うものとする。 

 

（教育訓練等基本計画） 

第４０条 運航管理責任者は、第３６条第３項に規定する教育訓練、第３８条に規定する専任機長の 

養成訓練及び前条に規定する操縦士の操縦技能の確認（以下「教育訓練等」という。）を実施する

に当たっては、次に掲げる事項について定めた教育訓練等基本計画を作成するものとする。 

（１）教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

（２）教育訓練等に係る安全管理対策 

（３）前各号に掲げるもののほか、教育訓練等を効果的かつ安全に実施するために必要な事項 

２ 運航管理責任者は、毎年、教育訓練等基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これ 

を修正するものとする。 

 

（教育訓練等実施計画） 

第４１条 運航管理責任者は、教育訓練等基本計画に基づき、毎年、次に掲げる事項について定めた 

教育訓練等実施計画を作成するものとする。 

（１）年間の教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

（２）年間の教育訓練等の対象者 

（３）年間の教育訓練等の時間数及び実施時間 

（４）前３号に掲げるもののほか、年間の教育訓練等を円滑に実施するために必要な事項 

 

第６章 事故等発生時の措置  

 

（航空事故発生時の捜索救助体制の確立及び報告） 

第４２条 航空消防活動指揮者又は機長は、防災ヘリに搭乗中、防災ヘリの故障、気象の急変等によ 

り防災ヘリに係る事故（法第７６条第１項各号に掲げる事故）が発生した場合又は発生するおそれ 

がある事態（法第７６条の２における事態）が発生した場合は、人命及び財産に対する危険の防止

に最善の手段を尽くすなど万全の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び最寄りの空港事務所

に直ちに報告しなければならない。 

２ 運航管理責任者は、前項の防災ヘリに係る事故又は事態が発生した場合、あるいは発生した疑い 

がある場合には、必要に応じ速やかに当該防災ヘリの捜索及び救助の体制を確立するとともにその 

旨を総括管理者に報告しなければならない。状況により、発生場所を管轄する空港事務所に報告す 

る。その他、初動対処要領に関して必要な事項は、別に定める。 

３ 前項の場合においては、運航管理責任者は、速やかにその旨を消防庁長官に報告するものとする。 

 

（事故が発生するおそれのある事案に係る報告） 

第４３条 運航管理責任者は、前項の他、防災ヘリに係る事故が発生するおそれのある事案が生じた 

場合は、その旨を消防庁長官に報告するものとする。 

 

第７章 雑 則 
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（記録及び保存） 

第４４条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、航空消防活 

動に関する記録を整理しなければならない。 

 

（その他） 

第４５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

別表（第１８条関係） 

１ 自動操縦装置 

２ ＶＯＲ（超短波全方向式無線標識）信号受信装置及びＩＬＳ（計器着陸用システム）信号受信装  

 置 

３ 機上ＤＭＥ（距離測定装置） 

４ 航空交通管制用自動応答装置 

５ 電波高度計 

６ 予備姿勢指示装置 

７ ＧＰＳ（全地球測位システム）航法装置 

８ ＧＰＳ（全地球測位システム）地図表示装置 

９ 空中衝突防止警告装置 

10 飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置 

11 衛生通信を活用した消防防災ヘリコプターの動態を管理するシステム 

12 衛星電話装置 

13 雪上用降着装置（スノースキー・スノーシュー） 

14 救命ボート 

15 気象レーダー 

16 ＲＮＡＶ（広域航法）装置 

17 対地接近警報装置 

18 障害物を検知する装置 

19 遮光カーテン 

20 ホイストカメラ 

21 サーチライト装置 

 

附 則 

 この要綱は、平成９年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１０年２月２３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 
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様式第３号（第２５条関係） 

防災ヘリコプター使用申請書 

年  月  日 
 

運航管理責任者 

    防災航空センター所長  様  

 

                    申請者                   

                                       （担当者：     電話：        ） 

 

 群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱第２５条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 使 用 日 時 年  月    日（  ）     時  分～  時  分 

２ 使 用 目 的 
 

３ 使 用 内 容 
 

４ 飛 行 経 路 
 

５ 離 着 陸 場 所  

６ 搭 乗 者 所 属 職 氏   名 年 齢 性 別 備  考 

      

      

      

      

      

（注）使用に係る事業計画等を添付すること。 
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様式第４号（第２５条関係） 
（用済み後破棄） 

群馬県防災航空センター所長 様 
 

搭乗者遵守事項確認書 

 
 航空機の搭乗にあたっては、機長及び航空隊員の指示に従い、下記の事項を遵守して十分に安全に

配慮します。 
 
                      記 
 
１ 搭乗前 
 ・ 離陸２０分前（又は指示する時間）までにヘリポートに到着すること 
 ・ 機体に近づく時は、航空隊員の指示に従うこと 
 ・ 機体から１５ｍ以内では火気厳禁 
 ・ 可燃性物質、危険物を機内に持ち込まないこと 
 ・ 身体の不調は、事前に航空隊員に申し出ること 
２ 搭乗中 
 ・ 搭乗中は、すべて航空消防活動指揮者（隊長又は副隊長）の指示に従うこと 
 ・ シートベルト等を着装するとともに所持品等の落下防止処置を確実に施すこと 
 ・ 機内の機器にみだりに手を触れないこと 
 ・ 無線電話の使用は、あらかじめ打合わせてある他は航空消防活動指揮者の指示を受けること 
 ・ 機内での喫煙はしないこと 
 ・ 機外に絶対物を投げないこと 
 ・ 機内では、航空消防活動指揮者の指示がない限り移動しないこと 
 ・ 身体の具合が悪くなったら、速やかに航空隊員に申し出ること 
３ 降機時 
 ・ 降りる前に忘れ物がないか確認すること 
 ・ ヘリコプターが着地しても、航空隊員の指示があるまでシートベルトをはずしたり、席を立っ

たりしないこと 
 ・ 機体から離れるときは、航空隊員の指示に従うこと 
   
             搭 乗 日     年    月    日     
             搭 乗 目 的 
             住   所 
  

            氏      名                         （ 血液型   ＋－ ） 

                緊急連絡先 氏名       続柄    電話番号         

   ※ １人１葉、直筆で提出のこと 
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様式第５号（第２６条関係） 

                                                         防空セ 第   －  号 

                                                    年  月  日 

 

           様 

 

                                    運 航 管 理 責 任 者          

  防災航空センター所長        

 

防災ヘリコプター使用承認書 

 

   

     年  月  日付けで申請のあった防災ヘリコプターの使用については、群馬県防災ヘリコ

プターの一般行政使用に関する取扱基準に基づき審査をしたところ、適当と認められるので、群馬県防

災ヘリコプター運航管理要綱第１９条に基づき下記により承認します。 

 

 

記 

 

 

１ 使用日時        年  月  日（ ）    時  分～  時  分 

         

 

 

２ 使用目的  
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様式第６号（第２８条関係） 
 
 

飛  行  報  告  書 

 
 
運航管理責任者 

   防災航空センター所長  様 

                                 報告者  航空消防活動指揮者                      

年 月 日  

任   務  

飛 行 経 路  

航空消防活動  
従 事 者 

指揮者  機長  副操縦士  
整備士  救助員等  

飛 行 時 間 
出 発 時 間    時   分 実飛行時間    時間   分 

到 着 時 間    時   分 使 用 燃 料 ㍑   

搭乗者及び 

搭 載 物 資 

搭   乗   者 搭 載 物 資 

氏   名 飛行時間 品   名 個数 重量 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

参 考 事 項 
 

 現地での燃料補給 ㍑ 
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群馬県防災ヘリコプター緊急運航要領 

 
（趣旨） 
第１条 この要領は、群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）に規定するもののほ

か、要綱第２２条に基づく群馬県防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の緊急運航に必要な事

項を定めるものとする。 
 
（緊急運航の要件） 
第２条 緊急運航は、原則として、次の要件を満たす場合に行うことができるものとする。 
（１）公共性     地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とするこ

と。 
（２）緊急性     差し迫った必要性があること。（緊急に活動を行わなければ、県民の生命及び財産

に重大な支障が生ずる恐れがある場合） 
（３）非代替性    防災ヘリ以外に適切な手段がないこと。（既存の資機材及び人員では十分な活動が

期待できない、又は活動できない場合） 
 
（緊急運航の出動基準） 
第３条 緊急運航は、群馬県防災航空隊支援協定に基づく市町村長及び消防（局）長（以下「市町村長等」

という。）からの要請（以下「支援出動の要請」という。）、災害対策基本法に基づく震災時の相互応援

に関する協定や、緊急消防援助隊及び広域航空消防応援に基づく国からの要請による場合又は運航管理責

任者が必要と認めた場合に行うものとする。 
なお、緊急運航の対象は前条の要件を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）災害応急対策活動 

ア 地震、台風、豪雨等自然災害の状況把握及び情報収集 

イ ガス爆発、高速道路等での大規模事故等の状況把握及び情報収集 

ウ 被災地等への緊急物資、医薬品等の輸送及び応援要員等の搬送 

エ 各種災害時における住民への避難誘導及び警報等の伝達 

オ その他、特に防災ヘリによる災害応急対策活動が有効と認められる場合 

（２）火災防ぎょ活動 

ア 林野火災及び大規模市街地火災等における空中からの消火活動 

イ 被害状況調査及び情報収集活動 

ウ 消防吏員の搬送及び消火資機材等の輸送    

エ その他、特に防災ヘリによる火災防ぎょ活動が有効と認められる場合 

（３）捜索・救助活動 

ア 河川、湖等での水難事故における捜索・救助 

イ 山岳遭難事故における捜索・救助及び消防吏員等の搬送 

ウ 高層建築物火災における救助 

エ 山崩れ等により、地上から接近できない被災者等の救助 

12－３
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オ 高速道路等での事故等における救助 

カ その他、特に防災ヘリによる捜索・救助活動が有効と認められる場合 

（４）救急活動 

ア 山村及びへき地等からの救急患者の搬送 

イ 傷病者発生地への医師の搬送及び医療資機材の搬送 

ウ 高度医療機関への傷病者の転院搬送 

エ その他、特に防災ヘリによる救急活動が有効と認められる場合 

（５）相互応援協定に基づく応援、広域航空消防応援及び緊急消防援助隊 

相互応援協定に基づく応援、広域航空消防応援及び緊急消防援助隊に関する活動 

（６）その他 

ア 臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）第６条の規定により摘出された臓器の搬          

送  

イ 運航管理責任者が必要と認める活動 
２ 群馬ヘリポートの気象が次の状況で、有視界気象状態であること。 
（１）視程 １，５００ｍ以上 
（２）地表から雲までの距離 １５０ｍ以上 
（３）風速 平均風速３３ｋｔ以下又は最大瞬間風速４５ｋｔ以下 
 
（支援出動の要請方法） 
第４条 支援出動の要請は、市町村長等が運航管理責任者（群馬県防災航空センター所長）へ行うものとす

る。 
なお、運航管理責任者が特に必要と認めた場合、市町村長等の要請を待たずに緊急運航の指示を行うこ

とができるものとする。 
２ 前項の手続きは、群馬県防災航空センター（以下「航空センター」という。）へ次の事項を電話等によ

り速報し、事後、支援出動要請書（様式第１号）を、FAX するものとする。 
（１）支援の種別 
（２）災害発生（又は覚知）の日時、場所及び被害の状況 
（３）災害現場の気象状況 
（４）災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 
（５）飛行場外離着陸場等の場所及び地上支援体制 
（６）その他必要事項 
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３ 緊急消防援助隊、広域航空消防応援及び他都道府県との協定等による場合は第１項及び第２項の限りで

はない。 
 
（緊急運航の決定） 
第５条 隊長又は隊長が不在のときは副隊長（以下「隊長」という。）は、前条の要請を受けた場合は、直

ちに運航管理責任者へ報告しなければならない。 
２ 隊長は、前項の報告を行う際、防災ヘリの飛行の可否、飛行可能残時間、隊員の状態及び現地の気象等、

運航管理責任者が出動決定を判断するのに必要な情報も合わせて報告するものとする。 
３ 防災航空隊は、緊急運航の可否の決定が出るまで、必要な装備を整え航空センター等で待機するものと

する。 
４ 運航管理責任者は、緊急運航の要請を受けた場合は、速やかに緊急運航の可否を決定し、隊長に指示し

なければならない。 
５ 万一緊急運航の要請が重なった場合は、運航管理責任者が優先度を判断し出動の指示を行うものとする。 

なお、他都道府県からの要請が重なった場合は、県内の緊急運航を優先するものとする。 
 
（出動要請に対する回答） 
第６条 隊長は、運航管理責任者から前条の指示を受けた場合は、速やかに緊急運航要請者に緊急運航の可

否を回答するものとする。 
 
（出動） 
第７条 防災航空隊は、緊急運航の指示を受けた場合は速やかに出動するものとする。 
 
（防災航空隊の連携） 
第８条 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４８条に規定のとおり、支援のため出動した防災航空

隊は、災害現場の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。 
 

８：３０～１７：１５ 群馬県防災航空センター 
電 話 ０２７－２６５－０２００  ０２７－２６５－４２６８ 

N T T  F A X ０２７－２６５－６９００ 
防災行政無線電話 ３６０－６３０１ 

防災行政無線 FAX ３６０－６８００ 
消 防 無 線 主運用波７ 統制波１ 統制波２ 統制波３ 

１７：１５～８：３０ 群馬県総務部消防保安課 
電 話 ０２７－２２６－２２５０ 
N T T  F A X ０２７－２２１－０１５８ 

防災行政無線電話 ３００－１－２２５０ 
防災行政無線 FAX ３００－４４５３ 
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（報告） 
第９条 航空消防活動指揮者は、緊急運航の活動状況や把握した災害等の状況を、運航管理責任者に定期的

に無線等により報告するものとする。 
２ 支援出動要請者は、災害等が収束した場合は災害状況等報告書（様式第２号）により、運航管理責任者

に報告するものとする。 
３ 航空消防活動指揮者は、緊急運航終了後、緊急運航報告書（様式第３号）により、運航管理責任者に報

告するものとする。 
 
附 則 
 この要領は、平成９年５月２０日から施行する。 
附 則 
 この要領は、平成１０年２月２３日から施行する。 
附 則 
 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号

支 援 種 別

災 害 覚 知 日 時

出 動 要 請 日 時

北緯
（N）

東経
（E）

天候 風向 風速 m/秒 気温 ℃

視程 ㎞ 雲高

職 氏名

特 記 事 項

＜連絡担当者＞

担当課室

直通電話

直通電話

支　援　出　動　要　請　書

　運航管理責任者　殿

火　災　・　救　助　・　救　急　・　災害応急　・　その他

　　年　　月　　日（　） 　　時　　分

市町村・消防（局）本部

市町村長・消防（局）長

　　年　　月　　日（　） 　　時　　分

災 害 概 要

気 象 状 況
（ 現 場 ）

（　高い　・　中位　・　低い　）

発 生 場 所
（ 座 標 ）

°　　　′　　　″ °　　　′　　　″

無線呼出名称

現 場 活 動 隊

指 揮 者

無線呼出名称

無線の種類 主運用波７・統制波１・統制波２・統制波３

＜群馬県防災航空センター＞

０２７－２６５－０２００ FAX ０２７－２６５－６９００

群馬県防災ヘリコプター緊急運航要領第４条第２項により群馬県防災ヘリコプターを要請しま
す。

氏名

FAX

離 着 陸 場
（ 支 援 隊 ）

名　　称

所 在 地
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様式第２号

災 害 種 別

災 害 発 生 日 時

出動機関（人員）

出動車両（人員）

そ の 他

＜連絡担当者＞

担当課室

直通電話

直通電話

（住所、氏名、性別、生年月日、職業、収容先、傷病名（程度））

　運航管理責任者　殿

被 害 状 況
（ 傷 病 者 情 報 ）

氏名

　　年　　月　　日（　） 　　時　　分

災 害 概 要

発 生 場 所

災　害　状　況　等　報　告　書

火　災　・　救　助　・　救　急　・　災害応急　・　その他

※参考となる写真、災害状況図、活動状況図等があれば添付してください。

市町村・消防（局）本部

市町村長・消防（局）長

＜群馬県防災航空センター＞

０２７－２６５－０２００ FAX ０２７－２６５－６９００

　群馬県防災ヘリコプター緊急運航要領第９条第２項により報告します。

対 応 状 況
（ 時 系 列 等 ）

FAX
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航空消防活動指揮者

様式第３号

年　　月　　日

運　航　管　理　責　任　者　　様　

緊　急　運　航　報　告　書

号出 動 番 号 第

群馬県防災ヘリコプター緊急運航要領第９条第３項により報告します。

発 生 日 時 年

災 害 種 別

時 分月 日（ ）

発生（活動）場所

時 分月 日（ ）要 請 日 時 年

現地の気象
天 候 風 向 風速（m/s）

要請者（機関） 受 信 者

気温（℃）

視程（Km） 雲 高 気象通報

出
　
動
　
隊
　
員

職 名 氏　　　名 職 名 氏　　　名

活 動 時 間 記 録 所要時間（分） 飛 行 場 外 離 着 陸 場 等 着 陸 時 間

出 動 時 間

使用燃料【現地給油】（L）

使用燃料【基地給油】（L）

 使 用 燃 料 合 計 （L）

期 待 時 間 総 所 要 時 間 （ 分 ）

消 火 回 ㍑ 物 資 搬 送 回 ㎏

救 助 回 人 情 報 収 集 回

救 急 回 人 調 査 回

人 員 搬 送 回 人 そ の 他

合 計

（人）

搭 乗 関 係 者 消 防 警 察 医 師 等 家 族 等 その他 （ ）
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傷
病
者
の
記
録

①

住　　　所 氏 名

災
害
状
況
・
活
動
内
容

年齢 職 業

傷病名 傷 病 程 度

性別

生年月日 年 月 日

生年月日 年 月 日 年齢

住　　　所 氏 名 性別

職 業

傷 病 程 度 中等症

火
災
の
記
録

焼 損 （ 失 ） 面 積 鎮 火 日 時 月

②

傷病名

日 時 分

散水回数・散水量

航
空
隊
等
名

回

回 ㍑

備
考

㍑
回 ㍑

回

㍑

合
　
計

回
㍑
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１２－４ 他県消防防災ヘリコプター受援要領

（趣旨）

第１条 この要領は 「群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱」第２４条の規定を受けて、

福島県、茨城県、栃木県及び埼玉県と締結した「航空消防防災相互応援協定」並びに新

潟県、山梨県及び長野県と締結した「消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における

相互応援協定」基づき、群馬県が他県の消防防災ヘリコプター（以下「他県ヘリ」とい

う ）の応援を受けるに当たり必要な事項を定めるものとする。。

（応援要請基準）

第２条 群馬県が他県ヘリの応援を要請する基準は、次の各号のいずれかに該当する場合

とする。

（１）市町村の消防力のみでは、災害の防除又は軽減が困難な場合

（２）防災ヘリの活動により、災害の防除又は軽減に相当の効果が期待できる場合

（３）救急搬送等の緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外には適切な手段がない場合

（応援要請手順）

、 （ 「 」 。）第３条 他県ヘリの応援要請は 群馬県防災航空センター 以下 航空センター という

が行うものとし、その手順は次の各号によるものとする。

（１）群馬県防災航空隊員（以下「航空隊員」という ）は、事案の内容、現地の地理地。

形、他県ヘリの特性等を総合的に勘案し、応援要請先の消防防災航空隊を選定する。

（２）航空隊員は、別記１の「受援チェックシート」により、受援に必要な情報が把握で

、 （ ） 。きていることを確認し その内容を運航管理責任者 航空センター所長 に報告する

（３）運航管理責任者は 「受援チェックシート」に記入された内容に基づき、応援要請、

の可否を決定し、航空隊員に必要な措置を指示する。

４ 運航管理責任者は 応援要請の可否の決定に当たり 必要に応じ 副総括管理者 消（ ） 、 、 、 （

防保安課長）の意見を聴く。

（５）運航管理責任者が不在の場合の応援要請の可否の決定は、副総括管理者が行い、副

総括管理者も不在の場合は、総括管理者（危機管理監）が行う。

（６）応援要請先の消防防災航空隊への要請の連絡は、電話で行い、相手方が必要とする

情報を速やかにＦＡＸで伝達する。

（７）航空隊員は、他県ヘリを要請した旨の情報を、総括管理者、副総括管理者、消防保

安課職員、危機管理室職員に電子メールで伝達する。

（８）航空隊員は、他県ヘリの要請に当たり疑義が生じた場合は、直ちに運航管理責任者

に報告し、指示を仰ぐ。

（活動中の他県ヘリに対する支援）

第４条 航空センターは、活動中の他県ヘリに対し、次の各号に掲げる支援を行うものと

する。
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（１）消防無線又は航空無線を使用し、活動空域の気象に関する情報及び地上隊の活動状

況に関する情報を提供する。

（２）航空隊員を臨時離着陸場へ出動させ、要請元消防本部と連携して離着陸時の安全管

理を行う。

（３）動態管理システムにより、他県ヘリの動態を常時監視する。

（４）他県ヘリからの要請に応じ、燃料を補給する。

（５）その他、他県ヘリからの要請に応じた活動を行う。

（他県ヘリ帰投後の確認）

第５条 航空センターは、他県ヘリが帰投した後は、応援要請先の消防防災航空隊に照会

、 、 。し 応援活動において生じた隊員の負傷 機体の不具合等の有無を確認するものとする

（非常事態発生時の対応）

第６条 航空隊員は、動態管理システムにおいて、他県ヘリの軌跡が変化しない、又は表

示されている数値に変化が無い状態が概ね１０分以上続いたときは、直ちに当該状況を

運航管理責任者に報告するとともに、他県ヘリとの交信を試みるものとする。

２ 運航管理責任者は、前項に定める交信を試みても他県ヘリからの応答がない場合は、

直ちに応援要請先の消防防災航空隊の運航基地に連絡し、対応を協議するものとする。

３ 運航管理責任者は、第１項に定める事態のほか、他県ヘリに事故が発生した場合又は

その疑いがある場合は、直ちに応援要請先の消防防災航空隊の運航基地に連絡し、対応

を協議するものとする。

附則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
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別記１

項目 確認事項
隊長又は
副隊長 所長

要請内容の把握をしたか？

　要請元（消防）　→

　場所　→

　概要　→

応援要請基準に合致しているか？

　□緊急性　　　□非代替性

群馬県警察航空隊と出動について協議したか？（捜索救助事案のみ）

　□県警「あかぎ」が対応できる

　□県警「あかぎ」が対応不可能　→　他県防災ヘリ要請

特記事項　→

現地の気象状況を確認したか？

　天候　→　　□晴　□曇り　□雨　□雪　　　　　視程　→　良　・　不

　風向　→　　　　　　　　風速　→　　　　m/s　　　気温　→　　　　　℃

　注意報・警報　→　□あり（　　　　　　　　　　注意報・警報）　□なし

現地の気象条件は活動可能か？ 可　・　否 □
現地までの経路は飛行可能か？（運航管理） 可　・　否 □
現場地上隊の動向は確認できたか？

　□出動中（現場へ向かっている）

　□活動中（現場到着している）

　□出動準備中

　□その他　→

場外離着陸場の確保はできたか？

　□場所　→

　□消防隊　→

要請先の消防防災航空隊はどこか？

　□要請先　→

　□選定理由　→

要請先への必要書類は準備できたか？

　□出動要請書　　□応援要請書　　□現場地図　　□場外地図

受援体制は整ったか？ □ □

印

要請
準備

□ □

他県ヘリの要請を認める

受援チェックシート

□ □

消防 □ □

場外 □ □

県警 □ □

気象

□ □

内容 □ □

基準 □ □
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　　　12－５　ヘリポート適地一覧表

群馬ヘリポート 前橋市下阿内町３７７－２ 190 × 60
中央緑地（前橋公園の一部） 前橋市石倉町三丁目先 280 × 75
敷島緑地 前橋市敷島町66先緑地 400 × 200
大渡緑地 前橋市総社町総社地内 280 × 140
大渡グランド 前橋市総社町総社地内 190 × 105
桃ノ木川グランド 前橋市東片貝町４１７－４ 267 × 210
敷島河川緑地 敷島町（敷島球場西） 300 × 100
グリーンドーム前橋駐車場 前橋市岩神町二丁目２３街区 110 × 110
前橋工科大学グランド 前橋市上佐鳥町４６０－１ 192 × 165
大胡ぐりーんふらわー牧場 前橋市滝窪町１３６９－１ 130 × 100
足軽グランド 前橋市茂木町９０３ 102 × 95
宮城総合運動場陸上競技場 前橋市鼻毛石町２２７０－１ 160 × 77
粕川西部運動場 前橋市粕川町女渕１５００－２ 125 × 70
大胡総合運動公園（陸上競技場） 前橋市堀越町４７３－４ 90 × 170
千本桜野球場 前橋市苗ケ島町２５１６－１ 127 × 115
粕川総合グランド 前橋市粕川町西田面１８９ 91 × 76
富士見中学校グランド 前橋市富士見町田島９５４－１ 110 × 150
富士見総合グランド 前橋市富士見町皆沢３１５－１
原中ふるさと公園 前橋市富士見町原之郷１８９０
愛宕運動公園 前橋市富士見町時沢１７２６
石井三区ふるさと公園 前橋市富士見町石井７１２
竜門公園 前橋市富士見町小暮２４３０－２

あかぎ広場 前橋市富士見町赤城山
高崎ヘリポート 高崎市八千代町一丁目地内 100 × 100
倉賀野緑地 高崎市倉賀野町２１６４－１（管理棟） 200 × 70
高崎市流通センター運動広場 高崎市下大類町１２５８番地 220 × 70
浜川運動公園 高崎市浜川町１４８０番地 100 × 70
高崎経済大学グラウンド 高崎市上並榎町１３００番地 90 × 90
高崎工業高等学校グラウンド 高崎市江木町７００番地 100 × 140
榛名ふれあい公園 高崎市上室田町４７０７－１ 100 × 80
榛名高等学校 高崎市下室田町９５３番地 200 × 140
榛名中学校 高崎市上里見町４３０番地 230 × 140
榛名中央グラウンド 高崎市上里見町５８２番地 300 × 100
榛名湖多目的グラウンド 高崎市榛名湖町８４０－１ 200 × 95
倉渕グラウンド 高崎市倉渕町岩氷６０１番地 75 × 90
ふれあい公園芝生広場 高崎市箕郷町西明屋７４０番地 120 × 120
箕郷総合運動公園グラウンド 高崎市箕郷町生原９１番地 100 × 110
群馬中央中学校 高崎市金古町３５２番地１ 150 × 85
群馬南中学校 高崎市三ツ寺町７１２番地 115 × 140
堤ヶ岡小学校 高崎市棟高町２２２７番地１ 105 × 61
群馬総合運動場 高崎市足門町１４６４番地 120 × 65
烏川運動場 高崎市新町２８７１番地 200 × 150
新町中学校 高崎市新町３６１番地１ 80 × 150
鉄南運動場 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原２４５６番地 100 × 90
新町第２小学校 高崎市新町２０１０番地１ 80 × 150
新町防災アリーナ 高崎市新町２３３０－４０ 120 × 150
吉井弾薬支処ヘリポート 高崎市吉井町馬庭２５２９ 60 × 55
吉井中央中学校 高崎市吉井町吉井川５８１ 150 × 100

吉井運動公園多目的広場 高崎市吉井町池１６６０ 100 × 200

市町村名 名　　　　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地

前 橋 市

高 崎 市

面　積

（東西）×（南北）

49,630
5,658
4,282
11,843
8,044

1,610

令和6年4月1日現在

備　考
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市町村名 名　　　　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
面　積

（東西）×（南北）
備　考

さくら遊園 桐生市桜木町地内 100 × 200
陸上競技場 桐生市元宿町１７番３３号 97 × 177
ユーユー広場 桐生市相生町三丁目４４４
群馬大学理工学部菱グラウンド 桐生市菱町一丁目５３９－１
松原橋公園 桐生市広沢町六丁目地内　　 68 × 100
広沢町七丁目河川敷グラウンド 桐生市広沢町七丁目５０３１－１先　 70 × 70
間ノ島公園 桐生市広沢町間ノ島地内 90 × 60
梅田台緑地公園 桐生市梅田町五丁目地内梅田湖右岸 60 × 60
蕪町広場 桐生市相生町四丁目３０６番地の１ 90 × 70
新里総合グラウンド 桐生市新里町新川３０６９ 130 × 160
新里赤城運動広場 桐生市新里町赤城山７１２－１ 107 × 89
新里福祉センター駐車場 桐生市新里町野４５１－３ 97 × 59
黒保根運動公園 桐生市黒保根町水沼地内 80 × 60
旧黒保根中学校校庭 桐生市黒保根町水沼３４２－７

花見ヶ原森林公園多目的運動場 桐生市黒保根町下田沢地内国有林内 100 × 100
第一中学校 伊勢崎市茂呂町一丁目２４－１ 170 × 100
第四中学校 伊勢崎市下道寺町２６ 170 × 130
名和小学校 伊勢崎市堀口町５０２－１ 150 × 120
殖蓮第二小学校 伊勢崎市下植木町１２０３ 150 × 140
宮郷中学校 伊勢崎市田中島町１０６５ 140 × 150
第三中学校 伊勢崎市波志江町１９０３－１ 190 × 100
八斗島ちびっこ広場 伊勢崎市八斗島町１５００ 300 × 120
伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町１２－１ 60 × 60
いせさき市民のもり公園 伊勢崎市山王町２６６３ 80 × 140
伊勢崎オートレース場専用駐車場 伊勢崎市宮子町３１２１ 50 × 390
赤堀中央運動場 伊勢崎市西久保町一丁目１０１ 110 × 100
赤堀香林運動公園 伊勢崎市香林町二丁目１２９１－６ 95 × 90
赤堀中学校 伊勢崎市西久保町二丁目３２９－１ 150 × 150
あずま中学校 伊勢崎市東町２７０７－２ 250 × 80
あずま南小学校 伊勢崎市三室町４２９０ 120 × 150
あずま北小学校 伊勢崎市国定町二丁目１６２７ 130 × 90
あずま小学校 伊勢崎市東町２７７０ 120 × 80
あずま総合運動場 伊勢崎市田部井町三丁目２０９０ 120 × 150
あずまサブスタジアム 伊勢崎市田部井町三丁目１９１３－１ 90 × 80
境総合運動場 伊勢崎市境上武士８４６ 120 × 220
境北中学校 伊勢崎市境下渕名２０１１－１ 150 × 108
境ふれあいパーク 伊勢崎市境木島８２３ 156 × 120
利根川河川境運動場 伊勢崎市境平塚１０７３ 260 × 70

境広瀬川緑地グラウンドゴルフ場 伊勢崎市境中島４４２－１ 26 × 110

伊 勢 崎 市

23,708

桐 生 市

16,645

24,839
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面　積

（東西）×（南北）
備　考

中央小学校 太田市飯田町１１６６ 105 × 120
東中学校 太田市飯塚町８０ 105 × 170
新浜公園 太田市下浜田町１０８８－1 105 × 105
太田市消防本部 太田市鳥山下町４０９－１ 100 × 60
城東中学校 太田市韮川町１ 150 × 110
城西中学校 太田市新野町７４ 170 × 100
鳥之郷スポーツ広場 太田市新野町１３９０ 119 × 142
韮川スポーツ広場 太田市東長岡町１８０８ 112 × 127
宝泉スポーツ広場 太田市西野谷町４０－４ 122 × 156
沢野スポーツ広場 太田市高林北町８９４ 176 × 102
強戸スポーツ広場 太田市菅塩町３４５ 100 × 153
市営東山球場 太田市金山町２６－１２
尾島中学校 太田市亀岡町５８４－１ 200 × 150
世良田公園グラウンド 太田市世良田町１５５２－１ 136 × 83
尾島公園グラウンド 太田市亀岡町９９ 100 × 100
利根川緑地公園（ヘリポート） 太田市武蔵島町北先
新田野球場 太田市新田反町町８８５ 300 × 250
新田陸上競技場 太田市新田金井町３１ 150 × 200
新田サッカー場 太田市新田金井町６０７ 112 × 85
木崎小学校 太田市新田木崎町１１２１ 102 × 80
生品小学校 太田市新田村田町１３６５ 125 × 90
綿打小学校 太田市新田大根町７９５－３ 157 × 102
藪塚本町中学校 太田市大原町６９５ 340 × 110
藪塚本町南小学校 太田市大原町２２０１－１ 158 × 106
藪塚本町小学校 太田市薮塚町１７４１ 80 × 60
藪塚本町中央運動公園 太田市大原町３８３－７５ 130 × 110

藪塚本町三島神社公園 太田市薮塚町５１９ 50 × 50
沼田市運動公園陸上競技場 沼田市硯田町６２６ 75 × 155
沼田市運動公園野球場 　　　　　〃 135 × 120
沼田中学校 沼田市東原新町１８０１－１ 180 × 140
沼田北小学校 沼田市高橋場町４９４８ 110 × 140
沼田公園野球場 沼田市西倉内町５９４ 90 × 160
白沢中学校 沼田市白沢町高平７５－１ 120 × 110
白沢農民広場 沼田市白沢町高平１０２－２
利根中学校 沼田市利根町追貝３７４ 70 × 120
利根老神多目的広場 沼田市利根町老神３６１ 100 × 100
利根薗原球技場 沼田市利根町園原 100 × 100
利根町千鳥公園 沼田市利根町平川９５２先 100 × 40
旧根利小学校 沼田市利根町根利７５９－１ 50 × 50

利根南部山村広場 沼田市利根町輪組８８８－４ 100 × 100

太 田 市

半径50ｍの円

沼 田 市 8,200
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館林城ゆめひろば 館林市城町１－１ 100 × 150
自衛隊場外離着陸場
申請済

青少年ひろば 館林市大島町５９０２ 400 × 120
自衛隊場外離着陸場
申請済

広域防災拠点西側広場 館林市上赤生田町４０５０－８ 50 × 50
近藤沼公園 館林市下三林町１６４０ 150 × 80
第一小学校 館林市代官町９－１ 90 × 60
第二小学校 館林市本町３－６－１ 65 × 92
第三小学校 館林市尾曳町１４－１ 65 × 48
第四小学校 館林市大島町４３５５ 98 × 45
第五小学校 館林市羽附町乙１５６５ 72 × 42
第六小学校 館林市新宿２－１５－１ 60 × 100
第七小学校 館林市上三林町５９９ 112 × 62
第九小学校 館林市足次町１７２ 110 × 85
第十小学校 館林市近藤町１７８－３９ 127 × 92
美園小学校 館林市美園町２７－１ 136 × 67
第一中学校 館林市台宿町９－１ 77 × 63
第二中学校 館林市加法師町８－２０ 120 × 65
第三中学校 館林市青柳町１７５１－７８ 110 × 82
第四中学校 館林市上赤生田町３４７１－１ 132 × 80
多々良中学校 館林市西高根町５０－２３ 98 × 75
群馬県立館林高等学校 館林市富士原町１２４１ 150 × 150
群馬県立館林女子高等学校 館林市尾曳町６－１ 84 × 69
学校法人関東学園（北側） 館林市大谷町６２５ 43 × 50
学校法人関東学園（南側） 館林市大谷町６２５ 102 × 73
JA邑楽館林　家畜市場駐車場 館林市赤生田町８４７ 78 × 21
館林消防　北分署 館林市細内町６８７－３ 67 × 31

東洋水産　関東工場 館林市赤生田本町３８３１－１ 150 × 110
渋川市有馬野球場 渋川市有馬１６７ 130 × 130
吾妻川公園野球場 渋川市金井２２６ 100 × 100
坂東橋緑地公園ソフトボール場 渋川市半田２８３６－１
渋川総合公園陸上競技場 渋川市大野地内 200 × 130
北橘中学校 渋川市北橘町真壁４６ 133 × 133
橘小学校 渋川市北橘町真壁５２４
橘北小学校 渋川市北橘町八崎９９６
北橘総合グラウンド 渋川市北橘町真壁６５９－１
赤城総合運動自然公園野球場 渋川市赤城町津久田４２０６
赤城総合運動自然公園陸上競技場 渋川市赤城町北上野４５４－１
赤城第２総合グラウンド 渋川市赤城町津久田１７０７
赤城南中学校 渋川市赤城町滝沢１９１－１
赤城北中学校 渋川市赤城町津久田２２８０
旧刀川小学校 渋川市赤城町見立２９８
旧南雲小学校 渋川市赤城町長井小川田１４３５
三原田小学校 渋川市赤城町上三原田８５１－１

津久田小学校 渋川市赤城町津久田１９０５
子持中学校 渋川市中郷６０５－４３ 150 × 140
子持総合運動場 渋川市中郷２６７９－１６ 120 × 80
小野上運動公園 渋川市小野子字外河原１８２２番地先 420 × 90
伊香保屋外運動場 渋川市伊香保町伊香保５２８－５７ 90 × 90

伊香保温泉長峰ヘリポート 渋川市伊香保町湯中子９９１－２０ 25 × 20

館 林 市

渋 川 市

3,434
6,451

13,500

4,520

9,443
9,302
10,800
25,164

31,911
13,144
10,923

8,223
10,225
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（東西）×（南北）
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庚申山総合公園 藤岡市藤岡２６２３－１ 140 × 100
神流川運動場 藤岡市上戸塚７８８ 370 × 119
藤岡市浄法寺スポーツ公園 藤岡市浄法寺１００６ 110 × 80
藤岡総合運動公園 藤岡市三本木５３０ 200 × 100
烏川緑地スポーツ広場 藤岡市立石１６６７ 150 × 100
藤岡市立西中学校 藤岡市上大塚６３９ 135 × 85
藤岡市立藤岡第一小学校 藤岡市藤岡１８４８－２ 130 × 80
鬼石総合グランド 藤岡市譲原４４－１ 150 × 100
藤岡市立鬼石中学校 藤岡市鬼石２３５－１ 170 × 90
藤岡市立鬼石小学校 藤岡市鬼石４３９ 100 × 70
藤岡市立鬼石北小学校 藤岡市浄法寺８４２ 100 × 80

群馬県立藤岡中央高校 藤岡市中栗須９０９
150
150

×
×

150
100

群馬県立藤岡北高校 藤岡市篠塚９０ 100 × 90
群馬県立藤岡工業高校 藤岡市下戸塚４７－２ 150 × 100
中央公園 藤岡市藤岡１５６７－１ 100 × 80
鬼石野外活動センター 藤岡市保美濃山１５５０ 50 × 40
多野藤岡広域消防本部 藤岡市藤岡９８２ 50 × 50
旧日野西小学校 藤岡市上日野８８６ 40 × 50
藤岡市立小野小学校 藤岡市森５４１ 60 × 80
藤岡市立小野中学校 藤岡市立石４０７ 100 × 100
藤岡市立神流小学校 藤岡市下戸塚１９０ 50 × 80
藤岡市立藤岡第二小学校 藤岡市藤岡９９１ 60 × 80
藤岡市立東中学校 藤岡市本郷７８６ 110 × 120
藤岡市立美九里西小学校 藤岡市三本木７６９ 45 × 65
藤岡市立美九里東小学校 藤岡市本郷２０６７ 70 × 80
藤岡市美土里小学校 藤岡市下大塚２２２ 70 × 75
藤岡市立平井小学校 藤岡市緑埜３８８ 60 × 70
藤岡市立北中学校 藤岡市下栗須２８３－２ 110 × 120
旧南中学校 藤岡市日野２２９０ 70 × 60
群馬福祉医療大学 藤岡市藤岡７８７－２ 70 × 50
保美憩いの広場 藤岡市保美 120 × 70
藤岡市総合学習センター 藤岡市藤岡１４８５ 35 × 50
毛野国白石丘陵公園 藤岡市三ツ木２４１－１ 45 × 45

メイレイクヒルズカントリークラブ 藤岡市三本木１０３９
29
48

×
50
30

ツインレイクスカントリー倶楽部 藤岡市高山１６９－１ 40 × 40
グリーンパークカントリークラブ 藤岡市下日野１５８１ 35 × 40
三波川二区コミュニティーセンター 藤岡市三波川１２０１－１ 35 × 50
三波川西小学校跡地 藤岡市三波川２５３２ 40 × 33
緑野カントリークラブ 藤岡市下日野乙２３９ 54 × 30
鬼石かたらい広場駐車場 藤岡市鬼石５８８ 44 × 30
藤岡ゴルフクラブ 藤岡市白石２９２５ 37 × 40
上武カントリークラブ 藤岡市浄法寺２８２７ 37 × 40
県立藤岡特別支援学校 藤岡市本郷４６３ 38 × 58
三波川東集会所 藤岡市三波川３８１－２ 50 × 70

農業研修センター 藤岡市緑埜９８０
45
80

×
60
60

藤岡歴史館駐車場 藤岡市白石１２９１－１ 55 × 55

藤岡市民球場 藤岡市三本木530
53
95

×
×

85
85

トヨタカローラ高崎株式会社　くるま工房 藤岡市上大塚１３６０ 115 × 60
チノー藤岡事業所　野球場 藤岡市森１ 40 × 40
ららん藤岡　第3駐車場 藤岡市中１１３１－８ 52 × 54
王子物流　藤岡支店 藤岡市本動堂７１７－３ 62 × 64
日野小学校 藤岡市金井６５８ 50 × 36
東邦亜鉛　藤岡事業所 藤岡市中３８７ 62 × 50

公立藤岡総合病院 藤岡市中８１３－１
100
15

×
×

160
190

藤岡市防災公園 藤岡市神田１５４７ 110 × 75

藤 岡 市
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市町村名 名　　　　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
面　積

（東西）×（南北）
備　考

もみじ平総合公園西ゾーン 富岡市上黒岩１３７７－１
一ノ宮運動場 富岡市一ノ宮１７０２
妙義運動場 富岡市妙義町古立２６４
妙義総合運動公園 富岡市妙義町中里７６６
高田小学校 富岡市妙義町下高田１５５２－１
小野小学校 富岡市相野田７１１－２
丹生小学校 富岡市上丹生３
南中学校 富岡市中高瀬１１１８
岡本農村広場 富岡市岡本２８８－１
群馬県立富岡実業高校 富岡市富岡４５１
和合公園跡地 富岡市上高瀬889

日本光電富岡（株） 富岡市富岡２０２７－１
ひさよし緑地公園 安中市中宿２４０ー１ 300 × 120
西毛総合運動公園陸上競技場 安中市中宿２８３ 200 × 110
第二中学校 安中市原市２２４５－２ 120 × 100
安中小学校 安中市安中三丁目１０－４３ 94 × 100
五料運動場 安中市松井田町五料２４２６
細野スポーツ広場 安中市松井田町上増田３３４４－１地先

松井田文化会館いこいの広場 安中市松井田町新堀５３０
沢入地区多目的運動場 みどり市東町沢入４５３ 90 × 60
東運動公園第２テニスコート みどり市東町座間甲３５８番地他 54 × 50
笠懸中学校 みどり市笠懸町鹿３６２ 160 × 120
笠懸南中学校 みどり市笠懸町阿左美８２９ 150 × 130
笠懸グラウンド みどり市笠懸町阿左美１７１７－１ 103 × 157
西鹿田グラウンド みどり市笠懸町西鹿田１３７８－１ 130 × 120
競艇場第１駐車場 みどり市笠懸町阿左美地内 106 × 68
大間々東小学校 みどり市大間々町大間々４５６－１ 160 × 110
大間々グラウンド みどり市大間々町大間々１９６０ 110 × 200
県立大間々高等学校 みどり市大間々町桐原１９３－１ 150 × 100
ＪＡ東日本くみあい飼料㈱大間々肥料工場 みどり市大間々町大間々１６６１ 80 × 40

榛 東 村 しんとう総合グラウンド 榛東村山子田２０３７
吉岡中学校 吉岡町南下１３８３－２ 150 × 100
明治小学校 吉岡町北下４３３ 100 × 80
駒寄小学校 吉岡町漆原１０１６ 80 × 60
吉岡町緑地運動公園多目的野外運動場 吉岡町漆原２１０６ 150 × 150
上野田ふれあい公園 吉岡町上野田１２５６－２３
八幡山公園グラウンド 吉岡町南下１３３４－１９

町民グラウンド 吉岡町漆原９４９－１
上野小学校 上野村新羽３２ 75 × 60
上野村山村広場 上野村川和地内 100 × 70

上野村ヘリポート 上野村勝山６６０番地先
万場小学校 神流町万場８４－２
神流町総合グラウンド 神流町麻生甲１２７ 100 × 60
みかぼ高原荘グラウンド 神流町生利２２１２－５ 75 × 70
神流町塩沢ヘリポート 神流町塩沢３２２
神流町宮地グラウンド 神流町神ヶ原甲１５８４
中里中学校 神流町神ケ原４２２

神流町平原ヘリポート 神流町平原１１１
下仁田中学校 下仁田町下仁田２６
西牧防災広場 下仁田町西野牧５７９７ 65 × 73

馬山小学校 下仁田町馬山２６９７ 80 × 60
南牧中学校 南牧村大日向１０４５ 70 × 40

南牧ヘリポート 南牧村大日向１６９６ 115 × 100
甘楽中学校 甘楽町白倉１４１１ 150 × 100
甘楽総合公園 甘楽町小幡１３４３
琴平山運動公園 甘楽町秋畑１４１４
福島河川緑地広場 甘楽町福島

甘楽町陸上競技場 甘楽町白倉１３２６

15,070

12,345

安 中 市

上 野 村

下 仁 田 町

南 牧 村

4,000
4,000
5,500
10,000
5,500
8,000

14,134

6,000

19,754

30,000

3,902
1,520

36,930

1,304

5,695

4,050

11,500

57,526

6,600

13,200

3,600

富 岡 市

7,000

11,500

吉 岡 町

831.8神 流 町

甘 楽 町

み ど り 市

10,000

10,000

8,500
7,000
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市町村名 名　　　　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
面　積

（東西）×（南北）
備　考

中之条町民グラウンド 中之条町伊勢町 190 × 70
中之条小学校 中之条町伊勢町１０３５ 90 × 70
シルクパーク 中之条町西中之条２５０－１ 110 × 90
沢田グラウンド 中之条町下沢渡５７５ 100 × 150
総合運動場 中之条町中之条町１４４０ 150 × 90
総合運動場（六合地区） 中之条町生須字大梨地５３５ 100 × 80
旧入山小学校校庭 中之条町入山字引沼１５７３－３ 150 × 70
六合ヘリポート 中之条町太子字花園２４０－３ 50 × 50

六合小学校校庭 中之条町大字小雨５９９－１
北軽井沢ふれあい広場 長野原町北軽井沢１９９０－５３７２
北軽井沢小学校校庭 長野原町北軽井沢１９２４－４４
長野原中学校校庭 長野原町長野原１１１０－１
長野原高等学校校庭 長野原町与喜屋２１－１
長野原町営浅間園 嬬恋村鎌原１０５３－２６

旧西中学校校庭 長野原町応桑１５４３－３１０
総合グランド 嬬恋村大字芦生田５５７－１ 100 × 200
東部こども園 嬬恋村大字鎌原１３３９ 130 × 80
嬬恋村運動公園 嬬恋村大字大笹１－１ 100 × 100
夏季スケート練習場 嬬恋村大字大前１１２０ 80 × 70
田代グランド 嬬恋村大字田代４３８ 70 × 60

干俣グランド 嬬恋村大字干俣１３１３ 100 × 60
草津中学校 草津町草津４６４－２７ 80 × 100
天狗山第５駐車場 草津町草津字白根国有林１５８林班
草津小学校 草津町草津３－１

草津音楽の森ヘリポート 草津町草津字白根国有林１５４林班
北毛青年の家グランド 高山村中山６８５３－１８ 80 × 215
高山小学校 高山村中山２７９５ 30 × 80
村民野球場 高山村中山３７５０

高山中学校 高山村中山３７５０ 190 × 138
東総合運動場 東吾妻町新巻１９６１ 180 × 120
東支所 東吾妻町奥田３９番地の１ 60 × 80
東吾妻町総合グランド 東吾妻町原町３１７ 160 × 110
岩島小学校 東吾妻町岩下４６ 120 × 60
旧坂上小学校 東吾妻町本宿４０１－１ 100 × 50
あがつまふれあい公園（天狗の湯） 東吾妻町三島６４４１ 50 × 90

坂上小学校 東吾妻町本宿３８９ 100 × 50
片品中学校 片品村鎌田４４８０ 110 × 70
旧片品南小学校 片品村花咲２１１８ 80 × 45
戸倉運動広場多目的広場 片品村戸倉字片開１ 115 × 105
白根トレーニング広場 片品村東小川９７１ 68 × 65

片品ヘリポート 片品村越本字太田向１１番地先 20 × 25
川場中学校 川場村谷地２４９４ 100 × 110
川場小学校 川場村谷地２４０２ 130 × 63

太郎運動広場 川場村川場湯原９４４ 100 × 90
昭和村立東小学校 昭和村糸井１２８７ 180 × 200
昭和村立南小学校 昭和村川額１１５ 150 × 180
ふれあいグリーンパーク芝生広場 昭和村糸井５８９９

総合運動公園多目的グランド 昭和村糸井５８９５ 100 × 150
月夜野総合公園ふれあい広場 みなかみ町月夜野９８－２
月夜野北部運動広場 みなかみ町上牧１８２１－１ 60 × 80
月夜野南部運動広場 みなかみ町政所９３３－１地先 70 × 80
大穴多目的広場 みなかみ町大穴２７０ 110 × 85
水上小学校 みなかみ町湯原９６８ 100 × 70
旧水上中学校 みなかみ町湯原２２２ 160 × 100
みなかみ町ヘリポート みなかみ町町寺間４７９－２０ 50 × 50
赤沢スキー場駐車場 みなかみ町永井６２０
新治中央運動公園 みなかみ町須川１３６２－１ 114 × 94
新治小学校 みなかみ町新巻２０８ 112 × 60

旧新治中学校 みなかみ町布施２３８ 130 × 80

東 吾 妻 町

12,000

4,332

2,000

4,049

7,300

高 山 村

み なか み町

昭 和 村

片 品 村

川 場 村

長 野 原 町

9,282

7,900
7,893

14,589

19,504

1,200

14,646
草 津 町

嬬 恋 村

中 之 条 町

625
25,500
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市町村名 名　　　　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地
面　積

（東西）×（南北）
備　考

玉村中学校 玉村町福島９１３ 110 × 80
玉村南中学校 玉村町上之手１７４８ 120 × 80
玉村小学校 玉村町下新田９９－１ 130 × 75
中央小学校 玉村町福島４０１ 115 × 85
芝根小学校 玉村町飯倉３９ 100 × 80
上陽小学校 玉村町樋越９２１－１ 140 × 60
総合運動公園 玉村町宇貫４８０ 300 × 290
玉村南小学校 玉村町角渕５０１１ 160 × 80
玉村高校 玉村町与六分１４ 100 × 110
東部スポーツ広場 玉村町小泉６４－２ 100 × 510
東部運動場 玉村町川井３２ 85 × 100

北部公園サッカー場 玉村町上福島３１１－１ 85 × 130
板倉中央公園芝生広場 板倉町板倉２７４２－４４
東小学校 板倉町海老瀬４８２２ 92 × 62
旧南小学校 板倉町大高島１６９６  87 × 110

旧北小学校 板倉町西岡３９５ 130 × 180
ふるさとの広場（Ｂゾーン） 明和町新里２５０－１ 170 × 90
明和東小学校 明和町千津井２９３ 118 × 65
明和西小学校 明和町川俣２６ 125 × 75
明和中学校 明和町新里２９８－１ 150 × 110
県立館林商工高等学校 明和町南大島６６０ 233 × 100
利根川総合運動場 明和町大輪２０７３ 110 × 80

大輪公園 明和町大輪２３６－１０ 50 50
東部運動公園 千代田町上五箇６００－１  97 × 104
SEKIGUTI昭和公園 千代田町昭和４ 90 × 90
シンワコンストラクションくらかけ公園 千代田町赤岩２７１４ 105 × 105
第一三共なかさと公園 千代田町舞木４９１ 90 × 90
東小学校 千代田町上五箇316 80 × 60
西小学校 千代田町赤岩1755 70 × 65

千代田中学校 千代田町赤岩1920 100 × 65
青少年広場 大泉町吉田２４６５ 60 × 60
南小学校 大泉町仙石２丁目１－１ 70 × 120
北小学校 大泉町城之内一丁目２１番１号 50 × 100
西小学校 大泉町古氷１０６－１ 70 × 70
東小学校 大泉町朝日３－７－１ 70 × 110
南中学校 大泉町吉田２４６５ 170 × 130
北中学校 大泉町城之内２丁目２４－１  90 × 110
西中学校 大泉町寄木戸５３３ 100 × 90
町役場駐車場 大泉町日の出５５－１ 75 × 50
南公園運動場 大泉町吉田１２１３  80 × 110
スバル運動公園野球場 大泉町いずみ一丁目３０８６番３３外 120 × 160

いずみ総合公園ワカキヤいずみサッカー場大泉町丘山５０－２ 80 × 110
農村広場 邑楽町大字鶉１３１８－１ 178 × 135
松本公園 邑楽町大字石打１１４０ 120 × 140
青少年広場 邑楽町大字篠塚１４１１－２ 100 × 104
ひろや公園 邑楽町大字赤堀１５０６－１ 132 × 135
緑ヶ岡公園 邑楽町大字新中野１２７ 95 × 105
スポーツ・レクリエーション広場 邑楽町大字篠塚１４３５－１ 138 × 135
中野小学校 邑楽町大字中野３０２１ 85 × 115
高島小学校 邑楽町大字藤川３７９ 180 × 50
長柄小学校 邑楽町大字篠塚１２７８ 130 × 100
中野東小学校 邑楽町大字明野５１ 140 × 100
邑楽中学校 邑楽町大字中野２３７１ 225 × 100
邑楽南中学校 邑楽町大字篠塚１４４５ 150 × 105

おうら中央多目的広場 邑楽町大字中野2521-1 176 × 75

邑 楽 町

明 和 町

10,000

大 泉 町

玉 村 町

板 倉 町

千 代 田 町
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１２－６ 群馬ヘリポートの概要

□ 施設の概要

□ 位置：前橋市下阿内町３７７番地の２

電 話 ０２７－２６５－０１００

ＦＡＸ ０２７－２６５－３５５２

□ 面積：４２，０００㎡

□ 緯度・経度：北緯３６度１９分０４秒

東経１３９度０６分２５秒

□ 標高：７４．４ｍ

□ 運用時間：７時～１９時もしくは日没時間

□ 設置者：群馬県

□ 管理者：日本空港コンサルタンツ・

大成有楽不動産連合体

□ 滑走路の強度：最大離陸重量９ｔ

□ 着陸帯：５５ｍ×３０ｍ

□ 滑走路：２５ｍ×２０ｍ

□ 誘導路：１２ｍ×８ｍ

□ エプロン：７バース

□ 全体平面図

●公共交通機関をご利用の場合
JR前橋駅下車、永井バス｢玉村町役場行き｣で約25分、
｢群馬ヘリポート入口｣下車、徒歩約10分
JR新町駅下車、永井バス｢玉村役場行き｣(前橋公園行
き連絡)で約45分、｢群馬ヘリポート入口｣下車、徒歩
約10分

●自動車をご利用の場合
北関東自動車道前橋南インターチェンジから約5分

群馬ヘリポート

アクセス

雄
飛
航
空
㈱

オ
ー
ル
ニ
ッ
ポ
ン

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
㈱

ア
カ
ギ

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
㈱

群馬県
防災航空
センター
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令和６年４月１日現在

飲　料　水

規格等 ナシゴレン （トマト） (袋) （便座）

 備蓄場所　 (単位) （食） （食） （食） （食） （食） （食） （食） （食） （食） （食） （食） (ﾘｯﾄﾙ) （本）（本／500ml） （枚） （本） （枚） （枚） （枚） （枚） （枚） （台） （台）

1 防災センター 9,550 9,550 2,100 2,500 3,700 2,400 2,460 1,124 192 2,950 1,960 1,512 2,000 1,000 42,998 1,200 2,400 4,350 2,661 120 300 21,752 3,108 4,500 500 21,518 1,699 500 506 61 4 1 40

2 高崎合庁 1,500 1,400 300 300 312 200 4,012 612 1,224 300 780 111 60 2

3 渋川合庁 1,350 1,200 300 180 312 250 3,592 528 1,056 150 824 111 60

4 藤岡合庁 1,350 1,200 300 180 312 250 3,592 528 1,056 150 780 111 40

5 富岡合庁 1,350 1,200 300 180 312 250 3,592 528 1,056 140 780 111 60 2

6 中之条合庁 1,500 1,400 300 180 312 250 3,942 528 1,056 300 780 111 75

7 沼田合庁 1,500 1,400 300 300 312 250 4,062 480 960 300 780 111 60 2

8 伊勢崎合庁 1,500 300 1,750 400 200 400 300 408 250 5,508 756 1,512 300 824 111 75

9 桐生合庁 1,500 1,400 300 180 312 250 3,942 528 1,056 300 780 111 75 1

10 太田合庁 1,500 1,400 400 200 350 300 360 250 4,760 756 1,512 300 780 111 75

11 館林保健福祉事務所 1,500 1,400 100 100 300 180 312 250 4,142 564 1,128 300 780 111 60

12 高崎工高 1,350 1,550 250 120 240 150 3,660 360 720 500 780 111 80 6 2 5

13 太田高 1,350 1,500 350 180 312 150 3,842 360 720 500 780 111 100 6 5

14 利根実高 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 780 111 80 6 1 5

15 桐生高 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 780 111 100 6 2 5

16 藤岡工高 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 780 111 50 6 1 5

17 伊勢崎商高 1,350 300 1,800 350 180 312 150 4,442 360 720 400 659 111 100 6 1 5

18 渋川工高 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 824 111 100 6 5

19 富岡高校 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 780 111 80 6 2 5

20 安中総合学園 1,350 1,500 250 120 240 150 3,610 360 720 400 780 111 80 6 2 5

21 館林高校 1,350 1,500 250 180 240 150 3,670 360 720 400 780 111 80 6 5

22
中之条土木事務所
長野原事業所

800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

23
中之条土木事務所
三原事業所

800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

24
沼田土木事務所
水上事業所

800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

25
富岡土木事務所
下仁田事業所

800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

26
藤岡土木事務所
万場事業所

800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

27 尾瀬高校 800 900 200 180 204 100 2,384 456 912 100 780 111

42,400 600 44,050 3,000 3,000 10,750 7,440 9,492 1,124 192 7,500 1,960 1,512 2,000 1,000 136,020 13,344 26,688 4,350 10,001 120 300 42,043 5,994 4,500 1,990 21,518 1,699 500 506 60 61 22 1 50 40

資　機　材　等

ポータブル
電源

パスタ
発電機
非常用

乾パン ソフトパン 防水ｼｰﾄ 簡易トイレ
段ボール
ベッド

段ボール製
簡易間仕切

り
栄養ゼリー ベビーフード 介護食品

アレルギー
対応食

野菜ジュース
避難用
テント

１３－１　　群馬県主要備蓄物資一覧
用　　途 食　　　　　　　糧 飲　料　水 生　活　必　需　品

下着 紙おむつ保存水 毛布羊羹
食糧小計

ワンタッチ
式テント

LPガス発電
機非常用

(ﾜｶﾒ)

アルファ化米品　　名

(五目） （きのこ）

合　　計

投光機哺乳瓶粉ミルクかゆ 液体ミルク 介護おむつ 生理用品
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１３－２ 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領                    

（抜粋） 

 

制定 平成 21 年５月 29 日付け 21 総食第 113 号 総合食料局長通知 

最終改正 令和６年 11 月１日付け ６農産第 2912 号 農産局長通知 

 

第４章 政府所有米穀の販売 

Ⅰ 通常時の販売 

 第 11 災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例 

１ 災害救助用米穀の引渡しの体制整備 

(1) 農産局長は、次に掲げる法律が発動された場合に、被災地等を管轄する都道府県知

事(以下「知事」という。）又は市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）からの

政府所有米穀の緊急の引渡要請を踏まえ対応する。 

ア 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号）が発動され、救助を行う場合 

イ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第

112 号）が発動され、救援を行う場合 

(2) (1）の具体的な内容は、次のとおりとする。 

ア 農産局長が、知事又は市町村長の要請に応じて引き渡す米穀（以下「災害救助用

米穀」という。）は、国内産米穀とする。 

イ 知事は、災害救助用米穀を農産局長から全量買い受ける。 

ウ イの米穀を販売する価格は、農産局長が別途定める。 

エ 代金の納付期間は次のとおりとし、担保及び金利を徴しない。 

(ｱ) (1)のアの場合は、30 日以内(次に掲げる要件をすべて満たす場合は、３か月

以内）であって農産局長と知事が協議して決定した期間とする。 

ａ 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づき

政府が緊急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと。 

ｂ 自衛隊の派遣が行われていること。 

ｃ 知事から 30 日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、農産局長がや

むを得ないと認めること。 

(ｲ) (1)のイの場合は、３か月以内であって農産局長と知事が協議し決定した期間

とする。 

２  災害救助用米穀の引渡方法 

農産局長は、知事からの要請に応じて災害救助用米穀を知事に販売する場合は、  

以下により販売手続を行う。 

(1) 農産局長は、災害救助用米穀を知事又は市町村長の要請に応じて引き渡す場合は、

知事と売買契約書（案）（様式 4－24）により契約を締結する。 

(2) 農産局長は、契約の締結を受けて受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引

取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示する。 
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(3) 農産局長は、災害救助用米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被災地

等の状況その他の事情により知事と契約を締結するいとまがないと認める場合は、(1)
及び(2)の規定にかかわらず、契約の締結前であっても、受託事業体に対し、知事又は

知事が指定する引取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示することができる。この

場合において、農産局長は、当該米穀の引渡し後遅滞なく知事と売買契約書（案）（様

式 4-24）により契約を締結するものとする。 

 

- 679 -



様式４－24 

 

（災害救助法又は国民保護法の発動に伴う知事に対する延納売却） 

 

政府所有主要米穀売買契約書 

 

１ 種類 

２ 数量 

３ 代金 

               内 訳 

 

４ 現品受渡場所 

５ 現品受渡期限 令和   年   月   日 

６ 代金納付場所 日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。） 

７ 代金納付期限 令和   年   月   日 

８ 買 受 目 的 

  

 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長○○○○（以下「甲」

という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、上記政府所有主要米穀（以

下「現品」という。）の売買について、次の条項により契約を締結する。 

 

 （延納の特約） 

第１条 甲は、乙に売却する現品の代金納付については、この契約の定めると

ころにより、延納を認めるものとする。 

 

 （契約保証金・延納担保及び延納利息） 

 

 

第２条 甲は、本契約に伴う契約保証金、延納担保及び延納期間中の延納利息

用 途 産地 等包 量
（価格） 種別 産年 数量（キロ数） 単 価 金 額 備 考
区 分 品種 級装 目

計

消費税及び
地方消費税
の 相 当 額

合 計

- 680 -



を免除するものとする。 

 

 （買受代金の納付） 

第３条 乙は、買受代金を食料安定供給特別会計歳入徴収官である農林水産省

農産局長（以下「歳入徴収官」という。）の発行する納入告知書によって代

金納付期限までに、日本銀行本店、支店又は代理店（歳入代理店を含む。）

に納付しなければならない。 

 

２ 歳入徴収官は、特に必要があると認めた場合は、前項の納付場所を指定す

ることができる。 

 

 （現品の引渡し） 

第４条 甲は、現品の引渡しを、政府が所有する米穀（ＳＢＳ方式により輸入

された米穀を除く。以下「政府所有米穀」という。）の販売等に関する業務

を委託された者（以下「受託事業体」という。）に行わせるものとし、受託

事業体が発行する引渡通知書（仮称）と、乙の発行する受領書を交換するこ

とによって行うものとする。 

 

２ 乙は、現品受渡期限までに前項の規定による現品の受渡しを受けなければ

ならない。 

 

３ 甲は、乙の希望に基づき、甲が定めた現品引渡場所まで運送し、現品を引

き渡すことができる。 

 

 （契約の内容に適合しない現品の交換） 

第５条 引き渡した現品に本契約の内容に適合しないものが発見された場合

は、乙は、直ちにその使用を中止し、速やかに受託事業体に連絡するものと

する。 

 

２ 受託事業体は、乙から前項の連絡を受けた場合は、乙と協議の上、契約の

内容に適合しない現品と同等の現品を乙に引き渡さなければならない。 

 

３ 乙は契約の内容に適合しない現品を受託事業体に返還するものとし、返還

の費用は受託事業体が負担する。 

 

 （保管料の負担区分） 

第６条 現品の保管料は、引渡通知書の交付の日の当日分から乙が負担するも

のとする。 

 

 （危険負担） 
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第７条 第４条による受渡しが行われた後に生じた現品の亡失損傷等の事故

による損害は、乙の負担とする。ただし、在姿のまま現品の受渡しを行った

場合において、乙の受渡しを受けた現品が甲の所有に属するもの（甲が第三

者に受け渡した現品で、甲の所有に属するものと混合保管されているものを

含む。）と同一の倉庫（受託事業体が引渡通知書において倉所、棟番、倉番

又は工場を指定した場合及び引渡通知書に基づき保管倉庫業者が倉番を決定

した場合は、それぞれの倉所、棟番、倉番及び工場）に混合して保管されて

いる場合に生じた当該混合保管現品の亡失損傷等の事故による損害につい

て、乙は、その混合保管の総数に対する割合に応じて負担するものとする。 

 

 （転売等の禁止） 

第８条 乙は、甲から買い受けた現品を甲の指示又は承認を受けないで転売、

貸借その他買受目的に反した処分をすることができない。 

 

 （契約の解除） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は契約の全部又は一部の解

除をすることができる。 

(1) 乙が、本契約の全部又は一部の解除を申し出た場合。  

(2) 乙が、本契約の条項に違反した場合。 

 

 （違約金） 

第１０条 乙が現品受渡期限までに現品の受渡しを行わなかった場合は、甲が

乙の責めに帰し得ない事由によるものと認めた場合を除いて、乙は受渡未了

現品の代価（消費税及び地方消費税の相当額を除く。）について、当該期限

（現品受渡しの遅延が買受代金納付の遅延による場合にあっては、当該代金

納付の日とする。）の翌日から受渡しを行った日までの日数に応じ、年１０．

９５パ－セントの割合の違約金を甲に納付しなければならない。 

 

２ 前項の違約金は、歳入徴収官が別に発行する納入告知書により納付しなけ

ればならない。      

 

 （延滞金） 

第１１条 乙は、買受代金又は甲に納付すべき違約金(以下「元本」という。)

について歳入徴収官が発行する納入告知書の納付期限までに納付しなかった

場合は、当該未納額に対して納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

買受代金にあっては、年１４．６０パ－セント、違約金にあっては、民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 404 条第４項に規定する各期における法定利率を乗

じて計算した額を延滞金として納入告知書により甲に納付しなければならな

い。 

 

２ 前項の延滞金は、元本と同時に納付しなければならない。 
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３ 前項により納付された金額が延滞金と元本との合計額に満たない場合に

は、まず延滞金に充当し、次いで元本に充当するものとする。 

 

４ 歳入徴収官は、前項によってもなお、延滞金と元本との合計額に未納額が

生じている場合は、乙に納付書を発行し、乙は納付書により納付しなければ

ならない。 

 

 （責任の免除） 

第１２条 甲は次の場合において、乙が損害を被ることがあってもその責めを

負わない。 

(1) 天災地変その他甲又は受託事業体の責めに帰し得ない事由によって現

品の受渡しが遅延若しくは不能になった場合 

(2) 第９条により契約を解除した場合。 

(3) 引き渡した現品に本契約の内容に適合しないものがある場合であって、

当該不適合の発生の原因が甲又は受託事業体の責めに帰し得ない場合。 

 

  （期限の特則） 

第１３条 本契約に定める期限については、その期限が行政機関の休日に関す

る法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に該当する場合は、そ

の翌日をもって当該期間とする。 

 

 （調査、報告） 

第１４条 甲は、必要があると認める場合は、乙に対し、その業務又は経理

の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべ

き報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 

 

２ 乙が前項の定めに従わない場合は、当該債権について、納付期限を繰り上

げることができるものとする。 

 

 （協力義務） 

第１５条 次の場合においては、乙は、甲に協力するものとする。 

(1) 甲が現品の包装容器及び副産物の処理方法について指示した場合。 

(2) 倉庫調達その他の必要に基づき、甲が現品の搬出期限を指定した場合。 

(3) 甲が、第１４条により調査、報告を求めた場合。 

 

 （契約条項の通知） 

第１６条 乙は、本契約に規定する条項について、契約締結後、遅滞なく 

関係市町村に通知するものとする。 
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 （法令の補充適用） 

第１７条 本契約に定めのない事項については、法令の規定によるものとす

る。  

 

 （紛争の解決方法） 

第１８条 本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、その都度甲及び乙が

誠意ある協議を行うものとする。 

 

  （合意管轄） 

第１９条  契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一

審管轄裁判所とする。 

              

 本契約成立の証として、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙各々その１

通を保有するものとする。 

 

   令和  年  月  日 

 

         甲 食料安定供給特別会計契約担当官 

           農林水産省農産局長          印 

               

         乙 住所 

                      氏名                   印 
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１３－３ 災害救助用米穀の引渡方法等に係る具体的な事務

手続について 

 

 

災害救助用米穀の引渡方法等に係る具体的な事務手続について 
 

 

  米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年 5 月 29 日付 21 総食第 113 号総合食料

局長通知（以下「要領」という。））第４章Ⅰ第 11 の規定に基づき、都道府県知事（以下「知

事」という。）又は市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）から要請があった災害救助

用米穀の引渡方法等の具体的な手続については、下記のとおりとする。 
 

                   記 
 

１ 災害救助用米穀の引渡要請 

（１）知事又は市町村長は、要領第４章Ⅰ第 11 の１の(1)の規定に基づく災害救助法等が発動

され、政府所有米穀の引渡しが必要と判断された場合、農林水産省農産局長（以下「農産

局長」という。）に対し、災害救助用米穀の引渡要請を行う。 

（２）具体的には、都道府県又は市町村担当者は、農産局農産政策部貿易業務課担当者（別紙

１）（以下「貿易業務課担当者」という。）に対し、災害救助米穀の引渡要請書（別紙２）

（以下「要請書」という。）に基づく情報（引渡希望数量、引渡希望時期、引渡場所、引

渡方法、担当者名、連絡先等）を電話で連絡するとともに、併せてＦＡＸ又はメールを送

信後、速やかに当該要請書を郵送する。 

（３）上記（１）の場合にあって、市町村長が直接、農産局長に引渡要請を行う場合は、必ず、

市町村担当者は、都道府県担当者に連絡するとともに、要請書の写しを送付する。 

（４）貿易業務課担当者は、都道府県又は市町村担当者から要請書の送付があった場合、該当

する地方農政局、北海道農政事務所又は内閣府沖縄総合事務局の担当者（以下「地方農政

局等担当者」という。）に対し、要請書の写しを送付する。 

（５）この他、知事又は市町村長は、災害救助用米穀の供給要請を迅速に行う必要がある場合

であって、被災地の状況その他の事情により都道府県又は市町村担当者が要請書に基づく

情報を貿易業務課担当者に連絡するいとまがないと判断する場合にあっては、（２）又は

（３）の規定にかかわらず、要請書に基づく情報を地方農政局等担当者に連絡することが

できる。この場合において、地方農政局等担当者は、当該要請書に基づく情報について遅

滞なく貿易業務課担当者に連絡するものとする。 
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２ 災害救助用米穀の引渡方法等の決定 

 農産局長は、１の（１）の要請があった場合、政府所有米穀の販売等業務を実施する民間

事業体（以下「受託事業体」という。）及び知事又は市町村長と連絡調整を行い、災害救助

用米穀の引渡方法等を決定する。 
 

３ 災害救助用米穀の売買契約の締結 

（１）売買契約の締結にあたっては、要領に基づき農産局長と知事との間で締結することとな

る。 

（２）具体的には、貿易業務課担当者は、２の調整終了後速やかに、引き渡す災害救助用米穀

の品種、数量等を記入した政府所有主要米穀売買契約書（以下「売買契約書」という。）

を都道府県担当者に２部送付する。 

（３）都道府県担当者は、（２）で送付された売買契約書の内容を確認し、知事の記名、押印

の上、貿易業務課担当者に２部返送する。 

（４）貿易業務課担当者は、（３）で返送された売買契約書について、農産局長の記名、押印

を行い、１部を都道府県担当者に送付する。  

（５）貿易業務課担当者は、売買契約の締結後、速やかに受託事業体に災害救助用米穀の引渡

しの指示及び納入告知書の発行に係る手続きを行う。 

（６）この他、農産局長は、災害救助用米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被

災地等の状況その他の事情により知事と売買契約を締結するいとまがないと認めるとき

は、（２）から（４）までの規定にかかわらず、売買契約の締結前であっても、受託事業

体に対し、知事又は知事が指定する引取人に災害救助用米穀を引き渡すよう指示すること

ができる。この場合において、貿易業務課担当者は、当該米穀の引渡し後遅滞なく（２）

から（４）までの規定に基づく売買契約を締結するものとする。 
 

４ 災害救助用米穀の引渡し 

 受託事業体は、農産局長から指示された内容に従って、知事に対し、２で決定した引渡方

法等により災害救助用米穀を引渡す。 
 

５ 災害救助用米穀の販売代金の納付 

 知事は、農産局長から送付される納入告知書により販売代金を納付する。 

 なお、納付期限は、要領第４章Ⅰ第 11 の１の(2)エの規定に基づき、納入告知書の発行日

から、30 日以内又は３か月以内とする。 
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（ 別紙１ ） 
 

災害救助用米穀の引渡しに係る連絡先 
 

担当部署（連絡先） 
 

  担当部署名 ： 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課契約第１班 

  連絡先   ： 〒100-8950 東京都千代田区霞が関１-２-１ 

  （TEL）03-6744-1353 

  （FAX）03-6744-1391 

  担当者   ： 課長補佐（契約第１班担当） 

指導官 
国内米売買契約第２係長 
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（ 別紙２ ） 
 

                                   番   号 

                                   年 月 日 
 

 

 農林水産省農産局長 殿 
 

 

       ○○○都道府県知事（市町村長） 

               
 

災害救助用米穀の引渡要請書 
 

  米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年５月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食

料局長通知）第４章Ⅰ第 11 の１の規定に基づき、以下のとおり要請します。 
 

 

引渡希望数量

（kg） 

 

引渡希望時期 

 

引渡場所 

 

引渡方法 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）備考欄に担当者氏名、連絡先等を記載する。 
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13-4 災害時における物資の供給等に関する協定

13-4-1 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）及び群馬県生活協同組合連合会（以下「乙」という ）は、消費生。 。

活協同組合（以下「生協」という ）が地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に。 。

おいて、県民生活の早期安定と復興に対して果たす役割の重要性を認識し、被災者に対する円滑な救

援活動その他必要な支援を相互に協力して行うため、次のとおり協定を締結する。

（趣 旨）

第１条 この協定は、災害時において甲が行う被災者に対する救援活動等を支援するため、乙が応急

生活物資の調達及び安定供給、物価等の生活情報の収集・提供活動等を積極的に行い、もって県民

生活の安定に寄与することを目的とする。

（災害時の協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急生活物資の確保）

第３条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は乙に対して情報の提供及

び必要な要請を行い、乙はそれを受けて乙が加盟する生協（以下「会員生協」という ）に対して。

必要な指導を行うものとする。

２ 甲は、会員生協が市町村と災害時の応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定等の個別協定

を締結する場合に必要な協力を行い、乙は会員生協に対して同協定の締結を指導するものとする。

３ 甲は、災害時に県内市町村からの要請に応えるため、会員生協と応急生活物資の調達及び安定供

給に関する協定を締結することができるものとする。

（費 用）

第４条 第３条第１項の規定により、会員生協が供給した生活物資の対価は、甲が負担するものとす

る。

２ 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するもの

とする。
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（情報の収集・提供）

第５条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

２ 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に行うものと

する。

（ボランティア活動への支援）

第６条 乙は、災害時に会員生協の組合員が行うボランティア活動を支援するため、甲の「群馬県地

域防災計画」に定める、ボランティア活動の育成・支援の内容に沿って協力するものとする。

（広域的な支援体制の整備）

第７条 乙は、群馬県以外を事業区域とする生協との間での連携を強化し、生協間相互支援協定の締

結等広域的な支援が受けられる体制の整備に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。

（法令の遵守）

第８条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。

（連絡会議の設置）

、 、 。第９条 甲及び乙は この協定に定める事項を円滑に推進するため 連絡会議を設置するものとする

２ この協定に定める事項について疑義が生じたとさは、連絡会議において協議するものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し双方記名押印の上、各自１通を保有する。

平成７年 月 日11 30
甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市大手町三丁目 番 号9 9
群馬県生活協同組合連合会

会長理事 中 山 正
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「災害時における応急生活物資供給等に関する協定書」実施細目

群馬県（以下「甲」という ）と群馬県生活協同組合連合会（以下「乙」という ）は、 平成７。 。

「 」（ 「 」年１１月３０日付けで締結した 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 以下 協定

という ）に基づく協力事項の円滑な実施を図るため、次のとおり実施細目を定め確認するものとす。

る。

（協力要請の範囲）

第１条 協定第３条第１項に規定する甲の要請（以下「要請」という ）の範囲は、災害時に必要な。

応急生活物資（以下「物資」という ）の供給とする。。

（物資の範囲）

第２条 前条の物資の範囲は別表のとおりとし、要請時点で乙が調達又は製造が可能なものとする。

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第 号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口1
頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

２ 甲は、乙に連絡が取れない場合は、乙があらかじめ定めた乙に加盟する生活協同組合（以下「会

員生協」という ）に対し、前項の方法により要請を行うことができる。。

３ 前項の規定による会員生協への要請は、甲の乙に対する要請とみなす。

（要請時の情報提供）

第４条 協定第３条第１項に規定する、要請とともに甲が乙に対して提供すべき情報は、甲が物資の

引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）までの地域の被災状況及び交通規制等の情報と。

する。

（要請に基づく乙の協力実施）

第５条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

３ 乙は、前項の体制保持のため、会員生協及び乙が加盟する日本生活協同組合連合会（以下「連合

会」という ）と必要な調整を行うものとする。。

４ 乙は会員生協及び連合会を通して被災地における被災状況や生活物資の供給状況等を把握した場

合は、甲に対してその情報を提供するものとする。

（物資の運搬、引渡し）

第６条 引渡場所は、甲が指定する。

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙による運搬

が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 乙は、原則として緊急通行車両事前届出済証を有している会員生協が使用する車両を用いるもの

とする。ただし、当該車両が使用不可能な場合は、他の手段を用いて行うものとする。

４ 前項ただし書の場合、甲は、乙が使用する車両を緊急又は優先車両として通行できるよう配慮す

る。

５ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）

第７条 乙は、要請に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）により報告

を行うものとする。
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（費用）

第８条 協定第４条第１項に規定する物資の対価（以下「費用」という ）は、乙が供給した物資の。

価格及び乙が行った運搬に要した経費とする。

２ 前項の費用のうち物資の価格については、協定第４条第２項に規定する協議において、災害が発

生する直前に会員生協の組合員に供給していた価格を参考にするものとする。

（費用の支払い）

第９条 乙は、業務終了後、災害発生による混乱が沈静化した後、前条の費用を甲に通知し、甲の確

認を受けるものとする。

２ 甲は、前項の確認の後、乙からの請求により、速やかに当該費用を支払うものとする。

（損害の負担）

第１０条 協定に基づく業務の実施により、第三者に損害を与えた場合の補償は、当該職員の使用者

たる乙又は乙の指定する者の責において行うものとする。

（災害補償）

第１１条 協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、

又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによ

るものとする。

(県民への情報提供）

第１２条 協定第５条第１項に規定する県民に提供すべき物価等の生活情報には、物資の供給状況等

を含むものとする。

（連絡責任者の報告）

第１３条 甲と乙は、協定に係る連絡責任者（乙にあっては、第３条第２項に規定する会員生協を含

む）を、実施細目締結後速やかに文書（別紙様式第３号）により相互に報告するものとし、変更

があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１４条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。

（協議）

第１５条 この実施細目に定めのない事項及びこの実施細目に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定するものとする。

、 、 、 、 。この実施細目の成立を証するため 本書２通を作成し 甲 乙記名押印のうえ 各１通を保有する

平成２２年３月２３日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県

群馬県総務部長 中山 博美

乙 群馬県前橋市大手町三丁目１９番３号

群馬県生活協同組合連合会

代表者 会長理事 峰岸 通
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別表（第２条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

食 料 品 主 食 おにぎり、弁当、パン等

副 食 缶詰、カップ麺、インスタント食品、レトルト食品等

飲 料 容器入り飲料水等

日用品及び 衣類等 下着類、タオル、カッパ、軍手等

生活雑貨

日用品 紙おむつ、生理用品、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー、

トイレットペーパー、ライター、割り箸、スプーン、

懐中電灯、乾電池等

そ の 他 上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する

物資で乙が調達可能な物資
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資供給等に関する協定書実施細目」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同細目第７条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置状況を報

告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日 期間 品 目・規 格 数 量 指定供給先( )

引渡場所）(

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先

群馬県 総務部 危機管理室

担 当：

027 226 2245電 話： - -
027 221 0158ＦＡＸ： - -
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資供給等に関する協定書実施細目」第７条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

□物資の供給状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先（引渡場所） 備 考

連絡先

所 属：

担当者：

電 話：

ＦＡＸ：
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１３－４－２ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）とサンヨー食品株式会社（以下「乙」という ）とが相互に協力して、。 。

被災した県民等に対して行う食料の供給に関する協力事項について定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（食料供給の協力要請）

第３条 災害時において、甲が食料を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供給に

ついて協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（食料供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、即席麺100万食を供給可能な体制を保持するよう努める

ものとする。

３ 乙の施設が被災するなど、災害その他不可抗力により出荷できない場合は、この限りではない。

（食料の運搬）

第５条 食料の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対

し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 食料の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を確認の

上引き取るものとする。
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（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適 用）

第９条 この協定は、平成７年１１月３０日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成７年１１月３０日

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市朝倉町555番地4

サンヨー食品株式会社

代表取蹄役 井 田 毅
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１３-４-３ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に群馬県。

（以下「甲」という ）とグンイチパン株式会社（以下「乙」という ）とが相互に協力して、被。 。

災した県民等に対して行う食料の供給に関する協力事項について定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（食料供給の協力要請）

第３条 災害時において、甲が食料を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供給に

ついて協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（食料供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

、 、 ， 。２ 乙は 甲の要請に的確に対応するため パン 食を供給可能な体制を保持するものとする50 000

（食料の運搬）

第５条 食料の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対

し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 食料の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を確認の

上引き取るものとする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。
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（適 用）

第９条 この協定は、平成７年１１月３０日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成 年１１月３０日7
甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 伊勢崎市除ケ町 番地10
グンイチパン株式会社

代表取締役 小此木 博
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１３-４-４ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

（趣 旨）

、 （ 「 」 。） 、第１条 この協定は 群馬県内に地震等の災害が発生した場合 以下 災害時 という において

群馬県（以下「甲」という ）と協同組合群馬炊飯センター（以下「乙」という ）とが相互に協。 。

力して、被災した県民等に対して行う食料の供給に関する協力事項について定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（食料供給の協力要請）

第３条 災害時において、甲が食料を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供給に

ついて協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（食料供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

、 、 ， 。２ 乙は 甲の要請に的確に対応するため パン30 000食を供給可能な体制を保持するものとする

（食料の運搬）

第５条 食料の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対

し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 食料の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を確認の

上引き取るものとする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

- 700 -



（適 用）

第９条 この協定は、平成７年１１月３０日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成７年１１月３０日

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市西片貝町五丁目11番1号

協同組合 群馬炊飯センター

理事長 岡 部 富太郎
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１３－４－５ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に群馬県。

（以下「甲」という ）と社団法人群馬県エルピーガス協会（以下「乙」という ）とが相互に協。 。

力して、被災した県民等に対して行う応急生活物資の供給に関する協力事項について定めるものと

する。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請）

第３条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し避難場所等への応急

生活物資の供給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（応急生活物資供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたとさは、応急生活物資の優先供給及び運搬に対

する協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、簡易ガスコン 500台を甲の指定する場所に備蓄し、500

台をランニングストックとし、供給可能な体制を保持するものとする。

、 、 、３ 乙は 別途群馬県ＬＰＧ卸売協議会と協定して ガス容器を県内5ケ所にランニングストックし

甲の要請に応じて優先出荷する体制を整備するものとする。

（応急生活物資の運搬）

第５条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じ

て乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては、甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 応急生活物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、物資

を確認の上引き取るものとする。
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（情報の収集・提供）

第８条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

２ 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に行うものと

する。

（その他）

第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適 用）

第１０条 この協定は、平成７年１１月３０日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成７年１１月３０日

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市紅雲町一丁目7番12号

社団法人 群馬県エルピーガス協会

会 長 栗 原 茂 樹
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１３－４－６ 災害時における生活必需品供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と協同組合群馬県前橋問屋センター（以下「乙」という ）とが相互に。 。

協力して、被災した県民等に対して行う生活必需品の供給等に関する協力事項について定めるもの

とする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（生活必需品供給の協力要請）

第３条 災害時において甲が生活必需品を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供

給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもっで行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（生活必需品供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、生活必需品（寝具、被服、炊飯道具、食器、日用品等）

の供給可能な体制を保持するものとする。

（生活必需品の運搬）

第５条 生活必需品の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて

乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては、甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 生活必需品の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を

確認の上引き取るものとする。
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（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適 用）

第９条 この協定は、平成１０年１月２８日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し双方記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１０年１月２８日

甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1
群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市問屋町二丁目二番地

協同組合前橋問屋センター

理 事 長 廣 田 稔
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１３－４－７ 災害時における生活必需品供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と高崎卸商社街協同組合（以下「乙」という ）とが相互に協力して、。 。

被災した県民等に対して行う生活必需品の供給等に関する協力事項について定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この規定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（生活必需品供給の協力要請）

第３条 災害時において甲が生活必需品を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供

給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（生活必需品供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、生活必需品（寝具、被服、炊事道具、食器、日用品等）

の供給可能な体制を保持するものとする。

（生活必需品の運搬）

第５条 生活必需品の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて

乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては、甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 生活必需品の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を

確認の上引き取るものとする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。
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（適 用）

第９条 この協定は、平成１０年１月２８日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し双方記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１０年１月２８日

甲 前橋市大手町一丁日1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 高崎市問屋町二丁目二番地

高崎卸商社街協同組合

理 事 長 吉 野 哲 治
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１３－４－８ 災害時における生活必需品供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と協同組合群馬県消防防災センター（以下「乙」という ）とが相互に。 。

協力して、被災した県民等に対して行う生活必需品の供給等に関する協力事項について定めるもの

とする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（生活必需品の協力要請）

第３条 災害時において甲が生活必需品を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有する商品の供

給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもっで行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがない時は

口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（生活必需品供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、生活必需品（避難所生活に必要な応急資機材等）の供給

可能な体制を保持するものとする。

（生活必需品の運搬）

第５条 生活必需品の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて

乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては、甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 生活必需品の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、数量を

確認の上引き取るものとする。
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（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適 用）

第９条 この協定は、平成１０年１月２８日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し双方記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１０年１月２８日

甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1
群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市大友町１－１６－８

協同組合群馬県消防防災センター

理 事 長 星 野 義 夫
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１３－４－９ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と株式会社フレッセイ（以下「乙」という ）とが相互に協力して、。 。

被 災した県民等に対して行う応急生活物資（食料品、日用品等）の供給等に関する協力事項につ

いて 定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請）

第３条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し避難場所等への応急

生活物資の供給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（応急生活物資供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急生活物資の優先供給及び運搬に対

する協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、応急生活物資の供給可能な体制を保持するものとする。

（応急生活物資の運搬）

第５条 応急生活物資の運搬は、甲、乙又は甲若しくは乙の指定する者が行うものとする。また、甲

は、必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第６条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につ

いては、甲が負担するものとする。

（引き渡し）

第７条 応急生活物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、物資

の種類及び数量を確認の上引き取るものとする。

（情報の提供）

第８条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
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（その他）

第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適用）

第 条 この協定は、平成１１年６月１日から適用する。10

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成１１年６月１日

甲 前橋市大手町一丁目 番 号1 1
群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市力丸町 －１900
株式会社フレッセイ

代表取締役 植 木 敏 夫
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１３－４－１０ 災害時における応急物資の供給等

に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と株式会社セキチュー（以下「乙」という ）とが相互に協力して、被。 。

災した県民等に対して行う応急物資の供給等に関する協力事項について定めるものとする。

（応急物資の種類）

第２条 乙が供給する応急物資の種類は、次に掲げるとおりとする。

(１) 日用品等の生活必需品

(２) 被災者の救出の必要な工具等の機材

(３) 応急復旧に必要な建築資材、工具等の資機材

(４) その他災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの

（協力事項の発動）

第３条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急物資供給の協力要請）

第４条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し避難場所、防災拠点

等への応急物資の供給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（応急物資供給の協力実施）

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急物資の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、応急物資の供給可能な体制を保持するものとする。

（応急物資の運搬）

第６条 応急物資の運搬は、甲、乙又は甲若しくは乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、

必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第７条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した応急物資の対価及び乙が行った運搬等の費用

については甲が負担するものとする。
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（引き渡し）

第８条 応急物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、応急物資

の種類及び数量を確認の上引き取るものとする。

（情報の提供）

第９条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

（その他）

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲

乙協議して定めるものとする。

（適 用）

第１１条 この協定は、平成１１年９月２０日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成１１年９月２０日

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 高崎市飯塚町41

株式会社セキチュー

代表取締役社長 関 口 忠

- 713 -



１３－４－１１ 災害時におけるガソリン等燃料の    

 供給に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な災害の発生等により、群馬県内にガソリン等燃料

（以下「燃料」という。）が不足した場合（以下「災害時等」という。）におい

て、県民の安全を確保するために必要な燃料の供給について、群馬県（以下

「甲」という。）と群馬県石油協同組合（以下「乙」という。）との間で必要な

事項を定める。 

 

（供給への協力要請） 

第２条 甲は、災害時等において、次の各号に掲げる県民の安全を確保するため

に特に重要な施設等のうち甲が指定するものに対する燃料の供給及び供給の

あっせんについて、乙に協力を要請することができる。 

 一 県内に設置された避難所 
 二 災害応急対策、ライフラインの維持に重要な施設・車両等 
三 災害対策基本法第７６条の規定に基づく緊急通行車両 
四 医療・福祉関係施設・事業のうち特に緊急度の高いもの 
五 災害等対策業務を行う行政機関 
六 その他、県民の安全を確保するために特に重要な施設等で甲が指定する 

もの 
２ 甲は、市町村（一部事務組合を含む。）から前項各号に掲げる市町村の施設

等について要請があった場合には、本協定に基づき、乙に協力を要請すること

ができる。 

３ 前二項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請

するいとまがないときは、口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するもの

とする。 

 

（燃料の備蓄） 

第３条 甲及び乙は協力して、資源エネルギー庁が実施する災害時給油所地下

タンク製品備蓄促進事業（以下「製品備蓄事業」という。）を推進し、乙は燃

料を備蓄するものとする。 

２ 製品備蓄事業における２年度目以降の必要な経費については、事業初年度

における資源エネルギー庁の負担を踏まえ、甲乙協議のうえ決定し、甲が負担

するものとする。ただし、６年度目以降の必要な経費については、乙が負担す

るものとする。 

３ 甲は、乙に対し、必要に応じて備蓄した燃料の在庫量について報告を求める

ことができる。 
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（供給の実施） 

第４条 乙は、甲から要請を受けたときは、燃料の供給及び供給のあっせんに可

能な限り協力するものとする。なお、燃料不足の状況により、要請どおりの燃

料供給が実施できないときは、甲は必要な調整を行うものとする。 

２ 乙は、製品備蓄事業により備蓄した燃料については、甲からの要請に基づき、

甲が指定する施設等に限り供給するものとする。 

３ 甲は、乙が要請内容を円滑に実施できるよう、必要な措置を講じる。 

 

（費用の負担） 

第５条 本協定に基づき供給された燃料の対価及び運搬等の費用については、

当該燃料の供給を受けた者が負担する。 

 

（情報交換） 

第６条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情

報交換を定期的に行い、災害時等に備えるものとする。 

 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項に

ついては、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

２ この協定の締結により、旧協定（平成２３年１１月１４日付けで締結した協

定をいう。）は、廃止する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

 

平成２６年７月３０日 

 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県知事  大 澤  正 明  

 

 

乙 群馬県前橋市鳥羽町３５番５号 

群馬県石油協同組合 

理 事 長  小 野 里  克 巳  
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１３－４－１２ 災害時における応急生活物資供給等に関

する協定

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と株式会社ベイシア（以下「乙」という ）とが相互に協力して、被災した。 。

県民等に対して行う応急生活物資（食料品、日用品等）の供給等に関する協力事項について定めるも

のとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請）

第３条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し応急生活物資の供

給について協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書（別紙様式１）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する

いとまがないときは口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（応急生活物資供給の協力実施）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急生活物資の優先供給及び運搬に対

する協力等に積極的に努めるものとする。

、 、 。２ 乙は 甲の要請に的確に対応するため 応急生活物資の供給可能な体制を保持するものとする

（応急生活物資の運搬）

第５条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙若しくは甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、

甲は、必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（引き渡し）

第６条 応急生活物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、物資

の種類及び数量を確認の上引き取るものとする。

（実績報告）

第７条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、別紙様式２により実績報告を行う

ものとする。

（費用）

第８条 第４条及び第５条の規定により、乙が供給した応急物資の対価及び乙が行った運搬等の費用

については、甲が負担するものとする。
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（情報の提供）

第９条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

（その他）

第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適用）

第11条 この協定は、平成１７年４月１日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成１７年 ３月 ２３日

甲 前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県知事 小寺 弘之

乙 伊勢崎市下道寺町５１０番

株式会社ベイシア

代表取締役社長 土 屋 嘉 雄
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（別紙様式１）

災害時における応急生活物資調達要請書

平成 年 月 日

株式会社ベイシア

代表取締役社長 様

群馬県知事

１．災害及び協力を必要とする状況

２．協力を必要とする物資の内容等

必要とする物資の種類 数 量 物資配達先 備 考
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（別紙様式２）

災害時における応急生活物資供給実施状況報告書

平成 年 月 日

群馬県知事 様

株式会社ベイシア

代表取締役社長

平成 年 月 日付け 第 号で要請のあった応急生活物資について、下記の

とおり供給したので報告します。

記

応急生活物資供給実施状況

供給物資の種類 数 量 物資配達先 搬入日時

- 719 -



１３－４－１３ 災害時における応急物資供給等に関する

協定

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、群馬。

県（以下「甲」という ）と株式会社カインズ（以下「乙」という ）とが相互に協力して、被災。 。

した県民等に対して行う応急物資の供給等に関する協力事項について定めるものとする。

（応急物資の種類）

第２条 乙が供給する応急物資の種類は、次に掲げるとおりとする。

（１） 日用品等の生活必需品

（２） 被災者の救出に必要な工具等の機材

（３） 応急復旧に必要な建築資材、工具等の資機材

（４） その他災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの

（協力事項の発動）

第３条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に

対して要請を行った時をもって発動する。

（応急物資供給の協力要請）

第４条 災害時において、甲が応急物資を必要とするときは、甲は、乙に対し応急物資の供給につい

て協力を要請することができる。

２ 前項の要請は、文書（別紙様式１）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する

いとまがないときは口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

（応急物資供給の協力実施）

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、応急物資の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、応急物資の供給可能な体制を保持するものとする。

（応急物資の運搬）

、 。 、 、第６条 応急物資の運搬は 甲又は乙若しくは甲又は乙の指定する者が行うものとする また 甲は

必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（引き渡し）

第７条 応急物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員を派遣し、物資の種

類及び数量を確認の上引き取るものとする。
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（実績報告）

第８条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、別紙様式２により実績報告を行う

ものとする。

（費用）

第９条 第５条及び第６条の規定により、乙が供給した応急物資の対価及び乙が行った運搬等の費用

については、甲が負担するものとする。

（情報の提供）

第10条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速か

つ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

（その他）

第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（適用）

第12条 この協定は、平成１７年４月１日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。

平成１７年 ３月 ２３日

甲 前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県知事 小寺 弘之

乙 高崎市高関町３８０番

株式会社カインズ

代表取締役社長 土 屋 裕 雅
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（別紙様式１）

災害時における応急生活物資調達要請書

平成 年 月 日

株式会社カインズ

代表取締役社長 様

群馬県知事

１．災害及び協力を必要とする状況

２．協力を必要とする物資の内容等

必要とする物資の種類 数 量 物資配達先 備 考
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（別紙様式２）

災害時における応急生活物資供給実施状況報告書

平成 年 月 日

群馬県知事 様

株式会社カインズ

代表取締役社長

平成 年 月 日付け 第 号で要請のあった応急生活物資について、下記の

とおり供給したので報告します。

記

応急生活物資供給実施状況

供給物資の種類 数 量 物資配達先 搬入日時
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１３－４－１４ 災害時におけるレンタル機材の提供に

関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社アクティオ（以下「乙」という ）は、地震等によ。 。

る災害時におけるレンタル機材の提供に関して次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、地震等による災害時におけるレンタル機材の提供に関する乙の甲に対す

る協力について、必要な事項を定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 群馬県内に地震等の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲が群馬

県災害対策本部を設置し、甲から要請があったとき、乙は保有する移動トイレ、発電機そ

の他のレンタル機材 以下 保有機材 という の優先的な提供及び運搬による協力（ 「 」 。）

を行うものとする。

２ 乙は、前項の協力に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとす

る。

３ 乙は、協力を行う際、道路不通等により提供及び運搬に支障が生じた場合は、その対策に

ついて甲と協議するものとする。

（要請の手続き）

第３条 甲は、前条の要請を行うときは、レンタル機材提供要請書（様式第１号）をもって行

うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるもの

とし、後日速やかに文書を提出するものとする。

（引き渡し）

第４条 保有機材の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、甲は、当該場所に職員

を派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。

（費用の負担）

第５条 甲は、保有機材の提供及び運搬に係る費用を負担するものとし、当該費用は、乙の通

常価格により算出した額とする。

（期間）

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、甲、乙いずれから

も協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後この例による

ものとする。

２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。
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（協議）

第７条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関し必要な事項、その他この協定に定

めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、各自１通を保有

する。

平成１７年１０月２１日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県知事 小寺 弘之

乙 東京都千代田区岩本町一丁目５番１３号

秀和第２岩本町ビル

株式会社アクティオ

代表取締役 小沼 光 雄
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（様式第１号）

災害時におけるレンタル機材調達要請書

平成 年 月 日

株式会社アクティオ

代表取締役社長 様

群馬県知事

１．災害及び協力を必要とする状況

２．協力を必要とする物資の内容等

必要とする物資の種類 数 量 物資配達先 備 考
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１３－４－１５ 災害時におけるレンタル機材の供給
に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）とコーエィ株式会社（以下「乙」という ）は、災害時におけ。 。

るレンタル機材の供給に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内で地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以

下 災害時 という に 甲の要請に応じ 乙が保有するレンタル 機材を供給することに「 」 。） 、 、

ついて、必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は、災害時において、レンタル機材を必要とするときは、乙に対して乙の保有する

機材の供給について協力を要請することができる。

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する

いとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとす

る。

（協力実施）

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、保有機材の優先供給及び運搬に対する

協力に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。

（運搬）

第４条 機材の運搬は、甲又は乙の指定するものが行うものとする。この場合において、甲は

必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費用）

第５条 前２条の規定により、乙が供給した機材のレンタル料及び乙が行った運搬の費用につ

いては、甲が負担するものとする。この場合において、当該費用は、甲乙協議のうえ適正価

格を算出するものとする。

（引渡し）

第６条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、機

材を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。

（実施に関し必要な事項等の決定）

第７条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都

度甲乙協議して定めるものとする。
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（発効）

第８条 この協定は、平成１８年３月１４日から効力を有する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成１８年 ３月１４日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県知事 小寺弘之

乙 群馬県前橋市上小出町１－９－１２

コーエィ株式会社

代表取締役 高 屋 浩 志
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１３－４－１６ 災害時における応急生活物資の供給
等に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社セブン－イレブン・ジャパン（以下「乙」とい。

う ）は、平成２１年３月１８日付けで締結した「群馬県と株式会社セブン－イレブン・ジ。

ャパンとの地域活性化包括連携協定」第２条第１項第９号に基づき、次のとおり協定を締結

する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合（以下「災害時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、被災した県民。

等に対して行う応急生活物資（以下「物資」という ）の供給、及び交通手段の被災によ。

り勤務先や通学先等から帰宅することが困難な者（以下「帰宅困難者」という ）が徒歩。
で帰宅する際の支援に関する協力事項について定めるものとする。

（協力要請の範囲）

、 、 。第２条 災害時等において 甲は乙に対し 次の事項について協力を要請することができる

（１）被災した県民等に対して、物資を供給すること。
（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り

得た交通情報等を提供すること。

（３）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等を提供すること。

（物資の範囲）
第３条 物資は次のとおりとし、要請時点で乙が調達又は製造が可能なものとする。

（１）別表に掲げる物資

（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）
（ 「 」 。） 、 （ ）第４条 第２条の規定による甲の要請 以下 要請 という は 文書 別紙様式第１号

をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により行い、その後速やかに

文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）
、 、 。第５条 乙は 第２条の規定による要請を受けたときは 積極的な協力に努めるものとする

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）

第６条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又

は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）

第７条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）

により報告を行うものとする。

- 729 -



（費用）

第８条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬に係る費用につ

いては、甲が負担するものとする。
２ 第２条第２号及び第３号に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者

が負担するものとする。

３ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と

乙が協議の上速やかに決定するものとする。
（１）物資の対価 災害発生直前における小売価格

（２）運搬に係る費用 乙の通常の商品配送業務における費用

（費用の支払い）

、 、 、第９条 前条第１項の費用は 物資の納入を受けた後 災害発生による混乱が沈静化した後
乙からの請求により、甲が支払うものとする。

（災害補償）

第１０条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡

し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令
に定めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）

第１１条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１２条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。

（協議）
第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定するものとする。

（有効期間）

第１４条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。

平成２１年 ９ 月 １ 日

甲 群馬県

群馬県知事 大澤 正明

乙 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役社長 井阪 隆一
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別表（第３条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

食 料 品 主 食 おにぎり、弁当、パン等

副 食 缶詰、カップ麺、インスタント食品、レトルト食品等

飲 料 容器入り飲料水等

日用品及び 衣類等 下着類、タオル、カッパ、軍手等

生活雑貨

日用品 紙おむつ、生理用品、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー、
トイレットペーパー、ライター、割り箸、スプーン、

懐中電灯、乾電池等

そ の 他 上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する

物資で乙が調達可能な物資
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（様式第１号）

平成 年 月 日

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役社長 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第４条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同協定第７条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置
状況を報告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

□次の区域内の貴社店舗における帰宅困難者に対する支援

要請する区域（市町村名等） 要請する支援内容

□地図等による道路等の情報、ラジオ等で

知り得た交通情報等の提供
□水道水、トイレ等の提供

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第４条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県 総務部 危機管理室
担 当：

027-226-2245電 話：
027-221-0158ＦＡＸ：
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役社長

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第７条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：
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１３－４－１７ 災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社ファミリーマート（以下「乙」という ）は、群。 。
馬県内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害
時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、被災した県民等に対して行う応急生活物。
資（以下「物資」という ）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。。

（協力要請の範囲）
第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、
協力を要請することができる。

（物資の範囲）
第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の時。
点で乙が調達又は製造が可能なものとする。

（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場
合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）
第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。
２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）
第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又
は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）
第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）
により報告を行うものとする。

（費用）
第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価については、甲が負担するものとす

る。
２ 第１項に規定する対価は、災害発生直前における仕入れ価格を基準とし、甲と乙が協議
の上速やかに決定するものとする。

３ 乙が行った運搬に係る経費は、乙による通常の商品配送業務とみなし、原則として乙が
負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超えると認められ
る場合は、甲が負担するものとする。

（費用の支払い）
、 、 、第８条 前条第１項の費用は 物資の納入を受けた後 災害発生による混乱が沈静化した後

乙からの請求により、甲が支払うものとする。
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（災害補償）
、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し

負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定
めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）
第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様
式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）
第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行
い、災害時に備えるものとする。

（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定するものとする。

（有効期間）
第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を
保管するものとする。

平成２１年１０月２９日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

株式会社ファミリーマート

代表取締役社長 上田準二
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別表（第２条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

食 料 品 主 食 おにぎり、弁当、パン等

副 食 缶詰、カップ麺、インスタント食品、レトルト食品等

飲 料 容器入り飲料水等

日用品及び 衣類等 下着類、タオル、カッパ、軍手等
生活雑貨

日用品 紙おむつ、生理用品、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー、
トイレットペーパー、ライター、割り箸、スプーン、
懐中電灯、乾電池等

そ の 他 上記に定めのないもののうち、災害状況に応じて甲が緊急に指定する
物資で乙が調達可能な物資
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称 株式会社ファミリーマート
代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。
なお、物資を供給したときは、同協定第６条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置

状況を報告願います。
記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した
任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県 総務部 危機管理室
担 当：
電 話：027 226 2245- -
ＦＡＸ：027 221 0158- -
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称 株式会社ファミリーマート
代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第６条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：

- 738 -



１３－４－１８ 災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定書

（ 「 」 。） （ 「 」 。）群馬県 以下 甲 という とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 以下 乙 という
は、群馬県内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下
「災害時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、被災した県民等に対して行う応急。
生活物資（以下「物資」という ）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。。

（協力要請の範囲）
第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、
協力を要請することができる。

（物資の範囲）
第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の。
時点で乙が調達可能なものとする。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場
合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）
第４条 乙は、要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）
第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又
は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）
第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）
により報告を行うものとする。

（費用）
第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価は、甲が負担するものとする。

２ 第１項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議
の上速やかに決定する。

３ 乙が行った運搬に係る経費は、特別な事由を除いて、乙が負担するものとする。

（費用の支払い）
、 、 、第８条 前条第１項の費用は 物資の納入を受けた後 災害発生による混乱が沈静化した後

乙からの請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）
、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し
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負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定
めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）
第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様
式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）
第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行
い、災害時に備えるものとする。

（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決
定するものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を
保管するものとする。

平成２２年７月７日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

理 事 長 捧 賢一
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別表（第２条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

( )飲 料 水 飲料水 ペットボトル

日用品及び 衣類等 毛布、タオル、ツナギ服、サンダル、靴下、Ｔシャツ、下着

生活雑貨

日用品 割り箸、使い捨て食器、スプーン、ポリ袋、ホイル、ラップ

ウェットティッシュ、マスク、衛生用ポリ手袋 使い捨て 、( )
紙おむつ、生理用品、ティッシュペーパー、

トイレットペーパー、救急ミニトイレ

生活用水用ポリタンク

バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾

光熱関係 懐中電灯、乾電池、カセットコンロ、カセットボンベ、

簡易ライター、使い捨てカイロ

大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ

作 業 関 係 発電機、投光器、作業シート、標識ロープ、一輪車

ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、竹ホーキ

長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨合羽、

土嚢袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール

白角杭、コンパネ
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同協定第６条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置

状況を報告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県 総務部 危機管理室
担 当：
電 話：
ＦＡＸ：027 221 0158- -
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第６条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第３号） 1-
連 絡 責 任 者 届
（県→事業者）

【群馬県】

１ 連絡責任者

役職・氏名

２ 緊急連絡先

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１）

Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８

（ ）夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１ 危機管理室または消防保安課の当直者

（様式第３号） 2-
連 絡 責 任 者 届
（事業者→県）

【 】

１ 連絡責任者

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

２ 緊急連絡先（平日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 緊急連絡先（時間外及び休日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ
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１３－４－１９ 災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社ローソン（以下「乙」という ）は、地震、風水。 。
害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という ）に、。
甲と乙とが相互に協力して、被災した県民等に対して行う応急生活物資（以下「物資」とい
う ）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。。

（協力要請の範囲）
第１条 次に掲げる場合において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給につ
いて、協力を要請することができる。

（１）群馬県内における災害時等
（２）群馬県外における災害時等で、国又は関係都道府県から、応援の要請があったとき

（物資の範囲）
第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の時点。
で製造・物流ラインの状況、乙の加盟店への商品供給等を勘案した上で、乙が調達又は製
造が可能なものとする。

（１）別表に掲げる物資

（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）
第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場
合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）
、 、 、第４条 乙は 要請を受けたときは 乙の加盟店又は配送業者等関係者の任意の協力のもと

甲に対する積極的な協力に努めるものとする。
２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）
第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に
よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又
は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）
第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）

により報告を行うものとする。

（費用）
第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬に係る費用につ
いては、甲が負担するものとする。

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と
乙が協議の上速やかに決定するものとする。

（１）物資の対価 災害発生直前における販売推奨価格
（２）運搬に係る費用 乙の通常の商品配送業務における費用
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（費用の支払い）
第８条 前条第１項の費用は、物資の納入を受けた後、乙からの請求後１ケ月以内に甲が乙
指定口座に振り込みにより支払うものとする。

（災害補償）

、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し
負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定
めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）
第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様
式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）
第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。

（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決
定するものとする。

（有効期間）
第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を
保管するものとする。

平成２２年 ９ 月１０日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤 正明

乙 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株式会社ローソン

代表取締役社長 新浪 剛
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別表（第２条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

食 料 品 主 食 おにぎり、弁当、パン等

副 食 缶詰、カップ麺、インスタント食品、レトルト食品等

飲 料 容器入り飲料水等

日用品及び 衣類等 下着類、タオル、カッパ、軍手等

生活雑貨

日用品 紙おむつ、生理用品、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー、

トイレットペーパー、ライター、割り箸、紙コップ、紙皿、

スプーン、懐中電灯、乾電池等
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同協定第６条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置

状況を報告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県 総務部 危機管理室
担 当：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第６条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第３号） 1-
連 絡 責 任 者 届
（県→事業者）

【群馬県】

１ 連絡責任者

役職・氏名

２ 緊急連絡先

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１）

Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８

（ ）夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１ 危機管理室または消防保安課の当直者

（様式第３号） 2-
連 絡 責 任 者 届
（事業者→県）

【 】

１ 連絡責任者

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

２ 緊急連絡先（平日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 緊急連絡先（時間外及び休日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ
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１３－４－２０ 災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社ブルボン（以下「乙」という ）は、群馬県内に。 。
地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」と
いう に 甲と乙とが相互に協力して 被災した県民等に対して行う応急生活物資 以下 物。） 、 、 （ 「
資」という ）の供給に関し、次のとおり協定を締結する。。

（協力要請の範囲）
第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、
協力を要請することができる。

（物資の範囲）
第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の 時。
点で乙が調達可能なものとする。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場
合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）
第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。
２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）
第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又
は優先車両として通行できるよう配慮する。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
５ 道路等の被災状況により、引渡場所に運搬することが困難な場合は、甲乙が別途協議す
る。

（実績報告）
第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）
により報告を行うものとする。

（費用）
第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び運搬に係る経費は、甲が負担す
るものとする。

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と
乙が協議の上決定するものとする。

（１）物資の対価 災害発生直前における乙の卸価格
（２）運搬に係る費用 乙の通常の商品配送業務における費用

（費用の支払い）
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、 、 、第８条 前条第１項の費用は 物資の納入を受けた後 災害発生による混乱が沈静化した後
乙からの請求により、甲が支払うものとする。

（災害補償）
、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し

負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定

めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）
第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様
式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）
第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行
い、災害時に備えるものとする。

（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決
定するものとする。

（有効期間）
第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協
定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。

平成２２年 ９ 月 １ 日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 新潟県柏崎市松波４丁目２番１４号

株式会社 ブルボン

代表取締役社長 吉田 康
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別表（第２条に規定する物資）

物資区分 細区分 品 目

食 料 品 菓子類 ビスケット、チョコレート、ガム、キャンデー、米菓、

スナック、ゼリー、保存食品（乾パン、クラッカー 、）

粉末ココア

飲 料 水 ミネラルウォーター（ペットボトル）
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同協定第６条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置

状況を報告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県 総務部 危機管理室
担 当：
電 話：
ＦＡＸ：027 221 0158- -
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第６条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第３号） 1-
連 絡 責 任 者 届
（県→事業者）

【群馬県】

１ 連絡責任者

役職・氏名

２ 緊急連絡先

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１）

Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８

（ ）夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１ 危機管理室または消防保安課の当直者

（様式第３号） 2-
連 絡 責 任 者 届
（事業者→県）

【 】

１ 連絡責任者

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

２ 緊急連絡先（平日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 緊急連絡先（時間外及び休日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ
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１３－４－２１ 災害時における防災活動協力に関する協定書 

 
 群馬県（以下「甲」という。）とイオン株式会社（以下「乙」という。）は、次のとお

り協定を締結する。 
 
 （趣旨） 
第１条 本協定は、群馬県内で地震、風水害等による大規模災害が発生した時の被災者

の応急救助等に係る防災活動協力について必要な事項を定めるものとする。 
 
 （協力内容） 
第２条  甲は、乙に対し次の事項について協力を要請することができ、乙はこの要請 
 に対し可能な限り協力するものとする。 

（1） 乙の所有する災害活動用資機材を提供すること。 
（2） 乙の店舗及び乙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。 
（3） 乙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。 
（4） 乙の店舗において、被災者に対しテレビ・ラジオ等で知り得た災害情報を提供

すること。 
２  甲は、前項に定めがない事項について必要に応じて乙に協力を要請することが 
できるものとする。 

 
 （支援要請の手続き） 
第３条  前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）は、文書をもって行うも 

のとする。但し、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後、

速やかに文書を提出するものとする。 
 
 （連絡責任者） 
第４条  防災協力活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び 
 連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。但し、期間の途中において内容の変更

が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。 
 
 （経費の負担） 
第５条  第２条第１項（３）及び同条第２項に規定する防災協力の実施に要した物資 

の対価及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。 
２ 物資の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上

決定するものとする。 
 
 （代金の支払） 
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第６条 甲は、物資の納入を受けた後、災害発生による混乱が沈静化した後、乙からの

請求書を受理した場合には、速やかに代金を乙に支払うものとする。 
 
 （円滑な運用） 
第７条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に 

相互連携を図るため必要に応じて訓練を行うものとする。 
 

 （履行義務の免除） 
第８条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全

部を免除することができるものとする。 
 
 （有効期間） 
第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成１９年 ３月３１日迄とする。た

だし、この期間満了の１箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないとき

は、さらに１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 
 
 （協議事項） 
第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたとき

は、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 
 

 
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有 

するものとする。 
 

平成１８年 ９月 １日 
 
               甲  群馬県前橋市大手町 1-1-1 
                   
                          
               乙  東京都千代田区神田錦町 1-1 
                   イオン株式会社 

関東ｶﾝﾊﾟﾆｰ常務執行役支社長 
     近 澤 靖 英      
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１３－４－２２ 災害時における応急生活物資の供給等に
関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社伊藤園（以下「乙」という ）は、群馬県内で災。 。

害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合（以下「災害時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、被災した。

県民等に対して行う応急生活物資（以下「物資」という ）の供給に関し、次のとおり協定。

を締結する。

（協力要請の範囲）

第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、

協力を要請することができる。

（物資の範囲）

第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の。

時点で乙が調達可能なものとする。

（１）別表に掲げる物資

（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）

第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）

第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又

は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。

（実績報告）

第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）

により報告を行うものとする。

（費用）

第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価は、甲が負担するものとする。

２ 第１項に規定する費用は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲と乙が協議の

上速やかに決定するものとする。

３ 乙が行った運搬に係る経費は、原則として、乙による通常の商品配送業務に係るものと

みなし、乙が負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超え

ると認められる場合は、甲と乙が協議のうえ、負担額を決定するものとする。

（費用の支払い）

第８条 前条の費用は、物資の納入を受けた後、災害発生による混乱が沈静化した後、乙か

らの請求により、甲が速やかに支払うものとする。
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（災害補償）

、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し

負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定

めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）

第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。

（協議）

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定するものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。

平成２５年５月１日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 東京都渋谷区本町３丁目４７番地１０号

株式会社 伊藤園

代表取締役社長 本庄大介
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１３－４－２３ 災害時における応急生活物資供給等

に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と一般社団法人群馬県卸売市場連合会（以下「乙」という ）と。 。

は、地震等の災害時における応急生活物資の供給に関し次のとおり協定を締結する。

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県内に地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）に、甲。

と乙とが相互に協力して、被災した県民等に対して行う応急生活物資の供給に関する協力事項に

ついて定めるものとする。

（応急生活物資供給の協力要請）

第２条 甲は、災害時において応急生活物資を必要とするときは、乙に対し乙の保有する商品の供

給について協力を要請することができる。

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいと

まがないときは口頭で要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。

（応急生活物資供給の協力実施）

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力

に積極的に努めるものとする。

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、応急生活物資（野菜果実、魚介類などの生鮮食料品

等）の供給可能な体制を保持するものとする。

（応急生活物資の運搬）

第４条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする｡この場合において、甲

は、必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。

（費 用）

第５条 前２条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬の費用については、甲

が負担するものとする。

（引 渡 し）

、 、 、 、第６条 応急生活物資の引渡場所は 甲が指定するものとし 甲は 当該引渡場所に職員を派遣し

数量を確認のうえ引き取るものとする。

（情報の提供等）

第７条 甲及び乙は、災害時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅

速かつ的確に物価等の生活情報を提供するよう努めるものとする。

２ 甲及び乙は、前項に規定する生活情報の提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日
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常的に行うものとする。

（実施に関し必要な事項等の決定）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、そのつど甲

乙協議して定めるものとする。

（発 効）

第９条 この協定は、平成２５年３月２８日から効力を有する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成２５年３月２８日

前橋市大手町１丁目１番 号1
甲 群馬県

代表者 知 事 大 澤 正 明

前橋市東片貝町 番地398
乙 一般社団法人群馬県卸売市場連合会

会 長 野 崎 美 成
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１３－４－２４ 災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と株式会社イトーヨーカ堂（以下「乙」という ）は、群馬。 。

県内で災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、。

被災した県民等に対して行う応急生活物資（以下「物資」という ）の供給に関し、次のと。

おり協定を締結する。

（協力要請の範囲）

第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、

協力を要請することができる。

（物資の範囲）

第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の。

時点で乙が調達可能なものとする。

（１）食料品

（２）飲料水

（３）日用品

（４）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）

第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）

第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、乙の保管場所で甲又は甲の指定する者に対し、引渡しを行うも

のとする。

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又

は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。

（実績報告）

第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）

により報告を行うものとする。

（費用）

第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬に係る費用につ

いては、甲が負担するものとする。

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と

乙が協議の上、速やかに決定するものとする。

（１）物資の対価－災害時等の直前における標準小売価格

（２）運搬に係る費用－乙の通常の商品配送業務における費用
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（費用の支払い）

第８条 前条の費用は、物資の納入を受け、災害発生による混乱が沈静化した後、乙からの

請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡、

負傷、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働者災害補償保険法等の災害に

関わる関係法令に定めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）

第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等について連絡責任者によ

る情報交換を行い、災害時等に備えるものとする。

（協議）

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定するものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。

平成 年 月 日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 東京都千代田区二番町８番地８

株式会社 イトーヨーカ堂

代表取締役社長 戸井和久
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（様式第１号）

平成 年 月 日

法人等名称

代表者氏名 様

群馬県知事

災害時における物資の供給等に係る要請について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第３条の規定に基づき、下記事項

について協力を要請します。

なお、物資を供給したときは、同協定第６条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置

状況を報告願います。

記

□次の物資の供給

要請期日(期間) 品 目・規 格 数 量 指定供給先
(引渡場所）

※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した

任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。

連絡先
群馬県
担 当：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第２号）

平成 年 月 日

群馬県知事 様

法人等名称

代表者氏名

物資要請の措置状況について

「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第６条の規定により、当社の物資

の措置状況を下記のとおり報告します。

記

物資の措置状況

期 間 品 目・規 格 数 量 搬入先 引渡場所 備 考（ ）

連絡先
所 属：
担当者：
電 話：
ＦＡＸ：
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（様式第３号） 1-
連 絡 責 任 者 届
（県→事業者）

【群馬県】

１ 連絡責任者

役職・氏名

２ 緊急連絡先

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１）

Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８

（ ）夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１ 危機管理室または消防保安課の当直者

（様式第３号） 2-
連 絡 責 任 者 届
（事業者→県）

【 】

１ 連絡責任者

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

２ 緊急連絡先（平日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ

３ 緊急連絡先（時間外及び休日）

第１連絡先 第２連絡先

役職・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ

携帯電話

Ｆ Ａ Ｘ
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１３－４－２５ 災害時における応急生活物資の供給等

に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と群馬県製麺工業協同組合（以下「乙」という ）は、群馬。 。

県内で災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という ）に、甲と乙とが相互に協力して、。

被災した県民等に対して行う応急生活物資（以下「物資」という ）の供給に関し、次のと。

おり協定を締結する。

（協力要請の範囲）

第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、

協力を要請することができる。

（物資の範囲）

第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という ）の。

時点で乙が調達可能なものとする。

（１）別表に掲げる物資

（２）その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第３条 要請は、文書（別紙様式第1号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。

（要請に基づく乙の協力実施）

第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。

（物資の運搬、引渡し）

第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という ）は、甲が指定する。。

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又

は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。

（実績報告）

第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）

により報告を行うものとする。

（費用）

第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び運搬に係る費用は、甲が負担す

るものとする。

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と

乙が協議の上速やかに決定するものとする。

（１）物資の対価 災害発生直前における適正価格

（２）運搬に係る費用 乙の通常の商品配送業務における費用

（費用の支払い）
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第８条 前条の費用は、物資の納入を受けた後、災害発生による混乱が沈静化した後、乙か

らの請求により、甲が速やかに支払うものとする。

（災害補償）

、 、第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が この協定に基づく業務に起因して死亡し

負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働者災害補償保険法等の災害

に関わる関係法令に定めるところによるものとする。

（連絡責任者の報告）

第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。

（情報交換）

第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。

（協議）

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定するものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。

平成２７年 １月１５日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

群馬県知事 大澤正明

乙 群馬県前橋市朝倉町４－６－３

群馬県製麺工業協同組合

理 事 長 星野陽司
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１３－４－２６ 災害時における応急生活物資の供給等に関する協定書 
 

 群馬県（以下「甲」という。）と株式会社カワチ薬品（以下「乙」という。）は、群馬県内

で災害が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、甲と乙とが

相互に協力して、被災した県民等に対して行う応急生活物資（以下「物資」という。）の供給

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力要請の範囲） 

第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、

協力を要請することができる。 

 

（物資の範囲） 

第２条 物資は次のとおりとし、前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）の時点

で乙が調達可能なものとする。 

 （１）食料品 

 （２）日用品 

 （３）衣料品 

 （４）その他甲が指定する物資で乙が提供できるもの 

 

（要請の方法） 

第３条 要請は、文書（別紙様式第 1 号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は口頭により行い、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（要請に基づく乙の協力実施） 

第４条 乙は、要請を受けたときは、積極的な協力に努めるものとする。 

２ 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という。）は、甲が指定する。 

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙に

よる運搬が困難な場合は、乙の保管場所で甲又は甲の指定する者に対し、引渡しを行うも

のとする。 

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又

は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。 

 

（実績報告） 

第６条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）に

より報告を行うものとする。 

 

（費用） 

第７条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬に係る費用につ

いては、甲が負担するものとする。 

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と

乙が協議の上、速やかに決定するものとする。 

（１）物資の対価－災害時等の直前における標準小売価格 

- 770 -



（２）運搬に係る費用－乙の通常の商品配送業務における費用 

  

（費用の支払い） 

第８条 前条の費用は、物資の納入を受け、災害発生による混乱が沈静化した後、乙からの

請求により、甲が速やかに支払うものとする。 

 

（災害補償） 

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡、

負傷、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働者災害補償保険法等の災害に

関わる関係法令に定めるところによるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第１０条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（情報交換） 

第１１条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等について連絡責任者によ

る情報交換を行い、災害時等に備えるものとする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

２ 前項の通知は、終了日１ヶ月前までに行うものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を

保管するものとする。 

 

 平成２８年 ６月１０日 

 

                  甲  群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 

 

                    群馬県 

                    

                     群馬県知事    大澤正明 

 

 

 

                  乙    栃木県小山市大字卒島１２９３番地 

 

                    株式会社カワチ薬品 

 

                    代表取締役社長 河内伸二 
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１３－４－２７ 災害時における物資の供給協力に関する協定 
 

群馬県（以下「甲」という。）と株式会社ワークマン（以下「乙」という。）とは、災害時における物

資の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 
第 1 条 この協定は、群馬県内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」と 

いう。）において、甲と乙が相互に協力して、被災県民等を救援するための物資を迅速かつ円滑に調達

し供給することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 
第 2 条 災害時において甲が物資を必要とするときは、乙に対し物資の供給について協力を要請するこ

とができる。 

 （調達物資の範囲） 
第 3 条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち甲が要請した時点において乙が 
 調達可能な物資とする。 

（1） 作業服、作業用品、衣料品等の物資 
（2） 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの 

 （要請手続） 
第 4 条 第 2 条の要請は、別に定める物資発注書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は電話その他の適当な方法をもって要請し、事後に物資発注書（別記様式１）を提出するものとする。 
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。 

 （協力実施） 
第 5 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に対する協力等に積

極的に努めるものとする。 
2 乙は、要請に的確に対応するため、物資の供給可能な体制の保持に努めるものとする。 

 （物資の運搬） 
第 6 条 物資は、甲が引渡場所を指定の上、当該場所に職員等を派遣して引き取るものとし、その指定

場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の

協力を求めることができる。 
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するもの

とする。 

（実績報告） 
第 7 条 乙は、第 4 条の要請により物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める物資供給報告書

（別記様式２）により甲に報告するものとする。 
 
 
 
 （費用負担） 
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第 8 条 前条までの規定により乙が供給した物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものと

する。 
2 前項に規定する費用は、災害発生直前時における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速

やかに決定する。 

 （費用の支払） 
第 9 条 物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。 
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。 

（災害補償） 
第 10 条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡、負傷又は

疾病にかかったときの災害補償については、労働者災害補償保険法等の災害に関わる関係法令に定め

るところによるものとする。 

 （情報交換） 
第 11 条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める連絡責任者届

（別記様式３）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも

のとする。 

 （有効期間） 
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、有効期間は 1 年間とする。ただし、

有効期間満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を

有するものとする。 

 （協議事項） 
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲

乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 
 
この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するもの 

とする。 
 
  平成２９年２月１６日 
 
                      甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

              群馬県知事    大 澤  正 明        印 

 
 
           乙  群馬県伊勢崎市柴町１７３２ 
              株式会社 ワークマン 

              代表取締役社長  栗 山 清 治         印 
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１３－４－２８ 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 

 

 群馬県（以下「甲」という。）と、東日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）は、災害時にお

ける段ボール製品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、群馬県の管轄地域内で災害（災害対策基本法第２条第1号に規定する災害をい

う。以下同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難所の設営に必要な物資（以

下「物資」という。）の調達について定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 災害が発生した場合において、甲は、物資を必要とするときは、文書により、乙に対し、物

資の供給、運搬等（以下「供給等」という。）について協力を要請することができる。ただし、甲が

緊急を要すると認めるときは、口頭、電話、電子メール等により行うことができるものとし、その

場合は事後に速やかに書面を提出するものとする。 

 

（協力の実施及び受諾等） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の組合員のうち、以下の条件を満たすもの

を選定する。 

(1) 群馬県の管轄地域内、最寄りの場所等に事業所を有するもの 

(2) 生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの 

(3) 甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

２ 乙は、前項の条件を満たす組合員を選定し、当該組合員の承諾を得たときは、甲に対して次の事

項を連絡するものとする。 

(1) 組合員の名称、所在地 

(2) 連絡窓口、連絡方法 

(3) 物資の種類、数量、提供可能時期 

(4) その他必要な事項 

３ 甲は、乙から前項の連絡を受けた後、同項の承諾をした乙の組合員（以下「組合員」という。）と

物資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。 

４ 乙及び組合員は、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、甲は、乙及

び組合員が物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うものとする。 

 

（物資の種類） 

第４条 物資の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 段ボール製簡易ベッド 

(2) 段ボール製シート 

(3) 段ボール製間仕切り 

(4) その他組合員の取扱商品 

 

（物資の引渡し） 

第５条 組合員は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲が指定する

者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。 

２ 組合員は、運搬終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を甲に報告するものとする。 

３ 乙は、組合員もしくは関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって協定を履行するよう求めるが、履

行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾する。 
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 （費用） 

第６条 組合員が供給する物資の対価及び運搬等の費用については、災害対策基本法第91条又は第92

条の規定に基づき、相当額を甲が負担するものとする。 

２ 前項の物資の対価及び運搬等の費用については、災害発生時の直近の価格を基準とし、甲及び組

合員が協議の上決定するものとする。 

 

 （連絡体制等） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡

窓口を変更したときも同様とする。 

２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図るものとす

る。 

 

（車両の通行等） 

第８条 甲は、第２条の要請に基づき事業所が物資を運搬等する際に、「緊急通行車両」として、緊急又は

優先車両としての通行に可能な限り配慮するものとする。 

 

（協議等） 

第９条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するとともに、随時

協議を行うものとする。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体制について

報告を求めることができる。 

３ 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について組合員の理解を深めるよう努力するものとす

る。 

 

（実施細目等） 
第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（他の協定との関係） 

第１１条 この協定は、甲又は乙で既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を
妨げるものではない。 

 
（有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解約
の予定日の１か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限り、その効力を継続するも
のとする。 

 
（その他） 

第１３条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議
の上決定するものとする。 

 
この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保

管するものとする。 
 

平成２９年８月２５日 

                甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

                   群馬県 

群馬県知事   大澤 正明 
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                乙  東京都中央区八丁堀四丁目１番４号 後関ビル８階 

東日本段ボール工業組合  

理事長     齋藤 英男 
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１３－４－２９ 災害時における応急生活物資の供給等に関する協定書 
 

群馬県（以下「甲」という。）と群馬フードサービス株式会社（以下「乙」という。）は、群馬県内で

災害が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、甲と乙とが相互に協力し

て、被災した県民等に対して行う食料の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（協力要請） 
第１条 災害時等において、甲は乙に対し、被災した県民等に対する物資の供給について、協力を要請

することができる。 
２ 要請は、文書（別紙様式災１号）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭によ

り行い、その後速やかに文書を提出するものとする。 
 
（協力実施） 
第２条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する協

力等に積極的に努めるものとする。 
２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、パン５０，０００食を供給可能な体制を保持するものとす

る。 
 
（物資の運搬、引渡し） 
第３条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という。）は、甲が指定するものとする。 
２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙による運搬が

困難な場合は、乙の保管場所で甲又は甲の指定する者に対し、引渡しを行うものとする。 
３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急又は優先車両

として通行できるよう配慮するものとする。 
４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。 
 
（実績報告） 
第４条 乙は、本協定に基づき物資を供給したときは、甲に対し、文書（別紙様式第２号）により報告

を行うものとする。 
 
（費用） 
第５条 前条までの規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬に係る費用については、甲

が負担するものとする。 
２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲と乙が協議の

上、速やかに決定するものとする。 
（１）物資の対価－災害時等の直前における標準小売価格 
（２）運搬に係る費用－乙の通常の商品配送業務における費用 

 
（費用の支払い） 
第６条 前条の費用は、物資の納入を受け、災害発生による混乱が沈静化した後、乙からの請求により、
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甲が速やかに支払うものとする。 
 
（災害補償） 
第７条 この協定に基づいて業務に従事した者が、業務に起因して死亡、負傷又は疾病にかかったとき

の災害補償については、労働者災害補償保険法等の災害に関わる関係法令に定めるところによるもの

とする。 
 
（連絡責任者の報告） 
第８条 甲と乙は、この協定に係る連絡責任者を協定締結後速やかに文書（別紙様式第３号）により相

互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 
 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 
 
（有効期限） 
第１０条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を

通知しない限り、その効力を有するものとする。 
２ 前項の通知は、終了日１か月前までに行うものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その１通を保管するも

のとする。 
 

平成２８年８月５日 
 
 

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 
 

群馬県 
 
                      群馬県知事 大澤正明 
 
 

乙 群馬県高崎市大八木町９８４－６ 
 
                      群馬フードサービス株式会社 
 

  代表取締役 松村 浩住 
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（様式第１号） 
 

平成 年 月 日 
 
法人等名称 
 代表者氏名            様 
 

群馬県知事            
 
 

災害時における物資の供給等に係る要請について 
 
 
 「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第１条の規定に基づき、下記事項について協

力を要請します。 
 なお、物資を供給したときは、同協定第４条の規定に基づき、本要請に対する貴社の措置状況を報告

願います。 
記 

□次の物資の供給 
 

要請期日(期間) 
 

 
品 目・規 格 

 

 
数  量 

 

 
指定供給先 
(引渡場所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ※ 災害時等の混乱により、本様式によりがたい場合については、必要事項を記載した 
  任意の文書でも、第３条に規定する文書に代えることが出来る。 
 

 
 連絡先 
   群馬県  
  担 当： 
   電 話： 
   ＦＡＸ： 
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（様式第２号） 
 

平成 年 月 日 
 
群馬県知事             様 
 

法人等名称               
代表者氏名              

 
 

物資要請の措置状況について 
 
 
 「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」第４条の規定により、当社の物資の措置状況

を下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 物資の措置状況 

 
期 間 

 
品 目・規 格 

 
数  量 

 
搬入先（引渡場

所） 

 
備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 連絡先 
  所 属： 
  担当者： 
   電 話： 
   ＦＡＸ： 
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（様式第３号）-1 
連 絡 責 任 者 届 

                              （県→事業者） 
【群馬県】 
 
 １ 連絡責任者 

役職・氏名  
 ２ 緊急連絡先 

 第１連絡先 第２連絡先 
役職・氏名   
Ｔ Ｅ Ｌ ０２７－２２６－２２４４（２２４５、２２５１） 
Ｆ Ａ Ｘ ０２７－２２１－０１５８ 
夜間・休日 ０２７－２２６－２２５１（危機管理室または消防保安課の当直者） 

 
（様式第３号）-2 

連 絡 責 任 者 届 
                              （事業者→県） 
【               】 
 
 １ 連絡責任者 

 役職・氏名  
Ｔ Ｅ Ｌ  
携帯電話  
Ｆ Ａ Ｘ  

 ２ 緊急連絡先（平日） 
 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   
Ｔ Ｅ Ｌ   
携帯電話   
Ｆ Ａ Ｘ   

 ３ 緊急連絡先（時間外及び休日） 
 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   
Ｔ Ｅ Ｌ   
携帯電話   
Ｆ Ａ Ｘ   
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１３－４－３０ 

災害時における物資（快適トイレ、ユニットハウス等）の供給に関する協定書 

 

（趣旨）  

第１条 群馬県 （以下「甲」という。）と三協フロンテア株式会社（以下「乙」という。）

は、群馬県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）避難所生活に

必要な快適トイレ、ユニットハウス等（以下「物資」という。）の供給に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（供給に関する事項の発動）  

第２条 この協定に定める災害時の供給に関する事項は、原則として甲が災害対策本部を

設置し、かつ、被災市町村に災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要

請を行ったときをもって発動する。 

２ 甲は、災害救助法が被災市町村に適用されない場合に、物資の供給について被災市町

村から甲に要請があったときは、乙を物資の供給元として市町村に斡旋することができ

るものとする。 

 

（協力の要請及び受諾等） 

第３条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、救援物資供給要請書（様式第１

号）により、乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は

電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（物資の種類）  

第４条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。  

（１）快適トイレ 

（２）ユニットハウス 

（３）その他災害対応に資する乙の取扱商品 

 

（物資の引渡し） 

第５条 甲が物資の引渡しを受ける場所（以下「引渡場所」という。）は、甲が指定するも

のとする。 

２ 引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙

による運搬が困難な場合は、乙の保管場所で甲又は甲の指定する者に対し、引渡しを行

うものとする。 

３ 甲は、乙又は乙の指定する者が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急

又は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

４ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。 
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（費用） 

第６条 前条までの規定により乙が供給した物資のレンタル料及び乙が行った運搬、設置

工事に係る費用については、甲が負担するものとする。 

２ 第１項に規定する対価及び費用は、それぞれ次の各号に定めるところを基準とし、甲

と乙が協議の上、速やかに決定するものとする。 

（１）物資の対価－災害時等の直前における標準小売価格 

（２）運搬、設置工事に係る費用－乙の通常の商品運搬、設置工事業務における費用 

 

（連絡責任者及び連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、文書により相互に報告するも

のとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（情報の共有等） 

第８条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有すると

ともに、必要な連絡及び調整を行うものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第９条 この協定は、甲、乙又は市町村で既に締結されている協定及び個別に締結する災

害時の応援協定を妨げるものではない。 

 

（協議）  

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、

甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定書の有効期間は締結の日から令和５年３月２４日までとする。ただし、

協定期間満了の日の１ヶ月前までに、甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないとき

は、この協定は更に１年間継続するものとし、以後この例による。 

２ この協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約希望日１ヶ月前までに 書面に

より相手方に通知するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を所持する。 
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令和４年３月２５日 

 

 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

      

群馬県 

     群馬県知事   山 本    一 太 

 

 

     乙  千葉県柏市新十余二５番地 

 

                    三協フロンテア株式会社 

                   代表取締役社長 長 妻  貴 嗣 
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様式第１号（第３条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

 社 名  

 代表者            様       

 

                           

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 

 

災害発生時における物資（快適トイレ、ユニットハウス等）の供給に関する協

定第３条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。 

物資の種類 数量 搬 送 日 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

     

           ※必要に応じて行を追加すること 

 

                  （群馬県 ご担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  
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様式第２号（第５条関係） 

 

                           年   月   日 

 

群馬県 様 

 

                          社 名 

                          代表者 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 

 

災害発生時における物資（快適トイレ、ユニットハウス等）の供給に関する協

定第５条の規定に基づき、次のとおり供給したことを報告します。 

物資の種類 数量 搬 送 日 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

     

           ※必要に応じて行を追加すること 

 

                  （連絡担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  
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１３-４-３１ 災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人フードトラック駆けつけ隊（以下「乙」

という。）は、群馬県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」とい

う。）第２条第１号に規定する災害が発生した場合（以下「災害時」という。）におけるキッチ

ンカーによる食品の給与等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（定義） 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

（１）キッチンカー 食品衛生法（昭和２２年法律第２２３号）に基づく飲食店営業等の営業

許可を受けた又は販売業の届出がされた自動車をいう。なお、営業許可を取得した又は

届出を行った保健所の管轄は、群馬県内外を問わないものとする。 

（２）避難所等 災対法に基づく指定避難所のほか、指定緊急避難場所等、市町村又は県が設

置する災害発生時の避難者受け入れ施設をいう。 

 

（協力事項の発動）  

第３条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として被災市町村に避難所等が開設され、

かつ、被災市町村から甲に要請があり、甲が乙に対して要請を行ったときをもって発動する。 

 

（運用規則） 

第４条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項については、運用規則で定めるものと

する。 

 

（協力の範囲） 

第５条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。 

（１） 乙の業務委託先である「まきばプロジェクト（群馬県伊勢崎市波志江町４６５５番地 

１０）」と連携し、避難所等にキッチンカーを派遣し、避難者等に食品を給与すること。

なお、取り扱う食品は、食品衛生法に基づく飲食店営業等の許可を受けた又は販売業

等の届出を行った品目の範ちゅうとすること。 

（２）甲や被災市町村が提供する米等食材の調理（飲食店営業等の許可を受けた自動車に限る。） 

（３）その他甲が必要と認める業務でかつ乙が対応可能な業務 

 

（協力の要請及び受諾等） 

第６条 前条の要請は、運用規則に定める協力要請書をもって行うものとする。ただし、緊急を

要する場合は口頭、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 
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（要請に基づく乙の協力） 

第７条 第５条の規定に基づく協力の要請があった場合、乙は可能な限り協力するものとし、速

やかに協力の可否を甲に返答するものとする。 

２ 乙が食品の給与等を行う場合、衛生管理を徹底し、提供する食事を十分加熱する等食中毒が

発生しないよう配慮するものとする。 

３ 乙は、食物アレルギー対策として、特定原材料及び特定原材料に準ずるものを食材として使

用する場合には、アレルギー物質の表示又は避難者等に情報提供する等の対応をとるものとす

る。 

 

（実績報告） 

第８条 乙は、この協定に基づく食品の給与等を行った場合には、甲に対し運用規則に定める実

績報告書を提出するものとする。 

 

（費用負担） 

第９条 この協定に基づく食品の給与等に係る費用（人件費、食材費、光熱費、燃料費及び通信

費等）は、原則として乙の負担とし、被災者との金銭の授受は行わないこと。 

２ 甲は、乙の派遣したキッチンカー事業者が、甲の要請に基づく活動に係る交通事故又は炊き

出しに関する事故（負傷、火災、異物の混入又は食中毒の発生等）により、自らが損害を被り、

又は第三者に損害を与えた場合の損害を賠償しないものとする。 

３ その他、この協定に基づく食品の給与等に係る費用が生じた場合は、甲及び乙が協議して定

めるものとする。 

 

（平時の取組） 

第１０条 乙は、乙の業務委託先である「まきばプロジェクト（群馬県伊勢崎市波志江町４６５

５番地１０）」と連携し、平常時においても県内各地域で行われる防災訓練等に参加する等、

地域の防災力の強化に積極的に協力するものとする。 

 

（連絡責任者及び連絡体制） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、運用規則に定める連絡責任者報告

書により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（情報の共有等） 

第１２条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するととも

に、必要な連絡及び調整を行うものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１３条 乙及び乙の派遣したキッチンカー事業者に関わる個人又は団体が暴力団等の反社会

的勢力に該当または該当のおそれがあることが判明した場合には、この協定を終了する。 
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２ 前項によりこの協定が終了したときは、協定終了により乙に生じた一切の損害について、甲

は、賠償責任を負わないものとする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１５条 この協定は、締結の日からその効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を持続する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名及び押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

 

令和６年６月18日 

 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
 

群 馬 県 知 事   山 本  一 太 

 

 

乙  東京都千代田区四番町２番１２号 

四番町ＴＨビル７Ｆ 

一般社団法人フードトラック駆けつけ隊 
 

代 表 理 事   石 澤  正 芳 
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災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定運用規則 
 
（趣旨） 
第１条 この運用規則は、災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定

（以下「協定」という。）第４条の規定に基づき、その実施に関し、必要な運用規則その他

の事項を定めるものとする。 
 
（協力要請書の様式）  
第２条 協定第６条に規定する協力の要請は、別記第１号様式により行う。 
 
（実績報告書の様式）  
第３条 協定第８条に規定する実績の報告は、別記第２号様式により行う。 
 
（連絡責任者報告書の様式）  
第４条 協定第１１条に規定する連絡責任者の報告は、別記第３号様式により行う。 
 
（協議） 
第５条 この運用規則に定めのない事項及びこの運用規則に関して疑義が生じたときは、そ

の都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第６条 この運用規則は、協定締結の日からその効力を生じるものとし、第５条の規定によ

る協議によりこの運用規則の廃止が決定したとき、又は協定第１３条第１項の規定若しく

は協定第１５条の規定により協定が終了したときまで、その効力を持続する。 
 
令和６年６月 18 日 

 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
 

群 馬 県 知 事   山 本  一 太 

 

 

乙  東京都千代田区四番町２番１２号 

四番町ＴＨビル７Ｆ 

一般社団法人フードトラック駆けつけ隊 
 

代 表 理 事   石 澤  正 芳 
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（別紙）乙による炊き出しの受入に係る調整フロー 

 
 

 
  

被災市町村 

群馬県 フードトラック 
駆けつけ隊 

炊き出し実施予定
の避難所等 

① 

② 

① 被災市町村は、避難所等へのキッチンカーの派遣を希望する場合、電話等に

より県へ要請を行い、別に定めるヒアリングシートの確認事項に回答する。 
 
② 被災市町村からの要請を受け、県はフードトラック駆けつけ隊に対して、協

力要請書又は電話等により炊き出し等の要請を行い、ヒアリングシートの回答

内容を伝達する。 
 
③ フードトラック駆けつけ隊は、キッチンカー派遣の可否を速やかに県へ返答

する。 
 
④ 県は、炊き出し実施の可否について被災市町村へ報告し、キッチンカー受入

に係るフードトラック駆けつけ隊との調整を依頼する。 
 
⑤ 被災市町村は、フードトラック駆けつけ隊と、キッチンカー受入に係る調整

を行う。 
 
⑥ フードトラック駆けつけ隊は、要請のあった避難所等へキッチンカーを派遣

し、協定に基づく協力を行う。 
 
⑦ フードトラック駆けつけ隊は、協定に基づく協力が完了した後、県へ実績報

告書を提出する。 

③・⑦ 

④ ⑥ 
⑤ 
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様式第１号（運用規則第２条関係） 
第       号 

 年   月   日 
 
 一般社団法人フードトラック駆けつけ隊 
 代表理事      様 

群馬県知事       
 

災害時等におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協力要請書 
 
災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定第５条の規定に

基づき、次のとおり協力を要請します。 
 

実施期間 実施場所 
（名称・所在地） 

数量 現地担当者 
（氏名・連絡先） 

    

    

    

特記事項（実施場所周辺の交通規制状況、要配慮者の有無等） 

 

           
                  （群馬県連絡担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  

メールアドレス  
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様式第２号（運用規則第３条関係） 
 
                            年   月   日 
 
群馬県知事      宛て 
 

一般社団法人フードトラック駆けつけ隊  
代表理事            

 
災害時等におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する実績報告書 

 
災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定第８条の規定に

基づき、次のとおり報告します。 
 

実施期間 実施場所 
（名称・所在地） 

派遣した 
キッチンカー事業者 
（事業者名・連絡先） 

給与した食品等 
（内容・数量） 

    

    

    

特記事項 

 

 
                  （連絡担当者） 

所 属  

職 名 ・ 氏 名  

電 話 番 号  

メールアドレス  
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【取扱注意】 
様式第３号（運用規則第４条関係） 
 
                            年   月   日 
 

         様 
 

                           
                           
 

災害時等におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する連絡責任者報告書 
 
災害時におけるキッチンカーによる食品の給与等に関する協定第１１条の規定

に基づき、次のとおり報告します。 
 

（   年   月   日時点） 

優先順位 所属・氏名 電話番号 メールアドレス 

１    

２    

３    

特記事項 
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１３-４-３３ 災害等発生時における給水等の応急対策に関する協定書 

 

群馬県（以下「甲」という。）と株式会社ジーシーシー自治体サービス（以下「乙」という。）は、群馬
県内及び県外において地震、風水害、その他の災害及び大規模事故（以下「災害等」という。）が発生し、
又は発生するおそれがあるとき（以下「災害等発生時」という。）に、相互に協力し、必要な対応を円滑
に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 
 
 （趣旨） 
第１条 この協定は、災害等発生時に、甲と乙が相互に協力して災害時の応急対策を円滑に実施するた

め、必要な事項を定めるものとする。 
 
 （協力要請） 
第２条 甲は、災害等発生時において、応急対策を行う必要が生じた場合は、乙に対して次の各号に掲

げる事項を明らかにして、協力を要請することができる。 
(1) 災害等の状況及び協力を要請する事由 
(2) 必要とする人員数 
(3) 必要とする機器類の種類及び台数 
(4) 応急対策の場所及び内容 
(5) その他必要な事項 

 
 （協力実施） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙の営業に支障のない限りこれを受諾

し、要請内容について協力するものとする。乙は、公益財団法人日本水道協会群馬県支部等からの要
請を受けた場合は、同支部等が行う応急給水等の支援計画等を踏まえ、甲と協議、調整の上、協力す
るものとする。 

２ 甲は、乙の応急対策が円滑に実施できるよう図面等の供与、現地への誘導及び現地での諸調達につ
いて必要な援助を行うものとする。 

 
 （事前計画） 
第４条 乙は、応急対策の円滑な実施を図るため、組織体制、連絡体制をあらかじめ定めておかなけれ

ばならない。 
 
 （応急対策等） 
第５条 甲が乙に要請する応急対策等は、次のとおりとする。ただし、被害の状況に応じ、甲乙協議の

上、その他の応急対策等を甲は乙に要請することができる。 
(1) 乙が所有する給水車両による災害派遣用移動式トイレ（トイレトレーラー等）への給水支援活

動 
(2) その他補助業務 

 
（平常時からの備え） 

第６条 甲及び乙は、災害等発生時における円滑な協力体制が図れるよう、平常時から応援体制の整備
に努めるとともに、乙は甲が行う防災訓練等に協力するものとする。 

 
 （要請手続） 
第７条 甲は、乙に対し第２条の規定に基づく協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。

ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。 
 
 （経費の負担） 
第８条 この協定に基づく協力のために乙が要した経費は、甲乙が協議して決定した額を甲が負担する

ものとする。 
２ 前項の規定により甲が負担する経費の精算単価は、災害等発生時直前における実勢単価とする。 
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（災害補償） 
第９条 この協定に基づき乙の応急対策に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病に

かかったときは、乙の労災保険により補償するものとする。 
 
 （第三者に対する損害賠償） 
第１０条 乙が、この協定に基づく応急対策従事中に第三者に損害を与えた場合、その賠償方法及び賠

償額は、甲乙が協議して決定するものとする。 
 
 （報告） 
第１１条 乙は、第３条の規定に基づく応急対策に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を甲に報告

するものとする。 
(1) 応急対策に従事した人員数及び従事した期間 
(2) 応急対策に使用した機器類の種類、台数及び使用時間 
(3) その他必要な事項 

 
 （経費等の請求） 
第１２条 乙は、第８条の規定に基づき経費を請求するときは、甲が定めるところにより行うものとす

る。 
 
 （経費等の支払） 
第１３条 甲は、前条の規定により経費等の請求があった場合、その内容が適当であると認めたとき

は、その経費等を速やかに支払うものとする。 
 
 （有効期間） 
第１４条 この協定の有効期間は、令和７年３月 31 日までとする。ただし、甲又は乙のいずれからも

この協定の改廃について申出がない場合は、更に１年間継続するものとし、以後も同様とする。 
 
 （協定の継承） 
第１５条 甲又は乙は、この協定の締結後において、甲若しくは乙の組織（以下｢組織｣という。）又は

甲の区域（以下｢区域｣という。）に変更があった場合には、速やかに相手方に通知するものとし、こ
の協定に定めた事項は、それぞれの組織の継承者が引き継ぐものとする。 

２ 前項の規定により引き継がれた事項は、変更後の組織及び区域のすべてに適用されるものとする。 
 
 （協議） 
第１６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙が協議

して定めるものとする。 
 
 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 
 

令和６年９月 13 日 
 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
  群 馬 県 知 事    山 本  一 太 

 
 
 
 

乙  群馬県前橋市三俣町二丁目１１番地１０ 
 株式会社ジーシーシー自治体サービス 

 代 表 取 締 役    岡 田  淳 
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 １　し尿処理施設 令和５年４月１日現在

　　　  　　　 　　

NO  利 用 市 町 村 施　設　所　在　地 規模 管理者

［kl/日］ 　

1  前橋市 前橋市 前橋市長

　前橋市し尿処理施設（し尿） 前橋市六供町516-1 33       

　前橋市し尿処理施設（浄化槽汚泥） 前橋市六供町516-1 87       

2  伊勢崎市 伊勢崎市 (玉村町) 112      伊勢崎市長

　伊勢崎市茂呂クリーンセンター

3  伊勢崎市 伊勢崎市 伊勢崎市境上矢島675 50       伊勢崎市長

　伊勢崎市境クリーンセンター

4  渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川市 榛東村 吉岡町 渋川市川島110 94       渋川市長

　渋川地区広域圏環境クリーンセンター

5  高崎市 高崎市 高崎市和田多中町610 174      高崎市長

　城南クリーンセンター 　

6  安中市 安中市 安中市原市65 90       安中市長

　碓氷川クリーンセンターし尿処理施設 　

7  多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 高崎市 藤岡市 神流町 藤岡市岡之郷1423-1 45       藤岡市長

　岡之郷クリーンセンター (玉村町) 90       

8  上野村 上野村 上野村乙父1299-1 7.5      上野村長

　上野村未利用資源活用施設

9  富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 富岡市 甘楽町 富岡市田篠1297-1 75       富岡市長

　衛生管理センター 　 　

10  甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田町 南牧村 下仁田町白山204-1 29       下仁田町長

　下仁田南牧クリーンセンター 　

11  吾妻東部衛生施設組合 中之条町 高山村 東吾妻町 62       中之条町長

　吾妻東部衛生センターし尿処理施設 　

12  西吾妻衛生施設組合 長野原町 嬬恋村 草津町 嬬恋村今井285 40       嬬恋村長

　西吾妻衛生センター 中之条町六合区域 　

13  沼田市外二箇村清掃施設組合 沼田市 川場村 昭和村 沼田市恩田町309-1 78       沼田市長

　沼田市外二箇村衛生センター (片品村) 　

14  みなかみ町 みなかみ町 みなかみ町布施2806-1 35       みなかみ町長

　奥利根アメニティパークし尿処理施設 　

15  太田市 太田市 太田市長

　太田市第一クリーンセンター 太田市古戸町1139 100      

　太田市第二クリーンセンター 太田市古戸町1139 120      

16  太田市 太田市 46       太田市長

　太田市新田クリーンセンター

17  館林衛生施設組合 館林市 板倉町 明和町 館林市赤生田町65-1 100      館林市長

　館林環境センター 千代田町 　

18  大泉町 大泉町 (邑楽町) 大泉町仙石2-28-1 80       大泉町長

　大泉町衛生センター

19  桐生市 桐生市 (みどり市) 桐生市境野町3-1511-1 195      桐生市長

　桐生市境野水処理センター

            計 1,743

※　上記施設には、休止施設は含まない。

利 根
沼 田

東 部

太田市新田下田中町
1342-1

１４-１　　県内清掃施設一覧表

伊勢崎市茂呂南町
5097-2

中 部

西 部

吾 妻

中之条町大字中之条町
316-1

（括弧書きの市町村は委託）

設置市町村等及び施設名称事務所名
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令和５年４月１日現在

NO 利用市町村        所　　在　　地 規 模 管 理 者

［ｔ/日］

1  前橋市 前橋市 前橋市六供町1536 405         前橋市長

　前橋市六供清掃工場

2  伊勢崎市 伊勢崎市 伊勢崎市柴町954 210         伊勢崎市長

　伊勢崎市清掃リサイクルセンター２１

3  玉村町 玉村町 玉村町上福島158-1 90          玉村町長

　玉村町クリーンセンター

4  渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川市 榛東村 吉岡町 渋川市行幸田3153-2 232.5 渋川市長

 　渋川地区広域圏清掃センター

5  高崎市 高崎市 高崎市高浜町248-1 450         高崎市長

　高浜クリーンセンター           

6  高崎市 高崎市 高崎市吉井町多比良4374 30          高崎市長

　吉井クリーンセンター

7  安中市 安中市 安中市原市65 135         安中市長

　碓氷川クリーンセンターごみ処理施設

8  藤岡市 藤岡市 藤岡市三本木575-1 120         藤岡市長

　藤岡市清掃センター

9  富岡市 富岡市 (甘楽町) 富岡市上高尾187-1 112.5       富岡市長

　富岡市清掃センター

10  甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田町 南牧村 (上野村) 下仁田町下仁田888-2 15          下仁田町長

　甘楽西部環境衛生施設組合清掃センター

11  神流町 神流町 神流町尾附289-1 ＲＤＦ 神流町長

　クリーンセンター 　 6          

12  上野村 上野村 上野村大字乙母981 堆肥化 上野村長

　上野村堆肥センター 14          

13  吾妻東部衛生施設組合 中之条町 高山村 東吾妻町 50          中之条町長

　吾妻東部衛生センター可燃ごみ処理施設　　

14  西吾妻環境衛生施設組合 中之条町 長野原町 嬬恋村 長野原町与喜屋1610-1 40          長野原町長

　西吾妻環境衛生センターごみ焼却処理施設

15  草津町 草津町 草津町草津926-1 40          草津町長

　草津町クリーンセンター

16  沼田市外二箇村清掃施設組合 沼田市 川場村 昭和村 沼田市白岩町226 120         沼田市長

　沼田市外二箇村清掃工場

17  利根東部衛生施設組合 沼田市 片品村 片品村大字菅沼251-10 30          片品村長

　尾瀬クリーンセンター

18  みなかみ町 みなかみ町 堆肥化 みなかみ町長

　みなかみ町資源リサイクルセンター 15.7

19  太田市外三町広域清掃組合 太田市 千代田町 大泉町 太田市細谷町604-1 330         太田市長

　太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ 邑楽町

20  館林衛生施設組合 館林市 板倉町 明和町 館林市苗木町2447-19 100         館林市長

　たてばやしクリーンセンター

21  桐生市 桐生市 (みどり市) (伊勢崎市) 桐生市新里町野461 450         桐生市長

　桐生市清掃センター

 計 2,996       

焼却施設 2,960       

内訳 RDF 6          

堆肥化施設 30          

※　上記施設には、休止施設は含まない。

２　ごみ処理施設

事務所名

中 部

西 部

設置市町村等及び施設名称

中之条町大字中之条町316-
1

利 根
沼 田

みなかみ町西峰須川1258-5

（括弧書きの市町村は委託）

東 部

吾 妻
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令５年４月１日現在

NO 利用市町村 所       在       地  模 模 管理者

前橋市 前橋市  前橋市荻窪町677 　 前橋市長

1  
　前橋市荻窪清掃工場粗大ごみ処理施設,プラスチック製容器包
装選別処理施設

99       

2  　前橋市荻窪清掃工場びん選別処理施設 18       

3  前橋市 前橋市  前橋市大渡町1-19-4 4       前橋市長

　前橋市ペットボトル選別処理施設

4  前橋市 前橋市  前橋市富士見町石井 18       前橋市長

　富士見クリーンステーション  1873-2

5  伊勢崎市 伊勢崎市  伊勢崎市柴町954 54       伊勢崎市長

　清掃リサイクルセンター２１リサイクルプラザ

6  玉村町 玉村町  玉村町上福島158-1 10       玉村町長

　玉村町クリーンセンターリサイクルセンター

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川市 榛東村 吉岡町  渋川市行幸田3153-2 　 渋川市長

7  　渋川地区広域圏清掃センター粗大ごみ処理施設 40       

8  　渋川地区広域圏清掃センターリサイクルセンター 4.9

高崎市 高崎市  高崎市高浜町248-1 　 高崎市長

9  　高浜クリーンセンター粗大ごみ処理施設 55       

10  　高浜クリーンセンターリサイクルセンター 68.5     

11  高崎市 高崎市 6       高崎市長

　吉井クリーンセンター粗大ごみ処理施設

12  安中市 安中市  安中市原市65 20       安中市長

　碓氷川クリーンセンター粗大ごみ処理施設

藤岡市 藤岡市  藤岡市三本木575-1 　 藤岡市長

13  　藤岡市清掃センター粗大ごみ破砕施設 40       

14  　藤岡市清掃センター飲料容器再資源化施設 12.25    

15  藤岡市 藤岡市  藤岡市三波川349-3 5       藤岡市長

　鬼石資源化センター（リサイクルプラザ）

16  神流町 神流町  神流町大字尾附289-1 6.05     神流町長

　リサイクルセンター

17  富岡市 富岡市  富岡市上高尾187-1 33       富岡市長

　富岡市資源化センター

18  甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田町 南牧村  下仁田町下仁田888-2 4.5 下仁田町長

　甘楽西部環境衛生施設組合リサイクルセンター

19  吾妻東部衛生施設組合 中之条町 高山村 東吾妻町 20       中之条町長

　吾妻東部衛生センター粗大ごみ処理施設

20  西吾妻環境衛生施設組合 長野原町  長野原町与喜屋1610-1 24       長野原町長

　西吾妻環境衛生センター粗大ごみ不燃ごみ処理施設 嬬恋村

21  みなかみ町 みなかみ町  みなかみ町布施2806-1 13       

　奥利根アメニティーパークリサイクルプラザ 　

22  利根東部衛生施設組合 沼田市 片品村  片品村大字菅沼251-10 12       片品村長

　尾瀬クリーンセンターリサイクルプラザ

23  太田市外三町広域清掃組合 太田市 千代田町 大泉町  太田市細谷町604-1 73       太田市長

　太田市外三町広域清掃組合リサイクルプラザ 邑楽町

24  館林衛生施設組合 館林市 板倉町 明和町 5       館林市長

　いたくらリサイクルセンター 　 　

桐生市  桐生市新里町野461 桐生市長

26  　桐生市清掃センター粗大ごみ処理施設 桐生市 (みどり市) (伊勢崎市) 80       

27  　桐生市清掃センターリサイクルセンター 桐生市 (みどり市) (伊勢崎市) 1.6

　                計 726.8    

※　上記施設には、休止施設は含まない。

３　粗大ごみ処理施設及び資源化施設

事務所名

利 根
沼 田

中之条町六合区域

みなかみ町長

東 部

板倉町大字板倉3427-7

吾 妻

 中之条町大字中之条町
316-1

 [ｔ/日］（括弧書きの市町村は委託）

設置市町村等及び施設名称

中 部

西 部

 高崎市吉井町多比良
4374
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４　最終処分場 令和５年４月１日現在

埋立地 全体

NO 設置市町村等及び施設名称 利用市町村 所      在     地 面積 容積 管理者

［ｍ
２
］ ［ｍ

３
］

1  前橋市 前橋市  前橋市荻窪町553-3 46,700    383,000    前橋市長

　前橋市最終処分場

2  前橋市 前橋市 8,020     59,080     前橋市長

　前橋市富士見最終処分場

3  伊勢崎市 伊勢崎市 24,760    110,300    伊勢崎市長

　伊勢崎市一般廃棄物最終処分場(第３期)      

4  伊勢崎市 伊勢崎市 　 　  伊勢崎市東上之宮町984-1 23,800    159,100    伊勢崎市長

　伊勢崎市一般廃棄物最終処分場(第４期)

5  渋川地区広域市町村圏振興整備組合 渋川市 榛東村 吉岡町  渋川市小野子3665 6,730     70,000     渋川市長

　渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場

6  高崎市 高崎市  高崎市上室田町1850 37,500    438,000    高崎市長

　エコパーク榛名

7  高崎市　 高崎市 100,000   940,000    高崎市長

　高崎市一般廃棄物最終処分場

8  多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 高崎市 藤岡市  藤岡市緑埜147-1 25,500    121,350    藤岡市長

　緑埜クリーンセンター 　 　 　

9  富岡市 富岡市 (甘楽町) 26,224    266,556    富岡市長

　富岡市一般廃棄物最終処分場(上高尾)

10  甘楽町 甘楽町  甘楽町白倉2284 6,100     29,400     甘楽町長

　 甘楽町一般廃棄物最終処分場（白倉）

11  甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田町 南牧村 （上野村）  下仁田町大字吉崎656 7,100     24,600     下仁田町長

　甘楽西部環境衛生施設組合クリーンポケット

12  西吾妻環境衛生施設組合 長野原町 16,660    102,330    長野原町長

  西吾妻環境衛生施設組合一般廃棄物最終処分場 嬬恋村

13  吾妻東部衛生施設組合 中之条町 高山村 東吾妻町  中之条町大字横尾1700 4,128     27,000     中之条町長

　吾妻東部衛生センター一般廃棄物最終処分場

14  沼田市 沼田市 12,000    89,900     沼田市長

　沼田市一般廃棄物最終処分場（上川田）

15  利根東部衛生施設組合 沼田市 片品村 4,000     21,000     片品村長

　尾瀬クリーンセンター一般廃棄物最終処分場

16  館林市 館林市  館林市苗木町2495-1 11,370    80,000     館林市長

　館林市一般廃棄物最終処分場

17  大泉町外二町環境衛生施設組合 千代田町 大泉町 邑楽町  邑楽町大字狸塚1731-1 23,600    150,000    大泉町長

　大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物最終処分場

18  桐生市 桐生市 （みどり市） 4,529     25,678     桐生市長

　桐生市汚泥最終処分場

19  桐生市 桐生市 (伊勢崎市) (みどり市)  桐生市新里町野461 46,050    446,370    桐生市長

　桐生市清掃センター最終処分場

20  館林衛生施設組合 館林市 板倉町 明和町  明和町千津井1019-1外 2,634     19,000     館林市長

　一般廃棄物最終処分場　めいわエコパーク

　               計 437,405   3,562,664  

※　上記施設には、埋立終了施設は含まない。

 前橋市富士見町石井
1873-2

 伊勢崎市東上之宮町984

 高崎市吉井町上奥平
2109

東 部

 桐生市相生町3-801-27

 富岡市上高尾字寺入
283-4

吾 妻

中之条町六合区域  長野原町大字与喜屋
1124-82

利 根
沼 田

 沼田市上川田町字日影

 沼田市利根町根利1536-
3

事務所名

中 部

（括弧書きの市町村は委託）

西 部
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１４－２－１ 災害時における遺体の搬送に関する協定 
 
群馬県を「甲」とし、一般社団法人全国霊柩自動車協会を「乙」とし、甲乙間において、

次のとおり協定を締結する。 
 
（総則） 
第１条 この協定は、群馬県地域防災計画、国民の保護に関する群馬県計画及び群馬県新型

インフルエンザ等対策行動計画に基づき、広域火葬を円滑に実施するため、乙の甲に対す

る協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害や多数の死者が発生する大規模な事故の他、我が国に対する外部からの

武力攻撃事態及び緊急対処事態並びに新型インフルエンザ等の大流行時等（以下「災害時

等」という。）における遺体の搬送について、必要が生じたときは、乙に対し、協力を要

請するものとする。 
 
（協力の実施） 
第３条 乙は、甲の要請に従い、前条の業務について実施するものとする。 
 
（報告） 
第４条 乙は、第２条の要請を受けたときは、要請事項の措置状況を甲に報告するとともに、

業務を実施したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。 
 
（経費の負担） 
第５条 甲は、甲の要請により乙が実施した業務に係わる経費を負担するものとする。 
 
（経費の請求及び支払） 
第６条 乙は、甲が要請した業務が完了したときは、その業務実績に基づき、一括して甲に

経費を請求し、甲は、乙からの支払請求があったときは、速やかに乙に支払うものとする。 
 
（価格の決定） 
第７条 甲が負担する経費の価格は、災害時等の直前における適正価格を基準にして、甲乙

が協議して決定するものとする。 
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（実施細日） 
第８条 この協定の実施に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細日で定めるものとす

る。 
（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するもの

とする。 
 
（附則） 
１ この協定は、平成２７年１１月２７日から適用する。 
２ 平成１７年１２月１３日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
（附則） 
１ この協定の有効期間は、協定締結の日から一年間とする。ただし、この協定の有効期間

終了前一月前までに、甲乙いずれからもなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の

翌日から一年間この協定は更新され、以降同様とする。 
２ この協定の締結を証するため、協定書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その一通

を保有する。 
 
 
平成２７年１１月２７日 

 
 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号 
群馬県 
群馬県知事 大澤 正明 

 
 
 

乙 東京都新宿区四谷三丁目二番五 
一般社団法人全国霊柩自動車協会 
会長 一柳 鎨 
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災害時等における遺体の搬送に関する協定実施細目 

 
（趣旨等） 
第１条 この実施細目は、災害時等における遺体の搬送に関する協定（以下「協定」という。）

第８条の規定により、協定の実施について必要な手続きその他の事項を定めるものとす

る。 
２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 
 
（連絡責任者） 

第２条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては群馬県健康福祉部食品安全

局衛生食品課長、乙にあっては一般社団法人全国霊柩自動車協会専務理事とする。 
 
（要請手続） 

第３条 前条に規定する甲から乙への要請は、次に掲げる事項を文書により行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は電話等により行い、その後速やかに文書を提出するもの

とする。 
（１）要請を行った者の職、氏名 
（２）要請理由 
（３）要請内容 
（４）履行の場所 
（５）履行の期日又は期間 
（６）その他必要な事項 

２ 甲は乙の業務が円滑に行われるよう、前項の要請の係わる重要な変更が生じたときは、

その都度、乙に通知するものとする。 
３ 第一項の規定により甲が乙に提出する文書は、協力要請書（別記様式１）とする。 
 

（構成員の名簿） 
第４条 乙は、災害時等における遺体の搬送に協力するために、毎年二月末日現在の構成員

の名簿を提出するものとする。 
 
（報告書） 
第５条 協定第４条に規定する乙から甲への報告は、次に掲げる事項を文書により行うも

のとする。 
（１）遺体を搬送した車両台数 
（２）履行の場所 
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（３）履行の期日又は期間 
（４）その他必要な事項 

２ 前項の規定により乙が甲に提出する文書は、業務実績報告書（別記様式２）とする。 
 

（経費の請求方法） 
第６条 協定第６条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す業務実績一覧表を添付した

請求書により行うものとする。 
 
（附則） 
この実施細日の有効期間は、協定の有効期間と同じとする。 
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様式１（第３条関係） 

                           第     号 

                           年  月  日 

一般社団法人全国霊柩自動車協会 

会長              殿 

 

                       群馬県知事         

 

 

協力要請書（第   報） 

 災害時等における遺体の搬送に関する協定第２条の規定により、次のとおり

協力を要請します。 

要 請 担 当 者 職名         氏名 

連絡先電話番号 

口頭、電話等による要

請の日時 

   年  月  日（  ） 

   時  分 頃 

要 請 理 由  

 

要 請 内 容 

 

 

履 行 の 場 所 

 

 

履行の期日又は期間 

 

期日    年  月  日 

期間    年  月  日～  年  月  日 

備 考  

 

（注）要請内容の欄には、遺体搬送用車両の必要台数等を記載すること。 
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様式２（第５条関係） 

                           第     号 

                           年  月  日 

 

 

群馬県知事       殿 

 

                    報告者名称 

                    代表者          ㊞ 

 

業 務 実 績 報 告 書 

 協力要請のあった業務に係わる実績について、災害時等における遺体の搬送

に関する協定第４条の規定により、次のとおり報告します。 

要請書番号及び日時   年  月  日付け 第   号（第   報） 

実施業務内容 

 

 

従事者氏名 別添名簿のとおり 

履行の場所 

 

 

履行の期日又は期間 期日    年  月  日 

期間    年  月  日～  年  月  日 

報告担当者 氏名 

連絡先電話番号 

備考 

 

 

（注）要請内容の欄には、遺体搬送用車両の必要台数等を記載すること。 
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１４－２－２ 災害時における棺及び葬祭用品の供給等並び

に遺体の搬送等の協力に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と群馬葬祭事業協同組合（以下「乙」という ）及び全。 。

日本葬祭業協同組合連合会（以下「丙」という ）は、群馬県内において、災害や多数の。

死者が発生する大規模な事故の他、我が国に対する外部からの武力攻撃事態及び緊急対処

事態並びに新型インフルエンザ等の大流行時等（以下「災害時等」という ）が発生した。

場合における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関し、次のとおり協定

を締結する。

（総則）

第１条 この協定は、災害時等における、市町村から甲に対しての棺及び葬祭用品の供給

等並びに遺体の搬送等の円滑な実施に関する応援の要請（以下「応援要請」という ）。

があったときの、甲と乙及び丙との協力体制に関し、必要な事項を定めるものとする。

（協力の要請）

第２条 甲は、市町村からの応援要請を受け、必要があると認めるときは、乙に対して協

力を要請（以下「協力要請」という ）することができる。ただし、乙が対応できない。

場合等は丙に対して直接協力を要請することができる。

２ 前項の規定による要請を行う場合は、原則として文書で行うものとする。ただし、緊

急を要するときは口頭などで要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。

、 。３ 乙は甲からの協力要請を受けたときは 必要に応じて丙に協力を求めることができる

（協力業務）

第３条 この協定において、甲が乙及び丙に協力を要請する業務（以下「協力業務」とい

う ）は次に掲げる事項とする。。

（ ） 棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供1
（ ） 遺体安置施設等の提供2
（ ） 遺体の搬送3
（ ） その他、必要とする事項4

（協力の実施）

第４条 乙及び丙は、甲から協力要請を受けたときは、要請事項について適切な措置を取

るとともに、応諾の有無を速やかに甲に通知するものとする。

２ 甲は、乙及び丙から応諾状況の通知を受けたときは、その旨速やかに市町村へ通知す

るものとする。

３ 乙及び丙は、甲の協力要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、協力する

ものとする。
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（報告）

第５条 乙及び丙は、甲の要請により第３条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実

施内容を、甲に報告するものとする。

（経費の負担）

第６条 乙及び丙が協力業務の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。

、 。２ 前項の規定により甲が負担する経費は 災害救助法に規定する埋葬費用を限度とする

（経費の請求）

第７条 乙は、業務が完了したときは、乙及び丙の組合員の業務実績を集計し、甲にそれ

ぞれ一括して請求するものとする。

（経費の支払）

第８条 甲は、前条の規定に基づき、乙からの請求を受けて経費を支払うものとする。

（守秘義務）

、 。第９条 乙及び丙は 協力業務を通じて知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない

（連絡責任者）

第１０条 甲、乙及び丙は、この協定を円滑に実施するため、連絡責任者を定めるもの

とする。

（実施細目）

第１１条 この協定の実施に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるもの

とする。

（協議）

第１２条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議し

て決定するものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 年間とする。ただし、この協定の1
有効期間終了前 ヶ月までに甲乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、期間終1
了の日から 年間この協定は更新され、以下同様とする。1

この協定を証するため、協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その 通を所1
有する。
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平成２７年１１月９日

甲 群馬県前橋市大手町１丁目１番１号

群馬県

知事 大澤 正明

乙 群馬県高崎市上滝町２４４

群馬葬祭事業協同組合

理事長 渡辺 泓美

丙 東京都港区南二丁目４番１２号

港南ＹＫビル４階

全日本葬祭業協同組合連合会

会長 松井 昭憲
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災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定実施細目

（趣旨）

第１条 この実施細目は、災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等

の協力に関する協定（以下「協定」という ）第１１条の規定に基づき、協定の実施に。

ついて必要な手続きその他の事項を定めるものとする。

（要請手続）

第２条 協定第２条に規定する協力要請は、災害時等における棺及び葬祭用品の供給等の

要請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生した場

合は、電話、ファクシミリ等により行うものとし、後日速やかに文書を提出するもの

とする。

（供給する葬祭用品等）

第３条 協定第３条に規定する棺及び葬祭用品は次の各号のとおりとする。甲は、同条

第２号の規定による遺体安置施設の提供と併せ、乙に要請するものとする。

（ ） 桐棺（内張付き、納棺用品一式を含む）1
（ ） ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品2
（ ） 骨つぼ等その他必要な用品3

（要請の応諾状況）

第４条 協定第４条第１項及び第２項に規定する乙及び丙から甲への通知、並びに甲か

ら市町村への通知は応諾状況報告書（様式第２号）により行うものとする。ただし、や

むを得ない事態が発生した場合は電話、ファクシミリ等により行うことし、後日速やか

に文書を提出するものとする。

（実施内容の報告）

第５条 協定第５条に規定する乙及び丙から甲への報告は業務実績報告書（様式第３号）

により行うものとする。

（連絡責任者）

第６条 協定第１０条に規定する連絡責任者は、甲にあっては群馬県健康福祉部食品安全

局衛生食品課長、乙は群馬葬祭事業協同組合理事長、丙は全日本葬祭業協同組合連合会

長とする。

附 則

この実施細目の有効期間は、協定の有効期間と同様とする。
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様式第１号 第 号

平成 年 月 日

宛先

要請者

災害時等における棺及び葬祭用品の供給等の要請書

災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第

２条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。

所 属群
職 ・ 氏 名馬

電 話県 連 絡 先
ＦＡＸ

担 当 者 所 属市
職 ・ 氏 名町

電 話村 連 絡 先
ＦＡＸ

年 月 日 時 分ころ口 頭 に よ る

要 請 日 時
（市町村からの受理日時 年 月 日 時 分ころ）

要 請 理 由

棺（付属品含む）
要 請 内 容

用品名、サイズ、(

ドライアイス・防腐剤等
数 量 等 )

骨つぼ等

その他

履 行 場 所

履 行 期 日

又 は 期 間

備 考
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様式第２号 第 号

平成 年 月 日

宛先

応諾者

応諾状況報告書

災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第

４条の規定に基づき次のとおり報告します。

協力要請市町村名

要請の日時

平成 年 月 日 時 分頃

協力内容

該当事項に○をつける （１）棺及び葬祭用品供給（ ）

（２）遺体の搬送

（３）その他

協力会社

会社名：

所在地：

連絡責任者指名：

電話番号：

ＦＡＸ：

E-mail：

その他

問い合わせ先 名称：

担当者：

電話番号：

ＦＡＸ：

E-mail
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様式第３号 第 号

平成 年 月 日

群 馬 県 知 事 様

群馬葬祭

事業協同組合

（全日本葬祭業協同組合連合会長）

業 務 実 績 報 告 書

、平成 年 月 日付け第 号で協力要請のあった業務に関する実績について

災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第５条

の規定に基づき、次のとおり報告します。

実 施 業 務 内 容

従 事 者 氏 名 別添名簿のとおり

履 行 の 場 所

履 行 期 日 期日： 年 月 日

又 は 期 間 期間： 年 月 日 ～ 年 月 日

所属・氏名

報 告 担 当 者
電 話

連 絡 先
ＦＡＸ

備 考
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１４－2－3  災害時等における協力に関する協定 
 
群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という。）

は、群馬県内において、災害や我が国に対する外部からの武力攻撃事態及び新型インフルエン

ザ等の新興感染症のほか、それ以外で多数の死者が発生する緊急対処事態（以下「災害時等」

という。）が発生した場合における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害時等における甲の要請に応じ、乙の保有施設や役務の提供等をするこ 

とについて、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力） 
第２条 甲は、災害時等に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請し、

乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。 
（１） 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供 
（２） 遺体を安置する施設（葬儀式場等）の提供 
（３） 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送 
（４） 帰宅困難者に対する避難場所の提供（結婚式場等） 
（５） 甲が設置した一時避難所及び、乙が提供する避難場所における、被災者に対する炊き 

出しや継続的な食事等（弁当等）の提供 
（６） その他甲の要請により乙が応じられる事項 

 
（要請） 
第３条 前条の要請は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行なうものとする。ただし、や

むを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに災害協力

要請書（第１号様式）を乙に送付するものとする。 
（１） 要請を行なった者の職氏名及び担当者氏名 
（２） 要請の理由 
（３） 要請の内容 
（４） 協力を要請する期間 
（５） その他要請に必要な事項 

 
（協力の方法） 
第４条 乙は前条による甲の要請があった場合、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、 

第２条各号の協力を行なうものとする。 
 
（報告） 
第５条 乙は、第２条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項を災害時要請業務実施報告書（第

２号様式）をもって甲に報告するものとする。 
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 （１） 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した

者の氏名及び住所 
（２） 遺体を安置した施設（葬儀式場等）の使用した部屋の数及び使用した日数 
（３） 提供した避難場所の所在地及びその場所に避難した人数 
（４） 避難所に供給した食事等の数量 
（５） その他甲が乙に指示した事項 

 
（経費の負担） 
第６条 甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要

した経費について、甲が負担するものとする。 
 
（経費の請求） 
第７条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求する

ものとする。 
 
（経費の支払） 
第８条 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、乙が指定する支払先に速やかに支

払うものとする。 
 
（価格の決定） 
第９条 甲が第６条の規定により負担する額は、災害等の発生直前における災害救助法（昭和２

２年法律第１１８号）に基づく基準額を基準とし、これによりがたい場合は、市場の適正な価

格を基準とし、甲、乙協議して決定するものとする。 
 
（支援体制の整備） 
第 10 条 乙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報

収集伝達体制の整備に努めるものとする。 
 
（連絡責任者） 
第 11 条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ連絡責任者を置き、甲にあっては健

康福祉部食品・生活衛生課長、乙にあっては一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会北関東ブロ

ック長の職にあたる者を当該責任者とする。 
 
（災害時の情報提供） 
第 12 条 乙は、協力業務の実施中に得た災害等に係る情報を、積極的に甲に提供するものとする。 
 
（守秘義務） 
第 13 条 乙は、支援を行なう場合において知り得た災害等に係わる情報を、甲以外の者に漏らし

てはならない。 
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（通知） 
第 14 条 乙は、災害時等における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員

名簿を毎年 3 月までに、甲に通知するものとする。 
 
（協議） 
第 15 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定める

ものとする。 
 
（有効期間） 
第 16 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満

了の日の 2 ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間満了

の日から起算して１年間この期間は延長され、以降も同様とする。 
 
 この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各 1 通を保有するも

のとする。 
 
 
 平成２９年９月２９日 
 

甲    群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 
                   

群馬県 
                    

知事 大澤 正明 
                     
 

       乙    東京都港区西新橋１丁目１８番１２号 
                   ＣＯＭＳ虎ノ門６階 
              

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 
               

会  長   齋藤 斎  
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第 1 号様式 
（公印省略） 

食生衛第  号 
年  月  日 

 
 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長 様 
 
 
                             群馬県知事  
 

災 害 時 協 力 要 請 書 
  

災害時における協力に関する協定第 3 条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。 
 

要 請 者 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課長 

口頭、電話等に 
よる要請の日時 

  
年   月   日（  ）    時         

要 請 理 由 

 

要 請 内 容 

 

履 行 の 期 日  
又  は  期  間 

期日：   年   月   日 
期間：   年   月   日 ～     

備     考 
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第２号様式 
年  月  日 

 群馬県知事 様 
   
                    一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長 印 
                                                     

 

災 害 時 要 請 業 務 報 告 書 
  

災害時における協力に関する協定第 5 条の規定に基づき、次のとおり報告します。 
 

要請文書番号  

実施業務内容  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実施者名 
 
 

履 行 の 期 日  
又  は  期  間 

期日：   年   月   日 
期間：   年   月   日 ～    年   月  日 

備     考 
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１４－３－１ 災害時における廃棄物処理に関する協定書

（ 「 」 。） （ 「 」 。）群馬県 以下 甲 という と社団法人群馬県環境資源保全協会 以下 乙 という

とは、災害時における廃棄物の処理の協力に関して次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内において災害が発生した場合において、被災した建物等の

解体に伴って発生する廃棄物及び災害に伴い緊急に処理する必要が生じた廃棄物のう

ち、市町村又は一部事務組合（以下「市町村等」という ）が処理が必要であると認め。

る廃棄物（以下「災害廃棄物」という ）の処理に関し、甲が乙に協力を要請するにあ。

たって必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は、災害廃棄物の処理について、被災地域の市町村等からの協力要請に基づい

て、乙に支援協力を要請するものとする。

（協力要請の手続）

第３条 甲は、協力要請にあたっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。た

だし、文書により難い場合は、口頭で要請し、後日、速やかに文書で通知するものとす

る。

（１）市町村等名

（２）要請内容

（３）その他必要な事項

（災害廃棄物の処理の実施）

第４条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会員に対して必要な人員、車輌及び資機

材等を調達するよう指示し、市町村等が実施する災害廃棄物の処理に可能な限り協力す

るものとする。

２ 乙及び乙の会員は、災害廃棄物の処理にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意す

るものとする。

（１）周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。

（２）災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮すること。

（情報の提供）

第５条 甲は、災害発生時に乙の円滑な協力が得られるように、乙に対して県内の被災、

復旧状況等必要な情報を提供するものとする。

２ 乙は、災害廃棄物の処理に関し、協力可能な会員の状況を甲に提供するものとする。
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（実施報告）

第６条 乙は、第３条に規定する要請に基づき乙の会員が災害廃棄物の処理を実施したと

きは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するものとする。ただし、文書により難

い場合は、口頭で連絡し、後日、速やかに文書で報告するものとする。

（１）実施市町村名

（２）実施内容

（３）その他必要な事項

（費用の負担）

第７条 第３条に規定する要請に基づき、乙の会員が実施した災害廃棄物の処理に要した

、 。費用の負担については 当該乙の会員と当該市町村等とで協議の上決定するものとする

（他被災都道府県への協力）

第８条 甲は、被災した他の都道府県から災害により発生した廃棄物の処理に関する協力

要請を受けた場合は、乙に対し協力を要請できるものとする。

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、この協定に準じて、可能な限り協力するもの

とする。

（その他）

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項については、

その都度甲と乙とで協議して定める。

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通保有するものとする。

平成２１年４月１０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県前橋市大手町二丁目３番５号

社団法人群馬県環境資源保全協会

会 長 城 田 裕 司
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１４－３－２ 災害時における廃棄物処理に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と社団法人群馬県環境保全協会（以下「乙」という ）と。 。

は、災害時における廃棄物の処理の協力に関して次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、群馬県内において災害が発生した場合において、し尿、浄化槽汚泥

及び生活ごみ（以下「生活ごみ等」という ）の処理に関し、甲が乙に協力を要請する。

にあたって必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は 生活ごみ等の処理について 被災地域の市町村又は一部事務組合 以下 市、 、 （ 「

町村等」という ）からの協力要請に基づいて、乙に支援協力を要請するものとする。。

（協力要請の手続）

第３条 甲は、協力要請にあたっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。た

だし、文書により難い場合は、口頭で要請し、後日、速やかに文書で通知するものとす

る。

（１）市町村等名

（２）要請内容

（３）その他必要な事項

（生活ごみ等の処理の実施）

第４条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会員に対して必要な人員、車輌及び資機

材等を調達するよう指示し、市町村等が実施する生活ごみ等の処理に可能な限り協力す

るものとする。

２ 乙及び乙の会員は、生活ごみ等の処理にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意す

るものとする。

（１）周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。

（２）生活ごみの再利用及び再資源化に配慮すること。

（情報の提供）

、 、 、第５条 甲は 災害等発生時に乙の円滑な協力が得られるように 乙に対して県内の被災

復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。

２ 乙は、生活ごみ等の処理に関し、協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。
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（実施報告）

第６条 乙は、第３条に規定する要請に基づき乙の会員が生活ごみ等の処理を実施したと

きは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するものとする。ただし、文書により難

い場合は、口頭で連絡し、後日、速やかに文書で報告するものとする。

（１）実施市町村等名

（２）実施内容

（３）その他必要な事項

（費用の負担）

第７条 第３条に規定する要請に基づき、乙の会員が実施した生活ごみ等の処理に要した

、 。費用の負担については 当該乙の会員と当該市町村等とで協議の上決定するものとする

（他被災都道府県への協力）

第８条 甲は、被災した他の都道府県から災害等により発生した廃棄物の処理に関する協

力要請を受けた場合は、乙に対し協力を要請できるものとする。

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、この協定に準じて、可能な限り協力するもの

とする。

（その他）

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項については、

その都度甲と乙とで協議して定める。

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通保有するものとする。

平成２１年４月１０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県知事 大 澤 正 明

乙 群馬県前橋市大手町三丁目９番１６号

社団法人群馬県環境保全協会

理 事 長 高 橋 太 郎
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１４－３－３ 災害時における浄化槽の点検・調査等に関する協定 

 
 群馬県（以下「甲」という。）と一般社団法人群馬県浄化槽協会（以下「乙」

という。）とは、群馬県災害廃棄物処理計画に基づき、災害時における浄化槽の

緊急点検、被害の実態調査等（以下「点検・調査等」という。）に関して次のと

おり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時において甲が乙に浄化槽の点検・調査等に関する協

力を要請することについて必要な事項を定め、もって公共用水域等の水質保全

と被災浄化槽の早期復旧に資することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この協定において「協力」とは、次に掲げる行為をいう。 
（１）浄化槽の緊急点検及び被害の実態調査 
（２）浄化槽の応急処置・復旧工事に係る乙の会員のあっせん 
（３）前２号に掲げるもののほか、浄化槽の点検・調査等に関する必要な行為 
 
（協力要請） 
第３条 甲は、被災地域の市町村からの要請に基づき、乙に対し協力を要請する

ものとする。 
 
（協力要請の手続） 
第４条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知

する。ただし、文書により難い場合は、口頭で要請し、後日、速やかに文書で

通知するものとする。 
（１）市町村の名称 
（２）協力要請の内容 
（３）その他必要な事項 
 
（点検・調査等の実施） 
第５条 乙は、甲から要請があったときは、乙の会員に対して必要な人員、車輌

及び資機材等を調達するよう要請し、可能な限り協力するものとする。 
２ 市町村と乙は、協力の内容、方法等について、必要に応じ相互に協議し、確

認するものとする。 
 
（情報の提供） 
第６条 甲は、乙の円滑な協力が得られるように、災害発生時に乙に対して県内

の被災、復旧状況等必要な情報を提供するものとする。 
２ 乙は、点検・調査等に関し、協力可能な会員の状況を甲に提供するものとす

る。 
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（実施報告） 
第７条 乙は、第４条に規定する要請に基づき乙の会員が点検・調査等を実施し

たときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するものとする。ただし、

文書により難い場合は、口頭で連絡し、後日、速やかに文書で報告するものと

する。 
（１）市町村の名称 
（２）実施内容 
（３）その他必要な事項 
 
（費用の負担） 
第８条 第２条に規定する協力に要した経費は、協力を要請した市町村が負担す

るものとし、その額は、乙と当該市町村とで協議の上、決定するものとする。 
 
（その他） 
第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項につ

いては、その都度甲と乙とで協議の上、定めるものとする。 
 
 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 
 
 

令和５年８月２３日 
 
 
              甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
                群馬県知事  山 本 一 太 
 
 
 
              乙 群馬県前橋市大友町二丁目２９番２１号 
                一般社団法人群馬県浄化槽協会  
                会 長    高 野 憲 樹 
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１４－４ 食品中の放射性物質についての食品衛生法上の基準

平成 年 月 日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知により、乳及び乳製品24 3 15
の成分規格等に関する省令及び食品衛生法の食品、添加物等の規格基準が一部改正され、

同年 月 日から適用された。4 1
○ 改正の内容

食品に含まれるセシウム（放射性物質のうち、セシウム１３４及びセシウム１３７をい

う ）は、次の表の第 欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表第 欄に定める濃度。 1 2
を超えるものであってはならないとした。

第 欄 第 欄1 2

Bq/kgミネラルウォーター類（水のみを原料とする清涼飲料水をいう ） １０。

Bq/kg原料に茶を含む清涼飲料水 １０

Bq/kg飲用に供する茶 １０

Bq/kg乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 ５０

Bq/kg乳及び乳飲料 ５０

Bq/kg上記以外の食品 １００

なお、第 欄に定める濃度の測定については、以下の状態で行われなければならないとし2
た。

① 製造し、又は加工した食品については、原材料だけでなく、製造し、又は加工され

た状態

② 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態

③ 食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ

油及び食用なたね油にあっては、油脂の状態

④ 原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する食品のうち、乾燥きのこ類及び乾燥野

菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては、水戻しをして食用に

供する状態

乾燥きのこ類はしいたけ、きくらげなどが該当する。乾燥野菜は、フレーク及びパウダ

ーを除くものとし、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わら

び、いもがらなどが該当する。乾燥させた海藻類は、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干

あらめ、寒天などが該当する。乾燥させた魚介類は、本干みがきにしん、棒たら、さめひ

れなど、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこなどが該当する。

- 830 -



１４－５ 災害時における愛護動物の救護活動に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と公益社団法人群馬県獣医師会（以下「乙」という ）。 。
とは、群馬県域において大規模な災害が発生した場合に、被災した愛護動物の救護やその
飼育者に対し必要な支援を行い、もって県民生活の安定に寄与するため、次のとおり協定
を締結する。

（趣旨)
第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時において甲及び乙が協力して
実施する愛護動物の救護活動（以下「活動」という ）に関し、必要な事項を定める。。

（対象動物）
第２条 活動の対象となる動物は、被災地域内の犬、猫等の愛護動物で、被災者が飼育す
る動物及び被災により逸走・放浪している動物（以下「被災動物」という ）とする。。

（活動内容）
第３条 活動の内容は、次に掲げる事項とする。
（１）被災動物の救護及び応急処置に関すること
（２）被災動物の保護、収容及び健康管理（健康相談を含む ）に関すること。
（３）被災動物に関する情報の収集及び提供に関すること
（４）その他必要な災害応急業務に関すること

（協力要請等の手続）
第４条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により
通知するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭その他の方法により要請を行い、事
後、速やかに文書を送付するものとする。
（１）要請理由
（２）要請内容
（３）活動の場所
（４）活動の期日又は期間
（５）その他必要な事項

２ 甲は、前項の規定による要請について、重要な変更が生じたときは、その都度、乙に
通知するものとし、また、その活動が必要でなくなったときは、速やかに乙に通知する
ものとする。

（活動の履行）
第５条 乙は、前条第１項の要請を受けた事項に関して、可能な限り、誠意を持って必要
な活動の実施に努めるものとする。

、 、 。２ 甲と乙は活動を円滑かつ効果的に遂行するために 適宜 情報交換を行うものとする

（費用弁償）
第６条 甲の要請に基づき、乙が行う活動に要する次の経費は、甲の負担とする。
（１）活動に伴う獣医師の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の費用
（２）前号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち、甲が特に必要と認

める費用
２ 甲は、前項にかかる経費について、群馬県動物救護本部が募集する義援金、寄附金等
を活用するものとする。

（資材等の調達・搬送）
第７条 甲は、乙が行う活動に必要な資材等の調達及び搬送について、必要な措置を講じ
るよう努めるものとする。

（損害補償）
第８条 この協定に基づき 甲が要請した活動に従事した乙の会員に生じた損害の補償 第、 （
三者に対する損害を含む ）は、次のとおりとする。。
（ ） 、 、 、１ 甲は 乙の会員が 甲が要請した動物救護活動に起因して死亡若しくは負傷をし

又は甲が要請した同活動に起因した疾病により死亡若しくは障害の状態となった場
合は、乙と協議のうえ 「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償、
に係る条例 （昭和３８年群馬県条例第４５号）の規定に準じてその損害を補償す」
るものとする。
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（２）甲は、乙の会員が、甲が要請した活動への出動時の往復途上における交通事故等
により、自ら損害を被り、又は第三者に損害を与えた場合の損害を補償しないもの
とする。

（活動の終了）
第９条 乙は活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議して活動を終了するも
のとする。

２ 乙は、活動を終了したときは、速やかに次の事項を甲に文書により報告するものとす
る。
（１）活動の具体的内容
（２）活動の実施期間
（３）前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（平常時の対応等）
第１０条 乙は、平常時から乙の会員に対し本協定の周知及び啓発に努め、災害時におい
て乙の会員が円滑に活動を実施できるよう必要な調整を行うものとする。

２ 甲及び乙は、活動の円滑な実施を図るため、必要に応じて連絡会議を開催する。

（合同訓練）
第１１条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するものとす
る。

（連絡体制）
第１２条 この協定の運用等に関しての連絡窓口は、甲にあっては群馬県健康福祉部食品
・生活衛生課、乙にあっては公益社団法人群馬県獣医師会事務局とする。

（細目等）
第１３条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

（協議）
第１４条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議
して決定するものとする。

（協定の期間及び更新）
第１５条 この協定の期間は、協定書締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただ
し、協定期間満了の日までに、甲若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の書面
による通知をした場合又は甲乙の合意による協定内容の変更をした場合を除き、本協定
は１年間更新されるものとし、以降同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を
保有する。

平成２９年３月１６日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
群 馬 県 知 事 大澤 正明

乙 群馬県高崎市日高町９６５番地
公益社団法人
群馬県獣医師会会長 木村 芳之
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１４－６ 災害時における清掃・消毒等の環境衛生に係る支援に関する協定書 

           
群馬県（以下、「甲」という。）と一般社団法人群馬県ビルメンテナンス協会（以下、「乙」

という。）は、群馬県において発生する災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結す

る。 
 
（目的） 
第１条  この協定は、群馬県内での自然災害や大規模事故等、県民の生命、身体及び財

産に重大な被害が生じるおそれがある緊急の事態が発生した場合（以下、「災害

時」という。）において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定め

ることを目的とする。 
（定義）  
第２条  この協定において「公共建築物」とは、甲又は市町村が管理する建築物のほか、

災害時の避難所や資機材の備蓄場所など災害応急対策上、重要な施設をいう。 
（協力の要請） 
第３条  甲は、災害時において必要と認めるとき又は市町村から要請があったときは、

乙に対し協力を要請するものとする。 
  ２ 前項に定める甲の協力要請は次に掲げる事項を記載した文書（別紙様式第１号）

によるものとし、事態が緊迫して、文書によることができない場合には口頭で要

請することができる。この場合事後、速やかに文書を送付するものとする。 
（１） 要請理由 
（２） 要請内容 
（３） 履行の場所 
（４） 履行の期日又は期間 
（５） その他必要な事項 
３ 甲は、第１項の規定による協力要請について、重要な変化が生じた際には、そ

の都度、乙に通知するものとし、また、その必要がなくなった際には、速やかに

文書により乙に通知するものとする。 
４ 乙は、甲の要請に基づき対応出来得る可能な範囲の中で、最大限の協力を行う

ものとし、業務の内容について、乙の支援を受ける甲又は市町村と協議するもの

とする。 
（災害時における乙の協力の内容） 
第４条 甲が前条第１項に基づき要請する協力の内容は以下のとおりとする。 

（１） 公共建築物の清掃・消毒等環境衛生の応急処置に関する業務 
（２） 公共建築物の災害情報及び被害状況の調査 
（３） その他甲が必要と認める業務 
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（業務の報告） 
第５条  乙は、第４条に規定する業務を実施した場合、速やかに文書（別紙様式第２号）

により甲に報告するものとする。 
（安全の確保等） 
第６条  甲は、第３条の要請を受けて協力する乙に対し、協力の内容に応じ安全の確保

に十分に配慮すると共に、乙が円滑に活動できるよう必要な環境の整備に務め

るものとする。 
（災害時の対策本部の設置） 
第７条  乙は、協力を円滑に行う為に、災害時における緊急対策本部組織の整備と支援

活動実施要員の確保を実施するものとする。 
  ２ 前項の定める緊急対策本部は原則として、協会事務局に開設するものとする。 
    但し、災害状況によっては、被災の最も少ない他の適切な場所に置くことが出

来るものとする。 
（経費の負担等） 
第８条 経費の負担等については、次に定めるものとする。 

業務の実施に要する費用は、原則として乙が負担するものとする。 
但し、業務の実施に要する消耗品等の実費相当額については、災害が発生した

直前の価格を基準として、乙の支援を受けた甲又は市町村と乙の双方が協議に

より、乙の請求により乙の支援を受けた甲又は市町村が支払うものとする。 
（活動従事者に対する損害補償） 
第９条 この協定に基づき、乙が実施した業務に従事した者が当該活動により負傷又は

死亡した場合等の災害補償については、乙の責任において行うものとする 
  ２ 乙が実施した活動により第三者に損害を与えた場合の補償は、乙の責任におい

て行うものとする。 
（連絡責任者の報告） 
第１０条  甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定後速やかに文書（別紙様

式第３号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 
（協議事項） 
第１１条  この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項につい

ては、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 
（協定の期間及び継続） 
第１２条  この協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の 3 月 31 日までとする。 
 ２  有効期間が満了する 30 日前までに甲乙いずれからも継続しない旨の書面によ

る通知がない場合は、この協定は自動的に一年間継続されるものとする。 
      以降、期間満了の時も同様とする。 
    この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各

自 1 通を保有する。 
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 平成２９年１２月２６日 
 
 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
               群馬県知事  大澤 正明 
 
 

乙  群馬県前橋市問屋町一丁目８番地６ 
一般社団法人群馬県ビルメンテナンス協会 

               会   長  村田 茂行 
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１５－1－1 災害時等における放送要請に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県知事（以下「甲」という ）が群馬県地域防災計画に基づさ災害対策本。

部を設置した場合若しくは大規模地震対策特別措置法（昭和３５年法律第７３号）第９条第１項の

規定に基づく警戒宣言の発令に伴う地震災害警戒本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生

した場合（以下「災害時等」という ）において、群馬県が行う災害応急対策又は地震防災応急対。

策についての放送に関し、甲と関係放送各社（以下「乙」という ）との間の必要な事項を定める。

ことを目的とする。

（放送の要請）

第２条 甲は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の各号に関する広

報を行うに当たり、必要な場合には、乙に対し、放送要請を行うものとする。

(１) 警報の発令及び伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること

(２) 消防、水防その他の応急措置に関すること

(３) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること

(４) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること

(５) 施設又は設備の応急の復旧に関すること

(６) 保健衛生に関すること

(７) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること

(８) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御、被害の拡大防止その他の災害応急対策に関

すること

（要請の手続）

第３条 甲は、前条の要請をする場合には、乙に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして要請す

るものとする。

(１) 要請する放送の内容

(２) 要請の理由

(３) その他の必要な事項

（放送の実施）

第４条 乙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲から放送要請を受けたときは、適切に対

応するものとする。

（連絡責任者）

第５条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実なものとするため、連絡責任者を置くこととす

る。
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２ 甲の連絡責任者は群馬県総務部消防防災課長とし、乙の連絡責任者は、日本放送協会前橋放送局

にあっては放送部長を、群馬テレビ株式会社にあっては報道部長を、株式会社エフエム群馬にあっ

ては放送部長をもってこれに充てる。

（協 議）

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるも

のとする。

（適 用）

第７条 この協定は、締結の日から適用する。

この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を

保有する。

平成１３年１２月１４日

附則

１ 群馬県と日本放送協会前橋放送局及び群馬テレビ株式会社との間で締結した「災害時におけ

る放送要請に関する協定 （昭和５５年１月１７日）は、廃止する。」

２ 群馬県と株式会社エフエム群馬との間で締結した「災害時における放送要請に関する協定」

（昭和６１年１月１３日締結）は、廃止する。

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群 馬 県

群馬県知事 小寺 弘之

乙 前橋市元総社町１８９番地

日本放送協会前橋放送局

局 長 金海 脩三

前橋市上小出町３８番２号

群馬テレビ株式会社

代表取締役社長 木村 賢史

前橋市若宮町一丁目４番地の８

株式会社エフエム群馬

代表取締役社長 小林 洋右
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１５－１－２ 災害時等における放送要請に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県知事（以下「甲」という ）が群馬県地域防災計画に基づさ災害対策本。

部を設置した場合若しくは警戒宣言の発令に伴う地震災害警戒本部を設置した場合又はこれに準ず

る事態が発生した場合（以下「災害時等」という ）において、群馬県が行う災害応急対策又は地。

震防災応急対策についての放送に関し、甲と関係放送各社（以下「乙」という ）との間の必要な。

事項を定めることを目的とする。

（放送の要請）

第２条 甲は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広

報を行うに当たり、必要な場合には、乙に対し、放送要請を行うものとする。

(１) 警報の発令及び伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること

(２) 消防、水防その他の応急措置に関すること

(３) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること

(４) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること

(５) 施設又は設備の応急の復旧に関すること

(６) 保健衛生に関すること

(７) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること

(８) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置及びその他の災

害応急対策に関すること

（要請の手続）

第３条 甲は、前条の要請をする場合には、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するもの

とする。

(１) 放送要請の理由

(２) 必要な放送の内容

(３) その他の必要な事項

（放送の実施）

第４条 乙は、第2条各号に関する事項の広報について、甲から放送要請を受けたときは、適切に対

応する。

２ 乙は、放送業務の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するもの

とする。

（連絡責任者）

第５条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置くこと

とし、甲の連絡責任者は群馬県総務部消防防災課長とし、乙の連絡責任者は報道局社会部長・前橋

支局長等をもってこれに充てる。
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（協 議）

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるも

のとする。

（適 用）

第７条 この協定は、締結の日から適用する。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を

保有する。

平成９年１月１６日

（甲）前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小寺 弘之

（乙）東京都千代田区二番町14番地

日本テレビ放送綱株式会社

代表取締役社長 氏家 齋一郎

東京都港区赤坂五丁目3番6号

株式会社東京放送

報道局長 三辺 吉彦

東京都新宿区河田町3番1号

株式会社フジテレビジョン

報道局長 大戸 宏

東京都港区六本木一丁目1番1号

全国朝日放送株式会社

報道局映像センター取材担当部長 小早川 良二
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１５－１－３ 災害時等における報道要請に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県知事（以下「甲」という ）が群馬県地域防災計画に基づき災害対策本。

部を設置した場合若しくは警戒宣言の発令に伴う地震災害警戒本部を設置した場合又はこれに準ず

る事態が発生した場合（以下「災害時等」という ）において、群馬県が行う災害応急対策又は地。

震防災応急対策についての報道に関し、甲と関係報道各社（以下「乙」という ）との間の必要な。

事項を定めることを目的とする。

（報道の要請）

第２条 甲は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広

報を行うに当たり、必要な場合には、乙に対し、報道要請を行うものとする。

（1）警報の発令及び伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること

（2）消防、水防その他の応急措置に関すること

（3）被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること

（4）災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること

（5）施設又は設備の応急の復旧に関すること

（6）保健衛生に関すること

（7）交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること

（8）前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置及びその他の災

害応急対策に関すること

（要請の手続）

第３条 甲は、前条の要請をする場合には、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するもの

とする。

（1）報道要請の理由

（2）必要な報道の内容

（3）その他の必要な事項

（報道の実施）

第４条 乙は、第２条各号に関する事項の広報について、甲から報道要請を受けたとさは、適切に対

応する。

２ 乙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとす

る。

（連絡責任者）

第５条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置くこと

とし、甲の連絡責任者は群馬県総務部消防防災課長とし、乙の連絡責任者は関係報道各社支局長等

をもってこれに充てる。

（協 議）

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるも

のとする。
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（適 用）

第７条 この協定は、締結の日から適用する。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を

保有する。

平成9年1月16日

（甲）前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小寺 弘之

（乙）前橋市古市町一丁目50番21号

株式会社上毛新聞社

代表取締役社長 佐鳥 達雄

前橋市大手町二丁目4番9号

株式会社朝日新聞社

前橋支局長 漆原 淳俊

前橋市大手町三丁目6番4号

株式会社毎日新聞社

前橋支局長 松 田 博 史

前橋市大手町三丁目7番1号

株式会社読売新聞社

前橋支局長 森 健治

前橋市本町一丁目14番6号

株式会社産経新聞社

前橋支局長 牛久保 順一

前橋市大手町三丁目3番17号

株式会社中日新聞社

前橋支局長 井上 俊男

前橋市大手町二丁目5番14号

株式会社日本経済新聞社

前橋支局長 木戸 睦夫

前橋市古市町一丁目50番21号

社団法人共同通信社

前橋支局長 戸辺 信重

前橋市大手町二丁目9番4号

株式会社時事通信社

前橋支局長 松村 友衛
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１６－１ 群馬県災害時救援ボランティア連絡会議要綱 

 

（設置の目的） 

第１条 群馬県災害時救援ボランティア連絡会議（以下「連絡会議」という。）は、自己

 完結を前提として災害時救援ボランティア活動を行う各関係機関等の相互連携を図るこ

 とにより、災害時におけるボランティアの受入体制の確立と円滑な救援ボランティア活

 動の展開に資することを目的とする。 
 

（構成） 

第２条  連絡会議は、第１条の目的に賛同する関係機関をもって構成する。 
 

（取組事項等） 

第３条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。 

 (1)  災害時におけるボランティアの受入体制づくり 

 (2)  総合的な調整システムの確立のための連絡調整 

 (3)  災害救援ボランティア本部の設置、運営に関する検討。 

 (4)  その他連絡会議の目的を達成するために必要な事項 
 

（会議） 

第４条  連絡会議は、県県民活動支援・広聴課長が主宰し、毎年開催するものとする。そ

の他、構成員の要請により随時開催することができる。 

 2  会議の座長は、出席者の互選とする。 

 3  連絡会議は、必要があると認める場合は、構成員以外の者の出席を求め協議を行うこ

とができる。 
 

（庶務） 

第５条 連絡会議の庶務は、県県民活動支援・広聴課及び群馬県社会福祉協議会において

分担して処理する。 
 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成１０年 ９月１４日から施行する。 

  この要綱は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

  この要綱は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

  この要綱は、平成２０年 ３月１８日から施行する。 

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 
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この要綱は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

（別表） 

 

      群馬県災害時救援ボランティア連絡会議構成員名簿（要綱第２条関係） 

 

      

 

 

 

  

 

    

    

 

      

 

 

 

      

 

 

 

  

 

    

 

  

 

    

 

    

 

              構 成 員 名 

 

     備   考 

 

 日本赤十字社群馬県支部 

 

 

 日本青年会議所群馬ブロック協議会 

 

 
 日本労働組合総連合会・群馬県連合会 
 （連合群馬） 

 

 

 日本ボーイスカウト群馬県連盟 

 

 

 ガールスカウト群馬県連盟 

 

 
 群馬県社会福祉協議会 

 

 

 群馬県ボランティア連絡協議会 

 

 

 群馬県生活協同組合連合会 

 

 

 群馬県地域婦人団体連合会 

 

 

  群馬県共同募金会 

 

 

  災害ボランティアぐんま 

 

 

 群馬県（県民活動支援・広聴課、健康福祉課

、危機管理課） 

 

                                                                  （順不同） 
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１７－１ 災害応急対策業務に関する基本協定

群馬県知事（以下「甲」という ）と社団法人群馬県建設業協会（以下「乙」という ）とは、災。 。

（ 「 」 。） 、害発生時における県民の安全を確保するための応急措置 以下 応急対策業務 という に関して

次のとおり基本協定を定めるものとする。

（目 的）

第１条 この協定は、甲の管理する公共土木施設及び公共建築物等に災害が発生した時の応急対策業

務に関する甲と乙との基本事項を定め、迅速かつ的確に対応することを目的とする。

（協力要請）

第２条 甲は、災害が発生し、応急対策を行う必要が生じた場合は、乙に対し応急対策業務の協力を

要請することができる。

２ 乙は、要請があった時は甲に対し速やかに協力するものとする。

（担当区域）

第３条 甲と乙は、応急対策業務を円滑に実施するために、土木部の各出先事務所と管内の社団法人

群馬県建設業協会支部とは、担当区域をあらかじめ協議の上決めておくものとする。

（費用負担）

第４条 乙が実施した応急対策業務に要する費用は甲が負担する。

（損害補償）

第５条 災害対策基本法に基づき、甲から従事命令が発せられ、前第２条の規定により応急対策業務

に従事した者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は 「災害に際し応急措置の業、

務に従事した者に係る損害補償に係る条例 （昭和38年10月25日条例第45号）に基づき、これを補」

償するものとする。

なお、従事命令が発せられない場合にあっては、甲乙協議の上解決するものとする。

（雑 則）

第６条 この協定に定めない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとす

る。

附 則

１ この協定は、平成８年４月１日から適用する。

２ この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれそ１通を所

持するものとする。

平成８年３月２７日

甲 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 前橋市元総社町二丁目5番3号

社団法人 群馬県建設業協会

会 長 佐 田 武 夫
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１７－２－１ 災害時における応急仮設住宅の

建設に関する協定

（趣 旨）

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時における応急仮設住宅（以下

「住宅」という ）の建設に関して、群馬県（以下「甲」という ）が一般社団法人プレ。 。

ハブ建築協会（以下「乙」という ）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるもの。

とする。

（定 義）

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第 条第 項第 号に規定するも23 1 1
のをいう。

（要請の手続）

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその

他必要と認める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話

等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなけ

ればならない。

（協 力）

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」と

いう ）のあっせんその他、可能な限り甲に協力するものとする。。

（住宅建設）

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村に委任した場合は、

当該市町村長。次条においても同じ ）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。。

２ 丙は、前項の住宅建設に当たって群馬県暴力団排除条例（平成２２年群馬県条例第５

１号）及び同条例に基づく規定を遵守するものとする。

（費用の負担及び支払）

第６条 丙が前条第１項の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費

用を速やかに支払うものとする。

（連絡窓口）

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては群馬県県土整備部建築課、乙

においては一般社団法人プレハブ建築協会担当部とする。

（報 告）
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第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 回甲に報告する1
ものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることが

できるものとする。

（会員名簿等の提供）

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年

回甲に提供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとす1
る。

（協 議）

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定

めるものとする。

（適 用）

第１１条 この協定は、平成２８年４月１日から適用する。

２ 平成８年３月１４日に締結された協定は、これを廃止する。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。

平成２８年４月１日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目1番地1号

群馬県

代表者 群馬県知事 大 澤 正 明

乙 東京都千代田区神田小川町二丁目3番13号

一般社団法人プレハブ建築協会

代表者 会 長 口 武 男樋
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１７－２－２ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、群馬県（以下「甲」という。）が一般社団法人全国木造建設事業協会（以

下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第４条第 1 項第 1 号に規定するものをいう。 

 

（要請の手続）                      

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその他必要と認

める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができ

る。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）の

あっせんその他、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村に委任した場合は、当該市町村

長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

２ 丙は、前項の住宅建設に当たって群馬県暴力団排除条例（平成 22 年群馬県条例第 51 号）及び同

条例に基づく規定を遵守するものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前条第１項の費用を

速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては群馬県県土整備部建築課、乙においては

一般社団法人全国木造建設事業協会本部・建設部会事務局とする。 

 

（報 告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 1 回甲に報告するものとする。

ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることができるものとする。 
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（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年 1 回甲に提

供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定めるものと

する。 

 

（適 用） 

第１１条 この協定は、令和４年３月 30 日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。    

 

   令和４年３月 30 日 

                      甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番地１号 

                        群馬県 

                        代表者 群馬県知事  山 本 一 太 

 

                                              

 

乙 東京都中央区八丁堀三丁目４番 10 号 

                                                北橋北見ビル東館６階 

                        一般社団法人全国木造建設事業協会 

                                                 代表者 理事長      大 野 年 司 
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１７－２－３ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書  

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、群馬県（以下「甲」という。）が一般社団法人群馬県木造住宅産業協会

（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第４条第 1 項第 1 号に規定するものをいう。 

 

（要請の手続）                      

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその他必要と認

める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができ

る。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）の

あっせんその他、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村に委任した場合は、当該市町村

長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

２ 丙は、前項の住宅建設に当たって群馬県暴力団排除条例（平成 22 年群馬県条例第 51 号）及び同

条例に基づく規定を遵守するものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前条第１項の費用を

速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては群馬県県土整備部建築課、乙においては

一般社団法人群馬県木造住宅産業協会とする。 

 

（報 告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 1 回甲に報告するものとする。

ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることができるものとする。 
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（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年 1 回甲に提

供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定めるものと

する。 

 

（適 用） 

第１１条 この協定は、令和４年３月 30 日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。    

 

   令和４年３月 30 日 

                      甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番地１号 

                        群馬県 

                        代表者 群馬県知事  山 本 一 太 

 

                                              

 

乙 群馬県前橋市紅雲町 1-7-12 

                                                群馬県住宅供給公社ビル４階 

                        一般社団法人群馬県木造住宅産業協会 

                                                 会長           徳 江 司 郎 
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１７－２－４ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、群馬県（以下「甲」という。）が一般社団法人日本 RV・トレーラーハウ

ス協会（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第４条第 1 項第 1 号に規定するものをいう。 

 

（要請の手続）                      

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその他必要と認

める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができ

る。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）の

あっせんその他、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村に委任した場合は、当該市町村

長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

２ 丙は、前項の住宅建設に当たって群馬県暴力団排除条例（平成 22 年群馬県条例第 51 号）及び同

条例に基づく規定を遵守するものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前条第１項の費用を

速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては群馬県県土整備部建築課、乙においては

一般社団法人日本 RV・トレーラーハウス協会とする。 

 

（報 告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 1 回甲に報告するものとする。

ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることができるものとする。 
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（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年 1 回甲に提

供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定めるものと

する。 

 

（適 用） 

第１１条 この協定は、令和４年３月 30 日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。    

 

   令和４年３月 30 日 

                      甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番地１号 

                        群馬県 

                        代表者 群馬県知事  山 本 一 太 

 

                                              

 

乙 東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 2-227 

                                                一般社団法人日本 RV・トレーラーハウス協会 

                                                 代表理事         稲 吉 啓 
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１７－２－５ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、群馬県地域防災計画に基づき、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、群馬県（以下「甲」という。）が一般社団法人日本ムービングハウス協

会（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第４条第 1 項第 1 号に規定するものをいう。 

 

（要請の手続）                      

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建築場所、戸数、規模、着工期日及びその他必要と認

める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができ

る。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）の

あっせんその他、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村に委任した場合は、当該市町村

長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

２ 丙は、前項の住宅建設に当たって群馬県暴力団排除条例（平成 22 年群馬県条例第 51 号）及び同

条例に基づく規定を遵守するものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前条第１項の費用を

速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては群馬県県土整備部建築課、乙においては

一般社団法人日本ムービングハウス協会事務局とする。 

 

（報 告） 

第８条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年 1 回甲に報告するものとする。

ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることができるものとする。 
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（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年 1 回甲に提

供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議の上定めるものと

する。 

 

（適 用） 

第１１条 この協定は、令和４年３月 30 日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有する。    

 

   令和４年３月 30 日 

                      甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番地１号 

                        群馬県 

                        代表者 群馬県知事  山 本 一 太 

 

                                              

 

乙 北海道札幌市清田区美しが丘三条 10-2-15 

                                                一般社団法人日本ムービングハウス協会 

                                                 代表理事         佐 々 木 信 博 
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市町村名 所在地（市町村担当課） 敷地面積 戸数 備考（現状等・箇所数等）
前橋市 総務部防災危機管理課危機管理係 713,480 4,090 61箇所

大手町三丁目600-1 4,100 40 前橋公園
日吉町一丁目10-2 6,300 44 日吉町１号公園
城東町四丁目４４３番地 他 8,683 52 前橋こども公園駐車場
敷島町２６２ 9,000 64 敷島公園
上小出町二丁目20 5,800 46 上小出国体公園
朝倉町４丁目9-11 7,400 60 八幡山公園
上佐鳥町520-2他 22,110 144 前橋工科大学
下川町66-2 4,500 38 下川中央公園
下阿内町377-9 4,500 32 舟戸公園
力丸町483 4,800 40 力丸団地公園
小坂子町920 11,100 80 芳賀公園
嶺町1300 21,700 158 嶺公園
石関町65-４ 15,700 112 石関公園
三俣町三丁目1 4,000 28 山形公園
荻窪町５３０－１他 3,000 28 荻窪公園（傾斜あり）
東片貝町417-4 53,832 214 桃ノ木川グランド
大利根町一丁目29 5,200 40 大利根中央公園
下新田町４６０－１ 4,800 30 大利根緑地
大友町一丁目8 8,600 64 さくら公園
元総社町一丁目２６ 2,800 22 明神東公園
総社町総社３０７８他 6,790 56 元総社中学校（運動場用地）
総社町一丁目8-2他 27,063 90 王山運動場
大渡町二丁目2-5 3,300 24 大渡公園
高井町一丁目5-1 9,900 68 総社町５号公園
総社町一丁目6 7,000 56 総社町２号団地公園
上細井町2084-1他 35,697 200 北部運動場
下小出町二丁目15 4,500 40 下小出中央公園
関根町三丁目7 3,300 28 関根公園
荒牧町108-2他 8,000 50 荒牧中央公園
青梨子町591他 28,373 138 清里方面運動場
天川大島町1198 6,100 40 大島公園
荒口町437-2他 12,000 290 前橋総合運動公園
西大室町2160 15,100 292 大室公園（場所により埋蔵文化財有り。深掘禁止）
東大室町164-1 4,100 32 城南工業団地公園
小屋原町1857-1他 25,284 114 木瀬方面運動場
堀越町４７２－２他 20,000 104 大胡総合運動公園
茂木町９３０番地 11,582 68 足軽グランド
堀越町1227-1他 5,472 28 大胡中学校（運動場用地）
茂木町684 5,917 32 茂木ふれあい農村公園（グランド）
堀越町１７１５－１ 1,200 70 大胡総合運動公園（野球場）
滝窪町８５２－１他 21,380 86 ぐりーんフラワー牧場（放牧地部分）
鼻毛石町２２７０－１他 22,500 138 宮城総合運動場（多目的広場）
鼻毛石町２２７０－１他 4,200 24 宮城総合運動場（補助グランド）
鼻毛石町２２７０－１他 23,400 130 宮城総合運動場（陸上競技場）
鼻毛石町２２７０－１他 9,750 24 宮城総合運動場（テニスコート）
馬場町３４９ 3,165 18 馬場区民広場
粕川町西田面１８９他 22,653 102 粕川総合グランド
粕川町女渕1500-2他 15,590 96 粕川西部運動場
粕川町月田370-1 4,335 24 粕川温泉元気ランド施設駐車場
富士見町引田66-2他 3,027 10 引田運動広場
富士見町横室477-1他 4,483 18 横室運動公園
富士見町原之郷1890 4,526 22 原中ふるさと公園
富士見町米野561 5,197 24 米野ふるさと公園
富士見町小沢100他 12,923 60 中学校第２グラウンド
富士見町時沢1726 2,412 10 愛宕運動広場
富士見町小暮2142-1 1,700 8 結婚の森穴田公園
富士見町小暮1894-2 1,679 8 所替戸研修センター
富士見町石井710-1他 5,381 22 石井三区ふるさと公園
富士見町漆窪337-4 3,066 16 漆窪光と緑のふれあい広場
富士見町小暮2430-2他 4,884 24 竜門公園
下増田町277　他 88,626 70 下増田運動場
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高崎市 総務部防災安全課 595,262 4,356 31箇所
浜川町208 187,544 276 浜川運動公園
下小鳥町82 13,008 58 六郷公園
緑町1-21 11,972 82 北三公園
問屋町2-6 6,379 79 問屋町中央公園
上並榎町1590 120,000 315 烏川緑地運動公園
倉賀野町2164-1 53,080 583 倉賀野緑地・友愛児童公園
高松町33 7,300 110 城址公園
中居町3-36 17,404 240 中居公園
八千代町1-7 18,452 151 和田橋交通公園・野球場
大八木町957 9,664 126 大八木公園グランド
上豊岡町563 9,493 83 笛吹公園・笛吹運動公園
東貝沢町1544 5,525 74 くじら森公園
上大類町763 11,790 44 若宮公園
宮沢町1608 7,000 163 金井原グランド
下室田1017-2他 3,500 71 鳥川公園　多目的広場
高浜町965他 1,600 41 高浜隣保館ゲートボール場
箕郷町西明屋740 12,000 414 ふれあい公園
箕郷町生原938-1 3,000 82 みねはら公園
箕郷町生原91 13,200 198 総合運動公園
足門町1430他 18,000 266 高崎市群馬総合運動場
北原町304-1他 4,900 74 国府地区中規模運動場
保渡田町2077他 5,400 67 上郊地区中規模運動広場
菅谷町77-82他 7,600 85 堤ヶ岡中規模運動広場
新町1651-3 1,566 25 町南児童公園
新町2267-16 1,472 20 七曲り公園
新町2144-8 1,118 16 苗木町公園
新町2516-1 1,568 24 花水木公園
吉井町塩字松山154番地1ほか 2,849 18 塩公民館敷地
吉井町池字川原1663番地ほか 10,343 204 吉井町運動公園
吉井町池字川原1686番地ほか 17,280 204 吉井町運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
吉井町岩崎字久保166番地1ほか 11,255 163 吉井西運動公園

桐生市 共創企画部　防災・危機管理課 166,978 1,340 18箇所
稲荷町1-1 5,086 48 新川公園
東一丁目910 3,300 24 東一丁目児童公園
宮本町三丁目1431 2,400 20 桐生が岡公園
東三丁目1010 2,100 20 東三丁目児童公園
宮前町一丁目1979-10他 3,299 4 空き地
菱町一丁目3405-1 1,844 16 城の岡東公園
菱町二丁目3540-4 880 16 桐陽台２号公園
広沢町五丁目4716 31,521 256 桐生市南公園
相生町三丁目444-1他7筆 25,797 204 ユーユー広場
相生町三丁目402-3他 9,632 48 ユーユー広場東側駐車場
川内町二丁目91 3,072 36 鷹ノ巣一号公園
新里町赤城山712-1 9,807 116 新里赤城運動広場
新里町野451-3 6,252 48 新里福祉センター駐車場
新里町新川2981-1 23,675 176 新里サッカー場
新里町新川3033-1 1,442 80 新里補助グラウンド
新里町新川3069 31,680 192 新里総合グラウンド
黒保根町水沼562-1 2,001 24 黒保根方面団　第１分団詰所脇
黒保根町下田沢甲964 3,190 12 下田沢集会所脇

伊勢崎市 総務部安心安全課 466,719 2,149 13箇所
堤西町93番地 143,681 625 華蔵寺公園運動施設
山王町2663番地 139,191 456 いせさき市民のもり公園
長沼町244番地 20,777 145 坂東公園
連取町3008番地1 29,786 273 仮称スポーツ広場
香林町二丁目1291番地6 12,457 63 赤堀香林運動公園
下触町873番地1 20,732 72 赤堀西部スポーツ公園
西久保町一丁目101番地 13,220 88 赤堀中央運動場
田部井町三丁目2090番地 17,320 88 あずま総合運動場
東小保方町3236番地1 9,849 96 あずまサッカースタジアム
田部井町三丁目1913番地1 17,065 74 あずまサブスタジアム及び駐車場
境伊与久3105 9,300 89 境伊与久沼公園（野球場）
境上武士846番地 30,200 72 境総合運動場
境島村2720番地 3,141 8 島村公民館駐車場
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太田市 総務部災害対策課災害対策係　 846,931 3,878 41箇所
浜町27-1他 16,158 38 天神公園
東本町53-14他 18,195 67 太田行政センター東別館
小舞木町277他 15,012 61 九合６号公園
高林北町894（グラウンド） 16,250 117 沢野スポ　グラウンド
高林北町894（テニスコート） 4,551 12 沢野スポ　テニスコート
下浜田町1088-1他 21,802 100 新浜公園
東長岡町1808他 19,426 170 韮川スポーツ広場
韮川町1 34,619 124 城東中学校
新野町1390他 16,742 170 鳥之郷スポーツ広場
鳥山上町2282他 34,065 106 勤労者体育施設
管塩町345他 25,874 166 強戸スポーツ広場
天良町858-2他 23,810 60 強戸小学校
龍舞町1397-1他 14,554 56 竜内公園
龍舞町3816-3他 20,898 86 休泊小学校
龍舞町4053他 26,725 173 休泊行政センター
西野谷町40-4他 28,707 148 宝泉スポーツ広場
西新町128他 22,230 101 西新町中央公園
西新町69他 17,421 55 西新町南公園
藤阿久町493-1他 15,299 55 西藤中央公園
由良町1765-1他 10,997 102 八千代グラウンド
東新町806他 22,746 93 東新町中央公園
新田中江田町1110他 20,154 188 木崎コミュニティ運動広場
新田木崎町546他 4,198 27 あおぞら公園
新田村田町1102他 8,666 71 村田公園
新田瑞木町69-1他 4,388 33 みずき公園
新田反町町885他 25,763 154 新田野球場
大原町383-70 34,597 210 中央運動公園（運動場）
大原町383-70 6,400 50 中央運動公園（芝生広場）
飯田町819 17,417 65 太田中央公園
南矢島町379 20,000 111 南矢島中央公園
由良町1472-1他 10,465 71 太田北之庄公園
宝町540 10,430 45 宝町中央公園
沖野町451-1 10,432 64 沖野公園
新田早川町15 19,062 100 早川公園
新田下田中町365-5他 7,724 40 下田中芝生公園
上強戸町2079-3他 181,416 256 太田市北部運動公園
新田村田町1036 22,605 172 生品コミュニティ運動公園
新田小金井町104-1 2,386 17 般若公園
大原町1604-1 10,251 101 藪塚本町西部ふるさと公園
由良町618-1他 3,502 35 由良町林公園
強戸町592 994 8 下強戸公園

沼田市 総務部地域安全課 92,283 592 11箇所
高橋場町1997他 4,030 24 十王公園
西倉内町594他 16,000 108 沼田公園野球場
薄根町4108-1他 4,176 24 下町第一児童公園
上沼須町366-1他 5,529 30 旧利南中学校運動広場
硯田町626他 6,225 40 運動公園補助競技場
下川田町1533他 10,080 66 川田運動広場
白沢町高平107他 9,779 54 白沢農民広場
利根町追貝2099他 9,470 56 平川運動広場
利根町老神361他 11,081 82 老神多目的広場
利根町輪組888-4他 11,913 84 南部山村広場
発知新田町533他 4,000 24 池田小学校

館林市 総務部安全安心課危機管理・国土強靭化係 154,498 1,052 14箇所
城町地内 40,235 170 館林城ゆめひろば
城町地内 9,800 108 つつじが岡公園南面駐車場
緑町二丁目地内 5,300 53 中央公園
大島町地内 4,900 49 大島東部運動広場
上三林町104-4 1,837 13 公民館駐車場
野辺町地内 8,000 68 東山運動広場
下三林町地内 11,000 135 近藤沼公園（東沼）
西高根町地内 5,000 40 高根中央公園
高根町地内 48,000 214 高根運動場
近藤178-29 2,924 20 空き地
上赤生田町字新田4050-1 2,800 22 広域防災拠点西側広場
赤生田町字新田4050-1 7,302 86 赤羽公民館グラウンド
東美園町20-1 2,600 26 広域防災拠点西側広場
上赤生田町地内 4,800 48 赤羽公民館グラウンド

渋川市 危機管理室危機管理係 267,510 1,497 12箇所
吹屋658-1外１２筆 11,000 116 子持ふれあい公園
渋川4230他 10,500 80 総合公園運動広場
金井226 22,500 130 吾妻川公園
伊香保町伊香保528-51 11,715 122 伊香保屋外運動場
中郷2699-17外３筆 23,000 227 子持総合運動広場
上白井2564-1外１筆 6,000 53 上白井運動場
半田2836-1 101,200 380 阪東橋緑地公園
渋川3999-1 35,800 100 大崎緑地公園
北橘町八崎995 14,071 75 橘北小学校
北橘町真壁524-1 13,613 44 橘小学校
赤城町津久田2280 8,323 100 北中学校運動場
赤城町滝沢191-1 9,788 70 南中学校運動場
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藤岡市 総務部地域安全課消防防災係 90,460 1,048 13箇所
藤岡1567-１ 9,516 90 中央公園
藤岡2728 2,898 31 みかぼみらい館第二駐車場
藤岡2728 4,064 56 みかぼみらい館第三駐車場
藤岡1485 7,991 89 総合学習センター
保美1391 6,059 132 保美憩いの広場
三本木530 13,066 144 陸上競技場
三本木530 7,224 77 藤岡市民球場
三本木530 6,300 66 藤岡市民球場サブグランド
白石1298-2 2,744 28 藤岡歴史館駐車場
三ツ木244-1 3,150 30 毛野国白石丘陵公園
下日野2290 4,060 47 旧南中学校
鬼石424-2 888 8 鬼石公民館駐車場
神田1547 22,500 250 防災公園

富岡市 危機管理課危機管理係 93,031 555 16箇所
富岡1722-1ほか 20,148 80 大成ﾎﾟﾘﾏｰ跡地
富岡2486-6ほか 2,500 20 小沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
富岡3029 2,098 8 しののめ公園
曽木119-1 7,097 28 東富岡公民館ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
七日市300-1 850 8 生涯学習ｾﾝﾀｰ駐車場
黒川249 4,350 26 黒川ふれあい公園
上黒岩1406-3 7,800 46 北部運動公園西ゾーン
一ノ宮1702 9,000 60 一ノ宮運動場
中高瀬60ほか 2,800 20 桐渕公園
中高瀬761-1ほか 3,200 24 高瀬小学校
岡本288-1 8,111 38 岡本農村広場
後賀726-1 4,377 22 東市民運動場
南蛇井411ほか 3,600 32 吉田小学校
上丹生3 3,500 30 丹生小学校
妙義町中里760ほか 9,900 83 妙義総合運動公園
妙義町古立265ほか 3,700 30 妙義運動場

安中市 総務部危機管理課危機管理係 228,128 1,328 26箇所
安中三丁目字新町3479-3 1,484 9 下の尻児童公園
安中五丁目字遠丸5082 1,734 12 遠丸児童公園
高別当字甲矢頭180-1 1,057 6 高別当児童公園
安中一丁目字前原2321 957 9 前原児童公園
安中字紅ヶ谷戸1725 23,256 24 米山公園
安中三丁目字川原町3403-2 1,347 12 谷津児童公園
安中三丁目10-43 7,418 70 安中小学校
原市薬師南2245-1 1,290 12 原市児童公園
原市字八本木1432-2 2,313 15 八本木児童公園
原市一丁目字久昌寺西2910-1他 4,300 28 原市団地自由広場
原市一丁目10-23 8,261 63 原市小学校
原市2245-2 16,412 137 第二中学校
磯部三丁目字舞台1367-1 1,650 7 磯部児童公園
磯部一丁目字久保1101-3 6,529 26 磯部公園
磯部四丁目12-8 9,260 61 磯部小学校
中野谷字注連引原3638-1 45,509 251 すみれヶ丘公園
鷺宮3139-2 9,310 60 東横野小学校
岩井62 10,131 64 碓東小学校
板鼻字本町2086-1 1,552 12 板鼻児童公園
東上秋間1831 7,822 58 秋間小学校
下後閑1999-1 7,775 63 後閑小学校
松井田町新堀530 10,961 66 松井田文化会館いこいの広場
松井田町原529 10,000 70 坂本スポーツ広場
松井田町二軒在家118 9,800 88 西横野多目的広場
松井田町小日向553-1 16,000 23 小日向スポーツ広場
松井田町上増田3344-1 12,000 82 細野スポーツ広場

みどり市 防災危機管理課防災危機管理係 108,252 1,019 7箇所
笠懸町阿左美1717-1 19,160 156 笠懸グラウンド
笠懸町西鹿田1383-1 17,973 133 西鹿田グラウンド
大間々町大間々1958 20,000 268 大間々グラウンド
大間々町桐原370 9,987 105 桐原グラウンド
東町座間399 10,031 77 東運動公園（グラウンド）
笠懸町鹿362 15,701 144 笠懸中学校
笠懸町阿左美829 15,400 136 笠懸南中学校

北群馬郡 79,613 449
榛東村 総務課防災交通係 32,444 169 7箇所

山子田1953 5,700 28 アリーナ駐車場
新井2867-4他 3,188 24 東部保育園用地
新井784-1他 3,877 45 防災広場
新井1448 5,038 16 榛東中学校駐車場
新井1523 4,469 20 新井緑地公園
広馬場1331 2,593 18 広馬場公園
広馬場1073-1他 7,579 18 しんとう南部公園

吉岡町 総務課協働安全室 47,169 280 3箇所
漆原949-1他 12,345 87 吉岡町町民グランド
南下1334-20他 15,070 122 八幡山グランド
上野田1256-23 19,754 71 上野田ふれあい公園

多野郡計 16,764 72
上野村 総務住民課総務係 5,400 23 1箇所

川和169 5,400 23 山村広場野球場
神流町 総務課消防交通係 11,364 49 4箇所

神流町大字柏木82他 504 2 老人いこいの家敷地
神流町大字相原36他 765 6 神流町町民体育館敷地
神流町大字麻生甲127番地 6,000 18 神流町総合グラウンド
神流町大字神ケ原甲1569 4,095 23 神流町宮地グラウンド
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甘楽郡計 52,166 415
下仁田町 総務課地域安全係 15,879 134 5箇所

下仁田大字390-1外 4,510 40 仲町公有地西側駐車場及びこんにゃく広場
東野牧2677外 1,766 18 旧東野牧小学校校庭
中小坂2234-2 1,976 20 旧北小学校校庭
西野牧12570-1 2,503 20 旧西牧西小学校校庭
西野牧5796 5,124 36 西牧グラウンド

南牧村 総務部総務課 8,287 33 3箇所
羽沢字高根甲93-1他 1,546 6 南牧村民俗資料館前庭
大日向字田ノ平1059他 3,043 10 南牧中学校校庭
千原字小千原382-1 3,698 17 南牧小学校広庭

甘楽町 総務課庶務係 28,000 248 3箇所
小幡1343他 17,000 148 甘楽総合公園
秋畑1430他 2,000 30 琴平山運動公園
白倉1343他 9,000 70 甘楽町陸上競技場
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吾妻郡計 192,229 1,088
中之条町 総務課地域安全係 72,900 521 8箇所

西中之条250-1 13,700 127 中之条町シルクパーク
中之条町1440 21,000 225 中之条町総合運動場
山田634 2,400 23 旧第１分校跡
上沢渡491-1 3,500 20 旧第２分校跡
四万3641-2ほか 4,100 13 旧第３分校跡
五反田3527-5 14,000 39 旧伊参小学校
横尾320 12,200 50 旧第５中学校
太子240-3 2,000 24 南部運動場

長野原町 総務課総務係 15,900 80 2箇所
北軽井沢1990-5372 9,300 40 ふれあい広場
林字花畑1394番地5 6,600 40 旧第一小学校

嬬恋村 総務課地域安全係 31,236 132 2箇所
大前字細原2036他 12,904 92 工業導入予定地
芦生田字川原570-1 18,332 40 総合グランド

草津町 土木課 15,630 104 2箇所
白根国有林58林班チ7小班 7,330 49 天狗山第１駐車場
白根国有林58林班チ8小班 8,300 55 天狗山第５駐車場

高山村 総務課 35,980 80 3箇所
大字中山字十二の前3750-1 19,504 40 村民野球場
大字中山字清水谷371-1 他 9,465 23 東地区村民広場
大字尻高字戸室2577 7,011 17 西地区村民広場

東吾妻町 総務課 20,583 171 6箇所
岡崎1493-2他 4,941 46 岡崎公民館
植栗160他 836 7 太田公民館
原町958 4,819 35 原町２号公園
三島6418他 4,258 35 あがつまふれあい公園
大戸343-1 3,859 30 大戸区民会館
奥田39-1,105 1,870 18 東支所駐車場

利根郡計 131,383 617
片品村 総務課 16,955 50 3箇所

鎌田3982 2,500 14 片品村文化センター駐車場
花咲2118 6,274 18 旧南小学校跡地
土出1957 8,181 18 旧北小学校跡地

川場村 総務課 27,500 120 3箇所
中野575 8,000 35 てんぐ山公園
天神１１１８－４ 10,000 35 スポーツ広場
川場湯原９４４ 9,500 50 太郎運動広場

昭和村 総務課 15,935 197 1箇所
糸井5895 15,935 197 昭和村総合運動公園　多目的グラウンド

みなかみ町 総務課危機管理室消防・防災係 70,993 250 10箇所
後閑5 4,952 11 老人福祉センター
政所933-1 10,331 33 月夜野南部運動広場
月夜野3272-4 2,200 10 蟹枠児童公園
上牧1821-1 9,200 28 月夜野北部運動広場
上牧1735 12,945 28 カルチャーセンター
幸知101 9,003 30 旧幸知小学校校庭
大穴270 6,000 21 大穴多目的広場
藤原字西1778 6,500 19 藤原湖畔公園（西）多目的広場
新巻1705-1 2,362 35 福祉センター脇資材置場
須川1354 7,500 35 新治中央運動公園多目的広場

佐波郡 107,968 512
玉村町 環境安全課消防防災係 107,968 512 3箇所

宇貫481 88,000 350 総合運動場
藤川24-1 4,980 50 藤川公園
川井32 14,988 112 東部スポーツ広場

邑楽郡 348,570 1,543
板倉町 総務課安全安心係 102,100 263 2箇所

板倉2742-44 89,100 165 中央公園
大蔵16 13,000 98 大蔵公園

明和町 総務課危機管理係 26,500 149 3箇所
川俣26 12,500 51 明和西小学校
大輪236-10 4,500 33 大輪公園
南大島1073 9,500 65 ふるさとの広場

千代田町 総務課危機管理室 79,696 122 3箇所
昭和4 13,996 39 昭和公園
赤岩2714 14,700 43 くらかけ公園
舞木470-16 51,000 40 なかさと公園

大泉町 総務部安全安心課 82,315 718 13箇所
吉田1213 15,700 147 南公園
吉田2465-1 10,590 66 野球場・駐車場
丘山1516-1 8,800 93 サッカー場
丘山1538-1 9,600 64 芝生広場・駐車場
北小泉一丁目1182-1 3,071 35 ゲートボール場
寄木戸648-1 6,820 65 空き地
古氷22-65 2,700 15 古氷南公園
坂田五丁目1413 3,300 12 坂田第２公園
坂田七丁目1569 3,300 16 坂田第１公園
朝日三丁目604-2 2,354 24 空き地
朝日四丁目707-1 10,600 115 御正作公園・野球場・駐車場
朝日五丁目826 2,330 30 文化むら北駐車場
仙石三丁目2241-1 3,150 36 ゲートボール場

邑楽町 総務課交通防災係 57,959 291 4箇所
鶉1318-1 20,767 115 邑楽町農村広場
石打1140 16,826 80 松本公園運動場
篠塚1411-2 10,400 50 邑楽町青少年広場
新中野127 9,966 46 緑が丘公園運動場
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災害時における民間賃貸住宅の１７－３－１

被災者への提供に関する協定

群馬県（以下「甲」という ）と社団法人群馬県宅地建物取引業協会（以下「乙」とい。

う 、社団法人全日本不動産協会群馬県本部（以下「丙」という ）は、災害時に相互に。） 。

協力して行う民間賃貸住宅の提供に関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）

この協定は、災害が発生した場合において、甲が災害により住宅を滅失し自己の第１条

資力によっては住居する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という ）のた。

めの応急的な住宅（災害救助法第２３条第１項第１号に規定するもの。以下「応急借上

げ住宅」という ）として民間賃貸住宅を提供するため、乙及び丙に協力を求めるにあた。

り、必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲（甲が委任した場合は当該市町村長。次条においても同じ ）は、災害が発生。

し必要と認める場合、乙及び丙に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間

賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請できるものとする。

（協力）

第３条 乙及び丙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、応急借上げ住宅と

して提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲に可能

な限り協力するものとする。

（協議）

第４条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲、乙及び丙の協議の上定めるも

のとする。

（雑則）

第５条 この協定は、平成２４年９月１９日から適用する。

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙の記名押印のうえ、各自１通

を保有する。

平成２４年 ９月１９日

甲 群馬県知事 大 澤 正 明

乙 社団法人群馬県宅地建物取引業協会

会 長 谷 田 部 栄 一

丙 社団法人全日本不動産協会群馬県本部

本 部 長 植 松 信 雄
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災害時における民間賃貸住宅の１７－３－２

被災者への提供に関する協定

（ 「 」 。） （ 「 」群馬県 以下 甲 という と公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 以下 乙

という ）は、災害時に相互に協力して行う民間賃貸住宅の提供に関して、次のとおり協。

定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害が発生した場合において、甲が災害により住宅を滅失し自己の

資力によっては住居する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という ）の。

ための応急的な住宅（災害救助法第２３条第１項第１号に規定するもの。以下「応急借

」 。） 、 、上げ住宅 という として民間賃貸住宅を提供するため 乙に協力を求めるにあたり

必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲（甲が委任した場合は当該市町村長。次条においても同じ ）は、災害が発生。

し必要と認める場合、乙に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住

宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請できるものとする。

（協力）

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、応急借上げ住宅として提

供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲に可能な限り

協力するものとする。

（協議）

第４条 この協定の実施に関し必要な事項については、甲及び乙の協議の上定めるものと

する。

（雑則）

第５条 この協定は、平成２４年９月１９日から適用する。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙の記名押印のうえ、各自１通を保有

する。

平成２４年 ９月１９日

甲 群 馬 県 知 事 大 澤 正 明

乙 公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会

会 長 川 口 雄 一 郎
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１７－３－３ 関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への 
提供に関する協定 

 
 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、別記の宅地建物取引業協会（以下「宅建協会」という。）は、大規模広域災害

（二以上の都道府県の区域にわたり被害が発生し、又は一の都道府県の区域において甚大な被害

が発生し、広域的な対応が必要な災害をいう。）が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者へ

の提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急的

な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、宅建協会に

協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 
 
（協力要請） 
第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、自都県に所在する宅建協会に対し、

応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向け

た協力を要請するとともに、他の都県に対し、被災者への応急借上げ住宅の提供を要請するこ

とができるものとする。 
２ 前項の要請を受けた都県は、自都県に所在する宅建協会に対し、応急借上げ住宅として被災

者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請することがで

きるものとする。 
 
（協力） 
第３条 宅建協会は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ住宅として

提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可能な限り協

力するものとする。 
 
（都県の役割） 
第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、宅建協会に委託することができる。 

- 863 -



 

 
（宅建協会の役割） 
第５条 宅建協会は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の

各号に掲げる事務を行う。 
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃

借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
四 都県からの委託を受けた業務に関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、宅建協会と個別に締結

している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるものではない。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び宅建協会の協議の上定めるも

のとする。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定（第２条第２項を除く。）の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 
 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
（別記） 
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 
公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 
一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 
公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 
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平成２９年 ３月２７日 
 

茨城県知事   橋 本  昌     

栃木県知事   福 田 富 一    

群馬県知事   大 澤 正 明    

埼玉県知事   上 田 清 司    

千葉県知事   鈴 木 栄 治    

東京都知事   小 池 百合子    

神奈川県知事  黒 岩 祐 治    

山梨県知事   後 藤  斎     
静岡県知事   川 勝 平 太    
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 

会 長    張 替 武 敏    

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 

会 長    五十嵐  薫     

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 

会 長    長 井 貞 二    

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 

会 長    内 山 俊 夫    

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 

会 長    貝 川 和 正    

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 

会 長    瀬 川 信 義    

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 

会 長    坂 本  久     

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

会 長    市 川 三千雄    

公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 

会 長    初 澤 宣 廣    
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関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定

運用細則 
 
平成２９年３月２７日付けで締結した、関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅

の被災者への提供に関する協定（以下「協定」という。）第７条に基づき、群馬県（以下「甲」と

いう。）と一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会（以下「乙」という。）とは、次のとおり運用

細則を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この運用細則は、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（応急借上げ住宅の基準） 
第２条 協定第１条に規定する応急借上げ住宅は、次に掲げる全ての基準を満たす住宅とする。 

一 原則として昭和５６年以降に建設され、かつ乙により被災後に使用が可能であると確認さ

れた住宅であること 
二 世帯人数に適した間取り・面積を有するものであり、賃料についても適正な住宅であるこ

と。なお、原則として世帯人員数ごとの月額賃料上限は別表のとおりとする。 
 
（入居者の要件） 
第３条 応急借上げ住宅に入居することができる者は、原則として、災害の被災者で、災害の当

時居住していた住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力を

もってしては住宅を確保することができない者（以下「住宅確保困難者」という。）とする。 
 
（応急借上げ住宅の提供方法） 
第４条 住宅確保困難者への応急借上げ住宅の提供に当たっては、甲が応急借上げ住宅として被

災者に提供しようとする民間賃貸住宅の所有者（転貸を目的とする賃借人を含む。第５条にお

いて「所有者等」という。）と賃貸借契約を締結した上で、提供するものとする。 
２ 前項の賃貸借契約は借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条第１項の規定による定期

建物賃貸借契約によることを原則とし、その期間は原則２年以内の甲の定める期間とする。 
 
（応急借上げ住宅としての契約の締結） 
第５条 甲は、住宅確保困難者が入居を希望する民間賃貸住宅であって甲による借上げの申請が

あったもののうち、第２条に定める基準を満たすものについて、応急借上げ住宅として用いる

ことを前提として、当該民間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
２ 甲は、前項に定めるもののほか、協定第３条に基づき乙から情報提供を受けた民間賃貸住宅

であって、第２条に定める基準を満たすもののうち、甲自らが選定したものを、応急借上げ住

宅を自ら探すことが困難な世帯向けの応急借上げ住宅として用いることを前提として、当該民

間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
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（入居者の決定） 
第６条 甲は、甲が定める入居者決定に係る手続き及び基準に基づき、住宅確保困難者の中から、

前条に基づき甲が賃貸借契約を締結した住宅の入居者を決定するものとする。 
２ 甲は、被災者への応急借上げ住宅の提供を開始するに当たり、入居者の決定に係る手続き及

び基準を公示するものとする。 
 
（経費の負担） 
第７条 応急借上げ住宅の提供に必要な次の各号に掲げる経費の負担は、次の各号に定めるとお

りとする。 
一 応急借上げ住宅の賃料及び損害保険料 甲が全額負担する。 
二 仲介手数料 甲が全額負担することとし、１物件当たり賃料の０．５ヶ月相当分（消費税

等相当額は別途）とする。 
三 敷金及び礼金 甲及び入居者は負担しない。 
四 退去修繕負担金 明渡し時における原状回復に要する費用として、甲が１物件当たり賃料

の２ヶ月相当分を負担する。 
五 共益費、電気、水道、ガス料金、家賃に含まれない駐車場料金及び自治会費等 入居者が

全額負担する。 
六 協定第４条第２項の委託に要する費用 甲が全額負担する。 

 
（協議） 
第８条 この運用細則に定めのない事項及びこの運用細則に定めた事項について疑義が生じたと

きは、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 
 
（雑則） 
第９条 この運用細則は、平成２９年３月２７日から適用する。 
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別表 世帯人員数ごとの月額賃料上限 

 
※1 住宅確保困難者が希望すれば 70 ㎡未満でも入居可能 

世帯人員数 月額賃料上限

１人 60,000

２人～４人 60,000

５人以上 90,000 70㎡以上(※1)

70㎡未満

50㎡未満

延床面積（参酌基準）
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この運用細則を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成２９年 ３月２７日 

 
 

甲  群馬県県土整備部 
 
県土整備部長  上 原 幸 彦   印 

 
 
乙  一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 

 
会長      長 井 貞 二   印 
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１７－３－４ 関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への 
提供に関する協定 

 
 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、別記の全日本不動産協会都県本部（以下「不動産協会都県本部」という。）は、

大規模広域災害（二以上の都道府県の区域にわたり被害が発生し、又は一の都道府県の区域にお

いて甚大な被害が発生し、広域的な対応が必要な災害をいう。）が発生した場合における民間賃貸

住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急的

な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、不動産協会

都県本部に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 
 
（協力要請） 
第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、自都県に所在する不動産協会都県

本部に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑

な提供に向けた協力を要請するとともに、他の都県に対し、被災者への応急借上げ住宅の提供

を要請することができるものとする。 
２ 前項の要請を受けた都県は、自都県に所在する不動産協会都県本部に対し、応急借上げ住宅

として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請す

ることができるものとする。 
 
（協力） 
第３条 不動産協会都県本部は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ

住宅として提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可

能な限り協力するものとする。 
 
（都県の役割） 
第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、不動産協会都県本部に委託することができる。 
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（不動産協会都県本部の役割） 
第５条 不動産協会都県本部は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に

関する次の各号に掲げる事務を行う。 
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃

借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
四 都県からの委託を受けた業務に関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、不動産協会都県本部と

個別に締結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるもの

ではない。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び不動産協会都県本部の協議の

上定めるものとする。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定（第２条第２項を除く。）の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 
 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
（別記） 
公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部 
公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 
公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部 
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 
公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 
公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 
公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 
公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部 
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公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部 
平成２９年 ３月２７日 
 

茨城県知事   橋 本  昌     

栃木県知事   福 田 富 一    

群馬県知事   大 澤 正 明    

埼玉県知事   上 田 清 司    

千葉県知事   鈴 木 栄 治    

東京都知事   小 池 百合子    

神奈川県知事  黒 岩 祐 治    

山梨県知事   後 藤  斎     
静岡県知事   川 勝 平 太    
公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部 
本部長    須 田 洋 次    

公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 
本部長    稲 川 知 法    

公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部 
本部長    新 井 晴 夫    

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 
本部長    長 島 友 伸    

公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 
本部長    森  幸 一     

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 
本部長    中 村 裕 昌    

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 
本部長    秋 山  始     

公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部 
本部長    村 松 清 美    

公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部 
本部長    前 田 忠 浩    
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関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定

運用細則 
 
平成２９年３月２７日付けで締結した、関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅

の被災者への提供に関する協定（以下「協定」という。）第７条に基づき、群馬県（以下「甲」と

いう。）と公益社団法人 全日本不動産協会 群馬県本部（以下「乙」という。）とは、次のとおり

運用細則を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この運用細則は、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（応急借上げ住宅の基準） 
第２条 協定第１条に規定する応急借上げ住宅は、次に掲げる全ての基準を満たす住宅とする。 

一 原則として昭和５６年以降に建設され、かつ乙により被災後に使用が可能であると確認さ

れた住宅であること 
二 世帯人数に適した間取り・面積を有するものであり、賃料についても適正な住宅であるこ

と。なお、原則として世帯人員数ごとの月額賃料上限は別表のとおりとする。 
 
（入居者の要件） 
第３条 応急借上げ住宅に入居することができる者は、原則として、災害の被災者で、災害の当

時居住していた住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力を

もってしては住宅を確保することができない者（以下「住宅確保困難者」という。）とする。 
 
（応急借上げ住宅の提供方法） 
第４条 住宅確保困難者への応急借上げ住宅の提供に当たっては、甲が応急借上げ住宅として被

災者に提供しようとする民間賃貸住宅の所有者（転貸を目的とする賃借人を含む。第５条にお

いて「所有者等」という。）と賃貸借契約を締結した上で、提供するものとする。 
２ 前項の賃貸借契約は借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条第１項の規定による定期

建物賃貸借契約によることを原則とし、その期間は原則２年以内の甲の定める期間とする。 
 
（応急借上げ住宅としての契約の締結） 
第５条 甲は、住宅確保困難者が入居を希望する民間賃貸住宅であって甲による借上げの申請が

あったもののうち、第２条に定める基準を満たすものについて、応急借上げ住宅として用いる

ことを前提として、当該民間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
２ 甲は、前項に定めるもののほか、協定第３条に基づき乙から情報提供を受けた民間賃貸住宅

であって、第２条に定める基準を満たすもののうち、甲自らが選定したものを、応急借上げ住

宅を自ら探すことが困難な世帯向けの応急借上げ住宅として用いることを前提として、当該民

間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
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（入居者の決定） 
第６条 甲は、甲が定める入居者決定に係る手続き及び基準に基づき、住宅確保困難者の中から、

前条に基づき甲が賃貸借契約を締結した住宅の入居者を決定するものとする。 
２ 甲は、被災者への応急借上げ住宅の提供を開始するに当たり、入居者の決定に係る手続き及

び基準を公示するものとする。 
 
（経費の負担） 
第７条 応急借上げ住宅の提供に必要な次の各号に掲げる経費の負担は、次の各号に定めるとお

りとする。 
一 応急借上げ住宅の賃料及び損害保険料 甲が全額負担する。 
二 仲介手数料 甲が全額負担することとし、１物件当たり賃料の０．５ヶ月相当分（消費税

等相当額は別途）とする。 
三 敷金及び礼金 甲及び入居者は負担しない。 
四 退去修繕負担金 明渡し時における原状回復に要する費用として、甲が１物件当たり賃料

の２ヶ月相当分を負担する。 
五 共益費、電気、水道、ガス料金、家賃に含まれない駐車場料金及び自治会費等 入居者が

全額負担する。 
六 協定第４条第２項の委託に要する費用 甲が全額負担する。 

 
（協議） 
第８条 この運用細則に定めのない事項及びこの運用細則に定めた事項について疑義が生じたと

きは、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 
 
（雑則） 
第９条 この運用細則は、平成２９年３月２７日から適用する。 
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別表 世帯人員数ごとの月額賃料上限 

 
※1 住宅確保困難者が希望すれば 70 ㎡未満でも入居可能 

世帯人員数 月額賃料上限

１人 60,000

２人～４人 60,000

５人以上 90,000 70㎡以上(※1)

70㎡未満

50㎡未満

延床面積（参酌基準）
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この運用細則を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成２９年 ３月２７日 
 

 
甲  群馬県県土整備部 
 

県土整備部長  上 原 幸 彦   印 
 
 
乙  公益社団法人 全日本不動産協会 群馬県本部 

 
本部長     新 井 晴 夫   印 
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１７－３－５ 関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への 
提供に関する協定 

 
 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会及び公益社団法人東京共同住宅協

会（以下「関係団体」という。）は、大規模広域災害（二以上の都道府県の区域にわたり被害が発

生し、又は一の都道府県の区域において甚大な被害が発生し、広域的な対応が必要な災害をいう。）

が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急的

な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、関係団体に

協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 
 
（協力要請） 
第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、公益社団法人全国賃貸住宅経営者

協会連合会（東京都にあっては、関係団体）に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能

な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請するとともに、他の都県に

対し、被災者への応急借上げ住宅の提供を要請することができるものとする。 
２ 前項の他の県からの要請を受けた東京都は、公益社団法人東京共同住宅協会に対し、応急借

上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力

を要請することができるものとする。 
 
（協力） 
第３条 関係団体は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ住宅として

提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可能な限り協

力するものとする。 
 
（都県の役割） 
第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、関係団体に委託することができる。 
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（関係団体の役割） 
第５条 関係団体は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の

各号に掲げる事務を行う。 
一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃

借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 
三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
四 都県からの委託を受けた業務に関すること 
五 その他関係者との調整に関すること 

 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、関係団体と個別に締結

している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるものではない。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び関係団体の協議の上定めるも

のとする。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 
 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
平成２９年 ３月２７日 
 

茨城県知事   橋 本  昌     

栃木県知事   福 田 富 一    

群馬県知事   大 澤 正 明    

埼玉県知事   上 田 清 司    

千葉県知事   鈴 木 栄 治    

東京都知事   小 池 百合子    
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神奈川県知事  黒 岩 祐 治    

山梨県知事   後 藤  斎     

静岡県知事   川 勝 平 太    
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 
会 長    三 好  修     

公益社団法人東京共同住宅協会 
会 長    谷 崎 憲 一    
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関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定

運用細則 
 
平成２９年３月２７日付けで締結した、関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅

の被災者への提供に関する協定（以下「協定」という。）第７条に基づき、群馬県（以下「甲」と

いう。）と公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会（以下「乙」という。）とは、次のとおり

運用細則を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この運用細則は、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（応急借上げ住宅の基準） 
第２条 協定第１条に規定する応急借上げ住宅は、次に掲げる全ての基準を満たす住宅とする。 

一 原則として昭和５６年以降に建設され、かつ乙により被災後に使用が可能であると確認さ

れた住宅であること 
二 世帯人数に適した間取り・面積を有するものであり、賃料についても適正な住宅であるこ

と。なお、原則として世帯人員数ごとの月額賃料上限は別表のとおりとする。 
 
（入居者の要件） 
第３条 応急借上げ住宅に入居することができる者は、原則として、災害の被災者で、災害の当

時居住していた住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力を

もってしては住宅を確保することができない者（以下「住宅確保困難者」という。）とする。 
 
（応急借上げ住宅の提供方法） 
第４条 住宅確保困難者への応急借上げ住宅の提供に当たっては、甲が応急借上げ住宅として被

災者に提供しようとする民間賃貸住宅の所有者（転貸を目的とする賃借人を含む。第５条にお

いて「所有者等」という。）と賃貸借契約を締結した上で、提供するものとする。 
２ 前項の賃貸借契約は借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条第１項の規定による定期

建物賃貸借契約によることを原則とし、その期間は原則２年以内の甲の定める期間とする。 
 
（応急借上げ住宅としての契約の締結） 
第５条 甲は、住宅確保困難者が入居を希望する民間賃貸住宅であって甲による借上げの申請が

あったもののうち、第２条に定める基準を満たすものについて、応急借上げ住宅として用いる

ことを前提として、当該民間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
２ 甲は、前項に定めるもののほか、協定第３条に基づき乙から情報提供を受けた民間賃貸住宅

であって、第２条に定める基準を満たすもののうち、甲自らが選定したものを、応急借上げ住

宅を自ら探すことが困難な世帯向けの応急借上げ住宅として用いることを前提として、当該民

間賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結するものとする。 
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（入居者の決定） 
第６条 甲は、甲が定める入居者決定に係る手続き及び基準に基づき、住宅確保困難者の中から、

前条に基づき甲が賃貸借契約を締結した住宅の入居者を決定するものとする。 
２ 甲は、被災者への応急借上げ住宅の提供を開始するに当たり、入居者の決定に係る手続き及

び基準を公示するものとする。 
 
（経費の負担） 
第７条 応急借上げ住宅の提供に必要な次の各号に掲げる経費の負担は、次の各号に定めるとお

りとする。 
一 応急借上げ住宅の賃料及び損害保険料 甲が全額負担する。 
二 仲介手数料 甲が全額負担することとし、１物件当たり賃料の０．５ヶ月相当分（消費税

等相当額は別途）とする。 
三 敷金及び礼金 甲及び入居者は負担しない。 
四 退去修繕負担金 明渡し時における原状回復に要する費用として、甲が１物件当たり賃料

の２ヶ月相当分を負担する。 
五 共益費、電気、水道、ガス料金、家賃に含まれない駐車場料金及び自治会費等 入居者が

全額負担する。 
六 協定第４条第２項の委託に要する費用 甲が全額負担する。 

 
（協議） 
第８条 この運用細則に定めのない事項及びこの運用細則に定めた事項について疑義が生じたと

きは、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 
 
（雑則） 
第９条 この運用細則は、平成２９年３月２７日から適用する。 
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別表 世帯人員数ごとの月額賃料上限 

 
※1 住宅確保困難者が希望すれば 70 ㎡未満でも入居可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世帯人員数 月額賃料上限

１人 60,000

２人～４人 60,000

５人以上 90,000 70㎡以上(※1)

70㎡未満

50㎡未満

延床面積（参酌基準）
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この運用細則を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成２９年 ３月２７日 

 
 

甲  群馬県県土整備部 
 

県土整備部長  上 原 幸 彦   印 
 

 
 
乙  公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 
 

会長      三 好  修     印 
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１７－４ 災害時における電気設備等の応急対策業務に関

する協定

群馬県（以下「甲」という ）と社団法人群馬県電設協会（以下「乙」という ）とは、地震・風。 。

水害・その他の災害（以下「災害」という ）が発生するおそれのある場合の事前防止に係わる業務。

及び災害が発生した場合の応急対策に係わる業務（以下「業務」という ）の施行に関し次のとおり。

協定する。

（目 的）

第１条 甲の管理する施設の電気設備、電気器具または配線（以下「甲の電気設備」という ）の機。

能確保及び復旧を図るため、基本的な事項を定め、乙は災害に対し迅速かつ的確に対応することを

目的とする。

（協力要請）

第２条 甲は、前条の要請を行うときは、業務の内容を明示して、文書により乙に要請するものとす

る。ただし、緊急を要するときは口頭で要請し、事後すみやかに文書を送付するものとする。

（災害応急対策業務の内容）

第３条 甲が乙に要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。

（１）災害の発生が予想される場合の電気設備の点検及び要員の配置

（２）災害発生時における電気設備の損壊箇所等の被害状況把握及び報告

（３）災害発生時における電気設備の応急措置・応急復旧工事

（４）その他特に要請のあった事項

（協力体制）

． 、 、 、 、第４条 １ 乙は 甲と協議のうえ 業務を速やかに実施するため 災害時において業務に携わる者

及びその連絡網をあらかじめ甲に報告しなければならない。

２．乙は、甲と協議のうえ、施工業者が業務を実施する施行区域をあらかじめ別紙に定めて

おかなければならない。

（実働計画）

、 、 。第５条 乙は 災害に的確に対応するため 甲の指示により災害応急対策業務を実施するものとする

、 、 、また 災害の発生が予想される場合及び災害発生時においては 特に迅速かつ的確に対応するため

第３条「災害応急対策業務」に基づき実施するものとする。
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（報告）

第６条 乙は、前条の規定により業務を実施したときは、甲に対し、すみやかに次に揚げる事項を文

書により報告するものとする。

（１）実施した業務の内容、人員および期間

（２）使用した機械及び稼働期間

（３）消費した資材、燃料

（４）その他必要な事項

（費用負担）

第７条 甲の要請に基づき、乙が実施した業務の費用は甲が負担する。費用請求及び支払い方法は、

別途協議のうえ定めるものとする。

（災害補償）

第８条 業務に従事した作業員が、当該業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害補償について

は、乙の責任において行うものとする。但し、当該業務を実施するに当たり要した保険料について

は、甲に対する請求に盛り込むことを可とする。

（損害補償）

第９条 業務の実施により第三者に損害を与えた場合の補償は、乙の責任において行うものとする。

（協定の期間及び更新）

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、甲または乙のいずれか

らも別段の申し出が、なされないときは、期間が満了した後においても本協定が同一条件で１年間

を単位として自動的に更新されるものとする。

（雑則）

第１１条 この協定に定めない事項について、定めをする必要が生じたとき、又は、この協定に定め

る事項に疑義が生じた時は、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。

（適 用）

第１２条 この協定は、平成１７年８月４日から適用する。

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙は記名のうえ各１通を保有する。

平成１７年８月４日

甲 群馬県知事 小 寺 弘 之

乙 社団法人群馬県電設協会

会 長 阿 久 澤 茂
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1 県本庁舎 前橋市大手町１－１－１ ０２７－２２６－２２４５

2 地域防災センター 前橋市上細井町２１４２－１ ０２７―２３４―９０９９

3 群馬ヘリポート 前橋市下阿内町３７７－２ ０２７－２６５－０２００
4 消防学校 前橋市田口町１４７３ ０２７－２３２－５６００

5 前橋行政事務所 前橋市上細井町２１４２－１ ０２７－２３１－２７６５

6 前橋土木事務所 前橋市上細井町２１４２－１ ０２７－２３４－４２２４

7 渋川行政事務所 渋川市金井３９５ ０２７９－２２－０７７７

8 渋川土木事務所 渋川市金井３９５ ０２７９－２２－４０５５

9 伊勢崎行政事務所 伊勢崎市今泉町１－２２－１ ０２７０－２５－０７８２
10 伊勢崎土木事務所 伊勢崎市安堀町２４７－１ ０２７０－２５－４０１０

11 高崎行政事務所 高崎市台町４－３ ０２７－３２２－４６８１

12 高崎土木事務所 高崎市台町４－３ ０２７－３２２－４１８６

13 藤岡行政事務所 藤岡市下栗須１２４－５ ０２７４－２２－５１０１

14 藤岡土木事務所 藤岡市下栗須１２４－５ ０２７４－２２－２１５６

15 富岡行政事務所 富岡市田島３４３－１ ０２７４－６２－９５２５

16 富岡土木事務所 富岡市田島３４３－１ ０２７４－６３－２２５５
17 安中土木事務所 安中市安中３７１１－１ ０２７－３８２－１３５０

18 中之条行政事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町６６４ ０２７９－７５－３３０１
19 中之条土木事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町７０９－１ ０２７９－７５－３０４７

20 沼田行政事務所 沼田市薄根町４４１２ ０２７８－２２－４３３８
21 沼田土木事務所 沼田市薄根町４４１２ ０２７８－２４－５５１１

22 太田行政事務所 太田市西本町６０－２７ ０２７６－３２－２２１５

23 太田土木事務所 太田市西本町６０－２７ ０２７６－３２－２３４５

24 館林行政事務所 館林市仲町１１－１０ ０２７６－７２－４４１５

25 館林土木事務所 館林市栄町２３－１ ０２７６－７２－４３５５

26 桐生行政事務所 桐生市相生町２－３３１ ０２７７－５３－０１２１
27 桐生土木事務所 桐生市相生町２－３３１ ０２７７－５３－０１２１

※行政事務所と土木事務所が同一建物の場合、その合同庁舎を対象とする。

東部県民局

西部県民局

吾妻県民局 吾妻地区会員

利根沼田県民局 沼田地区会員

富岡地区会員

高崎地区会員
藤岡地区会員

太田地区会員
館林地区会員

桐生地区会員

地区別出動対応

前橋地区会員

中部県民局

伊勢崎地区会員

前橋地区会員
渋川地区会員

即時出動対象施設一覧

No 施設名 所在地 電話番号
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１７－５ 災害時における応急対策業務等の実施に関する協定書

群馬県（以下「甲」という ）と、群馬県造園団体協議会（以下「乙」という ）は、災害時に。 。

おける応急対策業務の実施について、次のとおり協定を定めるものとする。

（目的）

第１条 この協定は、地震、風水害その他の大規模災害等により、群馬県が所管する県立公園及

び関連施設等 以下 公共施設等 という に機能障害が発生した場合において 必要な応急（ 「 」 。） 、

対策業務が乙の協力を得て速やかに実施できることを目的とする。

（協定業務の内容）

第２条 この協定の対象とする応急対策業務 以下 協定業務 という の内容は 次のとおり（ 「 」 。） 、

とする。

（１）公共施設等の機能確保のための障害物（倒木等）の除去

（２）災害発生後の二次災害防止のための樹木等の被害状況の調査

（３）応急対策業務に係わる技術的助言

（４）その他甲が必要とする応急対策業務

（協力業務の要請）

第３条 甲は、前条の協定業務について、乙の協力が必要と認める場合は、乙に協力を要請する

ものとする。

２ 乙は、前項の協力要請があった場合、甲に協力するものとする。

３ 甲は、業務の要請を行うときは業務の内容を明示して、文書により乙に要請するものとする。

ただし、緊急を要するときは口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。

４ 甲の協力要請には、別表に掲げる者からの要請を含むものとする。

（災害補償）

第４条 この協定に基づいて協定業務に従事した者が、その責に帰することができない理由によ

り負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡した場合の補償について 「労働者災害補償保険法、

昭和 年法律第 号 の適用がされない場合は 乙の責任において行うものとする ただ（ ）」 、 。22 50

し 「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和 年群馬県、 38

条例第 号 」が適用される場合は、甲が補償する。45 ）

（実施対応）

第５条 乙は、業務を実施するときは、甲又は公共施設等を管理する指定管理者の指示に従い、

迅速に業務を実施するものとする。

（請負契約）

第６条 甲と乙とは 第 条の協定業務を実施するときは 群馬県財務規則 平成 年群馬県規、 、「 （2 3

則第 号 」に基づく手続きにより、速やかに工事請負契約又は業務委託契約を締結するもの18 ）

とする。

（完了報告）

第７条 乙は、業務を完了したときは、甲にその状況を速やかに文書により報告するものとする。

ただし、緊急を要するときは口頭で報告し、事後に遅滞なく文書を提出するものとする。
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（危機管理への協力）

第８条 甲は、公共施設等に係わる防災に関する訓練、又は研修に乙の参加協力を依頼できるも

のとする。

２ 乙は、前項の協力依頼があった場合、可能な限り協力するものとする。

（読替規定）

第９条 第 条第 項の規定を適用する場合には、同条、第 条、第 条、第 条及び第 条中3 4 5 6 7 8

の「甲」は 「別表に掲げる者」と読み替えるものとする。、

（連絡責任者）

第１０条 この協定に係る連絡責任者は、甲においては、群馬県県土整備部都市計画課長、乙に

おいては、群馬県造園団体協議会会長をそれぞれ指定するものとする。

２ 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じて連絡会議の開催等、

情報交換に努めるものとする。

（協議）

第１１条 本協定に定めのない事項、又は、この協定に関する疑義が生じた時は、その都度甲乙

協議して定めるものとする。

（附則）

１．この協定は平成２２年４月１日から適用する。

２．この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有す

るものとする。

平成２２年３月３０日

甲 群馬県前橋市大手町一丁目 番 号1 1

群馬県知事 大澤 正明

乙 群馬県前橋市上大島町２５－５

群馬県造園団体協議会

会長 清水 一也

（構成団体） 社団法人 群馬県造園緑化協会

会長 武井 茂男

群馬県造園師組合

組合長 佐藤 守

社団法人 日本造園組合連合会群馬県支部

支部長 小保方 好男

社団法人 群馬県造園建設業協会

会長 清水 一也
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別 表

前橋土木事務所長

高崎土木事務所長

太田土木事務所長

館林土木事務所長
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１７－６ 災害時における支援に関する協定書 

 
群馬県（以下「県」という。）と群馬県交通安全施設業協同組合（以下「群交

協」という。）とは、災害発生時における支援に関して、次のとおり協定を定め

るものとする。 
（目的） 
第１条 この協定は、地震や風水害、その他災害（以下「災害」という。）に 
よって、県が管理する道路において、被害が発生したとき、又は、そのおそ  

れがあるとき、双方が協力して迅速かつ適切に対応するため、基本事項を定 

めることを目的とする。 
（用語の定義） 
第２条 この協定において「保安機材」とは、災害発生時に必要とされる交通 

の安全を図るための標示板などの機材をいう。 
(支援の要請) 

第３条 県は、災害が発生するなど、支援が必要である場合は、群交協に対し 

て支援を要請することができる。なお、県は土木事務所長を含むものとし、 

土木事務所長は、群交協に直接支援を要請できるものとする。 
２ 群交協は、支援要請があった場合、速やかに協力するものとする。 

（支援の内容） 
第４条 県が管理する道路の災害発生時に必要とされる保安機材の支援。 
２ 群交協は県が災害発生時に必要な保安機材の備蓄に努めるものとし、保安

機材が不足した際には、優先的に追加支援するものとする。 
３ 支援した保安機材の定期的更新。  

（支援の実施体制） 
第５条 群交協は、支援が速やかに行なえるよう（一社）群馬県建設業協会と 

あらかじめ、実施体制について覚書を取り交しておくものとする。 
（費用の負担） 
第６条 保安機材の支援に要する費用は、全て群交協が負担するものとする。 
（損害の負担） 
第７条 災害対策基本法に基づき、県から、または（一社）群馬県建設業協会  

を通じ支援要請が発せられ、前第３条の規定により支援業務に従事したもの

が負傷し、もしくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、｢災害に際し応急措

置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例｣(昭和３８年１０月２５

日条例第４５号)に基づき、これを補償するものとする。 
 
（雑則） 
第８条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、双方 

が協議して定めるものとする。 
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附則 
１ この協定は、平成２６年７月２日から適用する。 
２ この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方署名の上、それぞ 

れ１通を所持するものとする。 
 
 

平成２６年７月２日 
 
                  群馬県知事   大 澤 正 明 
             
                
                   

群馬県交通安全施設業協同組合 
                   

理 事 長   峯 﨑  寛 
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１７－７ 災害時における災害応急対策業務及び 

建設資材調達に関する包括的協定書 
 

 

 国土交通省関東地方整備局長（以下「甲」という。）並びに茨城県知事、栃木県知事、群

馬県知事、埼玉県知事、千葉県知事、東京都知事、神奈川県知事、山梨県知事、長野県知事、

さいたま市長、千葉市長、横浜市長、川崎市長、相模原市長、独立行政法人水資源機構理事

長、東日本高速道路株式会社関東支社長、中日本高速道路株式会社東京支社長、中日本高速

道路株式会社八王子支社長及び首都高速道路株式会社代表取締役社長（以下これらを総称

して「乙」という。）と一般社団法人日本建設業連合会関東支部長（以下「丙」という。）は、

災害時における災害応急対策業務及び建設資材等の調達（以下「業務等」という。）に関し、

次のとおり包括的協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  本協定は、地震・大雨等の異常な自然現象等により生ずる災害及び予測できない

災害が発生、又はそのまま放置すれば直ちに災害が発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）に行う業務等に必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災

施設の早期復旧に資することを目的とする。 

 

（業務等の対象） 

第２条  業務等の対象は、甲若しくは甲の所掌する事務所及び管理所（以下「甲の事務所

等」という。）の長又は乙若しくは乙の所掌する地方機関及び事務所等（以下「乙

の地方機関等」という。）の長が、管理中又は施工中の公共施設（高速道路会社に

あっては自社施設を含む。）とする。 

   ２ 前項に規定する対象以外であっても、甲若しくは甲の事務所等の長又は乙若し

くは乙の地方機関等の長が、特に必要と判断し、第３条、第４条又は第６条の規定

により、丙に業務等を要請した場合は、丙及び丙の会員は、特別な理由がある場合

を除き、これに応じるものとする。 

 

（災害応急対策業務） 

第３条  甲又は乙は、災害時に、必要と認めるときは、被災状況に応じて、丙に災害応急

対策業務の実施を要請するものとする。 

   ２ 甲又は乙は、前項の規定により災害応急対策業務の実施に向けて出動を要請す

る丙の会員を特定するため、別に定める様式により、丙の会員の使用可能な建設機

械、資材の状況、作業可能人員に関する情報等（以下「資機材及び人員に関する情
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報」という。）の収集及び報告を、丙に要請するものとする。 

３ 丙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに、第１項の規定により要

請を受けた災害応急対策業務に応じるための丙の会員の資機材及び人員に関する

情報を収集し、当該要請をした甲又は乙に報告するものとする。 

ただし、関東地方整備局管内（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、山梨県及び長野県）で震度６弱以上の地震が発生した場合、丙は、

前項の規定によらず、資機材及び人員に関する情報の収集を開始するものとする。 

   ４ 甲又は乙は、前項の規定により報告を受けた丙の会員の資機材及び人員に関す

る情報により、災害応急対策業務を実施する丙の会員を特定し、出動を要請するも

のとする。 

   ５ 甲又は乙は、前項の規定により出動を要請する丙の会員を特定した場合は、その

内容を丙に通知するものとする。 

   ６ 丙の会員は、甲又は乙から第４項の規定により出動の要請があった場合、出来る

限り速やかに、甲若しくは甲の事務所等の長又は乙若しくは乙の地方機関等の長

の指示により、災害応急対策業務を実施するものとする。 

 

（建設資材等調達） 

第４条  甲又は乙は、災害時に、必要と認めるときは、被災状況に応じて、別に定める様

式にて、丙に建設資材等の調達（以下「調達」という。）を要請できるものとする。 

２ 丙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに建設資材等の在庫情報を

収集し、甲及び当該要請をした乙に報告するものとする。 

３ 甲又は乙は、前項の規定により報告される建設資材の在庫情報により、丙に調達

の具体的な内容を指示するものとする。 

   ４ 丙は、前項の規定により調達の指示を受けたときは、出来る限り速やかに、甲若

しくは甲の事務所等の長又は乙若しくは乙の地方機関等の長の指示する場所へ、

調達した建設資材等を運搬するものとする。 

 

（連絡体制の整備等） 

第５条  甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制（丙の会員への緊急時の連絡体制を含む。）

を整えるものとし、その連絡体制表を保有するものとする。 

   ２ 丙は、丙の会員への連絡体制及び丙の会員が有する技術者、建設機械、建設資材

等（以下「要員・資機材等」という。）の数を把握し、また、災害時における建設

資機材等の確保、運搬及び人員確保の方法について定め、毎年４月末までに甲及び

乙に報告するものとする。 

   ３ 丙の会員は、災害時において迅速に業務等ができるよう、要員・資機材等の確保

に努め、前項の報告に大幅な変更が生じた場合は丙を通じて速やかに甲及び乙に
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報告するものとする。 

 

（大規模災害時等の場合） 

第６条  甲は、複数の都県又は政令指定都市にわたる広域的な大規模災害が発生又は発

生するおそれがある場合（以下「大規模災害時等」という。）は、第３条及び第４

条の規定にかかわらず、乙が行う丙への要請に対して、秩序ある業務の遂行のため

必要な調整を行うことができるものとする。 

     この場合、乙が第３条及び第４条の規定により行う丙への要請は、甲を通じて一

元的に行うものとする。なお、甲又は丙は、乙の業務等の要請を一元的に行う場合

は乙に連絡するものとする。 

   ２ 前項の規定により甲が一元的に実施を要請する業務等については、関係する乙

又は乙の地方機関等の長が、第３条第６項並びに第４条第３項及び第４項の指示

を行うものとする。     

 

（本協定の効力） 

第７条  本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等と丙が締結

する同じ目的の協定を妨げるものではないが、大規模災害時等においては、本協定

を優先するものとし、甲は、第６条の規定により必要な調整を行うことができるも

のとする。 

     また、本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等が締結

する他団体との同じ目的の協定（災害応急対策業務等に関する協定）を妨げるもの

ではない。 

 

（契約の締結） 

第８条  甲若しくは甲の事務所等の長及び乙若しくは乙の地方機関等の長は、第３条の

規定により丙の会員に出動を要請したときは、遅滞なく、丙の会員と当該出動の内

容に係る契約を締結するものとし、第４条の規定により丙に調達を要請したとき

は、遅滞なく、丙と当該調達の内容に係る契約を締結するものとする。 

   ２ 第６条の規定により甲が一元的に丙に要請した乙の業務等については、業務等

を必要とした乙若しくは乙の地方機関等の長が、遅滞なく、当該業務に係る契約を

丙の会員と締結するものとし、調達については丙と契約を締結するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第９条  甲、乙又は丙は、防災訓練の参加依頼があった場合には、可能な限り参加するも

のとし、甲、乙、丙相互のスキルアップ及び協力体制の充実･強化を図るものとす

る。 
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（有効期限） 

第 10条  本協定の有効期間は、協定締結日から平成３１年３月３１日までとする。 

ただし、期間満了の 1ヶ月前までに甲、乙又は丙のいずれからも申出のない時は、

本協定の有効期間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

（損害の報告） 

第 11条  丙又は丙の会員は、業務等の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合又は 

人員及び建設資機材等に損害が生じた場合は、その事実の発生後、遅滞なく、書面

により、その状況について、当該業務等を要請した機関に報告するとともに、その

措置について当該業務等を要請した機関と協議して、定めるものとする。また、第

６条の規定により甲が一元的に丙に要請した業務等については、当該業務等を必

要とした乙又は乙の地方機関等の長に対して同様の報告及び協議を行うものとす

る。 

 

（その他） 

第 12条  本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙

及び丙が協議してこれを定めるものとする。 

 

本協定の証として、本書２１通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印の上、各々１通を保有

するものとする。 

 

 

平成３０年３月２８日 

 

 

甲 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

国土交通省 関東地方整備局長          泊   宏 

 

 

 

乙 茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

茨 城 県 知 事            大井川 和 彦 

 

 

栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号 
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栃 木 県 知 事            福 田 富 一 

 

 

群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 

群 馬 県 知 事            大 澤 正 明 

 

 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

埼 玉 県 知 事            上 田 清 司 

 

 

千葉県千葉市中央区市場町１番１号 

千 葉 県 知 事            鈴 木 栄 治 

 

 

東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

東 京 都 知 事            小 池 百合子 

 

 

神奈川県横浜市中区日本大通１ 

神 奈 川 県 知 事           黒 岩 祐 治 

 

 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山 梨 県 知 事            後 藤   斎 

 

 

長野県長野市大字南長野字幅下６９２番地の２ 

長 野 県 知 事            阿 部 守 一 

 

 

埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さ い た ま 市 長           清 水 勇 人 

 

 

千葉県千葉市中央区千葉港１番１号 
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千 葉 市 長             熊 谷 俊 人 

 

 

神奈川県横浜市中区港町１番１号 

横 浜 市 長             林  文 子 

 

 

神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 

川 崎 市 長             福 田 紀 彦 

 

 

神奈川県相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相 模 原 市 長            加 山 俊 夫 

 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 

独立行政法人水資源機構 理事長     甲 村 謙 友 

 

 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番地２０ 

東日本高速道路株式会社 関東支社長   髙 橋 知 道 

 

 

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 東京支社長   源 島 良 一 

 

 

東京都八王子市宇津木町２３１番地 

中日本高速道路株式会社 八王子支社長   野 口 英 正 

 

 

東京都千代田区霞が関１丁目４番１号 

首都高速道路株式会社 代表取締役社長    宮 田 年 耕 

 

 

丙 東京都中央区八丁堀２－５－１ 東京建設会館 
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一般社団法人 日本建設業連合会 関東支部長 大 嶋 匡 博 
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１７－８
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１７－９ 災害時における測量、設計等の業務に関する協定 
 
 
 群馬県知事（以下「甲」という。）と一般社団法人群馬県測量設計業協会会長（以下「乙」と

いう。）とは、災害発生時における災害復旧事務の迅速化を図ることにより県民の安全を確保

するため、災害時における測量、設計、ＵＡＶ（無人航空機）による情報収集（以下「情報収

集」という。）等の業務に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条  この協定は、地震や風水害、その他災害（以下「災害」という。）によって、公共土木施

設（町村が管理する施設を含む）に被害が発生したとき、又は、そのおそれのあるとき、甲乙

が協力して災害の未然防止や拡大防止、被災施設の早期復旧に資することを目的とする。 
 
（業務の要請） 
第２条  甲は、前条の目的を達成するため必要があると認めたときは、乙に測量、設計、情報

収集等の業務の協力を要請することができる。なお、甲には土木事務所長を含むものとし、

土木事務所長は、乙に直接業務の協力を要請できるものとする。 
２ 乙は、甲から要請があったときは、速やかに協力するものとする。 
３ 特に緊急を要する場合には、甲は、乙の協会員に直接協力を要請することができるものと

する。 
 
（協力要請の手続き） 
第３条  甲から乙への協力要請は文書で行うものとする。緊急を要する場合には、電話等で行

うことができるものとし、この場合において、甲は、後日速やかに文書を乙に提出するものと

する。 
２ 乙は、派遣する協会員名・技術者名を文書で甲に報告するものとする。 
 
（業務の実施体制） 
第４条  乙は、業務を速やかに行えるよう実施体制の整備を図るものとする。 
２ 乙は、大規模災害等のため、乙の会員だけでは業務体制の整備ができない場合は、予め

甲が了承した乙の協会員以外の者に業務の応援を要請できるものとする。 
 
（業務内容） 
第５条  本協定により乙が実施する業務は、以下のとおりとする。 

（１） 被災状況等の情報収集 
（２） 被災箇所の測量・設計業務 
（３） 査定設計書に掲載する写真撮影業務 
（４） 上記作業に必要な伐採等業務 

 
（情報収集の実施） 
第６条  第５条第 1 項第 1 号の業務実施について、UAV による場合の天候条件等による飛行

の可否については、甲乙協議のうえ、乙が決定するものとする。 
２ 情報収集に必要な事務手続き等は原則として乙が行うものとするが、円滑な業務遂行のた

め甲乙協力するものとする。 
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（費用の負担） 
第７条 業務に要する費用は甲の負担とする。甲と業務を実施した協会員とは、群馬県財務規

則に基づく手続きにより、速やかに委託契約を締結するものとする。 
２ 第４条第２項の要請による応援に要する旅費や宿泊費について、業務を実施した協会員から

請求があった場合は、「群馬県職員等の旅費に関する条例」規定により甲が負担することができ

るものとする。 
 
（災害補償） 
第８条 業務に従事したものが、当該業務の実施に伴い負傷又は死亡した場合の災害補償に

ついては、乙の責任において行う。ただし、「災害に際し応急措置の業務に従事したものに

係る損害補償に関する条例「昭和３８年１０月２５日条例第４５条）」が適用される場合は、

甲が補償する。 
２ 情報収集の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたとき、または、使用する機体等に損害が生じ

たときは、乙は速やかにその状況を書面により甲に報告し、その処置について甲乙協議し定め

るものとする。 
３ 情報収集の実施に伴い、明らかに乙の責に帰する原因により第三者に被害を及ぼしたときは、

乙がこれを負担するものとする。 
 
（協議） 
第９条  この協定に定めない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 
 
（適用） 
第１０条  この協定は、令和２年５月１９日から適用する。 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、それぞれ一通を保

有する。 
 
 
 令和２年５月１９日 
 

甲 前橋市大手町一丁目１番１号 
      群馬県知事 山本 一太 
 
 
 
乙 前橋市総社町三丁目１番１０号 
 一般社団法人群馬県測量設計業協会 

                 会 長 嶋田 大和 
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１７－１０ 災害時における停電復旧及び停電の未然防止の連携等に関する基本協定 
 

 

群馬県（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社群馬総支社（以下

「乙」という。）は、災害の発生、又は発生するおそれがある場合に、停電が発生し、

又は発生のおそれのある場合の早期復旧および事前対応並びに停電の未然防止について

の甲及び乙における相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び防災基本計画に

基づき、甲は住民の生命・財産の保護、生活支援の役割を担うこと、乙は電力の

早期復旧の役割を担うことを相互に確認し、災害時における、甲及び乙の協力関

係構築に資する事項を定め、地域の防災力を高めることを目的に締結する。 
 

（連絡体制） 
第２条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、連絡体制を確立する。 

２ 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲または乙の職員を甲または乙に派遣できる 

ものとする。 
 

（災害時の情報連携） 
第３条 甲及び乙は、災害時における電力の早期回復を図るため、次の各号に掲げ 

る情報を相互に提供する。 
１ 甲は乙に対し、復旧を優先すべき重要施設（ライフラインの迅速な復旧が求めら

れる病院等）のリスト、更新の都度随時提供 

２ 甲は乙に対し、住民が避難している地域、避難所の情報 

３ 乙は甲に対し、停電の発生状況や復旧見込等、停電に関連する情報 

４ 甲乙それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸断

の情報及び道路復旧の状況 

 

（災害時の相互協力） 
第４条 甲及び乙は、災害時における停電の早期復旧のため、次の各号に掲げる事項に 

ついて相互に協力する。 

１ 停電復旧に係る応急措置（発電車の配備を含む）の実施、電力復旧の支障となる

障害物等の除去 

２ 甲及び乙が所有する施設や駐車場等の利用 

３ 住民への停電情報等の周知のため、甲及び乙が有する広報手段の利用 
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（平時における連携） 
第５条 災害時における停電の発生を未然に防止するため、甲及び乙は、平時において 

次の各号に掲げる事項について協議・調整し協力を行う。 

１ 計画的な樹木伐採等の取組 

２ 災害時にも電力供給を継続するための取組 

３ 重要需要設備の防災対策に対する取組 

 

（覚書の締結） 
第６条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項等につい 

て、必要に応じて別に覚書等により定めるものとする。 
 

（秘密保持） 
第７条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又 

は漏えいしてはならない。 
 

（協定期間） 

第８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段の意思

表示をしない場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間同一の条件

をもって更新するものとし、以後も同様とする。 
 

（協議） 
第９条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 
 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自 

１通を保有する。 
 

令和２年１０月６日 

 
甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群 馬 県  

群馬県知事  山 本 一 太 

 

乙 群馬県前橋市本町一丁目８番16号 

東京電力パワーグリッド株式会社 

群馬総支社長  眞田 秀雄 
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１７－１１ 災害時における相互協力に関する基本協定 

 

 

群馬県（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、

災害時の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び防災基

本計画に基づき、甲は住民の生命・財産の保護、生活支援の役割を担う

こと、乙は通信の早期復旧の役割を担うことを相互に確認し、災害時に

おける、甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の防災力を

高めることを目的に締結する。 

 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、平時から連絡体制を確立する。 

２ 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲または乙の職員を甲または乙に派遣できるも 

のとする。 

 

（災害時の情報連携） 

第３条 甲及び乙は、災害時における通信の早期回復を図るため、次の各号に掲げる情

報を相互に提供する。 

１ 甲は乙に対し、復旧を優先すべき重要施設（ライフラインの迅速な復旧が求め

られる病院等）のリストを作成し、更新の都度随時提供 

２ 甲は乙に対し、住民が避難している地域、避難所の情報 

３ 乙は甲に対し、通信中断の発生状況や復旧見込等、通信中断に関連する情報 

４ 甲乙それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸

断の情報及び道路復旧の状況 

 

（災害時の相互協力） 

第４条 甲及び乙は、災害時における通信の早期復旧のため、次の各号に掲げる事項に

ついて相互に協力する。 

１ 通信復旧の支障となる障害物等の除去や応急措置の実施 

２ 甲及び乙が所有する施設等の利用 

３ 指定避難所等への通信手段の確保 

４ 住民への通信中断情報等の周知のための、甲及び乙が有する広報手段の利用 
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（平時における連携） 

第５条 災害時における通信中断の発生を未然に防止するため、甲及び乙は、平時に

おいて次の各号に掲げる事項について協議・調整し協力を行う。 

１ 計画的な樹木伐採等の取組 

２ 災害時にも通信を継続するための取組 

３ 重要需要設備の防災対策に対する取組 

 

（覚書の締結） 

第６条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項につい

て、必要に応じて別に覚書等により定めるものとする。 

 

（秘密保持） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示

又は漏えいしてはならない。 

 

（協定期間） 

第８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段の意

思表示をしない場合は、この協定は、期間満了の日の翌日から更に１年間同一の

条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第９条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自

１通を保有する。 

 

令和２年１０月６日 

 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群 馬 県  

群馬県知事  山 本 一 太 

 

乙 群馬県高崎市高松町３番地 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 

支 店 長  德 永 健太郎 
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１７－１２ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

 

群馬県（以下「甲」という。）と別紙１に定める市町村（乙１から乙３１まで）（以下乙１

から乙３１までを総称して「乙」という。）及び公益社団法人日本下水道管路管理業協会（以

下「丙」という。）とは、地震等の災害により甲及び乙の管理する下水道管路施設その他の

管路施設（以下「管路施設」という。）が被災したときに広域的な支援として行う復旧支援

協力に関して以下のとおり、協定を締結する。 

 なお、下水道管路においては、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１５条の２の規定

に基づいた協定とする。 

 本協定締結に伴い、甲又は乙と丙が過去に締結した「災害時における応急対策の協力に関

する協定」は廃止する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定

め、災害により被災した管路施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。 

 

（災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、次に掲げるものとする。 

 （１）地震、豪雨、洪水、その他異常な自然現象 

 （２）その他甲及び乙と丙の協議により定めるもの（ただし、事故等の人的災害は除く） 

 

（事務局） 

第３条 甲、乙及び丙の復旧支援協力に係る事務局は、次のとおりとする。 

（１）甲の事務局は、群馬県県土整備部下水環境課とする。 

（２）乙の事務局は、別表に掲げるとおりとする。 

（３）丙の事務局は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部群馬県部会とする。 

（４）事務局を変更した場合は、速やかに甲の事務局に連絡し、甲の事務局は別表を変更

し、乙及び丙に通知するものとする。 

 

（復旧支援協力の要請） 

第４条 甲及び乙は、丙に対し災害により被災した管路施設の復旧に関し、次の業務の支援

協力を要請することができる。 

（１）被災した管路施設の応急復旧のために必要な業務（巡視、点検、調査、清掃及び修

繕） 

（２）その他、甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務 
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２ 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力の要請は、第３条に規定する甲の事務局が甲及び

乙の復旧支援協力要請を取りまとめたうえで、支援内容を明らかにした書面により行う

ものとする。ただし、緊急時等で書面により難しいときは電話等で行うことができるもの

とし、この場合は事後において書面を提出するものとする。 

 

（復旧支援協力の実施） 

第５条 丙は、第４条の規定により甲から復旧支援協力の要請を受けたときは、必要な人員、

機材等をもって復旧支援協力を行うものとする。ただし、大規模災害等において、丙が人

員、機材等を調達するのに相当の時間を要すると認められる場合、支援の実施は甲、乙及

び丙間で協議のうえで決定する。 

 

（費用） 

第６条 甲及び乙が丙に対し要請した復旧支援協力に要する費用は、支援を受けた甲及び

乙の個々による負担とする。 

 

（報告） 

第７条 丙は、甲及び乙の要請により実施した復旧支援協力の業務が終了したときは、速や

かに支援を要請した甲及び乙に対し、書面により報告を行うものとする。 

２ 丙は、災害時の支援に備え、復旧支援協力が可能な会社、提供可能な車輌等の機器及び

人員等を甲の事務局に報告するものとする。変更された場合も、適宜、甲の事務局に報告

するものとし、甲の事務局は乙に通知するものとする。 

 

（管路施設台帳データの提供） 

第８条 甲及び乙は、管路施設の調査に必要な台帳の図面等をＰＤＦ等の電子データで提

供可能な場合、丙に提供するものとする。 

２ 丙は甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。 

３ 甲及び乙は、管路施設台帳を大幅に変更した場合には、適宜、最新の電子データを丙に

提供するものとする。 

 

（管路施設台帳データの開示） 

第９条 丙は、甲及び乙から復旧支援協力の要請をされたとき、支援出動する丙の会員に対

し、甲及び乙から提供を受けた電子データを開示することができる。 

２ 支援出動する丙の会員は、甲及び乙から提供された電子データを支援業務並びに必要

な報告等以外に使用してはならない。 
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（情報の保護） 

第１０条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り

扱う場合に、個人情報の保護に関する法律等に基づきその情報の保護に努めなければな

らない。 

 

（広域被災） 

第１１条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下

水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場

合には、丙は、下水道対策本部による活動を優先する。 

 

（合同訓練） 

第１２条 甲、乙及び丙は、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。 

２ 前項の合同訓練の時期及び内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。 

３ 第１項の合同訓練を実施する場合においても、第９条第１項及び第２項、第１０条を準

用する。 

 

（協定期間） 

第１３条 この協定の期間は、協定締結の日から令和７年１２月３１日までとする。ただし、

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙又は丙から申出がない場合、この協定は 1年間更新され

るものとし、以降も同様とする。 

 

（その他） 

第１４条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙の協議

により決定するものとする。 

２ 甲、乙及び丙がこの協定に違反した場合においては、違反した相手方への書面による通

知をもってこの協定を廃止することができる。 
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 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び丙それぞれ記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。なお、乙は本書の写しを保有し、甲及び丙に提出する同意書により本

協定の締結を証する。 

 

令和６年１２月１７日 

 

甲  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号     

群馬県知事  山 本 一 太     ○印  

             

 

                   丙  東京都千代田区岩本町二丁目５番１１号 

                      公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

会 長    長谷川 健 司 ○印      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 910 -



別紙１   乙 群馬県内３１市町村 

 

 乙１  前橋市長   小 川  晶 
 

乙２  高崎市長   富 岡 賢 治 
 

 乙３  桐生市長   荒 木 恵 司 
 

 乙４  伊勢崎市長  臂   泰 雄 
 

 乙５  太田市長   清 水 聖 義 
 

 乙６  沼田市長   星 野  稔 
 

 乙７  館林市長   多 田 善 宏 
 

 乙８  渋川市長   髙 木  勉 
 

 乙９  藤岡市長   新 井 雅 博 
 

 乙１０ 富岡市長   榎 本 義 法 
 

 乙１１ 安中市長   岩 井  均 
 

 乙１２ みどり市長  須 藤 昭 男 
 

 乙１３ 榛東村長   南    千 晴 
 

 乙１４ 吉岡町長   柴 﨑 德一郎 
 

 乙１５ 甘楽町長   森 平 仁 志 
 

 乙１６ 中之条町長  外 丸 茂 樹 
 

 乙１７ 長野原町長  萩 原 睦 男 
 

 乙１８ 嬬恋村長   熊 川  栄 
 

 乙１９ 草津町長   黒 岩 信 忠 
 

 乙２０ 高山村長   後 藤 幸 三 
 

 乙２１ 東吾妻町長  中 澤 恒 喜 
 

 乙２２ 片品村長   梅 澤 志 洋 
 

 乙２３ 川場村長   外 山 京太郎 
 

 乙２４ 昭和村長   髙 橋 幸一郎 
 

 乙２５ みなかみ町長 阿 部 賢 一 
 

 乙２６ 玉村町長   石 川 眞 男 
 

 乙２７ 板倉町長   小野田 富 康 
 

 乙２８ 明和町長   冨 塚 基 輔 
 

 乙２９ 千代田町長  高 橋 純 一 
 

 乙３０ 大泉町長   村 山 俊 明 
 

 乙３１ 邑楽町長   橋 本 光 規  
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別表 事務局（第３条関係） 

 

 自治体名等 部課名等 

甲 群馬県 県土整備部下水環境課 

乙１ 前橋市 水道局下水道整備課 

乙２ 高崎市 下水道局総務課、農政部田園整備課 

乙３ 桐生市 水道局下水道課 

乙４ 伊勢崎市 上下水道局下水道整備課 

乙５ 太田市 都市政策部下水道課 

乙６ 沼田市 都市建設部上下水道整備課 

乙７ 館林市 都市建設部下水道課 

乙８ 渋川市 上下水道局総務経営課 

乙９ 藤岡市 上下水道部下水道課 

乙１０ 富岡市 建設水道部下水道課 

乙１１ 安中市 上下水道部下水道課 

乙１２ みどり市 都市建設部簡水下水道課 

乙１３ 榛東村 上下水道課 

乙１４ 吉岡町 上下水道課 

乙１５ 甘楽町 水道課 

乙１６ 中之条町 企業課 

乙１７ 長野原町 上下水道課 

乙１８ 嬬恋村 上下水道課 

乙１９ 草津町 愛町部上下水道課 

乙２０ 高山村 建設課 

乙２１ 東吾妻町 上下水道課 

乙２２ 片品村 農林建設課 

乙２３ 川場村 田園整備課 

乙２４ 昭和村 建設課 

乙２５ みなかみ町 上下水道課 

乙２６ 玉村町 上下水道課 

乙２７ 板倉町 住民環境課 

乙２８ 明和町 都市建設課 

乙２９ 千代田町 建設下水道課 

乙３０ 大泉町 都市建設部公園下水道課 

乙３１ 邑楽町 都市計画課 

丙 
公益社団法人 

日本下水道管路管理業協会 

関東支部群馬県部会 

（株式会社 環境管理センター） 
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１８－１　県内指定文化財一覧表

令和6年10月31日現在
No. 区分 種別 名称 所在の場所 所有者(管理者)

1 国指定 重要文化財 玉村八幡宮本殿(附 棟札－６枚) 佐波郡玉村町下新田1 玉村八幡宮
2 国指定 重要文化財 雷電神社末社八幡宮稲荷神社社殿 邑楽郡板倉町板倉2334 雷電神社
3 国指定 重要文化財 薬師堂(附 宮殿－１基、棟札－５枚) 吾妻郡中之条町四万371 宗本寺
4 国指定 重要文化財 貫前神社 本殿(附 棟札－２枚)、

　拝殿(附 棟札－１枚)、
　楼門

富岡市一ノ宮1535 貫前神社

5 国指定 重要文化財 東照宮 本殿(附 厨子及び須弥壇－１具)、
　唐門、
　拝殿(附 鉄燈籠－１基、棟札－７枚)

太田市世良田町3119-1 東照宮

6 国指定 重要文化財 旧生方家住宅 沼田市西倉内町594沼田公園内 沼田市
7 国指定 重要文化財 旧茂木家住宅 富岡市宮崎329宮崎公園内 富岡市
8 国指定 重要文化財 阿久沢家住宅 前橋市柏倉町604 前橋市
9 国指定 重要文化財 旧黒澤家住宅 多野郡上野村楢原甲200 上野村

10 国指定 重要文化財 富沢家住宅(附 祈祷札－１枚) 吾妻郡中之条町大道1274 中之条町
11 国指定 重要文化財 旧戸部家住宅 利根郡みなかみ町湯原443 みなかみ町
12 国指定 重要文化財 旧群馬県衛生所 桐生市相生町2-414-6 桐生市
13 国指定 重要文化財 妙義神社 本殿・幣殿・拝殿

 （附　神饌所－１棟、透塀－１棟、棟札－１枚、
銘札－１枚、旧屋根銅瓦－１枚)
　唐門
　総門

富岡市妙義町妙義3 妙義神社

14 国指定 重要文化財 彦部家住宅 主屋・長屋門・冬住み・穀倉・文庫倉、宅地 桐生市広沢町 個人

15 国指定 重要文化財 旧碓氷峠鉄道施設
　第二橋梁、第三橋梁、第四橋梁、
　第五橋梁、第六橋梁、第七橋梁、
　第十三橋梁
　第一隧道、第二隧道、第三隧道、
　第四隧道、第五隧道、第六隧道、
　第七隧道、第八隧道、第九隧道、
　第十隧道、第十七隧道
　丸山変電所機械室、
　丸山変電所蓄電池室、
　熊ノ平変電所本屋
（附　第七溝渠－１基、第八溝渠－１基、第十溝
渠－１基、第十一溝渠－１基、第十二溝渠－１
基、第十三溝渠－１基、第十四溝渠－１基、第
十六隧道出口部－１所、下り押下隧道－１所、
下り突入隧道－１所、碓日嶺鐵道碑－１基、信
越線（碓氷線）橋梁図面－70枚、電化工事関係
資料－155点）
　山林、雑種地、鉄道用地、畑及び保安林

安中市松井田町 安中市

16 国指定 重要文化財 丸沼堰堤 利根郡片品村大字東小川字根
子4658-4，4658-5

東京電力(株)

17 国指定 重要文化財 榛名神社 本社・幣殿・拝殿、国祖社及び
　額殿、神楽殿、双龍門、神幸殿、随神門

高崎市榛名山町849 榛名神社

18 国指定 国宝・重要文化財 旧富岡製糸場
　繰糸所、東置繭所、西置繭所(国宝)
　蒸気釜所、鉄水溜、下水竇及び外竇、
　首長館、女工館、検査人館

富岡市富岡１ 富岡市

19 国指定 重要文化財 旧新町紡績所
　工場本館、機関室、修繕場、倉庫、
　二階家煉瓦庫

高崎市新町2330 クラシエ(株)

20 国指定 重要文化財 旧中島家住宅
　主屋、土蔵、氏神社、正門及び門衛所
（附　番頭部屋－１棟、附属屋－１棟、外塀－１
棟、中門及び塀－１棟）、宅地

太田市押切町1417 太田市

21 国指定 重要文化財 臨江閣
　本館
　　（附　天皇東宮行幸啓関係資料－６冊）
　別館
　茶室

前橋市大手町3-1-2 前橋市

22 国指定 重要文化財 曹源寺栄螺堂 太田市東今泉町甲165 曹源寺
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１８－１　県内指定文化財一覧表

No. 区分 種別 名称 所在の場所 所有者(管理者)

23 国指定 重要文化財 塩原家住宅
　主屋
　裏蔵
　稲荷社

前橋市田口町 個人

24 国指定 重要文化財 天満宮
　本殿・幣殿・拝殿
　　(附 宮殿－１基、棟札－４枚、
　　 絵図－１枚、文書－１冊)
　末社春日社本殿
（附 末社機神神社本殿－１棟）

桐生市天神町一丁目218 天満宮

25 国指定 重要文化財 塔婆(石造三重塔) 桐生市新里町山上2556 桐生市
26 国指定 重要文化財 笠卒塔婆 渋川市石原1361 個人
27 国指定 重要文化財 長楽寺宝塔 太田市世良田町3119-4 長楽寺
28 国指定 重要文化財 紙本著色地蔵菩薩霊験記 富岡市妙義町妙義1 妙義神社(東京国立博物

館)29 国指定 重要文化財 絹本墨画 出山釈迦図 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
30 国指定 重要文化財 絹本著色 羅漢像 金大受筆 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)
31 国指定 重要文化財 紙本墨画山水図 「赤縄｣印 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)
32 国指定 重要文化財 紙本著色 泰西王侯図 高崎市綿貫町992-1 満福寺(県立歴史博物館)
33 国指定 重要文化財 鉄造 阿弥陀如来坐像 前橋市端気町337 善勝寺
34 国指定 重要文化財 石造 不動明王立像(附 像内納入品一括) 渋川市赤城町宮田1494 不動寺
35 国指定 重要文化財 銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 桐生市西久方町1-10-11 青蓮寺
36 国指定 重要文化財 白銅月宮鑑 富岡市一ノ宮1535 貫前神社
37 国指定 重要文化財 銅鏡(梅雀文様・竹虎文様) 富岡市一ノ宮1535 貫前神社
38 国指定 重要文化財 太刀 銘了戒（附 銀造沃懸地太刀拵） 高崎市綿貫町992-1

（太田市世良田町3119-1：附 銀
造沃懸地太刀拵）

東照宮(県立歴史博物館)

39 国指定 重要文化財 銅五種鈴 邑楽郡千代田町赤岩１０４１ 光恩寺
40 国指定 重要文化財 紫紙金字華厳経巻第六十五 利根郡みなかみ町 個人
41 国指定 重要文化財 紺紙銀字華厳経巻第一 利根郡みなかみ町 個人
42 国指定 重要文化財 大般若経巻第二百五十七 利根郡みなかみ町 個人

43 国指定 重要文化財 紙本墨書長楽寺文書(１１５通) 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)

44 国指定 重要文化財 上野国保渡田薬師塚古墳出土品
　銅鏡－１面、瑪瑙製勾玉－３顆、
　瑠璃製勾玉－２顆(内１顆頭部欠損)
　碧玉管玉－９個、瑠璃丸玉－360個
　銅製馬鐸－３口、銅製轡鏡板－１対
　銅製三葉形杏葉－７枚、
　銅製剣頭形杏葉－２枚、
　銅製剣頭形杏葉－１枚、
　銅製花弁形金具－２枚、
　銅製十字形辻金具－１個、
　銅製轡鏡板形辻金具－１個

高崎市保渡田町1872 西光寺

45 国指定 重要文化財 上野国山王廃寺 塔心柱根巻石 前橋市総社町総社2048 群馬県(前橋市保管)
46 国指定 重要文化財 埴輪 男子立像 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館
47 国指定 重要文化財 埴輪 男子立像 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館
48 国指定 重要文化財 埴輪 男子倚像 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館
49 国指定 重要文化財 埴輪 武装男子立像 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館
50 国指定 重要文化財 埴輪 鶏 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
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１８－１　県内指定文化財一覧表

No. 区分 種別 名称 所在の場所 所有者(管理者)

51 国指定 重要文化財 上野国八幡観音塚古墳出土品
　銅鏡－４面、金環－７対、銀釧－１箇、
　銅承台付蓋鋺－２口、銅鋺－２口、
　銀荘圭頭太刀－１口、銀荘横刀－２口、
　銀鷄冠頭柄頭－１箇、
　銀圭頭・柄頭残闕・銀鞘尻－１具、
　刀子残闕銀柄頭．鞘口．鞘尻．１具共
　　－３口分、
　鉄鉾身・石突２箇共－１口、
　銅製約－７箇、
　銀透彫金具－２箇、
　銀弭金物・残欠１箇共－３箇、
　挂甲札残闕－１括、金銅透彫杏葉－４枚、
　鉄地金銅張杏葉－４枚、
　金銅鈴付辻金具・端金具等－１７箇、
　鉄地金銅張雲珠残闕・辻金具・
　　端金具等－１括、
　金銅鞍・銀座金付－４箇、金銅鞖-３箇、
　鉄鞖・残欠共－１括、鉄轡残闕－1、
　金銅環状金具－２枚、貼銀銅金具－２枚、
　銅飾鋲－２６箇、蓋形銀製品－１箇、
　銀縁金具－１箇、
　其他鉄斧頭・鉄鑓鉋・鉄鏃・鉄釘等
　　－１括、
　須恵器－７口

高崎市八幡町800-144ほか 高崎市
(高崎市観音塚考古資料
館)

52 国指定 重要文化財 土偶 前橋市 個人(東京国立博物館)
53 国指定 重要文化財 緑釉水注

緑釉埦
緑釉皿
銅鋺(附 土師埦残欠共一括)

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

54 国指定 重要文化財 岩版 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

55 国指定 重要文化財 上野千網谷戸遺跡出土品 高崎市綿貫町992-1 桐生市(県立歴史博物館)
56 国指定 重要文化財 深鉢形土器

浅鉢形土器
(群馬県勢多郡北橘村房谷戸遺跡出土品)

渋川市北橘町下箱田784-2
（群馬県埋蔵文化財調査セン
ター）
高崎市綿貫町992-1
（県立歴史博物館）

群馬県

57 国指定 重要文化財 群馬県茅野遺跡出土品 北群馬郡榛東村山子田1912 榛東村(耳飾り館)
58 国指定 重要文化財 平井１号古墳出土品 藤岡市白石1291-1 藤岡市
59 国指定 重要文化財 群馬県道訓前遺跡出土品 渋川市北橘町真壁246-1 渋川市(渋川市北橘歴史

資料館)

60 国指定 重要文化財 群馬県下宿遺跡出土品
　深鉢形土器・土器片
　石器
　（附　石核・剥片）

太田市世良田町3113-9 太田市
（太田市立新田荘歴史資
料館）

61 国指定 重要文化財 群馬県行政文書 前橋市文京町三丁目27-26 群馬県(県立文書館)
62 国指定 無形文化財 木工芸　須田賢司 甘楽郡甘楽町 須田賢司
63 国指定 民俗文化財 上三原田の歌舞伎舞台 渋川市赤城町上三原田字円並

269-1
上三原田自治会(渋川市)

64 国指定 民俗文化財 上州の小正月ツクリモノ 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
65 国指定 民俗文化財 上州藤原(旧雲越家)の生活用具及び民家 利根郡みなかみ町藤原字山口

3688
みなかみ町

66 国指定 民俗文化財 安中中宿の燈籠人形 安中市中宿地区 中宿糸操燈籠人形保存
会67 国指定 民俗文化財 上州白久保のお茶講 吾妻郡中之条町五反田3795-2 白久保お茶講保存会

68 国指定 民俗文化財 片品の猿追い祭 利根郡片品村花咲2021(武尊神 猿追い祭保存会
69 国指定 民俗文化財 樋越神明宮の春鍬祭 佐波郡玉村町樋越 神明宮春鍬祭保存会
70 国指定 史跡 浅間山古墳 高崎市倉賀野町東上正六甲312

ほか
個人・高崎市

71 国指定 史跡 大鶴巻古墳 高崎市倉賀野町下正六661ほか 個人ほか(高崎市)
72 国指定 史跡 女体山古墳 太田市内ヶ島町1506ほか 太田市ほか(太田市)
73 国指定 史跡 前二子古墳 前橋市西大室町2659-1ほか 前橋市
74 国指定 史跡 中二子古墳 前橋市西大室町1501ほか 前橋市
75 国指定 史跡 後二子古墳ならびに小古墳 前橋市西大室町2142ほか 前橋市
76 国指定 史跡 二子山古墳 前橋市文京町3-26 国有地(前橋市)
77 国指定 史跡 七輿山古墳 藤岡市上落合甲831 国有地(藤岡市)
78 国指定 史跡 天神山古墳 太田市内ヶ島町1606ほか 太田市ほか
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79 国指定 史跡 観音塚古墳 高崎市八幡町1087 高崎市
80 国指定 史跡 八幡山古墳 前橋市朝倉町4-9-3 前橋市
81 国指定 史跡 観音山古墳 高崎市綿貫町1752ほか 群馬県
82 国指定 史跡 保渡田古墳群 高崎市保渡田町・井出町 高崎市ほか
83 国指定 史跡 白石稲荷山古墳 藤岡市白石1365ほか 藤岡市

84 国指定 史跡 簗瀬二子塚古墳 安中市簗瀬字八幡平748-2ほか 安中市
85 国指定 史跡 総社古墳群

　遠見山古墳
　二子山古墳
　愛宕山古墳
　宝塔山古墳
　蛇穴山古墳

前橋市総社町総社字給人城川
1369-1ほか

前橋市ほか

86 国指定 史跡 金山城跡 太田市金山町40-16ほか 太田市ほか
87 国指定 史跡 箕輪城跡 高崎市箕郷町西明屋

高崎市箕郷町東明屋字内出
616-1ほか、同字新廓670-1ほか

高崎市ほか

88 国指定 史跡 岩櫃城跡 吾妻郡東吾妻町大字原町字立
石1449ほか

東吾妻町ほか

89 国指定 史跡 上野国分寺跡 高崎市東国分町・引間町
前橋市元総社町

群馬県ほか

90 国指定 史跡 山王廃寺跡 前橋市総社町総社2408 日枝神社ほか(前橋市)

91 国指定 史跡 武井廃寺塔跡 桐生市新里町武井598 桐生市
92 国指定 史跡 上野国分尼寺跡 高崎市東国分町字薬師道南１７５

－２ほか
高崎市

93 国指定 史跡 瀧沢石器時代遺跡 渋川市赤城町滝沢見立 渋川市ほか
94 国指定 史跡 本郷埴輪窯跡 藤岡市本郷304-1 土師神社
95 国指定 史跡 水上石器時代住居跡 利根郡みなかみ町大穴

　　　字大久保537、字坂上705
利根郡みなかみ町大穴
　　字森前536、字大久保537-1、
　　　(前記2筆に挟まれる
　　　　　　　　　　道路敷を含む)
　　　字坂上704-2、705-1、706

個人（みなかみ町）

個人（みなかみ町）
みなかみ町：道路敷

96 国指定 史跡 譲原石器時代住居跡 藤岡市譲原1087 藤岡市
97 国指定 史跡 岩宿遺跡 みどり市笠懸町阿左美1871ほか みどり市ほか（みどり市）

98 国指定 史跡 女堀 前橋市飯土井町ほか
伊勢崎市赤堀町下触ほか
前橋市二之宮町峰下ほか

前橋市・伊勢崎市

99 国指定 史跡 十三宝塚遺跡 伊勢崎市境伊与久3344-311ほ
か

伊勢崎市ほか
100 国指定 史跡 日高遺跡 高崎市日高町高畑前31-2ほか 高崎市ほか
101 国指定 史跡 黒井峯遺跡 渋川市北牧3-42ほか 渋川市
102 国指定 史跡 中高瀬観音山遺跡 富岡市中高瀬ほか 富岡市
103 国指定 史跡 矢瀬遺跡 利根郡みなかみ町月夜野矢瀬 みなかみ町
104 国指定 史跡 茅野遺跡 北群馬郡榛東村長岡 榛東村
105 国指定 史跡 新田荘遺跡 太田市 個人
106 国指定 史跡 西鹿田中島遺跡 みどり市笠懸町 みどり市
107 国指定 史跡 北谷遺跡 高崎市引間町・冷水町 個人ほか
108 国指定 史跡 上野国新田郡家跡 太田市天良町 太田市ほか
109 国指定 史跡 上野国佐位郡正倉跡 伊勢崎市上植木本町2763ほか

伊勢崎市上植木本町2715-1ほ
伊勢崎市ほか
個人ほか110 国指定 史跡 上野国多胡郡正倉跡 高崎市吉井町池字新井365ほか 高崎市ほか（高崎市）

111 国指定 特別史跡 多胡碑 高崎市吉井町池1095ほか 国有地(高崎市)
112 国指定 特別史跡 山上碑及び古墳 高崎市山名町2014 国有地(高崎市)
113 国指定 特別史跡 金井沢碑 高崎市山名町2334 国有地(高崎市)
114 国指定 史跡 高山彦九郎宅跡(附 遺髪塚) 太田市細谷町1324-2ほか 個人
115 国指定 史跡 生品神社境内(新田義貞挙兵伝説地) 太田市新田市野井1934ほか 生品神社
116 国指定 史跡 旧富岡製糸場 富岡市富岡１ 公有地ほか(富岡市)
117 国指定 史跡 高山社跡 藤岡市高山字竹之本 個人
118 国指定 史跡 荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡 下仁田町南野牧ほか・中之条町

赤坂
下仁田町・中之条町

119 国指定 史跡 田島弥平旧宅 伊勢崎市境島村字新地甲2243、
乙2243

個人

120 国指定 史跡 旧新町紡績所 高崎市新町2330 クラシエ(株)
121 国指定 名勝 妙義山 富岡市妙義町、下仁田町

安中市松井田町
国有地・県有地

122 国指定 名勝 躑躅ヶ岡(ツツジ) 館林市花山町3278ほか 群馬県(館林市)
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123 国指定 名勝 吾妻峡 吾妻郡東吾妻町・長野原町 国有地ほか(東吾妻町・長
野原町)

124 国指定 名勝 楽山園 甘楽郡甘楽町大字小幡字中門
内

甘楽町ほか

125 国指定 名勝 湯畑 吾妻郡草津町大字草津 群馬県
草津町

126 国指定 名勝及び天然記念物 三波川(サクラ) 藤岡市三波川字久々沢、月吉、
大奈良

藤岡市

127 国指定 名勝及び天然記念物 三波石峡 藤岡市譲原 藤岡市

128 国指定 天然記念物及び名勝 吹割渓ならびに吹割瀑 沼田市利根町追貝ほか 国有地ほか(沼田市)

129 国指定 天然記念物 原町の大ケヤキ 吾妻郡東吾妻町原町391 東吾妻町
130 国指定 天然記念物 横室の大カヤ 前橋市富士見町横室1023-1 個人
131 国指定 天然記念物 榛名神社の矢立スギ 高崎市榛名山町849 榛名神社
132 国指定 天然記念物 華蔵寺のキンモクセイ 伊勢崎市華蔵寺町6 華蔵寺
133 国指定 天然記念物 永明寺のキンモクセイ 邑楽郡邑楽町中野2933 永明寺
134 国指定 天然記念物 薄根の大クワ 沼田市石墨町町田飛地2083 個人(沼田市)
135 国指定 天然記念物 安中原市のスギ並木 安中市原市 群馬県(安中土木事務所)
136 国指定 天然記念物 敷島のキンメイチク 渋川市赤城町津久田313-1 津久田八幡宮
137 国指定 天然記念物 湯の丸レンゲツツジ群落 吾妻郡嬬恋村湯の丸 民有地(嬬恋村)
138 国指定 天然記念物 草津白根のアズマシャクナゲおよび

ハクサンシャクナゲ群落
吾妻郡草津町 国有地(草津町)

139 国指定 天然記念物 六合チャツボミゴケ生物群集の鉄鉱生成地 吾妻郡中之条町大字入山字西山13-3 中之条町
140 国指定 天然記念物 川原湯岩脈(臥龍岩及び昇龍岩) 吾妻郡長野原町林1568-1～2ほか 個人ほか(長野原町)

141 国指定 天然記念物 上野村亀甲石産地 多野郡上野村楢原 民有地(上野村)
142 国指定 天然記念物 生犬穴 多野郡上野村乙父甲1908-1 個人(上野村)
143 国指定 天然記念物 岩神の飛石 前橋市昭和町3-29-11 稲荷神社(前橋市)
144 国指定 特別天然記念物 浅間山熔岩樹型 吾妻郡嬬恋村鎌原1053 嬬恋村

145 国指定 特別天然記念物 尾瀬 利根郡片品村戸倉 国有地ほか
146 国指定 天然記念物 上野楢原のシオジ林 多野郡上野村楢原 国有地(農林水産省)
147 国指定 特別天然記念物 カモシカ 県内各地(地域を定めず)

148 国指定 天然記念物 ヤマネ 県内各地(地域を定めず)
149 国指定 天然記念物 日本犬(秋田犬) 県内各地(地域を定めず)
150 国指定 天然記念物 日本犬(柴犬) 県内各地(地域を定めず)
151 国指定 天然記念物 日本犬(紀州犬) 県内各地(地域を定めず)
152 国指定 天然記念物 日本犬(四国犬) 県内各地(地域を定めず)
153 国指定 天然記念物 矮鶏(チャボ) 県内各地(地域を定めず)
154 国指定 天然記念物 イヌワシ 県内各地(地域を定めず)
155 国指定 天然記念物 ミヤコタナゴ 県内各地(地域を定めず)
156 国指定 天然記念物 アユモドキ 県内各地(地域を定めず)
157 国選択 無形民俗文化財 上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作 渋川市赤城町上三原田
158 国選択 無形民俗文化財 下長磯の式三番 前橋市下長磯町 下長磯三番叟保存会
159 国選択 無形民俗文化財 尻高人形 吾妻郡高山村尻高 尻高人形保存会
160 国選択 無形民俗文化財 片品の猿祭 利根郡片品村
161 国選択 無形民俗文化財 吾妻のお茶講の習俗 吾妻郡中之条町
162 国選択 無形民俗文化財 貫前神社の鹿占習俗 富岡市一の宮1535
163 国選択 無形民俗文化財 乙父のおひながゆ 多野郡上野村乙父 おひながゆ保存会
164 国選択 無形民俗文化財 五料の水神祭 玉村町五料1010(飯玉神社) 水神祭保存会
165 国選択 無形民俗文化財 大日向の火とぼし 甘楽郡南牧村大日向区 大日向区
166 国選択 無形民俗文化財 六合入山のネドフミとスゲ細工の技術 吾妻郡中之条町 ねどふみの里保存会
167 国選択 無形文化財 紋章上絵 桐生市 個人
168 国登録 有形文化財（建造物） 群馬県庁本庁舎 前橋市大手町1-1-1 群馬県
169 国登録 有形文化財（建造物） 群馬会館 前橋市大手町2-1-1 群馬県
170 国登録 有形文化財（建造物） 前橋市水道資料館(旧浄水構場事務所) 前橋市敷島町216 前橋市水道局
171 国登録 有形文化財（建造物） 前橋市浄水場配水塔 前橋市敷島町216 前橋市水道局
172 国登録 有形文化財（建造物） 桐生織物会館旧館 桐生市永楽町1184-4 桐生織物会館
173 国登録 有形文化財（建造物） 積善館 山荘 吾妻郡中之条町大字四万4236-1 個人
174 国登録 有形文化財（建造物） 水道資料館(元宿浄水場旧事務所) 桐生市元宿町14-37 桐生市
175 国登録 有形文化財（建造物） 元宿浄水場喞筒室 桐生市元宿町14-37 桐生市
176 国登録 有形文化財（建造物） 元宿浄水場急速濾過場 桐生市元宿町14-37 桐生市
177 国登録 有形文化財（建造物） 元宿浄水場調整池 桐生市元宿町14-37 桐生市
178 国登録 有形文化財（建造物） 元宿浄水場接合井 桐生市元宿町14-37 桐生市
179 国登録 有形文化財（建造物） 水道山記念館(旧配水事務所) 桐生市堤町1-5-7 桐生市
180 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市水道局高区配水池 桐生市堤町1-2816-11 桐生市
181 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市水道局低区配水池 桐生市堤町1-2816-11 桐生市
182 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市水道局高区量水室 桐生市堤町1-2816-11 桐生市
183 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市水道局低区量水室 桐生市堤町1-2816-11 桐生市
184 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市立西公民館本館(旧水道事務所) 桐生市永楽町2-16 桐生市
185 国登録 有形文化財（建造物） 桐生市立西公民館機械室(旧水道倉庫) 桐生市永楽町2-16 桐生市
186 国登録 有形文化財（建造物） 旧土岐家住宅洋館 沼田市西倉内町594 沼田市
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187 国登録 有形文化財（建造物） 分福酒造店舗 館林市仲町2626-1 (株)分福酒造
188 国登録 有形文化財（建造物） 旧日本基督教団沼田教会紀念会堂 沼田市上之町1159‐1 沼田市
189 国登録 有形文化財（建造物） 川場村歴史民俗資料館(旧川場尋常高等小学校校舎) 利根郡川場村大字天神1122 川場村
190 国登録 有形文化財（建造物） 伊香保観光ホテル 渋川市伊香保町伊香保字甲境沢550-1 個人
191 国登録 有形文化財（建造物） 平形家住宅門屋(旧中山郵便局) 吾妻郡高山村中山103-1 個人
192 国登録 有形文化財（建造物） 群馬大学工学部同窓記念会館(旧桐生高等染織学校本館・講堂) 桐生市天神町1-5-1 文部科学省
193 国登録 有形文化財（建造物） 群馬大学工学部守衛所(旧桐生高等染織学校衛門所) 桐生市天神町1-5-1 文部科学省
194 国登録 有形文化財（建造物） 旧桐生高等染織学校正門 桐生市天神町1-5-1 文部科学省
195 国登録 有形文化財（建造物） 旧株式会社金芳織物工場事務所 桐生市東久方町1-1-55 個人
196 国登録 有形文化財（建造物） 旧株式会社金芳織物工場鋸屋根工場 桐生市東久方町1-1-55 個人
197 国登録 有形文化財（建造物） 光恩寺長屋門 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺
198 国登録 有形文化財（建造物） 光恩寺庫裏 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺
199 国登録 有形文化財（建造物） 光恩寺客殿 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺
200 国登録 有形文化財（建造物） 光恩寺石蔵 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺
201 国登録 有形文化財（建造物） 萩原家住宅主屋座敷 前橋市朝日町1-27-9 個人
202 国登録 有形文化財（建造物） 萩原家住宅旧繭蔵 前橋市朝日町1-27-9 個人
203 国登録 有形文化財（建造物） 広瀬川美術館(旧近藤嘉男アトリエ及び絵画教室ラ・ボンヌ) 前橋市千代田町3-3-10 個人
204 国登録 有形文化財（建造物） 吉田家住宅和泉庄御殿 高崎市大橋町36-9 個人
205 国登録 有形文化財（建造物） 高崎白衣大観音像 高崎市石原町金澤山2710-1 慈眼院
206 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)新座敷 高崎市本町123-1 個人
207 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)着物蔵 高崎市本町123-1 個人
208 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)味噌蔵 高崎市本町123-1 個人
209 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)新蔵 高崎市本町123-1 個人
210 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)前蔵 高崎市本町123-1 個人
211 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)湯殿 高崎市本町123-1 個人
212 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)レンガ蔵 高崎市本町123-1 個人
213 国登録 有形文化財（建造物） 小見家住宅(水村園)隠居屋 高崎市本町123-1 個人
214 国登録 有形文化財（建造物） 堀口家住宅店蔵 渋川市上ノ町2335 個人
215 国登録 有形文化財（建造物） 堀口家住宅主屋 渋川市上ノ町2335 個人
216 国登録 有形文化財（建造物） 堀口家住宅北蔵 渋川市上ノ町2335 個人
217 国登録 有形文化財（建造物） 堀口家住宅南蔵 渋川市上ノ町2335 個人
218 国登録 有形文化財（建造物） 堀口家住宅付属屋 渋川市上ノ町2335 個人
219 国登録 有形文化財（建造物） 石坂家住宅主屋 渋川市下ノ町2467-1 個人
220 国登録 有形文化財（建造物） 石坂家住宅土蔵 渋川市下ノ町2467-1 個人
221 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅主屋 藤岡市立石新田391 川端保全社
222 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅別荘 藤岡市立石新田391 川端保全社
223 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅奥蔵 藤岡市立石新田391 川端保全社
224 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅質蔵 藤岡市立石新田391 川端保全社
225 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅大門 藤岡市立石新田391 川端保全社
226 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅南穀蔵 藤岡市立石新田391 川端保全社
227 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅東穀蔵 藤岡市立石新田391 川端保全社
228 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅番頭部屋 藤岡市立石新田391 川端保全社
229 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅味噌蔵 藤岡市立石新田391 川端保全社
230 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅物置 藤岡市立石新田391 川端保全社
231 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅木小屋 藤岡市立石新田391 川端保全社
232 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅湯殿 藤岡市立石新田391 川端保全社
233 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅井戸屋形 藤岡市立石新田391 川端保全社
234 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅稲荷社 藤岡市立石新田391 川端保全社
235 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅南塀 藤岡市立石新田391 川端保全社
236 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅西塀 藤岡市立石新田391 川端保全社
237 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅中門 藤岡市立石新田391 川端保全社
238 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅東内塀 藤岡市立石新田391 川端保全社
239 国登録 有形文化財（建造物） 川端家住宅南内塀 藤岡市立石新田391 川端保全社
240 国登録 有形文化財（建造物） 水琴亭 高崎市吉井町岩崎2229 社会福祉法人幹の会
241 国登録 有形文化財（建造物） 白井屋 吾妻郡中之条町大字中之条1798 個人
242 国登録 有形文化財（建造物） 町田家住宅主屋 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人
243 国登録 有形文化財（建造物） 町田家住宅味噌蔵 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人
244 国登録 有形文化財（建造物） 町田家住宅外蔵 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人
245 国登録 有形文化財（建造物） 町田家住宅門 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人
246 国登録 有形文化財（建造物） 町田家住宅塀 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人
247 国登録 有形文化財（建造物） 前橋カトリック教会聖堂 前橋市大手町2-14-6 宗教法人カトリック浦和教区
248 国登録 有形文化財（建造物） 旧東村花輪小学校校舎 みどり市東町花輪191 みどり市
249 国登録 有形文化財（建造物） 旧東村花輪小学校舎門柱 みどり市東町花輪191 みどり市
250 国登録 有形文化財（建造物） 旧東村花輪小学校今泉嘉一郎胸像所 みどり市東町花輪191 みどり市
251 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅主屋 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
252 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅穀蔵 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
253 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅西の蔵 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
254 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅外便所 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
255 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅東の蔵 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
256 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅井戸屋形 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
257 国登録 有形文化財（建造物） 重田家住宅表門及び塀 佐波郡玉村町大字小泉42 個人
258 国登録 有形文化財（建造物） 茂原家住宅主屋 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人
259 国登録 有形文化財（建造物） 茂原家住宅米藏 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人
260 国登録 有形文化財（建造物） 茂原家住宅隠居藏 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人
261 国登録 有形文化財（建造物） 茂原家住宅西藏 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人
262 国登録 有形文化財（建造物） 豊田屋旅館本館 高崎市八島町68 個人
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No. 区分 種別 名称 所在の場所 所有者(管理者)

263 国登録 有形文化財（建造物） 北甘変電所 富岡市一ノ宮422 東京電力(株)
264 国登録 有形文化財（建造物） 小茂田家住宅主屋 伊勢崎市長沼町2631 個人
265 国登録 有形文化財（建造物） 小茂田家住宅蚕室 伊勢崎市長沼町2631 個人
266 国登録 有形文化財（建造物） 小茂田家住宅蔵 伊勢崎市長沼町2631 個人
267 国登録 有形文化財（建造物） 小茂田家住宅井戸屋 伊勢崎市長沼町2631 個人
268 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油正田記念館 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
269 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油文庫蔵 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
270 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油六号蔵 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
271 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油七号蔵 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
272 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油八号蔵 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
273 国登録 有形文化財（建造物） 正田醤油地内稲荷神社 館林市栄町3-1 正田醤油(株)
274 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅主屋 太田市新田溜池町128-1 個人
275 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅長屋門 太田市新田溜池町128-1 個人
276 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅北の蔵 太田市新田溜池町128-1 個人
277 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅南の蔵 太田市新田溜池町128-1 個人
278 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅下の便所 太田市新田溜池町128-1 個人
279 国登録 有形文化財（建造物） 片山家住宅井戸屋 太田市新田溜池町128-1 個人
280 国登録 有形文化財（建造物） 旧安田銀行担保倉庫(協同組合前橋商品市場倉庫) 前橋市住吉町2-10-2 協同組合前橋商品市場
281 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団安中教会教会堂(新島襄記念堂) 安中市安中3-10-33 日本基督教団安中教会
282 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団安中教会温古亭(旧牧師館) 安中市安中3-19-10 日本基督教団安中教会
283 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団安中教会義圓亭(旧柏木義圓書斎) 安中市安中3-19-10 日本基督教団安中教会
284 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団安中教会宣教師館(旧ベーケン邸) 安中市安中3-19-9 日本基督教団安中教会
285 国登録 有形文化財（建造物） 森合資会社事務所 桐生市本町1-3-11 森合資会社
286 国登録 有形文化財（建造物） 森合資会社店蔵 桐生市本町1-3-11 森合資会社
287 国登録 有形文化財（建造物） 森家石蔵(旧穀蔵) 桐生市本町1-3-9 個人
288 国登録 有形文化財（建造物） ＭＡＥＨＡＲＡ20th 桐生市広沢町6-850-5 個人
289 国登録 有形文化財（建造物） 寺内家住宅旧別荘 桐生市宮本町3-7-15 個人
290 国登録 有形文化財（建造物） 旧松岡商店事務所 桐生市永楽町6-7 個人
291 国登録 有形文化財（建造物） 旧松岡商店蔵 桐生市永楽町6-7 個人
292 国登録 有形文化財（建造物） 寺内家住宅主屋 桐生市永楽町6-7 個人
293 国登録 有形文化財（建造物） 無鄰館(旧北川織物工場主屋) 桐生市本町1-5-5 個人
294 国登録 有形文化財（建造物） 無鄰館(旧北川織物工場事務所) 桐生市本町1-5-5 個人
295 国登録 有形文化財（建造物） 無鄰館(旧北川織物工場蔵) 桐生市本町1-5-5 個人
296 国登録 有形文化財（建造物） 無鄰館煉瓦塀一(旧北川織物工場女工宿舎煉瓦造外壁) 桐生市本町1-5-5 個人
297 国登録 有形文化財（建造物） 無鄰館煉瓦塀二(旧北川織物工場煉瓦塀) 桐生市本町1-5-5 個人
298 国登録 有形文化財（建造物） 中村弥市商店店舗 桐生市本町1-6-33 個人
299 国登録 有形文化財（建造物） 中村弥市商店文庫蔵 桐生市本町1-6-33 個人
300 国登録 有形文化財（建造物） 中村弥市商店新座敷 桐生市本町1-6-33 個人
301 国登録 有形文化財（建造物） 中村弥市商店石蔵 桐生市本町1-6-33 個人
302 国登録 有形文化財（建造物） 中村家住宅奥座敷 桐生市本町1-6-33 個人
303 国登録 有形文化財（建造物） 中村家住宅浴場 桐生市本町1-6-33 個人
304 国登録 有形文化財（建造物） 中村家住宅門 桐生市本町1-6-33 個人
305 国登録 有形文化財（建造物） 旧世良田村役場庁舎 太田市世良田町1516-１ 太田市
306 国登録 有形文化財（建造物） 旧世良田村役場正門 太田市世良田町1516-１ 太田市
307 国登録 有形文化財（建造物） 小川家住宅主屋 太田市安養寺町93-１ 個人
308 国登録 有形文化財（建造物） 小川家住宅長屋門 太田市安養寺町93-１ 個人
309 国登録 有形文化財（建造物） 小川家住宅蚕室 太田市安養寺町93-１ 個人
310 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道西桐生駅駅舎 桐生市宮前町2-1-33 上毛電気鉄道(株)
311 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道西桐生駅ホーム上屋 桐生市宮前町2-1-33 上毛電気鉄道(株)
312 国登録 有形文化財（建造物） 旧尾関家住宅 桐生市宮本町2-3-27 個人
313 国登録 有形文化財（建造物） 旧堀祐織物工場(美容院アッシュキリュウ) 桐生市巴町1-1126 個人
314 国登録 有形文化財（建造物） 旧曽我織物工場(佐啓産業本町工場) 桐生市本町1-7-15 個人
315 国登録 有形文化財（建造物） 一宮家住宅(般若坊)主屋 高崎市榛名山町164 個人
316 国登録 有形文化財（建造物） 一宮家住宅(般若坊)長屋門 高崎市榛名山町164 個人
317 国登録 有形文化財（建造物） 門倉家住宅(善徳坊)主屋 高崎市榛名山町176 個人
318 国登録 有形文化財（建造物） 鐸木家住宅(本坊)門 高崎市榛名山町183 個人
319 国登録 有形文化財（建造物） 金善ビル 桐生市本町5-345 個人
320 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 主屋 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
321 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 奥座敷 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
322 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 工場 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
323 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 東蔵 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
324 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 西蔵 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
325 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 旧釜場 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
326 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 井戸屋形 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
327 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 給水塔 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
328 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 倉庫 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
329 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物 物置 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
330 国登録 有形文化財（建造物） 後藤織物表門及び板塀 桐生市東1-11-35 合資会社後藤
331 国登録 有形文化財（建造物） 三沢川砂防堰堤 高崎市倉渕町川浦 国土交通省
332 国登録 有形文化財（建造物） 烏川上流砂防堰堤 高崎市倉渕町川浦 国土交通省
333 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物工場 桐生市東4-2-24 個人
334 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧現場事務所(経糸整経場) 桐生市東4-2-24 個人
335 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧物置(八丁撚糸場) 桐生市東4-2-24 個人
336 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧寄宿舎一(製品加工場) 桐生市東4-2-24 個人
337 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧寄宿舎二 桐生市東4-2-24 個人
338 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧撚糸場 桐生市東4-2-24 個人
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339 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧土蔵 桐生市東4-2-24 個人
340 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧工場 桐生市東4-2-24 個人
341 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧整経場 桐生市東4-2-24 個人
342 国登録 有形文化財（建造物） 森秀織物旧釜場 桐生市東4-2-24 個人
343 国登録 有形文化財（建造物） 森島家住宅主屋 桐生市東4-2-24 個人
344 国登録 有形文化財（建造物） 森島家住宅東蔵 桐生市東4-2-24 個人
345 国登録 有形文化財（建造物） 森島家住宅西蔵 桐生市東4-2-24 個人
346 国登録 有形文化財（建造物） 森島家住宅門 桐生市東4-2-24 個人
347 国登録 有形文化財（建造物） 森島家住宅内塀 桐生市東4-2-24 個人
348 国登録 有形文化財（建造物） 榛名川上流砂防堰堤 高崎市榛名山町内 国土交通省
349 国登録 有形文化財（建造物） 法師温泉長寿館 本館 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館
350 国登録 有形文化財（建造物） 法師温泉長寿館 大浴場(法師乃湯) 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館
351 国登録 有形文化財（建造物） 法師温泉長寿館 別館 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館
352 国登録 有形文化財（建造物） 曽我家住宅主屋 桐生市本町1-7-7 個人
353 国登録 有形文化財（建造物） 曽我家住宅土蔵 桐生市本町1-7-7 個人
354 国登録 有形文化財（建造物） 曽我家住宅新座敷 桐生市本町1-7-7 個人
355 国登録 有形文化財（建造物） 曽我家住宅稲荷社 桐生市本町1-7-7 個人
356 国登録 有形文化財（建造物） 曽我家住宅門 桐生市本町1-7-7 個人
357 国登録 有形文化財（建造物） 須藤家住宅主屋 桐生市堤町1-14-32 個人
358 国登録 有形文化財（建造物） 須藤家住宅奥座敷 桐生市堤町1-14-32 個人
359 国登録 有形文化財（建造物） 須藤家住宅土蔵 桐生市堤町1-14-32 個人
360 国登録 有形文化財（建造物） 平田家住宅旧店舗 桐生市本町1-6-28 個人
361 国登録 有形文化財（建造物） 平田家住宅店蔵 桐生市本町1-6-28 個人
362 国登録 有形文化財（建造物） 平田家住宅主屋 桐生市本町1-6-28 個人
363 国登録 有形文化財（建造物） 平田家住宅土蔵 桐生市本町1-6-28 個人
364 国登録 有形文化財（建造物） 島田商店店舗 桐生市巴町1-1121-8 個人
365 国登録 有形文化財（建造物） 島田商店旧事務所 桐生市巴町1-1121-8 個人
366 国登録 有形文化財（建造物） 島田商店旧石蔵(現島田歯科医院) 桐生市巴町1-1121-8 個人
367 国登録 有形文化財（建造物） 島田商店旧倉庫 桐生市巴町1-1121-8 個人
368 国登録 有形文化財（建造物） 島田家住宅主屋 桐生市巴町1-1121-8 個人
369 国登録 有形文化財（建造物） 島田家住宅中門 桐生市巴町1-1121-8 個人
370 国登録 有形文化財（建造物） 島田家住宅鳥居 桐生市巴町1-1121-8 個人
371 国登録 有形文化財（建造物） 旧草軽電鉄北軽井沢駅舎 吾妻郡長野原町大字北軽井沢字新鎌1987-649 長野原町
372 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅主屋 桐生市広沢町5-1179 個人
373 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅隠居屋 桐生市広沢町5-1179 個人
374 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅茶室 桐生市広沢町5-1179 個人
375 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅内蔵 桐生市広沢町5-1179 個人
376 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅土蔵 桐生市広沢町5-1179 個人
377 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅味噌蔵 桐生市広沢町5-1179 個人
378 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅物置 桐生市広沢町5-1179 個人
379 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅水車小屋及び物置 桐生市広沢町5-1179 個人
380 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅盆栽小屋 桐生市広沢町5-1179 個人
381 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅薪小屋 桐生市広沢町5-1179 個人
382 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅浴室 桐生市広沢町5-1179 個人
383 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅稲荷社覆屋 桐生市広沢町5-1179 個人
384 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅表門 桐生市広沢町5-1179 個人
385 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅中門 桐生市広沢町5-1179 個人
386 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅外塀 桐生市広沢町5-1179 個人
387 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅東井戸 桐生市広沢町5-1179 個人
388 国登録 有形文化財（建造物） 藤生家住宅西井戸 桐生市広沢町5-1179 個人
389 国登録 有形文化財（建造物） 荻原家住宅主屋 桐生市新宿2-9-7 個人
390 国登録 有形文化財（建造物） 荻原家住宅土蔵 桐生市新宿2-9-7 個人
391 国登録 有形文化財（建造物） 荻原家住宅門及塀 桐生市新宿2-9-7 個人
392 国登録 有形文化財（建造物） 神戸家住宅座敷蔵(双渓堂) 甘楽郡下仁田町大字本宿3638-1 個人
393 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅駅舎 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
394 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅電車庫 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
395 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅変電所 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
396 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅受電鉄塔 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
397 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅避雷鉄塔 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
398 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅中継鉄塔 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
399 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道大胡駅引留鉄塔 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株)
400 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道荒砥川橋梁 前橋市茂木町～大胡町 上毛電気鉄道(株)
401 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道渡良瀬川橋梁 桐生市堤町～相生町 上毛電気鉄道(株)
402 国登録 有形文化財（建造物） 旧今泉家住宅主屋 みどり市東町花輪96 みどり市
403 国登録 有形文化財（建造物） 旧今泉家住宅蔵 みどり市東町花輪96 みどり市
404 国登録 有形文化財（建造物） 旧今泉家住宅表門 みどり市東町花輪96 みどり市
405 国登録 有形文化財（建造物） 旧今泉家住宅塀 みどり市東町花輪96 みどり市
406 国登録 有形文化財（建造物） 前橋中央児童遊園(るなぱあく)もくば館 前橋市大手町3-16-3 前橋市
407 国登録 有形文化財（建造物） 前橋中央児童遊園(るなぱあく)旧ラジオ塔 前橋市大手町3-16-3 前橋市
408 国登録 有形文化財（建造物） 里見家住宅主屋 下仁田町大字下小坂字竹ノ鼻48 個人
409 国登録 有形文化財（建造物） 里見家住宅土蔵 下仁田町大字下小坂48 個人
410 国登録 有形文化財（建造物） 里見家住宅味噌蔵 下仁田町大字下小坂48 個人
411 国登録 有形文化財（建造物） 里見家住宅門 下仁田町大字下小坂48 個人
412 国登録 有形文化財（建造物） 旧勝山社煉瓦蔵 前橋市本町2-3-8 個人
413 国登録 有形文化財（建造物） 日本聖公会高崎聖オーガスチン教会 聖堂 高崎市山田町8-1 宗教法人日本聖公会北関東教区

414 国登録 有形文化財（建造物） 高草木家住宅 主屋 みどり市東町花輪92-1 個人
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415 国登録 有形文化財（建造物） 高草木家住宅 屋敷稲荷基壇 みどり市東町花輪92-1 個人
416 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団島村教会教会堂 伊勢崎市境島村2509-2 個人
417 国登録 有形文化財（建造物） 日本基督教団島村教会島村めぐみ保育園本館 伊勢崎市境島村2509-2 個人
418 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市社会教育館講堂棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市
419 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市社会教育館玄関及び事務室棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市
420 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市社会教育館講師室棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市
421 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市社会教育館和室棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市
422 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市社会教育館正門 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市
423 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道上神梅駅本屋及びプラットホーム みどり市大間々町上神梅193-2他 わたらせ渓谷鐵道(株)
424 国登録 有形文化財（建造物） 旧万場町役場土蔵(ギャラリー万) 多野郡神流町大字万場15 神流町
425 国登録 有形文化財（建造物） 割烹旅館ときわ荘本館(旧櫛渕家住宅主屋) 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人
426 国登録 有形文化財（建造物） 割烹旅館ときわ荘土蔵(旧櫛渕家住宅土蔵) 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人
427 国登録 有形文化財（建造物） 割烹旅館ときわ荘長屋門(旧櫛渕家住宅長屋門) 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人
428 国登録 有形文化財（建造物） 上毛電気鉄道粕川橋梁 前橋市粕川町女渕～西田面 上毛電気鉄道(株)
429 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅主屋 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
430 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅店蔵 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
431 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅北蔵 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
432 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅南蔵 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
433 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅物置及び長屋 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
434 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅新蔵 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
435 国登録 有形文化財（建造物） 荻野家住宅防火壁 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人
436 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル みどり市東町沢入字峠向 わたらせ渓谷鐵道(株)
437 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道吉ノ沢架樋 みどり市東町沢入 わたらせ渓谷鐵道(株)
438 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道名越トンネル みどり市東町沢入 わたらせ渓谷鐵道(株)
439 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道沢入駅上り線プラットホーム及び待合所 みどり市東町沢入甲965-2他 わたらせ渓谷鐵道(株)
440 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道沢入駅下り線プラットホーム及び待合所 みどり市東町沢入甲962-1他 わたらせ渓谷鐵道(株)
441 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道神戸駅本屋及び下り線プラットホーム みどり市東町神戸886-1他 わたらせ渓谷鐵道(株)
442 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道神戸駅休憩所 みどり市東町神戸886-1 わたらせ渓谷鐵道(株)
443 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道神戸駅危険品庫 みどり市東町神戸878-2他 わたらせ渓谷鐵道(株)
444 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道神戸駅上り線プラットホーム みどり市東町神戸878-2他 わたらせ渓谷鐵道(株)
445 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道第二神土トンネル みどり市東町神戸 わたらせ渓谷鐵道(株)
446 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道第一神土トンネル みどり市東町神戸 わたらせ渓谷鐵道(株)
447 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道小中川橋梁 みどり市東町花輪・小中 わたらせ渓谷鐵道(株)
448 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道唐沢橋梁 みどり市東町花輪 わたらせ渓谷鐵道(株)
449 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道小黒川橋梁 みどり市・桐生市 わたらせ渓谷鐵道(株)
450 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道水沼沢橋梁 桐生市黒保根町水沼 わたらせ渓谷鐵道(株)
451 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道不動沢橋梁 桐生市黒保根町水沼 わたらせ渓谷鐵道(株)
452 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道江戸川橋梁 桐生市黒保根町下田沢 わたらせ渓谷鐵道(株)
453 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道城下トンネル 桐生市黒保根町宿廻 わたらせ渓谷鐵道(株)
454 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道城下橋梁 桐生市黒保根町宿廻 わたらせ渓谷鐵道(株)
455 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道深沢橋梁 桐生市・みどり市 わたらせ渓谷鐵道(株)
456 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道第三神梅トンネル みどり市大間々町下神梅 わたらせ渓谷鐵道(株)
457 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道第二神梅トンネル みどり市大間々町下神梅 わたらせ渓谷鐵道(株)
458 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道第一神梅トンネル みどり市大間々町桐原 わたらせ渓谷鐵道(株)
459 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道手振山架樋 みどり市大間々町桐原 わたらせ渓谷鐵道(株)
460 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道大間々駅本屋及び下り線プラットホーム みどり市大間々町大間々1360-1他 わたらせ渓谷鐵道(株)
461 国登録 有形文化財（建造物） わたらせ渓谷鐵道大間々駅上り線プラットホーム みどり市大間々町大間々1360-1他 わたらせ渓谷鐵道(株)
462 国登録 有形文化財（建造物） 富岡市講堂(旧富岡尋常高等小学校講堂) 富岡市富岡1753-1 富岡市
463 国登録 有形文化財（建造物） 旧一ノ宮町役場庁舎 富岡市一ノ宮1353-1 富岡市
464 国登録 有形文化財（建造物） 山本館本店 吾妻郡草津町大字草津字西町404 (株)山本館
465 国登録 有形文化財（建造物） 岡直三郎商店大間々工場店舗兼主屋 みどり市大間々町大間々1013 (株)岡直三郎商店
466 国登録 有形文化財（建造物） 岡直三郎商店大間々工場文庫蔵 みどり市大間々町大間々1013 (株)岡直三郎商店
467 国登録 有形文化財（建造物） 井田家住宅主屋 佐波郡玉村町大字上新田字4北側1626 個人
468 国登録 有形文化財（建造物） 金子家住宅蔵 桐生市東久方町2-73-1他 個人
469 国登録 有形文化財（建造物） 金子家住宅倉庫及び旧染場 桐生市東久方町2-90 個人
470 国登録 有形文化財（建造物） 金子織物株式会社旧鋸屋根工場 桐生市東久方町2-73-1 個人
471 国登録 有形文化財（建造物） 金子織物株式会社旧従業員宿舎 桐生市東久方町2-90 個人
472 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）主屋 桐生市広沢町5字福島1111-3他 個人
473 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）工場 桐生市広沢町5字福島1111-6他 個人
474 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫一 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人
475 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫二 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人
476 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）石垣 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人
477 国登録 有形文化財（建造物） 小林家住宅（旧小武織物有限会社）塀 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人
478 国登録 有形文化財（建造物） 玉村八幡宮末社国魂神社（旧玉村尋常高等小学校奉安殿） 佐波郡玉村町大字下新田字八幡1 玉村八幡宮
479 国登録 有形文化財（建造物） 旧金谷家住宅主屋 桐生市東久方町1-96-3他 個人
480 国登録 有形文化財（建造物） 旧金谷家住宅蔵 桐生市東久方町1-96-3他 個人
481 国登録 有形文化財（建造物） 旧株式会社金芳織物工場染色場 桐生市東久方町1-96-2他 個人
482 国登録 有形文化財（建造物） 旧堀家住宅主屋 桐生市巴町一丁目字柿ノ木1117-1 個人
483 国登録 有形文化財（建造物） 旧堀家住宅主蔵 桐生市巴町一丁目字柿ノ木1117-1 個人
484 国登録 有形文化財（建造物） 旧本間酒造店舗兼主屋 前橋市総社町総社字町屋敷南乙1500 前橋市
485 国登録 有形文化財（建造物） 旧本間酒造酒蔵及び釜屋 前橋市総社町総社字町屋敷南乙1500 前橋市
486 国登録 有形文化財（建造物） 旧館林二業見番組合事務所 館林市本町二丁目1704 館林市
487 国登録 有形文化財（建造物） 旧大竹酒造煉瓦蔵 前橋市三河町一丁目28-23 前橋市
488 国登録 有形文化財（建造物） 横手館本館東棟 渋川市伊香保町伊香保字香湯12-1 （株）横手館
489 国登録 有形文化財（建造物） 横手館本館西棟 渋川市伊香保町伊香保字香湯12-1 （株）横手館
490 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店店舗兼主屋 太田市鳥山中町746-2 個人
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491 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店本蔵 太田市鳥山中町746-2 個人
492 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店新蔵 太田市鳥山中町746-2 個人
493 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店釜場及び瓶詰場 太田市鳥山中町746-2 個人
494 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店文庫蔵 太田市鳥山中町746-2 個人
495 国登録 有形文化財（建造物） 今井酒造店煙突 太田市鳥山中町746-2 個人
496 国登録 有形文化財（建造物） 群馬県立沼田高等学校管理教室棟（旧沼田中学校校舎） 沼田市西原新町1510 群馬県
497 国登録 有形文化財（建造物） 群馬県立沼田高等学校屋内運動場（旧沼田中学校講堂） 沼田市西原新町1510 群馬県
498 国登録 有形文化財（建造物） 野口家住宅主屋 みどり市大間々町大間々1331 個人
499 国登録 有形文化財（建造物） 新島学園短期大学研究棟（旧高崎市立女子高等学校円形校舎） 高崎市昭和町84-1他 学校法人新島学園
500 国登録 有形文化財（建造物） 旧赤城山綱索鉄道赤城山頂駅駅舎及びプラットホーム 桐生市黒保根町下田沢字赤面

国有林413イ林小班
（有）大沼山荘

501 国登録 有形文化財（建造物） 旧狩宿茶屋本陣 長野原町大字応桑字新田28-1 長野原町
502 国登録 有形文化財（建造物） 群馬県立富岡高等学校御殿（旧七日市藩陣屋正殿） 富岡市七日市1425-1 群馬県
503 国登録 有形文化財（建造物） 群馬県立富岡高等学校御殿黒門（旧七日市藩陣屋中門） 富岡市七日市1425-1 群馬県
504 国登録 有形文化財（建造物） 旧群南村役場庁舎（高崎市歴史民俗資料館） 高崎市上滝町字西久保1058 高崎市
505 国登録 有形文化財（建造物） 旧太子駅ホッパー棟 中之条町大字太子字花園240-3 中之条町
506 国登録 有形文化財（建造物） 金井義明家住宅主屋 伊勢崎市境島村字新野2439他 個人
507 国登録 有形文化財（建造物） 田島善一家住宅主屋 伊勢崎市境島村字新地2209 個人
508 国登録 有形文化財（建造物） 田島達行家住宅主屋 伊勢崎市境島村字新地2247他 個人
509 国登録 有形文化財（建造物） 町田清家住宅主屋 伊勢崎市境島村3143他 個人
510 国登録 有形文化財（建造物） 田島新一家住宅主屋 伊勢崎市境島村字新地2158 個人
511 国登録 有形文化財（美術工芸品） 相澤忠洋蒐集考古資料 みどり市笠懸町阿左美1790-1（岩宿博物館） みどり市（岩宿博物館）
512 国登録 有形民俗文化財 前橋の養蚕・製糸用具及び関連資料 前橋市敷島町262 (前橋市蚕糸記念館) 前橋市
513 国登録 有形民俗文化財 南牧村の山村生産用具 群馬県甘楽郡南牧村大字羽沢

93
(南牧村生涯学習センター)

南牧村

514 国選定 重要伝統的建造物群保存地区 中之条町六合赤岩伝統的建造物群保存地区 吾妻郡中之条町
515 国選定 重要伝統的建造物群保存地区 桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区 桐生市
516 国選定 重要文化的景観 利根川・渡良瀬川合流域の水場景観 邑楽郡板倉町
517 県指定 重要文化財 泰寧寺本堂欄間及び須彌壇 利根郡みなかみ町須川93 泰寧寺
518 県指定 重要文化財 旧大庄屋役宅書院 利根郡みなかみ町東峰須川220 個人
519 県指定 重要文化財 泰寧寺山門 利根郡みなかみ町須川93 泰寧寺
520 県指定 重要文化財 空恵寺山門 渋川市白井3958 空恵寺
521 県指定 重要文化財 長楽寺の勅使門 太田市世良田町3116-3 長楽寺
522 県指定 重要文化財 松井田八幡宮本殿 安中市松井田町新堀1497 八幡宮
523 県指定 重要文化財 不動寺の仁王門 安中市松井田町松井田987 不動寺
524 県指定 重要文化財 妙義神社 随神門・袖廻廊・銅鳥居・石垣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富岡市妙義町妙義3 妙義神社
525 県指定 重要文化財 渋川八幡宮本殿 渋川市入沢甲1 八幡宮
526 県指定 重要文化財 上野総社神社本殿 前橋市元総社町2377 総社神社
527 県指定 重要文化財 三夜沢赤城神社本殿内宮殿 前橋市三夜沢町116 赤城神社
528 県指定 重要文化財 妙義神社波己曽社殿(旧本殿)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富岡市妙義町妙義3 妙義神社
529 県指定 重要文化財 妙義神社波己曽社殿(神楽殿)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富岡市妙義町妙義3 妙義神社
530 県指定 重要文化財 三夜沢赤城神社本殿並びに中門 前橋市三夜沢町114 赤城神社
531 県指定 重要文化財 旧下田邸書院及び庭園 高崎市箕郷町西明屋702-1 高崎市
532 県指定 重要文化財 水沢寺六角二重塔 渋川市伊香保町水沢214 水沢寺
533 県指定 重要文化財 高崎城乾櫓 高崎市高松町60 高崎市
534 県指定 重要文化財 赤城神社惣門 前橋市三夜沢町429-1 赤城神社
535 県指定 重要文化財 旧アメリカンボード宣教師館 前橋市小屋原町1115 共愛社
536 県指定 重要文化財 旧上毛モスリン事務所(附 棟札) 館林市城町2-3 館林市
537 県指定 重要文化財 旧吾妻第三小学校校舎 吾妻郡中之条町中之条947-1 中之条町
538 県指定 重要文化財 旧蚕糸試験場事務棟 前橋市敷島町262 前橋市
539 県指定 重要文化財 長楽寺三仏堂及び太鼓門(附 棟札) 太田市世良田町3119-6 長楽寺
540 県指定 重要文化財 旧沼田貯蓄銀行 沼田市上之町1155-1ほか 沼田市
541 県指定 重要文化財 高平の書院 沼田市白沢町高平1306 個人
542 県指定 重要文化財 雷電神社社殿(本殿・幣殿・拝殿・奥宮) 邑楽郡板倉町板倉2334 雷電神社
543 県指定 重要文化財 子持神社本殿 利根郡みなかみ町上牧528-1 子持神社
544 県指定 重要文化財 旧碓氷社本社事務所(附　棟札－１枚、

　　来賓便所－１棟、
　　碓氷社事務室建築縮図－１枚)

安中市原市2-10-16 群馬土地(株)

545 県指定 重要文化財 産泰神社 本殿・幣殿・拝殿・神門及び
　　境内地

前橋市下大屋町569 産泰神社

546 県指定 重要文化財 積善館本館 吾妻郡中之条四万4236-1 個人
547 県指定 重要文化財 栗生神社本殿(附 棟札－１枚) 桐生市黒保根町上田沢2238 栗生神社氏子総代
548 県指定 重要文化財 相川家茶室[觴華庵](附 造営文書２点

　　「材木積り立控」
　　　(万延元庚申八月吉日)
　　「隠宅普請入用控」
　　　(万延元庚申八月従文久元辛酉
　　　 五月迄))

伊勢崎市三光町6-10 (財)相川考古館

549 県指定 重要文化財 榛名神社神宝殿(附 竣工碑－１基) 高崎市榛名山町849 榛名神社
550 県指定 重要文化財 神保家住宅（主屋・書院） 吾妻郡中之条町大字岩本299 中之条町
551 県指定 重要文化財 旧入澤家住宅 渋川市渋川1-1 個人
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552 県指定 重要文化財 水沢寺 観音堂及び仁王門
(附 宮殿－１基、建立書－１冊、
　　 賞書－１通)

渋川市伊香保町水沢212、214-3 水澤寺

553 県指定 重要文化財 産泰神社 神楽殿及び
　　境内社金刀比羅宮拝殿
(附 棟札－８枚７組、工匠札－１枚)

前橋市下大屋町569 産泰神社

554 県指定 重要文化財 雙林寺
（本堂１棟、鐘楼１棟、 開山堂１棟、書院１棟、
宝蔵１棟、山門１棟、 萬松関１棟）    附  棟札３
枚

 渋川市中郷2399-7 雙林寺

555 県指定 重要文化財 八幡八幡宮
（本殿・幣殿・拝殿１棟、 神楽殿１棟、鐘楼１棟、
神門１棟、随神門１棟、 境内社天満宮社殿１棟
、 境内社東照宮本殿１棟、 境内社地主稲荷神
社本殿１棟、 境内社日枝神社本殿１棟）
   附  宮殿１基、 八幡宮社頭造営之図 １舗、 棟
札４枚

高崎市八幡町655-1 八幡宮

556 県指定 重要文化財 冠稲荷神社（本殿、拝殿、聖天宮３棟）
　附　棟札８枚

太田市細谷町１－１ 宗教法人冠稲荷神社

557 県指定 重要文化財 板碑 富岡市富岡1093 竜光寺
558 県指定 重要文化財 石塔婆 安中市松井田町松井田987 不動寺
559 県指定 重要文化財 宗本寺の宝篋印塔 吾妻郡中之条町下沢渡493 宗本寺
560 県指定 重要文化財 仁治の碑 富岡市下高尾15 下高尾地区(富岡市)
561 県指定 重要文化財 下植木赤城神社石造美術群 伊勢崎市宮前町1582 赤城神社
562 県指定 重要文化財 天増寺宝塔 伊勢崎市昭和町1645-1 天増寺
563 県指定 重要文化財 松岸寺の五輪塔 安中市上磯部1116 松岸寺
564 県指定 重要文化財 横沢の石塔婆 前橋市横沢町677 個人(前橋市)
565 県指定 重要文化財 笠塔婆及び板碑 甘楽郡甘楽町天引625-1 個人(甘楽町)
566 県指定 重要文化財 笠塔婆 甘楽郡甘楽町天引2212-1 個人(甘楽町)
567 県指定 重要文化財 関の磨崖仏 桐生市新里町関67 八幡宮(桐生市)
568 県指定 重要文化財 綱子の宝篋印塔 利根郡みなかみ町綱子37 個人(みなかみ町)
569 県指定 重要文化財 不動まんだら板碑 館林市台宿7-11 五宝寺
570 県指定 重要文化財 青石地蔵板碑 館林市西本町甲2440 愛宕神社
571 県指定 重要文化財 宮子の笠塔婆 伊勢崎市宮子町1416 紅巌寺墓地監理会
572 県指定 重要文化財 阿弥陀三尊画像板碑 多野郡神流町柏木107-2 個人
573 県指定 重要文化財 地蔵菩薩画像板碑 邑楽郡千代田町赤岩1041 光恩寺
574 県指定 重要文化財 沼須砥石神社の石造七重塔 沼田市沼須町694 沼須町区長
575 県指定 重要文化財 絹本著色 荏柄天神像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
576 県指定 重要文化財 絹本墨画淡彩 呂洞賓図 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
577 県指定 重要文化財 絹本著色 山王曼荼羅図 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
578 県指定 重要文化財 絹本著色 慈覚大師像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
579 県指定 重要文化財 絹本著色 無準師範像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
580 県指定 重要文化財 絹本著色 牧翁了一像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
581 県指定 重要文化財 絹本著色 律台栄宗像 太田市世良田町3119-6 (太田市世良田町3113-9) 長楽寺 （新田荘歴史資料館)

582 県指定 重要文化財 絹本墨画 葡萄図(伝日観筆) 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
583 県指定 重要文化財 絹本墨画 枯木図 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
584 県指定 重要文化財 絹本墨画 蘭図(雪窓筆) 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
585 県指定 重要文化財 絹本墨画 月湖観音像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
586 県指定 重要文化財 絹本著色 十六羅漢図 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
587 県指定 重要文化財 板面著色 三十六歌仙図 太田市世良田町3119-1 東照宮
588 県指定 重要文化財 絹本墨画 三十三観音像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
589 県指定 重要文化財 絹本著色 白崖宝生禅師像 高崎市綿貫町992-1 泉龍寺(県立歴史博物館)
590 県指定 重要文化財 絹本著色 達磨図 高崎市綿貫町992-1 満福寺(県立歴史博物館)
591 県指定 重要文化財 紙本金地著色

　秋草花弁図 酒井抱一筆
　孔雀牡丹図 谷文晁筆

高崎市綿貫町992-1 浄運寺(県立歴史博物館)

592 県指定 重要文化財 紙本墨画 岩松尚純像 高崎市綿貫町992-1 青蓮寺(県立歴史博物館)
593 県指定 重要文化財 絹本著色 二十五菩薩来迎図 高崎市綿貫町992-1 宗本寺(県立歴史博物館)
594 県指定 重要文化財 絹本著色 聖徳太子孝養像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
595 県指定 重要文化財 絹本著色 聖徳太子孝養像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
596 県指定 重要文化財 絹本著色 親鸞聖人旅姿像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
597 県指定 重要文化財 絹本著色 親鸞聖人像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
598 県指定 重要文化財 絹本著色 親鸞・成然両上人像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
599 県指定 重要文化財 絹本著色 成然上人像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
600 県指定 重要文化財 絹本著色 成然上人像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
601 県指定 重要文化財 絹本著色 成然上人像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
602 県指定 重要文化財 絹本著色 真宗七高祖像 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
603 県指定 重要文化財 絹本著色 親鸞聖人縁起絵伝 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
604 県指定 重要文化財 中啓 伝狩野山楽筆扇面画 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
605 県指定 重要文化財 絹本著色 九文人合作書画 高崎市綿貫町992-1 妙安寺(県立歴史博物館)
606 県指定 重要文化財 絹本著色 地蔵十王図 沼田市鍛冶町938 正覚寺
607 県指定 重要文化財 絹本著色 秋月書屋図 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)
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608 県指定 重要文化財 紙本墨画淡彩 秋山清爽図 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
609 県指定 重要文化財 絹本著色 七師七友図 甘楽郡南牧村大字大塩沢甲1266 黒瀧山不動寺
610 県指定 重要文化財 松平大和守家歴代藩主画像

　(附 その他画像)
高崎市綿貫町992-1 孝顕寺(県立歴史博物館)

611 県指定 重要文化財 柳橋水車図屏風 六曲一隻 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)
612 県指定 重要文化財 十一面観世音像 前橋市日輪寺町412 日輪寺
613 県指定 重要文化財 木彫狛犬 渋川市並木町748 真光寺
614 県指定 重要文化財 三光院十一面観音像 沼田市柳町392 三光院
615 県指定 重要文化財 栄朝禅師の木像 安中市中宿甲689 蓮華寺
616 県指定 重要文化財 聖観音像 太田市脇屋町甲562 正法寺
617 県指定 重要文化財 長尾昌賢木像(附 長尾氏位牌) 渋川市中郷2399 雙林寺
618 県指定 重要文化財 金銅善光寺式三尊仏 吾妻郡中之条町山田571 善福寺
619 県指定 重要文化財 木彫阿弥陀如来像 桐生市梅田町1-266 西方寺
620 県指定 重要文化財 木彫阿弥陀如来像 桐生市川内町2-651 崇禅寺
621 県指定 重要文化財 木彫不動明王像 安中市松井田町松井田987 不動寺
622 県指定 重要文化財 木彫千手観音像 邑楽郡板倉町岩田2220 円満寺(岩田社寺世話人会)
623 県指定 重要文化財 木造伝徳川義季像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
624 県指定 重要文化財 木造法照禅師月船琛海像 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
625 県指定 重要文化財 木造伝徳川義季夫人像 太田市世良田町3113-9 長楽寺（新田荘歴史資料館)

626 県指定 重要文化財 金銅善光寺三尊仏 伊勢崎市稲荷町619 円福寺
627 県指定 重要文化財 木造地蔵菩薩立像 安中市上後閑1561 満行寺
628 県指定 重要文化財 満行寺木彫神像等 安中市上後閑1561 満行寺
629 県指定 重要文化財 納曾利面 前橋市二之宮町886 赤城神社
630 県指定 重要文化財 木造性信上人坐像 邑楽郡板倉町板倉2406 宝福寺
631 県指定 重要文化財 虚空蔵菩薩像 桐生市黒保根町上田沢326 医光寺
632 県指定 重要文化財 木造東小川大御堂の観音像 利根郡片品村東小川238 上小川組長
633 県指定 重要文化財 木造馬頭観音立像 吾妻郡東吾妻町矢倉130-1 行沢観音
634 県指定 重要文化財 木造十一面観音立像(本尊) 高崎市白岩町448 長谷寺
635 県指定 重要文化財 木造十一面観音立像(前立) 高崎市白岩町448 長谷寺
636 県指定 重要文化財 木造阿弥陀三尊像 邑楽郡千代田町赤岩1041 光恩寺
637 県指定 重要文化財 木造聖観音坐像 利根郡みなかみ町後閑1478 明徳寺
638 県指定 重要文化財 木造仏種慧済禅師坐像 利根郡川場村門前860-1 吉祥寺
639 県指定 重要文化財 木造広円明鑑禅師坐像 利根郡川場村門前860-1 吉祥寺
640 県指定 重要文化財 長楽寺三仏堂三尊仏

　(本尊)木造阿弥陀如来坐像
　(脇侍)木造釈迦如来坐像
　　 (附 銘札－１枚)
　(脇侍)木造弥勒菩薩坐像
　　 (附 観音経－１巻)

太田市世良田町3119-6 長楽寺

641 県指定 重要文化財 木造不動明王坐像 富岡市相野田245 小町山得成寺
642 県指定 重要文化財 鉄造薬師如来立像 藤岡市白石1291-1（藤岡歴史館） 薬師堂信徒世話人代表　　　　　　

643 県指定 重要文化財 木造薬師如来立像及び木造十二神将像 沼田市石墨町284番地／追母薬師堂 追母薬師堂
644 県指定 重要文化財 木造十一面観音立像 前橋市粕川町女渕字前栽場282観音堂 女渕観音堂世話人会
645 県指定 重要文化財 木造虚空蔵菩薩坐像 みどり市大間々町 個人
646 県指定 重要文化財 木造不動明王立像 高崎市綿貫町992-1 総持寺(県立歴史博物館)
647 県指定 重要文化財 木造釈迦如来坐像 利根郡川場村門前860 吉祥寺
648 県指定 重要文化財 木造阿弥陀如来立像 高崎市元紺屋町21 善念寺
649 県指定 重要文化財 寳林寺黄檗宗彫像群 邑楽郡千代田町新福寺７０５番地 寳林寺
650 県指定 重要文化財 木造阿弥陀如来坐像 館林市仲町14－2 常光寺
651 県指定 重要文化財 梵鐘 富岡市富岡1093 竜光寺
652 県指定 重要文化財 洪鐘 渋川市並木町699 真光寺
653 県指定 重要文化財 館林城鐘 館林市西本町2-50 応声寺
654 県指定 重要文化財 城鐘 沼田市下之町888テラス沼田２階

沼田市歴史資料館
沼田市

655 県指定 重要文化財 古鐘 安中市松井田町峠１ 熊野神社
656 県指定 重要文化財 梵鐘 前橋市千代田町3-3-30 妙安寺
657 県指定 重要文化財 刀　表銘　濃州関住兼定作

　　　　　 　(金銘)立袈裟籠釣瓶
　　 裏銘　(金銘)武州江戸於神田甲賀町
　　 　　　　出井仁左衛門切之裕正花押

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

658 県指定 重要文化財 刀　表銘　津田近江守助直
　 　裏銘　元禄三年二月日

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

659 県指定 重要文化財 長光寺懸佛 高崎市綿貫町992-1 長光寺(県立歴史博物館)
660 県指定 重要文化財 梵鐘 富岡市上高尾700-1 長学寺
661 県指定 重要文化財 太刀 銘備州長船基光 沼田市 個人
662 県指定 重要文化財 刀 銘備前國住長船与三左衛門尉祐定作 高崎市 個人
663 県指定 重要文化財 横室の歌舞伎衣裳 前橋市岩神町三町目1-1 （前橋市総合教育プラザ） 横室歌舞伎衣裳保存会（前橋市）

664 県指定 重要文化財 高崎藩右京拵大小並びに武具 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
665 県指定 重要文化財 刀 無銘(伝長義) 沼田市 個人
666 県指定 重要文化財 刀 銘於南紀重國造之 吾妻郡東吾妻町 個人
667 県指定 重要文化財 刀 銘一竿子忠綱雕同作 桐生市 個人
668 県指定 重要文化財 聞名寺の笈 安中市板鼻甲2101 聞名寺
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669 県指定 重要文化財 刺繍涅槃図 桐生市広沢町3-3580 大雄院
670 県指定 重要文化財 太刀 銘備前長船実光 応永九年三月日 玉村町 個人
671 県指定 重要文化財 脇差 銘山城國住越中守藤原正俊 伊勢崎市 個人
672 県指定 重要文化財 刀 銘備前國住長船五郎左右衛門尉清光作 前橋市 個人
673 県指定 重要文化財 短刀 銘綱家作 安中市 個人
674 県指定 重要文化財 脇差 銘(桜花打込)英義作 渋川市 個人
675 県指定 重要文化財 刀 銘(巴紋刻印)於東武藤枝太郎英義作之 桐生市 個人
676 県指定 重要文化財 短刀 銘於東都藤枝英義造 前橋市 個人
677 県指定 重要文化財 なぎなた 銘於東武英義作之 前橋市 個人
678 県指定 重要文化財 太刀　銘長光 高崎市綿貫町992-1 個人(県立歴史博物館)
679 県指定 重要文化財 常鑑寺の梵鐘 桐生市黒保根町水沼325 常鑑寺
680 県指定 重要文化財 総社神社懸仏 前橋市元総社町2377 総社神社
681 県指定 重要文化財 雲版 前橋市元総社町2377 総社神社
682 県指定 重要文化財 蕨手刀 吾妻郡東吾妻町原町811 大宮巌鼓神社
683 県指定 重要文化財 鉄燈籠 高崎市榛名山町849 榛名神社
684 県指定 重要文化財 太刀 銘上州住景重作 高崎市 個人
685 県指定 重要文化財 槍　表銘｢兼定天文廿一年二月吉日｣

　　 裏銘｢上州新田住人金谷帯刀所持之｣
高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

686 県指定 重要文化財 刀　表銘｢秋元家臣川部儀八郎藤原正秀｣
　　 裏銘｢天明五年八月日折下氏
　　　　　　　 　 恕使鍛之男氏純帯之｣

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

687 県指定 重要文化財 刀　表銘｢荘司筑前大掾大慶直胤｣
　　 裏銘｢文政九年五月日於江戸
　　　 　　　　　 岡谷繁製作ヲ見テ求之｣

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

688 県指定 重要文化財 脇差　表銘｢山城大掾藤原國包｣
　　　　裏銘｢寛永十年十月日｣

高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

689 県指定 重要文化財 石山観音の大鰐口 伊勢崎市下触町4 万徳寺
690 県指定 重要文化財 八幡八幡宮の算額 高崎市八幡町甲655 八幡宮
691 県指定 重要文化財 小栗上野介日記及び家計簿 渋川市 個人
692 県指定 重要文化財 縁切寺満徳寺文書 伊勢崎市 個人
693 県指定 重要文化財 紙本墨書 永禄日記 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
694 県指定 重要文化財 三夜沢赤城神社の古文書 前橋市三夜沢町116 赤城神社
695 県指定 重要文化財 紺紙金泥 虚空蔵菩薩経 桐生市黒保根町上田沢326 医光寺
696 県指定 重要文化財 総社本上野国神名帳 前橋市元総社町2377 総社神社
697 県指定 重要文化財 墨書 大般若経 多野郡上野村乙父927 泉龍寺
698 県指定 重要文化財 最上流算額 文化十一年銘(附 関流算額 文化九年銘) 太田市細谷町1 冠稲荷神社
699 県指定 重要文化財 関流算額 文化八年銘 高崎市榛名山町849 榛名神社
700 県指定 重要文化財 諸大家連歌帖 高崎藩主大河内家伝来 高崎市宮元町143 頼政神社
701 県指定 重要文化財 前橋藩松平大和守家記録 前橋市大手町2-12-9 前橋市(前橋市立図書館)
702 県指定 重要文化財 近衛龍山詠薬師十二神法楽十首和歌 吾妻郡草津町草津甲446 光泉寺
703 県指定 重要文化財 渡邉家文書「三右衛門日記」 佐波郡玉村町 個人(玉村町歴史資料館)
704 県指定 重要文化財 飯塚家文書 前橋市文京町3-27-26 個人(県立文書館)
705 県指定 重要文化財 新田家関係文書(正木家文書ほか)

　(附 鎧脇板２点　旗８点)
高崎市綿貫町992-1 個人(県立歴史博物館)

706 県指定 重要文化財 榛名神社文書 高崎市榛名山町138-1 榛名神社(高崎市榛名歴
史民俗資料館)

707 県指定 重要文化財 小林家文書 高崎市綿貫町992-1 個人(県立歴史博物館)
708 県指定 重要文化財 封内経界図誌 館林市 館林市
709 県指定 重要文化財 櫻井家旧蔵「高崎城絵図並びに文書」

　(附 箱２点)
高崎市井出町1514 高崎市(かみつけの里博物館)

710 県指定 重要文化財 木曽三柱神社蔵石剣 渋川市北橘町真壁246-1 木曽三柱神社(渋川市北
橘歴史資料館)

711 県指定 重要文化財 三角縁神獣鏡 邑楽郡板倉町大字板倉２６８２－１ 西丘神社（板倉町）
712 県指定 重要文化財 剣崎天神山古墳出土石製模造品 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
713 県指定 重要文化財 小鳥が島出土鏡(附 宝塔及び経筒の残欠) 高崎市綿貫町992-1 赤城神社(県立歴史博物館)
714 県指定 重要文化財 今井東平遺跡注口土器 吾妻郡嬬恋村鎌原494-2 嬬恋村
715 県指定 重要文化財 保渡田Ⅶ遺跡出土遺物 高崎市井手町井出1514 高崎市
716 県指定 重要文化財 世良田諏訪下古墳群出土埴輪等

　(附 土器・埴輪残欠一括)
太田市世良田町3113-9
太田市新田大根町916-1

太田市
(新田荘歴史資料館)
(新田文化財収蔵所)

717 県指定 重要文化財 普光庵月船琛海墓所出土品
　骨蔵器
　蓋石

太田市世良田町3113-9(新田荘
歴史資料館)
高崎市綿貫町992-1(県立歴史博
物館)：うち古瀬戸灰釉四耳壺骨
蔵器一口

長楽寺
群馬県(県立歴史博物
館)：うち古瀬戸灰釉四耳
壺骨蔵器一口

718 県指定 重要文化財 お富士山古墳所在長持形石棺 伊勢崎市安堀町799 富士神社
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719 県指定 重要文化財 沖Ⅱ遺跡出土遺物 藤岡市白石1291-1（藤岡歴史
館）
高崎市綿貫町992-1（県立歴史
博物館）

藤岡市

720 県指定 重要文化財 下田遺跡2号河道跡出土縄文時代遺物 太田市新田大根町998-10 太田市(新田文化財事務所)
721 県指定 重要文化財 境ヶ谷戸遺跡2号住居跡出土遺物一括 太田市新田大根町998-10 太田市(新田文化財事務所)
722 県指定 重要文化財 前六供遺跡3号井戸出土遺物一括 太田市新田大根町998-10 太田市(新田文化財事務所)
723 県指定 重要文化財 渋川市道訓前遺跡出土品一括 渋川市北橘町真壁246-1 渋川市(渋川市北橘歴史資料館)

724 県指定 重要文化財 古海松塚１１号古墳出土品一括 邑楽郡大泉町朝日5-24-1
（大泉町文化村）
高崎市綿貫町992-1(県立歴史博
物館)：うち馬形埴輪１点

大泉町

725 県指定 重要文化財 小泉長塚１号古墳出土品一括 佐波郡玉村町大字福島325 玉村町(玉村町歴史資料館)
726 県指定 重要文化財 小泉大塚越３号古墳出土品一括 佐波郡玉村町大字福島325 玉村町(玉村町歴史資料館)
727 県指定 重要文化財 上白井西伊熊遺跡出土品一括 渋川市北橘町下箱田784-2

(群馬県埋蔵文化財調査セン
ター)

群馬県

728 県指定 重要文化財 剣崎長瀞西遺跡出土品 高崎市八幡町800-114
（高崎市観音塚考古資料館）

高崎市

729 県指定 重要文化財 西大山遺跡出土馬具 甘楽郡甘楽町大字白倉1326 （甘楽古代館） 甘楽町
730 県指定 重要文化財 山王廃寺出土塑像群

（附　塑像群残欠一括３箱）
前橋市総社町三丁目11-4
（前橋市教育委員会事務局文化
財保護課）
前橋市総社町総社1584-1
（前橋市総社歴史資料館）

前橋市

731 県指定 重要文化財 山王廃寺出土塑像頭部 高崎市井出町1514 （かみつけの里博物館） 高崎市
732 県指定 重要文化財 石倉文書 伊勢崎市 個人
733 県指定 重要文化財 中曽根家和算資料 高崎市 個人
734 県指定 重要文化財 島霞谷・隆夫妻関係資料 高崎市綿貫町992-1 個人(県立歴史博物館)
735 県指定 重要文化財 元禄上野国絵図 前橋市文京町3-27-26 群馬県(県立文書館)
736 県指定 重要文化財 小野直文書 安中市上間仁田951 安中市(安中市学習の森

ふるさと学習館)

737 県指定 重要文化財 後閑家文書 安中市上間仁田951 個人（安中市学習の森ふ
るさと学習館）

738 県指定 重要有形民俗文化財 津久田の人形舞台(附 人形－３８個) 渋川市赤城町津久田甲2348 津久田八幡宮(渋川市赤
城町)

739 県指定 重要有形民俗文化財 小川島の歌舞伎舞台 利根郡みなかみ町下津1314 若宮八幡宮(小川島区)
740 県指定 重要有形民俗文化財 けずりばなコレクション 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)
741 県指定 重要有形民俗文化財 鳥追い祭の太鼓 吾妻郡中之条町中之条909-5 中之条鳥追祭保存会
742 県指定 重要有形民俗文化財 白井の鋳物生産用具及び製品

　(附 関係文書－６６８点)
渋川市
前橋市文京町三丁目27-26（県
立文書館）

個人（県立文書館）

743 県指定 重要有形民俗文化財 六合村入山の浄土信仰仏画 吾妻郡中之条町 個人
744 県指定 重要有形民俗文化財 利根川中流域玉村町の漁撈用具一括 佐波郡玉村町大字福島349-3 玉村町
745 県指定 重要無形民俗文化財 貫前神社の鹿占習俗 富岡市一ノ宮1535 貫前神社
746 県指定 重要無形民俗文化財 古馬牧の人形浄瑠璃(附 人形－３３個) 利根郡みなかみ町下牧610-2 下牧人形保存会
747 県指定 重要無形民俗文化財 尻高の人形浄瑠璃(附 人形－３３個) 吾妻郡高山村尻高2577 錦松会
748 県指定 重要無形民俗文化財 下長磯あやつり式三番(附 人形－３個) 前橋市下長磯町268 下長磯操翁式三番叟保存会

749 県指定 重要無形民俗文化財 広馬場十三区の地蔵祭り 北群馬郡榛東村広馬場十三区 十三区親睦会
750 県指定 重要無形民俗文化財 乙父のおひながゆ 多野郡上野村乙父 おひながゆ保存会
751 県指定 重要無形民俗文化財 大日向の火とぼし 甘楽郡南牧村大日向区 大日向区
752 県指定 重要無形民俗文化財 東峰須川の小池祭り 利根郡みなかみ町 個人
753 県指定 重要無形民俗文化財 門前春駒 利根郡川場村大字門前 門前春駒保存会
754 県指定 重要無形民俗文化財 龍舞賀茂神社の萬燈祭 太田市龍舞町3859 龍舞萬燈保存会
755 県指定 重要無形民俗文化財 那須の獅子舞 甘楽郡甘楽町秋畑那須地区 那須獅子舞保存会
756 県指定 重要無形民俗文化財 月田近戸神社の獅子舞 前橋市粕川町月田 月田近戸神社獅子舞保存会

757 県指定 重要無形民俗文化財 榛名神社神代神楽 高崎市榛名山町 榛名神社神代神楽保存会
758 県指定 重要無形民俗文化財 神流川のお川瀬下げ神事 多野郡上野村乙父503

多野郡上野村大字新羽字野栗
988
多野郡神流町魚尾719

乙父神社お川瀬下げ神
事保存会　乃久里神社お
川瀬下げ神事保存会　中
山神社お川瀬下げ神事

759 県指定 重要無形民俗文化財 千本木龍頭神舞 伊勢崎市北千木町、南千木町 千本木龍頭神舞保存会
760 県指定 重要無形民俗文化財 天引の麦祭り 甘楽郡甘楽町天引524 (諏訪神社) 諏訪神社天引の麦祭り保存会

761 県指定 重要無形民俗文化財 下南室太々御神楽の養蚕の舞 渋川市北橘町下南室311 (下南室赤城神社) 下南室太々御神楽保存会
762 県指定 重要無形民俗文化財 五料の水神祭 佐波郡玉村町大字五料1010 (飯玉神社) 五料の水神祭保存会
763 県指定 重要無形民俗文化財 中之条町の鳥追い祭り 吾妻郡中之条町大字中之条町 中之条町鳥追祭保存会
764 県指定 重要無形民俗文化財 羽場日枝神社の獅子舞 利根郡みなかみ町羽場588

（羽場日枝神社）
羽場日枝神社獅子舞保存会

765 県指定 重要無形民俗文化財 春日神社太々神楽の蚕の舞 前橋市上佐鳥町３６８－１ 春日神社太々神楽保存会
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766 県指定 史跡 二ツ山古墳１号墳
二ツ山古墳2号墳(追加指定)

太田市新田小金町171
太田市新田天良町167～172

太田市

767 県指定 史跡 鏡手塚古墳 前橋市粕川町月田乙213 前橋市
768 県指定 史跡 藪塚湯之入 北山古墳　 西山古墳 太田市薮塚3442

　　　〃　　　3519
太田市

769 県指定 史跡 鶴山古墳 太田市鳥山上町2140 個人(太田市)
770 県指定 史跡 壇塚古墳 前橋市粕川町月田207 前橋市
771 県指定 史跡 虚空蔵塚古墳 渋川市北原123 渋川市
772 県指定 史跡 高塚古墳 北群馬郡榛東村新井2974-6 群馬県(榛東村)
773 県指定 史跡 しどめ塚(人見塚) 高崎市本郷町1299-2 個人(高崎市)
774 県指定 史跡 前橋天神山古墳 前橋市広瀬町1-27 前橋市
775 県指定 史跡 伊勢塚古墳 藤岡市上落合岡318ほか 藤岡市
776 県指定 史跡 堀越古墳 前橋市堀越町861-1 前橋市
777 県指定 史跡 塚廻古墳群第４号古墳 太田市龍舞町3089 太田市
778 県指定 史跡 朝子塚古墳 太田市牛沢1110-2 個人ほか(太田市)
779 県指定 史跡 中塚古墳 桐生市新里町新井2592-3 桐生市
780 県指定 史跡 中ノ峯古墳 渋川市北牧乙1596 渋川市
781 県指定 史跡 安楽寺古墳 高崎市倉賀野町867 安楽寺
782 県指定 史跡 笹森古墳 甘楽郡甘楽町福島1348 笹森稲荷神社
783 県指定 史跡 古海原前１号古墳 邑楽郡大泉町古海297-3 大泉町
784 県指定 史跡 皇子塚古墳 藤岡市三ツ木247ほか 藤岡市
785 県指定 史跡 平井地区１号古墳 藤岡市三ツ木249-6ほか 藤岡市
786 県指定 史跡 三津屋古墳 北群馬郡吉岡町大字大久保字三津屋2037ほか 吉岡町
787 県指定 史跡 荒砥富士山古墳 前橋市西大室813、885-1 前橋市
788 県指定 史跡 後閑３号墳 安中市下後閑字山王前209 安中市
789 県指定 史跡 下増田上田中１号墳 安中市松井田町下増田字上田中547-1ほか 安中市
790 県指定 史跡 奈良古墳群 沼田市奈良町字八幡平100-1ほか 沼田市
791 県指定 史跡 南下古墳群 北群馬郡吉岡町大字南下1315-

1ほか
吉岡町

792 県指定 史跡 山上城跡 桐生市新里町山上282 個人ほか(桐生市)
793 県指定 史跡 膳城跡 前橋市粕川町膳大門80ほか 膳自治会・個人
794 県指定 史跡 名胡桃城址 利根郡みなかみ町下津城平3437ほか みなかみ町(名胡桃城址

保存会)
795 県指定 史跡 大胡城跡 前橋市河原浜町660-1 前橋市
796 県指定 史跡 彦部氏屋敷 桐生市広沢町6-877 個人
797 県指定 史跡 長井坂城跡 渋川市赤城町棚下582～584

利根郡昭和村川額
個人ほか(渋川市)
個人ほか(昭和村)

798 県指定 史跡 北新波砦跡 高崎市北新波町210ほか 高崎市
799 県指定 史跡 旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷 甘楽郡甘楽町小幡字久保町734-1ほか 個人
800 県指定 史跡 平井城・金山城跡 藤岡市西平井字新曲輪235-1ほか 藤岡市
801 県指定 史跡 譲原石器時代聚落跡 藤岡市譲原1087 藤岡市
802 県指定 史跡 造石法華経供養遺跡 甘楽郡甘楽町造石73 個人
803 県指定 史跡 倉渕村長井石器時代住居跡 高崎市倉渕町権田甲2902 個人
804 県指定 史跡 勘場木石器時代住居跡 吾妻郡長野原町大津438 個人(長野原町)
805 県指定 史跡 天明三年浅間やけ遺跡 吾妻郡嬬恋村鎌原492 嬬恋村
806 県指定 史跡 縁切寺満徳寺遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　 太田市徳川町382-2 太田市
807 県指定 史跡 姉山の石組カマド 吾妻郡東吾妻町岩下1051 個人
808 県指定 史跡 阿左美縄文式文化住居跡 みどり市笠懸町阿左美986番3、1053番9 東武鉄道、みどり市（みどり市）

809 県指定 史跡 櫃石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市三夜沢町968 赤城神社(前橋市)
810 県指定 史跡 小室敷石住居跡 渋川市北橘町小室560-1 個人(渋川市北橘町)
811 県指定 史跡 若田原遺跡群 高崎市若田町南下原554ほか

八幡霊園内
高崎市

812 県指定 史跡 入野遺跡 高崎市吉井町石神321 高崎市
813 県指定 史跡 中山敷石住居跡 吾妻郡高山村中山1663 個人
814 県指定 史跡 中大塚縄文時代敷石遺構 藤岡市中大塚1093 個人
815 県指定 史跡 渋川金井製鉄遺跡 渋川市金井1343 渋川市
816 県指定 史跡 千駄木遺跡 安中市松井田町西牧野16702-1 個人(安中市)
817 県指定 史跡 梨の木平敷石住居跡 利根郡みなかみ町月夜野藪田1808-6ほか みなかみ町
818 県指定 史跡 ハ木沢清水縄文時代住居跡 渋川市小野子756-3 個人
819 県指定 史跡 熊倉遺跡 吾妻郡中之条町入山4054-41 中之条町
820 県指定 史跡 中筋遺跡 渋川市行幸田796ほか 渋川市
821 県指定 史跡 中溝・深町遺跡 太田市新田小金井深町320-3 群馬県企業局
822 県指定 史跡 三原田諏訪上遺跡瓦塔設置仏教遺溝 渋川市赤城町三原田諏訪上997 渋川市
823 県指定 史跡 牛田廃寺跡 藤岡市牛田字下モ田２０１１ 個人（藤岡市）
824 県指定 史跡 斉藤宜義の墓 佐波郡玉村町板井1065 宝蔵寺
825 県指定 史跡 鳥酔翁塚 渋川市中郷2399 雙林寺
826 県指定 史跡 力田遺愛碑 前橋市総社町総社1067 光巌寺
827 県指定 史跡 石田玄圭の墓 前橋市総社町高井1-34-12 個人
828 県指定 史跡 小野良佐栄重の墓 安中市板鼻1915 南窓寺
829 県指定 史跡 江原源左衛門重久の墓(附 江原家文書) 高崎市下滝町19 慈眼寺
830 県指定 史跡 毛呂権蔵の墓 太田市世良田町1116 普門寺
831 県指定 史跡 宝篋印塔 渋川市金井1962 個人
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832 県指定 史跡 吉田芝渓の墓 渋川市御蔭4098、4042 個人ほか
833 県指定 史跡 船津伝次平の墓 前橋市富士見町原之郷乙539 個人
834 県指定 史跡 岡登景能の墓 みどり市笠懸町阿左美1616 国瑞寺
835 県指定 史跡 堀口藍園の墓 渋川市上郷2814 個人
836 県指定 史跡 馬場重久の墓 北群馬郡吉岡町北下329-1 個人
837 県指定 史跡 大谷休泊の墓 館林市北成島町693 大谷休泊遺徳顕彰会
838 県指定 史跡 榊原康政の墓

（附 同画像）
館林市楠町3692 善導寺

839 県指定 史跡 小栗上野介忠順の墓 高崎市倉渕町権田167 東善寺
840 県指定 史跡 中居屋重兵衛の墓(附 関係文書) 吾妻郡嬬恋村三原260 個人
841 県指定 史跡 高橋道斉の墓 甘楽郡下仁田町下仁田640 常住寺
842 県指定 史跡 金井烏洲と一族の墓 伊勢崎市境島村2344-1 個人
843 県指定 史跡 杢ヶ橋関所跡(附 関係資料) 渋川市南牧69 個人
844 県指定 史跡 猿ヶ京関所跡並びに旧役宅

　(附 関係資料)
利根郡みなかみ町猿ヶ京1145 みなかみ町

845 県指定 史跡 上泉郷蔵(附 上泉古文書) 前橋市上泉町1168-1 上泉自治会
846 県指定 史跡 一里塚 高崎市上豊岡町133-1 高崎市
847 県指定 史跡 洗心亭 高崎市鼻高町290 達磨寺
848 県指定 史跡 桐原郷蔵及び郷蔵文書 みどり市大間々町桐原乙325-3 九友会
849 県指定 史跡 碓氷関所跡 安中市松井田町横川乙573 安中市
850 県指定 史跡 馬庭念流道場及び関係文書 高崎市吉井町馬庭80 個人
851 県指定 史跡 (五料の茶屋本陣)

五料の茶屋本陣・お西
安中市松井田町五料564-1 安中市

852 県指定 史跡 横川の茶屋本陣 安中市松井田町横川609 個人
853 県指定 史跡 上豊岡の茶屋本陣

オザシキノニワ
高崎市上豊岡町133-1 高崎市

854 県指定 史跡 五料の茶屋本陣・お東 安中市松井田町五料566-1 安中市
855 県指定 史跡 塔ノ沢の石造釈迦涅槃像 みどり市沢入塔ノ沢1397 沢入共有林
856 県指定 名勝 滝沢の不動滝 前橋市粕川町中之沢粕川流域

(滝及び滝下20ｍまでの河川敷)
国有地(群馬県)

857 県指定 名勝及び天然記念物 川手山洞窟群及びズニ石 利根郡みなかみ町入須川1419 入須川森林組合
858 県指定 天然記念物及び名勝 大峰山浮島及び湿原植物 利根郡みなかみ町小川 国有地(みなかみ町)
859 県指定 天然記念物及び名勝 蝉の渓谷 南牧川流域(南牧村大字砥沢字

東畝から同字甲斐無付近までの
群馬県

860 県指定 天然記念物及び名勝 線ヶ滝 星尾川支流域(南牧村大字星尾
字線ヶ上付近の河川敷)

南牧村

861 県指定 天然記念物 細野のヒガンザクラ 安中市松井田町土塩300 個人
862 県指定 天然記念物 桜森のヒガンザクラ 渋川市赤城町津久田甲313-3 津久田八幡宮
863 県指定 天然記念物 荘田神社の大イチョウ 沼田市井土上町923 荘田神社
864 県指定 天然記念物 上津のウバザクラ 利根郡みなかみ町上津1130-1 個人
865 県指定 天然記念物 村主の大ケヤキ 利根郡みなかみ町上津1233 村主八幡神社
866 県指定 天然記念物 時沢の夫婦マツ 前橋市富士見町時沢3164 前橋市
867 県指定 天然記念物 相俣のさかさザクラ 利根郡みなかみ町相俣1474 日枝神社
868 県指定 天然記念物 仁叟寺のカヤ 高崎市吉井町神保1295 仁叟寺
869 県指定 天然記念物 大山祇神社の大フジ 渋川市横堀乙992 大山祇神社
870 県指定 天然記念物 雙林寺の大カヤ 渋川市中郷2399 雙林寺
871 県指定 天然記念物 雙林寺の千本カシ 渋川市中郷2399 雙林寺
872 県指定 天然記念物 藍園墓地の大ケヤキ 渋川市上郷2814 個人ほか
873 県指定 天然記念物 早尾神社の大ケヤキ 渋川市中村31 早尾神社
874 県指定 天然記念物 伝桐生大炊介手植ヤナギ 桐生市東7-7-2 桐生市
875 県指定 天然記念物 月田のモチノキ 前橋市粕川町月田1308 個人
876 県指定 天然記念物 金蔵寺のシダレザクラ 渋川市金井甲1965 金蔵寺
877 県指定 天然記念物 黒滝山の大スギ 甘楽郡南牧村大塩沢1266 不動寺
878 県指定 天然記念物 ハクモクレン 高崎市宮元町高崎公園内 高崎市
879 県指定 天然記念物 連取のマツ 伊勢崎市連取町591 菅原神社(連取町)
880 県指定 天然記念物 秋畑の大ツバキ 甘楽郡甘楽町秋畑2601 個人
881 県指定 天然記念物 泉竜寺のコウヤマキ 吾妻郡高山村尻高1935 泉竜寺
882 県指定 天然記念物 里見の大ナシ 高崎市上里見町2100 個人
883 県指定 天然記念物 須賀神社の大ケヤキ 沼田市中町1141 須賀神社
884 県指定 天然記念物 高山のゴヨウツツジ 吾妻郡高山村中山6586 高山村
885 県指定 天然記念物 萩原の大笠マツ 高崎市萩原町487 個人
886 県指定 天然記念物 中之条のサイカチ 吾妻郡中之条町市城372 個人
887 県指定 天然記念物 冠稲荷のボケ 太田市細谷町1 冠稲荷神社
888 県指定 天然記念物 下郷の大クワ 渋川市下郷1274 渋川市
889 県指定 天然記念物 川田神社の大ケヤキ 沼田市下川田町465 川田神社
890 県指定 天然記念物 相生のマツ 桐生市相生町2-919-1 愛宕神社
891 県指定 天然記念物 中木のサザンカ 安中市松井田町五料甲2878 個人
892 県指定 天然記念物 鳴尾の熊野神社大スギ 吾妻郡嬬恋村門貝981 熊野神社
893 県指定 天然記念物 発知のヒガンザクラ 沼田市中発知町1234 沼田市
894 県指定 天然記念物 親都神社の大ケヤキ 吾妻郡中之条町五反田220 親都神社
895 県指定 天然記念物 雲昌寺の大ケヤキ 利根郡昭和村川額1172 雲昌寺
896 県指定 天然記念物 大岩の三叉スギ 吾妻郡中之条町上沢渡乙3315 個人
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897 県指定 天然記念物 中正寺のシダレザクラ 多野郡上野村楢原甲146 中正寺
898 県指定 天然記念物 妙義アメリカショウナンボク 富岡市妙義町諸戸1070 個人
899 県指定 天然記念物 野の大クスノキ 桐生市新里町野311 個人
900 県指定 天然記念物 入山世立のシダレグリ 吾妻町中之条町入山2374 個人（嬬恋村）
901 県指定 天然記念物 水宮神社の大ケヤキ 藤岡市岡之郷532 水宮神社
902 県指定 天然記念物 西広寺のツバキ 安中市安中3-21-25 西広寺
903 県指定 天然記念物 溝呂木の大ケヤキ 渋川市赤城町溝呂木168 諏訪神社
904 県指定 天然記念物 書院の五葉マツ 沼田市白沢町高平1306 個人
905 県指定 天然記念物 白井関所のイチイ 多野郡上野村楢原1910 個人
906 県指定 天然記念物 三夜沢赤城神社のたわらスギ 前橋市三夜沢町114 赤城神社
907 県指定 天然記念物 大久保のナツグミ 吾妻郡中之条町五反田乙343-1 個人
908 県指定 天然記念物 神行阿弥陀堂の大サワラ 多野郡上野村楢原1910 神行集落
909 県指定 天然記念物 神光寺の大カヤ 邑楽郡邑楽町中野3015 神光寺
910 県指定 天然記念物 駒岩のヒイラギ 吾妻郡中之条町四万3190 個人ほか
911 県指定 天然記念物 稲田のヤマナシ 吾妻郡東吾妻町大戸754-1 畦宇治神社
912 県指定 天然記念物 唐堀のモクゲンジ 吾妻郡東吾妻町三島3624 個人ほか
913 県指定 天然記念物 祖母島のキンモクセイ 渋川市祖母島680 個人
914 県指定 天然記念物 しばぎわの大イチイ 利根郡片品村花咲1182 個人
915 県指定 天然記念物 しばぎわのシナノキ 利根郡片品村花咲1242 個人
916 県指定 天然記念物 摺渕のヒメコマツ 利根郡片品村摺渕177 個人
917 県指定 天然記念物 金井沢のアカマツ 利根郡片品村土出1120-1 個人
918 県指定 天然記念物 中之条高校のラクウショウ 吾妻郡中之条町中之条1303 群馬県(中之条高校)
919 県指定 天然記念物 伊賀野のモミ 吾妻郡中之条町下沢渡1368 中之条町
920 県指定 天然記念物 境高校のトウカエデ 伊勢崎市境492 群馬県(境高校)
921 県指定 天然記念物 菅原神社の大ヒノキ 富岡市妙義町菅原1423 菅原神社
922 県指定 天然記念物 妙義神社のウラジロガシ 富岡市妙義町妙義6 妙義神社
923 県指定 天然記念物 常行院のラカンマキ 高崎市吉井町長根甲472 常行院
924 県指定 天然記念物 茂林寺のラカンマキ 館林市堀江町1570-1 茂林寺
925 県指定 天然記念物 高島小学校のトウグミ 邑楽郡邑楽町藤川379高島小学校内 邑楽町
926 県指定 天然記念物 黒保根栗生神社の大スギ 桐生市黒保根町上田沢2238 栗生神社氏子総代
927 県指定 天然記念物 崇禅寺のイトヒバ 桐生市川内町2-651 崇禅寺
928 県指定 天然記念物 針山の天王ザクラ 利根郡片品村大字針山 個人
929 県指定 天然記念物 貫前神社のスダジイ 富岡市一ノ宮１５３５番地 一之宮貫前神社
930 県指定 天然記念物 武尊牧場レンゲツツジ群落 利根郡片品村花咲2797-2 武尊牧場
931 県指定 天然記念物 桐生城跡日枝神社のクスノキ群 桐生市梅田町1-481 日枝神社
932 県指定 天然記念物 入須川のヒカリゴケ自生地 利根郡みなかみ町入須川1419 入須川森林組合
933 県指定 天然記念物 笹塒山のヒカリゴケ及びウサギコウモリ生息洞窟 高崎市倉渕町川浦 国有地(高崎市)
934 県指定 天然記念物 中山三島神社のスギ並木 吾妻郡高山村中山5546 三島神社
935 県指定 天然記念物 新里のサクラソウ群落 桐生市新里町赤城山畑平、舟原 桐生市
936 県指定 天然記念物 賀茂神社のモミ群 桐生市広沢町6-833 賀茂神社
937 県指定 天然記念物 ユビソヤナギ群落 利根郡みなかみ町湯桧曽川流域

(土合橋からマチガ沢出合までの
河川敷)

群馬県

938 県指定 天然記念物 金島の浅間石 渋川市川島596 個人
939 県指定 天然記念物 不二洞 多野郡上野村川和623-1 上野村
940 県指定 天然記念物 瀬林の漣痕 多野郡神流町神ヶ原1241-1 個人(群馬県)
941 県指定 天然記念物 四万の甌穴群 吾妻郡中之条町四万3540-1先 群馬県
942 県指定 天然記念物 野栗の材化石 多野郡上野村新羽1574

(多野郡上野村勝山127)
個人(上野村森林科学館)

943 県指定 天然記念物 兜岩層産出のカエル化石 富岡市上黒岩1674-1 群馬県(県立自然史博物館)
944 県指定 天然記念物 オオツノシカの化石骨

　(附１ 出土記念碑１基)
　(附２ 鑑定書１巻)
　(附３ 発掘記録１巻)

富岡市七日市1003 蛇宮神社

945 県指定 天然記念物 高崎市吉井町産出のジョウモウクジラ化石 富岡市上黒岩1674-1 群馬県(県立自然史博物館)
946 県指定 天然記念物 茂林寺沼及び低地湿原 館林市堀工町1169ほか 館林市
947 県指定 天然記念物 水上町モリアオガエル繁殖地 利根郡みなかみ町小日向553 みなかみ町
948 県指定 天然記念物 大峰山モリアオガエル繁殖地 利根郡みなかみ町小川 国有地(みなかみ町)
949 県指定 天然記念物 オオイチモンジ 県下全域
950 県指定 天然記念物 ミヤマモンキチョウ 県下全域
951 県指定 天然記念物 ベニヒカゲ 県下全域
952 県指定 天然記念物 ミヤマシロチョウ 県下全域
953 県指定 天然記念物 ヒメギフチョウ 県下全域
954 県指定 天然記念物 トウホクサンショウウオ 県下全域
955 県指定 天然記念物 ヒダサンショウウオ 県下全域
956 県選定 選定保存技術 岩島の麻栽培と精麻生産 吾妻郡東吾妻町 岩島麻保存会
957 県記録選択 無形民俗文化財 群馬の粉食文化・オキリコミ 県内一円 なし
958 県登録 有形文化財（建造物） 吉井郷土資料館 高崎市吉井町吉井285-2 高崎市
959 県登録 有形文化財（建造物） 旧三原郵便局舎 嬬恋村大字三原字赤羽平743-2 個人（嬬恋村）
960 県登録 有形文化財（美術工芸品） 上毛かるた関係資料 高崎市綿貫町992-1（群馬県立

歴史博物館）
前橋市文京町3-7-26（群馬県立
文書館）

群馬県（県立歴史博物
館、県立文書館）
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１８－１　県内指定文化財一覧表

No. 区分 種別 名称 所在の場所 所有者(管理者)

961 県登録 有形文化財（美術工芸品） 相澤忠洋関係資料 みどり市笠懸町阿左美1790-1
（岩宿博物館）

みどり市（岩宿博物館）
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１９－１ 林野火災特別地域対策事業の実施について

昭和45年６月16日付け45林野保第215号林野庁長官

消防防第344号消防庁長官通知

近年林野火災は急増の傾向にあるが、最近における道路交通網の発達、レジャー人口の増加による

出火機会の増大、農山村地域人口の流出による消防団員の減少等により林野火災の危険性は今後とも

ますます増大するものとみられるので、一段と林野火災対策を強化するとともに、林野火災の危険度

が高く、とくに林野火災対策を充実強化する必要のある地域については、別紙を参考にして林野火災

特別地域対策事業を実施するよう管下市町村を指導されたい。

（別紙）

林野火災特別地域対策事業の実施について

１ 趣 旨

林野火災の実情にかんがみ、林野火災の危険度の高い地域において、その地域の実態に即応した

林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施することにより、当該地域の林野火災の防止および被

害の軽減を図り、あわせて、その成果をもとにして林野火災対策の推進に資するものとする。

２ 林野火災特別地域の決定

１の林野火災対策事業を実施する地域（以下「林野火災特別地域」という ）は、当該地域にお。

ける林野面積、その経済的比重、林野火災の危険度等にかんがみ、とくに林野火災対策事業を実施

、 。する必要のある地域について 当該地域内の関係市町村が都道府県と協議して決定するものとする

３ 林野火災特別地域対策事業計画

(１) 事業計画の樹立

林野火災特別地域内の関係市町村は 都道府県と協議して林野火災特別地域対策事業計画 以、 （

下「事業計画」という ）を樹立するものとする。この場合、当該事業計画は、各種地域計画。

との調整を図つた林野火災対策に関する総合的な計画とするものとする。

(２) 事業計画の内容

事業計画は、おおむね次の事項にかかる事業について、方針およびこれを実施するための具

体的な計画を内容とするものとする。

ア 防火思想の普及宣伝、巡視、監視等林野火災の予防に関する事項

イ 火災予防上の林野管理に関する事項

ウ 消防施設等の整備に関する事項

エ 火災防ぎょ訓練に関する事項

オ その他林野火災の防止に関する事項

４ 関係団体および機関との連絡協調

関係市町村は、事業計画の樹立および事業の実施にあたつては都道府県、関係試験研究機関、森

林管理局（署 、森林組合その他の関係団体および機関と連絡を密にして必要な調整を行うもので）

ある。

５ 国の助成

国は、予算の範囲内において、事業計画の樹立および事業の実施に必要な経費の一部について助

成するものとする。
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１９－２ 林野火災発生時における早期通報態

勢について
消 第２０４号

平成９年２月５日

各 市 町 村 長
様

各消防本部消防長

群馬県総務部消防防災課長

林野火災発生時における早期通報態勢について

このことについては、平成８年２月１３日付け消第２６８号により通知したところであ

りますが、林野火災の発生シーズンが到来したこと、及び、最近、林野火災の発生の際、

県に対する通報がなされず、対応のまずさが懸念されたことなどから、林野火災に対する

消火対策に万全を期するため、改めて、早期通報態勢の確認をお願いいたします。

確 認 事 項

１ 通報態勢

(１) 市町村は、林野火災が発生したことを覚知した場合は、その段階で速やかに第一

報を、管轄する財務事務所に通報すること。なお、緊急を要する場合、あるいは財

務事務所への連絡が取れない場合は、直接県消防防災課に通報すること。

(２) 消防本部は、林野火災が発生したことを覚知した場合は、その段階で速やかに、

第一報を県消防防災課に通報すること。

２ ヘリコプターの派遣要請

ヘリコプターの消火が必要と判断される場合は、その旨を口頭にて連絡すること。

(１) 県は、火災状況から、防災ヘリ（５月から運航）あるいは自衛隊ヘリ、県外の応

援ヘリ等の出動の判断をする。

(２) 出動の要請は、とりあえず口頭（ＴＥＬ）等で行うこととし、書面による手続き

は追ってすることとする。

(３) 要請市町村は、臨時ヘリポートの確保と消火薬剤等の準備に努めること。
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１９－３ 林野火災等消火用資機材倉庫及び消火用

バケットの管理・運用に関する協定書

（趣 旨）

第１条 本協定は、林野火災等に際し陸上自衛隊第１２旅団（以下「甲」という ）の迅。

速な災害派遣に資するため群馬県（以下「乙」という ）が甲敷地内に建設した消火用。

資機材倉庫（以下「倉庫」という ）及び乙保有の空中消火用大型バケット２基（以下。

「バケット」という ）の管理・運用等について必要な事項を定めるものである。。

（倉庫の管理及び運用 ）

第２条 甲は、善良な管理者の注意をもって倉庫を使用し、目的外の使用はできないもの

とする。ただし、事前に乙の了解があった場合はこの限りではない。

２ 電気料金等倉庫の維持管理及び修繕等にかかる費用は、甲の故意または重大な過失が

ある場合を除き、乙が負担するものとする。

（バケットの運用）

第３条 甲は、群馬県内で発生した林野火災等について乙等の要請により災害派遣を行う

場合は、当該バケットを使用することができる。

２ 甲は、群馬県外の地域で発生した林野火災等について要請を受けた場合は乙と関係自

治体の調整・合意に基づき当該バケットを使用して災害派遣を実施することができる。

ただし、特に緊急の必要がある場合は調整・合意を得ないでバケットを使用すること

ができる。

３ 前項ただし書きの場合においては、甲は事後速やかに乙の合意を求めなければならな

い。

４ 甲は、バケットを災害派遣時のほか取扱操作訓練等のために使用することができる。

（バケットの管理）

第４条 バケットは倉庫に格納して管理することとし、その保管に関する責任は甲が負う

ものとする。

２ バケットの維持管理責任は、乙が負うものとする。

３ バケットの使用・整備等に際し生じた故障・破損等については、甲の故意または重大

な過失がある場合を除き、その修繕費等については乙が負担するものとする。

４ 災害派遣及び取扱操作訓練後の整備は、甲が実施するものとする。

（連絡責任者）

第５条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実なものとするため、相互に連絡責任

者を置くものとする。

２ 甲の連絡責任者は陸上自衛隊第１２旅団司令部第３部長とし、乙にあっては群馬県総

務部消防防災課長をもってこれにあてる。
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（協 議）

第６条 この協定に定めのない事項またはこの協定に疑義を生じたときは、甲乙信義をも

って誠実に協議を行うものとする。

（適 用）

第７条 この協定は締結の日から適用する。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１

通を保有する。

平成 １４年 ４月 １日

甲 北群馬郡榛東村大字新井１０１７－２

陸上自衛隊第１２旅団

旅 団 長 壽 昭栁 澤

乙 前橋市大手町１－１－１

群 馬 県

群馬県知事 小 寺 弘 之
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１９－４ 群馬県、長野県、新潟県、栃木県、茨城県及び静岡県林野火災消火用

資機材の保守等に関する協定 

 

 （目 的） 

第１条 この協定は、群馬県（以下「甲」という。）、長野県（以下「乙」という。）、

新潟県（以下「丙」という。）、栃木県（以下「丁」という。）、茨城県（以下「戊」

という。）及び静岡県（以下「己」という。）が保有する空中消火用資機材（大

型ヘリコプター用）の共同使用・保守等について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

 （共同使用） 

第２条 甲、乙、丙、丁、戊及び己は、林野火災消火に必要な場合、相互にそれ

ぞれが保有する空中消火用資機材を使用することができるものとする。 

 

 （保管場所） 

第３条 甲、乙、丙、丁、戊及び己が保有する空中消火用資機材の保管場所は、

下表のとおりとする。 

保有する県 保管場所 

甲、乙、丙及び丁 陸上自衛隊相馬原駐屯地 

戊 陸上自衛隊施設学校 

己 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 

 

 （経費負担） 

第４条 次に掲げる経費は、甲、乙、丙、丁、戊及び己が均等に負担するものと

する。 

(1) 空中消火用資機材修繕費 

(2) 甲の保管倉庫にかかる修繕費及び電気料 

 

２ 空中消火用資機材の新規購入及び更新にかかる経費は、甲、乙、丙、丁、戊

及び己が別途協議するものとする。 

 

 （その他） 

第５条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲、乙、丙、

丁、戊及び己が協議して定めるものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この協定は、平成３０年１０月１５日から施行する。 

 

 （協定の廃止） 

 この協定の施行に伴い、平成２８年８月２３日付けで締結された「群馬県、長

野県、新潟県、栃木県及び茨城県林野火災消火用資機材の保守等に関する協定」

は廃止する。 
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 （施行前に発生した費用の負担） 

 この協定の施行前に使用し破損した空中消火用資機材の修繕費の負担につい

ては、平成２８年８月２３日付けで締結された「群馬県、長野県、新潟県、栃木

県及び茨城県林野火災消火用資機材の保守等に関する協定」の例によるものと

する。 

 

  

 この協定の締結を証するため、本協定書６通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊及

び己は記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

   平成３０年１０月１５日 

 

 

甲  群馬県知事  大澤 正明 

 

 

 

 

乙  長野県知事  阿部 守一 

 

 

 

 

丙  新潟県知事  花角 英世 

 

 

 

 

丁  栃木県知事  福田 富一 

 

 

 

 

戊  茨城県知事  大井川 和彦 

 

 

 

 

己  静岡県知事  川勝 平太 
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２０－１ 群馬県災害救助基金条例 
 

昭和３９年３月３１日条例第２３号 

改正 平成２３年３月１８日条例第８号 

改正 平成２５年１０月１８日条例第５７号 
                                                              
（趣 旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、群馬

県災害救助基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（設 置） 

第２条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）第２２条の規定により、

群馬県災害救助基金（以下「基金」という。）を設置する。 
 
（積立て） 

第３条 毎会計年度において基金に積み立てる額は、法第２３条に規定するところによる。 
 
（運 用） 

第４条 基金の運用は、法第２６条に規定するところによる。 
 
（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ

るものとする。 
 
（委 任） 

第６条 法令及びこの条例に規定するもののほか、基金に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
   附 則 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に群馬県災害救助基金に属する現金及び物品は、この条例に基づく基

金に属する現金及び物品とする。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２５年１０月１８日条例第５７号） 

この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第５４号）第３条の規

定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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1/1 

２０－２ 群馬県災害救助基金条例施行規則 
 

平成１９年３月９日規則第４号 

改正 平成２５年１０月１８日規則第６４号 

改正 令和 ６年 ３月１８日規則第１１号 
 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、群馬県災害救助基金条例（昭和３９年群馬県条例第２３号）第６条の規定に

基づき、群馬県災害救助基金（以下「基金」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。 
 

（基金に属するもの） 

第２条 基金に属するものは、現金及び物品とする。 
 

（現金の管理） 

第３条 基金に属する現金は、原資の確保を原則として、金利の情勢、運用期間等を考慮した運用

を行うものとする。 

 

（物品の管理） 

第４条 基金に属する物品は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）第４

条第１項に規定する救助を行うために必要な限度において、購入し、及び備蓄するものとする。 

 

（処分） 

第５条 基金の処分は、次に掲げる方針により行うものとする。 

１ 基金に属する現金は、法第４条第１項に規定する救助に要する費用の支弁のために払い出すこと。 

２ 基金に属する物品は、災害時に被災者の生活の支援のために払い出すほか、必要に応じ適正に払い

出すこと。 

 

（寄附現金の管理及び処分） 

第６条 基金に属する現金のうち群馬県公費支出改革会議からの寄附金を充当して造成された現金（以

下「寄附現金」という。）は、他の現金と区分して管理するものとする。 

２ 寄附現金は、寄附現金以外の現金及び物品のみでは基金の目的の遂行を図ることができない大規模

な災害が発生した時において、県民救助のための費用の支弁の財源に充てるために払い出すことができ

る。 

３ 寄附現金は、前項の規定により払い出す場合を除き、物品の購入のために払い出さないものとする。 

 

（委任） 

第８条 この規則で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成２５年１０月１８日規則第６４号） 

 この規則は、群馬県災害救助基金条例の一部を改正する条例（平成２５年群馬県条例第５７号）の施

行の日から施行する。 

 附 則（令和６年３月１９日規則第１１号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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２０－３ 災 害 救 助 基 準 

                                                                                             令和６年１２月現在 

  救助の種類     対          象     費 用 の 限 度 額       期   間   備            考 
 
避難所の設置 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

   
 
 
 

 
  災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者を収容する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(基本額) 

 避難所設置費 

  １人 １日当たり 

350円以内 

 

 高齢者等の要配慮者等を収

容する「福祉避難所」を設置

した場合、上記の金額に加

え、当該地域において当該特

別な配慮のために必要な通常

の実費を加算することができ

る。 

 
 
 
 

 
  災害発生の日から

７日以内 

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 費用は、避難所の設置、

 維持及び管理のための賃金

 職員等雇上費、消耗器材

 費、建物等の使用謝金、借

 上費又は購入費、光熱水費

 並びに仮設便所等の設置費

 を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費

 は別途計上 

３ 避難所での生活が長期に

わたる場合等においては、

避難所に避難している者へ

の健康上の配慮等により、

ホテル、旅館等宿泊施設の

借上げを実施し、これを供

与することができる。 

 
応急仮設住宅の 

供与      

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 

 
  住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家が

ない者であって、自らの

資力では住宅を得ること

ができない者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１）建設型応急住宅 

 設置にかかる原材料費、労

務費、付帯設備工事費、輸送

費及び建築事務費等の一切の

経費 

6,883,000円 
 
 
 
 
 

 
災害発生の日から

２０日以内に着工 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 一戸当たりの規模は二十

九・七平方メートルを基準

とし、地域の実情、世帯構

成等に応じた規模とする。 

２ 高齢者等の要配慮者等を

数人以上収容する「福祉仮

設住宅」を設置できる。 

３ 供与期間 最大2年以内 

４ 解体撤去及び土地の原状

回復費用 当該地域におけ

る実費 

 
 

（２）賃貸型応急住宅 

地域の実情に応じた額 
 

 

災害発生の日から速

やかに民間賃貸住宅

を借り上げて提供 

 

 

供与期間 最大2年以内 
 
 

 
炊き出しその他 

に よ る 食 品 の 

給与      

        

        

        

 
１ 避難所に収容された

 者 

２ 住家に被害を受け、

若しくは災害により現

に炊事のできない者 

 
 １人１日当たり 

       1,330円以内 
 
 
 
 

 
  災害発生の日から

７日以内 
 
 
 
 

 
  食品給与のための総経費を

延給食日数で除した金額が限

度額以内であればよい。 

(１食は 1/3日) 
 
 

 
飲 料 水 の 供 給 

        

        

        
 

 
  現に飲料水を得ること

ができない者(飲料水及

び炊事のための水である

こと。) 
 

 
当該地域における通常の実費 
 
 
 
 

 
  災害発生の日から

７日以内 
 
 
 

 
１ 輸送費、人件費は別途計

 上 
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  救助の種類     対          象     費 用 の 限 度 額      期   間   備            考 
 
被服、寝具その 

他生活必需品の 

給与又は貸与 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 全半壊(焼)、流失、床

上浸水等により、生活上

必要な被服、寝具、その

他生活必需品を喪失、又

は損傷等により使用する

ことができず、直ちに日

常生活を営むことが困難

な者 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
１ 夏季(４月～９月)冬季  

  (１０月～３月)の季別は 

  災害発生の日をもって決  

   定する。 

２ 下記金額の範囲内 

 
災害発生の日から

１０日以内 

 

 

 

 
１ 備蓄物資の価格は年度当 

初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

 

 
 
  区  分 
 
 

 
 １人世帯 
 
 

 
２人世帯 
 
 

 

３人世帯 
 
 

 

４人世帯 
 
 

 
５人世帯 
 
 

 
６ 人 以 上 

１ 人 増 す 

ごとに加算  

 

 

 
全  壊 

全    焼 

流  失 

 
夏 

 
   19,800 

 
   25,400 

 
  37,700 

 
  45,000 

 
  57,000 

 

 
      8,300 

 
冬 

 
   32,800 

 

 
   42,400 

 
  59,000 

 
  69,000 

 
  87,000 

 
     12,000 
 

 
半  壊 

半   焼 
床上浸水 

 
夏 

 
    6,500 

 

 
    8,700 

 
  13,000 

 
  15,900 

 
  20,000 

 
      2,800 

 
冬 

 
   10,400 

 

 
   13,600 

 
  19,400 

 
  23,000 

 
  29,000 

 
      3,800 

  
医     療 

        

        

        

        

        

        

 
  医療の途を失った者 

 (応急的処置) 
 
 
 
 
 

 
１ 救護班…使用した薬剤、

  治療材料、医療器具、破損

 等の実費 

２ 病院又は診療所…国民健

 康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者…協定料金の額以

 内 

 

 
 災害発生の日か

ら１４日以内 
 
 
 
 
 

 
 患者等の移送費は、別途計 

上 
 
 
 
 
 

 

 
助     産 

        

        

        

        

        

        

 
  災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べんし

た者であって災害のため

助産の途を失った者(出

産のみならず、死産及び

流産を含み現に助産を要

する状態にある者) 

 

 
１ 救護班等による場合は、

 使用した衛生材料等の実費

２ 助産婦による場合は、慣

 行料金の100分の80以内の

 額 
 
 

 
 分べんした日か

ら７日以内 
 
 
 
 
 

 
 妊婦等の移送費は、別途計 

上 
 
 
 
 
 

 
被災者の救出 

   

        

        

        

 

 
１ 現に生命、身体が危

 険な状態にある者 

２ 生死不明な状態にあ

る者 

 
 

 
当該地域における通常の実費 
 
 
 
 
 

 
  災害発生の日か

ら３日以内 
 
 
 
 

 
１ 期間内に生死が明らかになら

ない場合は、以後「死体の捜

索」として取り扱う。 

  

２ 輸送費、人件費は、別途計上 
 

 

  

- 941 -



 

  救助の種類     対          象     費 用 の 限 度 額    期   間     備            考 
 
被災した住宅の

応急修理 

（住家の被害の

拡大を防止する

ための緊急の修

理） 

 

 
 災害のため住家が半

壊、半焼又はこれに準ず

る程度の損傷を受け、雨

水の浸入等を放置すれば

住家の被害が拡大するお

それがある者 

 
 1 世帯当たり 

51,500 円以内 

 
災害発生の日か

ら１０日以内に完

了 
 
 
 
 
 

 
 住家の被害の拡大を防止するた

めの緊急の修理が必要な部分に

対し、合成樹脂シート、ロープ、

土のう等を用いて行うものとす

る。 

 
被災した住宅の

応急修理 

（日常生活に必

要な最小限度の

部分の修理） 

 

 
１ 住家が半壊(焼)、若

しくはこれらに準ずる程

度の損傷を受け、自らの

資力では応急修理をする

ことができない者 

 

２ 大規模な補修を行わ

なければ居住することが

困難である程度に住家が

半壊した者 
 

 
１ ２に掲げる世帯以外の世

帯 

       717,000円以内 

 

２ 半壊又は半焼に準ずる程

度の損傷により被害を受けた

世帯 

        348,000円以内 
 

 
災害発生の日か

ら３ヵ月以内 

 

 
学 用 品 の 給 与 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 

 

  住家の全壊(焼)流失半

壊(焼)又は床上浸水によ

り学用品の喪失、損傷等

により学用品を使用する

ことができず、就学上支

障のある小学校児童（義

務養育学校の前期課程及

び特別支援学校の小学部

の児童を含む）及び中学

校生徒（義務教育学校の

後期課程、中等教育学校

の前期課程及び特別支援

学校の中学部の生徒を含

む）及び高等学校等生徒 

 

 
１ 教科書及び教科書以外の

 教材で教育委員会に届出又

 はその承認を受けて使用し

 ている教材、又は正規の授

 業で使用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、

 次の金額以内 

 小学校児童 

    １人当り 5,200円 

 中学校生徒 

    １人当り 5,500円 

  高等学校等生徒 

     １人当り 6,000円 
 

 
 災害発生の日か

ら(教科書) 

   １ヵ月以内 

(文房具及び通学

用品) 

   １５日以内 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の実

 情に応じて支給する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
埋     葬 

        

        

        

        

 
 災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬を

実施する者に支給 
 
 

 
 １体当たり 

    大人(１２歳以上) 

         226,100円以内 

    小人(１２歳未満) 

         180,800円以内 

 

 
  災害発生の日か

ら１０日以内 
 
 
 

 
  災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

 
 

 
死 体 の 捜 索 

 

 

 
 

 
行方不明の状態にあり、

かつ、四囲の事情により

すでに死亡していると推

定される者 

 
当該地域における通常の実費 
 
 
 
 

 
  災害発生の日か

ら１０日以内 
 
 
 

 
１ 輸送費、人件費は、別途計

上 

２ 災害発生後３日を経過した

ものは一応死亡した者と推定

している。 
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  救助の種類     対          象     費 用 の 限 度 額    期   間     備            考 
 

死 体 の 処 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

災害の際死亡した者につ

いて、死体に関する処理

(埋葬を除く｡)をする。 
 
 
 
 
 
 

 

(洗浄、消毒等) 

  １体当り 3,600円以内 

 

一   既存建物借上費   

時     通常の実費    

保   既存建物以外    

存     １体当り 

     5,700円以内 

 

検  救護班以外は慣行料金 

案 

 

   

災害発生の日か

ら１０日以内 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途計

 上 

３ 死体の一時保存にドライア

イスの購入費等が必要な場合

は当該地域における通常の実

費を加算できる。  
 
 
 

 
障害物の除去 

        

        

        

        

 

 
 居室、炊事場、玄関等

に障害物が運びこまれて

いるため生活に支障をき

たしている場合で自力で

は除去することのできな

い者 

 
 １世帯当り 

         140,000円以内 
 
 
 
 

 
  災害発生の日か

ら１０日以内 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
輸送費及び賃金 

職員等雇上費 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配

  分 
 

 
当該地域における通常の実費 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  救助の実施が認

められる期間以内 
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救助の種類 範          囲 費 用 の 限 度 額 期   間 備            考 
 
災害が発生する

おそれ段階での

救助（法第2条

第2項） 

 

避難所の設置 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

 

 

 

 

 災害のおそれのある場

合において、被害を受け

るおそれがあり、現に救

助を要する者。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

(基本額) 

 避難所設置費 

  １人１日当たり350円以内 

 

 高齢者等の要配慮者等を収

容する「福祉避難所」を設置

した場合、上記の金額に加

え、当該地域において当該特

別な配慮のために必要な通常

の実費を加算することができ

る。 

 
 

 

 

 

 

 法第2条2項によ

る救助を開始した

日から、災害発生

しなかったと判明

し、現に救助の必

要がなくなった期

間。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  費用は、避難所の設置、維

 持及び管理のための建物等の

 使用謝金、光熱水費とする。 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

要配慮者の輸送 
 
 
 
 
 
 
 

 

 高齢者や障害者等で避

難行動が困難な要配慮

者、自ら避難することが

困難な状況にある者。 

 

 

 
 

 

 地域の実情に応じた額（実

費） 

 

 

 

 

 
 

 

 法第2条2項によ

る救助を開始した

日から、災害発生

しなかったと判明

し、現に救助の必

要がなくなった期

間。 

 

 

  避難所へ輸送するためのバ

ス借り上げ等に係る費用。 

  

  避難者がバス等に乗降する

 ための補助員など、避難支援

 のための必要となる賃金職員

 雇上費  
 

 
 範          囲 費 用 の 限 度 額 期   間 備            考 
 
実 費 弁 償 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 
災害救助法施行令第４条

第１号から第４号までに

規定する者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害救助法第７条第１項の規

定により救助に関する業務に

従事させた都道府県知事の総

括する都道府県の常勤の職員

で当該業務に従事した者に相

当するものの給与を考慮して

定める。 
 
 
 
 
 

 
  救助の実施が認

められる期間以内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 時間外勤務手当及び旅費は 

別途に定める額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助 

  の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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２１－１ 災害に際し応急措置の業務に従事した者 

に係る損害補償に関する条例 
 
                                   昭和 38 年 10 月 25 日 
                                   条例第 45 号 
（趣 旨） 
第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第 84 条第 2 項

の規定に基づき、法第 71 条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者（以下「従事

者」という。）に係る損害の補償等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（扶助金の支給） 
第２条 従事者が前条の応急措置の業務のため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の

状態となったときは、当該従事者又は当該従事者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって

受ける損害を補償するため、扶助金を支給する。 
 
（扶助金の種類） 
第３条 前条の扶助金は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切

扶助金の六種とする。 
 
（扶助金に係る支給の要件等） 
第４条 この条例に定めるもののほか、前条の扶助金に係る支給の要件、支給額、支給方法等につい

ては、災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）の規定の例による。 
 
（協力命令により従事した者に対する準用） 
第５条 前三条の規定は、法 71 条の規定による協力命令により応急措置の業務に従事した者につい

て準用する。 
 
（委任） 
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
 附 則（平成 10 年 3 月 11 日条例 3 号） 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（脳死した者の身体に対する療養補償） 
２ この条例の規定に基づく療養（療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。）の 

給付に継続して、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第 104 号）第６条第２項の脳死した者の 身

体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付として さ

れたものとみなす。 
 附 則（平成 10 年 3 月 11 日条例 3 号） 
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 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定は、平成 9 年 10 月 16 日から適用す

る。  
附 則（平成 19 年 6 月 28 日条例第 49 号） 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
（経過措置）  
２ この条例の施行の日前に支給すべき自由に生じた損害の補償については、なお従前の例による。 
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２２－１  災害弔慰金等の支給制度 

 
 (１) 災害弔慰金 

根 拠 法 令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支 給 機 関 市町村 

対 象 と な る 災 害 

 

 

 

 

次のいずれか 

１ １つの市町村の区域内で住居が５世帯以上滅失した災害 

２ 県内で５以上の世帯の住居が滅失した市町村が３以上存在する場合、県内全て  

の市町村の被害が対象 

３ 県内で災害救助法が適用された災害（県内全ての市町村の被害が対象） 

４ 災害救助法を適用した都道県が２以上ある場合、全ての市町村（当該都道府県

以外も含む）の被害が対象 

支 給 対 象 者 災害により死亡した者の遺族 

支 給 額 死亡者が世帯の生計を主として維持していた場合…５００万円 

                   その他の場合…２５０万円 

費 用 負 担 割 合 市町村 1/4、県 1/4、国 2/4 

 

 (２) 災害障害見舞金 

根 拠 法 令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支 給 機 関 市町村 

対 象 と な る 災 害 (災害弔慰金と同じ。) 

支 給 対 象 者 災害により重度の障害を受けた者 

支 給 額 障害者が世帯の生計を主として維持していた場合…２５０万円 

                                その他の場合…１２５万円 

費 用 負 担 割 合 (災害弔慰金と同じ。) 

 

 (３) 災害援護資金         

根 拠 法 令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支 給 機 関 市町村 

対 象 と な る 災 害 県内で災害救助法が適用された自然災害（所得制限） 

貸 付 対 象 者 災害により被害を受けた世帯の世帯主 

貸 付 額 被害の程度に応じて１５０万円～３５０万円 

貸 付 条 件 

 

貸付利率…年３％以内で市町村条例で定める率（据置期間３年） 

償還期間…１０年以内 

貸付原資拠出割合 県 1/3、国 2/3 
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(４) 群馬県災害見舞金                                                                  

支 給 機 関 県(危機管理課) ただし市町村経由 

対 象 と な る 災 害 

 

 

 

 

 

次のいずれか 

１ 災害により住家が全壊した世帯 

２ 災害により住家が半壊した世帯 

３ 同一原因による災害で、一の市町村の区域内において１世帯以上の住家が滅失 

した場合による以下の者 

 イ 災害による死者または行方不明者の遺族 

 ロ 災害による重傷者 

４ 同一原因による災害で、一の市町村の区域内において５世帯以上の住家が滅失 

した場合による以下の世帯 

 イ 災害により住家が床上浸水した世帯 

５ 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたもの 

支 給 金 額 

 

 

 

死者及び行方不明者・・・１ 人  ３０万円 

重   傷   者・・・１ 人   ５万円 

全       壊・・・１世帯 １０万円 

半       壊・・・１世帯   ５万円 

床 上 浸 水・・・１世帯  ２万円 

(注)知事が必要と認めた場合は増減が可能 

支 給 除 外 

 

 

１ 被災者生活再建支援法に基づく支援金の対象となる場合 

２ 災害弔慰金の支給等に関する法律第３条に規定する災害弔慰金又は同法第８条 

に規定する災害障害見舞金の支給対象となる場合 

３ 群馬県・市町村被災者生活再建支援事業補助金交付要綱に基づく支援金の対象 

となる場合 

４ 被災の原因が、対象者の故意又は重大な過失による場合 
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(５) 被災者生活再建支援金                                                           
  ①被災者生活再建支援法 

根 拠 法 令 被災者生活再建支援法 

支 給 機 関 県(危機管理課） ただし、被災者生活再建支援法人に委託 

対 象 と な る 災 害 

 

 

 

１ 災害救助法適用基準１又は２に該当した市町村 

２ 10 世帯以上の住宅全壊が発生した市町村 

３ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

４ １又は２の市町村を含む都道府県で 5 世帯以上の全壊被害の市町村（ただし、人  

口 10 万人未満に限る） 

５ １から３に適合する市町村に隣接する１つの市町村において、全壊 5 世帯以上の  

市町村（ただし、人口 10 万人未満に限る） 

対 象 と な る 世 帯 

 

 

①住宅が全壊した世帯 

②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している  

世帯 

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯                              

(大規模半壊世帯) 

⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

                            （中規模半壊世帯） 

支 給 金 額 

 

※支給金額は、右の

１と２の支援金の

合計額となる 

 

 

 

 

 

 

１ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) 

 

 

  

住宅の被害程度 

 

全壊 

（①の世帯） 

解体 

（②の世

帯） 

長期避難 

（③の世

帯） 

大規模半壊 

（④の世

帯） 

 

 

支

給

額 

複数世帯 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

単数世帯 75 万円 75 万円 75 万円 37.5 万円 

  ※中規模半壊政体は基礎支援金は対象外。 

２ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 

 

 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸（公営住宅以

外） 

 

 

 支

給

額 

複数世帯 

 

200 万円 

（100 万円） 

100 万円 

（50 万円） 

50 万円 

（25 万円） 

単数世帯 

 

150 万円 

（75 万円） 

75 万円 

（37.5 万

円） 

37.5 万円     

（18.75 万円） 

  ※括弧内は、中規模半壊世帯へ支給する金額。 

費 用 負 担 等 

 

・国の指定を受けた被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道府県会館）が、都道府

県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。 

 ・基金が支出する支援金の１／２に相当する額を国が補助。 
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  ②群馬県・市町村被災者生活再建支援制度 

根 拠 法 令 群馬県・市町村被災者生活再建支援事業補助金交付要綱 

支 給 機 関 市町村 

対 象 と な る 災 害 

 

１世帯以上の住宅全壊被害等（上記「①被災者生活再建支援法」の「対象となる世帯①

～④」）が発生した災害 

対 象 と な る 世 帯 

 

・上記「①被災者生活再建支援法」と同じ（中規模半壊世帯を除く）。ただし、上記「①

被災者生活再建支援法」 の支援対象となる世帯を除く。 

支 給 金 額 上記「①被災者生活再建支援法」と同じ 

費 用 負 担 等 

 

・市町村から支援金を支給。 

・市町村が支出する支援金の２／３に相当する額を県が補助。 

 
 (６) 生活福祉資金(福祉資金－災害援護費) 

貸 付  機  関 群馬県社会福祉協議会 

対象となる世帯 

 

 

次のいずれかに該当すること。 

１ 低所得世帯で、他からの資金を借り入れることができない世帯 

２ 障害者世帯 

３ 高齢者世帯（65 歳以上の高齢者が属する世帯に限る） 

貸 付 金 額 １５０万円以内 

貸 付 条 件 

 

利率…年１.５％（連帯保証人を立てる場合は無利子）償還期間…据置期間（貸付日か   

ら６月以内）経過後７年以内 
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２２－２ 住宅再建・取得の支援制度 

 

 (１) 災害復興住宅融資 

根拠法令 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 法  

 貸付機関 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 

 

   ア 建設資金                                                 (令和 7 年 1 月現在) 

対 象 者 住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明

書」の交付を受けた者 

資 金 使 途 被災した住宅の復旧のための災害復興住宅の建設及びこれに付随する整地又は土

地(借地権を含む。)の取得 

建設する住宅の規模 制限なし 

貸 付 金 額 4,500万円（土地を取得する場合は5,500万円）又は所要額のいずれか低い額    

貸 付 条 件 加入する団体信用生命保険の種類に応じて融資金利が異なります。 

新機構団信 年1.45％ 

新機構団信（デュエット（ペア連生団信）） 年1.63％ 

新３大疾病付機構団信   年1.69％ 

 

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利

用いただけます。その場合の融資金利は以下の通りです。 

年1.25％ 

 

返済期間 35年以内(完済時年齢80歳制限あり) 

  

「災害復興住宅融資等に関する確認書」を提出 

                                                                          

 

   イ 購入資金                                                 (令和 7 年 1 月現在) 

対 象 者 (建設資金と同じ。) 

資 金 使 途 新築家屋又は中古家屋の購入及びこれに付随する土地の取得 

購入する住宅の規模 制限なし 

貸 付 金 額 5,500万円又は所要額のいずれか低い額 

貸 付 条 件 (建設資金と同じ。) 

                                                                             

 

   ウ 補修資金                                               (令和 7 年 1 月現在) 

対 象 者 住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」の交付を受けた者 

資 金 使 途 住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地 

補修する住宅の規模 制限なし 
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貸 付 金 額 2,500万円又は所要額のいずれか低い額 

貸 付 条 件 （建設資金と同じ。) 

  

                                                                        

 (２) 地すべり等関連住宅融資                                         (令和 7 年 1 月現在) 

根 拠 法 令 住宅金融支援機構法 

貸 付 機 関 住宅金融支援機構 

貸 付 対 象 地すべり関連住宅                                               

「地すべり等防止法」第24条第1項の規定による関連事業計画（以下「関連事業

計画」といいます。）に基づいて移転される住宅部分を有する家屋（以下「住宅

部分を有する家屋」を単に「家屋」といいます。）又は関連事業計画に基づいて

除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設され、又は購入される家屋。 

 

土砂災害関連住宅                                               

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第26条第

１項の規定による勧告に基づいて移転される住宅部分を有する家屋または勧告に

基づいて除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設、

購入される住宅部分を有する家屋  

 

密集市街地関連住宅                                             

「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」第13条第１項の規定

による勧告に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして

新たに建設、購入される住宅部分を有する家屋 

資 金 使 途 自分が居住するために家屋の移転、建設又は購入をされる方又は他人（親族等）

に無償で貸すために家屋の移転、建設又は購入 

住 宅 の 規 模 制限なし 

貸 付 金 額 建設資金 

4,500万円（土地を取得する場合は5,500万円）又は所要額のいずれか低い額 

購入資金 

5,500万円又は所要額のいずれか低い額                               

貸 付 条 件 加入する団体信用生命保険の種類に応じて融資金利が異なります。 

新機構団信 年1.45％ 

新機構団信（デュエット（ペア連生団信）） 年1.63％ 

新３大疾病付機構団信   年1.69％ 

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も融資はご利

用いただけます。その場合の融資金利は以下の通りです。 

年1.25％ 

 

返済期間 35年以内(完済時年齢80歳制限あり)                          
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 (３) 宅地防災工事資金融資                                          (令和 7 年 1 月現在) 

根 拠 法 令 住宅金融支援機構法  

貸 付 機 関 住宅金融支援機構  

貸 付 対 象 宅地（事業の用に供するものを除く。）に次のアからウまでのいずれかの勧告（以

下「勧告」といいます。）又は次のエからカまでのいずれかの改善命令（以下「改

善命令」といいます。）を受けた方 

 

ア 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第22条第２項、第41条

第２項又は第46条第２項による勧告 

イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第９条

第３項による勧告 

ウ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第10条第１項による勧告 

エ 宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第１項若しくは第２項、第42条第１項若

しくは第2項又は第47条第１項若しくは第２項による改善命令 

オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第１項又は第２項による

改善命令 

カ 建築基準法第10条第３項による改善命令 

資 金 使 途 勧告または改善命令を受けた場合にその工事を行うための資金 

※勧告又は改善命令を受けた満60歳以上の親等（父母・祖父母等）のために、宅地

防災工事を行う場合も対象 

貸 付 金 額 1,190万円（融資限度額）又は宅地防災工事に必要な費用のいずれか低い額 

貸 付 条 件 返済期間 20年以内(完済時年齢80歳制限あり) 

以外は「地すべり等関連住宅融資」に同じ 

                                                                          

 

  (４) 母子父子寡婦福祉資金(住宅資金)                    (令和 3 年 4 月現在）   

根 拠 法 令 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

貸 付 機 関 県(保健福祉事務所) 前橋市・高崎市在住の方は各市役所 

対 象 者 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 

資 金 使 途 災害復旧に必要な住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築 

貸 付 金 額 ２００万円以内 

貸 付 条 件 利率  … 年１．０％（保証人有・無利子）  償還期間 … ７年以内 
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（５）ぐんまゼロ宣言住宅促進事業補助金                             (令和 5 年 4 月現在) 

補 助 機 関 県（林業振興課） 

対 象 者 及 び 

対 象 住 宅 

以下の要件を満たす、ぐんまゼロ宣言住宅推進グループ 

1 群馬県内に事業所がある住宅供給事業者が１社以上含まれること 

2 ぐんま優良木材認証工場が１社以上含まれること(グループ重複可) 

3 県内に事業年度内に10棟以上の「ぐんまゼロ宣言住宅」を供給でき

ること 

4 県と「ぐんまゼロ宣言住宅推進協定」を締結すること 

補 助 条 件 以下の要件を満たす、「ぐんまゼロ宣言住宅」であること 

1 「誘導基準」以上の省エネ性能 

2 原則、再生可能エネルギーを利用した「創エネルギー」設備の導入 

3 「ぐんま優良木材」を主要構造部に３㎥以上使用 

補 助 額 県産木材の使用量に応じて補助 木材１㎥あたり１２，５００円 
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２２－３ 中小企業者に対する低利融資制度 

 

 (１) 経営サポート資金                       (令和 6 年 10 月現在) 

貸 付 機 関 県(地域企業支援課) ただし融資実行は各金融機関 

貸 付 対 象 者 災害復旧関連要件（Ｃタイプ） 

 県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体であって、次のいずれ 

かに該当する者 

１ 地震、火災、風水害等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸 

 水、若しくはこれらに準ずる損害を受けた者 

２ 激甚災害法の指定を受けた災害により被害を受けた者 

３ 災害救助法の適用を受けた災害により被害を受けた者 

４  中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかの要件に該当する特定 

 中小企業者として市町村長から認定を受けた者 

５ その他知事が特に認める災害により被害を受けた者 

 ※１、２、３及び５については、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた者 

危機関連保証要件（Ｆタイプ） 

 危機関連保証の要件に該当する特例中小企業者として市町村長から認定を受けた者 

（令和６年１０月現在、新たに認定を受けることは不可。今後、国により「危機関連保

証」が発動された場合に利用可能） 

資 金 使 途 災害復旧を図るために必要な設備資金及び運転資金 

貸 付 金 額 Ｃタイプは5,000万円以内(うち運転資金3,000万円以内)、Ｆタイプは3,000万円以内 

貸 付 条 件 Ｃタイプ 利率…年１．１％以内、償還期間…設備資金１０年以内、運転資金７年以内 

Ｆタイプ 利率…年１．１％以内、償還期間…運転資金１０年以内 

 

 (２) 中小企業高度化資金(災害復旧貸付)                        (令和 6 年 10 月現在) 

貸 付 機 関  県(地域企業支援課) 

貸付対象事業 大規模な災害により事業活動の運営が著しく困難になっており、既往の高度化事業施 

設が被災し、その復旧を行うもの、又は中小企業者が復旧のため高度化事業を行うも 

の。 

貸 付 条 件 貸付割合…整備資金の９０％以内  利率…無利子  償還期間…２０年以内 
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 (３) 政府系金融機関による貸付                               (令和 6 年 10 月現在) 

 日本政策金融公庫 商工組合中央金庫 

中小企業事業 国民生活事業 

貸付限度 <直 貸>災害 1.5億円(別枠) 

<代理貸>災害7,500万円 

    (直貸の範囲内で別枠) 

<直貸>災害 3,000万円 

（各融資制度の限度に上乗せ）    

<直貸>融資限度額の定めなし 

利    率 各融資制度に定められた利率 各融資制度に定められた利率  所定利率 

償還期間 

 

<運転資金>  10年以内 

<設備資金>  15年以内 

各融資制度の返済期間以内 

 

<運転資金> 10年以内 

<設備資金> 20年以内 

 

- 956 -



２２－４ 農林水産業者等に対する助成・低利融資制度 

 

 (１) 助成措置 

根拠法令 群馬県農漁業災害対策特別措置条例 

助成機関 県(米麦畜産課)及び市町村 

助成要件 次のいずれかに該当する場合で知事が必要と認めたとき 
１ 災害による農作物の減収量が平年における収穫量の30/100以上となる被害を受けたほ場の 

面積が10ヘクタール（降ひょう、竜巻又は突風（以下「局地的災害」という。）による場合 

は5ヘクタール）以上となった場合 
２ 農作物の減収量が平年における収穫量の30/100以上となる被害を受けたほ場に係る被害見 

込額がおおむね5,000万円（局地的災害の場合は2,500万円）を超えた場合 
３ 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の流失、損傷、枯死等による損失額が被害時における当該 

永年作物の価額の30/100以上となる被害を受けた農業者の戸数が20戸（局地的災害の場合は 

10戸）以上となった場合 
４ 畜産物又は繭の減収量が平年における収穫量の30/100以上となる被害を受けた農業者の戸 

数が10戸（局地的災害の場合は5戸）以上となった場合 
５ 養殖業の減収量が平年における収穫量の30/100以上となる被害を受けた漁業者の戸数が5 

戸以上となった場合 
６ 農漁業用施設に10万円以上の被害を受けた農漁業者の戸数が10戸（局地的災害の場合は5 

戸）以上となった場合 
７ 畜舎等に浸水を受けた農業者の戸数が10戸以上となった場合 
８ 前各号に掲げるもののほか、被害の状況を勘案して知事が特に必要と認めるもの 

助成対象 １ 樹草勢回復のための肥料等の購入費 
２ 樹体被害の復旧又は補修に要する費用 
３ 農作物の病害虫防除に要する費用 
４ 蚕種の購入費 
５ 代替作付けのための種苗等の購入費及びこれに必要な農作物の取り片付け作業に要する費  

用 
６ 次期作付けのための種苗等の購入費及びこれに必要な農作物の取り片付け作業に要する費

用 
７ 農業用施設の取り片付け作業に要する費用 
８ 畜舎等の伝染性疾病の防止措置に要する費用 
９  前各号に掲げるもののほか、被害の状況を勘案して知事が特に必要と認めるもの 

 

根拠法令 群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施要領 

助成機関 県（米麦畜産課）及び市町村 

助成要件 農業用施設が一定規模以上の災害で被災し、農業用施設の再建等の経費を市町村が支援した場

合、経費の一部を補助 
補助率3/10以内（県：15/100以内、市町村：15/100以内） 

 
助成対象は１、２を満たす者 
１ 群馬県農漁業災害対策特別措置条例により指定された災害により、農業用施設等に被害が 

生じ、被害額が10万円以上となった者 
２ １に該当する旨の認定証明を市町村長から受けた者 

助成対象 農産物の生産に必要な施設及び施設と一体的に復旧する附帯施設で、原形復旧見積額が10万円

以上の場合 
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 (２) 経営資金                                                    (令和 3 年 4 月現在) 

融 資 機 関 農業協同組合その他の金融機関 

利子補給機関 県(米麦畜産課)及び市町村 

貸 付 対 象 者 次のいずれかに該当する農漁業者 
１ 災害による農作物、畜産物又は繭の減収量が平年における収穫量の30/100以上であり

、 かつ、これによる損失額が平年における農業による総収入額の10/100以上であるもの 
２ 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物(５アール以上の栽培面積を有する場合に限る。)の 
 流失、損傷、枯死等による損失額が被害時における当該永年作物の価額の30/100以上で 

あるもの 
３ 災害による魚類等の流失等による損失額が平年における漁業による総収入額の10/100 

以上であるもの 

貸 付 金 額 市町村長が認定する損失額の55％又は500万円のいずれか低い額の範囲内(知事の定める法

人は2,500万円以内) ほか、条件により異なる 

貸 付 条 件 利  率…年5.5％以内、4.5％以内、3.0％以内、条件により異なる 
償還期間…６年以内 
保証・担保…群馬県農業信用基金協会の債務保証、連帯保証人又は物的担保 

                                                                                                                             

 

 (３) 事業資金                                                     (令和 3 年 4 月現在) 

融 資 機 関 農業協同組合連合会その他の金融機関 

利子補給機関 県(米麦畜産課) 

貸 付 対 象 者 所有し、又は管理する在庫品等に著しい被害を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合

会 

貸 付 金 額 2,500万円以内 

貸 付 条 件 利  率…年5.5％以内 
償還期間…３年以内  
保  証…群馬県農業信用基金協会の債務保証 

                                                                       

 

 (４) 農漁業用施設資金                                             (令和 3 年 4 月現在) 

融 資 機 関 農業協同組合その他の金融機関 

利子補給機関 県(米麦畜産課)及び市町村 

貸 付 対 象 者 農漁業用施設に10万円以上の被害を受けた農漁業者及び農業団体 

貸 付 金 額 市町村長が認定する農漁業用施設資金の復旧に要する経費の80/100に相当する額又は 
1,800万円(農業近代化資金の貸付けを受ける場合、共同利用施設にあっては5,000万円) 
若しくは1,000万円(農業近代化資金の貸付けを受けない場合、共同利用施設にあっては 
2,000万円)以内 

貸 付 条 件 利  率…年4.5％以内 
償還期間…15年以内(農業近代化資金の貸付けを受ける場合)又は10年以内(農業近代     

化資金の貸付けを受けない場合) 
保証・担保…群馬県農業信用基金協会の債務保証、連帯保証人又は物的担保 
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(５) ㈱日本政策金融公庫農林水産事業による貸付け              (令和 6 年 10 月 21 日現在) 

 
区 
 

分 

 
 

資金種類 

 

 
 

融資対象となる事業 

 

 
 

貸付の相手方 

 

 
 

利率 
 (年利) 

 
 

償還期間 

 

 
う  ち 

 
据置期間 

 

 
農 
 

業 
 

関 
 

係 
 

資 
 

金 

 

農業基盤整備
資金 

 

 

農地若しくは牧野又はそ
の保全若しくは利用上必
要な施設の災害復旧 

 

農業者、 
土地改良区、 
農協等 

 

0.60% 
～ 

1.20% 

 

２５年以内 

 

 

 

１０年以内 

 

 

 

農林漁業ｾ-ﾌﾃｨ
ﾈｯﾄ資金 

 

 

 

 

災害により被害を受けた
農業経営の再建に必要な
資金 
法令に基づく処分又は行
政指導により経済的損失
を受けた農業経営の維持
安定に必要な資金 

 

農業者等 

 

 

 

 

0.60% 
～ 

1.05% 

 

 

 

 

１０年以内 

 

 

 

 

３年以内 

 

 

 

 

農林漁業施設
資金 

 

<共同利用施設> 
農産物の生産、流通、加
工、販売に必要な共同利
用施設の復旧 
<主務大臣指定施設・災害
復旧施設> 
農舎、畜舎、堆肥舎、排水
施設等 

 

農協、土地改良区、農業共
済組合 等 
 
 
農業者等 

 

0.60% 
～ 

1.20% 

 

 

 

 

 

２０年以内 
 
 
 

１５年以内 

 

３年以内 
 
 
 

３年以内 

 

 

林 
 
 
 

業 
 
 
 

関 
 
 
 

係 
 
 
 
 

資 
 
 
 

金 

 

 

林 
 

業 
 

基 
 

盤 
 

整 
 

備 

 

 
 
造林資金 

 

 

樹苗養成施設の復旧 

 

樹苗養成の事業を営む者
森林組合・同連合会、中小
企業等協同組合、農協 

0.55% 
～ 

0.95% 

１５年以内 

 

 

５年以内 

 

 

台風、異常降雪等による
被害造林地の復旧 
     (補助事業) 

林業を営む者、森林組合・
同連合会、農協 

 

0.55% 
～ 

1.10% 

３０年以内 

 

 

２０年以内 

 

 

 

 
 
林道資金 

 

 

林道の復旧 

 

林業を営む者、森林組合・
同連合会、農協、中小企業
等協同組合等 

0.55% 
～ 

1.10% 

２０年以内 
(林業経営改
善計画の認
定を受けた
者が当該計
画に基づい
て行う事業
については
25 年以内) 

３年以内 

 

 

 

 
農林漁業施設
資金 

 

<共同利用施設> 
林業用共同施設の復旧 

 

森林組合・同連合会、農協
・同連合会、中小企業等協
同組合等 

0.55% 
～ 

1.10% 

２０年以内 

 

３年以内 

 

<主務大臣指定施設> 
林業用施設等の復旧 

林業を営む者等 

 

0.55% 
～ 

0.95% 

１５年以内 

 

３年以内 

 

農林漁業ｾ-ﾌﾃｨ
ﾈｯﾄ資金 

災害により必要とする経
営再建費、収入減補てん
費 

林業を営む者等 

 

0.55% 
～ 

0.95% 

１５年以内 ３年以内 

 

- 959 -



２３－１ 災害時における孤立化集落対策指針  

 

平成２１年２月９日制定 

平成２１年４月１日改正 

平成２４年４月１日改正 

平成２６年４月１日改正 

令和５年４月１日改正 

 

第１ 総則  

 

１ 背景・趣旨 

平成１９年９月の台風９号で甚大な被害を受けた本県西毛地域では、最大

時で２５５世帯５４５人が孤立した。また、平成２０年６月の岩手・宮城内

陸地震では震源地に近い地域の道路が寸断され、各地で孤立化集落が発生し

た。 

災害発生時の孤立化集落は中山間地域に多く、過疎化や高齢化が進んでお

り、避難等に特別な対策が必要となる要配慮者、避難行動要支援者対策とも

重なっている。 

群馬県地域防災計画では、孤立化集落対策について、県、市町村そして地

域住民が、孤立化解消に向けて諸対策を推進する事を定めているが、本指針

は、孤立化を一刻も早く解消するため、関係機関と連携した事前対策から孤

立化解消までの具体的な対策を定めるものである。 

 

２ 定義 

この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）  孤立化 

豪雨、地震等（災害対策基本法第２条第１号に定める災害の原因となる

事象）に伴う土砂流出や液状化等により集落から外部につながるすべての

道路が途絶し、集落から四輪自動車による人の移動・物資の流通が不可能

になる状態をいう。 

（２）  孤立化集落 

前号の状態となった集落をいう。 

（３）  孤立化のおそれのある集落 

法面崩壊等により、外部につながるすべての道路が全面通行止めとなる

おそれがある集落をいう。 

（４）  要配慮者、避難行動要支援者 

ア 要配慮者 

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人をいう。 

イ 避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場
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合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため特に支援を要する人をいう。 

（５）  非常時情報通信手段 

風水害、地震により、一般加入電話、携帯電話等の通常の通信が利用で

きない場合において、通話が可能な通信手段をいう。 

例；衛星携帯電話、消防無線等  
（６）  振興局長等 

振興局長等は各振興局長及び伊勢崎・館林行政県税事務所長をいう。 

 

第２  事前対策  

 

１ 県 

（１）  市町村に対する関連情報の提供 

各所管課は、次の情報について積極的に市町村に提供する。 

ア 孤立化のおそれのある集落の実態把握に関する情報 

（ア）  災害危険区域の整備に関する情報 

（イ）  集落へのアクセス道路に関する情報 

① 県道及び国道の道路整備に関する情報 

② 橋梁の耐震化整備に関する情報 

（ウ）  河川の整備に関する情報 

（エ）  その他参考となる情報 

イ 孤立化集落対策上有効な情報 

（ア）  過去の孤立化集落発生時における有効な活動事例の情報 

（イ）  非常時情報通信手段として有効な通信機器の情報 

（ウ）  その他参考となる情報 

（２）  集落孤立化の未然防止のための県管理道路・河川・山地等の優先整備各

所管課は、災害による道路の寸断を解消するため、市町村と連携した次の

事業を推進する。 

ア 道路危険箇所に対する整備 

（ア）  災害要因となる地形の把握と防災対策 

（イ）  緊急輸送路の法面崩壊対策 

（ウ）  緊急輸送路の橋梁の耐震化確保 

（エ）  既存施設の機能維持のための除石・除草、施設補修の実施 

イ 河川危険箇所に対する整備 

（ア）  被災箇所の早期復旧 

（イ）  浸水被害を防ぐ治水対策 

（ウ）  浸水想定区域図の作成 

ウ 土砂災害予防対策の推進 

（ア）  再度災害防止対策の推進 

（イ）  土砂災害の被害を受けるおそれがある区域を周知する土砂災害警

戒区域等の指定 

（ウ）  土砂災害を予防するための施設の整備 
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（エ）  既存施設の機能維持のための除石・除草、施設補修の実施 

（３）  市町村管理道路の孤立化解消応急工事に関する事前協議 

土木事務所長は、孤立化解消のための市町村管理道路の仮復旧工事につ

いて、県と市町村が協力して実施できるよう、事前に市町村との協定その

他必要な手続き等について取り決めをしておくものとする。 

なお、仮復旧工事の費用は、道路管理者の負担による。ただし、県管理

道路と比較して、早期に孤立化が解消できる道路が市町村道である場合に

は、県の代行業務として実施することができるものとする。 

 

２ 市町村 

（１）  孤立化のおそれのある集落の実態把握 

ア 孤立化のおそれのある集落の把握 

過去の 被災 例や災 害 危険箇 所デ ータ等 か ら孤立 化の おそれ の ある集

落の把握に努める。 

イ 孤立化のおそれのある集落の基礎データ整理 

把握した孤立化のおそれのある集落については、次の事項の基礎デー

タを集約しておく。 

（ア）  集落の代表者 

（イ）  居住世帯・人数・年齢構成・連絡方法（加入・携帯電話番号・メ

ールアドレス等） 

（ウ）  要配慮者、避難行動要支援者の有無 

（エ）  想定される災害に対して安全な避難所（施設）の有無 

（オ）  集落の住宅地図及びハザードマップ  

（カ）  非常時情報通信手段の集落又は家庭における常備の有無 

（キ）  その他必要事項 

（２）  孤立化のおそれのある集落内の自主防災組織の強化 

自治会と協力して孤立化のおそれのある集落単位に自主防災組織を整

備すると共に、非常時情報連絡責任者（※）を複数に依頼し、孤立化発

生時における情報連絡体制を整備する。  
※ 「 非 常 時 情 報 連 絡 責 任 者 」 と は 、 孤 立 化 の お そ れ の あ る 集

落 内 に 居 住 し 、 非 常 時 情 報 通 信 手 段 の 機 器 に つ い て 、 自 ら

保 有 又 は 自 治 体 か ら 貸 与 さ れ た 場 合 に 取 扱 ・ 管 理 が 可 能 な

者 で 、 集 落 が 孤 立 化 し た 場 合 に 、 集 落 内 の 被 災 状 況 等 を 把

握 し 、 随 時 、 市 町 村 そ の 他 の 防 災 機 関 に 連 絡 す る こ と が 可

能 な 者 と し て 、 集 落 を 管 轄 す る 市 町 村 長 が 依 頼 し た 者 を い

う 。  

（３）  孤立化のおそれのある集落内の関係機関・事業所等との連携 

交番・駐在所、消防分署・消防団等の公共機関、ライフライン関係事業

所等との連携を強化し、これらの防災対策、非常時情報通信手段等に関す

る情報の共有と防災連絡会議等の開催により、市町村、自主防災組織、非

常時情報連絡責任者等との相互確認に努める。 

（４）  市町村と孤立化のおそれのある集落との非常時情報通信手段の確保 
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ア 非常時情報通信手段の整備 

衛星携帯電話、消防無線、防災行政無線等の整備、一般加入電話の

災害時優先電話の指定、その他アマチュア無線、業務用無線など個人

や事業所で保有する通信手段の把握に努め、これらの連絡先電話番

号、無線の運用周波数・電波型式、通話可能エリア等を基礎資料とし

て整備する。 

イ 機器の点検、予備電源の確認等 

非常時情報通信機器については、発災時に直ちに使用できるよう、定

期的な通 話試験 、バ ッテリー の充電 状態 等の保守 点検に 努め るととも

に、発電機等の非常用電源の確保に努める。 

（５）  避難路、避難計画及び避難所の整備 

ア 避難路の確保と防災マップの作成 

徒歩での集落外への避難可能な道路を把握するとともに、可能な限

りこれらの道路整備に努める。また、緊急時において個人所有の敷地

内の通行について予め承諾を得ておくなどし、これらを表示した集落

ごとの防災マップの作成、避難案内表示（地図）の設置に努める。 

イ 個別かつ具体的な避難計画の構築 

避難計画については、個々の集落ごとに次の点に留意して作成する。 

（ア）  避難行動を共にする単位は、隣接の住家又は個々の住家を単位と

し、要配慮者、避難行動要支援者に配意したものとする。 

（イ）  避難路の選定は、集落内の災害危険箇所を極力回避したものとす

る。 

（ウ）  避難方向については、避難所、集落外、ヘリコプター非常離着陸

場等について個別に計画する。 

ウ 避難所の検証と整備 

既設の避難所について、住家との距離、避難路の安全性、立地条件、

建物の安全性、備蓄物資及び非常時情報通信手段等を個々に検証し、避

難所の改善、増設等の整備を図る。 

エ ヘリコプター非常離着陸場の整備 

救援ヘ リポ ート又 は ホバリ ング 等の適 地 選定及 び夜 間着陸 の ための

照明装置の確保等について、県及び自衛隊、警察その他航空機関係機関

との事前協議の上、これらの整備を行う。 

【 ヘ リ コ プ タ ー の 非 常 離 着 陸 可 能 ｽﾍﾟｰｽの 目 安 】  

◎  自 衛 隊 大 型 機 ・ ・ ・ ・ 着 陸 帯 １ ０ ０ ｍ ×１ ０ ０ ｍ  

安 全 確 保 地 域 ３ ０ ０ ｍ ×３ ０ ０ ｍ  

◎  そ の 他 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ０ ｍ × ３ ０ ｍ  

 

３ 孤立化のおそれのある集落の居住者 

何時起きるか分からない災害に対しては「自分の身は自分で守る」という

自助の精神と「地域のことは地域で守る」という共助の精神を醸成すること

が重要である。 

孤立化のおそれのある集落の居住者等は、平素から次の点に留意するもの
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とする。 

（１）  自主防災組織の活動参加等地域防災力の強化 

災害から地域を守るため、地域のまとまった力が発揮できるよう、居

住者が協力し合って、自主防災組織の結成又は活動参加に努め、地域の

防災力を強める。 

（２）  災害危険箇所の確認及び通報 

隣接集落への道路及び居住地域内における土砂災害危険箇所及び山地

災害危険地区の情報について周知し、通常の生活の中で、軽微な土砂流

出、落石、河川護岸の崩落等に注意し、こうした事象を発見した時は、

速やかに市町村その他管理者に通報するものとする。 

（３）  避難所・避難路・迂回路の確認 

市町村が作成する防災マップ（避難所・避難路・迂回路等）について、

各家庭での周知を図るとともに、地理に精通した地元居住者として防災マ

ップの精度の向上について市町村に協力するものとする。  
（４）  地域ごと及び各家庭における必要物資の備蓄 

災害時に備え、日頃から緊急避難のときに持って逃げる非常持ち出し品

の用意や３日分の食料、飲料水を備蓄する。 

（５）  要配慮者、避難行動要支援者に対する対応 

年齢、身体・精神障害の程度、持病、歩行能力その他災害時に援助が必

要となる人について、災害時における避難誘導・食事の供給等の援助に関

する役割分担を決めておく。 

（６）  非常時情報通信手段の常備 

市町村が配備する非常時情報通信機器のほか、各家庭が有事に備え、衛

星携帯電話その他の通信機器の常備に努める。 

 

第３ 災害発生のおそれが切迫した場合における事前対策  

 

台風の接近、気象警報等により、災害が発生するおそれが切迫した事態におい

ては、災害を警戒しながら、孤立化のおそれのある集落に対する次の措置を徹底

する。 

１ 県 

（１）  市町村、その他関係機関への気象注意報・警報、土砂災害警戒情報等

の迅速な伝達 

（２）  市町村と連携した道路・河川等に対するパトロールの実施  
 

２ 市町村 

（１）  集落への気象注意報・警報等の迅速な伝達 

（２）  的確な避難措置 

（３）  孤立化のおそれのある集落を重点とした災害パトロールの実施 

 

３ 孤立化のおそれのある集落の居住者 

（１）  早めの避難 
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（２）  住民相互の協力による要配慮者、避難行動要支援者の避難の手助け 

第４  孤立化集落発生時の対策  

 

１ 孤立化集落の居住者 

自治会の代表者及び自主防災組織等は、二次災害に十分注意しながら、居

住者と協力して、次の情報を集約し、最寄りの市町村役場、消防署、警察署

に連絡又は救助を求める。 

（１）  集落住民の安否、救助の必要性 

（２）  道路の被災状況、二次災害の恐れ 

（３）  ライフラインの状況 

（４）  非常食等緊急必要物資 

 

２ 市町村 

（１）  孤立化集落情報の集約 

土砂流出、道路崩落等が発生し、道路が通行途絶となった場合は、その

道路の延長に存在する集落等について、他にアクセス道路が有るか否かを

迅速に確認する。 

（２）  関係所属と連携した体制の確保 

孤立化集落が判明した場合は、庁内関係課が、消防、警察署等と連携し

た体制を構築し、孤立化集落の情報を首長以下が共有する。 

（３）  孤立化集落との連絡 

孤立化集落の 非常時 情報連絡責任 者又は 孤立した居住 者に連 絡を取っ

て、次の情報を収集する。 

ア 集落住民の安否、救助の必要性 

イ 道路の被災状況、二次災害のおそれ 

ウ ライフラインの状況 

エ 非常食等緊急必要物資 

（４）  孤立化の要因となっている道路障害の除去・復旧 

孤立化の要因となっている道路が、県道、国道等の市町村管理以外の道

路であっても、土木事務所長等道路管理者と速やかに連絡を取り合い、一

刻も早い孤立化の解消に努める。 

（５）  先遣隊の派遣 

孤立化集落の非常時情報連絡責任者と連絡が取れない場合は、二次災害

の発生を十分警戒しながら、情報収集のための先遣隊を派遣する。 

（６）  被災状況の県に対する報告 

ア 孤立化集落の発生を認知した場合は、県（危機管理課・行政県税事務

所）に電話で即報する。 

イ 夜間等で行政県税事務所と連絡が取れない場合は、危機管理課に即

報する。 

（７）  被災状況の広報 

災害による被災状況は、市町村で一元管理し、関係機関と連携して一

般に広報する。 
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３ 県 

（１）  群馬県孤立化集落対策連絡室の設置 

ア 設置 

危機管理監（以下「管理監」という。）は、災害によって孤立化集落

が発生し、災害対策本部が未設置の場合であって、住民避難又は仮復旧

工事に着手後丸１日以上を要するなど、複数部局の綿密な連携が必要と

認められる場合には、危機管理センター（本部室）に孤立化集落対策連

絡室（以下「連絡室」という。）を設置する。 

イ 構成 

連絡室の構成は次表のとおりとする。なお室員の指名及び運用につい

ては、管理監が、該当する所属（以下「構成所属」という。）の長と協

議して決定する。  

役 職 該当職員 

連絡室長 危機管理監 

副 室 長 危機管理課長 

室 員 知事戦略部 メディアプロモーション課員 

 総 務 部 危機管理課員、消防保安課員 

 健康福祉部 健康福祉課員 

 環境森林部 林政課員、森林保全課員 

 農 政 部 農村整備課員 

 県土整備部 河川課員、道路管理課員、砂防課員 

 警 察 本 部 地域部地域課員、警備部警備第二課員 

 そ の 他 管理監が必要と認めた所属の職員 

ウ 任務 

連絡室は、市町村、振興局等、構成所属、関係機関との情報交換を密

にし、次の任務を迅速に遂行する。 

（ア）  情報の収集と通報 

孤立化集落の対応は、緊急を要することから、次の情報内容につ

いて、連絡室が直接、市町村、警察本部（署）、消防（局）本部等の

情報を入手し、関係所属・関係機関に通報する。 

① 孤立化集落住民の安否（世帯数、人数、負傷者の有無） 

② 負傷者、人家被災の危険性等による救助、避難の必要性 

③ 孤立化の原因となった災害発生の場所・状況及び復旧見込み 

④ 救援物資搬送の必要性 

⑤ 孤立化集落との情報通信手段 

⑥ 徒歩による迂回路がある場合に住民の徒歩避難の可否及び必要

性 
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⑦ 防災・県警・自衛隊のヘリコプターによる救助の必要性と非常

離着陸場の候補地、孤立化集落付近の天候 

⑧ ライフラインの状況 

⑨ その他孤立化集落に関する情報 

（イ）  情報に基づく措置 

① 情報途絶の場合の県職員等の派遣 

孤立化集落との情報通信手段がなく、集落の情報が皆無である

場合で、市町村による先遣隊の出動ができない場合は、警察本部

と連携して、県職員（第一次的には振興局長等の命を受けた振興

局等職員、次いで構成所属職員）を派遣する。ただし、悪天候その

他県職員では危険な場合は、自衛隊第１２旅団に出動要請を行う。 

② 空輸による救助・避難 

負傷者の救護、緊急に避難を要する場合は、防災航空隊、県警航

空隊に救助要請を行う。 

なお、気象条件や救助現場の多発、多数の避難者がいるなど、

防災航空隊、県警航空隊での早急な救助が実施できない場合は、

陸上自衛隊第１２旅団に救助要請を行う。 

③ 救援物資の空輸 

道路復旧までに時間を要し、孤立集落から救助物資を求められ

た場合は、孤立化集落に救援物資を空輸する。空輸の方法は、防災

航空隊、県警航空隊に空輸要請を行う。 

なお、前記航空隊が対応できない場合は、陸上自衛隊第１２旅

団に空輸要請を行う。 

【自衛隊に対する要請基準】 

公 共 性；社会的に保護することの必要性 

緊 急 性；ただちに部隊等を派遣する必要性 

非代替性；他の機関のみの活動では対応不可 

エ 連絡室の廃止 

管理監は、連絡室設置後に、災害対策本部が設置された場合又は孤立

化が解消 された 場合 若しくは 他の理 由に より連絡 室を継 続す る必要が

ないと認めた場合には、連絡室を廃止するものとする。 

（２）  振興局等の対応 

ア 体制の確保 

振興局長等は、行政県税事務所内に、連絡室に準じた体制又は専従の

連絡員を確保すること。 

イ 市町村に対する職員派遣 

振興局長等は、必要により、孤立化集落が発生した市町村に職員を派

遣し、情報収集・集約その他必要な対応の支援を行う。 

ウ 孤立化解消応急工事の実施 

土木事務所長は、住民・市町村・連絡室からの通報や道路パトロール

等により管内に孤立化集落を認めた場合は、次の措置を迅速に行う。 

（ア）  孤立化の原因となっている道路の被災状況の確認 
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（イ）  関係道路管理者と協力した孤立化解消応急工事の着手 

（ウ）  道路の仮復旧（片側通行可能、孤立化解消）見込み日時の判断 

（エ）  振興局長等に対する上記措置結果の報告 

 

第５  住民が避難した集落の防犯対策  

 

市町村は、住民が避難し、無人化又は少数のみが居住するなど、防犯対策  が必

要な場合は、警察署その他防犯関係機関・団体との連携により、当該集落内又は

当該集落に通ずる道路で徒歩による通行が可能な場合は、二次災害のおそれのな

い地点における警戒に努めるものとする。また、可能な限り、県警ヘリ、防災ヘ

リによる上空からのパトロールに努めるものとする。 
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( *危 機 管 理 課 ) 30 30 30 30 30

( 消 防 保 安 課 ) 14 14 14 14 14

( 税 務 課 ) 30 6 10 17 30
( *総 務 課 ) 25 4 7 12 25
( 人 事 課 ) 21 2 5 10 21
( 財 産 有 効 活 用 課 ) 36 5 12 19 36

財 政 班 ( *財 政 課 ) 17 2 5 9 17

( *統 計 課 ) 21 3 6 11 21
市 町 村 課 37 5 11 20 37

( *人 事 委 員 会 事 務 局 ) 15 2 4 8 15
( 監 査 委 員 事 務 局 ) 16 2 4 8 16
( 総 務 事 務 管 理 課 ) 30 3 7 13 30

5 292 78 115 171 292

( *戦 略 企 画 課 ) 30 3 7 15 30
( 地 域 外 交 課 ) 14 2 4 7 14
( *秘 書 課 ) 22 3 5 11 22

広 報 班 ( *メディ アプロモーション課 ) 36 3 8 18 36

情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 班 (
デ ジ タ ル ト ラ ン ス
フ ォ ー メ ー シ ョ ン 課

) 41 5 11 23 41

交 通 対 策 班 交通イノベーション推進課） 15 2 4 8 15
知 事 戦 略 応 援 班 ( ｸ ﾞ ﾘｰﾝｲﾉﾍ ﾞｰｼｮﾝ推進課 ) 21 2 5 10 21

5 179 20 44 92 179

地 域 創 生 総 務 班 ( *地 域 創 生 課 ) 26 4 8 13 26

外 国 支 援 班 ( *ぐんま暮らし･外国人活躍推進課 ) 14 2 4 7 14

文 化 財 保 護 班 ( *文 化 財 保 護 課 ) 17 2 5 9 17

( *文 化 振 興 課 ) 24 4 8 12 24
( ス ポ ー ツ 振 興 課 ) 24 2 6 12 24
(

湯けむり国スポ・全スポぐんま準
備 課 ) 24 2 6 12 24

4 129 16 37 65 129

生 活 こ ど も 総 務 班 ( * 生 活 こ ど も 課 ) 24 3 6 12 24
( * 県 民 活 動 支 援 ･ 広 聴 課 ) 15 2 4 8 15
( 消 費 生 活 課 ) 12 2 4 6 12
( こ ど も ・ 子 育 て 支 援 課 ) 15 2 4 8 15
( 私 学 ・ 青 少 年 課 ) 12 2 4 8 12
( 児 童 福 祉 課 ) 23 3 6 11 23

3 101 14 28 53 101

健 康 福 祉 総 務 班 ( *健 康 福 祉 課 ) 21 6 9 15 21
( *医 務 課 ) 25 3 6 12 25

( 感 染 症 ・ 疾 病 対 策 課 ) 30 8 13 19 30
( 健康長寿社会づくり推進課 ) 17 2 4 8 17
( 障 害 政 策 課 ) 31 5 11 18 31
( *介 護 高 齢 課 ) 26 3 6 11 26
( 地 域 福 祉 課 ) 21 3 6 11 21
( 健康長寿社会づくり推進課 )

( 障 害 政 策 課 )

衛 生 ・ 食 品 班 ( *食 品 ・ 生 活 衛 生 課 ) 28 4 10 15 28
医 薬 品 対 策 班 ( *薬 務 課 ) 15 2 4 8 15

( *監 査 指 導 課 ) 21 2 5 10 21
( 国 保 医 療 課 ) 18 2 5 10 18

6 253 40 79 137 253

環 境 森 林 総 務 班 ( *環 境 政 策 課 ) 14 3 5 8 14
環 境 汚 染 対 策 班 ( *環 境 保 全 課 ) 16 2 5 9 16
ご み ・ し 尿 対 策 班 ( *廃 棄 物 ･ ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ 課 ) 26 4 8 14 26

( *林 政 課 ) 24 4 9 14 24
( 森 林 保 全 課 ) 17 2 5 9 17
( 林 業 振 興 課 ) 20 2 5 10 20

環　境　森　林　応　援　班 ( *自 然 環 境 課 ) 26 5 9 13 26
5 143 22 46 77 143

班

班

環 境 森 林 部

健 康 福 祉 部

知 事 戦 略 部

班

健 康 福 祉 応 援 班

班

２４－１　動員計画表（県庁）

部 人員
初期
動員

１号
動員

２号
動員

３号
動員

令和6年4月1日現在

(  所　　属  )班

班

渉 外 班

医 療 ・ 防 疫 班

防 災 総 括 班

林 業 対 策 班

班

総 務 部

総 務 班

地 域 創 生 部

生 活 こ ど も 部

避 難 所 支 援 班

地 域 創 生 応 援 班

私 立 学 校 ・ 児 童 福 祉 班

要 配 慮 者 対 策 班

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・県民相談班班

知 事 戦 略 総 務 班
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２４－１　動員計画表（県庁）

部 人員
初期
動員

１号
動員

２号
動員

３号
動員

令和6年4月1日現在

(  所　　属  )班

( *農 政 課 ) 40 4 10 20 40
( 農 業 構 造 政 策 課 ) 37 4 10 19 37
( *米 麦 畜 産 課 ) 25 3 7 13 25
( 農 政 課 )

( 野 菜 花 き 課 ) 26 3 6 13 26
( 蚕 糸 特 産 課 ) 20 3 6 11 20

農 地 ・ 農 業 用 施 設 対 策 班 ( *農 村 整 備 課 ) 26 5 9 17 26

食 料 調 達 班 ( *ぐ ん ま ブ ラ ン ド 推 進 課 ) 15 3 5 8 15
農 政 応 援 班 ( *農 業 構 造 政 策 課 )

5 189 25 53 101 189

産 業 経 済 総 務 班 ( *産 業 政 策 課 ) 22 3 6 11 22

燃 料 対 策 班 ( *産 業 政 策 課 )

生 活 必 需 品 班 ( *地 域 企 業 支 援 課 ) 28 4 8 14 28

地 域 企 業 支 援 班 ( *地 域 企 業 支 援 課 )

観 光 班 ( *観 光 魅 力 創 出 課 ) 22 2 5 11 22

( *未来投資・デジタル産業課 ) 20 2 5 10 20

( 労 働 政 策 課 ) 23 2 6 12 23

(
eｽﾎﾟｰﾂ・クリエイティブ推進

課
) 25 3 7 13 25

( 労 働 委 員 会 事 務 局 ) 8 3 4 5 8

6 148 19 41 76 148

( *監 理 課 ) 21 5 7 11 21
( 建 設 企 画 課 ) 24 4 8 12 24
( *道 路 管 理 課 ) 25 4 9 16 25
( 道 路 整 備 課 ) 21 3 5 10 21

河 川 水 防 班 ( *河 川 課 ) 27 3 7 14 27
砂 防 班 ( *砂 防 課 ) 15 2 5 8 15

( *都 市 計 画 課 ) 26 3 7 13 26
( 都 市 整 備 課 ) 23 2 5 10 23

被 災 宅 地 建 物 班 ( *建 築 課 ) 30 3 8 15 30
住 宅 対 策 班 ( *住 宅 政 策 課 ) 17 2 5 9 17
下 水 道 班 ( *下 水 環 境 課 ) 21 3 6 11 21
県 土 整 備 応 援 班 ( *契 約 検 査 課 ) 24 4 8 12 24

10 274 38 80 141 274

( *総 務 課 ) 16 4 7 9 16
( 経 営 戦 略 課 ) 11 2 4 5 11

発 電 班 ( *発 電 課 ) 26 6 8 13 26
団 地 班 ( *団 地 課 ) 28 5 9 16 28
水 道 班 ( *水 道 課 ) 15 2 5 8 15

4 96 19 33 51 96

病 院 総 務 班 ( *病 院 局 経 営 戦 略 課 ) 20 3 2 5 20

1 20 3 2 5 20

教 育 総 務 班 ( *
教 育 委 員 会 事 務 局
総 務 課

) 26 4 8 12 26

( *管 理 課 ) 25 3 7 13 25

( 福 利 課 ) 26 2 7 13 26
社 会 教 育 施 設 班 ( *生 涯 学 習 課 ) 15 2 4 8 15

3 92 11 26 46 92

( *義 務 教 育 課 ) 23 2 6 12 23

( 高 校 教 育 課 ) 26 3 6 11 26

( 特 別 支 援 教 育 課 ) 16 2 4 8 16

( *学 校 人 事 課 ) 36 4 9 18 36

( 健 康 体 育 課 ) 17 2 4 8 17

2 118 13 29 57 118

経 理 班 ( *会 計 管 理 課 ) 28 8 12 18 28
1 28 8 12 18 28

( *
議 会 事 務 局
総 務 課

)

( 議 事 課 )

( 政 策 広 報 課 )

1 34 5 10 17 34

合　　　計 61 2,096 331 635 1,107 2,096

34 5 10 17 34

企 業 総 務 班

施設対策班

企 業 部

県 土 整 備 総 務 班

農 政 部

県 土 整 備 部

産 業 経 済 部

農 作 物 ・ 施 設 対 策 班

産 業 経 済 応 援 班

農 政 総 務 班

班

班

班

班

班

班

議 会 班

道 路 対 策 班

班

議 会 部

班

班

会 計 部

病 院 部

学 校 教 育 応 援 班

班

学 校 教 育 部

公 立 学 校 指 導 班

教 育 管 理 部 公 立 学 校 施 設 班
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令和6年4月1日現在

班 人　　員
初　期
動　員

１　号
動　員

２　号
動　員

３　号
動　員

総 務 経 済 班 前 橋 行 政 県 税 事 務 所 64 7 17 34 64
環 境 森 林 班 中 部 環 境 事 務 所 10 3 5 7 10
農 業 班 中 部 農 業 事 務 所 63 13 24 37 63
県 土 整 備 班 前 橋 土 木 事 務 所 38 4 15 23 38
教 育 班 中 部 教 育 事 務 所 22 3 6 12 22

小 計 197 30 67 113 197
総 務 経 済 班 渋 川 行 政 県 税 事 務 所 17 2 2 4 9
保 健 福 祉 班 渋 川 保 健 福 祉 事 務 所 23 3 3 6 11
環 境 森 林 班 渋 川 森 林 事 務 所 18 3 3 3 9
農 業 班 渋 川 農 村 整 備 セ ン タ ー 9 2 1 2 4

〃 渋 川 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 12 2 3 4 3
県 土 整 備 班 渋 川 土 木 事 務 所 21 3 4 8 6

小 計 100 15 16 27 42
総 務 経 済 班 伊 勢 崎 行 政 県 税 事 務 所 23 5 7 12 23
保 健 福 祉 班 伊 勢 崎 保 健 福 祉 事 務 所 35 5 9 18 35
農 業 班 伊 勢 崎 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 9 2 4 6 9
県 土 整 備 班 伊 勢 崎 土 木 事 務 所 23 4 8 13 23

小 計 90 16 28 49 90
総 務 経 済 班 高 崎 行 政 県 税 事 務 所 55 6 15 27 55
保 健 福 祉 班 安 中 保 健 福 祉 事 務 所 15 2 4 8 15
環 境 森 林 班 西 部 環 境 森 林 事 務 所 25 5 9 13 25
農 業 班 西 部 農 業 事 務 所 58 14 22 37 58
県 土 整 備 班 高 崎 土 木 事 務 所 50 7 16 25 50

〃 安 中 土 木 事 務 所 31 8 14 20 31
教 育 班 西 部 教 育 事 務 所 22 3 7 13 22

小 計 256 45 87 143 256
総 務 経 済 班 藤 岡 行 政 県 税 事 務 所 14 2 4 7 14
保 健 福 祉 班 藤 岡 保 健 福 祉 事 務 所 18 3 6 9 18
環 境 森 林 班 藤 岡 森 林 事 務 所 17 2 5 9 17
農 業 班 藤 岡 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 9 2 4 6 9
県 土 整 備 班 藤 岡 土 木 事 務 所 32 4 9 17 32

小 計 90 13 28 48 90
総 務 経 済 班 富 岡 行 政 県 税 事 務 所 13 2 5 7 13
保 健 福 祉 班 富 岡 保 健 福 祉 事 務 所 23 4 8 13 23
環 境 森 林 班 富 岡 森 林 事 務 所 18 3 5 10 18
農 業 班 富 岡 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 9 2 4 6 9
県 土 整 備 班 富 岡 土 木 事 務 所 34 6 15 22 34

小 計 97 17 37 58 97
総 務 経 済 班 吾 妻 行 政 県 税 事 務 所 21 5 10 14 21
保 健 福 祉 班 吾 妻 保 健 福 祉 事 務 所 22 5 10 14 22
環 境 森 林 班 吾 妻 環 境 森 林 事 務 所 22 3 6 11 22
農 業 班 吾 妻 農 業 事 務 所 47 10 15 28 47
県 土 整 備 班 中 之 条 土 木 事 務 所 40 8 17 26 40
教 育 班 吾 妻 教 育 事 務 所 16 2 4 8 16

小 計 168 33 62 101 168
総 務 経 済 班 利 根 沼 田 行 政 県 税 事 務 所 19 6 10 14 19
保 健 福 祉 班 利 根 沼 田 保 健 福 祉 事 務 所 21 3 7 12 21
環 境 森 林 班 利 根 沼 田 環 境 森 林 事 務 所 21 4 8 12 21
農 業 班 利 根 沼 田 農 業 事 務 所 47 10 18 30 47
県 土 整 備 班 沼 田 土 木 事 務 所 41 7 15 24 41
教 育 班 利 根 教 育 事 務 所 16 2 4 8 16

小 計 165 32 62 100 165
総 務 経 済 班 太 田 行 政 県 税 事 務 所 39 5 6 10 39
保 健 福 祉 班 太 田 保 健 福 祉 事 務 所 58 11 20 32 58
環 境 森 林 班 東 部 環 境 事 務 所 30 5 10 18 30
農 業 班 東 部 農 業 事 務 所 13 2 5 8 13
県 土 整 備 班 太 田 土 木 事 務 所 21 3 6 11 21
教 育 班 東 部 教 育 事 務 所 28 3 7 14 28

小 計 189 29 54 93 189
総 務 経 済 班 桐 生 行 政 県 税 事 務 所 20 3 6 10 20
保 健 福 祉 班 桐 生 保 健 福 祉 事 務 所 19 4 7 10 19
環 境 森 林 班 桐 生 森 林 事 務 所 19 2 5 10 19
農 業 班 桐 生 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 29 3 8 15 29
県 土 整 備 班 桐 生 土 木 事 務 所 8 2 3 5 8

小 計 95 14 29 50 95
総 務 経 済 班 館 林 行 政 県 税 事 務 所 18 5 8 10 18
保 健 福 祉 班 館 林 保 健 福 祉 事 務 所 28 3 8 15 28
農 業 班 館 林 地 区 農 業 指 導 セ ン タ ー 31 4 9 17 31
農 業 班 館 林 農 村 整 備 セ ン タ ー 8 2 4 4 8
県 土 整 備 班 館 林 土 木 事 務 所 10 2 3 5 10

小 計 95 16 32 51 95
合 計 1,542 260 502 833 1,484

(注) 本表に掲げた地域機関以外の地域機関については、それぞれの所管課と調整の上定めた独自の参集計画による。

２４－１　動員計画表（地域機関）

    事　　　　務　　　　所

前
橋
地
方
部

渋
川
地
方
部

伊
勢
崎
地
方
部

高
崎
地
方
部

藤
岡
地
方
部

桐
生
地
方
部

館
林
地
方
部

富
岡
地
方
部

吾
妻
地
方
部

利
根
沼
田
地
方
部

太
田
地
方
部
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２５－１ 群馬県自然災害における被災者氏名等の公表 

に関するガイドライン 
 

令和５年７月７日 

群馬県総務部危機管理課 

 

このガイドラインは、豪雨や地震、噴火などによる自然災害が発生した場合において、被災

者氏名等の公表に関する公表基準等を定めるものである。 

 

１ 被災者氏名等を公表する災害                         

災害対策本部を設置する災害（規模が大きい、社会的な関心が高い、教訓を将来に生かす

必要性が高い、など）を対象とする。 

 

２ 公表基準                                  

被災者区分ごとの、氏名等を公表する基準及び公表する情報の範囲は次のとおりとする。 

被災者区分 
家族等の 

確認 

住民基本台帳の 

閲覧制限 ※① 

氏名公表 

の有無 
理由 

公表する 

情報の範囲 

死者 

○ ○ 公表 
・県民等に知らせる公益上の

必要性があるため 

氏名 

住所※② 

年齢 

性別 

死因 

○ × 
非公表 

・本人又は家族の権利利益を

侵害するおそれがあるため 
※③ 

× － 

行方不明者 

○ ○ 公表 
・県民等に知らせる公益上の

必要性があるため 

氏名 

住所※② 

年齢 

性別 

被災状況 

○ × 
非公表 

・本人又は家族の権利利益を

侵害するおそれがあるため 
※③ 

× － 

安否不明者 

○ ○ 

公表 
・効率的な救出・捜査活動の

ため 

氏名 

住所※② 

年齢 

性別 

－ 

いとまが 

ない時 

○ 

■被災者区分の定義 

・死   者：当該災害が原因で死亡した者 

・行方不明者：当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

・安否不明者：当該災害が原因で所在不明となり、行方不明者となる疑いのある者 

■注釈説明 

※① 住民基本台帳の閲覧制限とは、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防

止法等に基づき、住民基本台帳の閲覧や住民票の写しなどの交付を制限すること。 

表においては「○：制限なし」、「×：制限あり」とする。 

※② 「死者」及び「行方不明者」については、「市町村名まで」とする。 

「安否不明者」については、効率的な救助・捜査活動のためにはなるべく個人を特

定する必要があることから、「町名・大字名まで」とする。 

※③ 氏名非公表の場合でも、個人が特定されない情報を公表する。 

（「住所」、「年代」、「性別」、「死因」、「被災状況」等） 
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３ 公表方法等                                 

 

区 分 死者 行方不明者 安否不明者 

(1) 氏名等の情報収集 
・市町村、関係機関等からの情報 

・家族や住民等からの通報 

(2) 家族等の確認 
身元が確認された後、

公表の同意を取得 

行方不明者と確定し

た後、公表の同意を

取得 

住民基本台帳の確認

後、権利利益の侵害が

ないかを確認 

(3) 住民基本台帳の確認 住民基本台帳の閲覧制限の措置がされていないかを確認 

(4) 公表方法 

・２の公表基準に従い、速やかに公表 

・死者の氏名等を公表する場合は、報道機関等に対し遺族への配慮を

求める。 

 

 

４ 公表主体                                  

 
  群馬県災害対策本部（群馬県） 

 

 

５ そ の 他                                  
 
  本ガイドラインは、市町村が独自に公表することを妨げるものではない。 
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